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一

献　

呈　

の　

辞

こ
の
度
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
月
五
日
に
、
奥
村
大
作
先
生
が
ご
壮
健
の
う
ち
に
め
で
た
く
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
、

心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
論
文
集
は
、
奥
村
先
生
の
古
稀
を
寿
ぐ
た
め
に
、
日
本
大
学
法
学
部
内
外
の
同
僚
・
友
人
や
、
こ
れ

ま
で
に
薫
陶
を
受
け
て
ま
い
り
ま
し
た
研
究
者
た
ち
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
新
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

奥
村
先
生
は
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
一
月
五
日
生
ま
れ
で
、
東
京
大
学
文
学
部
西
洋
史
学
科
を
卒
業
後
、
日
本
大
学
大
学
院
法

学
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
し
、
英
国
ロ
ン
ド
ン
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
政
治
学
（
政
治
思
想
史
専
攻
）
修
了
の
後
、
一
九
六
六
（
昭

和
四
一
）
年
四
月
に
、
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
に
入
所
、
翌
年
に
防
衛
大
学
校
に
移
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
大
学
法
学
部
に
は
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
一
〇
月
に
専
任
講
師
と
し
て
着
任
し
、
政
治
学
等
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
助
教
授
、
教
授
と
し
て
、
三
十
余
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
本
学
の
教
育
と
研
究
に
尽
力
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
奥
村
先
生
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
教
え
子
は
、
学
部
の
講
義
を
通
じ
た
り
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
身
近
に
教
え
を
受
け
た
卒
業
生
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
学
院
修
了
者
も
数
多
く
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

研
究
者
と
し
て
の
奥
村
先
生
は
、
初
期
に
な
さ
れ
た
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の
政
治
思
想
に
関
す
る
研
究
を
は
じ
め
、
プ
ラ
ト
ン
、
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
リ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ル
ソ
ー
な
ど
の
古
典
は
も
と
よ
り
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
な
ど
現
代
に
お
け
る
政
治
哲
学
に

ま
で
及
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
近
年
で
は
、
毎
年
の
よ
う
に
、
総
合
観
光
学
会
に
お
け
る
全
国
学
術
研
究
大
会
で
の
研
究
報
告
を
重
ね
ら

献　

呈　

の　

辞
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二

れ
て
お
り
、
常
に
第
一
線
の
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
奥
村
先
生
は
、
政
治
哲
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
に
も
か
か
わ
る
よ
う
な
多
数
の
翻
訳
書
も
手
が
け
ら
れ
て

お
り
、
政
治
学
を
学
ぶ
者
に
は
必
読
と
も
い
え
る
著
作
を
い
く
つ
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、
改
め
て
申
し
添
え
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

奥
村
先
生
が
本
学
で
過
ご
さ
れ
た
三
十
余
年
に
お
い
て
は
、
教
育
と
研
究
だ
け
で
な
く
、
学
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
担
わ
れ
ま
し
た
。

近
年
で
は
、
先
生
が
法
学
部
政
経
研
究
所
長
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

本
論
文
集
の
刊
行
に
あ
た
り
、
先
生
の
さ
ら
な
る
ご
健
康
を
心
よ
り
祈
念
す
る
と
と
も
に
、
後
進
の
者
た
ち
に
対
す
る
先
生
か
ら
の
末

永
い
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
衷
心
よ
り
お
願
い
し
て
、
献
呈
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
二
五
年
三
月
吉
日

日
本
大
学
法
学
部
長　

杉　

本　
　
　

稔
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明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
五
一
）

明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て

│
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て

│
新　
　

井　
　
　
　
　

勉

　
　

は
じ
め
に

│
不
祥
の
条
規
と
い
う
伝
説

一　

明
治
前
期
の
叛
逆
法
令

　
　
（
一
）
仮
刑
律

　
　
（
二
）
新
律
綱
領
・
改
定
律
例

　
　
（
三
）
臨
時
暴
徒
処
分
例

二　

叛
逆
の
事
例

　
　

お
わ
り
に

三
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（
一
三
五
二
）

は
じ
め
に

│
不
祥
の
条
規
と
い
う
伝
説

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
一
二
月
、
朝
廷
は
、
主
導
権
を
握
っ
た
討
幕
派
の
手
で
、
王
政
復
古
の
大
号
令
を
発
し
た
。
翌
年
一
月
の

鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
勝
ち
を
拾
っ
て
成
立
し
た
新
政
府
は
、
古
色
蒼
然
た
る
太
政
官
制
度
を
採
用
し
た
。
こ
の
復
古
的
制
度
は
政
策
に

も
影
を
落
し
、
新
政
府
は
明
律
・
清
律
（
明
律
・
清
律
は
内
容
上
大
差
が
な
い
）
を
模
倣
す
る
刑
法
典
を
編
纂
し
た
。
明
治
三
年
の
新
律

綱
領
・
同
六
年
の
改
定
律
例
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
刑
法
典
に
は
、
母
法
に
あ
る
謀
反
大
逆
条
も
謀
叛
条
も
な
か
っ
た
。
足
元
の
覚
束
な
い
新
政
府
が
、
な
ぜ
自
ら
の
存
在

を
脅
か
す
叛
逆
を
防
遏
し
叛
逆
者
を
罰
す
る
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
関
す
る
「
伝
説
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
律
綱
領
の

草
案
を
閲
読
し
て
賊
盗
律
中
に
謀
反
大
逆
条
を
み
つ
け
た
副
島
種
臣
が
「
本
邦
の
如
き
、
国
体
万
国
に
卓
越
し
、
皇
統
連
綿
と
し
て
古
来

か
つ
て
社
稷
を
覬
覦
し
た
る
者
な
き
国
に
お
い
て
は
、
か
く
の
如
き
不
祥
の
条
規
は
全
然
不
必
要
で
あ
る
。
速
に
削
除
せ
よ
」
と
命
じ
た

た
め
、
草
案
起
草
者
が
謀
反
大
逆
条
や
関
係
す
る
規
定
を
悉
く
除
き
さ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
（
1
）

。
こ
れ
は
、
国
学
的
国
体
論
の
潑
剌
た
る

様
子
を
髣
髴
と
さ
せ
る
伝
説
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、
明
治
・
大
正
の
法
学
畑
の
大
御
所
、
穂
積
陳
重
が
『
法
窓
夜
話
』
の
第
八
話
「
副
島
種
臣
伯
と
大
逆
罪
」
と
し
て
記
し
た

中
に
登
場
す
る
。
こ
の
副
島
の
話
に
は
種
本
が
あ
る
。
夜
話
の
出
版
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
法
制
官
僚
と
し
て

有
名
な
村
田
保
が
東
京
大
学
の
法
学
協
会
雑
誌
に
「
法
制
実
歴
談
」
と
題
す
る
回
顧
談
を
発
表
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
前
、
大
正
三
年
で

あ
る
。
問
題
の
箇
所
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
（
2
）

。

四



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
五
三
）

○
「
法
制
実
歴
談
」

是
（
新
律
綱
領
頒
布
）
よ
り
先
き
、
同
年
八
九
月
頃
、
新
律
の
草
案
完
成
す
る
や
参
議
副
島
種
臣
之
を
閲
読
し
て
、
草
案
賊
盗
律

中
に
謀
反
大
逆
の
箇
条
あ
る
こ
と
を
見
、
一
喝
し
て
曰
く
、
本
邦
に
於
て
は
、
皇
統
連
綿
と
し
て
古
来
社
稷
を
危
く
し
た
る
者
な
し
。

是
れ
不
祥
な
れ
は
速
か
に
削
除
す
へ
し
と
。
依
て
草
案
中
よ
り
之
れ
に
関
す
る
条
目
は
悉
く
除
去
し
た
り
。

村
田
は
新
律
綱
領
の
草
案
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
。
村
田
の
回
顧
談
と
、
穂
積
の
夜
話
の
前
後
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
穂
積
が
村
田
の
回
顧
談
の
記
述
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
回
顧
談
の
読
者
は
東
京
大
学
の
関
係
者
に
限
ら
れ
る
が
、
穂
積
の

夜
話
は
初
版
か
ら
二
〇
年
で
一
三
版
に
達
し
た
と
い
う
か
ら
、
多
数
の
読
者
に
恵
ま
れ
た
。
大
正
や
昭
和
前
期
に
新
律
綱
領
編
纂
の
内
幕

に
関
す
る
史
料
は
、
ほ
と
ん
ど
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
、
副
島
の
一
喝
は
伝
説
と
化
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
一
瞥
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
新
律
綱
領
の
草
案
の
賊
盗
律
に
は
、
母
法
と
同
じ
く
（
お
そ
ら
く
冒
頭
に
）
謀
反
大
逆
条
が

お
か
れ
て
い
た
。
明
治
二
年
一
〇
月
七
日
の
太
政
官
達
は
、
新
政
府
が
刑
部
省
に
刑
法
典
の
草
案
起
草
に
つ
い
て
「
専
ラ
寛
恕
ノ
御
趣
意

ニ
原
（
も
と
づ
）
キ
、
凡
叛
逆
、
人
命
、
強
盗
、
放
火
等
ヲ
除
ノ
外
可
成
丈
ケ
流
以
下
ニ
処
シ
、
竟
ニ
刑
無
刑
ニ
期
シ
候
様
被
遊
度
聖
旨

ヲ
奉
体
シ
撰
定
可
致
旨
、
御
沙
汰
候
事
」
と
達
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
3
）

。
新
政
府
は
叛
逆
罪
を
お
く
予
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

刑
部
省
で
草
案
起
草
に
あ
た
っ
た
の
は
、
水
本
成
美
、
長
野
文
炳
、
鶴
田
皓
、
村
田
保
ら
で
あ
る
。
明
治
三
年
六
月
一
四
日
、
刑
部
省

は
新
律
提
綱
と
称
す
る
草
案
を
太
政
官
に
提
出
し
た
。
こ
の
草
案
は
審
査
さ
れ
る
こ
と
な
く
刑
部
省
に
戻
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
刑
部
省

は
な
お
草
案
の
修
正
を
行
い
、
九
月
一
九
日
上
裁
に
よ
り
八
虐
六
議
を
削
り
、
草
案
を
完
成
さ
せ
た
。
太
政
官
は
、
参
議
の
一
人
、
副
島

種
臣
を
委
員
長
と
す
る
審
査
会
議
を
設
置
し
た
。
刑
部
省
の
草
案
起
草
者
も
こ
れ
に
参
加
し
た
。
刑
部
省
が
削
除
や
修
正
の
条
項
を
整
理

し
て
、
太
政
官
に
再
訂
草
案
（
こ
れ
も
新
律
提
綱
）
を
提
出
し
た
の
が
一
〇
月
五
日
。
天
皇
の
御
前
で
よ
み
あ
げ
る
儀
式
の
後
、
太
政
官

五
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が
こ
れ
を
新
律
綱
領
と
改
め
内
外
有
司
に
頒
布
し
た
の
は
、
一
二
月
二
〇
日
で
あ
る
（
4
）

。

副
島
が
「
古
来
か
つ
て
社
稷
を
覬
覦
し
た
る
者
な
き
国
」
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
審
査
会
議
の
さ
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
学
者
ら
が

熟
知
す
る
記
紀
神
話
の
中
に
は
、
妹
の
狭
穂
姫
を
使
い
垂
仁
天
皇
か
ら
皇
位
の

奪
を
狙
っ
た
狭
穂
彦
が
い
る
し
、
安
康
天
皇
を
殺
し
た

眉
輪
王
も
い
る
。
歴
史
時
代
に
入
る
と
、
蘇
我
馬
子
が
東
漢
駒
を
使
い
崇
峻
天
皇
を
殺
害
し
た
し
、
橘
奈
良
麻
呂
ら
は
兵
力
を
以
て
孝
謙

天
皇
の
廃
位
を
企
図
し
た
。
さ
ら
に
道
鏡
は
皇
位
を
覬
覦
し
た
。
副
島
の
主
張
は
非
歴
史
的
主
張
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
非
歴
史
的
主
張
が
審
査
会
議
で
容
易
に
通
っ
た
の
は
、
何
か
他
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
新
政
府
は
明
治
二
年
一
〇
月

の
時
点
で
叛
逆
罪
を
予
定
し
な
が
ら
、
翌
三
年
九
月
の
審
査
会
議
で
は
（
政
府
の
一
員
た
る
）
副
島
参
議
の
手
で
そ
れ
を
削
除
さ
せ
た
の

だ
か
ら
、
こ
の
不
整
合
に
対
し
て
疑
い
が
生
じ
て
自
然
で
あ
る
。
副
島
は
漢
学
に
も
国
学
に
も
優
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
名
分
を
重
ん
じ
る

国
学
者
と
し
て
国
体
論
を
展
開
し
た
。
よ
も
や
副
島
が
独
走
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
間
の
事
情
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
審
査
会
議
の
直
前
（
明
治
三
年
九
月
）
の
八
虐
六
議
の
削
除
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
部
省

が
三
年
九
月
（
日
闕
）
八
虐
六
議
の
削
除
論
・
存
置
論
を
併
記
し
て
、
草
案
中
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
太
政
官
に
稟
議
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
太
政
官
は
九
月
一
九
日
、
上
裁
を
え
て
「
虐
議
ノ
目
可
刪
旨
被
仰
出
候
事
」
と
指
令
し
た
（
5
）

。
そ
こ
で
、
刑
部
省
で
は
起
草
者
が

草
案
か
ら
八
虐
六
議
を
削
っ
た
の
で
あ
る
。

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
八
虐
は
、
律
の
中
か
ら
支
配
秩
序
を
脅
か
す
重
大
な
犯
罪
を
選
ん
で
、
冒
頭
に
大
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
①

謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
⑥
大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
⑧
不
義
の
八
つ
を
い
う
。
こ
れ
に
続
く
六
議
は
、
議
（
特
別

の
裁
判
手
続
き
）
と
い
う
優
遇
を
う
け
る
資
格
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
①
議
親
、
②
議
故
、
③
議
賢
、
④
議
能
、
⑤
議
功
、
⑥
議
貴

の
六
つ
を
い
う
。
新
政
府
の
最
初
の
刑
法
典
た
る
仮
刑
律
は
、
冒
頭
に
こ
れ
ら
八
虐
六
議
を
掲
げ
て
い
た
。

六
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（
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五
五
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
昔
前
、
法
制
史
家
の
霞
信
彦
氏
は
「
八
虐
六
議
条
の
削
除
意
見
の
裏
面
に
、
法
適
用
の
平
等
を
唱
え
る
仏
刑
法

の
影
響
が
、
存
在
し
た
と
い
う
論
は
、
憶
測
の
域
に
止
ま
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
漢
学
を
学
ん
だ
多
く
の

編
纂
者
・
政
府
要
人
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
削
除
理
由
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
正
当
性
を
以
て
、
こ
れ
を
説
く
こ
と
は
、
至
難
の
技
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
多
少
の
無
理
は
承
知
の
上
で
か
の
雍
正
帝
の
上
諭
と
い
う
資
料
に
依
拠
し
、
該
条
削
除
を
何
ら
の
異
議
も
な
く
円
滑

に
行
な
お
う
と
し
た
立
法
者
の
一
部
の
意
図
を
推
測
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
」
と
立
論
し
た
（
6
）

。
し
か
し
、
霞
氏
は
六
議

削
除
の
事
情
に
言
及
し
て
八
虐
削
除
の
事
情
に
言
及
し
な
い
し
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
影
響
を
推
測
す
る
の
は
強
引
す
ぎ
る
。

そ
の
た
め
、
同
じ
く
法
制
史
家
の
水
林
彪
氏
が
「
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
全
編
に
、
法
適
用
の
平
等
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
不
平
等

が
貫
か
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、
す
ぐ
霞
氏
の
見
方
を
否
定
し
た
（
7
）

。
も
っ
と
も
、
水
林
氏
の
関
心
は
六
議
の
削
除
に
な
く
、
八
虐

の
削
除
に
あ
る
。
氏
は
明
治
三
年
六
月
八
日
の
太
政
官
沙
汰
を
引
用
し
、
沙
汰
の
中
の
「
国
事
ニ
係
リ
、
順
逆
ヲ
誤
リ
、
犯
罪
ニ
至
」
る

と
は
「
律
の
用
語
で
い
え
ば
、
謀
反
・
謀
大
逆
・
謀
叛
で
あ
る
が
、
維
新
の
激
動
の
過
程
で
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
種

の
犯
罪
に
対
し
て
、
天
皇
は
寛
大
な
処
置
を
も
っ
て
臨
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
新
律
綱
領
頒
布
の
直
前
の
法
令
が
の
べ
て
い
る
」
と

説
明
し
た
上
で
、
新
律
綱
領
の
賊
盗
律
が
清
律
の
謀
反
大
逆
条
・
謀
叛
条
・
造
妖
書
妖
言
条
を
「
あ
え
て
継
受
し
な
か
っ
た
の
は
、
当
然

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
八
虐
条
全
体
の
削
除
を
も
結
果
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
推
測
し
て
み
せ
た
（
8
）

。
氏
は
こ
こ
に

新
し
い
見
方
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

水
林
氏
が
国
事
犯
に
対
す
る
天
皇
（
な
い
し
は
新
政
府
）
の
寛
典
を
も
ち
だ
し
、
こ
の
た
め
ま
ず
謀
反
大
逆
条
・
謀
叛
条
な
ど
が
削
除

さ
れ
、
そ
れ
が
八
虐
（
お
よ
び
六
議
）
の
削
除
に
波
及
し
た
と
い
う
の
は
、
実
は
事
の
順
序
が
逆
で
あ
る
（
9
）

。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
八
虐

六
議
の
削
除
は
明
治
三
年
九
月
一
九
日
で
、
審
査
会
議
（
三
年
九
月
二
〇
日
開
始
）
で
副
島
種
臣
の
一
喝
に
よ
り
謀
反
大
逆
条
・
謀
叛
条

七
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な
ど
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

前
後
関
係
が
逆
だ
と
し
て
も
、
水
林
氏
が
新
し
い
見
方
を
提
示
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
戊
辰
戦
争
を
惹
き
起
し
た
の
が
薩
長
の

側
か
旧
幕
府
の
側
か
は
、
論
じ
る
価
値
が
な
い
。
勝
て
ば
官
軍
、
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
、
官
軍
が
敗
者
た
る
賊
軍
の
主
要
な
人
々
を
厳
重

に
処
分
し
た
か
と
い
う
と
、
処
分
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
政
府
が
社
会
の
急
激
な
変
動
を
恐
れ
、
旧
支
配
層
の
人
々
に
対
す
る
厳
罰

を
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
二
年
九
月
二
八
日
、
天
皇
は
、
特
旨
を
以
て
、
輪
王
寺
宮
公
現
親
王
、
徳
川
慶
喜
、
奥
羽
越
列
藩

同
盟
の
藩
主
ら
の
罪
を
赦
し
た
。
輪
王
寺
宮
は
列
藩
同
盟
の
盟
主
、
慶
喜
は
無
論
前
将
軍
。
続
い
て
翌
三
年
一
月
五
日
、
天
皇
は
、
慶
喜

の
旧
家
臣
や
列
藩
同
盟
の
藩
主
ら
の
旧
家
臣
ら
、
六
〇
〇
〇
人
の
罪
を
赦
し
、
あ
る
い
は
軽
減
し
た
（
10
）

。
叛
逆
罪
を
予
定
す
る
二
年
一
〇
月

七
日
の
太
政
官
達
は
、
こ
の
間
に
入
る
事
項
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
新
政
府
は
確
実
な
見
通
し
を
も
て
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
草
案
の

起
草
を
担
当
す
る
刑
部
省
は
、
事
態
が
流
動
的
な
の
を
み
て
、
三
年
九
月
（
日
闕
）
八
虐
六
議
の
存
廃
を
伺
い
出
た
。
こ
の
と
き
新
政
府

は
廃
止
（
削
除
）
を
決
定
し
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
三
年
九
月
下
旬
、
副
島
の
一
喝
が
登
場
し
た
。
し
か
し
、
後
世
、
当
時
の
政
治
的

必
要
性
は
後
景
に
退
き
、
前
景
に
あ
る
副
島
の
、
国
学
者
と
し
て
の
風
貌
が
伝
説
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
1
） 

穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
四
二
頁
。
本
書
は
「
草
案
『
賊
盗
律
』
中
に
謀
反
、
大
逆
の
条
あ
る
を
発
見
し
て
」

と
記
し
て
、
一
箇
条
か
二
箇
条
か
紛
ら
わ
し
い
記
述
で
あ
る
。
謀
反
と
大
逆
の
間
の
読
点
は
、
初
版
か
ら
ふ
さ
れ
て
い
る
（
有
斐
閣
、
一
九
一
六

年
）
二
六
頁
。

（
2
） 

村
田
保
「
法
制
実
歴
談
」（
法
学
協
会
雑
誌
第
三
二
巻
第
四
号
、
一
九
一
四
年
）
一
四
二
頁
。
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
。
是
、
之
の
字
の
送
り

が
揃
っ
て
い
な
い
が
、
引
用
は
原
文
ど
お
り
。

（
3
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
刑
法
門
①
（
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
四
頁
。
引
用
中
「
刑
無
刑
ニ
期
シ
」
は
、
刑
（
ハ
）
無
刑
ニ
期
シ

八
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叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
五
七
）

の
脱
字
か
。
な
お
、
原
本
は
一
八
九
〇
年
の
発
行
。

（
4
） 

新
律
綱
領
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
は
、
藤
田
弘
道
「
新
律
綱
領
編
纂
考
」
を
参
照
。
本
論
文
が
最
も
詳
し
い
。
藤
田
弘
道
『
新
律
綱
領
・
改
定

律
例
編
纂
史
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。

（
5
） 
注（
3
）一
一
九
頁
。
こ
の
頁
に
、
八
虐
六
議
の
削
除
論
・
存
置
論
を
併
記
す
る
刑
部
省
稟
議
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
削
除
論
の

論
拠
と
し
て
、
雍
正
帝
の
上
諭
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

霞
信
彦
「
仮
刑
律
『
八
虐
六
議
』
条
の
削
除
に
つ
い
て
」
一
五
七
頁
。
霞
信
彦
『
明
治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
』（
慶
応
通
信
、
一
九
九
〇

年
）
所
収
。
本
論
文
の
題
名
は
、
仮
刑
律
で
は
な
く
、
新
律
綱
領
の
八
虐
六
議
条
の
削
除
の
方
が
適
切
で
は
な
い
か
。

（
7
） 

水
林
彪
「
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
世
界
」
五
二
一
頁
。
日
本
近
代
思
想
大
系
『
法
と
秩
序
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
所
収
。

（
8
） 

注（
7
）五
二
一
〜
五
二
二
頁
。
な
お
、
こ
の
太
政
官
沙
汰
は
、
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
明
治
三
年
（
原
書
房
、
一
九
七
四
年
）
二
三
二

頁
。
沙
汰
の
中
の
読
点
は
、
無
論
水
林
氏
の
手
に
よ
る
。

（
9
） 

新
井
勉
「
明
治
日
本
に
お
け
る
内
乱
罪
の
誕
生
」
は
、
一
二
四
頁
で
、
ま
ず
賊
盗
律
中
の
謀
反
大
逆
条
な
ど
が
削
ら
れ
、
そ
の
煽
り
を
う
け
て

冒
頭
の
八
虐
が
省
か
れ
た
と
記
し
た
。
し
か
し
、
順
序
が
逆
だ
と
気
づ
き
、
新
井
勉
「
明
治
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
分
離
」
が
、
五
九

頁
で
、
誤
り
を
訂
正
し
た
。
前
者
は
日
本
法
学
第
七
〇
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
後
者
は
日
本
法
学
第
七
二
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
所
収
。

（
10
） 

宮
内
省
臨
時
帝
室
編
修
局
編
『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
二
〇
〇
〜
二
〇
二
頁
、
二
五
〇
頁
。

一　

明
治
前
期
の
叛
逆
法
令

（
一
）
仮
刑
律

新
政
府
は
、
戊
辰
戦
争
を
戦
い
な
が
ら
、
広
が
っ
て
い
く
支
配
地
に
施
行
す
る
刑
法
典
を
必
要
と
し
た
。
そ
こ
で
急
場
凌
ぎ
に
、
こ
の

支
配
地
（
こ
こ
に
府
県
設
置
）
に
は
旧
幕
府
の
御
定
書
を
施
行
し
た
。
府
県
以
外
の
諸
藩
は
、
旧
時
代
と
同
じ
く
藩
法
を
以
て
刑
事
裁
判

九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
三
五
八
）

を
行
っ
た
。
一
方
、
新
政
府
は
、
部
内
で
仮
律
、
あ
る
い
は
仮
刑
律
と
称
す
る
刑
法
典
を
編
纂
し
た
。
仮
刑
律
は
、
刑
法
事
務
局
（
慶
応

四
年
二
月
設
置
）
が
原
案
を
編
纂
し
、
そ
れ
に
刑
法
官
（
同
年
閏
四
月
設
置
）
が
次
々
と
修
正
を
施
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
（
11
）

。

御
定
書
・
藩
法
と
仮
刑
律
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
お
そ
ら
く
、
御
定
書
は
各
府
県
の

刑
事
裁
判
の
準
則
、
藩
法
は
各
藩
の
刑
事
裁
判
の
準
則
で
、
仮
刑
律
は
府
藩
県
か
ら
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
伺
い
来
っ
た
と
き
、
刑
法
事
務

局
や
刑
法
官
が
回
答
す
る
さ
い
の
準
則
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
明
治
中
期
内
閣
記
録
局
が
編
纂
し
た
『
法
規
分
類
大
全
』
の
刑
法

門
は
、
頭
注
で
「
仮
律
ハ
刑
法
官
ノ
仮
定
ニ
シ
テ
天
下
ニ
布
告
セ
シ
者
ニ
ア
ラ
ス
」
と
記
し
て
い
る
（
12
）

。
新
政
府
は
、
戊
辰
戦
争
を
一
方
的

に
勝
ち
ぬ
き
、
明
治
と
改
元
し
た
慶
応
四
年
九
月
、
会
津
藩
に
城
下
の
盟
を
迫
っ
た
。
翌
二
年
五
月
、
箱
館
五
稜
郭
を
陥
落
さ
せ
、
全
国

支
配
を
完
成
さ
せ
た
。
仮
刑
律
の
効
力
は
、
潜
在
的
に
全
国
に
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
仮
刑
律
は
、
大
宝
律
（
正
確
に
は
養
老
律
）
を
は
じ
め
、
明
律
・
清
律
・
御
定
書
や
、
さ
ら
に
肥
後
藩
刑
法

草
書
の
影
響
下
に
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
仮
刑
律
と
御
定
書
・
藩
法
の
調
整
が
必
要
と
な
り
、
明
治
元
年
一
一
月
一
三
日
、
新
政
府

は
太
政
官
達
に
よ
り
、
当
面
の
刑
罰
の
体
系
と
重
大
犯
罪
の
科
刑
を
府
藩
県
に
通
知
し
た
。
こ
の
う
ち
刑
罰
は
死
・
流
・
徒
・
笞
の
四
刑

各
三
等
（
死
刑
は
梟
首
・
刎
首
・
絞
首
）
と
し
、
火
刑
は
廃
止
し
、
磔
刑
は
「
殺
君
父
ノ
大
逆
罪
」
を
除
い
て
廃
止
す
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
（
13
）

。
こ
こ
で
い
う
大
逆
罪
は
、
八
虐
の
一
つ
た
る
謀
大
逆
の
こ
と
で
は
な
く
、
主
殺
し
、
親
殺
し
を
さ
す
、
旧
時
代
の
逆
罪
の
こ
と
で

あ
る
。

さ
て
、
仮
刑
律
は
、
冒
頭
に
八
虐
六
議
を
掲
げ
て
い
る
。
順
に
み
る
と
、
八
虐
は
①
謀
反
か
ら
⑧
不
義
ま
で
、
六
議
は
①
議
親
か
ら
⑥

議
貴
ま
で
、
ど
ち
ら
も
養
老
律
と
同
じ
で
あ
る
。
賊
盗
（
律
）
の
冒
頭
二
箇
条
の
構
成
要
件
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
14
）

。
一
〇



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
五
九
）

○
謀
反
大
逆

凡
謀
反
及
ヒ
大
逆
ヲ
謀
ル
モ
ノ
ハ
已
行
未
行
首
従
ヲ
分
タ
ス
皆
【
磔
、
即
決
】
其
財
産
ハ
官
ニ
没
ス
（
以
下
略
）

○
謀
叛

凡
謀
叛
既
ニ
行
フ
モ
ノ
ハ
首
従
ヲ
分
タ
ス
【
皆
斬
、
即
決
】
其
財
産
ハ
官
ニ
没
ス
（
以
下
略
）

こ
の
【
括
弧
】
は
付
箋
で
、
前
者
の
【
磔
、
即
決
】
の
右
に
細
字
で
「
梟
首
」
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
後
者
の
【
皆
斬
、
即
決
】
の
右

に
同
じ
く
細
字
で
「
皆
刎
首
、
即
決
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
15
）

。
付
箋
の
右
に
記
さ
れ
る
細
字
が
、
付
箋
に
よ
り
隠
さ
れ
た
元
の
文
字
を
示
す

の
か
、
あ
る
い
は
付
箋
の
内
容
を
今
一
度
改
め
た
も
の
を
示
す
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
謀
反
大
逆
条
も
謀
叛
条
も
、
付
箋
は
細
字
に

刑
一
等
を
加
え
て
い
る
し
、
細
字
は
付
箋
の
刑
一
等
を
減
じ
て
い
る
。

御
定
書
に
謀
反
や
大
逆
の
規
定
は
な
い
し
、
刑
法
草
書
の
盗
賊
（
賊
盗
で
は
な
い
）
に
も
謀
反
や
大
逆
の
規
定
は
な
い
。
一
方
、
明
律

も
清
律
も
、
謀
反
大
逆
条
が
「
お
よ
そ
謀
反
お
よ
び
大
逆
は
、
共
に
謀
る
者
は
首
従
を
分
た
ず
皆
凌
遅
し
て
死
に
処
す
」
と
定
め
、
謀
叛

条
が
「
お
よ
そ
謀
叛
は
、
共
に
謀
る
者
は
首
従
を
分
た
ず
皆
斬
す
」
と
定
め
て
い
る
（
16
）

。
明
国
や
清
国
の
凌
遅
処
死
（
四
肢
を
切
断
し
た
後

に
死
に
致
す
残
虐
刑
）
は
日
本
に
な
く
、
仮
刑
律
は
磔
刑
を
以
て
こ
れ
に
代
替
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
新
律
綱
領
・
改
定
律
例

新
律
綱
領
の
頒
布
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
一
二
月
二
〇
日
で
、
改
定
律
例
の
頒
布
（
太
政
官
布
告
第
二
〇
六
号
）
は
六
年
六
月

一
三
日
で
あ
る
。
改
定
律
例
は
、
新
律
綱
領
を
修
正
し
増
補
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
刑
法
典
は
六
年
七
月
一
〇
日
か
ら
並
ん
で
施
行

さ
れ
、
明
治
一
五
年
一
月
、
刑
法
（
明
治
一
三
年
太
政
官
布
告
第
三
六
号
）
が
こ
れ
ら
に
代
わ
っ
た
。
改
定
律
例
の
施
行
に
よ
り
、
新
律

一
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
三
六
〇
）

綱
領
が
廃
止
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

は
じ
め
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
新
律
綱
領
は
八
虐
六
議
を
掲
げ
ず
、
謀
反
大
逆
条
・
謀
叛
条
を
お
か
な
か
っ
た
。
一
昔
前
、
法
制
史
家
の

藤
田
弘
道
氏
は
、
謀
反
大
逆
条
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
「
こ
の
規
定
が
な
く
と
も
、
か
か
る
犯
罪
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
名
例
律

下
・
断
罪
無
正
条
条
に
よ
っ
て
、
厳
罰
に
処
し
う
る
途
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
立
論
し
た
（
17
）

。
こ
れ
は
、
立
論
と

い
う
よ
り
、
単
な
る
指
摘
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
藤
田
氏
の
見
方
は
正
し
い
の
か
。

名
例
律
下
の
終
わ
り
近
く
、
断
罪
無
正
条
の
条
が
あ
る
。
罪
を
断
じ
る
さ
い
正
条
の
な
い
場
合
「
他
律
ヲ
援
引
比
附
シ
テ
、
加
フ
可
キ

ハ
加
ヘ
、
減
ス
可
キ
ハ
減
シ
、
罪
名
ヲ
定
擬
シ
テ
、
上
司
ニ
申
シ
、
議
定
ツ
テ
奏
聞
ス
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
明
律
は
、
罪
を
断
じ
て

正
条
な
き
者
は
「
律
ヲ
引
テ
、
加
ス
応
ク
減
ス
応
ニ
比
附
シ
テ
、
罪
名
ヲ
定
擬
シ
、
刑
部
ニ
伝
達
シ
テ
、
議
定
シ
テ
奏
聞
ス
」
と
定
め
て

い
る
（
18
）

。
荻
生
徂
徠
は
「
引
律
比
附
と
は
、
律
の
本
文
に
な
き
と
き
は
、
律
意
を
以
て
律
の
文
の
似
よ
り
た
る
を
引
て
合
は
す
る
を
比
附
と

云
。
も
と
よ
り
と
く
と
あ
わ
ぬ
ゆ
へ
、
或
は
等
を
加
へ
或
は
等
を
減
じ
て
、
何
の
刑
に
行
ん
と
云
ふ
罪
名
を
定
め
擬
て
、
刑
部
ま
で
申
達

す
る
な
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
19
）

。
こ
の
解
釈
の
よ
う
に
、
援
引
比
附
に
は
近
似
す
る
条
文
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
謀
反
大
逆
条
や

謀
叛
条
に
は
近
似
す
る
条
文
が
み
あ
た
ら
な
い
。
藤
田
氏
の
見
方
は
適
切
で
は
な
い
。
清
律
も
、
罪
を
断
じ
て
正
条
な
き
者
は
「
他
律
ヲ

援
引
シ
テ
比
附
ス
、
加
フ
応
キ
ト
減
ス
応
キ
ト
罪
名
ヲ
定
擬
シ
、
議
定
シ
テ
奏
聞
セ
ヨ
」
と
定
め
て
い
る
（
20
）

。

こ
の
援
引
比
附
は
、
近
代
刑
法
学
の
い
う
類
推
解
釈
で
あ
る
。
類
推
解
釈
に
は
類
推
す
る
元
の
規
定
が
必
要
だ
か
ら
、
藤
田
氏
の
見
方

は
短
絡
す
ぎ
る
。
こ
の
こ
と
は
外
山
事
件
の
司
法
的
処
理
を
み
る
と
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
。
明
治
四
年
三
月
、
公
卿
の
外
山
光
輔
ら

の
陰
謀
が
発
覚
し
た
。
外
山
ら
は
京
都
で
挙
兵
し
、
京
都
や
大
阪
を
占
拠
し
、
神
戸
居
留
地
の
外
国
人
を
襲
撃
し
た
後
、
十
津
川
郷
士
ら

高
野
山
の
一
党
と
合
流
し
て
紀
州
へ
進
撃
し
よ
う
と
企
て
た
と
い
う
。
八
月
二
七
日
、
審
理
が
終
わ
る
と
、
京
都
府
少
参
事
の
谷
口
起
孝

一
二



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
六
一
）

は
、
京
都
の
出
張
司
法
省
に
「
新
律
中
正
条
無
之
、
又
援
引
比
附
可
仕
律
条
も
不
相
見
。
依
て
府
に
お
い
て
見
込
は
不
相
立
候
」
と
上
申

し
、
そ
の
指
揮
を
仰
い
だ
（
21
）

。
類
推
解
釈
す
る
に
も
近
似
す
る
規
定
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
局
、
司
法
省
は
外
山
に
は
「
其
方
儀

不
憚
朝
憲
不
容
易
隠
謀
相
企
候
始
末
不
届
至
極
ニ
付
、
自
尽
申
付
ル
」
と
い
う
判
決
を
下
し
た
（
22
）

。
こ
れ
は
、
援
引
比
附
（
類
推
解
釈
）
が

行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
一
二
月
三
日
、
外
山
は
京
都
で
自
尽
さ
せ
ら
れ
た
。

さ
て
、
改
定
律
例
も
、
明
律
・
清
律
を
模
倣
す
る
刑
法
典
で
あ
る
（
23
）

。
八
虐
六
議
を
掲
げ
ず
、
謀
反
大
逆
条
・
謀
叛
条
を
お
か
な
か
っ
た

こ
と
も
、
新
律
綱
領
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
刑
法
（
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
）
が
こ
れ
ら
に
代
わ
る
ま
で
、
政
府
の
存
立
や
天
皇
制
の

存
続
を
脅
か
す
政
治
犯
罪
の
分
野
に
法
の
欠
缺
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
左
院
が
編
纂
し
た
校
正
律
例
稿
の
謀
反

大
逆
律
で
あ
る
。

六
〇
年
前
、
法
制
史
家
の
手
塚
豊
氏
が
、
校
正
律
例
稿
と
い
う
刑
法
草
案
に
つ
い
て
研
究
を
発
表
し
た
。
手
塚
氏
は
、
こ
の
校
正
律
例

稿
が
明
治
七
年
一
月
以
降
、
左
院
で
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
や
、
同
年
一
〇
月
な
い
し
は
一
二
月
、
校
正
律
例
（
成
案
）
が
完
成
し
た

こ
と
や
、
校
正
律
例
稿
が
僅
か
に
西
欧
刑
法
の
内
容
を
摂
取
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
東
洋
法
系
刑
法
に
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
（
24
）

。
こ
の
刑
法
草
案
は
結
局
物
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
賊
盗
律
の
冒
頭
に
謀
反
大
逆
律
を
お
こ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
提
案
を

し
て
い
る
（
25
）

。
第
一
項
は
天
皇
（
実
は
政
府
）
の
裁
量
権
を
文
字
に
し
て
、
法
の
欠
缺
を
解
消
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
項
は
謀
反
大
逆
条

の
構
成
要
件
を
広
げ
る
も
の
で
あ
る
。

○
校
正
律
例
稿

謀
反
大
逆
律

謀
反
大
逆
律
左
ノ
如
ク
創
定
ス
ヘ
シ

一
三
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凡
謀
反
及
ヒ
大
逆
ヲ
謀
ル
者
ハ
事
由
ヲ
開
具
シ
奏
聞
シ
テ
上
裁
ヨ
リ
取
ル

若
シ
法
度
ヲ
変
革
シ
及
ヒ
君
側
ノ
姦
臣
ヲ
掃
除
ス
ル
等
ニ
託
言
シ
衆
ヲ
聚
メ
兵
ヲ
弄
シ
官
ニ
抵
抗
シ
若
シ
ク
ハ
賊
兵
ヲ
援
ケ
或

ハ
軍
器
銭
粮
ヲ
供
給
ス
ル
者
モ
亦
同

（
三
）
臨
時
暴
徒
処
分
例

新
政
府
の
成
立
後
、
約
一
〇
年
の
間
は
、
全
国
各
地
に
大
小
の
叛
逆
な
い
し
は
そ
の
予
備
陰
謀
が
発
生
し
た
。
明
治
三
年
五
月
の
雲
井

竜
雄
陰
謀
事
件
、
明
治
四
年
三
月
の
愛
宕
通
旭
・
外
山
光
輔
の
陰
謀
事
件
、
明
治
七
年
二
月
の
佐
賀
の
乱
、
明
治
九
年
一
〇
月
の
神
風
連

の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩
の
乱
、
明
治
一
〇
年
二
月
（
か
ら
九
月
）
の
西
南
戦
争
、
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
西
南
戦
争
と
同
時
進
行

の
大
江
卓
・
林
有
造
や
陸
奥
宗
光
の
陰
謀
事
件
も
、
後
に
発
覚
し
た
。

新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
下
で
は
法
の
欠
缺
が
あ
っ
た
か
ら
、
政
府
（
廃
藩
置
県
後
は
新
政
府
で
は
な
い
）
は
叛
逆
や
そ
の
予
備
陰
謀

を
ど
の
よ
う
に
も
処
罰
で
き
た
。
政
府
は
何
ら
法
の
制
約
を
う
け
な
い
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
も
処
分
が
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
、
神
風
連

の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩
の
乱
が
同
じ
時
期
に
続
発
す
る
と
、
熊
本
、
福
岡
、
萩
の
各
臨
時
裁
判
所
の
裁
判
の
ば
ら
つ
き
を
な
く
す
一
定
の

基
準
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
立
案
さ
れ
た
の
が
、
臨
時
暴
徒
処
分
例
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
臨
時
暴
徒
処
分
例
を
み
る
前
に
、
少
し
佐
賀
の
乱
の
司
法
的
処
理
を
覗
い
て
お
こ
う
。
処
分
例
立
案
の
さ
い
、
佐
賀
の
乱

の
処
罰
が
参
照
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
明
治
七
年
二
月
、
江
藤
新
平
ら
旧
肥
前
藩
士
が
挙
兵
し
、
佐
賀
県
庁
を
占
拠
す
る
や
、
内
務
卿
の

大
久
保
利
通
が
兵
馬
・
刑
罰
の
両
権
を
一
手
に
掌
握
し
、
佐
賀
へ
の
り
こ
ん
だ
。
こ
の
と
き
、
裁
判
を
担
当
す
る
権
大
判
事
の
河
野
敏
鎌

が
、
三
月
一
四
日
、
大
久
保
の
求
め
に
よ
り
提
出
し
た
意
見
書
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
立
論
が
あ
る
（
26
）

。

一
四



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
六
三
）

窃
に
案
ず
。
律
令
反
逆
等
の
条
を
不
被
設
は
深
き
御
趣
意
も
可
有
之
候
へ
共
、
現
今
逆
徒
有
之
上
は
特
に
其
罪
を
処
せ
ざ
る
を
得
ず
。

新
律
兇
徒
聚
衆
条
あ
る
も
其
所
犯
の
大
小
軽
重
大
に
径
庭
あ
り
て
、
敢
て
比
附
援
引
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
依
て
清
律
を
参
考
仕
候
に

曰
く
、
謀
反
及
大
逆
但
共
謀
者
不
分
首
従
皆
陵
遅
処
死
云
々
、
謀
反
（
叛
の
誤
り
）
但
共
謀
者
不
分
首
従
皆
斬
と
あ
り
。
然
れ
ど
も

各
々
国
体
の
異
な
る
あ
れ
ば
、
亦
此
の
律
を
余
り
引
用
す
る
こ
と
を
得
ず
。
依
て
彼
此
の
権
衡
且
つ
方
今
の
情
勢
を
斟
酌
量
定
仕
り
、

首
は
梟
、
従
を
三
等
に
分
ち
其
の
重
き
者
は
斬
、
其
の
軽
き
者
は
懲
役
終
身
、
尤
も
軽
き
者
懲
役
十
年
、
其
の
止
だ
附
和
随
同
す
る

者
は
懲
役
百
日
（
士
族
は
除
族
に
止
む
）
御
処
断
相
成
候
て
は
如
何
御
座
候
哉
。（
後
略
）

河
野
は
、
ま
ず
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
に
反
逆
（
叛
逆
）
の
規
定
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
前
者
の
兇
徒
聚
衆
条
は
今
回
逆
徒
の
犯
罪

と
隔
た
り
が
あ
り
、
こ
れ
を
比
附
援
引
し
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
清
律
の
謀
反
大
逆
条
や
謀
叛
条
を
み
た
が
、
国
体
が
異
な
る
た
め
こ
れ

も
参
考
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
兇
徒
聚
衆
条
と
今
回
逆
徒
の
犯
罪
の
権
衡
を
考
え
、
政
治
的
考
慮
を
働
か
せ
て
、
首
は
梟
、
従
は
三
等
に

分
ち
、
な
ど
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

新
律
綱
領
の
兇
徒
聚
衆
条
は
、
主
と
し
て
百
姓
一
揆
を
罰
す
る
規
定
で
あ
る
。
造
意
は
斬
、
従
は
流
三
等
、
従
の
う
ち
殺
人
や
放
火
は

絞
、
附
和
随
行
者
や
そ
の
場
の
助
勢
者
は
罪
に
と
わ
な
い
。
改
定
律
例
の
兇
徒
聚
衆
条
例
は
、
第
一
五
一
条
で
兇
徒
聚
衆
の
従
（
流
三
等

を
換
刑
し
懲
役
一
〇
年
）
の
う
ち
情
が
軽
い
者
は
懲
役
三
年
、
第
一
五
二
条
で
附
和
随
行
者
の
放
火
は
懲
役
一
〇
年
、
塀
や
家
屋
の
損
壊

は
懲
役
七
〇
日
、
そ
の
場
の
助
勢
者
は
勿
論
（
論
ず
る
こ
と
勿
れ
）
の
律
を
改
め
懲
役
三
〇
日
か
四
〇
日
。
一
方
、
河
野
意
見
書
は
首
が

梟
、
従
が
斬
、
懲
役
終
身
、
最
軽
で
も
懲
役
一
〇
年
と
い
う
提
案
だ
か
ら
、
二
つ
の
刑
法
典
の
兇
徒
聚
衆
の
刑
と
比
べ
る
と
、
意
見
書
の

方
が
刑
が
重
い
。

旧
刑
法
・
治
罪
法
の
施
行
ま
で
の
刑
事
裁
判
は
、
最
初
に
口
供
（
こ
う
き
ょ
う
）
書
を
作
成
す
る
。
自
白
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
の
次

一
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に
、
事
件
が
何
罪
に
あ
た
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
刑
に
処
す
る
か
、
こ
れ
を
記
し
た
擬
律
書
を
作
成
す
る
。
口
供
書
と
擬
律
書
を
併
せ
た
も
の

を
罪
案
と
い
う
。
裁
判
官
は
罪
案
を
以
て
裁
判
所
長
ら
上
司
に
伺
い
を
た
て
る
。
こ
れ
を
批
可
を
う
け
る
と
い
い
、
こ
の
と
き
の
文
書
を

批
可
書
と
い
う
。
上
司
は
朱
書
で
、
可
、
否
、
批
を
記
し
て
、
裁
判
官
に
戻
す
。
批
可
書
が
可
で
戻
っ
て
く
る
と
、
裁
判
官
は
口
供
書
に

基
づ
き
裁
判
言
渡
書
を
記
し
て
、
判
決
を
言
い
渡
す
。
そ
れ
が
否
や
批
で
戻
っ
て
く
る
と
、
裁
判
官
は
問
題
の
箇
所
を
練
り
直
し
、
擬
律

書
を
書
き
直
す
。
可
を
う
け
て
、
判
決
を
言
い
渡
す
の
で
あ
る
（
27
）

。

江
藤
新
平
ら
の
裁
判
は
、
四
月
五
日
、
急
遽
設
置
さ
れ
た
佐
賀
裁
判
所
が
行
っ
た
。
四
月
八
日
、
九
日
、
裁
判
所
は
江
藤
ら
の
審
問
を

行
い
、
四
月
一
三
日
早
朝
、
河
野
敏
鎌
が
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
江
藤
と
島
義
勇
が
梟
、
副
島
義
高
ら
一
一
人
が
斬
。
一
三
人
は
佐
賀
城

内
で
斬
首
さ
れ
、
江
藤
、
島
の
二
人
は
首
が
刑
場
に
梟
さ
れ
た
。
実
は
河
野
が
擬
律
伺
（
擬
律
書
）
を
大
久
保
に
提
出
し
、
こ
れ
を
征
討

総
督
の
東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
が
可
と
し
た
の
は
、
審
問
途
中
の
四
月
八
日
。
河
野
が
断
刑
伺
（
判
決
案
か
）
を
大
久
保
に
提
出
し
、
こ
れ

を
東
伏
見
宮
が
可
と
し
た
の
が
、
四
月
一
二
日
（
28
）

。
佐
賀
の
乱
の
首
魁
ら
に
対
す
る
判
決
か
ら
み
て
、
河
野
の
擬
律
伺
・
断
刑
伺
は
、
三
月

一
四
日
の
河
野
自
身
の
意
見
書
と
同
旨
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
明
治
九
年
一
〇
月
の
神
風
連
の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩
の
乱
に
対
し
て
、
政
府
（
正
院
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
臨
時
裁
判
所
を

開
か
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
卿
の
大
木
喬
任
が
福
岡
に
出
張
し
、
そ
の
指
揮
の
下
、
熊
本
、
福
岡
、
萩
に
臨
時
裁
判
所
を
開
き
、
小
畑

美
稲
、
巌
谷
竜
一
、
岩
村
通
俊
を
各
裁
判
所
長
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
判
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
司
法
省
は
急
遽
、
大
木

ら
に
も
た
せ
る
、
賊
徒
の
処
分
例
を
立
案
し
た
。
一
一
月
（
日
闕
）
司
法
省
は
「
国
事
犯
の
儀
律
に
明
文
な
き
を
以
て
時
に
臨
ん
て
欽
裁

あ
る
こ
と
其
例
た
り
。
即
ち
愛
宕
通
旭
及
ひ
佐
賀
県
暴
動
等
の
件
の
如
し
。
依
之
今
般
の
儀
も
右
先
例
に
依
り
欽
裁
可
有
之
儀
と
存
候
に

付
、
佐
賀
県
暴
動
御
処
断
の
例
并
に
現
律
兇
徒
聚
衆
の
条
に
照
し
左
の
大
目
の
通
り
取
調
候
間
、
右
に
拠
り
御
処
断
被
仰
付
可
然
哉
至
急

一
六



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
六
五
）

御
評
議
有
之
度
」
と
し
て
、
こ
れ
を
提
出
し
た
（
29
）

。
一
一
月
八
日
、
正
院
は
賊
徒
処
分
例
を
認
可
し
た
。
こ
の
処
分
例
を
後
に
『
法
規
分
類

大
全
』
の
編
者
が
「
臨
時
暴
徒
処
分
の
例
」
と
命
名
し
た
の
で
あ
る
。

愛
宕
通
旭
事
件
は
、
公
卿
で
元
神
祇
官
判
事
の
愛
宕
が
国
学
者
の
比
企
田
源
二
ら
と
計
り
、
兵
力
を
以
て
政
府
顛
覆
を
企
て
た
と
い
う

嫌
疑
の
事
件
で
あ
る
。
外
山
光
輔
の
陰
謀
と
同
じ
時
期
に
発
覚
し
、
ど
ち
ら
の
党
与
も
明
治
四
年
一
二
月
に
処
罰
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の

処
分
例
や
佐
賀
の
乱
の
処
分
例
、
お
よ
び
新
律
綱
領
の
兇
徒
聚
衆
の
条
（
改
定
律
例
の
兇
徒
聚
衆
条
例
を
含
む
）
を
参
照
し
て
、
賊
徒
の

処
分
例
を
立
案
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
ツ
書
き
に
し
て
五
箇
条
で
あ
る
（
30
）

。

○
臨
時
暴
徒
処
分
例
（
明
治
九
年
一
一
月
八
日
）

一　

朝
憲
ヲ
紊
乱
セ
ン
コ
ト
ヲ
企
テ
兵
器
ヲ
弄
シ
衆
ヲ
聚
メ
以
テ
官
兵
ニ
抵
抗
シ
及
ヒ
官
兵
ヲ
殺
傷
セ
シ
ム
ル
者
首
及
ヒ
従
ト
雖
モ

首
ト
同
ク
画
策
ヲ
主
（
つ
か
さ
）
ト
ル
者
斬

一　

従
ハ
懲
役
十
年
其
軽
キ
者
懲
役
三
年

一　

脅
縦
（
従
の
誤
り
）
ニ
シ
テ
諸
般
ノ
雑
役
ニ
供
ス
ル
等
ノ
者
ハ
論
セ
ス

一　

罪
人
ヲ
蔵
匿
ス
ル
者
等
ノ
如
キ
ハ
定
律
ニ
依
ル

一　

右
大
目
ニ
依
リ
情
罪
ヲ
斟
酌
シ
テ
軽
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル

（
注
）「
情
罪
」
は
罪
情
の
誤
り
か
。
得
「
ル
」
は
衍
字
か
。

第
一
条
は
、
兇
徒
聚
衆
条
の
造
意
は
斬
と
、
愛
宕
事
件
の
従
と
い
え
ど
も
首
と
同
じ
く
画
策
を
主
ど
る
者
（
佐
賀
の
乱
の
副
島
義
高
ら

も
）
は
首
と
同
科
に
処
す
る
、
を
併
記
し
た
規
定
で
あ
る
。
第
二
条
は
、
兇
徒
聚
衆
条
の
従
は
流
三
等
（
懲
役
一
〇
年
）
と
、
兇
徒
聚
衆

条
例
第
一
五
一
条
の
情
軽
き
者
は
懲
役
三
年
、
を
併
記
し
た
規
定
で
あ
る
。
第
三
条
は
、
脅
さ
れ
た
従
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
、
佐
賀
の

一
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
三
六
六
）

乱
の
諸
般
の
雑
役
に
服
す
る
者
は
そ
の
罪
を
と
わ
な
い
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
処
分
例
の
特
徴
の
一
つ
は
、
梟
首
（
江
藤

新
平
ら
）
が
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
頃
元
老
院
が
死
刑
を
絞
首
に
止
め
よ
、
惨
の
ま
た
惨
な
る
梟
首
は
と
ん
で
も

な
い
、
と
騒
い
で
い
た
こ
と
が
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
。

（
11
） 

手
塚
豊
「
仮
刑
律
の
一
考
察
」
一
六
頁
。
手
塚
豊
著
作
集
第
四
巻
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
』
上
巻
（
慶
応
通
信
、
一
九
八
四
年
）
所
収
。
初
出

は
一
九
五
〇
年
。

（
12
） 

注（
3
）内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
刑
法
門
①
五
五
頁
。

（
13
） 

注（
3
）一
一
五
〜
一
一
六
頁
。
な
お
、
明
治
中
期
の
『
言
海
』
は
、
大
逆
に
「
君
父
ヲ
弑
シ
ナ
ド
セ
シ
コ
ト
」
と
語
釈
を
ふ
し
て
い
る
。
大
槻

文
彦
『
言
海
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
七
二
五
頁
。
頁
は
文
庫
版
の
ノ
ン
ブ
ル
。
原
本
は
一
八
八
九
年
の
発
行
。

（
14
） 

注（
3
）六
二
〜
六
三
頁
。
已
行
未
行
は
割
り
注
。
引
用
の
さ
い
原
文
の
巳
行
を
已
行
に
訂
正
し
た
。

（
15
） 

注（
14
）と
同
じ
。

（
16
） 

荻
生
徂
徠
著
・
内
田
智
雄
ら
校
訂
『
律
例
対
照
（
定
本
）
明
律
国
字
解
』（
創
文
社
、
一
九
六
六
年
）
三
六
一
頁
以
下
、
京
都
大
学
附
属
図
書

館
蔵
『
熊
本
藩
訓
訳
本
清
律
例
彙
纂
』
第
三
巻
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
）
三
〇
七
頁
以
下
。
こ
こ
で
「
但
共
謀
者
不
分
首
従
」
の
但
（
た
だ
）

の
和
訳
に
迷
い
、
本
文
に
訳
出
し
て
い
な
い
。

（
17
） 

注（
4
）藤
田
・
前
掲
「
新
律
綱
領
編
纂
考
」
四
〇
〜
四
一
頁
。

（
18
） 

前
掲
『
律
例
対
照
（
定
本
）
明
律
国
字
解
』
一
一
五
頁
。
本
書
の
訓
点
に
従
い
読
み
下
し
、
読
点
を
ふ
し
た
。

（
19
） 

注（
18
）と
同
じ
。

（
20
） 

前
掲
『
熊
本
藩
訓
訳
本
清
律
例
彙
纂
』
第
一
巻
（
一
九
八
一
年
）
四
一
五
頁
。
こ
れ
も
、
注（
18
）と
同
じ
よ
う
に
読
み
下
し
た
。
な
お
「
他
律

ヲ
援
引
シ
テ
」
の
他
・
援
の
二
字
は
細
字
で
、「
罪
名
ヲ
定
擬
シ
」
に
続
き
「
上
司
（
ニ
）
申
談
シ
テ
」
の
割
り
注
が
あ
る
。

（
21
） 

田
中
時
彦
「
愛
宕
・
外
山
ら
陰
謀
事
件
」
二
四
五
〜
二
四
六
頁
。
我
妻
栄
ら
編
『
日
本
政
治
裁
判
史
緑
』
明
治
・
前
（
第
一
法
規
、
一
九
六
八

一
八



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
六
七
）

年
）
所
収
。
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
。

（
22
） 

注（
21
）二
五
三
頁
。

（
23
） 
改
定
律
例
は
上
諭
中
に
「
各
国
ノ
定
律
ヲ
酌
ミ
」
の
句
が
あ
る
上
、
全
三
一
八
条
の
逐
条
式
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
影
響

が
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
。
宮
地
正
人
ら
編
『
明
治
時
代
史
大
辞
典
』
第
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
四
七
二

頁
、
改
定
律
例
の
項
目
（
新
井
勉
執
筆
）
参
照
。

（
24
） 

手
塚
豊
「
校
正
律
例
に
つ
い
て
」
一
五
九
頁
以
下
。
前
掲
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
』
上
巻
所
収
。
初
出
は
一
九
四
九
年
。

（
25
） 

岡
琢
郎
編
『
日
本
近
代
刑
事
法
令
集
』
中
巻
（
司
法
資
料
別
冊
第
一
七
号
、
一
九
四
五
年
）
三
三
九
頁
。

（
26
） 

大
島
太
郎
「
佐
賀
の
乱
」
三
四
九
〜
三
五
〇
頁
。
前
掲
『
日
本
政
治
裁
判
史
緑
』
明
治
・
前
所
収
。
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
。

（
27
） 

小
泉
輝
三
朗
著
・
礫
川
全
次
校
訂
『
明
治
黎
明
期
の
犯
罪
と
刑
罰
』（
批
評
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
四
〜
五
五
頁
。

（
28
） 

注（
26
）三
五
一
〜
三
五
三
頁
。
な
お
、
新
井
勉
「
明
治
日
本
に
お
け
る
政
治
犯
罪
の
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
」
七
〜
八
頁
、
前
掲
「
明
治
日
本
に

お
け
る
内
乱
罪
の
誕
生
」
一
二
五
頁
、
前
掲
「
明
治
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
分
離
」
三
七
〜
三
九
頁
参
照
。
前
者
（
政
治
犯
罪
の
裁
判

管
轄
）
は
日
本
法
学
第
六
六
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
。

（
29
） 

注（
3
）三
七
七
〜
三
七
八
頁
。
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
。

（
30
） 

注（
3
）三
七
八
頁
。
な
お
、
新
井
・
前
掲
「
明
治
日
本
に
お
け
る
大
逆
罪
と
内
乱
罪
の
分
離
」
三
九
〜
四
〇
頁
参
照
。

二　

叛
逆
の
事
例

戊
辰
戦
争
か
ら
西
南
戦
争
ま
で
、
雲
井
竜
雄
陰
謀
事
件
、
愛
宕
通
旭
・
外
山
光
輔
の
陰
謀
事
件
、
佐
賀
の
乱
、
神
風
連
の
乱
、
秋
月
の

乱
、
萩
の
乱
と
、
明
治
の
は
じ
め
は
、
叛
逆
や
そ
の
予
備
陰
謀
の
連
続
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
戊
辰
戦
争
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
欧
米
の

主
要
国
が
局
外
中
立
を
宣
言
し
た
内
戦
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
敗
者
が
叛
逆
者
と
な
る
の
で
、
政
府
を
攻
撃
す
る
他
の
事
件
や
士
族
反
乱

一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
三
六
八
）

と
範
疇
を
異
に
す
る
。
そ
こ
で
、
戊
辰
戦
争
を
外
し
、
右
に
あ
げ
た
も
の
を
ざ
っ
と
一
瞥
す
る
。

①
米
沢
藩
士
雲
井
竜
雄
は
、
東
京
芝
二
本
榎
に
帰
順
部
曲
点
検
所
を
お
き
、
諸
藩
脱
藩
の
徒
を
鎮
撫
す
る
と
称
し
て
、
実
際
に
は
同
志

を
募
り
挙
兵
を
企
て
た
ら
し
い
。
明
治
三
年
五
月
、
太
政
官
は
雲
井
を
捕
え
米
沢
に
送
っ
て
幽
閉
し
、
東
京
府
は
点
検
所
に
集
ま
る
徒
を

次
々
に
召
喚
し
て
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
雲
井
ら
の
挙
兵
の
陰
謀
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
同
年
一
二
月
二
六
日
、
新
政
府
は
、
こ
れ
を

謀
反
の
罪
に
と
い
、
雲
井
を
梟
首
と
し
、
党
与
の
一
一
人
を
斬
首
、
一
九
人
を
准
流
・
徒
刑
・
杖
刑
に
処
し
た
（
31
）

。

②
前
に
ふ
れ
た
が
、
公
卿
の
愛
宕
通
旭
は
東
京
で
兵
力
を
以
て
政
府
顛
覆
を
企
て
た
と
し
て
、
明
治
四
年
三
月
、
比
企
田
源
二
と
と
も

に
捕
縛
さ
れ
た
。
党
与
も
次
々
に
捕
縛
さ
れ
た
。
同
じ
く
公
卿
の
外
山
光
輔
も
京
都
で
挙
兵
し
各
地
へ
転
戦
し
よ
う
と
し
て
、
同
じ
四
年

三
月
、
党
与
と
一
網
打
尽
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
前
記
し
た
。
同
じ
時
期
に
発
覚
し
た
が
、
気
脈
を
通
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る
。
同
年
一
二
月
三
日
、
政
府
（
も
は
や
新
政
府
で
は
な
い
）
は
、
ど
ち
ら
の
党
与
も
処
罰
し
た
。
す
な
わ
ち
、
愛
宕
・
外
山
の
二
人

を
自
尽
、
比
企
田
ら
七
人
を
斬
首
、
党
与
の
二
三
人
を
終
身
禁
獄
、
二
一
六
人
を
（
有
期
の
）
禁
獄
に
処
し
た
（
32
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
中
に

は
、
旧
久
留
米
藩
士
ら
守
旧
派
の
人
々
も
含
ま
れ
て
い
る
。

③
佐
賀
の
乱
は
、
不
平
士
族
の
暴
発
の
、
い
わ
ば
嚆
矢
の
位
置
に
あ
る
。
こ
の
乱
は
、
旧
肥
前
藩
の
不
平
士
族
が
征
韓
党
（
江
藤
新
平

が
党
首
）
や
憂
国
党
（
島
義
勇
が
党
首
）
を
結
成
し
、
明
治
七
年
二
月
一
五
日
夜
、
佐
賀
城
内
の
県
庁
を
襲
撃
し
て
始
ま
っ
た
。
一
週
間

後
、
朝
日
山
や
寒
水
村
の
戦
い
で
官
軍
が
賊
軍
を
破
る
と
、
烏
合
の
衆
た
る
賊
軍
は
忽
ち
壊
滅
し
た
。
ま
ず
内
務
卿
大
久
保
利
通
、
次
に

東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
が
佐
賀
へ
の
り
こ
み
、
急
遽
佐
賀
裁
判
所
を
設
置
し
て
、
大
勢
の
捕
縛
者
の
裁
判
を
行
わ
せ
た
。
こ
の
司
法
的
処
理

も
前
記
し
て
お
い
た
。
同
年
四
月
一
三
日
、
裁
判
所
は
江
藤
・
島
の
二
人
を
梟
首
、
副
島
義
高
ら
一
一
人
を
斬
首
、
そ
の
後
、
一
五
九
人

を
懲
役
・
禁
錮
に
処
し
た
。
そ
の
他
、
一
万
一
二
三
七
人
は
そ
の
罪
を
免
じ
た
（
33
）

。

二
〇



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
六
九
）

④
熊
本
の
敬
神
党
は
、
幕
末
の
肥
後
勤
王
派
の
流
れ
を
く
み
、
国
粋
保
存
を
主
張
し
て
政
府
の
欧
化
政
策
を
非
難
し
た
。
神
風
の
故
事

を
振
り
回
し
た
た
め
、
神
風
連
と
呼
称
さ
れ
た
。
明
治
九
年
三
月
の
廃
刀
令
に
反
発
し
、
同
年
一
〇
月
二
四
日
、
太
田
黒
伴
雄
の
率
い
る

二
〇
〇
人
が
、
県
令
・
鎮
台
司
令
長
官
を
殺
し
、
鎮
台
を
攻
撃
し
た
。
翌
日
、
鎮
台
兵
が
神
風
連
を
迎
撃
し
、
市
街
戦
で
神
風
連
を
撃
破

し
た
。
太
田
黒
は
被
弾
し
自
刃
。
二
八
人
が
戦
死
し
、
八
六
人
が
自
刃
し
た
と
い
う
（
34
）

。

⑤
神
風
連
の
乱
が
誘
発
し
た
の
が
、
秋
月
や
萩
の
乱
で
あ
る
。
秋
月
の
宮
崎
車
之
助
は
、
熊
本
の
神
風
連
・
萩
の
前
原
一
誠
ら
と
気
脈

を
通
じ
て
い
た
。
神
風
連
の
蹶
起
が
伝
わ
る
と
、
明
治
九
年
一
〇
月
二
六
日
、
宮
崎
・
今
村
百
八
郎
兄
弟
や
磯
淳
ら
の
率
い
る
旧
秋
月
藩

の
不
平
士
族
は
、
一
八
〇
人
で
挙
兵
し
た
。
報
国
と
大
書
す
る
白
旗
を
先
頭
に
た
て
、
萩
の
同
志
と
合
流
す
る
た
め
進
軍
し
た
が
、
小
倉

師
管
（
熊
本
鎮
台
の
営
所
）
兵
に
大
敗
し
、
一
度
は
英
彦
山
へ
遁
走
し
た
。
宮
崎
ら
幹
部
が
自
刃
し
、
挙
兵
は
失
敗
し
た
（
35
）

。

⑥
萩
の
前
原
一
誠
は
元
参
議
・
兵
部
大
輔
で
、
旧
長
州
藩
の
不
平
士
族
の
領
袖
に
担
が
れ
た
。
明
治
九
年
一
〇
月
二
七
日
、
一
〇
〇
人

ば
か
り
で
挙
兵
。
東
上
し
て
政
府
の
奸
吏
を
芟
除
し
よ
う
と
し
、
殉
国
軍
を
編
成
し
て
須
佐
か
ら
島
根
県
浜
田
へ
出
帆
し
た
が
、
大
風
で

萩
に
引
き
返
し
、
広
島
鎮
台
の
山
口
分
営
兵
に
善
戦
し
た
。
前
原
ら
幹
部
は
勝
算
の
な
い
こ
と
を
し
り
船
で
萩
を
脱
出
し
た
が
、
島
根
県

宇
竜
で
捕
縛
さ
れ
た
（
36
）

。

神
風
連
の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩
の
乱
は
、
熊
本
、
福
岡
、
萩
に
お
い
た
各
臨
時
裁
判
所
が
、
臨
時
暴
徒
処
分
例
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
裁
判

を
行
っ
た
。
神
風
連
の
乱
は
浦
楯
記
ら
三
人
を
斬
首
、
四
八
人
を
懲
役
、
秋
月
の
乱
は
今
村
ら
二
人
を
斬
首
、
一
四
四
人
を
懲
役
、
萩
の

乱
は
前
原
ら
八
人
を
斬
首
、
六
四
人
を
懲
役
に
処
し
、
斬
首
は
明
治
九
年
一
二
月
三
日
、
三
箇
所
で
同
じ
日
に
執
行
し
た
。
懲
役
（
終
身

以
下
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
三
つ
の
乱
を
合
計
し
て
二
五
六
人
。
放
免
さ
れ
た
者
は
こ
れ
も
合
計
し
て
四
八
四
人
で
あ
る
（
37
）

。

⑦
西
南
戦
争
（
38
）

は
、
維
新
後
不
平
士
族
が
暴
発
し
た
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
は
、
明
治
一
〇
年
一
、
二
月
の
交
、
私
学
校
生
徒

二
一
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四
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九
巻
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四
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）

（
一
三
七
〇
）

の
暴
発
に
端
を
発
し
、
二
月
一
七
日
、
西
郷
隆
盛
が
総
数
一
万
五
〇
〇
〇
の
兵
を
率
い
て
鹿
児
島
を
進
発
し
た
こ
と
か
ら
、
九
州
各
地
を

ま
き
こ
む
内
乱
と
な
っ
た
。
一
九
日
、
天
皇
は
京
都
行
在
所
（
先
帝
式
年
祭
で
京
都
へ
行
幸
）
で
暴
徒
征
討
令
を
発
し
、
有
栖
川
宮
熾
仁

親
王
を
征
討
総
督
、
山
県
有
朋
・
川
村
純
義
を
征
討
参
軍
に
任
じ
、
第
一
、
第
二
旅
団
を
編
成
し
熊
本
へ
派
遣
し
た
。
官
軍
が
田
原
坂
の

堅
塁
を
ぬ
い
た
の
が
、
三
月
二
〇
日
。
続
い
て
四
月
一
六
日
、
官
軍
が
熊
本
鎮
台
（
熊
本
城
）
の
賊
軍
の
包
囲
を
と
き
、
山
県
ら
が
入
城

し
た
。
九
月
二
四
日
、
城
山
が
陥
落
し
、
長
期
の
戦
争
が
終
結
し
た
。

戦
争
の
続
く
中
の
空
前
規
模
の
裁
判
は
、
兵
馬
・
刑
罰
の
両
権
を
一
手
に
掌
握
す
る
有
栖
川
宮
の
下
、
実
務
の
統
括
者
た
る
河
野
敏
鎌

や
補
佐
役
の
小
畑
美
稲
ら
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
。
九
州
臨
時
裁
判
所
を
福
岡
（
後
に
長
崎
に
移
す
）
に
お
き
、
臨
機
そ
の
出
張
所
を

鹿
児
島
、
熊
本
、
萩
、
大
分
、
宮
崎
な
ど
に
お
い
た
。
裁
判
上
準
則
と
し
た
の
は
、
例
の
臨
時
暴
徒
処
分
例
で
あ
る
（
39
）

。
征
討
軍
の
凱
旋
の

さ
い
、
河
野
ら
が
天
皇
に
奉
呈
し
た
刑
名
表
（
処
分
表
の
こ
と
、
明
治
一
〇
年
一
一
月
八
日
）
に
よ
る
と
、
斬
首
二
二
人
、
懲
役
一
〇
年

三
一
人
、
七
年
一
一
人
、
五
年
一
二
六
人
、
三
年
三
八
〇
人
、
二
年
一
一
八
三
人
、
一
年
六
一
四
人
な
ど
、
有
罪
二
七
六
四
人
で
、
免
罪

四
万
二
四
九
人
、
無
罪
四
四
九
人
で
あ
る
（
40
）

。

（
31
） 

田
中
時
彦
「
雲
井
竜
雄
ら
陰
謀
事
件
」
一
六
〇
頁
以
下
。
前
掲
『
日
本
政
治
裁
判
史
緑
』
明
治
・
前
所
収
。
処
分
の
内
容
（
刑
種
）
や
人
数
に

つ
い
て
は
、
太
政
官
修
史
館
編
『
明
治
史
要
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
二
三
〇
頁
、
前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
巻
三
八
二
〜
三
八
三

頁
。
な
お
、
准
流
は
、
流
刑
に
換
え
る
、
役
限
の
長
い
徒
刑
。
准
流
法
参
照
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
刑
法
門
①
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
）。

（
32
） 

注（
21
）田
中
・
前
掲
「
愛
宕
・
外
山
ら
陰
謀
事
件
」
二
二
九
頁
以
下
。
本
論
文
の
掲
げ
る
数
字
と
、
前
掲
『
明
治
史
要
』
二
七
三
〜
二
七
四
頁

や
、
前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
巻
六
〇
三
〜
六
〇
四
頁
の
数
字
は
一
致
し
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
田
中
氏
の
こ
の
論
文
に
従
っ
た
。

（
33
） 

注（
26
）大
島
・
前
掲
「
佐
賀
の
乱
」
三
三
八
頁
以
下
。
本
論
文
の
掲
げ
る
数
字
と
、
前
掲
『
明
治
史
要
』
三
七
六
〜
三
七
七
頁
、
前
掲
『
明
治

二
二



明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
七
一
）

天
皇
紀
』
第
三
巻
（
一
九
六
九
年
）
二
四
〇
頁
の
数
字
は
一
致
し
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
大
島
氏
の
こ
の
論
文
に
従
っ
た
。
な
お
、
太
政
官
修
史
局

編
『
明
治
史
要
』
附
表
（
一
九
六
六
年
）
は
、
一
一
九
頁
で
、
梟
首
二
人
、
斬
首
一
〇
人
、
懲
役
一
四
〇
人
、
除
族
二
四
〇
人
、
禁
錮
七
人
、
免
罪

一
万
七
一
三
人
と
記
し
て
い
る
。

（
34
） 
大
島
太
郎
「
神
風
連
の
乱
・
秋
月
の
乱
・
萩
の
乱
」
三
七
五
頁
以
下
。
前
掲
『
日
本
政
治
裁
判
史
緑
』
明
治
・
前
所
収
。
前
掲
『
明
治
史
要
』

四
五
七
〜
四
五
八
頁
、
前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
第
三
巻
七
〇
九
〜
七
一
一
頁
。

（
35
） 

注（
34
）三
七
八
頁
以
下
。
前
掲
『
明
治
史
要
』
は
四
五
八
頁
で
、
挙
兵
の
人
数
を
四
〇
〇
人
ば
か
り
と
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
明
治

天
皇
紀
』
第
三
巻
七
一
二
頁
の
記
述
に
従
っ
た
。

（
36
） 

注（
34
）三
八
〇
頁
以
下
。
前
掲
『
明
治
史
要
』
は
四
五
八
頁
で
、
挙
兵
の
人
数
を
二
〇
〇
余
人
と
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
明
治
天
皇

紀
』
第
三
巻
七
一
四
頁
の
記
述
に
従
っ
た
。

（
37
） 

前
掲
『
明
治
史
要
』
四
六
二
頁
、
前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
第
三
巻
七
三
二
〜
七
三
三
頁
。

（
38
） 

西
南
戦
争
を
論
じ
る
書
物
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
圭
室
諦
成
『
西
南
戦
争
』（
至
文
堂
、
一
九
六
六
年
）
や
、
猪
飼
隆
明
『
西
南

戦
争
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。
後
者
一
〇
一
頁
以
下
、
軍
団
裁
判
所
の
記
述
が
興
味
深
い
。

（
39
） 

前
掲
『
明
治
天
皇
紀
』
第
四
巻
（
一
九
七
〇
年
）
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。
な
お
、
新
井
・
前
掲
「
明
治
日
本
に
お
け
る
政
治
犯
罪
の
裁
判
管
轄

に
つ
い
て
」
一
一
〜
一
二
頁
。

（
40
） 

前
掲
『
明
治
史
要
』
五
〇
九
頁
、
前
掲
『
明
治
史
要
』
附
表
一
八
一
〜
一
八
二
頁
の
「
賊
徒
処
刑
及
免
罪
表
」。
な
お
、
司
法
省
編　
『
日
本
帝
国

司
法
省
第
三
刑
事
統
計
年
報
』
明
治
一
〇
年
（
発
行
年
不
明
）
八
五
頁
裏
〜
八
六
頁
表
の
刑
事
訴
訟
第
五
九
表
は
、
頭
注
で
「
九
州
臨
時
裁
判
所
ニ

テ
処
断
シ
タ
ル
国
事
犯
罪
者
ノ
刑
名
ヲ
以
（
テ
）
罪
状
、
種
族
、
貫
籍
、
年
齢
ニ
対
照
ス
」
と
し
て
、
詳
し
い
数
字
を
掲
げ
て
い
る
。
種
族
は
士
族

か
平
民
か
の
別
。
こ
れ
は
明
治
一
〇
年
々
末
ま
で
の
数
字
だ
か
ら
、
刑
名
表
よ
り
数
字
が
ふ
え
る
。
斬
首
二
二
人
、
懲
役
自
五
年
至
一
〇
年
一
九
九

人
、
自
一
年
至
三
年
二
七
六
九
人
、
自
一
〇
日
至
一
〇
〇
日
一
五
二
人
、
除
族
三
一
〇
人
、
免
罪
四
万
一
七
〇
一
人
で
あ
る
。
婦
女
と
し
て
、
懲
役

自
一
〇
日
至
一
〇
〇
日
一
〇
人
、
免
罪
六
人
と
細
書
さ
れ
る
の
は
、
内
数
ら
し
い
。

二
三
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（
一
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七
二
）

お
わ
り
に

明
治
維
新
で
成
立
し
た
新
政
府
は
、
僅
か
数
年
で
廃
藩
置
県
を
断
行
し
、
当
初
の
諸
藩
連
合
に
立
脚
す
る
政
治
権
力
を
急
速
に
独
自
の

政
治
権
力
へ
と
変
質
さ
せ
て
い
っ
た
。
廃
藩
に
成
功
し
た
新
政
府
に
、
も
は
や
新
政
府
と
い
う
呼
称
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
政
府
は
紆
余

曲
折
を
へ
な
が
ら
、
欧
米
諸
国
に
倣
い
社
会
の
近
代
化
を
進
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
維
新
後
、
明
治
一
四
年
々
末
ま
で
の
日
本
社
会
を

睥
睨
し
た
二
、
三
の
刑
法
典
は
、
何
世
紀
も
前
の
明
律
・
清
律
に
倣
う
も
の
だ
っ
た
。
明
律
・
清
律
は
無
論
、
唐
律
以
来
の
謀
反
大
逆
条

や
謀
叛
条
を
お
い
て
い
た
。
政
府
は
戊
辰
戦
争
の
後
始
末
と
い
う
政
治
的
必
要
性
を
優
先
さ
せ
、
こ
れ
ら
二
箇
条
を
刑
法
典
か
ら
外
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
新
律
綱
領
も
改
定
律
例
も
何
と
も
不
恰
好
な
刑
法
典
と
な
っ
た
。

意
外
な
こ
と
に
、
百
姓
一
揆
の
数
は
、
一
〇
年
平
均
で
み
る
と
、
江
戸
時
代
よ
り
も
明
治
に
な
っ
て
の
方
が
多
い
。
政
府
が
う
ち
だ
す

新
し
い
政
策
に
反
対
し
て
、
各
地
で
百
姓
一
揆
が
お
き
た
。
地
租
改
正
反
対
一
揆
や
血
税
一
揆
が
そ
れ
で
あ
る
。
政
府
は
、
兵
力
・
警
察

力
や
地
域
の
士
族
を
動
員
し
て
鎮
圧
し
た
。
も
っ
と
も
、
百
姓
一
揆
は
直
接
政
府
の
存
在
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
直
接
政
府
の

存
在
を
脅
か
す
も
の
は
、
兵
力
を
以
て
す
る
、
不
平
士
族
ら
の
叛
逆
や
そ
の
予
備
陰
謀
だ
っ
た
。
し
か
も
、
明
治
の
は
じ
め
は
、
叛
逆
や

予
備
陰
謀
の
連
続
だ
っ
た
。
政
府
は
、
法
の
欠
缺
の
た
め
何
ら
法
的
な
制
約
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
次
々
に
お
き
る
叛
逆
や
予
備
陰
謀
に

対
し
て
苛
酷
な
ほ
ど
厳
重
に
処
罰
し
て
回
っ
た
。
明
治
の
は
じ
め
は
、
各
地
の
刑
場
に
多
数
の
首
が
転
が
っ
た
の
で
あ
る
。

二
四



民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
岩
崎
）

（
一
三
七
三
）

民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

岩　
　

崎　
　

正　
　

洋

1　

民
主
化
の
成
否
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

本
稿
で
は
、
民
主
化
の
成
否
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
関
係
に
目
を
向
け
る
。
と
り
わ
け
、
民
主
主
義

の
定
着
段
階
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
か
か
わ
り
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
は
、「
民
主
化
が
成
功
す
る
に
は
、
民
主
的
に
ガ
バ
ナ

ン
ス
が
効
い
て
い
る
か
否
か
が
鍵
と
な
り
、
民
主
化
の
失
敗
に
は
、
か
り
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
し
て
い
た
と
し
て
も
、
民
主
的
に
は
ガ

バ
ナ
ン
ス
が
機
能
し
て
お
ら
ず
、
非
民
主
的
な
統
治
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
1
）

」
こ
と
を
考
え
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一
連
の
民
主
化
過
程
に
お
い
て
、
体
制
移
行
後
に
民
主
主
義
が
定
着
す
る
の
は
、
当
該
の
国
家
な
い
し
政
治
体
制
に
お
い
て
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
が
機
能
し
て
い
る
か
否
か
が
一
つ
の
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
体
制
移
行
に
よ
り
、
新
し
い
体
制
が
誕
生
す
る
こ
と

で
、
民
主
主
義
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
採
用
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
、
新
し
い
体
制
に
お
け
る
ゲ
ー
ム
が
繰

二
五
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一
三
七
四
）

り
広
げ
ら
れ
る
（
2
）

。

か
つ
て
、
リ
ン
ス
（Juan J. L

inz

）
と
ス
テ
パ
ン
（A

lfred S
tepan

）
は
、
民
主
主
義
が
「
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
」
と
な
っ
た

政
治
状
況
が
民
主
主
義
の
定
着
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（
3
）

。
彼
ら
の
議
論
は
、
南
欧
と
東
欧
、
さ
ら
に
旧
ソ
連
を
主
た
る
対
象
と
し
て
お
り
、

他
の
地
域
の
動
向
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
議
論
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
で
あ
り
、
同
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
事
例
が
そ

の
後
に
民
主
主
義
の
定
着
を
経
験
し
た
の
か
否
か
、
定
着
し
て
存
続
し
て
い
る
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
他
の
事
例
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
、
今
だ
か
ら
こ
そ
検
討
で
き
る
点
も
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
世
界
各
地
で
み
ら
れ
た
民
主
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体

制
か
ら
民
主
主
義
的
政
治
体
制
へ
の
体
制
移
行
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
移
行
に
成
功
し
た
場
合
は
、
そ
の
後
、
民
主
主
義
の
定
着
に
向

け
た
過
程
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
定
着
に
至
ら
な
か
っ
た
り
、
移
行
に
失
敗
し
た
り
し
た
事
例
も
み
ら
れ
た
。

民
主
化
の
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
議
論
を
み
る
と
、
民
主
主
義
が
定
着
す
る
に
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
が
と
も

な
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民
主
化
の
段
階
や
民
主
主
義
の
定
着
の
度
合
い
を
測
る
基
準
と
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実

現
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
し
て
い
る
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
基
準
と
が
重
な
り
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
民
主
主
義
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
多
分
に
重
な
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
議
論
で
は
、
民
主
主
義
の
定
着
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
効
い
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
成
功
し
た
り
、
失
敗
し
た
り
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
六



民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
岩
崎
）

（
一
三
七
五
）

2　

民
主
化
の
成
功
と
失
敗

民
主
化
の
成
功
と
失
敗
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
（
4
）

。
た
と
え
ば
、
ひ
と
た
び
民
主
化
に
向
け
た
流
れ
が
生
じ
る
と
、

そ
の
ま
ま
一
気
に
体
制
移
行
が
起
こ
り
、
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
が
誕
生
す
る
場
合
が
あ
る
。
逆
に
、
い
っ
た
ん
は
民
主
化
に
向
け
た

動
き
が
み
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頓
挫
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
時
点
ま
で
は
民
主
化
が
急
速
に
進
む
よ
う
に
み
え

た
と
し
て
も
、
民
主
主
義
的
な
体
制
移
行
が
実
現
せ
ず
、
民
主
化
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
国
家
が
民
主
化
に
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
か
り
に
、
民
主
化
の
過
程
に
お
い
て
、
体
制
移
行
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、

民
主
主
義
が
定
着
す
る
と
も
限
ら
な
い
。
民
主
化
の
成
功
や
失
敗
に
注
目
し
て
も
、
ど
の
時
点
に
注
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
国
を
成

功
事
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
失
敗
事
例
と
し
て
取
り
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
民
主
化
の
第
三
の
波
」
と
い
う
概
念
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
一
九
九
〇
年
代
に
は
、
民
主
化
の
成
功
事
例
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
（
5
）

、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
成
功
事
例
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
失
敗
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
事
例
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
し
い
説
明
は
割
愛
す
る
が
、
表
1
は
、
民
主
化
に
お
け
る
段
階
の
区
分
と
、

段
階
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し
て
い
る
か
を
考
え
る
た
め
の
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
。
表
1
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

点
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
民
主
化
の
成
否
に
関
し
て
各
国
の
事
例
を
考
え
る
際
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
（
6
）

。

あ
る
国
で
は
民
主
化
に
成
功
し
、
他
の
あ
る
国
で
は
民
主
化
に
失
敗
す
る
と
し
た
ら
、
単
純
に
分
け
る
と
、「
民
主
化
に
成
功
し
た
国

＝
民
主
主
義
」
と
「
民
主
化
に
失
敗
し
た
国
＝
非
民
主
主
義
」
と
に
世
界
の
国
々
を
大
別
で
き
る
。
さ
ら
に
、
民
主
化
そ
の
も
の
に
取
り

組
ま
な
い
国
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
、「
民
主
化
に
失
敗
し
た
国
も
し
く
は
民
主
化
に
取
り
組
ま
な
い
国
＝
非
民
主
主
義
」
と
な
る
。

二
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も
ち
ろ
ん
、
世
界
の
民
主
主
義
諸
国
が
一
様
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
7
）

。
非
民

主
主
義
国
が
政
治
体
制
の
違
い
と
い
う
点
か
ら
「
全
体
主
義
」
や
「
権
威
主
義
」
に
類

型
化
さ
れ
（
8
）

、
さ
ら
に
、「
ポ
ス
ト
全
体
主
義
体
制
」
や
「
ス
ル
タ
ン
主
義
体
制
」
な
ど

に
細
分
化
さ
れ
る
の
は
（
9
）

、
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
に
関
す
る
事
例
が
数
多
く
存
在
し
、

そ
れ
ら
を
い
か
に
整
理
す
る
か
と
い
う
作
業
も
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
（M

. S
teven F

ish

）
と
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
バ
ー
グ
（Jason 

W
ittenberg

）
は
、
民
主
化
に
関
連
し
て
国
家
の
類
型
を
行
っ
た
が
（
10
）

、
彼
ら
は
、「
確
立

し
た
民
主
主
義
」、「
確
立
し
た
専
制
」、「
し
っ
か
り
し
た
民
主
化
」、「
弱
い
民
主
化
」、

「
失
敗
し
た
民
主
化
」
と
い
う
よ
う
に
、
五
つ
の
タ
イ
プ
に
国
家
を
分
け
て
い
る
（
11
）

。「
確

立
し
た
民
主
主
義
」
と
「
確
立
し
た
専
制
」
は
、
民
主
主
義
と
非
民
主
主
義
と
に
大
別

し
た
際
の
両
極
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
三
つ
は
、

民
主
化
の
成
否
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
極
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
民
主

主
義
の
最
も
近
く
に
位
置
す
る
の
が
「
し
っ
か
り
し
た
民
主
化
」
で
あ
り
、
最
も
非
民

主
主
義
に
近
い
の
が
「
失
敗
し
た
民
主
化
」
で
あ
り
、「
弱
い
民
主
化
」
は
他
の
二
つ

の
民
主
化
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

五
つ
の
タ
イ
プ
を
み
る
だ
け
で
疑
問
に
思
う
の
は
、
な
ぜ
民
主
化
の
過
程
は
異
な
る

結
果
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
民
主
化
の
成
否
を
分
け

表 1　民主化の段階とアクターの類型

民主化の段階

アクター

支

配

者

軍

部

政

党

反
体
制
派

外

部

そ

の

他

体制移行

権威主義体制の正統性の低下

権威主義体制の崩壊

第一回目の自由選挙

民主主義の定着
第二回目以降の自由選挙

定着

二
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（
一
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七
）

る
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
主
化
に
失
敗
し
な
く
て
も
、「
し
っ
か
り
し
た
民
主
化
」
と
「
弱
い
民
主
化
」
と
い
う
二
つ
の
タ

イ
プ
が
あ
り
、
非
民
主
主
義
に
つ
い
て
も
、「
失
敗
し
た
民
主
化
」
と
「
確
立
し
た
専
制
」
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
両
者
は
、
非

民
主
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
民
主
化
し
よ
う
と
し
た
が
失
敗
し
た
と
い
う
点
と
、
民
主
化
そ
の
も
の
に
は
取

り
組
ま
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
民
主
化
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
主
化
が
成
功
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
事
例
が
一
つ

の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
進
展
す
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
（
12
）

。
民
主
化
を
引
き
起
こ
す
社

会
経
済
的
要
因
が
何
か
に
よ
っ
て
、
民
主
化
を
い
く
つ
か
に
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
民
主
化
の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
が
何

か
に
よ
っ
て
も
パ
タ
ー
ン
化
は
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
主
化
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
政
治
制
度
が
採
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
も
、

民
主
化
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
る
際
に
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

民
主
化
以
前
に
大
統
領
制
を
採
用
し
て
い
た
場
合
は
、
権
威
主
義
的
大
統
領
制
か
ら
民
主
主
義
的
大
統
領
制
へ
移
行
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
議
院
内
閣
制
を
採
用
す
る
の
か
に
よ
り
、
異
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
（
13
）

。
同
様
に
、
選
挙
制
度
も
、
小
選
挙
区
制
を
採
用

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
比
例
代
表
制
を
採
用
す
る
の
か
に
よ
り
、
異
な
っ
て
く
る
（
14
）

。
民
主
化
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
る
の

か
は
、
ど
の
よ
う
な
民
主
主
義
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
（
15
）

。

表
2
は
、
縦
軸
に
お
い
て
、
民
主
化
そ
の
も
の
が
成
功
す
る
か
失
敗
す
る
か
を
分
け
て
お
り
、
横
軸
に
お
い
て
は
、
民
主
化
に
影
響
を

及
ぼ
す
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。
民
主
化
が
成
功
す
る
場
合
の
パ
タ
ー
ン
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
分
け
ら
れ
る
し
、
失
敗
す
る
場
合
も
い

く
つ
か
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
民
主
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
に
つ
い
て
も
、
社
会
経
済
的
要
因
、
ア
ク
タ
ー
、
政
治
制
度
と
い

う
三
つ
し
か
挙
げ
て
い
な
い
。
表
2
は
、
暫
定
的
な
覚
書
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
修
正
が
必
要
と
な
る
。

二
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も
ち
ろ
ん
、
民
主
化
の
パ
タ
ー
ン
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
挙
げ
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
目
的
は
、
民
主
化
の
パ
タ
ー
ン
の
類
型
化
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

民
主
化
に
は
成
功
と
失
敗
が
あ
る
と
し
て
も
、
成
功
の
パ
タ
ー
ン
は
い
く
つ
か
あ
る
し
、
失
敗
の
パ

タ
ー
ン
も
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
（
16
）

。

3　

民
主
主
義
の
定
着
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

民
主
主
義
の
定
着
に
は
、
民
主
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
効
い
て
い
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
点

を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
民
主
主
義
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
民

主
主
義
と
は
何
か
。

民
主
化
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
長
ら
く
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A

. S
chum

peter

）
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
民
主
主
義
の
定
義
が
採
用
さ
れ
て
き
た
（
17
）

。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
る
民
主
主
義
の
定

義
は
、
選
挙
に
お
け
る
競
合
性
を
重
視
し
て
お
り
、
競
合
的
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル
と
も
表
現
さ

れ
る
（
18
）

。
現
代
に
お
い
て
、
民
主
主
義
で
あ
る
か
否
か
を
分
け
る
の
は
、
競
合
的
な
選
挙
の
有
無
で
あ
り
、
民

主
化
に
よ
り
体
制
移
行
が
実
現
す
る
の
は
、
競
合
的
な
選
挙
の
実
施
と
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
体
制
移
行
に
お
い
て
は
、
競
合
的
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
非
民
主
主
義
的
な
体
制
か
ら
民
主

表 2　民主化のパターンと要因

社会経済的要因 アクター 政治制度

民主化の成否

成功

失敗

三
〇



民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
岩
崎
）

（
一
三
七
九
）

主
義
的
な
体
制
へ
の
政
権
交
代
が
実
現
す
る
。
既
存
の
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
後
、
第
一
回
目
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
結
果
と
し
て
、
新
し

い
政
権
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
民
主
主
義
的
政
治
体
制
の
誕
生
と
な
る
。

民
主
化
の
第
三
の
波
が
世
界
を
席
巻
し
た
後
、
し
ば
ら
く
の
間
、
競
合
的
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル
は
、
い
か
に
民
主
主
義
を
捉
え

る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
民
主
化
の
進
展
に
は
、
競
合
的
な
選
挙
の
実
施
だ
け
で
事
足
り

る
の
で
は
な
い
と
い
う
現
実
が
徐
々
に
顕
在
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
流
に
民
主
主
義
を
理
解
す
る
立
場
は
批
判
を
浴
び

る
よ
う
に
な
っ
た
（
19
）

。

体
制
移
行
の
判
別
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
を
最
小
限
に
定
義
づ
け
る
こ
と
だ
け
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
は
、

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
流
の
定
義
が
有
用
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
体
制
移
行
後
に
民
主
主
義
が
定
着
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に

は
、
最
小
限
度
の
定
義
で
は
狭
義
の
意
味
し
か
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
不
十
分
な
内
容
と
な
り
、
適
切
さ
を
欠
く
と
い
う
批
判
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
い
ま
や
民
主
化
の
第
三
の
波
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
一
定
の
時
間
が
経
過
し
て
お
り
、
競
合
的
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル

に
よ
っ
て
民
主
主
義
の
定
着
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

体
制
移
行
後
は
、
民
主
主
義
が
定
着
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
定
着
す
る
場
合
と
は
、
競

合
的
な
選
挙
が
繰
り
返
し
実
施
さ
れ
、
民
意
を
反
映
し
て
、
新
し
い
政
権
が
選
出
さ
れ
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
、
民
主
主

義
が
根
づ
い
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
。

逆
に
、
体
制
移
行
後
に
民
主
主
義
が
定
着
し
な
い
場
合
と
は
、
体
制
移
行
が
実
現
し
て
競
合
的
な
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
民

主
主
義
の
実
現
へ
と
至
ら
ず
、
非
自
由
主
義
的
民
主
主
義
（illiberal dem

ocracy
）
と
な
る
場
合
や
、
選
挙
結
果
を
受
け
て
、
一
党
支
配
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が
強
化
さ
れ
た
り
、
一
人
の
政
治
家
に
よ
る
強
権
的
な
政
治
手
法
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
場
合
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、

競
合
的
選
挙
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
へ
の
抑
圧
や
情
報
の
統
制
が
行
わ
れ
た
り
、
野
党
を
は
じ
め
、
政
府
に
批
判
的

な
集
団
に
対
す
る
圧
力
が
顕
著
に
行
わ
れ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
民
主
主
義
が
定
着
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
（
20
）

。

選
挙
の
結
果
、
民
主
主
義
的
政
治
体
制
が
実
現
せ
ず
、
必
ず
し
も
純
粋
に
「
民
主
主
義
」
的
で
は
な
い
よ
う
な
、
非
民
主
主
義
的
政
治

体
制
が
誕
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
混
合
体
制
（hybrid regim

e

）
と
表
現
さ
れ
る
（
21
）

。
さ
ら
に
、
競
合
的
権
威
主
義

（com
petitive authoritarianism

）
の
概
念
は
、
レ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
（S

teven L
evitsky

）
と
ウ
ェ
イ
（L

ucan A
. W
ay

）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
が
、
権
威
主
義
体
制
に
関
す
る
議
論
に
広
が
り
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
混
合
体
制
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

議
論
す
る
機
会
を
も
た
ら
し
た
（
22
）

。

リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
行
動
、
態
度
、
制
度
と
い
う
三
つ
の
次
元
を
挙
げ
な
が
ら
、
民
主
主
義
が
街
で
唯
一
の
ゲ
ー
ム
と
な
っ
た
政

治
状
況
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
定
着
し
た
民
主
主
義
を
説
明
し
て
い
る
（
23
）

。
彼
ら
は
、
定
着
を
持
続
す
る
に
は
、
市
民
社
会
、
政
治
社

会
、
法
の
支
配
、
国
家
官
僚
制
、
経
済
社
会
と
い
う
相
互
に
関
連
し
補
強
し
あ
う
五
つ
の
領
域
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
（
24
）

。

市
民
社
会
と
は
、
政
体
の
次
の
よ
う
な
領
域
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
か
ら
相
対
的
に
自
律
し
て
い
る
自
己
組
織
集
団
、
運

動
、
個
人
な
ど
が
価
値
を
表
出
し
、
結
社
を
つ
く
り
団
結
し
、
自
ら
の
利
益
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
政
体
の
領
域
の
こ
と
で
あ
る
（
25
）

。

市
民
社
会
に
は
、
女
性
団
体
や
近
隣
組
織
、
宗
教
団
体
、
知
識
人
集
団
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
運
動
を
は
じ
め
、
労
働
組
合
、
企
業
家

集
団
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
法
律
家
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
の
市
民
的
結
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
民
社
会
に
は
、
い
か

な
る
組
織
に
も
所
属
し
て
い
な
い
普
通
の
市
民
も
含
ま
れ
る
。

多
数
の
普
通
の
市
民
が
果
た
す
役
割
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
く
、
民
主
化
の
成
否
を
左
右
す
る
こ
と
が
あ
る
（
26
）

。
既
存
の
権
威
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主
義
体
制
が
正
統
性
を
低
下
さ
せ
る
の
は
、
多
く
の
普
通
の
市
民
か
ら
の
支
持
を
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
り
、
最
初
は
一
部
の
小
集
団
が
政

府
批
判
や
反
政
府
活
動
を
行
う
程
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
が
て
は
体
制
崩
壊
に
つ
な
が
る
ほ
ど
の
大
規
模
な
民
主
化
要
求
に
ま
で
拡

大
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
権
威
主
義
体
制
の
正
統
性
は
失
わ
れ
、
体
制
が
崩
壊
し
、
新
た
な
民
主
主
義
体
制
の
誕
生
へ

と
至
る
体
制
移
行
が
実
現
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
民
社
会
だ
け
で
民
主
化
が
完
結
す
る
の
で
は
な
い
。
民
主
化
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
と
の
相
互
補

完
的
な
特
徴
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
治
社
会
は
、
と
り
わ
け
、
政
党
、
選
挙
、
選
挙
法
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
政
党
間

の
同
盟
、
議
会
な
ど
の
制
度
を
含
ん
で
い
る
。
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
が
つ
く
ら
れ
る
た
め
に
は
、
市
民
社
会
だ
け
で
な
く
、
政
治
社

会
も
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。

政
治
社
会
と
は
、
政
体
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
領
域
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
政
体
が
、
公
権
力
や
国
家
機
関
に
対
す
る
統
制
を

行
う
正
統
性
の
あ
る
権
利
を
め
ぐ
っ
て
相
対
立
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
領
域
で
あ
る
（
27
）

。

リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
民
主
化
の
各
段
階
に
お
け
る
市
民
社
会
と
政
治
社
会
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
、
市
民
社
会
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
。
し
か
し
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
と
が
常
に
均
衡
し
た
関
係

に
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
両
者
の
関
係
が
均
衡
を
崩
し
た
と
き
に
は
、
民
主
化
の
進
展
に
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
。
両
者
が
常
に
均
衡

関
係
を
維
持
し
続
け
る
と
考
え
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
市
民
社
会
の
指
導
者
の
多
く
は
、
民
主
派
勢
力
内
で
起
こ
る
内
部
対
立
や
分
裂
を
道
徳
的
に
嫌
う
し
、
政
治
に
お
け
る
制

度
の
慣
例
化
、
仲
介
、
妥
協
を
侮
辱
的
に
語
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
定
着
し
た
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
社
会
に
と
っ
て
は
不
可
避

的
な
現
実
で
あ
る
（
28
）

。
民
主
主
義
の
定
着
に
は
、
政
党
の
存
在
が
必
要
と
な
る
が
、
ま
さ
に
政
党
は
、
民
主
派
勢
力
内
部
の
違
い
を
集
約
し

三
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た
り
代
表
し
た
り
す
る
し
、
民
主
的
な
紛
争
調
停
の
規
範
と
手
続
き
を
習
熟
す
る
必
要
が
あ
る
。
制
度
の
慣
習
化
の
程
度
を
高
め
る
こ
と

が
重
要
に
な
る
。
国
家
と
市
民
社
会
と
の
間
の
媒
介
や
、
妥
協
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
政
治
社
会
に
お
い
て
は
正
統
性
が
あ
り
、
必
要

な
仕
事
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
の
定
着
に
は
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
と
の
相
互
補
完
性
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
が
、
こ
れ
ま

で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
は
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
の
十
分
な
自
律
性
と
独
立
性
が
法
の
支
配
に
組
み
込

ま
れ
、
法
の
支
配
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（
29
）

。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
活
発
で
独
立
し
た
市
民
社
会
、
十
分
に
自
律
的

な
政
治
社
会
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
実
効
的
な
合
意
、
立
憲
主
義
と
法
の
支
配
と
い
う
三
つ
の
条
件
は
、
定
着
し
た
民
主

主
義
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
官
僚
制
が
民
主
的
な
指
導
者
に
よ
っ
て
利
用
可
能
で
あ
り
、
制
度
化
さ
れ
た
経
済
社
会
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
上
記
の
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
や
す
く
な
る
と
さ
れ
る
。

リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
は
、
国
家
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
つ
の
形
態
で
あ
り
、
現
代
の
民
主
主
義
体
制
は
、
国
家
の

存
在
な
し
に
定
着
す
る
こ
と
は
な
い
（
30
）

。
彼
ら
が
用
い
て
い
る
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
概
念
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
統
治
と

い
う
意
味
合
い
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
い
う
統
治
と
は
、
国
家
な
い
し
政
府
が
唯
一
絶
対
的
な
至
高
の
地
位

を
占
め
て
、
独
占
的
に
権
力
を
行
使
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
「
共
治
」
や
「
協
治
」
な
ど

の
意
味
合
い
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
を
簡
単
に
説
明
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
、
前
者
を
ガ
バ
メ
ン
ト
論
に
お
け
る
統
治
、
後
者
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
け
る
統

治
と
表
現
す
る
（
31
）

。
両
者
の
大
き
な
相
違
点
は
、
前
者
が
垂
直
的
な
統
治
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
水
平
的
な
統
治
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
（
32
）

。
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ガ
バ
メ
ン
ト
論
に
お
け
る
統
治
は
、
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
が
国
家
な
い
し
政
府
で
あ
り
、
他
の
ア
ク
タ
ー
に
比
べ
て
国
家
や
政
府
が
圧

倒
的
に
優
越
的
な
地
位
に
あ
り
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
権
力
を
行
使
す
る
。
こ
の
点
は
、
民
主
主
義
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
共
通
し

て
い
る
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
民
主
主
義
の
場
合
は
、
選
挙
を
通
じ
て
民
主
主
義
的
な
正
統
性
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要

視
さ
れ
る
が
、
非
民
主
主
義
の
場
合
は
、
統
治
を
行
う
ア
ク
タ
ー
ご
と
に
正
統
性
の
根
拠
が
異
な
り
、
そ
も
そ
も
正
統
性
の
基
盤
が
強
固

な
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
議
論
を
分
け
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
け
る
統
治
は
、
国
家
な
い
し
政
府
が
独
占
的
に
中
心
的
ア
ク
タ
ー
と
な
る
の
で
は
な
く
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク

タ
ー
と
と
も
に
、
権
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
り
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
権
力
を
行
使
す
る
可
能
性
す
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ガ
バ

ナ
ン
ス
論
に
お
い
て
は
、
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
存
在
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
統
治
へ
の
関
与
は
一
定
程
度
の

正
統
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
両
者
を
分
け
る
の
は
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
が
挙
げ
た
相
互
に
関
連
す
る
五
つ
の
領
域
の
存
在
で
あ
る
。
ガ
バ
メ
ン
ト
論
に

お
け
る
統
治
は
、
何
よ
り
も
政
治
社
会
の
存
在
が
重
視
さ
れ
、
政
治
社
会
に
関
連
し
て
、
法
の
支
配
や
国
家
官
僚
制
の
存
在
が
意
識
さ
れ

る
。
そ
こ
で
な
さ
れ
る
統
治
は
、
あ
く
ま
で
公
式
的
な
制
度
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
公
私
領
域
の
区
分
か
ら
す
れ
ば
、
公
的
領
域
の
み

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
け
る
統
治
は
、
五
つ
の
領
域
す
べ
て
が
相
互
に
関
連
し
、
政
治
社
会
、
法
の
支
配
、
国
家
官
僚
制
に
加

え
て
、
市
民
社
会
と
経
済
社
会
も
重
要
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
が
従
来
の
公
私
領
域
に
は
収
ま
り
き
ら
な
く
な
っ
た

現
象
や
論
点
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
に
お
け
る
統
治
は
、
従
来
型
の
統
治
と
は
異
な
っ
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
政
治
社
会
だ
け
で
な
く
、
市
民
社
会
の
役
割
が
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

三
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
リ
ン
ス
と
ス
テ
パ
ン
の
い
う
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
統
治
を
意
味
し
て
い
る
と
し
て
も
、
従
来
型
の
統
治

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
意
味
を
内
包
し
た
統
治
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
議
論

は
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
議
論
で
は
、
相
互
に
関
連
し
た
五
つ
の
領
域
が
重
視
さ
れ
、
最
初
の
三
つ
が
民
主
主
義
の
定
着
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
、
市
民
社
会
と
政
治
社
会
の
二
つ
が
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
の
に
役
立
つ
領
域
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

4　

民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
権
威
主
義
的
ガ
バ
ナ
ン
ス

定
着
し
た
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
政
治
社
会
と
市
民
社
会
の
両
方
が
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス

が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
政
治
社
会
も
市
民
社
会
も
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
有
機
的
な
関
係

に
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
民
主
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
実
現
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義
が
定
着
し
な
い
場
合
は
、
政
治
社
会
と
市
民
社
会
が
相
互
補
完
的
な
関
係
に
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

機
能
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
い
ず
れ
か
一
方
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
た
め
、
そ
も
そ
も
民
主
主
義
的
で
は
な
く
、
そ
こ
で
み
ら

れ
る
統
治
も
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
い
え
ず
、
非
民
主
主
義
的
な
も
の
と
な
る
。

市
民
社
会
が
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
市
民
社
会
が
機
能
し
て
い
な

い
場
合
は
、
非
民
主
主
義
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
か
ら
の
体
制
移
行
後
で
あ
っ
て
も
民
主
主
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義
が
定
着
せ
ず
、
権
威
主
義
体
制
の
と
き
か
ら
の
統
治
の
残
滓
が
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
非
民
主
的
ガ
バ

ナ
ン
ス
と
い
う
よ
り
は
、
権
威
主
義
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
表
現
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

権
威
主
義
体
制
で
あ
れ
、
民
主
主
義
体
制
で
あ
れ
、
政
治
社
会
と
市
民
社
会
が
機
能
し
て
い
る
か
否
か

は
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
を
示
し
た
も
の
が
、
表
3
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
政
治
社

会
と
市
民
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
が
機
能
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
軸
を
縦
軸
と
横
軸
に
設
け
て
い
る
。

縦
軸
は
、
政
治
社
会
が
機
能
し
て
い
る
か
否
か
を
示
し
、
横
軸
は
、
市
民
社
会
が
機
能
し
て
い
る
か
否
か

を
示
し
て
い
る
。

表
3
は
、
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
政
治
社
会
が

機
能
し
て
お
り
、
市
民
社
会
も
機
能
し
て
い
る
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
二
つ
の
領

域
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
政
治
社
会
が
機
能
し
て
お
り
、
市
民
社
会
が
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
民
主

主
義
が
定
着
し
て
い
な
い
段
階
に
あ
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
民
主
主
義
的
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
非
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
い
し
権
威
主
義
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
政
治
社
会
は
機
能
し
て
い
な
い
が
、
市
民
社
会
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、

正
統
性
を
も
つ
統
治
の
担
い
手
が
存
在
し
な
い
状
況
で
あ
り
、
多
様
な
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
行
動
し
て
い
た

と
し
て
も
、
一
つ
の
国
家
な
い
し
体
制
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
政
治
制
度
が
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
統
治
に
お
け
る
中
心
的
な
核
が
存
在
し
な
い
た
め
、

表 3　政治社会と市民社会との関係

市民社会

機能的 機能せず

政治社会
機能的 民主的ガバナンス 非民主的ガバナンス

機能せず 無秩序 政体の崩壊
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無
秩
序
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
。

第
四
に
、
政
治
社
会
も
市
民
社
会
も
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
政
体
そ
の
も
の
の
秩
序
は
な
く
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
効

い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
政
体
そ
の
も
の
の
崩
壊
を
意
味
す
る
。

四
つ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
政
治
社
会
と
市
民
社
会
の
関
係
を
単
純
に
分
け
た
場
合
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み

合
わ
せ
に
つ
い
て
、
具
体
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
事
例
も
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
い
ず
れ
か
一
つ
に
の
み
該
当
す
る
と
は
断
定
で

き
な
い
事
例
も
あ
り
得
る
。
そ
の
た
め
、
具
体
的
な
事
例
の
検
討
を
通
し
て
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
か
か
わ
り
は
、
よ
り
明
確
に

な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
挙
げ
た
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
、
非
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
い
し
権
威
主
義
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
区
分
は
、
政
治
体
制
の
区

分
と
も
重
な
り
合
う
。
民
主
主
義
的
政
治
体
制
に
お
い
て
は
、
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
権
威
主
義
体
制
に
お
い
て

は
、
権
威
主
義
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
政
治
体
制
の
類
型
に
関
し
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な

い
が
、
政
治
体
制
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
体
制
の
特
徴
を
明
ら

か
に
す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
大
ま
か
な
見
取
り
図
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、

本
稿
で
言
及
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
掘
り
下
げ
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
や
、
本
稿
か
ら
さ
ら
に
導
き
出
す
こ
と
が
で
き

る
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

最
後
に
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
に
、
政
治
体
制
の
違
い
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
特
徴
づ
け
る
の
か
否
か
と
い
う
点
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
定
着
し
た
民
主
主
義
に
お
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い
て
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
す
る
と
い
う
点
は
、
政
治
体
制
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
か
か
わ
り
を
明
示
的
に
示
し
て
い
る
が
、
異
な
る

政
治
体
制
に
お
け
る
統
治
の
態
様
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
点
か
ら
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
主
主
義
的
政
治
体
制
に
お
け
る
民
主
的
ガ

バ
ナ
ン
ス
と
権
威
主
義
体
制
に
お
け
る
非
民
主
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
比
較
分
析
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
民
主
主
義
と
ガ
バ
ナ
ン

ス
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
概
念
の
普
遍
性
に
関
し
て
も
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
体
制
移
行
の
段
階
か
ら
民
主
主
義
の
定
着
段
階
に
至
る
ま
で
に
、
政
治
社
会
と
市
民
社
会
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
体
制
移
行
の
段
階
で
は
、
市
民
社
会
の
担
い
手
た
る
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
民
主
化
勢
力
と
し
て
一
つ
に
ま
と
ま

り
、
既
存
の
権
威
主
義
体
制
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
民
主
主
義
定
着
の
段
階
で
は
、
い
つ
ま
で
も
民
主
化
勢
力
が
一
枚
岩
で
ま

と
ま
り
続
け
る
こ
と
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
勢
力
に
分
か
れ
、
相
対
立
す
る
勢
力
と
な
り
、
政
治
社
会
に
お
い
て
対
立
を
繰
り
返

す
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
民
主
化
後
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
成
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
一
連
の
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
に
、
本
稿
で
は
、
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
と
は
い
え
、
具
体
的
な
事
例
に
も
と
づ
い
て
検
討
を

行
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
近
の
民
主
化
研
究
の
動
向
を
み
る
と
、
ポ
リ
テ
ィ
Ⅳ
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
、
世
界
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標

な
ど
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
研
究
成
果
が
増
え
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
よ
り
も
多
国
間
の

比
較
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
で
論
じ
た
論
点
を
い
か
に
デ
ー
タ
に
も
と
づ
き
、
実
証
的
に
分
析
し
て
い
く

の
か
と
い
う
点
も
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
） 

岩
崎
正
洋
「
民
主
化
の
成
功
と
失
敗
」
秋
山
和
宏
・
岩
崎
正
洋
編
『
国
家
を
め
ぐ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
現
在
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
、

三
九
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u
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en
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s abou

t 

U
n

certain
 D
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ore: Johns H
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niversity P

ress, 1986

（
真
柄
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井
戸
正
伸
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（
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民
主
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政
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学

│
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』
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: P
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P
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inz and A
lfred S
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ou
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ou
th

 

A
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藪
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t F
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 P
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ale U
niversity P
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谷
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Ibid.
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） M
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ナ
ン
ス
』
勁
草
書
房
。

曽
根
泰
教
（
一
九
八
四
）「
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
と
現
代
民
主
主
義

│
古
典
的
民
主
主
義
批
判
と
『
い
ま
ひ
と
つ
の
民
主
主
義
理
論
』
の
提

唱
」
白
鳥
令
・
曽
根
泰
教
編
『
現
代
世
界
の
民
主
主
義
理
論
』
新
評
論
、
九
│
三
三
頁
。

曽
根
泰
教
（
二
〇
一
一
）「
ガ
バ
ナ
ン
ス
論

│
新
展
開
の
方
向
性
」
岩
崎
正
洋
編
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
現
在

│
国
家
を
め
ぐ
る
公
共
性
と
民
主
主

義
』
勁
草
書
房
、
一
九
│
三
三
頁
。

日
本
比
較
政
治
学
会
編
（
二
〇
一
二
）『
日
本
比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
四
号　

現
代
民
主
主
義
の
再
検
討
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

西
岡
晋
（
二
〇
〇
六
）「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
系
譜
」
岩
崎
正
洋
・
田
中
信
弘
編
『
公
私
領
域
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一

│
三
一
頁
。

付
記　

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
六
日
に
九
州
大
学
で
開
催
）
の
分
科
会
「
民
主
化
後
の
民
主
主
義

定
着
に
関
す
る
再
検
討
」
に
提
出
し
た
報
告
論
文
「
民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
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政
治
制
度
の
再
検
討
（
岩
渕
）

（
一
三
九
七
）

政
治
制
度
の
再
検
討

│
二
院
制
と
選
挙
制
度
を
中
心
に

│

岩　
　

渕　
　

美　
　

克

1
．
は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
の
、
戦
後
初
の
本
格
的
な
政
権
交
代
は
、
政
治
に
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
引
き
起
こ
し
た
。
五
五
年
体
制
の
崩
壊
と

さ
れ
た
九
三
年
の
七
党
一
会
派
に
よ
る
非
自
民
連
立
政
権
の
誕
生
は
、
そ
う
は
い
っ
て
も
比
較
第
一
党
は
自
民
党
の
ま
ま
で
あ
り
、
多
数

の
連
立
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
過
半
数
を
確
保
す
る
結
果
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
連
立
政
権
基
盤
は
極
め
て
脆
弱
な
も
の
で
あ
り
、
ほ

ど
な
く
し
て
自
民
党
は
政
権
に
復
帰
し
て
い
る
。
今
回
の
政
権
交
代
は
、
い
わ
ば
完
全
な
形
で
の
第
一
党
の
交
代
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

本
格
的
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
（
1
）

。

四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
三
九
八
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
政
権
交
代
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
準
備
が
あ
ま
り
に
も
不
十
分
で
、
政
権
交
代
の
「
旨
み
」
は
ま
る
で
感

じ
ら
れ
な
い
。
政
権
交
代
に
伴
う
現
実
政
治
の
停
滞
や
ゆ
が
み
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ネ
ム
ー
ン
（
2
）

」
と
呼
ば
れ
る
移
行
経
過
期
間
が
一
般

に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
全
く
与
党
経
験
の
な
い
民
主
党
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
か
ら
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
実
現
や
政
治

改
革
に
着
手
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
与
党
に
な
っ
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
も
数
多
く
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
慣
ら
し
運
転
の
期

間
が
か
な
り
必
要
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
野
党
、
メ
デ
ィ
ア
に
そ
う
し
た
経
過
措
置
を
認
め
る
余
裕
は
な
く
、
ま
た
目
の
敵
と
さ
れ

た
官
僚
機
構
も
同
様
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
鳩
山
由
紀
夫
総
理
（
当
時
）
を
は
じ
め
と
す
る
民
主
党
政
権
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

官
僚
対
策
、
メ
デ
ィ
ア
対
策
、
野
党
対
策
と
あ
ま
り
に
も
初
め
て
づ
く
し
で
冷
静
さ
を
欠
い
た
部
分
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ま
り

に
軽
率
な
政
治
資
金
規
正
法
違
反
や
、
閣
僚
に
よ
る
失
言
な
ど
、
失
態
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
状
態
で
あ
っ
た
（
3
）

。
も
ち
ろ
ん
、
報
道
の
限
り
の

失
言
等
は
、
想
定
し
て
い
な
い
民
主
党
の
責
任
が
最
も
大
き
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
過
剰
で
あ
っ
た
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ
る
（
4
）

。
そ
の
結
果
、
期
待
が
大
き
か
っ
た
分
だ
け
有
権
者
の
失
望
感
も
大
き
か
っ
た
。
政
権
交
代
後
初
の
国
政
選
挙
と

な
っ
た
一
〇
年
七
月
に
行
わ
れ
た
第
二
二
回
参
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
民
主
党
は
四
四
議
席
と
五
一
議
席
を
獲
得
し
た
自
民
党
に
惨
敗
し
、

参
議
院
で
は
与
野
党
の
議
席
が
逆
転
す
る
「
ね
じ
れ
現
象
」
に
よ
る
ね
じ
れ
国
会
と
な
っ
た
（
5
）

。
今
ま
で
も
衆
参
が
ね
じ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
た
が
、
自
民
党
は
無
所
属
議
員
を
会
派
入
り
さ
せ
た
り
、
連
立
を
組
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
衆
議
院
で
議
席
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め

て
い
た
り
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
両
院
の
意
思
が
相
反
す
る
こ
と
に
よ
る
政
治
の
停
滞
は
回
避
さ
れ
て
き
て
い
た
（
6
）

。
そ
の
意
味

で
、
初
め
て
衆
参
の
意
思
の
違
い
に
よ
る
政
治
の
停
滞
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
が
現
実
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
鳩
山
総
理
の
下
で
は
参
議
院
選
挙
を
戦
え
な
い
と
す
る
改
選
議
員
た
ち
の
要
望
も
あ
り
、
鳩
山
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。

五
〇



政
治
制
度
の
再
検
討
（
岩
渕
）

（
一
三
九
九
）

小
沢
一
郎
民
主
党
幹
事
長
の
政
治
資
金
規
正
法
違
反
疑
惑
や
鳩
山
総
理
の
普
天
間
基
地
を
め
ぐ
る
発
言
な
ど
に
よ
る
内
閣
支
持
率
の
低
下

も
あ
り
、
政
権
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
民
主
党
は
新
た
に
菅
直
人
衆
議
院
議
員
を
代
表
に
選
出
し
、
菅
政
権

が
誕
生
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
時
的
に
は
反
小
沢
一
郎
を
掲
げ
た
こ
と
で
国
民
の
高
い
支
持
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
長
続
き

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
五
五
年
体
制
下
の
自
民
党
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、「
表
紙
」
を
変
え
た
だ
け
で
は
有
権
者
の
心
を
つ
か
む

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
7
）

。

こ
の
深
刻
な
ね
じ
れ
に
よ
り
、
以
降
、
日
本
政
治
は
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
民
主
党
政
権
に
と
っ
て
も
不
幸
な
出
来
事
と
な
る

三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
は
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
、
政
治
の
停
滞
は
そ
の
ま
ま
復
興
の
遅
れ
を
生
み
、
民
主
党
政
権
へ
の
批
判
を
増
大

さ
せ
た
。
こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
メ
デ
ィ
ア
や
有
識
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
ね
じ
れ
を
日
本
国
憲
法
は
想
定
し
て
い
た
の
か
、
ね
じ
れ

に
よ
る
政
治
の
停
滞
は
参
議
院
の
力
が
強
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
ひ
い
て
は
参
院
廃
止
論
に
ま
で
議
論
は
発
展
し
て
い
く
。
そ
の
状
態

が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
が
、
こ
の
間
民
主
党
の
代
表
は
変
わ
り
、
野
田
佳
彦
政
権
が
誕
生
す
る
。
財
務
大
臣
を
経
験
し
た
野
田
総
理
は
、

消
費
税
増
税
を
決
断
し
、
政
治
を
動
か
す
新
た
な
試
み
と
し
て
自
民
、
公
明
三
党
の
合
意
の
下
で
こ
の
消
費
税
増
税
を
成
立
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
費
税
増
税
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
三
党
合
意
に
よ
る
増
税
案
の
可
決
は
、
民

主
党
内
の
混
乱
の
元
と
な
り
、
大
量
の
離
党
者
を
出
す
始
末
と
な
っ
た
（
8
）

。
こ
の
離
党
者
な
ど
に
よ
り
、
民
主
党
政
権
の
衆
院
で
の
過
半
数

割
れ
も
現
実
の
も
の
と
な
り
、
い
よ
い
よ
政
治
は
不
安
定
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
政
治
は
動
き
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の

三
党
合
意
の
条
件
と
な
っ
た
、
野
田
総
理
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
「
近
い
う
ち
に
解
散
す
る
」
と
い
う
発
言
を
め
ぐ
り
、
ま
た
政
局
に
な
っ
た
。

こ
の
選
挙
を
め
ぐ
る
議
論
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
状
態
判
決
で
あ
る
。
一
票
の
格
差
と
し
て
知
ら
れ
る

選
挙
区
間
の
平
等
性
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
も
論
議
さ
れ
て
い
る
。
国
政
選
挙
実
施
後
に
は
、
何
度
も
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

五
一
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（
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三
月
）

（
一
四
〇
〇
）

の
た
び
に
違
憲
で
は
あ
る
が
、
選
挙
の
や
り
直
し
を
求
め
る
ほ
ど
で
は
な
い
、
や
り
直
す
こ
と
に
よ
る
政
治
の
停
滞
な
ど
の
コ
ス
ト
が
一

票
の
格
差
に
よ
る
不
利
益
を
上
回
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
、
違
憲
で
は
あ
る
が
や
り
直
し
は
求
め
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
事
情
判
決
」
が

出
さ
れ
て
き
た
（
9
）

。
二
〇
一
一
年
三
月
二
七
日
、
最
高
裁
は
〇
九
年
八
月
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
第
四
五
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
千
葉

四
区
と
高
知
三
区
の
間
の
二
・
三
〇
五
倍
の
格
差
を
違
憲
状
態
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
判
決
で
、
各
都
道
府
県
に
ま
ず
一
議
席
を
割
り
当

て
る
と
す
る
一
人
別
枠
方
式
を
否
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
選
挙
区
割
り
の
ま
ま
で
選
挙
を
行
う
こ
と
は
、
違
憲
状
態
を
是

認
す
る
こ
と
に
な
り
、
選
挙
無
効
の
判
決
が
出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
衆
院
選
挙
を
行
う
に
し
て
も
、
選
挙
区
割

り
の
変
更
は
必
須
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
限
り
に
は
解
散
も
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
〇
増
五
減
に
よ
り
、

こ
の
格
差
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
明
記
さ
れ
て
い
る
定
数
削
減
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
与
党
民
主
党

と
一
票
の
格
差
の
解
消
だ
け
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
野
党
と
の
調
整
が
つ
か
ず
、
こ
の
議
決
が
な
か
な
か
で
き
な
い
状
態
に
な
っ

て
い
る
（
10
）

。
ま
さ
し
く
政
局
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
七
日
に
は
、
一
〇
年
七
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
第
二
二
回
参
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
神
奈
川
選
挙
区

と
鳥
取
選
挙
区
の
五
・
〇
〇
倍
の
格
差
に
対
し
て
も
違
憲
状
態
で
あ
る
と
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た
。
一
三
年
夏
に
予
定
さ
れ
て
い
る

参
院
選
に
お
い
て
も
定
数
是
正
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
「
四
増
四
減
」
案
で
与
野
党
の
歩
み
寄
り
が
見
ら
れ
て
い
る
の
で
、

大
き
な
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
違
憲
状
態
を
解
消
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
方
策
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
一
刻
も
早
く
成
立
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

選
挙
制
度
議
論
も
ま
た
政
争
の
具
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
こ
う
し
た
与
野
党
の
関
係
に
有
権
者
は
辟
易
と
し
て
い
る
。
野

田
内
閣
支
持
率
、
民
主
党
の
政
党
支
持
率
は
低
下
し
て
い
る
が
、
一
方
の
自
民
党
の
政
党
支
持
率
も
差
ほ
ど
伸
び
て
い
は
い
な
い
（
11
）

。
こ
う

五
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）

し
た
国
政
の
停
滞
に
、
地
方
か
ら
改
革
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
新
党
結
成
を
表
明
し
て
突
然
辞
任
し
た
石
原
前
東
京
都
知
事
、
橋
下
大

阪
市
長
な
ど
が
中
央
集
権
打
破
を
唱
え
て
、
国
政
に
進
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
官
僚
主
導
か
ら
政
治
主
導
へ
、
中

央
集
権
か
ら
地
方
分
権
へ
の
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
統
治
機
構
の
大
幅
な
改
革
を
志
向
し
て
い
る
わ
け

だ
が
、
日
本
に
は
も
っ
と
根
本
的
な
両
院
制
、
そ
れ
を
裏
打
ち
す
る
は
ず
の
選
挙
制
度
に
関
す
る
議
論
を
ま
ず
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
も
歴
史
的
視
点
で
の
両
議
院
の
成
立
過
程
な
ど
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
両
院
の
代
表
制
を
中
心
と
し
た
議
論
は
、
政

治
過
程
論
の
な
か
で
は
あ
ま
り
活
発
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
参
議
院
議
員
選
挙
制
度
要
綱
（
参
議
院
成
立
時
に
議
論
さ
れ
た
も
の
）
の
中
に

も
、「
半
数
は
地
域
代
表
」
な
ど
の
表
記
は
見
ら
れ
る
が
、
代
表
制
そ
の
も
の
を
意
識
し
て
議
論
さ
れ
て
き
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
点
か
ら
二
院
制
の
問
題
、
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
両
院
の
議
員
を

選
出
す
る
選
挙
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
衆
参
二
院
制
の
問
題

日
本
国
憲
法
は
、「
国
会
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
両
議
院
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。」（
第
四
二
条
）
と
規
定
し
、「
両
議
院
は
、
全
国

民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。」（
第
四
三
条
）
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
衆
議
院
と
参
議
院
が
存
在
し
、

こ
の
構
成
員
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
表
に
よ
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
上
の
衆
議
院
及
び
参
議
院

の
説
明
は
、
こ
の
ほ
か
に
任
期
で
あ
る
と
か
構
成
員
の
説
明
と
両
院
の
関
係
が
主
で
あ
り
、
衆
議
院
な
い
し
は
参
議
院
と
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
、
よ
り
基
本
的
な
規
定
は
な
い
。
こ
れ
は
国
会
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

五
三
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現
代
日
本
政
治
小
事
典
に
お
け
る
衆
議
院
と
参
議
院
の
項
目
を
見
て
み
よ
う
（
12
）

。

衆
議
院
：
主
権
者
た
る
国
民
の
関
係
が
、
よ
り
密
接
な
議
院
を
一
般
に
下
院
と
す
れ
ば
、
我
が
国
に
お
け
る
下
院
に
相
当
す
る
議
院

参
議
院
：
衆
議
院
に
対
す
る
第
二
院
。
上
院
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
議
院

と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
辞
書
、
研
究
者
の
レ
ベ
ル
で
も
、
両
院
の
性
格
は
全
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
こ
の
前
提
に
立
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
院
改
革
や
参
院
無
用
論
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
院
の
性
格
や
そ
の
違

い
な
ど
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
の
議
論
は
、
そ
の
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
無
き
に
ひ
と
し
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
衆
議
院
は
ど
の
よ
う
な
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
院
で
あ
り
、
参
議
院
は
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
代
表
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
院
で
あ
る
と
い
っ
た
、
両
院
の
性
格
を
規
定
す
る
根
拠
と
な
る
法
律
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

た
代
表
性
の
観
点
か
ら
両
院
の
性
格
を
事
実
上
決
定
す
る
の
は
、
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
選

挙
制
度
を
採
用
す
る
の
か
が
、
両
院
の
代
表
制
、
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
選
挙
制
度
を
議
決
す
る
の
が
国
会
で
あ
る

か
ら
、
国
会
議
員
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
選
挙
制
度
を
、
ひ
い
て
は
両
院
の
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で

は
両
院
の
本
来
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
の
日
本
政
治
に
お
い
て
両
院
の
政
党
は
ほ

と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
会
議
員
の

自
由
な
意
思
で
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
政
党
の
思
惑
で
選
挙
制
度
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
政
党
の
意
見
が
大
き
く
反
映
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
両
院
の
代
表
制
の
違
い
を
明
確
化
す
る
よ
り
も
、
現
状
の
政
党
、
政
治
家
は
自
ら
の
保
全
を
考
え
て
現
状
議
席
を
維
持

で
き
る
よ
う
な
制
度
へ
変
革
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
き
た
の
で
両
院
の
選
挙
制
度
は
徐
々
に

似
通
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

五
四
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こ
れ
で
は
二
院
制
の
利
点
で
あ
る
慎
重
な
審
議
と
い
う
大
前
提
が
全
く
生
か
さ
れ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
両

院
に
お
け
る
代
表
制
概
念
の
消
失
が
、
二
院
制
議
論
を
混
迷
化
さ
せ
て
い
る
。
両
院
の
性
格
さ
え
厳
格
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

参
院
が
衆
院
の
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
で
あ
る
と
か
、
参
議
院
不
要
論
は
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
両
院
の
存
在
意
義
が
明
確
に
な
る
。
し

か
し
現
状
に
お
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
選
挙
結
果
が
で
た
時
点
で
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の
法
案
に
対
す
る
姿
勢
が
わ
か
る
こ
と
に
な
り
、
両
院

で
議
論
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
極
論
す
れ
ば
代
表
な
き
国
会
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
付
け
を
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
性
格
付
け
を
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

過
去
の
状
況
か
ら
み
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
二
院
制
の
疑
問
が
あ
ま
り
呈
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
参
議
院
は
「
良
識
の
府
」
で

あ
る
と
か
「
職
能
代
表
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
衆
議
院
と
の
差
別
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。
良
識
の
府
と
は
、
参
議
院
の
個
々
の
議
員

が
必
ず
し
も
政
党
な
ど
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
政
権
な
ど
の
権
力
争
い
や
政
党
な
ど
の
組
織
の
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自

ら
の
信
念
に
基
づ
い
て
審
議
や
投
票
行
動
を
行
う
こ
と
で
、
衆
議
院
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

参
議
院
の
全
国
区
で
は
、
そ
う
し
た
知
識
人
や
学
識
経
験
者
な
ど
が
当
選
を
果
た
し
、
会
派
を
結
成
し
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼

ば
れ
て
い
た
（
13
）

。

衆
議
院
選
挙
の
選
挙
区
の
地
域
が
相
対
的
に
小
さ
す
ぎ
る
た
め
に
代
表
と
な
る
だ
け
の
得
票
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
よ
り
大
き

な
選
挙
区
に
な
れ
ば
そ
れ
な
り
の
数
が
期
待
で
き
る
有
権
者
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
職
業
や
業
界
団
体
の
よ
う
な
全
国
に
分
散
さ
れ

て
い
る
組
織
の
場
合
、
全
国
区
の
よ
う
な
形
に
な
る
と
当
選
に
必
要
な
得
票
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
代
表
を
国
会
に
送
り
込
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、「
職
能
代
表
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
選
挙
制
度
に
規
定
さ
れ
た
形
で
、
代
表
制
の
違
い
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
採
用
さ
れ
て
い
た

五
五
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選
挙
制
度
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
担
保
す
る
よ
う
な
法
的
根
拠
で
あ
る
と
か
、
明
記
さ
れ
た
文
言
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
結
果
論
で
は
あ
っ
た
が
、
元
来
、
参
議
院
は
貴
族
院
議
員
の
発
展
形
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
貴

族
院
議
員
の
伝
統
を
生
か
す
措
置
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
ね
じ
れ
国
会
を
想
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ね
じ
れ
た
状
態
で
も
国
政
の
停
滞
を
招
か
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と

し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
が
、
衆
議
院
の
優
越
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
予
算
に
つ
い
て
は
第
六
〇
条
で
、「
参
議
院
で
衆
議
院
と
異

な
っ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
又
は
参
議

院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
っ
た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
〇
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院

の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。」
と
し
て
お
り
、
衆
議
院
の
優
越
を
定
め
て
い
る
。
第
六
一
条
で
は
条
約
に
関
し
て
、
第
六
七
条
で
は

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
つ
い
て
も
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
停
滞
が
そ
の
ま
ま
国
益
の
損
失
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
法
律
案
に
つ
い
て
も
、「
衆
議
院
で
可
決
し
、
参
議
院
で
こ
れ
と
異
な
っ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
で
出
席
議
員
の

三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
時
は
、
法
律
と
な
る
。」（
第
五
九
条
二
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
参
院
の
審
議
が
最
終
的
な

判
断
に
お
い
て
は
必
要
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
院
で
審
議
す
る
こ
と
で
衆
院
の
議
決

が
根
本
か
ら
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
が
、
修
正
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
世
論
に
訴
え
か
け
る
効
果
も
期
待
で
き
る
の
で
、

参
院
の
審
議
結
果
は
そ
れ
な
り
の
政
治
的
効
果
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
衆
議
院
の
優
越
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
審
議
そ
れ
自
体
を
無

駄
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
衆
議
院
の
優
越
は
一
般
に
、
衆
議
院
議
員
の
任
期
が
参
議
院
議
員
よ
り
も
短
い
た
め
に
、
民
意
を
よ
り
反
映
さ
れ
や
す
い
た
め

五
六
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と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。
実
際
解
散
が
あ
る
衆
議
院
は
、
五
五
年
体
制
下
で
は
、
任
期
満
了
、
四
年
の
任
期
を
全
う
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ

り
、
二
年
前
後
で
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
民
意
が
よ
り
反
映
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
衆
議
院
の

優
越
は
、
両
院
の
性
格
を
規
定
し
た
う
え
で
理
由
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
、
両
院
と
も
に
国
民
の
代
表
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

日
本
の
両
院
制
で
は
、
こ
う
し
た
優
越
関
係
を
つ
け
る
こ
と
に
何
ら
か
の
合
理
的
な
根
拠
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い

て
も
日
本
の
両
院
制
の
性
格
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
院
制
を
採
用
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
は
上
院
と
下
院
に
分
か
れ
て
い
る
が
上
院

は
州
の
代
表
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
原
則
、
各
州
か
ら
二
人
代
表
が
選
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
に
は
一
票
の
格
差
は
起
こ
ら

な
い
。
二
院
は
明
確
に
違
う
院
な
の
で
あ
る
。
よ
り
明
確
な
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
貴
族
院
と
庶
民
院
か
ら
な
っ
て
い
る
。

貴
族
院
は
も
と
も
と
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
下
院
の
優
越
が
規
定
さ
れ
て
き
た
。
こ

う
し
た
両
議
院
の
性
格
の
違
い
が
明
確
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
優
越
関
係
を
設
け
る
こ
と
は
必
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
任
期
の
違
い
だ
け
を

根
拠
に
優
越
を
つ
け
る
こ
と
の
正
当
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
、
政
治
的
決
定
を
早
く
す
る
た
め
に
衆
院
に
優
越
を
設
け
て
い
る
と
す
る
考
え
も
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
論
に
従
え
ば
、

現
状
は
参
院
の
力
が
強
す
ぎ
る
た
め
に
決
定
が
遅
れ
た
り
、
決
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
性
格
も
明
確
に
し
な
い

ま
ま
に
、
参
院
に
い
る
国
民
の
代
表
よ
り
も
衆
院
に
い
る
国
民
の
代
表
の
ほ
う
が
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
違
和
感
が

残
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
任
期
に
し
か
論
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

両
院
の
代
表
と
し
て
の
性
格
付
け
を
行
う
こ
と
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
両
院
の
構
成
員
で
あ
る
議
員
が
同
じ
視
点
で
議
論
す
る
よ
う

な
、
両
院
に
共
通
す
る
政
党
の
存
在
は
あ
り
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
異
な
る
代
表
に
よ
る
民
意
の
反
映
が
可
能
と
な

五
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り
、
慎
重
な
審
議
と
い
う
両
院
制
の
メ
リ
ッ
ト
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
採
用
さ
れ
て
か
ら
、
参
議
院
か
ら
衆
議
院
へ
と
鞍
替
え
す
る
議
院
が
増
加
し
て
い
る
。
最
近
の
傾
向
と

し
て
、
地
方
の
首
長
へ
の
転
職
も
目
立
っ
て
い
る
（
15
）

。
両
院
の
性
格
を
明
記
す
る
こ
と
で
、
参
院
か
ら
衆
院
へ
の
鞍
替
え
と
い
っ
た
現
象
も

少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
何
を
代
表
し
て
い
る
の
か
が
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
衆
議
院
選
挙
で
落
選
し

た
候
補
者
が
参
議
院
選
挙
で
立
候
補
し
、
復
活
当
選
を
す
る
と
い
う
、
国
会
議
員
が
国
民
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
超
え
た
現
象
が

当
た
り
前
の
よ
う
に
散
見
さ
れ
る
。
地
域
の
代
表
が
次
の
選
挙
で
は
職
能
代
表
や
知
識
人
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
摩
訶
不
思
議
な
現
象

が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
を
可
能
と
し
て
い
る
の
は
、
国
会
議
員
が
政
党
の
代
表
で
あ
っ
て
、
所
属
政
党
か
ら
す
る
と

選
挙
を
勝
ち
上
が
る
た
め
の
方
策
と
し
て
有
益
だ
か
ら
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
。
政
治
家
個
人
の
実
力
よ
り
も
、
政
党
の
「
駒
」
と
し
て
の

意
味
合
い
の
ほ
う
が
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。
政
治
家
の
側
か
ら
し
て
も
、
こ
の
不
況
下
で
は
想
像
し
に
く
い
恵
ま
れ
た
歳
費
や
待
遇
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
甘
ん
じ
て
受
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
党
議
拘
束
と
い
っ
た
、
個
人
の
意
見
を
認

め
な
い
こ
と
を
政
党
政
治
で
は
当
た
り
前
と
い
う
理
屈
で
説
明
す
る
こ
と
も
ま
た
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。

3
．
選
挙
制
度
の
問
題

前
述
し
た
代
表
制
を
規
定
す
る
も
の
が
選
挙
制
度
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
前
文
で
、「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に

お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、」
と
し
て
日
本
が
代
議
制
民
主
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
選
挙
制
度
に
関
し
て
言

え
ば
、
正
当
に
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
す
な
わ
ち
代
表
を
選
出
す
る
選
挙
の
正
当
性
と
理
解
す
れ
ば
、
制
度
と
代
表
制
の
関

係
の
整
合
性
が
取
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
代
表
か
を
明
確
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
選
出
す
る
選
挙
制
度
を
採
用

五
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す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
当
た
り
前
の
視
点
が
今
ま
で
の
選
挙
制
度
改
革
論
議
に
は
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
五
年
体
制
下
の
日
本
で
は
、
衆
議
院
は
い
わ
ゆ
る
中
選
挙
区
制
、
参
議
院
は
中
・
小
選
挙
区
と
全
国
区
の
併
用
制
が
採
用
さ
れ
て
き

た
。
前
者
は
、
全
国
を
一
二
九
選
挙
区
に
分
割
し
た
も
の
で
、
参
議
院
よ
り
も
相
対
的
に
狭
い
選
挙
区
か
ら
複
数
の
代
表
を
選
ぶ
の
で
地

域
代
表
を
選
ぶ
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
後
者
は
、
都
道
府
県
を
選
挙
区
と
す
る
選
挙
区
制
と
全
国
を
一
選
挙
区
と
す
る
全
国
区

制
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
、
有
識
者
や
職
能
代
表
が
選
ば
れ
や
す
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
後
者
の
選
挙
で
は
組
合
の
代
表

な
ど
の
職
能
代
表
や
有
識
者
な
ど
が
候
補
者
と
し
て
立
候
補
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
程
度
は
代
表
制
概
念
を
有
権
者
も
政
党

も
意
識
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
政
の
多
党
制
化
が
進
み
、
政
党
の
力
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
参
議
院
で
も
政

党
化
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
衆
参
と
も
に
同
じ
政
党
が
候
補
者
を
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
両
院
制
の
利
点
を
完
全
に
活

か
し
き
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
参
議
院
で
一
九
八
三
年
に
全
国
区
に
変
え
て
比
例
代
表
制
を
導
入
す
る
に
至
り
、
か
つ
厳
正
拘
束
名
簿
式
を
採

用
し
た
こ
と
で
参
議
院
の
政
党
化
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
参
議
院
の
政
党
化
は
制
度
的
に
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
い
っ
そ
う
衆
議
院
と
同
一
政
党
に
よ
る
参
議
院
の
支
配
の
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
個
人
の
立
候
補

を
制
限
す
る
こ
と
に
な
り
、
有
識
者
な
ど
の
立
候
補
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
参
議
院
の
存
在
意

義
を
揺
る
が
す
選
挙
制
度
改
正
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
理
念
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
代
表
を
選
出
す
る
た
め
の
制

度
で
あ
る
の
か
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
少
な
く
と
も
有
権
者
の
耳
に
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
（
16
）

。

五
五
年
体
制
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
九
三
年
の
政
治
改
革
は
、
選
挙
制
度
改
革
に
捨
象
さ
れ
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立

制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
選
挙
制
度
が
、
小
選
挙
区
と
中
・
小
選
挙
区
の
対
比
、
一
一
ブ

五
九
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ロ
ッ
ク
の
比
例
代
表
と
全
国
一
区
の
比
例
代
表
と
、
単
に
面
積
の
差
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
両
者
の
代
表
制
の
違
い
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
17
）

。

こ
う
し
た
一
連
の
選
挙
制
度
改
革
で
は
、
ど
の
よ
う
な
代
表
を
衆
議
院
に
送
り
込
め
ば
よ
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
代
表
を
参
議
院
に
送

り
込
め
ば
い
い
の
か
と
い
う
、
最
も
大
事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
ば
ら
ば
ら
の
選
挙
制
度
改
革
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。
単
に
面
積
が
少
し
だ
け
違
え
ば
い
い
と
い
う
だ
け
の
選
挙
制
度
改
革
で
は
、
真
に
代
表
を
選
ぶ
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
違
え
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
衆
院
の
代
表
を
選
ぶ
選
挙
制
度
、
参
院
の
代
表
を
選
ぶ
選
挙
制
度
は
ど
の
よ
う
な

も
の
に
な
る
の
か
を
リ
ン
ク
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
存
の
政
党
に
所
属
す
る
国
会
議
員
が
政
党
の
意
向
を

あ
る
程
度
受
け
た
形
で
決
め
る
制
度
で
は
、
現
状
優
先
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
自
ら
の
政
党
の
存
続
や
成
立
を
目
的
と
す
る
あ
ま
り
、

既
成
政
党
の
配
慮
す
る
形
で
制
度
設
計
を
し
て
い
く
と
、
衆
議
院
の
重
複
立
候
補
と
い
う
よ
う
な
現
職
議
員
に
配
慮
し
た
制
度
で
し
か
も

有
権
者
に
分
か
り
づ
ら
い
よ
う
な
複
雑
な
選
挙
制
度
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
で
、
民
主
党
が
提
案
し
て
い
る
一
部
連
用
制
を
加
味
し
た
選
挙
制
度
は
、
今
ま
で
以
上
に
ど
の
よ
う
な
代
表
を
選
ぶ
の
か
と

い
っ
た
理
念
な
き
制
度
改
革
に
他
な
ら
な
い
。
複
数
の
選
挙
制
度
を
混
合
さ
せ
る
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
代
表
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
少

数
政
党
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
政
党
に
配
慮
す
る
上
で
は
大
変
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
両
院
の
構

成
員
が
多
様
化
し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
り
、
大
政
党
や
既
成
政
党
が
有
利
な
選
挙
制
度
改
革
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
代
表
制
と
い
う
視

点
で
検
討
し
た
場
合
に
は
、
現
状
の
ま
ま
で
も
複
雑
な
制
度
な
の
に
、
シ
ン
プ
ル
を
目
指
す
の
で
は
な
く
連
用
制
の
要
素
を
組
み
込
む
と

い
う
の
は
制
度
の
遊
び
と
も
い
え
る
改
革
案
に
し
か
な
ら
な
い
。
改
革
が
独
り
歩
き
し
て
お
り
、
改
革
を
行
っ
た
と
い
う
言
い
訳
と
野
党

の
賛
成
を
目
的
と
し
た
制
度
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

六
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同
様
に
、
国
会
議
員
が
国
民
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
国
会
議
員
定
数
の
削
減
も
同
様
に
お
か
し
な
提
案
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
主
に
不
況
下
の
世
の
中
に
あ
っ
て
国
会
議
員
を
は
じ
め
政
治
家
の
数
が
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
か
ら
始
ま

り
、
耳
触
り
の
い
い
定
数
削
減
が
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
先
行
し
て
い
く
つ
か
の
地
方
自
治
体
で
は
、
議
員
定
数

の
削
減
が
行
わ
れ
て
い
る
（
18
）

。
議
員
定
数
の
削
減
は
、
代
表
の
削
減
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
民
意
が
議
会
に
反
映
さ
れ
に
く
く
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
状
の
国
会
や
地
方
議
会
が
充
分
国
民
や
住
民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
は
な
は
だ

疑
問
で
あ
る
。
財
政
上
の
見
地
か
ら
だ
け
で
定
数
削
減
を
声
高
に
訴
え
る
の
は
、
国
民
の
声
を
聴
か
な
く
す
る
と
い
う
宣
言
に
聞
こ
え
て

く
る
の
で
あ
る
。
財
政
上
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
い
く
ら
で
も
方
策
は
存
在
す
る
。
歳
費
を
半
額
に
す
れ
ば
、
定
数
を
半
減
と
ま
で
は
い

か
な
い
が
か
な
り
の
定
数
削
減
と
同
様
の
財
政
的
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
な
ぜ
歳
費
の
削
減
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
党
助

成
金
が
導
入
さ
れ
て
以
降
も
、
全
議
員
に
与
え
ら
れ
る
文
書
交
通
維
持
滞
在
費
、
会
派
に
祖
属
す
る
議
員
に
与
え
ら
れ
る
立
法
事
務
費
な

ど
の
政
治
資
金
の
補
助
は
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
削
減
で
き
る
経
費
は
存
在
す
る
。
落
選
す
る
心
配
の
な
い
与
党
幹
部
や
野

党
幹
部
が
決
定
す
る
と
、
自
党
の
若
手
議
員
を
減
ら
す
だ
け
で
「
身
を
切
る
」
こ
と
に
な
り
、
自
ら
の
経
済
状
況
は
堅
持
す
る
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
根
本
的
な
理
念
の
検
討
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
国
民
の
代
表
で
は
な
く
政
党
の
代
表
を
選
ぶ
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
、
有
権
者
も
そ
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ど

の
政
党
を
選
ぶ
の
か
で
は
な
く
、
衆
議
院
で
の
代
表
は
ど
の
政
党
が
自
分
の
考
え
に
近
い
の
か
、
参
議
院
で
の
代
表
と
し
て
は
ど
の
政
党

が
自
分
の
考
え
に
近
い
の
か
を
選
択
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
院
の
違
い
や
代
表
の
違
い
を
無
視
し
て
、
ど
の
政
党
を
選
ぶ
の
か
を
決
め

る
選
挙
で
は
、
二
院
制
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
つ
の
間
に
か
政
党
選
び
が
、
政
策
を
選
ぶ
と
い
う
有
権
者
と
し
て
は
正

し
い
行
動
に
転
換
さ
れ
、
本
質
的
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
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し
た
が
っ
て
、
選
挙
制
度
改
革
は
常
に
両
院
を
意
識
し
て
行
う
べ
き
で
あ
り
、
極
論
す
る
と
同
時
に
行
う
の
が
最
も
好
ま
し
い
。
そ
う

で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
両
院
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
代
表
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
代
表
を
選
ぶ
た
め
の
選
挙
制
度
の
方
法
を

決
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
必
要
な
議
論
は
、
代
表
と
選
挙
制
度
の
整
合
性
に
関
す
る
も
の
が
中
心
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
選

挙
区
の
区
割
り
に
関
し
て
は
不
断
の
検
討
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
選
挙
制
度
は

シ
ン
プ
ル
な
方
が
代
表
制
の
意
味
も
明
確
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
弊
害
は
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
選
挙
制
度
や
選
挙
区
に
関
し
て
は
、
そ
の
長
短
が
議
論
さ
れ
て
き
て
お
り
、
一
定
の
成
果
が
出
て
い
る
。
そ
れ
は
制
度
的
な

問
題
で
あ
っ
て
、
代
表
制
の
問
題
や
有
権
者
の
利
益
と
い
っ
た
よ
り
優
先
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
比
較
し
て
議
論
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
小
選
挙
区
制
は
、
死
票
が
増
大
す
る
と
い
う
欠
点
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
は
有
権
者
の
民
意
が
議
席
数
に
反
映
さ
れ
な
い
と

い
う
民
主
主
義
の
上
で
看
過
し
が
た
い
問
題
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
定
す
る
政
権
の
下
で
政
治
の
決
定
が
早
ま
る
効
果
が
期

待
で
き
る
。
一
方
、
民
意
が
反
映
さ
れ
る
と
す
る
比
例
代
表
制
は
、
少
数
政
党
の
議
席
獲
得
を
許
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
政
権
が
不
安
定

に
な
る
と
い
う
弱
点
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
、
一
長
一
短
が
制
度
に
は
あ
る
の
で
、
そ
の
時
々
の
採
用
国
の
事
情
に
応
じ
て
使
い
分
け
れ

ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
地
域
代
表
の
性
格
が
強
く
出
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
は
職
能
な
ど
の
代
表
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
現
状
で
は
、
日
本
は
両
院
と
も
に
国
民
の
代
表
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
衆
院
は
小
選
挙
区
で
三
〇
〇
な
り
の
議
席
数
と
し
、

参
院
は
全
国
一
区
の
比
例
代
表
と
す
れ
ば
両
院
の
性
格
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
両
制
度
の
端
緒
を
補
完
し
あ
う
こ
と
に
も

つ
な
が
る
。

と
に
も
か
く
に
も
代
表
制
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

・
シ
ン
プ
ル
な
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
こ
と

六
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・
そ
の
上
で
ど
の
よ
う
な
代
表
を
選
ぶ
の
か
を
有
権
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

・
衆
参
で
異
な
る
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
こ
と

・
そ
の
際
に
両
院
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
、
選
挙
制
度
改
革
に
は
最
低
限
必
要
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
現
状
の
政
党
の
議
席
配
分
や
一
票
の
格
差
に
配
慮
す
る
あ

ま
り
、
選
挙
の
本
質
的
な
制
度
の
意
味
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
解
決
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、

民
主
主
義
の
再
生
に
も
、
国
民
の
政
治
離
れ
や
低
投
票
率
化
傾
向
に
も
歯
止
め
を
か
け
る
施
策
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

4
．
お
わ
り
に

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
日
本
の
政
治
制
度
と
り
わ
け
二
院
制
の
問
題
及
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
選
挙
制
度
を
中
心
に
取

り
上
げ
た
。
最
近
の
「
ね
じ
れ
国
会
」
現
象
か
ら
、
近
年
で
は
下
火
と
な
っ
て
い
た
こ
の
問
題
が
再
び
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
一
票
の
格
差
に
対
す
る
違
憲
状
態
と
い
う
最
高
裁
判
決
が
、
衆
参
両
院
に
出
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
た
与
党
案
な
ど

の
選
挙
制
度
改
革
案
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
本
稿
を
書
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
二
院
制
と
選
挙
制
度
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
今
ま
で
の
議
論
の
中
で
は
両
議
論
共
に
あ
ま
り
進
展
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ

れ
な
い
。
本
質
的
な
問
題
や
改
革
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
、
現
状
優
先
的
な
議
論
が
先
行
し
、
理
念
な
ど
の
検
討
が
あ
ま
り
行
わ
れ
て
こ

な
い
印
象
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
政
局
が
混
迷
し
て
結
成
さ
れ
る
新
政
党
も
政
治
理
念
な
ど
の
根
本
的
な
思
想
が
な
く
、
目
先
の
政

策
に
対
す
る
賛
否
や
議
席
の
維
持
ば
か
り
に
目
が
向
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
政
治
理
念
や
哲
学
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
平
時
で

あ
れ
ば
そ
れ
で
も
問
題
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
政
界
再
編
な
ど
の
混
迷
す
る
政
局
で
は
、
こ
う
し
た
理
念
や
哲
学
が
本
来
求
め
ら
れ

六
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な
く
て
は
な
ら
な
い
。

現
実
政
治
に
目
を
向
け
る
と
、「
ね
じ
れ
」
の
問
題
は
、
解
散
総
選
挙
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
連
立
政
権
の
与
党
の
連
立
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
は
当
分
の
間
解
消
さ
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
そ
の
ね
じ
れ
が
原
因
で
日
本
の
政
治
が
停
滞
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
根
本
的
な

解
決
策
を
模
索
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
選
挙
の
勝
ち
負
け
だ
け
で
見
か
け
上
解
決
し
た
と
こ
ろ
で
、
常
に
「
ね
じ
れ
の
恐

怖
」
に
身
を
置
き
な
が
ら
政
治
活
動
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

対
処
療
法
で
は
な
く
、
本
質
的
な
問
題
か
ら
二
院
制
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
そ
う
し
な
い
限
り
日
本
政
治
の
停
滞
は
解
決
さ
れ

な
い
し
、
民
主
主
義
の
危
機
と
も
い
え
る
「
決
ま
ら
な
い
政
治
」
の
状
況
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
恐
れ
さ
え
あ
る
。
そ
の
意
味
で
二

院
制
の
審
議
を
形
骸
化
さ
せ
な
い
こ
と
は
、
日
本
政
治
に
お
い
て
最
優
先
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

二
院
を
全
く
異
な
る
代
表
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
点
か
ら
審
議
を
行
う
こ
と
で
審
議
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
ま
ず
、
両
院
の
性
格
を
明
確
化
し
、
法
律
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
が
明
記
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
性
格
に
合
っ
た
代
表
を
選
ぶ
た
め
の
選
挙
制
度
改
革
を
行
う
。
必
然
的
に
、
両
院
に
共
通
の
政
党
が
で
き
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
対

策
、
配
慮
も
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
五
五
年
体
制
下
に
自
民
党
を
指
し
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
、「C

atch A
ll P
arty

」
は
必
要
な

い
の
で
あ
る
。

選
挙
で
ど
の
よ
う
な
代
表
を
選
ぶ
の
か
が
明
確
化
す
れ
ば
、
有
権
者
の
選
挙
に
対
す
る
意
識
の
変
化
も
期
待
で
き
る
。
知
名
度
だ
け
に

頼
る
よ
う
な
候
補
者
や
そ
れ
を
も
と
に
し
た
政
党
の
選
挙
戦
略
に
も
迎
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
同
様
に
、
二
一
世
紀
以
降
の
日
本
政
治
で

は
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ゼ
（
風
）」
に
よ
っ
て
選
挙
結
果
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
傾
向
が
目
立
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
の
郵
政
選
挙
、

〇
九
年
の
政
権
交
代
選
挙
で
は
そ
れ
ぞ
れ
勝
利
政
党
が
大
勝
し
た
（
19
）

。
小
選
挙
区
制
中
心
の
選
挙
制
度
の
影
響
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
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が
、
そ
れ
だ
け
で
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
当
選
し
た
新
人
議
員
は
、
小
泉
チ
ル
ド
レ
ン
で
あ
る
と
か
小
沢
ガ
ー
ル
ズ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
は

い
る
が
、
こ
れ
ら
新
人
議
員
は
必
ず
し
も
政
治
経
験
や
意
欲
が
高
い
候
補
ば
か
り
で
な
く
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ

う
し
た
傾
向
に
も
歯
止
め
が
か
か
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
ど
の
候
補
者
に
投
票
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
っ
た
指

針
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
西
川
キ
ヨ
シ
元
参
議
院
議
員
の
よ
う
な
例
外
も
少
な
く
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
タ
レ
ン
ト
議

員
と
呼
ば
れ
る
知
名
度
の
み
を
頼
り
に
し
て
政
党
か
ら
誘
わ
れ
た
よ
う
な
議
員
の
中
に
は
、
も
と
も
と
政
治
に
関
心
が
な
く
政
治
活
動
を

ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
と
し
か
思
え
な
い
政
治
家
も
存
在
す
る
。
選
出
基
準
を
明
確
に
す
る
だ
け
で
も
、
こ
う
し
た
候
補
者
選
び
と
当

選
を
抑
止
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。
著
名
人
が
有
権
者
の
誰
を
代
表
す
る
議
員
と
し
て
立
候
補
し
、
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
が
必
要
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
有
権
者
の
信
を
得
て
し
ま
え
ば
、
多
く
の
場
合
、
任
期
を
全
う
す
る
ま
で
リ
コ
ー
ル
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
有
権
者

に
も
そ
の
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
の
だ
が
、
現
状
で
は
選
択
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
言
い
訳
を
許
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

こ
う
し
た
効
果
は
ま
た
、
若
者
を
中
心
と
し
た
低
投
票
率
傾
向
に
一
定
の
抑
止
効
果
を
も
つ
こ
と
に
も
な
る
。
多
く
の
問
題
を
解
決
す

る
な
い
し
は
少
な
く
と
も
一
石
を
投
じ
る
効
果
は
か
な
り
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
何
も
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

原
理
原
則
に
立
ち
返
っ
た
、
き
わ
め
て
基
本
的
な
発
想
で
政
治
制
度
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
政
治
不
信
や
政
治

の
停
滞
、
と
り
わ
け
若
者
の
政
治
離
れ
を
助
長
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
民
主
主
義
の
危
機
そ
の
も
の
を
、
政
治
学
も
抑
止
す

る
方
向
に
導
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
） 

結
局
、
一
九
九
三
年
八
月
九
日
か
ら
九
四
年
四
月
二
八
日
ま
で
の
細
川
政
権
下
と
、
こ
れ
に
続
く
六
月
三
〇
日
ま
で
の
羽
田
政
権
の
間
の
一
一

か
月
の
間
、
自
民
党
は
下
野
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
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（
2
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ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
が
就
任
後
一
〇
〇
日
程
度
で
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
倣
い
、
大
き
な
政
策
転
換
を
伴
う
政
権
交

代
の
慣
ら
し
期
間
と
し
て
、
お
よ
そ
一
〇
〇
日
程
度
は
か
か
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
一
〇
〇
日
間
を
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ハ
ネ
ム
ー
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
3
） 
野
田
内
閣
に
な
っ
て
か
ら
も
、
国
会
で
の
対
応
の
問
題
で
田
中
直
紀
防
衛
大
臣
や
公
職
選
挙
法
違
反
の
疑
い
で
前
田
武
志
国
土
交
通
大
臣
が
参

院
で
問
責
を
受
け
る
な
ど
し
て
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
最
近
で
は
田
中
慶
秋
法
務
大
臣
が
政
治
資
金
規
正
法
違
反
の
疑
い
や
反
社
会
的
勢
力
と
の

交
際
問
題
で
事
実
上
更
迭
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

二
〇
一
一
年
九
月
八
日
に
福
島
に
訪
れ
た
際
に
、
鉢
呂
吉
雄
経
済
産
業
大
臣
が
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
周
辺
の
市
町
村
を
「
死
の
街
」
と
評

し
た
こ
と
、
同
様
に
同
行
記
者
に
対
し
て
ふ
ざ
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
「
放
射
能
を
つ
け
ち
ゃ
う
ぞ
」
な
ど
と
発
言
し
た
と
す
る
問
題
で
、
鉢
呂
氏
は

一
〇
日
に
辞
表
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
失
言
問
題
に
つ
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
失
言
の
内
容
が
微
妙
に
食
い
違
い
、
ど
の
よ
う
な
発

言
を
し
た
の
か
が
報
道
か
ら
も
定
か
で
は
な
い
。「
放
射
能
を
つ
け
ち
ゃ
う
ぞ
」、「
放
射
能
分
け
て
や
る
よ
」
な
ど
で
あ
る
。
些
細
な
こ
と
か
も
し

れ
な
い
が
、
報
道
は
正
確
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
微
妙
な
違
い
は
記
事
の
信
頼
性
を
損
な
う
も
の
に
発
展
し
か
ね
な
い
。

鉢
呂
氏
が
発
言
を
否
定
し
て
い
る
と
も
伝
え
ら
れ
、
事
実
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
5
） 

現
在
の
参
院
の
勢
力
で
は
、
与
党
は
二
四
二
議
席
の
う
ち
九
五
議
席
に
と
ど
ま
り
、
完
全
に
与
野
党
逆
転
現
象
が
起
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
自
公
勢
力
も
一
〇
五
前
後
で
あ
り
、
過
半
数
を
獲
得
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
6
） 

二
〇
〇
七
年
参
院
選
後
に
は
、
自
民
党
が
過
半
数
を
失
い
、
民
主
党
が
第
一
党
に
な
っ
た
た
め
や
は
り
ね
じ
れ
現
象
が
生
じ
た
。
そ
れ
以
前
の

ね
じ
れ
状
況
で
は
、
無
所
属
の
議
員
を
入
党
さ
せ
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
過
半
数
を
維
持
し
て
き
た
。

（
7
） 

時
事
通
信
社
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
発
足
時
の
二
〇
一
〇
年
六
月
こ
そ
支
持
率
四
一
・
二
％
、
不
支
持
率
二
二
・
五
％
と
期
待
感
を
う
か
が
わ

せ
た
が
、
翌
月
に
は
早
く
も
支
持
率
と
不
支
持
率
が
逆
転
し
、
そ
の
後
一
時
持
ち
直
し
た
か
に
見
え
た
が
、
半
年
後
の
一
二
月
に
は
支
持
率

二
一
・
〇
％
、
不
支
持
率
六
〇
・
四
％
と
内
閣
の
危
険
水
域
と
言
わ
れ
る
二
〇
％
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。

（
8
） 

二
〇
一
二
年
六
月
二
六
日
の
消
費
税
増
税
法
案
の
採
決
に
関
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
な
い
こ
と
や
先
に
す
べ
き
こ
と
を
し
て
い
な
い
な
ど
と

の
理
由
で
小
沢
一
郎
グ
ル
ー
プ
や
鳩
山
由
紀
夫
グ
ル
ー
プ
な
ど
か
ら
造
反
者
が
出
た
。
七
月
一
一
日
に
小
沢
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
、
衆
議
院
三
七
名
、

参
議
院
一
二
名
の
計
四
九
名
が
新
党
「
国
民
の
生
活
が
第
一
」
を
結
党
し
た
。

六
六



政
治
制
度
の
再
検
討
（
岩
渕
）

（
一
四
一
五
）

（
9
） 

こ
れ
ま
で
も
、
衆
議
院
で
は
一
九
九
〇
年
衆
院
選
に
つ
い
て
、
九
三
年
一
月
二
〇
日
に
、
参
議
院
で
も
九
二
年
参
院
選
に
つ
い
て
、
九
六
年
九

月
一
一
日
に
違
憲
状
態
で
あ
る
と
の
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 
〇
増
五
減
案
で
一
票
の
格
差
は
解
消
さ
れ
る
が
、
小
選
挙
区
の
う
ち
各
都
道
府
県
に
ま
ず
一
議
席
を
別
枠
で
割
り
当
て
る
、「
一
人
別
枠
方
式
」

は
そ
の
ま
ま
残
る
た
め
に
、
必
ず
し
も
最
高
裁
判
決
に
よ
る
違
憲
状
態
が
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
見
解
も
存
在
す
る
。

（
11
） 

時
事
通
信
社
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
自
民
党
の
政
党
支
持
率
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
は
一
二
・
八
％
で
あ
っ
た
が
、
一
二
年
九
月
は

一
二
・
八
％
と
そ
の
間
上
下
す
る
も
の
の
、
大
き
く
伸
び
て
い
は
い
な
い
。
民
主
党
は
こ
の
間
で
も
一
二
・
六
％
か
ら
七
・
四
％
と
支
持
を
大
き
く
減

ら
し
て
い
る
。
な
お
政
党
支
持
な
し
層
は
六
九
％
と
七
〇
％
近
く
ま
で
増
大
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
最
新
の
一
二
年
一
〇
月
の
支
持
率
で
も
民
主
党
七
・
四
％
、
自
民
党
は
微
増
し
て
一
六
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
） 

内
田
満
編
（
一
九
九
九
）『
現
代
日
本
政
治
小
辞
典
』、
ブ
レ
ー
ン
出
版
（
株
）。
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
の
教
授
陣
を
中
心
に
編
纂
さ
れ

て
い
る
。

（
13
） 

以
下
の
論
文
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

吉
田
武
弘
（
二
〇
〇
八
）「
戦
後
民
主
主
義
と
「
良
識
の
府
」
│
参
議
院
制
度
成
立
過
程
を
中
心
に
│
」、
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
第

九
〇
号
、
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、pp.155-176.

（
14
） 

前
掲
『
現
代
日
本
政
治
小
辞
典
』
の
中
で
は
、

衆
議
院
の
優
越
：
一
定
の
権
能
で
衆
議
院
が
参
議
院
に
優
越
す
る
こ
と
。
上
院
に
対
す
る
下
院
の
優
越
は
、
世
界
の
両
院
制
議
会
の
一
般
原
則
で

あ
る
。

と
表
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

（
15
） 

議
員
の
鞍
替
え
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

岩
渕
美
克
（
二
〇
一
三
）「
補
欠
選
挙
の
研
究
」、
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
政
経
研
究
所

（
16
） 

野
中
俊
彦
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
参
議
院
選
挙
制
度
の
八
三
年
の
改
正
を
、「
す
な
わ
ち
今
回
の
改
正
は
、
膨
大
な
費
用
の
か
か
る
選
挙
制
度

を
改
め
る
と
い
う
点
に
も
っ
ぱ
ら
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
参
議
院
の
特
性
を
生
か
す
た
め
の
選
挙
制
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か

六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
一
六
）

と
い
う
視
点
は
二
の
次
に
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
「
理
念
な
き
改
正
」
を
批
判
し
て
い
る
。

野
中
俊
彦
（
二
〇
〇
一
）『
選
挙
法
の
研
究
』、
信
山
社
、P

.88.
（
17
） 
こ
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

堀
江　

湛
（
一
九
九
三
）「
政
治
シ
ス
テ
ム
と
選
挙
制
度
│
議
院
内
閣
制
と
望
ま
し
い
選
挙
制
度
」、
堀
江
湛
編
『
政
治
改
革
と
選
挙
制
度
』
所
収
、

芦
書
房
、pp.13-58.

（
18
） 

一
九
八
五
年
自
治
省
か
ら
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
推
進
の
方
針
（
地
方
行
革
大
綱
）
の
策
定
に
つ
い
て
」
が
出
さ
れ
、
そ
の
中

で
「
地
方
議
会
の
合
理
化
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
、
地
方
議
会
の
定
数
削
減
が
進
ん
だ
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
効
率

化
な
ど
の
側
面
が
、
単
に
削
減
に
つ
な
が
っ
た
と
の
批
判
な
ど
が
あ
る
。

（
19
） 

二
〇
〇
五
年
総
選
挙
で
は
、
自
民
党
二
九
六
議
席
、
公
明
党
三
一
議
席
で
併
せ
て
三
二
七
議
席
を
獲
得
し
、
全
議
席
の
六
八
％
と
再
可
決
に
必

要
な
三
分
の
二
を
上
回
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
方
〇
九
年
総
選
挙
で
は
、
民
主
党
三
〇
八
議
席
、
社
民
党
や
国
民
新
党
な
ど
を
合
わ
せ
て
三
二
〇
議

席
と
選
挙
直
後
に
は
与
党
系
で
三
分
の
二
を
獲
得
す
る
な
ど
、
大
き
く
振
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

参
考
文
献

堀
江　

湛
編
（
一
九
九
三
）『
政
治
改
革
と
選
挙
制
度
』、
芦
書
房

加
藤
秀
治
郎﹇
翻
訳
﹈（
一
九
九
八
）『
選
挙
制
度
の
思
想
と
理
論
』、
芦
書
房

加
藤
秀
治
郎
（
二
〇
〇
三
）『
日
本
の
選
挙　

何
を
変
え
れ
ば
政
治
が
変
わ
る
の
か
』、
中
公
新
書

野
中
俊
彦
（
二
〇
〇
一
）『
選
挙
法
の
研
究
』、
信
山
社

内
田
満
編
（
一
九
九
九
）『
現
代
日
本
政
治
小
辞
典
』、
ブ
レ
ー
ン
出
版
（
株
）

藤
本
一
美
（
一
九
九
八
）『
米
国
議
会
と
大
統
領
選
挙
』、
同
文
館

藤
本
一
美
（
一
九
九
〇
）『
国
会
機
能
論
』、
法
学
書
院

白
鳥
令
・
阪
上
順
夫
・
河
野
武
司
編
（
一
九
九
八
）『
九
〇
年
代
初
頭
の
政
治
潮
流
と
選
挙
』、
新
評
論

六
八



政
治
制
度
の
再
検
討
（
岩
渕
）

（
一
四
一
七
）

臼
井
貞
夫
（
二
〇
〇
五
）『
政
治
改
革
論
争
史
│
裏
側
か
ら
見
た
「
政
治
改
革
」
│
』、
第
一
法
規

佐
々
木
毅
編
著
（
一
九
九
九
）『
政
治
改
革
一
八
〇
〇
日
の
真
実
』、
講
談
社

西
平
重
喜
（
二
〇
〇
三
）『
各
国
の
選
挙
│
変
遷
と
実
状
│
』、
木
鐸
社

前
田
英
昭
編
著
（
二
〇
〇
二
）『
選
挙
法
・
資
料
』、
高
文
堂
出
版
社

松
尾
尊
よ
し
（
一
九
八
九
）『
選
挙
制
度
成
立
史
の
研
究
』、
岩
波
書
店

渡
辺
重
範
編
著
（
一
九
八
九
）『
選
挙
と
議
席
配
分
の
制
度
』、
成
文
堂

六
九





核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
一
九
）

核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉

信　
　

夫　
　

隆　
　

司

一
．
問
題
の
所
在

3
．
安
保
条
約
改
訂
交
渉
、
特
に
事
前
協
議
条
項
に
関
す
る
交
渉
を
通
じ
、
我
方
は
総
て
の
「
持
込
み
」（IN

T
R
O
D
U
C
T
IO
N

）
は
事
前
協

議
の
対
象
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
、
艦
船
航
空
機
の
「
一
時
的
立
寄
り
」
に
つ
い
て
特
に
議
論
し
た
記
録
も
記
憶
も
な
い
。
こ
の
点
は
ジ
ョ

ン
ソ
ン
大
使
に
よ
る
も
米
側
の
記
録
と
一
致
す
る
。
一
月
二
六
日
の
同
大
使
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
米
側
の
前
記
2
イ
の
解
釈
の
根
拠
は
、
事
前

協
議
に
関
し
、「
事
前
協
議
は
米
軍
及
び
そ
の
装
備
の
日
本
国
内
へ
の
配
備
、
並
び
に
艦
船
航
空
機
が
日
本
の
領
海
及
び
港
へ
入
る
場
合
の
現

行
の
手
続
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
云
う
了
解
事
項
に
あ
り
。
米
側
交
渉
当
事
者
は
、
具
体
的
に
言
及
し
な
く
と
も
こ
れ
が
「
一
時
立

寄
り
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
日
本
側
に
と
っ
て
も
自
明
で
あ
る
と
考
へ
て
い
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
日
本
側
交
渉

当
事
者
は
本
了
解
は
事
前
協
議
条
項
と
地
位
協
定
第
五
条
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
と
解
し
、「
一
時
的
立
寄
り
」
に
関
す
る
も
の
と
は
思
っ

七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
二
〇
）

て
い
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
（
1
）

。

右
に
引
用
し
た
の
は
、
一
九
六
八
年
当
時
、
東
郷
文
彦
外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
長
が
作
成
し
た
「
装
備
の
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協

議
の
件
」（
六
八
年
一
月
二
七
日
）
と
題
す
る
極
秘
文
書
の
一
部
で
あ
る
。
同
文
書
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
の
密
約
に
関
す
る
文
書
の
中
で
、

核
持
ち
込
み
密
約
報
告
対
象
文
書
と
し
て
公
開
さ
れ
た
も
の
だ
。

公
開
当
時
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
注
目
を
集
め
た
文
書
の
ひ
と
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
書
の
欄
外
に
、

六
八
年
一
月
三
〇
日
の
三
木
武
夫
外
務
大
臣
を
皮
切
り
に
、
多
く
の
首
相
・
外
相
が
閲
覧
、
あ
る
い
は
、
こ
の
文
書
を
も
と
に
説
明
を
受

け
た
こ
と
が
手
書
き
で
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
同
時
に
、
こ
の
文
書
に
は
事
前
協
議
に
関
す
る
交
換
公
文
の
解
釈
を
示
す
た
め
の
文
書

で
あ
るR

ecord of D
iscussion

（「
討
議
の
記
録
」
と
し
て
引
用
す
る
）
も
添
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
文
書
の
作
成
者
で
あ
る
東
郷
は
、
後
に
、

外
務
次
官
・
駐
米
大
使
を
務
め
、
戦
後
を
代
表
す
る
大
物
外
務
官
僚
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
文
書
を
一
読
し
て
、
違
和
感
を
持
っ
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
お
お
き
く
ふ
た
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
は
、
核
持
ち
込
み
に
関
し
、
そ
の
意
味
を
つ
め
る
こ
と
な
く
、「
議
論
し
た
記
録
も
記
憶
も
な
い
」
と
記
し
て
い
る
点
だ
。
日

米
安
保
条
約
な
ら
び
に
行
政
協
定
の
改
定
で
は
、
そ
れ
こ
そ
一
言
一
句
、
言
葉
の
使
い
方
が
吟
味
さ
れ
た
。
日
本
側
で
こ
れ
ら
の
問
題
に

関
与
し
た
の
は
外
務
大
臣
以
下
数
名
の
外
務
官
僚
に
過
ぎ
な
い
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
重
要
会
議
に
参
加
し
、
議
事
録
を
作
成
し
、
数
多
く
の

文
書
を
起
案
し
た
の
が
、
当
時
の
外
務
省
安
全
保
障
課
長
で
あ
っ
た
東
郷
で
あ
る
。
核
持
ち
込
み
と
い
っ
た
も
っ
と
も
重
要
な
文
書
の
意

味
に
つ
い
て
、
米
側
と
議
論
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
日
本
側
交
渉
当
事
者
が
、
右
に
引
用
し
た
了
解
（
米
側
の
核
持
ち
込
み
の
考
え
、
つ
ま
り
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
は
事

七
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
二
一
）

前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
）
を
、
地
位
協
定
第
五
条
（
公
の
船
舶
・
航
空
機
の
出
入
国
、
施
設
・
区
域
へ
の
出
入
権
）
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
だ

と
理
解
し
た
と
い
う
点
だ
。
安
保
条
約
改
定
交
渉
の
根
幹
を
な
す
交
換
公
文
お
よ
び
「
討
議
の
記
録
」
を
、
地
位
協
定
に
基
づ
く
米
公
用

船
舶
の
出
入
り
の
問
題
と
理
解
し
た
と
い
う
説
明
に
は
耳
を
疑
う
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
右
の
引
用
文
書
で
は
、
一
見
、
第
三

者
風
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
日
本
側
交
渉
当
事
者
」
に
は
、
東
郷
そ
の
人
も
含
ま
れ
る
と
い
う
か
、
中
心
人
物
だ
。

そ
の
東
郷
が
、
核
の
持
ち
込
み
と
米
公
用
船
舶
の
出
入
り
と
を
同
一
レ
ベ
ル
で
考
え
る
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
有
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

最
初
に
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
核
の
持
ち
込
み
、
お
よ
び
、
在
日
米
軍
基
地
の
日
本
防
衛
以
外
の
作
戦
使
用
に
関
し
て
は
、
安
保
改

定
ま
で
、
米
側
に
は
な
ん
ら
の
法
的
制
約
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
安
保
改
定
に
よ
っ
て
、
事
前
協
議
事
項
と
な
っ
た
。
安
保
改
定
の
ま

さ
に
目
玉
で
あ
る
。
そ
の
形
式
は
、
安
保
条
約
本
文
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
付
属
文
書
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
協

議
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
最
終
的
に
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交

換
公
文
」
と
な
る
。
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
と
は
「
形
式
」
の
意
味
だ
。
た
だ
、
こ
の
形
式
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
（
日
本
側
は
議
定
書
を
主
張
、

米
側
は
交
換
公
文
を
主
張
）
と
、
そ
の
形
式
の
中
身
（
了
解
事
項
）
と
が
絡
み
合
っ
て
、
交
渉
が
続
け
ら
れ
る
。

こ
の
交
換
公
文
は
、
日
米
双
方
が
書
簡
を
確
認
す
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
日
本
側
書
簡
に
は
岸
信
介
首
相
が
署
名
し
、
米
側
書
簡

に
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
Ａ
・
ハ
ー
タ
ー
国
務
長
官
が
署
名
、
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
と
も
呼
ば
れ
る
。

そ
の
核
心
部
分
の
英
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

M
ajor changes in the deploym

ent into Japan of U
nited S

tates arm
ed forces, m

ajor changes in their 

七
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
二
二
）

equipm
ent, and the use of facilities and areas in Japan as bases for m

ilitary com
bat operations to be 

undertaken from
 Japan other than those conducted under A

rticle V
 of the said T

reaty, shall be the subjects 

of prior consultation w
ith the G

overnm
ent of Japan （2

）.

な
お
、
こ
の
交
換
公
文
の
日
本
語
文
も
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
「
討
議
の
記
録
」
が
英
文
で
の
記
録
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

そ
れ
と
の
接
合
性
を
考
え
、
英
文
で
記
し
た
。
こ
の
文
書
は
抽
象
的
で
、
た
と
え
ば
、“M

ajor changes in the deploym
ent into 

Japan of U
nited S

tates arm
ed forces ”

や“m
ajor changes in their equipm

ent ”

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
一
読
し
て
理
解
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
交
換
公
文
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
の
解
釈
文
書
と
し
て
、「
討
議
の
記
録
」
と
い
う
不
公
表
文
書

が
策
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
討
議
の
記
録
」
の
核
心
部
分
は
以
下
だ
。

a. “M
ajor changes in their equipm

ent ” is understood to m
ean the introduction into Japan of nuclear w

eapons, 

including interm
ediate and long-range m

issiles as w
ell as the construction of bases for such w

eapons, and 

w
ill not, for exam

ple, m
ean the introduction of non-nuclear w

eapons including short-range m
issiles w

ithout 

nuclear com
ponents.

b. “M
ilitary com

bat operations ” is understood to m
ean m

ilitary com
bat operations that m

ay be initiated from
 

Japan against areas outside Japan.

c. “P
rior consultation ” w

ill not be interpreted as aff ecting present procedures regarding the deploym
ent of 

七
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
二
三
）

U
nited S

tates arm
ed forces and their equipm

ent into Japan and those for the entry of U
nited S

tates m
ilitary 

aircraft and the entry into Japanese w
aters and ports by U

nited S
tates naval vessels, except in the case of 

m
ajor changes in the deploym

ent into Japan of U
nited S

tates arm
ed forces.

d. N
othing in the E

xchange of N
otes w

ill be construed as requiring “prior consultation ” on the transfer of 

units of U
nited S

tates arm
ed forces and their equipm

ent from
 Japan （3

）.

こ
れ
が
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
密
約
文
書
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
き
た
。
米
側
文
書
に
も
記
載
さ
れ
（
4
）

、
日
本
側
で
も
報
告
対
象
文
書
と

し
て
公
開
さ
れ
た
（
5
）

。

核
持
ち
込
み
密
約
に
関
し
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
有
識
者
委
員
会
の
報
告
書
に

は
、
核
持
ち
込
み
の
謎
に
鋭
く
せ
ま
ろ
う
と
す
る
歴
史
ミ
ス
テ
リ
ー
を
思
わ
せ
る
筆
致
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
（
核
持
ち
込
み
密
約
に
関
す
る

第
二
章
の
筆
者
は
坂
元
一
哉
（
6
）

）。
同
委
員
会
の
副
座
長
を
務
め
た
波
多
野
澄
雄
は
『
歴
史
と
し
て
の
日
米
安
保
条
約
』
を
二
〇
一
〇
年
一
〇

月
に
著
し
、
公
開
さ
れ
た
密
約
文
書
を
駆
使
し
て
、「
密
約
」
の
虚
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
（
7
）

。
さ
ら
に
、
共
同
通
信
編
集
委
員

で
あ
る
と
同
時
に
、
核
問
題
（
こ
の
場
合
に
は
、
核
兵
器
と
核
の
平
和
利
用
の
双
方
を
含
め
て
）
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
太
田
昌
克
は
、

二
〇
一
一
年
一
一
月
、『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』
と
い
う
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
書
を
世
に
送
り
出
し
た
（
8
）

。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
を
研
究
す
る
余
地
は
も
は
や
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
筆
者
な
り
に
、
こ

の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。「
討
議
の
記
録
」
が
密
約
文
書
な
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
、「
討
議
の
記
録
」
の
文
言
の
解
釈
と

い
っ
た
問
題
は
、
当
然
、
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
本
稿
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
が
策
定
さ
れ
る
交
渉
過
程
に
注
目
し
た
い
。

七
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）

た
だ
、
そ
こ
に
は
お
お
き
な
制
約
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
日
米
そ
れ
ぞ
れ
の
公
文
書
は
、
理
由
は
異
な
る
も
の
の
、
す
べ
て
が
公
開
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
側
文
書
の
場
合
に
は
、
不
自
然
な
文
書
の
欠
落
が
見
ら
れ
、
文
書
の
破
棄
や
隠
蔽
を
疑
わ
せ
る
（
9
）

。
米
側

文
書
の
場
合
に
は
、
国
家
安
全
保
障
上
の
理
由
等
に
よ
り
機
密
指
定
が
解
除
さ
れ
て
い
な
い
文
書
が
あ
る
。
核
心
部
分
に
近
づ
け
ば
近
づ

く
ほ
ど
、
そ
の
ケ
ー
ス
が
増
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
参
照
で
き
る
文
書
は
不
完
全
で
あ
り
、
限
ら
れ
る
。

外
務
省
は
、
密
約
問
題
の
調
査
に
当
た
っ
て
、
外
務
省
調
査
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、「
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
報
告

書
」
を
公
開
し
た
（
10
）

。
こ
の
調
査
チ
ー
ム
の
作
業
は
、
密
約
対
象
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
で

は
、
密
約
が
も
し
文
書
と
し
て
残
ら
な
い
口
頭
の
約
束
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
文
書
を
探
し
た
と
こ
ろ
で
、
何
の
意
味
も
な
い
の
で
は
な
い

か
と
の
疑
問
が
生
ま
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
文
書
の
存
否
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
日
米
の
公
文
書
を
も
と
に
、
核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
に
係
る

交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
日
米
の
交
渉
当
事
者
が
核
の
持
ち
込
み
に
関
し
何
を
約
束
し
た
の
か
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
思
う
。
こ
う

し
た
方
法
を
用
い
る
理
由
は
、
密
約
を
示
す
文
書
が
残
ら
な
い
よ
う
、
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
だ
。

対
象
と
す
る
期
間
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
や
「
討
議
の
記
録
」
に
関
す
る
交
渉
が
行
わ
れ
た
一
九
五
八
年
一
〇
月
か
ら
一
九
五
九
年
六
月

ま
で
の
九
ヶ
月
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
期
間
に
絞
り
、
交
渉
当
事
者
が
文
書
に
含
ま
れ
る
字
句
を
ど
の
よ
う
な
意
味
と
と
ら
え
た
の
か
、
交

渉
過
程
全
体
の
把
握
か
ら
理
解
し
よ
う
と
思
う
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
核
持
ち
込
み
を
め
ぐ
る
事
前
協
議
制
度
、
と
り
わ
け
、
第
六

条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
と
、
そ
の
解
釈
を
記
し
た
「
討
議
の
記
録
」
が
、
ど
の
よ
う
に
交
渉
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
先
に
引
用
し
た
東
郷
の
言
を
検
証
し
た
い
。

本
稿
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
安
保
改
定
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
五
八
年
一
〇
月
を
起
点
と
し
、
同
年
末
ま
で
の

七
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
二
五
）

交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
〇
月
四
日
付
米
案
お
よ
び
一
一
月
二
六
日
付
日
本
案
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
が
メ
イ
ン
と
な
る
。
第
三
節

で
は
、
交
渉
が
佳
境
を
む
か
え
る
六
〇
年
三
月
か
ら
五
月
を
中
心
に
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
と
「
討
議
の
記
録
」
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
が
扱

わ
れ
る
。
第
四
節
は
、
交
渉
過
程
を
通
じ
、「
討
議
の
記
録
」
に
つ
い
て
の
日
米
の
合
意
の
有
無
、「
討
議
の
記
録
」
の
意
味
、
地
位
協
定

と
の
関
係
、
密
約
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

二
．
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程

一
〇
月
四
日
付
米
案

五
八
年
一
〇
月
四
日
、
日
米
安
保
条
約
改
定
交
渉
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
。
こ
の
日
、
岸
信
介
首
相
、
藤
山
愛
一
郎
外
務
大
臣
、

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
二
世
駐
日
大
使
の
三
者
が
会
合
し
た
。
こ
の
席
で
、
正
式
な
提
案
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
実
質
的
な
米
案
を
提
示
し
た
（
11
）

。
こ
の
中
に
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

U
nder arrangem

ents m
ade for the com

m
on defense, the U

nited S
tates has the use of certain bases in Japan. 

T
he D

eploym
ent of U

nited S
tates forces and their equipm

ent into bases in Japan and the operational use of 

these bases in an em
ergency w

ould be a m
atter for joint consultation by the Japanese G

overnm
ent and the 

U
nited S

tates G
overnm

ent in the light of circum
stances prevailing at the tim

e （12
）.

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
核
兵
器
に
関
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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（
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二
六
）

第
一
ク
ロ
ー
ズ
﹇
実
質
的
な
第
一
ク
ロ
ー
ズ
の
意
味
で
、
右
の
引
用
文
で
は
第
二
文
﹈
は
核
兵
器
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
米
国
で
は
通
常
兵

器
と
核
兵
器
を
並
列
し
て
い
っ
た
い
を
成
す
も
の
で
あ
る
の
で
核
兵
器
の
み
を
抽
出
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
核
兵
器
と
い
う
字
は

使
っ
て
い
な
い
。
尚
之
は
核
兵
器
の
み
に
関
す
る
了
解
で
あ
っ
て
、
核
兵
器
以
外
に
関
す
る
了
解
は
従
来
通
り
と
す
る
了
解
で
本
案
は
出
来
て

い
る
（
13
）

。

こ
の
文
書
に
は
東
郷
の
印
が
押
さ
れ
、
か
な
ら
ず
し
も
詳
細
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
。
も
う
少
し
詳
し
い
内
容
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

か
ら
国
務
省
に
発
せ
ら
れ
た
こ
の
会
談
の
報
告
電
報
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
た
。

I m
et this m

orning for tw
o hours w

ith K
ishi and F

ujiyam
a. A
t m
eeting I gave them

 text of draft treaty as 

authorized in D
eptel 474 and carefully explained its provisions. I also gave them

 text of form
ula and 

explained our understanding of its provisions, particularly w
ith respect to lim

itations on consultation as set 

forth D
eptel, para 3 （14

）.

前
述
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
テ
キ
ス
ト
と
、
そ
れ
を
米
側
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
説
明
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る

D
eptel 474

と
は
、
九
月
二
九
日
の
国
務
省
発
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
訓
電
で
あ
る
。
こ
の
訓
電
の
核
心
部
分
は
以
下
だ
。

D
uring course negotiations seek confi rm

ation our understanding follow
ing points: 

（A

） T
hat “deploym

ent of 

七
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
二
七
）

U
S
 forces and their equipm

ent into Japan ” refers only to nuclear w
eapons and 

（B

） question of entry into 

Japanese w
aters and ports of U

S
 w
arships carrying nuclear w

eapons shall continue as in past and not fall 

w
ithin consultation form

ula （15
）.

核
兵
器
を
搭
載
し
た
米
軍
艦
が
日
本
領
海
へ
入
る
こ
と
、
お
よ
び
、
寄
港
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
継
続
さ
れ
、
協
議
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
範

疇
外
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
日
本
側
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
は
、
米
国
務
省
編
纂
の

F
R

U
S

（F
oreign

 R
elation

s of th
e U

n
ited

 S
tates

）
で
はnot declassifi ed

（
機
密
指
定
非
解
除
）
と
さ
れ
て
お
り
、R

G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45

に
あ
る
文
書
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
説
明
に
戻
る
と
、D
eptel, para3

と
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
こ
が
核
の
持
ち
込
み
に
関
す
る
説
明
だ
。
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、F

R
U

S

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
電
報
か
ら
見
て
い
こ
う
。

I explained that fi rst operative clause in form
ula on “deploym

ent of U
S
 forces and equipm

ent into bases in 

Japan ” referred specifi cally to introduction of nuclears

﹇2 lin
es of sou

rce text n
ot d

eclassifi ed （
16
）

﹈.

こ
の
イ
タ
リ
ッ
ク
の
と
こ
ろ
が
核
心
部
分
で
あ
り
、
前
述
のR

G
84

で
は
、“A

nd that in other respects present procedures, 

including these for entry into Japanese w
aters and ports of U

. S
. w
arships, w

ould continue to be follow
ed. ”

と
な
っ
て

い
る
（
17
）

。
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
二
八
）

D
eptel 474

ほ
ど
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
米
軍
艦
の
日
本
領
海
へ
入
る
こ
と
、
お
よ
び
、
寄
港
に
関

す
る
現
行
の
手
続
き
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
つ
づ
け
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
軍
艦
（w

arships

）
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
は
、
地
位
協

定
第
五
条
と
の
関
連
か
ら
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。
地
位
協
定
第
五
条
の
公
の
船
舶
等
の
出
入
国
は
か
な
ら
ず
し
も
米
軍
艦
で
あ
る
必
要
は

な
い
。
民
間
の
船
舶
で
あ
っ
て
も
米
国
の
た
め
に
運
航
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
適
用
対
象
に
な
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
がD

eptel 474

を
そ
の
ま
ま
説
明
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
電
報
が
あ
る
。
一
〇
月
二
二
日
付
米
国
大
使
館

（
東
京
）
発
フ
ィ
リ
ピ
ン
米
大
使
館
宛
の
電
報
だ
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
国
務
・
国
防
両
省
交
渉
訓
令

に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
解
釈
文
書
は
、
条
約
案
・
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
と
共
に
、

岸
・
藤
山
に
手
交
さ
れ
て
い
た
。
再
度
、
そ
の
重
要
部
分
の
み
を
引
用
す
れ
ば
、“question of entry into Japanese w

aters and 

ports of U
S
 w
arships carrying nuclear w

eapons shall continue as in past and not fall w
ithin consultation form

ula. ”

で

あ
る
（
18
）

。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
訓
令
に
し
た
が
い
、
間
違
い
な
く
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
解
釈
を
岸
・
藤
山
に
伝
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み

に
、
こ
の
電
報
は
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
米
大
使
館
宛
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
国
務
省
に
も
情
報
と
し
て
送
付
さ
れ
た
。
な
ぜ
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
米

大
使
館
宛
な
の
か
と
い
え
ば
、
米
国
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
一
九
四
七
年
に
米
比
軍
事
基
地
協
定
を
締
結
し
、
こ
の
時
期
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の

要
求
で
、
米
比
間
で
同
協
定
の
改
定
交
渉
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
日
米
安
保
条
約
と
米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
定
交
渉
は
、
パ
ラ

レ
ル
な
関
係
に
あ
っ
た
。

一
〇
月
四
日
の
米
案
提
示
を
受
け
、
日
本
側
も
詳
細
に
内
容
を
検
討
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
程
度
の
検
討
を
終
え
た
一
〇
月
九
日
、

霞
友
会
館
に
お
い
て
、
藤
山
大
臣
、
山
田
久
就
次
官
、
森
治
樹
ア
メ
リ
カ
局
長
、
高
橋
通
敏
条
約
局
長
、
田
中
弘
人
ア
メ
リ
カ
局
次
長
、

八
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
二
九
）

藤
崎
万
里
条
約
局
次
長
、
東
郷
安
全
保
障
課
長
の
七
名
で
、「
日
米
安
全
保
障
に
関
す
る
新
条
約
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
へ
方
」
に
つ
い

て
の
検
討
会
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
の
資
料
で
は
、
核
持
ち
込
み
に
関
し
、「
五
．
米
軍
が
日
本
地
域
以
外
の
戦
闘
行
為
の
為
め
日
本
基

地
を
作
戦
的
に
し
よ
う
す
る
場
合
及
び
核
兵
器
持
込
に
関
し
、
日
本
政
府
と
事
前
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
な
っ
て
い
る
（
19
）

。
米
側

が
提
案
し
た
共
同
協
議
に
対
し
、
日
本
側
は
事
前
協
議
で
臨
む
と
の
方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

一
〇
月
一
三
日
、
東
京
の
米
大
使
館
よ
り
国
務
省
に
宛
て
、
事
務
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
す
る
協
議
の
様
子
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
日
本
側
が
非
公
式
に
確
認
を
求
め
た
点
と
し
て
以
下
が
み
て
と
れ
る
。

4. T
hey referred to proposed agreed understanding on lim

itation of first operative clause to nuclear 

w
eapons, and pointed out that this w

ould have eff ect of very substantially narrow
ing consultation com

m
itm
ent 

in K
ishi-E

isenhow
er com

m
unique and in agreed term

s of reference of S
ecurity C

om
m
ittee. 

（C
om
m
ent: W

e 

replied w
e felt quite certain there w

as no repeat no intent to narrow
 existing practices or com

m
itm
ents （20

）.

）

日
本
側
は
、
実
質
的
な
第
一
ク
ロ
ー
ズ
、
つ
ま
り
、
核
兵
器
に
限
定
す
る
と
の
了
解
案
に
言
及
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
岸
・
ア

イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
五
七
年
六
月
）、
そ
れ
に
、
安
全
保
障
委
員
会
へ
の
委
任
事
項
に
あ
る
協
議
す
る
と
の
約
束
を
、
実
質

的
に
非
常
に
狭
め
て
し
ま
う
と
い
う
影
響
が
あ
る
、
と
指
摘
し
た
と
い
う
。

こ
の
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
は
、「
日
米
両
国
間
の
安
全
保
障
に
関
す
る
現
行
の
諸
取
極
に
つ
い
て
討
議
が
行
わ
れ
た
。
合
衆
国
に
よ
る

そ
の
軍
隊
の
日
本
に
お
け
る
配
備
及
び
使
用
に
つ
い
て
実
行
可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も
協
議
す
る
こ
と
を
含
め
て
、
安
全
保
障
条
約
に
関

八
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巻
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年
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月
）

（
一
四
三
〇
）

し
て
生
ず
る
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
政
府
間
の
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
」
と
あ
る
（
21
）

。
米
軍
の
日
本
に
お
け
る
配

備
に
つ
い
て
、
い
つ
で
も
協
議
で
き
る
し
、
ま
た
、
安
全
保
障
委
員
会
で
協
議
が
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
側
は
、
こ
の
協
議

を
行
う
場
合
を
制
約
し
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
核
兵
器
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
が
協
議
事
項
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
右

引
用
文
の
括
弧
内
に
米
側
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
米
側
は
、
既
存
の
慣
行
あ
る
い
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
狭
め
る
意
図
は
ま
っ
た
く
な
い

と
受
け
取
っ
て
い
る
と
答
え
た
と
い
う
。

一
一
月
二
六
日
付
日
本
案

米
案
が
提
示
さ
れ
た
四
日
後
の
一
〇
月
八
日
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（
警
職
法
）
改
正
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
岸
は
安
保
改
定

を
見
越
し
、
大
衆
運
動
取
締
り
の
た
め
、
警
察
官
の
権
限
を
大
幅
に
強
化
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
だ
、
国
会
内
外
の
警
職

法
改
正
に
対
す
る
抵
抗
は
は
げ
し
く
、
安
保
改
定
交
渉
は
一
時
的
に
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
当
初
、
岸
は
新
条
約
を
五
八
年
末
か
ら

の
通
常
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
が
、
交
渉
は
か
な
り
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
す
る
（
22
）

。
そ
の
間
、
日
本
側
で
は
、
対
案
の
提
示
に

向
け
、
事
務
レ
ベ
ル
で
の
協
議
が
続
け
ら
れ
た
。

一
一
月
二
六
日
、
警
職
法
問
題
で
国
会
紛
糾
後
、
初
め
て
の
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
が
開
か
れ
た
。
こ
の
会
談
で
、
藤
山
は
、
私

案
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
日
本
側
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
提
示
し
た
。

M
ajor changes in the disposition of the U

nited S
tates forces 

（including their equipm
ent

） m
aintained in Japan 

and the use of facilities and areas w
ithin Japan as the bases of m

ilitary operations for purposes other than 
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
三
一
）

the defense of Japan shall be eff ected upon prior consultation w
ith the G

overnm
ent of Japan （23

）.
こ
の
文
書
の
欄
外
に
は
、
手
書
き
で
、「
十
一
月
二
十
一
日
午
後
三
時
│
六
時
大
臣
公
邸
に
於
て
日
本
の
国
内
的
に
は
最
も
都
合
の
い

い
案
或
は
日
本
と
し
て
最
も
強
い
案
と
云
う
こ
と
で
本
案
を
検
討
せ
り
（
大
臣
、
次
官
、
両
局
長
、
両
次
長
、
両
課
長
出
席
）」
と
あ
る
。
東

郷
は
、
改
定
安
保
条
約
が
批
准
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
六
月
、
同
条
約
の
交
渉
過
程
を
綴
っ
た
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉

経
緯
」
と
題
す
る
調
書
を
作
成
し
て
い
る
（
以
下
、
東
郷
調
書
と
し
て
引
用
す
る
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
六
、
十
月
四
日
の
米
側
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
案
に
関
し
て
は
、「
協
議
」
を
「
事
前
協
議
」
に
改
め
る
と
共
に
「
そ
の
時
の
状
況
に
照
ら
し
」
を
削
除
せ
る
他
若
干
の
修
文
を

行
い
、
こ
れ
を
議
定
書
の
形
に
整
へ
た
案
を
作
成
し
た
。」
と
あ
る
（
24
）

。

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
に
つ
い
て
、
藤
山
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
趣
旨
を
説
明
し
た
。

貴
方
案
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
こ
れ
を
議
定
書
の
形
と
し
た
。
実
質
は
貴
方
案
と
同
一
で
あ
る
が
、
前
段
の
表
現
は
、
基
地
使
用
に
関
す
る
第
三

条
の
表
現
と
関
連
し
、
米
軍
の
平
時
駐
留
の
意
味
を
含
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
事
前
協
議
と
し
た
の
は
条
約
本
文
の
協
議
よ
り
重
要
性

を
持
た
し
め
た
る
為
別
の
表
現
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
25
）

。

こ
れ
に
対
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
就
て
は
、
議
定
書
等
の
形
式
は
自
分
は
形
式
と
し
て
は
結
構
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
議
定
書
で
あ
れ
ば
米
議
会
の
批
准
を
求
め
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二
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る
必
要
を
生
ず
る
。
然
し
其
の
内
容
は
批
准
を
求
め
る
性
質
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
米
政
府
と
し
て
は
批
准
を
要
し
な
い
形
と
し
度
い
。
本

件
文
書
は
条
約
の
関
係
文
書
と
し
て
議
会
に
は
送
る
が
批
准
の
対
象
と
は
し
な
い
。
尚
表
現
も
よ
い
様
に
思
ふ
が
、
た
だ
「
日
本
防
衛
以
外
の

目
的
」
と
書
く
よ
り
「
第
何
条
の
目
的
以
外
」
と
し
て
は
ど
う
か
と
思
ふ
（
26
）

。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
中
身
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
逆
に
、
表
現
も
よ
い
よ
う
に
思
う
と
述
べ
る
な
ど
、

肯
定
的
で
あ
る
。

会
談
の
様
子
を
国
務
省
に
報
告
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
電
報
（T

okyo 1115

）
で
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
し
、
き
わ
め
て
楽
観
的
で

あ
っ
た
。
岸
と
藤
山
は
、
新
条
約
に
相
互
性
と
い
う
要
素
を
も
た
ら
す
た
め
、
日
本
が
行
い
う
る
も
っ
と
も
重
要
な
貢
献
が
、
在
日
米
軍

基
地
の
使
用
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
原
則
を
十
分
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
米
側
の
観
点
か
ら
見
て
、

何
ら
お
お
き
な
問
題
は
な
い
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
報
告
し
た
（
27
）

。

F
R

U
S

で
は
、
こ
の
電
報
の
一
部
で
あ
る1 paragraph

（10-1/2 lines

）
がnot declassifi ed

と
な
っ
て
い
る
。R

G
84 Japan; T

okyo 

E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45

に
よ
れ
ば
、
そ
の
部
分
と
は
以
下
だ
。

A
ctually by using phrase “m

ajor changes in disposition, etc. ” Japanese form
ula above 

（w
hich in som

e respects 

seem
s better than our form

ula from
 our view

point

） takes into account strong pitch w
e m
ade that form

ula should 

not rpt not be interpreted as aff ecting present procedures, including those for entry into Japan w
aters and 

ports by U
S
 w
arships and that w

e w
ould expect to be able to use our bases and facilities in Japan for 

八
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
三
三
）

logistical support of our forces. If W
ashington agrees I w

ould like actively to encourage Japanese to propose 

above form
ula they show

ed us but can only do so if I know
 in advance it w

ill be generally acceptable to us （28
）.

日
本
側
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
は
正
式
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
米
側
に
と
っ
て
か
な
り
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
案
で
は
、
米
側
の
意
図
を
察
し
て
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
事
前
協
議
が
行
な
わ
れ
る
場
合
を
「
重
要

な
変
更
」（M

ajor changes
）
に
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
側
の
記
録
に
こ
の
修
正
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
「
討
議
の
記
録
」
へ
と
つ
な
が
る
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

最
後
の
節
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

も
と
も
と
、
米
側
は
核
兵
器
と
通
常
兵
器
を
区
別
し
な
い
で
運
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
一
〇
月
四
日
の
米

案
提
示
の
際
、
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
）、
米
軍
艦
が
日
本
の
領
海
に
入
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
寄
港
す
る
場
合
に
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
核
搭
載
艦
船
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。

こ
の
会
談
を
受
け
、
米
側
で
も
日
本
案
の
検
討
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
、
発
せ
ら
れ
た
の
が
一
二
月
六
日
の
つ
ぎ
の

訓
電
で
あ
る
。F

R
U

S

で
は
、
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
部
分
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

3. A
s you have previously pointed out to Japanese, confi rm

ed understanding on consultation form
ula should 

assure 

（a

） form
ula w

ill not be interpreted as aff ecting present proedures w
ith respect to deploym

ent of U
S
 

forces and equipm
ent in Japan, 

﹇1-1/
2 lin

es of sou
rce text n

ot d
eclassifi ed

﹈ （b

） consultation on Q
T
E
 m
ajor 

八
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
三
四
）

changes in disposition U
N
Q
T
E
 w
ill be confi ned to the introduction of nuclears into Japan （29

）.
こ
のnot declassifi ed

の
部
分
は
、R

G
84 Japan; T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45

に
よ

れ
ば
、“including those for entry into Japanese w

aters and ports by U
S
 w
arships carrying nuclears ”

と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
国
務
省
は
、
再
度
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
は
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
、
日
本
側
に
確
認
す
る
よ
う
に
求

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
日
本
側
が
こ
れ
を
受
諾
し
た
の
か
だ
。

三
．「
討
議
の
記
録
」
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程

三
月
二
〇
日
付
日
本
案

一
一
月
二
六
日
付
日
本
案
が
提
示
さ
れ
て
以
降
、
政
権
与
党
で
あ
る
自
民
党
内
の
派
閥
間
の
意
見
対
立
も
あ
り
、
米
側
と
し
て
は
、
日

本
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
、
交
渉
を
再
開
し
な
い
考
え
で
あ
っ
た
（
30
）

。
党
内
の
混
乱
も
よ
う
や
く
収
束
し
、
五
九
年
三

月
二
〇
日
に
開
か
れ
た
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
で
、
あ
ら
た
め
て
、
日
本
案
が
提
示
さ
れ
た
（
31
）

。

日
本
側
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
（
議
定
書
案
）
の
核
心
部
分
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

M
ajor changes in the disposition of U

nited S
tates forces 

（including those in their equipm
ent

） in Japan and the 

use of facilities and areas as the bases of m
ilitary operations other than those conducted under A

rticle V
 of 

the T
reaty shall be eff ected upon prior consultation w

ith the G
overnm

ent of Japan （32
）.

八
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核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
三
五
）

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
修
文
提
案
（
第
何
条
の
目
的
以
外
）
を
取
り
入
れ
、
内
容
は
一
一
月
二
六
日
案
と
大
差
な
い
。
こ
の
会
談
で
は
、

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
中
身
に
つ
い
て
の
議
論
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
日
本
案
の
形
式
が
議
定
書
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
米
議
会
に
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。
内
容
が
行
政
府
の
専
管
事
項
な
の
で
、

議
会
に
か
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
と
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
議
定
書
に
代
わ
る
交
換
公
文
等
の
方
法
を
研
究
す
る
よ
う
求
め
た
（
33
）

。
ち
な
み

に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
三
日
の
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
で
、
藤
山
は
交
換
公
文
の
形
式
を
受
け
入
れ
る
（
34
）

。

こ
の
時
点
で
、
日
本
側
は
、
新
条
約
・
新
協
定
の
署
名
を
六
月
下
旬
に
完
了
す
る
こ
と
を
目
標
に
交
渉
に
臨
ん
で
い
た
。
六
月
二
日
に

参
議
院
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
新
条
約
の
要
綱
を
発
表
し
、
選
挙
戦
を
有
利
に
戦
い
た
い
と
政
府
は
考
え
て

い
た
。
ま
た
、
七
月
上
旬
に
は
、
岸
の
中
南
米
欧
州
訪
問
旅
行
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
前
に
目
途
を
つ
け
た
か
っ
た
（
35
）

。

三
月
二
八
日
、
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
が
開
か
れ
た
が
、
会
談
録
で
は
行
政
協
定
と
条
約
に
関
す
る
議
論
だ
け
が
扱
わ
れ
、

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
（
36
）

。
た
だ
、
東
郷
調
書
に
は
、
こ
の
会
談
で
、「
⑴
米
軍
の
日
本
出
入
に
関
す
る
現
行
手

続
に
変
更
な
き
こ
と
、
⑵
装
備
は
核
兵
器
の
み
を
指
す
こ
と
、
⑶
撤
退
は
事
前
協
議
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
、
⑷
基
地
使
用
の
事
前
協

議
は
日
本
の
基
地
か
ら
行
わ
れ
る
日
本
外
の
コ
ン
バ
ッ
ト
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
限
る
こ
と
、
の
四
点
」
に
つ
い
て
、
米
側
が
確
認
を
求

め
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。

四
月
八
日
夜
の
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
で
、
懸
案
で
あ
っ
た
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
つ
い
て
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
行
わ
れ
た
（
38
）

。
ま
ず
、

藤
山
は
、
三
月
二
〇
日
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
を
、
あ
ら
た
め
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
提
示
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
藤
山
に
、
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
の
意
味
に
つ
い
て
誤
解
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
を
読
み
上
げ
た
。
三
月
二
八
日
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
が
藤
山
に
話
し
た
内
容
を
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。「
討
議
の
記
録
」
と
の
関
係
か
ら
、
全
四
項

八
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
三
六
）

目
す
べ
て
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

1. F
orm
ula w

ill not rpt not be interpreted as affecting present procedures, w
hich are w

orking quite 

satisfactorily, re deploym
ent of U

S
 forces and their equipm

ent into Japan, including those for entry of U
S
 

m
ilitary aircraft and entry into Japanese w

aters and ports by U
S
 naval vessels.

2. C
onsultation on “m

ajor changes in disposition ” w
ill be confi ned to introduction of nuclear w

eapons into 

Japan. A
s I pointed out on O

ct 4

（E
m
btel 743, O

ct. 5, 1958

）, w
e understand that form

ula w
ould not rpt not, for 

exam
ple, have to apply to introduction of conventional w

eapons, such as m
issiles w

ithout nuclear w
arheads.

3. C
onsultation w

ill not rpt not be necessary for w
ithdraw

al of U
S
 forces from

 Japan, but w
e w
ould expect 

to follow
 present procedures notifying Japanese authorities in advance of such w

ithdraw
als.

4. C
onsultation on m

ilitary operations other than those undertaken under provisions of A
rticle V

 w
ill cover 

only m
ilitary com

bat operations in areas outside Japan undertaken from
 bases in Japan.

F
ujiyam

a said he accepted our understanding and perceived no diffi  culty （39
）.

内
容
的
に
は
、
五
八
年
一
〇
月
四
日
付
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
の
了
解
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
海
軍
艦
船
の
エ

ン
ト
リ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
米
軍
航
空
機
の
エ
ン
ト
リ
ー
も
付
け
加
え
た
。
こ
れ
は
、S

A
C
 fl ights

を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
Ｓ
Ａ
Ｃ

と
は
戦
略
航
空
軍
団
（S

trategic A
ir C
om
m
and

）
の
こ
と
で
、
時
折
、
日
本
上
空
を
通
過
し
て
い
た
戦
略
航
空
軍
団
の
戦
略
爆
撃
機
（
核

八
八



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
三
七
）

搭
載
可
能
）
を
念
頭
に
、
日
本
領
空
に
入
り
、
立
ち
寄
る
こ
と
も
事
前
協
議
の
対
象
で
は
な
い
と
説
明
し
た
の
だ
（
40
）

。

こ
の
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
が
、「
討
議
の
記
録
」
の
原
型
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
四
項
目
あ
る
が
、
藤
山
は
米
側
の
了
解
を
受
け

入
れ
、
な
ん
ら
困
難
は
な
い
と
思
う
、
と
述
べ
た
。

米
軍
の
日
本
の
領
海
へ
の
進
入
あ
る
い
は
寄
港
は
、
米
軍
艦
に
関
し
て
は
、
核
兵
器
も
通
常
兵
器
も
ま
っ
た
く
区
別
し
て
い
な
い
。
こ

の
こ
と
は
す
で
に
藤
山
に
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。「
核
兵
器
を
搭
載
し
た
艦
船
」
と
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
核
搭
載
艦
船
の

寄
港
は
協
議
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

「
討
議
の
記
録
」
ｃ
項
は
、
こ
の
第
一
項
を
受
け
て
策
定
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
順
番
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

ま
た
、「
討
議
の
記
録
」
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
意
味
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
次
節
で
検
討
す
る
。

四
月
二
八
日
午
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
藤
山
・
山
田
と
長
時
間
に
わ
た
り
会
談
し
た
（
41
）

。
日
本
側
は
、
安
保
条
約
と
行
政
協
定
の
改
定
に

関
す
る
文
書
を
す
べ
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
手
交
し
た
。
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
つ
い
て
の
会
談
の
様
子
を
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

国
務
省
に
報
告
し
て
い
る
。

Japanese have also proposed form
ula for consultation virtually sam

e as in E
m
btel 1115, N

ov 28, and have 

accepted in toto

（as indicated in E
m
btel 2076 and subsequently confi rm

 to m
e again

） four points in U
S
 position set 

forth in D
eptel 824, D

ec 7. Japanese form
ula, together w

ith their acceptance of our four-point understanding, 

w
ould seem

 to give us everything w
e insisted on w

ith respect to this m
atter. F

urtherm
ore, they have dropped 

insistence that form
ula be P

rotocol to T
reaty and have agreed to our position that it be contained in 

八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
三
八
）

exchange of N
otes w

hich they w
ill present to D

iet （42
）.

注
目
す
べ
き
は
、D

eptel 824, D
ec 7

に
米
側
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
四
項
目
を
日
本
側
が
そ
っ
く
り
受
け
入
れ
た
、

と
指
摘
し
て
い
る
点
だ
。
こ
のD

eptel 824

に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
紹
介
し
た
。
ま
た
、E

m
btel 2076

は
、
こ
の
節
で
取
り
上
げ
た
。

こ
の
四
項
目
の
米
側
了
解
が
、「
討
議
の
記
録
」
と
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、“they 

﹇K
ishi 

and F
ujiyam

a

﹈ have bought basic substance of our proposal for consultation form
ula ”

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
米
側

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
案
の
基
本
的
な
中
身
、
つ
ま
り
、
全
四
項
目
の
了
解
事
項
を
含
め
、
受
け
入
れ
た
と
の
認
識
で
あ
っ
た
（
43
）

。

四
月
二
八
日
の
藤
山
・
山
田
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
会
談
以
降
、
日
本
側
提
案
を
基
礎
に
、
交
渉
が
進
め
ら
れ
る
。
米
側
で
は
、
他
の

電
報
と
区
別
す
る
た
め
、
安
保
改
定
に
関
す
る
交
渉
の
表
題
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｎ
Ｏ
Ｇ
が
用
い
ら
れ
た
（
44
）

。
こ
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｎ
Ｏ
Ｇ
と
はS

ecurity 

N
egotiations

の
略
称
だ
。S

E
C
N
O
G
 4

が
、“C

onsultation form
ula and com

m
ents thereon ”

で
あ
る
（
45
）

。

米
交
換
公
文
案

日
本
側
正
式
案
が
提
示
さ
れ
て
か
ら
約
一
〇
日
が
経
っ
た
五
月
九
日
、
国
務
・
国
防
両
省
に
よ
る
日
本
案
の
検
討
が
終
了
し
た
（
46
）

。
そ
の

結
果
、
核
持
ち
込
み
に
関
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
て
の
訓
令
は
、F

R
U

S

に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

3. U
nderstanding on form

ula 

（E
m
btel

） should be set forth in exchange of classified letters betw
een 

A
m
bassador M

acA
rthur and F

oreign M
inister F

ujiyam
a. In this regard, point three should be deleted and 

九
〇



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
三
九
）

point four should be expanded to refer to “direct launching ” of com
bat operations and to m

ake clear logistic 

operations are not covered by form
ula.﹇5 lin

es of sou
rce text n

ot d
eclassifi ed （

47
）

﹈

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
す
る
了
解
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
藤
山
と
の
機
密
交
換
公
文
に
す
べ
き
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ー
キ
ン
グ
・

ペ
ー
パ
ー
に
あ
っ
た
四
項
目
の
う
ち
、
第
三
項
目
の
「
米
軍
の
日
本
か
ら
の
撤
退
」
は
削
除
し
、
第
四
項
目
の
戦
闘
作
戦
行
動
は
、
直
接

出
撃
に
言
及
す
る
よ
う
発
展
さ
せ
、
補
給
活
動
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。not declassifi ed

の
部
分

はR
G
84 Japan; T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64

で
明
ら
か
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ

バ
ー
ト
ソ
ン
極
東
担
当
国
務
次
官
補
の
コ
メ
ン
ト
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

C
om
m
ent: W

hile F
ujiyam

a has accepted our fine standing, believe form
al letters desirable to avoid any 

m
isunderstanding w

ith subsequent Japanese governm
ents. H

ave no objection to classifying these letters and 

carefully restricting distribution to avoid any em
barrassing public leaks. A

ppreciate receiving your draft 

language for clearance （48
）.

米
側
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
了
解
に
関
す
る
立
場
を
藤
山
は
明
確
に
受
諾
し
て
い
る
が
、
日
本
の
後
継
内
閣
が
如
何
な
る
誤
解
も
し
な
い

よ
う
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
交
換
公
文
（
書
簡
）
が
望
ま
し
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
そ
の
ド
ラ
フ
ト
を
起
草
す
る
よ
う
促

し
て
い
る
。

九
一
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こ
れ
を
受
け
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
翌
一
〇
日
、
国
務
省
に
返
電
し
た
（
49
）

。
こ
れ
がS
E
C
N
O
G
 13

で
あ
る
（
50
）

。
公
表
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
お
よ

び
日
本
政
府
の
機
密
了
解
事
項
か
ら
交
換
公
文
案
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
公
表
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

M
ajor changes in the disposition in Japan of U

S
 arm

ed forces, including those in their equipm
ent, and the 

use of facilities and areas as bases for m
ilitary com

bat operations other than those conducted under A
rticle 

V
 of the said T

reaty, w
ill be the subject of prior consultation w

ith the G
O
J in the light of circum

stances 

prevailing at the tim
e. C
onsultation w

ill not be required concerning the w
ithdraw

al of U
S
 arm

ed forces and 

their equipm
ent from

 Japan. H
ow
ever, the U

S
 w
ould expect to follow

 the present procedure of notifying the 

G
O
J in advance of such w

ithdraw
als （51

）.

一
〇
月
四
日
付
米
案
に
あ
っ
た
「
そ
の
時
の
状
況
に
照
ら
し
」
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
に
あ
っ
た
第
三
項
目

の
米
軍
の
撤
退
は
、
公
表
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
政
府
の
了
解
事
項
は
つ
ぎ
の
三
項
目
と
な
っ
た
。

（1

） C
onsultation w

ill not be interpreted as affecting present procedures, w
hich are w

orking quite 

satisfactorily, regarding the deploym
ent of U

S
 forces and their equipm

ent into Japan, including those for 

the entry of U
S
 m
ilitary aircraft and the entry into Japanese w

aters and ports by U
S
 naval vessels.

（2

） C
onsultation on “m

ajor changes in disposition ” w
ill be confi ned to introduction of nuclear w

eapons into 

九
二



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
四
一
）

Japan and w
ill not for exam

ple, apply to the introduction of conventional w
eapons, such as m

issiles w
ithout 

nuclear w
arheads.

（3
） C

onsultation on m
ilitary operations other than those undertaken under provisions of A

rticle V
 w
ill cover 

only the direct launching of m
ilitary com

bat operations to areas outside Japan undertaken from
 bases in 

Japan （52
）.

こ
の
三
項
目
が
不
公
表
交
換
公
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
53
）

。

「
討
議
の
記
録
」
で
の
決
着

五
月
一
一
日
午
後
、
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
が
行
わ
れ
た
。
会
談
内
容
を
報
告
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
電
報
で
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ

ラ
に
関
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
54
）

。
こ
の
部
分
は
、F

R
U

S

で
はnot declassifi ed

だ
（
55
）

。

R
e consultation form

ula, I gave him
 on personal basis revised version as per E

m
btel 2357, m

aking clear 

（D
eptel 1677

） that it did not rpt not yet have fi nal W
ashington approval. I also gave him

, w
ith appropriate 

explanations, the proposed text of classifi ed E
xchange of N

otes

（S
E
C
N
O
G
 13 （56

）
）.

こ
れ
に
よ
る
と
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
藤
山
に
、
適
切
な
説
明
を
施
し
な
が
ら
、
前
述
のS

E
C
N
O
G
 13

（
機
密
交
換
公
文
案
）
を
手
交
し

九
三
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た
こ
と
に
な
る
。
核
持
ち
込
み
の
核
心
部
分
、
つ
ま
り
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
お
よ
び
核
搭
載
米
軍
機
の
一
時
立
寄
り
は
、
事
前
協

議
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
藤
山
は
知
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
五
月
一
四
日
の
山
田
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
状
況
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
日
、
山
田
は
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

次
に
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
付
、
大
臣
は
秘
密
了
解
な
し
を
強
く
希
望
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
全
く
非
公
式
に
討
議
の
素
材
と
し
て
二
三
の
ペ
イ

パ
ー
を
お
示
し
す
べ
し
。

別
紙
二
は
、
右
の
趣
旨
よ
り
公
表
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
核
兵
器
を
メ
ン
シ
ョ
ン
せ
る
も
の
で
あ
る
。
又
撤
退
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
明
に
す
る

為deploym
ent into

と
し
、m

ajor changes

は
止
め
て
い
る
（
57
）

。

藤
山
が
機
密
交
換
公
文
案
に
難
色
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
非
公
式
の
討
議
の
素
材
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

こ
こ
に
い
う
「
核
兵
器
を
メ
ン
シ
ョ
ン
せ
る
も
の
」
と
は
何
か
。
日
本
側
が
用
意
し
た
公
表
交
換
公
文
案
で
あ
る
別
紙
二
は
、
以
下
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

“T
he deploym

ent into Japan of U
nited S

tates arm
ed forces other than the entry of such forces by w

ay of 

routine m
ovem

ents, the introduction of nuclear w
eapons into Japan, and the use of facilities and areas in 

Japan as bases for m
ilitary com

bat operations to be directly launched to areas outside Japan shall be the 

九
四



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
四
三
）

subjects of prior consultation w
ith the G

overnm
ent of Japan （58

）. ”
核
持
ち
込
み
問
題
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、
日
本
政
府
と
の
事
前
協
議
の
主
題
は
、
通
常
の
移
動
と
し
て
の
米
軍
の
エ
ン
ト
リ
ー
以
外

の
米
軍
の
日
本
へ
の
配
置
、
そ
れ
に
、
核
兵
器
の
日
本
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
「
通
常
の
移
動
と
し

て
の
米
軍
の
エ
ン
ト
リ
ー
」
は
、
第
七
艦
隊
の
入
港
が
前
提
と
さ
れ
、
後
者
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
核
兵
器
を
陸
上
に
保
管
し

た
り
、
設
置
す
る
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

た
だ
、“the introduction of nuclear w

eapons into Japan ”

を
入
れ
て
公
表
す
れ
ば
、
野
党
側
が
き
び
し
く
追
求
し
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
か
ら
考
え
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
は
一
時
的
な
寄
港
や
立
ち
寄
り
も
含
ま
れ
る
、
と
説
明
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、「
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
作
成
の
経
緯
」
と
い
う
報
告
対
象
文
書
で
は
、
こ
の
日
の
会
談
で
、「
秘
密
了
解
は

内
容
は
国
会
等
で
は
そ
の
儘
発
表
し
て
差
支
え
な
い
が
、
そ
の
文
書
の
み
が
秘
密
で
あ
る
旨
了
解
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
（
59
）

。

こ
の
会
談
か
ら
一
週
間
ほ
ど
し
た
五
月
二
〇
日
の
山
田
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
で
、
日
本
側
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
へ
の“the 

introduction of nuclear w
eapons into Japan ”

の
挿
入
を
撤
回
し
た
と
思
わ
れ
る
（
60
）

。
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
つ
い
て
、
山
田
が
つ
ぎ
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
か
ら
だ
。

次
官　

次
に
移
り
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
付
お
話
し
度
し
。

（
別
紙
二
及
び
三
を
提
示
）

九
五
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（
右
に
関
す
る
応
酬
に
於
て
、
次
官
よ
り
別
紙
二
は
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
核
兵
器
及
び
基
地
の
作
戦
使
用
の
二
問
題
に
限
定
し
、
最
小
限
に
止
め

ん
と
す
る
も
の
な
る
こ
と
、
別
紙
三
は
本
文
にdeploym

ent into

を
加
へ
る
と
共
に
米
側
に
ミ
ー
ト
す
る
為
め
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
出
入
の
手

続
及
び
ユ
ニ
ッ
ツ
の
撤
退
に
言
及
せ
る
も
の
な
る
こ
と
。
作
戦
使
用
に
関
し
、directly launching

様
な
ミ
リ
タ
ン
ト
な
諸
点
を
述
べ
、
其

の
場
の
思
付
で
は
、
本
文
は
Ａ
案
を
採
り
、
了
解
は
Ｂ
案
⑴
⑵
を
加
へ
、
且direct launching

に
関
す
る
表
現
は
考
へ
た
上
本
文
に
置
く
こ

と
を
考
へ
て
は
ど
う
か
と
思
ふ
が
、
更
に
よ
く
考
へ
て
見
度
し
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
61
）

。）

こ
の
別
紙
二
と
三
の
核
心
部
分
は
以
下
で
あ
る
。

別
紙
二　
（D

raft F
orm
ula A

）

M
ajor changes in the equipm

ent of U
nited S

tates arm
ed forces in Japan and the use of facilities and areas 

as bases for m
ilitary com

bat operations other than those conducted under A
rticle V

 of the said T
reaty, that 

m
ay be undertaken by U

nited S
tates arm

ed forces from
 such bases to areas outside Japan, shall be the 

subjects of prior consultation w
ith the G

overnm
ent of Japan.

別
紙
三　
（D

raft F
orm
ula B

）

T
he deploym

ent into Japan of U
nited S

tates arm
ed forces other than the entry by w

ay of routine m
ovem

ents 

of such forces, m
ajor changes in their equipm

ent, and the use of facilities and areas as bases for m
ilitary 

九
六



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
四
五
）

com
bat operations other than those conducted under A

rticle V
 of the said T

reaty, shall be the subjects of 

prior consultations w
ith the G

overnm
ent of Japan （62

）.

“the introduction of nuclear w
eapons into Japan ”

な
る
字
句
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

五
月
一
四
日
と
二
〇
日
の
山
田
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
の
経
緯
を
知
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
核
持
ち
込
み
問
題
を
明
ら
か
に
で
き
る

核
心
部
分
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
で
は
な
く
、
山
田
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
に
な
っ
た

か
と
い
え
ば
、
藤
山
が
ベ
ト
ナ
ム
と
の
賠
償
協
定
調
印
の
た
め
、
五
月
一
二
日
か
ら
一
九
日
ま
で
、
東
京
を
離
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
山
田

と
藤
山
は
緊
密
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
交
渉
の
重
要
な
時
期
の
外
務
大
臣
不
在
は
、
密
約
の
真
相
を
さ
ら
に
わ
か

り
に
く
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
米
側
で
も
慎
重
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
務
省
発
東
京
大
使
館
宛
の
五
月
二
二
日
付

け
の
電
報
が
あ
る
（D

eptel 1786 （63
）

）。
こ
れ
は
、
安
保
改
定
交
渉
を
扱
っ
た
文
書
に
し
て
は
、
め
ず
ら
し
くT

op S
ecret

扱
い
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
電
報
の
中
で
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
す
るE

m
btel 2420

と
い
う
東
京
発
国
務
省
宛
の
電
報
部
分
がnot declassifi ed

で
あ

る
。
電
報
番
号
と
そ
の
他
の
内
容
か
ら
見
て
、
一
四
日
の
山
田
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
を
受
け
た
一
五
日
の
電
報
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
五
月
一
五
日
付
の
東
京
発
国
務
省
宛
の
電
報
にw

ithdraw
al notice

が
入
っ
て
お
り
、
電
報
番
号
は
記
載
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、E

m
btel 2420

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
核
持
ち
込
み
密
約
に
関
す
る
日
米
双
方
の
文
書
の
追
求
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ

で
終
了
す
る
。

六
月
に
入
っ
て
か
ら
の
交
渉
の
様
子
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
東
郷
調
書
に
よ
る
と
、
六
月
一
〇
日
、
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー

九
七
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サ
ー
会
談
、
そ
れ
に
、
山
田
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
者
の
会
談
で
、「
討
議
の
記
録
」
と

な
っ
た
経
緯
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

不
公
表
交
換
公
文
の
問
題
は
、
先
づ
今
回
の
交
渉
に
際
し
て
秘
密
文
書
を
残
す
こ
と
は
飽
く
迄
避
け
る
要
あ
り
と
の
根
本
問
題
あ
る
に
加
へ
、

内
容
の
四
点
は
当
初
よ
り
口
頭
で
了
解
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
は
謂
へ
、
特
に
日
本
の
施
設
区
域
の
作
戦
的
使
用
に
就
て
の
先
方
文
案
の

表
現
は
従
来
の
了
解
を
更
に
制
限
し
た
か
の
疑
念
を
残
す
も
の
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
形
式
の
問
題
に
就
て
は
、
偶
々
沖
縄
等
に
関
し
「
討
議
の

記
録
」
と
い
う
形
の
文
書
を
残
す
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
の
を
利
用
し
、
六
月
十
日
の
次
官
米
大
使
の
会
談
に
お
い
て
本
件
も
「
討
議
の
記

録
」
と
す
る
こ
と
を
提
案
し﹇
た
（
64
）

﹈

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
米
側
が
、
あ
ら
た
め
て
、“in the light of circum

stances prevailing at 

the tim
e ”

と
い
う
字
句
を
交
換
公
文
（
公
表
）
に
入
れ
る
よ
う
要
請
し
た
た
め
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
応
酬
が
中
心
で
あ
っ
た
（
65
）

。
結
局
、
六
月

二
〇
日
、
米
側
は
こ
の
字
句
の
削
除
に
応
じ
る
（
66
）

。
こ
れ
で
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
、
そ
れ
に
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
解
釈
で
あ
るR

ecord of 

D
iscussion

の
協
議
は
す
べ
て
終
了
し
た
（
67
）

。
ま
た
、
討
議
の
記
録
は
条
約
よ
り
も
前
の
日
付
と
し
、
署
名
地
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
は
し
な
い
、

と
い
っ
た
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
（
68
）

。
外
務
省
に
残
さ
れ
たR

ecord of D
iscussion

で
は
、
署
名
日
が
六
〇
年
一
月
六
日
、
署
名
地

はT
okyo

と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
も
六
〇
年
一
月
一
九
日
の
安
保
条
約
署
名
に
い
た
る
ま
で
、R

ecord of D
iscussion

の
痕
跡
は
米
側
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
五
九
年
一
二
月
一
六
日
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ａ
・
フ
ィ
ア
リ
ー
在
京
米
大
使
館
一
等
書
記
官
が
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｌ
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
国
務

九
八
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省
日
本
部
長
に
あ
て
た
書
簡
に
は
、“T

he R
ecord of D

iscussion on the consultation form
ula w

ould be classifi ed C
onfi dential. ”

と
あ
り
、
討
議
の
記
録
を
ど
の
機
密
指
定
に
す
る
か
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
69
）

。F
R

U
S

に
も
、R

ecord of D
iscussion P

repared by the 

E
m
bassy in Japan

と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
け
の
文
書
が
あ
り
、
中
身
はnot declassifi ed

と
な
っ
て
い
る
（
70
）

。
た
だ
文
書
は
四
頁
あ
る
と

あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
頁
が
付
属
文
書
で
あ
る
と
い
う
。Record of D
iscussion

は
、
日
本
側
に
残
さ
れ
た
記
録
で
は
二
頁
で
あ
る
の
で
、

そ
の
他
の
二
頁
に
何
が
記
さ
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

四
．
考
察

討
議
の
記
録
に
関
す
る
議
論
・
合
意
は
な
か
っ
た
の
か

冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
東
郷
は
、「
安
保
条
約
改
訂
交
渉
、
特
に
事
前
協
議
条
項
に
関
す
る
交
渉
を
通
じ
、
我
方
は
総
て
の
「
持

込
み
」（IN

T
R
O
D
U
C
T
IO
N

）
は
事
前
協
議
の
対
象
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
、
艦
船
航
空
機
の
「
一
時
的
立
ち
寄
り
」
に
つ
い
て
特
に

議
論
し
た
記
録
も
記
憶
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
（
71
）

。
問
題
は
、
東
郷
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
当
に
核
持
ち
込
み
を
米
側
と
議
論
し
た
こ
と

が
な
か
っ
た
の
か
で
あ
る
。

安
保
改
定
に
い
た
る
国
会
論
議
を
見
る
か
ぎ
り
、
わ
が
国
へ
の
核
の
「
持
ち
込
み
」
の
中
に
は
、
米
の
核
搭
載
艦
船
・
航
空
機
の
一
時

寄
港
・
立
寄
り
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
政
府
は
認
め
て
い
た
（
72
）

。
岸
は
じ
め
、
政
府
は
、
そ
の
よ
う
な
国
会
答
弁
を
繰
り
返
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
内
容
の
条
約
な
り
了
解
な
り
を
米
側
と
公
に
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
も
し
密
約
を

交
わ
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
絶
対
に
秘
匿
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

米
側
か
ら
見
れ
ば
、
旧
安
保
条
約
下
で
は
、
日
本
へ
の
核
の
持
ち
込
み
に
と
く
に
制
約
が
課
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
実
際
に
は
、
米

九
九
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側
は
核
の
「
持
ち
込
み
」
に
は
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
被
爆
国
で
あ
る
日
本
の
国
民
感
情
を
考
慮
し
、
日
本
に
核
戦
略
部

隊
を
配
置
す
る
、
あ
る
い
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
や
Ｉ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
と
い
っ
た
攻
撃
核
兵
器
を
持
ち
込
む
、
つ
ま
り
、
日
本
の
基
地
に
核
兵
器
を
恒
常

的
に
配
備
す
る
こ
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
73
）

。
し
た
が
っ
て
、
米
側
のintroduction

か
ら
、
一
時
寄
港
・
立

寄
り
（entry
）
は
も
と
も
と
除
か
れ
て
い
た
。
米
側
に
し
て
み
れ
ば
、
核
を
積
ん
だ
ま
ま
米
艦
船
が
米
軍
基
地
に
入
港
す
る
こ
と
、
あ
る

い
は
、
米
航
空
機
が
核
を
搭
載
し
た
ま
ま
立
寄
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
米
の
核
の
持
ち
込
み
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
、
つ
ま
り
、
日
本
側
は
す
べ
て
の
核
持
ち
込
み
が
事
前
協
議
の
対
象
、
米
側
は

寄
港
・
立
寄
り
を
事
前
協
議
か
ら
除
外
す
る
、
と
い
う
日
米
間
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
東
郷
の
言
う
よ

う
に
、
日
米
双
方
と
も
こ
の
問
題
に
深
入
り
せ
ず
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
は
、
こ
れ
ま
で
の

分
析
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
五
八
年
一
〇
月
四
日
、
訓
令
に
し
た
が
い
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
関
す
る
米
案
を
提
示
し
た
。
核
搭
載
艦
船
の
一
時

寄
港
は
こ
れ
ま
で
通
り
続
け
ら
れ
、
協
議
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
こ
の
訓
令
に
違
反
し
、
あ
い
ま
い

に
説
明
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

五
九
年
に
入
り
、
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
、
安
保
改
定
交
渉
は
本
格
化
す
る
。
日
本
側
が
条
約
へ
の
署
名
を
六
月
下
旬
ま
で
に
終
わ
ら

せ
た
い
と
し
た
か
ら
だ
。
四
月
八
日
の
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
に
お
い
て
、
米
側
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
が
藤
山
に
手
交
さ
れ
た
。

こ
の
ペ
ー
パ
ー
で
は
、
ま
ず
、
大
前
提
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
現
行
の
手
続
き
に
影
響
す
る
と
は
解
さ
れ
な
い
、
と
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
現
行
の
手
続
き
は
う
ま
く
い
っ
て
お
り
、
米
側
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
具
体
例
と

し
て
、
米
軍
航
空
機
の
エ
ン
ト
リ
ー
と
、
米
海
軍
艦
船
の
日
本
領
海
へ
の
進
入
・
寄
港
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
第
七

一
〇
〇
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艦
隊
の
寄
港
、
あ
る
い
は
、
戦
略
航
空
軍
団
の
日
本
上
空
通
過
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
れ
ら
は
、
安
保
改
定
後

も
影
響
を
受
け
な
い
と
藤
山
に
説
明
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
米
側
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
通
じ
、
藤
山
に
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
や
核
搭
載
航
空
機
の
一
時
立
ち
寄
り
は
、
核
の

「
持
ち
込
み
」
に
は
あ
た
ら
ず
、
従
来
通
り
の
手
続
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
藤
山
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
。

本
稿
で
、
頻
繁
に
引
用
し
たR

G
84

の
文
書
群
と
「
米
基
地
権
の
日
本
本
土
と
琉
球
諸
島
に
お
け
る
比
較
」
と
い
う
文
書
に
つ
い
て
付

言
し
て
お
き
た
い
。R

G
84

で
は
、
他
の
文
書
群
でnot declassifi ed

と
な
っ
て
い
る
部
分
の
多
く
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者

で
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
め
ぐ
る
交
渉
の
経
緯
、
そ
れ
に
、「
討
議
の
記
録
」
も
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
ふ
た
つ
の
文
書
（
群
）
に
は
共
通
の
特
徴
が
あ
る
。R

G
84

の
文
書
はN

N
D
959026

で
あ
り
、「
米
基
地
権
の
日
本
本
土
と
琉
球

諸
島
に
お
け
る
比
較
」
はN

N
D
947026

だ
。
こ
の
Ｎ
Ｎ
Ｄ
と
は
、D

eclassifi cation P
roject N

um
ber

と
い
う
機
密
指
定
解
除
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
番
号
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
通
常
、
最
初
の
ふ
た
つ
の
数
字
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
年
と
い
わ
れ
る
。
右
の
Ｎ
Ｎ
Ｄ

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
九
五
年
の
九
〇
二
六
と
一
九
九
四
年
の
七
〇
二
六
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
一
年
九
月
、
当
時
の
ジ
ョ
ー

ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
は
、
海
上
配
備
の
戦
術
核
ミ
サ
イ
ル
の
撤
去
を
発
表
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
七
艦
隊
が
核
を
搭
載
し
た
ま
ま

寄
港
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
影
響
も
あ
っ
て
か
、
機
密
指
定
解
除
の
審
査
が
、
そ
れ
以
前

よ
り
も
、
ゆ
る
や
か
に
実
施
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

「
討
議
の
記
録
」
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か

第
一
節
に
記
し
た
「
討
議
の
記
録
」
は
、
交
渉
の
経
緯
を
理
解
せ
ず
に
読
ん
で
も
、
い
さ
さ
か
意
味
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
来
、

一
〇
一
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交
換
公
文
の
解
釈
と
し
て
作
成
さ
れ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。「
討
議
の
記
録
」
を
仔

細
に
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
ａ
項
を
見
る
と
、「
米
軍
装
備
の
重
要
な
変
更
」
と
は
核
兵
器
の
日
本
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
と
解
さ
れ
る
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
中
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
や
そ
の
基
地
建
設
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
分
析
し
た
文
書
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
に

い
た
る
ま
で
、
通
常
兵
器
と
し
て
の
ミ
サ
イ
ル
は
出
て
く
る
も
の
の
、
具
体
的
に
、
中
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
や
そ
の
基
地
建
設
は
登
場
し
な

い
。
こ
れ
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
記
述
が
、「
米
基
地
権
の
日
本
本
土
と
琉
球
諸
島
に
お
け
る
比
較
」
に
見
ら
れ
る
。

Japan ’s objective w
as to preclude unilateral introduction of nuclear w

eapons, and strategic m
issiles are 

encom
passed, irrespective of the types of w

arhead, because of their potential for nuclear w
arfare. A

ll non-

nuclear w
eapons, including such possible “m

ajor changes ” as the introduction of biological w
eapons, are 

exem
pt from

 the consultation agreem
ent, but the U

nited S
tates w

ould no doubt consult inform
ally before 

m
aking any such “m

ajor change （74
）. ”

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
核
兵
器
お
よ
び
戦
略
ミ
サ
イ
ル
を
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
が
核
戦
争
に
巻
き

込
ま
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
こ
と
を
日
本
側
は
懸
念
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
戦
略
ミ
サ
イ
ル
、
つ
ま
り
、
中
長
距

離
ミ
サ
イ
ル
と
核
兵
器
と
を
並
べ
る
形
で
ａ
項
が
組
み
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ｂ
項
は
、
戦
闘
作
戦
行
動
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
最
終
的
な
交
換
公
文
に
も
、
米
軍
隊
の
日
本
へ
の
配
置
・
装
備
に
お
け
る

一
〇
二
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重
要
な
変
更
、
戦
闘
作
戦
行
動
、
事
前
協
議
が
順
番
に
登
場
す
る
。
用
語
解
説
あ
る
い
は
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ

う
な
装
い
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
解
釈
規
定
の
形
式
と
し
て
は
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ａ
項
と
ｃ
項
の
間
に
ｂ
項
が
挿
入
さ

れ
た
こ
と
で
、
核
兵
器
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

ｃ
項
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
事
前
協
議
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
、
事
前
協
議
と
は
何
か
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事

前
協
議
の
対
象
と
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
を
ふ
た
つ
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
事
前
協
議
は
「
現
行
の
手
続
き
」
に
影
響
し
な
い
と
あ
る
。
そ
し

て
、
影
響
し
な
い
手
続
き
と
は
、
ひ
と
つ
が
（
重
要
と
ま
で
は
い
か
な
い
）
米
軍
と
そ
の
装
備
の
日
本
へ
の
配
置
に
関
す
る
手
続
き
で
あ
り
、

他
は
米
軍
航
空
機
の
エ
ン
ト
リ
ー
と
米
海
軍
艦
船
に
よ
る
日
本
の
領
海
お
よ
び
港
へ
の
エ
ン
ト
リ
ー
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
合
衆
国
軍
隊

の
日
本
国
へ
の
配
置
に
お
け
る
重
要
な
変
更
」（「
重
要
」
が
追
加
さ
れ
て
い
る
）
は
、
事
前
協
議
の
対
象
外
で
は
な
い
（
つ
ま
り
、
対
象
で
あ

る
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
討
議
の
記
録
」
の
ａ
項
と
ｃ
項
を
切
り
離
し
、
さ
ら
に
、
項
目
の
順
番
も
変
更
し
て
い
る
こ
と
が
、「
討

議
の
記
録
」
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
お
お
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
を
い
ま
少
し
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
四
月
八
日

付
米
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
、
五
月
一
一
日
付
米
機
密
交
換
公
文
案
、
そ
れ
に
、「
討
議
の
記
録
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
比
較
し
た
の

が
表
1
で
あ
る
。

こ
の
ａ
項
と
ｃ
項
は
、
装
備
（equipm

ent

）
に
関
す
る
部
分
で
、
微
妙
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ａ
項
の
「
装
備
に
お

け
る
重
要
な
変
更
」
と
は
、
日
本
へ
の
核
兵
器
の
持
込
み
（introduction
）（
そ
れ
に
、
そ
れ
と
同
等
の
意
味
を
有
す
る
事
項
）
と
な
っ
て
い
る
。

端
的
に
言
え
ば
、「
重
要
な
変
更
」
と
は
核
の
持
込
み
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ｃ
項
は
「
事
前
協
議
」
の
面
か
ら
規
定
さ
れ
、

い
さ
さ
か
複
雑
な
の
だ
が
、
要
は
、
重
要
な
変
更
に
当
ら
な
い
米
軍
の
装
備
が
日
本
の
港
等
に
入
る
（entry

）
場
合
、
現
行
の
手
続
通
り

一
〇
三
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表
1
　「
討
議
の
記
録
」
の
成
立
過
程

米
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
（
4
月
8
日
）

米
機
密
交
換
公
文
案
（
5
月
11
日
）

日
本
政
府
の
了
解
事
項

「
討
議
の
記
録
」（
6
月
10
日
）

1
. 
F
or
m
ul
a 
w
il
l 
no
t 
rp
t 
no
t 
be
 i
nt
er
pr
et
ed
 a
s 

af
fe
ct
in
g 
pr
es
en
t 
pr
oc
ed
ur
es
, 
w
hi
ch
 a
re
 w
or
ki
ng
 

qu
it
e 
sa
ti
sf
ac
to
ri
ly
, r
e 
de
pl
oy
m
en
t 
of
 U
S
 f
or
ce
s 
an
d 

th
ei
r 
eq
ui
pm
en
t 
in
to
 J
ap
an
, i
nc
lu
di
ng
 t
ho
se
 f
or
 e
nt
ry
 

of
 U
S
 m
il
it
ar
y 
ai
rc
ra
ft
 a
nd
 e
nt
ry
 i
nt
o 
Ja
pa
ne
se
 

w
at
er
s 
an
d 
po
rt
s 
by
 U
S
 n
av
al
 v
es
se
ls
.

⑴
 C
on
su
lt
at
io
n 
w
ill
 n
ot
 b
e 
in
te
rp
re
te
d 

as
 a
ff e
ct
in
g 
pr
es
en
t 
pr
oc
ed
ur
es
, 
w
hi
ch
 

ar
e 
w
or
ki
ng
 q
ui
te
 s
at
is
fa
ct
or
il
y,
 

re
ga
rd
in
g 
th
e 
de
pl
oy
m
en
t 
of
 U
S
 f
or
ce
s 

an
d 
th
ei
r 
eq
ui
pm
en
t 
in
to
 J
ap
an
, 

in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
fo
r 
th
e 
en
tr
y 
of
 U
S
 

m
il
it
ar
y 
ai
rc
ra
ft
 a
nd
 t
he
 e
nt
ry
 i
nt
o 

Ja
pa
ne
se
 w
at
er
s 
an
d 
po
rt
s 
by
 U
S
 n
av
al
 

ve
ss
el
s.

c.
 “
P
ri
or
 c
on
su
lt
at
io
n”
 w
il
l 
no
t 
be
 i
nt
er
pr
et
ed
 a
s 

af
fe
ct
in
g 
pr
es
en
t 
pr
oc
ed
ur
es
 r
eg
ar
di
ng
 t
he
 

de
pl
oy
m
en
t 
of
 U
ni
te
d 
S
ta
te
s 
ar
m
ed
 f
or
ce
s 
an
d 
th
ei
r 

eq
ui
pm
en
t 
in
to
 J
ap
an
 a
nd
 t
ho
se
 f
or
 t
he
 e
nt
ry
 o
f 

U
ni
te
d 
S
ta
te
s 
m
ili
ta
ry
 a
ir
cr
af
t 
an
d 
th
e 
en
tr
y 
in
to
 

Ja
pa
ne
se
 w
at
er
s 
an
d 
po
rt
s 
by
 U
ni
te
d 
S
ta
te
s 
na
va
l 

ve
ss
el
s,
 e
xc
ep
t 
in
 t
he
 c
as
e 
of
 m
aj
or
 c
ha
ng
es
 i
n 
th
e 

de
pl
oy
m
en
t 
in
to
 J
ap
an
 o
f 
U
ni
te
d 
S
ta
te
s 
ar
m
ed
 

fo
rc
es
.

2
. 
C
on
su
lt
at
io
n 
on
 “
m
aj
or
 c
ha
ng
es
 i
n 
di
sp
os
it
io
n”
 

w
ill
 b
e 
co
nfi
 n
ed
 t
o 
in
tr
od
uc
ti
on
 o
f 
nu
cl
ea
r 
w
ea
po
ns
 

in
to
 J
ap
an
. 
A
s 
I 
po
in
te
d 
ou
t 
on
 O
ct
 4（
E
m
bt
el
 7
43
, 

O
ct
. 5
, 1
95
8）
, w
e 
un
de
rs
ta
nd
 t
ha
t 
fo
rm
ul
a 
w
ou
ld
 n
ot
 

rp
t 
no
t, 
fo
r 
ex
am
pl
e,
 h
av
e 
to
 a
pp
ly
 t
o 
in
tr
od
uc
ti
on
 o
f 

co
nv
en
ti
on
al
 w
ea
po
ns
, 
su
ch
 a
s 
m
is
si
le
s 
w
it
ho
ut
 

nu
cl
ea
r 
w
ar
he
ad
s.

⑵
 C
on
su
lt
at
io
n 
on
 “
m
aj
or
 c
ha
ng
es
 i
n 

di
sp
os
it
io
n”
 w
il
l 
be
 c
on
fi
ne
d 
to
 

in
tr
od
uc
ti
on
 o
f 
nu
cl
ea
r 
w
ea
po
ns
 i
nt
o 

Ja
pa
n 
an
d 
w
ill
 n
ot
 f
or
 e
xa
m
pl
e,
 a
pp
ly
 t
o 

th
e 
in
tr
od
uc
ti
on
 o
f 
co
nv
en
ti
on
al
 

w
ea
po
ns
, 
su
ch
 a
s 
m
is
si
le
s 
w
it
ho
ut
 

nu
cl
ea
r 
w
ar
he
ad
s.

a.
 “
M
aj
or
 c
ha
ng
es
 i
n 
th
ei
r 
eq
ui
pm
en
t”
 i
s 
un
de
rs
to
od
 

to
 m
ea
n 
th
e 
in
tr
od
uc
ti
on
 i
nt
o 
Ja
pa
n 
of
 n
uc
le
ar
 

w
ea
po
ns
, 
in
cl
ud
in
g 
in
te
rm
ed
ia
te
 a
nd
 l
on
g-
ra
ng
e 

m
is
si
le
s 
as
 w
el
l 
as
 t
he
 c
on
st
ru
ct
io
n 
of
 b
as
es
 f
or
 

su
ch
 w
ea
po
ns
, 
an
d 
w
ill
 n
ot
, 
fo
r 
ex
am
pl
e,
 m
ea
n 
th
e 

in
tr
od
uc
ti
on
 o
f 
no
n-
nu
cl
ea
r 
w
ea
po
ns
 in
cl
ud
in
g 
sh
or
t-

ra
ng
e 
m
is
si
le
s 
w
it
ho
ut
 n
uc
le
ar
 c
om
po
ne
nt
s.

3
. 
C
on
su
lt
at
io
n 
w
ill
 n
ot
 r
pt
 n
ot
 b
e 
ne
ce
ss
ar
y 
fo
r 

w
it
hd
ra
w
al
 o
f 
U
S
 f
or
ce
s 
fr
om
 J
ap
an
, 
bu
t 
w
e 
w
ou
ld
 

ex
pe
ct
 t
o 
fo
ll
ow
 p
re
se
nt
 p
ro
ce
du
re
s 
no
ti
fy
in
g 

Ja
pa
ne
se
 a
ut
ho
ri
ti
es
 in
 a
dv
an
ce
 o
f 
su
ch
 w
it
hd
ra
w
al
s.

公
表
交
換
公
文
案
へ
移
動
。

d.
 N
ot
hi
ng
 i
n 
th
e 
E
xc
ha
ng
e 
of
 N
ot
es
 w
il
l 
be
 

co
ns
tr
ue
d 
as
 r
eq
ui
ri
ng
 “
pr
io
r 
co
ns
ul
ta
ti
on

” 
on
 t
he
 

tr
an
sf
er
 o
f 
un
it
s 
of
 U
ni
te
d 
S
ta
te
s 
ar
m
ed
 f
or
ce
s 
an
d 

th
ei
r 
eq
ui
pm
en
t 
fr
om
 J
ap
an
.

4
. 
C
on
su
lt
at
io
n 
on
 m
ili
ta
ry
 o
pe
ra
ti
on
s 
ot
he
r 
th
an
 

th
os
e 
un
de
rt
ak
en
 u
nd
er
 p
ro
vi
si
on
s 
of
 A
rt
ic
le
 V
 w
ill
 

co
ve
r 
on
ly
 m
il
it
ar
y 
co
m
ba
t 
op
er
at
io
ns
 i
n 
ar
ea
s 

ou
ts
id
e 
Ja
pa
n 
un
de
rt
ak
en
 f
ro
m
 b
as
es
 in
 J
ap
an
.

⑶
 C
on
su
lt
at
io
n 
on
 m
ili
ta
ry
 o
pe
ra
ti
on
s 

ot
he
r 
th
an
 t
ho
se
 u
nd
er
ta
ke
n 
un
de
r 

pr
ov
is
io
ns
 o
f 
A
rt
ic
le
 V
 w
ill
 c
ov
er
 o
nl
y 

th
e 
di
re
ct
 l
au
nc
hi
ng
 o
f 
m
ili
ta
ry
 c
om
ba
t 

op
er
at
io
ns
 t
o 
ar
ea
s 
ou
ts
id
e 
Ja
pa
n 

un
de
rt
ak
en
 f
ro
m
 b
as
es
 in
 J
ap
an
.

b.
 “
M
il
it
ar
y 
co
m
ba
t 
op
er
at
io
ns

” 
is
 u
nd
er
st
oo
d 
to
 

m
ea
n 
m
il
it
ar
y 
co
m
ba
t 
op
er
at
io
ns
 t
ha
t 
m
ay
 b
e 

in
it
ia
te
d 
fr
om
 J
ap
an
 a
ga
in
st
 a
re
as
 o
ut
si
de
 J
ap
an
.

一
〇
四



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
五
三
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
前
協
議
は
必
要
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
核
兵
器
が
日
本
の
港
等
に
入
る
こ

と(entry)

だ
け
で
は
重
要
な
変
更
に
な
ら
ず
、
事
前
協
議
の
対
象
外
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

「
討
議
の
記
録
」
の
順
番
を
、
米
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
の
順
番
と
比
較
す
る
と
、
ｃ
項
、
ａ
項
、
ｄ
項
、
ｂ
項
と
な
っ
て
お
り
、

藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
に
お
け
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
話
の
流
れ
と
、
項
目
の
順
番
が
異
な
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ

の
よ
う
な
順
番
に
な
っ
た
の
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
交
換
公
文
に
出
て
く
る
用
語
の
順
番
通
り
に
解
釈
を
示
し
た
と
い
え
ば
そ
れ

ま
で
だ
が
、
こ
の
間
の
経
緯
を
示
す
文
書
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

「
討
議
の
記
録
」
と
地
位
協
定
第
五
条
と
を
混
同
す
る
か

東
郷
は
、「
日
本
側
交
渉
当
事
者
は
本
了
解
は
事
前
協
議
条
項
と
地
位
協
定
第
五
条
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
と
解
し
、「
一
時
立
寄

り
」
に
関
す
る
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
75
）

。
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
事
前
協
議
と
い
う
、
い
わ
ば

改
定
安
保
条
約
の
核
心
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
地
位
協
定
は
、
駐
留
米
軍
の
地
位
を
規
定
し
た
も
の
だ
。
安
保
改
定
に

よ
り
、
行
政
協
定
は
地
位
協
定
と
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
五
条
は
、
新
旧
両
協
定
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
（
76
）

。
も

と
も
と
、
こ
の
第
五
条
は
、
米
軍
艦
や
航
空
機
に
か
ぎ
ら
ず
、
米
国
の
公
の
目
的
の
た
め
に
運
行
さ
れ
る
船
舶
・
航
空
機
の
出
入
国
等
の

手
続
き
と
入
港
料
・
着
陸
料
と
い
っ
た
も
の
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
的
に
、
こ
の
両
者
を
混
同
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得

な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
若
干
、
考
察
し
て
み
た
い
。

地
位
協
定
を
知
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
は
、
琉
球
新
報
社
が
独
自
に
入
手
し
た
「
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
」
と
い
う
外

務
省
機
密
文
書
で
あ
る
（
77
）

。
外
務
省
は
こ
の
文
書
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
明
ら
か
に
日
米
地
位
協
定
を
知
る
上
で
の
格
好
の

一
〇
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手
引
書
だ
。

第
五
条
は
、
米
軍
の
軍
用
船
舶
・
航
空
機
の
わ
が
国
へ
の
出
入
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
ひ
と
つ
が
、
米

軍
の
施
設
・
区
域
外
で
あ
る
港
・
飛
行
場
か
ら
の
出
入
り
の
場
合
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
施
設
・
区
域
た
る
港
・
飛
行
場
か
ら
の
出

入
の
場
合
だ
。
前
者
の
例
と
し
て
、
羽
田
空
港
、
後
者
の
例
と
し
て
、
横
田
飛
行
場
を
挙
げ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
横
田
飛
行
場

は
米
軍
が
管
理
し
て
お
り
、
着
陸
料
と
い
う
概
念
が
も
と
も
と
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
羽
田
空
港
に
米
軍
機
が
着
陸
す
る
場
合
、
民
間
航

空
機
で
あ
れ
ば
着
陸
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
第
五
条
一
項
の
規
定

す
る
と
こ
ろ
だ
。

こ
の
第
五
条
に
つ
い
て
、「
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
」
に
よ
れ
ば
、「
一
般
国
際
法
上
軍
艦
又
は
軍
用
航
空
機
の
外
国
の
港
又
は
飛
行

場
等
へ
の
出
入
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
で
、
同
条
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
航
空

機
の
出
入
自
体
に
つ
い
て
そ
の
都
度
我
が
国
の
許
可
を
要
し
な
い
旨
を
定
め
た
規
定
」
と
さ
れ
て
い
る
（
78
）

。
つ
ま
り
、
船
舶
・
航
空
機
ご
と

に
許
可
す
る
の
で
は
な
く
、
包
括
的
に
許
可
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
施
設
・
区
域
外
へ
の
入
港
の
場
合
、
だ
ま
っ
て
入
港
し
て
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
適
当
な
通
告
」
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
第
五
条
三
項
）。
船
舶
の
場
合
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
航
空
機
の
場
合
に
は
、
航
空
管
制
に
し
た

が
っ
て
離
着
陸
す
る
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
規
定
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
行
政
協
定
第
五
条
と
事
前
協
議
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協
議
制
度
は
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
出
入
自
体
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
装
備
と
い

一
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ち
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う
観
点
か
ら
そ
の
重
要
な
変
更
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
地
位
協
定
第
五
条
と
は
別
の
観
点
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
核
武
装
を
有
す
る
米
軍
艦
又
は
航
空
機
の
我
が
国
へ
の
寄
港
、
我
が
領
海
・
領
空
の
通
過
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
艦
船
等
の
出
入
等
と
は

別
に
、
当
該
艦
船
等
に
装
備
さ
れ
て
い
る
核
の
持
ち
込
み
と
い
う
観
点
か
ら
、
事
前
協
議
な
く
し
て
こ
れ
を
行
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
（
79
）

。

東
郷
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
解
釈
の
中
で
、
艦
船
・
航
空
機
の
出
入
り
が
行
政
協
定
の
通
常
の
手
続
き
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と

理
解
し
た
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
記
述
は
こ
れ
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
だ
。
地
位
協
定
第
五
条
の
出
入
と
、
核
搭
載
艦
船
の
出

入
に
伴
う
事
前
協
議
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
上
、
核
搭
載
艦
船
の
出
入
を
含
め
た
核
の
持
ち

込
み
は
、
事
前
協
議
が
な
け
れ
ば
行
え
な
い
と
断
言
す
る
。

地
位
協
定
第
五
条
に
つ
い
て
、
交
渉
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
字
句
の
修
正
程
度
が
問
題
と
さ
れ

た
。
事
前
協
議
制
度
と
地
位
協
定
第
五
条
と
で
は
、
話
の
場
面
が
ま
っ
た
く
異
な
り
、
両
者
を
混
同
す
る
な
ど
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

両
問
題
の
関
連
性
と
い
う
意
味
で
、
五
九
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
た
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
は
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
80
）

。
両

者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
た
。

大
臣　
「
修
正
」﹇
行
政
協
定
の
修
正
﹈
第
四
点
は
、
船
舶
航
空
機
の
開
港
入
港
通
告
で
あ
る
が
、
我
方
提
案
中under norm

al conditions

削

除
は
撤
回
す
る
も
、「
航
空
機
」
を
追
加
し
度
し
。

大
使　

先
日
「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
に
関
す
る
了
解
の
一
つ
と
し
て
申
し
上
げ
た
如
く
、
米
軍
の
出
入
り
の
現
在
の
手
続
を
変
へ
な
い
と
云
ふ
了

解
に
反
し
な
い
な
ら
差
支
え
な
い
と
思
ふ
。
若
し
航
空
機
を
加
へ
る
な
ら
、
別
途
そ
の
了
解
の
確
認
を
求
め
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
〇
七
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経
研
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四
十
九
巻
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四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
五
六
）

大
臣　

航
空
管
制
返
還
に
伴
ひ
当
然
の
こ
と
と
考
へ
ら
れ
、
右
の
了
解
に
反
す
る
も
の
に
非
ず
（
81
）

。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
明
ら
か
に
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
了
解
に
言
及
し
て
い
る
。「
米
軍
の
出
入
り
の
現
在
の
手
続
を
変
へ
な
い
と
云
ふ

了
解
に
反
し
な
い
な
ら
」
に
お
け
る
手
続
き
と
は
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
を
事
前
協
議
の
対
象
外
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
し
て

い
る
か
ら
だ
。

本
当
の
密
約
と
は
な
に
か

「
討
議
の
記
録
」
は
、
交
換
公
文
の
解
釈
文
書
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、「
討
議
の
記

録
」
は
、
存
在
が
不
公
表
で
あ
る
も
の
の
、
内
容
は
公
表
し
て
よ
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
82
）

。
交
換
公
文
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で

あ
り
、
国
会
で
野
党
か
ら
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
必
死
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
「
討
議
の
記
録
」
の
内
容
は
、
一
九
六
八
年
四
月
二
五
日
、

「
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
口
頭
了
解
」
と
し
て
、
政
府
に
よ
り
文
書
化
さ
れ
て
い
る
（
83
）

。
た
だ
し
、「
核
弾
頭
の
持
込
み
」
と
は
何
か
、
こ
の

口
頭
了
解
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

核
持
ち
込
み
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
、
日
米
双
方
の
文
書
で
は
、
あ
た
か
も
口
裏
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
観
が
あ
る
。
東
郷
は
、

一
九
六
八
年
一
月
、「
本
件
は
日
米
双
方
に
と
り
そ
れ
ぞ
れ
政
治
的
軍
事
的
に
動
き
の
つ
か
な
い
問
題
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
米
側
も
我

方
も
深
追
い
せ
ず
今
日
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
き
記
し
た
。
こ
の
文
書
に
添
付
さ
れ
た
栗
山
尚
一
次
官
の
メ
モ
（
一
九
八
九
年
八

月
二
四
日
付
）
に
は
、「
双
方
の
立
場
に
つ
き
互
い
に
話
の
な
い
と
の
立
場
を
理
解
。
但
し
「
密
約
」
は
な
し
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
84
）

。

米
側
の
「
米
基
地
権
の
日
本
本
土
と
琉
球
諸
島
に
お
け
る
比
較
」
に
は
、“the question of nuclear w

eapons on board ships and 

一
〇
八



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
五
七
）

aircraft w
as never raised directly w

ith the Japanese and no specifi c understanding w
as reached. ”

と
あ
る
（
85
）

。
ま
た
、
こ
の

文
書
に
よ
れ
ば
、
事
前
協
議
に
関
し
て
、
三
つ
の
合
意
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ひ
と
つ
が
公
表
さ
れ
た
交
換
公
文
、
二
つ
目
が
非
公
表
の

「
討
議
の
記
録
」、
三
つ
目
が
、
さ
ら
に
機
密
度
の
高
い
了
解
で
、
文
書
化
を
約
束
し
た
も
の
で
は
な
く
、
核
兵
器
に
関
す
る
も
の
だ
と
い

う
。
こ
の
三
つ
目
の
了
解
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

日
本
側
は
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
つ
い
て
、
当
初
は
議
定
書
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
米
側
の
要
望
を
入
れ
、
交
換
公
文
と
す
る
こ
と
に

同
意
し
た
。
そ
の
解
釈
を
示
す
米
側
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー
（
四
月
八
日
付
）
の
全
四
項
目
を
、
口
頭
了
解
で
済
ま
そ
う
と
し
た
。
こ

う
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
形
式
上
は
、「
秘
密
文
書
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
米
側
は
、
そ
れ
で
は
交
換
公
文
の
中
身
が
い
か
よ
う
に
も
解
釈
さ
れ
、
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
間
で
の
核
持
ち
込
み
に

関
す
る
了
解
事
項
が
、
後
継
内
閣
に
き
ち
ん
と
引
き
継
が
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ー
キ
ン
グ
・
ペ
ー
パ
ー

の
基
本
的
部
分
を
機
密
了
解
事
項
と
し
て
文
書
化
し
、
記
録
を
残
そ
う
と
し
た
。

秘
密
文
書
を
残
す
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
で
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
示
す
文
書
は
、
い
ま

の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
文
書
は
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
東
郷
は
、
そ
の
調
書
で
、
四
項
目
を
「
討
議
の
記
録
」
と
い
う
形
で
文
書
に
残
し
た
と
明
記
し
て
い
る
。「
討
議
の
記
録
」

は
不
公
表
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
と
不
公
表
の
交
換
公
文
（
了
解
事
項
）
の
場
合
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
米
側
文
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
密
約
の
存
在
を
否
定
で
き
る
よ
う
、
機
密
の
「
討
議
の
記
録
」
に
し
た
と
い
う
（
86
）

。

い
さ
さ
か
姑
息
な
方
法
に
も
思
え
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
討
議
の
記
録
」
を
見
て
み
る
と
、
約
束
の
意
味
合
い
が
薄
い
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
所
詮
、
文
書
の
解
釈
に
は
多
様
性
が
あ
り
、
当
事
者
が
文
書
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
た
の
か
を
同
時
に
解
明

一
〇
九
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九
巻
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二
〇
一
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年
三
月
）

（
一
四
五
八
）

す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
残
っ
た
機
密
了
解
と
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
岸
・
藤
山
が
、
核
搭
載
艦
船
の
一
時
寄
港
を
事
前
協
議
の
対
象
外
と
す
る
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
件
に
は
明
確
な
合
意
が
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
も
密
約
と
し
て
交
わ
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
郷
調
書
の
全
体
像
も
見
え
て
く
る
し
、
そ
の
後
の
外
務
官
僚
が
、
東
郷
調
書
を
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
利

用
し
、
交
換
公
文
や
「
討
議
の
記
録
」
を
扱
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
影
響
力
は
き
わ
め
て
強
く
、
お
そ
ら

く
、
密
約
に
関
す
る
外
務
省
の
調
査
に
も
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

北
米
局
長
（
東
郷
）「
装
備
の
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
五
。
な
お
、

以
下
、
報
告
対
象
文
書
・
関
連
文
書
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
、
外
務
省
の
密
約
調
査
で
明
ら
か
に
な
り
、
公
開
さ
れ
た
文

書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、http://w
w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/m
itsuyaku/kekka.htm

l

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

（
2
） 

（
財
）
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
現
代
国
際
政
治
の
基
本
文
書
』
原
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
六
六
頁
。

（
3
） 

安
全
保
障
課
「
核
兵
器
の
持
ち
込
み
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
三
年
四
月
一
三
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
三
。

（
4
） 

こ
れ
が
、「
米
基
地
権
の
日
本
本
土
と
琉
球
諸
島
に
お
け
る
比
較
」
で
あ
る
。“V

. C
om
parison of U

. S
. B
ase R

ights in Japan and the 

R
yukyu Islands,” R

G
319 B

ackground F
iles to the S

tudy H
istory of the C

ivil A
dm
inistration, C

ontainer 8, F
older: S

tatus of 

F
orces A

greem
ents: M

ilitary B
anking F

acilities and M
P
S
s 

（Japan

）, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
aryland.

（
な
お
、
本

稿
で
引
用
す
る
米
公
文
書
は
、F

oreign
 R

elation
s of th

e U
n

ited
 S

tates
に
所
収
の
も
の
を
除
き
、N

ational A
rchives at C

ollege P
ark, 

M
aryland

で
収
集
し
た
も
の
な
の
で
、
こ
の
部
分
の
記
載
は
省
略
す
る
）。
こ
れ
は
文
書
名
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
文
書
の
第
五
章
で
あ

る
。
全
体
が
ど
の
よ
う
な
文
書
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
文
書
中
に
、「
安
保
条
約
の
下
、
六
年
に
わ
た
り
同
条
約
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
か

一
一
〇



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
五
九
）

ら
の
印
象
と
し
て
」
と
い
っ
た
記
述
が
出
て
く
る
の
で
、
お
そ
ら
く
一
九
六
六
年
頃
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
、
施
政
権
返

還
後
の
沖
縄
に
、
安
保
条
約
お
よ
び
そ
の
他
関
連
取
極
め
を
沖
縄
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
な
い
か
を
詳
細
に

分
析
し
た
も
の
だ
。
結
論
的
に
は
何
ら
問
題
が
な
く
、
安
保
条
約
等
を
返
還
後
の
沖
縄
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
文

書
に
つ
い
て
は
、
我
部
政
明
『
沖
縄
返
還
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
│
「
日
米
戦
後
交
渉
史
の
中
で
」』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六

│
二
九
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
太
田
昌
克
『
盟
約
の
闇
│
「
核
の
傘
」
と
日
米
同
盟
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
、
八
四
│
九
四
頁
、

太
田
昌
克
『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
六
│
一
九
四
頁
で
、
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
側
文
書
と
米
側
文
書
に
あ
る
「
討
議
の
記
録
」
に
は
、
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
と
く
に
、
ｂ
項
は
、
米
側
文
書
で
は
、“M

ilitary 

com
bat operations other than conducted under A

rticle V
” is understood to m

ean m
ilitary com

bat operations that m
ay be 

initiated from
 Japan against areas outside Japan.

と
あ
り
、
下
線
部
分
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

日
本
側
で
は
、
こ
の
文
書
は
、
安
全
保
障
課
「
核
兵
器
の
持
ち
込
み
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
三
年
四
月
一
三
日
、
報
告

対
象
文
書
一
│
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
北
米
局
長
（
東
郷
）「
装
備
の
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
八

年
一
月
二
七
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
五
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

有
識
者
委
員
会
「
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
に
関
す
る
有
識
者
委
員
会
報
告
書
」
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
。
こ
の
報
告
書
は
、http://w

w
w
.m
ofa.

go.jp/m
ofaj/gaiko/m

itsuyaku/pdfs/hokoku_yushiki.pdf

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、「
有
識
者
委
員
会
報
告
書
」
と
し
て
引

用
す
る
。
坂
元
一
哉
『
日
米
同
盟
の
絆
│
安
保
条
約
と
相
互
性
の
確
保
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
も
参
照
。

（
7
） 

波
多
野
澄
雄
『
歴
史
と
し
て
の
日
米
安
保
条
約
│
機
密
外
交
記
録
が
明
か
す
「
密
約
」
の
虚
実
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。

（
8
） 

太
田
『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』。

（
9
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
「
外
交
文
書
の
欠
落
問
題
に
関
す
る
調
査
委
員
会
調
査
報
告
書
」
二
〇
一
〇
年
六
月
四
日
、http://w

w
w
.

m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/pdfs/ketsuraku_hokokusyo.pdf

を
参
照
。

（
10
） 

外
務
省
調
査
チ
ー
ム
「
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
二
〇
一
〇
年
三
月
五
日
。http://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/

gaiko/m
itsuyaku/pdfs/hokoku_naibu.pdf

一
一
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
六
〇
）

（
11
） 

「
十
月
四
日
総
理
、
外
務
大
臣
、
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
一
八
。

（
12
） 

「
十
月
四
日
総
理
、
外
務
大
臣
、
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
一
八
。

（
13
） 
「
十
月
四
日
総
理
、
外
務
大
臣
、
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
一
八
。

（
14
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 741, O

ctober 4, 1958”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45.

（
15
） R

G
84 Japan; T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45.

（
16
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 743, O

ctober 5, 1958”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1958-1960, 

V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 31.

（
17
） R

G
84 Japan; T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45.

こ
の
文
書
は
、「
有
識
者
委
員
会
報
告
書
」
二
七
頁
、

注
二
二
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the E

m
bassy in P

hilippine, N
o. 30, O

ctober 22, 1958”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45.

こ
の
電
報
は
、
太
田
『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』
三
〇
七
頁
、
注

二
一
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
19
） 

米
保
長
「
日
米
安
全
保
障
に
関
す
る
新
条
約
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
へ
方
」（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
〇
月
九
日
、
関
連
文
書
一
│
二
一
。

（
20
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 793, O

ctober 13, 1958,”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 33.

（
21
） 

鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表　

第
一
巻　

一
九
四
一
│
一
九
六
〇
』
原
書
房
、
一
九
八
三
年
、
八
〇
八
頁
。

（
22
） 

ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
〇
年
六
月
、
報
告
対
象
文
書
一
│
二
。

（
23
） 

“P
R
O
T
O
C
O
L

”

（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
一
月
二
五
日
、
関
連
文
書
一
│
三
一
。

（
24
） 

ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
〇
年
六
月
、
報
告
対
象
文
書
一
│
二
。

（
25
） 

米
保
長
「
十
一
月
二
十
六
日
大
臣
説
明
案
」（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
一
月
二
六
日
、
平
成
二
二
年
七
月
七
日
外
交
記
録
公
開
分 H

22-003 

一
一
二



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
六
一
）

0611-2010-0791-01 

フ
ァ
イ
ル
件
名
：
1
．
日
米
安
保
条
約
に
係
る
経
緯
①　

フ
ォ
ル
ダ
ー
名
：
一
九
五
八
年
十
月
四
日
よ
り
十
一
月
二
十
六
日

に
至
る
経
緯
。

（
26
） 
「
十
一
月
二
十
六
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
八
年
一
一
月
二
六
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
三
二
。

（
27
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1115, N

ovem
ber 28, 1958”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 33.

（
28
） R

G
84 Japan; T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1956-1958, B
ox 45.

（
29
） 

“T
elegram

 F
rom
 T
he D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 824, D
ecem

ber 6, 1958”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 38.

（
30
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1028, January 24, 1959”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 43.

「
二
月
六
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
抜
粋
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
二
月
六
日
東

郷
印
、
関
連
文
書
一
│
三
七
。

（
31
） 

「
三
月
二
十
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
（
其
の
一
）」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
三
月
二
〇
日
東
郷
印
、
関
連
文
書
一
│
四
二
。

（
32
） 

「（
仮
訳
）
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
案
）」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
三
月
一
七
日
、
関
連
文
書
一

│
四
一
。

（
33
） 

「
三
月
二
十
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
（
其
の
一
）」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
三
月
二
〇
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
四
二
。

（
34
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2097, A

pril 13, 1959”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
35
） 

ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
〇
年
六
月
、
報
告
対
象
文
書
一
│
二
。

（
36
） 

「
三
月
二
十
八
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
三
月
二
八
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
四
三
。

（
37
） 

ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
〇
年
六
月
、
報
告
対
象
文
書
一
│
二
。

（
38
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2076, A

pril 9, 1959”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; T

okyo 

一
一
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
六
二
）

E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
39
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2076, A

pril 9, 1959”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; T

okyo 

E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
40
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2235, A

pril 29, 1959”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
41
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2232, A

pril 29, 1969”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 46.

（
42
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2232, A

pril 29, 1969”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 46.

（
43
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2232, A

pril 29, 1969”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 46.

（
44
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2233, A

pril 29, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
45
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2235, A

pril 29, 1959”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
46
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1672, M
ay 9, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
47
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1674, M
ay 9, 1959”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 57.

（
48
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1674, M
ay 9, 1959”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocm
ent 57.

一
一
四



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
六
三
）

（
49
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2358, M

ay 10, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970.
（
50
） 
こ
の
文
書
は
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
二
七
七
│
二
七
八
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
51
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2358, M

ay 10, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970.

（
52
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2358, M

ay 10, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970.

（
53
） 

ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
〇
年
六
月
、
報
告
対
象
文
書
一
│
二
。

（
54
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2374, M

ay 11, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
55
） 

F
R

U
S

, 1958-1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 59.

（
56
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2374, M

ay 11, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64.

（
57
） 

「
五
月
十
四
日
山
田
次
官
在
京
米
大
使
会
談
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
五
月
一
四
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
五
六
。

（
58
） 

「
五
月
十
四
日
山
田
次
官
在
京
米
大
使
会
談
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
五
月
一
四
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
五
六
。

（
59
） 

「
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
作
成
の
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
四
年
作
成
（
？
）、
報
告
対
象
文
書
一
│
四
。

（
60
） 

「
五
月
二
十
日
山
田
次
官
在
京
米
大
使
会
談
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
五
月
二
〇
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
五
七
。

（
61
） 

「
五
月
二
十
日
山
田
次
官
在
京
米
大
使
会
談
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
五
月
二
〇
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
五
七
。

（
62
） 

「
五
月
二
十
日
山
田
次
官
在
京
米
大
使
会
談
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
五
月
二
〇
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
五
七
。

（
63
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1786, M
ay 22, 1959”

（T
op S

ecret

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970.

一
一
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
六
四
）

（
64
） 

ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
極
秘
）
一
九
六
〇
年
六
月
、
報
告
対
象
文
書
一
│
二
。

（
65
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in T

okyo to the D
epartm

ent of S
tate, N

o. 2715, June 17, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970; “T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2733, June 18, 

1959”
（T

op S
ecret

）, F
R

U
S

, 1958-1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 81,

「
六
月
十
九
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極

秘
）
一
九
五
九
年
六
月
一
九
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
五
九
。

（
66
） 

“T
elegram

 from
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2745, June 20, 1959”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S

, 1958-

1960, V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 84.

こ
の
点
は
、「
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
作
成
の
経
緯
」（
極
秘
）

一
九
六
四
年
作
成
（
？
）
で
も
確
認
が
と
れ
る
。

（
67
） 

“T
elegram

 from
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2745, June 20, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970.

右
の
注
と
同
じ
電
報
番
号
で
あ
る
が
、F

R
U

S

で
は
、“

（C

） Record of D
iscussion on interpreting 

the F
orm
ula”

の
部
分
がnot declassifi ed

と
な
っ
て
い
る
。

（
68
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2747, June 20, 1959”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile, 1955-1959, B

ox 3970.

（
69
） 

“L
etter F

rom
 R
obert A

. F
earey to R

ichard L
. S
neider, D

ecem
ber 16, 1959”

（O
ffi  cial-Inform

al C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; 

T
okyo E

m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 65.

（
70
） 

“R
ecord of D

iscussion P
repared by the E

m
bassy in Japan, T

okyo, January 6, 1960”

（C
onfidential

）, F
R

U
S

, 1958-1960, 

V
olum

e X
V
III, Japan; K

orea, D
ocum

ent 131.

（
71
） 

北
米
局
長
（
東
郷
）「
装
備
の
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
五
。

（
72
） 

一
九
五
八
年
三
月
一
三
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
第
七
艦
隊
は
核
を
積
ん
で
横
須
賀
に
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
野

党
議
員
の
質
問
に
対
し
、
岸
は
「
事
実
上
そ
う
い
う
こ
と
は
な
に
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
こ
れ
が
一
番
明
瞭
で
あ
ろ
う
、
こ
う
思
い
ま
す
」
と
答
え

て
い
る
。『
第
二
十
八
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
事
録
第
十
四
号
』
三
〇
頁
。

一
一
六



核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
（
信
夫
）

（
一
四
六
五
）

（
73
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2076, A

pril 9, 1959”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan; T

okyo 

E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1959-1961, B
ox 64

の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
コ
メ
ン
ト
を
参
照
。

（
74
） 

“V
. C
om
parison of U

. S
. B
ase R

ights in Japan and the R
yukyu Islands,” R

G
319 B

ackground F
iles to the S

tudy H
istory of 

the C
ivil A

dm
inistration, C

ontainer 8, F
older: S

tatus of F
orces A

greem
ents: M

ilitary B
anking F

acilities and M
P
S
s

（Japan

）, p. 18.

（
75
） 

北
米
局
長
（
東
郷
）「
装
備
の
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
五
。

（
76
） 

地
位
協
定
・
行
政
協
定
に
つ
い
て
は
、
本
間
浩
『
在
日
米
軍
地
位
協
定
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
、
明
田
川
融
『
日
米
行
政
協
定
の
政
治

史
│
日
米
地
位
協
定
研
究
序
説
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。

（
77
） 

琉
球
新
報
社
（
編
）『
外
務
省
機
密
文
書　

日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
』
高
文
研
、
二
〇
〇
四
年
。

（
78
） 

琉
球
新
報
社
（
編
）『
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
』
六
八
頁
。

（
79
） 

琉
球
新
報
社
（
編
）『
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
』
六
八
頁
。

（
80
） 

「
四
月
一
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
四
月
一
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
四
五
。

（
81
） 

「
四
月
一
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」（
極
秘
）
一
九
五
九
年
四
月
一
日
（
東
郷
印
）、
関
連
文
書
一
│
四
五
。

（
82
） 

「
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
作
成
の
経
緯
」
一
九
六
四
年
作
成
（
？
）、
報
告
対
象
文
書
一
│
四
。

（
83
） 

安
全
保
障
課
長
「
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
口
頭
了
解
の
対
米
確
認
に
つ
い
て
」（
極
秘
）
一
九
七
五
年
二
月
一
九
日
、
関
連
文
書
一
│
一
〇
二

の
別
添
一
。

（
84
） 

北
米
局
長
（
東
郷
）「
装
備
の
重
要
な
変
更
に
関
す
る
事
前
協
議
の
件
」（
極
秘
）
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
報
告
対
象
文
書
一
│
五
。

（
85
） 

“V
. C
om
parison of U

. S
. B
ase R

ights in Japan and the R
yukyu Islands,” R

G
319 B

ackground F
iles to the S

tudy H
istory of 

the C
ivil A

dm
inistration, C

ontainer 8, F
older: S

tatus of F
orces A

greem
ents: M

ilitary B
anking F

acilities and M
P
S
s

（Japan

）, 

p. 19.

こ
の
点
に
つ
い
て
、
太
田
は
「
有
識
者
委
員
会
報
告
書
」
と
の
比
較
で
論
じ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
太
田
『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』

一
九
四
│
一
九
七
頁
を
参
照
。

（
86
） 

“V
. C
om
parison of U

. S
. B
ase R

ights in Japan and the R
yukyu Islands,” R

G
319 B

ackground F
iles to the S

tudy H
istory of 

一
一
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
六
六
）

the C
ivil A

dm
inistration, C

ontainer 8, F
older: S

tatus of F
orces A

greem
ents: M

ilitary B
anking F

acilities and M
P
S
s

（Japan

）, 

p. 9.

一
一
八



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
六
七
）

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て

長　
　

沼　
　

宗　
　

昭

は
じ
め
に

一
八
四
三
年
、
北
ド
イ
ツ
の
都
市
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
に
お
か
れ
て
い
た
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
の
政
府
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
商
人
ベ
ー

レ
ン
ト
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
モ
イ
ラ
ン
ト
の
両
名
が
許
可
を
求
め
た
婚
姻
締
結
の
願
い
出
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
悩

ま
さ
れ
て
い
た
。
従
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
願
い
出
自
体
が
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
こ
の
当
時
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
異
教
徒
の
結
婚
は
法
律
上
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
合
法
的
に
結
婚
し
よ
う
と
す
れ
ば
異
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
し
か
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
両
名
は
、
婚
姻
を
願
い
出
る
一
方
で
、「
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
信
仰
は
如
何
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
断
じ
て

捨
て
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
も
主
張
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
ン
ト
政
府
の
側
は
、
異
な
る
信
仰
を
も
つ
者
同
士
の
結
婚
は
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
を
掲
げ
続
け
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
と
ラ
ン
ト
政
府
の
間
で
半
年
ほ
ど
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
闘
争
」
は
つ
い
に
カ
ッ
プ

一
一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
六
八
）

ル
側
の
敗
北
で
終
わ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
は
法
律
上
の
結
婚
と
い
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
1
）

。
今
日
の
我
が
国
で

は
、
周
知
の
よ
う
に
、「
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
」、
さ
ら
に
民
法
第
七
三
一
条
以
下
に
定
め
る
年
齢
な
ど
の
婚
姻

の
要
件
な
ど
を
守
り
、
届
け
出
さ
え
す
れ
ば
婚
姻
の
効
力
が
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
要
件
が
婚
姻
の
障
碍
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
一
九
世
紀
以
前
の
ド
イ
ツ
で
は
、
現
在
で
あ
れ
ば
基
本
権
と
し
て
考
え
ら
れ
る
婚
姻
の
自
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
互
い
に
異
な

る
信
仰
を
も
つ
者
同
士
が
、
自
ら
の
信
仰
を
維
持
し
た
ま
ま
結
婚
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
内
の
異
宗
派
間
で
も
非
常
に
困
難
で
あ
り
、

ま
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
は
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
現
実
に
は
、
上
述
の
ベ
ー
レ
ン
ト
と
モ
イ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な

事
例
が
出
て
き
て
い
た
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
彼
ら
の
抱
い
た
願
い
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
過
程
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の

点
に
多
少
の
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
） K

erstin M
eiring, D

ie C
h

ristlich
-J

ü
d

isch
e M

isch
eh

e in
 D

eu
tsch

lan
d

 1840-1933, H
am
burg 1998. S

. 8.

一　

M
ischehe

と
い
う
用
語
に
つ
い
て

異
教
徒
間
結
婚
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
はM

ischehe

で
あ
る
。
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
辞
事
典
類
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
こ
の
言
葉
が
立
項
さ
れ
、
内
容
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
広
狭
二
様
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
広
義
に

は
、
人
種
や
民
族
、
あ
る
い
は
身
分
階
層
や
文
化
集
団
な
ど
（
1
）

、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
意
識
さ
れ
た
異
な
る
集
団
に
属
す
る
者
同
士
の

間
で
な
さ
れ
る
結
婚
を
意
味
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
人
類
学
な
ど
で
問
題
に
さ
れ
る
族
外
婚
、
あ
る
い
は
異
族
婚

一
二
〇



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
六
九
）

E
xogam

ie

、H
eterogam

ie

と
同
様
の
形
態
を
意
味
し
て
い
る
が
、
決
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
の
説
明
を
加
え
た

も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
言
葉
自
体
に
、「（
不
純
な
も
の
を
）
混
ぜ
るm

ischen

」
と
い
う
語
感
が
付
き
ま
と
い
、
侮
蔑
的
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
（
2
）

、
反
対
語
と
し
て
のR

einehe

（
直
訳
す
れ
ば
純
粋
婚
）
と
い
う
表
現
を
例
示
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し

説
明
の
多
く
を
占
め
る
の
は
、
む
し
ろ
狭
義
の
、
異
教
な
い
し
異
宗
派
間
で
の
結
婚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
時
に
は
、
ナ
チ
ス
時
代

の
「
ア
ー
リ
ア
人
」
と
「
非
ア
ー
リ
ア
人
」
と
の
結
婚
と
い
う
用
法
を
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
（
3
）

。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
結
婚
す
る
例
が
あ
り
、
そ
れ
もM

ischehe

と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
が
（
4
）

、
今
回
問
題
と
す
る
の
は
、
合
法
的
に
認
め
ら
れ
た
異
教
徒

間
結
婚
と
し
て
のM

ischehe

で
あ
る
（
5
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
のM

ischehe

と
い
う
言
葉
が
一
語
と
し
て
成
立
し
、
意
味
す
る
現
象
が
広
く
社
会
的
に
意
識
さ
れ
、
あ
る
い
は
論
議

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
世
紀
末
近
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
辞
事
典
類
を
通
覧
す
る
な
か
で
、
用
語
と
し
て
登
場
し
て
く
る
状
況
か
ら
判
断
で
き
よ
う
。
今
回
調
査
し
得
た
の

は
、
Ａ
か
ら
Ｘ
ま
で
の
記
号
を
付
し
た
二
四
点
の
辞
事
典
で
あ
る
が
（
6
）

、
そ
の
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
第
3
四
半
期
ま
で
は

M
ischehe

な
る
一
語
は
出
現
せ
ず
、
も
っ
ぱ
らgem

ischte E
he

（
直
訳
す
れ
ば
、
混
合
さ
れ
た
結
婚
）
と
い
う
二
語
表
現
で
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
語
表
現
と
し
て
のM

ischehe
の
初
出
は
一
八
七
六
年
で
あ
り
、
さ
ら
に
項
目
と
し
て
こ
の
形
を
採

用
す
る
に
は
一
八
八
五
年
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
だ
網
羅
的
な
調
査
に
は
程
遠
い
の
で
、
な
お
最
終
的
な
結
論
は
留
保
す
る

と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
結
論
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
下
に
、
項
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
表
記
の
形
に
従
っ
て
、
Ａ
か
ら
Ｘ
の
辞
事
典
類
を
分
類
・
列
挙
し
て
お
く
。
な
お
、
ナ
チ
ス
が
政

一
二
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
〇
）

権
を
獲
得
し
た
一
九
三
三
年
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
含
め
て
い
な
い
。

（
一
）　gem

ischte E
he

（n

）
の
形
で
立
項
し
て
い
る
も
の
（E

hen

は
複
数
形
）

Ａ
．
一
八
三
八
年
│S

taats-L
exikon

（
第
一
版
）

Ｃ
．
一
八
五
四
年
│K

leineres B
rockhaus C

L
Ｅ
．
一
八
六
二
年
│S

taats-L
exikon

（
第
三
版
）

Ｊ
．
一
八
九
八
年
│B

rockhaus K
L

（
第
一
四
版
）

Ｍ
．
一
九
〇
七
年
│M

eyers G
K
L

（
第
六
版
）

Ｎ
．
一
九
〇
八
年
│B

rockhaus K
K
L

（
第
五
版
）

Ｏ
．
一
九
〇
九
年
│M

eyers K
K
L

（
第
七
版
）

Ｔ
．
一
九
二
六
年
│M
eyers L
（
第
七
版
）

（
二
）　E

he

の
項
目
中
で
説
明
用
語
と
し
てgem

ischte E
he

を
採
用
し
て
い
る
も
の

Ｄ
．
一
八
五
八
年
│S

taats-W
örterbuch

（
三
）　M

ischehe

（n

）
の
形
で
立
項
し
て
い
る
も
の

Ｇ
．
一
八
八
五
年
│G

rim
m

Ｕ
．
一
九
二
七
年
│JL

Ｗ
．
一
九
三
二
年
│M

eyers K
L

（
第
八
版
）

Ｘ
．
一
九
三
二
年
│G

r. B
rockhaus

（
第
一
五
版
）

一
二
二



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
一
）

な
お
、
第
二
次
大
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
辞
事
典
類
は
、
調
べ
た
限
り
で
は
す
べ
て
こ
の
形
で
あ
る
。

（
四
）　m

ischen

の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の

Ｌ
．
一
九
〇
六
年
│M

. H
eyne

（
第
二
版
）

Ｐ
．
一
九
〇
九
年
│D

. S
anders H

W

（
第
八
版
）

Ｑ
．
一
九
一
〇
年
│L

. K
. W
eigand

（
第
五
版
）

（
五
）　E

he

の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の

Ｆ
．
一
八
七
六
年
│D

. S
anders

（
第
二
版
）

Ｈ
．
一
八
八
五
年
│E

rgänzungsW
. v. D

. S
anders

（
六
）　

他
の
項
目
中
に
説
明
用
語
と
し
てM

ischehe

を
採
用
し
て
い
る
も
の

Ｋ
．
一
八
九
八
年
│F
ircks

Ｒ
．
一
九
一
〇
年
│H
W
dS
W

（
第
三
版
）

Ｓ
．
一
九
二
三
年
│H

W
dS
W

（
第
四
版
）

（
七
）　

記
載
な
し

Ｂ
．
一
八
四
九
年
│H

eyse

Ｉ
．
一
八
九
二
年
│H

W
dS
W

（
第
一
版
）

Ｖ
．
一
九
三
〇
年
│D

eutschkunde

こ
の
分
類
か
ら
は
、
明
ら
か
に
一
九
世
紀
末
ま
で
は
二
語
表
現
と
し
て
のgem

ischte E
he

（n

）
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
世
紀
末
近
く

一
二
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
二
）

か
ら
次
第
に
一
語
表
現
と
し
て
のM

ischehe

（n

）
に
移
行
し
て
い
く
様
が
読
み
取
れ
る
。
次
に
説
明
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
全
体
を
訳
出
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
の
で
、
要
点
な
い
し
力
点
だ
け
を
摘
記
し
て
お
く
。

Ａ
の
場
合
は
、
元
来
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
間
の
結
婚
は
教
会
法C

od
ex ju

ris can
on

ici

上
無
効
な
の
で
あ
る
が
、
宗

教
改
革
以
後
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
間
の
結
婚
が
多
少
な
り
と
も
現
実
化
し
て
く
る
な
か
で
、
条
件
付
き
で
あ
れ
容
認
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
、
従
っ
て
定
義
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
間
の
異
宗
派
婚
の
ケ
ー
ス
だ
け
が
問
題
に

な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
婚
姻
の
障
碍im

ped
im

en
tu

m
 proh

iben
s m

ixtae religion
is

に
つ
い
て
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
と
の
通
婚
は
無
効
で
あ
る
と

し
て
き
た
が
、
そ
れ
も
次
第
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
く
、
ま
っ
た

く
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
Ａ
の
後
継
第
三
版
と
し
て
二
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
Ｅ
は
、
冒
頭
部
分
で
、
婚
姻
が
キ
リ
ス
ト
と

の
結
合
を
象
徴
す
る
特
殊
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
、
さ

ら
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
で
は
姦
通
の
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
一
か
所
を
除
け
ば
、
基
本
的
に

Ａ
を
継
承
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
伝
統
的
な
見
解
と
、
宗
教
改
革
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
両
者
間
の
関
係
を
め

ぐ
る
論
議
の
歴
史
的
な
展
開
を
相
当
な
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
で
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
強
硬
な
姿
勢
を
保
ち
続
け
、
あ
く
ま

で
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
司
式
に
よ
る
教
会
婚kirchliche E

he
が
な
さ
れ
、
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
教
育

を
宣
誓
さ
せ
る
こ
と
で
、
異
宗
派
婚
の
効
力
が
生
ず
る
と
す
る
主
張
の
内
容
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
拠
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
す
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
教
会
婚
に
つ
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
よ
り
柔
軟
な
立
場
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
現
実
に
は
こ
う
し
た
関
係
を
反
映
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
領
邦
教
会
体
制
に
応
じ
て
、
主
要
領

一
二
四



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
三
）

邦
ご
と
の
法
規
や
取
扱
い
政
策
ま
で
も
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
地
域
に

よ
っ
て
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
民
事
婚
や
、
実
定
法
上
の
効
力
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
一
八
四
八
年
革
命
の
精
神
的
所
産
で

あ
る
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
」
に
お
い
て
信
仰
の
自
由
が
掲
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
教
会
婚
に
対
す
る
民
事
婚
の
優
先
ま
で
も
が
規
定
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
一
切
無
視
し
て
い
る
記
述
は
、
相
当
に
奇
妙
な
こ
と
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

時
期
的
に
は
Ａ
と
Ｅ
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ｃ
は
、
全
体
が
四
巻
本
と
規
模
が
小
さ
い
こ
と
も
あ
っ
て
（
Ｅ
は
全
一
四
巻
）、
記
述

も
簡
潔
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
正
統
派
信
仰
の
保
持
者
と
異
端
者
と
の
婚
姻
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

間
の
争
点
は
子
ど
も
の
教
育
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
一
七
四
一
年
の
ロ
ー
マ
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
四
世
に
よ
る

教
皇
書
簡B

reve

に
よ
っ
て
、
世
俗
権
力
が
承
認
し
た
婚
姻
に
も
効
力
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
に
も
民
事
婚C
ivilehe

が
導
入
さ
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
が
、
教
皇
書
簡
自
体
は
オ
ラ
ン
ダ
と
ベ
ル
ギ
ー
に
関

し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
書
簡
の
効
力
が
ど
の
地
域
に
ま
で
拡
が
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
近
年
の
状
況
と
し
て
、
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
よ
う
に
子
ど
も
全
員
が
父
親
の
宗
派
に

従
っ
て
な
さ
れ
る
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
に
、
父
親
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
は
息
子
だ
け
が
従
い
、
父
親
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

れ
ば
子
ど
も
全
員
が
父
親
の
宗
派
に
即
し
て
教
育
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
ま
た
、「
ド
イ
ツ
人
の
基
本
権
を
告
知
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
婚
姻
も
行
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
が
な
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
不
満
の
残
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
分
類
（
二
）
の
〈E

he

の
項
目
中
で
説
明
用
語
と
し
てgem

ischte E
he

を
採

用
し
て
い
る
も
の
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
現
時
点
で
は
唯
一
、
一
八
五
八
年
刊
行
の
Ｄ
の
み
で
、
婚
姻
の
障
碍
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
部
分
に
わ
ず
か
にgem

ischte E
he

が
登
場
す
る
。

一
二
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
四
）

世
紀
末
に
刊
行
さ
れ
た
Ｊ
と
な
る
と
、
す
で
に
一
八
七
五
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
全
土
に
強
制
的
民
事
婚
が
導
入
さ
れ
た
あ
と
な
の
で
、
そ

の
こ
と
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
引
か
れ
る
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
Ｍ
は
、
強
制
的
民
事
婚
成
立
に
至
る
経
緯

を
よ
り
丁
寧
に
語
り
、
信
仰
の
違
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
婚
姻
の
障
碍
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
Ｎ

も
、
全
体
が
二
巻
本
で
あ
る
た
め
も
あ
っ
て
、
わ
ず
か
四
行
の
記
述
で
終
わ
っ
て
お
り
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
Ｏ
の
場
合
に

は
、
従
来
の
定
義
が
も
っ
ぱ
ら
キ
リ
ス
ト
教
内
の
宗
派
間
の
問
題
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
広
く
信
仰
の
異
な
る
者
同
士
の

問
題
と
し
て
扱
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
説
明
の
内
容
自
体
は
従
前
と
大
差
な
い
。
最
後
の

Ｔ
で
は
、
ま
ず
見
出
し
項
目
がG

em
ischte E

hen

と
あ
る
の
に
、
本
文
中
で
は
一
語
形
のM

ischehen

も
混
用
し
て
い
る
点
が
注
目
さ

れ
よ
う
。
ま
た
歴
史
的
な
説
明
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
し
て
お
り
、
む
し
ろ
一
九
二
〇
年
代
当
時
の
状
況
説
明
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

が
興
味
深
い
。

現
時
点
で
の
調
査
の
範
囲
で
、M
ischehe
を
独
立
し
た
辞
書
項
目
と
し
て
立
て
た
最
初
の
例
が
Ｇ
で
あ
る
。
Ｇ
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の

手
に
な
る
浩
瀚
な
ド
イ
ツ
語
辞
書
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
簡
潔
に
語
釈
と
用
例
を
示
す
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
事
実
関
係
な
ど
に
は
踏

み
込
ま
な
い
。
し
か
し
、
単
に
異
宗
派
間
結
婚
と
い
う
語
釈
を
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、「
異
な
る
宗
派
、
国
籍
、
あ
る
い
は
人
種
の
両
名

が
結
ぶ
婚
姻
」
と
し
て
お
り
、
新
聞
記
事
か
ら
「
ク
ー
ル
ラ
ン
ト
〔
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
地
域
名
│
長
沼
〕
と
ロ
シ
ア
の
家
族
の

M
ischehen

」
と
い
う
用
例
を
あ
げ
て
い
る
点
が
目
を
引
く
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
の
、（
あ
る
い
は
）

カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
のM

ischehen

」
と
い
う
用
例
を
掲
げ
て
い
る
。
Ｕ
は
、
当
然
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
の
視
点
に
立
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
法
や
ユ
ダ
ヤ
人
史
の
側
面
か
ら
の
説
明
と
、
統
計
的
な
状
況
説
明
と
に
大
別
さ
れ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
内

容
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
単
に
語
法
上
の
問
題
と
し
て
位
置
付
け
て
お
く
。
同
様
の
観
点
で
Ｗ
と
Ｘ
を
配
置

一
二
六



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
五
）

し
て
お
く
が
、
Ｗ
の
記
述
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
視
野
が
拡
大
し
、「
白
人
種
と
有
色
人
種B

untfarbigen

（
黒
人N

eger

〔
差
別
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
強
く
、
今
日
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
表
現
│
長
沼
〕、
ム
ラ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
、
ア
メ
リ
カ
│

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
三

親
等
ま
で
の
子
孫
）
と
の
間
の
婚
姻
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
点
が
目
新
し
い
。
そ
れ
以
外
は
、
Ｗ
も
Ｘ
も
、
内
容
的
に

は
今
ま
で
見
て
き
た
以
上
の
も
の
は
な
い
。

分
類
の
（
四
）、
つ
ま
り
〈m

ischen

の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の
〉
に
配
置
さ
れ
た
Ｌ
、
Ｐ
、
Ｑ
、

さ
ら
に
（
五
）
の
〈E

he
の
項
目
中
に
派
生
語
と
し
てM
ischehe

を
採
録
し
て
い
る
も
の
〉
の
中
の
Ｆ
、
Ｈ
は
、
す
べ
て
辞
典
で
あ
る

こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
Ｌ
で
は
、m

ischen

の
項
目
中
で
、
数
多
く
の
用
例
の
一
つ
と
し
てgem

ischte E
he

を
あ
げ
て
説
明
を
付
し
、

さ
ら
に
別
個
に
派
生
語
と
し
てM

ischehe

を
採
録
し
て
い
る
。
Ｏ
や
Ｑ
に
な
る
と
、
も
は
やgem

ischte E
he

の
用
例
は
登
場
せ
ず
、

簡
潔
な
説
明
と
と
も
に
派
生
語
のM

ischehe

を
採
録
し
、
記
述
の
仕
方
も
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
。
一
八
七
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
Ｆ
は
、

今
の
と
こ
ろ
一
語
形
のM

ischehe

が
登
場
す
る
最
古
の
辞
典
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
も
時
期
的
に
先
行
す
る
事
典
が
主
と
し
て
宗
派

K
onfession

間
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
う
に
、
異
な
る
宗
教

R
eligion

（
に
属
す
る
）
者
同
士
の
婚
姻
」
と
説
明
し
て
お
り
、
内
容
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ

は
、
強
制
的
民
事
婚
の
制
度
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
一
八
七
四
年
に
、
全
ド
イ
ツ
（
ラ
イ
ヒ
）
で
は
翌
七
五
年
に
法
的
に
確
立
し
、
し
た

が
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
婚
姻
が
完
全
に
合
法
化
さ
れ
た
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
意
識
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
Ｈ
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
なE

he

の
中
の
一
つ
と
し
てM

ischehe
を
あ
げ
、「
必
ず
し
も
同
種
（
質
）
の
者G

leichartige

な
ど

の
間
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
婚
姻
」
と
説
明
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
宗
教
色
が
消
滅
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
Ｈ
で
は
、C

ivilehe

も

採
録
し
て
い
る
。

一
二
七



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
六
）

（
六
）
に
分
類
し
た
Ｒ
と
Ｓ
の
二
点
は
、『
国
家
学
事
典
』
の
第
三
版
と
第
四
版
で
、
同
様
に
結
婚
統
計H

eiratsstatistik

の
項
目
中

で
用
語
と
し
てM

ischehe

を
採
用
し
て
い
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
問
題
と
し
て
の
み
数
値
を
記
録
し
て
お
り
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
関
わ
る
事
例
に
つ
い
て
は
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
点
に
先
行
す
る
Ｋ
は
、
他
の
辞
事
典
類
と
は
や
や
性
格
を
異
に

し
て
お
り
、「
国
家
学
教
本
」
と
い
っ
た
趣
き
の
大
が
か
り
な
叢
書
中
の
一
冊
で
、
も
っ
ぱ
ら
「
人
口
学
・
人
口
政
策
」
を
論
じ
た
書
物

で
あ
る
。
そ
の
中
で
著
者
の
フ
ィ
ル
ク
ス
は
、
人
口
動
態
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
る
際
に
「
婚
姻
の
締
結
」
の
問

題
も
取
り
上
げ
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
のM

ischehe

に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
最
後
の
（
七
）
分
類
は
記
載
が
な
い
も
の

で
、
Ｂ
の
場
合
、
一
八
四
九
年
刊
の
第
二
巻
にm
ischen

が
立
項
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
派
生
語
な
い
し
関
連
語
を
記
載
し

て
い
る
が
、
そ
こ
に
はgem

ischte E
he

もM
ischehe

も
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
Ｂ
の
第
一
巻
（
一
八
三
三
年
刊
）
の
中
のE

he

に
も
、

同
様
に
言
及
は
な
い
。『
国
家
学
事
典
』
の
第
一
版
で
あ
る
Ｉ
は
、
項
目
と
し
て
は
後
の
版
と
同
様
に
結
婚
統
計
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

宗
教
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
が
見
ら
れ
ず
、
該
当
す
る
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
Ｉ
は
印
刷
書
体
と
し
て
ド
イ
ツ
文
字
（
い

わ
ゆ
る
亀
の
甲
文
字
）
を
採
用
し
て
い
る
が
、
後
継
の
Ｒ
と
Ｓ
に
な
る
と
ラ
テ
ン
文
字
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
か

ら
一
九
三
〇
年
刊
行
の
Ｖ
で
あ
る
が
、『
ド
イ
ツ
学
事
典
』
と
銘
打
っ
た
企
画
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、M

ischehe

の
問
題
は
採
録
す
る
に

値
し
な
い
と
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
改
革
発
祥
の
地
ド
イ
ツ
に
は
、
異
宗
派
間
結
婚
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き

た
伝
統
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
以
上
に
異
教
徒
間
結
婚
が
顕
著
と
な
る
傾
向
が
見
ら
れ

る
の
で
、
そ
う
し
た
判
断
そ
の
も
の
が
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
全
二
四
点
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、gem

ischte E
he

と
い
う
古
い
表
現
の
最
後
の
用
例
が

一
九
二
六
年
に
あ
り
、M

ischehe

と
い
う
新
し
い
表
現
の
初
出
が
一
八
七
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
世
紀
転
換
を
含
む
半
世
紀

一
二
八



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
七
）

の
間
に
、
明
ら
か
に
表
現
の
仕
方
が
変
わ
り
、
認
識
の
重
点
も
異
宗
派
間
の
問
題
か
ら
異
教
徒
間
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
の
結
婚
問
題
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
念
の
た
め
に
、
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
明
治
初
期
、
中
期
、
末
期
に
刊
行
さ
れ
た
、（
あ
）〜（
か
）
の
六
点
の
独
和
辞
典
も
点
検

し
て
み
た
が
（
7
）

、
該
当
す
る
用
語
に
つ
い
て
は
一
切
記
載
が
な
か
っ
た
。

（
1
） 

古
代
ロ
ー
マ
で
は
貴
族
と
平
民
と
の
結
婚conubium

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
で
は
、
歴
史
的
系
譜
と
日
常
言
語
が
異
な
る

ア
シ
ュ
ケ
ナ
ジ
ー
ム
と
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ー
ム
間
の
通
婚
や
、
ユ
ダ
ヤ
教
内
の
少
数
派
で
あ
っ
た
カ
ラ
イ
派
と
の
通
婚
が
、
し
ば
し
ば
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て

い
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
結
婚
に
際
し
て
は
身
分
階
層
や
文
化
な
ど
の
違
い
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。cf. P

hilip &
 H
anna 

G
oodm

an, T
h

e Jew
ish

 M
arriage A

n
th

ology, P
hiladelphia, T

he Jew
ish P

ublication S
ociety of A

m
erica, 1965. p. 114-115, 169.

（
2
） 

し
ば
し
ば
日
本
語
で
も
「
雑
婚
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
3
） 

一
九
三
五
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
諸
法
に
よ
っ
て
、「
ア
ー
リ
ア
人
」
と
「
非
ア
ー
リ
ア
人
」
の
結
婚
は
禁
止
さ
れ
た
。

（
4
） 

一
八
〇
〇
年
か
ら
四
六
年
ま
で
の
時
期
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
件
数
は
六
、三
三
〇
件
（
一
年
あ
た
り
約
一
三
五
件
）、
四
七

年
か
ら
七
〇
年
で
は
四
、七
五
〇
件
（
一
年
あ
た
り
約
一
九
八
件
）、
七
一
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
で
は
一
一
、七
〇
〇
件
（
一
年
あ
た
り
三
九
〇
件
）、

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
改
宗
の
う
ち
で
、
異
教
徒
間
結
婚
の
た
め
の
も
の
は
一
部
で
し
か
な
い
と
い
う
。M

arion A
. K
aplan

（ed.

）, Jew
ish

 

D
aily L

ife in
 G

erm
an

y, N
ew
 Y
ork 2005, p. 416 n. 66.

ま
た
逆
に
、
き
わ
め
て
稀
有
で
は
あ
る
が
、
結
婚
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
に
改
宗
し
た
例
も
史
料
に
は
留
め
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、

長
沼
「「
ユ
ダ
ヤ
娘
」
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
を
震
撼
さ
す
」、『
日
本
法
学
』
第
七
六
巻
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
二
月

（
5
） 

ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
恋
愛
関
係
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
七
世
紀
に
成
立
と
推
定
さ
れ

る
「
美
し
い
ユ
ダ
ヤ
娘
の
バ
ラ
ー
ド
」
な
ど
は
、
そ
う
し
た
事
例
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
Ｉ
・
Ｗ
・
ケ
ラ
ー
マ
ン
（
鳥
光
美
緒
子
訳
）『
ド

イ
ツ
の
家
族
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、
五
九
│
七
四
ペ
ー
ジ
。
さ
ら
に
、
よ
り
高
い
信
憑
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
回
想
録
の
類
が
あ
る
が
、

一
二
九



政
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
七
八
）

し
ば
し
ば
伝
聞
で
あ
っ
た
り
、
時
期
が
特
定
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
。

そ
う
し
た
回
想
録
の
中
か
ら
、
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
中
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ロ
ー
ウ
ェ
ン
ス
テ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
断

片
的
に
抽
出
し
て
い
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
厳
格
な
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
父
に
持
つ
娘
は
、
貴
族
の
将
校
の
求
愛
を
拒
ん
だ
が
、
友
情
の
証
と
し

て
の
指
輪
を
長
年
に
わ
た
っ
て
身
に
着
け
て
い
た
と
い
う
事
例
。
あ
る
い
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
製
本
工
が
職
人
遍
歴
の
旅
を
続
け
て
い
る
間
に
、
彼
に

関
心
を
持
つ
何
人
か
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
に
会
っ
た
が
、
自
ら
身
を
引
い
た
と
い
う
事
例
。S

teven M
. L
ow
enstein, T

he B
eginning of 

Integration, in: K
aplan, op. cit., p. 168.

（
6
） 

一
九
世
紀
前
半
か
ら
、
ナ
チ
ス
が
政
権
を
獲
得
す
る
一
九
三
三
年
以
前
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
今
回
調
査
し
得
た
Ａ
か
ら
Ｘ
ま
で
の

二
四
点
の
辞
事
典
類
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ
.

S
taats-L

exikon
 od

er E
n

cyklopäd
ie d

er S
taatsw

issen
sch

aften, hg. v. C
. R
otteck u. C

. W
elcker, A

ltona 1834-48.　

該
当
第

六
巻
は
一
八
三
八
年
刊
行
。

Ｂ
.
Joh. C

hrist. A
ug. H

eyse, H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er D

eu
tsch

en
 S

prach
e, H
ildesheim

 1968 

（N
achdruck der A

usgabe M
agdeburg 

1833-49

）. m
ischen

を
収
録
し
た
第
二
巻
は
一
八
四
九
年
の
刊
行
だ
が
、E

he

を
収
録
し
た
第
一
巻
は
一
八
三
三
年
刊
行
。

Ｃ
.

K
lein

eres B
rockh

au
s’sch

es C
on

versation
s-L

exikon
 fü

r d
en

 H
an

d
gebrau

ch, L
eipzig 1854-56.　

該
当
第
二
巻
は
一
八
五
四
年
刊
行
。

Ｄ
.

D
eu

tsch
es S

taats-W
örterbu

ch. In
 V

erbin
d

u
n

g m
it d

eu
tsch

en
 G

eleh
rten, hg. v. J. C

. B
luntschli u. K

. B
rater, S

tuttgart u. 

L
eipzig 1857-70.　

該
当
第
三
巻
は
一
八
五
八
年
刊
行
。

Ｅ
.

D
as S

taats-L
exikon

. E
n

cyklopäd
ie d

er säm
m

tlich
en

 S
taatsw

issen
sch

aften
 fü

r alle S
tän

d
e, 3. A

ufl ., hg. v. K
arl W

elcker, 

L
eipzig 1856-66.　

該
当
第
六
巻
は
一
八
六
二
年
刊
行
。

Ｆ
.

W
örterbu

ch
 d

er D
eu

tsch
en

 S
prach

e v. D
aniel S

anders, T
okyo 1968 

（N
achdruck der 2. A

ufl ., L
eipzig 1876

）.

Ｇ
.

D
eu

tsch
es W

örterbu
ch v. Jacob G

rim
m
 u. W

ilhelm
 G
rim
m
, M
ünchen 1984 

（N
achdruck der A

usgabe L
epzig 1854-1971

）.　

該
当
第
一
二
巻
は
一
八
八
五
年
刊
行
。

Ｈ
.

E
rgän

zu
n

gs W
örterbu

ch
 d

er D
eu

tsch
en

 S
prach

e v. D
aniel S

anders, T
okyo 1968 

（N
achdruck der A

usgabe B
erlin 1885

）.

一
三
〇



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
七
九
）

Ｉ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er S

taatsw
issen

sch
aften, hg. v. J. C

onrad et al., Jena 1890-97.　

該
当
第
四
巻
は
一
八
九
二
年
刊
行
。

Ｊ
.

B
rockh

au
s’ K

on
versation

s-L
exikon, 14. A

ufl ., B
erlin u. W

ien 1898.

（
全
冊
）

Ｋ
.
A
rthur F

reiherr von F
ircks, B

evölkeru
n

gsleh
re u

n
d

 B
evölkeru

n
gspolitik, L

eipzig 1898 

（H
and- und L

ehrbuch der 

S
taatsw

issenschaften. In selbständigen B
änden, 1. A

bteilung, B
d. 6

）.

Ｌ
.

D
eu

tsch
es W

örterbu
ch v. M

oriz H
eyne, T

okyo 1969-73 

（N
achdruck der 2. A

ufl ., L
eipzig 1905-06

）.　

該
当
第
二
巻
は
一
九
〇
六

年
刊
行
。

Ｍ
.

M
eyers G

roßes K
on

versation
s-L

exikon, 6. A
ufl . L

eipzig u. W
ien 1902-20.　

該
当
第
七
巻
は
一
九
〇
七
年
刊
行
。

Ｎ
.

B
rockh

au
s’ K

lein
es K

on
versation

s-L
exikon, 5. A

ufl ., L
eipzig 1908.

（
全
冊
）

Ｏ
.

M
eyers K

lein
es K

on
versation

s-L
exikon, 7. A

ufl ., L
eipzig u. W

ien 1908-10.　

該
当
第
三
巻
は
一
九
〇
九
年
刊
行
。

Ｐ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er D

eu
tsch

en
 S

prach
e von D

aniel S
anders, T

okyo 1969 

（N
achdruck der 8. A

ufl ., L
eipzig 1909

）.

Ｑ
.

D
eu

tsch
es W

örterbu
ch v. F

r. L
. K
. W
eigand, T

okyo 1968 

（N
achdruck der 5. A

ufl ., G
ießen 1909-10

）.　

該
当
第
二
巻
は

一
九
一
〇
年
刊
行
。

Ｒ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er S

taatsw
issen

sch
aften, 3. A

ufl ., Jena 1909-11.　

該
当
第
五
巻
は
一
九
一
〇
年
刊
行
。

Ｓ
.

H
an

d
w

örterbu
ch

 d
er S

taatsw
issen

sch
aften, 4. A

ufl ., Jena 1923-29.　

該
当
第
五
巻
は
一
九
二
三
年
刊
行
。

Ｔ
.

M
eyers L

exikon, 7. A
ufl ., L

eipzig 1924-33.　

該
当
第
四
巻
は
一
九
二
六
年
刊
行
。

Ｕ
.

J
ü

d
isch

es L
exikon

. E
in

 en
zyklopäd

isch
es H

an
d

w
örterbu

ch
 d

es jü
d

isch
en

 W
issen

s in
 vier B

än
d

en, hg. v. G
eorg H

erlitz u. 

B
runo K

irschner, 2. A
ufl ., F

rankfurt am
 M
ain 1987 

（N
achdruck der 1. A

ufl ., B
erlin 1927-30

）.　

該
当
第
四
／
一
巻
は
一
九
三
〇

年
刊
行
。

Ｖ
.

S
ach

w
örterbu

ch
 d

er D
eu

tsch
ku

n
d

e, hg. v. W
alther H

ofstaetter u. U
lrich P

eters, T
okyo 1976 

（N
achdruck der A

usgabe 

L
eipzig u. B

erlin 1930

）.

Ｗ
.

M
eyers K

lein
es L

exikon, 8. A
ufl ., L

eipzig 1931-32.　

該
当
第
二
巻
は
一
九
三
二
年
刊
行
。

一
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
八
〇
）

Ｘ
.

D
er G

roße B
rockh

au
s, 15. A

ufl . v. B
rockhaus’ K

onversations-L
exikon, L

eipzig 1928-35.　

該
当
第
一
二
巻
は
一
九
三
二
年
刊
行
。

（
7
） 

明
治
期
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
六
点
。

（
あ
） 　

一
八
七
二
年
『
孛
和
袖
珍
字
書
』、
小
田
條
次
郎･

藤
井
三
郎･

桜
井
勇
作
編
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
（
東
京　

學
半
社
蔵
、
明
治

五
年
八
月
）

（
い
） 　

一
八
七
二
年
『
和
譯
獨
逸
辭
典
』、
司
馬
凌
海･

河
村
文
昌
・
沢
田
勝
伯
・
明
石
文
・
明
石
朝
幹
編
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
（
東
京　

春
風
社
合
著
、
明
治
五
年
一
〇
月
）

（
う
） 　

一
八
七
三
年
『
官
許
独
和
字
典
』、
薩
摩
学
生　

松
田
為
常･

瀬
之
口
隆
敬･

村
松
経
春
編
、
三
修
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
（S

hanghai, 

A
m
erikanische M

issions B
uchdruckerei, 1873. 

（
明
治
六
年
第
五
月
））

（
え
） 　

一
八
七
七
年
『
和
獨
對
譯
辞
林
』、
律
多
留
富
勒
曼
（
リ
ウ
ド
ル
フ
レ
ー
マ
ン
）
校
訂
、
齊
田
訥
於
・
那
波
大
吉
・
國
司
平
六
編
、
三
修
社
、

一
九
八
一
年
復
刻
（
日
比
谷
健
次
郎･

加
藤
翠
溪
出
版
、
明
治
一
〇
年
一
〇
月
）

（
お
） 　

一
八
九
六
年
『
独
和
新
辞
林
』、
高
木
甚
平
・
保
志
虎
吉
共
編
、
三
省
堂
書
店
、
明
治
二
九
年

（
か
） 　

一
九
一
二
年
『
新
式
独
和
大
辞
典
』、
戸
張
信
一
郎
著
、
大
倉
書
店
、
明
治
四
五
年

二　

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
お
け
るM

ischehe

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
は
、
む
し
ろM

ischehe

を
嫌
い
、
族
内
婚
、
な
い
し
同
族
婚endogam

y

、hom
ogam

y

を
守
ろ
う
と
し
て
き
た
し
、

今
日
で
も
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
英
語
表
現
で
は
、
同
義
のm

ixed m
arriage

の
他
に
、interm

arriage

、outm
arriage

（
ユ

ダ
ヤ
人
の
側
か
ら
の
表
現
）
な
ど
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
プ
ラ
ン
は
歴
史
の
実
態
に
即
し
てinterfaithm

arriage

な
る
用
語
の
採
用

を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
（
1
）

。

一
三
二



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
一
）

ユ
ダ
ヤ
教
法
に
従
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
、
つ
ま
りM
ischehe

は
違
法
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
。
敬
虔
な
ユ

ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
は
、
現
実
に
暮
ら
し
て
い
る
地
域
で
機
能
し
て
い
る
世
俗
の
法
よ
り
も
、
ト
ー
ラ
ー
（
モ
ー
セ
五
書
）
を
根
幹
と
す

る
タ
ナ
ハ
、
つ
ま
り
一
般
に
は
旧
約
聖
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
重
要
で
あ
り
、
判
断
の
根
拠
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

タ
ナ
ハ
と
旧
約
聖
書
と
の
間
に
は
、
厳
密
に
言
え
ば
若
干
の
差
異
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
当
面
の
課
題
に
と
っ
て
は
こ
の
差
異
は
無
視
で
き

る
も
の
な
の
で
、
新
共
同
訳
を
用
い
て
該
当
箇
所
を
見
て
お
き
た
い
。
申
命
記
第
七
章
の
冒
頭
に
は
「
七
つ
の
民
を
滅
ぼ
せ
」
と
小
見
出

し
が
立
ち
、
七
つ
の
民
の
名
が
例
示
さ
れ
た
あ
と
、「
彼
ら
と
縁
組
を
し
、
あ
な
た
の
娘
を
そ
の
息
子
に
嫁
が
せ
た
り
、
娘
を
あ
な
た
の

息
子
の
嫁
に
迎
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」（
申
命
七
：
三
）、
と
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
つ
の
民
と
敵
対
し
、
通
婚
関
係
を
断
つ
べ

き
理
由
と
し
て
、「
あ
な
た
の
息
子
を
引
き
離
し
て
わ
た
し
に
背
か
せ
、
彼
ら
は
つ
い
に
他
の
神
々
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
主
の
怒
り

が
あ
な
た
た
ち
に
対
し
て
燃
え
、
主
は
あ
な
た
を
速
や
か
に
滅
ぼ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
の
祭
壇
を

倒
し
、
石
柱
を
砕
き
、
ア
シ
ェ
ラ
の
像
を
粉
々
に
し
、
偶
像
を
火
で
焼
き
払
う
こ
と
で
あ
る
」（
申
命
七
：
四
│
五
）
と
す
る
。
つ
ま
り
、

十
戒
中
の
第
二
戒
に
も
と
づ
き
、
偶
像
崇
拝
者
か
ら
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
エ
ズ
ラ
記
に
な
る
と
、
よ
り
峻
烈
な
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
エ
ズ
ラ
記
は
、「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
か
ら
帰
還
し
た

「
捕
囚
の
民
」
が
異
民
族
の
娘
と
の
結
婚
と
い
う
「
悪
事
」（
エ
ズ
ラ
九
：
二
）
に
手
を
染
め
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対

す
る
主
の
戒
め
と
掟
の
言
葉
に
精
通
し
た
、
祭
司
で
あ
り
書
記
官
で
あ
る
エ
ズ
ラ
」
が
、「
主
の
律
法
を
研
究
し
て
実
行
し
、
イ
ス
ラ
エ

ル
に
掟
と
法
を
教
え
る
こ
と
に
専
念
し
た
」（
エ
ズ
ラ
七
：
一
〇
│
一
一
）
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
祭
司
エ
ズ
ラ
は
立
ち
上
が
り
、
彼

ら
に
言
っ
た
。「
あ
な
た
た
ち
は
神
に
背
い
た
。
異
民
族
の
嫁
を
迎
え
入
れ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
新
た
な
る
罪
科
を
加
え
た
。
今
、
先
祖

の
神
な
る
主
の
前
で
罪
を
告
白
し
、
主
の
御
旨
を
行
い
、
こ
の
地
の
民
か
ら
も
、
異
民
族
の
嫁
か
ら
も
離
れ
な
さ
い
」（
エ
ズ
ラ
一
〇
：

一
三
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
八
二
）

一
〇
│
一
一
）
と
命
じ
、「
異
民
族
の
妻
子
と
の
絶
縁
」
を
断
行
し
た
、
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ズ
ラ
記
と
い
う
文
書
は
教
化
と
綱

紀
粛
正
に
つ
い
て
の
記
録
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
し
、
続
く
ネ
ヘ
ミ
ヤ
記
か
ら
も
同
様
の
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
以
上

に
見
て
き
た
よ
う
な
旧
約
中
の
記
述
がM

ischehe

を
違
法
と
す
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
法
は
厳
格
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
非
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
結
婚
を
禁
じ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

に
断
言
で
き
な
い
と
い
う
、
非
常
に
我
々
を
困
惑
さ
せ
る
事
態
も
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
タ
ナ
ハ
の
さ
ま
ざ
ま
な

掟
を
ど
の
よ
う
に
実
際
の
生
活
の
場
で
適
用
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
た
夥
し
い
解
釈
の
数
々
が
積
み
重
ね
ら
れ
、

そ
う
し
た
中
か
ら
次
第
に
法
規
的
な
部
分
が
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
ハ
ラ
ハ
ー
の
形
成
で
あ
る
。
ハ
ラ
ハ
ー
に
従
え
ば
「
ユ

ダ
ヤ
人
」
の
定
義
は
二
つ
の
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
な
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い

は
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
を
も
つ
者
で
あ
る
（
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
改
宗
者P

roselyt

も
当
然
含
む
）。
こ
の
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
多
く
の
場
合
一
致
す

る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
が
棄
教
者A

postat

と
な
っ
た
と
し
て
も
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
（
び
と
）

Israelit

は
罪
を
犯
し
て
も
な
お
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
も
あ
る
の
で
（
2
）

、
こ
の
非
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
人
物
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
結
婚
し
た
場
合
に
はM

ischehe

に
は
な
ら
な
い
。

ま
たM

ischehe

を
行
っ
た
者
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
法
上
そ
の
「
結
婚
」
は
無
効
な
の
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
結
婚
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
の
で
、
新
た
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
を
望
ん
だ
と
し
て
も
、
以
前
の
「
結
婚
」
を
解
消
す
る
必
要
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
内
部
論

理
だ
け
で
考
え
れ
ば
重
婚
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
も
か
く
、
現
実
にM

ischehe

が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
結
婚
と

は
認
定
し
な
い
の
で
、
外
部
の
世
界
の
判
断
と
は
齟
齬
を
き
た
す
結
果
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
古
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
法
廷
で
あ
る
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
を
模
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
一
八
〇
六
年
に
パ
リ
に
召
集
し
た
名
士
会
で
は
、

一
三
四



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
三
）

そ
も
そ
も
申
命
記
が
排
除
し
た
対
象
は
偶
像
崇
拝
者
な
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
は
そ
れ
に
は
あ
た
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
も
可
能
で
あ
る
、
た
だ
し
ラ
ビ
が
司
式
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
見
解
ま
で
出
さ

れ
て
い
た
（
3
）

。
要
す
る
に
、
圧
倒
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
対
応
し
う
る
手
が
か
り
と
し
て

の
先
例
が
残
さ
れ
て
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

カ
プ
ラ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
異
教
徒
間
結
婚
をinterfaithm

arriage

と
表
現
し
、
い
わ
ゆ
る
「
東
方
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
をinterm

arriage

と
し
た
こ
と
が
あ
る
。cf. M

arion A
. K
aplan, T

h
e M

akin
g of th

e Jew
ish

 M
id

d
le C

lass. 

W
om

en
, F

am
ily, an

d
 Id

en
tity, in

 Im
perial G

erm
an

y, N
ew
 Y
ork et al., 1991. 

し
か
し
二
〇
〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
前
掲
の
編
著
書
で

は
、
通
常
の
用
語
法
に
戻
っ
てinterm

arriage

を
使
用
し
て
い
る
。

（
2
） cf. A

rt. “M
ixed M

arriage, Interm
arriage”, in: E

n
cyclopaed

ia Ju
d

aica, second ed., vol. 14, D
etroit 2007, p. 376.

（
3
） A

dolf B
rull, D

ie M
isch

eh
e im

 Ju
d

en
tu

m
 im

 L
ich

te d
er G

esch
ich

te, K
essinger L

egacy R
eprints n. d. 

（N
achdruck der 

A
usgabe F

rankfurt am
 M
ain 1905

）, S
. 17-18.

三　

プ
ロ
イ
セ
ン
の
法
制

一
七
九
四
年
六
月
一
日
施
行
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典A

llgem
eines L

andrecht für die P
reussischen S

taaten

（
Ａ
Ｌ
Ｒ
）

は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
現
行
法
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
特
別
法
が
制
定
さ
れ
な
い
限
り
、

一
九
世
紀
中
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
婚
姻
は
原
則
と
し
て
こ
の
Ａ
Ｌ
Ｒ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
。
ま
た
、
ほ
か
の
ド
イ
ツ
諸
邦
に
対
し

一
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
八
四
）

て
も
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
。「
婚
姻
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
第
二
部
第
一
章
は
、
微
細
な
局
面
に
ま
で
及
ぶ
全
一
一
三
一

条
の
条
文
か
ら
な
る
が
、
そ
の
第
三
六
条
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
男
性
）
は
、
そ
の
者
の
信
仰
原
則
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
婚
姻
法

に
従
う
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
者
と
結
婚
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
規
定
す
る
（
1
）

。
文
法
上
の
表
現
が
男
性
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て

異
議
申
し
立
て
を
す
る
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
（
2
）

、
こ
の
条
文
は
当
然
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
対
象
に
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
条
文
は
、
理
論
的
に
は
、
例
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
法
を
自
ら
の
意
思
で
積
極
的
に
破
ろ
う
と
す
る
ユ

ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
を
明
示
的
に
禁
止
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
現
実
に
は
常
識
的
に
解
釈
さ
れ
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
を
禁
止
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
こ
う
し
た
条
文
解
釈
こ
そ
が
伝
統
的
な
教
会
法

と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
一
三
六
条
は
、「
完
全
に
有
効
な
る
婚
姻
と
は
聖
職
者
の
と
り
お
こ
な
う
結
婚
式
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
（
3
）

、
教
会
婚
を
絶
対
の
条
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
一
二
年
三
月
一
一
日
の
「
解
放
勅
令
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
を
公
民S

taatsbürger

と
認
め
、
多
少
の
制
約
は
残
し
て
い
た
も

の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
市
民
と
同
等
の
権
利
を
賦
与
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
4
）

。
こ
の
勅
令
は
全
部
で
三
九
の
条
文
か
ら
な
る
が
、

第
一
七
か
ら
一
九
条
が
婚
姻
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
に
関
し
て
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
七
条
は
、「
婚
姻
の
結
び
つ
きE

hebündnisse

に
つ
い
て
は
、
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の

特
別
な
裁
可
や
婚
姻
証
書
に
よ
る
処
理
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
な
規
則
に
従
っ
て
、
と
も
か
く
も
他
人
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
同

意
な
い
し
婚
姻
の
許
可
を
必
要
と
し
な
い
限
り
で
、
お
互
い
の
間
でunter sich

と
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
の
ち
の
内
務
大
臣
に
相
当
す
る
地
方
担
当
大
臣P

rovinzialm
inister

シ
ュ
レ
ッ
タ
ー
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
の
主
導
者
で

あ
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
の
同
意
を
得
て
、
一
八
〇
八
年
一
二
月
二
二
日
に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
に
提

一
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ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
五
）

出
し
た
第
一
次
草
案
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
婚
姻
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
が
事
前
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
同
士
の
婚
姻
同
様
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
5
）

。
こ
の
第
一
次
草
案
の
作
成
過
程
は
、

一
八
〇
六
年
一
〇
月
に
イ
ェ
ー
ナ
で
フ
ラ
ン
ス
軍
に
完
敗
し
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
が
発
動
し
て
い
く
中
で
、
強
い

危
機
意
識
に
支
え
ら
れ
て
近
代
国
家
へ
の
再
編
が
大
胆
に
模
索
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
い
ま
だ
無
権
利
状
態
に
あ

る
大
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
市
民
と
し
て
改
善
し
、
国
家
に
と
っ
て
有
用
な
存
在
に
改
変
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
志
が
働
い
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
案
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
に
つ
れ
て
Ａ
Ｌ
Ｒ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
る
立
場
か
ら
の
批
判
が
強
ま
り
、

決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
つ
い
に
最
終
成
案
か
ら
は
異
教
徒
間
結
婚
の
問
題
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
一
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
一
時
期
失
っ
て
い
た
ポ
ー
ゼ
ン
を
再
確
保
し
、
さ
ら
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

を
新
た
に
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
解
放
勅
令
」
は
、
発
布
さ
れ
た
時
点
で
の
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
領
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

新
た
に
版
図
に
編
入
さ
れ
た
地
域
に
自
動
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
公
民
権
を
獲
得
で
き
た
ユ
ダ
ヤ
人

は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
全
土
に
居
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
う
ち
で
、
わ
ず
か
四
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
（
6
）

。
一
八
一
六
年
に
は
全
部
で

一
二
三
、九
三
八
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
か
ら
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
市
民
と
同
様
に
振
る
舞
え
た
の
は

三
〇
、〇
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法
と
い
っ
た
も
の
は
い
ま
だ

存
在
せ
ず
、
わ
ず
か
な
違
い
も
す
べ
て
数
え
上
げ
て
い
け
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
二
二
の
異
な
る
規
定
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
最
も

重
要
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
三
三
年
六
月
一
日
に
制
定
さ
れ
た
「
ポ
ー
ゼ
ン
大
公
国
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
あ
り
方
に
関
す
る
暫
定
的
条

例
」
で
あ
る
。
ポ
ー
ゼ
ン
在
住
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
一
六
年
時
点
で
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
全
ユ
ダ
ヤ
人
中
実
に
約
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

て
お
り
、
ま
た
生
活
実
態
や
系
譜
な
ど
の
点
で
他
の
地
域
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
も
か
な
り
違
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
情
が
、
同
地
域
だ
け
に

一
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適
用
さ
れ
る
特
別
規
定
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
（
7
）

。

こ
の
「
暫
定
条
例
」
の
中
で
は
第
一
五
条
が
婚
姻V

erheirathung

を
扱
っ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
ユ
ダ
ヤ
人
同
士
の
関
係
と
し
て
の

み
規
定
し
て
お
り
、
異
教
徒
間
結
婚
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、gem

ischte E
he

と
い
う
用
語
自
体
が
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
と
外
国
人
女
性A

usländerin

と
の
婚
姻
は
、
後
者
が
少
な
く
と

も
五
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー
ラ
ー
の
自
己
資
産
を
持
参
金
と
し
て
も
っ
て
く
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
。
個
々
に
生
ず
る
事
例
で
の
免
除
に

つ
い
て
は
、
州
長
官
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
ラ
ン
ト
法
典
第
二
部
第
一
章
第
一
三
六
条
に
基
づ
い
て
、
完
全
に
有
効
な
婚

姻
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
婚
礼T

rauung

に
代
わ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
婚
姻
の
際
は
、
婚
礼
の
天
蓋
の
下
に
集
い
、
指
輪
の
厳
粛
な

る
装
着
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
第
一
三
八
条
に
指
示
さ
れ
て
い
る
婚
姻
予
告
に
代
わ
っ
て
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
内
で
の
告
示
を
行
う
も

の
と
す
る
（
8
）

。」
こ
こ
で
「
外
国
人
女
性
」
と
直
訳
し
た
表
現
の
正
確
な
内
容
は
、
実
質
的
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
内
の
州
で
あ
っ
た
ポ
ー

ゼ
ン
大
公
国
以
外
に
居
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
（
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
改
宗
し
た
女
性
）
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
第
一
五
条
後
半
で
要
求

し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教
版
強
制
的
教
会
婚
か
ら
も
解
釈
で
き
よ
う
。
と
も
か
く
こ
の
第
一
五
条
の
他
に
は
、
婚
姻
に
関
す
る
規
定
は
な
い
の

で
あ
る
。

下
っ
て
一
八
四
七
年
、
よ
う
や
く
七
月
二
三
日
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法G

esetz über die V
erhältnisse der Juden

」
が
制
定
さ
れ
（
9
）

、

ユ
ダ
ヤ
人
立
法
の
不
整
合
性
は
大
幅
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
ポ
ー
ゼ
ン
だ
け
は
依
然
と
し
て
例
外
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
四
七
年
法
は
、
ま
ず
第
一
条
で
、「
我
が
ユ
ダ
ヤ
人
臣
民
に
対
し
て
は
、
本
法
が
別
に
定
め
な
い
限
り
、
当
君
主
国
の
す
べ
て
の
範

囲
内
で
、
我
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
臣
民
と
同
一
の
義
務
に
加
え
て
ま
た
同
一
の
市
民
権
が
下
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。
さ
ら
に
第

二
条
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
司
法
、
警
察
、
行
政
に
関
す
る
職
務
を
除
き
、
国
政
及
び
地
方
自
治
体
の
職
務
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

一
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ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
七
）

ま
た
大
学
に
あ
っ
て
も
、
定
款
中
に
禁
止
規
定
が
な
い
限
り
、
医
学
・
数
学
・
自
然
科
学
・
地
理
学
・
言
語
学
の
分
野
で
は
正
教
授
に
至

る
ま
で
就
任
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
の
学
問
分
野
や
学
長
な
ど
の
管
理
職
に
は
就
け
な
い
と
も
規
定
さ
れ
て
い

る
。
現
実
の
プ
ロ
イ
セ
ン
社
会
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
地
位
は
、「
解
放
勅
令
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
も
後
退
し
て
い
た
の
で
、
多
少
の
制
限

が
な
お
残
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
四
七
年
法
に
よ
っ
て
改
め
て
大
幅
に
「
解
放
」
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

婚
姻
の
問
題
は
、「
出
生
、
結
婚
、
お
よ
び
死
亡
の
事
例
」
に
つ
い
て
一
括
し
た
第
八
か
ら
二
二
条
ま
で
の
間
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
注
目
に
値
す
る
の
が
第
八
条
で
あ
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
の
出
生
、
結
婚
、
お
よ
び
死
亡
事
例
の
民
事
上
の
認
証B

eglaubigung

は
、
司
法
上
機
能
し
て
い
る
登
録
簿
へ
の
記
入
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
さ
ら
に
第
一
四
条
で
も
、
婚
姻
の
有
効
性
は
登
録

簿
に
記
入
し
た
時
点
で
生
じ
る
、
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ビ
が
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
司
式
し
た
だ
け
で
は
そ
の
結
婚
は
有
効
な
も
の
と

は
な
り
え
ず
、
い
わ
ば
教
会
婚
の
優
位
性
が
崩
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
し
か
し
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
法
令
が
「
ユ
ダ

ヤ
人
関
係
法
」
の
四
か
月
ほ
ど
前
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
八
四
七
年
三
月
三
〇
日
に
成
立
し
、
と
き
に
は
無
宗
教
者
法

D
issidentengesetz

と
も
呼
ば
れ
る
「
民
事
上
の
認
証
が
地
域
裁
判
所O

rtsgericht

に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
出
生
、
結
婚
、

お
よ
び
死
亡
の
事
例
に
関
す
る
通
達V

erordnung

」
で
あ
る
（
10
）

。
こ
れ
は
、
教
会
を
離
脱
し
た
者
な
い
し
は
教
会
か
ら
破
門
さ
れ
た
者
、

国
家
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
宗
教
団
体
に
は
属
し
て
い
な
い
者
、
無
信
仰
者
な
ど
、
教
会
法
上
の
理
由
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
を
拒
否
さ
れ

た
者
を
救
済
す
る
た
め
の
市
民
法
上
の
規
定
で
あ
っ
た
（
11
）

。
こ
の
「
通
達
」
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法
」
の
一
部
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
事
実
「
通
達
」
の
中
で
具
体
的
に
届
出
手
続
き
を
定
め
た
条
文
は
、
一
字
一
句
違
わ
ず
「
ユ
ダ
ヤ
人
関
係
法
」
に
転
用
さ
れ
て
い

る
。
言
っ
て
み
れ
ば
「
教
会
離
れ
」
の
現
実
を
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
は
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
のM

ischehe

は
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

一
三
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一
八
四
八
年
の
ド
イ
ツ
三
月
革
命
は
、
実
定
的
効
力
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
四
九
年
三
月
二
八
日
の
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
憲
法
」（
パ
ウ
ル
ス
教
会
憲
法
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
も
た
ら
し
た
（
12
）

。
そ
の
第
六
章
は
「
ド
イ
ツ
国
民V

olk

の
基
本
権
」
を
う
た
っ
て

お
り
、「
信
仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
」
や
「
宗
教
活
動
の
自
由
」
な
ど
が
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
擁
護
さ
れ
て
い
て
、「
宗
教
上
の
行
為
等

の
強
制
禁
止
」
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
民
事
婚
」
に
つ
い
て
は
、「
婚
姻
の
民
事
上
の
効
力
は
、
民
事
行
為
の
遂
行
に
の

み
依
存
す
る
。
教
会
で
の
婚
礼
は
、
民
事
行
為
の
遂
行
後
に
お
い
て
の
み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
の
相
違
は
民
事
上
の
婚

姻
障
碍
と
は
な
ら
な
い
」（
第
一
五
〇
条
）
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
」
第
一
五
〇
条
は
、
一
八
四
八
年
一
二
月
五

日
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
」
第
一
六
条
、
す
な
わ
ち
「
婚
姻
の
民
事
上
の
効
力
は
、
権
限
を
有
す
る
民
事
身
分
官
吏C

ivilstands-

B
eam
te

の
面
前
で
の
婚
姻
締
結
に
よ
り
生
じ
る
。
教
会
で
の
婚
礼
は
、
民
事
行
為
の
遂
行
後
に
お
い
て
の
み
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
（
13
）

」
と
す
る
規
定
に
明
ら
か
に
呼
応
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ド
イ
ツ
三
月
革
命
が
後
退
し
て
い
く
中
で
、
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
は
、
四
九
年
に

な
っ
て
新
た
に
三
級
選
挙
法
に
基
づ
く
憲
法
制
定
議
会
議
員
選
挙
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
選
出
さ
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
一
八
四
八
年
憲
法

は
修
正
可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
八
五
〇
年
一
月
三
一
日
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
」
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
一
八
年

に
ド
イ
ツ
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
敗
北
す
る
ま
で
効
力
を
保
ち
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
一
八
五
〇
年
憲
法
の
第
一
九
条
は
、

「
民
事
婚
の
導
入
は
、
民
事
身
分
登
録
簿
の
管
理
を
も
規
定
す
る
特
別
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
（
14
）

」
と
の
み
定
め
、
大
き
く
後
退
し
た
の
で

あ
っ
た
。

結
局
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
のM

ischehe

の
合
法
化
は
、
一
八
七
〇
年
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
プ
ロ
イ

セ
ン
法
上
の
規
定
と
し
て
、
一
八
七
四
年
三
月
九
日
の
「
市
民
身
分P

ersonenstand

の
登
録
お
よ
び
婚
姻
締
結
の
方
式
に
関
す
る
法

一
四
〇



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
八
九
）

律
」
が
定
め
ら
れ
（
15
）

、
強
制
的
民
事
婚
の
導
入
が
つ
い
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
同
法
第
一
条
は
、「
出
生
、
結
婚
、
お
よ
び
死
亡
事
例
の

登
録
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
身
分
官
吏
が
所
定
の
登
録
簿
に
登
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
あ
り
、
教
会

が
関
与
す
る
余
地
を
完
全
に
排
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
な
手
続
き
を
細
か
く
列
記
し
た
後
、
第
二
四
条
か
ら
三
八
条
ま
で

を
第
三
章
と
し
、「
婚
姻
締
結
の
形
式
と
結
婚
登
録
に
つ
い
て
」
扱
っ
て
い
る
。
と
く
に
第
二
四
条
の
後
段
で
、「
婚
姻
締
結
の
宗
教
儀
式

は
、
身
分
官
吏
の
面
前
で
の
婚
姻
の
締
結
後
に
初
め
て
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
し
た
こ
と
も
目
を
引
く
。
次
い
で
婚
姻
予
告
の
問
題

を
扱
っ
た
後
、
第
三
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
婚
姻
は
、
婚
約
者
が
二
人
の
証
人
の
立
会
い
の
下
に
、
お
互
い
に
婚
姻
し
た

い
と
す
る
自
ら
の
意
思
を
身
分
官
吏
の
面
前
で
表
明
し
、
こ
の
表
明
が
身
分
官
吏
に
よ
っ
て
結
婚
登
録
簿
に
登
記
さ
れ
、
か
つ
、
婚
約
者

と
身
分
官
吏
と
に
よ
る
登
記
が
完
了
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
締
結
さ
れ
る
。」
ま
た
、
こ
の
法
律
全
体
を
通
じ
て
指
摘
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
個
別
の
宗
教
名
が
一
切
登
場
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
宗
教
の
優
越
や
宗
教
の
相
違
に
よ
る
婚
姻
障
碍
と
い
っ
た

事
柄
を
ま
っ
た
く
問
題
に
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
信
仰
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
聖
職
者
が
司
式
す
る
結
婚
式
と
は
無
関

係
に
婚
姻
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
国
家
権
力
が
完
全
に
宗
教
の
介
入
を
排
除
し
得
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
帝
国
全
体
に
と
っ
て
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
動
向
は
決
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
翌
一
八
七
五
年
二
月
六
日
に
「
市
民
身
分
の
登
録

お
よ
び
婚
姻
締
結
に
関
す
る
帝
国
法
」
が
成
立
し
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
導
入
さ
れ
た
強
制
民
事
婚
が
全
帝
国
領
に
拡
大
さ
れ
た
」
の
で

あ
っ
た
（
16
）

。

（
1
） 

A
llgem

ein
es L

an
d

rech
t fü

r d
ie P

reu
ßisch

en
 S

taaten
 von

 1794. M
it einer E

inführung von H
ans H

attenhauer, 3. A
ufl ., 

B
erlin 1996. S

. 352.

一
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
九
〇
）

（
2
） 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
革
命
期
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
家
で
あ
っ
た
グ
ー
ジ
ュO
lym
pe de G

ouges

が
人
権
宣
言
の
男
性
性
を
批
判
し
、

一
七
九
一
年
に
「
女
性
と
女
性
市
民
の
権
利
宣
言D

éclaration des droits de la fem
m
e et de la citoyenne

」
を
発
表
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
さ
れ
、
ま
た
ジ
ロ
ン
ド
派
に
近
く
、
国
王
ル
イ
一
六
世
の
処
刑
に
反
対
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
公

安
委
員
会
に
反
革
命
と
断
罪
さ
れ
て
九
三
年
に
処
刑
さ
れ
た
。

（
3
） A

L
R
, S
. 355.

（
4
） E

dikt, betreff end die bürgerlichen V
erhältnisse der Juden in dem

 P
reußischen S

taate. in: G
esetz-S

am
m

lu
n

g fü
r d

ie 

K
ön

iglich
en

 P
reu

ßisch
en

 S
taaten

(G
S

) 1812, S
.17-22.　

参
照
、
長
沼
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
位
置
│
一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
法
的
規
定
の
検
討
を
中
心
に
│
」、『
桜
文
論
叢
』
第
一
二
巻
、
一
九
八
二
年
一
月

（
5
） M

eiring, a. a. O
., S
. 20.

（
6
） E

bd.

（
7
） 

参
照
、
長
沼
「
ポ
ー
ゼ
ン
大
公
国
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
」、『
桜
文
論
叢
』
第
七
〇
巻
、
二
〇
〇
八
年
一
月

（
8
） 

G
S

 1833, S
. 68.

（
9
） 

G
S

 1847, S
. 263ff .

（
10
） 

G
S

 1847, S
. 125ff .

（
11
） 

参
照
、
広
渡
清
吾
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
民
事
婚Z

ivilehe

」
の
成
立
過
程
│S

tepfan B
uchholz

の
所
説
に
寄
せ
て
│
」『
家
族

史
研
究
』
第
五
集
、
大
月
書
店
、
一
九
八
二
年

（
12
） E

rnst R
udolf H

uber

（hg.

）, D
oku

m
en

te zu
r d

eu
tsch

en
 V

erfassu
n

gsgesch
ich

te, B
d

. 1, D
eu

tsch
e V

erfassu
n

gsd
oku

m
en

te 

1803-1850, 3. A
ufl ., S

tuttgart u. a. 1978. S
. 375ff .

（
13
） 

G
S

 1848, S
. 377.

（
14
） 

G
S

 1850, S
. 19.

（
15
） 

G
S

 1874, S
. 95ff .

一
四
二



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
九
一
）

（
16
） 

ビ
ス
マ
ル
ク
は
当
初
か
ら
帝
国
全
体
を
統
一
す
る
形
で
の
民
事
婚
の
導
入
を
希
望
し
て
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
バ
イ
エ
ル
ン
や
ザ
ク
セ
ン
を

は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
で
の
反
対
が
強
か
っ
た
。
七
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
基
づ
く
帝
国
法
案
が
七
四
年
三
月

二
八
日
に
帝
国
議
会R

eichstag

で
は
承
認
さ
れ
た
が
、
立
法
技
術
的
に
不
備
が
あ
る
と
す
る
理
由
で
連
邦
参
議
院B

undesrat

で
は
否
決
さ
れ
た
。

プ
ロ
イ
セ
ン
法
は
た
ん
に
婚
姻
締
結
の
方
式
と
登
録
の
仕
方
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
七
五
年
の
帝
国
法
は
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
婚
姻
要
件

な
ど
を
詳
細
に
付
け
加
え
て
あ
る
。E

. R
. H
uber, D

eu
tsch

e V
erfassu

n
gsgesch

ich
te seit 1789, B

d. 4, S
tuttgart 1969. S

. 733-734.　

広

渡
、
前
掲
論
文
、
九
六
│
九
七
ペ
ー
ジ
。

お
わ
り
に

ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
合
法
的
な
結
婚
と
し
て
のM

ischehe

は
よ
う
や
く
一
八
七
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
可
能
に
な
っ

た
。
そ
の
三
〇
年
ほ
ど
前
に
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
で
果
敢
な
闘
争
を
挑
ん
だ
ベ
ー
レ
ン
ト
と
モ
イ
ラ
ン
ト
の
願
い
は
、
つ
い
に
実
現
し
た

の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
諸
派
で
あ
れ
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
統
的
に
継
承
し
て
き
た
婚
姻
観
は
依
然
と
し
て
変
わ
っ

て
い
な
い
の
で
、
篤
い
信
仰
心
を
も
つ
が
ゆ
え
に
悩
み
続
け
た
者
た
ち
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
信
仰
の
大
枠
を
守
り

つ
つ
、
法
の
保
護
を
受
け
ら
れ
る
結
び
つ
き
を
望
む
も
の
は
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。
今
回
は
実
態
分
析
を
主
眼
と
し
て
い
な
い
の
で
、

詳
細
な
統
計
は
省
く
が
、
ナ
チ
ス
政
権
成
立
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
百
科
事
典
に
よ
れ
ば
、M

ischehe

は
明
ら
か
に
増
加
し
続
け
、

二
〇
世
紀
に
は
い
る
と
件
数
も
相
当
な
数
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
う
ち
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
結
婚
し
た
者
の

比
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
推
移
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
八
七
六
年
│
八
〇
年
は
四
・
四
、
八
六
年
│
九
〇
年
は
九
・
四
、
九
六
年
│

一
九
〇
〇
年
は
九
・
九
、一
九
〇
六
年
│
一
〇
年
は
一
三
・
二
、
一
六
年
│
二
〇
年
は
二
〇
・
八
、
二
一
年
│
二
四
年
二
〇
・
九
、
二
七
年
は

一
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
九
二
）

二
一
・
六
（
1
）

。

こ
の
異
教
徒
間
結
婚
は
大
都
市
で
の
成
立
件
数
が
多
く
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
人
数
で
見
た
場
合

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
後
半
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
タ
イ
ル
ハ
ー
バ
ー
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
両
都
市
が
ユ
ダ
ヤ

教
改
革
派
の
二
大
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
当
初
は
も
っ
ぱ
ら
大
都
市
で
の
現

象
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
農
村
部
や
地
方
小
都
市
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

れ
に
、
ド
イ
ツ
中
部
ザ
ク
セ
ン
地
方
の
中
堅
都
市
で
あ
っ
た
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
に
な
る
と
、
一
九
二
五
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
は
ユ
ダ
ヤ

人
同
士
の
婚
姻
数
（
二
一
件
）
よ
り
もM

ischehe

（
二
五
件
）
が
上
回
っ
て
さ
え
い
た
。
あ
る
い
は
、
一
九
〇
一
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て

全
ド
イ
ツ
で
成
立
し
たM

ischehe
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
事
例
が
七
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク

を
選
ん
だ
事
例
の
二
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
都
市
が
概
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
に
多

か
っ
た
こ
と
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
が
異
宗
派
間
・
異
教
徒
間
結
婚
に
関
し
て
よ
り
強
く
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

ユ
ダ
ヤ
人
男
女
の
間
に
も
、M
ischehe

に
関
し
て
顕
著
な
差
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
全
土
で
結
婚
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
う
ち
、
非
ユ

ダ
ヤ
人
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
迎
え
た
比
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年
│
〇
五
年
は
八
・
八
、
〇
六
年
│
一
〇
年
は

一
一
・
四
、
一
一
年
│
一
五
年
は
二
二
・
四
、
一
六
年
│
二
〇
年
は
一
八
・
六
、
二
一
年
│
二
五
年
は
二
〇
・
六
、
二
六
年
│
二
七
年
は

二
四
・
八
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
女
性
の
場
合
は
、
同
様
の
時
期
で
、
七
・
六
、
九
・
七
、
一
三
・
六
、
一
三
・
六
、
一
四
・
九
、

一
六
・
〇
と
推
移
し
て
い
っ
た
（
2
）

。
男
性
の
場
合
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
ダ
メ
ー
ジ
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
の
時
期
全
体

で
み
れ
ば
か
な
り
急
速
な
伸
び
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
の
場
合
は
、
相
対
的
に
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
が
、
や
は
り
着
実
に
伸
び
て

い
る
。

一
四
四



ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe

に
つ
い
て
（
長
沼
）

（
一
四
九
三
）

こ
の
男
女
間
の
差
に
つ
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
伝
統
的
な
結
婚
観
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
カ
プ
ラ
ン
の
見
解
が
参
考
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
結
婚
に
際
し
て
は
、
家
族
間
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
結
び
つ
き
と
い
う
要
素
が
重
視
さ
れ
、
花
嫁
と
な
る
女
性
の
個

人
と
し
て
の
意
思
は
一
九
世
紀
く
ら
い
ま
で
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
。
両
親
や
男
兄
弟
が
、
し
ば
し
ば
当
事
者
に
は
知
ら

せ
ず
、
持
参
金M

itgift

や
嫁
入
り
支
度A

ussteuer

を
含
め
て
相
手
側
と
交
渉
し
て
進
め
て
い
く
、
い
わ
ば
取
り
決
め
婚
で
あ
り
、
家

同
士
の
新
た
な
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
、
事
業
経
営
に
も
利
用
し
て
い
く
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
一
種
の
打
算
的
な
計
略
結
婚
が
支
配
的
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
両
親
が
不
在
で
あ
っ
た
り
し
た
な
ら
、
姉
妹
を
先
に
嫁
が
せ
る
の
が
男
兄
弟
の
義
務
で
あ
っ
た
、
と
も
い
う
（
3
）

。
こ

う
し
た
旧
来
の
観
念
は
、
一
九
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
で
も
、
実
際
に
な
お
強
い
影
響
力
を
残
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
と
り
わ
け

女
性
に
即
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、M
ischehe

の
広
が
り
は
、
伝
統
的
な
宗
教
モ
ラ
ル
を
踏
み
越
え
、
自
立
し
た
意
思
を
持
っ
た

個
人
が
出
現
し
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
新
し
い
女
」
の
姿
も
く
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
と
も
す

れ
ば
、
裕
福
で
、
な
お
名
誉
欲
に
取
り
つ
か
れ
た
親
の
言
う
が
ま
ま
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
没
落
貴
族
や
軍
人
と
の
結

婚
が
横
行
し
て
い
た
、
と
い
う
言
説
が
流
布
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
（
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
）
に
密
着
し
た
事
例

研
究
は
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
打
破
し
て
お
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
同
士
の
結
婚
の
場
合
は
新
婦
の
出
自
は
お
お
む
ね
裕
福
で
、M

ischehe

を
選
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
出
自
は
概
し
て
貧
し
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
4
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
男
女
を
問
わ
ず
確
実
に
進
行
し
て
い
っ
たM

ischehe

は
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
い

く
要
因
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
元
来
宗
教
色
は
希
薄
で
あ
り
な
が
ら
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
特
性
を
排
他
的
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
シ

オ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
、
警
戒
心
を
募
ら
せ
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
ド
イ
ツ
出
身
の
指
導
的
な
シ
オ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
都

市
テ
ル
・
ア
ヴ
ィ
ヴ
の
建
設
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
ル
ッ
ピ
ン
は
、
自
著
の
中
でM

ischehe

に
つ
い
て
分
析
し
、
強
い
危
機
感
を
表
明

一
四
五
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し
て
い
た
（
5
）

。
そ
し
て
今
日
の
イ
ス
ラ
エ
ル
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
は
、
一
九
五
三
年
の
ラ
ビ
法
廷
の
決
定
に
よ
り
認

め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
6
）

。

（
1
） 

J
ü

d
isch

es L
exikon, B

d. 4/1, S
. 216.

ド
イ
ツ
帝
国
全
体
で
の
統
計
は
一
九
〇
〇
年
以
降
に
整
備
さ
れ
る
。
ま
た
統
計
の
取
り
方
と
し
て
、

結
婚
件
数
で
は
な
く
、
結
婚
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
全
員
の
中
で
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
結
婚
し
た
者
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
仮
に

三
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
結
婚
し
た
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
け
が
非
ユ
ダ
ヤ
人
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
た
場
合
、
件
数
で
は
二
件
中
の
一
件
で
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
人
数
で
は
三
人
中
の
一
人
で
三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
実
態
は
同
じ
で
も
、
統
計
の
取
り
方
に
よ
っ
て
見
か
け
の

数
値
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
百
科
事
典
のM

ischehe

項
目
を
担
当
し
た
タ
イ
ル
ハ
ー
バ
ーF

elix A
. T
heilhaber

は
恣
意
的
で
あ
り
、
件
数
の
値
と
人
数
の
値
が
混
在
し
て
い
て
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

（
2
） E

bd., S
. 217.

男
女
間
の
差
に
関
し
て
は
、
ル
ー
ス
・
ゲ
イ
の
指
摘
と
も
矛
盾
は
な
い
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
一
年
に
か
け

て
の
ド
イ
ツ
全
体
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
結
婚
し
た
。
た
だ
し
地
域

に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
一
九
〇
六
年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
男
性
の
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
の
二
二
パ
ー
セ

ン
ト
が
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
結
婚
し
た
が
、
総
じ
て
保
守
色
の
強
い
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
男
女
を
問
わ
ず
ユ
ダ
ヤ
人
の
わ
ず
か
四
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
非

ユ
ダ
ヤ
人
と
の
結
婚
を
選
ば
な
か
っ
た
。R

uth G
ay, T

h
e Jew

s of G
erm

an
y, N
ew
 H
aven &

 L
ondon 1992. p. 182, 198.

（
3
） cf. K

aplan, T
h

e M
akin

g of th
e Jew

ish
 M

id
d

le C
lass, p. 89-93.

（
4
） T

ill van R
ahden, Interm

arriages, the “N
ew
 W
om
an”, and the S

ituational E
thnicity of B

reslau Jew
s from

 the 1870s to the 

1920s, in: L
eo B

aeck In
stitu

te Year B
ook, vol. 46, 2001.

（
5
） A
rthur R

uppin, S
oziologie d

er Ju
d

en
, B

d
. 1, D

ie soziale S
tru

ktu
r d

er Ju
d

en, B
erlin 1930. S

. 205ff .

（
6
） 

E
n

cyclopaed
ia Ju

d
aica, second ed., vol. 14, p. 376.
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都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
大
学
（
福
島
）

（
一
四
九
五
）

都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
大
学

福　
　

島　
　

康　
　

仁

1
．
は
じ
め
に

都
市
の
中
に
は
都
市
自
治
体
の
ほ
か
、
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
企
業
な
ど
様
々
な
都
市
ア
ク
タ
ー
が
存
在
し
、
個
人
、
各
組
織
が
そ
の
個
々

の
諸
目
的
や
社
会
的
使
命
の
達
成
に
向
か
い
活
動
を
営
ん
で
い
る
。
地
方
分
権
一
括
法
施
行
後
一
二
年
を
経
て
、
制
度
環
境
が
徐
々
に
整

備
さ
れ
本
格
的
な
分
権
時
代
の
到
来
を
迎
え
る
な
か
、
地
域
内
で
の
新
し
い
公
共
空
間
は
拡
大
化
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
傾

向
に
付
随
し
自
治
体
の
事
務
事
業
の
将
来
的
増
加
が
容
易
に
予
想
さ
れ
、
財
政
難
に
苦
慮
す
る
都
市
自
治
体
は
そ
の
拡
張
し
た
自
ら
の
守

備
範
囲
の
見
直
し
と
そ
の
機
能
的
な
再
構
築
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

都
市
自
治
体
の
守
備
範
囲
の
再
構
築
の
方
向
と
し
て
は
、
行
政
主
導
・
依
存
型
の
地
域
社
会
構
造
か
ら
自
律
型
・
協
働
型
の
地
域
社
会

構
造
へ
の
シ
フ
ト
を
趣
向
し
、
そ
の
流
れ
に
関
し
て
都
市
ア
ク
タ
ー
が
公
共
的
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
地
域
課
題
に
一
定
の
役
割
を
担
う
べ

一
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
四
九
六
）

き
で
あ
る
と
の
認
識
が
都
市
内
外
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
と
ら
れ
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
の
成
熟
化
時
代
の
な
か
、
自
ら
の

生
活
向
上
を
最
優
先
と
し
た
個
人
、
ま
た
利
益
追
求
を
第
一
義
に
し
て
き
た
企
業
が
、
そ
の
眼
を
自
ら
が
活
動
す
る
地
域
福
祉
の
向
上
や
、

地
域
活
動
を
通
じ
て
自
己
実
現
や
社
会
的
責
任
（social responsibility

）
を
果
た
そ
う
と
い
う
風
潮
が
地
域
社
会
に
定
着
し
つ
つ
あ
る

（
1
）

。

新
し
い
公
共
空
間
に
お
い
て
都
市
自
治
体
の
政
策
は
事
業
執
行
型
か
ら
地
域
協
働
主
体
の
諸
活
動
を
支
持
す
る
協
働
を
軸
と
し
た
条
件
整

備
型

（
2
）

の
政
策
主
体
と
し
て
都
市
自
治
体
の
政
策
志
向
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
3
）

。

昨
今
、
そ
の
都
市
空
間
に
お
い
て
協
働
主
体
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
地
域
活
動
に
密
接
不
可
分
の
関
係
を
構
築
す

る
こ
と
が
稀
少
で
あ
っ
た
知
の
宝
庫
＝
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
と
の
関
係
の
構
築
と
連
携
の
在
り
方
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
大
学
・
地
域
関
係
論
を
考
察
し
、
都
市
の
自
律
的
運
営
に
お
い
て
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
む
け
た
協
働
戦
略
を
考
案

す
べ
き
で
あ
り
、
大
学
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
論
、
都
市
に
お
い
て
は
大
学
地
域
論
の
展
開
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
4
）

。

大
学
と
都
市
と
の
関
係
を
検
討
す
る
機
会
は
こ
れ
ま
で
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
行
研
究
と
し
て
は
『
地
域
社
会
と
国
立
大

学
』
に
お
い
て
戦
後
の
教
育
改
革
の
中
で
一
府
県
の
一
大
学
の
原
則
で
設
立
さ
れ
た
国
立
大
学
の
地
域
社
会
に
対
し
て
の
役
割
を
分
析
し

て
い
る
が
、
大
学
と
地
域
交
流
の
視
点
は
欠
如
し
て
い
た

（
5
）

。
そ
の
後
も
大
学
と
地
域
社
会
の
問
題
は
、
主
に
地
域
社
会
の
教
育
問
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
臨
時
教
育
審
議
会
「
教
育
改
革
に
関
す
る
第
一
次
答
申
」（
一
九
八
五
年
）
で
教
育
改
革
へ
の
取

り
組
み
の
一
つ
と
し
て
生
涯
学
習
体
系
へ
の
移
行
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
地
域
社
会
に
と
っ
て
の
大
学
と
の
関
わ
り
方
を
検
討
す
る
端
緒

と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
少
子
化
に
よ
る
大
学
経
営
へ
の
危
機
意
識
を
有
す
る
新
設
大
学
、
地
方
私
立
大
学
の
間
で
地
域
社
会

へ
の
接
近
を
検
討
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
学
に
と
っ
て
は
地
域
社
会
で
高
い
信
頼
性
と
威
厳
を
も
ち
、
圧
倒
的
な
ブ
ラ
ン

ド
力
の
あ
る
国
立
大
学
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
、
地
域
社
会
に
根
付
い
た
ア
ク
タ
ー
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
る
た
め
の
協
働
戦
略
で

一
四
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地域再生計画と連携した施策

・科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム【文部科学省】

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム【文部科学省】

・地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム

【文部科学省】

・国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業（学術研究関係）【文部科学省】

・「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進【厚生労働省】

・地方大学等の知的・人的資源活用による農林水産研究の実用化促進【農林水産省】

・地域の産学官連携による優れた実用化技術開発への助成【国土交通省】

・地域新生コンソーシアム研究開発事業【経済産業省】

・地域新規産業創造技術開発費補助事業【経済産業省】

・地方公共団体と地域の大学との連携促進のための寄附金支出協議の簡素

化・迅速化【総務省】

・日本政策投資銀行の低利融資等の活用【財務省】

地域社会と大学等の連携による地域再生の取組の支援に資する施策

・国立大学における地域振興・地域貢献関連（学術研究関係を除く）、国立

高等専門学校における地域連携・地域貢献関連事業、私立大学における

社会連携研究推進事業、産学官連携活動高度化促進事業、地方大学等の

施設の再生【文部科学省】

・バイオマスの利活用の推進（バイオマスの環づくり交付金）、食料産業ク

ラスターの推進【農林水産省】

・産学連携製造中核人材育成事業の実施、ビジネス・インキュベーション

施設整備の推進【経済産業省】

・地域の観光を担う人材の育成支援【国土交通省】

・「知の集積」等をいかした新しい観光振興の支援【文部科学省、国土交通省】

・環境と経済の好循環のまちモデル事業の実施【環境省】・地域の創意工夫

による実践的な都市再生活動の支援【都市再生本部】

・地域振興フォーラムの開催【日本学術会議】

・道路使用許可等の手続の円滑化による知の拠点を活用した地域再生の支

援【警察庁、国土交通省】

図表 1　地域貢献を意図する大学への支援策

出典：地域再生本部「地域の知の拠点再生プログラム」概要資料より引用作成。
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あ
っ
た
が
、
全
国
的
に
み
れ
ば
こ
れ
ら
は
ま
だ
一
部
の
大
学
の
動
向
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
昨
今
、
そ
の
発
展
型
と
し
て
都
市
と

大
学
と
の
連
携
が
全
国
規
模
で
の
課
題
で
あ
る
「
都
市
再
生
」
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
五
年
二
月
に
は
都
市
再
生
本
部
が
「
大
学
と
地
域
の
連
携
協
働
に
よ
る
都
市
再
生
の
推
進
」
を
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
位
置
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
は
「
ま
ち
づ
く
り
の
課
題
に
関
す
る
教
育
や
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
人
材
育
成
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
、
多
く
の
若
者
を
含
む
学
生
等
が
継
続
的
に
集
ま
る
都
市
の
賑
わ
い
の
源
泉
」
で
あ
る
べ
き
主
体
で
あ
る
。
ま
た
、
内
閣
府
に

設
置
さ
れ
た
地
域
再
生
本
部
に
よ
る
「
地
域
の
知
の
拠
点
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
は
、「
地
域
の
大
学
等
を
核
と
し
た
知
識
・
人
材
の
創

出
と
地
域
活
力
の
好
循
環
を
形
成
」
を
目
的
と
す
る
な
ど
、
地
域
の
再
生
に
お
い
て
大
学
の
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
の

「
第
三
期
科
学
技
術
基
本
計
画
」
に
お
い
て
も
「
現
代
的
教
育
ニ
ー
ズ
取
組
み
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
産
学
連
携
促
進
等
）」
や
「
地
域
再
生

人
材
創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
地
域
活
性
化
に
貢
献
で
き
る
人
材
育
成
）」
と
し
、
地
域
貢
献
を
す
る
大
学
に
は
支
援
を
行
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
他
地
域
貢
献
を
意
図
す
る
大
学
に
は
図
表
1
の
よ
う
な
支
援
策
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

大
学
は
都
市
経
営
に
お
い
て
協
働
戦
略
上
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
的
機
能
を
担
う
不
可
欠
な
地
域
資
源
で
あ
り
、
こ
れ
を
有
効
活
用
す
る
こ

と
が
都
市
自
治
体
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
る
。
知
的
基
盤
社
会

（
6
）

に
移
行
す
る
な
か
、
国
家
戦
略
も
知
の
競
争
に
い
か
に
国
力
を
維
持
す
る
か

と
い
う
議
論
と
同
様
に
、
都
市
間
競
争
も
単
に
ハ
ー
ド
面
の
整
備
・
充
実
か
ら
ソ
フ
ト
競
争
、〝
知
〞
の
競
争
に
よ
る
時
代
へ
と
突
入
し

て
い
る
。
知
識
を
基
盤
と
し
た
戦
略
的
な
地
域
づ
く
り
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
持
続
可
能
な
発
展
を
遂
げ
る
地
域
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
大
学
を
都
市
自
治
体
の
知
的
地
域
資
源
の
主
体
で
あ
り
、
戦
略
的
地
域
経
営
の
た
め
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
の
役
割
を
鑑
み
、
そ
の
機
能
お
よ
び
地
域
社
会
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
地
域
主
体
像
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
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2
．
地
域
社
会
の
中
の
大
学
像
の
変
遷

⑴　

従
来
の
大
学
と
地
域
社
会

従
来
型
の
大
学
と
地
域
社
会
の
関
係
は
空
間
的
に
は
共
存
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
、
地
域
づ
く
り
に
関
し
て
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
は
同
方

向
を
志
向
し
な
い
離
反
な
い
し
相
反
関
係
で
あ
っ
た
。
大
学
は
地
域
社
会
か
ら
一
定
の
距
離
感
を
保
ち
、
基
礎
研
究
に
重
点
を
置
く
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
志
向

（
7
）

で
あ
り
、
自
治
体
は
政
策
過
程
を
ほ
ぼ
独
占
あ
る
い
は
国
の
政
策
誘
導
に
従
い
な
が
ら
も
自
律
的
経
営
を
模
索
し
て
い

る
。
大
学
は
学
問
の
知
的
体
系
へ
の
貢
献
に
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
を
課
題
解
決
に
応
用
す
る
手
法
を
持
ち
え
ず
、
ま
た
研
究
成
果
を
地
域

還
元
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
大
学
と
地
域
社
会
の
関
係
は
、
疎
遠
関
係
あ
る
い
は
隔
離
関
係
で
あ
り
相
互
の
存

在
は
認
め
な
が
ら
も
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
の
パ
ー
ト
ナ
ー
先
と
し
て
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
行
政
資
源

と
し
て
大
学
の
知
的
資
源
の
有
効
的
活
用
は
前
提
と
さ
れ
ず
に
政
策
形
成
、
地
域
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
公
私
分
担
論
に

立
脚
す
れ
ば
、
大
学
は
公
共
性
を
有
す
る
都
市
ア
ク
タ
ー
と
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
「
公
」
を
担
う
も
の
と
の
認
識

が
自
他
と
も
に
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

地
域
社
会
か
ら
見
た
大
学
は
、
第
一
に
、
大
学
は
象
牙
の
塔
と
称
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
象
牙
の
塔
と
は
、
深
い
知
識
・
論
理
の
体

系
の
蓄
積
を
生
み
出
す
行
為
の
象
徴
で
あ
る

（
8
）

。
同
時
に
、
そ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と
し
て
実
社
会
と
は
相
容
れ
な

い
も
の
と
し
て
地
域
社
会
に
お
い
て
一
種
独
特
な
主
体
と
し
て
存
在
意
義
が
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
9
）

。
つ
ま
り
、
隔
離
状
況
で
も
大
学
は

直
接
的
な
効
用
を
都
市
に
も
た
ら
す
こ
と
は
な
く
と
も
社
会
的
使
命
を
果
た
し
て
い
た
と
の
見
方
も
で
き
る
。
第
二
に
、
地
域
資
源
と
し

て
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
で
あ
っ
た
。
地
域
社
会
に
存
在
す
る
知
的
資
源
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
都
市
形
成
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
活
用
が

一
五
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可
能
で
あ
る
の
か
、
仮
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
シ
ー
ズ
（seeds

）
を
内
部
留
保
さ
れ
て
い
る
か
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
も

そ
も
革
新
的
な
創
生
は
、
大
学
が
持
つ
シ
ー
ズ
と
企
業
や
自
治
体
の
ニ
ー
ズ
が
合
致
す
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
大
学
の
組
織
の
一
部

で
あ
る
大
学
研
究
者
が
個
人
と
し
て
企
業
の
商
品
開
発
の
た
め
の
協
力
、
自
治
体
か
ら
審
議
会
な
ど
政
策
支
援
組
織
体
の
構
成
委
員
や
委

託
研
究
を
受
託
す
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
だ
け
で
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
の
シ
ー
ズ
は
ほ
と
ん
ど
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
り

わ
け
理
系
分
野
に
関
す
る
シ
ー
ズ
は
専
門
化
・
細
分
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ニ
ー
ズ
と
シ
ー
ズ
の
緻
密
な
マ
ッ
チ
ン
グ
機
能
が
必
要
と
さ

れ
、
詳
細
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
国
立
大
学
を
中
心
と
し
て
教
員
の
専
門
分
野
に
つ
い
て

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
さ
れ
始
め
て
い
る
。
文
系
大
学
に
お
け
る
シ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
組
織
と
し
て
の
公
表
は
極
め

て
限
定
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
学
生
は
通
学
の
た
め
に
訪
れ
る
一
時
的
な

滞
在
者
〝
他
所
者
〞（
部
外
者
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
地
域
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
、
地
域
の
行
事
に
学
生
が
参
加
す
る
こ
と
は
外
来
招
待
者
な
い
し
は
特
別
参
加
者
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
地
域
住
民
と
は
一

線
を
画
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
こ
の
傾
向
は
大
都
市
圏
ほ
ど
顕
著
で
、
自
宅
通
学
が
可
能
な
圏
域
に
お
い
て
は
地
域
社
会
で
の
滞
在
時

間
が
短
い
傾
向
に
あ
る
た
め
で
あ
る

（
10
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
学
か
ら
見
た
地
域
社
会
は
、
第
一
に
大
学
の
無
関
心
圏
に
属
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
大
学
と
地
域
社
会
の
関
係
は

地
域
活
性
化
の
た
め
に
自
治
体
が
誘
致
な
い
し
Ｐ
Ｐ
Ｐ
（P

ublic P
rivate P

artnership

）
の
手
法

（
11
）

の
一
つ
と
し
て
設
立
さ
れ
た
大
学
を
除

外
す
れ
ば
、
地
域
に
住
所
を
有
す
る
だ
け
で
、
自
ら
が
地
域
協
働
主
体
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
稀
少
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
大
学
の
地

域
社
会
で
の
最
大
の
存
在
意
義
は
地
域
社
会
に
対
し
て
経
済
的
貢
献
を
す
る
だ
け
の
主
体
で
あ
っ
た

（
12
）

。
そ
れ
は
、
直
接
経
済
効
果
と
し
て

は
研
究
教
育
に
係
る
経
費
に
よ
り
地
域
需
要
を
創
出
し
、
教
職
員
や
そ
の
家
族
、
学
生
の
生
計
費
が
地
域
内
消
費
と
し
て
需
要
の
創
出
効

一
五
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果
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
間
接
的
経
済
効
果
と
し
て
は
学
会
の
誘
致
、
公
開
講
座
の
開
催
な
ど
に
よ
る
交
流
人
口
の
増
大
、
施
設
維
持

経
費
な
ど
に
よ
る
需
要
の
創
出
効
果
が
あ
る
。
地
方
都
市
に
お
け
る
経
済
的
貢
献
は
雇
用
の
創
出
に
直
接
関
わ
る
た
め
意
義
は
高
い
。
第

二
に
、
地
域
社
会
の
問
題
は
自
治
体
が
創
意
工
夫
し
た
施
策
に
よ
り
解
決
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
政
策
過
程
へ
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
他

の
都
市
ア
ク
タ
ー
に
依
存
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
思
考
・
姿
勢
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
審
議
会
な
ど
を
通
じ
て
専
門
的
知
見

を
有
す
る
研
究
者
が
個
人
と
し
て
政
策
過
程
に
参
画
す
る
こ
と
は
歓
迎
さ
れ
た
が
、
組
織
体
と
し
て
の
協
働
体
制
は
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
第
三
に
、
学
生
に
と
っ
て
も
大
学
が
存
在
す
る
地
域
は
通
学
す
る
場
所
で
あ
り
、
講
義
の
受
講
や
課
外
活
動
の
た
め
に
訪
問
す

る
場
所
で
あ
っ
て
、
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
地
域
へ
の
帰
属
意
識
を
持
ち
滞
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
は
通
過
経
路
に

す
ぎ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
の
関
心
事
は
狭
義
の
キ
ャ
ン
パ
ス
以
外
に
は
な
い
。
精
々
日
常
品
の
調
達
た
め
に
大
学
周
辺
の
商
店
街
の
衰
退

な
ど
に
関
心
を
示
す
程
度
で
あ
り
地
域
コ
ミ
ュ
テ
ィ
の
諸
問
題
と
は
距
離
を
置
く
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
大
学
周
辺
に
仮
の
住
居

を
も
つ
学
生
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

⑵　

新
し
い
大
学
と
地
域
社
会

①
背
景

こ
う
し
た
従
来
型
の
大
学
と
地
域
社
会
の
疎
遠
関
係
か
ら
相
互
に
資
源
交
換
・
交
流
す
る
関
係
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
社
会
が
大
学
を
都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
受
容
し
そ
れ
と
の
協
働
に
期
待
す
る
動
き
、
一
方
で
大
学
に
お
い
て
積

極
的
に
地
域
社
会
と
の
連
携
を
高
め
て
ま
ち
づ
く
り
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る

（
13
）

。
こ
の
背
景
に
は
次
の
三

点
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、
地
方
分
権
化
社
会
が
名
実
と
も
構
築
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
か
ら
早

一
二
年
が
経
過
し
、
制
度
変
革
に
伴
う
都
市
ア
ク
タ
ー
の
意
識
変
革
が
進
み
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
都
市
形
成
の
主
体
と
し
て
の
自
覚
が

一
五
三
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定
着
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
第
一
次
分
権
改
革
は
「
官
官
分
権
」
と
揶
揄
さ
れ
、
画
期
的
な
改
革
で
あ
り
な
が
ら
も
蚊
帳
の
外
に
置
き
去

り
に
さ
れ
が
ち
な
住
民
、
従
来
の
国
と
地
方
の
関
係
の
中
で
主
体
的
な
地
域
づ
く
り
を
敬
遠
・
回
避
し
て
き
た
自
治
体
職
員
の
意
識
変
化

が
起
こ
っ
て
い
る

（
14
）

。
ま
た
、
全
国
で
見
ら
れ
る
自
治
基
本
条
例
の
制
定
の
動
き
な
ど
自
治
立
法
の
気
運
も
そ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
団
体

自
治
の
よ
り
拡
充
を
求
め
る
動
き
と
、
そ
れ
に
遅
れ
た
も
の
の
漸
く
動
き
だ
し
た
住
民
自
治
の
叢
生
の
流
れ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
こ
と
は
地
域
の
自
立
を
意
味
し
、
歳
入
・
歳
出
の
自
治
は
勿
論
の
こ
と
、
自
治
体
の
政
策
形
成
能
力
の
向
上
が
課
題
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
地
域
資
源
で
あ
る
諸
ア
ク
タ
ー
と
の
戦
略
的
協
働

（
15
）

が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
知
的
資
源
と
し
て
の
大
学

の
果
た
す
役
割
期
待
は
大
き
く
、
地
域
社
会
と
大
学
と
の
戦
略
的
連
携
は
地
域
の
自
立
に
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二

に
、
現
代
に
お
け
る
地
域
課
題
は
多
岐
に
複
雑
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
地
域
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
、
多
様
化
、
量
的
拡
大
に

対
し
て
、
行
政
資
源
の
不
足
に
苦
悩
す
る
自
治
体
だ
け
で
は
こ
れ
に
対
応
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
第
三
に
、
新
し
い
公
共
の
拡
大
と
そ

れ
を
支
え
る
主
体
の
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、
地
域
の
多
様
な
主
体
が
協
働
し
、
公
益
活
動
、
民
間
活
力
の
導
入
が
ま
す
ま
す
求

め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る

（
16
）

。

②
社
会
環
境
要
因
と
認
識
の
変
化

こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
要
因
の
変
化
に
付
随
し
て
、
地
域
社
会
と
大
学
の
ア
ク
タ
ー
間
に
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
認
識
変
化
が
顕
著
と
な

る
。
第
一
に
、
大
学
に
自
ら
が
地
域
貢
献
を
積
極
的
に
意
図
し
よ
う
と
の
認
識
が
生
ま
れ
た
。
初
期
段
階
で
は
、
大
学
は
地
域
貢
献
や
社

会
貢
献
を
外
部
向
け
に
発
信
・
ア
ピ
ー
ル
し
、
大
学
か
ら
地
域
社
会
へ
の
働
き
か
け
を
模
索
す
る
。
次
の
段
階
で
は
地
域
社
会
が
大
学
に

と
っ
て
研
究
や
教
育
の
宝
庫
と
の
自
認
と
同
時
に
地
域
内
で
の
役
割
分
担
を
模
索
す
る
動
き
が
始
ま
り
、
第
三
段
階
で
は
理
念
型
か
ら
抜

け
出
し
は
し
な
い
も
の
の
地
域
論
を
展
開
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
大
学
は
他
の
様
々
な
地
域
資
源
を
認
識
し
特
別
講

一
五
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演
の
実
施
や
、
地
元
の
有
力
企
業
、
政
治
家
、
地
方
公
務
員
な
ど
を
特
別
講
師
に
迎
え
入
れ
る
な
ど
の
施
策
を
講
じ
て
い
る
。

第
二
に
、
大
学
の
構
成
員
で
あ
る
学
生
の
意
識
行
動
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
学
生
が
活
動
拠
点
と
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
を
狭
義
の
キ
ャ

ン
パ
ス
か
ら
地
域
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
な
ど
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
行
動
し

て
い
た
も
の
が
、
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
様
々
な
都
市
ア
ク
タ
ー
と
連
携
を
試
み
る
こ
と
が
頻
繁
に
な
っ
て
い
る

（
17
）

。
第
三
に
、
大
学
の
も
つ

シ
ー
ズ
を
地
域
資
源
と
し
て
認
定
し
そ
れ
を
地
域
社
会
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
大
学
は
自
ら
の
シ
ー
ズ

を
公
開
し
地
域
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
機
能
を
模
索
し
て
い
る
。
大
学
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
、
大
学
の
研
究
者
の
研
究
分
野
や
提
供
可
能

な
講
演
な
ど
を
明
示
す
る
の
も
そ
の
動
き
の
一
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
認
識
変
化
が
、
当
該
地
域
の
指
針
を
内
外
に
明
示
す
る
自
治
立
法
の
制
定
内
容
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
政

策
過
程
へ
の
積
極
的
な
市
民
の
関
与
を
促
そ
う
と
す
る
、
市
民
参
加
条
例
や
自
治
基
本
条
例
の
制
定
に
際
し
て
は
市
民
の
定
義
、
範
囲
が

問
題
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
条
例
で
は
、
市
民
を
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
ほ
か
、
区
域
内
で
学
ぶ
者
若
し
く
は
団
体
を
含

め
る
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
権
利
を
地
方
自
治
法
の
直
接
参
政
権
な
ど
と
は
別
の
次
元
で
考
慮
し
、
積
極
的
に
そ
れ

を
大
学
お
よ
び
学
生
に
認
め
て
こ
れ
ら
を
取
り
込
も
う
と
す
る
地
域
社
会
の
動
き
が
見
ら
れ
る

（
18
）

。
こ
れ
は
、
学
生
を
都
市
の
「
滞
在
者
」

か
ら
「
市
民
」
へ
の
格
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
と
し
て
参
加
を
促
進
す
る
環
境
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
大
都
市
圏
近
郊
の
都
市
に
お
い
て
住
民
の
区
域
内
の
滞
在
時
間
は
長
く
は
な
く
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献
・
帰
属
意
識
は
希
薄
で
あ

る
（
19
）

。
東
京
周
辺
部
の
圏
域
で
は
「
〇
〇
都
民
」
と
称
す
る
俗
称
が
存
在
す
る
の
は
そ
の
現
れ
で
あ
る
。

⑶　

定
住
政
策
と
し
て
の
側
面

以
上
が
既
存
の
大
学
と
地
域
社
会
の
関
係
変
化
で
あ
る
。
一
方
、
地
域
に
新
た
に
大
学
を
設
置
す
る
動
き
も
あ
る
。
こ
れ
は
既
存
の
大

一
五
五
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学
が
国
立
大
学
以
外
に
存
在
し
な
い
空
白
地
域
、
大
学
が
あ
っ
て
も
地
域
資
源
と
し
て
の
認
識
へ
の
変
化
が
な
い
地
域
、
既
存
の
大
学
と

間
隙
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
地
方
大
学
に
お
い
て

（
20
）

は
、
第
一
に
、
若
者
の
定
住
政
策
の
一
環
と
し
て
設
立

さ
れ
る
。
地
元
子
弟
へ
の
進
学
の
機
会
の
拡
大
を
す
る
こ
と
で
、
地
方
に
お
け
る
高
齢
化
現
象
へ
の
歯
止
め
と
し
て
若
年
層
の
他
県
へ
の

流
出
を
防
止
し
地
域
へ
の
残
留
率
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
す
る
。
同
時
に
、
消
費
性
向
が
高
い
若
者
の
定
着
に
よ
り
地
域
活
性
化
、
商
業

の
振
興
に
期
待
が
高
い
。
第
二
に
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
職
業
人
の
養
成
で
あ
る
。
既
存
の
大
学
で
は
養
成
不
可
能
な
職
業
人
、
専
門

職
の
養
成
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
専
門
的
な
知
識
に
関
わ
ら
ず
地
元
企
業
へ
の
人
材
供
給
を
果
た
す
。
有
能
な
人
材
の
大
都
市

圏
へ
の
流
出
を
抑
制
し
地
元
企
業
へ
十
分
な
人
材
供
給
源
と
な
る

（
21
）

。
マ
ス
化
し
た
大
学
が
果
た
す
べ
き
機
能
と
し
て
地
元
企
業
へ
の
人
材

供
給
は
従
業
員
年
齢
の
高
齢
化
に
よ
る
賃
金
の
高
騰
化
、
企
業
の
活
性
化
、
企
業
内
部
の
ス
キ
ル
の
伝
承
者
の
育
成
に
寄
与
す
る
。
臨
時

教
育
審
議
会
が
「
教
育
改
革
に
関
す
る
第
二
次
答
申
」
で
「
地
域
を
指
定
し
た
枠
を
設
け
た
り
、
地
域
を
指
定
し
た
推
薦
入
学
を
行
っ
て

い
る
大
学
も
ご
く
一
部
に
あ
る
が
、
地
域
に
根
ざ
し
た
大
学
づ
く
り
を
進
め
た
り
、
若
者
の
地
域
定
着
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
各
大
学
の

判
断
に
よ
り
、
新
た
に
そ
う
し
た
入
学
定
員
の
枠
や
推
薦
入
学
を
導
入
し
た
り
、
拡
大
し
て
い
く
こ
と
」
を
示
唆
し
て
い
る
の
も
こ
の
目

的
に
資
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
産
学
連
携
の
強
化

（
22
）

で
あ
る
。
研
究
機
能
の
充
実
に
よ
る
地
域
振
興
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
産

業
構
造
の
転
換
に
よ
り
、
物
質
文
明
を
支
え
て
き
た
大
量
生
産
・
消
費
の
時
代
は
終
焉
を
告
げ
、
新
た
な
知
的
基
盤
社
会
は
質
重
視
型
の

改
革
を
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
に
お
い
て
質
重
視
の
社
会
構
造
を
築
く
べ
き
役
割
期
待
が
大
き
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
定
住
自
立
圏
の
構
築
に
む
け
て
、
大
学
を
地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
拠
点
と
し
て
明
確
化
し
、
魅

力
が
あ
り
誇
り
を
高
め
る
大
学
等
の
高
等
教
育
機
関
を
再
編
・
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
託
せ
る
義
務
教
育
・

高
校
教
育
体
制
の
整
備
が
課
題
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

（
23
）

。
第
五
に
知
的
地
域
資
源
と
し
て
の
大
学
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
機
能
を
期
待

一
五
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す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
社
会
の
知
的
資
源
の
基
地
＝
中
心
地
「
場
」
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
退
職
者
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
大
学
と
の
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

（
24
）

、
退
職
後
は
レ
ジ
ャ
ー
志
向
で
あ
っ
た
数
十
年
前
の
高
齢
者
と

は
異
な
る
行
動
形
態
が
今
日
的
傾
向
と
し
て
見
ら
れ
る
。
健
康
で
活
力
あ
る
高
齢
者
は
身
体
的
な
関
心
よ
り
も
、
精
神
的
な
豊
か
さ
を
求

め
知
的
活
動
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
活
動
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
性
化
さ
せ
る
有
用
な
要
因
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
大
学
が
今
後
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
構
築
に
む
け
て
核
心
的
主
体
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
．
大
学
の
機
能

⑴　

研
究
・
教
育
機
能

学
校
教
育
法
第
八
三
条
に
よ
れ
ば
、「
大
学
は
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研

究
」
が
そ
の
中
核
機
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
条
の
前
段
は
教
育
機
能
を
指
し
生
涯
教
育
、
地
域
教
育
を
含
む
と
解
さ
れ
る
が
、
従
来

こ
れ
は
大
学
が
所
属
す
る
学
生
に
対
し
て
な
さ
れ
る
教
育
と
狭
義
に
解
さ
れ
て
い
た
。
人
材
育
成
の
意
味
は
文
言
で
は
地
域
人
材
の
育
成

が
表
面
的
に
謳
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
大
学
の
知
的
公
共
機
関
と
し
て
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
学
生
に
対
す
る
教
育
は
知
の
商
品
化

と
近
似
の
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
発
想
を
離
れ
て
教
育
機
能
の
拡
充
は
都
市
に
お
け
る
公
共
機
関
と
し
て
の
位

置
づ
け
を
明
確
に
す
る
の
に
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
一
方
、
研
究
機
能
に
つ
い
て
は
専
門
的
研
究
に
つ
い
て
教
員
が
自
ら
の
分
野
を
探

求
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
成
果
の
多
く
は
学
界
の
中
に
留
ま
り
、
実
社
会
で
の
活
用
は
企
業
の
選
択
的
行
動
に
委
ね
ら
れ
、
直
接
的
に

地
域
社
会
へ
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
社
会
的
機
能
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な

一
五
七
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か
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
大
学
と
企
業
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
が
十
分
に
機
能
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
証
左
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
危
惧
し
た
国
は
、
一
九
八
〇
年
代
、

当
時
の
通
商
産
業
省
、
文
部
省
な
ど
が
、
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス

構
想
や
国
立
大
学
共
同
研
究
制
度
を
用
い
て
、
民
間
資
金

で
大
学
と
企
業
が
共
同
で
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
企
業
に

移
転
す
る
な
ど
の
仕
組
み
を
構
築
し
て
い
る

（
25
）

。
時
代
は
地

方
の
主
体
性
、
頭
脳
立
地
の
軸
足
を
地
方
へ
の
移
行
を
模

索
す
る
政
策
の
転
換
期
に
突
入
し
た
の
で
あ
る
。

⑵　

社
会
的
機
能

大
学
の
社
会
的
機
能
に
は
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
機
能
」

「
実
用
的
機
能
」「
実
利
的
機
能
」
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
大
学
は
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
機
能
（
研
究
・
教
育
）」

が
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
「
実
用
的
機
能
」「
実
利
的

機
能
」
が
あ
る

（
26
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
機
能
と
は
、
実
社
会
か
ら
の
要
請
に
直
接
的

に
対
応
し
て
い
な
い
、
真
理
の
追
究
自
体
を
目
的
と
す
る
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

実
用
的

実
利
的

即応しない

社会全体

個人、特定集団、日常生活

要請の属性、性格

即応する

要請への即応度

図表 2　大学の社会的機能

出典：山本長史ほか「地域と大学の連携─知性豊かな社会へのキック・オフ」

神奈川自治総合研究センター、1989年、12頁。
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都
市
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ク
タ
ー
と
し
て
の
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学
（
福
島
）

（
一
五
〇
七
）

い
わ
ゆ
る
学
究
的
な
研
究
教
育
機
能
で
あ
る
。
実
用
的
機
能
と
は
実
社
会
全
体
の
要
請
に
基
づ
く
研
究
教
育
機
能
で
あ
る
。
実
利
的
機
能

と
は
社
会
全
体
で
は
な
く
、
個
人
や
特
定
集
団
の
要
請
（
要
求
）
に
基
づ
く
、
又
は
日
々
の
日
常
生
活
に
直
接
す
ぐ
に
役
立
つ
よ
う
な
研
究

教
育
機
能
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
機
能
が
学
問
の
本
質
を
探
究
す
る
「
純
学
問
的
」
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
と
の
交
流
軸
へ
シ

フ
ト
し
て
い
る
の
が
実
用
的
機
能
と
、
実
利
機
能
で
あ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
理
工
系
大
学
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
大
学
に
よ
る

特
許
の
取
得
は
実
用
的
機
能
と
実
利
機
能
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
有
用
な
ア
イ
デ
ア
を
普
及
さ
せ

る
意
味
で
は
前
者
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
が
実
利
的
な
発
展
を
遂
げ
る
意
味
で
は
後
者
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら
「
発
明
の

成
果
を
特
許
に
結
実
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
従
つ
て
産
業
界
に
反
映
さ
れ
ず
、
結
果
的
に
大
学
教
員
の
ア
イ
デ
ア
が
広
く
い
か
さ
れ
な
い

（
27
）

」

と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
国
際
的
な
特
許
競
争
、
わ
が
国
の
閉
塞
的
経
済
状
況
を
踏
ま
え
て
特
許
庁
の
後
押
し
も
あ
り

（
28
）

シ
フ
ト
が
加
速
化

し
て
い
る
。

⑶　

大
学
の
新
し
い
機
能

大
学
は
知
の
創
造
、
知
の
伝
承
を
基
本
機
能
と
す
る
知
的
主
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
新
し
い
大
学
の
在
り
方
と
し
て
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
大
学
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
機
能
を
コ
ア
機
能
と
し
て
引
き
続
き
そ
の
機
能
を
保
持
し
な
が
ら
も
新
た
な
役
割
期
待
を
担
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
貢
献
を
教
育
・
研
究
に
加
え
て
大
学
の
「
第
三
の
使
命
あ
る
い
は
第
三
の
機
能
」
と
し
て
担

う
こ
と
は
社
会
的
要
請
で
あ
る

（
29
）

。
こ
こ
で
「
社
会
貢
献
」
と
は
、
単
な
る
経
済
活
性
化
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
福

祉
・
環
境
問
題
と
い
っ
た
よ
り
広
い
意
味
で
の
社
会
全
体
、
す
な
わ
ち
地
域
社
会
、
経
済
社
会
、
国
際
社
会
の
発
展
へ
の
寄
与
と
捉
え
る

べ
き
で
あ
る

（
30
）

。
社
会
貢
献
活
動
と
い
わ
れ
る
知
の
地
域
還
元
を
開
か
れ
た
大
学
の
使
命
と
し
地
域
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
固
に
す

べ
き
で
あ
る
。
先
述
し
た
実
用
モ
デ
ル
な
い
し
実
利
モ
デ
ル
も
ま
た
社
会
貢
献
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
こ
れ
か
ら
は
理
系

一
五
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
〇
八
）

大
学
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
系
大
学
に
あ
っ
て
も
広
い
社
会
貢
献
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で

地
域
連
携
の
基
本
形
で
あ
る
Ｔ
Ｌ
Ｏ
（T

echnology L
icensing O

rganization, 

技
術
移
転
機
関
）
も
社
会
貢
献
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
大
学
は
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
か
ら
マ
ル
チ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
大
学
の
役
割
の
転
換
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
地
域
貢
献
が
大
学
の
使
命
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
地
域
社
会
と
の
連
携
を
よ
り
推
進
す
る
た
め
に
専
門
部
署
を
設
置

す
る
大
学
が
増
加
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
研
究
者
個
人
に
依
存
し
て
地
域
と
の
協
働
関
係
を
構
築
す
る
の
で
は
な
く
継
続
性
が
あ
る
組

織
的
な
連
携
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
大
学
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
動
き
は
理
系
大
学
だ
け
で
な
く
、
文
系
大
学
に
お
い
て
も
行

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
文
系
大
学
で
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
・
商
店
街
活
性
化
、
経
済
・
産

業
・
社
会
問
題
調
査
が
多
く
、
連
携
先
は
、
主
に
自
治
体
な
ど
の
公
共
部
門
に
留
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
昨
今
で
は
、
文
理
融
合
型

の
学
際
的
研
究
へ
と
可
能
性
を
広
げ
、
地
域
社
会
還
元
へ
と
踏
み
出
し
て
い
る
。

4
．
果
た
す
べ
き
大
学
の
役
割
と
期
待

最
後
に
、
地
域
社
会
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
大
学
の
役
割
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
モ
デ
ル
に
よ
り
考
察
す
る

（
31
）

。
大
学
の
構
成
員
で
あ
る
研
究
者
と

い
う
個
の
知
を
組
織
統
合
体
に
高
め
て
、
シ
ス
テ
ム
的
な
共
有
知
化
な
い
し
地
域
の
暗
黙
知
化
を
な
し
、
地
域
の
活
性
化
の
た
め
に
よ
り

高
次
の
知
識
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た
ナ
レ
ッ
ジ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
現
す
る
場
合
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て

Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
モ
デ
ル
に
基
づ
き
以
下
の
四
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
が
提
示
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
、
知
識
と
は
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
正
当
化
さ
れ
た
真
な
る
信
念
（Justifi ed true belief

）」
で
あ
り
、
個
人
と

個
人
の
相
互
作
用
、
あ
る
い
は
組
織
と
組
織
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
・
深
化
・
進
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い

一
六
〇
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う
考
え
の
下
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
学
術
的
な
知
で

あ
れ
、
生
活
科
学
的
な
知
で
あ
れ
、
大
学
を
は
じ
め
各
ア
ク

タ
ー
が
有
す
る
知
的
資
源
が
共
有
化
（S

ocialization

）
さ
れ
る
。

コ
ー
エ
ン
（M

ichael D
. C

ohen

）
ら
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
ゴ
ミ

箱
モ
デ
ル
（G

arbage C
an M

odel （
32
）

）
に
お
け
る
知
の
共
有
化
が
、

あ
る
特
定
の
事
業
目
的
な
し
に
行
わ
れ
る
。
第
一
段
階
と
し
て

地
域
の
な
か
の
ア
ク
タ
ー
間
で
の
暗
黙
知
が
共
有
化
さ
れ
、
そ

れ
を
基
に
し
た
新
た
な
暗
黙
知
の
創
造
が
な
さ
れ
る
。
地
域
の

主
体
が
一
つ
の
場
（
地
域
）
の
中
で
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

り
暗
黙
知
を
共
有
す
る
と
い
う
、
知
の
透
明
化
を
図
る
と
い
う

メ
ン
タ
ル
モ
デ
ル
の
共
有
化
を
図
る
。

次
に
、
表
出
化
（E

xternalization

）
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
暗
黙
知
を
形
式
知
と
し
て
表
面
化
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
ア
ク
タ
ー
の
水
平

的
・
自
立
的
対
話
か
ら
、
与
え
ら
れ
た
文
脈
・
テ
ー
マ
に
合
致

し
た
新
た
な
形
式
知
が
創
出
さ
れ
る
。
地
域
ア
ク
タ
ー
が
認
識

可
能
な
知
の
創
出
で
あ
る
。

認識と知
の共有化

暗黙知

連結化

高度な
形式知

表出化

形式知

内面化

暗黙知の
蓄積

図表 3　SECI モデルを参照引用して作成。

一
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第
三
段
階
と
し
て
、
連
結
化
（C

om
bination

）
の
過
程
で
あ
る
。
形
式
知
の
複
合
的
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
そ
れ
を
基
に
新
た
な
知

を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
形
式
知
が
よ
り
次
元
の
高
い
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
式
知
へ
と
発
展
す
る
。

第
四
段
階
は
内
面
化
（Internalization

）
で
あ
る
。
新
た
に
創
造
さ
れ
た
知
識
を
地
域
内
に
普
及
さ
せ
、
新
た
な
暗
黙
知
と
し
て
習
得

す
る
こ
と
で
あ
る
。
形
式
が
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
新
た
な
暗
黙
知
が
地
域
ア
ク
タ
ー
間
の
集
団
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
る
。

組
織
的
に
知
が
創
造
さ
れ
る
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
性
格
の
異
な
る
フ
ェ
ー
ズ
を
ス
パ
イ
ラ
ル
に
循
環
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
多
く
の
事
例
研
究
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
循
環
が
地
域
社
会
の
中
に
プ
ラ
ス
の
外
部
性
ま

た
は
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
公
式
な
経
路
を
通
じ
な
く
て
も
自
然
と
他
の
組
織
を
助
け
る
こ
と
が
定
着
し
、
地

域
力
を
強
化
す
る
こ
と
と
な
る

（
33
）

。

こ
の
よ
う
に
、
暗
黙
知
と
形
式
知
が
相
互
依
存
的
に
影
響
し
あ
い
循
環
し
な
が
ら
組
織
的
知
識
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
す
る
が
、
そ

こ
で
は
、
以
下
の
点
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る

（
34
）

。

ま
ず
、
協
働
主
体
間
の
信
頼
性
の
確
保
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
各
主
体
は
自
己
の
組
織
体
の
活
動
を
透
明
化
し
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
資
源
、
組
織
特
性
を
用
い
て
地
域
づ
く
り
と
い
う
目
的
の
共
有
化
・
同
方
向
性
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
各
主
体
間
の
対
話
が
必
要
で
あ
り
、
自
治
体
は
場
を
提
供
す
る
設
計
が
必
要

で
あ
る
。
第
二
に
、
有
効
最
少
多
様
性
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
異
質
な
知
の
存
在
が
重
要
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
金
太
郎
飴
的
な
同
質
的
な
力

で
は
新
し
い
も
の
は
創
造
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
三
大
都
市
圏
で
な
い
地
方
都
市
に
お
い
て
は
い
か
に
多
様
性
を
確
保
可

能
な
場
に
設
計
を
す
る
か
が
重
要
と
な
る
。
第
三
に
冗
長
性
の
確
保
で
あ
ろ
う
。
実
現
可
能
性
が
高
い
対
話
が
成
立
す
る
に
は
相
手
の
暗

黙
知
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
相
手
と
同
様
な
体
験
知
を
共
有
し
て
い
る
冗
長
性
が
必
要
で
あ
る
。
第
四

一
六
二



都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
大
学
（
福
島
）

（
一
五
一
一
）

に
自
立
性
で
あ
る
。
他
人
か
ら
行
為
を
強
い
ら
れ
、
非
自
発
的
に
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
自
主
的
な
い
し
は
自
立
的
に
問
題
の
解
決
に

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
過
程
を
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ク
タ
ー
間
の
協
働
の
も
と
で
既
存
の
地
域
資
源
を
再
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
域
社
会
の
中
の

暗
黙
知
を
再
発
見
し
、
そ
の
暗
黙
知
を
形
式
知
に
高
次
に
変
換
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
新
し
い
ア

イ
デ
ア
は
、
学
生
目
線
、
若
者
目
線
な
ど
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
異
質
な
多
様
性
を
審
議
会
な
ど
の
政
策
過
程
に
取
り
入
れ
る
し
く
み
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
の
応
募
資
格
の
見
直
し
や
積
極
的
に
大
学
と
連
携
す
る
こ
と
を
念
頭
に
制
度
環

境
を
整
備
し
多
様
な
人
的
資
源
を
確
保
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
地
域
協
働
の
発
想
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
住
民
が
主
体
性
、
自

立
性
を
持
ち
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
熟
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
欲
が
熟
成
さ
れ
そ
れ

を
ま
ち
づ
く
り
に
連
結
さ
せ
る
仕
組
み
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
自
治
体
で
見
ら
れ
る
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
地
域
づ
く
り
大

学
は
地
域
づ
く
り
へ
の
意
欲
を
高
揚
さ
せ
、
あ
る
程
度
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
成
功
す
る
も
の
の
、
実
際
に
そ
れ
が
地
域
社
会
の
な
か
で
生

か
さ
れ
る
こ
と
は
限
定
的
で
あ
る
。
受
講
者
は
地
域
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
生
か
す
べ
き
な
の
か
、
そ
の
場
を
暗
中
模
索
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
態
が
あ
る
。

大
学
は
地
域
社
会
に
横
た
わ
る
共
同
の
問
題
処
理
シ
ス
テ
ム
の
中
心
と
し
て
「
新
し
い
公
共
」
の
担
い
手
の
教
育
の
核
と
な
り
、
一
方
、

地
域
は
公
共
的
領
域
の
問
題
処
理
を
担
う
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
住
民
や
地
域
に
か
か
わ
る
人
々
の
参
加
を
促
し
、
そ
れ
に
よ
る
住
民
自
治

の
拡
大
に
つ
な
げ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
創
発
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
大
学
と
地
域
社
会
は
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ

れ
が
他
の
大
学
、
他
の
地
域
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
都
市
間
で
の
連
携
は
、
そ
の
内
部
で
さ
ら
な
る
暗
黙

知
か
ら
高
次
の
形
式
知
を
協
創
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
六
三
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（
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五
一
二
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地
方
分
権
が
進
展
す
る
中
で
都
市
が
持
続
的
な
成
長
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
地
域
社
会
に
問
題
が
生
じ
て
か
ら
そ
れ
に
対
処
す
る
受
動

的
な
、
対
症
療
法
的
な
ま
ち
づ
く
り
で
は
な
く
、
ま
ち
の
核
と
な
る
人
材
を
育
成
し
、
地
域
課
題
を
自
ら
見
つ
け
、
自
己
解
決
で
き
る
能

力
を
高
め
て
い
く
〝
予
防
療
法
的
な
ま
ち
づ
く
り
〞
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
以
下
の
点
が
重
要
で
あ
る
。

第
一
に
、
連
携
す
る
ア
ク
タ
ー
間
で
の
連
携
の
理
念
を
共
有
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
携
の
目
的
が
同
方
向
で
な
け
れ
ば
継
続
し
た

も
の
と
な
ら
ず
断
続
的
で
形
式
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
第
二
に
、
連
携
の
前
提
に
は
互
恵
平
等
の
関
係
は
必
須
と
さ
れ
る
。
タ
テ
の
関
係

か
ら
横
の
関
係
が
自
立
的
協
働
関
係
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
関
係
を
シ
ス
テ
ム
化
し
て
具
体
的
な
連
携
事
業
の
実
現
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
各
都
市
に
存
在
す
る
大
学
の
専
門
分
野
あ
る
い
は
得
意
と
す
る
分
野
に
お
け
る
「
教
育
と
研
究
」
と

い
う
大
学
機
能
を
活
か
し
た
取
組
み
が
現
実
的
で
あ
り
、
こ
の
範
囲
を
踏
ま
え
て
具
体
的
な
連
携
の
方
向
性
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

両
者
の
連
携
の
方
向
性
が
定
ま
れ
ば
、
そ
れ
に
沿
っ
て
そ
の
力
が
結
集
・
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
次
の

こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
学
外
で
の
学
生
の
活
動
範
囲
は
大
学
周
辺
の
エ
リ
ア
に
限
ら
れ
て
お
り
、
学
生
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
大
学
外
へ
の
興
味
関
心
は
あ
る
も
の
の
実
際
に
は
活
動
で
き
て
い
な
い
な
ど
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

物
理
的
な
距
離
以
上
に
地
域
と
の
心
理
的
な
懸
隔
が
あ
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
学
生
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
在
勤
者

の
よ
う
な
在
住
し
な
い
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
両
者
の
距
離
感
を
解
消
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
地

域
に
は
地
域
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
大
学
で
は
研
究
者
が
独
自
の
テ
ー
マ
（
研
究
シ
ー
ズ
）
を
有
す
る
な
ど
、
そ
も
そ
も
行
動
原
理
や
目
標

が
異
質
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
共
有
で
き
る
新
た
な
地
域
課
題
の
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
社
会
と
の
交
流
や
連
携
が
、

大
学
地
域
の
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
、
両
者
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
で
継
続
的
関
係
が
維
持
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
連
携

一
六
四



都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
大
学
（
福
島
）

（
一
五
一
三
）

の
理
念
を
共
有
し
知
の
創
出
を
促
す
た
め
の
場
の
設
定
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
場
と
は
都
市
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
他
者
と
文
脈

を
共
有
し
、
そ
の
文
脈
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
意
味
を
創
出
す
る
時
空
間
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
政
策
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
創
出

が
可
能
な
連
携
の
た
め
の
環
境
整
備
が
都
市
自
治
体
に
も
と
め
ら
れ
よ
う

（
35
）

。
そ
の
意
味
で
、
各
地
で
実
施
さ
れ
て
い
る
政
策
課
題
を
提
起

し
問
題
解
決
手
法
を
地
域
で
考
え
る
学
生
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
36
）

や
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
政
策
提
言
コ
ン
ペ
は
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
よ
う
。
地

方
分
権
の
進
展
に
よ
り
ス
ト
ッ
ク
重
視
の
地
域
づ
く
り
か
ら
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
構
築
さ
れ
知
恵
の
融
合
に
よ
る
新
価
値
創
造
の
地

域
づ
く
り
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
1
） 

内
閣
府
「
社
会
意
識
に
関
す
る
世
論
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
の
、
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
の
意
識
は
こ
こ
二
〇
年
で
大
き
く
高
ま
っ
て
い

る
。
六
〇
代
で
「
社
会
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
者
の
割
合
は
、
一
九
八
三
年
に
は
四
六
・
六
％
で
あ
っ
た
が
、
九
七
年

に
は
七
〇
％
を
超
え
、
そ
の
後
多
少
低
下
し
た
も
の
の
、
二
〇
〇
六
年
に
は
六
四
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
七
〇
歳
以
上
で
も
八
三
年
の
三
一
・
九
％

か
ら
二
〇
〇
六
年
に
は
五
二
・
一
％
に
高
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
自
然
・
環
境
保
護
に
関
す
る
活
動
」「
町
内
会
な
ど
の
地
域
活
動
」
な
ど
の

活
動
分
野
を
あ
げ
る
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
2
） B

ill C
oxall and L

nton R
obins, B

ritish politics since the w
ar, M

acm
illan, 1997, p67.

（
3
） 

総
務
省
分
権
型
社
会
に
対
応
し
た
地
方
行
政
組
織
運
営
の
刷
新
に
関
す
る
研
究
会
「
分
権
型
社
会
に
お
け
る
自
治
体
経
営
の
刷
新
戦
略
│
新
し

い
公
共
空
間
の
形
成
を
目
指
し
て
│
」
二
〇
〇
五
年
四
月
一
五
日
参
照
。

（
4
） 

伊
藤
真
知
子
・
小
松
隆
二
編
著
『
大
学
地
域
論
』
論
創
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
頁
。

（
5
） 

清
水
義
弘
『
地
域
社
会
と
国
立
大
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
。
大
学
の
四
つ
の
機
能
と
し
て
、
人
材
養
成
機
能
、
教
育
機
会
供
給

機
能
、
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
機
能
、
教
育
価
値
形
成
機
能
を
あ
げ
て
い
る
。

（
6
） 

中
央
教
育
審
議
会
「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
」（
答
申
）
二
〇
〇
五
年
一
月
二
八
日
に
よ
れ
ば
、「
二
一
世
紀
は
、
新
し
い
知
識
・
情

一
六
五
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報
・
技
術
が
政
治
・
経
済
・
文
化
を
は
じ
め
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
活
動
の
基
盤
と
し
て
飛
躍
的
に
重
要
性
を
増
す
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
基
盤

社
会
」（know

ledge-based society

）
の
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
知
識
基
盤
社
会
』
の
特
質
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
①
知
識
に
は
国
境

が
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
一
層
進
む
、
②
知
識
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、
競
争
と
技
術
革
新
が
絶
え
間
な
く
生
ま
れ
る
、
③
知
識
の
進
展
は
旧
来
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
伴
う
こ
と
が
多
く
、
幅
広
い
知
識
と
柔
軟
な
思
考
力
に
基
づ
く
判
断
が
一
層
重
要
と
な
る
、
④
性
別
や
年
齢
を
問
わ
ず
参
画

す
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
、
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

（
7
） 

ギ
ボ
ン
ズ
は
こ
れ
を
研
究
の
価
値
が
そ
の
学
問
の
内
的
規
範
や
論
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
研
究
成
果
の
評
価
は
学
問
も
知
的
体
系
の
発
展
に

い
か
に
貢
献
し
た
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ギ
ボ
ン
ズ
、
小
林
信
一 

（
翻
訳
）『
現
代
社
会
と
知
の
創

造
│
モ
ー
ド
論
と
は
何
か
』
丸
善
、
一
九
九
七
年
参
照
。

（
8
） 

中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
大
学
院
部
会
第
二
一
回
議
事
録
、
二
〇
〇
四
年
六
月
二
二
日
を
引
用
参
照
。

（
9
） 

日
本
学
術
会
議
学
術
の
社
会
的
役
割
特
別
委
員
会
の
「
学
術
の
社
会
的
役
割
特
別
委
員
会
報
告
」（
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
六
日
）
に
お
い
て
、

「「
大
学
の
自
治
」
の
伝
統
的
・
日
本
的
な
理
念
や
慣
行
は
「
ほ
と
ん
ど
戦
前
の
ま
ま
」
残
さ
れ
た
。
大
学
紛
争
後
、
東
京
大
学
の
『
改
革
準
備
報
告

書
』
は
「
一
般
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
『
象
牙
の
塔
』
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
は
、『
大
学
の
自
治
』

の
伝
統
的
理
念
が
旧
来
の
ま
ま
の
形
で
実
質
的
意
義
を
も
ち
続
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
た
」
と
反
省
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

や
や
視
点
は
異
な
る
が
、
大
学
の
、
社
会
と
の
隔
離
状
況
を
指
摘
し
、
変
化
を
提
唱
す
る
も
の
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
学
の
役
割
に

関
わ
る
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。G

ary H
aw

ke, “T
he role of the U

niversities”, T
he changing R

ole of the S
tate in N

ew
 

Z
ealand’s D

evelopm
ent, Institute of P

olicy S
tudies, pp231-239.  

（
10
） 

私
立
大
学
学
生
白
書
二
〇
一
一
年
（
社
団
法
人
私
立
大
学
連
盟
学
生
員
会
）
に
よ
れ
ば
、
私
立
大
学
生
の
キ
ャ
ン
パ
ス
滞
在
時
間
は
六
時
間

三
六
分
で
あ
る
。

（
11
） 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
は
、
公
民
が
連
携
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
ス
キ
ー
ム
を
い
う
。
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
中
に
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
指
定
管
理
者
制
度
、
市
場

化
テ
ス
ト
、
公
設
民
営
（
Ｄ
Ｂ
Ｏ
）
方
式
、
さ
ら
に
包
括
的
民
間
委
託
、
自
治
体
業
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
等
も
含
ま
れ
る
。
高
知
工
科
大
学
は
、

工
学
系
の
大
学
を
有
し
な
い
高
知
県
に
、
一
九
九
七
年
公
設
民
営
方
式
で
私
立
大
学
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
Ｐ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い

一
六
六
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（
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五
一
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て
の
事
例
、
詳
細
に
つ
い
て
は
日
本
政
策
投
資
銀
行
地
域
企
画
チ
ー
ム
編
著
『
Ｐ
Ｐ
Ｐ
で
は
じ
め
る
実
践
地
域
再
生
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
四
年

参
照
。

（
12
） 
財
団
法
人
日
本
経
済
研
究
所
「
地
方
大
学
が
地
域
に
及
ぼ
す
経
済
効
果
分
析
報
告
書
」
二
〇
〇
七
年
。
そ
の
ほ
か
大
分
県
、
別
府
市
に
よ
る
誘

致
し
た
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
に
つ
い
て
は
「
大
学
誘
致
に
伴
う
波
及
効
果
の
検
証
〜
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
（
Ａ
Ｐ
Ｕ
）
開
学
一
〇
周

年
を
迎
え
て
〜
」
二
〇
一
〇
年
、
二
五
│
四
八
頁
参
照
。

（
13
） 

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
三
日
・
四
日
に
山
形
県
酒
田
市
で
学
生
ま
ち
づ
く
り
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
東
北
公
益
文

科
大
学
は
じ
め
、
室
蘭
工
業
大
学
、
関
西
学
院
大
学
、
関
東
学
院
大
学
、
金
沢
大
学
、
松
本
大
学
、
愛
知
大
学
、
人
間
環
境
大
学
、
九
州
大
学
、
広

島
大
学
、
高
崎
商
科
大
学
、
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
の
一
二
大
学
の
学
生
及
び
教
職
員
と
、
新
庄
東
高
校
、
金
山
高
校
、
上
山
明
新
館
高
校
な
ど

の
高
校
生
と
教
員
、
山
形
県
、
酒
田
市
、
鶴
岡
市
な
ど
の
地
方
自
治
体
職
員
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
Ｔ
Ｍ
Ｏ
、
商
工
会
議
所
の
職
員
な
ど
約
二
〇
〇
名
が
参
加

し
た
。
伊
藤
真
知
子
・
小
松
隆
二
編
著
、
前
掲
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
学
地
域
論
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

（
14
） 

拙
稿
「
自
治
体
経
営
と
条
例
」『
日
本
法
学
』
第
七
六
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
） 

岡
田
浩
一
、
塚
本
一
郎
、
藤
江
昌
嗣
『
地
域
再
生
と
戦
略
的
協
働
│
地
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
時
代
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
行
政
の
協
働
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、

二
〇
〇
六
年
参
照
。
と
り
わ
け
本
書
で
は
主
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
を
考
察
し
て
い
る
。

（
16
） 

奥
野
信
宏
、
栗
田
卓
也
『
新
し
い
公
共
を
担
う
人
び
と
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
参
照
。

（
17
） 

金
沢
市
に
お
け
るkanazaw

a cam
pus sum

m
it 2012

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
金
沢
市
で
は
、
金
沢
周
辺
の
高
等
教
育
機
関
が
実

施
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
等
の
授
業
及
び
金
沢
周
辺
の
高
等
教
育
機
関
が
公
認
す
る
部
活
動
・
学
生
サ
ー
ク
ル
等
の
団
体
に
対
し
、
対
象
施
設
を
利
用
し

た
授
業
や
ク
ラ
ブ
・
サ
ー
ク
ル
活
動
等
を
実
施
す
る
場
合
に
、
奨
励
金
を
交
付
し
学
生
の
キ
ャ
ン
パ
ス
拡
大
に
努
め
て
い
る
。

（
18
） 

日
本
に
お
い
て
外
国
人
の
参
政
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
最
高
裁
判
所
が
一
九
九
五
年
二
月
二
八
日
の
判
決
に
お
け
る
傍
論
部
分
に
お
い

て
外
国
人
の
地
方
参
政
権
に
つ
い
て
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
判
決
に
加
わ
っ
た
園
部
逸
夫
元
最
高
裁
判
事

は
二
〇
一
〇
年
二
月
一
八
日
ま
で
に
産
経
新
聞
に
対
し
、「（
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
）
な
だ
め
る
意
味
が
あ
っ
た
。
政
治
的
配
慮
が
あ
っ
た
」
と
明

言
し
た
（
産
経
新
聞
同
年
二
月
一
九
日
朝
刊
参
照
）。

一
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
一
六
）

（
19
） 

内
閣
府
「
国
民
生
活
選
好
度
調
査
」（
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
つ
な
が
り
が
一
〇
年
前
と
比
べ
て
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
変
わ
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
人
の
割
合
が
四
六
・
五
％
と
最
も
多
か
っ
た
が
、「
弱
く
な
っ
て
い
る
」、「
や

や
弱
く
な
っ
て
い
る
」
も
合
わ
せ
る
と
三
〇
・
九
％
に
上
っ
て
い
る
。
強
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
は
七
・
〇
％
に
過
ぎ
ず
、
人
々
は
地
域
の

つ
な
が
り
が
希
薄
化
の
方
向
に
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

（
20
） 

国
土
庁
大
都
市
整
備
局
「
大
学
の
誘
致
と
期
待
・
効
果
」
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
八
年
、
五
二
頁
参
照
。
苅
谷
剛
彦
ほ
か
編
『
創
造
的
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
デ
ザ
イ
ン
五
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
一
│
一
三
三
頁
参
照
。

（
21
） 

Ｍ
．
ト
ロ
ウ
、
天
野
郁
夫
、
喜
多
村
和
之
（
翻
訳
）、『
高
学
歴
社
会
の
大
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
六
二
│
六
五
頁
。
ト
ロ
ウ

（T
row

）
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
同
年
年
齢
層
の
お
よ
そ
一
五
％
を
収
容
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
高
等
教
育
制
度
の
基
本
的
な
性
格
を
エ
リ
ー
ト
教
育

と
位
置
づ
け
、
一
五
％
を
過
ぎ
る
と
マ
ス
段
階
に
入
り
、
大
学
教
育
の
果
た
す
社
会
的
機
能
が
量
だ
け
で
な
く
質
の
面
で
も
異
な
り
、
五
〇
％
を
過

ぎ
る
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ア
ク
セ
ス
型
に
移
行
し
、
産
業
社
会
に
適
応
し
う
る
全
国
民
の
育
成
へ
と
そ
の
役
割
を
変
え
る
。

（
22
） 

宮
田
由
紀
夫
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
学
の
地
域
貢
献
』
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
│
三
九
頁
参
照
。

（
23
） 

総
務
省
定
住
自
立
圏
構
想
研
究
会
「
定
住
自
立
圏
構
想
研
究
会
報
告
書
〜
住
み
た
い
ま
ち
で
暮
ら
せ
る
日
本
を
〜
」
二
〇
〇
八
年
参
照
。

（
24
） 

米
国
で
は
退
職
者
、
高
齢
者
を
大
学
を
コ
ア
に
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
利
用
す
る
例
が
あ
る
。
現
在
そ
の
数
は
五
〇
を
超
え
る
。
米
国

で
は
、
退
職
高
齢
者
が
老
後
に
ゴ
ル
フ
な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
世
代
か
ら
知
的
好
奇
心
を
充
足
す
る
た
め
に
大
学
を
中
心
と
す
る
コ
ミ
ュ
テ
ィ

を
形
成
し
て
い
る
。
参
考
文
献
と
し
て
松
田
智
生
「
米
国
の
大
学
連
携
型
リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〜
ケ
ン
ダ
ル
ア
ッ
ト
ハ
ノ
ー
バ
ー
訪
問

レ
ポ
ー
ト
」
三
菱
総
合
研
究
所
調
査
レ
ポ
ー
ト
（
所
報
五
五
号
）、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
六
│
三
二
一
頁
に
詳
し
い
。

（
25
） 

大
学
が
企
業
と
連
携
す
る
場
合
の
形
態
に
は
、
共
同
研
究
、
受
託
研
究
、
奨
学
寄
附
金
の
受
入
れ
、
そ
の
ほ
か
（
研
究
員
の
受
入
れ
、
寄
附
講

座
な
ど
）
の
四
つ
に
大
別
で
き
る
。
企
業
側
に
と
っ
て
も
外
部
の
大
学
と
有
機
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は
有
効
で
あ
り
、
価
値
創
造
に
役
に
立
つ
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
をopen innovation 

と
い
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
ヘ
ン
リ
ー 

チ
ェ
ス
ブ
ロ
ウ
、
ウ
ィ
ム 

ヴ
ァ
ン
ハ
ー
ベ

ク
、
ジ
ョ
エ
ル 

ウ
ェ
ス
ト
、
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｍ 

（
監
修
）、
長
尾
高
弘 

（
翻
訳
）『
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン 

組
織
を
越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
長
を

加
速
す
る
』
英
治
出
版
、
二
〇
〇
八
年
を
参
考
さ
れ
た
い
。

一
六
八



都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
大
学
（
福
島
）

（
一
五
一
七
）

（
26
） 

山
本
長
史
ほ
か
「
地
域
と
大
学
の
連
携
│
知
性
豊
か
な
社
会
へ
の
キ
ッ
ク
・
オ
フ
」
神
奈
川
自
治
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
、
一
一

頁
。

（
27
） 
文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
「
大
学
教
員
等
の
発
明
に
係
る
特
許
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
答
申
）
一
九
七
七
年
六
月
一
七
日
引
用
。

（
28
） http://w

w
w
.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/daigaku_shien_01.htm

（
29
） 

文
部
科
学
省
二
〇
〇
五
年
一
月
二
八
日
中
央
教
育
審
議
会
答
申
参
照
。

（
30
） 

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
、
技
術
・
研
究
基
盤
部
会
「
新
時
代
の
産
学
官
連
携
の
構
築
に
向
け
て
」（
答
申
）
二
〇
〇
三
年
四
月

二
八
日
引
用
参
照
。

（
31
） 

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
各
段
階
の
英
語
名
称
の
頭
文
字
を
と
っ
て
〝
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
（
セ
キ
）
プ
ロ
セ
ス
〞、
あ
る
い
は
単
に
〝
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
（
セ
キ
）〞
と

呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
野
中
郁
次
郎
一
橋
大
学
大
学
院
名
誉
教
授
と
竹
内
弘
高
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
が
執
筆
し
たT

he K
now

ledge C
reating 

C
om

pany

（『
知
識
創
造
企
業
』
梅
本
勝
博
翻
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
）
に
お
い
て
、
提
唱
さ
れ
た
。

（
32
） C

ohen, M
ichael D

., M
arch, Jam

es G
., O

lsen, Johan P
. 

（1972

）. “A
 G

arbage C
an M

odel of O
rganizational C

hoice”. 

A
dm

inistrative S
cience Q

uarterly 17 
（1
）, pp1‒25.

ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
は
、
組
織
の
意
思
決
定
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
意
思
決
定
は
、
合
理
的
に
整
理
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
問
題
点
と
解
決
策
が
無
秩
序
に
混
在
し
て
い
る

「
ゴ
ミ
箱
」
の
中
で
の
選
択
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
こ
の
ゴ
ミ
箱
モ
デ
ル
の
本
質
は
、「
組
織
化
さ
れ
た
無
秩
序
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

不
明
確
な
選
考
、
不
明
確
な
技
術
、
流
動
的
参
加
構
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

（
33
） 

内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
再
生
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
関
す
る
研
究
調
査
報
告
書
」
二
〇
〇
五
年
参
照
。

（
34
） 

野
中
郁
次
郎
、
竹
内
弘
高
、
前
掲
書
、
一
一
一
│
一
二
二
頁
参
照
。

（
35
） 

野
中
郁
次
郎
編
『
知
識
国
家
論
序
説　
新
た
な
政
策
過
程
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
第
一
章
参
照
。

（
36
） 

た
と
え
ば
、
東
北
で
開
催
さ
れ
る
全
国
学
生
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
京
田
辺
市
の
全
国
学
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
同
志
社
大
学
が
軸
と
な
り
地

域
と
連
携
し
た
試
み
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
学
が
学
会
を
誘
致
し
て
学
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
す
る
タ
イ
プ
な
ど
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
公
共

政
策
学
会
が
実
施
す
る
学
生
政
策
コ
ン
ペ
が
あ
る
。

一
六
九





域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
一
九
）

域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯

│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

米
国
金
融
改
革
法
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
を
中
心
に
広
範
な
内
容
、
規
則
委
任
等
か
ら
な
り
、
成
立
後
も
多
く
の
議
論
と
影
響
を
巻
き

起
こ
し
て
い
る
。
大
き
な
問
題
意
識
と
し
て
同
法
の
包
括
的
課
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
域
外
適
用
と
外
国
会
社
の
影
響
等
を
切
り
口
に

焦
点
を
絞
り
、
金
融
資
本
市
場
と
揺
れ
動
く
現
下
の
国
際
金
融
規
制
の
帰
趨
お
よ
び
実
践
等
に
つ
き
検
討
を
進
め
る
。
紙
幅
の
制
約
も
あ

り
、
域
外
適
用
の
修
正
内
容
、
破
綻
法
制
、
英
国
金
融
改
革
等
の
詳
細
、
さ
ら
に
域
外
適
用
の
理
論
的
統
一
性
な
ど
は
別
稿
に
て
考
察
す

る
予
定
で
あ
る
。

一
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
二
〇
）

第
一
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
制
限　

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
主
旨

二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
成
立
し
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D
odd-F

rank W
all S

treet R
eform

 and C
onsum

er P
rotection A

ct （
1
）

）
は
、

今
次
の
金
融
危
機
後
の
対
応
と
し
て
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
改
革
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
規
制
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
改
善
、
消
費
者
・
投
資
家
保
護
等
、
多
く
の
課
題
に
対
処
せ
ん
と
す
る

（
2
）

。
そ
の
包
摂
す
る
範
囲
は
広
く
、
大
き
な
変
革
を
目
論

む
も
の
で
あ

（
3
）

る
（
4
）

。
方
向
性
、
十
分
性
な
ど
に
つ
き
、
米
国
共
和
党
や
金
融
業
界
の
巻
き
返
し
や
ロ
ビ
ー
活
動
か
ら
内
容
が
骨
抜
き
に
な
り

つ
つ
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
、
他
方
で
は
不
十
分
で
一
層
の
強
化
が
求
め
ら
れ
、
規
制
の
整
合
性
な
ど
を
指
摘
す
る
見
解

（
5
）

も
出
さ
れ
る
。

2
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
規
制
対
象
と
業
務
範
囲
制
限
な
ら
び
に
適
用
除
外

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
業
務
内
容
・
範
囲
に
関
す
る
規
制
と
し
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ら
び
に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

規
制
が
あ
る
。

⑴　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
規
制
概
要

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
銀
行
と
そ
の
持
株
会
社
・
グ
ル
ー
プ
会
社
に
対
し
、
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な

ら
び
に
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
等
に
つ
き
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
目
的
、
顧
客
依
頼
取
引
等
の
例
外
は
あ
る
が
、
原
則
禁
止
す
る
。
ポ
ー
ル
・

ボ
ル
カ
ー
元
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
の
起
案
に
よ
る
同
ル
ー
ル
は
、
銀
行
の
業
務
範
囲
を
制
限
し
、
預
金
保
険
制
度
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
保
護

さ
れ
た
銀
行
が
高
リ
ス
ク
業
務
を
行
い
、
金
融
機
関
の
規
模
が
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（T

oo B
ig T

o F
ail

）
問
題
と
な
ら

な
い
よ
う
に
規
模
拡
大
に
制
限
を
加
え
る
。
こ
の
う
ち
業
務
範
囲
規
制
は
、
銀
行
ま
た
は
銀
行
を
保
有
す
る
金
融
機
関
が
顧
客
サ
ー
ビ
ス

一
七
二



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
二
一
）

と
関
係
の
な
い
自
己
勘
定
取
引
業
務
を
行
う
こ
と
の
禁
止
お
よ
び
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
（
Ｈ
Ｆ
）、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
フ
ァ

ン
ド
（
Ｐ
Ｅ
）
の
投
資
、
ス
ポ
ン
サ
ー
行
為
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
。
規
模
規
制
は
、
既
存
の
預
金
シ
ェ
ア
の
上
限
規
制
を
補
完
す
る
も

の
と
し
て
大
規
模
金
融
機
関
の
負
債
の
市
場
シ
ェ
ア
の
過
度
の
拡
大
に
対
し
て
よ
り
広
範
な
制
限
を
謀
す
る

（
6
）

。
規
制
対
象
行
為
は
、
第
一

に
業
務
範
囲
規
制
に
つ
い
て
は
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
（
六
一
九
条
⒝
）、
Ｈ
Ｆ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
行
為
・
投
資
の
禁
止

（
六
一
九
条
⒞
）、
Ｈ
Ｆ
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
の
投
資
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
就
い
て
い
る
金
融
機
関
に
よ
る
当
該
フ
ァ
ン
ド
と
の
取

引
制
限
（
六
一
九
条
⒠
）、
以
上
の
規
制
行
為
を
行
う
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
対
象
ノ
ン
バ
ン
ク
に
対
す
る
資
本
要
件
等
の
引
上
げ
（
六
一
九
条
⒡
）、

第
二
に
規
模
規
制
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
の
総
負
債
が
全
対
象
金
融
機
関
の
負
債
合
計
の
一
〇
％
を
越
え
る
合
併
等
の
禁
止
（
六
二
〇
条
）

で
あ
る
。

⑵　

適
用
除
外
規
定
の
概
要

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
に
お
い
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
除
外
を
定
め
る
。
第
六
一
九
条
⒝
自
己
勘
定
取
引
の

禁
止
に
つ
き
、
政
府
関
係
機
関
の
債
務
等
に
対
す
る
適
用
除
外
と
し
て
、
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
は
以
下
の
取
引
に
は
適
用
し
な
い
。
ⅰ

合
衆
国
又
は
合
衆
国
の
機
関
の
債
務
（
合
衆
国
ま
た
は
合
衆
国
の
機
関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅱ
連
邦
政
府
抵
当
金
庫
（G

innie 

M
ae

）、
連
邦
住
宅
抵
当
公
庫
（F

annie M
ae

）、
連
邦
住
宅
金
融
紙
当
会
庫
（F

reddie M
ac

）
の
債
務
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は

そ
の
他
の
金
融
商
品
（
そ
れ
ら
の
機
関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅲ
州
ま
た
は
州
の
機
関
の
債
務
。
海
外
の
行
為
に
対
す
る
適
用

除
外
と
し
て
、
外
国
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
業
務
の
大
半
を
米
国
外
で
行
う
会
社
ま
た
は
海
外
業
務
の
中
で
付
随
的
に
発
生
す
る
も
の
以
外

は
米
国
内
で
業
務
を
行
っ
て
い
な
い
会
社
が
完
全
に
米
国
外
で
行
う
行
為
に
対
し
て
は
、
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
を
適
用
し
な
い
（
当
該

会
社
が
米
国
法
な
い
し
州
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

一
七
三
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第
六
一
九
条
⒞
Ｈ
Ｅ
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
の
禁
止
に
つ
き
、
海
外
の
行
為
に
対
す
る
適
用
除
外
と
し
て
、
外
国
法
に
よ
り
設

立
さ
れ
業
務
の
大
半
を
米
国
外
で
行
う
会
社
ま
た
は
海
外
業
務
の
中
で
付
随
的
に
発
生
す
る
も
の
以
外
は
米
国
内
で
業
務
を
行
っ
て
い
な

い
会
社
が
完
全
に
米
国
外
で
行
う
行
為
に
対
し
て
は
、
Ｈ
Ｆ
ま
た
は
Ｐ
Ｅ
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
・
投
資
の
禁
止
を
適
用
し
な
い
（
当
該
会
社

が
米
国
法
な
い
し
州
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

第
六
一
九
条
⒡
一
定
の
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
対
す
る
資
本
要
件
の
引
上
げ
に
つ
き
、
政
府
関
係
機
関
、
小
規
模
企
業
投
資
会
社
、

公
共
の
福
祉
に
関
連
す
る
取
引
・
投
資
に
関
す
る
適
用
除
外
と
し
て
、
追
加
資
本
等
の
賦
課
は
以
下
に
関
連
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
適
用

し
な
い
。
ⅰ
合
衆
国
又
は
合
衆
国
の
機
関
の
債
務
（
合
衆
国
ま
た
は
合
衆
国
の
機
関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅱ
連
邦
政
府
抵
当
金

庫
、
連
邦
住
宅
抵
当
公
庫
、
連
邦
住
宅
金
融
紙
当
金
庫
の
債
務
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
ー
シ
ョ
ン
ま
た
は
そ
の
他
の
金
融
商
品
（
そ
れ
ら
の
機

関
が
完
全
に
保
証
す
る
債
務
を
含
む
）、
ⅲ
州
ま
た
は
州
の
機
関
の
債
務
、
ⅳ
小
規
模
企
業
投
資
法
に
基
づ
く
小
規
模
企
業
投
資
会
社
に
対
す

る
投
資
、
ⅴ
専
ら
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
投
資
。

銀
行
持
株
会
社
法
（the B

ank H
olding C

om
pany A

ct of 1956

（B
H
C

））
第
一
三
条
⒝
の
集
中
の
規
制
に
つ
き
、
⒞
破
綻
銀
行
の
処
理

等
に
関
連
す
る
場
合
等
の
適
用
除
外
と
し
て
、
集
中
規
制
は
以
下
の
取
得
に
は
適
用
し
な
い
。
ⅰ
破
綻
又
は
破
綻
の
危
機
に
あ
る
銀
行
の

取
得
、
ⅱ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（F

ederal D
eposit Insurance C

orporation

連
邦
預
金
保
険
公
社
）
の
支
援
に
基
づ
く
取
得
、
ⅲ
当
該
金
融
会
社
の
負

債
の
ご
く
僅
か
な
増
加
し
か
も
た
ら
さ
な
い
取
得
。

⑶　

業
務
範
囲
制
限

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
に
よ
り
一
九
五
六
年
銀
行
持
株
会
社
法
第
一
三
条
が
追
加
さ
れ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（V

olcker 

R
ule

）
が
定
め
ら
れ
、
全
て
の
銀
行
と
持
株
会
社
・
グ
ル
ー
プ
会
社
を
対
象
に
自
己
勘
定
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な
ら
び

一
七
四
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適
用
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銀
証
分
離
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（
藤
川
）

（
一
五
二
三
）

に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
（
未
公
開
株
Ｐ
Ｅ
）
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
等
に
つ
き
、
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
目
的
、
顧
客
以
来
取
引
等
の
例
外

は
あ
る
も
の
の
原
則
禁
止
す
る
。
た
だ
し
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
並
び
に
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
に
つ
い
て
は
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
受
入
出
資

金
の
三
％
以
下
、
か
つ
出
資
者
で
あ
る
銀
行
等
のT

ier1

資
本
の
三
％
以
下
の
金
額
に
限
り
許
可
す
る
。
ま
た
大
規
模
合
併
の
禁
止
を
図

り
、
具
体
的
に
は
合
併
後
の
負
債
合
計
が
金
融
機
関
全
体
の
負
債
合
計
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
と
基
準
を
定
め
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
、
銀
行
の
業
務
範
囲
を
制
限
し
、
大
規
模
金
融
会
社
の
規
模
の
抑
制
を
目
的
と
す
る
。
預
金
保
険
制
度
に
よ

り
保
護
さ
れ
る
銀
行
が
高
リ
ス
ク
業
務
を
行
い
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
と
な
ら
な
い
よ
う
規
模
拡
大
に
制
限
を
加
え
る
。
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
お

よ
び
子
会
社
の
自
己
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
禁
止
さ
れ
る
も
の
の
米
国
財
務
省
証
券
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
債
、
地
方
債
等
の
取
得
・
処
分
、

引
受
け
並
び
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
ク
関
連
の
証
券
等
の
取
得
・
処
分
、
リ
ス
ク
緩
和
の
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
業
務
、
顧
客
の
た
め
の
証
券
等
の

取
得
・
処
分
は
適
用
除
外
と
な
り
、
当
初
案
に
比
し
て
適
用
除
外
の
範
囲
は
拡
大
す
る
。
銀
行
等
に
よ
る
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
お
よ
び
Ｐ
Ｅ

フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
（
エ
ク
イ
テ
ィ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
他
所
有
権
取
得
）、
ス
ポ
ン
サ
ー
も
禁
止
さ
れ
る
が
、
一
定
の
許
容
範
囲

が
あ
る
。

許
容
範
囲
と
し
て
、
①
銀
行
等
が
真
の
ト
ラ
ス
ト
、
フ
イ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
、
投
資
顧
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
②
フ
ァ
ン
ド
は
当
該

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
組
成
・
募
集
さ
れ
、
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
顧
客
に
対
し
て
の
み
フ
ァ
ン
ド
の
組
成
・
募
集

が
行
わ
れ
、
③
僅
か
な
額
の
（dem

inim
is

）
投
資
を
除
き
銀
行
等
が
フ
ァ
ン
ド
の
エ
ク
イ
テ
ィ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
そ
の
他
の
所
有
権

を
持
た
な
い
場
合
で
、
④
連
邦
準
備
法
二
三
Ａ
条
・
二
三
Ｂ
条
を
遵
守
す
る
等
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
組
成
・

募
集
（
ス
ポ
ン
サ
ー
を
含
む
）
が
認
め
ら
れ
る
。
③
に
つ
い
て
、
⒜
銀
行
等
が
エ
ク
イ
テ
ィ
等
を
保
有
し
て
い
て
も
シ
ー
ド
マ
ネ
ー
で
あ
る

場
合
、
⒝
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
し
一
年
以
内
に
償
還
・
売
却
・
希
薄
化
に
よ
り
所
有
権
が
三
％
以
下
と
な
る
場
合
、
⒞
銀
行
等
に
と
っ
て
重

一
七
五
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大
で
は
な
い
も
の
と
し
て
投
資
金
額
を
合
計
し
て
銀
行
等
のT

ier1

資
本
対
比
三
％
以
内
の
場
合
が
該
当
す
る
。

⑷　

規
模
規
制
│
合
併
・
統
合
等
の
禁
止
と
銀
行
持
株
会
社
等
│

同
ル
ー
ル
の
別
の
側
面
と
し
て
、
取
得
す
る
金
融
機
関
の
負
債
の
合
計
負
債
総
額
が
前
年
末
の
全
金
融
機
関
の
負
債
総
額
（
連
結
ベ
ー

ス
）
の
一
〇
％
を
超
え
る
場
合
、
他
の
金
融
機
関
と
の
合
併
、
統
合
、
全
資
産
又
は
主
要
資
産
の
取
得
も
し
く
は
経
営
権
取
得
が
禁
止
さ

れ
る
。
対
象
と
し
て
預
金
取
扱
機
関
、
銀
行
持
株
会
社
、
貯
蓄
金
融
機
関
持
株
会
社
、
預
金
保
険
対
象
機
関
を
支
配
す
る
会
社
、
ノ
ン
バ

ン
ク
金
融
会
社
、
外
国
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
外
国
会
社
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
融
機
関
が
破
綻
ま
た
は
破

綻
危
機
に
あ
る
場
合
、
連
邦
預
金
保
険
法
に
定
め
る
預
金
取
扱
機
関
の
破
綻
処
理
の
場
合
、
承
継
時
の
負
債
増
加
が
僅
か
な
場
合
は
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
（F

ederal R
eserve B

oard
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
の
事
前
同
意
を
得
て
負
債
シ
ェ
ア
制
限
の
適
用
の
免
除
規
定
が
設
け
ら
れ
る
。

第
二
章　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
お
よ
び
適
用
除
外
・
延
期
と
影
響

3
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
除
外
・
延
期

⑴　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
け
る
銀
行
事
業
体

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
け
る
銀
行
事
業
体
は
預
金
保
険
対
象
銀
行
ま
た
は
貯
蓄
金
融
機
関
、
預
金
保
険
対
象
銀
行
ま
た
は
貯
蓄
金
融

機
関
を
支
配
す
る
会
社
、
一
九
七
八
年
国
際
銀
行
法
（International B

anking A
ct of 1978

）
に
お
い
て
銀
行
持
株
会
社
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
会
社
、
上
記
会
社
の
い
ず
れ
か
の
関
連
会
社
ま
た
は
子
会
社
で
あ
る
。

⑵　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
除
外
と
規
制
強
化

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
規
制
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
初
提
案
よ
り
も
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
げ
る
一
方
、
マ
ー
ク
リ
ー
・
レ

一
七
六
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ビ
ン
修
正
を
反
映
し
た
規
定
に
よ
り
、
逆
に
規
制
が
一
層
強
化
さ
れ
た
面
も
あ
る
。
規
制
強
化
の
面
と
し
て
は
、
①
顧
客
等
と
の
間
に
重

大
な
利
益
相
反
が
生
じ
る
場
合
、
②
リ
ス
ク
の
高
い
資
産
等
に
対
す
る
重
大
な
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
直
接
・
間
接
に
も
た
ら
さ
れ
る
場

合
、
③
金
融
機
関
の
安
定
性
と
健
全
性
に
脅
威
を
も
た
ら
す
場
合
、
④
米
国
の
金
融
の
安
定
に
脅
威
を
も
た
ら
す
場
合
は
、
自
己
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
・
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
禁
止
の
適
用
外
で
も
制
限
が
加
え
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
監
督
下
の
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
対
し
て

自
己
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ら
び
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
に
関
す
る
禁
止
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し

（
7
）

、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル

が
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
の
維
持
を
主
目
的
と
し
て
業
務
制
限
を
加
え
る
主
旨
が
明
確
と
な
っ
た
。
こ
の
点
も
骨
抜
き
論
な
ど
の
根
底

に
あ
ろ
う
か
。
今
後
の
規
則
策
定
等
に
よ
り
各
定
義
が
明
確
に
さ
れ
る
。

⑶　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
米
国
外
許
容
活
動

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
お
い
て
は
米
国
外
適
用
の
免
除
規
定
を
設
け
、
自
己
勘
定
取
引
に
関
し
て
も
っ
ぱ
ら
米
国
外
に
お
い
て

（solely outside the U
S

）
行
わ
れ
る
場
合
、
米
国
設
立
の
銀
行
等
に
よ
り
間
接
・
直
接
に
支
配
さ
れ
た
銀
行
等
で
な
い
限
り
は
適
用
除
外

に
な
る
。
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
投
資
・
ス
ポ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
も
、
米
国
外
で
行
わ
れ
、
所
有
権
が
米
国
居
住
者
に
向
け
て
募
集
・
売

却
さ
れ
ず
、
米
国
設
立
の
銀
行
等
に
よ
っ
て
直
接
・
間
接
に
支
配
さ
れ
た
銀
行
等
で
な
い
限
り
は
適
用
除
外
に
な
る
。
米
国
銀
行
等
の
海

外
拠
点
に
つ
い
て
は
、
自
己
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
禁
止
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

⑷　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
延
期

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、
法
律
成
立
日
か
ら
六
カ
月
以
内
に
効
果
的
適
用
の
た
め
に
行
う
カ
ウ
ン
シ
ル
の
調
査
完
了
後
九
カ
月
以
内
に

Ｆ
Ｒ
Ｂ
を
含
む
銀
行
規
制
当
局
が
具
体
的
な
規
則
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
ル
ー
ル
が
有
効
に
な
る
の
は
最
終
規
則
公
表
か
ら
一
二

カ
月
後
、
法
律
成
立
日
か
ら
二
年
後
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
と
定
め
ら
れ
、
移
行
期
間
と
し
て
二
年
間
の
適
用
猶
予
が
あ
り
、
同
ル
ー
ル

一
七
七
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適
用
は
早
く
て
四
年
後
、
最
大
約
七
年
後
と
な
る
。

規
制
の
強
弱
・
変
化
か
ら
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
帰
趨
を
巡
っ
て
種
々
の
議
論
が
さ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
一
概
に

強
化
さ
れ
て
い
る
と
か
、
逆
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
と
即
断
で
き
る
も
の
で
な
く
、
領
域
・
分
野
に
よ
る
跛
行
性
が
あ
り
、
適
用
延
期

期
間
も
長
く
、
作
成
中
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
な
ど
時
間
経
過
も
踏
ま
え
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。

第
三
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
と
一
律
規
制
・
外
国
銀
行
の
扱
い

1
．
域
外
適
用
の
可
能
性

米
国
外
金
融
機
関
へ
の
影
響
と
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
な
ど
の
新
規
制
に
よ
る
負
担
は
一
般
的
に
米
国
事
業
に
限
定
さ
れ
、
そ

の
意
味
で
は
国
内
法
で
あ
り
、
Ｍ
＆
Ａ
取
引
な
ど
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
米
国
企
業
が
世
界
的
競
争
に
お
い
て
不
利
益
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
他
方
で
米
国
外
政
府
が
米
国
基
準
の
一
部
を
採
用
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
同
ル
ー
ル
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
か
ら
二
年
後
ま
た
は
米
国
金
融

安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ
ル
（
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
）
が
定
め
る
最
終
規
則
公
表
か
ら
一
二
カ
月
後
の
い
ず
れ
か
早
い
時
期
に
施
行
さ
れ
る
。
適
用
範
囲

に
つ
い
て
、
米
銀
は
自
己
勘
定
取
引
の
場
所
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
が
、
非
米
銀
（
外
国
銀
行
）
に
つ
い
て
は
米
国
内
で
実
施
さ
れ
た

取
引
あ
る
い
は
米
国
外
の
取
引
で
も
米
国
居
住
者
を
相
手
と
す
る
取
引
に
は
適
用
さ
れ
る
。

米
国
以
外
の
市
場
参
加
者
の
懸
念
と
し
て
米
国
法
の
域
外
適
用
の
問
題
が
あ
り
、
米
国
の
裁
判
所
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
が
証
券
諸

法
の
規
定
を
域
外
適
用
し
た
例
は
多
く
存
在
す
る
。
二
〇
〇
二
年
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法
（
米
国
企
業
改
革
法S

arbanes-O
xley 

A
ct

上
場
企
業
会
計
改
革
及
び
投
資
家
保
護
法
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
が
実
質
的
に
域
外
適
用
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
も

一
七
八



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
二
七
）

本
邦
金
融
機
関
に
実
質
的
に
域
外
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見
方
も
出
さ
れ
る
。

2
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
一
律
規
制
│
外
国
銀
行
と
銀
行
持
株
会
社
│

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
か
ら
二
〇
一
一
年
二
月
八
日
公
表
の
提
案
で
は
外
国
銀
行
に
お
け
る
重
要
な
銀
行
持
株
会
社

（signifi cant bank holding com
panies

）
の
対
象
に
つ
い
て
一
律
に
直
近
年
度
末
の
連
結
総
資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
銀
行
と
す
る
が
、

外
国
銀
行
に
対
し
て
は
、
①
規
制
の
コ
ス
ト
・
便
益
の
観
点
か
ら
、
連
結
総
資
産
ベ
ー
ス
の
判
断
に
代
え
て
米
国
拠
点
の
連
結
総
資
産
が

一
定
水
準
以
上
の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
、
②
グ
ル
ー
プ
の
資
本
構
成
上
、
中
間
持
株
会
社
（L

ow
er T

ier B
H
C

）
は
除
き
、
最
上
位
レ

ベ
ル
（T

op T
ier

）
の
銀
行
持
株
会
社
の
み
を
対
象
と
す
れ
ば
重
要
な
銀
行
持
株
会
社
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
報
告
を
行
う
際

に
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（E

ntity

）
等
の
明
確
化
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
③
外
国
銀
行
が
銀
行
持
株
会
社
ス
テ
ー
タ
ス
を
有
し
な
い
場
合
、
重

要
な
ノ
ン
バ
ン
ク
に
該
当
す
る
か
の
判
定
が
行
わ
れ
、
最
上
位
に
位
置
す
る
会
社
の
資
産
を
基
準
と
し
た
判
定
が
行
わ
れ
な
い
可
能
性
が

あ
る
こ
と
等
が
示
さ
れ
る

（
8
）

。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
し
て
は
極
端
な
制
限
、
禁
止
行
為
は
銀
行
が
そ
の
環
境
に
応
じ
て
行
う
施
策
、
手
段
、
方
法
を
狭
め
、
か
つ

各
市
場
そ
の
も
の
が
縮
小
さ
れ
、
逆
に
銀
行
経
営
の
安
全
性
、
健
全
性
並
び
に
社
会
の
健
全
性
を
損
な
う
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る

（
9
）

。
特
に
外
国
銀
行
に
対
す
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
に
関
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
六
一
九
条
⒟
⑷
Ⅰ
の
域
外
適
用
の

例
外
条
項
な
ど
の
細
則
策
定
に
際
し
、
法
文
上
は
米
国
Ｂ
Ｈ
Ｃ
（
銀
行
持
株
会
社
）
法
上
の
免
許
を
有
す
る
米
国
外
の
銀
行
が
、
米
国
外

で
行
う
フ
ァ
ン
ド
へ
の
Ｌ
Ｐ
（
リ
ミ
テ
ッ
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
持
分
投
資
に
つ
い
て
も
当
該
フ
ァ
ン
ド
の
Ｌ
Ｐ
持
分
が
米
国
で
売
却

さ
れ
る
場
合
は
同
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
米
国
外
の
銀
行
が
米
国
外
で
（solely outside the U

nited S
tates

）
事
業
を

運
営
す
る
場
合
は
同
ル
ー
ル
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
さ
れ
た
い
旨
も
述
べ
ら
れ
る

（
10
）

。

一
七
九
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3
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用

邦
銀
な
ど
米
国
で
活
動
す
る
外
銀
に
対
し
て
域
外
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
、
理
由
と
し
て
、
①M

orrison v. 

N
ational A

ustralia B
ank L

td

ケ
ー
ス
（
後
掲
・M

orrison

事
件
）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
一
七
一
条
（
コ
リ
ン

ズ
修
正
条
項
）
の
条
文
と
意
図
に
反
す
る
こ
と
、
②
外
銀
も
し
く
は
親
会
社
に
対
し
不
要
な
コ
ス
ト
負
担
を
強
い
る
こ
と
、
信
用
リ
ス
ク

に
関
し
先
進
的
内
部
格
付
手
法
（A

IR
B
 A

dvanced Internal R
atings-B

ased A
pproach

）
へ
移
行
し
た
銀
行
は
も
は
や
バ
ー
ゼ
ル
Ⅰ
に
も

と
づ
く
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
自
己
資
本
フ
ロ
ア
の
計
算
を
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
合
意
で
あ
る
自

己
資
本
規
制
に
関
す
る
母
国
基
準
の
尊
重
と
い
う
長
年
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
方
針
か
ら
逸
脱
し
、
同
様
の
環
境
に
お
か
れ
た
米
銀
と
外
銀
は
同
様

の
規
制
下
に
置
か
れ
る
べ
き
と
の
内
国
民
待
遇
（N

ational T
reatm

ent

）
の
方
針
と
も
合
致
す
る
こ
と
等
を
挙
げ
る

（
11
）

。

ま
た
、
①
米
国
外
に
本
店
を
置
く
外
国
金
融
機
関
が
米
国
外
で
事
業
を
運
営
す
る
場
合
、
同
ル
ー
ル
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化

さ
れ
た
い
こ
と
、
②
過
度
の
規
制
に
よ
る
顧
客
利
便
性
、
経
済
成
長
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
発
展
へ
の
影
響
を
最
小
化
す
る
こ
と
も
重
要
で
、

ホ
ー
ム
・
ホ
ス
ト
両
国
の
監
督
当
局
が
従
来
以
上
に
緊
密
に
連
携
し
て
対
応
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
る

（
12
）

。

第
四
章　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
銀
行
経
営
な
ど
実
体
的
影
響

1
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
銀
行
経
営

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
し
、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
は
対
応
策
と
し
て
資
産
運
用
事
業
部
内
に
自
己
勘
定
取
引
部
門
の
ト
レ
ー

ダ
ー
で
構
成
す
る
新
た
な
代
替
部
門
を
新
設
す
る
方
針
で
あ
る
。
コ
ス
ト
増
加
の
懸
念
も
あ
り
、
同
法
は
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
よ
る

自
己
勘
定
取
引
は
規
制
し
な
い
が
、
ノ
ン
バ
ン
ク
に
は
銀
行
持
株
会
社
よ
り
厳
格
な
自
己
資
本
、
流
動
性
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
、
リ
ス
ク
管
理

一
八
〇
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等
の
規
制
が
適
用
さ
れ
、
コ
ス
ト
上
昇
は
避
け
難
い
。
金
融
規
制
強
化
の
潮
流
は
今
後
も
後
戻
り
は
せ
ず
、
金
融
規
制
が
市
場
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
全
体
が
同
一
の
方
向
性
を
向
く
こ
と
に
よ
る
リ
ス
ク
増
幅
、
政
治
・
経
済
環
境
に
よ
る
適
用
の
さ
じ
加
減
の
変
化
の
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
、
運
用
の
厳
格
さ
な
ど
の
面
の
影
響
が
注
視
さ
れ
よ
う
。

2
．
我
が
国
の
金
融
機
関
へ
の
影
響

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
邦
銀
等
に
与
え
る
影
響
を
ま
と
め
る
と
、
①
一
定
の
我
が
国
の
金
融
機
関
邦
銀
が
有
す
る
米
国
事
業
に
対
す
る

同
ル
ー
ル
の
適
用
の
直
接
的
影
響
、
②
我
が
国
の
金
融
機
関
と
競
争
関
係
に
あ
る
世
界
の
金
融
機
関
に
対
す
る
同
ル
ー
ル
の
影
響
、
③
我

が
国
が
同
ル
ー
ル
を
日
本
法
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
の
潜
在
的
な
影
響
で
あ
る

（
13
）

。

イ　

米
国
事
業
に
対
す
る
影
響

我
が
国
の
金
融
機
関
は
米
国
事
業
を
除
き
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
り
一
般
的
に
は
直
接
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
邦
銀
及
び

銀
行
持
株
会
社
の
米
国
子
会
社
及
び
支
店
に
つ
い
て
同
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
り
、
自
己
勘
定
取
引
の
制
限
、
Ｈ
Ｆ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
に
対
す
る

投
資
お
よ
び
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
る
こ
と
の
制
限
を
受
け
る
。
証
券
会
社
ま
た
は
保
険
会
社
等
の
我
が
国
の
金
融
機
関
が
米
国
市
場
に
と
り

非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
金
融
安
定
監
督
協
議
会
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
で
あ
る
と
指
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、

同
ル
ー
ル
上
の
活
動
禁
止
は
さ
れ
な
い
も
の
の
自
己
資
本
規
制
、
そ
の
他
の
活
動
に
関
連
す
る
要
件
等
の
数
値
制
限
の
対
象
と
な
る
可
能

性
は
あ
る
。

我
が
国
の
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
会
社
に
よ
る
米
国
事
業
規
模
は
限
定
的
で
あ
り
、
事
業
の
大
幅
拡
大
が
な
い
限
り
、
我
が
国
企
業
が
米
国

の
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
で
あ
る
と
指
定
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
み
ら
れ
る
。
銀
行
業
以
外
の
我
が
国
金
融
機
関
に
と
り
大
き
な
影
響

と
し
て
は
米
国
内
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
買
収
ま
た
は
投
資
が
抑
制
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
14
）

。一
八
一
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3
．
海
外
の
競
合
他
社
に
対
す
る
影
響

大
手
の
国
際
的
金
融
機
関
の
多
く
は
米
国
を
本
拠
と
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
り
国
際
的
な
活
動
が
制
限
さ
れ
る
。
米
国
銀
行
・

証
券
会
社
グ
ル
ー
プ
、
潜
在
的
に
は
そ
の
他
の
海
外
金
融
機
関
に
お
い
て
も
国
際
的
な
自
己
勘
定
取
引
及
び
フ
ァ
ン
ド
関
連
活
動
に
つ
い

て
売
却
ま
た
は
規
模
縮
小
を
求
め
ら
れ
、
結
果
と
し
て
将
来
に
お
け
る
事
業
機
会
の
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
我
が
国
金
融
機
関
等
に
お
い
て
は
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
よ
る
競
争
環
境
面
等
の
実
体
的
影
響
の
大
き
さ
を
認
識
す
る
こ
と
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
我
が
国
法
制
の
動
向
に
も
関
わ
る
が
、
米
国
金
融
機
関
に
対
す
る
制
限
は
我
が
国
の
金
融
機
関
に
と
り
好
機

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
①
米
国
を
本
拠
と
す
る
金
融
機
関
が
米
国
外
に
お
い
て
営
業
及
び
資
産
を
売
却
す
る
場
合
、
入
札
者
と
し
て
参

加
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
我
が
国
の
金
融
機
関
は
新
興
市
場
に
お
け
る
自
己
勘
定
取
引
等
、
米
国
の
金
融
機
関
に
よ
り
残
さ
れ
た
市

場
の
空
白
を
活
用
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
③
ま
た
米
国
を
本
拠
と
す
る
金
融
機
関
に
お
け
る
ト
レ
ー
ダ
ー
、
フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
等
の
社
員
は
米
国
金
融
機
関
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
い
、
ま
た
は
十
分
な
キ
ャ
リ
ア
の
展
開
が
期
待
で
き
な
い
と
判
断
す
る
可
能
性

が
あ
り
、
人
員
採
用
の
上
で
有
利
な
立
場
と
な
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
④
こ
の
他
自
己
勘
定
取
引
及
び
フ
ァ
ン
ド
関
連
活
動
の
一
部
は
米

国
か
ら
米
国
以
外
の
金
融
セ
ン
タ
ー
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
従
う
米
国
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
こ

う
し
た
市
場
で
の
競
争
に
お
い
て
制
限
を
受
け
る
が
、
米
国
会
社
に
よ
り
支
配
さ
れ
な
い
銀
行
等
に
と
っ
て
は
市
場
に
お
け
る
金
融
商
品

取
引
、
フ
ァ
ン
ド
関
連
活
動
に
つ
い
て
米
国
市
場
よ
り
も
自
由
に
活
動
で
き
、
金
融
機
関
は
活
動
が
米
国
の
金
融
商
品
や
投
資
に
関
連
し

て
い
る
場
合
で
も
活
動
の
一
部
を
オ
フ
シ
ョ
ア
に
移
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

4
．
我
が
国
の
法
に
対
す
る
影
響

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
与
え
る
世
界
的
な
影
響
と
し
て
同
ル
ー
ル
を
米
国
外
に
お
い
て
適
用
さ
せ
る
意
向
が
働
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

一
八
二
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我
が
国
を
始
め
他
の
法
域
に
お
け
る
法
律
の
動
向
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る

（
15
）

。
米
国
規
制
当
局
が
各
国
規
制
当
局
に
対
し

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
ま
た
は
各
国
版
ル
ー
ル
を
実
施
す
る
よ
う
促
し
、
同
ル
ー
ル
に
よ
る
米
国
金
融
機
関
の
国
際
競
争
力
低
下
の
影
響
を

減
少
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
米
国
内
実
施
に
伴
い
自
国
の
金
融
セ
ク
タ
ー
の
リ
ス
ク
削
減
を
企
図
す
る
各
国
立
法
者
や
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー

ダ
ー
が
米
国
先
例
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
、
更
に
は
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
リ
ス
ク
・
ベ
ー
ス
自
己
資
本
等
の
基
準
の
改
定
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
、
規
制
当
局
は
リ
ス
ク
・
ベ
ー
ス
自
己
資
本
等
の
要
件
の
性
質
、
計
量
値
の
決
定
に
当
た
り
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
規
制
数
値
を

参
考
に
す
る
と
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
五
章　

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
の
差
別
的
跛
行
性
と
修
正

1
．
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
し
て
は
、
第
一
に
、
金
融
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
な
影
響
に
つ
い
て
適
切
な
考
慮
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
、

影
響
を
受
け
る
国
と
の
協
調
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
二
に
、
外
国
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
米
国
外
の
拠
点
に
対
し
て
ボ
ル

カ
ー
・
ル
ー
ル
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
規
制
適
用
除
外
証
券
が
米
国
債
等
に
限
定
さ
れ
、
日
本
国
債
及
び
他
の
ソ
ブ
リ
ン
債
市
場

に
対
し
て
深
刻
な
悪
影
響
が
生
じ
得
る
こ
と
、
短
期
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
対
す
る
規
制
に
よ
り
米
ド
ル
の
資
金
調
達
が
困
難
に
な
る

こ
と
、
米
国
外
の
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
決
定
に
対
し
て
不
確
実
性
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
懸
念
と
し
て
言
及
さ
れ
、
米
国
に
都
合
の

よ
い
内
容
と
し
て
一
律
・
域
外
適
用
に
対
す
る
懸
念
・
修
正
要
求
が
出
さ
れ
る
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
七
一
六
条
の
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
（sw

ap pushout provision

）
に
関
し
て
、
米
国
内
銀
行
と

比
較
し
て
外
国
銀
行
が
差
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
意
図
せ
ざ
る
帰
結
と
も
な
り
得
る
論
点
で
あ
る

（
16
）

。
同
ル
ー
ル
で

一
八
三
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は
米
国
事
業
を
有
す
る
邦
銀
は
対
象
と
な
る
が
、
外
国
銀
行
の
米
国
外
活
動
は
一
般
的
に
影
響
を
受
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
連
邦

準
備
銀
行
の
特
別
融
資
枠
を
利
用
で
き
る
邦
銀
や
外
国
銀
行
の
米
国
支
店
は
禁
止
の
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
は
明
確
で
な
い
こ
と
、

我
が
国
の
事
業
を
有
す
る
米
国
銀
行
へ
の
影
響
は
若
干
異
な
る
等
の
跛
行
性
が
あ
る
こ
と
が
注
視
さ
れ
る
。

2
．
域
外
適
用
に
対
す
る
修
正

⑴　

域
外
適
用
と
懸
念

米
国
の
監
督
当
局
（
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）、
通
貨
監
督
庁
（
Ｏ
Ｃ
Ｃ
）、
預
金
保
険
公
社
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
お
よ
び
証
券
取
引
委

員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
））
か
ら
二
〇
一
一
年
一
一
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
案
の
市
中
協
議
文
書
に
関
し
て
、
日
本
国
債
の
取

引
等
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
懸
念
が
発
出
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
八
日
金
融

（
17
）

庁
（
18
）

）。
我
が
国
市
場
に
対
す
る
潜
在
的
影
響

は
深
刻
で
日
本
国
債
の
取
引
等
邦
銀
の
関
連
コ
ス
ト
が
増
加
し
、
米
国
銀
行
の
我
が
国
現
地
法
人
の
撤
退
に
繋
が
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
。

域
外
適
用
を
控
え
る
こ
と
あ
る
い
は
支
配
お
よ
び
関
連
会
社
の
定
義
を
修
正
し
外
国
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
支
配
さ
れ
る
米
国
外
の
ジ
ョ
イ

ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
現
地
法
人
を
含
ま
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
外
国
の
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
米
国
外
の
拠
点
に
対
し
て
同
ル
ー
ル

が
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
規
制
適
用
除
外
証
券
が
米
国
債
等
に
限
定
さ
れ
、
日
本
国
債
及
び
他
の
ソ
ブ
リ
ン
債
市
場
に
対
し
て
深
刻
な

悪
影
響
が
生
じ
得
る
こ
と
、
短
期
の
為
替
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
対
す
る
規
制
に
よ
り
米
ド
ル
の
資
金
調
達
が
困
難
に
な
る
こ
と
、
米
国
外
の

フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
決
定
に
対
し
不
確
実
性
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
七
一
六
条
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ

ト
条
項
に
関
し
て
米
国
内
銀
行
と
比
較
し
外
国
銀
行
が
差
別
的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
当
初
の
意
図
通
り
、
預
金
保

険
非
対
象
の
外
国
銀
行
支
店
等
も
免
責
条
項
を
含
め
、
米
国
内
銀
行
と
同
様
の
取
り
扱
い
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

一
八
四
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⑵　

域
外
適
用
に
対
す
る
修
正

ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
の
域
外
適
用
に
関
す
る
具
体
的
な
修
正
も
求
め
ら
れ
て
い
る

（
19
）

。
極
端
な
制
限
・
禁
止
行
為
は
銀
行
の
施
策
等
を
狭

め
、
円
滑
な
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮
を
妨
げ
る
懸
念
が
あ
り
、
本
規
制
案
は
対
象
範
囲
の
広
さ
か
ら
、
域
外
金
融
機
関
の
収
益
、
組
織
体

制
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
米
国
一
国
の
規
制
強
化
に
よ
り
、
逆
に
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
安
定
性
が
損
な
わ

れ
世
界
経
済
の
回
復
の
腰
を
折
る
可
能
性
が
あ
る
。
過
度
な
域
外
適
用
、
米
国
以
外
の
政
府
債
へ
の
適
用
、
為
替
フ
ォ
ワ
ー
ド
や
通
貨
ス

ワ
ッ
プ
等
へ
の
適
用
は
各
国
国
債
市
場
の
安
定
的
消
化
を
脅
か
し
、
米
ド
ル
資
金
供
給
源
の
減
少
等
の
市
場
流
動
性
低
下
に
繋
が
り
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
実
体
経
済
へ
の
悪
影
響
を
も
た
ら
す
怖
れ
が
あ
る
。
国
内
法
に
よ
り
国
際
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
不
安
定
化
を
招
く
こ
と
は

許
さ
れ
ず
、
同
ル
ー
ル
はS

IF
Is

規
制
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
規
制
等
の
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
と
矛
盾
・
不
整
合
が
生

じ
な
い
形
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
修
正
要
求
の
内
容
は
多
項
目
か
つ
詳
細
に
亘
る
が
、
こ
こ
で
は
自
己
勘
定
取
引
の
禁
止
お
よ
び

反
証
可
能
な
推
定
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

イ　

反
証
可
能
な
推
定

自
己
勘
定
取
引
に
関
す
る
反
証
可
能
な
推
定
（R

ebuttable P
resum

ption

）
規
定

（
20
）

は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
と

バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
の
区
分
は
各
国
毎
に
相
違
が
あ
り
、
各
国
当
局
が
監
督
す
る
。
外
国
銀
行
組
織
が
米
国
監
督
当
局
に
反
証
を
示
す
こ
と

は
外
国
銀
行
に
対
し
必
要
以
上
の
コ
ス
ト
を
求
め
る
こ
と
と
な
り
、
公
平
で
な
い
。
銀
行
が
行
う
ヘ
ッ
ジ
取
引
の
保
有
期
間
を
一
律
に
制

限
す
る
の
で
は
な
く
、
相
当
す
る
所
要
資
本
か
ら
計
算
さ
れ
た
リ
ス
ク
許
容
度
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
枠
等
を
設
定
す
る
等
、
リ
ス
ク
管
理
手
法

の
高
度
化
を
促
す
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。

一
八
五
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ロ　

例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
自
己
勘
定
取
引

例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
自
己
勘
定
取
引
の
要
件
に
つ
い
て
、
引
受
は
、
顧
客
等
が
必
要
と
す
る
範
囲
を
超
え
な
い
こ
と
と
い
う
要
件
は

回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
（m

arket m
aking activities

）
は
、
簡
略
化
・
明
確
化
が
望
ま
れ
る
。
許
容
さ
れ
る
リ
ス
ク

ヘ
ッ
ジ
（risk m

itigating hedging activities

）
取
引
に
つ
き
、
時
価
評
価
損
益
が
ヘ
ッ
ジ
対
象
の
債
券
や
貸
出
の
時
価
評
価
損
益
を
上
回

る
場
合
に
正
当
な
ヘ
ッ
ジ
で
な
い
と
の
推
定
規
定
は
、
銀
行
か
ら
重
要
な
ヘ
ッ
ジ
手
段
を
奪
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
削
除
す
べ
き
で
あ

る
。
ル
ー
ル
案
は
ヘ
ッ
ジ
取
引
の
操
作
性
が
低
下
し
、
市
場
流
動
性
の
低
下
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
、
許
容
さ
れ
る
ヘ
ッ
ジ
取
引

の
要
件
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
文
書
化
要
件
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
案
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
活
動
や
ヘ
ッ
ジ
取
引
等
規
制
免
除
取
引

に
関
す
る
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
、
収
益
以
上
の
管
理
コ
ス
ト
が
必
要
と
な
る
事
例
も
想
定
さ
れ
、
銀
行
経
営
の
圧
迫
要
因
と
な
る
。

ハ　

そ
の
他
許
容
取
引
と
す
べ
き
対
象
取
引

第
一
に
、
米
国
以
外
の
政
府
債
等
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
案
で
は
米
国
債
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
債
、
州
債
等
の
地
方
債
の
み
が
例
外
の
対

象
と
な
る
が
、
投
資
資
金
の
米
国
集
中
な
ど
の
流
れ
が
助
長
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
定
条
件
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
適
格
担
保
の
政
府
債
、
Ｇ
20 

諸
国
発
行
の
国
債
、
流
動
性
の
高
い
上
場
商
品
等
）
を
満
た
す
外
国
政
府
債
等
お
よ
び
原
資
産
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
適
用
除
外
に
追

加
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
米
国
政
府
債
券
を
原
資
産
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
、
取
引
所

取
引
は
現
物
取
引
市
場
の
安
定
に
も
寄
与
し
、
流
動
性
確
保
の
た
め
に
米
国
銀
行
組
織
へ
の
委
託
も
含
め
て
許
容
取
引
と
し
、
適
用
除
外

に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
関
連
会
社
間
取
引
と
ヘ
ッ
ジ
取
引
に
つ
い
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
も
し
く
は
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
類
型

で
、
明
示
的
に
規
制
対
象
外
と
す
べ
き
で
あ
る
。
米
国
外
本
支
店
を
相
手
方
と
す
る
取
引
の
場
合
（
邦
銀
本
店
と
同
Ｎ
Ｙ
支
店
間
の
取
引
等
）

の
他
、
米
国
内
支
店
同
士
の
取
引
（
邦
銀
Ｎ
Ｙ
支
店
と
同
Ｌ
Ａ
支
店
と
の
取
引
等
）、
米
国
子
会
社
と
の
取
引
も
許
容
取
引
と
す
る
。
第
五
に
、

一
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許
容
さ
れ
る
米
国
外
取
引
と
し
て
、
米
国
一
国
の
規
制
を
域
外
適
用
す
べ
き
で
な
く
、
ル
ー
ル
案
実
施
に
よ
り
米
国
外
に
所
在
す
る
外
国

銀
行
事
業
体
が
米
国
ま
た
は
州
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
銀
行
事
業
体
ま
た
は
か
か
る
銀
行
事
業
体
の
米
国
外
子
会
社
も
し
く
は
支
店
を

相
手
方
と
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
外
国
銀
行
事
業
体
の
所
在
国
を
勘
定
店
と
し
て
行
う
取
引
に
お
い
て
正
当
な
活
動
の
制
限
等
不
利

益
を
被
る
べ
き
で
は
な
い
。
主
要
金
融
機
関
間
で
は
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
が
広
範
に
行
わ
れ
、
許
容
さ
れ
る
米
国
外
取
引
の
範
囲
を
制

限
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
く
広
く
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

更
に
、
ル
ー
ル
案
の
適
用
は
米
国
内
の
活
動
拠
点
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る

（
21
）

。
特
に
米
国
域
外
取
引
（
外
国
銀
行
の
米
国
外
拠
点
と
外
国
銀

行
の
米
国
外
拠
点
で
締
結
さ
れ
た
よ
う
な
外
国
銀
行
の
米
国
外
拠
点
間
で
締
結
さ
れ
た
取
引
）、
お
よ
び
外
国
銀
行
の
米
国
外
拠
点
と
米
国
金
融
機

関
の
米
国
外
拠
点
で
締
結
さ
れ
た
取
引
に
関
し
て
、
外
国
銀
行
に
対
し
許
容
取
引
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
、
取
引

の
発
生
場
所
（
米
国
内
外
）、
当
事
者
（
米
国
居
住
者
（
米
）
│
米
国
非
居
住
者
（
非
）、
米
│
米
、
非
│
非
）、
当
事
者
の
取
引
特
性
（
母
国
ル
ー

ル
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
、
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
）
の
三
つ
に
分
け
、
米
国
内
、
米
│
米
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
同
士
の
全
要
件
を
充
足
す

る
場
合
の
み
禁
止
対
象
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
米
国
外
で
行
わ
れ
た
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（trading solely outside of the U

nited 

S
tates

）
の
要
件
の
う
ち
、
米
国
の
非
居
住
者
で
あ
る
こ
と
（N

o party to the transaction is a resident of the U
nited S

tates

）
の
要
件

は
不
要
と
す
べ
き
で
あ
る

（
22
）

。
米
国
外
で
行
わ
れ
た
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
要
件
の
う
ち
、
取
引
に
関
わ
る
人
物
が
物
理
的
に
米
国
に
い
な
い

こ
と
（N

o personnel of the banking entity that is directly involved in the transaction is physically located in the U
nited S

tates

）
の

要
件
は
明
確
で
な
く
、
削
除
す
べ
き
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

3
．
ス
ワ
ッ
プ
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
適
用

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
以
外
に
ス
ワ
ッ
プ
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
適
用
に
関
し
て
も
、N

on-U
.S

.

ス
ワ
ッ
プ
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
（
Ｓ
Ｄ
）

一
八
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がU
.S

. P
erson 

と
の
間
で
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
を
行
う
事
実
の
み
を
も
っ
て
登
録
義
務
お
よ
び
米
国
規
則
へ
の
準
拠
義
務
を
課
す
る
域
外
適

用
ガ
イ
ダ
ン
ス
案
に
対
し
異
論
が
出
さ
れ
、
域
外
適
用
が
焦
眉
の
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

（
23
）

。

第
六
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
証
券
取
引
法
に
関
す
る
域
外
適
用

1
．
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
米
国
証
券
法
の
城
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
、
従
前
の
米
国
証
券
法
に
関
わ
る
司
法
判
断

を
覆
す
可
能
性
も
あ
り
、
米
国
進
出
の
邦
銀
等
の
影
響
も
大
き
く
、
米
国
証
券
法
に
内
在
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク
、
訴
訟
リ
ス
ク
等
に
関
す

る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
は
詐
欺
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
米
国
政
府
に
対
す
る
訴
権

を
認
め
、
一
般
私
人
に
も
提
訴
権
を
認
め
る
か
が
議
論
さ
れ
る

（
24
）

。

2
．
モ
リ
ソ
ン
事
件
に
お
け
る
行
為
・
効
果
基
準
と
米
国
最
高
裁
の
域
外
適
用
否
定

⑴　

行
為
・
効
果
基
準

米
国
で
は
証
券
法
の
城
外
適
用
は
肯
定
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
最
高
裁
判
所
はM

orrison v. N
ational A

ustralia 

B
ank

事
件

（
25
）

で
域
外
適
用
を
原
則
的
に
否
定
す
る
立
場
を
示
し
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
、
米
国
証
券

法
の
城
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
。
域
外
適
用
否
定
の
立
法
意
思
推
定
、
立
法
目
的
に
照
ら
し
厳
格
に
国
内
行
為
を
判

断
す
る
こ
と
、
非
米
国
有
価
証
券
発
行
体
の
訴
訟
リ
ス
ク
軽
減
へ
の
寄
与
、
同
法
に
よ
る
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
な
ら
び
に
私
人
へ
の

提
訴
権
付
与
等
で
あ
る
。
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
審
は
行
為
・
効
果
基
準
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
最
高

裁
は
同
じ
結
論
な
が
ら
立
法
意
思
か
ら
法
律
解
釈
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。

一
八
八



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
三
七
）

⑵　

最
高
裁
の
判
断

最
高
裁
は
、
議
会
の
立
法
意
思
が
明
確
に
存
在
す
る
場
合
に
限
り
法
律
が
域
外
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
、
国
内
行
為
の
存
在
を
主
張
す

る
の
み
で
は
必
ず
し
も
法
律
が
国
内
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る

（
26
）

。F
oreign-C

ubed

（
外
国
証
券
取
引
所

詐
欺
）
事
件
に
多
岐
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
米
国
内
で
事
業
を
営
む
非
米
国
発
行
体
に
お
い
て
、
米
国
証
券
法
に
関
係
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
27
）

。

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
の
概
要

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
一
九
三
四
年
法
を
改
定
し
（
一
九
三
三
年
証
券
法
、
一
九
四
〇
年
投
資
助
言
者
法
の
改
定
も
含
む
）、

同
法
の
詐
欺
禁
止
条
項
の
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
又
は
米
国
政
府
が
提
起
す
る
以
下
の
訴
訟
に
つ
い
て
米
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
管
轄

権
を
賦
与
す
る
。
①
証
券
取
引
が
米
国
外
で
行
わ
れ
、
外
国
投
資
家
の
み
が
関
与
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
違
反
行
為
を
形
成
し
て
い
る
き

わ
め
て
重
要
な
構
成
部
分
が
米
国
内
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
②
米
国
外
で
行
わ
れ
た
行
為
に
よ
り
、
米
国
内
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ

す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
可
能
な
場
合
。

行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
で
あ
り
、
連
邦
議
会
に
よ
る
域
外
適
用
の
立
法
意
思
は
明
白
で
あ
る
た
め
、M

orrison

事
件
の
判
例
法
理

か
ら
も
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
米
国
裁
判
所

に
訴
え
出
る
権
利
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
米
国
政
府
に
付
与
す
る
が
、
一
般
私
人
に
よ
る
米
国
で
の
訴
訟
提
起
は
規
定
し
て
い
な
い
。
同
条
を
拡
張

適
用
し
て
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
一
般
私
人
に
も
米
国
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
調
査

を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
行
う
も
の
と
す
る
。
私
人
へ
の
訴
訟
提
起
権
付
与
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
容
易
に
起
こ
せ
る
こ
と
も
懸
念
さ

れ
る
。

一
八
九
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第
七
章　

英
国
新
金
融
改
革
と
金
融
機
関
経
営
│
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
と
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
相
似
│

1
．
キ
ャ
メ
ロ
ン
連
立
政
権
に
よ
る
金
融
監
督
体
制
│
金
融
規
制
強
化
、
リ
テ
ー
ル
分
離
の
検
討
│

英
国
に
お
い
て
二
〇
一
〇
年
五
月
一
一
日
保
守
党
・
自
由
民
主
党
の
連
立
政
権
が
発
足
し
、
六
月
下
旬
に
オ
ズ
ボ
ー
ン
財
務
相
が
新
金

融
監
督
体
制
を
発
表
し
て
い
る

（
28
）

。
同
年
七
月
二
六
日
英
財
務
省
が
新
監
督
体
制
に
関
す
る
協
議
文
書
を
公
表
し
た
。
新
し
い
金
融
監
督
体

制
の
形
は
二
〇
一
一
年
六
月
一
六
日
英
財
務
省
「
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
：
金
融
改
革
に
向
け
た
青
写
真
」
で
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
マ
ク

ロ
的
観
点
か
ら
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
を
監
視
す
る
マ
ク
ロ
・
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
監
督
機
関
と
し
て
Ｂ
Ｏ
Ｅ
内
に
金
融
監
督
政
策
委
員
会

（F
P
C
 F

inancial P
olicy C

om
m
itte

）
を
新
設
す
る
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
（U

K

│F
S
A
 F

inancial S
ervice A

uthority

）
を
個
別
会
社
の
監

視
・
監
督
を
担
当
す
る
健
全
性
監
督
機
構
（P

R
A
 P

rudential R
egulation A

uthority

）、
消
費
者
保
護
お
よ
び
市
場
参
加
者
の
行
為
規
制

を
担
当
す
る
金
融
行
為
監
督
機
構
（F

C
A
 F

inancial C
onduct A

uthority

）
に
分
割
す
る
。
そ
の
上
で
Ｐ
Ｒ
Ａ
を
Ｂ
Ｏ
Ｅ
の
傘
下
に
お
く

こ
と
を
主
内
容
と
す
る
。

二
〇
一
一
年
五
月
一
九
日
Ｕ
Ｋ
│

Ｐ
Ｓ
Ａ
と
Ｂ
Ｏ
Ｅ
は
共
同
で
報
告
書
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
と
健
全
性
監
督
機
構
：
銀
行
監
督
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
公
表
し
て
い
る
が
、
主
な
内
容
と
し
て
第
一
に
、
①
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
規
制
・
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
を
な
す
原
則
、
②
Ｐ

Ｒ
Ａ
の
規
制
対
象
機
関
（
預
金
取
扱
金
融
機
関
、
生
損
保
・
再
保
険
会
社
、
投
資
会
社
）、
③
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
リ
ス
ク
管
理
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
④
Ｐ

Ｒ
Ａ
の
先
進
的
な
判
断
重
視
の
（Judgem

ent-led

）
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
、
⑤
判
断
重
視
モ
デ
ル
を
支
え
る
政
策
立
案
ア
プ
ロ
ー
チ
、
⑥
会

社
認
可
、
個
人
の
承
認
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、
大
規
模
金
融
機
関
の
破
綻
を
容
認
し
、
当
該
金
融
機
関
の

破
綻
処
理
の
実
行
可
能
性
（resolvability

）
を
評
価
す
る
た
め
再
生
・
破
綻
処
理
計
画
（R

R
P
 R

ecovery and R
esolution P

lans

）
の
策
定

一
九
〇
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状
況
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
第
三
に
、
事
前
介
入
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（P

IF
 P

roactive Intervention F
ram

ew
ork

）

の
仕
組
み
を
提
示
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｆ
は
規
制
対
象
金
融
機
関
の
状
況
を
五
段
階
（low

 risk, m
oderate risk, m

aterial risk, im
m
inent risk, 

resolution/w
inding-up underw

ay

）
に
分
け
て
早
期
対
応
を
図
ら
ん
と
す
る
。

他
方
、
こ
う
し
た
新
金
融
監
督
体
制
に
対
し
て
は
、
二
〇
〇
九
年
銀
行
法
（B

anking A
ct 2009

）、
二
〇
一
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法

（F
inancial S

ervice A
ct 2010

）
に
よ
り
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
を
中
心
と
す
る
適
切
な
監
督
体
制
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
相
反
す
る
こ
と
、
金
融

政
策
委
員
会
と
の
利
益
相
反
関
係
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
批
判
的
な
評
価
も
出
さ
れ
て
い
る

（
29
）

。
こ
の
ほ
か
、
キ
ヤ
メ
ロ
ン
連

立
政
権
の
金
融
規
制
強
化
と
し
て
は
銀
行
課
税
導
入
、
報
酬
規
制
等
が
あ
る
。

2
．
銀
行
独
立
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｂ
）
に
よ
る
英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革

二
〇
一
〇
年
六
月
銀
行
業
務
に
関
す
る
独
立
委
員
会
（IC

B
 Independent C

om
m
ission on B

anking

）
が
英
国
銀
行
の
組
織
・
業
務
構
造

の
検
討
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
改
革
と
競
争
促
進
を
目
的
に
設
置
さ
れ
、
同
年
九
月
一
二
日
金
融
シ
ス
テ
ム
や
金
融
機
関
組
織
の
あ
り
方
に
関

す
る
最
終
報
告
書
（IC

B
 F

inal R
eport R

ecom
m
endations

）
を
公
表
し
、
英
国
の
銀
行
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
改
革
を
図
る
リ
テ
ー
ル
・
リ

ン
グ
フ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
英
国
銀
行
に
一
層
の
損
失
吸
収
力
改
善
を
求
め
る
第
一
次
損
失
吸
収
能
力
（P

L
A
C
 P

rim
ary L

oss-absorbing 

C
apacity

）
に
よ
る
新
資
本
規
制
が
提
示
さ
れ
る
。

第
一
に
金
融
機
関
組
織
に
つ
い
て
、
①
リ
テ
ー
ル
預
金
の
優
先
的
保
護
の
た
め
、
大
手
英
銀
グ
ル
ー
プ
の
リ
テ
ー
ル
銀
行
部
門
を
ホ
ー

ル
セ
ー
ル
お
よ
び
投
資
銀
行
に
法
人
格
を
分
け
別
会
社
（ring fenced bank

）
と
す
る
。
②
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
で
保
護
さ
れ
る
リ
テ
ー
ル

銀
行
部
門
（
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
）
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
は
過
半
数
を
独
立
取
締
役
で
構
成
し
、
独
自
に
財
務
報
告
や
情
報

開
示
を
行
う
等
他
部
門
と
独
立
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
を
構
築
す
る
。
③
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
お
よ
び
投
資
銀
行
部
門
の
リ
ス
ク
か
ら
厳
格
に

一
九
一
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遮
断
さ
れ
る
。
④
一
方
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行
は
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
お
よ
び
投
資
銀
行
部
門
と
の
情
報
・
専
門
知
識
・
ブ
ラ
ン
ド
・
業
務
イ

ン
フ
ラ
の
共
有
、
協
働
営
業
（one-stop-shopping

サ
ー
ビ
ス
提
供
）
は
容
認
さ
れ
る
。
第
二
に
資
本
力
の
増
強
に
つ
い
て
、
大
手
英
銀
グ

ル
ー
プ
（
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
）
に
対
し
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
が
求
め
る
最
低
自
己
資
本
を
上
回
る
追
加
的
資
本
を
求
め
る
。
ま
た
全

銀
行
（all banks
）
に
対
し
て
金
融
グ
ル
ー
プ
連
結
で
コ
アT

ierl

比
率
一
〇
％
以
上
を
要
求
と
す
る
。
大
規
模
な
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
銀
行

（large ring-fenced banks

）
に
対
し
て
最
低
一
〇
％
の
普
通
株
自
己
資
本
を
義
務
づ
け
、
最
大
一
三
％
の
普
通
株
自
己
資
本
を
要
求
す
る
。

3
．
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
改
革
の
展
望

政
府
が
Ｉ
Ｃ
Ｂ
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
後
、
二
〇
一
九
年
を
完
全
適
用
の
最
終
期
限
と
し
て
法
規
則
の
整
備
が
行
わ
れ
る

（
30
）

。
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
、
バ
ー
ゼ
ル
規
制
同
様
、
内
容
は
急
進
的
な
が
ら
、
今
後
の
展
開
に
は
紆
余
曲
折
も
予
想
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｂ
最
終
報
告
書
は
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
に
加
え
、
英
国
独
自
の
銀
行
の
資
本
規
制
を
提
案
し
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
、
Ｇ
│

Ｓ

Ｉ
Ｂ
の
資
本
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
踏
ま
え
、
一
層
の
要
求
を
英
国
銀
行
に
求
め
る
。
英
国
大
規
模
銀
行
は
規
制
資
本
と
ベ
イ
ル
イ
ン
債
を
合

わ
せ
、
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
比
一
七
％
│
二
〇
％
の
水
準
が
要
求
さ
れ
、
コ
モ
ン
エ
ク
イ
テ
ィT

ierl

と
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
を
合
わ
せ
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
比
一
九
％
水
準
を
求
め
る
バ
ー
ゼ
ル
資
本
規
制
に
接
近
す
る
。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
域
内
適
用
と
の
ハ
ー
モ

ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
議
論
と
な
る
。

4
．
新
金
融
規
制
改
革
の
波
及

英
国
は
金
融
危
機
後
に
先
進
国
と
し
て
は
初
め
て
の
厳
格
な
銀
証
分
離
規
制
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
り
、
各
国
の
リ
テ
ー
ル
預
金
保
護

に
波
及
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｂ
の
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
に
よ
る
金
融
機
関
経
営
へ
の
影
響
を
み
る
と
、
大
手
英
銀
の
リ
テ
ー
ル
銀

行
部
門
の
別
会
社
化
に
よ
り
、
リ
テ
ー
ル
銀
行
部
門
の
業
務
が
厳
格
に
制
限
さ
れ
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
業
務
撤
退
の
可
能
性
も
出
て
こ
よ

一
九
二
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う
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
部
門
は
リ
テ
ー
ル
預
金
を
引
当
て
に
し
た
リ
ス
ク
を
取
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資

銀
行
部
門
資
産
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
課
題
と
な
る
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
部
門
の
調
達
コ
ス
ト
が
上
昇
、
利
益
が
圧
迫
さ
れ
、
貸

出
等
の
抑
制
、
大
手
英
銀
の
競
争
力
低
下
、
投
資
銀
行
部
門
の
格
付
け
が
低
下
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｂ
提
案
の
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
並
び
に
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｃ
の
実
現
に
よ
り
、
英
国
に
お
い
て
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
バ
ン
ク
は
ビ
ジ

ネ
ス
・
モ
デ
ル
の
根
本
的
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
。
他
方
、
要
求
さ
れ
る
ベ
イ
ル
イ
ン
債
の
水
準
、
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の

禁
止
業
務
に
関
す
る
資
産
の
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
の
問
題
も
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
提
案
の
実
現
可
能
性
に
は
疑
問
も
否
め
ず
、
今
後
の
動
向
が

注
視
さ
れ
る
。

5
．
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
の
相
似

Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
の
設
計
と
し
て
、
資
金
仲
介
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
重
大
な
機
能
で
あ
り
不
要
と
し
つ
つ
、
不
必
要
な

リ
ス
ク
を
も
た
ら
し
、
破
綻
処
理
を
複
雑
に
し
て
銀
行
救
済
の
可
能
性
を
高
め
る
業
務
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
に
認
め
る
べ
き
で

な
い
と
す
る
。
一
方
、
銀
行
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
改
革
に
伴
う
コ
ス
ト
最
小
化
を
図
る
べ
く
、
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
制
約
を
設
け

フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
喪
失
を
防
止
す
る
必
要
性
も
指
摘
す
る
。
個
人
や
中
小
企
業
向
け
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
供
与
に
つ
い
て
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン

ス
・
バ
ン
ク
に
制
限
を
設
け
な
い
方
針
を
示
し
て
い
る
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
業
務
に
関
連
し
て
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
銀
行

に
よ
る
プ
ロ
ッ
プ
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（prop trading 

自
己
勘
定
取
引
）
の
禁
止
、
Ｈ
Ｆ
や
Ｐ
Ｅ
へ
の
投
資
の
禁
止
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

高
リ
ス
ク
業
務
か
ら
リ
テ
ー
ル
預
金
を
保
護
す
る
た
め
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
業
務
の
一
部
に
直
接
的
に
制
限
を
加
え
る
規
制
と

い
え
る
。

他
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
の
目
的
の
全
部
を
達
成
で
き
な
い
と
判
断
し
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
型

一
九
三
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規
制
の
英
国
へ
の
導
入
に
は
否
定
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
理
由
と
し
て
、
①
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
で
禁
止
さ
れ
る
業
務
以
外
の
ホ
ー
ル

セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
業
務
に
つ
い
て
、
解
体
す
る
際
の
複
雑
性
が
引
き
続
き
残
り
、
納
税
者
サ
ポ
ー
ト
な
し
に
当
局
が
継
続
的
に
必
要
な

業
務
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
、
②
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
と
金
融
シ
ス
テ
ム
の
相
互
連
関
性
、
金
融
市
場
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
銀
行
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
相
関
性
を
削
減
す
る
た
め
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
や
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
・
リ
ス
ク

を
増
大
さ
せ
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
及
び
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
べ
き
で
な
い
こ
と
、
③
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
は
、
ホ
ー
ル
セ
ー

ル
・
投
資
銀
行
業
務
を
行
う
こ
と
な
く
実
体
経
済
に
お
け
る
金
融
仲
介
機
能
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
④
ホ
ー
ル
セ
ー

ル
・
投
資
銀
行
業
務
の
複
雑
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の
経
営
管
理
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
監
督
が
容
易
に
な

る
こ
と
を
指
摘
・
評
価
し
て
い
る
。
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の
義
務
化
サ
ー
ビ
ス
、
禁
止
サ
ー
ビ
ス
を
踏
ま
え
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｂ
は
英
国

銀
行
の
リ
テ
ー
ル
・
商
業
銀
行
部
門
の
大
半
は
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
と
な
り
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
・
投
資
銀
行
部
門
は
非
リ
ン
グ

フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
と
な
る
こ
と
を
想
定
す
る
。

第
八
章　

域
外
適
用
と
銀
証
分
離
な
ど
金
融
機
関
経
営
の
課
題
と
展
望

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
し
て
、
域
外
適
用
の
ほ
か
適
用
除
外
・
延
期
な
ど
の
考
察
を
行
い
、
金
融
・
資
本
市
場
、
我
が

国
法
制
に
与
え
る
影
響
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
の
比
較
な
ど
も
検
討
し
た

（
31
）

。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
キ
ン
グ

と
は
逆
に
銀
証
分
離
の
方
向
に
働
く
規
制
強
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
住
宅
市
況
の
低
迷
、
規
制
強
化
に
伴
う
高
リ
ス
ク
取
引
の
縮
小
か

ら
、
本
格
的
な
収
益
回
復
の
道
筋
が
み
え
な
い
現
状
で
、
米
国
で
は
利
益
の
源
泉
を
コ
ス
ト
圧
縮
に
頼
り
、
業
務
単
位
で
の
統
合
に
よ
り

業
務
を
絞
り
、
業
界
再
編
の
進
展
も
予
想
さ
れ
る
。
域
外
適
用
な
ど
を
背
景
に
、
再
編
コ
ス
ト
圧
縮
と
銀
証
分
離
の
整
合
的
な
動
向
と
い

一
九
四
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え
よ
う
。
ま
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
下
に
お
け
る
米
国
金
融
監
督
体
制
を
み
る
と
、
旧
来
の
監
督
機
関
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
り
、
新
し

い
機
関
が
増
え
て
よ
り
複
雑
に
、
さ
ら
に
縦
割
り
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
は
多
く
の
機
関
と
繋
が
る
こ
と
に
な
り
、
当

初
の
目
標
が
果
た
し
て
達
成
で
き
る
の
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い

（
32
）

。
規
制
強
化
に
合
わ
せ
て
、
既
に
銀
行
経
営
面
で
は
、
バ
ー
ク
レ
イ

ズ
、
ド
イ
ツ
銀
行
な
ど
で
は
米
国
の
金
融
持
株
会
社
か
ら
銀
行
業
務
を
分
離
し
て
本
社
直
轄
と
し
、
持
株
会
社
構
造
再
編
を
進
め
る
動
き

が
出
つ
つ
あ
る
。
銀
証
分
離
の
現
実
化
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
に
お
い
て
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
規
制
強
化
に
対
す
る
動
き
が
始
ま
っ
て

い
る
。
他
方
、
我
が
国
で
は
銀
行
持
株
会
社
の
下
で
一
定
の
銀
証
分
離
を
図
り
つ
つ
も
な
ど
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ド
指
向
を
弱
め
て
い

な
い
。
各
国
間
に
は
規
制
の
整
合
性
を
図
る
前
提
段
階
で
の
相
違
も
窺
え
る
。
同
法
は
広
範
囲
で
、
多
く
が
今
後
の
規
則
制
定
に
委
ね
ら

れ
、
実
質
的
域
外
適
用
な
ど
我
が
国
の
金
融
業
界
な
ら
び
に
法
制
度
に
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
。
金
融
業
界
な
ど
の
ロ
ビ
ー
活
動
の

他
、
一
律
規
制
へ
の
米
国
内
外
の
官
民
挙
げ
て
の
反
駁
も
あ
り
、
今
後
の
帰
趨
は
読
み
に
く
い
。
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
・
バ
ン
ク
規
制
は
、

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
に
対
す
る
破
綻
処
理
計
画
主
体
か
ら
銀
証
分
離
に
向
け
た
事
前
規
制
へ
の
揺
り
戻
し
と
も
と
れ
、
ま
た
外
国
銀
行
へ
の
影

響
な
ど
も
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
不
透
明
な
部
分
も
多
く
、
今
後
の
規
制
と
影
響
の
方
向
性
は
み
え
に
く
い
局
面
と
な
っ
て
い
る
。

2
．
リ
ー
マ
ン
危
機
後
は
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
に
よ
る
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
へ
の
対
処
か
ら
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
（living w

ill 

生
前
遺
言
・
整

理
計
画
）
等
の
破
綻
処
理
法
制
を
整
え
、
破
綻
を
前
提
と
し
た
事
後
処
理
策
も
策
定
し
て
き
た
が
、
一
時
的
に
沈
静
化
し
つ
つ
あ
る
と
は

い
え
、
欧
州
債
務
危
機
は
ソ
ブ
リ
ン
債
を
抱
え
る
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
劣
化
に
よ
る
貸
出
低
下
・
金
融
危
機
の
再
来
等
へ
と
連
環

す
る
危
機
感
も
募
る
中
、
英
国
Ｉ
Ｃ
Ｂ
等
の
改
革
は
事
前
予
防
策
に
も
再
度
原
点
回
帰
し
て
リ
テ
ー
ル
部
門
に
つ
い
て
は
破
綻
の
完
全
回

避
を
目
論
む
こ
と
で
方
向
性
の
修
正
を
図
り
、
政
府
の
資
本
増
強
支
援
な
ど
を
前
提
と
せ
ず
に
自
助
努
力
に
よ
る
法
規
制
の
ミ
ッ
ク
ス

チ
ャ
ー
に
よ
る
実
効
性
確
保
を
め
ざ
す
施
策
を
採
ら
ん
と
す
る
と
い
え
よ
う
か
。

一
九
五
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規
制
強
化
の
限
界
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
通
常
監
督
お
よ
び
市
場
規
律
の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
、
金
融
庁
検
査
の
み
な
ら
ず
、
金
融
危
機

対
応
で
は
日
常
監
督
の
担
い
手
と
し
て
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
中
央
銀
行
の
役
割
が
英
国
改
革
や
我
が
国
で
も
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
欧
米
の

規
制
モ
デ
ル
が
完
全
で
な
い
こ
と
も
判
明
し
、
ア
ジ
ア
な
ど
地
域
的
一
体
性
を
持
た
せ
た
規
制
体
系
の
発
信
も
必
要
で
あ

（
33
）

る
（
34
）

。

3
．
欧
州
債
務
危
機
に
よ
る
金
融
機
関
の
影
響
等
も
絡
み
、
金
融
資
本
市
場
が
複
雑
で
神
経
質
な
展
開
を
み
せ
る
中
、
同
法
の
先
行
き

も
不
透
明
感
に
拍
車
が
か
か
る
よ
う
に
み
え
る
。
内
容
面
で
骨
抜
き
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
従
前
の
規
制
緩
和
か
ら
の
転
換
で
あ

る
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
。
今
後
の
法
実
践
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し
て
、
域
外
適
用
等
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
に
関
連
す
る
各
国
か

ら
の
反
発
と
金
融
業
界
な
ど
の
ロ
ビ
ー
活
動
は
分
け
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
金
融
業
界
等
の
反
発
は
諸
悪
と
し
て
全
て
排
除
す
べ
き
、

と
い
う
こ
と
も
ま
た
極
論
で
あ
ろ
う
。
金
融
規
制
法
と
し
て
の
性
格
上
、
法
理
念
先
行
で
な
く
実
体
経
済
か
ら
の
回
復
状
況
、
欧
州
危
機

関
連
な
ど
現
実
の
金
融
業
界
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
も
考
慮
し
つ
つ
、
時
間
を
か
け
て
慎
重
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
。
同
法

の
制
定
過
程
な
ど
を
み
る
と
、
シ
テ
ィ
バ
ン
ク
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
も
指
摘
が
あ
っ
た
通
り
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
い
難
い
面
も
あ
る
。

業
界
か
ら
の
反
発
な
ど
も
、
恣
意
性
の
強
い
部
分
は
除
外
す
る
が
、
大
い
に
価
値
を
有
す
る
部
分
も
あ
ろ
う
。
内
容
面
か
ら
精
査
し
て
一

定
の
修
正
を
図
る
な
ど
、
個
々
に
当
否
を
分
け
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。
ま
た
同
法
は
修
正
条
項
や
解
説
部
分
も
多
く
、

金
融
業
界
か
ら
は
複
雑
さ
と
曖
昧
さ
に
不
満
の
声
も
上
が
っ
て
い
る
。
順
守
内
容
の
明
確
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る

（
35
）

。

4
．
米
国
の
規
制
強
化
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
規
制
は
大
規
模
で
あ
る
こ
と
に
批
判
的
な
も
の
と
い
え
、
既

存
債
権
者
の
責
任
を
追
及
す
る
形
で
納
税
者
負
担
の
軽
減
に
意
を
用
い
る
。
こ
の
た
め
、
平
時
に
お
け
る
規
制
を
厳
格
化
し
、
危
機
の
顕

在
化
局
面
で
の
救
済
に
は
否
定
的
と
な
る
。
平
時
の
大
規
模
金
融
機
関
の
監
督
・
規
制
で
は
、
自
己
資
本
・
流
動
性
規
制
を
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ

並
水
準
に
定
め
、
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
策
定
義
務
な
ど
も
規
定
す
る
。
有
事
の
大
規
模
金
融
機
関
の
監
督
・
規
制
に
つ
い
て
は
公
的
救
済
制

一
九
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限
、
納
税
者
負
担
の
最
小
化
を
図
る
。
実
際
の
金
融
危
機
発
生
時
に
は
、
救
済
を
否
定
す
る
安
定
化
策
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
銀
行

の
倒
産
手
続
き
に
は
存
続
を
前
提
と
す
る
更
正
型
破
綻
処
理
手
続
き
（
コ
ン
サ
ベ
ー
タ
シ
ッ
プ conservatorship

）、
清
算
型
手
続
き
（
レ

シ
ー
バ
ー
シ
ッ
プ receivership

）
が
あ
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
はS

IF
Is

の
危
機
時
に
は
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
観
点
か

ら
コ
ン
サ
ベ
ー
タ
シ
ッ
プ
方
式
は
採
用
せ
ず
、
清
算
が
前
提
で
あ
り
、
税
金
が
公
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
議
会
が
米
国
国
民
に
示
し
た

と
い
え
る
。
公
的
支
援
策
の
発
動
を
限
定
的
と
し
、
代
わ
っ
て
銀
行
の
債
権
者
、
株
主
、
経
営
者
に
対
し
て
、
遡
及
し
て
の
給
料
返
済
措

置
で
あ
る
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
導
入
、
あ
る
い
は
破
綻
し
な
いS

IF
Is

か
ら
コ
ス
ト
と
し
て
の
金
融
取
引
税
な
ど
の
徴
収
を
図
ら
ん
と
す
る
。

こ
の
た
め
近
時
は
米
国
大
手
銀
行
の
格
付
け
低
下
が
顕
著
と
な
り
（
二
〇
一
二
年
四
月
以
降
）、
社
債
債
権
者
等
に
対
す
る
負
担
の
増
加
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
銀
行
側
と
し
て
も
早
急
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
再
構
築
を
迫
ら
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
適
用
延
期
・
免
除
措
置
な
ど
不
透
明
さ
が
増
す
に
つ
れ
、
大
統
領
選
挙
な
ど
も
挟
み
、
法
内
容
が
当
初
と
異
な
る
も

の
と
な
る
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。

5
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
適
用
除
外
、
域
外
適
用
等
の
問
題
は
国
内
法
の
域
外
適
用
（extraterritorial application

）
の
問
題
で

あ
り
、
独
占
禁
止
法
あ
る
い
は
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る

（
36
）

。
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、

国
際
的
適
用
が
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
権
限
（
執
行
管
轄
権
）
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。
立
法
管
轄
権

と
異
な
り
執
行
管
轄
権
を
外
国
領
土
内
で
行
使
す
る
こ
と
は
被
行
使
国
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
外
国
法
令
に
基
づ
く
報
告
・
資
料

提
出
命
令
や
検
査
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
外

国
当
局
と
の
国
際
的
情
報
交
換
が
必
要
な
要
素
と
な
る

（
37
）

。
私
見
で
あ
る
が
同
法
に
つ
い
て
、
外
国
当
局
が
日
本
の
当
局
に
対
し
て
情
報
提

供
を
要
請
し
て
日
本
当
局
が
情
報
提
供
す
る
場
合
が
、
同
法
の
域
外
適
用
に
お
け
る
現
実
的
な
今
後
の
成
り
行
き
の
一
つ
と
も
想
定
さ
れ
、

一
九
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公
開
情
報
は
任
意
の
提
供
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
要
請
に
応
じ
る
場
合
に
新
た
に
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
法
的

な
根
拠
が
求
め
ら
れ
、
同
法
が
域
外
適
用
を
通
じ
て
外
国
に
実
質
的
な
法
定
立
を
強
い
る
こ
と
に
な
る

（
38
）

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B

ribery A
ct

）
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
は
独
占
禁
止

法
以
外
に
も
金
融
政
策
、
海
外
不
正
行
為
防
止
な
ど
種
々
の
分
野
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
基
準
と
な
る
法
益
な
ど
横
断
的
な

理
論
的
整
理
、
比
較
法
的
検
討
な
ど
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
域
外
適
用
の
限
界
と
し
て
、
他
国
の
経
済
政

策
と
衝
突
し
、
そ
の
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
り
、
国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る

（
39
）

。
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
等
に

関
し
て
も
参
考
と
な
ろ
う
。
今
後
は
司
法
権
・
司
法
判
断
の
域
外
適
用
、
執
行
・
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
含
め
、
国
際
管
轄
権
の
議
論

と
も
併
せ
て
、
理
論
的
統
一
性
確
立
と
法
秩
序
形
成
に
向
け
、
解
決
に
向
け
た
模
索
が
続
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。

6
．
膨
大
な
内
容
を
擁
す
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
ゆ
え
に
、
国
内
法
な
が
ら
域
外
適
用
な
ど
の
影
響
と
反
発
、
ロ
ビ
ー
活
動
他
の
抵

抗
、
理
論
面
の
詰
め
の
甘
さ
・
曖
昧
さ
な
ど
か
ら
規
則
制
定
へ
の
依
拠
及
び
適
用
延
期
・
除
外
な
ど
の
措
置
が
多
い
こ
と
と
い
っ
た
法
制

度
面
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
を
み
て
も
、
流
動
性
低
下
・
資
本
コ
ス
ト
上
昇
、
規
制
の
少
な
い
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ

ン
グ
へ
の
資
金
流
出
、
海
外
資
本
市
場
と
の
競
争
不
利
、
個
別
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
約
か
ら
予
想
外
の
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
・
リ
ス
ク
が
熟
成
さ
れ
か
ね
な
い
な
ど
、
規
制
導
入
に
よ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
更
な
る
現
出
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
シ
ャ

ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
規
制
に
シ
フ
ト
す
る
に
し
て
も
、
規
制
強
化
の
連
鎖
に
堕
し
か
ね
な
い
。

他
方
で
は
、
欧
州
債
務
危
機
の
深
刻
化
が
並
行
し
て
進
ん
で
お
り
、
特
に
Ｅ
Ｕ
で
は
金
融
・
経
済
・
財
政
に
つ
い
て
一
体
化
し
た
具
体

的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
同
法
の
実
質
的
域
外
適
用
等
の
関
連
か
ら
も
法
制
度
の
内
容
の
十
分
な
事
前
開
示
と
議
論
を
尽
く
し
、
各
国

独
自
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
も
尊
重
し
つ
つ
、
米
国
内
外
に
お
い
て
法
導
入
・
適
用
と
金
融
機
関
側
の
影
響
を
逐
一
、
実
証
分
析
や
経
済

一
九
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状
況
等
も
踏
ま
え
て
、
十
分
な
開
示
と
着
実
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
導
入
を
進
め
、
自
主
規
制
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
の
ミ
ッ
ク
ス
を

図
っ
て
い
く
こ
と

（
40
）

が
実
効
性
を
持
っ
た
あ
り
得
べ
き
法
規
範
形
成
に
向
け
た
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
こ
う
。

（
1
） 

小
立
敬
「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
│
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
│
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
〇
年
夏

号
）
一
二
七
│
一
五
二
頁
参
照
。
関
雄
太
・
神
山
哲
也
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
関
す
る
調
査
・
提
言
を
公
表
し
た
米
国
金
融
安
定
監
督
カ
ウ
ン
シ

ル
（
Ｆ
Ｓ
Ｏ
Ｃ
）」（
二
〇
一
一
年
冬
号
）
六
五
│
七
八
頁
。

（
2
） 

同
法
の
分
量
は
一
六
章
、
二
三
〇
〇
頁
に
も
及
び
、
実
施
の
た
め
膨
大
な
細
目
整
備
も
続
け
ら
れ
る
。

（
3
） T

ed P
aradise, D

avis P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P
, “V

olcker R
ule-P

roprietary T
rading” 2012 F

ebruary 20, “H
ow

 D
odd-F

rank 

A
pplies O

utside the U
.S

.” 2012 January 16　

 

（
4
） 

松
尾
直
彦
『
Ｑ
＆
Ａ
ア
メ
リ
カ
金
融
改
革
法
│
ド
ッ
ド=

フ
ラ
ン
ク
法
の
す
べ
て
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）、
鈴
木

博
「
米
国
の
金
融
規
制
改
革
法
と
金
融
機
関
経
営
│
大
規
模
金
融
機
関
の
経
営
の
視
点
か
ら
│
」
農
林
金
融
（
二
〇
一
一
年
一
月
）。

（
5
） 

米
国
で
も
金
融
消
費
者
庁
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
指
揮
・
権
限
の
統
一
性
・
整
合
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。M

IT
 S

loan S
chool of M

anagem
ent 

P
rofessor S

im
on Johnson “T

he D
odd-F

rank A
ct: D

id It G
o T

oo F
ar or N

ot F
ar E

nough?” M
arch 17, 2011, G

W
U
L
aw

 S
chool

（
6
） 

三
谷
明
彦
「T

oo big to fail

問
題
と
金
融
規
制
」
み
ず
ほ
総
研
論
集
（
二
〇
一
〇
年
号
）
一
│
五
六
頁
。

（
7
） 

Ｈ
Ｇ
お
よ
び
Ｐ
Ｅ
の
定
義
は
、
一
九
四
〇
年
投
資
会
社
法
三
条
⒞
項
⑴
お
よ
び
⑺
に
基
づ
い
て
投
資
会
社
の
登
録
が
免
除
さ
れ
る
会
社
そ
の
他

の
法
人
及
び
適
切
な
連
邦
銀
行
当
局
が
決
定
す
る
そ
れ
と
類
似
の
フ
ァ
ン
ド
（sim

ilar fund

）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

（
8
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
連
邦
準
備
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
に
よ
る
「『
主
に
金
融
業
務
に
従
事
す
る
』
こ
と
の
定
義
お
よ
び
『
重
要
な
』
ノ
ン
バ
ン

ク
・
銀
行
持
株
会
社
の
定
義
」
に
係
る
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
三
月
三
〇
日
）。

（
9
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
五
日
）（
一
律
適
用
）。

（
10
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
六
一
九
条
⒟
⑷
Ⅰ
の
域
外
適
用
の
例
外
条
項
に
よ
れ
ば
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
は
、「
外
国
金
融
機
関
に
よ
る
、
米
国

一
九
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
四
八
）

外
の
み
で
持
分
（ow

nership interest

）
が
売
却
さ
れ
る
Ｐ
Ｅ
・
Ｈ
Ｆ
に
対
す
る
、
米
国
外
で
の
（solely outside the U

nited S
tates

）
投
資

に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、“solely outside of the U

nited S
tates”

の
具
体
的
な
定
義
が
必
要
で
あ
る
。

（
11
） 
全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
に
よ
る
自
己
資
本
規
制
の
フ
ロ
ア
ル
ー
ル

改
正
等
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
二
月
二
三
日
）（
域
外
適
用
）。

（
12
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
経
過
期
間
に
係
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
提
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
一
年
一
月
七
日
）。

（
13
） 

セ
オ
ド
ア
・
Ａ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
、
杉
山
浩
司
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｅ
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
案
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
国
際
的
な
金

融
機
関
に
与
え
る
影
響
」
商
事
法
務
（
二
〇
一
〇
年
八
月
）
一
│
一
四
九
頁
。

（
14
） U

.S
. L

egal D
evelopm

ents by T
ed P

aradise, D
avis P

olk &
 W

ardw
ell L

L
P

「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
：
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お

け
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ルP

art I, P
art II

」。

（
15
） 

ポ
ー
ル
・
ボ
ル
カ
ー
自
身
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
内
容
を
他
の
法
域
に
お
け
る
規
制
当
局
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
る
。

（
16
） 

本
条
項
起
草
者
も
、
預
金
保
険
非
対
象
の
外
国
銀
行
支
店
等
を
適
用
除
外
条
項
か
ら
除
く
の
は
意
図
し
な
い
結
果
と
の
議
会
証
言
を
し
て
い
る
。

（
17
） 

金
融
庁
「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
（
案
）
に
関
す
る
米
国
当
局
宛
の
レ
タ
ー
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
二
日
）。

（
18
） 

米
国
当
局
は
規
制
対
象
の
日
本
国
債
を
除
外
す
る
方
向
で
最
終
調
整
に
入
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
七
月
二
五
日
日
本
経
済
新
聞
。

（
19
） 

全
国
銀
行
協
会
「
米
国
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
施
行
規
則
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
）。

（
20
） 

あ
る
勘
定
が
対
象
金
融
ポ
ジ
シ
ョ
ン
以
外
で
、
当
該
対
象
銀
行
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
有
期
間
が
六
〇
日
以
下
で
あ
る
対
象
金
融
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の

取
得
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
お
よ
び
状
況
に
も
と
づ
き
、
当
該
対
象
金
融
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
個
別
に
ま
た
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
掲
げ
る
目
的
の
た
め
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
当
該
銀
行
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、
当
該
勘
定
は
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
勘
定
と
推
定
さ
れ
る
。

（
21
） 

ル
ー
ル
案
で
許
容
さ
れ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
等
の
取
引
の
判
断
に
当
た
り
、
米
国
当
局
が
米
国
外
取
引
を
含
め
全
取
引
を
監
視
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
外
国
銀
行
の
非
在
米
拠
点
の
行
為
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
米
国
外
拠
点
で
の
行
為
は
母
国
当
局
が
適
切
な
監
督
を
行
い
、
実
態
上
不
可
能

で
あ
る
。

二
〇
〇



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
四
九
）

（
22
） 

外
国
銀
行
が
外
国
に
お
い
て
米
国
銀
行
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
締
結
し
た
場
合
の
当
該
外
国
銀
行
、
米
国
外
で
の
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
た
米
国
設
立
銀
行
の
海
外
現
地
法
人
に
も
ル
ー
ル
案
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
23
） 
全
国
銀
行
協
会
「
米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
「
ス
ワ
ッ
プ
規
制
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
適
用
」
に
係
る
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
二
〇
一
二

年
八
月
二
八
日
）。

（
24
） 

大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）
四
八
│
五
〇
頁
参
照
。

（
25
） M

orrison v. N
ational A

ustralia B
ank, L

td. N
o.07-0583-cv 

（2d C
ir. 2008

）. foreign-cubed

訴
訟
（
外
国
人
原
告
ら
が
外
国
の
証
券

取
引
所
で
外
国
会
社
の
株
式
を
購
入
し
た
有
価
証
券
に
関
す
る
訴
訟
）
に
つ
い
て
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
初
め
て
審
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会
社
の
証
券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一

月
一
一
日
）。

（
26
） M

orrison

事
件
の
原
告
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
銀
行
の
子
会
社
に
よ
る
虚
偽
記
載
の
原
因
は
米
国
で
発
生
し
、
虚
偽
記
載
は

同
行
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
証
券
届
出
書
に
盛
り
込
ま
れ
、
一
九
三
四
年
法
第
一
〇
条
⒝
に
よ
る
訴
訟
は
国
内
行
為
に
基
づ
く
請
求
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
最
高
裁
は
法
令
の
真
の
目
的
を
判
断
す
る
と
共
に
、
申
立
て
の
国
内
行
為
が
議
会
が
法
律
制
定
時
に
意
図
し
た
目
的
に
沿
っ
た
も
の
か
を
判
断

す
る
に
は
該
当
法
（
一
九
三
四
年
法
）
の
条
文
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
三
四
年
法
は
詐
欺
行
為
自
体
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
く
、

国
内
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
た
証
券
又
は
国
内
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
ず
に
国
内
で
売
買
さ
れ
た
証
券
に
関
連
し
た
詐
欺
行
為
を
処
罰
す
る
も

の
で
あ
る
。M

orrison

事
件
の
詐
欺
行
為
は
法
律
が
目
的
と
す
る
行
為
で
な
く
、
証
券
販
売
は
米
国
内
で
発
生
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
申
立
て
の

国
内
行
為
は
請
求
を
起
こ
す
に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。

（
27
） 

二
〇
〇
七
年
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ル
ー
ル
（12g3-2⒝

）
が
改
正
さ
れ
、
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
急
増
し
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
連

す
る
発
行
体
の
米
国
に
お
け
る
行
為
は
存
在
し
な
い
た
め
非
米
国
発
行
体
が
懸
念
す
べ
き
訴
訟
リ
ス
ク
は
小
さ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
大
橋
宏
一

郎
・
前
掲
五
〇
頁
。

（
28
） 

み
ず
ほ
証
券
・
漆
畑
春
彦
「
英
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
の
金
融
規
制
改
革
」
証
券
経
済
学
会
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
七
日
）
参
照
。

（
29
） 

英
国W

arw
ick

大
学
法
学
部M

cE
ldow

ney

教
授
は
以
下
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
①
金
融
危
機
後
に
前
政
権
下
で
施
行
さ
れ
た
二
〇
〇
九

二
〇
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
五
〇
）

年
銀
行
法
、
二
〇
一
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
（F

inancial S
ervice A

ct 2010

）
に
よ
り
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
を
中
心
と
す
る
適
切
な
監
督
体
制
が
構
築

さ
れ
、
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
の
流
動
性
規
制
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
公
表
）
に
見
る
よ
う
な
先
進
的
規
制
を
導
入
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
Ｕ
Ｋ
│

Ｆ
Ｓ
Ａ
を

廃
止
、
Ｂ
Ｏ
Ｅ
に
監
督
権
限
を
集
中
さ
せ
る
体
制
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
②
現
連
立
政
権
が
公
表
し
た
金
融
監
督
体
制
は
監
督
当
局
の

あ
る
べ
き
機
関
構
造
（institutional structure

）
に
重
点
を
置
き
、
規
制
の
適
用
、
規
制
の
効
果
な
ど
の
政
策
分
析
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
。
③

Ｂ
Ｏ
Ｅ
が
規
制
権
限
を
適
切
に
行
使
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
④
Ｂ
Ｏ
Ｅ
に
マ
ク
ロ
・
ミ
ク
ロ
の
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
政
策
決

定
権
限
を
集
中
さ
せ
る
新
体
制
で
は
政
策
の
機
動
性
は
高
ま
る
も
の
の
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
係
る
Ｂ
Ｏ
Ｅ
の
政
策
判
断
の
透
明
性
の
保
証
の

点
で
疑
問
が
あ
る
。M

cE
ldow

ney, John F
. 

（2011

） T
he precautionary principle and protecting the public interest in the U

K
. In: 

M
anaging risk in the fi nancial system

. E
dw

ard E
lgar, C

heltenham
, p. 7. IS

B
N
 9780857933812 

（
30
） 

小
立
敬
「
リ
テ
ー
ル
・
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
、
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
英
国
銀
行
改
革
│
独
立
銀
行
委
員
会
の
最
終
報
告
書
│
」
野
村
資
本
市
場

ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
一
年
秋
号
一
│
二
四
頁
、
同
「
リ
テ
ー
ル
銀
行
の
リ
ン
グ
フ
ェ
ン
ス
を
提
案
す
る
英
国
独
立
銀
行
委
員
会
の
中
間
報
告
書
」

二
〇
一
一
年
春
号
。

（
31
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
規
制
に
つ
き
、
拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取

引
規
制
等
に
か
か
る
考
察
」
日
本
法
学
第
七
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）
六
五
│
九
二
頁
。

（
32
） 

関
雄
太
「
欧
米
金
融
規
制
改
革
の
行
方
と
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
の
課
題
」
早
稻
田
大
学
大
学
院
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
学
科
講
演
（
二
〇
一
二

年
五
月
八
日
）。

（
33
） 

上
村
達
男
「
金
融
危
機
│
日
本
発
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
早
稲
田
大
学
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
宣
言
）《
金
融
危
機
│
日
本
の
評
価
軸
を
欧
米
に
問
う
│
》」

（
二
〇
〇
九
年
八
月
八
日
）。

（
34
） 

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
河
合
正
弘
・
清
水
啓
典
発
言
「
ア
ジ
ア
経
済
圏
に
お
け
る
金
融
／
資
本
市
場
の
発
展
に
向
け
た
課
題
と
わ
が
国
金
融
機
関
が

果
た
す
べ
き
役
割
」
全
国
銀
行
協
会
金
融
調
査
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
二
年
三
月
九
日
）。

（
35
） 

Ｆ
Ｒ
Ｂ
タ
ル
ー
ロ
理
事
は
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
ド
イ
ツ
銀
行
が
資
本
規
則
の
適
用
を
免
れ
る
た
め
米
子
会
社
の
銀
行
持
株
会
社
の
法
的
地

位
を
変
更
し
た
こ
と
に
対
応
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
米
国
内
の
外
国
銀
行
に
適
用
す
る
ル
ー
ル
を
検
討
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
三
月
二
三
日

二
〇
二



域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯
（
藤
川
）

（
一
五
五
一
）

R
E
U
T
E
R
S

。

（
36
） 

小
寺
彰
「
独
禁
法
の
域
外
適
用
・
域
外
執
行
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
│
国
際
法
の
観
点
か
ら
の
分
析
と
評
価
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
四
号

（
二
〇
〇
三
年
）
六
六
頁
。

（
37
） 
金
融
庁
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
主
要
株
主
に
対
す
る
報
告
・
資
料
提
出
命
令
権
限
と
検
査
権
限
（
金
商
法
五
六
条
の
二
第
二
項
）
に

関
し
て
、
松
尾
直
彦
「
金
融
商
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ーV

O
L
.6

（
二
〇
一
一
年
九
月
）
二
七
六

│
二
八
六
頁
。
金
融
商
品
取
引
規
制
当
局
間
で
行
う
情
報
交
換
に
、
①
日
本
の
当
局
が
外
国
の
当
局
に
対
し
て
情
報
提
供
を
要
請
し
て
当
該
外
国
の

当
局
が
当
該
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
②
日
本
の
当
局
が
外
国
の
当
局
に
対
し
て
自
発
的
に
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
③
外
国
の
当
局
が
日
本
の
当

局
に
対
し
て
情
報
提
供
を
要
請
し
て
日
本
の
当
局
が
当
該
情
報
提
供
を
す
る
場
合
、
④
外
国
の
当
局
が
日
本
の
当
局
に
対
し
て
自
発
的
に
情
報
提
供

を
す
る
場
合
が
あ
る
。
①
②
④
に
つ
い
て
は
金
商
法
に
特
段
の
定
め
は
な
い
。
③
の
法
的
な
根
拠
に
つ
き
、
金
商
法
一
八
九
条
を
根
拠
条
文
と
し
て

示
さ
れ
る
。
情
報
交
換
の
枠
組
み
（
証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ
（M

em
orandum

 of U
nderstanding

））
の
合
意
に
は
多
国
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
、
二
当
局
間
Ｍ
Ｏ
Ｕ
の

類
型
が
あ
る
。
法
的
拘
束
力
の
な
い
意
図
表
明
文
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
法
一
八
九
条
等
国
内
法
令
の
許
容
範
囲
内
で
の
み
実
施
さ
れ
る
。

（
38
） 

松
尾
直
彦
「
ア
メ
リ
カ
の
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
日
本
の
金
融
機
関
と
企
業
へ
の
影
響
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ルA

sahi Judiciary

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
）。

（
39
） 

一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
・
規
則 10-b5 

の
域
外
適
用
に
お
い
て
、
米
国
の
裁
判
所
は
属
地
主
義
の
拡
張
と
し
て
、
主
観
的

属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
独
禁
法
の
域
外
適
用
は
、
行
為
と
効
果
の
関
係
が
具
体
的
で
明
白
な
も
の
で
な
い
こ
と

か
ら
、
客
観
的
属
地
主
義
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
。
域
外
適
用
の
限
界
と
し
て
、
他
国
の
経
済
政
策
と
衝
突
し
、
そ
の
国
に
対
す
る
干
渉
と
な
り
、

国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
、
規
則 10-b5 

の
域
外
適
用
に
関
す
る
司
法
判
断
に
疑
問
を
呈
さ
れ
る
。
清
水
章
雄
「
米
国
の
証
券
取
引

規
制
と
国
際
法
│
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
〇
条
⒝
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
規
則 10b-5 

の
域
外
適
用
│
」
早
稲
田
法
学
会
（
一
九
八
〇
年

三
月
）
二
一
一
│
二
二
〇
頁
。
域
外
適
用
全
般
の
問
題
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
考
察
を
深
め
た
い
。

（
40
） 

元
金
融
庁
長
官
・
五
味
廣
文
「
金
融
規
制
と
自
己
規
律
〜
金
融
危
機
に
学
ぶ
〜
」
証
券
経
済
学
会
講
演
（
二
〇
一
二
年
九
月
二
二
日
）。
市
場

の
信
認
の
回
復
と
自
由
の
両
立
の
た
め
に
は
規
制
に
よ
る
自
由
の
制
限
で
な
く
、
自
己
規
律
の
欠
如
が
呼
び
込
む
過
剰
規
制
が
問
題
で
あ
り
、
金
融

二
〇
三
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を
実
体
経
済
に
呼
び
戻
す
環
境
作
り
の
重
要
性
を
唱
え
ら
れ
る
。

﹇
本
稿
は
二
〇
一
一
年
度
日
本
大
学
法
学
部
研
究
費
（
共
同
研
究
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

二
〇
四



希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い
（
船
山
）

（
一
五
五
三
）

希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い船　

　

山　
　

泰　
　

範

一　

現
行
刑
罰
の
超
克

本
稿
の
課
題
は
、
現
行
の
刑
罰
に
対
し
て
相
異
な
る
二
つ
の
面
か
ら
大
き
な
問
題
点
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
。

第
一
は
、
現
行
刑
罰
の
中
核
（
1
）

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
懲
役
刑
が
十
分
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。
そ
れ
が
唱
え
ら
れ
る
理
由
は
、
入
所
受
刑
者
に
占
め
る
再
入
者
（
刑
事
施
設
の
入
所
度
数
が
二
度
以
上
の
者
）
の
率
が
増
加
傾
向

に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
犯
罪
白
書
（
2
）

に
よ
る
と
、
再
入
者
率
は
平
成
一
六
年
か
ら
毎
年
上
昇
し
続
け
、
平
成
二
三
年
は
五
七
・
四
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
犯
罪
の
容
疑
者
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
再
犯
者
率
が
そ
れ
ほ
ど
高
い
わ
け
で
な
い
こ
と
は

当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
刑
事
司
法
過
程
の
中
で
再
犯
者
が
ど
の
よ
う
に
「
濃
縮
」
さ
れ
て
増
加
す
る
の
か
、
と
い
う
別
の
重
要
な
問
題
（
3
）

が
伏
在
す
る
こ
と
も
銘
記
し
て
お
こ
う
。

二
〇
五
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第
二
は
、
国
民
（
市
民
）
か
ら
の
厳
罰
化
（
4
）

要
求
の
高
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
要
求
が
唱
え
ら
れ
る
場
面
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
凶
悪
な

事
件
が
惹
起
し
た
場
合
で
あ
る
。
国
民
感
情
は
沸
騰
し
、
刑
罰
が
生
ぬ
る
い
か
ら
こ
う
い
う
事
件
が
起
き
る
の
だ
と
、
刑
罰
の
実
際
的
適

用
の
必
要
性
が
声
高
に
主
張
さ
れ
る
。
し
か
も
、
殺
人
事
件
に
関
し
て
は
死
刑
の
「
求
刑
」
が
強
い
（
5
）

。
も
う
一
つ
は
、
犯
罪
被
害
者
の
団

体
が
政
党
や
審
議
会
な
ど
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
、
立
法
上
の
重
罰
化
を
目
ざ
す
場
面
で
あ
る
（
6
）

。
近
時
の
実
例
で
い
う
と
、
刑
法

二
一
一
条
の
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
中
か
ら
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
み
を
摑
み
出
し
て
規
定
し
、
法
定
刑
を
重
く
設
定
し
た
こ

と
で
あ
る
（
二
一
一
条
二
項
、
平
成
一
九
年
五
月
二
三
日
よ
り
施
行
）。
交
通
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
立
法
上
の
積
極
化
が
図
ら

れ
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
二
〇
八
条
の
二
）
と
い
う
新
た
な
犯
罪
類
型
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
五
日
よ
り
施
行
）、

い
ま
だ
に
立
法
動
向
が
収
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
7
）

。

右
の
二
つ
の
問
題
提
起
は
異
な
る
面
か
ら
の
指
摘
で
は
あ
る
が
、
無
関
係
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
予
感
が
す
る
。
そ
れ
は
、
表
面
的

に
は
機
能
し
て
い
る
刑
罰
制
度
が
、
根
底
で
は
そ
の
存
立
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
刑

事
司
法
の
課
題
は
、
裁
判
員
制
度
が
定
着
を
見
せ
る
（
8
）

中
で
、
検
察
に
お
け
る
取
調
べ
の
可
視
化
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
や
に
窺
わ
れ

る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真
の
課
題
は
、
も
っ
と
深
い
層
に
あ
っ
て
、
放
っ
て
お
く
と
何
時
の
日
か
カ

タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
と
な
っ
て
顕
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
二
つ
の
問
題
の
あ
り
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
そ
も
そ
も
刑
罰
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う

根
本
問
題
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

二
〇
六



希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い
（
船
山
）

（
一
五
五
五
）

二　

な
ぜ
犯
罪
を
く
り
返
す
の
か

1
．
国
選
弁
護
事
件
か
ら
の
考
察

な
ぜ
犯
罪
を
く
り
返
す
の
か
、
と
い
う
古
く
よ
り
の
問
題
を
私
が
特
に
意
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
思
弁
的
な
動
機
か
ら
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
あ
る
国
選
弁
護
事
件
を
体
験
し
た
こ
と
に
よ
る
。

私
は
、
二
〇
一
一
年
二
月
、
無
銭
飲
食
事
件
に
つ
い
て
被
疑
者
国
選
弁
護
（
9
）

を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
疑
者
は
、
福
島
の
刑
務

所
を
出
所
し
て
か
ら
二
日
経
た
な
い
間
に
、
服
役
し
た
と
き
と
同
じ
犯
罪
で
あ
る
無
銭
飲
食
を
犯
し
た
。

犯
行
の
背
景
を
探
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
被
疑
者
は
、
服
役
中
の
労
働
に
対
し
て
二
万
円
余
の
作
業
報
奨
金
を
手
に
し
て
出
所
し

た
。
被
疑
者
は
、
居
住
す
る
所
は
な
く
、
兄
弟
も
受
け
入
れ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
東
京
・
上
野
に
出
て
き
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

行
っ
た
が
、
職
は
見
つ
か
ら
ず
、
作
業
報
奨
金
も
す
ぐ
底
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
出
所
の
際
、
い
わ
ゆ
る
保
護
カ
ー
ド
を
も
ら
っ
た
が
、

東
京
保
護
観
察
所
に
は
出
向
い
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
昔
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
浅
草
で
無
銭
飲
食
を
し
て
、
み
ず
か
ら
そ
れ
を
認
め
、
現

行
犯
逮
捕
さ
れ
た
。
被
疑
者
は
示
談
を
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
詐
欺
罪
で
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
引
続
き
、
被
告
人
の
国
選

弁
護
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

問
題
の
本
質
は
、
被
告
人
が
前
述
の
よ
う
な
犯
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
が
出
所
の
時
点
で
容
易
に
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
被
告
人
に
幾
つ
か
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
保
護
観
察
所
に
出
向
き
、
居
住
す
る
所
が
な
く
職
業

も
な
い
な
ど
を
告
げ
て
、
更
生
緊
急
保
護
を
受
け
る
法
（
10
）

で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
所
す
る
際
に
刑
務
所
か
ら
そ
の
よ
う
な
方
策
を
教
え
ら
れ

て
も
、
必
ず
皆
が
出
向
く
の
で
な
い
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
家
族
な
ど
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト

二
〇
七
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も
な
く
、
就
職
も
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
の
作
業
報
奨
金
（
11
）

し
か
所
持
し
て
い
な
い
前
科
二
八
犯
の
男
を
、
刑
務
所
・
法
務
省
当
局

は
、
再
犯
の
可
能
性
を
十
分
に
承
知
し
な
が
ら
出
所
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
男
も
自
分
の
行
き
先
は
わ
か
り

き
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
人
は
、
何
の
「
希
望
」
も
な
く
刑
務
所
を
出
所
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
受
刑
者
へ
の
対
応
が
犯
罪
を
く
り
返
さ
せ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
行
為
者
個
人
に
対
し
て

法
的
な
非
難
を
す
る
だ
け
で
は
何
ら
問
題
の
解
決
に
役
立
た
な
い
。
刑
事
司
法
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
犯
罪
の
発
覚
に
伴
う
捜
査
か
ら
始
ま
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
構
が
十
分
に
働
い
て
い
れ
ば
、
一
直
線
に
進
ん
で
当
人
の
更
生
（
社
会
復
帰
）
に
結
び
つ
く
は
ず
で
あ
る
が
、
犯
罪

が
く
り
返
さ
れ
る
と
、
図
1
の
よ
う
に
循
環
を
巡
る
ば
か
り
と
な
る
。
悪
循
環
（
当
人
に
と
っ
て
で
あ
り
、
司
法
の
プ
ロ
セ
ス
が
悪
で
は
な
い
）

か
ら
脱
却
し
て
更
生
に
向
か
う
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
が
課
題
と
な
る
。

2
．
更
生
に
結
び
つ
か
な
い
現
行
懲
役
刑

私
が
担
当
し
た
前
科
二
八
犯
の
被
告
人
の
こ
と
に
限
ら
ず
、
現
行
の
懲
役
刑
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
以
下
の
諸
点
か
ら
、
必
ず
し
も
更

生
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
一
）　

犯
罪
白
書
に
示
さ
れ
て
い
る
出
所
受
刑
者
の
入
所
状
況
に
よ
る
と
、
再
入
所
し
た
者
の
累
積
人
員
の
比
率
は
、
五
年
内
で

四
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
〇
年
内
で
五
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
12
）

。
ち
な
み
に
、
一
〇
年
内
に
お
い
て
、
満
期
釈
放
者
に
注
目
す
る

と
、
六
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高
い
率
を
示
し
て
い
る
（
13
）

。
前
述
の
く
り
返
し
に
な
る
が
、
一
般
国
民
に
つ
い
て
、
そ
の
四
〇
パ
ー
セ

ン
ト
な
い
し
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
数
値
は
相
当
に
高
い
も
の
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

懲
役
刑
が
再
犯
防
止
の
た
め
の
有
力
な
手
段
で
あ
る
は
ず
と
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
高
い
率
は
、
現
行
懲
役
刑
が
効
を
奏

二
〇
八
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し
て
い
な
い
証
左
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）　

現
行
の
満
期
釈
放
の
あ
り
方
は
、
と
て
も

更
生
を
期
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
懲
役
囚

が
満
期
に
達
し
た
場
合
、
刑
務
所
は
、
釈
放
さ
れ
る

者
の
出
所
後
の
状
況
な
ど
を
全
く
考
慮
す
る
こ
と
な

く
釈
放
す
る
。
逆
に
、
満
期
に
な
っ
た
ら
、
言
い
渡

さ
れ
た
刑
期
以
上
に
身
柄
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
言
い
渡
さ
れ
た
刑
期
の
範
囲
内
で

の
み
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
罪
刑
法
定
主
義

が
運
用
面
で
要
請
す
る
こ
と
で
あ
る
（
14
）

。
そ
の
た
め
、

居
住
地
が
定
ま
ら
ず
、
職
業
が
見
つ
か
ら
ず
、
か
つ

手
持
ち
の
金
銭
が
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
刑
務
所
と

し
て
は
元
受
刑
者
を
釈
放
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
し
か
し
、
刑
事
政
策
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

「
釈
放
」
は
、
懲
役
刑
執
行
の
い
わ
ば
総
決
算
の
は

ず
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
目
的
で
あ
る
更
生
に
結
び
つ

く
契
機
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の

図 1　再犯の悪循環から抜け出す

刑
罰
の
執
行
（
施
設
内
処
遇
）

執行猶予

起訴猶予

微罪処分

社会へ

☆実際の期間に近づけて
描いてみると

有
罪
判
決

起
　
訴

犯
罪
の
発
覚

満期釈放
仮 釈 放

公判前整理手続

社会内処遇

公判

捜査

二
〇
九
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に
、
更
生
の
見
込
み
の
ほ
と
ん
ど
な
い
釈
放
が
敢
行
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
近
時
の
動
き
と
し
て
は
、
更
生
保

護
法
人
に
対
し
て
、
満
期
釈
放
者
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
と
の
働
き
か
け
が
保
護
観
察
所
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
15
）

。
し
か
し
、

そ
れ
は
い
ま
だ
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
三
）　

本
受
刑
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
満
期
釈
放
に
な
っ
て
出
所
し
た
と
き
に
更
生
保
護
法
人
に
世
話
に
な
る
段
取
り
が
整
え
ら
れ

て
い
た
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
、
出
所
後
二
日
内
に
無
銭
飲
食
を
す
る
よ
う
な
、
誰
が
み
て
も
切
な
い
事
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
施
設
内
処
遇
と
社
会
内
処
遇
と
が
連
携
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
の
一
端
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ

の
一
つ
と
し
て
、
施
設
内
処
遇
に
携
わ
っ
て
い
る
刑
務
所
・
法
務
省
の
「
不
作
為
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
四
）　

懲
役
刑
の
執
行
が
将
来
の
社
会
復
帰
の
た
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
服
役
中
に
就
労
支
援
な
い
し
福
祉
施
設
へ
の
結
び
つ
き
が
な

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
今
日
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
相
当
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雇
用
情
勢
に
応
じ
た
職
業
訓
練
種
目
の
拡
大
も

図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
16
）

。
さ
ら
に
、
刑
務
所
出
所
者
等
総
合
的
就
労
支
援
対
策
も
実
施
さ
れ
、
公
共
職
業
安
定
所
の
職
員
に
よ
る
職
業

相
談
等
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
本
受
刑
者
に
つ
い
て
は
手
厚
い
施
設
内
処
遇
は
及
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
施
設
内
処
遇
が
、
い
ま
だ
個
人
的
処
遇
と
し

て
定
着
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

犯
罪
惹
起
の
要
因
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
対
す
る
対
処
方
法
も
個
人
ご
と
に
異
な
る
の
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
犯
罪
の
種
類
や
刑
罰
の
違
い
と
は
別
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
無
銭
飲
食
と
い
う
と
、
罪
名
と
し
て
は
詐
欺
罪
（
刑

二
四
六
条
）
に
当
た
る
の
で
、
人
を
欺
く
と
い
う
社
会
生
活
態
度
に
問
題
が
あ
る
や
に
想
像
さ
れ
が
ち
で
あ
る
（
17
）

。
し
か
し
、
実
態
と
し
て

は
、
金
が
な
い
た
め
の
生
活
苦
に
要
因
の
あ
る
場
合
が
多
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
お
む
す
び
や
缶
ビ
ー
ル
を
万
引
す
る
の
と

二
一
〇
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変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
処
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
本
受
刑
者
の
よ
う
に
、
老
齢
が
就
労
困
難
の
要
因
に

な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
衣
食
住
の
確
保
を
図
り
、
そ
の
上
で
就
労
支
援
を
し
て
い
く
の
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
個
々
人
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
る
更
生
へ
の
道
程
を
ど
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
か
が
、
施
設
内
処
遇
に
と
っ
て
も
社
会
内
処

遇
に
と
っ
て
も
重
要
と
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
一
人
ひ
と
り
の
受
刑
者
、
満
期
釈
放
者
そ
の
他
刑
事
司
法
の
対
象
者
に
対
し
個
別
的
に

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
を
ど
う
し
た
ら
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
に
焦
点
は
絞
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
も

そ
も
一
人
ひ
と
り
の
受
刑
者
の
更
生
こ
そ
大
切
と
い
う
理
念
が
矯
正
当
局
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
根
本
的
問
題
が
あ
る
。
そ
の
ほ

か
、
仮
に
受
容
さ
れ
た
と
し
て
、
次
に
、
一
人
ひ
と
り
に
少
な
く
と
も
一
人
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
つ
け
る
場
合
の
関
係
者
の
負
担
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
平
成
二
三
年
で
は
刑
事
施
設
に
六
九
、八
七
六
人
の
受
刑
者
が
お
り
（
18
）

、
そ
の
ほ
か
、
保
護
観
察
を
受
け
て
い
る

人
が
一
七
、三
一
六
人
い
る
（
19
）

こ
と
を
考
え
る
と
き
、
社
会
全
体
と
し
て
重
大
な
覚
悟
と
多
大
の
奉
仕
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

（
五
）　

現
行
の
懲
役
刑
が
犯
罪
の
重
さ
に
応
じ
て
刑
期
の
長
さ
を
調
整
し
て
い
る
の
は
、
更
生
の
視
点
の
稀
薄
さ
が
も
た
ら
す
も
の
と

し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
実
刑
の
場
合
、
現
状
で
は
、
刑
期
の
重
さ
を
決
め
る
最
大
の
要
因
は
犯
罪
の
重
大
さ
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
な
ら
び
に
一
種
の
責
任
主
義
の
現
れ
で
も
あ
る
が
、
一
面
に
お
い
て
、
応
報
刑
思
想
が
根
底

に
あ
る
こ
と
は
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
。

更
生
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
懲
役
が
社
会
か
ら
の
隔
離
を
内
容
と
す
る
以
上
、
刑
期
は
短
か
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
と
く

に
、
更
生
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
と
の
関
係
、
被
害
者
と
の
関
係
を
抜
き
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
本
人
が
被
害
者
に
賠
償

す
る
こ
と
は
重
要
な
要
素
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
刑
期
を
短
か
く
し
て
で
も
、
本
人
を
社
会
に
出
し
、
仕
事
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

二
一
一
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損
害
賠
償
を
す
る
機
会
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
重
大
な
犯
罪
で
あ
る
ほ
ど
、
通
常
、
損
害
賠
償
の
金
額
も
高
く

な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
長
い
身
柄
拘
束
は
損
害
賠
償
を
事
実
上
さ
せ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
重
け
れ
ば
重
い
ほ
ど
早
く
社

会
に
出
す
と
い
う
方
策
を
採
る
と
い
う
発
想
は
、
決
し
て
冗
談
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

三　

厳
罰
化
は
何
を
め
ざ
す
の
か

1
．
な
ぜ
人
は
厳
罰
化
を
求
め
る
の
か

前
述
の
よ
う
に
、
二
つ
の
場
面
で
厳
罰
化
要
求
の
高
ま
り
が
あ
る
。
厳
罰
化
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
現
象
と
し
て
み
た
場
合
、
犯

罪
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
立
法
と
法
の
運
用
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。で

は
、
な
ぜ
、
人
は
厳
罰
化
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
由
は
幾
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

第
一
は
、
厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
は
犯
罪
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
一
般
予
防
効
果
へ
の
期
待
で

あ
る
。
刑
罰
の
威
嚇
効
果
へ
の
期
待
と
も
い
え
る
。
た
し
か
に
人
は
苦
痛
を
受
け
た
く
な
い
か
ら
、
厳
罰
化
が
全
く
効
果
が
な
い
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
長
い
歴
史
の
中
で
、
犯
罪
に
対
し
て
刑
罰
の
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
て
も
、
特
別
な
例
外

を
除
い
て
目
に
見
え
て
犯
罪
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
に
は
制
裁
を
受
け
る
こ
と
を
覚
悟
の
上
で
犯

罪
を
行
な
う
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
20
）

。
つ
ま
り
、
厳
罰
化
に
よ
る
一
般
予
防
効
果
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
処
罰
要
求
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
際
に
な
さ
れ
た
犯
罪
に
対
し
て
、
被
害
者
や
そ
の
家
族
が
厳
罰
に

処
す
べ
き
旨
を
表
明
し
た
場
合
に
、
裁
判
所
や
立
法
当
局
が
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
犯
罪
被
害
者

二
一
二
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へ
の
支
援
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
だ
け
に
、
処
罰
要
求
に
応
え
な
い
こ
と
は
相
当
に
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
被
告
人
の

弁
護
人
や
鑑
定
人
が
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
の
し
か
た
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
社
会
か
ら
や
職
場
の
中
で
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
厳
罰
化
要
求
と
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
視
点
に
立
て
ば
、
刑
罰
は
個
人
に
よ
る
復
讐
を
抑
え

る
た
め
に
公
け
の
制
裁
を
用
意
し
て
き
た
（
21
）

と
い
う
側
面
も
あ
る
。

第
三
は
、
第
二
の
主
張
を
哲
学
化
し
た
考
え
方
か
ら
の
攻
撃
で
あ
る
。
そ
の
代
表
は
カ
ン
ト
に
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
、
人
は
罪
を
犯
し
た
か
ら
と
い
う
理
由
の
み
で
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
科
刑
の
原
理
は
均
等
の
原
理
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と

に
な
る
と
さ
れ
る
（
22
）

。
そ
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
現
行
の
科
刑
状
況
は
責
め
ら
れ
る
余
地
が
十
分
あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
年
の
死
刑
の
言
渡

し
は
、
殺
人
と
強
盗
致
死
（
強
盗
殺
人
を
含
む
）・
強
盗
強
姦
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
平
成
二
三
年
に
お
け
る
有
罪
人
員
に
占
め
る
死
刑
言

渡
し
人
員
の
比
率
は
、
殺
人
で
は
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
九
人
）、
強
盗
致
死
・
強
盗
強
姦
で
は
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
八
人
）
で
あ
っ
た
（
23
）

。

こ
の
数
値
は
、
今
日
の
科
刑
状
況
が
相
対
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
カ
ン
ト
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
大
き
な

ギ
ャ
ッ
プ
は
常
に
厳
罰
化
要
求
の
火
種
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

2
．
厳
罰
化
要
求
は
犯
罪
を
増
や
す

厳
罰
化
要
求
は
、
刑
事
司
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
、
あ
た
か
も
水
が
染
み
入
る
よ
う
に
影
響
が
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
仮

釈
放
率
の
低
下
が
あ
る
。
懲
役
刑
の
仮
釈
放
率
は
、
か
つ
て
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
の
時
代
が
あ
り
、
そ
の
後
一
時
下
が
っ
た
が
、
昭
和

六
〇
年
頃
か
ら
平
成
一
〇
年
頃
に
か
け
て
は
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
一
六
年
以
降
下
が
る
傾
向
に
転
じ
、

平
成
二
三
年
で
は
五
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
（
24
）

。
仮
釈
放
率
の
低
下
の
影
響
は
、
第
一
に
、
施
設
収
容
者
の
増
加
に
現
わ
れ
る
。
事

実
と
し
て
、
平
成
一
六
年
を
ピ
ー
ク
に
過
剰
収
容
の
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
は
七
・
八
年
に
わ
た
っ
た
（
25
）

。
過
剰
収
容
に
な
る
と
、
施
設
側
の
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対
応
は
そ
う
簡
単
に
は
で
き
な
い
の
で
、
結
局
、
収
容
環
境
の
悪
化
（
26
）

を
招
き
、
受
刑
者
間
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
な
り
、
受
刑
者
は
規
律
違

反
と
し
て
懲
罰
（
27
）

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
懲
罰
を
受
け
る
と
仮
釈
放
が
難
し
く
な
る
（
28
）

。
第
二
に
、
仮
釈
放
が
少
な
く
な
る
と
、
保
護
司
に

よ
る
保
護
観
察
を
受
け
ず
に
満
期
釈
放
に
な
る
者
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
く
り
返
す
よ
う
に
、
保
護
観
察
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
こ
と

は
、
本
人
の
社
会
復
帰
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
。

厳
罰
化
要
求
は
、
執
行
猶
予
率
の
低
下
に
も
反
映
す
る
。
平
成
一
七
年
以
降
、
執
行
猶
予
率
は
徐
々
に
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
（
29
）

。
懲
役

刑
に
つ
い
て
執
行
猶
予
が
つ
く
か
否
か
は
、
俗
に
い
う
娑
婆
の
生
活
が
で
き
る
か
否
か
の
重
大
問
題
で
あ
っ
て
、
有
罪
者
の
更
生
意
欲
に

影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
加
害
者
に
よ
る
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
に
関
し
て
決
定
的
な
違
い
と
な
る
。

厳
罰
化
要
求
は
、
刑
期
の
長
さ
に
も
関
係
す
る
。
有
期
懲
役
が
長
く
な
っ
た
り
、
従
来
の
基
準
で
い
う
と
有
期
懲
役
で
あ
っ
た
も
の
が

無
期
懲
役
に
な
る
な
ど
で
あ
る
。
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
無
期
懲
役
に
仮
釈
放
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ

た
（
30
）

こ
と
に
よ
り
、
無
期
懲
役
の
一
部
に
つ
い
て
事
実
上
の
終
身
刑
化
が
進
行
し
て
い
る
（
31
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
期
懲
役
に
関
し
て
は
、
何
時
社
会
に
出
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
か
ら
、
受
刑
者
に
お
い
て
社
会
復
帰
の
意
欲
が
湧
き
に

く
い
と
と
も
に
、
精
神
状
況
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
厳
罰
化
要
求
は
犯
罪
を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
り
こ
そ
す
れ
、
減
ら
す
こ
と
に
は
何
ら
役
立
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

二
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四　

刑
罰
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

1
．
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
現
行
刑
罰
制
度

刑
罰
の
機
能
か
ら
観
察
す
る
と
、
現
行
の
懲
役
刑
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
マ
イ
ナ
ス
が
目
立
つ
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
再
確
認
し
て
お

こ
う
。

ま
ず
、
懲
役
刑
の
執
行
は
、
犯
罪
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
事
実
上
差
し
止
め
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
と
く

に
重
い
犯
罪
の
場
合
に
は
損
害
額
の
算
定
も
高
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
刑
期
は
長
く
な
り
、
長
い
拘
束
は
釈
放
さ
れ
て
も
社
会
復
帰
を

困
難
に
す
る
（
33
）

の
で
、
ま
す
ま
す
被
害
賠
償
は
な
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
懲
役
刑
の
執
行
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
も
と
も
と
の
被
害

に
加
え
て
、
第
二
次
的
な
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
刑
罰
の
執
行
な
ら
び
に
そ
の
前
提
と
な
る
刑
事
手
続
の
実
行
は
、
社
会
に
大
き
な
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
仮
に
一
個

一
〇
五
円
の
お
に
ぎ
り
が
コ
ン
ビ
ニ
に
お
い
て
万
引
さ
れ
た
と
す
る
。
犯
人
が
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
て
刑
事
裁
判
に
進
む
と
な
る
と
、
犯
人

を
数
十
日
間
、
警
察
署
・
拘
置
所
に
留
め
て
お
く
だ
け
で
も
、
何
十
万
円
か
ら
の
税
金
分
を
費
消
す
る
こ
と
に
な
る
（
34
）

。

さ
ら
に
、
刑
罰
の
執
行
は
、
犯
罪
に
よ
る
法
益
の
侵
害
や
危
険
の
発
生
に
対
抗
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
益
と
い
う
視
点

で
み
る
と
、
犯
罪
者
も
有
し
て
い
る
人
間
と
し
て
の
法
益
を
剝
奪
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
人
の
生
命
と
い
う
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が

原
因
で
死
刑
と
い
う
形
で
刑
罰
権
が
実
現
さ
れ
る
と
、
も
う
一
つ
の
生
命
を
国
家
が
奪
う
こ
と
に
な
る
（
35
）

。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
死
刑
囚

の
家
族
が
受
け
る
心
理
的
負
担
も
大
き
い
。
死
刑
囚
の
家
族
の
自
殺
も
少
な
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、「
俗
に
」
と
い
う
修
飾
語
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
刑
罰
は
「
正
義
の
実
現
」
の
た
め
に
な
さ
れ
る
と
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い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
数
点
を
確
認
し
た
だ
け
で
も
、
単
純
に
そ
の
実
現
を
よ
し
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
れ
ら
を
、
す
べ
て
「
犠
牲
」
と
し
て
ま
と
め
る
の
は
的
外
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
刑
罰
は
何
ら
か
の
重
要
な
目
的
の
た
め

に
多
く
の
犠
牲
を
省
み
ず
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
特
異
な
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
．
希
望
の
も
て
る
刑
罰
を

で
は
、
そ
の
重
要
な
目
的
と
は
何
か
。
こ
こ
か
ら
先
は
、
論
者
に
よ
っ
て
大
き
く
見
解
が
分
れ
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
刑
罰
の
最
重
要
の
目
的
は
、
犯
罪
者
の
更
生
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
犯
罪
の
背
景
に
は
一
人
ひ

と
り
個
別
の
事
情
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
も
、
一
つ
ひ
と
つ
個
別
の
対
策
が
練
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

の
不
可
欠
の
方
策
と
し
て
、
犯
罪
を
犯
し
た
一
人
ひ
と
り
が
犯
罪
を
く
り
返
す
可
能
性
の
あ
る
状
況
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
つ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

一
人
ひ
と
り
の
た
め
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
う
と
、
い
か
に
も
大
仰
な
感
じ
が
す
る
が
、
幸
い
に
も
大
半
の
人
に
は
す
ぐ
そ
ば
に

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
少
し
調
子
を
変
え
て
説
明
す
る
こ
と
を
お
許
し
頂
こ
う
。

あ
な
た
は
自
分
の
ま
わ
り
を
見
廻
し
て
み
た
ら
よ
い
。
あ
な
た
の
愚
痴
を
聴
い
て
く
れ
る
妻
や
夫
、
親
、
き
ょ
う
だ
い
、
そ
し
て
友

人
。
あ
な
た
は
ふ
だ
ん
気
が
つ
か
な
い
だ
け
で
、
実
際
に
は
何
人
も
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
幾
重
に
も
囲
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

あ
な
た
が
犯
罪
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
人
達
か
ら
助
言
を
受
け
た
り
、
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た
が
犯
罪
を
犯
さ
な
い
の
は
家
族
を
悲
し
ま
せ
な
い
た
め
だ
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ

な
た
が
頑
張
っ
た
り
、
立
派
だ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
家
族
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
な
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た
に
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
い
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
前
々
か
ら
居
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
皆
が
あ
な
た
の
よ
う
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
被
告
人
と
し
て
刑
事
裁
判
に
か
け

ら
れ
る
人
の
多
く
は
何
ら
か
の
意
味
で
社
会
的
弱
者
（
36
）

で
あ
る
。
犯
罪
と
の
関
係
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
要
す
る
人
々
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
本
受
刑
者
の
よ
う
に
、
故
郷
の
近
く
に
兄
弟
は
い
る
が
、
た
び
た
び
迷
惑
を
か
け
て
き
た
た
め
、
事
実
上
、
家
族
に
よ
る
援
助
を
受

け
ら
れ
な
い
人
も
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
が
犯
罪
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
に
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
助
け
を
得
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
法
律
上
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
代
表
格
が
保
護
司
（
37
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
成
人
の
場
合
、
保
護
司
に
よ
る
保
護
観
察
を
受
け
る
た
め
に
は
、（
イ
）

懲
役
・
禁
錮
刑
を
受
け
て
保
護
観
察
付
の
執
行
猶
予
（
38
）

に
な
る
か
、（
ロ
）
刑
に
服
し
、
途
中
か
ら
仮
釈
放
に
な
っ
て
保
護
観
察
（
39
）

を
受
け
る

か
、
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
法
は
刑
事
司
法
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
有
罪
者
に
対
し
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
つ
け
る
方
策
を
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
年
に
対
す
る
場
合
も
含
め
て
保
護
観
察
の
全
容
を
み
る
と
図
2
の
よ
う

に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
保
護
司
は
、
対
象
者
の
生
活
や
態
度
な
ど
全
体
的
な
指
導
を
す
る
の
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
い
え
る
が
、
刑
事
司
法
の

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
務
所
の
中

で
は
、
篤
志
面
接
委
員
・
宗
教
教
誨
師
が
貴
重
な
助
言
・
励
し
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
協
力
雇
用
主
が
、
受
刑
者
の
服
役
し
て
い
る
段

階
か
ら
出
所
後
の
就
職
を
約
束
し
て
く
れ
る
場
合
、
受
刑
者
は
安
心
し
て
出
所
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
受
刑
者
か
ら

「
お
や
じ
さ
ん
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
の
あ
る
刑
務
官
も
重
要
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
一
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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出
所
後
の
元
受
刑
者
が
頼
り
に
し
て
い
る
の
は
、

更
生
保
護
法
人
で
あ
る
。
更
生
保
護
法
人
は
、
犯
罪

を
犯
し
た
者
が
自
立
す
る
た
め
に
一
定
期
間
、
衣
食

住
の
面
倒
を
見
る
組
織
体
で
あ
り
、
国
が
更
生
緊
急

保
護
（
更
生
八
五
条
）
な
ら
び
に
応
急
の
救
護
（
更
生

六
二
条
）
と
い
う
形
で
金
銭
的
援
助
（
40
）

を
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
動
向
と
し
て
、
受
刑
者
に
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ

る
の
が
、
地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
（
41
）

の
活
動
で

あ
る
。
セ
ン
タ
ー
で
は
、
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
も

つ
職
員
が
受
刑
者
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
、
あ
る
い
は
就
職
に
結
び
つ
く
よ
う
（
こ
の
面

は
ま
だ
弱
い
）、
働
き
か
け
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
犯
罪
者
に
人
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
更

生
に
助
力
し
よ
う
と
す
る
働
き
が
可
能
に
な
る
の
は
、

い
か
な
る
理
由
・
根
拠
に
よ
る
か
。
こ
の
点
を
考
察

す
る
の
は
、
人
間
の
更
生
が
単
な
る
偶
然
の
も
の
で

図 2　保護観察のつく場合

警察

検察庁

家庭裁判所→少年鑑別所→ 少年審判
家庭裁判所

少年院送致

退院

仮退院〔保護観察〕…少年院仮退院者②

児童自立支援施設送致

保護観察…保護観察処分少年①

①～④は更生保護法48条の保護観察対象者で、それぞれ○号観察と呼ばれる。

起訴→

不起訴

有罪

無罪

実刑 満期釈放

仮釈放〔保護観察〕…仮釈放者③

執行猶予

保護観察つき…保護観察付執行猶予者④

保護観察なし
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裁判所
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は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
る
。

思
う
に
、
そ
れ
は
、
刑
罰
の
運
用
に
「
柔
軟
性
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
実
態
に
関
わ
る
と
い
え
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
く
り
返
し
に
な

る
が
、
実
刑
に
な
っ
て
も
、
満
期
前
に
仮
釈
放
に
な
れ
ば
必
ず
保
護
観
察
が
受
け
ら
れ
る
。
保
護
観
察
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
上
か
ら
の

制
裁
で
は
な
く
、
保
護
司
と
い
う
民
間
人
の
横
か
ら
の
支
援
で
あ
る
。
い
わ
ば
伴
走
者
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
保
護
観
察
は
、

刑
罰
を
緩
和
し
、
人
の
力
に
よ
る
支
援
を
通
し
て
刑
罰
の
目
的
で
あ
る
犯
罪
者
の
更
生
に
寄
与
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
執
行
猶
予
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
保
護
観
察
に
付
さ
れ
れ
ば
（
刑
二
五
条
の
二
）、
刑
罰
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
民
間
人
の
援
助
に
よ
っ

て
更
生
へ
の
道
が
一
歩
近
づ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
罪
が
宣
告
さ
れ
て
も
、
刑
罰
運
用
に
お
け
る
柔
軟
性
を
利
用
し
て
刑
罰
が
現

実
に
施
行
さ
れ
た
場
合
の
犠
牲
（
弊
害
）
を
少
な
く
し
、
刑
罰
の
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柔
軟
な
運
用
と
人
に
よ
る
支
援
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を
包
含
し
た
刑
罰
こ
そ
、
そ
れ
を
受
け
る
者
に
と
っ
て
「
希

望
」
の
も
て
る
刑
罰
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
人
は
な
ん
で
生
き
る
か
（
42
）

」
と
い
う
永
遠
の
テ
ー
マ
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、

何
ら
の
希
望
の
な
い
刑
罰
は
、
人
の
復
讐
心
の
現
れ
で
し
か
な
く
、
更
生
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
懲
役
刑
を
更
生
の
た
め
の
制
裁
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
（
43
）

、
そ
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
、
現
下
の
第
一
の

課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
お
よ
そ
更
生
に
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
刑
罰
に
つ
い
て
は
、
刑
罰
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
外
す
（
44
）

こ

と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

3
．
被
害
者
に
と
っ
て
も
希
望
が
必
要

犯
罪
者
の
更
生
の
た
め
に
刑
罰
が
働
く
た
め
に
は
、
希
望
の
も
て
る
刑
罰
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、

「
希
望
」
は
犯
罪
の
被
害
者
に
と
っ
て
も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

二
一
九
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犯
罪
の
被
害
者
な
ら
び
に
そ
の
家
族
（
以
下
、
被
害
者
等
と
い
う
こ
と
が
あ
る
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
苦
し
む
。
ま
ず
、
被
害
者
等
が

社
会
か
ら
差
別
の
目
で
見
ら
れ
る
の
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
世
間
（
45
）

は
、
犯
罪
被
害
を
受
け
る
の
は
、
受
け
る
よ
う
な
何
か
悪
い
こ

と
を
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
偏
見
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
被
害
を
受
け
た
者
が
よ
く
、「
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
の
に

…
…
」
と
い
う
恨
み
言
を
い
う
の
は
、
そ
の
裏
返
し
の
証
左
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
実
の
反
応
で
あ
る
し
、
そ
の
元
を
辿
れ
ば
、
因
果
応
報
（
46
）

と
い
う
考
え
方
が
世
間
に
根
強
く
蔓
延
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

次
に
大
き
な
痛
手
と
な
る
の
は
、
泣
き
寝
入
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
（
47
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
泣
き
寝
入
り
の
原
因
の

第
一
は
、
加
害
者
の
金
不
足
で
あ
り
、
第
二
は
、
国
家
が
犯
罪
者
を
刑
務
所
に
収
容
す
る
こ
と
に
よ
る
。
後
者
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
国

家
が
、
被
害
者
に
弁
償
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
無
頓
着
に
刑
罰
の
執
行
を
実
施
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
の
苦
し
み
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
し
て
も
、
せ
め
て
金
銭
的
な
面
で
は
救
済
の
方
法
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、
国
は
犯
罪
被
害
者
基
本
法
（
48
）

を
制
定
す
る
な
ど
し
て
被
害
者
支
援
を
推
進
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
国
に
よ
る
被
害
者

支
援
は
依
然
と
し
て
限
定
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
抜
本
的
な
取
り
組
み
は
未
だ
し
の
感
を
拭
え
な
い
。

そ
の
点
で
考
慮
す
べ
き
立
法
論
は
、
懲
役
刑
を
賃
金
制
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
現
状
を
確
認
す
る
と
、
懲
役
刑
は
犯
罪
者
の
自

由
を
奪
う
も
の
で
あ
る
が
、
所
定
の
作
業
（
刑
一
二
条
二
項
）
を
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
も
う
一
つ
の
特
色
が
あ
る
。
所
定
の
作
業
は
刑
務
作

業
と
い
わ
れ
、
そ
の
内
容
に
は
歴
史
的
変
遷
が
あ
る
。
今
日
で
は
、「
改
善
更
生
の
意
欲
の
喚
起
及
び
社
会
生
活
に
適
応
す
る
能
力
の
育

成
を
図
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
な
さ
れ
る
（
49
）

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
受
刑
者
の
衣
食
住
は
す
べ
て
国
費
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
作

業
へ
の
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
作
業
報
奨
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
金
額
は
極
め
て
低
額
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

出
所
受
刑
者
が
出
所
時
に
支
給
さ
れ
た
金
額
を
見
て
も
、
一
万
円
以
下
の
者
が
二
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
（
50
）

。
こ
れ
で
は
、
社

二
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希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い
（
船
山
）

（
一
五
六
九
）

会
復
帰
の
た
め
に
不
十
分
で
あ
る
ば
か
り
か
、
被
害
者
等
へ
の
賠
償
も
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
懲
役
刑
を
賃
金
制
に

変
え
る
方
策
で
あ
る
。
賃
金
制
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
衣
食
住
に
か
か
る
費
用
を
賃
金
か
ら
差
し
引
き
、
残
り
を
受
刑
者
が
活

用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
具
体
的
課
題
と
し
て
、
賃
金
制
を
支
え
る
だ
け
の
仕
事
を
刑
務
所
が
用
意
で
き
る
こ
と
が
前
提

と
な
る
が
、
実
現
で
き
れ
ば
、
残
り
の
分
に
つ
い
て
、
被
害
者
等
へ
の
賠
償
の
ほ
か
、
受
刑
者
本
人
の
家
族
へ
の
送
金
な
ど
も
可
能
と
な

る
。
受
刑
者
の
家
族
へ
の
送
金
が
で
き
る
と
、
釈
放
後
の
家
族
に
よ
る
支
援
に
も
結
び
つ
く
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
賃
金

制
の
メ
リ
ッ
ト
の
第
一
は
、
刑
務
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
被
害
者
へ
の
謝
罪
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
被

害
者
に
謝
る
と
い
う
こ
と
は
、
更
生
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
懲
役
刑
の
賃
金
制
導
入
は
、
被
害
者
等
に
希
望
の
一
片
を
与
え
る
役
割
を
有
し
て
い
る
と
い
え
、
導
入
の
た
め
の
実
際

的
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

五　

可
塑
性
の
刑
法
学

1
．
希
望
が
可
塑
性
に
働
き
か
け
る

こ
こ
ま
で
、
現
行
懲
役
刑
を
「
柔
軟
な
運
用
と
人
に
よ
る
支
援
を
包
含
で
き
る
」
よ
う
な
懲
役
刑
に
意
識
的
に
変
革
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
制
度
と
し
て
犯
罪
者
の
改
善
更
生
を
促
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
で
は
、
希
望
の
も
て
る
刑
罰
を
設
定
す
る
こ
と

は
、
な
ぜ
更
生
に
つ
な
が
る
の
か
。
私
見
を
述
べ
る
と
、
希
望
こ
そ
が
、
本
来
、
人
間
の
も
っ
て
い
る
可
塑
性
に
働
き
か
け
る
大
き
な
力

を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
私
が
用
い
て
い
る
「
可
塑
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
二
一
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五
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可
塑
性
の
「
塑
」
は
塑
像
の
塑
で
あ
る
。
塑
像
と
は
、
彫
像
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
塑
像
は
、
木
製
の
心
木
に
藁
や

布
な
ど
を
巻
き
つ
け
、
そ
れ
に
粘
土
や
石
膏
・
セ
メ
ン
ト
な
ど
を
つ
け
て
像
と
し
て
仕
上
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
成
長
の
プ
ロ

セ
ス
を
考
え
る
と
、
大
き
な
物
か
ら
削
り
取
っ
て
形
を
作
る
と
い
う
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
付
け
足
し
て
人
格
を
形
成
し
て
い
く
と
い

う
意
味
で
、
人
間
に
は
可
塑
性
が
あ
る
、
と
表
現
し
た
い
。
こ
の
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
少
年
期
こ
そ
、
身
体
も
心
も
成
長
す
る
の
が

目
に
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
少
年
に
対
す
る
関
係
で
可
塑
性
に
富
む
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
も
不
自
然
で
は
な
い
。
し

か
し
、
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
逆
境
の
中
で
も
、
そ
れ
に
耐
え
、
犯
罪
に
陥
る
こ
と
な
く
、
人
間
性
に
充
ち
た
態
度
を
保
持
で
き
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
少
年
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
一
生
涯
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
可
能
性
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
に
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間

は
そ
の
素
質
や
環
境
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
人
間
に
固
有
な
「
自
由
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
し
か
に
、
人
間
は
、

「
素
質
は
も
ち
ろ
ん
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
環
境
に
し
て
も
ほ
ん
の
僅
か
し
か
そ
れ
も
す
ぐ
に
は
変
え
ら
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
な
い
。
し
か

し
、
人
間
に
は
、「
人
間
精
神
の
反
抗
力

0

0

0

0

0

0

0

0

」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
51
）

。
そ
し
て
、
人
間
の
自
由
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
問
題
で
あ
る
場

合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
励
ま
し
」
が
必
要
で
あ
る
（
52
）

と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
に
可
塑
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
刑
罰
と
い
う
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
が
、
自
ら
変
わ
る
力
を
呼
び
起
こ
す
の
は
、
制
裁

を
通
し
て
見
え
る
希
望
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
悪
い
こ
と
を
し
て
ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
た
が
、
制
裁
を
受
け
て
反
省
を
す
る

こ
と
で
、
再
び
社
会
の
一
員
と
し
て
復
帰
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
希
望
こ
そ
、
更
生
の
原
動
力
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

刑
法
学
は
、
畢
竟
す
る
に
人
間
の
可
塑
性
を
信
頼
し
て
、
法
制
度
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
学
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

犯
罪
を
仲
立
ち
と
し
て
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
を
見
極
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
性
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

二
二
二



希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
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（
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山
）

（
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五
七
一
）

ま
な
分
野
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
（
53
）

か
ら
、
他
の
分
野
の
知
見
に
も
耳
を
傾
け
、
目
を
向
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
（
64
）

。

2
．
施
設
内
処
遇
の
間
の
準
備

人
間
に
は
可
塑
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
現
実
問
題
に
な
る
と
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
冒
頭
の
無
銭
飲
食
の
事
例
に
戻
る
と
、
満
期

釈
放
か
ら
一
日
た
っ
て
現
金
が
わ
ず
か
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
行
為
を
選
択
す
る
幅
は
極
め
て
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
つ

い
て
は
、
国
の
刑
事
司
法
と
社
会
の
福
祉
施
策
の
間
で
、
い
か
な
る
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
（
55
）

が
あ
り
、
か
つ
選
べ
る
か
と
い
う
問
題
に
行

き
つ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
施
設
内
処
遇
の
期
間
内
に
、
受
刑
者
の
釈
放
後
を
考
え
た
具
体
的
プ
ラ
ン
作
り
が
必
要
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

本
件
受
刑
者
は
、
現
在
、
懲
役
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
。
本
人
自
身
が
社
会
復
帰
へ
の
意
欲
を
見
せ
は
じ
め
、
元
弁
護
人
も
そ
れ
を

受
け
て
社
会
に
お
け
る
福
祉
施
策
へ
の
つ
な
が
り
を
つ
け
る
取
り
組
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
）　

刑
罰
の
内
容
の
重
要
性
に
着
目
し
た
表
現
で
あ
る
。
数
の
多
少
の
問
題
で
は
な
い
。

（
2
）　
『
平
成
二
四
年
版
犯
罪
白
書
』
一
八
一
頁
。
以
下
、
前
掲
白
書
○
○
頁
と
し
て
引
用
す
る
。

（
3
）　

捜
査
か
ら
起
訴
、
続
く
公
判
に
お
け
る
実
刑
率
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
率
が
高
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
ど
の
よ
う
な
視

点
に
よ
る
選
択
が
働
く
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。

（
4
）　

厳
罰
化
は
、
刑
の
実
際
的
執
行
を
求
め
る
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
重
罰
化
は
、
幾
つ
か
の
選
択
肢
や
幅
が
あ
る
と
き
に
重
い
方

を
選
ぼ
う
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。

（
5
）　

被
害
者
の
家
族
な
ど
に
よ
っ
て
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
主
張
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

二
二
三
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（
6
）　

立
法
に
あ
た
っ
て
、
専
門
家
よ
り
、
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
意
見
が
強
く
反
映
さ
れ
る
現
象
は
、
ペ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
宮
澤
節
生
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
刑
事
政
策
の
到
来
と
批
判
的
立
場
へ
の
課
題
」
菊
田
幸
一
ほ
か
編
『
社
会
の
な
か
の
刑
事
司
法
と

犯
罪
者
』（
平
成
一
九
年
・
日
本
評
論
社
）
五
八
三
頁
。

（
7
）　

い
わ
ゆ
る
ひ
き
逃
げ
に
つ
い
て
、
刑
法
典
上
に
犯
罪
類
型
を
設
け
る
こ
と
が
規
制
的
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
と
の
見
解
は
強
い
。
な
お
、

船
山
「
自
動
車
犯
罪
立
法
の
未
整
備
と
罪
刑
法
定
主
義
」
日
本
法
学
七
六
巻
四
号
四
四
四
頁
。

（
8
）　

裁
判
員
制
度
施
行
三
年
に
合
わ
せ
て
な
さ
れ
た
裁
判
員
経
験
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
裁
判
に
国
民
感
覚
が
反
映
さ
れ
た
と
回
答

し
た
人
が
八
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
と
い
う
（
毎
日
新
聞
平
成
二
四
年
五
月
一
九
日
朝
刊
）。

（
9
）　

平
成
一
八
年
一
〇
月
か
ら
、
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
に
国
選
弁
護
人
を
選
任
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
た
（
総
合
法
律
支
援
法
五
条
）。
平
成

二
三
年
度
に
お
け
る
被
疑
者
に
関
す
る
国
選
弁
護
は
七
万
三
二
〇
九
件
で
あ
っ
た
（
前
掲
白
書
二
二
〇
頁
）。

（
10
）　

懲
役
刑
の
執
行
を
終
わ
っ
た
者
が
、
親
族
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
場
合
に
、「
そ
の
者
が
進
ん
で
法
律
を
守
る
善
良

な
社
会
の
一
員
と
な
る
こ
と
を
援
護
し
、
そ
の
速
や
か
な
改
善
更
生
を
保
護
す
る
」
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（
更
生
八
五
条
一
項
一
号
）。

（
11
）　

作
業
報
奨
金
は
、
平
成
二
三
年
度
に
は
、
一
人
一
か
月
当
た
り
、
平
均
で
四
七
二
三
円
で
あ
っ
た
（
前
掲
白
書
六
四
頁
）。

（
12
）　

前
掲
白
書
一
八
三
頁
。

（
13
）　

仮
釈
放
者
で
は
四
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
前
掲
白
書
一
八
三
頁
）。

（
14
）　

罪
刑
法
定
主
義
の
本
来
の
た
て
ま
え
か
ら
、
法
的
安
定
性
の
要
請
が
働
く
と
さ
れ
る
（
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
第
三
版
〕』｟
平
成
二

年
・
創
文
社
｠
四
七
六
頁
）。

（
15
）　

更
生
保
護
法
人
が
新
た
に
委
託
を
開
始
し
た
人
員
は
、
平
成
二
三
年
に
お
い
て
、
仮
釈
放
者
は
三
八
二
〇
人
（
五
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）、
刑
の

執
行
終
了
者
は
一
〇
九
五
人
（
一
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
（
前
掲
白
書
八
三
頁
）。

（
16
）　

平
成
二
三
年
度
に
は
、
刑
務
所
内
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
科
等
の
六
六
種
目
の
職
業
訓
練
が
な
さ
れ
、
九
九
八
九
人
が
修
了
し
て
い
る

（
前
掲
白
書
六
四
頁
）。

（
17
）　

詐
欺
に
関
し
て
、「
狡
智
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
人
類
文
化
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
山
本
幸
司
『
人
は
な
ぜ
騙
す
の
か
│
狡

二
二
四



希
望
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な
け
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罰
と
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え
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（
船
山
）

（
一
五
七
三
）

智
の
文
化
史
』（
平
成
二
四
年
・
岩
波
書
店
）
が
あ
る
。

（
18
）　

年
末
の
収
容
人
員
で
あ
る
（
前
掲
白
書
五
七
頁
）。

（
19
）　

前
掲
白
書
七
三
頁
。

（
20
）　

ま
れ
に
自
殺
願
望
者
が
死
刑
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
何
人
も
殺
傷
す
る
事
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
逮
捕
時
の
報
道
に
は
紋
切
型
の
も
の

が
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
21
）　

穂
積
陳
重
『
復
讐
と
法
律
』（
昭
和
五
七
年
・
岩
波
文
庫
）
は
、「
公
権
制
裁
な
る
刑
罰
は
私
力
制
裁
な
る
復
讐
に
代
わ
る
に
至
り
た
る
も
の
な

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

り9

。」
と
い
う
（
八
二
頁
）。

（
22
）　

団
藤
・
前
掲
注（
14
）二
二
頁
。

（
23
）　

前
掲
白
書
五
一
頁
。

（
24
）　

前
掲
白
書
七
一
頁
。

（
25
）　

前
掲
白
書
五
八
頁
。

（
26
）　

た
と
え
ば
、
八
人
収
容
す
る
居
室
に
一
二
人
収
容
し
た
り
、
単
独
室
に
二
人
収
容
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
。
後
者
に
お
い
て
、
殺
人
事
件
の

惹
起
し
た
例
が
あ
る
。

（
27
）　

刑
事
収
容
一
五
〇
条
以
下
。

（
28
）　

仮
釈
放
は
、「
改
悛
の
状
」
が
あ
る
と
き
に
許
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
二
八
条
）。

（
29
）　

前
掲
白
書
四
九
頁
。

（
30
）　

前
掲
白
書
七
二
頁
。

（
31
）　

平
成
一
五
年
以
降
、
服
役
後
二
〇
年
以
内
に
仮
釈
放
が
許
さ
れ
た
無
期
刑
受
刑
者
は
い
な
い
（
前
掲
白
書
七
二
頁
）。

（
32
）　

加
賀
乙
彦
『
死
刑
囚
の
記
録
』（
昭
和
五
五
年
・
中
公
新
書
）。

（
33
）　

吉
村
昭
『
仮
釈
放
』（
昭
和
六
三
年
・
新
潮
社
）
で
は
、
殺
人
罪
で
一
六
年
の
刑
期
を
経
過
し
た
男
が
仮
釈
放
に
な
り
、
仕
事
に
つ
く
が
、
現

実
社
会
と
の
ず
れ
が
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
復
帰
が
難
し
い
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

二
二
五
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（
34
）　

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
金
銭
的
な
面
で
の
比
較
で
あ
り
、
刑
事
司
法
は
社
会
秩
序
の
維
持
や
社
会
正
義
の
実
現
の
よ
う
に
金
銭
に
替
え
が

た
い
面
も
あ
る
か
ら
、
単
純
な
比
較
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
35
）　

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
、
風
早
八
十
二
・
風
早
二
葉
訳
『
犯
罪
と
刑
罰
』（
昭
和
三
四
年
・
岩
波
文
庫
）
で
は
、「
死
刑
は
ま
た
、
人
々
に
ざ
ん
こ
く
行

為
の
手
本
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
つ
社
会
に
と
っ
て
有
害
だ
。」
と
す
る
（
九
八
頁
）。

（
36
）　

国
選
弁
護
人
の
選
任
数
か
ら
経
済
的
困
窮
者
の
多
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
し
、
精
神
障
害
者
の
割
合
も
多
い
。
ち
な
み
に
、
一
般
刑
法
犯
の
検
挙

人
員
の
う
ち
、
精
神
障
害
者
等
の
比
率
は
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
入
所
受
刑
者
の
う
ち
、
精
神
障
害
を
有
す
る
と
診
断
さ
れ
た
者
は
九
・
七

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
前
掲
白
書
一
七
一
頁
）。

（
37
）　

保
護
司
は
、
保
護
観
察
の
実
施
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
犯
罪
予
防
活
動
等
を
行
な
っ
て
い
る
。
保
護
司
の
数
は
、
全
国
で
、
平
成
二
四
年
一

月
一
日
現
在
、
四
万
八
二
二
一
人
で
あ
る
（
前
掲
白
書
八
二
頁
）。

（
38
）　

刑
法
二
五
条
の
二
。

（
39
）　

更
生
四
八
条
三
号
。

（
40
）　

保
護
観
察
所
が
更
生
保
護
法
人
に
委
託
を
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

（
41
）　

地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
矯
正
施
設
に
入
所
中
の
段
階
か
ら
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
な
げ
る
支
援
を
実
施
す
る
た
め
に
各
都
道
府

県
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
四
年
度
か
ら
は
、
セ
ン
タ
ー
と
保
護
観
察
所
が
協
働
し
て
、
入
所
中
か
ら
退
所
後
ま
で
一
貫
し
た
相

談
支
援
を
行
う
「
地
域
生
活
定
着
促
進
事
情
」
も
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
高
齢
ま
た
は
障
害
者
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
対
象
者

の
範
囲
拡
大
の
要
望
が
強
い
。

（
42
）　
「
人
は
な
ん
で
生
き
る
か
」
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
民
話
集
の
題
目
。

（
43
）　

最
高
裁
判
所
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
裁
判
員
裁
判
で
は
、
介
護
殺
人
な
ど
に
執
行
猶
予
の
増
加
が
見
ら
れ
（
読
売
新
聞
平
成
二
四
年
五
月

一
五
日
朝
刊
）、
裁
判
員
が
被
告
人
の
更
生
可
能
性
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
44
）　

立
法
に
お
い
て
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
行
刑
罰
の
中
で
、
死
刑
は
全
く
更
生
を
考
慮
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
刑
罰
の
も
つ
べ
き

「
動
的
な
性
格
」
に
も
っ
と
も
不
適
切
な
の
は
死
刑
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
（
団
藤
・
前
掲
注｟
14
｠四
八
六
頁
）。
な
お
、
船
山
「
更
生
を
め
ざ
す
刑

二
二
六
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船
山
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（
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罰
│
市
民
参
加
の
時
代
を
迎
え
て
│
」『
刑
法
・
刑
事
政
策
と
福
祉
』（
平
成
二
三
年
・
尚
学
社
）
四
六
三
頁
。

（
45
）　
「
世
間
」
は
、
一
般
の
社
会
よ
り
も
狭
い
領
域
で
働
き
、
善
悪
と
い
う
基
準
に
関
係
な
く
作
用
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
が
、

阿
部
謹
也
『
日
本
人
の
歴
史
意
識
』（
平
成
一
六
年
・
岩
波
新
書
）
で
あ
る
。

（
46
）　

因
果
応
報
譚
を
薬
師
寺
の
僧
・
景
戒
が
集
め
た
も
の
と
し
て
『
日
本
霊
異
記
』（
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、「
因

果
応
報
の
事
実
を
示
し
て
こ
れ
を
現
世
現
実
の
生
活
を
導
く
規
範
目
標
と
し
よ
う
と
し
た
ら
し
い
」
と
の
見
解
も
あ
る
（『
日
本
霊
異
記
』
昭
和

五
〇
年
・
小
学
館
、
三
三
頁
〔
中
野
猛
〕）。

（
47
）　

や
や
古
い
資
料
で
あ
り
、
全
体
数
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
犯
罪
被
害
者
が
示
談
が
成
立
し
た
と
答
え
た
の
は
全
体
で
三
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
り
、
殺
人
に
つ
い
て
は
二
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
値
が
あ
る
（『
平
成
一
一
年
版
犯
罪
白
書
』
三
六
一
頁
）。

（
48
）　

平
成
一
七
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
が
図
ら
れ
る
社
会
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画

が
実
施
さ
れ
た
。

（
49
）　

前
掲
白
書
六
一
頁
。

（
50
）　

前
掲
白
書
六
四
頁
。

（
51
）　

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
、
宮
本
忠
雄
訳
『
時
代
精
神
の
病
理
学
』（
昭
和
三
六
年
・
み
す
ず
書
房
）
二
〇
四
頁
。

（
52
）　

フ
ラ
ン
ク
ル
・
前
掲
注（
51
）二
〇
六
頁
。

（
53
）　

一
例
と
し
て
、
刑
法
学
に
と
っ
て
は
、
精
神
医
学
が
常
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
Ｈ
・
Ｓ
・
サ
リ
ヴ
ァ
ン
、
中
井
久
夫
他
訳

『
精
神
医
学
は
対
人
関
係
論
で
あ
る
』（
平
成
二
年
・
み
す
ず
書
房
）
の
「
精
神
医
学
」
を
「
刑
法
学
」
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
54
）　

刑
事
法
か
ら
み
る
と
犯
罪
・
非
行
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
も
、
精
神
医
学
か
ら
す
れ
ば
、「
人
間
の
生
に
お
け
る
困
難
」
が
も
た
ら
し
た
一
つ
の

現
象
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
サ
リ
ヴ
ァ
ン
・
前
掲
注｟
53
｠七
頁
）。

（
55
）　

山
本
譲
司
の
小
説
の
中
に
、「
刑
務
所
と
い
う
施
設
が
、
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
た
ち
の
避
難
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
る
…
…
刑
務
所
こ

そ
が
、
最
も
社
会
生
活
が
困
難
な
人
た
ち
に
と
っ
て
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
」（『
覚
醒
〔
下
〕』
平
成
二
四
年
・
光
文
社
、
七
頁
）

と
の
表
現
が
見
い
出
さ
れ
る
。

二
二
七





ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
七
七
）

ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク

│
市
政
府
と
職
員
の
株
式
所
有
権
の
突
然
の
出
現
の
考
察
を
中
心
に

│

簗　
　

場　
　

保　
　

行

は
じ
め
に

1
．
ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
集
団
と
両
社
に
よ
る
合
弁
企
業
の
設
立

　

⑴　

両
親
会
社
の
簡
単
な
紹
介

　
　
　
（
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司
と
ダ
ノ
ン
）

　
　
　
（
ダ
ノ
ン
の
中
国
攻
略
と
撤
退
の
二
〇
年
）

　

⑵　

娃
哈
哈
集
団
の
誕
生
と
成
長

　

⑶　

ダ
ノ
ン
の
出
現
と
合
弁
会
社
設
立

2
．
商
標
譲
渡
・
使
用
契
約
と
紛
争
の
発
生
、
解
決
＝
ダ
ノ
ン
敗
北
ま
で
の
経
緯

　

⑴　

合
弁
契
約
締
結
、
そ
し
て
紛
争
の
発
生
か
ら
解
決
ま
で
の
経
緯

二
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
七
八
）

　

⑵　

商
標
譲
渡
契
約
・
使
用
契
約
を
め
ぐ
る
論
争
と
ダ
ノ
ン
の
敗
訴

　

⑶　

ダ
ノ
ン
敗
訴
の
環
境
要
因 

3
．
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
と
大
株
主
の
地
方
政
府
、
職
員
持
ち
株
会
の
所
有
権
確
定

　

⑴　

過
去
の
不
透
明
か
つ
重
層
的
な
企
業
所
有
権

　

⑵　

電
撃
的
改
組
と
所
有
権
確
定

　

⑶　

宗
の
強
固
な
支
配

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

中
国
内
で
ワ
ハ
ハ
（
中
国
名
・
娃
哈
哈
）
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
知
ら
れ
る
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
の
飲
料
を
供
給
す
る
娃
哈
哈
（
ワ
ハ
ハ
）
食
品

有
限
公
司
（
以
下
ワ
ハ
ハ
と
略
称
）
は
中
仏
合
弁
の
飲
料
企
業
で
あ
っ
た
。
親
会
社
は
世
界
第
二
位
の
食
品
メ
ー
カ
ー
の
ダ
ノ
ン
（D

anone 

S
A

）
と
中
国
・
杭
州
娃
哈
哈
集
団
有
限
会
社
（
以
下
、
合
弁
の
ワ
ハ
ハ
と
区
別
し
て
「
娃
哈
哈
集
団
」
な
い
し
「
娃
哈
哈
」
と
略
称
）
で
あ
る
。

ワ
ハ
ハ
の
株
式
を
娃
哈
哈
集
団
が
四
九
％
、
ダ
ノ
ン
が
五
一
％
そ
れ
ぞ
れ
所
有
し
て
い
た
。
合
弁
は
短
期
間
で
中
国
内
に
多
数
の
子
会
社

を
設
置
し
中
国
内
で
二
〇
〇
六
年
の
売
上
は
一
九
億
ド
ル
を
越
え
た
。
ダ
ノ
ン
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
も
そ
の
世
界
の
売
上
の
一
割
近
く
を

占
め
る
ド
ル
箱
事
業
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
表
面
的
な
数
字
の
面
か
ら
は
合
弁
企
業
は
成
功
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
親
会
社
で
あ
る
中
仏
両
社
に
と
っ
て
も
申
し
分

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
両
親
会
社
の
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
集
団
の
両
社
の
関
係
は
決
し
て
良
好
で
は
な
か
っ
た
。
両
社
の
対
立
の
原
因
と

二
三
〇



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
七
九
）

な
っ
た
の
は
、
一
つ
は
ダ
ノ
ン
が
娃
哈
哈
集
団
と
合
弁
を
組
織
し
た
後
も
ワ
ハ
ハ
と
競
合
す
る
企
業
と
の
提
携
や
合
併
を
進
め
た
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
は
娃
哈
哈
集
団
を
率
い
る
宗
慶
後
（
以
下
、
宗
氏
と
略
称
）
が
ワ
ハ
ハ
と
競
合
す
る
「
非
合
弁
会
社
」
を
多

数
設
立
し
、
同
じ
く
ワ
ハ
ハ
の
ブ
ラ
ン
ド
で
販
売
し
た
た
め
合
弁
会
社
の
売
上
、
ダ
ノ
ン
の
得
る
利
益
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
が
一
九
九
六
年
に
合
弁
を
組
織
し
た
の
は
そ
の
時
点
で
両
者
の
利
害
が
一
致
し
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、

元
々
同
床
異
夢
と
い
え
る
両
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
続
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
対
立
が
表
面
化
し
た
の
は

二
〇
〇
六
年
四
月
で
あ
る
。
ダ
ノ
ン
は
四
〇
億
元
で
ワ
ハ
ハ
の
宗
傘
下
の
非
合
弁
会
社
の
五
一
％
の
持
株
の
買
収
を
提
案
し
た
が
、
宗
の

猛
烈
な
反
発
を
受
け
た
。
ま
た
（
後
述
の
よ
う
に
）
ダ
ノ
ン
と
宗
側
の
間
で
は
二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
中
国
内
外
で
の
法
廷
論
争
が
始

ま
っ
た
。

争
点
の
一
つ
は
合
弁
開
始
時
の
不
透
明
な
商
標
譲
渡
契
約
に
さ
か
の
ぼ
る
。
す
な
わ
ち
娃
哈
哈
集
団
は
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
の
独
占
的
使

用
を
合
弁
会
社
に
認
め
て
い
た
が
、
合
弁
の
ワ
ハ
ハ
以
外
の
子
会
社
に
お
い
て
も
ブ
ラ
ン
ド
が
使
用
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
の
た
め
二
〇
〇
七
年
に
至
り
ダ
ノ
ン
の
不
満
が
爆
発
し
、
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
米
国
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
の
仲
裁
と
訴
訟
へ
と
発
展

し
た
。
す
な
わ
ち
二
〇
〇
七
年
五
月
、
ダ
ノ
ン
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
仲
裁
を
申
請
し
、
続
い
て
六
月
に
は
、
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
の
裁
判
所
で
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
、
国
際
仲
裁
・
訴
訟
に
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
娃
哈
哈
は
六
月
に
杭
州
市
仲
裁
委
員

会
に
仲
裁
を
申
請
し
、
ま
た
七
月
に
瀋
陽
で
ダ
ノ
ン
の
幹
部
を
提
訴
す
る
な
ど
反
撃
を
加
え
、
訴
訟
合
戦
の
様
相
を
呈
し
た
。
そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
大
統
領
と
胡
錦
濤
主
席
と
の
会
談
で
も
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
会
談
後
に
双
方
の
和
解
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の

意
味
で
も
改
革
開
放
以
降
の
最
大
の
国
際
商
事
紛
争
で
あ
り
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

な
お
ダ
ノ
ン
と
宗
側
の
紛
争
に
つ
い
て
は
欧
米
、
日
本
そ
し
て
中
国
、
な
か
で
も
中
国
に
お
い
て
紛
争
を
紹
介
す
る
最
も
多
く
の
記
事

二
三
一
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五
八
〇
）

が
み
ら
れ
る
。
欧
米
、
日
本
で
の
学
術
研
究
面
で
は
経
営
学
や
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
の
分
野
で
多
数
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
前
者
の

分
野
で
は
国
際
経
営
の
企
業
統
治
や
経
営
文
化
の
角
度
か
ら
、
ま
た
後
者
の
分
野
で
は
国
際
合
弁
企
業
の
経
営
管
理
上
の
教
訓
や
紛
争
予

防
の
処
方
箋
を
学
ぶ
な
ど
の
視
点
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
論
文
末
に
参
考
に
主
要
な
も
の
を
参
考
文
献
と
し
て
紹
介
し
て
お

い
た
。

い
ず
れ
の
文
献
も
中
国
で
事
業
展
開
を
検
討
し
て
い
る
企
業
に
と
っ
て
合
弁
企
業
を
め
ぐ
る
両
親
企
業
間
の
紛
争
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
も

多
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
紛
争
か
ら
は
法
律
実
務
や
経
営
面
で
の
対
策
で
は
解
決
で
き
な
い
次
元
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
制
度
や
社
会
環
境
の
問
題
で
あ
る
。
広
い
意
味
で
の
経
営
環
境
の
一
つ
で
あ
り
、
リ
ス
ク
や
不
確

実
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
ダ
ノ
ン
・
宗
側
の
紛
争
に
関
連
す
る
問
題
に
限
れ
ば
以
下
の
問
題
で
あ
る
。

・
問
題
の
環
境
要
因
Ａ

1
．
商
標
譲
渡
契
約
、
商
標
使
用
契
約
に
関
わ
る
制
度
の
背
後
の
問
題

2
．
所
有
権
改
革
の
後
発
性
（
不
透
明
性
）
に
遡
る
中
国
企
業
独
特
の
重
畳
的
会
社
支
配
権

・
問
題
の
環
境
要
因
Ｂ

1
．
訴
訟
に
お
け
る
民
族
主
義
的
司
法
判
断　

2
．
民
族
主
義
的
な
政
治
と
社
会

・
問
題
の
環
境
要
因
Ｃ

　

企
業
家
の
イ
ン
モ
ラ
ル　

文
化
水
準
の
問
題

二
三
二



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
一
）

以
下
、
本
稿
で
は
両
親
会
社
間
の
紛
争
を
つ
う
じ
て
、
2
の
ワ
ハ
ハ
の
所
有
権
問
題
を
中
心
に
外
国
企
業
に
と
っ
て
中
国
企
業
の
経
営

環
境
の
特
殊
性
に
つ
い
て
考
察
し
広
義
の
意
味
で
の
中
国
経
営
の
リ
ス
ク
の
一
端
を
考
察
し
た
。

1
．
ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
集
団
と
両
社
に
よ
る
合
弁
企
業
の
設
立

⑴　

両
親
会
社
の
簡
単
な
紹
介

（
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司
と
ダ
ノ
ン
）

ａ
．
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司

前
身
は
一
九
八
七
年
創
業
。
二
〇
〇
九
年
現
在
、
中
国
最
大
の
食
品
飲
料
企
業
で
あ
る
。
コ
カ
コ
ー
ラ
、
ペ
プ
シ
コ
ー
ラ
、
カ
ド
ベ

リ
ー
（C

adbury P
L
C

）、
コ
ッ
ト
（C

ott C
orporation

）
に
次
ぐ
世
界
第
五
位
。
中
国
二
九
省
市
に
一
五
〇
余
り
の
子
会
社
を
有
す
る
持

株
会
社
で
あ
り
、
従
業
員
約
三
万
人
、
総
資
産
三
〇
〇
億
人
民
元
、
営
業
収
入
四
三
二
億
元
。（
月
刊
『
金
融
家
』「
中
国
最
大
飲
料
製
造
企
業
：

娃
哈
哈
集
団

（
1
）

」）

ｂ
．
ダ
ノ
ン
（D

anone S
A

）

ネ
ス
レ
（N

eslé S
A

）
と
と
も
に
世
界
で
最
も
著
名
な
食
品
・
飲
料
企
業
の
一
つ
。
本
部
は
フ
ラ
ン
ス
、
パ
リ
。
二
〇
〇
九
年
世
界
最

大
五
〇
〇
企
業
の
一
つ
で
全
世
界
で
約
九
万
の
従
業
員
。
ダ
ノ
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
誕
生
し
た
の
は
一
九
一
九
年
と
い
わ
れ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト

の
歴
史
と
と
も
に
伝
統
あ
る
企
業
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
よ
り
多
国
籍
化
戦
略
を
強
化
し
一
二
〇
以
上
の
国
々
で
乳
製
品
、
飲
料
を

生
産
販
売
。
多
く
の
ブ
ラ
ン
ド
を
有
し
て
い
る
が
、D

anone

やE
vian

は
著
名
。
ヨ
ー
グ
ル
ト
等
の
新
鮮
乳
製
品
で
世
界
一
、E

vian, 

V
olvic, A

qua 

等
の
ブ
ラ
ン
ド
の
炭
酸
飲
料
水
で
世
界
一
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
や
シ
リ
ア
ル
製
品
で
世
界
第
二
の
メ
ー
カ
ー
。

二
三
三



政
経
研
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四
十
九
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第
四
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（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
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八
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）

（
ダ
ノ
ン
の
中
国
攻
略
と
撤
退
の
二
〇
年
）

同
社
の
中
国
事
業
の
簡
単
な
歴
史
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
一
九
八
七
年　

広
州
ダ
ノ
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
社
設
立

・
一
九
九
四
年　

ダ
ノ
ン
、
光
明
合
資
と
合
弁
で
上
海
牛
乳
設
立　

四
五
・
二
％
株
式
所
有

・
一
九
九
六
年　

ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
集
団
と
合
弁
。
四
一
％
株
式
取
得
。
ア
ジ
ア
金
融
危
機
後
五
一
％
に
持
株
増
加

・
二
〇
〇
〇
年　

ダ
ノ
ン
、
楽
百
氏
社
の
九
二
％
株
式
取
得

・
二
〇
〇
一
年　

ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
が
光
明
に
五
％
の
資
本
参
加

・
二
〇
〇
四
年　

ダ
ノ
ン
、
梅
林
正
広
和
飲
用
水
社
の
株
式
五
〇
％
取
得

・
二
〇
〇
六
年
四
月　

ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
、
光
明
の
持
株
二
〇
％
に
増
加

　
　
　
　
　
　

七
月　

ダ
ノ
ン
の
中
国

（

）
源
集
団
の
持
株
二
二
・
八
％
第
二
位
株
主
に
。

・
二
〇
〇
六
年
一
二
月　

ダ
ノ
ン
、
蒙
牛
と
合
弁
会
社
設
立
。
四
九
％
持
株
。
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
研
究
開
発
、
生
産
、
販
売
に
注
力

・
二
〇
〇
七
年
一
二
月　

ダ
ノ
ン
、
蒙
牛
と
の
合
弁
関
係
解
消

・
二
〇
〇
八
年
九
月　

ダ
ノ
ン
、
光
明
株
式
売
却

・
二
〇
〇
九
年
九
月　

ダ
ノ
ン
、
娃
哈
哈
と
の
合
弁
事
業
終
了

（
2
）

こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
既
存
の
中
国
企
業
に
出
資
し
て
市
場
開
拓
を
目
指
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
一
つ
は
経
営
戦
略
、
投
資
戦
略
の
遂
行
に
一
貫
し
た
意
図
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
娃
哈
哈
と
の
合
弁
の
強
化
、
企

二
三
四



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
三
）

業
統
治
の
強
化
・
充
実
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
反
対
に
拡
散
的
な
買
収
戦
略
が
推
進
さ
れ
た
。
ダ
ノ
ン
本
体
と
子

会
社
を
つ
う
じ
て
光
明
ほ
か
五
社
に
も
出
資
し
て
い
る
。
中
国
市
場
の
成
長
性
が
無
限
で
あ
れ
ば
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
後
述
の
よ
う

に
合
弁
の
ワ
ハ
ハ
と
競
合
す
る
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
は
合
弁
の
利
益
と
も
対
立
す
る
。
特
に
蒙
牛
集
団
は
娃
哈
哈
と
競
合
す
る
中
国
最

大
手
の
乳
製
品
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
ま
た
ダ
ノ
ン
の
ワ
ハ
ハ
董
事
就
任
役
員
が
買
収
し
た
競
合
企
業
役
員
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
娃
哈

哈
集
団
の
ダ
ノ
ン
を
提
訴
し
た
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
戦
略
的
に
も
矛
盾
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
市
場
の
完
全
独
占
を
意
図
し
て
い
る
と
す
れ
ば
産
業
政
策
的
に
も
幼
稚
産
業
を

保
護
す
る
発
展
途
上
の
中
国
で
受
容
さ
れ
が
た
い
戦
略
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
の
戦
略
が
成
果
を
十
分
に
実
ら
せ
な
い
ま
ま

撤
退
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑵　

娃
哈
哈
集
団
の
誕
生
と
成
長

『
中
国
経
営
報
』
二
〇
〇
七
年
八
月
三
一
日
記
事
に
娃
哈
哈
集
団
の
前
身
の
設
立
事
情
を
知
る
政
府
内
部
関
係
者
に
対
す
る
取
材
が
報

道
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
紹
介
す
る

（
3
）

。

ま
ず
創
業
時
の
事
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
八
七
年
七
月
八
日
、
娃
哈
哈
創
立
者
宗
慶
後
（
以
下
宗
氏
と
略
称
）
が
杭
州
市
計
画
委
員
会
に
校
務
企
業
│
「
杭
州
市
上
城
区
校
務

企
業

（
経

）
部
（
校
内
販
売
店
）」（
後
に
杭
州
保
霊
児
童
栄
養
食
品
廠
と
改
称
）
│
を
登
記
。
資
本
金
一
〇
万
元
、
総
資
産
二
〇
万
元
の

国
有
企
業
で
あ
る
。

ま
た
上
記
校
務
企
業
の
運
転
資
金
も
上
城
区
の
教
育
局
校
務
企
業
事
務
室
か
ら
借
り
た
一
〇
万
元
で
あ
り
、
ま
た
市
に
よ
り
一
〇
万
元

二
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
八
四
）

相
当
の
設
備
も
配
備
さ
れ
、
そ
こ
に
従
業
員
も
配
置
さ
れ
た
。
ま
た
政
策
上
の
優
遇
を
受
け
る
な
ど
良
好
な
環
境
が
提
供
さ
れ
た
が
、
当

時
は
後
に
問
題
と
な
る
所
有
権
の
所
属
は
不
問
に
さ
れ
た
。
市
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

一
九
九
一
年
、
上
記
・
保
霊
児
童
栄
養
食
品
の
資
本
が
一
定
程
度
蓄
積
さ
れ
た
後
、
国
有
の
缶
詰
工
場
を
買
収
し
正
式
に
娃
哈
哈
集
団

が
誕
生
し
た
。
当
時
の
登
録
に
照
ら
せ
ば
娃
哈
哈
集
団
は
国
有
企
業
で
あ
り
、
株
主
も
杭
州
市
上
城
区
国
資
部
門
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
六
月
、
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
工
商
信
托
投

公
司
、
浙
江
金

（
義
）
集
団
前
身
の
桐

（
県
）
王
家
蜂

（
業
）

（
経
営
）
部
と
連
合
し
美
食
城
を
設
立
し
た
。
浙
江
省
体
改
委
（
構
造
改
革
委
）
株
式
制
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
工
作
班
、
人
民
銀
行
浙
江
省
支

店
の
批
准
を
経
て
、
美
食
城
は
記
名
式
普
通
株
式
を
募
集
し
設
立
さ
れ
た
株
式
制
企
業
（
杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
）
に
な
る

（
4
）

。

こ
の
よ
う
に
娃
哈
哈
か
ら
美
食
城
が
始
ま
り
、
株
式
の
多
元
化
が
始
ま
っ
た
。
ち
な
み
に
遡
る
こ
と
一
九
九
〇
年
に
は
売
上
高
一
億
元

に
達
し
て
い
る
。
上
記
の
九
一
、
九
二
年
の
国
有
缶
詰
工
場
の
買
収
や
増
資
は
廠
長
の
宗
氏
の
下
で
積
極
的
な
経
営
方
針
と
事
業
の
急
速

な
成
長
と
成
功
、
蓄
積
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

再
び
記
者
の
取
材
内
容
に
も
ど
る
。
娃
哈
哈
内
部
者
に
よ
れ
ば
美
食
城
設
立
の
目
的
は
有
限
公
司
を
上
場
し
資
金
を
募
集
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
場
申
請
は
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
さ
れ
、
そ
の
後
そ
の
公
司
個
人
株
が
規
定
の
標
準
を
超
え
て
い
る
た
め
当
局
に
却
下

さ
れ
た

（
5
）

。

こ
う
し
て
飲
料
部
門
に
参
入
し
て
間
も
な
い
娃
哈
哈
集
団
は
、
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
前
、
資
金
が
な
け
れ
ば
宗
の
野
心
も
積
極
的
な
事
業

計
画
も
絵
に
書
い
た
餅
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

二
三
六



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
五
）

⑶　

ダ
ノ
ン
の
出
現
と
合
弁
会
社
設
立

一
九
九
三
年
二
月
六
日
、
美
食
城
は
設
立
さ
れ
た
。
最
大
の
問
題
は
資
金
難
で
あ
る
。
銀
行
貸
付
を
利
用
し
た
く
て
も
信
用
が
な
い
。

一
九
九
三
年
当
時
の
中
国
で
は
リ
ス
ク
を
負
う
投
資
資
金
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
ダ
ノ
ン
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
三
月
、
娃
哈
哈
集
団
、
美
食
城
が
連
合
で
金
加
投

有
限
公
司
（
ダ
ノ
ン
ア
ジ
アD

anone A
sia

が
七
〇
％
、
香
港
百
富
勤
社

が
三
〇
％
所
有
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
法
人
）
と
合
弁
で
杭
州
娃
哈
哈
飲
料
公
司
ほ
か
五
社
の
合
資
会
社
（
合
弁
会
社
）
を
設
立
。
娃
哈
哈
集

団
以
下
三
社
の
新
合
弁
会
社
に
対
す
る
持
株
比
率
は
順
に
三
九
％
、
一
〇
％
（
美
食
域
）
と
五
一
％
（
金
加
）。
た
だ
一
九
九
七
年
ア
ジ
ア
金

融
危
機
が
発
生
し
、
九
八
年
金
加
に
出
資
す
る
百
富
勤
社
が
全
株
式
を
ダ
ノ
ン
に
売
却
、
そ
の
結
果
ダ
ノ
ン
の
持
株
比
率
五
一
％
に
な
る

（
6
）

。

2
．
商
標
譲
渡
・
使
用
契
約
と
紛
争
の
発
生
、
解
決
＝
ダ
ノ
ン
敗
北
ま
で
の
経
緯

⑴　

合
弁
契
約
締
結
、
そ
し
て
紛
争
の
発
生
か
ら
解
決
ま
で
の
経
緯

合
弁
会
社
の
組
織
か
ら
紛
争
の
発
生
、
そ
し
て
解
決
ま
で
の
経
緯
を
略
述
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
九
六
年　

合
弁
会
社
設
立

は
じ
め
五
合
弁
会
社
設
立
。
そ
の
後
三
九
社
ま
で
増
大
。

一
九
九
七
年
│
一
九
九
九
年
商
標
譲
渡
の
交
渉
と
契
約

娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
は
ワ
ハ
ハ
の
商
標
を
合
弁
会
社
へ
譲
渡
す
る
「
商
標
譲
渡
協
議
」
締
結
。
国
家
商
標
局
は
こ
れ
を
承
認
せ

ず
。
両
者
は
一
九
九
九
年
「
商
標
使
用
許
可
契
約
」
を
締
結
。

二
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
八
六
）

一
九
九
七
年
よ
り
二
〇
〇
六
年
ま
で
ダ
ノ
ン
が
出
資
し
な
い
ワ
ハ
ハ
の
「
非
合
弁
会
社
」
が
発
展
。

同
じ
く
ワ
ハ
ハ
の
商
標
を
使
用
し
販
売
。
後
に
訴
因
に
。

一
九
九
八
年
ダ
ノ
ン
が
持
株
を
支
配

香
港
の
百
富
勤
社
が
金
加
投

有
限
公
司
の
持
株
を
ダ
ノ
ン
に
売
却
、
ダ
ノ
ン
は
金
加
社
の
唯
一
の
株
主
に
な
り
、
そ
の
結
果
ワ

ハ
ハ
合
弁
の
五
一
％
の
持
株
株
主
に
。

二
〇
〇
〇
年
│
二
〇
〇
六
年
ダ
ノ
ン
、
中
国
の
同
業
競
合
企
業
を
買
収

ダ
ノ
ン
は
楽
百
氏
の
九
二
％
、
梅
林
正
広
和
の
五
〇
％
、
光
明
の
二
〇
・
一
％
、

源
の
二
二
・
一
八
％
を
所
有
。

後
の
火
種
に

二
〇
〇
六
年
四
月
ダ
ノ
ン
と
宗
側
の
紛
争
爆
発

ダ
ノ
ン
が
四
〇
億
元
の
純
資
産
価
格
で
宗
側
の
非
合
弁
会
社
の
五
一
％
の
持
株
の
買
収
を
提
案
。
宗
側
の
強
烈
な
抵
抗
。
ダ
ノ

ン
・
宗
側
の
紛
争
爆
発
。
両
者
か
ら
公
開
書
簡
が
発
表
さ
れ
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
公
開
論
争
始
ま
る
。

二
〇
〇
七
年
五
月
か
ら
ダ
ノ
ン
と
宗
側
法
廷
論
争

二
〇
〇
七
年
五
月
、
ダ
ノ
ン
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
商
事
仲
裁
裁
判
所
に
宗
側
に
対
す
る
訴
訟
を
開
始
。
六
月
に
は
米
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
裁
判
所
に
提
訴
。
対
し
て
宗
側
は
六
月
に
杭
州
市
仲
裁
委
員
会
に
仲
裁
申
請
。
そ
の
後
、
双
方
は
国
内
外
、
英
所
属
の
バ
ー

ジ
ン
諸
島
、
サ
モ
ア
諸
島
な
ど
で
訴
訟
。

米
国
で
ダ
ノ
ン
は
宗
の
妻
・
娘
の
二
者
に
対
し
訴
訟
を
提
起
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
廷
は
ダ
ノ
ン
の
訴
訟
を
受
理
せ
ず
中
国

の
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
を
要
求
。

二
三
八



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
七
）

二
〇
〇
七
年
一
二
月
│
二
〇
〇
八
年
四
月
ダ
ノ
ン
と
宗
側
交
渉

中
仏
両
国
政
府
の
協
議
の
下
、
双
方
が
法
律
手
続
き
を
中
断
し
協
議
を
開
始
。
ダ
ノ
ン
は
合
弁
に
投
資
し
た
一
四
億
元
人
民
弊
足

ら
ず
の
株
式
を
約
二
〇
〇
億
で
宗
側
に
売
却
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
価
格
は
上
場
企
業
の
平
均
利
益
率
を
考
慮
し
た
と
さ
れ
る
が
、

宗
側
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
る
。

二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
ダ
ノ
ン
と
宗
側
が
和
解
を
発
表
。

ダ
ノ
ン
、
宗
側
は
双
方
が
和
解
に
達
し
た
と
発
表
。
ダ
ノ
ン
は
ワ
ハ
ハ
社
中
の
五
一
％
の
株
主
権
を
娃
哈
哈
集
団
に
売
却
す
る
こ

と
に
同
意
す
る
。
和
解
協
議
の
執
行
後
、
双
方
は
双
方
の
間
の
紛
争
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
手
続
き
を
終
了
す
る
と
声
明
。

⑵　

商
標
譲
渡
契
約
・
使
用
契
約
を
め
ぐ
る
論
争
と
ダ
ノ
ン
の
敗
訴

多
く
の
地
域
、
国
内
外
二
六
ヶ
所
で
訴
訟
と
仲
裁
申
請
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
問
題
は
譲
渡
契
約
に
つ
い
て
の
解

釈
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
裁
定
は
、
問
題
の
譲
渡
契
約
の
譲
渡
期
間
が
既
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
使
用
権
も
以
前

の
会
社
で
あ
る
娃
哈
哈
集
団
の
も
の
で
あ
り
、
合
弁
会
社
の
独
占
使
用
権
も
否
定
さ
れ
た
。

ダ
ノ
ン
側
は
譲
渡
交
渉
が
中
断
中
で
あ
り
、
そ
の
交
渉
再
開
を
主
張
し
て
い
た
。
他
方
、
宗
側
は
今
に
な
っ
て
契
約
そ
の
も
の
の
違
法

性
を
主
張
。
宗
自
身
の
言
に
よ
る
と
、
宗
が
ダ
ノ
ン
側
に
騙
さ
れ
た
こ
と
も
主
張
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
合
弁
会
社
へ
の
商
標
譲
渡
契
約
は
、
国
家
商
標
局
に
譲
渡
契
約
を
届
け
出
し
て
も
不
認
可
と
な
る
か
ら
、
両
者
は
独
占
使
用

権
を
付
し
て
使
用
契
約
に
変
え
て
届
け
出
る
と
し
た
。
奇
異
な
の
は
娃
哈
哈
集
団
が
届
け
出
た
か
否
か
不
明
で
あ
る
こ
と
も
問
題
に
な
っ

た
。
届
出
が
な
く
と
も
契
約
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
議
論
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
無
効
な
法
律
論
と
な
っ
た
。

二
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
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（
一
五
八
八
）

合
弁
の
成
立
直
後
か
ら
非
合
弁
会
社
を
秘
か
に
組
織
し
ワ
ハ
ハ
商
標
を
使
用
し
た
宗
氏
の
行
為
は
た
し
か
に
悪
質
だ
と
も
い
え
る
。
宗

は
こ
れ
に
つ
い
て
ダ
ノ
ン
が
黙
認
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
た

（
7
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
の
完
全
敗
訴
で
あ
る
。

⑶　

ダ
ノ
ン
敗
訴
の
環
境
要
因

ダ
ノ
ン
の
完
全
な
完
敗
で
あ
る
。
詳
し
い
法
律
論
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
と
し
て
、
ダ
ノ
ン
が
敗
北
に
至
っ
た
環
境
要
因
と
も
い
え
る

諸
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
以
下
で
あ
る
。

・
愛
国
主
義
的
世
論
の
動
員

・
宗
氏
が
董
事
会
、
販
売
商
、
従
業
員
の
人
心
を
掌
握

中
国
側
董
事
、
販
売
商
、
従
業
員
が
ダ
ノ
ン
の
非
道
を
非
難　

対
す
る
ダ
ノ
ン
は
法
に
訴
え
る
だ
け

・
会
社
の
所
有
構
造

国
家
株
、
職
員
持
株
会
の
存
在
│
宗
の
支
持
団
体

本
稿
で
は
環
境
要
因
と
し
て
以
下
検
討
す
る
。

①　

愛
国
主
義
的
世
論
の
動
員

事
件
は
中
国
の
マ
ス
コ
ミ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ダ
ノ
ン
も
宗
も
公
開
書
簡
を
発
表
し
、
記
者
会
見
を
開

二
四
〇



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
八
九
）

き
相
互
に
相
手
を
非
難
し
た
。
た
だ
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
は
メ
デ
ィ
ア
は
味
方
で
な
か
っ
た
。
ダ
ノ
ン
の
ワ
ハ
ハ
買
収
は
中
国
の
飲
料
業
界

へ
の
侵
略
で
あ
り
、
民
族
ブ
ラ
ン
ド
を
守
れ
と
い
う
論
調
が
多
数
を
占
め
た
と
い
え
る
。
中
国
の
世
論
は
外
国
資
本
に
対
し
て
民
族
主
義

的
か
つ
排
外
主
義
的
側
面
が
沸
騰
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
は
宗
側
に
は
有
利
な
状
況
で
あ
る
。
宗
に
と
っ
て
有
利
な
裁
定
が
お

こ
な
わ
れ
た
土
壌
で
あ
る
と
い
え
る
。

②　

販
売
商
、
職
員
が
宗
を
支
持

宗
氏
は
二
〇
〇
七
年
六
月
七
日
、
ダ
ノ
ン
に
対
し
て
抗
議
の
合
弁
会
社
の
董
事
長
職
辞
職
届
を
提
出
。
同
時
に
以
下
の
よ
う
な
ダ
ノ
ン

社
董
事
長F

ranck R
iboud

宛
て
の
公
開
書
簡
を
発
表

（
8
）

。

「
1
．
貴
社
は
非
合
弁
企
業
の
五
一
％
の
株
式
を
買
収
す
る
と
い
う
…
…
（
我
々
の
）
会
社
は
会
社
職
員
全
体
で
力
を
合
わ
せ
て
建
立
し

た
も
の
だ
。
…
…
ま
た
純
資
産
価
格
で
会
社
の
五
一
％
を
六
〇
〇
〇
万
元
で
買
収
す
る
。
あ
な
た
た
ち
は
我
々
職
員
が
同
意
す
る
と
思
い

ま
す
か
？
我
々
は
辛
い
労
働
の
末
、
会
社
を
発
展
さ
せ
て
き
た
…
…
あ
な
た
た
ち
は
私
利
の
た
め
に
職
員
の
利
益
を
害
し
て
い
る
。

2
．
以
下
省
略
…
…
」

ま
た
全
国
販
売
商
と
娃
哈
哈
職
員
が
宗
氏
の
辞
職
後
、
公
開
記
者
会
見
で
以
下
の
よ
う
に
声
明

（
9
）

。

「
我
々
全
国
販
売
商
は
た
だ
宗
氏
の
管
理
す
る
娃
哈
哈
だ
け
を
信
じ
る
…
…
中
略
…
…
我
々
は
宗
氏
と
娃
哈
哈
の
い
か
な
る
決
定
も
支

持
す
る
。
…
…
今
後
も
販
売
商
は
団
結
し
て
宗
氏
の
強
固
な
後
ろ
盾
に
な
る
」

ま
た
地
区
職
員
代
表
も
同
様
に
宗
氏
を
支
持
し
忠
誠
を
誓
い
以
下
の
よ
う
に
声
明

（
10
）

。

二
四
一
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五
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〇
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「
我
々
職
員
一
同
は
…
…
団
体
精
神
を
発
揮
し
て
外
来
の
悪
の
勢
力
と
戦
い
死
を
誓
っ
て
我
々
の
美
麗
な
楽
園
を
守
る
。
我
々
は
多
く
の

中
国
人
に
支
援
を
呼
び
か
け
、
我
々
と
と
も
に
娃
哈
哈
、
こ
の
民
族
ブ
ラ
ン
ド
を
守
り
、
我
々
の
力
量
を
増
し
て
最
後
ま
で
戦
お
う
」

③　

中
国
側
董
事
が
フ
ラ
ン
ス
側
決
定
に
反
対

宗
氏
が
辞
職
後
、
フ
ラ
ン
ス
側
董
事
が
ダ
ノ
ン
・
ア
ジ
ア
代
表
・
フ
ァ
ベ
ー
ルE

m
anuel F

aber

を
董
事
長
に
選
任
し
董
事
会
を
開

催
す
る
。
し
か
し
中
国
側
董
事
と
全
面
対
決
し
紛
糾
す
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
内
容
の
声
明
を
発
表
し
た
。

1
．
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
の
董
事
長
任
命
は
違
法

2
．
略

3
．
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
を
不
信
任
、
か
つ
告
訴
す
る
。
娃
哈
哈
の
企
業
文
化
は
家
文
化
で
あ
る
。
我
々
の
家
長
・
宗
に
対
す
る
フ
ァ
ベ
ー

ル
氏
の
悪
辣
な
攻
撃
に
よ
り
全
職
員
の
憤
慨
、
ダ
ノ
ン
、
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
に
対
す
る
拒
絶
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
我
々
は
彼
に
会
見

を
望
ん
だ
が
、
氏
は
都
合
が
悪
い
と
し
意
思
表
示
を
し
な
い
。

ま
た
他
に
董
事
会
の
利
益
分
配
決
議
案
に
対
す
る
反
対
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
前
董
事
長
・
宗
氏
の
提
案
し
た
分
配
案
に
仏
側

が
同
意
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
職
員
、
国
有
（
地
方
政
府
）
株
、
社
会
株（
美
食
城
持
株
）、
外
地
株
主
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
た
め
で

あ
る
と
す
る

（
11
）

。

④　
「
経
営
文
化
」
の
差
異

相
互
の
非
難
応
酬
で
得
を
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
宗
氏
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
宗
氏
が
社
内
外
の
支
持
を
集
め
る
に
値
す
る
人
物
で
あ
る

二
四
二



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
一
）

か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
娃
哈
哈
集
団
職
員
と
販
売
商
を
外
国
企
業
か
ら
守
る
領
袖
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
中
国
側
董
事
会
の
声
明
中
、
娃
哈
哈
集
団
、
合
弁
ワ
ハ
ハ
の
企
業
文
化
が
「
家
文
化
」
で
あ
る
こ
と
、
宗
氏
は
職
員
に
と
っ
て

「
家
長
」
で
あ
る
と
す
る
声
明
は
、
同
じ
漢
字
文
化
の
日
本
の
企
業
組
織
成
員
に
と
っ
て
も
過
去
と
な
っ
た
文
化
で
あ
る
が
中
国
人
に
は

受
け
入
れ
や
す
い
。
反
対
に
西
洋
人
に
は
理
解
で
き
な
い
思
考
様
式
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
買
収
反
対
の
一
つ
の
口
実

と
さ
れ
る
理
由
で
あ
り
、
真
意
は
他
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
宗
と
利
害
を
一
に
す
る
者
の
誘
導
に
よ
る
影
響
も
否
定
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
経
営
文
化
の
差
異
が
露
呈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
も
と
も
と
ダ
ノ
ン
の
会
社
イ
メ
ー
ジ
は
悪
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
既
述
の
よ
う
に
次
か
ら
次
と
買
収
を
重
ね
、
強
引
に
整
理

再
編
を
強
行
す
る
経
営
手
法
に
あ
る
。
ダ
ノ
ン
の
ワ
ハ
ハ
買
収
提
案
も
同
様
な
戦
略
の
延
長
と
考
え
ら
れ
た
の
も
自
然
で
あ
る
。
ま
た
ダ

ノ
ン
の
出
方
は
法
理
に
訴
え
る
だ
け
で
あ
り
当
地
の
人
心
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
企
業
を
家
、
経
営
者
を
家
長
と
す
る
考

え
か
ら
は
企
業
を
売
買
の
対
象
と
す
る
考
え
は
対
極
に
あ
る
考
え
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
経
営
陣
と
中
国
側
董
事
、
販
売
商
、

職
員
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
む
中
国
側
と
の
間
の
対
立
が
鮮
明
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
ワ
ハ
ハ
社
内
外
の
宗
氏
を
支
持
し
ダ
ノ
ン
に
反
対
す
る
状
況
は
ダ
ノ
ン
対
中
国
側
、
宗
側
の
仲
裁
裁
定
に
微
妙
な
影
響
を
与

え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

3
．
娃
哈
哈
集
団
の
改
組
と
大
株
主
の
地
方
政
府
、
職
員
持
ち
株
会
の
所
有
権
確
定

宗
が
彼
ら
従
業
員
、
販
売
商
か
ら
支
持
さ
れ
る
理
由
は
彼
の
人
格
的
要
因
や
イ
メ
ー
ジ
だ
け
か
ら
で
は
な
い
。
実
は
彼
ら
と
宗
と
は
一

蓮
托
生
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
所
有
構
成
を
分
析
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
政
府
、
司
法
が
宗
氏
を
支
持

二
四
三
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（
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二
）

し
た
の
も
娃
哈
哈
集
団
に
対
す
る
政
府
の
株
式
所
有
権
の
存
在
と
無
関
係
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
宗
氏
の
勝
利
の
要
因
を

娃
哈
哈
集
団
の
株
式
所
有
構
成
か
ら
検
討
す
る
。

訴
訟
の
勝
敗
を
決
す
る
重
要
な
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
株
主
権
の
確
定
は
実
は
ダ
ノ
ン
と
宗
の
抗
争
が
激
化
す
る
以
前
に
実
現
さ

れ
て
い
た
。
実
現
ま
で
の
経
緯
を
以
下
紹
介
し
そ
の
意
図
を
考
察
す
る
。

⑴　

過
去
の
不
透
明
か
つ
重
層
的
な
企
業
所
有
権

（
娃
哈
哈
集
団
の
前
身
：
地
方
国
有
＝
全
民
所
有
企
業
）

既
述
の
よ
う
に
娃
哈
哈
集
団
の
前
身
は
一
九
八
七
年
杭
州
市
上
城
区
校
弁
企
業

部
（
校
内
販
売
店
）
で
あ
る
。
宗
氏
が
区
の
入
札

に
応
じ
経
営
を
請
け
負
う
（「
承
包
」）
形
で
経
理
に
就
任
す
る
。
彼
の
身
分
は
職
員
で
あ
る
。
そ
の
後
栄
養
食
品
廠
と
改
称
、
一
九
九
一

年
に
当
時
著
名
な
国
有
企
業
の
杭
州
罐

（
頭
）
食
品
廠
を
合
併
、
そ
の
後
正
式
に
杭
州
娃
哈
哈
集
団
公
司
が
成
立
。
当
時
の
登
記
に
照

ら
せ
ば
杭
州
娃
哈
哈
集
団
は
国
有
企
業
で
あ
り
、
株
主
も
杭
州
市
上
城
区
国
資
部
門
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
杭
州
市
上
城
区
国
資
局
が
単

独
株
主
の
一
〇
〇
％
国
有
企
業
で
あ
り
、
ま
た
娃
哈
哈
の
商
標
所
有
権
は
一
〇
〇
％
杭
州
市
上
城
区
政
府
に
属
す
る
。

そ
し
て
一
九
九
二
年
六
月
、
娃
哈
哈
集
団
は
杭
州
工
商
信
託
投
資
公
司
、
浙
江
金
義
集
団
前
身
の
桐

県
王
家
蜂
業
経
営
部
と
連
合
し

美
食
城
を
組
織
。
浙
江
省
体
改
委
（
構
造
改
革
委
）
株
式
制
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
工
作
班
、
人
民
銀
行
浙
江
省
支
店
の
批
准
を
経
て
、
美
食

城
は
記
名
式
普
通
株
式
を
募
集
し
設
立
さ
れ
た
株
式
制
企
業
（
杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
）
に
な
る

（
12
）

。

登
記
資
本
二
億
元　

株
式
額
面
一
〇
元　

　

発
行
株
数
二
〇
〇
〇
万
株

二
四
四



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
三
）

　

払
込
資
本
出
資
主
体
、
出
資
金
額
、
出
資
割
合
：

　
　
　

娃
哈
哈
集
団　

　

四
〇
〇
〇
万
元　

二
〇
％

　
　
　

工
商
信
託
投
資　

三
八
〇
〇
万
元　

一
九
％

　
　
　

金
義
集
団　

　
　
　

一
〇
〇
万
元　

〇
・
五
％

　
　
　
（
払
込
資
本
合
計
：
七
九
〇
〇
万
元
）

　

公
募
資
本
額
四
・
一
八
億
元　

募
集
価
格
二
八
元

　
　
　

内
部
職
員　

　
　
　
　

Ｎ
Ａ

　
　
　

対
社
会
公
募　

　
　
　

Ｎ
Ａ

　

一
九
九
二
年
九
月
七
日　

設
立
時
確
定
資
本
金
額　

一
・
八
億
元

　
　
　
（
出
所
：
智
庫
百
科
：「
达
娃
之
争

│
改
革

放
三
〇
年
来
影
响
最
大
的
国

商

」
よ
り
著
者
作
成
）

上
記
資
料
か
ら
公
募
に
よ
り
一
億
元
余
り
の
払
込
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
そ
の
所
有
主
体
構
成
と
そ
の
所
有
比

率
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
娃
哈
哈
か
ら
美
食
城
が
始
ま
り
、
株
式
所
有
の
多
元
化
・
多
層
化
が
始

ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
杭
州
工
商
信
託
投
資
公
司
、
浙
江
金
義
集
団
前
身
の
桐

県
王
家
蜂
業
経
営
部
の
所
有
主
体
の
属
性
は
不
明
で
あ
る

が
、
こ
の
点
は
保
留
す
る
と
し
て
も
、
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
主
体
で
あ
る
上
城
区
国
資
局
と
杭
州
工
商
信
託
投
資
公
司
な
ら
び
に
浙
江
金

義
集
団
前
身
の
桐

県
王
家
蜂
業
経
営
部
の
全
三
者
の
所
有
主
体
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
第
一
層
、
次
に
そ
の
下
部
に
杭
州
娃
哈
哈

美
食
城
股
份
有
限
公
司
の
株
主
に
よ
り
第
二
層
の
所
有
主
体
、
さ
ら
に
そ
の
下
部
、
第
三
層
に
合
弁
会
社
ダ
ノ
ン
・
ワ
ハ
ハ
以
下
の
所
有

二
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
九
四
）

主
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
。

⑵　

電
撃
的
改
組
と
所
有
権
確
定

①　

職
員
持
株
会
制
度
の
利
用
│
支
配
権
の
強
化
│

杭
州
娃
哈
哈
美
食
城
股
份
有
限
公
司
を
組
織
し
た
数
年
後
、
一
九
九
六
年
時
点
の
同
公
司
の
株
式
所
有
構
成
は
、
娃
哈
哈
集
団

二
一
・
七
九
％
、
工
商
信
託
投
資
公
司
二
〇
・
六
九
％
、
金
義
集
団
〇
・
五
四
％
、
社
会
法
人
（
美
食
城
所
有
主
体
）
二
五
・
五
％
、
内
部
職
員

三
一
・
四
七
％
（
う
ち
、
自
然
人
二
一
・
八
％
）
で
あ
る
。
た
だ
資
金
を
確
保
す
る
目
的
で
も
と
も
と
組
織
し
た
が
上
場
計
画
は
失
敗
し
て
い

た
（
13
）

。し
か
し
株
式
の
多
元
化
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
内
部
職
員
持
株
会
が
資
金
難
に
陥
っ
た
娃
哈
哈
美
食
城
上
場
失
敗
の
困
難
の
突

破
口
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
こ
う
し
た
内
部
職
員
持
株
は
九
〇
年
代
初
期
に
「
工
会
委
員
会
」
の
組
織
名
義
で
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時

国
有
企
業
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
特
殊
な
時
代
背
景
の
な
か
で
上
海
な
ど
の
沿
岸
地
域
で
先
行
し
て
誕
生
し
た
職
員
（
中
国
名
は
職
工
）

か
ら
組
織
さ
れ
る
持
株
会
で
あ
る
。

当
時
、
集
体
企
業
な
い
し
集
団
所
有
企
業
の
所
有
権
の
不
明
確
、
い
わ
ゆ
る
「
政
経
不
分
」、
規
則
の
乱
立
な
ど
過
渡
期
特
有
の
制
度

の
混
乱
の
な
か
で
、
中
央
機
関
に
よ
る
統
一
的
な
規
範
が
な
い
な
か
で
、
多
く
の
地
域
で
試
み
と
し
て
有
限
公
司
株
式
の
募
集
を
許
可
し

「
内
部
職
員
株
」
が
発
行
さ
れ
た
。
法
人
名
義
で
株
式
を
取
得
し
職
員
に
与
え
、「
内
部
株
式
公
衆
化
、
法
人
株
個
人
化
」
を
推
進
し
た
。

そ
の
後
九
四
年
そ
の
発
行
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
代
わ
っ
て
出
現
し
た
の
が
「
職
員
持
株
会
」
で
あ
る
。

二
四
六



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
五
）

た
だ
否
定
的
な
評
価
も
あ
る
制
度
で
あ
る
。
も
と
も
と
国
有
企
業
の
株
式
会
社
化
が
資
本
主
義
化
に
つ
な
が
る
と
す
る
批
判
が
あ
る
な

か
で
、
社
会
主
義
の
建
前
を
残
す
う
え
で
選
択
さ
れ
た
制
度
と
も
い
え
る
。
た
だ
会
社
に
対
し
株
主
と
し
て
の
権
利
を
有
し
て
は
い
る
も

の
の
実
質
的
に
経
営
陣
の
下
部
組
織
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
現
に
経
営
陣
が
持
株
会
の
理
事
を
兼
務
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

杭
州
も
そ
の
導
入
が
先
行
し
た
地
域
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
上
海
に
続
い
て
、
江
蘇
州
で
一
九
九
六
年
、
そ
し
て
杭
州
の
あ
る
浙
江
省
で

は
一
九
九
八
年
に
《
企
業
職
工
持
株
会
暫
定
弁
法
》
を
発
布
。
ま
た
あ
わ
せ
て
重
要
な
の
は
杭
州
政
府
が
《
杭
州
政
府
国
有
企
業
経
営
者

期
権
激
励
試
行
弁
法
》
を
施
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
節
を
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ほ
ぼ
三
年
平
均
純
資
産
利
潤
率
が
全
市
の
国
有
お
よ
び
国
家
支
配
株
式
企
業
の
平
均
水
準
に
達
す
る
企
業
は
、
そ
の
経
営
者
は
現
金

で
企
業
株
式
を
購
入
で
き
る
」

ま
た
、
そ
の
細
則
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
要
点
の
み
掲
載
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
富
裕
な
職
員
（
原
語
の
ま
ま
、
幹
部
に
相
当
）
に
対
す
る
補
償
措
置

1
．
企
業
改
組
に
際
し
、
一
九
八
三
年
以
前
に
業
務
に
参
加
し
た
登
録
職
員
の
三
〇
％
に
対
し
、
一
人
等
し
く
一
・
五
万
元
標
準
で
、

国
有
純
資
産
か
ら
「
富
裕
職
員
保
障
費
」
を
配
分
す
る

（
14
）

。

2
．
3
．
以
下
略

こ
う
し
た
新
制
度
の
趣
旨
は
職
員
に
株
式
を
所
有
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
経
営
者
を
含
む
職
員
の
利
益
と

二
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
九
六
）

企
業
の
運
命
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

な
お
上
記
の
職
工
（
職
員
）
の
概
念
は
経
営
者
を
含
む
公
司
の
従
業
員
の
意
味
。「
富
裕
な
」
職
員
は
勤
続
一
五
年
以
上
の
事
実
上
、
経

営
者
な
い
し
会
社
幹
部
に
該
当
す
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
一
般
従
業
員
を
含
む
経
営
幹
部
の
株
式
所
有
が
会
社
の
支
援
に
よ
り
制
度
的
に
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
氏
は
こ
の
新
制
度
を
利
用
し
て
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
自
身
の
株
主
権
の
確
定
と
会
社
に
対
す
る
支
配
権

の
強
化
、
そ
し
て
あ
わ
せ
て
ダ
ノ
ン
の
支
配
に
対
す
る
対
抗
策
と
し
て
政
府
と
事
実
上
の
政
府
機
関
で
あ
る
団
体
と
職
員
の
持
株
の
確
定

を
実
現
す
る
。

②　

改
組
申
請

宗
氏
は
政
府
に
対
し
組
織
改
制
を
申
請
。
上
城
区
が
同
意
《
娃
哈
哈
集
団
公
司
の
内
部
職
員
持
株
会
実
行
に
関
す
る
同
意
》
の
回
答

（
上
城
区
政
発
一
九
九
九
、
三
二
号
）

一
九
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
娃
哈
哈
集
団
は
董
事
会
を
招
集
。
登
記
資
本
に
つ
い
て
決
議
。
ま
た
同
日
株
主
総
会
招
集
、
決
議
承
認
。

そ
の
後
、
正
規
の
手
続
き
を
経
る
。

ま
た
一
一
月
三
日
上
城
区
政
府
が
内
部
職
員
持
株
会
実
施
案
に
同
意
（
同
上
三
四
号
）、
持
株
会
に
資
金
調
達
を
命
令
。

一
九
九
九
年
一
一
月
二
二
日
、
上
城
区
国
資
局
が
〝
上
国
資
一
九
九
九
、
四
三
号
〞
に
よ
り
承
認
。

こ
う
し
て
娃
哈
哈
集
団
有
限
公
司
の
改
制
が
成
功

（
15
）

。

以
下
の
よ
う
に
株
式
所
有
構
成
が
確
定
し
た
。

・
純
資
産
五
・
一
四
六
億
元

二
四
八



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
七
）

　

そ
の
う
ち
国
有
株
五
一
％　

企
業
経
営
者
・
職
員
持
株
四
九
％
＊

　

│
＊
職
員
持
株
内
訳
：
宗
慶
後
二
八
・
七
四
％　

職
員
持
株
会
一
六
・
九
一
％　

三
八
自
然
人
三
・
三
五
％

た
だ
電
光
石
火
の
改
組
は
現
在
か
ら
見
れ
ば
再
検
討
す
べ
き
点
も
な
い
で
は
な
い
。

第
一
に
純
資
産
を
基
に
株
式
価
格
を
決
定
。
利
益
率
を
基
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
宗
氏
ら
経
営
者
購
入
の
株
式
価
格
が
き
わ
め
て
低
い
（
そ
の
結
果
持
株
数
が
多
く
な
る
）。
さ
ら
に
政
府
が
五
八
三
五
・
四
六
万
元

相
当
の
株
式
を
宗
氏
に
贈
与
し
て
い
る
。

第
三
に
上
述
優
遇
条
件
は
、
一
九
％
の
優
遇
価
格
で
あ
る

（
16
）

。

そ
の
他
、
資
産
評
価
に
つ
い
て
問
題
を
い
え
ば
不
良
資
産
一
・
一
四
億
元
の
存
在
で
あ
る
。
ワ
ハ
ハ
ブ
ラ
ン
ド
は
す
で
に
知
名
度
が
高

い
。
一
九
九
六
年
来
の
ダ
ノ
ン
と
の
合
弁
も
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ド
の
価
値
が
一
切
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
売
上
、
利
益
と

も
に
急
速
に
増
大
し
て
お
り
、
負
の
資
産
評
価
と
と
も
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑶　

宗
の
強
固
な
支
配

①　

不
在
株
主
と
し
て
の
国
資
局

改
制
に
よ
り
娃
哈
哈
集
団
に
対
す
る
宗
の
支
配
が
堅
固
に
な
っ
た
。
名
義
上
は
持
株
五
一
％
の
上
城
区
国
資
局
が
依
然
と
し
て
過
半
数

所
有
す
る
筆
頭
株
主
で
あ
る
。
そ
し
て
一
年
半
後
、
二
〇
〇
一
年
五
月
一
四
日
、
国
資
局
と
職
員
持
株
会
が
株
式
譲
渡
協
議
を
締
結
。
後

者
が
再
出
資
し
二
六
三
一
・
九
万
元
で
五
％
の
株
式
を
取
得
し
、
所
有
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
異
動
す
る
。
そ
の
結
果
国
有
株
が
過
半
数

二
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
五
九
八
）

を
割
っ
た

（
17
）

。

・
国
有
株　

四
六
％
（
五
％
減
少
）

　

宗
慶
後　

二
九
・
四
％

　

職
員
及
び
幹
部
（
後
職
員
持
株
会
へ
一
元
化
）　

二
四
・
六
％
（
五
％
増
加
）

こ
の
よ
う
に
宗
氏
は
美
食
城
組
織
以
来
の
従
業
員
持
株
会
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
娃
哈
哈
集
団
の
過
半
数
支
配
を
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
で
は
改
め
て
改
組
ま
え
に
大
株
主
の
上
城
区
国
資
局
が
経
営
＝
支
配
株
主
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
答
え
は
否
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
以
降
の
娃
哈
哈
集
団
と
ダ
ノ
ン
の
合
弁
会
社
と
非
合
弁
会
社
の
発
展
、
と
り
わ
け
後
者
会
社
の
設
置

の
多
く
と
そ
の
数
の
急
増
は
大
株
主
の
上
城
区
国
資
局
が
預
か
り
知
ら
ぬ
う
ち
に
宗
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
商

標
ワ
ハ
ハ
の
所
有
権
者
は
娃
哈
哈
集
団
で
あ
る
。
ま
た
非
合
弁
会
社
と
そ
の
利
益
の
増
大
が
ダ
ノ
ン
と
の
抗
争
の
要
因
で
あ
る
が
、
そ
の

理
由
は
合
弁
会
社
の
利
益
の
減
少
で
あ
り
、
親
会
社
ダ
ノ
ン
に
と
っ
て
の
得
ベ
か
り
し
利
益
の
喪
失
で
あ
る
。
実
は
そ
れ
は
親
会
社
の
娃

哈
哈
集
団
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
そ
の
原
因
で
あ
る
宗
氏
の
密
か
な
行
為
に
つ
い
て
関
知
し
て
い
た
と
は
思
え
な

い
し
、
ま
た
訴
訟
に
な
っ
た
後
も
周
知
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
つ
い
て
相
応
の
補
償
を
求
め
た
か
否
か
記
録
上
か
ら
は
知
る

よ
し
も
な
い
。
娃
哈
哈
集
団
の
最
大
株
主
が
株
主
と
し
て
の
権
利
行
使
に
つ
い
て
も
怠
っ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

②　

支
配
株
主
、
領
袖
と
し
て
の
宗

次
に
上
記
の
職
員
持
株
会
と
宗
の
関
係
が
会
社
支
配
の
う
え
で
問
題
と
な
る
。
職
員
持
株
会
の
株
主
数
は
二
〇
〇
二
年
八
月
一
〇
日
現

二
五
〇



ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク
（
簗
場
）

（
一
五
九
九
）

在
、
一
八
八
五
人
で
あ
る
。
持
株
会
の
持
株
従
業
員
数
は
多
く
株
式
所
有
は
分
散
し
て
い
る
。
宗
氏
も
組
織
内
地
位
は
董
事
長
で
あ
る
が

職
員
持
株
会
の
一
員
で
も
あ
る

（
18
）

。

宗
氏
は
職
員
の
な
か
で
代
表
職
員
と
し
て
、
ま
た
領
袖
と
し
て
会
社
内
・
職
員
内
の
威
光
・
人
望
は
き
わ
め
て
高
い
。
ま
た
二
〇
〇
二

年
に
は
筆
頭
幹
部
の
杜
建
英
、
宗
氏
の
妻
の
施
幼
珍
の
持
株
も
職
員
株
主
会
に
管
理
が
委
譲
さ
れ
た

（
19
）

。

し
た
が
っ
て
宗
氏
と
職
員
持
株
会
の
運
営
と
双
方
の
利
益
は
密
接
に
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
こ
の
職
員
持
株
会

が
ダ
ノ
ン
・
宗
側
の
紛
争
で
微
妙
な
力
を
発
揮
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
氏
は
こ
う
し
た
娃
哈
哈
集
団
の
株
式
所
有
権
構
造

を
土
台
に
経
営
上
の
み
な
ら
ず
職
員
中
の
領
袖
と
し
て
娃
哈
哈
集
団
な
ら
び
に
傘
下
企
業
に
強
力
な
支
配
を
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。

③　

ダ
ノ
ン
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
不
在

既
述
の
よ
う
に
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
の
合
弁
会
社
に
対
す
る
両
社
の
持
株
比
率
は
五
一
対
四
九
％
の
ダ
ノ
ン
優
位
の
状
況
で
あ
る
。
ま
た

董
事
会
の
多
数
（
三
分
の
二
）
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ダ
ノ
ン
が
合
弁
企
業
に
対
し
有
効
に
統
治
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
し
て
い
た
と
は
い

え
な
い
。

も
と
も
と
合
弁
契
約
締
結
時
の
条
件
で
、
経
営
管
理
権
の
娃
哈
哈
集
団
へ
、
す
な
わ
ち
宗
氏
へ
の
全
面
委
託
が
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
一
つ
の
要
因
で
あ
る

（
20
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
ダ
ノ
ン
代
表
董
事
の
会
社
統
治
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
合
弁
会
社
の
董
事
長
で
あ
り
事
実
上
の
最
高
執
行
責

任
者
・
総
経
理
で
も
あ
る
宗
氏
が
会
社
の
執
行
決
定
の
権
限
を
有
し
、
し
か
も
董
事
会
か
ら
充
分
な
監
督
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
既
述
の
フ
ァ
ベ
ー
ル
氏
（
宗
氏
の
抗
議
辞
職
後
、
董
事
長
に
就
任
）
が
ダ
ノ
ン
ア
ジ
ア
代
表
と
し
て
着
任
す
る

ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
ダ
ノ
ン
が
支
配
権
を
充
分
な
意
味
で
行
使
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
執
行
役
員
を
任
命
し
監
督
す
る
権
限
を

二
五
一
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有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
で
は
な
い
か
ら
宗
氏
の
専
横
を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
権
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
中
国
独
特
の
所
有
構
造
形
成
と
そ
の
後
の
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
集
団
間
の

法
廷
紛
争
の
解
決
と
の
関
連
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
国
有
企
業
時
代
の
所
有
主
体
で
あ
っ
た
が
明
示
的
で
な
か
っ
た
地
方
政
府
が
大
株
主

と
し
て
出
現
し
、
ま
た
職
員
持
株
会
が
登
場
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
訴
訟
を
娃
哈
哈
集
団
代
表
宗
氏
に
有
利
に
進
め
る
重
要
な
作
用
の
一

つ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
地
方
政
府
の
株
式
所
有
権
が
訴
訟
に
お
い
て
民
族
主
義
的
司
法
判
断
を
も
た
ら
す
後
押
し
を
し
た

可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
改
革
開
放
期
の
過
度
期
の
所
有
権
改
革
の
精
算
の
結
果
で
あ
る
政
府
株
式
所

有
権
確
定
が
、
外
国
企
業
に
対
す
る
国
内
企
業
の
防
壁
と
し
て
再
浮
上
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
中
国
民
間
企
業
の
所
有
と
経
営
支
配
権
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
は
少
な
く
な
い
。
多
く
は
地
方
政
府
と
民
間
企
業
と
の

間
の
紛
争
で
あ
る
が
、
そ
の
遠
因
が
過
去
の
所
有
権
改
革
の
不
透
明
性
に
由
来
す
る
事
例
も
多
い
。
ま
た
ト
ラ
ブ
ル
に
外
国
企
業
が
巻
き

込
ま
れ
て
い
る
事
例
も
少
数
だ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
集
団
と
の
間
の
紛
争
は
中
国
国
内
の
所
有
権
改
革
の
問

題
と
直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
改
革
開
放
以
降
の
最
大
の
国
際
商
事
紛
争
で
あ
り
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
た
事
件
で

あ
っ
た
。
訴
因
と
し
て
商
標
権
譲
渡
・
使
用
契
約
を
め
ぐ
り
紛
糾
化
し
た
が
、
い
わ
ば
間
接
的
な
要
因
で
あ
る
娃
哈
哈
集
団
の
所
有
構
造

が
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
て
宗
側
・
中
国
側
に
有
利
な
裁
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
ダ
ノ
ン
・
娃
哈
哈
の
紛
争
は

特
殊
な
商
標
譲
渡
・
使
用
契
約
事
件
以
上
の
意
味
を
有
す
る
事
件
で
あ
り
、
外
国
企
業
に
と
っ
て
の
中
国
経
営
環
境
の
リ
ス
ク
を
考
慮
す

る
う
え
で
普
遍
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。

二
五
二
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注（
1
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「
中
国
最
大
飲
料
製
造
企
業
：
娃
哈
哈
集
団
」
月
刊
『
金
融
家
』　http://w
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p_article.php?N
T
_Id=3&

N
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2_

Id=10&
N
_Id=1678　
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（
2
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智
庫
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达
娃
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改
革
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年
来
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国

商

」　http://w
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balib.com
/w

iki/%
E
8%

B
E
%
B
E
%
E
5%

A
8%

83

%
E
4%

B
9%

8B
%
E
4%

B
A
%
89　

2012.08.10

（
3
） 

「
娃
哈
哈
与
达
能
的

真
相 

离
岸
公
司
之
手
若

若

」p.1, 2007-08-31

：
来
源
：『
中
国

』
娃
哈
哈
与
达
能
的

真
相　

http://m
oney.163.com

/special/w
/00252C

A
9/w

ahahazhenxiang.htm
l　

2012.08.10

（
4
） 

同
上
、p.1.

（
5
） 

同
上
、p.1.

（
6
） 

同
上
、p.2.

（
7
） 

・
左
志

著
『
娃
哈
哈
与
达
能
的
中
国
式
离
婚
』
中
信
出
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、
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〇
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年
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、pp.176-178.

（
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後
書
簡
）

（
8
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同
上
、pp.171-173.

（
9
） 

同
上
、p.177.

（
10
） 

同
上

（
11
） 

同
上
、pp.187-190

（
12
） 

前
掲
「
娃
哈
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与
达
能
的

真
相　
离
岸
公
司
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若

若
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・
左
志

、
前
掲
書
、p.70.
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同
上
、pp.75-76.
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上
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上
、p.79.
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同
上
、p.84.
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│
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一　

は
じ
め
に

一
七
世
紀
を
萌
芽
期
と
す
る
近
代
科
学
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
末
に
か
け
て
幾
多
の
近
代
技
術
を
生
み
、
や
が
て
科
学
と

技
術
は
互
い
に
手
を
取
り
合
っ
て
「
技
術
と
し
て
の
科
学
」「
技
術
の
た
め
の
科
学
」
と
し
て
人
間
生
活
の
改
善
を
目
指
し
て
突
き
進
み
、

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
満
開
期
を
迎
え
、
豪
華
な
果
実
を
た
わ
わ
に
し
た
。
こ
の
流
れ
は
二
一
世
紀
の
今
日
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
科
学
技
術
は
人
類
に
未
曾
有
の
物
質
的
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
（
1
）

。
そ
れ
と
同
時
に
、
科
学
技
術
は
二
〇
世
紀
に
二

度
の
世
界
大
戦
の
大
き
な
推
進
役
を
担
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
科
学
技
術
も
二
度
の
世
界
大
戦
を
通
じ
て
飛
躍
的
に
発
展
を
遂
げ
た
。

二
〇
世
紀
後
半
の
半
世
紀
に
は
世
界
的
規
模
の
戦
争
が
な
か
っ
た
お
か
げ
で
、
科
学
技
術
は
物
質
的
繁
栄
、
便
利
さ
な
ど
計
り
知
れ
な

い
恩
恵
を
人
類
に
与
え
、
人
間
生
活
の
質
的
・
量
的
向
上
に
直
接
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
言
わ
ば
科
学
技
術
の
「
正
の
効
果
」
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
副
産
物
と
し
て
生
じ
た
の
が
自
然
環
境
の
破
壊
、
人
口
増
加
（
2
）

な
ど
の
地
球
環
境
の
諸
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
言
わ
ば

科
学
技
術
の
「
負
の
効
果
」
で
あ
る
（
3
）

。
科
学
技
術
の
「
負
の
効
果
」
が
顕
著
に
な
っ
た
の
も
、
二
〇
世
紀
と
い
う
「
科
学
技
術
文
明
の
時

代
」
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
後
遺
症
は
今
も
進
行
中
で
あ
り
、
今
後
益
々
深
刻
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
人
類

は
科
学
技
術
の
恩
恵
を
手
放
し
で
喜
べ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
4
）

。

そ
も
そ
も
科
学
技
術
に
よ
る
物
質
的
繁
栄
は
、
西
欧
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
科
学
技
術
を
背
景
に
も
つ
西
欧
文
明
は
富

と
生
産
力
の
増
大
と
い
う
点
に
お
い
て
、
驚
く
べ
き
力
を
発
揮
し
た
文
明
で
あ
っ
た
。
富
と
生
産
力
の
増
大
に
よ
っ
て
世
界
を
支
配
し
、

非
西
欧
文
明
圏
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
専
ら
賛
美
と
模
倣
の
対
象
で
あ
っ
た
西
欧
の
近
代
文
明
、
科
学
技
術
文
明
に
人
類
の
多
く
は
、

か
つ
て
何
ら
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
今
や
人
類
は
、
前
述
の
科
学
技
術
の
「
負
の
効
果
」、
つ
ま
り
地
球

二
五
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環
境
の
破
壊
を
憂
慮
し
つ
つ
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
5
）

。

で
は
何
故
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
想
史
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
現
在
の
地
球
環
境
問
題
が
生

じ
た
原
因
の
一
つ
は
、
特
殊
西
欧
的
な
も
の
0

0

、
具
体
的
に
言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
・
世
界
観
、
そ
し
て
こ
れ
を
基
に
発
展
し
て
き

た
近
代
科
学
の
思
考
、
啓
蒙
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
に
負
う
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
地
球
環
境
問
題
を

発
生
さ
せ
た
上
記
の
い
わ
ば
特
殊
西
欧
的
な
も
の
0

0

を
思
想
史
的
立
場
か
ら
検
討
し
、
併
せ
て
近
代
の
西
欧
文
明
、
近
代
科
学
文
明
の
特
質

と
行
き
詰
ま
り
に
つ
い
て
、
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
1
） 

田
村
正
勝
『
新
時
代
の
社
会
哲
学
』〔
新
装
版
〕
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
、
三
二
頁
。

（
2
） 

人
口
問
題
に
関
し
て
は
例
え
ば
、B
arry C

om
m
oner, M

akin
g P

eace w
ith

 th
e P

lan
et, 1992, pp.160, 166.  C

olin M
cE
very and 

R
ichard Jones, A

tras of W
orld

 P
opu

lation, 1978, pp.353-55

な
ど
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） C

f.  D
onald W

orster, N
atu

re’s E
con

om
y: A

 H
istory of E

cological Id
ea, 1977, pt.5, epilogue. 

ド
ナ
ル
ド
・
オ
ー
ス
タ
ー
『
ネ
イ

チ
ャ
ー
ズ
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
：
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
史
』（
中
山
茂
・
成
定
薫
・
吉
田
忠
訳
）
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
九
年
、
第
五
部
、
エ
ピ
ロ
ー
グ

参
照
。John B

ellam
y F
oster, T

h
e V

u
ln

erable P
lan

et: A
 S

h
ort E

con
om

ic H
istory of th

e E
n

viron
m

en
t, rev. edition, 1999, ch.1, 6. 

ジ
ョ
ン
・
ベ
ラ
ミ
ー
・
フ
ォ
ス
タ
ー
『
破
壊
さ
れ
ゆ
く
地
球
：
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
経
済
史
』（
渡
辺
景
子
訳
）
こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
第
一
章
、

第
六
章
参
照
。
田
村
正
勝
『
社
会
科
学
の
た
め
の
哲
学
』
行
人
社
、
二
〇
〇
二
年
、
第
四
章
参
照
。

（
4
） 

志
村
忠
夫
『
文
明
と
人
間
：
科
学
・
技
術
は
人
間
を
幸
福
に
す
る
か
』
丸
善
ブ
ッ
ク
ス
、
平
成
九
年
、
ⅲ
頁
。

（
5
） 

コ
モ
ナ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
も
し
環
境
が
汚
染
さ
れ
、
経
済
が
病
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
両
者
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
病
原
体
は
生
産

シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。」（B

arry C
om
m
oner, op.cit., p.ix

）

二
五
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二　

中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
と
近
代
科
学
へ
の
離
陸

前
述
の
よ
う
に
、
近
代
の
科
学
と
技
術
の
目
覚
ま
し
い
発
展
が
自
然
環
境
の
破
壊
を
も
た
ら
し
、
そ
の
規
模
も
広
域
化
し
深
刻
な
も
の

と
な
り
、
人
類
の
生
存
そ
の
も
の
を
脅
か
す
状
況
と
な
っ
て
き
て
い
る
（
1
）

。
こ
の
原
因
を
一
言
で
言
え
ば
、
近
代
の
西
欧
文
明
、
科
学
技
術

文
明
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
人
間
中
心
主
義
の
自
然
観
・
世
界
観
、
自
然
支
配
の
思
想
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
世
界
の
諸
宗
教
の
中
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
選
び
、
そ
こ
で
の
自
然
観
な
り
世
界
観
な
り
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
・
世
界
観
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
自
然
破
壊
や
環
境
汚
染
な
ど
の

問
題
に
対
し
て
、
思
想
的
な
課
題
を
多
く
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
（
2
）

の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
旧
約
聖
書
』
の
冒
頭
「
創
世
記
」
に
は
、
神
ヤ
ハ
ウ
エ
に
よ
る
天
地
創
造
が
語
ら
れ

て
い
る
。

「
始
め
に
、
神
が
天
地
を
創
造
さ
れ
た
。
地
は
混
沌
と
し
て
い
た
。
暗
黒
が
原
始
の
海
の
表
面
に
あ
り
、
神
の
霊
風
が
大
水
の
表
面
に

吹
き
ま
く
っ
て
い
た
（
3
）

。」

「
そ
こ
で
神
が
言
わ
れ
た
、『
わ
れ
わ
れ
は
人
を
わ
れ
わ
れ
の
像
の
通
り
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
造
ろ
う
。
彼
ら
に
海
の
魚
と
、
天
の

鳥
と
、
家
畜
と
、
す
べ
て
の
地
の
獣
と
、
す
べ
て
の
地
の
上
に
這
う
も
の
と
を
支
配
さ
せ
よ
う
』
と
。
そ
こ
で
神
は
人
を
御
自
分
の
像
の

通
り
に
創
造
さ
れ
た
。
神
の
像
の
通
り
に
彼
ら
を
創
造
し
、
男
と
女
に
彼
ら
を
創
造
さ
れ
た
。
神
は
彼
ら
を
祝
福
し
、
神
は
彼
ら
に
言
わ

れ
た
、『
ふ
え
か
つ
増
し
て
地
に
満
ち
よ
。
ま
た
地
を
従
え
よ
。
海
の
魚
と
、
天
の
鳥
と
、
地
に
動
く
す
べ
て
の
生
物
を
支
配
せ
よ
。』、

さ
ら
に
神
が
言
わ
れ
た
、『
見
よ
、
わ
た
し
は
君
た
ち
に
全
地
の
面
に
あ
る
種
を
生
ず
る
す
べ
て
の
草
と
、
種
を
生
ず
る
木
の
実
を
実
ら

二
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す
す
べ
て
の
樹
を
与
え
る
。
そ
れ
を
君
た
ち
の
食
糧
に
す
る
が
よ
い
（
4
）

。』」

こ
の
「
創
世
記
」
に
見
ら
れ
る
限
り
で
は
、
神
が
自
然
（
世
界
）
を
創
造
し
、「
神
の
似
像
」
と
し
て
人
間
を
創
り
、
人
間
が
支
配
し
、

食
糧
と
す
る
た
め
に
自
然
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
元
々
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
中
に
は
「
自
然
支
配
」
の
思
想
、
さ
ら
に

「
人
間
中
心
主
義
」
が
包
含
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
中
心
主
義
の
思
想
に
つ
い
て
、

例
え
ば
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ス
ト
教
の
、
と
く
に
そ
の
西
方
的
な
形
式
は
、

世
界
が
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
る
な
か
で
も
最
も
人
間
中
心
的
な
宗
教
で
あ
る
。
…
…
人
は
神
の
自
然
に
た
い
す
る
超
越
性
を
大
い
に
分
け

も
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
古
代
の
異
教
や
ア
ジ
ア
の
宗
教
（
恐
ら
く
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
別
と
し
て
）
と
ま
っ
た
く
正
反
対
に
、
人
と

自
然
と
の
二
元
論
を
打
ち
立
て
た
だ
け
で
な
く
、
人
が
自
分
の
た
め
に
自
然
を
搾
取
す
る
こ
と
が
神
の
意
志
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
（
5
）

」
と
。

と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
し
た
西
洋
0

0

に
お
け
る
自
然
観
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
観
を
見
て

み
よ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
「
自
然
」
＝
ピ
ュ
シ
ス
（physis

）
は
、
内
心
生
命
原
理
と
し
て
の
「
魂
」
＝
プ
シ
ュ
ケ
ー
（psyche

）

を
も
つ
有
機
的
自
然
で
あ
り
、
自
然
は
人
間
や
神
を
そ
の
な
か
に
内
包
す
る
生
き
生
き
と
し
た
調
和
的
統
一
体
で
あ
っ
た
（
6
）

。
も
と
も
と
ギ

リ
シ
ャ
の
自
然
＝
ピ
ュ
シ
ス
は
「
生
ま
れ
る
」
と
言
う
言
葉
か
ら
派
生
し
て
お
り
、
そ
れ
自
身
誕
生
し
、
成
長
し
、
衰
退
し
、
死
亡
す
る

と
い
う
生
物
学
的
な
自
然
で
あ
っ
た
（
7
）

。
そ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
自
分
自
身
の
う
ち
に
運
動
の
原
理
を
も
つ
も
の
」
と
言
う
表
現
に

収
斂
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
運
動
」（
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
）
と
言
う
の
は
、
近
代
の
よ
う
に
単
に
「
位
置
」
の
移
動
だ
け
で
な
く
、「
実

体
」
の
生
成
・
消
滅
や
「
質
」
の
生
成
・
変
化
、「
量
」
の
増
大
・
減
少
な
ど
を
含
む
広
い
意
味
の
も
の
で
、
自
分
自
身
で
内
在
的
・
自

律
的
に
生
長
・
発
展
す
る
生
命
の
原
理
を
根
底
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
8
）

。

二
六
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し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
が
自
然
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
言
う
意
味
で
、
根
本
的
に
自
然
と
人
間
と
の
対
立
は
全
く
無
く
、
人
間
は
自
然

と
連
な
っ
て
い
た
。「
ピ
ュ
シ
ス
」
の
中
に
は
神
も
人
間
も
自
然
も
、
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
す
べ
て
を
包
み
込
む
、
す
べ

て
が
「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
言
う
意
味
で
「
パ
ン
ピ
ュ
シ
シ
ズ
ム
」（
汎
自
然
主
義
）
と
呼
ん
で
も
よ
い
（
9
）

。
因
み
に
日
本
人
に
と
っ
て
の
自
然
と

は
、
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
「
自
然
」
と
言
う
意
味
に
近
い
と
理
解
で
き
よ
う
。
日
本
人
は
自
然
を
人
間
と
対
立
し
た
も
の
、
あ
る
い
は

人
間
が
征
服
す
べ
き
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
中
で
共
に
生
き
る
、
あ
る
い
は
感
情
を
交
わ
す
、
互
い
に
愛
情
を
も
つ
同
じ
レ
ベ
ル

の
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
は
、
自
然
と
闘
う
よ
り
も
、
自
然
に
寄
り
添
い
、
自
然
の
法
則
に
参
加
し
て
生
き
て
い
く

と
言
う
姿
を
採
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
10
）

。

さ
て
上
述
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
的
自
然
観
の
パ
ン
ピ
ュ
シ
シ
ズ
ム
的
構
造
が
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
中
に
入
っ
て
大
き
く
変
化
し

た
。
す
な
わ
ち
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
「
パ
ン
ピ
ュ
シ
シ
ズ
ム
」
の
自
然
と
神
・
人
間
の
一
体
感
は
崩
れ
、
世
界

の
創
造
者
と
被
造
物
が
明
確
に
分
離
さ
れ
、
神
と
人
間
と
自
然
の
階
層
と
秩
序
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
神
は
超
越
者
と
し

て
自
然
に
内
在
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
も
自
然
の
一
部
で
な
く
な
る
。
自
然
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
人
間
が
自
然
を

超
え
た
も
の
と
し
て
自
然
を
支
配
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
の
冒
頭
に
準
備
さ
れ

て
い
た
神
│
人
間
│
自
然
の
思
想
の
典
型
的
具
現
な
の
で
あ
る
（
11
）

。

他
方
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
神
秘
主
義
の
諸
思
想
に
よ
っ
て
、

神
と
人
間
と
自
然
を
結
び
つ
け
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
思
想
は
、
こ
れ
ら
の
神
秘
主
義
思
想
を
常
に
汎

神
論
的
・
無
神
論
的
異
端
と
し
て
退
け
た
。

と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
に
よ
る
天
地
創
造
、
し
た
が
っ
て
自
然
す
べ
て
が
神
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
言
う
考
え
を
も
た
ら

二
六
二



西
欧
の
自
然
観
と
そ
の
問
題
点
（
山
口
）

（
一
六
一
一
）

し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
神
に
よ
る
創
造
と
支
配
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
次
の
よ
う
な
自
然
認
識
を
生
じ
さ
せ
る
余
地
が

あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
然
界
に
は
人
間
の
力
量
を
も
っ
て
は
、
い
か
ん
と
も
し
難
い
神
の
定
め
た

合
理
的
秩
序
が
あ
る
と
言
う
認
識
で
あ
る
。
一
見
、
複
雑
な
自
然
現
象
も
、
決
し
て
単
な
る
雑
多
で
は
な
く
、
複
雑
さ
の
奥
を
貫
い
て
整

然
と
し
た
合
理
的
法
則
に
従
っ
て
動
い
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
自
然
の
法
則
を
知
る
こ
と
が
、
取
り
も
直
さ
ず
、
そ

れ
を
創
り
出
し
た
神
の
偉
大
さ
を
知
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
思
想
が
芽
生
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
天
地
万
物
を
神
の
創
造
物
と
み
な
し
、

自
然
法
則
の
緻
密
さ
を
知
れ
ば
、
そ
の
自
然
を
創
造
し
た
神
が
、
如
何
に
す
ぐ
れ
た
知
恵
を
も
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
。

こ
う
し
た
思
想
か
ら
、
自
然
こ
そ
「
第
二
の
聖
書
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
誕
生
し
た
（
12
）

。
す
な
わ
ち
神
の
創
造
物
で
あ
る
自
然
を
読
み

取
る
こ
と
は
、
神
の
言
葉
で
あ
る
聖
書
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
研
究
に
は
聖
書
の
研
究
に
も
比
す
べ
き
意

義
が
あ
る
（
13
）

。
自
然
は
神
の
作
品
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
賛
美
さ
れ
る
べ
き
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
、
そ
し
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ト
マ
ス
・
テ
ィ
ム
が
一
六
一
二
年
に
書
い
た
次
の
一
節
は
、
当
時
の
自
然
探
究
者
の
神
と
自
然
に
対
す
る
基
本
的

な
思
考
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。「
天
と
地
を
生
み
出
し
た
全
知
全
能
の
創
造
主
は
、
二
冊
の
最
も
重
要
な
書
物
を
わ
れ
わ
れ
の
眼
の

前
に
示
さ
れ
た
。
一
冊
は
自
然
と
い
う
書
物
で
あ
り
、
も
う
一
冊
は
聖
書
で
あ
る
（
14
）

。」

こ
う
し
て
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
何
人
か
が
、
そ
の
「
第
二
の
聖
書
」
＝
自
然
の
解
読
に
立
ち
向
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
地
万
物
、
宇

宙
の
法
則
を
明
ら
か
に
し
て
神
の
偉
大
さ
を
世
に
証
し
よ
う
と
、
強
い
使
命
感
に
動
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、

ガ
リ
レ
イ
、
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
リ
ン
ネ
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
近
代
科
学
の
卓
越
し
た
先
駆
者
で
あ
る
が
、
同
時
に
熱
心
な
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
近
代
科
学
は
、
そ
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
理
論
的
正
当
性
の
根
拠
を
神
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
そ
の
科
学
は
神
の
御
業
を
明
ら
か
に
し
、
讃
え
、
神
へ
至
る
道
で
も
あ
っ
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
著
作
『
職
業
と

二
六
三
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し
て
の
学
問
』
の
中
で
、「
私
は
こ
こ
に
一
匹
の
シ
ラ
ミ
を
解
剖
し
て
、
皆
さ
ん
に
神
の
摂
理
を
証
拠
立
て
て
み
せ
よ
う
（
15
）

」
と
言
う
一
七

世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
顕
微
鏡
学
者
ス
ワ
ン
メ
ル
ダ
ム
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

自
然
ま
た
は
宇
宙
を
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
神
の
御
業
を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
書
物
、
い

わ
ば
「
第
二
の
聖
書
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
例
え
ば
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
『
天
文
対
話
』
の
中
に
あ
る
ト
ス
カ
ナ
大
公
へ
の
献

辞
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
16
）

。

「
よ
り
高
い
も
の
を
目
指
す
も
の
は
、
よ
り
多
く
異
な
り
ま
す
。
そ
し
て
本
来
の
対
象
で
あ
る
自
然
と
い
う
大
き
な
書
物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
│
引
用

者
）
と
向
う
こ
と
は
眼
の
向
う
と
こ
ろ
を
高
く
す
る
方
法
で
す
。
こ
の
自
然
の
書
物
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
、
全
能
な
造
物
主
の

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
非
常
に
よ
く
均
整
の
と
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
造
物
主
の
仕
事
と
仕
業
と
を
わ

れ
わ
れ
に
い
っ
そ
う
偉
大
な
も
の
と
し
て
示
す
も
の
は
、
い
っ
そ
う
完
全
で
価
値
あ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
宇
宙
の
構
成
こ
そ
、
わ

た
く
し
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
知
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
事
物
の
な
か
で
も
第
一
番
目
に
価
値
あ
る
も
の
な
の
で
す
。
と
い
う

の
は
、
も
し
宇
宙
が
普
遍
的
な
包
括
者
と
し
て
大
い
さ
に
お
い
て
他
の
す
べ
て
の
も
の
に
先
立
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
た

す
べ
て
の
も
の
を
規
制
し
維
持
す
る
も
の
と
し
て
、
高
貴
さ
に
お
い
て
も
他
の
す
べ
て
の
も
の
に
先
立
つ
べ
き
で
し
ょ
う
か
ら
（
17
）

。」

こ
の
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ガ
リ
レ
イ
は
宇
宙
ま
た
は
自
然
を
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
見
事
な
創
造
物
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が

神
の
御
業
と
そ
の
素
晴
し
さ
を
読
み
取
る
べ
き
壮
大
な
書
物
、
つ
ま
り
「
第
二
の
聖
書
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
し
て
見
て
い
た
の
で
あ

る
。キ

リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
同
時
に
科
学
者
で
も
あ
っ
た
人
々
の
気
持
ち
を
非
常
に
よ
く
表
わ
し
て
い
る
一
つ
の
言
葉
が
、
ジ
ョ
ン
・
ミ

ル
ト
ン
の
長
詩
『
失
楽
園
』
の
な
か
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
降
の
近
代
の
宇
宙
観
が
よ
く
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
第

二
六
四



西
欧
の
自
然
観
と
そ
の
問
題
点
（
山
口
）

（
一
六
一
三
）

八
巻
の
最
初
の
百
数
十
行
は
、
天
使
と
人
間
の
対
話
の
形
式
で
、
さ
な
が
ら
『
天
文
対
話
』
が
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
ほ
ど

で
あ
る
。
そ
の
中
に
天
使
（
ラ
フ
ァ
エ
ル
）
の
人
間
（
ア
ダ
ム
）
に
向
か
っ
て
語
る
言
葉
と
し
て
、
次
の
一
節
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
お
前
は
い
ろ
い
ろ
尋
ね
、
探
究
す
る
こ
と
を
私
は
咎
め
は
し
な
い
。
大
空
は
、
い
わ
ば
神
の
書
と
し
て
お
前
の
前
に
置
か
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
お
前
は
そ
こ
に
神
の
驚
く
べ
き
御
業
を
読
み
、
そ
の
定
め
給
う
た
季
節
、
時
、
或
い
は
日
、
月
、
年
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
、
こ
の
よ
う
な
知
識
に
達
す
る
た
め
な
ら
ば
、
計
算
に
誤
り
が
な
い
か
ぎ
り
、
天
が
動
こ
う
が
地
球
が
動
こ
う
が
、
そ
れ
は
重
要
で

は
な
い
（
18
）

」
と
。

こ
の
引
用
文
で
ミ
ル
ト
ン
が
言
い
た
い
の
は
、
自
然
現
象
の
研
究
を
神
の
代
理
人
た
る
天
使
は
咎
め
た
り
は
し
な
い
。
宇
宙
と
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
神
の
記
し
た
書
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
研
究
し
、
す
ぐ
れ
た
業
を
学
び
、
神
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
季
節
、
年
、
月
、

日
、
時
刻
な
ど
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
知
る
が
よ
い
。
そ
の
た
め
に
行
っ
た
正
確
な
計
算
の
結
果
、
地
動
説
が
正
し
い
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
一

向
に
差
し
支
え
な
い
こ
と
だ
、
こ
う
ミ
ル
ト
ン
は
主
張
し
て
い
る
の
だ
。

（
1
） 

芹
川
博
通
『
環
境
・
福
祉
・
経
済
倫
理
と
仏
教
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
五
〇
頁
。

（
2
） 

「
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
を
辿
れ
ば
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
の
宗
教
だ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
ゆ
き
つ
く
。
…
…
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
は
、
い
ま
の
ユ

ダ
ヤ
人
の
直
接
の
先
祖
で
あ
る
が
、
中
近
東
の
荒
涼
た
る
砂
漠
地
帯
で
遊
牧
生
活
を
送
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義

に
は
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
の
自
然
観
が
濃
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。」（
筑
波
常
治
『
米
食
・
肉
食
の
文
明
』
日
本

放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五
八
年
、
六
三
頁
。）

（
3
） 

『
旧
約
聖
書　

創
世
記
』（
関
根
正
雄
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
九
頁
。

（
4
） 

同
訳
書
、
一
一
頁
。

二
六
五
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（
一
六
一
四
）

（
5
） 

リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
『
機
械
と
神
：
生
態
学
的
危
機
の
歴
史
的
根
源
』（
青
木
靖
三
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
八
七
―
八

頁
。

（
6
） 
田
村
正
勝
『
新
時
代
の
社
会
哲
学
』、
四
六
頁
。

（
7
） 
広
重
徹
・
伊
東
俊
太
郎
・
村
上
陽
一
郎
『
思
想
史
の
な
か
の
科
学
』、
木
鐸
社
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
頁
。

（
8
） 

伊
東
俊
太
郎
『
一
語
の
辞
典　

自
然
』、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
一
五
―
六
頁
。

（
9
） 

広
重
・
伊
東
・
村
上
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
10
） 

栗
田
勇
『
雪
月
花
の
心
』（
企
画
・
英
訳　

富
士
通
経
営
研
修
所
）、
祥
伝
社
、
平
成
五
年
、
三
〇
―
二
頁
。
松
原
泰
道
『
釈
尊
仏
』、
佼
成
出

版
社
、
平
成
八
年
、
一
四
二
―
三
頁
。

（
11
） 

芹
川
博
通
、
前
掲
書
、
五
二
頁
。

（
12
） 

藤
井
清
久
『
歴
史
に
お
け
る
近
代
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
』、
教
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
五
八
―
六
三
頁
参
照
。

（
13
） 

渡
辺
正
雄
『
日
本
人
と
近
代
科
学
』、
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
年
、
一
七
一
頁
。

（
14
） 

デ
ィ
ー
バ
ス
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
然
観
：
理
性
主
義
と
神
秘
主
義
の
相
克
』（
伊
東
俊
太
郎
・
村
上
陽
一
郎
・
橋
本
真
理
子
訳
）、
サ
イ
エ
ン
ス

社
、
一
九
八
六
年
、
二
五
―
六
頁
。

（
15
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』（
尾
高
邦
雄
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
四
〇
頁
。

（
16
） 

ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
に
関
し
て
は
、E

dw
in A
rthur B

urtt, M
etaph

ysical F
ou

n
d

ation
s of M

od
ern

 P
h

ysical S
cien

ce, 2nd, 

revised edition, 1932, ch.3. 

Ｅ
・
Ａ
・
バ
ー
ト
『
近
代
科
学
の
形
而
上
学
的
基
礎:

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
か
ら
ニ
ュ
ー
ト
ン
へ
』（
市
場
泰
男
訳
）、
平

凡
社
、
一
九
八
八
年
、
第
三
章
参
照
。

（
17
） 

ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
『
天
文
対
話
』（
青
木
靖
三
訳
）、
岩
波
文
庫
、
上
、
一
九
九
七
年
、
一
一
―
二
頁
。

（
18
） John M

ilton, E
n

glish
 M

in
or P

oem
; P

arad
ise L

ost; S
am

son
 A

gon
istes; A

reopagitica, in G
reat B

ooks of th
e W

estern
 

W
orld, 1952, p.233. 

ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
『
失
楽
園
』（
平
井
正
穂
訳
）、
岩
波
文
庫
、
下
、
一
九
八
五
年
、
四
八
―
九
頁
。

二
六
六



西
欧
の
自
然
観
と
そ
の
問
題
点
（
山
口
）

（
一
六
一
五
）

三　

近
代
科
学
の
無
神
論
的
性
格

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ガ
リ
レ
イ
な
ど
近
代
科
学
の
す
ぐ
れ
た
先
駆
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
殆
ど
例
外
な
く
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
り
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
自
然
の
探
究
が
、
や
が
て
後
継
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が

れ
て
い
く
う
ち
に
、
先
駆
者
た
ち
の
恐
ら
く
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
態
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
の
正
体
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
な
る
程
、
神
の
存
在
を
あ
か
ら
さ
ま
に
持
ち
出
さ
な
い
方
が
、
か
え
っ
て
自
然
現
象
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
こ
と
だ
（
1
）

。

こ
う
し
て
自
然
科
学
は
、
い
つ
し
か
無
神
論
的
内
容
に
転
じ
て
い
っ
た
。
し
か
し
神
の
存
在
が
希
薄
に
な
っ
て
も
、
神
の
創
っ
た
作
品

で
あ
る
自
然
界
に
厳
然
た
る
法
則
が
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、
そ
の
法
則
の
探
究
欲
を
引
き
起
こ
さ
せ
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
近
代

科
学
に
与
え
た
大
き
な
功
績
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
は
、
神
の
定
め
た
整
然
と
し
た
法
則
を
支
配
す
る
自
然
は
、
支
配
の
原

理
と
し
て
の
合
理
的
な
秩
序
を
そ
の
本
質
と
し
て
内
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
不
完
全
な
が
ら
理
性
を
有

す
る
人
間
が
、
与
え
ら
れ
た
理
性
を
駆
使
し
て
、
自
然
界
に
内
蔵
さ
れ
る
神
の
意
志
と
理
性
の
現
れ
で
あ
る
合
理
的
な
秩
序
を
我
が
物
と

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
確
信
が
芽
生
え
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
・
世
界
観
の
中
で
は
、
こ
の
自
然
が

神
の
創
っ
た
作
品
で
あ
る
と
言
う
前
提
の
上
に
、
そ
こ
に
神
の
支
配
、
つ
ま
り
創
っ
た
も
の
に
対
す
る
創
り
主
の
計
画
的
支
配
が
読
み
込

ま
れ
て
い
る
と
い
う
発
想
が
顕
著
に
な
り
、
か
つ
理
性
を
も
つ
特
別
な
被
造
物
で
あ
る
人
間
が
、
そ
の
計
画
的
支
配
を
読
み
取
っ
て
、
そ

れ
に
参
加
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
代
理
を
務
め
た
り
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
発
想
が
生
じ
て
く
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
2
）

。

こ
う
し
て
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
お
よ
そ
手
の
届
か
な
い
摩
訶
不
思
議
な
自
然
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
人
間
に
と
っ
て
理
解
可
能
で
あ
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る
よ
う
な
自
然
の
様
相
が
そ
こ
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
（
3
）

。「
人
間
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
支
配
さ
れ
る
べ
き
自
然
」
と
い
う
こ
の
新
し
い
概

念
の
も
つ
意
義
を
十
分
な
広
さ
と
深
さ
に
お
い
て
、
最
も
明
瞭
か
つ
雄
弁
に
主
張
し
た
の
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
で
あ
っ
た
（
4
）

。
自
然

を
人
間
の
た
め
に
利
用
し
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
実
践
的
・
功
利
的
自
然
観
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
七
世
紀
と
い
う
歴
史
の
曲
が
り
角
に
お
い
て
、
こ
の
実
践
的
自
然
観
の
新
た
な
意
義
を
十
分
な
広
さ
と
深
さ
に

お
い
て
最
も
端
的
に
明
示
的
に
表
明
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
ベ
イ
コ
ン
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
5
）

。
こ
こ
に
後
述
の
デ
カ
ル
ト
の
「
機
械

論
的
自
然
観
」
と
並
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
「
科
学
革
命
」
の
最
も
顕
著
な
思
想
的
遺
産
と
し
て
の
「
人
間
に
よ
り
利
用
さ
れ
支
配
さ
れ
る
べ

き
自
然
」
と
い
う
新
し
い
概
念
が
登
場
す
る
。

さ
て
ベ
イ
コ
ン
は
青
年
期
か
ら
す
で
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
効
性
を
も
た
な
い
自
然
の
観
照
的
認
識
を
排
し
、
近
代
の
三
大
発
明

（
印
刷
術
・
火
薬
・
羅
針
盤
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
生
活
に
役
立
つ
業
を
生
み
出
す
こ
と
が
人
間
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
た
。
そ

の
た
め
に
は
単
な
る
自
然
の
静
的
な
観
照
0

0

で
は
な
く
、
実
践
的
・
能
動
的
に
実
験

0

0

を
通
し
て
自
然
を
解
剖

0

0

し
、
自
然
そ
の
も
の
の
真
の
原

因
を
あ
ば
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
自
然
を
操
作
し
、
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
言
う
信
念
を

も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
の
中
の
、
次
の
ベ
イ
コ
ン
の
言
葉
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
さ
ら
に
、
発
見
さ
れ
た
事
物
の
力
と
効
能
と
結
果
と
を
、
見
守
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
ら
は
他
で
も
な
い
、
か
の
三
つ
の
こ
と
、

古
代
人
に
は
知
ら
れ
ず
、
そ
の
発
端
は
た
と
い
近
く
で
あ
っ
て
も
、
あ
い
ま
い

0

0

0

0

で
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
三
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
印
刷

術
、
火
薬
お
よ
び
航
海
用
磁
針
に
お
い
て
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
三
者
は
世
界
の
事
物
の
様
相
と
状
態
と
を
変
革

し
た
か
ら
だ
が
、
す
な
わ
ち
第
一
の
も
の
は
文
筆
的
な
事
柄
に
お
い
て
、
第
二
は
戦
争
関
係
の
こ
と
で
、
第
三
は
航
海
に
関
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
数
限
り
な
い
事
物
の
変
化
が
続
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
機
械
的
な
発
明
が
及
ぼ
し
た
の
に
比
べ

二
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て
は
、
何
か
帝
国
と
か
宗
派
と
か
星
座
と
か
が
、
人
間
的
な
事
柄
に
対
し
て
、
よ
り
大
き
な
効
果
お
よ
び
影
響
の
ご
と
き
を
、
及
ぼ
し
た

と
は
見
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
…
…
人
間
の
事
物
へ
の
支
配
は
、
た
だ
技
術
と
知
識
の
う
ち
に
あ
る
。
自
然
は
こ
れ
に
従
う
こ
と
な
く
し

て
は
、
命
令
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
6
）

。」

次
の
ベ
イ
コ
ン
の
言
葉
も
同
様
の
意
味
で
あ
る
。「
自
然
の
下
僕
で
あ
り
解
明
者
で
あ
る
人
間
は
、
彼
が
自
然
の
秩
序
に
つ
い
て
、
実

地
に
よ
り
、
も
し
く
は
精
神
に
よ
っ
て
観
察
し
た
だ
け
を
、
為
し
か
つ
知
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
は
知
ら
な
い
し
為
す
こ
と
も
で
き

な
い
（
7
）

。」
さ
ら
に
ま
た
「
人
間
の
知
識
と
力
と
は
、
ひ
と
つ
に
合
一
す
る
、
原
因
を
知
ら
な
く
て
は
結
果
を
生
ぜ
し
め
な
い
か
ら
。
と
い

う
の
は
自
然
と
は
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
ら
な
く
て
は
征
服
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
〔
知
的
な
〕
考
察
に
お
い
て
原
因
に
あ

た
る
も
の
は
、〔
実
地
の
〕
作
業
で
は
ル
ー
ル
に
あ
た
る
（
8
）

」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
も
、
自
然
そ
の
も
の
の
考
察
に
よ
っ
て
自
然
の
原
因

を
知
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
自
然
を
操
作
す
る
に
あ
た
っ
て
の
ル
ー
ル

0

0

0

と
し
て
役
立
つ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
様
の
趣
旨
の
表
明
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
ベ
イ
コ
ン
の
言
明
に
は
、
結
局
、
科
学
は
そ
れ
ま
で
の
ス
コ
ラ
学
の
よ
う
に
学
問
に
終
始
す
る
学
問
で
は
な
く
、
自
然
を
支

配
し
変
革
し
て
人
間
生
活
の
改
善
を
め
ざ
す
た
め
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
「
技
術
と
し
て
の
科
学
」「
技
術
の
た
め
の
科
学
」
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
知
識
と
力
と
は
ひ
と
つ
に
合
一
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
の
科
学
と
技
術
と
の

融
合
を
見
事
に
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
9
）

。

科
学
と
技
術
に
つ
い
て
の
ベ
イ
コ
ン
の
見
解
は
、
晩
年
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
物
語
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
ペ
ル
ー
か
ら
中
国
と
日
本
へ
向
っ
た
船
が
漂
流
し
太
平
洋
上
の
架
空
の
島
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
に
着
き
、
乗
組
員
が
そ

の
島
の
見
聞
を
語
る
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
物
語
で
あ
る
。
こ
の
幸
福
な
島
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
傑
出
し
た
、
こ
の
王
国
の
光
明
と
言
え

二
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る
も
の
は
「
ソ
ロ
モ
ン
館
」
と
い
う
協
会
＝
研
究
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
わ
れ
わ
れ
の
協
会
の
目
的
は
、
事
物
の
原
因
や
秘
密
の

運
動
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
人
間
の
領
域
の
境
界
の
拡
大
で
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
（
10
）

」
と
研
究
所
の
幹
部
は
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
自
然
の
法
則
を
解
明
す
る
科
学
と
、
そ
れ
か
ら
科
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
を

応
用
し
、
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
支
配
を
拡
大
す
る
技
術
と
を
研
究
す
る
協
会
で
あ
る
。
ベ
イ
コ
ン
の
時
代

は
、
分
業
に
基
づ
く
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
今
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
機
械
、
製
品
が
作
り
出
さ
れ
、

ま
た
新
し
い
技
術
が
次
々
に
開
発
さ
れ
て
お
り
、
機
械
や
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
高
ま
っ
て
い
く
生
産
力
の
将
来
に
ベ
イ
コ
ン
は
人
類
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
た
の
で
あ
る
（
11
）

。

こ
の
ベ
イ
コ
ン
の
立
場
は
、
近
代
哲
学
の
父
と
言
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
観
に
お
い
て
も
本
質
的
に
変
わ
っ
て
は
い
な
い
（
12
）

。

デ
カ
ル
ト
の
自
然
観
が
形
成
さ
れ
る
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
ベ
イ
コ
ン
と
同
様
、
当
時
の
西
欧
に
お
け
る
機
械
の
使
用
の
増
大
が
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
就
中
、
一
六
世
紀
以
降
の
精
密
な
機
械
時
計
の
出
現
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
一
つ
の
驚
異
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト

も
こ
れ
に
一
つ
の
新
し
い
自
然
観
の
モ
デ
ル
を
求
め
た
。

実
際
、
彼
は
『
方
法
序
説
』
第
五
部
で
、
心
臓
と
血
液
の
運
動
を
機
械
論
的
に
説
明
し
た
後
で
「
私
が
い
ま
説
明
し
た
運
動
は
、
心
臓

の
中
で
見
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
諸
器
官
の
た
だ
の
配
置
、
指
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
熱
、
実
験
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

血
液
の
性
質
か
ら
、
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
計
の
運
動
が
、
分
銅
と
歯
車
の
力
、
位
置
、
形
か
ら
生
ま
れ
る
結
果
で

あ
る
の
と
同
じ
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
（
13
）

」
と
述
べ
、
さ
ら
に
動
物
の
行
動
を
論
じ
て
「
動
物
た
ち
に
は
精
神
が
な
く
て
、
自
然
が
動
物
た

ち
の
う
ち
で
諸
器
官
の
配
置
に
し
た
が
っ
て
動
い
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
、
歯
車
と
ゼ
ン
マ
イ
だ
け
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
時
計
が
、

わ
れ
わ
れ
が
賢
慮
を
尽
く
し
て
も
及
ば
ぬ
正
確
さ
で
、
時
を
数
え
、
時
間
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
（
14
）

」
と

二
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言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
は
、
当
時
の
機
械
利
用
の
発
達
に
大
き
な
関
心
を
示
し
、
こ
の
機
械
モ
デ
ル
を
も
っ
て
人
体
や
自
然
一
般
を
見

て
取
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
15
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
的
自
然
観
に
は
生
命
も
意
志
も
入
り
込
む
余
地
が

な
い
。
死
せ
る
自
然
で
あ
る
。
自
然
を
機
械
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
自
然
の
力
を
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
道
具
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
が
近
代
科
学
の
態
度
で
あ
り
、
科
学
が
自
然
を
支
配
し
利
用
す
る
技
術
を
生
む
こ
と
に
な
る
（
16
）

。
こ
の

辺
の
事
情
を
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
実
践
的
な
哲
学
に
よ
っ
て
、
火
、
水
、
空
気
、
星
、
天
空
そ
の
他
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
物
体
の
力
や
作
用
を
、
職

人
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
能
を
知
る
よ
う
に
は
っ
き
り
知
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
の
物
体
を
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
用
途
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
、
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
を
い
わ
ば
自
然
の
主
人
に
し
て
所
有
者
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
大
地
の
実
り
と

地
上
の
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
、
や
す
や
す
と
享
受
さ
せ
る
無
数
の
技
術
を
発
明
す
る
た
め
に
望
ま
し
い
だ
け
で
は
な
い
。
主
と
し
て
、
健
康

を
維
持
す
る
た
め
に
も
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
健
康
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
世
で
最
上
の
善
で
あ
り
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
善
の
基
礎
で
あ

る
（
17
）

。」こ
う
し
て
ベ
イ
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
科
学
や
哲
学
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
価
値
が
剝
奪
さ
れ
、
自
然
の
階
層
的
・
調
和
的
秩
序
が
解
体
さ

れ
、
自
然
は
「
人
間
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
支
配
さ
れ
る
べ
き
自
然
」
に
変
革
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
科
学
史
家
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
コ
イ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
な
科
学
・
哲
学
革
命
│
こ
の
過
程
の
哲
学
的
側
面
を
そ
の
純
粋
な
科
学
的
側
面
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
確
か
に
不
可
能
で

あ
る
│
は
、
大
き
く
い
っ
て
コ
ス
モ
ス
の
解
体
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
有
限
で
、
閉
ざ
さ
れ
た
、
そ
し
て
階
層
的
に
秩
序

二
七
一
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づ
け
ら
れ
た
全
体
（
そ
こ
に
お
い
て
は
、
暗
く
、
重
く
、
不
完
全
な
地
球
か
ら
次
第
に
よ
り
高
い
完
全
性
を
も
つ
星
や
天
体
に
至
る
ま
で
、
価
値
の
階

層
構
造
が
存
在
の
階
層
構
造
を
決
定
し
て
い
た
全
体
）
と
し
て
の
世
界
と
い
う
考
え
方
が
、
哲
学
的
、
科
学
的
に
有
効
な
概
念
で
は
な
く
な
り
、

そ
の
か
わ
り
に
基
礎
的
な
構
成
要
素
と
法
則
の
同
一
性
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
構
成
要
素
が
存
在
の

同
一
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
無
際
限
の
、
い
な
無
限
の
宇
宙
が
登
場
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
逆
に
、
完
全
性
、
調
和
、
意

味
お
よ
び
目
的
の
よ
う
な
価
値
概
念
に
基
づ
く
す
べ
て
の
考
慮
が
科
学
的
思
考
に
よ
っ
て
捨
て
去
ら
れ
た
こ
と
、
究
極
的
に
は
、
存
在
が

完
全
に
価
値
を
剝
奪
さ
れ
、
価
値
の
世
界
と
事
実
の
世
界
が
断
絶
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
18
）

。」

と
こ
ろ
で
ベ
イ
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
主
張
ど
お
り
、
人
類
は
自
然
の
合
理
的
秩
序
・
合
理
的
法
則
に
関
し
て
知
識
を
得
る
こ
と
を
介
し

て
、
自
然
を
支
配
し
制
御
す
る
力
を
手
に
入
れ
た
。
こ
れ
は
一
方
か
ら
言
え
ば
、
自
然
界
か
ら
神
を
追
放
し
、
人
類
が
神
の
位
置
に
代
っ

て
座
る
と
い
う
主
権
の
交
代
現
象
を
意
味
し
て
い
る
し
、
ま
た
中
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
神
と
人
間
と
の
主
権
争
い

に
お
け
る
人
間
の
勝
利
と
し
て
規
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
だ
が
視
点
を
換
え
て
み
れ
ば
、
実
は
神
の
占
め
て
い
た
位

置
に
人
類
が
座
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
の
構
造
の
革
命
的
変
化
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
は
、
構

造
と
し
て
は
相
変
わ
ら
ず
完
全
な
形
で
保
持
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
支
配
者
の
地
位
に
誰
が
就
く
に
せ
よ
│
そ
れ
が
神
で
あ
れ
人

間
で
あ
れ
│
自
然
は
支
配
さ
れ
、
制
御
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
は
、
牢
固
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
自
然
界
が
合
理
的
秩
序
・
合
理
的
法
則
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
は
与
え
ら
れ
た

理
性
に
よ
っ
て
自
然
の
中
の
合
理
的
秩
序
や
法
則
を
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
追
究
を
通
じ
て
知
識
を
介
し
て
自
然
を

自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
制
御
し
、
支
配
す
る
技
と
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
こ
う
し
た
近
代
の
西
欧
合
理
主
義
と
近
代

の
科
学
技
術
を
根
底
か
ら
支
え
る
思
想
上
の
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
（
19
）

。
だ
が
先
に
述
べ
た
ガ
リ
レ
イ
の
言
葉
に

二
七
二
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象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
代
科
学
の
創
始
者
た
ち
の
自
然
探
究
は
、
神
の
言
葉
を
自
然
の
中
に
求
め
る
と
い
う
動
機
を
、
そ
の
根
底
の
基

盤
と
し
て
い
た
。
ベ
イ
コ
ン
が
「
知
識
と
力
と
は
ひ
と
つ
に
合
一
す
る
」
と
力
説
し
て
も
、
そ
の
力
は
未
だ
抽
象
的
な
意
味
が
強
く
、
自

然
探
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
は
人
類
の
た
め
に
、
人
類
の
手
の
中
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
神
の
手
に
仮
託
さ
れ
た
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
人
類
の
た
め
に
人
類
の
手
の
中
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
図
っ
た
の
は
、
一
八
世
紀
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
啓
蒙
主
義
の
運
動
で
あ
っ
た
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
1
） 

村
上
陽
一
郎
『
近
代
科
学
と
聖
俗
革
命
』、
新
曜
社
、
昭
和
五
四
年
、
二
三
頁
。

（
2
） 

村
上
陽
一
郎
『
文
明
の
な
か
の
科
学
』、
青
土
社
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
六
頁
。

（
3
） 

村
上
陽
一
郎
『
科
学
・
哲
学
・
信
仰
』、
レ
グ
レ
ス
文
庫
、
一
九
八
五
年
、
六
五
頁
。

（
4
） 

ベ
イ
コ
ン
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、C
arolyn M

erchant, R
ad

ical E
con

om
y, 1992, p.46

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） C

f. C
arolyn M

erchant, T
h

e D
eath

 of N
atu

re: W
om

en
, E

cology an
d

 th
e S

cien
tifi c R

evolu
tion, 1980, ch. 7. 

キ
ャ
ロ
リ
ン
・

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
『
自
然
の
死
：
科
学
革
命
と
女
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
』（
団
ま
り
な
・
垂
水
雄
二
・
樋
口
祐
子
訳
）、
工
作
舎
、
一
九
八
五
年
、
第
七
章
参

照
。

（
6
） F

rancis B
acon, A

d
van

cem
en

t of L
earn

in
g; N

ovu
m

 O
rgan

u
m

; N
ew

 A
tlan

tis, in G
reat B

ooks of th
e W

estern
 W

orld, 1952, 

p.135. 

ベ
イ
コ
ン
『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
（
新
機
関
）』（
桂
寿
一
訳
）、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
五
―
六
頁
。

（
7
） 

Ibid, p.107. 

同
訳
書
、
六
九
頁
。

（
8
） 

Ibid, p.107. 

同
訳
書
、
七
〇
頁
。

（
9
） 

前
田
達
郎
「
ベ
イ
コ
ン
の
科
学
思
想
：「
知
は
力
な
り
」
と
い
う
思
想
の
意
義
」（
花
田
圭
介
編
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
研
究
』、
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
九
三
年
、
所
収
）、
一
九
七
―
二
二
五
頁
参
照
。

（
10
） F

rancis B
acon, op.cit, p.210. 

ベ
イ
コ
ン
「
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
」（
成
田
成
寿
訳
）（
ベ
イ
コ
ン
『
世
界
の
名
著
』
二
〇
、
昭
和

二
七
三
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五
五
年
、
中
央
公
論
社
、
所
収
）、
五
四
〇
頁
。

（
11
） 

平
野
喜
一
郎
『
社
会
科
学
の
生
誕
』、
大
月
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
三
四
頁
。

（
12
） E

dw
in A
rthur B

urtt, op.cit, ch.4. 

前
掲
訳
書
、
第
四
章
。

（
13
） 
デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』（
谷
川
多
佳
子
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
六
八
頁
。

（
14
） 

同
訳
書
、
七
八
頁
。

（
15
） 

伊
東
俊
太
郎
『
一
語
の
辞
典　

自
然
』、
三
二
―
三
頁
。

（
16
） 

志
村
史
夫
、
前
掲
書
、
三
三
頁
。

（
17
） 

デ
カ
ル
ト
、
前
掲
訳
書
、
八
二
―
三
頁
。

（
18
） A

lexander K
oyre, F

rom
 th

e C
losed

 W
orld

 to th
e In

fi n
ite U

n
iverse, 1968, p.2. 

コ
イ
レ
『
コ
ス
モ
ス
の
解
体
：
閉
ざ
さ
れ
た
世
界

か
ら
無
限
の
宇
宙
へ
』（
野
沢
協
訳
）、
白
水
社
、
一
九
七
四
年
、
一
五
頁
。

（
19
） 

村
上
陽
一
郎
『
科
学
・
哲
学
・
信
仰
』、
六
六
頁
。

四　

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
と
そ
の
活
動

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
啓
蒙
主
義
は
基
本
的
に
は
、
ま
ず
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
確
認
と
移
植
と
い
う
作
業
に
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
一
六
八
七
年
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
力
学
の
も
つ
意
義
を
い
ち
は

や
く
悟
り
、
そ
の
啓
蒙
に
尽
力
し
た
の
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
で
あ
っ
た
（
1
）

。
理
神
論
者
で
あ
り
熱
烈
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
は
、
世
界
秩
序
の
知
的
創
造
者
と
し
て
の
神
の
存
在
を
認
め
た
が
、
人
格
神
を
認
め
ず
、
聖
書
の
矛
盾
を
暴
い
た
。
若
き
日
に
パ

リ
を
追
放
さ
れ
、
亡
命
先
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
体
験
を
も
と
に
母
国
フ
ラ
ン
ス
の
後
進
性
を
批
判
し
て
著
し
た
『
哲
学
書
簡
（
イ
ギ
リ
ス
便

二
七
四
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り
）』
の
中
で
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
哲
学
の
光
に
基
づ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
信
仰
の
啓
示
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
人
間
的
見
地
か
ら
考
え
る
こ
と
だ

け
が
私
の
義
務
で
あ
る
。
…
…
理
性
と
信
仰
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
（
2
）

。」

と
こ
ろ
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
力
学
は
、
そ
れ
ま
で
と
か
く
天
界
と
地
上
界
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
運
動

の
問
題
を
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
に
共
通
に
適
用
で
き
る
形
で
解
い
た
と
い
う
画
期
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
ま
さ
し

く
詩
人
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ポ
ー
プ
に
よ
っ
て
「
自
然
と
自
然
の
法
則
は
夜
の
闇
に
隠
れ
て
眠
っ
て
い
た
。
神
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
よ
来
た
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
た
。
す
る
と
光
が
す
べ
て
を
明
る
く
照
ら
し
た
（
3
）

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
世
界
の
運
動
現
象
は
、
わ
ず
か
三
種
類
の
運
動
に

関
す
る
法
則
に
よ
っ
て
、
原
理
的
に
は
完
全
に
描
き
尽
く
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
（
4
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
始
め
と
す
る
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
大
陸
へ
の
紹
介
と
い
う
仕

事
に
身
を
投
じ
た
。
だ
が
彼
ら
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
絶
対
的
信
頼
を
置
い
て
い
た
が
、
も
は
や
前
世
紀
の
科
学
者
た
ち
の
よ
う
に
、

そ
う
し
た
自
然
界
の
合
理
的
な
秩
序
や
法
則
を
神
の
言
葉
・
神
の
意
志
と
し
て
受
け
取
ろ
う
と
は
し
な
い
傾
向
の
な
か
に
あ
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
啓
蒙
思
想
家
の
す
べ
て
が
無
神
論
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
は
期
せ
ず
し
て
、
科
学
的
な
知
識
を
神
の
手
か
ら
人
間
の

手
に
引
き
戻
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
神
へ
の
信
仰
と
自
然
探
究
と
を
完
全
に
切
り
離
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
科
学
の
実
用
化
、
世
俗
化
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
啓
蒙
の
意
味
と
受
け
取
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
（
啓
蒙
知

識
人
）
た
ち
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
と
い
う
新
し
い
体
系
を
、
い
っ
そ
う
成
功
へ
と
導
く
た
め
、
新
し
い
事
実
群
の
収
集
に
大
き
な
関
心
を

寄
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
態
度
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
百
科
全
書
派
」
の
デ
ィ
ド
ロ
や

ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
な
ど
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
や
教
会
の
妨
害
を
受
け
な
が
ら
も
、
デ
ィ
ド
ロ
や
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
ら
が
二
五
〇

二
七
五
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人
も
の
執
筆
者
の
協
力
を
得
て
編
纂
刊
行
し
た
『
百
科
全
書
』
（
5
）

は
、
当
時
の
科
学
と
技
芸
の
知
識
を
総
合
的
に
ま
と
め
あ
げ
た
野
心
作
で

あ
っ
た
（
6
）

。『
百
科
全
書
』
を
英
語
で
「
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
」
と
言
う
が
、「
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
」
と
は
、
元
々
「
諸
学
問
の
連
鎖
」
を

意
味
す
る
。
人
間
知
識
の
体
系
が
『
百
科
全
書
』
を
ひ
も
と
く
こ
と
に
よ
っ
て
誰
に
で
も
等
し
く
共
有
さ
れ
る
。
知
識
の
世
俗
的
な
体
系

化
が
大
が
か
り
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
知
識
が
聖
職
者
の
独
占
物
で
あ
っ
た
時
代
は
、
終
わ
り
を
告
げ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た

が
っ
て
啓
蒙
の
世
紀
は
、
西
欧
の
外
の
世
界
と
の
接
触
に
よ
り
、
知
識
の
あ
り
方
を
、
窮
屈
な
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
か
ら
解
き
放
つ
時
代

で
も
あ
っ
た
（
7
）

。

さ
て
、
こ
の
『
百
科
全
書
』
は
上
に
触
れ
た
よ
う
に
原
理
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
用
的
な
知
識
で
あ
り
科
学
的
知
識
の
実
用
化
、

世
俗
化
の
意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
地
上
に
散
在
し
て
い
る
知
識
を
集
成
し
、
現
在
お
よ
び
未
来
の
人

類
に
伝
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
ヨ
リ
有
徳
で
幸
福
に
な
る
願
い
を
込
め
て
書
か
れ
た
こ
の
労
作
は
、
い
わ
ば
啓
蒙
主
義
思
潮
の
マ

ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
な
っ
て
、
人
類
は
始
め
て
自
然
科
学
を
本
当
の
意
味
で
自
分
自

身
の
功
利
、
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
と
い
う
態
度
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
（
8
）

。
こ
の
啓
蒙
の
理
想
こ
そ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
の
核
心
に
あ
る
も
の
で
あ
る
（
9
）

。

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
人
類
は
着
実
に
進
歩
し
て
い
く
と
い
う
「
進
歩
の
概
念
」
が
芽
生
え
て
く
る
。
一
七
世
紀

の
科
学
者
た
ち
の
発
想
が
、
む
し
ろ
自
然
史
に
対
し
て
は
終
末
論
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
強
か
っ
た
の
に
比
べ
て
、
啓
蒙
主
義
時
代
の
科
学

者
た
ち
は
、
楽
観
的
態
度
で
人
類
の
進
歩
を
確
信
し
、
そ
の
進
歩
を
推
進
す
る
最
大
の
力
を
科
学
技
術
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
、
近
代
科
学
は
始
め
て
人
類
社
会
に
対
し
て
、
決
定
的
な
影
響
を
も
つ
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
（
10
）

。

古
代
社
会
で
は
、
進
歩
と
い
う
概
念
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
歴
史
は
特
定
の
方
向
性
を
持
た
な
い
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ

二
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た
し
、
も
し
仮
に
方
向
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
を
黄
金
時
代
か
ら
の
衰
退
と
し
て
捉
え
た
も
の
だ
っ
た
。
古
代
お
よ
び
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
で
も
ま
た
、
人
間
が
エ
デ
ン
の
園
で
罪
を
犯
し
て
以
来
世
界
は
転
落
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、

地
上
の
楽
園
は
再
び
戻
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
11
）

。
一
五
―
一
六
世
紀
の
思
想
家
の
多
く
も
ま
た
、
古
代
文
化
を
再
発
見
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
の
時
代
は
尊
敬
す
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
に
比
べ
て
、
文
化
的
な
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
公
共
心
、
道
徳
、

勇
気
の
点
で
も
遥
か
に
劣
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
思
考
の
枠
組
の
中
で
は
、
人
間
の
歴
史
と
は
た
ゆ
み
な
い
進
歩
の
歴

史
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
だ
っ
た
。

一
七
世
紀
末
に
な
っ
て
、
科
学
的
知
見
の
増
大
と
技
術
の
着
実
な
進
歩
（
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
す
で
に
両
方
の
分
野
で
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ

を
明
ら
か
に
凌
駕
し
て
い
た
）
に
よ
っ
て
、
歴
史
と
は
衰
退
で
は
な
く
進
歩
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
思
想
家
の
間
に
広
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
知
識
人
は
、
歴
史
と
は
向
上
に
向
か
っ
て
い
く
非
可
逆
的
な
変
化
が
た
ゆ
み
な
く
連
続
し
て
積
み
重
な
っ

た
も
の
だ
、
と
す
る
考
え
を
次
第
に
受
け
容
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
続
く
一
八
世
紀
啓
蒙
の
時
代
に
な
っ
て
、
ど
の
分
野

で
も
未
来
、
そ
し
て
進
歩
の
必
然
性
に
関
す
る
楽
観
論
が
わ
き
起
っ
た
（
12
）

。「
人
間
性
の
完
成
」
を
信
じ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ

ン
は
、
一
七
九
三
年
に
代
表
作
『
政
治
的
正
義
』
の
中
で
、
バ
ラ
色
の
未
来
を
こ
う
説
い
て
い
る
。「
地
球
上
で
人
間
の
住
み
う
る
面
積

の
四
分
の
三
は
、
ま
だ
未
開
拓
で
あ
る
。
耕
作
技
術
の
進
歩
、
そ
し
て
地
球
の
生
産
性
向
上
の
可
能
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
憶
測
の
到
底
及

ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
と
え
は
る
か
未
来
に
至
る
ま
で
人
口
増
加
が
続
い
た
と
し
て
も
、
地
球
は
人
間
を
支
え
て
い
く
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
（
13
）

。」

進
歩
の
必
然
性
に
関
す
る
楽
観
論
は
同
年
に
、
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
人
間
精
神
の
進
歩
に
関
す
る
歴
史
的
展
望
の
素
描
（
14
）

』

の
中
で
、
そ
の
頂
点
に
達
す
る
。
コ
ン
ド
ル
セ
の
こ
の
著
作
は
人
間
の
可
能
性
、
そ
し
て
人
間
の
進
歩
の
無
限
性
を
信
じ
た
彼
の
所
信
表

二
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明
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
文
章
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
の
可
能
性
は
、
ま
さ
に
無
限
で
あ
る
。
そ

れ
を
妨
げ
る
も
の
は
地
球
自
体
の
寿
命
に
お
い
て
ほ
か
に
な
く
…
…
進
歩
は
…
…
地
球
が
宇
宙
に
お
い
て
現
在
の
位
置
を
占
め
て
い
る
か

ぎ
り
逆
転
す
る
こ
と
は
な
い
（
15
）

」
と
。
こ
れ
と
と
も
に
人
類
社
会
の
歴
史
は
、
未
開
社
会
か
ら
今
日
の
状
態
を
通
じ
て
ヨ
リ
理
想
的
な
社
会

へ
と
、
漸
進
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
確
実
に
ヨ
リ
よ
い
方
向
に
向
っ
て
前
進
を
重
ね
て
い
る
と
い
う
確
信
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
コ
ン
ド
ル
セ
に
お
い
て
も
、
や
が
て
未
来
に
お
い
て
は
万
人
が
平
等
と
自
由
を
謳
歌
す
る
文
明
の
状
態
に
近
づ
く
と
考
え

て
お
り
、
啓
蒙
知
識
人
た
ち
に
見
ら
れ
た
進
歩
へ
の
楽
観
主
義
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
（
16
）

。
彼
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
コ

ミ
ッ
ト
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
こ
う
し
た
楽
観
主
義
に
基
づ
い
た
行
動
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
事
実
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
科
学
技
術

に
対
し
て
寄
せ
た
楽
観
的
信
頼
は
、
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
の
設
置
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
技
術
振
興
政
策
に
鮮
明
に

表
わ
れ
て
い
る
（
17
）

。
こ
の
コ
ン
ド
ル
セ
の
思
想
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
つ
つ
、
一
九
世
紀
に
受
け
継
が
れ
た
。
サ

ン
・
シ
モ
ン
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
、
コ
ン
ト
の
社
会
学
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
、
マ
ル
ク
ス
主
義
あ
る
い
は
ダ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
、
そ

の
他
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
が
、
何
ら
か
の
形
で
、
こ
の
コ
ン
ド
ル
セ
の
思
想
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
否
、

一
九
世
紀
ば
か
り
で
は
な
い
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
科
学
技
術
を
考
え
、
人
類
の
歴
史
と
そ
の
未
来
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
暗
黙
の
前
提

的
了
解
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
実
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
を
含
め
た
啓
蒙
主
義
時
代
の
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
の
発
想
な
の
で
あ
る
（
18
）

。

二
一
世
紀
に
お
い
て
も
進
歩
の
思
想
は
、
依
然
と
し
て
人
間
の
本
質
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
科
学
技
術
の
力
は
物
質
や
知
識

の
水
準
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
、
そ
れ
を
進
歩
と
呼
ん
で
き
た
。
高
い
消
費
水
準
を
達
成
し
、
強
大
な
自
然
界
を
改
造
す
る
能
力
を
も
つ

こ
と
が
重
要
な
目
標
と
さ
れ
た
。
人
間
は
自
然
を
無
限
の
資
源
を
提
供
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
商
品
を
生
産
し
快
適

な
生
活
を
営
む
こ
と
こ
そ
進
歩
だ
と
信
じ
て
き
た
。
進
歩
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
有
益
な
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
社
会
が
目
指
し
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て
い
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
進
歩
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
経
済
的
進
歩
＝
経
済
発
展
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
一
八
世
紀

の
啓
蒙
期
の
進
歩
思
想
は
、
自
然
を
破
壊
し
、
他
の
社
会
を
自
分
た
ち
の
目
的
に
合
う
よ
う
に
変
革
し
、
世
界
中
の
天
然
資
源
を
収
奪
す

る
と
い
う
西
欧
人
の
行
動
を
自
己
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
を
提
供
し
た
と
言
え
る
（
19
）

。

（
1
） 

泉
谷
周
三
郎
『
地
球
環
境
と
倫
理
学
』、
木
鐸
社
、
一
九
九
三
年
、
二
六
四
頁
参
照
。

（
2
） 

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
哲
学
書
簡
』（
中
川
信
訳
）（『
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル　

世
界
の
名
著　

三
五
』、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
〇
年
、
所
収
）、
一
二
四
頁
。

（
3
） 

バ
ジ
リ
ー
・
ウ
ィ
リ
ー
『
イ
ギ
リ
ス
精
神
の
源
流
：
モ
ラ
リ
ス
ト
の
系
譜
』（
樋
口
欣
三
・
佐
藤
全
弘
訳
）、
創
元
社
、
一
九
八
一
年
、
二
五
〇

頁
。

（
4
） 

広
重
・
伊
東
・
村
上
『
思
想
史
の
な
か
の
科
学
』、
一
二
九
頁
。

（
5
） 

イ
ギ
リ
ス
の
『
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
百
科
事
典
』
に
刺
激
さ
れ
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
、
ジ
ョ
ク
ー
ル
ら
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

の
『
百
科
事
典
』
で
あ
り
、
本
巻
一
七
巻
、
補
巻
五
巻
、
図
版
一
一
巻
、
索
引
二
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ら

の
特
別
寄
稿
、
ル
ソ
ー
ら
約
二
五
〇
人
が
執
筆
・
寄
稿
・
資
料
提
供
を
行
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
集
大
成
で
あ
り
、
革
命
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス

社
会
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。

（
6
） 

村
上
陽
一
郎
「
近
代
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
」（『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
明
の
風
土
』、
聖
心
女
子
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所　

木
間
瀬
精
三
編
著
、

春
秋
社
、
昭
和
五
四
年
、
所
収
）、
一
一
―
一
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
） 

弓
削
尚
子
『
啓
蒙
の
世
紀
と
文
明
観
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
―
三
頁
。

（
8
） 

広
重
・
伊
東
・
村
上
『
思
想
史
の
な
か
の
科
学
』、
一
三
一
頁
。

（
9
） 

佐
伯
啓
思
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
二
〇
頁
。

（
10
） C

f.  S
idney P

ollard, T
h

e Id
ea of P

rogress, 1968, ch.2. 

シ
ド
ニ
ー
・
ポ
ラ
ー
ド
『
進
歩
の
思
想
：
歴
史
と
社
会
』（
舟
橋
喜
恵
訳
）、

二
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紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
一
年
、
第
二
章
参
照
。

（
11
） 

ク
ラ
イ
ブ
・
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
『
緑
の
世
界
史
』（
石
弘
之
・
京
都
大
学
環
境
史
研
究
会
訳
）、
朝
日
選
書
、
五
〇
三
号
、
上
、
一
九
九
六
年
、

二
四
四
頁
。

（
12
） 
同
訳
書
、
二
四
五
頁
。

（
13
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
『
政
治
的
正
義
』（
加
藤
一
夫
訳
）、
春
秋
社
、
昭
和
五
年
、
四
七
八
頁
。

（
14
） 

コ
ン
ド
ル
セ
は
、
人
類
が
原
始
の
時
代
に
集
団
生
活
を
始
め
て
以
来
、
社
会
の
経
済
形
態
の
基
礎
が
狩
猟
か
ら
遊
牧
、
農
耕
、
商
業
へ
と
移
り

変
わ
り
、
そ
の
過
程
の
中
で
、
文
字
が
発
明
さ
れ
、
学
問
や
科
学
技
術
が
進
歩
し
、
人
間
の
道
徳
的
能
力
と
理
性
も
発
達
し
て
き
た
と
考
え
る
。
彼

に
と
っ
て
人
類
の
歩
み
の
到
達
点
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
」
す
な
わ
ち
最
も
文
化
の
開
か
れ
た
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
在
で
あ
る
。
自
由
と

権
利
が
認
識
さ
れ
、
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
理
性
が
重
視
さ
れ
、
知
識
が
蓄
積
さ
れ
た
時
代
、
大
革
命
を
と
げ
た
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
「
啓
蒙
の
世

紀
」
に
到
達
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
こ
そ
が
、
人
類
進
歩
の
最
高
の
段
階
に
あ
る
と
さ
れ
た
。（
弓
削
尚
子
、
前
掲
書
、
六
九
―
七
〇
頁
。）

（
15
） 

コ
ン
ド
ル
セ
『
人
間
精
神
進
歩
史
』（
渡
辺
誠
訳
）、
第
一
部
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
二
八
三
―
四
頁
。

（
16
） 

弓
削
尚
子
、
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

（
17
） 

村
上
陽
一
郎
『
文
明
の
な
か
の
科
学
』、
四
三
頁
。

（
18
） 

村
上
陽
一
郎
『
近
代
科
学
と
聖
俗
革
命
』、
一
四
二
頁
。

（
19
） 

ク
ラ
イ
ブ
・
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
前
掲
訳
書
、
二
六
〇
頁
。

五　

結
び
に
か
え
て

近
代
科
学
か
ら
生
ま
れ
た
科
学
技
術
（
1
）

を
背
景
に
も
つ
西
欧
文
明
は
、
富
・
生
産
力
の
増
大
と
い
う
点
に
お
い
て
驚
く
べ
き
力
を
発
揮
し

た
文
明
で
あ
っ
た
。
経
済
学
者
ス
ミ
ス
や
マ
ル
ク
ス
も
同
様
、
こ
の
科
学
技
術
文
明
の
つ
く
り
出
す
物
質
の
信
者
な
の
で
あ
る
。
物
質
を

二
八
〇



西
欧
の
自
然
観
と
そ
の
問
題
点
（
山
口
）

（
一
六
二
九
）

数
量
化
し
て
正
確
に
認
識
し
、
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
物
質
を
人
間
の
意
志
に
従
っ
て
支
配
す
る
。
そ
し
て
そ
の
支
配
に
よ
っ
て
物
質
は
、

人
々
に
驚
く
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
提
供
す
る
。
今
ま
で
人
々
の
囲
り
で
眠
っ
て
い
た
物
質
が
、
近
代
科
学
に
よ
っ
て
驚
く
べ
き
巨
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
者
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
西
欧
文
明
は
、
そ
れ
を
形
成
し
、
推
進
し
た
西
欧
人
に
二
つ
の
力
を
与
え
た
。
一
つ

は
「
経
済
力
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
軍
事
力
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
済
力
と
軍
事
力
に
よ
っ
て
、
西
欧
は
世
界
を
征
服
し
、
世
界
を

西
欧
諸
国
の
支
配
下
に
置
い
た
。
そ
し
て
こ
の
西
欧
諸
国
の
世
界
支
配
の
下
に
、
今
ま
で
多
く
の
文
化
圏
に
分
れ
て
い
た
世
界
が
、
始
め

て
一
つ
の
世
界
と
な
っ
た
。

だ
が
今
や
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
西
欧
文
明
、
科
学
技
術
文
明
へ
の
疑
問
が
世
界
の
人
々
の
間
で
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
近

年
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
し
て
い
る
こ
の
地
球
に
お
け
る
環
境
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
2
）

。
人
間
生
活
の

豊
か
さ
を
目
指
し
た
西
欧
文
明
、
科
学
技
術
文
明
が
、
逆
に
、
人
間
自
身
の
生
活
を
脅
か
し
始
め
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
3
）

。
第
二
次
世

界
大
戦
の
終
わ
り
頃
に
亡
命
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
創
始
者
で
あ
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ

は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
近
代
の
合
理
化
論
を
逆
手
に
と
っ
て
、
名
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
「
従
来
、
も
っ
と
も
広
義
で
の
進
歩
的
思
想
で
あ
る
啓
蒙
の
目
的
は
、
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
途
き
、
人
間
を
支
配
者
の

地
位
に
就
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
地
上
の
世
界
は
完
全
に
啓
蒙
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
破
滅
の
勝
利
を
予
兆
し
て
い
る
（
4
）

」

と
。
こ
こ
に
は
西
欧
の
科
学
技
術
文
明
へ
の
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
啓
蒙
の
暗
雲
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
よ
り
は
る
か
以
前
に
、
啓
蒙
の
「
光
」
と
「
影
」
の
二
面
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
て
い
た
人
物
が
い
た
。
百
科
全
書
家
ダ

ラ
ン
ベ
ー
ル
そ
の
人
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
な
含
蓄
に
富
む
文
章
を
残
し
て
い
る
。

「
自
然
科
学
は
日
に
日
に
新
し
い
富
を
蓄
積
す
る
し
、
幾
何
学
は
自
ら
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
接
す
る
物
理
学
の
分

二
八
一
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野
に
光
明
を
も
た
ら
し
た
。
世
界
の
真
の
体
系
が
つ
い
に
発
見
さ
れ
た
。
…
…
要
す
る
に
、
こ
の
地
球
か
ら
土
星
ま
で
、
天
体
の
歴
史
か

ら
昆
虫
の
歴
史
ま
で
あ
ら
ゆ
る
点
で
自
然
科
学
は
革
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
科
学
も
新
し
い
様
相
を

呈
し
始
め
た
。
だ
が
自
然
科
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
の
精
神
的
高
揚
は
、
自
ら
の
枠
の
中
で
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か

も
奔
流
の
よ
う
に
堤
防
を
破
壊
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
ほ
と
ば
り
出
た
。
世
俗
的
学
問
の
原
理
か
ら
啓
示
の
基
礎
に
至
る
ま
で
、
形
而
上

学
か
ら
趣
味
の
問
題
ま
で
、
音
楽
か
ら
道
徳
ま
で
、
神
学
者
た
ち
の
ス
コ
ラ
的
論
争
か
ら
経
済
的
問
題
ま
で
、
自
然
法
か
ら
実
定
法
ま
で
、

要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
に
最
も
直
接
関
係
す
る
も
ろ
も
ろ
の
問
題
か
ら
、
ま
だ
当
面
は
間
接
的
に
関
係
す
る
だ
け
の
問
題
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

問
題
が
議
論
さ
れ
分
析
さ
れ
、
少
な
く
と
も
論
及
さ
れ
た
。
多
く
の
対
象
の
う
え
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
新
し
い
光
明
、
そ
れ
と
と
も
に
発

生
し
た
新
し
い
暗
雲
、
そ
れ
が
こ
の
精
神
の
普
遍
的
運
動
の
果
実
で
あ
り
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど
潮
の
干
満
の
作
用
が
多

く
の
も
の
を
海
岸
に
打
ち
上
げ
、
他
の
多
く
の
も
の
を
運
び
去
る
の
と
同
様
で
あ
る
（
5
）

。」

ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
こ
の
文
章
を
、
近
代
の
科
学
技
術
の
高
ら
か
な
勝
利
の
謳
歌
と
と
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
文
章
に
は
、

二
つ
の
重
要
な
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
一
つ
に
は
、
近
代
の
科
学
技
術
が
、
す
べ
て
の
も
の
を
呑
み
尽
く
す
狂
暴
と
ま
で
言
え
る

よ
う
な
拡
張
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
が
「
新
し
い
富
」
と
「
新
し
い
光
明
」
と
を
与
え
て
く
れ
る
と
同
時
に
「
新

し
い
暗
雲
」
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
も
の
を
与
え
る
と
同
時
に
多
く
の
も
の
を
人
間
か
ら
奪
い
去
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル

は
洞
察
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
記
す
れ
ば
、
確
固
た
る
信
念
や
目
的
も
な
く
、
た
だ
単
に
物
質
的
環
境
を
支
配
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
富
・
生
産
力
の
増
大

と
い
う
幻
想
に
酔
い
し
れ
、
繁
栄
を
謳
歌
し
た
一
七
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
史
家
ト
ー
ニ
ー
は
、
次
の

よ
う
な
警
告
を
発
し
て
い
る
。「
人
類
は
自
然
か
ら
そ
の
秘
密
を
引
っ
張
り
出
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
秘
密
を
知
っ
た
た
め
に
、
そ

二
八
二
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れ
を
用
い
て
み
ず
か
ら
を
破
滅
せ
し
め
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
（
6
）

」
と
。
こ
の
言
葉
は
、
科
学
技
術
の
も
た
ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
害
悪
、
歪

み
に
悩
ま
さ
れ
、
解
決
に
苦
慮
し
て
い
る
現
代
社
会
に
向
か
っ
て
打
ち
鳴
さ
れ
て
い
る
警
鐘
の
よ
う
で
あ
る
。
人
間
生
活
と
科
学
技
術
と

の
調
和
、
人
間
生
活
と
自
然
環
境
と
の
調
和
を
考
え
て
い
く
上
で
、
一
七
世
紀
初
頭
キ
リ
ス
ト
教
的
信
念
に
支
え
ら
れ
て
誕
生
し
た
近
代

科
学
、
人
類
の
幸
福
の
増
進
、
人
間
の
福
祉
の
増
大
を
旗
印
に
掲
げ
、「
光
」
の
側
面
を
強
調
し
て
き
た
啓
蒙
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し

て
こ
れ
ら
を
土
台
と
し
て
形
成
さ
れ
た
科
学
技
術
を
背
景
に
も
つ
近
代
の
西
欧
文
明
の
本
質
を
新
た
な
眼
で
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
持
続
可
能
な
社
会
を
子
孫
に
残
す
た
め
に
、
人
類
の
英
知
を
結
集
し
て
わ
れ
わ
れ
は
地
球
環
境
問
題
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
7
）

。

（
1
） 

高
山
岩
男
「
技
術
哲
学
」（『
哲
学
と
は
何
か
』、
創
文
社
、
昭
和
四
二
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

佐
和
隆
光
『
成
熟
社
会
の
経
済
倫
理
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
第
六
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

増
谷
文
雄
・
梅
原
猛
『
知
恵
と
慈
悲
〈
ブ
ッ
ダ
〉』（『
仏
教
の
思
想
』
①
）、
角
川
文
庫
ソ
フ
ィ
ア
、
平
成
九
年
、
二
三
五
―
三
二
六
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。
染
谷
臣
道
「
自
然
の
、
自
然
に
よ
る
、
自
然
の
た
め
の
文
明
を
め
ざ
し
て
」（『
比
較
文
明
』
㉗
、
比
較
文
明
学
会
、
二
〇
一
一
年
、
所

収
）
を
み
よ
。

（
4
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
＆
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
『
啓
蒙
の
弁
証
法
：
哲
学
的
断
想
』（
徳
永
恂
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、

三
頁
。

（
5
） 

Ｅ
・
カ
ッ
シ
ラ
ー
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』（
中
野
好
之
訳
）、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
六
頁
か
ら
引
用
。

（
6
） 

ト
ー
ニ
ー
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』（
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
臣
訳
）、
岩
波
文
庫
、
下
、
一
九
九
三
年
、
二
一
七
頁
。

（
7
） C

f.  R
obert G

oodland, H
erm
an D

aly, and S
alah E

I S
erfy, eds, P

opu
lation

, T
ech

n
ology an

d
 L

ifestyle, 1992, ch.1.  E
dw
ard 

G
oldsm

ith, T
h

e W
ay, 1992, p.xi.
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地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
三
三
）

地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政

山　
　

田　
　

光　
　

矢

一
、
地
方
行
財
政
改
革
の
沿
革

二
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
地
域
主
権

三
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
総
論
と
地
域
主
権

四
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
各
論
と
地
域
主
権

五
、
地
域
主
権
改
革
の
流
れ
と
そ
の
議
論

六
、
戦
後
改
革
と
地
方
行
財
政
制
度

七
、
地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
制
度
改
革
の
目
的
と
方
向
性

二
八
五
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一
、
地
方
行
財
政
改
革
の
沿
革

社
会
は
流
動
的
で
あ
り
常
に
変
化
し
続
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
社
会
で
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
を
形
成
し
て
共
同
生
活
を
営
ん
で
い

る
。
共
同
生
活
を
平
穏
に
営
む
た
め
に
は
、
集
団
生
活
の
継
続
を
前
提
と
し
た
制
度
や
組
織
あ
る
い
は
規
則
や
規
制
な
ど
が
必
要
と
な
る
。

人
間
は
主
体
性
を
持
っ
た
個
人
と
し
て
自
由
に
生
き
る
権
利
が
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
人
と
し
て
ル
ー
ル
に
従
い
社
会
生
活
を
営
ま
な
け

れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
存
在
で
も
あ
る
。
個
人
生
活
は
私
的
社
会
の
中
で
自
己
責
任
を
前
提
と
し
て
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
公
的
生

活
は
国
家
や
地
方
公
共
団
体
に
代
表
さ
れ
る
公
的
組
織
の
中
で
営
ま
れ
る
。
本
来
は
国
民
や
住
民
を
中
心
と
し
た
「
ひ
と
」
が
納
付
す
る

税
金
等
を
中
心
に
し
て
営
ま
れ
る
公
的
集
団
が
、
自
己
目
的
化
し
て
、
自
己
増
殖
を
図
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
は
、
そ
う
し
た
行
政
組
織
の
現
状
を
皮
肉
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
法
則
」
を
提
示
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
第
一
法
則
は
、「
役
人
の
数
は
な
す
べ
き
仕
事
の
軽
重
、
時
に
は
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
割
合
で

増
加
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
は
そ
れ
に
付
随
す
る
関
連
法
則
の
一
つ
と
し
て
、「
あ
る
組
織
の
立
派
な
ビ
ル
等
の

建
設
計
画
は
、
常
に
そ
の
機
関
の
崩
壊
点
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
完
成
は
終
息
で
あ
り
、
死
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
た
（
1
）

。

こ
の
よ
う
に
制
度
や
組
織
あ
る
い
は
規
則
や
規
制
の
完
成
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
た
事
象
の
終
盤
に
な
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
そ
れ
ら
は
絶
え
ず
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
改
正
や
修
正
あ
る
い
は
改
革
や
改
変
な
ど
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

社
会
的
な
安
定
性
の
面
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
一
定
の
制
度
や
規
則
な
ど
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
何
を
継
続

さ
せ
、
ど
こ
を
改
革
す
べ
き
か
が
絶
え
ず
社
会
で
は
問
題
と
な
り
、
あ
ま
り
複
雑
な
も
の
や
煩
雑
な
ケ
ー
ス
で
は
、
先
送
り
と
い
っ
た
現

象
さ
え
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
必
要
な
改
革
が
放
置
さ
れ
う
る
可
能
性
さ
え
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
八
六



地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
三
五
）

戦
後
日
本
の
地
方
自
治
制
度
の
確
立
と
変
遷
の
歴
史
を
俯
瞰
す
る
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
の
下
で
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
治

法
、
地
方
財
政
法
、
地
方
税
法
そ
の
他
の
地
方
行
財
政
関
連
法
規
な
ど
の
制
定
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
の
民
主

化
を
前
提
と
し
た
戦
後
改
革
で
は
、
理
想
的
な
制
度
が
追
及
さ
れ
た
反
面
、
戦
後
復
興
に
応
じ
た
現
実
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
た
。
民
主

化
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
公
選
制
の
導
入
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
公
選
知
事
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
都
道
府

県
は
、
法
制
度
上
は
明
確
な
権
利
義
務
を
有
す
る
地
方
公
共
団
体
と
な
っ
た
。
ま
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
ド
ッ
ジ
ラ
イ
ン
や
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
な
ど

を
通
じ
て
、
戦
後
イ
ン
フ
レ
か
ら
の
脱
出
と
市
町
村
優
先
主
義
を
前
提
と
し
た
事
務
の
再
配
分
と
税
制
改
革
な
ど
を
通
じ
た
地
方
自
治
制

度
の
確
立
と
推
進
を
図
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
戦
後
改
革
期
の
混
乱
と
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
能
力
の
脆
弱
さ
は
、
国
家
主
導
の
戦
後
改
革
の
実
践
を
求
め
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
戦
時
体
制
を
通
じ
た
集
権
制
の
強
化
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
国
家
に
は
自
治
制
度
拡
充
へ
の
理
解
が
強
か
っ
た
と
は
い
え

ず
、
中
央
省
庁
も
戦
前
の
体
制
を
前
提
と
し
た
国
主
導
に
よ
る
上
か
ら
の
復
興
と
発
展
を
図
っ
た
と
い
う
側
面
も
認
め
ら
れ
る
。
国
は
ブ

ロ
ッ
ク
を
前
提
と
し
た
地
域
を
単
位
と
し
て
地
方
出
先
機
関
を
拡
充
さ
せ
る
と
と
も
に
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の
強
化
や
交
付
金
や
補
助

金
な
ど
を
通
じ
て
、
国
家
が
地
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
体
制
を
強
化
し
て
き
た
。
続
く
高
度
経
済
成
長
期
に
は
地
域
格
差
が
拡
大
し
、

自
治
能
力
の
相
違
へ
の
国
家
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
反
面
、
行
財
政
能
力
の
脆
弱
な
地
方
で
は
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税
や
、
国
の
行
政

計
画
に
沿
う
こ
と
で
配
分
さ
れ
る
補
助
金
な
ど
で
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
を
通
じ
た
地
域
発
展
を
推
進
し
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
昭
和
の
大
合
併
が
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。

高
度
経
済
成
長
の
中
で
進
展
し
て
い
た
現
象
の
一
つ
に
過
密
・
過
疎
現
象
が
あ
る
。
こ
の
問
題
へ
の
解
決
策
と
し
て
一
九
六
二
（
昭
和

三
七
）
年
に
池
田
内
閣
が
採
用
し
た
も
の
が
、「
地
域
間
の
均
衡
あ
る
発
展
」
を
基
本
目
標
と
し
た
全
国
総
合
開
発
計
画
（
全
総
）
で
あ
る
。

二
八
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年
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月
）

（
一
六
三
六
）

国
は
全
総
推
進
の
た
め
に
同
年
に
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
を
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
は
工
業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
を

制
定
し
、
全
国
に
一
五
の
新
産
業
都
市
と
六
つ
の
工
業
整
備
特
別
地
域
を
設
定
し
た
。
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
高
速
鉄
道
、
高
速

道
路
、
本
四
架
橋
、
本
土
と
北
海
道
を
結
ぶ
海
底
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
整
備
あ
る
い
は
建
設
と
い
う
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想
を
通
じ
た
、

豊
か
な
環
境
の
創
造
を
目
的
と
し
た
新
全
国
総
合
開
発
計
画
（
新
全
総
）
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
新
全
総
は
合
併
で
は
な
く
、
広
域
市
町

村
圏
と
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
や
地
方
生
活
圏
に
よ
る
事
務
の
共
同
処
理
方
式
を
採
用
し
た
。

一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
は
、
安
定
成
長
の
も
と
に
お
け
る
自
然
豊
か
な
地
方
圏
へ
の
定
住
促
進
を
前
提
と
す

る
、
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
三
全
総
）
を
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
に
閣
議
決
定
さ
せ
た
。
そ
の
基
本
目
標
は
「
人
間
居
住
の
総

合
的
環
境
整
備
」
で
あ
っ
た
。
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
七
月
に
は
広
域
市
町
村
圏
や
地
方
生
活
圏
を
前
提
に
し
た
モ
デ
ル
定
住
圏
が

各
都
道
府
県
に
一
圏
域
ず
つ
設
定
さ
れ
た
。
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
の
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
四
全
総
）
は
、｢

総
合
保
養
地

整
備
法
（
リ
ゾ
ー
ト
法
）｣

制
定
一
ヶ
月
後
に
、｢
東
京
一
局
集
中
の
是
正｣

と
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
を
基
本
に
、「
多
極
分
散
型
の

国
土
の
形
成
」
を
基
本
目
標
に
し
た
計
画
と
し
て
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
に
は
東
京
都
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
を

除
く
四
四
道
府
県
に
「
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
八
五
圏
域
設
定
さ
れ
、
首
都
機
能
移
転
も
論
じ
ら
れ
た
（
2
）

。

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に
は
参
加
と
連
携
を
開
発
方
式
と
し
、
多
極
型
国
土
構
造
の
形
成
を
基
本
目
標
と
す
る
、「
二
一
世
紀
の
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
（
五
全
総
）」
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
東
京
一
極
集
中
の
改
善
策
と
し
て｢

多
軸
型
国
土
構
造｣

の
形
成
が
目
標
と

さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
に
は
、
一
〇
年
間
を
前
提
と
し
た
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
と
も
い
え
る
、「
国
土
形
成
計
画

（
六
全
総
）」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
背
景
に
は
平
成
の
大
合
併
の
終
焉
と
道
州
制
へ
の
移
行
問
題
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
計
画
の

中
で
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
地
方
分
権
一
括
法
が
制
定
さ
れ
た
。
平
成
の
大
合
併
も
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
道
州
制
を
意

二
八
八



地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
三
七
）

識
し
た
「
広
域
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
、
平
成
の
大
合
併
の
後
の｢

生
活
圏｣

で
あ
る
「
定
住
自
立
圏
構
想
」
は
、
道
州
制
へ
の
移
行
を
前
提
と

し
つ
つ
、
目
標
ど
お
り
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
平
成
の
大
合
併
に
対
す
る
新
た
な
対
応
策
の
方
向
性
が
見
え
て
く
る
（
3
）

。

全
国
総
合
開
発
計
画
は
、
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
と
産
業
発
展
を
前
提
に
、
地
域
の
行
財
政
能
力
の
拡
充
を
求
め
た
改
革
と
も
い
え
る
。

し
か
し
国
策
に
よ
る
地
域
開
発
は
、
自
立
性
を
高
め
た
大
都
市
と
国
家
依
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
そ
の
他
の
圏
域
と
の
相
違
を
拡
大
さ
せ

た
。
ま
た
高
度
経
済
成
長
か
ら
安
定
成
長
へ
の
転
換
は
、
地
域
格
差
を
よ
り
助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
た
だ
し
高
度
成
長
と
い
う
単
一

目
標
に
よ
る
成
長
は
、
地
方
公
共
団
体
に
同
一
方
向
の
行
動
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
定
成
長
期
へ
の
転
換
は
、
各
地
方
公
共
団

体
に
、
地
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
前
提
に
し
た
地
域
開
発
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
各
地
方
公
共
団
体
ご
と

の
独
自
性
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
、
地
方
分
権
拡
充
の
実
現
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
障
す
る
財
源

の
確
保
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
財
源
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
赤
字
公
債
の
累
積
の
実
態
を

受
け
て
、
国
と
地
方
が
歩
調
を
合
わ
せ
る
形
で
構
造
改
革
を
実
施
し
、
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

民
主
党
政
権
誕
生
前
の
地
方
自
治
制
度
改
革
は
、
基
本
的
に
は
、
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
機
関
と
し
て
、
関
係
法
律
の
制
定
を
通
じ

て
設
置
さ
れ
た
「
審
議
会
」
の
答
申
や
勧
告
を
受
け
て
政
策
が
策
定
さ
れ
実
施
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
民
主
党
政
権
は
、「
主
に
政
権

交
代
前
に
出
さ
れ
た
地
方
分
権
改
革
推
進
審
議
会
の
勧
告
を
踏
ま
え
た
政
策
を
実
施
す
る
た
め
、
新
た
な
組
織
で
あ
る
地
域
主
権
戦
略
会

議
を
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
一
一
月
一
七
日
の
閣
議
決
定
に
基
づ
き
内
閣
府
に
設
置
し
」、
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
「
従
来
の
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
は
、
有
識
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
審
議
会
で
あ
り
、
政
府
に
対
し
て
勧
告
を
行

う
こ
と
を
所
掌
事
務
と
し
て
お
り
、
政
府
に
お
け
る
対
応
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
し
て
全
閣
僚
が
参
加
す
る
地
方
分
権
改
革
推

進
本
部
で
決
定
す
る
体
制
に
な
っ
て
い
た
」
こ
と
か
ら
、「
内
閣
を
助
け
る
明
確
な
権
限
と
責
任
を
備
え
た
体
制
と
す
る
た
め
、
内
閣
総

二
八
九
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八
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理
大
臣
を
議
長
と
し
、
内
閣
特
命
担
当
大
臣
（
地
域
主
権
推
進
）
を
副
議
長
と
し
、
関
係
閣
僚
と
有
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う

二
つ
の
組
織
を
通
じ
た
改
革
体
制
を
批
判
し
、「
施
策
を
検
討
し
、
実
施
す
る
」
地
域
主
権
戦
略
会
議
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
第

三
者
機
関
の
勧
告
・
意
見
を
待
た
ず
に
『
政
治
主
導
』
で
改
革
を
推
進
」
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（
4
）

。
し
か
し
政
府
内
改
革
は
政

権
の
混
乱
と
と
も
に
効
果
的
な
改
革
は
推
進
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
地
域
主
権

「
地
域
主
権
」
は
、
民
主
党
の
二
〇
〇
九
年
七
月
二
七
日
の
『
民
主
党
政
権
政
策M

anifesto

』（M
anifesto2009

：
以
下
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

二
〇
〇
九
」
と
表
記
）
の
「
鳩
山
政
権
の
政
権
構
想
」
の
五
原
則
の
中
で
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
の
五
つ
の
原
則
と
は
、

原
則
1
「
官
僚
丸
投
げ
の
政
治
か
ら
、
政
権
党
が
責
任
を
持
つ
政
治
家
主
導
の
政
治
へ
」

原
則
2
「
政
府
と
与
党
を
使
い
分
け
る
二
元
体
制
か
ら
、
内
閣
の
下
の
政
策
決
定
に
一
元
化
へ
」

原
則
3
「
省
庁
の
縦
割
り
の
省
益
か
ら
、
官
邸
主
導
の
国
益
へ
」

原
則
4
「
タ
テ
型
社
会
の
利
権
社
会
か
ら
、
ヨ
コ
型
の
絆
（
き
ず
な
）
の
社
会
へ
」

原
則
5
「
中
央
集
権
か
ら
、
地
域
主
権
へ
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
命
を
大
切
に
す
る
。
他
人
の
幸
せ
を
自
分
の
幸
せ
に
感
じ
ら
れ
る
社
会
」

で
あ
る
「
友
愛
社
会
」
の
構
築
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
「
税
金
の
ム
ダ
づ
か
い
を
徹
底
的
に
な
く
し
、
国
民
生
活
の
立
て
直

し
に
使
う
」
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

五
原
則
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、「
政
治
と
は
、
政
策
や
予
算
の
優
先
順
位
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
私
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
は
な

二
九
〇
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く
、
人
間
を
大
事
に
す
る
政
治
を
し
た
い
」
と
の
べ
、「
官
僚
任
せ
で
は
な
く
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
目
線
で
考
え
て
い
き
た
い
」
こ
と
や
、

「
縦
に
結
び
つ
く
利
権
社
会
で
は
な
く
、
横
に
つ
な
が
り
合
う
『
き
ず
な
』
の
社
会
を
つ
く
り
た
い
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
す
べ
て
の
人
が
、

お
互
い
に
役
立
ち
、
居
場
所
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
つ
く
り
た
い
」
と
し
て
、
政
策
の
方
向
性
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
な
か
で
五
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

第
1
策　

政
府
に
大
臣
、
副
大
臣
、
政
務
官
（
以
上
、
政
務
三
役
）、
大
臣
補
佐
官
な
ど
の
国
会
議
員
約
一
〇
〇
人
を
配
置
し
、
政
務
三

役
を
中
心
に
政
治
主
導
で
政
策
を
立
案
、
調
整
、
決
定
す
る
。

第
2
策　

各
大
臣
は
、
各
省
の
長
と
し
て
の
役
割
と
同
時
に
、
内
閣
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
重
視
す
る
。「
閣
僚
委
員
会
」
の
活
用

に
よ
り
、
閣
僚
を
先
頭
に
政
治
家
自
ら
困
難
な
課
題
を
調
整
す
る
。
事
務
次
官
会
議
は
廃
止
し
、
意
思
決
定
は
政
治
家
が
行
う
。

第
3
策　

官
邸
機
能
を
強
化
し
、
総
理
直
属
の
「
国
家
戦
略
局
」
を
設
置
し
、
官
民
の
優
秀
な
人
材
を
結
集
し
て
、
新
時
代
の
国
家
ビ

ジ
ョ
ン
を
創
り
、
政
治
主
導
で
予
算
の
骨
格
を
策
定
す
る
。

第
4
策　

事
務
次
官
・
局
長
な
ど
の
幹
部
人
事
は
、
政
治
主
導
の
下
で
業
績
の
評
価
に
基
づ
く
新
た
な
幹
部
人
事
制
度
を
確
立
す
る
。

政
府
の
幹
部
職
員
の
行
動
規
範
を
定
め
る
。

第
5
策　

天
下
り
、
渡
り
の
斡
旋
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
。
国
民
的
な
観
点
か
ら
、
行
政
全
般
を
見
直
す
「
行
政
刷
新
会
議
」
を
設
置

し
、
全
て
の
予
算
や
制
度
の
精
査
を
行
い
、
無
駄
や
不
正
を
排
除
す
る
。
官
・
民
、
中
央
・
地
方
の
役
割
分
担
の
見
直
し
、

整
理
を
行
う
。
国
家
行
政
組
織
法
を
改
正
し
、
省
庁
再
編
を
機
動
的
に
行
え
る
体
制
を
構
築
す
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
五
策
」
で
は
、
政
府
の
あ
り
方
や
官
邸
機
能
の
あ
り
方
と
政
府
の
意
思
決
定
の
あ
り
方
を
中
心
に
、
退
職
後
の
こ
と
も
踏
ま
え
た
官

二
九
一
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僚
機
構
の
改
革
な
ど
を
通
じ
て
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
整
理
を
行
う
と
い
う
視
点
か
ら
し
か
地
方
に
関
す
る
テ
ー
マ
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
国
政
改
革
に
関
連
し
て
地
方
制
度
の
改
革
も
見
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
型
の
、
多

く
の
議
員
を
政
務
三
役
と
し
て
登
用
す
る
こ
と
で
官
邸
機
能
を
強
化
し
、
官
僚
機
構
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
姿
勢
が
見
え
て
い
る
。

中
央
・
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
す
こ
と
で
地
域
主
権
を
確
立
し
、
地
方
重
視
の
政
治
・
行
政
制
度
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
民
が
で
き
る
こ
と
は
民
に
、
地
方
が
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
任
せ
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
が
補

完
性
の
原
則
を
前
提
に
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
が
存
在
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
主
導
の
具
体
的
な
姿
が
提

示
さ
れ
、
国
家
の
役
割
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
残
り
は
地
方
に
移
譲
す
る
こ
と
で
地
域
主
権
の
確
立
を
目
指
す
政
治
姿
勢
が
強
調
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

続
け
て
鳩
山
代
表
は
、
五
原
則
と
五
策
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、「
政
治
と
は
、
政
策
や
予
算
の
優
先
順
位
を
つ
く
る
こ
と
で
す
」

と
の
べ
、
優
先
順
位
を
、「
す
べ
て
の
予
算
を
組
み
替
え
、
子
育
て
・
教
育
、
年
金
・
医
療
、
地
域
主
権
、
雇
用
・
経
済
に
税
金
を
集
中

的
に
使
い
ま
す
」、「
生
活
の
安
定
が
希
望
を
生
み
、
意
欲
に
つ
な
が
っ
た
心
が
こ
の
国
を
押
し
上
げ
て
い
き
ま
す
」、「
国
民
を
苦
し
め
て

い
る
古
い
仕
組
み
を
終
わ
ら
せ
、
す
べ
て
の
人
が
生
き
が
い
と
働
き
が
い
を
持
て
る
国
を
、
あ
な
た
と
民
主
党
で
作
り
上
げ
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
」
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
ら
れ
た
「
暮
ら
し
の
た
め
の
政
治
を
」
で
は
、
地
域
主
権
は
五
原
則
の
原
則
5
に

「
中
央
集
権
か
ら
地
域
主
権
へ
」
と
し
て
出
て
く
る
だ
け
で
あ
り
、
具
体
策
と
し
て
は
五
策
の
中
の
第
5
策
で
「
官
・
民
、
中
央
・
地
方

の
役
割
分
担
の
見
直
し
、
整
理
を
行
う
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
5
）

。
民
主
党
は
、
日
本
の
地
方
制
度
を
中
央
集
権
で
あ
る
と
断

言
し
、
国
民
の
生
活
安
定
に
と
っ
て
地
域
主
権
の
確
立
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
た
も
の
の
、
地
域
主
権
が
い
か
な
る
も
の

二
九
二
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で
あ
る
か
と
い
う
明
確
な
解
説
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
地
域
主
権
と
い
う
言
葉
だ
け
が
先
行
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
自
由
な
解

釈
が
な
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
地
域
主
権
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
は
、
是
と
す
る
意
見
と
、
疑
問
視
す
る
意
見
と
、
反
対
す
る
意
見
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

本
来
「『
地
方
制
度
』
と
は
、
国
土
を
分
割
し
た
国
の
行
政
区
画
に
伴
う
行
政
制
度
と
、
一
定
の
地
域
ご
と
の
自
治
に
関
す
る
制
度
と
が
、

表
裏
一
体
に
張
り
合
わ
さ
れ
て
成
立
し
た
制
度
（
6
）

」
で
あ
り
、「
要
は
、
国
の
『
地
方
』
出
先
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、『
地
方
』
自
治
体
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
…
略
…
こ
の
よ
う
な
『
地
方
』
概
念
の
両
義
性
あ
る
い
は
貫
通
性
は
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
7
）

」

と
い
う
考
え
方
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「『
地
方
自
治
』
は
確
定
語
だ
と
し
て
も
、『
地
方
』
は
、
が
ん
ら
い
『
中
央
』

の
反
対
語
で
、
国
の
各
省
の
『
地
方
支
分
部
局
』
な
ど
も
あ
っ
て
、
自
治
用
語
と
し
て
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
『
地
域
』

と
は
、
各
自
然
条
件
の
も
と
で
自
立
し
た
産
業
経
済
・
政
治
行
政
・
文
化
・
歴
史
を
生
み
出
す
特
色
あ
る
人
間
社
会
の
地
理
的
単
位
で

あ
っ
て
、
住
民
と
自
治
体
に
と
っ
て
の
自
治
の
基
盤
を
意
味
し
え
よ
う
（
8
）

」
と
い
う
賛
成
論
が
一
方
で
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

地
域
主
権
の
主
張
に
至
る
地
方
分
権
改
革
の
流
れ
は
、
平
成
五
年
六
月
の
宮
沢
内
閣
の
時
代
に
な
さ
れ
た
国
会
決
議
で
あ
る
「
地
方
分

権
の
推
進
に
関
す
る
決
議
」
の
成
立
と
、
同
年
八
月
の
細
川
内
閣
誕
生
と
い
う
、
与
野
党
間
の
政
権
交
代
を
受
け
た
急
激
な
政
治
変
動
の

流
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
細
川
内
閣
は
、
翌
年
八
月
に
「
第
二
十
四
次
地
方
制
度
調
査
会
」
を
発
足
さ
せ
、
地
方
分
権
改
革
の
端
緒

と
な
っ
た
。
平
成
七
年
五
月
に
村
山
内
閣
の
も
と
で
「
地
方
分
権
推
進
法
」
が
成
立
し
、「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」
が
発
足
し
た
。
同

委
員
会
の
五
次
に
わ
た
る
勧
告
は
、
平
成
一
一
年
七
月
の
小
渕
内
閣
で
の
「
地
方
分
権
一
括
法
」
に
結
び
つ
い
た
。
平
成
一
一
年
は
十
年

に
わ
た
る
平
成
の
大
合
併
が
開
始
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
修
正
さ
れ
た
地
方
自
治
法
は
、
第
一
条
の
二
が
付
加
さ
れ
、
そ
の
①
「
地
方
公

共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広
く

二
九
三
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担
う
も
の
と
す
る
」
と
、
第
三
条
の
⑬
「
法
律
ま
た
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
が
自
治
事
務
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
特
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
を
置
い
て
、「
地
域
」
を
地
方
自
治
の
用
語
と
し
て
条
文
で
用
い
た
。
こ
こ
か
ら
「
地
域
」
と
い
う
語
が

「
地
方
」
と
混
在
す
る
形
で
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
9
）

。

三
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
総
論
と
地
域
主
権

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
は
、
具
体
策
と
し
て
五
つ
の
項
目
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宣
言
と
目
標
と
具
体
的
な
政
策
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、「
1
『
ム
ダ
づ
か
い
』：
税
金
は
、
官
僚
と
一
部
政
治
家
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
の
税
金
を
、
国
民
の
手
に
取
り
戻

し
ま
す
」
と
宣
言
し
、
そ
の
目
標
と
し
て

・
国
の
総
予
算
二
〇
七
兆
円
を
全
面
的
に
組
み
替
え

・
税
金
の
ム
ダ
づ
か
い
と
天
下
り
を
根
絶
し
ま
す
。

・
議
員
の
世
襲
と
企
業
団
体
献
金
は
禁
止
し
、
衆
院
定
数
八
〇
を
削
減
し
ま
す
。

を
掲
げ
て
い
る
。
続
け
て
、「
国
民
の
生
活
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
何
か
？
」、「
必
要
な
も
の
は
増
や
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
削
る
」、

「
明
確
な
基
準
で
す
べ
て
組
み
替
え
た
予
算
が
、
あ
な
た
の
暮
ら
し
を
よ
く
し
ま
す
」
と
宣
言
し
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
、「
今
の
仕
組
み

を
改
め
、
新
し
い
財
源
を
生
み
出
し
ま
す
」
で
は
、「
1
国
の
総
予
算
二
〇
七
兆
円
を
徹
底
的
に
効
率
化
。
ム
ダ
づ
か
い
、
不
要
不
急
な

事
業
を
根
絶
す
る
」
に
お
い
て
、
総
予
算
二
〇
六
・
五
兆
円
か
ら
、
公
共
事
業
「
川
辺
川
ダ
ム
、
八
ツ
場
ダ
ム
は
中
止
。
時
代
に
合
わ
な

い
国
の
大
型
直
轄
事
業
は
全
面
的
に
見
直
す
」、「
道
路
整
備
は
費
用
対
効
果
を
厳
密
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
う
え
で
、
必
要
な
道
路
を
つ
く

二
九
四
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る
」
と
し
た
う
え
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
・
三
兆
円
が
削
減
可
能
だ
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人
件
費
等
の
削
減
で
一
・
一
兆
円
、
庁
費
等
と

委
託
費
と
施
設
費
と
補
助
金
削
減
や
見
直
し
で
六
・
一
兆
円
、
議
員
定
数
削
減
に
よ
る
歳
費
カ
ッ
ト
や
予
算
査
定
の
厳
格
化
で
〇
・
六
兆
円

の
小
計
額
九
・
一
兆
円
の
節
約
が
可
能
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
2
税
金
な
ど
を
た
め
込
ん
だ
『
埋
蔵
金
』
や
資
産
を
国
民
の
た
め
に
活
用

す
る
」
と
し
た
う
え
で
、『
埋
蔵
金
』
の
活
用
で
四
・
三
兆
円
、
政
府
資
産
の
計
画
的
売
却
で
〇
・
七
兆
円
の
小
計
額
五
兆
円
の
活
用
額
が

存
在
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
3
租
税
特
別
措
置
な
ど
を
見
直
す
」
で
は
、「
不
透
明
な
租
税
特
別
措
置
を
す
べ
て
見
直

し
、
効
果
の
乏
し
い
も
の
、
役
割
を
終
え
た
も
の
を
廃
止
す
る
」、「『
控
除
』
か
ら
『
手
当
』
へ
転
換
す
る
た
め
、
所
得
税
の
配
偶
者
控

除
・
扶
養
控
除
を
廃
止
し
、『
子
ど
も
手
当
』
を
創
設
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
・
七
兆
円
の
削
減
が
可
能
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

合
計
で
平
成
二
五
年
度
に
一
六
・
八
兆
円
の
予
算
削
減
が
可
能
な
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
「
2
『
子
育
て
・
教
育
』：
子
育
て
の
心
配
を
な
く
し
、
み
ん
な
に
教
育
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
り
ま
す
。」
で
は
、
そ
の
目
標
と
し
て
、

・
中
学
卒
業
ま
で
、
一
人
あ
た
り
三
一
万
二
〇
〇
〇
円
の
「
子
ど
も
手
当
」
を
支
給
し
ま
す
。

・
高
校
は
実
質
無
料
化
し
、
大
学
は
奨
学
金
を
大
幅
に
拡
充
し
ま
す
。

を
掲
げ
て
い
る
。
続
け
て
「
経
済
的
な
理
由
で
十
分
な
教
育
が
受
け
ら
れ
な
い
。
ど
こ
の
国
で
も
な
い
、
日
本
の
話
で
す
」、「
民
主
党
は
、

す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
教
育
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
り
ま
す
」「
社
会
全
体
で
子
育
て
す
る
国
に
し
ま
す
」
と
宣
言
し
、「
安
心
し
て
子
育

て
と
教
育
が
で
き
る
政
策
」
と
し
て
「
出
産
時
に
五
五
万
円
の
一
時
金
を
支
給
し
ま
す
」、「『
子
ど
も
手
当
』
は
子
ど
も
一
人
当
た
り
年

三
一
万
二
〇
〇
〇
円
（
月
額
二
万
六
〇
〇
〇
円
）
を
中
学
卒
業
ま
で
支
給
し
ま
す
」、「
公
立
高
校
生
の
授
業
料
を
無
償
化
し
、
私
立
高
校
生

に
は
年
一
二
〜
二
四
万
円
を
助
成
し
ま
す
」、「
大
学
生
、
専
門
学
校
生
の
希
望
者
全
員
が
受
け
ら
れ
る
奨
学
金
制
度
を
創
設
し
ま
す
」、

「
生
活
保
護
の
母
子
加
算
を
復
活
し
、
父
子
家
庭
に
も
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
ま
す
」、「
空
き
教
室
な
ど
の
活
用
で
保
育
所
を
増
や
し
、

二
九
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待
機
児
童
解
消
を
目
指
し
ま
す
」
と
強
調
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
3
『
年
金
・
医
療
』：
年
金
、
医
療
、
介
護
の
不
安
を
な
く
し
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
」
で
は
、

そ
の
目
標
と
し
て
、

・「
年
金
通
帳
」
で
消
え
な
い
年
金

・
年
金
制
度
を
一
元
化
し
、
月
額
七
万
円
の
最
低
保
障
年
金
を
実
現
し
ま
す
。

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
廃
止
し
、
医
師
の
数
を
一
・
五
倍
に
し
ま
す
。

を
掲
げ
て
い
る
。
続
け
て
「
高
齢
化
社
会
の
不
安
を
解
消
す
る
第
一
歩
は
、
国
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
こ
と
で
す
」、「『
消
え
た
年
金
』

被
害
を
補
償
す
る
と
と
も
に
、
国
民
全
員
が
受
け
取
れ
る
年
金
制
度
を
確
立
」、「
十
分
な
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
ひ
と
つ
の

生
命
を
大
切
に
し
ま
す
」
と
宣
言
し
、「
安
心
し
た
生
活
を
実
現
す
る
政
策
」
と
し
て
、
年
金
問
題
へ
の
集
中
的
な
対
応
や
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
廃
止
、
医
学
生
の
一
・
五
倍
増
な
ど
九
項
目
を
提
示
し
て
い
る
。

「
4
『
地
域
主
権
』：
地
域
の
こ
と
は
地
域
が
決
め
る
。
活
気
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
つ
く
り
ま
す
」
で
は
、
そ
の
目
標
と
し
て
、

・「
地
域
主
権
」
を
確
立
し
、
第
一
歩
と
し
て
、
地
方
の
自
主
財
源
を
大
幅
に
増
や
し
ま
す
。

・
農
家
の
戸
別
所
得
保
障
制
度
を
創
設

・
高
速
道
路
の
無
料
化
、
郵
政
事
業
の
抜
本
見
直
し
で
地
域
を
元
気
に
し
ま
す

を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
付
随
的
な
項
目
と
し
て
、「
農
林
漁
業
を
立
て
直
し
、
食
と
地
域
を
再
生
し
ま
す
」、「
ガ
ソ
リ
ン
税
な
ど
の
暫
定

税
率
は
廃
止
し
、
生
活
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
ま
す
」、「
地
域
を
活
性
化
す
る
こ
と
で
、
国
全
体
が
元
気
に
な
り
ま
す
」
を
掲
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
地
域
を
再
生
さ
せ
る
政
策
」
と
し
て
、「
中
央
政
府
の
役
割
は
、
外
交
・
安
全
保
障
な
ど
に
特
化
し
、
地
方
で
で
き
る
こ
と
は

二
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地
方
に
移
し
ま
す
」、「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
を
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
し
ま
す
」、「
国
の
『
ひ
も
つ
き
補
助
金
（
社
会
保
障
・
義
務
教
育

関
係
は
除
く
）』
は
廃
止
し
、
地
方
の
自
主
財
源
に
転
換
し
ま
す
」、「
国
の
直
轄
事
業
に
対
す
る
地
方
の
負
担
は
廃
止
し
ま
す
」、「
ガ
ソ
リ

ン
税
、
軽
油
取
引
税
、
自
動
車
重
量
税
、
自
動
車
取
得
税
の
暫
定
税
率
を
廃
止
し
、
二
・
五
兆
円
の
減
税
を
実
施
し
ま
す
」、「
高
速
道
路

は
段
階
的
に
無
料
化
し
、
物
流
コ
ス
ト
・
物
価
を
引
き
下
げ
、
地
域
と
経
済
を
活
性
化
し
ま
す
」、「『
戸
別
所
得
補
償
制
度
』
の
創
設
に

よ
り
、
農
業
を
再
生
し
、
食
料
自
給
率
を
向
上
さ
せ
ま
す
」、「
畜
産
・
酪
農
業
、
漁
業
に
対
す
る
所
得
補
償
と
林
業
に
対
す
る
直
接
支
払

の
導
入
を
進
め
ま
す
」、「
地
域
社
会
を
活
性
化
す
る
た
め
、
郵
政
事
業
を
抜
本
的
に
見
直
し
ま
す
」
を
掲
げ
、
高
速
道
路
無
料
化
の
経
済

効
果
を
「
現
状
の
土
日
一
〇
〇
〇
円
で
一
・
七
兆
円
生
じ
て
お
り
、
完
全
無
料
化
に
す
る
と
七
・
八
兆
円
生
じ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

最
後
に
、「
5
『
雇
用
・
経
済
』：
あ
な
た
の
町
の
小
さ
な
会
社
や
工
場
を
支
え
、
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
」
で
は
、

そ
の
目
標
と
し
て
、

・
中
小
企
業
の
法
人
税
率
を
一
一
％
に
引
き
下
げ
ま
す

・
月
額
一
〇
万
円
の
手
当
つ
き
職
業
訓
練
制
度
に
よ
り
、
求
職
者
を
支
援
し
ま
す

・
地
球
温
暖
化
対
策
を
強
力
に
推
進
し
、
新
産
業
を
育
て
ま
す

を
掲
げ
、「
こ
の
国
の
最
大
の
資
産
は
『
人
』
で
す
」「
雇
用
と
環
境
を
柱
に
、
人
を
大
事
に
す
る
新
し
い
経
済
を
実
現
し
ま
す
」
と
し
、

「
雇
用
と
経
済
を
育
て
る
政
策
」
と
し
て
中
小
企
業
保
護
政
策
や
雇
用
や
賃
金
対
策
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
温
暖
化
ガ
ス
の
二
五
％
削
減

を
中
心
と
し
た
環
境
対
策
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
日
本
の
経
済
成
長
戦
略
」
と
し
て
、
家
計
の
可
処
分
所
得
の
増
加
な
ど
を

通
じ
た
内
需
主
導
型
の
安
定
し
た
経
済
成
長
の
実
現
や
、
先
端
技
術
の
開
発
・
普
及
の
支
援
や
地
球
温
暖
化
対
策
技
術
等
の
向
上
、
農
林

水
産
業
へ
の
所
得
補
償
や
、
医
療
・
介
護
の
処
遇
改
善
な
ど
を
通
じ
た
大
き
な
雇
用
の
創
出
な
ど
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
立
し

二
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た
外
交
で
、
世
界
に
貢
献
」
で
は
、
主
体
的
な
外
交
戦
略
構
築
で
の
対
等
な
日
米
関
係
の
構
築
や
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
構
築
、
北
朝
鮮
の

核
兵
器
等
の
開
発
の
停
止
や
拉
致
問
題
の
解
決
、
国
際
的
な
主
体
的
役
割
の
実
施
、
核
兵
器
廃
絶
や
テ
ロ
の
脅
威
の
除
去
な
ど
を
掲
げ
て
い

る
。マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
総
論
で
は
地
域
主
権
は
独
立
し
た
五
つ
の
達
成
目
標
の
一
つ
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
地
域
主
権

以
外
の
四
つ
の
項
目
が
主
張
す
る
、
予
算
削
減
や
減
税
あ
る
い
は
各
種
手
当
等
雇
用
や
経
済
対
策
を
通
じ
た
生
活
の
安
定
化
や
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
拡
充
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
通
じ
た
住
環
境
の
整
備
な
ど
は
、
国
家
の
役
割
の
限
定
と
地
方
自
治
体
の
権
限
拡
充
を
下
支

え
す
る
も
の
で
あ
る
。「
地
域
主
権
改
革
」
が
政
権
交
代
の
一
丁
目
一
番
地
と
強
調
し
た
鳩
山
政
権
の
主
張
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

二
〇
〇
九
の
政
策
の
大
半
が
地
域
主
権
の
確
立
（
地
方
分
権
の
拡
充
）
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
中
央
省
庁

の
官
僚
の
手
か
ら
多
く
の
行
政
権
を
地
方
公
共
団
体
に
移
譲
し
、
地
域
を
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
改
革
し
て
い
け
る
よ
う
な
、
地
域
財
源

の
確
保
を
前
提
と
し
た
行
財
政
能
力
の
拡
大
、
住
民
生
活
や
住
民
生
活
に
関
わ
る
社
会
福
祉
の
増
進
、
住
民
の
雇
用
保
障
や
環
境
の
改
善
、

住
環
境
の
保
全
や
整
備
な
ど
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
地
域
主
権
に
対
す
る
明
確
な
解
説
は
行
わ
れ
て
は
い
な
い
（
10
）

。

四
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
各
論
と
地
域
主
権

民
主
党
は
、「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
政
策
各
論
」
の
4
「
地
域
主
権
」
で
、
八
つ
の
具
体
的
政
策
を
掲
げ
そ
の
内
容
を
表
示
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、

27
．
霞
ヶ
関
を
解
体
・
再
編
し
地
域
主
権
を
確
立
す
る

28
．
国
の
出
先
機
関
、
直
轄
事
業
に
対
す
る
地
方
の
負
担
金
は
廃
止
す
る

二
九
八



地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
四
七
）

29
．
目
的
を
失
っ
た
自
動
車
関
連
諸
税
の
暫
定
税
率
は
廃
止
す
る

30
．
高
速
道
路
を
原
則
無
料
化
し
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る

31
．
戸
別
所
得
補
償
制
度
で
農
山
漁
村
を
再
生
す
る

32
．
食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る

33
．
郵
政
事
業
を
抜
本
的
に
見
直
す

34
．
市
民
が
公
益
を
担
う
社
会
を
実
現
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
対
す
る
具
体
的
な
政
策
を
「
政
策
目
的
」
と
「
具
体
策
」
で
提
示
し

て
い
る
。

「
27
．
霞
ヶ
関
を
解
体
・
再
編
し
地
域
主
権
を
確
立
す
る
」
の
政
策
目
的
の
第
一
は
、「
明
治
維
新
以
来
続
い
た
中
央
集
権
体
制
を
抜
本

的
に
改
め
、『
地
域
主
権
国
家
』
へ
と
転
換
す
る
」、
第
二
は
、「
中
央
政
府
は
国
レ
ベ
ル
の
仕
事
に
専
念
し
、
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係

を
、
上
下
・
主
従
の
関
係
か
ら
対
等
・
協
力
の
関
係
へ
改
め
る
。
地
方
政
府
が
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ

う
に
す
る
」、
第
三
は
、「
地
域
の
産
業
を
再
生
し
、
雇
用
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
を
活
性
化
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
具
体
策
の
第
一
は
、「
新
た
に
設
立
す
る
『
行
政
刷
新
会
議
（
仮
称
）』
で
す
べ
て
の
事
務
事
業
を
整
理
し
、
基
礎
的
自
治
体
が
対

応
可
能
な
事
務
事
業
の
権
限
と
財
源
を
大
幅
に
移
譲
す
る
」、
第
二
は
、「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
を
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
す
る
」、
第

三
は
、「
国
か
ら
地
方
へ
の
『
ひ
も
付
き
補
助
金
』
を
廃
止
し
、
基
本
的
に
地
方
が
自
由
に
使
え
る
『
一
括
交
付
金
』
と
し
て
交
付
す
る
。

義
務
教
育
・
社
会
保
障
の
必
要
額
は
確
保
す
る
」、
第
四
は
、「『
一
括
交
付
金
』
化
に
よ
り
、
効
率
的
に
財
源
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
と
も
に
補
助
金
申
請
が
不
要
と
な
る
た
め
、
補
助
金
に
か
か
わ
る
経
費
と
人
件
費
を
削
減
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二
九
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「
28
．
国
の
出
先
機
関
、
直
轄
事
業
に
対
す
る
地
方
の
負
担
金
は
廃
止
す
る
」
の
政
策
目
的
の
第
一
は
、「
国
と
地
方
の
二
重
行
政
は
排

し
、
地
方
に
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
ゆ
だ
ね
る
」、
第
二
は
、「
地
方
が
自
由
に
使
え
る
お
金
を
増
や
し
、
自
治
体
が
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
適

切
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
具
体
策
の
第
一
は
、「
国
の
出
先
機
関
を
原
則
廃
止
す
る
」
で
あ
り
、
第
二
は
、

「
道
路
、
河
川
、
ダ
ム
等
の
全
て
の
国
直
轄
事
業
に
お
け
る
負
担
金
制
度
を
廃
止
し
、
地
方
の
約
一
兆
円
の
負
担
を
な
く
す
。
そ
れ
に
伴

う
地
方
交
付
税
の
減
額
は
行
わ
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
29
．
目
的
を
失
っ
た
自
動
車
関
連
諸
税
の
暫
定
税
率
は
廃
止
す

る
」
で
は
、
政
策
目
的
の
第
二
で
「
二
・
五
兆
円
の
減
税
を
実
施
し
、
税
制
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
回
復
す
る
」
を
か
か
げ
、
具
体
策

の
第
一
で
は
「
ガ
ソ
リ
ン
税
、
軽
油
取
引
税
、
自
動
車
重
量
税
、
自
動
車
取
得
税
の
暫
定
税
率
は
廃
止
し
て
二
・
五
兆
円
の
減
税
を
実
施

す
る
」
と
し
て
い
る
。

「
30
．
高
速
道
路
を
原
則
無
料
化
し
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
」
で
は
、
具
体
策
と
し
て
「
割
引
率
の
順
次
拡
大
な
ど
の
社
会

的
実
験
を
実
施
し
、
そ
の
影
響
を
確
認
し
な
が
ら
、
高
速
道
路
を
順
次
無
料
化
し
て
い
く
」
と
し
て
、
そ
の
所
要
額
を
一
・
三
兆
円
程
度

と
計
算
し
て
い
る
。
ま
た
「
31
．
戸
別
所
得
補
償
制
度
で
農
山
漁
村
を
再
生
す
る
」
で
は
政
策
目
標
の
第
一
に
「
農
山
漁
村
を
6
次
産
業

化
（
生
産
・
加
工
・
流
通
ま
で
を
一
体
的
に
担
う
）
し
、
活
性
化
す
る
」、
第
二
に
「
主
要
穀
物
等
で
は
完
全
自
給
を
め
ざ
す
」
と
し
、
具
体

策
で
は
「
戸
別
所
得
補
償
制
度
の
内
容
」
や
「
森
林
管
理
・
環
境
保
全
直
接
支
払
制
度
」
を
導
入
す
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
所
要
額
を

一
・
四
兆
円
程
度
と
見
積
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
32
．
食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
」
で
は
政
策
目
的
を
「
国
民
が
安
全
な
食
料
を
、

安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
仕
組
み
を
つ
く
る
」
と
「
食
品
安
全
行
政
を
総
点
検
す
る
」
と
し
、
そ
の
た
め
の
所
要
額
を
三
五
〇
〇
億
円
程
度

と
見
積
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
33
．
郵
政
事
業
を
抜
本
的
に
見
直
す
」
で
は
、
そ
の
具
体
策
の
第
一
と
し
て
「『
日
本
郵
政
』『
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
』『
か
ん
ぽ
生
命
』
の
株
式
売
買
を
凍
結
す
る
た
め
の
法
律
（
郵
政
株
式
売
局
凍
結
法
）
を
可
及
的
速
や
か
に
成
立
す
る
」
を
か
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か
げ
、
そ
の
意
向
の
強
さ
を
強
調
し
た
。

最
後
の
「
34
．
市
民
が
公
益
を
担
う
社
会
を
実
現
す
る
」
で
は
、
そ
の
政
策
目
標
の
第
一
と
し
て
「
市
民
が
公
益
を
担
う
社
会
を
実
現

す
る
」、
第
二
に
「
非
特
定
営
利
活
動
法
人
を
は
じ
め
と
す
る
非
営
利
セ
ク
タ
ー
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ク
タ
ー
）
の
活
動
を
支
援
す
る
」
を
掲
げ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
は
第
一
に
「
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
制
度
を
見
直
し
、
寄
付
税
制
度
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
認
定
手
続
き
の

簡
素
化
・
審
査
期
間
の
短
縮
な
ど
を
行
う
」、
第
二
に
「
国
際
協
力
に
お
い
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
果
た
す
積
極
的
な
役
割
を
評
価
し
、
連
携
を
強

化
す
る
」
と
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
所
要
額
を
一
〇
〇
億
円
程
度
と
試
算
し
て
い
る
（
11
）

。

以
上
八
つ
の
地
域
主
権
に
関
す
る
項
目
を
見
た
場
合
、
そ
れ
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
は
、「
27
．
霞
ヶ
関
を
解
体
・
再
編
し
地
域
主
権

を
確
立
す
る
」
と
「
28
．
国
の
出
先
機
関
、
直
轄
事
業
に
対
す
る
地
方
の
負
担
金
は
廃
止
す
る
」
と
「
34
．
市
民
が
公
益
を
担
う
社
会
を

実
現
す
る
」
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
の
根
底
に
も
あ
る
も
の
は
、
前
掲
の
地
方
自
治
法
第
一
条
の
二
の
①
と
、
②
の
「
国
は
、
前
項
の
規
定

の
趣
旨
を
達
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
は
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
の
存
立
に
か
か
わ
る
事
務
、
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が
望

ま
し
い
国
民
の
諸
活
動
若
し
く
は
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準
則
に
関
す
る
事
務
又
は
全
国
的
な
規
模
で
若
し
く
は
全
国
的
な
視
点

に
立
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
及
び
事
業
の
実
施
そ
の
他
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、
住
民
に
身
近
な
行

政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
と
と
も
に
、

地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
制
度
の
策
定
及
び
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
具
体
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
自
由
民
主
党
を
中
心
と
す
る
連
立
政

権
は
、
自
ら
が
制
定
し
た
地
方
分
権
一
括
法
の
規
定
の
実
施
を
怠
っ
て
き
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
を
非
難
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
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地
方
主
権
改
革
の
必
要
性
の
前
提
と
し
て
、
民
主
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
の
「
地
域
主
権
」
の
最
初
で
、「
明
治
維
新
以
来
続

い
た
中
央
集
権
体
制
を
抜
本
的
に
改
め
『
地
域
主
権
国
家
』
へ
と
転
換
す
る
」
必
要
性
を
明
示
し
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
地
方
自
治
制
度

を
中
央
集
権
的
と
断
言
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
日
本
の
地
方
自
治
制
度
は
中
央
集
権
的
か
地
方
分
権
的
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
争

い
が
あ
る
。
西
尾
勝
氏
は
、「
神
野
直
彦
氏
は
、
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
を
集
権
的
分
散
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
分
類
で
は
、
政
府
体
系
を
構
成
す
る
各
級
政
府
が
人
々
に
提
供
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
業
務
が
上
級
の
政
府
に
留
保
さ
れ
て

い
る
度
合
い
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
集
中
的
な
シ
ス
テ
ム
、
そ
の
逆
は
分
散
的
な
シ
ス
テ
ム
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
実
質
的
な
決
定
権
が
上
級
の
政
府
に
留
保
さ
れ
て
い
る
度
合
い
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
集
権
的
な
シ
ス
テ
ム
で
、

そ
の
逆
は
分
権
的
な
シ
ス
テ
ム
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
集
中
・
分
散
と
集
権
・
分
権
の
両
軸
の
組
み
合
わ
せ
で
各
国
の
行
政
シ
ス
テ
ム
を

類
型
化
す
れ
ば
、
日
本
の
そ
れ
は
集
権
的
分
散
シ
ス
テ
ム
に
該
当
す
る
（
12
）

」
と
判
断
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
西
尾
氏
は
「
事
実
、
日
本
の
公
務
員
総
数
に
占
め
る
自
治
体
公
務
員
の
割
合
は
約
四
分
の
三
、
日
本
の
国
と
自
治
体
の
歳
出

純
計
に
占
め
る
自
治
体
の
歳
出
割
合
は
約
三
分
の
二
で
あ
る
。
こ
の
代
表
的
な
二
つ
の
代
替
指
標
に
照
ら
せ
ば
、
日
本
で
は
行
政
サ
ー
ビ

ス
提
供
業
務
の
お
お
よ
そ
七
割
前
後
は
自
治
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
先
進
諸
国
の
そ
れ
に
比
べ
、
き
わ
め

て
高
い
比
率
で
あ
る
。
日
本
は
、
神
野
直
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
相
対
的
に
は
分
散
的
な
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
…
略
…
『
事

務
事
業
』
は
大
幅
に
都
道
府
県
と
市
町
村
に
分
散
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
な
決
定
権
は
国
に
高
度
に
保
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
日
本
は
、
相
対
的
に
は
集
権
的
な
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
（
13
）

」
と
し
て
、
日
本
を
中
央
集
権
的
な
国
家
と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
西
尾
氏
は
「
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
が
集
権
融
合
型
＝
地
方
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
方
分
権
改
革
に
と
っ
て
何
を
意
味

す
る
の
か
。
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
を
先
進
国
並
み
の
グ
ロ
ー
バ
ル
水
準
に
近
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
差
し
当
た
り
ま
ず
は
、
日
本
独
自

三
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の
機
関
委
任
事
務
制
度
を
全
面
廃
止
し
、
国
と
自
治
体
の
融
合
の
度
合
い
を
大
幅
に
緩
和
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
実
現
し
た

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
集
権
的
分
散
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
集
権
制
を
抜
本
的
に
解
消
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
集
権
制
の

度
合
い
を
大
幅
に
緩
和
す
る
こ
と
に
は
寄
与
す
る
。
こ
の
機
関
委
任
事
務
制
度
の
全
面
廃
止
に
際
し
て
、
従
来
機
関
委
任
事
務
と
さ
れ
て

い
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
『
現
住
所
主
義
』
に
立
っ
て
、
当
該
自
治
体
の
事
務
に
切
り
替
え
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の

『
国
の
事
務
』
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
こ
れ
か
ら
は
『
自
治
体
の
事
務
』
に
改
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
法
制
度
上
の
事
務
の
分
散

性
は
さ
ら
に
一
段
と
高
め
ら
れ
る
結
果
を
招
く
（
14
）

」
と
し
て
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の
全
面
廃
止
が
地
方
分
権
の
推
進
に
と
っ
て
の
第
一
歩

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

機
関
委
任
事
務
の
廃
止
は
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
七
月
の
地
方
分
権
一
括
法
の
制
定
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
あ
と
は
前
述
の
地
方

自
治
法
第
一
条
の
二
の
実
現
に
向
け
た
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
自
民
党
を
中
心
と
す
る
連
立
政
権
は
「
地
方
分
権
」
の
推

進
で
こ
の
要
請
に
こ
た
え
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
民
主
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
二
〇
〇
九
に
お
い
て
こ
れ
を
不
十
分
と
し
、
国
と
地
方
の
役

割
分
担
の
推
進
は
「
地
域
主
権
」
改
革
に
よ
っ
て
推
進
す
べ
き
だ
と
し
て
、「
地
域
主
権
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

五
、
地
域
主
権
改
革
の
流
れ
と
そ
の
議
論

地
方
分
権
一
括
法
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
に
「
地
域
」
と
い
う
言
葉
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
機
関
委
任
事
務
制
度
廃
止
に
よ
る
地

方
分
権
化
の
傾
向
が
強
化
さ
れ
た
後
も
、
地
方
分
権
の
拡
充
に
向
け
た
動
き
は
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
。
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
に
は

小
泉
内
閣
の
下
で
「
地
方
分
権
改
革
推
進
審
議
会
」（
七
月
）
と
「
第
二
十
七
次
地
方
制
度
調
査
会
」（
一
一
月
）
が
発
足
し
、
二
〇
〇
四
（
平

成
一
六
）
年
五
月
の
い
わ
ゆ
る
合
併
三
法
（「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る

三
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法
律
」「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」）
が
制
定
さ
れ
、
平
成
の
大
合
併
が
促
進
さ
れ
た
。
小
泉
改
革
の
も
う
一
方
の
改
革
は
、

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
度
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
「
三
位
一
体
の
改
革
」
で
あ
る
。
国
庫
補
助
負

担
金
改
革
、
税
源
移
譲
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し
を
一
体
と
し
て
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
か
ら
、「
三
位
一
体
の
改
革
」
と
よ
ば

れ
る
こ
の
改
革
は
、
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
六
月
の
「
基
本
方
針
二
〇
〇
二
」
に
お
い
て
初
め
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
基
本

方
針
二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
六
」
に
お
い
て
目
標
が
定
め
ら
れ
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
一
二
月
に
は
安
倍

内
閣
の
下
で
「
地
方
分
権
改
革
推
進
法
」
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
四
月
に
は
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
」
が
、

五
月
に
は
「
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
」
が
発
足
し
て
い
る
。

政
権
交
代
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
第
三
回
答
申
（
一
〇
月
）
と
最
終
答
申
（
一
一
月
）
は
二
〇
〇
九
（
平

成
二
一
）
年
に
鳩
山
内
閣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
鳩
山
内
閣
は
同
月
に
内
閣
府
に
「
地
域
主
権
戦
略
会
議
」
を
設
置
し
、
一
二
月
に
は

「
地
方
分
権
推
進
計
画
」
を
閣
議
決
定
し
地
方
分
権
改
革
か
ら
地
域
主
権
改
革
へ
舵
を
切
っ
た
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
一
月
に
「
地

方
行
財
政
検
討
会
議
」
の
設
置
が
総
務
大
臣
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
三
月
に
は
「
国
の
直
轄
事
業
に
か
か
わ
る
都
道
府
県
等
の
維
持
管
理
負

担
金
の
廃
止
等
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
た
が
、
四
月
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
案
、
地
域
主
権
改

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
案
か
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
地

域
主
権
改
革
三
法
案
」
は
継
続
審
議
に
な
っ
た
ま
ま
で
鳩
山
内
閣
は
退
陣
し
た
。

菅
内
閣
誕
生
直
後
の
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
六
月
に
は
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
一
二
月
に
は
「
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
│
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
に
向
け
て
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
出
先
機
関
廃
止
に
か
か
わ
る
権
限
移
譲
の
受
け
皿
と
し
て
の
側
面

を
有
す
る
「
関
西
広
域
連
合
」
の
設
置
が
総
務
大
臣
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
四
月
に
は
「
地
域
の
自
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主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
地
域
自
主
自
立
改
革
推
進
法
、
い
わ

ゆ
る
第
一
次
一
括
法
）
が
、
五
月
に
は
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す

る
法
律
の
前
身
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
六
月
の
地
方
自
治
法
改
正
で
制
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法
第
二
六
三
条
の
三

の
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
地
方
六
団
体
に
「
地
方
自
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
律
ま
た
は
政
令
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
自
治

大
臣
（
現
在
は
総
務
大
臣
）
を
経
由
し
て
内
閣
に
対
し
て
意
見
を
申
し
出
、
又
は
国
会
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
認

め
た
も
の
で
あ
る
。
小
泉
内
閣
は
地
方
六
団
体
の
要
求
を
受
け
て
、「
三
位
一
体
の
改
革
を
議
論
す
る
『
国
と
地
方
の
協
議
の
場
』」
を
開

催
し
た
。
こ
の
経
験
が
法
律
の
制
定
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
八
月
に
は
「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た

め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
地
域
自
主
自
立
改
革
推
進
法
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
一
括
法
）
が
制
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
（
15
）

。

前
述
の
よ
う
に
、「
地
方
」
あ
る
い
は
「
地
方
制
度
」
と
い
う
言
葉
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
西
尾
氏
は
「
日
本
で
は
地
方
自
治
制
度

と
い
う
概
念
に
代
え
て
『
地
方
制
度
』
な
る
独
特
の
概
念
が
戦
前
か
ら
使
用
さ
れ
続
け
た
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
戦
前
の
日
本
の
地
方

制
度
を
、「
日
本
で
『
地
方
制
度
』
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
地
方
行
政
制
度
と
地
方
自
治
制
度
を
表
裏
一
体
に
張
り
合
わ
せ
た
制
度

で
あ
っ
た
」
と
し
、
地
方
行
政
制
度
を
「
国
の
地
方
行
政
官
庁
と
さ
れ
て
い
た
府
県
知
事
・
郡
長
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
国
の
地
方
機
関

と
さ
れ
て
い
た
市
町
村
長
が
国
の
地
方
行
政
区
画
で
あ
る
府
県
・
郡
・
市
町
村
に
お
い
て
実
施
す
る
国
の
地
方
行
政
に
関
す
る
制
度
で
あ

る
」
と
し
、
ま
た
地
方
自
治
制
度
を
「
自
治
体
と
し
て
承
認
・
創
設
さ
れ
た
市
区
町
村
・
郡
・
府
県
な
ど
の
住
民
み
ず
か
ら
の
区
域
内
に

お
い
て
行
使
す
る
自
然
権
に
関
す
る
制
度
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
地
方
制
度
に
対
し
て
は
、「
統
一
的
な
地
方

自
治
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
市
町
村
長
・
都
道
府
県
知
事
は
い
ず
れ
も
直
接
公
選
職
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
都
道
府
県
は
完
全

三
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自
治
体
化
し
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
地
方
自
治
法
と
国
家
行
政
組
織
法
に
は
機
関
委
任
事
務
制
度
の
根
拠
規
定
が
残

さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
機
関
委
任
事
務
は
、
戦
前
の
よ
う
に
市
区
町
村
の
執
行
機
関
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後
は
完
全
に
自
治
体

化
し
た
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
も
拡
大
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
戦
後
の
地
方
自
治
法
は
地
方
行
政
制
度
と
地
方
自

治
制
度
の
双
方
を
合
わ
せ
て
統
一
的
に
定
め
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（
16
）

。

一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
の
地
方
分
権
一
括
法
の
制
定
に
伴
う
機
関
委
任
事
務
制
度
の
改
革
が
、
二
〇
世
紀
最
後
の
地
方
制
度
改
革

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
廃
止
の
受
け
皿
づ
く
り
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
都
道
府
県
の
合
併
に
よ
る
道
州
制
へ
の
移
行
と
、

平
成
の
大
合
併
に
よ
る
広
域
型
の
基
礎
自
治
体
の
創
設
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
平
成
の
大
合
併
は
、
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
能
力
の

拡
充
を
通
じ
た
、
国
や
都
道
府
県
か
ら
の
権
限
移
譲
の
受
け
皿
づ
く
り
と
い
う
側
面
も
強
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
小
泉
改
革
を
中
心
と

し
た
改
革
が
実
施
さ
れ
た
後
に
政
治
混
乱
が
生
じ
、「
地
域
主
権
」
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
感
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

「
た
し
か
に
『
地
域
主
権
』
は
、
多
く
の
公
法
学
者
か
ら
も
、『
国
民
主
権
』
の
原
義
に
沿
わ
ず
政
治
用
語
に
過
ぎ
な
い
（
17
）

」
と
す
る
意
見
も

根
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
四
月
と
八
月
に
成
立
し
た
「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
第
一
次
一
括
法
と
第
二
次
一
括
法
）
に
は
「
地
域
主
権
改
革
」
で
は
な
く
、「
地

域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
」
す
な
わ
ち
「
地
域
の
自
主
自
立
改
革
」
と
い
う
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
域
主
権
を
め
ぐ
る
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
二
月
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
の
審
議
を
見
る
と
、
自
民
党
の
石
破
茂
議
員
の

「
地
域
主
権
と
い
う
言
葉
を
よ
く
お
使
い
に
な
り
ま
す
ね
。
主
権
て
な
ん
で
す
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
原
口
総
務
大
臣
は
「
憲
法
の

中
に
は
、
国
民
主
権
と
そ
れ
か
ら
国
権
と
い
う
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
。
国
権
と
い
う
の
は
、
…
略
…
主
権
者
た
る
国
民
が
み
ず
か
ら
の

国
の
形
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
地
域
主
権
と
い
う
の
は
、
憲
法
九
十
二
条
に
お
い
て
、
補
完
性
の
原
則
、
団
体
自
治

三
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の
原
則
、
そ
し
て
住
民
自
治
の
原
則
、
こ
れ
が
定
め
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
主
権
者
た
る
国
民
が
み
ず
か
ら
の
地
域
に
つ
い

て
み
ず
か
ら
責
任
を
持
つ
と
い
う
意
味
」
と
答
え
て
い
る
。
総
務
大
臣
の
答
え
は
、「『
地
域
主
権
改
革
』
と
は
、『
日
本
国
憲
法
の
理
念

の
下
に
、
住
民
の
身
近
な
行
政
は
、
地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
広
く
担
う
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
が
自
ら
の

判
断
と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革
』
で
あ
る
」
と
し
、「『
地
域
主
権
』
は
、

こ
の
改
革
の
根
底
を
な
す
理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
が
定
め
る
『
地
方
自
治
の
本
旨
』
や
、
国
と
地
方
の
役

割
分
担
に
か
か
わ
る
『
補
完
性
の
原
則
』
の
考
え
と
相
ま
っ
て
、『
国
民
主
権
』
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
」

と
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
要
約
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
（
18
）

。
結
果
的
に
民
主
党
は
、
補
完
性
の
原
理
に
基
づ

く
国
民
主
権
の
解
釈
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
国
民
主
権
と
補
完
性
の
原
則
を
合
わ
せ
て
考
え
た
場
合
に
、
地
域
主
権
は
国
民
主

権
の
最
先
端
の
も
の
と
し
て
地
方
自
治
行
政
を
支
え
る
強
力
な
概
念
と
捉
え
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
国
家
主
権
」
と
「
地
域
主
権
」
を
対
比
し
た
場
合
、
地
方
自
治
法
第
一
条
の
二
を
前
提
に
す
れ
ば
、
行
政
権
を
国
家
の
権
限
と
地
方

の
権
限
に
明
確
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
国
家
主
権
と
地
域
主
権
の
名
の
も
と
に
独
自
に
責
任
を
持
っ
て
遂
行
す
べ
き
も
の
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
自
治
権
を
固
有
権
と
と
ら
え
、
そ
の
実
施
主
体
で
あ
る
地
域
に
主
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
、
地
域
主
権
は
単
に
地
方
分
権
を
言
い
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
域
主
権
戦
略
大
綱
の
文
言
は
、
そ
う

し
た
地
域
主
権
の
性
格
が
色
濃
く
に
じ
み
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
地
域
主
権
改
革
大
綱
の
「
第
3　

基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
」
の
「
1　

基
本
的
な
考
え
方
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
規
定
が

み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

「
主
権
者
た
る
国
民
が
、
自
ら
の
住
む
地
域
の
こ
と
は
自
ら
の
責
任
で
決
定
で
き
る
、
活
気
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
こ

三
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と
を
、
地
域
主
権
改
革
は
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
改
革
に
お
い
て
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
行
政
主
体
で
あ
る
基
礎
自
治
体
に
事
務
事
業

を
優
先
的
に
配
分
し
、
基
礎
自
治
体
が
地
域
に
お
け
る
行
政
の
自
主
的
か
つ
総
合
的
な
実
施
の
役
割
を
担
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
『
平
成
の
合
併
』
に
よ
り
、
全
国
的
に
市
町
村
合
併
が
進
展
し
、
市
町
村
数
は
三
二
三
二
（
平
成
一
一
年
三
月
末
）
か
ら

一
七
二
七
（
平
成
二
二
年
三
月
末
）
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
市
町
村
で
は
行
政
規
模
や
能
力
の
拡
充
が
図
ら
れ
、
地
域
の
将
来
を
見
据

え
た
様
々
な
特
色
あ
る
取
組
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
効
率
化
の
取
組
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
条
例
に
よ
る
事
務

処
理
特
例
制
度
』
の
活
用
も
進
ん
で
お
り
、
基
礎
自
治
体
が
現
行
法
の
想
定
を
上
回
る
行
政
能
力
と
と
も
に
、
地
域
主
権
型
社
会
の
担
い

手
た
ら
ん
と
す
る
意
欲
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
間
の
事
務
配
分
を
『
補
完
性
の
原
則
』
に
基
づ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
可
能
な
限
り
多
く
の

行
政
事
務
を
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
自
治
体
が
広
く
担
う
こ
と
と
す
る
（
19
）

」

と
書
か
れ
て
い
る
。
民
主
党
は
平
成
の
大
合
併
を
高
く
評
価
し
、
合
併
後
の
自
治
体
を
地
域
主
権
型
社
会
の
担
い
手
と
捉
え
て
い
る
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
平
成
の
大
合
併
は
市
町
村
全
体
の
六
五
％
に
あ
た
る
二
〇
一
二
市
町
村
を
対
象
に
実
施
さ
れ
、
市
町
村
数
は
約
七
〇
％
減

の
五
八
九
市
町
村
と
な
っ
た
。
参
加
市
町
村
で
は
市
町
村
数
は
四
分
の
一
近
く
ま
で
減
少
し
た
が
、
一
一
三
〇
市
町
村
と
東
京
二
三
区
は

合
併
せ
ず
、
全
体
で
は
ほ
ぼ
半
減
に
と
ど
ま
っ
た
。
合
併
市
町
村
の
平
均
人
口
は
約
九
万
人
で
平
均
面
積
は
約
三
五
七
㎢
で
あ
り
、
非
合

併
市
町
村
の
約
五
万
人
と
一
三
七
㎢
に
比
べ
て
二
倍
に
近
い
規
模
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
四
月
一
日
現
在
、
政
令

市
は
一
〇
一
市
（
指
定
都
市
二
〇
、
中
核
市
四
一
、
特
例
市
四
〇
）
で
、
市
全
体
の
一
三
％
で
あ
る
が
、
五
万
人
以
下
の
市
も
二
五
八
市
で
市

三
〇
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全
体
の
三
三
％
存
在
し
て
い
る
。
三
六
〇
万
人
強
の
横
浜
市
か
ら
四
万
四
千
人
強
の
歌
志
内
市
ま
で
多
様
な
市
が
存
在
す
る
。
町
の
基
準

は
都
道
府
県
条
例
に
よ
る
が
八
千
人
（
一
二
の
県
）
と
五
千
人
（
一
道
一
府
一
九
の
県
）
が
標
準
と
な
っ
て
い
る
。
五
万
人
台
の
四
町
か
ら

一
二
〇
〇
人
の
早
川
町
ま
で
多
様
な
町
が
存
在
し
、
八
千
人
未
満
の
町
は
二
三
四
で
町
全
体
の
三
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
村
も
五
万
人
台

の
滝
沢
村
か
ら
一
七
〇
人
の
青
ヶ
島
村
ま
で
多
様
な
村
が
存
在
す
る
。
五
千
人
以
上
の
村
は
四
二
で
村
全
体
の
二
三
％
、
一
千
人
未
満
の

村
も
二
五
村
で
村
全
体
の
一
四
％
と
な
っ
て
い
る
（
20
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
平
成
の
大
合
併
は
逆
に
地
方
公
共
団
体
の
自
治
能
力
の
格
差
を

拡
大
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
面
を
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
戦
後
改
革
と
地
方
行
財
政
制
度

地
方
財
政
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
が
住
民
か
ら
徴
収
す
る
租
税
を
前
提
に
予
算
化
さ
れ
、
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
地
方
政
府
が
教
育
、
保
育
、
介
護
、
保
健
医
療
、
環
境
衛
生
等
の
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
公
共
サ
ー
ビ

ス
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
主
財
源
を
拡
充
す
る
自
己
決
定
権
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
地
方
政
府

に
課
税
権
を
認
め
る
だ
け
で
は
…
略
…
地
方
自
治
を
支
え
る
自
己
決
定
権
は
確
保
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、「
自
己
決
定
権
を
実
現
す
る

た
め
に
は
、
財
政
調
整
制
度
が
必
要
」
な
の
で
あ
る
（
21
）

。
と
い
う
の
も
「
す
べ
て
の
地
方
政
府
が
同
じ
税
制
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
供

給
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
は
団
体
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
団
体
間
で
住
民
の
所
得
水
準
に
格
差
が
あ
る

た
め
に
人
口
一
人
あ
た
り
の
地
方
税
収
入
が
異
な
る
こ
と
、
住
民
の
年
齢
構
成
・
所
得
状
況
な
ど
に
基
づ
い
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー
ズ

が
異
な
る
こ
と
、
自
然
条
件
に
よ
っ
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
コ
ス
ト
や
税
外
収
入
が
異
な
る
た
め
（
22
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
財
政
調
整
制
度
は
『
第
1
次
世
界
大
戦
の
落
し
子
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
財
政
調
整
制
度
：
第
1
次
世
界
大
戦
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後
の
経
済
的
混
乱
に
苦
悩
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
も
と
で
、
一
九
二
三
年
の
財
政
調
整
法
を
も
っ
て
誕
生
し
た
（
23
）

」
か

ら
で
あ
る
。
日
本
の
財
政
調
整
制
度
は
、「
日
中
戦
争
を
契
機
と
し
た
総
力
戦
の
遂
行
過
程
に
お
い
て
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
年
）
年
の

税
制
改
革
と
し
て
結
実
」
し
た
も
の
で
あ
り
、「
新
地
方
財
政
制
度
は
、
地
方
公
共
団
体
が
付
加
税
あ
る
い
は
独
立
税
の
と
し
て
課
税
す

る
も
の
（
直
接
課
徴
形
態
の
地
方
税
）
と
国
が
特
定
の
租
税
を
国
税
と
し
て
課
徴
し
、
こ
れ
を
地
方
分
与
税
と
し
て
地
方
団
体
に
交
付
す
る

も
の
（
間
接
課
徴
形
態
の
地
方
制
に
分
け
ら
れ
た
）」
の
で
あ
る
（
24
）

。
こ
の
地
方
分
与
税
は
還
付
税
と
配
付
税
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。「
こ
の

よ
う
な
地
方
分
与
税
の
創
設
に
よ
っ
て
、
地
方
税
収
の
構
造
は
大
き
く
変
化
し
た
。
一
九
三
九
年
度
（
昭
和
一
四
年
度
）
か
ら
一
九
四
三

年
度
（
昭
和
一
八
年
度
）
の
変
化
を
み
る
と
、
道
府
県
独
立
税
・
同
付
加
税
お
よ
び
市
町
村
独
立
税
の
比
重
が
五
一
・
六
％
か
ら

一
五
・
二
％
に
減
少
し
た
の
に
対
し
て
、
国
か
ら
の
移
転
財
源
は
一
七
・
一
％
か
ら
四
五
・
八
％
へ
と
増
大
し
た
の
で
あ
る
（
25
）

」
と
い
う
変
化

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

地
方
還
付
税
と
地
方
配
付
税
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
地
方
分
与
税
は
、
①
地
方
団
体
へ
の
財
源
保
障
（
財
源
付
与
）、
②
地
方
団
体
間
の
財

源
調
整
、
③
国
と
地
方
団
体
と
の
財
源
調
整
の
三
つ
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
（
26
）

」、
国
庫
か
ら
の
「
交
付
金
」
と
「
間
接
課
税
形
態
の
地

方
税
」
と
い
う
性
格
の
二
重
性
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
（
27
）

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
の
地
方
配
付
税
は
、
戦
後
の
民
主
化
過
程
に
お
け

る
地
方
財
政
需
要
を
反
映
し
て
地
方
配
付
税
の
繰
入
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
六
三
制
の
実
施
や
自
治
体
警
察
の
発
足
に
よ
る
市
町
村

で
の
財
政
需
要
の
急
増
に
対
応
す
る
た
め
、
一
九
四
八
年
度
（
昭
和
二
三
年
度
）
に
「
地
方
配
布
税
法
」
を
制
定
し
て
市
町
村
へ
の
配
分

を
増
や
し
た
の
で
あ
り
、
地
方
分
与
税
の
性
格
を
大
き
く
変
え
て
い
る
。
戦
後
の
日
本
で
は
地
方
分
与
税
の
機
能
の
な
か
の
、「
③
国
と

地
方
団
体
と
の
財
政
調
整
」
の
側
面
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
予
算
編
成
を
め
ぐ
る
大
蔵
省
と
地
方
財
務
委
員
会
の

対
立
を
生
む
原
因
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
（
28
）

。
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戦
後
日
本
の
地
方
行
財
政
改
革
の
ス
タ
ー
ト
は
、
日
本
国
憲
法
第
七
章
に
「
財
政
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
を
う
け
て

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に
財
政
法
が
制
定
さ
れ
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
年
に
は
会
計
法
が
財
務
会
計
の
手
続
法
と
し
て
改
正
さ

れ
た
。
そ
こ
で
は
、
財
政
運
営
の
基
本
原
則
と
し
て
は
、
公
債
発
行
の
制
限
・
日
銀
引
き
受
け
の
禁
止
、
余
剰
金
の
二
分
の
一
の
公
債
償

還
な
ど
が
規
定
さ
れ
、
財
政
統
制
の
強
化
で
は
、
組
織
別
予
算
編
成
方
式
が
占
領
軍
の
抵
抗
を
押
し
切
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
（
29
）

。
そ
れ
ゆ

え
こ
う
し
た
改
革
に
は
「
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
も
温
存
さ
れ
た
官
僚
機
構
が
、
戦
後
改
革
の
一
環
を
な
す
財
務
統
制
を
結
局
の
と
こ
ろ
流

産
さ
せ
て
し
ま
っ
た
（
30
）

」
と
の
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。
地
方
財
政
に
お
い
て
も
、
日
本
国
憲
法
第
八
章
に
「
地
方
自
治
」
が
お
か
れ
、

「
地
方
財
政
法
、
地
方
自
治
法
、
地
方
税
法
な
ど
が
新
た
に
制
定
さ
れ
て
、
地
方
財
政
シ
ス
テ
ム
の
法
的
枠
組
み
が
地
方
自
治
の
本
旨
の

も
と
に
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
戦
前
の
官
治
的
自
治
制
が
基
本
的
に
は
地
方
自
治
法
に
受
け
継
が
れ
、
国
と
地
方
の
政
府
間

財
政
関
係
や
地
方
税
制
も
一
旦
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
平
衡
交
付
金
や
付
加
価
値
ベ
ー
ス
の
事
業
税
が
制
定
さ
れ
新
た
な
地
方
税
財

政
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
が
、
講
話
独
立
後
に
は
集
権
的
税
財
政
シ
ス
テ
ム
へ
向
け
た
改
正
が
次
々
と
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
（
31
）

」
と
い
う
評

価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
後
改
革
に
向
け
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
経
済
安
定
化
九
原
則
を
提
示
し
、
財
政
に
関
し
て
は
総
合
予
算
の
真
の

均
衡
化
と
徴
税
の
厳
格
化
を
求
め
た
。「
こ
れ
を
受
け
て
ド
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
は
イ
ン
フ
レ
収
束
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
、
一
般
会
計
、
特
別

会
計
、
政
府
関
係
機
関
そ
し
て
地
方
財
政
も
含
め
て
均
衡
予
算
を
指
示
し
た
。
ま
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
公
平
で
安
定
的
な
税
制
の
確
立
、

地
方
自
治
の
財
政
面
の
強
化
、
税
務
行
政
の
改
善
な
ど
を
基
本
目
標
に
掲
げ
、
税
行
政
シ
ス
テ
ム
の
改
革
案
を
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）

年
に
発
表
し
た
。
均
衡
予
算
は
一
九
四
九
年
度
か
ら
組
ま
れ
、
税
制
改
革
は
勧
告
に
従
っ
て
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
度
に
実
施
さ
れ

た
（
32
）

」
の
で
あ
る
。
経
済
安
定
化
九
原
則
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
一
九
四
九
年
度
（
昭
和
二
四
年
度
）
予
算
編
成
に
お
い
て
、
大
蔵
省
は
配

三
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布
額
を
七
二
〇
億
円
と
、
地
方
財
政
委
員
会
は
八
五
五
億
円
と
算
出
し
て
対
立
し
た
。
最
終
的
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
五
七
七
億
円
と
さ

れ
、
繰
入
率
は
三
三
・
一
四
％
か
ら
一
六
・
二
九
％
へ
と
半
減
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
地
方
配
布
税
が
国
庫
か
ら
の
交
付
金
で
あ
り
、
国

庫
財
政
の
事
情
に
応
じ
て
削
減
さ
れ
う
る
、
③
の
国
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
財
源
調
整
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
し
た
も

の
と
い
え
る
（
33
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
日
本
の
税
制
の
改
正
に
関
す
る
多
く
の
指
針
を
示
し
た
。
そ
れ
は
日
本
の
民
主
化
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
自
治
を

強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
地
方
財
源
の
強
化
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
の
具
体
策
と
し
て
、
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
独
立
財
源
の
付
与
、
国
庫
補
助
金
の
整
理
、
平

衡
交
付
金
制
度
の
創
設
勧
告
し
て
い
る
。
ま
た
行
政
事
務
の
再
配
分
で
は
、
現
行
の
事
務
配
分
に
検
討
を
加
え
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町

村
の
三
者
の
間
の
行
政
責
任
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
行
政
事
務
の
適
正
な
再
配
分
が
必
要
な
こ
と
も
勧
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
要
点
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は

①
市
町
村
を
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
財
政
収
入
の
充
実
を
図
る
。

②
付
加
税
制
度
を
廃
止
し
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
税
を
与
え
、
税
務
行
政
の
責
任
を
明
確
に
す
る
。

③
地
域
間
に
お
け
る
地
方
税
負
担
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
、
全
税
目
に
つ
い
て
税
率
を
明
確
に
規
定
す
る
。

④
地
方
税
と
し
て
不
適
当
で
あ
り
、
課
税
効
率
が
悪
い
税
を
廃
止
し
、
所
得
税
お
よ
び
財
産
税
に
対
す
る
課
税
を
強
化
す
る
。

の
四
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
基
幹
税
は
、
固
定
資
産
税
と
市
町
村
民
税
と
さ
れ
た
、
両
税
目

は
今
日
で
も
市
町
村
の
二
大
税
目
で
あ
る
。
道
府
県
に
は
消
費
課
税
で
あ
る
入
湯
税
と
遊
興
飲
食
税
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。

シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
の
、
財
源
調
整
制
度
と
し
て
の
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
導
入
の
勧
告
を
受
け
て
、
政
府
は
一
九
五
〇
（
昭
和

三
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地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
六
一
）

二
五
）
年
に
地
方
配
布
税
を
廃
止
し
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
を
導
入
し
た
。
平
衡
交
付
金
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
制
度
に
お
い
て

は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
収
入
額
が
財
政
需
要
額
よ
り
も
不
足
す
る
場
合
、
そ
の
不
足
部
分
を
国
が
補
填
す
る
と
い
う
財
源
保
障
機
能

の
強
化
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
財
源
保
障
の
総
額
は
、
各
地
方
団
体
の
財
源
不
足
額
を
積
み
上
げ
方
式
で
決
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
国
は
財
源
不
足
の
影
響
も
あ
り
、
各
地
方
公
共
団
体
の
財
源
不
足
額
の
積
み
上
げ
額
を
計
上
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
他
方
、
地
方
公
共
団
体
は
、
財
政
運
営
の
厳
し
さ
の
原
因
を
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
少
な
さ
に
求
め
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
不
十
分
さ
を
国
の
責
任
と
し
た
。
こ
う
し
た
国
と
地
方
公
共
団
体
の
対
立
を
背
景
に
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
に
国
か
ら
地
方

公
共
団
体
へ
の
財
政
移
転
の
方
法
は
、
不
足
額
の
積
み
上
げ
方
式
か
ら
国
税
の
一
部
（
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
）
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
方
式

で
あ
る
地
方
交
付
税
制
度
に
改
め
ら
れ
た
。

地
方
交
付
税
の
財
源
は
、
現
在
で
は
、
国
税
で
あ
る
所
得
税
と
酒
税
の
三
二
％
、
法
人
税
の
三
四
％
、
消
費
税
の
二
九
・
五
％
、
た
ば

こ
税
の
二
五
％
の
総
額
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
地
方
交
付
税
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
等
し
く
合
理
的
か
つ
妥
当
な
水
準
で
自
主
的

に
そ
の
事
務
を
遂
行
し
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
経
費
（
基
準
財
政
需
要
額
）
と
、
標
準
的
な
状
態
に
お
い
て
徴

収
が
見
込
ま
れ
る
税
収
額
（
基
準
財
政
需
要
額
）
と
、
標
準
的
な
状
態
に
お
い
て
徴
収
が
見
込
ま
れ
る
税
収
額
（
基
準
財
政
収
入
額
）
を
算
定

し
、
収
入
が
経
費
に
不
足
す
る
場
合
に
、
そ
の
差
額
を
国
が
交
付
す
る
税
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
34
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
生
み
出
し
た
平
衡
交
付
金
制
度
と
そ
れ
に
連
な
る
地
方
交
付
税
交
付
金
制
度
に
は
、「
地
方
財
政
シ
ス
テ
ム
は
、
国

が
地
方
を
監
視
し
、
国
策
を
推
進
す
る
代
わ
り
に
、
財
政
的
に
支
援
し
倒
産
さ
せ
な
い
こ
と
が
大
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
戦
後
改
革
と
し

て
、
占
領
軍
は
日
本
の
民
主
化
を
進
め
る
た
め
に
、
民
主
化
と
セ
ッ
ト
と
し
て
地
方
分
権
を
進
め
よ
う
と
し
、
と
り
わ
け
市
町
村
中
心
の

地
方
自
治
と
い
う
原
則
を
打
ち
立
て
た
。
そ
れ
自
体
は
け
っ
し
て
間
違
っ
た
方
向
性
で
は
な
か
っ
た
が
、
現
実
の
地
方
財
政
の
姿
と
は
あ

三
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ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
当
時
、
経
済
は
疲
弊
の
極
に
あ
っ
た
し
、
市
町
村
の
役
所
は
自
治
体
と
し
て
多
く
の
仕
事
を

行
う
ス
タ
ッ
フ
も
財
源
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
│
県
│
市
町
村
の
縦
の
ラ
イ
ン
で
上
意
下
達
と
し
て
仕
事
を
進
め
て
い

く
方
式
や
地
方
交
付
税
に
よ
る
財
源
措
置
と
い
う
制
度
が
定
着
」
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
が
あ
る
。

国
│
県
│
市
町
村
の
縦
の
ラ
イ
ン
は
、「
時
期
が
く
れ
ば
役
割
が
縮
小
す
る
は
ず
の
過
渡
的
な
存
在
で
あ
る
」
が
、
実
際
は
そ
う
は
な

ら
な
か
っ
た
。「
過
密
・
過
疎
化
の
進
展
に
よ
る
財
政
力
格
差
の
拡
大
や
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
等
の
景
気
変
動
な
ど
、
制
度
改
革
の
タ
イ

ミ
ン
グ
は
難
し
か
っ
た
と
は
い
え
、
経
済
成
長
が
進
み
豊
か
な
社
会
に
な
っ
て
な
お
、
戦
後
的
な
発
想
で
作
ら
れ
た
制
度
は
抜
本
的
に
変

革
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
贅
肉
を
つ
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
国
に
よ
る
地
方
自
治
体
へ
の
関
与
は
、

地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
機
関
委
任
事
務
の
全
廃
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
掲
げ
て
風
穴
を
あ
け
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
四
月
に
地
方
分

権
一
括
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
変
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
に
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
以
来
、
五
○
年
が
経
過
し
て

い
た
。
そ
れ
で
も
、
国
や
県
の
市
町
村
へ
の
関
与
の
あ
り
方
が
全
面
的
に
変
わ
っ
た
と
い
う
実
感
は
ま
だ
伴
っ
て
い
な
い
」
ば
か
り
か
、

「
地
方
交
付
税
の
方
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
財
政
運
営
の
な
か
で
四
○
兆
円
を
超
え
る
よ
う
な
借
入
金
を
特
別
会
計
の
な
か
で
抱
え
る
こ

と
に
な
り
、
制
度
と
し
て
破
綻
し
た
。
戦
後
の
経
済
循
環
の
な
か
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
超
長
期
の
経
済
不
況
が
、
財
政
運
営

の
失
敗
を
も
た
ら
し
た
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
（
35
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
前
提
は
「
市
町
村
優
先
主
義
」
で
あ
り
、
そ
の
保
障
手
段
と
し
て
「
税
制
改
革
と
事
務
の
再
配
分
」
を
掲
げ
て
い
る
。

そ
の
本
質
は
近
年
強
調
さ
れ
て
い
る
「
補
完
性
の
原
則
」
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
沿
っ
た
「
自
治

体
警
察
、
自
治
体
消
防
」
の
理
念
は
、
当
初
双
方
と
も
市
町
村
に
配
置
す
る
と
さ
れ
た
が
、
財
政
上
の
問
題
も
あ
り
、
消
防
は
市
町
村
消

防
と
し
て
維
持
さ
れ
た
が
、
警
察
は
都
道
府
県
警
察
に
改
編
さ
れ
た
。
ま
た
消
防
組
織
に
は
一
部
事
務
組
合
や
広
域
連
合
が
設
置
さ
れ
て

三
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（
山
田
）

（
一
六
六
三
）

い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
そ
う
し
た
行
財
政
改
革
を
目
的
と
し
て
、
市
町
村
合
併
が
推
進
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
側
面
も
小
さ
く
は
な
い
。

シ
ャ
ウ
プ
は
国
の
財
政
状
況
に
応
じ
て
配
布
額
が
決
定
さ
れ
る
、
国
税
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
垂
直
的
調
整
制
度
で
あ
る
一
九
四
〇

（
昭
和
一
五
）
年
に
創
設
さ
れ
た
地
方
分
与
税
が
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
地
方
配
布
税
に
移
行
し
た
。
こ
れ
ら
は
国
が
徴
収
す
る

国
税
の
一
部
を
、
国
が
国
家
財
政
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
配
分
額
を
決
定
す
る
、
国
主
導
の
垂
直
的
財
政
調
整
制
度
と
し
て
の
性
格
が
強

い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ャ
ウ
プ
は
、
税
の
一
定
額
を
地
方
税
と
し
て
国
が
徴
収
し
地
方
に
配
分
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
景
気
に

あ
ま
り
左
右
さ
れ
な
い
中
で
、
地
方
公
共
団
体
間
の
水
平
的
調
整
機
能
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
平
衡
交
付
金
制
度
へ
移
行
す
る
こ

と
を
提
唱
し
、
そ
れ
は
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
衡
交
付
金
制
度
は
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
地
方

交
付
税
交
付
金
制
度
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

七
、
地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
制
度
改
革
の
目
的
と
方
向
性

地
方
財
政
を
め
ぐ
る
国
家
財
政
と
地
方
財
政
の
関
係
が
、
実
質
的
に
は
中
央
集
権
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
地
方
分
権
型
に
変
革
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
意
見
が
、
地
方
交
付
税
交
付
金
が
創
設
さ
れ
た
後
も
継
続
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
て
地
方
交
付
税
算
定
方
法

が
継
続
的
に
改
善
さ
れ
て
き
た
が
、
地
方
の
不
満
を
解
消
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
流
れ
に
抜
本
的
な
改
革
を
求
め
た
も

の
の
一
つ
が
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
に
成
立
し
た
地
方
分
権
推
進
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
一
九
九
七

（
平
成
九
）
年
七
月
に
だ
さ
れ
た
第
二
次
勧
告
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
政
府
は
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
五
月
に
地
方
分
権
推
進
計
画

を
閣
議
決
定
し
、
九
項
目
に
わ
た
る
地
方
交
付
税
改
革
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
四
月
に
地
方
分
権

一
括
法
が
制
定
さ
れ
、
地
方
自
治
体
の
意
見
申
し
出
制
度
が
法
制
化
さ
れ
た
。
ま
た
合
併
特
例
債
の
新
設
も
決
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平

三
一
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成
の
大
合
併
が
進
展
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
36
）

。

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
の
細
川
内
閣
の
誕
生
以
降
、
日
本
の
政
治
、
行
政
、
地
方
自
治
等
に
対
す
る
改
革
へ
の
動
き
が
活
発
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
細
川
内
閣
以
降
の
政
権
が
短
命
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
改
革
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
橋

本
内
閣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
以
降
の
小
泉
内
閣
で
具
体
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
省
庁
再
編
推
進

法
に
基
づ
い
て
省
庁
再
編
が
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
分
権
一
括
法
を
う
け
て｢

平
成
の
大
合
併｣

が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
橋
本
内
閣
の
企
画
を
小
泉
内
閣
が
推
進
し
た
と
い
え
る
流
れ
が
こ
こ
に
は
存
在
す
る
。
そ
の
後
の
改
革
は
短
命
内
閣
の
連
続

と
い
う
政
治
的
混
乱
の
影
響
を
受
け
、
目
立
っ
た
成
果
は
み
え
て
い
な
い
。
政
権
交
代
に
よ
っ
て
「
地
域
主
権
」
改
革
も
提
示
さ
れ
た
が
、

地
方
財
政
改
革
に
お
い
て
は
目
立
っ
た
動
き
は
み
ら
れ
て
い
な
い
。

地
方
分
権
改
革
の
方
向
性
は
、
神
野
に
よ
れ
ば
「
集
権
的
分
散
シ
ス
テ
ム
」
を
「
分
権
的
分
散
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
財
政
調
整
制
度
す
な
わ
ち
地
方
交
付
税
の
改
革
が
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
垂
直
的
財
政
調
整
制
度
に
お
い

て
は
事
務
権
限
の
配
分
と
、
課
税
権
の
配
分
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
調
整
の
実
施
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の

「
事
務
の
再
配
分
」
と
「
税
制
改
革
」
以
来
、
各
所
委
員
会
や
調
査
会
な
ど
で
継
続
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
改
革

が
明
確
に
動
き
出
す
の
は
地
方
分
権
一
括
法
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
で
事
務
権
限
の
配
分
は
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
に
そ

れ
ぞ
れ
執
行
す
る
行
政
任
務
を
配
分
す
る
こ
と
で
あ
り
、
課
税
権
の
配
分
は
、
配
分
さ
れ
た
行
政
任
務
を
中
央
政
府
と
地
方
政
府
が
執
行

で
き
る
よ
う
に
課
税
権
を
配
分
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
地
方
に
行
政
任
務
を
配
分
す
れ
ば
、
地
方
政
府
に
財
政
需
要
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
が
、
財
政
需
要
や
課
税
力
に
は
地
方
政
府
間
で
格
差
が
あ
り
、
財
政
需
要
と
課
税
力
と
に
起
因
す
る
地
方
政
府
間
の
財
政
力
格
差

を
是
正
す
る
水
平
的
財
政
調
整
が
必
要
と
な
る
。

三
一
六
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た
だ
し
、
垂
直
的
調
整
に
お
い
て
事
務
権
限
を
身
近
な
地
方
政
府
に
配
分
し
て
も
、
必
ず
し
も
分
権
型
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
垂
直

的
財
政
調
整
に
お
い
て
、
機
関
委
任
事
務
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
行
政
任
務
の
多
く
が
地
方
政
府
に
配
分
さ
れ
て
い
て
も
執
行
任
務
の

決
定
権
は
中
央
政
府
が
握
っ
て
い
る
「
決
定
と
支
出
の
非
対
称
」
と
、
地
方
政
府
に
事
務
権
限
を
多
く
配
分
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
応
し

た
課
税
権
を
設
定
し
な
い
と
い
う
状
況
を
い
う
「
行
政
任
務
と
課
税
権
の
非
対
称
」
と
い
う
「
二
つ
の
非
対
称
」
が
生
じ
て
い
る
場
合
に

は
集
権
型
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
支
出
つ
ま
り
行
政
任
務
を
中
央
政
府
と
地
方
政
府
に
四
対
六
あ
る
い
は
三
対
七
で
配
分
し
な

が
ら
、
税
源
配
分
で
は
国
税
と
地
方
税
が
六
対
四
あ
る
い
は
七
対
三
と
な
っ
て
い
る
状
態
は
、
後
者
の
典
型
的
な
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
37
）

。

二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
の
国
家
予
算
を
見
る
と
、
一
般
会
計
は
九
〇
・
三
兆
円
で
あ
り
、
税
収
が
四
二
・
三
兆
円
、
公
債
発
行
額
は

四
四
・
二
兆
円
で
、
税
収
よ
り
も
公
債
発
行
額
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
特
別
会
計
の
総
支
出
額
は
三
九
四
・
一
兆
円
で
、
会
計
間
の
や
り
取

り
や
国
債
の
借
り
換
え
を
除
く
純
計
額
は
一
九
〇
・
五
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
国
は
二
〇
八
・
八
兆
円
の
予
算
を
執
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
方
税
制
計
画
を
見
る
と
総
額
は
八
一
・
九
兆
円
で
あ
り
、
自
主
財
源
で
あ
る
地
方
税
は
三
三
・
七
兆
円
、
地
方
債
一
一
・
二
兆
円
、
地
方

交
付
税
等
が
一
七
・
六
兆
円
、
地
方
譲
与
税
が
二
・
三
兆
円
、
そ
の
他
が
五
・
四
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
ひ
も
付
き
財
源
と
さ
れ
る
特
別
会

計
か
ら
地
方
政
府
へ
の
移
転
財
源
で
あ
る
国
庫
支
出
金
は
一
一
・
八
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
国
は
借
金
を
し
な
が
ら
地
方
交
付
税
や
国
庫

支
出
金
を
地
方
に
支
出
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
国
と
地
方
を
一
体
的
に
見
た
行
税
制
改
革
が
必
要
に
な
る
（
38
）

。

垂
直
的
財
政
調
整
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
っ
て
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
は
自

治
事
務
と
法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
た
。
ま
た
地
方
行
財
政
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
効
率
化
を
目
的
の
一
つ
と
し
て

平
成
の
大
合
併
が
推
進
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
の
中
で
推
進
さ
れ
た
財
政
改
革
の
代
表
的
な
も
の
が
三
位
一
体
の
改
革
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

二
○
○
一
年
四
月
に
発
足
し
た
小
泉
政
権
の
下
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
『
骨
太
の
方
針
』
に
『
地
方
へ
の
税
源
移
譲
』
が
明
記
さ
れ
た

三
一
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こ
と
が
端
緒
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
六
月
、
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
意
見
は
「
三
位
一
体
の
改
革
に
つ
い
て
の
意
見
」

を
、
翌
年
に
は
「
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
改
革
の
推
進
等
行
政
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
意
見
」
公
表
し
た
。
そ
う
し
た
流
れ
を
受
け

て
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
に
三
位
一
体
の
改
革
が
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

小
泉
改
革
の
中
で
、
二
○
○
五
（
平
成
一
七
）
年
一
一
月
三
○
日
、
税
源
移
譲
、
補
助
金
の
廃
止
・
縮
減
、
地
方
交
付
税
改
革
を
内
容

と
す
る
改
革
案
が
政
府
・
与
党
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
。
そ
れ
は
二
○
○
六
（
平
成
一
八
）
年
度
ま
で
に
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
三

兆
円
の
税
源
移
譲
を
、
補
助
金
カ
ッ
ト
と
セ
ッ
ト
で
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
三
位
一
体
の
改
革
」
の
開
始
は
、
小
泉
改
革

が
始
ま
っ
て
約
四
年
半
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
二
○
○
○
（
平
成
一
二
）
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
「
地
方
分
権
一
括
法
」
に
よ

る
改
革
を
第
一
次
分
権
改
革
と
す
る
な
ら
、
三
位
一
体
の
改
革
は
第
二
次
分
権
改
革
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
評
価
も
な
さ

れ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
こ
に
は
、「
し
か
し
、
国
家
財
政
の
再
建
を
最
優
先
課
題
と
す
る
財
務
省
、
地
方
の
権
限
を
強
化
し
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を

求
め
る
総
務
省
、
補
助
金
を
介
し
た
地
方
へ
の
権
限
を
保
持
し
た
い
各
省
庁
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
、
三
位
一
体
改
革
へ
の
道
は
決
し

て
平
坦
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
よ
う
や
く
決
着
を
見
た
改
革
で
あ
っ
た
が
、
三
兆
円
と
い
う
税
源
移
譲
の
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
、
土
壇
場
に
な
っ
て
と
ら
れ
た
策
は
、
義
務
教
育
、
児
童
扶
養
手
当
、
児
童
手
当
と
い
っ
た
、
国
が
基
準
を
決
め
地
方
が
実
施
す
る

経
費
の
国
庫
負
担
率
の
引
き
下
げ
で
あ
り
、『
数
字
合
わ
せ
』
の
色
彩
を
濃
く
お
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
国
と
地
方
を
あ
わ
せ

た
財
政
支
出
の
削
減
に
は
結
び
つ
か
ず
、
ま
た
、『
地
方
分
権
の
原
点
を
見
失
っ
た
三
位
一
体
改
革
』
と
批
判
さ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い

面
も
有
し
て
」
い
た
と
す
る
評
価
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
39
）

。

た
し
か
に
財
政
調
整
制
度
は
「
地
方
自
治
を
支
え
る
財
政
的
な
分
権
の
観
点
か
ら
は
、
地
方
税
を
中
心
と
す
る
自
主
財
源
が
最
も
重
要

三
一
八
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で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
国
民
と
し
て
の
一
体
感
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
標
準

的
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
の
に
必
要
な
一
般
財
源
を
補
償
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
間
が
一
生
の
間
に
居
住
地
を
移
動
す
る
権

利
を
有
す
る
こ
と
及
び
水
・
森
林
・
農
地
な
ど
の
国
土
利
用
・
保
全
を
考
慮
す
れ
ば
、
都
市
と
農
山
漁
村
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
全
て
の
地
方
政
府
が
同
じ
税
制
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
供
給
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
は
団
体
に
よ
っ
て
異
な
る

の
で
あ
る
。
…
略
…
し
た
が
っ
て
財
政
調
整
は
、
市
場
主
義
的
な
想
定
を
大
き
く
超
え
て
、
地
域
社
会
の
安
定
を
図
る
制
度
で
あ
る
。
…

略
…
こ
の
『
公
平
な
分
配
』
を
め
ざ
す
制
度
は
特
定
補
助
金
に
よ
っ
て
画
一
的
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
『
結
果
の
平
等
』
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
『
機
会
の
均
等
』
を
実
質
化
す
る
制
度
」
な
の
で
あ
る
（
40
）

。

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
に
九
月
に
誕
生
し
た
安
倍
内
閣
の
下
で
、
一
二
月
に
旧
地
方
分
権
改
革
推
進
法
を
改
正
し
、
旧
法
の
成
果

を
踏
ま
え
つ
つ
地
方
分
権
改
革
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
地
方
分
権
改
革
推
進
法
が
成
立
し
た
（
41
）

。
法
律
の

制
定
を
受
け
て
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
地
方
分
権
推
進
委
員
会
と
地
方
分
権
推
進
本
部
が
発
足
し
た
。
地
方
分
権
推
進
委
員
会
は

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
五
月
の
第
一
次
勧
告
「
生
活
者
の
視
点
に
立
つ
『
地
方
政
府
の
確
立
』」
を
福
田
内
閣
に
答
申
し
た
。
同
年

一
二
月
に
は
第
一
章
「
国
と
地
方
公
共
団
体
の
新
し
い
役
割
分
担
」
と
、
第
二
章
「
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
に
つ
い
て
の
新
た
な

ル
ー
ル
の
創
設
」、
第
三
章
「
必
置
規
制
の
見
直
し
と
国
の
出
先
機
関
の
あ
り
方
」、
第
四
章
「
国
庫
補
助
負
担
金
の
整
理
合
理
化
と
地
方

税
源
の
充
実
確
保
」、
第
五
章
「
都
道
府
県
と
市
町
村
の
新
し
い
関
係
」、
第
六
章
「
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
・
確
立
」、
第

七
章
「
地
方
分
権
の
推
進
に
伴
い
必
要
と
な
る
そ
の
他
の
措
置
」
を
中
心
と
す
る
第
二
次
勧
告
を
麻
生
内
閣
に
答
申
し
た
。
ま
た

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
一
〇
月
に
は
、「
自
治
立
法
権
の
拡
大
に
よ
る
『
地
方
政
府
』
の
実
現
へ
」
を
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
と
し
、
第
一

章
「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
」、
第
二
章
「
地
方
自
治
関
連
法
制
の
見
直
し
」、
第
三
章
「
国
と
地
方
の
協

三
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議
の
場
の
法
制
化
」
を
柱
と
す
る
第
三
次
勧
告
を
、
同
年
一
二
月
に
は
「
自
治
財
政
権
の
強
化
に
よ
る
『
地
方
政
府
』
の
実
現
へ
」
を
内

容
と
す
る
第
四
次
勧
告
を
鳩
山
内
閣
に
提
出
し
て
た
（
42
）

。

民
主
党
の
鳩
山
首
相
は
「『
地
域
主
権
』
と
い
う
考
え
方
は
、『
国
民
主
権
』
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
お
り
、
皆
様
方
一

人
ひ
と
り
が
、
自
分
の
思
い
で
、
こ
の
ふ
る
さ
と
に
暮
ら
し
て
、
本
当
に
す
ば
ら
し
い
な
、
自
分
の
思
い
と
発
想
が
、
行
動
が
実
現
で
き

る
。
い
わ
ゆ
る
『
補
完
性
の
原
理
』
に
基
づ
い
た
新
た
な
国
と
地
域
の
在
り
方
」（
木
佐
要
約
：
地
域
主
権
戦
略
会
議
第
一
回
会
議
）
を
示
す

も
の
で
、
地
域
主
権
の
実
現
は
「
一
丁
目
一
番
地
」
の
改
革
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（
43
）

。
し
か
し
地
域
主
権
の
定
義
は
な
く
、
民
主
党
政

権
も
短
命
に
終
わ
っ
た
こ
と
か
ら
目
立
っ
た
改
革
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
第
二
回
地
域
主
権
戦
略
会
議
に
お
い
て
は
、﹇
義
務
づ
け
・
枠
付
け
等
﹈
す
な
わ
ち
「
義
務
付
け
・
枠
付

け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
」、﹇
基
礎
自
治
体
等
﹈
す
な
わ
ち
「
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
」、﹇
一
括
交
付
金
化
等
﹈
す
な
わ

ち
「
ひ
も
付
き
補
助
金
の
一
括
交
付
金
化
」、﹇
出
先
機
関
等
﹈
す
な
わ
ち
「
出
先
機
関
の
抜
本
的
改
革
」
が
重
点
的
な
検
討
課
題
と
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
地
域
主
権
戦
略
会
議
の
目
新
し
い
政
策
で
は
な
く
、
自
民
党
政
権
下
で
設
置
さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
答

申
等
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
三
月
の
第
一
七
四
国
会
に
「
地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案

（
第
一
次
一
括
法
案
）
と
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
案
」
と
「
地
方
自
治
法
の
改
正
案
」
の
三
つ
の
法
案
い
わ
ゆ
る
「
地
域

主
権
改
革
三
法
案
」
が
提
出
さ
れ
た
。
法
案
審
議
は
「
地
域
主
権
」
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
し
、
翌
年
四
月
の
第
一
七
七
国
会
で
よ
う

や
く
成
立
し
た
。
第
一
次
一
括
法
は
関
係
法
律
四
二
の
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
四
一
の
法
律
は
、

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
が
目
的
と
さ
れ
て
い
た
。「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革

三
二
〇
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）

（
一
六
六
九
）

の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
」（
第
二
次
一
括
法
案
）
は
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
四
月
に
第
一
七
七
回
通

常
国
会
に
提
出
さ
れ
、
八
月
に
成
立
し
た
。
第
二
次
一
括
法
は
一
八
八
の
関
連
法
律
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
①
基
礎

自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
が
四
七
法
律
、
②
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
が
一
六
〇
法
律
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
第
一
次
・
第
二
次
一
括
法
は
主
と
し
て
条
例
制
定
権
の
拡
大
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
残
る
「
ひ
も
付
き
補
助
金

の
一
括
交
付
金
化
」
は
一
割
程
度
実
施
さ
れ
た
が
、
安
倍
内
閣
に
よ
っ
て
各
省
庁
が
配
分
を
決
定
す
る
補
助
金
に
戻
さ
れ
た
（
44
）

。

こ
う
し
た
地
方
財
政
制
度
の
実
態
と
必
要
性
と
改
革
を
め
ぐ
っ
て
、
最
近
で
は
消
費
税
を
め
ぐ
る
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
国
家
財

政
の
赤
字
は
、
財
政
調
整
制
度
へ
の
国
の
交
付
能
力
の
低
下
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
赤
字
公
債
等
の
発
行
に
よ
っ
て
問
題
を
先
送
り
し
て

も
、
の
ち
の
世
代
に
問
題
を
預
け
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
市
場
の
原
理
を
前
提
と
し
た
地
域
間
競
争
を
展
開
し
て
い
っ
た

場
合
に
は
、
企
業
や
人
の
流
入
を
目
指
す
地
方
政
府
は
減
税
政
策
や
過
剰
な
給
付
政
策
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
際
に
流

出
を
防
御
し
よ
う
と
す
る
地
方
政
府
と
の
間
に
、
減
税
競
争
や
給
付
行
政
の
拡
大
競
争
を
導
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
疑
い
の
余

地
が
な
い
。
減
税
競
争
を
回
避
し
な
が
ら
、
安
定
財
源
の
確
保
を
地
方
政
府
が
望
む
と
す
れ
ば
、
全
国
一
律
の
消
費
税
に
頼
る
こ
と
が
最

も
簡
易
な
対
策
と
な
る
。
確
か
に
国
ご
と
に
直
接
性
を
前
提
に
し
た
国
税
負
担
率
が
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
国
家
間
の
移

住
を
行
お
う
と
す
る
人
は
そ
ん
な
に
多
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
特
に
収
入
格
差
が
大
き
い
場
合
に
は
、
税
負
担
と
は
逆
転
し
た
人
の
流
れ

も
考
え
ら
れ
る
。

た
し
か
に
日
本
の
国
家
に
お
け
る
財
政
赤
字
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
財
政
赤
字
の
補
填
と
し
て
消
費

税
の
増
税
額
を
国
税
と
し
て
対
応
す
れ
ば
、
地
方
の
い
た
ず
ら
な
減
税
競
争
と
、
地
域
格
差
を
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
い
。
資
本
の
国
際

間
移
動
の
厳
し
い
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
資
本
の
大
都
市
集
中
は
避
け
が
た
い
現
象
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
土
は
ヒ

三
二
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
七
〇
）

ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
集
中
す
る
大
都
市
と
、
第
一
次
産
業
を
中
心
と
し
た
田
園
地
帯
に
分
か
れ
て
い
く
こ
と
は
避
け
が
た
い
現
象
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
国
土
は
産
業
の
集
中
と
展
開
を
前
提
と
す
る
都
市
型
社
会
と
、
自
然
や
環
境
の
維
持
が
大
切
な
田
園
地
帯
に
分
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。

都
市
部
と
田
園
地
帯
は
、
相
互
の
長
所
を
生
か
し
つ
つ
、
共
存
可
能
な
国
土
経
営
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
地
域
的
特
性
を
生
か

し
た
地
域
開
発
や
自
然
環
境
の
保
全
や
回
復
が
必
要
な
行
政
を
展
開
し
て
い
く
に
は
、
明
確
な
地
方
分
権
の
推
進
と
、
合
理
性
の
認
め
ら

れ
る
財
政
調
整
制
度
の
展
開
が
必
要
と
な
る
。
地
方
の
主
体
性
を
維
持
し
た
地
域
政
策
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
財
源
の
確
保
も
重
要
な
課

題
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
消
費
税
は
重
要
な
財
源
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
域
主
権
改
革
は
政
権
交
代
の
た
め
の
単
な
る
政

治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
過
ぎ
な
い
側
面
が
強
い
だ
け
で
、
き
ち
ん
と
し
た
計
画
性
の
な
い
地
域
政
策
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
地
方
分
権
改
革
か
地
域
主
権
改
革
か
と
い
っ
た
不
毛
な
議
論
は
終
わ
り
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
政
治
家
や
政
党
の
都
合
で
は
な
く
、

分
権
と
財
源
保
障
を
前
提
と
し
た
実
り
あ
る
地
方
自
治
制
度
の
改
革
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
） C

.P
arkinson, “P

arkinsin’s L
aw

”, H
ougton M

iffl  in C
om
pany, 1957.

森
永
晴
彦
『
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
の
法
則
』
他
参
照

（
2
） 

四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画
関
係
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
行
政
局
振
興
課
『
平
成
六
年
改
定　

広
域
行
政
圏
要
覧
』
第
一
法
規

（
平
成
七
年
）
を
参
照
し
た
。

（
3
） 

国
土
形
成
計
画
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
国
土
計
画
局
『
国
土
形
成
計
画
（
全
国
計
画
）』
日
経
印
刷
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
4
） 

岩
崎
忠
著
『「
地
域
主
権
」
改
革　

第
3
次
一
括
法
ま
で
の
全
容
と
自
治
体
の
対
応
』
学
陽
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
七
│
八
頁
参
照

（
5
） 

こ
れ
ま
で
の
民
主
党
の
主
張
は
、「
民
主
党
『
政
権
交
代
。　

民
主
党
の
政
権
政
策　

M
anifesto　

国
民
の
生
活
が
第
一
』
民
主
党w

w
w
.dpj.

or.jp

」
の
「
暮
ら
し
の
た
め
の
政
治
を
」
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
（
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト　

二
│
三
頁
）。

三
二
二



地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
七
一
）

（
6
） 

姜
再
鎬
著
「
地
方
制
度
」
森
田
朗
『
行
政
学
の
基
礎
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、
七
一
頁

（
7
） 

金
井
利
之
著
『
地
方
制
度
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
、
三
頁

（
8
） 
兼
子
仁
著
『
変
革
期
の
地
方
自
治
法
』
岩
波
新
書
（
新
赤
版
）
一
三
四
九
、
六
頁

（
9
） 
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
地
方
分
権
関
係
の
主
な
経
緯
（
過
去
二
〇
年
）
参
照w

w
w
.cao.go.jp/bunken-kaikaku/ayum

i.pdf

」。
条
文
等
の

特
徴
に
つ
い
て
は
関
係
に
つ
い
て
は
、
兼
子　

前
掲
書　

六
頁
参
照

（
10
） 

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト　

四
│
一
五
頁

（
11
） 

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト　

一
九
│
二
〇

（
12
） 

西
尾
勝
著
『
地
方
分
権
改
革
』
行
政
学
叢
書
⑤
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
、
八
頁
。
西
尾
は
こ
の
本
の
中
で
、
神
野
直
彦
の
著
書
と
し

て
『
シ
ス
テ
ム
改
革
の
政
治
経
済
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
、『「
希
望
の
島
」
へ
の
改
革
│
分
権
型
社
会
を
つ
く
る
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
一
、『
二
兎
を
得
る
経
済
学
│
景
気
回
復
と
財
政
再
建
』
講
談
社
、
二
〇
〇
一
、『
地
域
再
計
の
経
済
学
│
豊
か
さ
を
問
い
直
す
』
中
央
公
論

新
社
、
二
〇
〇
二
、『
財
政
学
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
13
） 

西
尾　

前
掲
書　

八
│
九
頁

（
14
） 

西
尾　

前
掲
書　

一
三
頁

（
15
） 

年
表
に
つ
い
て
は
、「
内
閣
府　

前
掲pdf

」
お
よ
び
「
兼
子
・
前
掲
書
末
の
年
表
」
等
を
参
照
し
た
。
な
お
地
方
自
治
法
第
二
六
三
条
の
三

の
制
定
過
程
や
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
原
田
光
隆
著
「
地
方
公
共
団
体
の
国
政
参
加
を
め
ぐ
る
議

論
」、
国
立
国
会
図
書
館
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
〇
一
〇
．
九
』（w

w
w
.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/071606.pdf

）
を
参
照
し
整
理

し
た
。

（
16
） 

西
尾　

前
掲
書　

一
二
頁

（
17
） 

兼
子　

前
掲
書　

四
頁

（
18
） 

衆
議
院
予
算
委
員
会
の
審
議
は
、kokkai-sokuhou.iza.ne.jp/blog/entry/2440990/

を
参
照
し
て
要
約
し
た
。「
地
域
主
権
改
革
の
定
義
」

は
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」（
平
成
二
二
年
六
月
二
二
日
閣
議
決
定
）
を
参
照
し
た
。

三
二
三



政
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研
究　
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四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
七
二
）

（
19
） 

『
地
域
主
権
戦
略
大
綱
』（
平
成
二
二
年
六
月
二
二
日
閣
議
決
定
）w

w
w
.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/100622taiko01.pdf
（
20
） 

地
方
公
共
団
体
の
実
態
に
関
し
て
は
、
国
土
地
理
協
会
『
住
民
基
本
台
帳
人
口
要
覧
│
市
区
町
村
別
の
男
女
・
年
齢
別
人
口
、
世
帯
数
、
人
口

動
態
│　

平
成
二
三
年
版
』
国
土
地
理
協
会
、
平
成
二
三
年
八
月
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
な
お
平
成
の
大
合
併
は
当
初
ゆ
っ
く
り
と
推
進
さ
れ
、

平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
現
在
で
の
三
二
三
二
市
町
村
は
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
に
は
三
一
〇
〇
市
町
村
へ
と
、
五
年
間
で
わ
ず
か
一
二
二
市
町

村
の
減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
合
併
特
例
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
に
は
一
八
二
一
市
町
村
と
な
っ
て
お
り
、

わ
ず
か
二
年
で
一
二
七
九
市
町
村
が
減
少
し
て
い
る
。
平
成
の
大
合
併
が
終
了
し
た
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
に
は
一
七
二
七
市
町
村
と
な
っ
て
お

り
、
四
年
間
で
わ
ず
か
九
四
市
町
村
の
減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
市
町
村
合
併
は
ゆ
っ
く
り
進
展
し
て
お
り
、
現
在
は
一
七
一
九
市
町

村
と
な
っ
て
い
る
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/kouiki/kouiki.htm
l

参
照
）。

（
21
） 

池
上
武
彦
著
、
第
1
章
「
財
政
調
整
の
理
論
と
制
度
」、
神
野
武
彦
・
池
上
武
彦
編
『
地
方
交
付
税　

何
が
問
題
か
』
東
洋
経
済
、
二
〇
〇
三

年
、
三
頁

（
22
） 

池
上　

前
掲
書
第
1
章　

九
頁

（
23
） 

神
野
直
彦
・
池
上
武
彦
著
、
終
章
「
地
方
交
付
税
改
革
の
シ
ナ
リ
オ
」、
神
野
・
池
上　

前
掲
書　

二
四
六
頁

（
24
） 

武
田
勝
著
、
第
2
章
「
日
本
に
お
け
る
財
政
調
整
制
度
の
生
成
過
程
」、
神
野
・
池
上　

前
掲
書　

四
六
頁

（
25
） 

大
蔵
省
昭
和
財
政
史
編
纂
室
編
『
昭
和
財
政
史
』
第
一
四
巻
「
地
方
財
政
」
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
四
年
、
二
四
七
│
二
五
〇
頁
参
照

（
26
） 

奥
野
誠
亮
・
柴
田
護
著
『
地
方
財
政
法
講
和
』
地
方
財
務
協
会
、
一
九
四
九
年
、
八
五
│
八
七
頁

（
27
） 

持
田
信
樹
著
『
都
市
財
政
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
二
三
七
頁

（
28
） 

武
田　

前
掲
書
第
2
章　

四
九
頁

（
29
） 

兼
村
高
文
著
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
行
財
政
改
革
シ
ス
テ
ム
』
税
務
経
理
協
会
、
平
成
一
六
年
、
四
七
頁
参
照

（
30
） 

兼
村　

前
掲
書　

四
七
│
四
八
頁

（
31
） 

兼
村　

前
掲
書　

四
八
頁

（
32
） 

兼
村　

前
掲
書　

四
六
頁

三
二
四



地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
七
三
）

（
33
） 

武
田　

前
掲
書
第
2
章　

四
九
│
五
〇
頁
、
石
原
信
夫
著
『
新
地
方
財
政
調
整
制
度
論
』
二
〇
〇
〇
年
、
四
〇
│
四
一
頁
参
照

（
34
） 

新
自
治
用
語
辞
典
編
纂
会
編
集
『
新
自
治
用
語
辞
典　

改
訂
版
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
四
年
、「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」（
四
二
七
頁
）、「
地
方
交

付
税
」（
六
二
六
頁
）
等
参
照

（
35
） 
小
西
砂
千
夫
著
『
地
方
財
政
改
革
論
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
│
三
頁
参
照

（
36
） 

池
上
武
彦
著
第
四
章
「
地
方
交
付
税
」、
神
野
武
彦
・
池
上
武
彦
編
『
地
方
交
付
税　

何
が
問
題
か
』
東
洋
経
済
、
二
〇
〇
三
年
、
三
頁

地
方
分
権
推
進
計
画
の
な
か
に
掲
げ
ら
れ
た
地
方
交
付
税
改
革
の
要
点
を
整
理
す
る
と
、

①　

地
方
交
付
税
総
額
の
安
定
的
確
保
を
図
る

②　

 

人
口
・
面
積
等
の
基
本
的
な
指
標
を
基
礎
と
す
る
静
態
的
な
算
定
方
法
に
加
え
て
、
実
施
事
業
量
に
応
じ
た
動
態
的
な
算
定
を
適
切
に
活

用
す
る

③　

国
・
地
方
の
役
割
分
担
見
直
し
や
法
令
等
に
よ
る
事
務
義
務
づ
け
の
廃
止
・
緩
和
に
応
じ
て
算
定
方
法
の
簡
素
化
を
進
め
る

④　

 

信
頼
度
の
高
い
客
観
的
統
計
数
値
が
あ
る
場
合
、
補
正
係
数
に
よ
る
算
定
か
ら
単
位
費
用
に
よ
る
算
定
に
切
り
替
え
、
特
別
交
付
税
の
算

定
も
簡
明
化
を
図
る

⑤　

算
定
方
法
に
つ
い
て
地
方
団
体
が
意
見
を
申
し
出
る
制
度
を
整
備
す
る

⑥　

 

地
方
債
の
元
利
償
還
金
を
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
措
証
は
地
方
交
付
税
制
度
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
に
限
定
し
、
新
設
は
必
要
最
小

限
の
も
の
と
す
る

⑦　

 

個
別
法
に
よ
る
地
方
税
の
課
税
免
除
等
に
よ
る
減
収
を
基
準
財
政
需
要
額
か
ら
控
除
す
る
措
置
を
見
直
し
、
新
設
は
必
要
最
小
限
の
も
の

と
す
る

⑧　

 

地
方
公
共
団
体
の
課
税
努
力
・
自
主
的
財
政
再
建
努
力
・
行
革
努
力
を
促
す
観
点
と
市
町
村
合
併
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
の
財
政
需
要
を

反
映
す
る

⑨　

地
方
交
付
税
を
国
の
一
般
会
計
を
通
さ
ず
に
交
付
税
特
別
会
計
に
直
接
繰
り
入
れ
る
措
置
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
黒
田
武
一
郎
著
「
分
権
型
財
政
調
整
制
度
」
神
野
直
彦
編
『
分
権
型
地
方
財
政
制
度
を
創
る
〔
分
権
型
社
会
を
創
る
・
第
5

三
二
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
七
四
）

巻
〕』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
二
│
二
六
二
頁
参
照
）。

（
37
） 

神
野
・
池
上　

前
掲
書
終
章　

二
四
九
│
二
五
二
（「
3　

2
つ
の
非
対
応
」）
参
照

（
38
） 
西
田
安
範
編
著
『
図
説　

日
本
の
財
政　

平
成
二
四
度
版
』
東
洋
経
済
、
二
〇
一
二
年
、
二
八
〇
│
二
九
六
頁
参
照

（
39
） 
林
宜
嗣
『
新
・
地
方
分
権
の
経
済
学
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、
ⅰ
│
ⅱ
頁
参
照

（
40
） 

神
野
直
彦
・
池
上
岳
彦
編
『
地
方
交
付
税　

何
が
問
題
か　

財
政
調
整
制
度
の
歴
史
と
国
際
比
較
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
三
年
、
九
│

一
〇
頁
。
な
お
同
書
で
は
、
一
〇
頁
末
の
註
に
お
い
て
、「R
uggeri and S

train

﹇2001

﹈
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
や
セ
ン
を
援
用
し
つ
つ
、
財
政
調
整
が
、

「
機
会
均
等
」
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
制
度
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。

（
41
） 

新
自
治
用
語
辞
典
編
纂
会
編
「
地
方
分
権
改
革
推
進
法
」
六
五
一
頁
参
照

（
42
） 

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
勧
告
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
の
地
方
分
権
推
進
委
員
会
勧
告
・
報
告
等http://w

w
w
.cao.go.jp/bunken-

kaikaku/iinkai/torim
atom

e/torim
atom

e-index.htm
l

を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
43
） 

木
佐
茂
男
「＜

地
域
主
権＞

改
革
を
考
え
る
」、
三
重
県
政
策
部
企
画
室
編
『
地
域
政
策
』
二
〇
一
〇
年
・
春
季
号
・N

o.35　

公
人
の
友
社
、

七
頁

（
44
） 

岩
崎
忠
著
『「
地
域
主
権
」
改
革
』
学
陽
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
第
2
章
か
ら
第
4
章
参
照

最
後
に

私
が
奥
村
先
生
と
最
初
に
御
会
い
し
た
の
は
、
先
生
が
マ
ス
タ
ー
を
取
得
し
て
ロ
ン
ド
ン
大
学
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
で
し
た
。
高
山
岩

男
研
究
室
の
先
輩
・
後
輩
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
後
先
生
の
薫
陶
を
受
け
、
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
の
非
常
勤
講
師
、
専
任
講
師
、
助

教
授
、
教
授
と
な
っ
た
時
に
、
仲
間
を
集
め
て
御
祝
の
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
楽
し
い
思
い
出
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
色
々
御

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

三
二
六



地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
（
山
田
）

（
一
六
七
五
）

二
〇
〇
〇
年
四
月
に
日
本
大
学
法
学
部
に
も
ど
っ
て
き
た
時
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
度
退
官
さ
れ
る
政
治
経
済
学
科
の
学

科
改
革
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
こ
と
も
い
い
思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。
経
済
系
の
先
生
か
ら
政
治
系
の
改
革
案
に

従
う
の
で
案
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
、
先
生
の
研
究
室
で
連
日
作
業
を
し
た
こ
と
も
楽
し
い
思
い
出
で
す
。
た
だ
し
改
革
案
が
最
後

に
抵
抗
を
受
け
て
思
っ
た
ほ
ど
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
す
。

先
生
と
の
経
験
を
糧
に
こ
れ
か
ら
も
頑
張
り
ま
す
。
先
生
も
御
身
体
に
気
を
つ
け
ら
れ
益
々
御
活
躍
く
だ
さ
る
こ
と
を
祈
念
し
、
御
礼

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

三
二
七





ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
七
七
）

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：

「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

は
じ
め
に

あ
る
評
論
家
か
ら
「
永
遠
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者

（
1
）

』
と
呼
ば
れ
た
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
二
〇
一
二
年

四
月
四
日
、
欧
州
三
紙
（L

a R
epublica, E

l P
ais, S

üddeutsche Z
eitung

）
に
「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
の
タ
イ
ト
ル
で
散
文
詩

を
同
時
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
の
強
い
主
に
拒
否
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
。
本
稿
は
従
っ
て
、

そ
れ
ら
の
反
応
の
性
格
、
そ
の
背
景
を
探
り
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
心
理
的
状
況
も
、
可
能
な
限
り
確
認
を
試
み
た
い
。

三
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
七
八
）

Ⅰ
．
発
表
方
式

グ
ラ
ス
の
詩
を
ド
イ
ツ
で
最
初
に
発
表
し
た
『
南
ド
イ
ツ
新
聞
』（
Ｓ
Ｚ
）
は
四
月
四
日
文
化
欄
の
一
面
に
コ
メ
ン
ト
な
し
に
掲
載
し
た
。

同
紙
は
、
後
に
関
連
記
事
を
掲
載
し
た
が
、
グ
ラ
ス
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
弱
み
か
ら
か
、
批
判
的
記
事
を
回
避
し
た
。
こ
れ
に
対
し
週
刊

紙Z
eit

紙
は
詩
の
内
容
を
確
認
し
た
後
、
掲
載
を
断
っ
た

（
2
）

。

南
ド
イ
ツ
新
聞
と
同
日
発
表
し
た
イ
タ
リ
ア
のL

a R
epublica

紙
は
、
同
時
に
グ
ラ
ス
の
事
実
誤
認
を
あ
か
ら
さ
ま
に
指
摘
し
た
論

説
と
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
た

（
3
）

。

ド
イ
ツ
の
公
共
放
送
第
一
テ
レ
ビ
（
Ａ
Ｒ
Ｄ
）
は
、
中
近
東
の
専
門
家
の
コ
メ
ン
ト
も
例
示
す
る
こ
と
な
く
、
グ
ラ
ス
に
こ
の
『
詩
』

を
朗
読
す
る
機
会
を
提
供
し
た

（
4
）

。

ド
イ
ツ
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
前
記
の
例
外
を
除
い
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
報
道
が
な
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
『S

piegel

誌
』、「Z

eit

紙
」、「taz

紙
」、「W

elt

紙
」、「B

ild

紙
」、『F

A
Z

紙
』
等
の
大
メ
デ
ィ
ア
は
、
グ
ラ
ス
に
対
す
る
「
作
法
の
環
」
を
形
成
し
た

（
5
）

。
こ

れ
に
対
し
新
聞
読
者
の
調
査
で
は
、
急
進
左
派
と
急
進
右
派
が
グ
ラ
ス
に
賛
同
し
て
い
る

（
6
）

。

Ⅱ
．
内
容
紹
介

こ
こ
で
は
主
に
、
ク
レ
メ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ギ
ン
の
「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
事
実
へ
の
奇
妙
な
関
係

（
7
）

」
を
参
考
に
し
、
グ
ラ
ス
の
詩

の
内
容
紹
介
を
試
み
た
い
。

三
三
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
七
九
）

グ
ラ
ス
の
詩
は
、「
ゆ
が
み
」
と
『
生
半
可
な
事
実
』
と
『
嘘
』
で
固
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
氏
の
言
明
に
対
す
る

事
実
チ
ェ
ッ
ク
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

実
際
に
グ
ラ
ス
の
作
品
で
は
、
そ
の
動
機
が
疑
わ
し
い
ば
か
り
か
、
事
実
に
対
す
る
奇
妙
な
関
係
も
表
現
さ
れ
て
い
る

（
8
）

。

何
故
に
私
は
沈
黙
す
る
の
か
。
長
す
ぎ
た
沈
黙
。

公
然
と
、
し
か
も
図
上
作
戦
の
中
で

演
習
さ
れ
、
そ
の
終
わ
り
に
生
き
残
る

わ
れ
わ
れ
と
て
、
高
々
『
註

（
9
）

』
に
過
ぎ
ぬ
の
に
。

主
張
さ
れ
た
る
第
一
攻
撃
権
は
、　

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に
支
配
さ
れ
、

組
織
的
な
熱
狂
へ
と
操
作
さ
れ
た

イ
ラ
ン
人
民
を
消
去
る
事
が
可
能
だ
。

権
力
領
域
内
に
原
子
爆
弾
を
構
築

し
て
い
る
事
を
推
定
す
る
な
ら
ば
。

三
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
〇
）

こ
れ
は
全
く
事
実
で
は
な
い
。「
第
一
攻
撃
」
の
概
念
は
、
冷
戦
の
核
対
決
か
ら
発
生
し
、
核
の
予
防
攻
撃
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
概

念
を
グ
ラ
ス
も
使
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
イ
ラ
ン
人
民
を
消
去
り
得
る
攻
撃
」
と
す
る
。
し
か
し
現
実
に
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
核
の
第

一
（
事
前
）
攻
撃
の
核
ド
ク
ト
リ
ン
を
有
し
て
い
な
い
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
如
何
な
る
公
式
の
核
ド
ク
ト
リ
ン
も
有
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
他
の
諸
国
に
核
武
装
を
強
い
る
事
が
な
い
為
に
、
自

国
の
核
兵
器
保
有
を
公
に
認
め
な
い
か
ら
だ
。
し
か
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ど
の
政
治
家
も
イ
ラ
ン
を
核
の
第
一
攻
撃
で
威
嚇
し
て
い
な
い

（
10
）

。

図
上
作
戦
は
存
在
し
な
い

イ
ス
ラ
エ
ル
の
兵
器
庫
に
あ
る
核
兵
器
が
防
御
的
性
格
と
さ
れ
、
抑
止
に
奉
仕
す
る
。
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
大
量
破
壊
兵
器
を

伴
っ
た
攻
撃
に
対
し
、
高
々
第
二
撃
（
反
撃
）
用
兵
器
と
し
て
投
入
さ
れ
る
事
が
再
三
に
わ
た
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。『
明
ら
か
に
、
し

か
も
図
上
作
戦
の
中
で
演
習
さ
れ
る
』
と
は
全
く
根
も
葉
も
な
い
主
張
と
さ
れ
る
。

グ
ラ
ス
は
イ
ラ
ン
の
核
施
設
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
攻
撃
が
核
兵
器
で
遂
行
さ
れ
る
と
言
う
最
初
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
誤
謬
に

反
し
、
し
か
も
知
ら
れ
る
限
り
、
核
の
予
防
攻
撃
は
、
周
辺
諸
国
に
よ
っ
て
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
通
常
劣
化

ウ
ラ
ン
の
弾
頭
を
有
す
る
地
下
壕
破
壊
爆
弾
の
出
動
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
素
材
（
劣
化
ウ
ラ
ン
）
が
何
ら
か
の
核
爆
発
を
行
う
か
ら
で
は
な
く
、
通
常
爆
弾
が
爆
破
す
る
前
に
、
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伴
っ

三
三
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
一
）

て
厚
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
進
入
す
る
状
況
に
あ
る
、
と
り
わ
け
厚
く
か
つ
重
い
素
材
で
あ
る
か
ら
だ
。
グ
ラ
ス
は
こ
の
素
材
を
検
討
す

る
初
歩
的
努
力
さ
え
し
て
い
な
い
。

既
に
詩
の
発
端
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
発
せ
ら
れ
る
危
険
を
誇
張
し
、
イ
ラ
ン
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
に
向
け
ら
れ
た
危
険
を
些
事
に
見
せ

か
け
る
グ
ラ
ス
の
意
図
が
認
識
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
イ
ラ
ン
政
権
が
爆
弾
を
製
造
す
る
の
で
は
な
く
、
イ
ラ
ン
人
民
の
「
権
力
領
域
で

原
子
爆
弾
が
推
定
さ
れ
』、
し
か
も
製
造
者
と
意
図
が
不
明
確
に
留
め
ら
れ
る
か
ら
だ

（
11
）

。

フ
セ
イ
ン
は
演
じ
た
だ
け

イ
ラ
ン
の
ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
大
統
領
は
、
当
然
危
険
な
政
治
家
と
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル

国
家
を
抹
殺
で
以
て
脅
し
、
し
か
も
こ
の
政
権
は
、
こ
の
目
的
の
為
に
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
を
威
嚇
し
か
つ
攻
撃
す
る
為
に
、
数
十
年
以
来
、

こ
の
地
域
に
お
け
る
平
和
を
望
ま
な
い
テ
ロ
諸
勢
力
を
高
価
な
兵
器
を
以
て
装
備
し
て
い
る
。

ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
は
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
、
単
に
演
じ
る
だ
け
の
本
気
で
な
い
、「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
同
様
に
イ

ラ
ク
の
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
、
故
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
も
演
じ
る
だ
け
と
し
て
、
実
は
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
に
参
画
し
な
か
っ
た
イ
ス
ラ

エ
ル
に
、
そ
の
ミ
サ
イ
ル
で
狙
い
撃
ち
し
た
。
そ
れ
で
も
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
当
時
も
イ
ス
ラ
エ
ル
を
冷
た
く
扱
っ
た

（
12
）

。

し
か
し
何
故
わ
た
し
は
か
の
国
を
名
指
し
で

三
三
三



政
経
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四
十
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（
二
〇
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年
三
月
）

（
一
六
八
二
）

呼
ぶ
事
を
自
ら
に
禁
ず
る
の
か
？

か
の
国
で
は
長
き
に
わ
た
り
、
秘
密
裏
に
、

核
の
潜
在
力
を
増
強
し
、
利
用
可
能
に
し
、

し
か
し
統
制
が
及
ば
な
い
、
如
何
な
る
検
証
も

可
能
で
な
い
か
ら
な
の
か
？

グ
ラ
ス
は
多
分
特
別
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る

イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
が
数
年
以
来
増
大
し
て
い
る
事
を
グ
ラ
ス
が
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
て
い
る
か
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
多
分
氏

は
特
別
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
が
「
如
何
な
る
検
証
も
可
能
で
な
い
」
事
は
、
単

純
な
根
拠
を
有
す
る
。
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
イ
ラ
ン
と
は
異
な
り
、
核
不
拡
散
条
約
を
調
印
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
規
定
に
拘
束

さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ラ
ン
は
こ
の
条
約
当
事
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
、
し
か
も
継
続
的
に
違
反
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
事
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
が
グ
ラ
ス
の
主
張
の
よ
う
に
、『
統
制
下
に
な
い
』
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ

ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
核
兵
器
と
同
様
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
核
兵
器
が
極
め
て
綿
密
な
技
術
的
及
び
政
治
的
統
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有

す
る
確
固
た
る
民
主
体
制
下
に
あ
る
が
故
に
、『
統
制
外
』
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い

（
13
）

。
強
い
て
言
え
ば
、
諸
外
国
と
国
際
機
構
の
「
統
制

外
」
と
言
う
意
味
な
ら
ば
正
し
い
。

三
三
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
三
）

私
が
沈
黙
に
従
っ
て
来
た

構
成
要
件
に
つ
い
て
全
く
黙
す
と
い
う
事
は

わ
た
し
に
重
荷
を
負
わ
せ
る
偽
り
と
感
じ
る
。

こ
れ
を
無
視
す
れ
ば
刑
罰
を
見
込
む
強
制
と

私
は
感
ず
る；

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
弾
劾
は
周
知
の
こ
と
。

こ
れ
は
全
く
の
偽
り

こ
れ
も
全
く
の
偽
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
認
す
る
に
は
記
録
の
調
査
で
十
分
だ
。
イ
ラ
ン
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取
扱
に
際
し
て
イ
ス
ラ

エ
ル
の
核
爆
弾
を
指
摘
し
、
し
か
も
両
ケ
ー
ス
の
主
張
さ
れ
る
差
別
的
扱
い
を
批
判
す
る
か
、
あ
る
い
は
イ
ラ
ン
が
恐
怖
の
均
衡
の
創
設

を
目
指
し
て
い
る
と
主
張
す
る
事
が
最
近
ド
イ
ツ
で
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
適
っ
て
い
る
。

「
全
く
黙
す
る
」
な
ど
と
言
う
事
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
行
う
よ
う
に
、
諸
事
実
を
か
く
も
公
然
と
選
択

的
か
つ
扇
動
的
意
図
を
以
て
調
整
す
る
者
の
み
が
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
弾
劾
」
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
な
場
合
に
は
、
こ
の

非
難
は
正
し
い
と
看
做
さ
れ
る

（
14
）

。

し
か
し
今
や
空
前
の

三
三
五
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巻
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四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
八
四
）

未
曾
有
の
犯
罪
が
我
が
国

に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

事
に
つ
け
て
は
指
摘
さ
れ
、
釈
明
を
求
め
ら
れ
、

再
び
、
し
か
も
純
粋
な
取
引
と
し
て
、
た
と
え
、

滑
ら
か
な
唇
で

（
15
）

補
償
と
宣
言
さ
れ
よ
う
と
、

更
な
る
潜
水
艦
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に

納
入
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
、
そ
の
特
殊
性
は
、

全
て
を
抹
殺
す
る
弾
頭
が

唯
一
基
す
ら
核
爆
弾
の
存
在
が
証
明
さ
れ
ず
、

し
か
も
そ
れ
が
証
明
す
べ
き
疑
惑
あ
り
と
さ
れ
る

場
に
向
か
っ
て
配
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、

わ
た
し
は
言
う
、
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
を
。

グ
ラ
ス
は
あ
る
ト
リ
ッ
ク
を
利
用

グ
ラ
ス
は
、
パ
ウ
ロ
教
会
で
の
講
話
に
お
け
る
マ
ル
チ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
が
『
時
折
』
そ
の
ナ
チ
ス
の
過
去
に

「
追
い
つ
か
れ
」、
し
か
も
そ
の
為
の
『
釈
明
を
求
め
ら
れ
る
』
事
が
不
満
な
の
だ
。
従
っ
て
グ
ラ
ス
は
あ
る
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
す
る
。
読

者
は
「
再
び
し
か
も
純
粋
な
取
引
」
の
記
述
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
非
難
と
の
結
び
つ
き
で
読
む
。

三
三
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
五
）

つ
ま
り
誰
か
が
取
引
を
す
る
為
に
哀
れ
な
ド
イ
ツ
人
に
圧
力
を
試
み
る
。
グ
ラ
ス
を
守
る
者
達
は
、
取
引
が
潜
水
艦
に
関
わ
っ
て
い
る

事
を
指
摘
で
き
る
。

実
際
に
こ
の
詩
は
両
言
明
に
関
わ
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
グ
ラ
ス
は
、
全
て
を
コ
ン
マ
の
み
を
以
て
相
互
に
分
離
し
て
い
る
か
ら
だ
。

ユ
ダ
ヤ
人
達
は
、
潜
水
艦
を
安
く
買
う
為
に
ド
イ
ツ
人
達
に
良
心
の
呵
責
を
強
い
る
。
ド
イ
ツ
は
実
際
に
潜
水
艦
に
補
助
金
を
出
し
た
。

こ
の
取
引
は
「
滑
ら
か
な
唇
で
補
償
と
宣
言
さ
れ
た
。」
こ
れ
も
ま
た
、
ガ
サ
ツ
な
歪
曲
で
あ
る
。
実
際
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
補
助

さ
れ
た
潜
水
艦
の
最
初
の
納
入
を
ド
イ
ツ
再
統
合
後
の
補
償
と
見
做
し
た
。
何
故
な
ら
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
が
再
統
合
ま
で
補
償
金
を

支
払
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ

（
16
）

。

「
滑
ら
か
な
唇
」
と
は
か
け
離
れ
て

こ
れ
を
批
判
す
る
人
も
し
な
い
人
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
滑
ら
か
な
唇
」
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
複
雑
な
道
徳
的
・
歴
史

的
事
項
な
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ス
は
再
び
イ
ラ
ン
の
「
証
明
さ
れ
な
い
」（
推
定
さ
れ
る
）
原
子
爆
弾
と
述
べ
る
。
氏
は
イ
ラ
ン
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
軍
事
次
元
に

関
す
る
国
際
原
子
力
機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
の
最
近
の
二
報
告
を
読
ま
な
か
っ
た
ら
し
い
。
報
告
に
は
核
爆
弾
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
指
摘
が
極

め
て
多
い
の
で
、
そ
の
後
挙
証
責
任
は
既
に
反
対
側
（
イ
ラ
ン
側
）
に
転
換
し
て
い
る
と
看
做
さ
れ
る
。

三
三
七
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六
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六
）

イ
ラ
ン
は
民
間
用
で
な
く
、
軍
事
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要
な
全
て
の
部
品
が
如
何
な
る
意
味
を
生
ぜ
し
め
る
か
に
つ
き
説
明
す
る
義
務
が

あ
る
。
イ
ラ
ン
の
ト
ッ
プ
外
交
官
が
初
め
て
イ
ラ
ン
が
核
爆
弾
完
成
間
近
い
事
を
追
認
し
た
ニ
ュ
ー
ス
が
ド
イ
ツ
に
到
着
し
た
丁
度
そ
の

日
に
、
グ
ラ
ス
の
詩
が
発
表
さ
れ
た
事
は
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る

（
17
）

。

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
報
告
を
グ
ラ
ス
は
知
る
必
要
が
あ
っ
た

こ
の
事
実
を
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
詩
の
作
成
の
際
に
知
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
氏
は
、
か
く
も
容
易
に
反
論
さ
れ
得
る
諸
主
張

を
設
定
す
る
以
前
に
、
こ
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
報
告
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。

し
か
し
何
故
に
こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
沈
黙
し
た
の
か
？

わ
た
し
は
考
え
た
、
決
し
て
消
去
れ
な
い

汚
点
に
取
り
つ
か
れ
た
わ
た
し
の
素
性
が

わ
た
し
が
密
に
結
び
つ
き
、
こ
れ
か
ら
も

結
び
つ
き
を
変
え
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
に

こ
の
事
実
を
明
確
な
真
実
と
し
て
突
き
つ
け
る
事
を
妨
げ
た
。

グ
ラ
ス
は
こ
こ
で
、
自
ら
の
（
ド
イ
ツ
の
）「
素
性
」
の
『
汚
点
』
が
実
際
に
は
平
然
た
る
嘘
の
集
積
か
ら
成
る
こ
の
「
真
実
」
を
宣
言

す
る
事
を
妨
げ
る
と
書
く
。
し
か
し
氏
の
こ
れ
ま
で
の
沈
黙
と
現
在
の
詩
に
対
す
る
グ
ラ
ス
の
動
機
を
究
明
す
る
事
は
極
め
て
難
し
い

（
18
）

。

三
三
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
七
）

あ
る
種
の
相
違

氏
が
人
目
に
立
つ
事
を
妨
げ
た
も
の
は
氏
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
永
い
間
沈
黙
し
て
き
た
「
武
器
親
衛
隊
」
の
メ

ン
バ
ー
だ
っ
た
事
実
で
も
あ
る
事
は
明
ら
か
だ
。
人
が
生
ま
れ
た
事
と
人
が
自
ら
行
っ
た
事
の
間
に
は
当
然
あ
る
種
の
相
違
が
存
在
す
る
。

こ
の
詩
か
ら
、
再
び
グ
ラ
ス
の
排
除
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
密
に
結
び
つ
き
、
し
か
も
こ
の
結
び
つ
き

を
変
え
よ
う
と
し
な
い
事
は
、
自
己
保
護
主
張
と
し
て
全
く
無
視
す
る
事
が
許
さ
れ
る
。

一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
時
に
お
け
る
グ
ラ
ス
と
イ
ス
ラ
エ
ル
作
家
ヨ
ー
ラ
ム
・
カ
ヌ
イ
ク
と
の
論
争
を
思
い
出
す
者
は
、
グ
ラ
ス
が

こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
密
に
結
び
つ
い
た
事
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
共
感
を
覚
え
て
い
た
事
は
確
認
で
き
な
い

（
19
）

。

何
故
わ
た
し
は
今
さ
ら
言
う
の
か

年
老
い
、
し
か
も
最
後
の
イ
ン
ク
で
、

核
保
有
国
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
そ
う
で
な
く
て
も

壊
れ
易
い
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
の
か
？

既
に
明
日
で
は
遅
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

事
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

更
に
│
多
大
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
た
ド
イ
ツ
人
と
し
て
│

三
三
九
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（
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六
八
八
）

わ
れ
わ
れ
が
犯
罪
の
納
入
者
に
な
り
え
る
か
ら
、

何
故
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
責
任
は
如
何
な
る
通
常
的

言
い
逃
れ
に
よ
っ
て
も

消
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。

墓
場
の
縁
で

こ
れ
は
、
グ
ラ
ス
の
詩
の
中
で
最
も
陰
険
な
部
分
だ
。
こ
こ
で
人
は
、
墓
場
の
縁
に
立
ち
、
最
早
失
う
も
の
が
無
く
、
し
か
も
そ
の
政

治
的
遺
言
を
設
定
す
る
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
い
や
ら
し
く
悲
想
で
あ
る
。

し
か
し
氏
の
「
核
保
有
国
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
壊
れ
易
い
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
」
は
、「
犯
罪
の
納
入
者
」（
ド
イ

ツ
）
と
共
に
一
つ
の
意
味
を
生
ぜ
し
め
る
。
氏
は
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
攻
撃
と
な
か
ん
ず
く
こ
の
核
兵
器
の
発
射
台
と

し
て
奉
仕
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
潜
水
艦
の
納
入
者
と
し
て
ド
イ
ツ
が
こ
の
「
犯
罪
」
の
共
同
責
任
者
と
な
る
事
に
警
告
を
発
す
る
の
だ
。

し
か
し
こ
こ
で
グ
ラ
ス
は
、
こ
の
潜
水
艦
の
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
は
、
周
知
の
如
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に

対
す
る
イ
ラ
ン
の
核
攻
撃
の
場
合
の
第
二
撃
力
の
維
持
を
目
的
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
奉
仕
す
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
領
土
が
狭
く
、
攻
撃
者
が
イ
ス
ラ
エ
ル
全
土
を
一
撃
を
以
て
効
果
的
に
破
壊
し
、
地
上
核
ミ
サ
イ
ル
が
最
早
報
復
攻
撃
で

三
四
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
八
九
）

き
な
い
危
険
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
に
は
再
び
相
手
の
核
攻
撃
の
蓋
然
性
を
高
め
る
事
に
な
る

（
20
）

。

古
典
的
抑
止
論
理

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ス
が
当
時
も
理
解
し
な
か
っ
た
冷
戦
か
ら
の
古
典
的
抑
止
論
理
が
重
要
な
の
だ
。
グ
ラ

ス
の
主
張
通
り
と
す
れ
ば
、
西
側
は
欧
州
で
（
中
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
）
追
加
武
装
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
り
、
全
東
欧
ブ
ロ
ッ
ク
は
多
分
今

日
で
も
ソ
連
の
圧
政
下
に
留
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

合
理
的
に
行
動
す
る
国
は
、
こ
れ
ら
の
兵
器
を
実
際
に
投
入
す
る
為
に
で
は
な
く
、
対
立
側
の
大
量
破
壊
兵
器
使
用
を
抑
止
す
る
為
に
、

核
の
第
二
撃
力
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
左
派
勢
力
も
、
グ
ラ
ス
と
同
様
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。）

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、（
常
時
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
そ
の
抹
殺
の
脅
し
を
掛
け
る
イ
ラ
ン
と
は
異
な
り
）、
こ
れ
ら
の
兵
器
を
第
一
撃
の
為
に
投
入
す

る
と
脅
し
た
事
は
無
い
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
誰
か
が
こ
の
脅
し
を
要
求
し
た
事
も
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
図
上
作
戦
も
知
ら
れ
て
い

な
い
。
つ
ま
り
グ
ラ
ス
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
は
、
全
く
証
明
さ
れ
な
い
扇
動
的
憶
測
に
他
な
ら
な
い

（
21
）

。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
こ
と
は
心
配
せ
ず

潜
水
艦
に
装
備
さ
れ
た
兵
器
の
投
入
で
考
え
ら
れ
る
唯
一
の
ケ
ー
ス
は
、
第
二
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
ぜ
し
め
得
る
大
量
破
壊
兵
器
を

伴
っ
た
対
イ
ス
ラ
エ
ル
攻
撃
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
勿
論
グ
ラ
ス
は
攻
撃
対
象
イ
ス
ラ
エ
ル
の
心
配
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に

三
四
一
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十
九
巻
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号
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二
〇
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三
年
三
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）

（
一
六
九
〇
）

対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
反
応
が
心
配
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
同
意
す
る
：
わ
た
し
は
最
早
沈
黙
し
な
い
事
を
、

何
故
な
ら
わ
た
し
は
西
側
の
偽
善
に

う
ん
ざ
り
だ
か
ら；

し
か
し
希
望
は
持
っ
て
い
る
、

多
く
の
人
が
自
ら
を
沈
黙
か
ら
解
放
し
、

認
識
可
能
な
危
険
の
原
因
者
に

武
力
の
放
棄
を
迫
り
、
し
か
も

同
様
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
戦
力
と

イ
ラ
ン
の
核
施
設
の

国
際
機
関
に
よ
る

阻
止
さ
れ
な
い
、
恒
常
的
統
制
が

両
国
政
府
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
事
に

固
執
す
る
よ
う
に
。

こ
こ
で
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
み
を
「
認
識
可
能
な
危
険
の
原
因
者
」
と
表
示
す
る
。
氏
は
、
こ
の
詩
の
ど
の
場
所
で
も
イ
ラ
ン

か
ら
発
せ
ら
れ
る
危
険
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
し
か
も
こ
の
危
険
は
、
グ
ラ
ス
が
再
三
に
わ
た
っ
て
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

三
四
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
一
）

イ
ス
ラ
エ
ル
が
「
イ
ラ
ン
人
民
を
抹
殺
で
き
る
」
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
近
東
に
お
け
る
事
実
の
完
全
な
転
換
で
あ
る

（
22
）

。

い
か
な
拡
大
欲
求
に
も
あ
ら
ず

イ
ス
ラ
エ
ル
が
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
核
爆
弾
を
保
有
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
周
辺
の
部
分
的
に
は
敵
対

的
諸
国
は
、（
イ
ラ
ン
と
同
盟
す
る
シ
リ
ア
を
例
外
と
し
て
）、
決
し
て
同
様
に
爆
弾
を
持
つ
こ
と
を
深
刻
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
は
感
じ
な
い
。

何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
諸
国
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
こ
の
地
域
で
拡
大
欲
求
を
持
っ
て
い
な
い
事
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
も
イ
ス
ラ

エ
ル
の
爆
弾
が
ア
ラ
ブ
諸
国
の
目
か
ら
し
て
、
防
御
的
役
割
、
つ
ま
り
自
衛
を
目
的
に
指
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
ラ
ン
の
爆
弾
は
こ
れ
と
異
な
る
。
昨
年
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
ト
ュ
ル
キ
・
ア
ル
フ
ァ
イ
ザ
ル
公
は
、
三
回
に
わ
た
っ
て
公
然
と
「
イ

ラ
ン
が
爆
弾
を
持
つ
場
合
に
、
自
国
も
同
様
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
」
と
発
言
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
場
合
に
お
け
る
四
〇
年
間
に
サ
ウ

ジ
は
こ
の
よ
う
な
意
識
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
の
根
拠
は
明
瞭
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
は
数
十
年
以
来
こ
の
地
域
を
不
安
定
化
す
る
役
割
を
演
じ
、
更
に
覇
権
的
傾
向
を
示
す
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
し
か
も
イ
ラ
ン
は
、
近
東
ば
か
り
か
全
世
界
で
テ
ロ
組
織
、
民
兵
、
反
乱
集
団
を
支
援
し
て
い
る

（
23
）

。

三
四
三
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二
）

最
大
危
険
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル

実
際
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
爆
弾
は
、
次
の
政
権
が
権
力
を
掌
握
し
て
も
、
は
る
か
に
心
配
が
少
な
い
。
グ
ラ
ス
は
両
国
を
同
値
せ
ず
、
否
、

イ
ス
ラ
エ
ル
を
よ
り
危
険
と
看
做
す
。

こ
の
地
域
に
お
け
る
事
実
的
所
与
を
か
く
も
無
視
し
て
主
張
す
る
程
に
、
人
は
目
暗
で
、
無
知
で
か
つ
全
き
執
着
を
持
ち
得
る
も
の
だ

ろ
う
か
。
国
際
法
が
国
際
監
視
を
イ
ラ
ン
自
身
に
義
務
付
け
て
い
る
に
も
関
わ
ら
す
、
グ
ラ
ス
が
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
核
施
設
を
同

様
に
国
際
統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
事
は
法
的
相
違
の
無
視
を
意
味
す
る
。

こ
う
に
し
て
の
み
、
全
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と

パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、

狂
気
に
支
配
さ
れ
た
こ
の
地
域
に

密
集
し
て
敵
対
的
に
生
き
る
全
て
の
人
々
を
、

そ
し
て
究
極
的
に
わ
れ
わ
れ
を
も
救
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
は
、
こ
の
詩
の
終
結
部
分
を
読
ん
で
、
グ
ラ
ス
が
完
全
に
老
人
性
痴
呆
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
自
問
す
る
。
こ
の
詩
の
全
体
は
、

イ
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
を
扱
う
。
し
か
も
氏
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
核
施
設
の
国
際
統
制
が
パ
レ
ス
チ
ナ
人
達
を
助
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
事
は
、
イ
ス
ラ
ム
ジ
ハ
ー
ド
と
ハ
マ
ス
が
イ
ラ
ン
の
財
政
支
援
を
受
け
て
い
る
事
実
以
外
に
ど
の
よ
う
な
関

三
四
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
三
）

係
に
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か

（
24
）

。

近
東
に
関
す
る
欧
州
の
型
通
り
の
言
い
ぐ
さ

こ
れ
が
テ
ー
マ
に
所
属
す
る
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
、
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
が
不
断
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
主
張
は
、
近

東
演
説
に
お
け
る
欧
州
政
治
家
の
型
通
り
の
言
い
草
と
な
っ
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
彼
ら
自
身
の
為
に
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
責
任
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
逃
れ
得
る
為
に
ド
イ
ツ
人
は
、
別
の
価
値
と
し
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。結

論
と
し
て
、
こ
の
詩
は
、
グ
ラ
ス
の
全
面
的
駄
作
の
明
ら
か
な
基
本
傾
向
な
の
で
、（
責
任
）
排
除
の
大
御
所
グ
ラ
ス
が
終
わ
り
に

再
び
ド
イ
ツ
の
責
任
処
理
の
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
に
回
帰
す
る
事
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
25
）

。

Ⅲ
．
メ
デ
ィ
ア
評
論
家
の
反
応

ヘ
ン
リ
ク
・
ブ
ロ
ー
ダ
ー

メ
デ
ィ
ア
評
論
家
ヘ
ン
リ
ク
・
ブ
ロ
ー
ダ
ー
は
、W

elt

紙
の
中
で
、「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：
全
く
正
常
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

詩
人
な
り

（
26
）

。」
の
タ
イ
ト
ル
で
以
下
の
様
に
論
ず
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
に
関
す
る
詩
『
言

三
四
五
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十
九
巻
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四
）

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
ほ
ど
明
確
に
は
発
言
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
何
故
に
、
私
は
沈
黙
す
る
の
か
。
長
過
ぎ
た
沈
黙
を
」

囚
わ
れ
な
い
読
者
は
、
グ
ラ
ス
が
つ
い
に
、
何
故
に
「
武
器
親
衛
隊
」
に
於
け
る
活
動
に
つ
い
て
今
ま
で
沈
黙
し
て
い
た
の
か
説
明
す

る
の
か
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
詩
人
た
る
道
徳
主
義
者
は
、
と
っ
く
に
こ
の
時
期
を
越
え
て
い
る
。

今
回
は
、
彼
に
と
っ
て
、
厳
し
い
生
き
残
り
の
問
題
な
の
だ

（
27
）

。

「
主
張
さ
れ
た
る
事
前
攻
撃
権
」

グ
ラ
ス
は
最
早
沈
黙
す
る
気
が
無
い
。
こ
の
爆
発
の
き
っ
か
け
は
何
な
の
か
。
名
も
な
き
国
の
「
主
張
さ
れ
て
い
る
先
制
攻
撃
権
」
は
、

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
イ
ラ
ン
を
危
険
に
晒
す
。

グ
ラ
ス
は
、
自
ら
に
沈
黙
を
命
じ
た
。
何
故
な
ら
、
氏
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
危
険
に
陥
り
た
く
な
か
っ
た

か
ら
だ

（
28
）

。

「
タ
ブ
ー
突
破
へ
の
口
頭
前
戯
」

し
か
し
こ
れ
は
、
破
滅
を
阻
止
す
る
詩
人
の
責
任
を
以
て
正
当
化
さ
れ
る
タ
ブ
ー
突
破
へ
の
通
常
の
口
頭
前
戯
な
の
だ
。

三
四
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
五
）

グ
ラ
ス
は
何
時
も
大
狂
気
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
や
完
全
な
狂
気
に
至
る
。
脆
弱
な
詩
の
作
成
と
の
取
組
み
の
中
で
氏
は
、

イ
ラ
ン
大
統
領
の
多
く
の
演
説
を
全
く
理
解
し
な
い
。
イ
ラ
ン
大
統
領
は
パ
レ
ス
チ
ナ
を
占
領
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
を
、
摘
出
す
べ
き
「
癌

腫
瘍
』
と
表
示
す
る
。
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
イ
ラ
ン
大
統
領
は
真
面
目
に
取
り
上
げ
る
べ
き
で
な
い
単
な
る
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
に
過
ぎ
な

い
。
イ
ラ
ン
で
は
投
入
さ
れ
る
べ
き
唯
一
つ
の
「
核
爆
弾
」
さ
え
、
投
入
さ
れ
る
ま
で
は
、「
証
明
さ
れ
て
い
な
い
」
か
ら
だ
。
こ
の
様

な
場
合
、
グ
ラ
ス
は
犠
牲
者
を
悼
み
、
し
か
も
生
き
残
っ
た
人
々
に
慰
め
を
授
け
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
氏
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
緊
密

に
「
結
ば
れ
て
い
る
」
と
感
じ
る
か
ら
だ

（
29
）

。

「
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
問
題
は
古
く
か
ら
」

グ
ラ
ス
は
、
自
ら
の
沈
黙
を
破
る
。
何
故
な
ら
再
び
共
同
責
任
を
担
い
た
く
な
い
か
ら
だ
。
何
故
な
ら
、
グ
ラ
ス
は
、「
西
側
の
偽
善

に
う
ん
ざ
り
し
て
お
り
」、
し
か
も
強
制
さ
れ
た
沈
黙
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
危
険
の
原
因
者
に
武
力
の
放
棄
を
要
求
し
、「
同
様
に
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
核
戦
力
と
イ
ラ
ン
の
核
施
設
の
国
際
機
関
に
よ
る
阻
止
さ
れ
な
い
恒
常
的
統
制
の
両
国
政
府
に
よ
る
許
容
を
要
求
す
る
。」

事
を
希
望
す
る
か
ら
だ
。

イ
ス
ラ
エ
ル
が
『
核
戦
力
』
を
有
し
て
い
る
に
対
し
、
イ
ラ
ン
は
多
分
電
力
生
産
に
奉
仕
す
る
「
核
施
設
」
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。「
明
確
な
危
険
」
の
原
因
者
は
、
統
制
か
ら
逃
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
で
あ
り
、
自
己
の
核
施
設
を
国
際
監
視
に
開
く
事
を
好
ま
な

い
イ
ラ
ン
で
は
な
い
。

グ
ラ
ス
は
何
時
も
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
問
題
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
今
回
の
詩
は
こ
れ
ま
で
の
問
題
を
上
回
っ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
は
、

三
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
九
六
）

二
〇
〇
一
年
一
〇
月
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
占
領
地
を
明
け
渡
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土
地
の
占
有
も
そ
の
居
住
地
の
占
有
も
犯
罪
的

行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
止
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
平
和
は
帰
っ
て
こ
な
い

（
30
）

。」

テ
ル
ア
ビ
ブ
と
ハ
イ
フ
ァ
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き

グ
ラ
ス
の
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
要
求
は
ナ
ブ
ル
ス
や
ヘ
ブ
ロ
ン
ば
か
り
か
テ
ル
ア
ビ
ブ
や
ハ
イ
フ
ァ
も
放
棄
す
る
事
で
あ
る
。
ハ
マ
ス
や

ヒ
ズ
ボ
ラ
と
同
様
に
グ
ラ
ス
は
一
九
四
八
年
と
一
九
六
七
年
の
間
に
『
占
領
地
』
の
区
別
は
な
い
。
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
パ
レ
ス
チ
ナ
の
土

地
と
イ
ス
ラ
エ
ル
居
住
地
の
占
有
は
、
犯
罪
行
為
な
の
だ
。
イ
ラ
ン
大
統
領
と
同
様
の
見
解
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
二
〇
一
一
年
夏
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ト
ム
・
セ
ゲ
フ
（S

egev

）

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
。
セ
ゲ
フ
は
、
ド
イ
ツ
語
が
流
暢
な
の
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
通
訳
な
し
で
二
時
間
半
続
い
た
。
グ
ラ
ス
の

小
説
『
玉
ね
ぎ
を
剥
く
時
（B

eim
 H

äuten der Z
w
iebel

）』
の
反
応
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
た
。

曰
く
、
論
議
は
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
極
め
て
苦
痛
で
あ
っ
た
。
人
は
彼
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
（W

aff enS
S

）
に
志
願
し
た
と
主
張
し
た

が
。「
実
は
私
は
、
同
年
代
の
数
千
人
と
同
様
に
招
集
さ
れ
た
の
だ
。」（
一
九
二
三
年
生
ま
れ
の
私
の
友
人
故
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
（D

r.W
inkler

）
は
、

W
aff enS

S

に
招
集
さ
れ
な
い
為
に
落
下
傘
部
隊
に
志
願
し
た
と
私
に
話
し
て
い
た
事
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
よ
り
も
若
い
グ
ラ
ス

（
一
九
二
七
年
生
れ
）
が
招
集
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
よ
う
だ
。）

セ
ゲ
フ
が
何
故
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
』
が
『
玉
ね
ぎ
』
の
つ
い
で
に
扱
わ
れ
た
の
か
と
尋
ね
た
。
グ
ラ
ス
は
「
狂
気
と
犯
罪
は
、
ホ
ロ

三
四
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
七
）

コ
ー
ス
ト
の
み
に
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
戦
争
の
終
結
で
終
わ
っ
た
の
で
も
な
い
。
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
捕
虜
と
な
っ
た
八
百
万
人
の

ド
イ
ツ
軍
人
の
多
分
二
百
万
が
生
き
残
っ
た
。
残
り
は
抹
殺
さ
れ
た

（
31
）

。」
と
述
べ
た
。

罪
と
恥
の
意
識
に
苛
ま
さ
れ
て

グ
ラ
ス
の
数
字
遊
び
を
終
り
ま
で
計
算
す
る
為
に
学
卒
数
学
者
で
あ
る
必
要
は
無
い
。
六
百
万
人
の
ド
イ
ツ
軍
人
が
ロ
シ
ア
人
に
抹
殺

さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
約
三
百
万
の
ド
イ
ツ
軍
人
が
ソ
連
の
捕
虜
と
な
り
、
そ
の
中
一
一
〇
万
人
が
死
ん
だ
と
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
実
際
数
字
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
グ
ラ
ス
に
と
っ
て
は
実
際
の
数
字
で
は
な
く
、
六
〇
〇
万
人
が
大
事
な
の
だ
か

ら
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
ラ
ッ
キ
ー
ナ
ン
バ
ー
な
の
だ
。
六
〇
〇
万
人
の
死
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
人
対
六
〇
〇
万
人
の
死
ん
だ
ド
イ
ツ
軍
人
で
結
果

は
ゼ
ロ
と
な
る
。

グ
ラ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
好
意
を
持
つ
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
知
識
人
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
の
だ
。

罪
と
恥
の
意
識
に
苛
ま
さ
れ
、
し
か
も
同
時
に
歴
史
を
清
算
す
る
願
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
グ
ラ
ス
は
、『
認
識
可
能
な
危
険
の
原
因

者
』
を
武
装
解
除
す
る
為
に
現
れ
る
の
だ
。

ド
イ
ツ
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
彼
等
に
対
し
て
行
っ
た
事
を
決
し
て
許
さ
な
い
。
近
東
で
究
極
的
に
平
和
が
回
帰
し
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ

ス
も
心
の
平
和
を
見
出
す
為
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、「
歴
史
に
な
る
」
べ
き
な
の
だ
。
こ
の
様
に
イ
ラ
ン
大
統
領
は
言
っ
て
い
る
し
、
こ

の
事
を
こ
の
詩
人
は
、
玉
ね
ぎ
を
剥
き
な
が
ら
夢
見
て
い
る
の
だ

（
32
）

。

三
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
六
九
八
）

テ
ィ
ル
マ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ

文
学
評
論
家
テ
ィ
ル
マ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、「
グ
ラ
ス
の
〝
最
後
の
イ
ン
ク
〞
は
ナ
チ
ス
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
転
換
す
る

（
33
）

」
の
タ
イ

ト
ル
でW

elt
紙
に
グ
ラ
ス
批
判
を
掲
載
し
た
。

何
時
か
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
反
抗
的
爆
弾
発
言
：
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
反
イ
ス
ラ
エ
ル
散
文
詩
「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
」
は
、
ナ
チ
ス
用
語
に
完
全
に
調
和
す
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
詩
「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
の
シ
ニ
カ
ル
な
レ
ベ
ル
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
が
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
と
い
え
る
。
ヘ
ン
リ
ク
・
ブ
ロ
ー
ダ
ー
は
、
何
故
に
西
側
世
界
の
三
大
紙
に
印
刷
さ
れ
た
貧
弱
な
散
文
詩
の

衣
を
ま
と
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
国
際
政
治
を
変
更
す
る
呼
び
か
け
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
思
考
方
式
の
証
明
で
あ
る
か
に
つ
い
て
即

座
に
望
ま
し
い
明
確
性
を
以
っ
て
分
析
し
た
。

し
か
し
グ
ラ
ス
が｢

既
に
何
時
も
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
の
問
題｣

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ブ
ロ
ー
ダ
ー
が
証
明
で
き
る
よ
う
に
、
イ
ス

ラ
エ
ル
国
家
に
、
又
全
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
も
、
と
り
た
て
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

詩
の
形
態
に
注
入
さ
れ
た
こ
の
小
説
家
の
主
説
で
驚
く
べ
き
か
つ
恐
る
べ
き
こ
と
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。｢

言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と｣

を
よ
り
厳
密
に
読
む
者
は
、
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
出
自
を
隠
蔽
で
き
な
い
一
連
の
思
考
形
態
及
び
言
語
形
式
を
見
出

し
、
残
念
な
が
ら
、
い
わ
ば
著
者
に
よ
っ
て｢

最
後
の
イ
ン
ク
を
以
っ
て｣

書
か
れ
た
、（
つ
ま
り
死
に
際
の
力
を
振
り
絞
っ
て
遺
言
と
し
て

三
五
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
六
九
九
）

の
）
こ
の
文
書
が
白
日
下
に
晒
す
も
の
は
、
こ
こ
で
あ
る
人
間
が
そ
の
少
年
時
代
の
知
的
刻
印
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い

は
換
言
す
る
な
ら
ば
、
少
年
時
代
の
知
的
刻
印
が
今
や
ほ
ぼ
八
五
歳
の
高
齢
の
氏
を
決
定
的
に
捕
ま
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
な
の
だ

（
34
）

。

今
や
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

テ
キ
ス
ト
全
体
に
わ
た
る
扇
動
的
レ
ト
リ
ッ
ク
、
穿
り
返
す
反
復
的｢

何
故｣

そ
し
て｢

だ
か
ら｣

、
行
初
に
不
断
に
繰
り
替
え
さ
れ

る｢

何
故
私
は
沈
黙
す
る
の
か｣

、｢

何
故
私
は
今
に
な
っ
て
言
う
の
か｣

は
、
ナ
チ
ス
の
言
い
回
し
か
ら
何
時
か
は
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い

周
知
の
爆
弾
用
語
の
典
型
で
、
人
は
あ
ま
り
に
も
長
く
、「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
体
制
」
あ
る
い
は
選
択
的
に｢

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
恥
の
平
和｣

の
屈
辱
と
抑
圧
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
や
、
そ
れ
が
で
き
な
い
、
今
や
そ
こ
か
ら
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
生
命
を

失
っ
て
も
（
あ
る
い
は
、｢

刑
罰｣

、〝
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
〞
の
弾
劾
に
陥
っ
て
も
）。

か
く
し
て
一
人
が
全
て
の
為
に
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
グ
ラ
ス
は
、
可
能
な
限
り｢

多
く
の
人
々
を
沈
黙
か
ら
解
放｣

し
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
と
同
様
の
行
動
を
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ペ
ル
ス
が
ス
ポ
ー
ツ
ホ
ー
ル
で
と
っ
た
。
彼
の
い
わ
ば
長
き
に
渡
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
叫
び
は
、

｢

今
や
ド
イ
ツ
国
民
よ
立
ち
上
が
れ
。
突
撃
が
始
ま
る
の
だ
！｣

イ
ラ
ン
の
独
裁
者
を
無
害
な
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
に
し
、
こ
れ
に
対
し
イ
ス
ラ
エ
ル
が
密
に
あ
ら
ゆ
る
統
制
か
ら
逃
れ
る｢

か
の
国｣

と
悪
魔
視
さ
れ
、
そ
の
ひ
そ
か
な
陰
謀
は
、｢

全
て
を
抹
殺
す
る
弾
頭｣
の
作
成
に
耽
る
と
す
る
、「
グ
ラ
ス
に
お
け
る
原
因
と
結
果
の
」

不
条
理
な
転
換
は
、
致
命
的
に
、
そ
の
存
続
が
脅
か
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
を
侵
略
者
と
表
示
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
友
好
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

三
五
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
〇
〇
）

思
い
起
こ
さ
せ
る

（
35
）

。

本
能
の
力

ナ
チ
ス
の
古
い
文
化
憎
悪
は
、
密
か
に
羨
望
さ
れ
か
つ
賞
賛
さ
れ
る
文
化
的
都
市
を
体
現
す
る
ユ
ダ
ヤ
市
民
を
投
影
し
、
こ
れ
に
対
し

自
ら
に
は
、
本
能
の
力
と｢

健
全
な
人
民
感
覚｣

の
み
を
要
求
で
き
る
。
グ
ラ
ス
が
、（
当
然
無
気
力
な
）
西
側
の｢

偽
善｣

を
残
念
に
思

う
に
対
し
、
中
核
的
ド
イ
ツ
人
た
る
自
ら
に
、「
私
は
こ
こ
に
立
ち
、
そ
れ
以
外
の
事
は
で
き
な
い
」
と
要
求
す
る
場
合
に
、
こ
の
ナ
チ

ス
・
ス
テ
レ
ヲ
タ
イ
プ
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
好
ま
れ
た
破
滅
隠
喩
、
こ
の
邪
推
、
自
ら
の
政
策
へ
の
対
案
と
し
て
完
全
な
抹
殺
の
み
を
妥
当
さ
せ
る
事
も
、
我
々

が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
こ
れ
ま
で
通
り
続
け
さ
せ
、
し
か
も
こ
の
国
に
、
恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
を
納
入
す
る
場
合
、
我
々
全

て
が
「
生
き
残
り
と
し
て
高
々
註
（
と
な
る
）
に
過
ぎ
な
い
」
と
グ
ラ
ス
が
脅
迫
的
に
予
言
す
る
時
、
既
に
グ
ラ
ス
の
詩
の
冒
頭
に
余
韻

が
見
ら
れ
る
。

文
学
的
に
世
界
的
成
功
を
収
め
る
ば
か
り
か
、
一
九
四
五
年
以
降
中
心
的
に
ド
イ
ツ
の
責
任
と
戦
争
犯
罪
の
解
明
に
寄
与
し
て
き
た
と

主
張
で
き
る
著
者
は
、
ど
う
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
公
表
さ
れ
た
詩
に
お
け
る
如
く
、
こ
の
よ
う
な
人
物
は
、
自
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
知
的
開
示
宣
言
を
ど
の
様
に
許
す
の
だ
ろ
う
か

（
36
）

。

三
五
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
一
）

未
だ
取
組
む
べ
き
事
は
い
っ
ぱ
い
あ
る

し
か
し
彼
は
自
ら
に
こ
れ
を
決
し
て｢

許
さ
な｣

か
っ
た
。
し
か
し
多
分
こ
の
長
く
排
除
さ
れ
た
事
が
仕
返
し
し
、
多
分
そ
の
古
い
時

代
に
、
熱
狂
的
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
者
が
裏
口
を
通
っ
て
入
り
込
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
は
、
ナ
チ
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
立
で
き

な
か
っ
た
、
グ
ラ
ス
、
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
、
ヴ
ォ
ル
フ
及
び
他
の
人
々
が
非
文
学
的
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
等
の
小
市
民
達
と
小
売
人
達
は
、
ナ
チ
ス
が
共
に
そ
の
「
世
界
帝
国
」
の
構
築
を
考
え
、｢

東
方
の
騎
士
園｣

を
約
束
し
た
環
境

で
あ
る
。
古
い
エ
リ
ー
ト
は
、
褐
色
の
選
民
に
と
っ
て
、
疑
わ
し
い
存
在
で
、
弾
圧
さ
れ
、
可
能
な
場
合
に
は
抹
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
グ

ラ
ス
と
ヴ
ァ
ル
ザ
ー
双
方
に
よ
っ
て
、「
ブ
リ
キ
の
太
鼓
」
と
「
湧
き
出
で
る
泉
」
の
中
で
、
明
確
に
記
述
さ
れ
た
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

的
小
市
民
は
、
突
然
政
治
力
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
恐
る
べ
き
不
均
衡
を
七
〇
年
前
と
同
様
に
、
グ
ラ
ス
の
思
い
上
が
っ
た
教
師
的
役
割
が
告
げ
て
い
る

（
37
）

。

フ
ラ
ン
ク
・
シ
ル
マ
ッ
ハ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
著
述
家
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
（
Ｆ
Ａ
Ｚ
）
の
共
同
発
行
者
、
フ
ラ

ン
ク･

シ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、F

A
Z

紙
に
「
グ
ラ
ス
が
我
々
に
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
」
の
タ
イ
ト
ル

（
38
）

で
、
グ
ラ
ス
の
詩
を
論
評
し
て
い
る
。

曰
く
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
先
ず
目
で
、
そ
れ
か
ら
ド
ラ
イ
バ
ー
を
以
っ
て
読
む
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
イ
ケ
ア
の
本

棚
に
類
似
し
て
い
る
。
紙
の
上
で
は
全
く
容
易
に
見
え
る
が
、
こ
の
完
成
品
を
分
解
す
れ
ば
、
最
早
再
組
立
て
は
不
可
能
だ

（
39
）

。

三
五
三
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詩
の
裏
に
あ
る
詩

人
は
全
て
の
主
張
と
同
様
に
グ
ラ
ス
の
主
説
を
論
争
対
象
に
で
き
る
。
人
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
が
平
和
を
危
険
に
晒
す
と
の
テ
ー
ゼ

を
度
外
視
す
れ
ば
、
グ
ラ
ス
が
孤
立
し
た
意
見
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ダ
ヴ
ィ
ド
・
グ
ロ
ス
マ
ン
は
、
同
紙
（
Ｆ
Ａ

Ｚ
）
に
グ
ラ
ス
に
類
似
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る

（
40
）

。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
リ
ベ
ラ
ル
紙
「
ハ
ア
レ
ス
」
紙
は
、
最
近
イ
ス
ラ
エ
ル
の
予
防
攻
撃

に
対
す
る
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
長
官
の
警
告
を
詳
細
に
引
用
し
た
。
一
瞥
す
れ
ば
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
世
界

平
和
の
た
め
の
コ
ム
ニ
ケ
で
あ
る

（
41
）

。
し
か
し
ド
ラ
イ
バ
ー
を
以
っ
て
調
べ
る
者
は
、
第
二
の
詩
を
、
し
か
も
西
ド
イ
ツ
の
戦
後
論
議
の
驚

く
べ
き
転
換
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
詩
は
、
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
を
保
護
す
る
事
が
ド
イ
ツ
の
国
家
事
由
の
部
分
で
あ
る
。」
と
す
る
思
考
に
全

面
的
に
対
立
す
る

（
42
）

。

詩
的
ラ
ベ
ル
詐
欺

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
詩
全
体
が
詩
的
ラ
ベ
ル
詐
欺
に
満
ち
て
い
る
。
グ
ラ
ス
は
次
に
様
に
述
べ
る
。

1
．
私
は
余
り
に
も
長
く
沈
黙
し
た
。
し
か
し
今
や
最
早
沈
黙
し
な
い
。

2
．
私
は
刑
罰
の
「
強
制
」
と
不
安
か
ら
し
て
、
沈
黙
し
た
。

3
．
私
は
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
で
訴
え
ら
れ
た
は
ず
だ
。

4
．
し
か
し
今
や
、
全
人
民
が
根
絶
さ
れ
る
計
画
が
成
さ
れ
る
の
で
、
発
言
す
る
。

三
五
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
三
）

こ
こ
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ン
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
役
割
転
換
を
行
う
チ
ャ
ン
ス
を
掴
む
こ
と
が
重
要
な
の
だ

（
43
）

。

ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
駄
作

こ
れ
は
、
決
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ン
及
び
平
和
に
関
す
る
詩
で
は
な
い
。
イ
ラ
ン
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
否
定
者
を
詩
行
の
中
で
「
ア

ジ
テ
ー
タ
ー
」
と
し
て
無
視
し
、
し
か
も
同
時
に
イ
ス
ラ
エ
ル
を
世
界
平
和
の
脅
威
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
す
る
駄
作
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
様
に
、
道
徳
的
に
終
生
傷
つ
け

ら
れ
て
い
る
と
感
ず
る
世
代
の
「
虚
構
的
復
讐
」
の
記
録
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
は
、
今
や
ド
イ
ツ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
を
批
判
す
る
事
が
許
さ
れ

る
か
否
か
に
つ
い
て
の
論
議
が
起
こ
る
こ
と
を
熱
望
し
た
。

し
か
し
こ
の
論
議
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
八
五
歳
に
も
な
る
者
が
そ
の
自
叙
伝
と
の
折
合
い
を
付
け
る
こ
と
の
み
の
た
め
に
、
全
世
界

を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
否
か
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
だ

（
44
）

。

ヨ
ー
ゼ
フ･

ヨ
ッ
フ
ェ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
著
述
家
、
国
際
政
治
エ
キ
ス
パ
ー
ト
そ
し
てZ

eit

（
週
刊
）
紙
の
共
同
発
行
者
、
ヨ
ー
ゼ
フ･

ヨ
ッ
フ
ェ
は
、

Z
eit

紙
に
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
外
へ

（
45
）

」
の
見
出
し
で
、
グ
ラ
ス
の
詩
に
つ
い
て
論
評
し
て
い
る
。

曰
く
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
考
え
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
に
歓
声
を
上
げ
さ
せ
る
よ
う
な
イ
ス
ラ
エ
ル
に
関
す
る
詩
を

書
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
そ
こ
に
は
氏
の
潜
在
意
識
へ
の
深
い
洞
察
が
存
在
す
る
か
ら
。

三
五
五
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研
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四
十
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四
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二
〇
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三
月
）

（
一
七
〇
四
）

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
失
せ
ろ
！　

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
復
活
し
た
。
両
者
は
正
し
い
。
人
は
、
古
と
新
を
区
別
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
形
容

詞
を
挿
入
す
る
だ
け
で
充
分
だ
。

古
い
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
実
際
に
消
え
、
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
あ
る
。
狂
気
の
構
造
は
：
ユ
ダ

ヤ
人
そ
れ
自
体
が
悪
な
の
で
、
消
さ
れ
、
追
放
さ
れ
、
あ
る
い
は
殺
戮
さ
れ
る
べ
き
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
少
女
の
血
を
種

無
し
パ
ン
に
混
ぜ
て
焼
く
た
め
に
殺
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
商
標
は
、
強
欲
、
詐
欺
、
暴
利
で
あ
り
、
そ
の
手
段
は
、
謀
議
お
よ
び
解
体
で
あ

る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
全
能
で
は
な
く
、
つ
ま
り
全
て
の
悪
に
責
任
を
有
す
る
の
で
、
世
界
支
配
を
目
指
す
。
そ
の
最
上
証
明
は
、「
シ
オ

ン
の
知
者
の
議
定
書
」
で
、
こ
れ
は
実
は
ロ
シ
ア
皇
帝
時
代
の
秘
密
警
察
の
駄
作
で
あ
る

（
46
）

。

新
し
い
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
グ
ラ
ス
の
詩
か
ら
溢
れ
出
て
い
る
よ
う
に
、
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
強

力
な
タ
ブ
ー
（
恥
と
罪
の
意
識
）
に
よ
っ
て
締
め
付
け
ら
れ
る
潜
在
意
識
に
よ
っ
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
無
意
識
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
教
え
て
い
る
様
に
、
外
へ
出
よ
う
と
す
る
。
偽
善
と
不
誠
実
が
こ
れ
ら
の
道
を
開
く
の
だ
。

人
は
、
予
め
、
公
然
た
る
反
論
と
は
異
な
り
、
文
学
の
自
由
の
保
護
を
要
求
で
き
る
詩
を
書
く
こ
と
に
す
る
。
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自

己
救
済
す
る
。
当
然
の
事
に
、（
そ
の
武
器
親
衛
隊
キ
ャ
リ
ア
の
百
倍
も
の
重
み
の
あ
る
）「
ブ
リ
キ
の
太
鼓
」
の
著
者
は
、
自
ら
を
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
者
と
は
考
え
な
い
。
氏
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
と
緊
密
な
の
だ
」
と
誓
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
私
の
最
良
の
友
は
ユ
ダ
ヤ
人
な
の
だ

（
47
）

。

三
五
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
五
）

潜
水
艦
交
渉
に
新
味
無
し

グ
ラ
ス
は
言
う
。
私
は
最
早
「
沈
黙
」
で
き
な
い
。（
選
民
の
言
葉
で
は
、「
こ
れ
は
、
未
だ
言
う
事
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」）
氏
の
、
つ
ま

り
ド
イ
ツ
の
不
幸
へ
の
真
の
責
任
は
、
氏
に
発
言
を
禁
ず
る
全
て
の
人
々
が
担
う
の
だ
。
氏
は
、
こ
れ
ま
で
偽
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

何
故
な
ら
、「
強
制
」
と
「
刑
罰
」
が
氏
を
麻
痺
さ
せ
た
か
ら
だ
。「〝
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
〞
の
弾
劾
は
周
知
の
こ
と
。」
な
の
だ
。
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
下
劣
な
指
定
、
つ
ま
り
真
実
の
隠
蔽
を
望
む
者
達
の
武
器
と
し
て
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
烙
印
が
問
題
な
の

だ
。内

外
の
諸
新
聞
に
送
り
つ
け
た
公
開
の
反
省
に
グ
ラ
ス
を
強
い
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
情
報
：

つ
ま
り
「
更
な
る
潜
水
艦
の
納
入
」
で
あ
る
。
月
並
み
な
背
景
：
二
隻
は
既
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
所
有
。
二
隻
は
建
造
中
。
五
隻
目
は
発
注
。

六
隻
目
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
正
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
両
国
に
有
用
な
頻
繁
な
兵
器
交
流
の
一
端
で
あ

る
。そ

れ
で
も
な
お
、
ド
イ
ツ
が
常
時
恫
喝
さ
れ
。「
事
に
つ
け
て
は
」、
そ
の
過
去
故
に
、「
釈
明
を
求
め
ら
れ
」
る
の
だ
。
こ
の
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
棍
棒
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、（
右
翼
）
国
家
民
主
党
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
全
く
新
鮮
な

下
劣
が
、
当
然
な
こ
と
に
、
最
高
の
道
徳
的
憂
慮
の
衣
を
ま
と
っ
て
続
く
。

こ
の
潜
水
艦
の
「
特
性
」
は
、「
全
て
を
抹
殺
す
る
弾
頭
が
、
唯
一
基
す
ら
核
爆
弾
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
い
、
場
に
向
か
っ
て
配
備

さ
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。

三
五
七
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し
か
も
こ
れ
が
更
に
次
の
責
任
転
嫁
の
跳
躍
台
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
否
！
イ
ス
ラ
エ
ル
は
潜
水
艦
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
殲
滅
を
約
束
す

る
敵
の
抑
止
目
的
と
す
る
必
要
が
無
い
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
「
殲
滅
し
」、
し
か
も
「
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
し
て
い
る
」
か
ら
だ

（
48
）

。

ド
イ
ツ
は
、
二
回
目
の
「
犯
罪
の
供
給
者
」
の
「
共
同
責
任
者
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の
最
終
解
決
は
、
ド
イ
ツ
の
計
画
。
第
二

の
計
画
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
イ
ラ
ン
人
に
対
し
て
準
備
し
て
い
る
。
…
…

事
態
は
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
如
何
に
し
て
、
知
的
文
士
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
荒
業
を
演
出
で
き
る
の
か
。
如
何
に
し
て
氏

は
、
今
度
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
演
出
下
に
次
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
想
像
で
き
る
の
か
。
氏
は
、
世
界
危
機
を
両
国
（
イ
ス
ラ
エ
ル
＋
イ
ラ
ン
）
の

国
際
的
監
視
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
イ
ラ
ン
人
が
そ
の
興
味
あ
る
核
武
装
部
分
を
既
存
の
あ
ら
ゆ
る
統
制
の
彼

方
で
、
秘
密
裏
に
、
重
装
備
さ
れ
た
地
下
格
納
庫
で
遂
行
し
て
い
る
事
実
を
グ
ラ
ス
は
認
知
し
て
い
な
い

（
49
）

。

ユ
ダ
ヤ
人
が
責
任
を
と
る

こ
の
よ
う
な
細
目
は
重
要
で
は
な
い
。
と
グ
ラ
ス
は
考
え
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
の
一
九
七
五
年
の
演
劇
「
ゴ
ミ
、

町
そ
し
て
死

（
50
）

」
が
参
考
と
な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
不
動
産
投
機
者
ハ
ン
ス･

フ
ォ
ン
・
グ
ル
ッ
ク
は
言
う
。「
ユ
ダ
公
は
、
我
々
か
ら
吸
い
取
る
。
我
々
の
血
を
飲
み
、

我
々
を
不
法
の
座
に
置
く
。
何
故
な
ら
、
彼
は
ユ
ダ
公
で
あ
り
、
我
々
が
罪
を
担
う
か
ら
だ
。
彼
が
来
た
所
に
留
ま
る
か
、
あ
る
い
は

我
々
が
ガ
ス
殺
戮
し
て
い
た
ら
、
今
時
も
っ
と
よ
く
眠
れ
た
は
ず
だ
。
こ
れ
は
笑
い
話
で
は
な
く
、
私
の
考
え
な
の
だ
。」

三
五
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
七
）

つ
ま
り
潜
水
艦
が
需
要
な
の
で
は
な
い
。
罪
の
入
れ
替
え
と
自
ら
の
負
担
軽
減
が
重
要
な
の
だ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
心
理
学
者
ツ
ィ

ヴ
ィ
・
レ
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
：「
ド
イ
ツ
人
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
ユ
ダ
ヤ
人
を
決
し
て
許
さ
な
い
。」
何
故
な
ら
そ
の

存
在
だ
け
で
、
グ
ラ
ス
と
罪
無
き
後
誕
生
者
に
対
す
る
永
遠
の
告
訴
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。「
ユ
ダ
公
」
は
、
諸
タ
ブ
ー
に
囲
ま
れ
て
お
り
、

国
家
と
な
っ
た
「
ユ
ダ
公
」
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
行
動
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ユ
ダ
公
は
、
我
々
を
貶
め
、

か
つ
我
々
か
ら
潜
水
艦
を
騙
し
取
る
た
め
に
、
不
断
に
「
釈
明
を
求
め
る
」
べ
き
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
我
々
が
行
っ
た
こ
と
を
や

ろ
う
と
し
て
い
る
。
ガ
ザ
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
爆
弾
は
、
今
回
は
イ
ス
ラ
エ
ル
製
で
ム
ス
リ
ム
の

た
め
に
予
約
さ
れ
た
新
た
な
最
終
解
決
な
の
だ
。

ユ
ダ
公
が
罪
を
担
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
道
徳
的
請
求
書
は
充
足
さ
れ
、
ナ
チ
ス
の
人
道
犯
罪
は
ベ
ル
リ
ン
か
ら
テ
ル
ア
ビ
ブ
に
転
換
す

る
。
し
か
も
グ
ラ
ス
は
道
徳
的
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
な
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
世
界
地
図
か
ら
消
え
る
こ
と
が
最
高
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
張
す

る
者
は
、
グ
ラ
ス
で
は
な
く
、
ア
ー
マ
デ
ィ
ネ
ジ
ャ
ド
で
あ
る
。
こ
の
運
命
は
イ
ス
ラ
エ
ル
が
そ
の
抑
止
力
を
失
う
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、

帰
結
を
も
た
ら
す
。
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
は
、
詩
人
グ
ラ
ス
が
主
唱
し
て
い
る
よ
う
な
謀
議
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
潜
水
艦
は
、
グ
ラ
ス
が

「
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
国
の
終
わ
り
に
つ
い
て
涙
を
流
す
（
か
も
し
れ
な
い
）
第
二
の
詩
を
阻
止
す
る
も
の
な
の
だ

（
51
）

。

ロ
ル
フ
・
ホ
ッ
ホ
フ
ー
ト

一
九
三
一
年
生
ま
れ
で
、【
神
の
】
代
理
人
の
著
作
で
著
名
な
ロ
ル
フ
・
ホ
ッ
ホ
フ
ー
ト
は
、
グ
ラ
ス
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。

曰
く
、
詩
は
時
に
は
そ
の
作
家
が
気
付
く
以
上
に
強
烈
に
表
現
す
る
事
を
唆
す
。
こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ネ
タ
ニ
ャ
フ
首
相
は

三
五
九



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
〇
八
）

「
グ
ラ
ス
が
唯
一
の
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
世
界
平
和
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
と
看
做
し
、
し
か
も
こ
れ
に
自
衛
の
権
利
を
認
め
な
い
事
を
私

は
驚
か
な
い
。」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
。

グ
ラ
ス
よ
、
君
に
問
う
。
君
は
我
々
の
総
統
が
一
九
三
九
年
九
月
一
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
戦
争
宣
言
に
際
し
て
、
世
界
史
上
の
大
量

殺
戮
者
の
中
で
最
も
正
直
な
者
と
し
て
、「
欧
州
の
ユ
ダ
ヤ
人
種
の
抹
殺
」
を
事
前
公
表
し
た
事
を
聞
い
た
か
。
そ
れ
以
来
、
イ
ラ
ン
以

外
の
国
か
ら
、
同
一
内
容
の
恫
喝
を
聞
い
た
事
が
あ
る
か
。
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
氏
は
正
し
い
。
イ
ラ
ン
は
公
然
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
抹
殺
を
以
っ

て
恫
喝
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定
す
る
。
だ
か
ら
首
相
は
、
君
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
の
同
置
を
「
恥
ず
べ
き
不
道
徳
」
と
看
做
す

の
だ
。

疑
い
な
く
そ
の
通
り
な
の
だ
！
君
よ
り
も
四
歳
し
か
若
く
な
い
私
も
、
一
四
歳
ま
で
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
少
年
団
員
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二

日
後
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
。
私
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
小
国
と
し
て
近
隣
核
保
有
国
に
よ
っ
て
一
夜
に

し
て
抹
殺
さ
れ
る
事
に
対
す
る
唯
一
の
確
実
な
安
全
を
可
能
に
す
る
ド
イ
ツ
製
潜
水
艦
の
購
買
を
禁
止
す
る
君
の
巧
妙
な
偽
善
が
ド
イ
ツ

人
と
し
て
恥
か
し
い
。

君
は
自
発
的
に
成
っ
た
者
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
六
〇
年
に
わ
た
っ
て
沈
黙
し
て
い
た
親
衛
隊
員
で
あ
る
。
君
は
そ
れ
で
も
、
ア

メ
リ
カ
大
統
領
と
手
に
手
を
と
っ
て
、
四
〇
名
の
親
衛
隊
員
も
埋
葬
さ
れ
て
い
る
軍
人
墓
場
を
訪
問
し
た
事
を
以
っ
て
、
コ
ー
ル
首
相
に

野
卑
な
言
葉
を
浴
び
せ
た
。
君
ほ
ど
に
完
璧
な
偽
善
者
は
い
な
か
っ
た

（
51a
）

。

ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
ョ
ナ
ー
・
ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
（
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
政
治
・
歴
史
学
者
）

ゴ
ー
ル
ド
ハ
ー
ゲ
ン
は
、
グ
ラ
ス
の
「
詩
」
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
曰
く
、「
自
ら
の
ナ
チ
ス
の
過
去
と
自
国
の
偽
造
者
と
し
て
、
つ

三
六
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
〇
九
）

ま
り
六
百
万
人
の
ド
イ
ツ
捕
虜
（
こ
の
魔
術
的
数
に
注
目
！
）
が
ロ
シ
ア
捕
虜
収
容
所
で
死
ん
だ
と
す
る
嘘
の
流
布
に
よ
っ
て
グ
ラ
ス
の
道

徳
的
及
び
知
的
権
威
は
、
こ
の
関
連
で
ゼ
ロ
に
等
し
く
な
っ
た
。
…
…
ド
イ
ツ
や
ほ
か
の
国
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
つ
い
て
真
実

を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
て
い
る
見
解
が
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル

の
核
兵
器
を
指
し
て
い
る
〝
一
般
的
沈
黙
〞
に
関
す
る
グ
ラ
ス
の
主
張
と
同
様
に
間
違
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
兵
器
の

存
在
に
関
し
て
は
、
誰
で
も
が
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
頻
繁
に
論
議
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
頻
繁
に
、
そ
の
実
際
の

行
動
に
対
し
て
も
、
又
主
張
さ
れ
て
い
る
行
動
に
対
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
・
メ
デ
ィ
ア
、
ド
イ
ツ
・
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
自
国
メ
デ
ィ
ア
で

批
判
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
事
前
に
検
閲
さ
れ
た
意
識
の
表
明
で
も
、
一
般
的
慣
例
と
の
勇
気
あ
る
断
絶
の
表
明
で
も
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
慣
例
の
狡
猾
な
表
明
に
他
な
ら
な
い
。
間
も
な
く
完
成
す
る
現
代
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
関
す
る
著
作
の
作
家
と
し
て
の
私
に
明

ら
か
に
な
っ
た
事
実
は
、
ド
イ
ツ
と
欧
州
で
公
然
た
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
否
は
ど
う
で
あ
れ
、
そ

の
こ
と
は
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
に
も
該
当
す
る
。
ド
イ
ツ
と
欧
州
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ナ
チ
ス
に
類
似
す
る
国
家
で
あ
る
と
の
見
解
が
広

ま
っ
て
い
る
。
同
様
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
対
す
る
殲
滅
戦
争
を
遂
行
し
て
い
る
と
の
見
解
も
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
。
世

論
調
査
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
の
四
〇
％
か
ら
五
〇
％
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
思
考
の
異
常
性
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

…
…
ド
イ
ツ
人
の
記
憶
に
ど
ど
め
る
べ
き
事
実
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
欧
州
の
全
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
消
滅
さ
せ
る
計
画
の
下
に
、
死
の
工

場
を
構
築
し
六
百
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
数
百
万
人
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
戮
し
た
。
…
…
更
に
ド
イ
ツ
人
に
記
憶
に
と
ど
め
る
べ
き
事
実
は
、

一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
占
領
下
に
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
人
口
は
、
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
何
た
る

殲
滅
戦
争
な
の
か
？
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
地
区
を
含
む
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
の
占
領
政
策
の
批
判
は
、
正
当
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
イ

ス
ラ
エ
ル
を
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
の
比
較
・
同
置
は
全
く
無
意
味
な
こ
と
だ

（
51b
）

。」

三
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（
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一
〇
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マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ

現
ド
イ
ツ
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
文
学
評
論
家
マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
（
Ｆ

Ａ
Ｚ
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

（
52
）

で
、
グ
ラ
ス
の
詩
を
「
忌
ま
わ
し
い
詩
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

曰
く
、
こ
れ
は
、
全
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
計
画
的
攻
撃
で
あ
る
。
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
企
画
し
た
記

念
碑
に
「
ギ
ュ
ン
タ
ー
！
口
を
噤
め
」
と
ペ
ン
キ
が
塗
ら
れ
た
。

マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
を
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
詩
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
に
対
し
鋭
く

攻
撃
し
た
。
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
、「
こ
れ
は
政
治
的
及
び
文
学
的
に
価
値
の
な
い
忌
わ
し
い
詩
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
は
「
世
界
を
逆
さ
に
し
て
い
る
」。
イ
ラ
ン
は
イ
ス
ラ
エ
ル
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
イ
ラ
ン

大
統
領
は
再
三
に
わ
た
っ
て
宣
言
し
、
し
か
も
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
反
対
を
作
詞
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
発
表
を
す
る
こ
と

は
卑
劣
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
│

ラ
ニ
ツ
キ
は
強
調
す
る
。

曰
く
、
こ
の
詩
は
イ
ス
ラ
エ
ル
ば
か
り
か
、
全
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
計
画
的
攻
撃
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
で
は
な
い
が
、

ド
イ
ツ
住
民
の
中
に
あ
る
反
ユ
ダ
ヤ
的
傾
向
に
標
的
を
定
め
た
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
詩
は
私
を
不
安
に
も
し
て
い
る

（
53
）

。

三
六
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
一
）

イ
ラ
ン
：
西
側
の
『
暗
黙
の
良
心
』
を
覚
醒
さ
せ
る

グ
ラ
ス
の
詩
へ
の
礼
賛
は
テ
ヘ
ラ
ン
か
ら
来
た
。
イ
ラ
ン
の
文
化
副
大
臣
は
、
争
い
の
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
詩
に
対
し
て
グ
ラ
ス
を
称
賛

し
た
。
シ
ャ
マ
ク
ダ
リ
副
大
臣
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ス
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
的
及
び
歴
史
的
責
任
を
模
範
的
に
果
た
し
、
こ
の
詩
人

に
よ
る
真
実
の
暴
露
は
、
西
側
の
『
暗
黙
の
良
心
』
を
覚
醒
さ
せ
た
。
…
…

グ
ラ
ス
は
、
そ
の
詩
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
』
の
中
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
そ
の
政
策
を
以
て
平
和

を
危
険
に
陥
れ
る
と
非
難
し
た
。

そ
の
詩
の
中
で
、
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
『
イ
ラ
ン
領
域
で
原
子
爆
弾
の
構
築
が
推
定
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に

支
配
さ
れ
、
組
織
的
熱
狂
へ
と
操
作
さ
れ
た
イ
ラ
ン
人
民
を
消
去
り
得
る
』
第
一
攻
撃
権
を
要
求
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る

（
54
）

。

曰
く
、
グ
ラ
ス
は
、
ド
イ
ツ
の
犯
罪
、
そ
し
て
自
ら
の
「
兵
器
親
衛
隊
活
動
」
の
「
鉛
の
衣
」
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
し
た

（
55
）

。

ヴ
ォ
ル
フ
・
ビ
ア
マ
ン
（
作
家
・
作
詞
・
作
曲
家
・
歌
手
）

ビ
ア
マ
ン
は
、W

elt 

紙
で
の
エ
ッ
セ
イ

（
55a
）

の
中
で
、
グ
ラ
ス
の
詩
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
詩
で
は
な
い
。」
と
批
判
の
矛
先
を
む
け
る
。

曰
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
、
し
か
も
同
時
に
西
ヨ
ル
ダ
ン
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
、
ガ
ザ
地
区
の
空
の
上
に
、
し
ば
ら
く
前
な
ら
、

原
子
爆
弾
の
危
険
が
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
爆
弾
の
頭
文
字
が
〝
Ａ
〞
で
、
ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
大
爆
弾
は
、

“L
ittle B

oy ”

と
言
わ
れ
た
広
島
級
爆
弾
で
は
な
く
、
一
発
で
、
未
解
決
の
近
東
紛
争
の
最
終
解
決
問
題
を
終
わ
ら
せ
得
る
。
…
…
私
は

三
六
三
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最
近
妻
と
娘
と
一
緒
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
友
人
を
訪
問
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
頻
繁
に
イ
ラ
ン
の
爆
弾
の
危
険
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
脅
さ
れ
て
い

る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
殲
滅
を
恐
れ
て
い
る
。

し
か
も
今
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
ド
イ
ツ
か
ら
ペ
サ
ッ
ハ
祭
り
に
極
め
て
不
愉
快
な
ニ
ュ
ー
ス
が
到
来
し
た
。
ド
イ
ツ
の
恐
ろ
し
い
悪

臭
爆
弾
が
落
と
さ
れ
た
の
だ

（
55b
）

。

ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
相
互
に
繋
が
れ
て
い
る

我
が
悪
友
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
立
し
、
し
か
も
ア
ー
マ
ド
ネ
ジ
ャ
ド
の
た
め
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
満
ち
た
詩
を
公
表
し
た
。

…
…私

は
こ
の
挑
戦
的
作
品
を
三
回
読
ん
だ
。
そ
し
て
三
つ
の
言
葉
を
私
は
思
い
出
す
。
そ
れ
は
、「
良
い
」、「
苦
痛
」、「
可
哀
そ
う
」
で

あ
る
。

1
．
賢
明
な
グ
ラ
ス
は
、
私
が
未
だ
東
ベ
ル
リ
ン
に
生
活
し
た
時
は
、
良
か
っ
た
。

2
．
馬
鹿
な
グ
ラ
ス
は
、
再
統
合
（W

iedervereinigung

）
の
語
を
〝
ｅ
〞
無
き
〝
ｉ
〞
で
書
い
て
（W

idervereinigung

＝
統
合
反
対
）

私
に
苦
痛
を
与
え
た
。

3
．
混
乱
し
た
グ
ラ
ス
は
、
す
っ
か
り
分
別
を
な
く
し
て
以
来
、
可
哀
そ
う
で
あ
る
。

三
六
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
三
）

ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
比
較
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
両
国
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
シ
ョ
ア
を
通
し
て
相
互
に
繋
が

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
単
純
な
原
則
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
来
あ
れ
こ
れ
し
よ
う
と
す
る
が
、

決
し
て
再
び
犯
行
者
に
な
ろ
う
と
は
し
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
あ
れ
こ
れ
な
ろ
う
と
す
る
が
、
決
し
て
犠
牲
者
に
な
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
諸
民
族
に
も
、
個
々
の
人
間
に
も
該
当
す
る
。
正
に
誰
も
が
誤
り
の
集
積
を
有
し
て
い
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
若
者
と
し
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
兵
器
親
衛
隊
の
中
で
戦
っ
た
こ
と
は
、
火
傷
し
た
子
供
で
あ
り
、
私
を
驚
か
せ

る
も
の
で
は
な
い
。
氏
が
こ
の
月
並
み
な
恥
を
老
人
と
し
て
初
め
て
明
か
し
た
こ
と
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
氏
が
こ
の
開
示
を
巧
妙
に

も
期
待
し
て
い
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
後
ま
で
待
っ
た
こ
と
は
、
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
慢
性
の
善
人
を
知
っ
て
い
る
全
て
に
と
っ
て
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い

（
55c
）

。

グ
ラ
ス
の
意
見
は
そ
の
当
然
の
権
利

氏
が
中
近
東
に
お
け
る
唯
一
の
民
主
制
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
イ
ラ
ン
に
お
け
る
血
に
塗
ら
れ
た
独
裁
制
と
同
置
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、

小
説
家
に
対
し
、
虚
栄
の
市
場
の
論
争
に
お
け
る
気
ま
ま
な
方
向
転
換
と
し
て
大
目
に
見
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
る
の
だ
。

芸
術
家
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ば
な
い
場
合
、
若
干
の
人
は
、
グ
ラ
ス
の
様
に
、
不
自
然
な
タ
ブ
ー
破
り
を
試
み
る
の
だ
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
私
は
、
氏
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
関
す
る
無
知
か
ら
す
る
旧
式
の
虚
偽
の
権
利
さ
え
擁
護
す
る
。
私
は
、
我
々
す
べ
て
を
生

か
す
言
論
の
自
由
の
名
に
お
い
て
、
氏
を
重
い
心
で
擁
護
す
る
。
氏
が
短
略
な
怒
り
に
ま
か
せ
て
三
、
四
回
に
わ
た
り
、
つ
い
に
口
を
開

三
六
五
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経
研
究　
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四
十
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四
号
（
二
〇
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年
三
月
）

（
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七
一
四
）

き
、
勇
気
あ
る
仕
立
て
屋
で
あ
る
こ
と
を
自
慢
し
て
も
、
民
主
体
制
に
お
い
て
は
、
幸
い
な
こ
と
に
、
金
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
氏
が
世
界
に
対
し
、
つ
い
に
は
民
主
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
が
数
十
年
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
と
全
く
同
様
に
、

核
兵
器
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
平
凡
な
真
実
を
述
べ
る
場
合
、
氏
は
公
開
秘
密
を
漏
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
イ
ス
ラ
エ
ル
で
私
と
話
す
全
て
の
人
々
は
同
じ
こ
と
を
話
す
。
イ
ラ
ン
の
核
工
場
に
対
す
る
攻
撃
は
、
極
め
て
危
険
な
ば
か
り
か

意
味
が
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
よ
う
な
軍
事
攻
撃
は
問
題
を
解
決
せ
ず
、
先
送
り
す
る
だ
け
で
、
し
か
も
長
期
的
に
は
先
鋭
化
す
る
か
ら

だ
。
こ
の
事
実
を
知
り
、
か
つ
公
然
と
発
言
す
る
者
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
小
説
家
、
ア
モ
ス
・
オ
ズ
、
マ
イ
ア
ー
・
シ
ャ
レ
フ
お
よ
び
ダ

ヴ
ィ
ド
・
グ
ロ
ス
マ
ン
、
そ
し
て
怒
れ
る
詩
人
、
ナ
タ
ン
・
ツ
ァ
ッ
ハ
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
ネ
オ
ナ
チ
達
が
グ
ラ
ス
を
抱
き
し
め
る
事
実
が
こ
の
作
家
を
ナ
チ
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
は
、
決
し
て
ナ
チ
ス
で

は
な
か
っ
た
し
、
一
九
四
四
年
若
い
親
衛
隊
員
と
し
て
も
フ
ァ
シ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
イ
ラ
ン
の
宣
伝
機
関
が
氏
を
賛
美
す
る

と
し
て
も
、
そ
の
事
は
、
氏
を
タ
ー
バ
ン
の
中
の
爆
弾
を
伴
っ
た
モ
ス
レ
ム
マ
ン
ガ
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
全
て
が
、
そ
ん
な

に
深
刻
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ

（
55d
）

。

詩
の
女
神
は
笑
い
転
げ
る

そ
れ
で
も
な
お
、
親
愛
な
る
グ
ラ
ス
よ
、
コ
メ
ン
ト
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
詩
で
は
な
い
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
そ
の
不
器
用
な
散
文
詩
を
最
後
に
切
り
刻
み
、
我
々
に
対
し
て
、
そ
の
文
字
破
片
を

三
六
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ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
五
）

上
下
に
設
定
し
、
し
か
も
人
類
に
自
由
な
リ
ズ
ム
と
し
て
、
無
韻
の
抒
情
詩
と
し
て
売
り
出
す
こ
と
は
、
グ
ラ
ス
の
侮
辱
的
な
ほ
ら
事
に

他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
文
学
的
死
罪
に
値
す
る
。

小
説
に
つ
い
て
私
は
理
解
が
少
な
い
、
あ
ま
り
に
理
解
が
少
な
い
。
し
か
し
詩
に
つ
い
て
、
も
し
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
異
様
で
、
あ
る

い
は
腹
立
た
し
い
仕
草
で
描
か
れ
る
場
合
に
、
私
も
気
付
く
の
だ
。
し
か
し
グ
ラ
ス
の
怒
り
の
爆
発
は
、
氏
が
間
違
っ
て
い
よ
う
が
正
し

か
ろ
う
が
、
深
く
あ
る
い
は
浅
薄
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
詩
（G

edicht

）
で
は
な
く
、
考
え
ら
れ
た
も
の
（G

edacht

）
で
あ
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
若
い
こ
ろ
に
有
力
な
小
説
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
氏
は
、
そ
の
遅
い
試
み
を
以
て
し
て
も
詩
人
と
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

今
や
全
て
が
氏
を
攻
撃
す
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
版
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
政
治
家
達
は
再
選
を
果
た
そ
う
と
し
、
氏
の

同
僚
達
は
、
真
の
妬
み
と
怒
り
か
ら
、
攻
撃
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
氏
の
賛
美
者
達
は
、
驚
愕
し
て
氏
か
ら
離
れ
る
。
そ
し
て
氏
は
、
反

抗
的
に
自
ら
を
守
り
、
そ
し
て
反
抗
的
に
そ
の
ノ
ー
ベ
ル
威
信
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
。

し
か
し
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
最
悪
の
悪
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
詩
の
女
神
、
美
し
き
エ
ラ
ト
は
、
こ
の
鈍
感
な
政
治
ゲ
テ
モ
ノ

に
つ
い
て
の
笑
い
と
痛
み
で
転
げ
ま
わ
る
の
だ

（
55e
）

。

三
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月
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（
一
七
一
六
）

イ
ン
ゴ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ

作
家
イ
ン
ゴ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
（
Ｆ
Ａ
Ｚ
）
の
中
で
「
解
決
は
、
全
面
的
軍
縮
の
み
が
も

た
ら
し
得
る

（
56
）

」
の
見
出
し
で
、
グ
ラ
ス
を
擁
護
す
る
極
め
て
少
な
い
者
達
の
一
人
と
し
て
、
論
陣
を
展
開
す
る
。

「
ド
ュ
ル
ス
・
グ
リ
ュ
ン
バ
イ
ン

（
57
）

へ
の
反
論
」
の
形
式
で
イ
ン
ゴ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
詩
に
関
す
る
論
争
が

ド
イ
ツ
の
闘
争
文
化
に
つ
い
て
多
く
を
述
べ
て
い
る
と
し
て
、
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
事
象
と
な
る

対
話
の
拒
否
は
、
個
人
的
に
辛
い
。
同
時
に
私
に
と
っ
て
、
グ
ラ
ス
の
詩
を
巡
る
論
争
に
対
し
て
、
し
か
も
我
々
に
係
る
事
項
に
つ
い

て
公
開
で
論
争
す
る
こ
と
の
困
難
に
対
し
象
徴
的
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
人
が
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
に
何
を
対

峙
し
得
る
に
し
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
戦
争
し
か
も
ド
イ
ツ
に
も
直
接
的
・
間
接
的
に
係
る
戦
争
の
危
険
に
つ
い
て
、
政
治
家
の
発

言
に
よ
っ
て
到
達
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
公
衆
に
到
達
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。
討
論
の
中
で
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト

の
欠
落
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
存
続
権
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
脅
威
が
補
足
さ
れ
、
誇
張
さ
れ
、
あ
る
い
は
間
違
っ
て

い
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
詳
細
に
把
握
さ
れ
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ラ
ン
の
核
施
設
を
破
壊
す
る
為
に
い
わ
ゆ
る

予
防
攻
撃
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
ド
イ
ツ
が
兵
器
納
入
を
通
し
て
こ
れ
に
間
接
的
に
参
加
し
て
い
る
事
実
も
排
除
で
き
な
い
こ

と
も
重
要
で
あ
る
。

三
六
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
七
）

こ
の
様
な
攻
撃
が
如
何
な
る
帰
結
を
伴
う
か
に
つ
い
て
は
何
人
も
確
実
に
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
攻
撃

は
破
滅
的
で
あ
ろ
う
。
例
え
核
の
破
滅
が
回
避
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
計
画
さ
れ
て
い
る
予
防
攻
撃
は
、
有
効
で
は
な
く
、
し
か
も
唾

棄
す
べ
き
手
段
で
あ
る
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
テ
レ
ビ
報
道
で
拡
散
さ
れ
た
イ
ラ
ク
核
施
設
の
写
真
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
前
地
で
見
た
写

真
を
想
い
起
さ
せ
る
。
望
む
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
写
真
の
再
現
は
、
予
防
戦
争
へ
の
思
惑
に
対
し
て
考
え
ら
れ
な
い
事
が

正
に
予
測
さ
れ
る
結
果
と
す
る
慣
れ
と
言
う
結
果
と
為
る

（
58
）

。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
最
早
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
な
い
攻
撃
対
象
か

当
然
の
こ
と
に
イ
ラ
ン
が
核
兵
器
保
有
国
と
な
る
事
は
誰
も
が
望
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
如
何
に
し
て
こ
の
目
標
へ
の
到
達

が
可
能
か
で
あ
る
。
我
々
は
、
一
方
で
核
兵
器
の
兵
器
庫
を
容
認
し
│
今
日
ま
で
正
式
に
は
存
在
し
な
い
│
、
他
方
か
ら
は
こ
れ
を
行
わ

な
い
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
。
解
決
は
、
全
面
的
軍
縮
と
強
者
で
あ
る
限
り
攻
撃
を
控
え
る
こ
と
に
固
執
す
る
こ
と
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

…
…イ

ラ
ン
へ
の
攻
撃
は
、
イ
ラ
ン
の
野
党
を
益
々
脆
弱
化
す
る
。
し
か
し
内
部
か
ら
の
持
続
的
変
化
が
、
永
続
的
こ
の
地
域
に
平
和
を
も

た
ら
し
得
る
。
し
か
も
我
々
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
は
、
住
民
を
自
ら
の
所
有
者
の
如
く
扱
う
イ
ラ
ン
現
政
権
に
西
側
も
そ
の
共
同

責
任
を
担
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
モ
ハ
マ
ド
・
モ
サ
デ
ッ
グ
首
相
の

一
九
五
六
の
転
覆
と
シ
ャ
ー
の
就
任
無
し
に
は
、
多
分
イ
ラ
ン
の
現
在
と
ホ
メ
イ
ニ
は
無
く
て
済
ま
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
そ
の
責
任
、
そ
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
人
お
よ
び
こ
の
地
域
の
諸
国
に
対
す
る
責
任
に
基
づ
き
、
思
慮

三
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無
き
、
し
か
も
無
条
件
の
兵
器
供
給
を
許
可
し
な
い
義
務
が
あ
る
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
つ
い

て
賛
同
又
は
反
対
の
発
言
を
行
う
為
の
動
因
と
成
り
得
る
。

私
は
、
た
と
え
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
』
に
反
対
す
る
と
し
て
も
、
市
民
お
よ
び
同
僚
と
し
て
の
、
氏
を
人
格
と
し
て
最
早

尊
重
し
な
い
攻
撃
に
対
し
て
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
を
守
る
事
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
何
処
で
も
、「
消
え
ろ
！
イ
ン
ゴ
・

シ
ュ
ル
ツ
ェ
」、「
消
え
ろ
！
ド
ュ
ル
ス
・
グ
リ
ュ
ン
バ
イ
ン
」
を
読
み
た
く
な
い

（
59
）

。
…
…

Ⅳ
．
ド
イ
ツ
政
界
の
反
応

大
半
の
政
治
家
と
知
識
人
は
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
に
距
離
を
置
く
か
、
あ
る
い
は
批
判
的
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
は
こ
の
詩
を
以
て

喧
し
い
反
ユ
ダ
ヤ
論
争
を
引
き
起
こ
し
た

（
60
）

。

根
強
い
批
判
を
以
て
、
知
識
人
と
圧
倒
的
多
数
の
政
党
の
政
治
家
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
の
詩
に
反
応
し
た
。

ル
プ
レ
ヒ
ト
・
ボ
レ
ン
ツ
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）（
連
邦
議
会
の
外
交
委
員
会
委
員
長
）

ボ
レ
ン
ツ
は
、W

elt

紙
で
、『
グ
ラ
ス
は
偉
大
な
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
政
治
判
断
を
以
て
、
氏
は
全
く
正
鵠
を
射
て
い
な
い
。』

と
述
べ
た
。
更
に
、「
グ
ラ
ス
は
原
因
と
結
果
を
取
り
違
え
て
い
る
。」
と
ポ
レ
ン
ツ
は
述
べ
る
。
更
に
ポ
レ
ン
ツ
は
、
国
際
法
に
違
反
し
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
在
を
危
険
に
晒
す
の
は
イ
ラ
ン
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
と
同
様
に
、
核
不
拡
散
条
約
を
調
印

三
七
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
一
九
）

し
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
す
る
。

ポ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
誰
も
が
イ
ス
ラ
エ
ル
が
核
兵
器
を
有
し
て
い
る
事
実
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
が
イ
ラ
ン
と
の
紛
争

の
原
因
で
は
な
い
。「
グ
ラ
ス
は
、
存
在
し
な
い
関
連
を
設
定
し
て
い
る
。」

更
に
ポ
レ
ン
ツ
は
「
ド
イ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
関
係
は
グ
ラ
ス
の
発
言
に
よ
っ
て
負
担
を
掛
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
我
々
は
こ
の
「
詩
」

を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
も
述
べ
る
。
曰
く
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
は
、
極
め
て
衝
撃
的
で
あ
る
。
国
際
共
同
体
は

現
在
政
治
解
決
の
努
力
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
目
標
は
イ
ラ
ン
の
核
爆
弾
の
阻
止
で
あ
る

（
61
）

。

へ
ル
マ
ン
・
グ
ロ
ェ
ー
エ
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
事
務
局
長
）

グ
ロ
ェ
ー
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
詩
」
は
、
核
兵
器
を
目
指
す
イ
ラ
ン
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
権
に
反
対
し
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
否
定

し
、
自
ら
の
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
構
想
の
国
際
統
制
を
拒
否
し
て
い
る
事
実
を
全
く
誤
認
し
て
い
る

（
62
）

。

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ミ
ス
フ
ェ
ル
ダ
ー
（
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
院
内
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
）

ミ
ス
フ
ェ
ル
ダ
ー
は
、「
こ
の
詩
は
、
悪
趣
味
で
、
非
歴
史
的
、
し
か
も
近
東
情
勢
に
つ
い
て
の
無
知
を
証
明
し
て
い
る
。」、「
イ
ス
ラ

エ
ル
は
、
ア
ラ
ビ
ア
人
の
諸
権
利
及
び
女
性
の
諸
権
利
を
実
現
可
能
に
す
る
こ
の
地
域
の
唯
一
の
国
で
あ
る
。
こ
れ
を
侵
略
者
の
役
に
陥

れ
る
事
は
間
違
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
る

（
63
）

。

三
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
〇
）

ロ
ル
フ
・
ミ
ュ
ツ
ェ
ニ
ッ
ヒ
（
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
対
外
政
策
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）

ロ
ル
フ
・
ミ
ュ
ツ
ェ
ニ
ッ
ヒ
は
、W

elt

紙
で
、
紛
争
を
間
違
っ
て
理
解
し
て
い
る
と
グ
ラ
ス
を
非
難
し
、
イ
ラ
ン
大
統
領
ア
ー
マ
ド

ネ
ジ
ャ
ド
を
『
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
（
ほ
ら
吹
き
）』
と
呼
ぶ
事
は
自
国
の
野
党
を
弾
圧
す
る
暴
力
の
実
態
に
鑑
み
て
、
危
険
な
「
瑣
末
視
」
で

あ
り
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
政
治
的
に
有
効
で
は
な
く
、『
戦
争
の
狂
気
』
の
緩
和
に
寄
与
し
な
い
と
述
べ
る

（
64
）

。

ア
ン
ド
レ
ア
・
ナ
ー
レ
ス
（
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
事
務
局
長
）

ア
ン
ド
レ
ア
・
ナ
ー
レ
ス
は
、S

piegel

誌
で
、「
近
東
の
現
状
に
鑑
み
て
、
グ
ラ
ス
の
詩
は
、『
混
乱
さ
せ
、
か
つ
不
適
切
」
と
思
わ

れ
る
と
述
べ
た

（
65
）

。

グ
イ
ド
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ェ
レ
（
自
由
民
主
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）、
連
邦
外
相
）

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
最
初
の
閣
僚
と
し
て
、
グ
イ
ド
・
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヴ
ェ
レ
は
、
イ
ラ
ン
と
の
核
紛
争
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
態
度

に
対
す
る
グ
ラ
ス
の
批
判
を
撥
ね
つ
け
た

（
66
）

。

曰
く
、
イ
ラ
ン
政
府
と
の
争
い
は
、
敵
対
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
先
入
見
の
遊
び
で
は
な
く
、
苦
渋
の
真
剣
さ
を
意
味
す
る
。
我
々
は
、

政
治
的
解
決
の
た
め
の
努
力
を
以
て
外
交
的
ガ
ラ
ス
球
演
技
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
平
和
維
持
を
目
的
と
し
て
我
々
の
パ
ー
ト

ナ
ー
諸
国
と
共
に
、
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
地
域
に
お
い
て
危
機
的
な
展
開
へ
の
正
し
い
回
答
を
見
出
そ
う
と

し
て
い
る
。

我
々
は
全
中
近
東
を
核
兵
器
無
き
地
帯
と
す
る
事
を
目
指
し
て
い
る
。
イ
ラ
ン
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
非
軍
事
利
用
の
権
利
を
有
し
て
い

三
七
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
一
）

る
が
、
核
武
装
へ
の
権
利
は
有
し
な
い
。

イ
ラ
ン
が
発
す
る
脅
威
を
過
小
視
す
る
者
は
、
現
実
を
拒
否
す
る
者
で
あ
る
。

核
兵
器
を
持
つ
イ
ラ
ン
は
、
重
大
な
帰
結
を
持
つ
事
に
な
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
の
安
定
性
は
、
完

全
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
統
制
不
可
能
な
軍
備
競
争
が
開
始
さ
れ
る
。
全
世
界
規
模
の
安
全
保
障
構
造
は
不
安
定
化
す

る
。イ

ラ
ン
の
手
中
に
あ
る
核
兵
器
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
も
成
る
。
そ
の
事
は
、
我
々
の
責
任
あ
る
ド
イ
ツ
の
対
外

政
策
に
と
っ
て
特
別
の
憂
慮
の
根
拠
で
あ
る

（
67
）

。

何
故
な
ら
ド
イ
ツ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
人
々
に
対
す
る
歴
史
的
責
任
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
を
イ
ス
ラ
エ
ル

と
結
び
つ
け
る
そ
れ
以
上
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
真
の
価
値
の
共
有
で
あ
る
。

我
々
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
唯
一
の
真
に
機
能
す
る
民
主
制
と
共
に
個
人
の
諸
権
利
、
自
由
、
責
任
へ
の
信
仰
と
法
治
国
家
を
分
か

ち
合
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
戦
闘
的
民
主
制
を
伴
っ
て
こ
の
諸
価
値
を
共
有
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
議
会
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
よ

り
も
強
烈
に
討
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
民
主
制
は
外
か
ら
の
批
判
も
耐
え
う
る
民
主
制
で
あ
る
。
私
は
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
で
私
の

イ
ス
ラ
エ
ル
の
外
相
と
の
共
同
記
者
会
見
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
植
政
策
を
明
確
な
言
葉
で
批
判
し
た
。

同
様
の
事
は
、
イ
ラ
ン
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
を
同
一
の
道
徳
レ
ベ
ル
に
置
く
こ
と
は
機
知
に
欠
け
る
ば
か
り

か
、
不
合
理
で
あ
る

（
68
）

。

三
七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
二
）

フ
ォ
ル
カ
ー
・
べ
ッ
ク
（
緑
の
党
院
内
部
長
）

べ
ッ
ク
は
、
グ
ラ
ス
を
批
判
し
、「
熟
慮
無
き
対
イ
ラ
ン
軍
事
攻
撃
に
つ
き
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
に
警
告
が
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
告
発
し
て
は
な
ら
な
い
。」、「
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
『
詩
』
の
衣
を
ま
と
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
を
以
て
、

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
体
現
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
が
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
詩
』
は
、
討
論
へ

の
寄
与
と
し
て
の
資
格
を
失
う

（
69
）

。」

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
：
本
件
で
は
「
芸
術
の
自
由
が
妥
当
す
る
」

連
邦
政
府
は
、
こ
の
「
詩
」
に
つ
い
て
控
え
目
に
表
明
し
た
。「
ド
イ
ツ
で
は
、
芸
術
の
自
由
が
妥
当
す
る
。
し
か
も
幸
い
に
も
、
必

ず
し
も
、
全
て
の
芸
術
作
品
に
つ
い
て
、
発
言
す
る
必
要
の
な
い
連
邦
政
府
の
自
由
も
存
在
す
る

（
70
）

。」
と
述
べ
た
。

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ー
ル
ケ
（
左
派
党
の
連
邦
議
会
議
員
）

ゲ
ー
ル
ケ
は
、
グ
ラ
ス
を
守
る
側
に
立
っ
た
。
曰
く
、
グ
ラ
ス
は
（
批
判
す
る
）
権
利
が
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
政
治

を
正
し
た
。「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
大
幅
に
沈
黙
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
発
言
す
る
勇
気
を
有
し
て
い
る

（
71
）

。」

Ⅴ
．
イ
ス
ラ
エ
ル
の
反
応

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン･

ネ
タ
ニ
ヤ
フ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
）

ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首
相
は
、
グ
ラ
ス
の
陰
険
な
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
の
後
、
転
換
さ
れ
た
事
実
を
指
摘
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
以
下
の
様
に
述

三
七
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
三
）

べ
る
。

「
シ
ョ
ア
【
大
量
殺
戮
】
を
否
定
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
抹
殺
を
呼
び
か
け
る
イ
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
グ
ラ
ス
氏
が
行
っ
た
比
較
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
グ
ラ
ス
氏
自
身
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
な
く
、
イ
ラ
ン
こ
そ
が
世
界
の

平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
提
示
し
て
い
る
。
グ
ラ
ス
氏
は
、
武
器
親
衛
隊
と
し
て
の
過
去
に
六
〇
年
も
沈
黙
し
て
い
た
。
従
っ
て
、

氏
が
世
界
で
唯
一
の
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
世
界
平
和
に
対
す
る
最
大
の
脅
威
と
看
做
し
、
こ
の
国
に
自
衛
権
を
認
め
な
い
事
は
、
驚
く
べ
き

こ
と
で
は
な
い

（
72
）

。」

エ
リ
・
イ
シ
ャ
イ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
内
相
）

イ
シ
ャ
イ
内
相
は
グ
ラ
ス
を
「
好
ま
し
か
ら
ざ
る
人
物
」
と
し
て
入
国
禁
止
を
宣
言
し
た
。

「
グ
ラ
ス
氏
を
こ
の
聖
地
へ
の
入
国
を
禁
止
す
る
事
は
、
私
の
名
誉
と
看
做
す
。
グ
ラ
ス
へ
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
授
与
は
剥
奪
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
の
発
言
は
、
究
極
的
に
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
導
い
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
煽
動
に
類
す
る
。
人
は
こ
の
よ
う
な
言
葉

に
鑑
み
て
、
グ
ラ
ス
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
人
間
で
あ
り
、
親
衛
隊
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
い
た
人
で
あ
る
事
実
に
沈
黙
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
グ
ラ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家
と
人
民
に
対
す
る
憎
し
み
に
火
を
注
ぐ
こ
と
を
目
指
し
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
し
て
、
氏
が
親

衛
隊
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
支
援
し
て
い
た
イ
デ
ー
を
維
持
し
て
い
る
の
だ

（
73
）

。」

Ⅵ
．
グ
ラ
ス
の
心
理
的
背
景

グ
ラ
ス
の
詩
を
巡
る
氏
の
行
動
の
心
理
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
識
者
が
説
明
を
試
み
て
い
る
が
、
極
め
て
明
快
な

三
七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
四
）

説
明
と
見
做
さ
れ
る
も
の
が
、
以
下
に
紹
介
す
る
ト
ム
・
セ
ゲ
フ
が
二
〇
一
一
年
九
月
一
二
日
ド
イ
ツW

elt

紙
に
発
表
し
た
「
ギ
ュ
ン

タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
実
際
に
述
べ
た
事

（
74
）

」
で
あ
る
。

ト
ム
・
セ
ゲ
フ
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
学
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

最
近
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
が
ナ
チ
ス
人
民
殺
戮
を
ソ
連
の
ド
イ
ツ
捕
虜
と
比
較
し
た
と
す
る
氏
の
発
言
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
正
式
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
招
待
さ
れ
た
最
初
の
作
家
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
三
月
で
あ
っ
た
。
六
日
戦
争

の
三
カ
月
前
で
あ
っ
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
れ
を
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
。
我
々
の
大
部
分
は
、
内
政
的
討
論
、
な
か
ん
ず
く
ド
イ
ツ

人
に
対
す
る
適
切
な
観
点
に
つ
い
て
の
熱
狂
的
討
論
問
題
の
贅
沢
を
享
有
し
て
い
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ド
イ
ツ
は
、
そ
の
二
年
前
（
一
九
六
五
年
）
に
外
交
関
係
を
樹
立
し
た
が
、
野
党
的
学
生
組
織
は
、
ド
イ
ツ
の
代
表
者

た
ち
と
協
力
し
な
い
と
決
議
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
招
待
で
グ
ラ
ス
が
来
た
時
、
こ
の
学
生
達
は
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
に
於
け
る
彼
ら

の
ク
ラ
ブ
で
話
さ
せ
る
決
定
を
し
た
。
こ
れ
は
稀
有
な
例
外
で
あ
っ
た
。『
ブ
リ
キ
の
太
鼓
（B

rechtrom
m
el

）』
の
作
家
は
、「
良
き
ド
イ

ツ
人
」
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。

私
が
司
会
し
た
。
こ
の
催
し
は
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
誘
い
、
し
か
も
若
干
の
緊
張
も
生
ぜ
し
め
た
。
私
服
警
察
が
壁
の
前
に
待
機
し
た
。

三
七
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
五
）

私
の
記
憶
す
る
限
り
、
こ
の
催
し
は
成
功
し
た
。
グ
ラ
ス
は
我
々
に
強
い
印
象
を
与
え
た
。
我
々
は
氏
を
全
う
で
、
し
か
も
胸
襟
を
開
い

た
者
と
し
て
受
入
れ
、
そ
の
際
に
氏
は
我
々
に
取
り
入
る
試
み
は
し
な
か
っ
た

（
75
）

。

「
あ
な
た
と
再
会
で
き
て
う
れ
し
い
」

四
四
年
後
、
私
は
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
名
前
を
持
つ
リ
ュ
べ
ッ
ク
の
博
物
館
に
通
じ
る
木
製
階
段
を
上
っ
た
。
こ
こ
で
氏
は
時
折

仕
事
を
し
、
客
を
迎
え
て
い
る
。
一
九
六
七
年
の
我
々
の
出
会
い
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
貴
方
と
再
会
で
き

て
う
れ
し
い
』、
氏
の
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
微
笑
み
は
極
め
て
好
感
を
抱
か
せ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
ハ
ア
レ
ツ
（H

a ’aretz

）
紙
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、『
玉
ね
ぎ
を
剥
く
時
』
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
版
の
発
刊
に
因
ん
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
著

書
が
二
〇
〇
六
年
に
発
刊
さ
れ
て
以
来
、
全
世
界
で
論
評
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
グ
ラ
ス
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
公
衆
へ
の
書
簡
を
向
け
、
こ
れ
ま
で
氏
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
し
た
事
を
述
べ
た
。
氏
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
（W

aff enS
S

）

へ
の
短
い
強
制
兵
役
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
氏
の
少
年
時
代
の
熱
狂
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
理
解
す
べ
き
で
、
そ
の
際
に
、
戦

後
に
お
け
る
グ
ラ
ス
の
政
治
的
・
道
徳
的
関
与
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
最
重
要
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

『
私
は
若
く
そ
し
て
愚
か
な
ナ
チ
で
あ
っ
た
。』
と
グ
ラ
ス
は
私
に
言
い
、
し
か
も
氏
の
戦
争
体
験
の
更
な
る
関
連
、
と
り
わ
け
あ
る
国

家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
疑
問
視
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
る
危
険
を
認
識
す
る
事
を
私
に
強
い
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
著
書
の
中
心
的

三
七
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
六
）

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
政
治
的
疑
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
が
考
え
る
に
、
実
際
に
価
値
あ
る
最
重
要
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
だ
。

従
っ
て
私
は
、
世
界
の
ど
こ
か
お
け
る
制
服
を
着
た
人
間
、
例
え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
領
域
に
於
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
士
が
、
自
ら
の
経
験

か
ら
何
を
学
ぶ
事
が
で
き
る
の
か
と
グ
ラ
ス
に
問
う
た
。
グ
ラ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
偽
善
的
な
助
言
を
こ
ら
え
た
。

曰
く
、
合
法
的
行
為
と
犯
罪
行
為
間
の
境
界
は
、
し
ば
し
ば
曖
昧
で
あ
る
。
若
く
か
つ
未
経
験
な
兵
士
は
、
上
司
た
る
将
校
が
戦
争
犯

罪
を
強
い
な
い
事
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

残
念
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
パ
レ
ス
チ
ナ
領
域
占
領
は
、
恒
常
的
か
つ
組
織
的
人
権
侵
害
の
結
果
を
招
い
て
い
る
。
軍
隊
の
側
か
ら

の
よ
り
大
き
な
疑
念
は
、
実
際
望
ま
し
い
事
だ
。

「
未
だ
他
の
秘
密
は
あ
る
の
か
」

我
々
が
グ
ラ
ス
の
自
叙
伝
の
一
般
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
詳
細
に
話
し
合
っ
た
後
、
明
ら
か
に
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
話
す
事
が

あ
っ
た
。
確
か
に
氏
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
に
い
た
数
カ
月
に
つ
い
て
話
す
事
が
苦
し
い
と
グ
ラ
ス
の
秘
書
は
警
告
を
発
し
て
い
た
が
、

し
か
し
今
回
氏
は
イ
ス
ラ
エ
ル
紙
と
話
し
て
い
る
事
実
を
意
識
し
て
い
た
。
氏
が
依
然
と
し
て
受
け
身
的
態
度
を
採
っ
た
事
実
は
私
に

と
っ
て
意
外
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
私
は
、
部
屋
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
危
険
に
も
拘
ら
ず
、
多
分
氏
が
依
然
と
し
て
隠
し
て
い
る
他
の
秘
密

が
存
在
す
る
か
否
か
尋
ね
た
。
氏
は
こ
の
問
い
を
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
微
笑
み
を
以
て
か
わ
し
た
。

三
七
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
七
）

そ
れ
で
も
な
お
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
何
時
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
は
時
に
は
私
に
対
し
て
声
を
荒
げ

た
。
と
は
言
っ
て
も
、
私
は
氏
の
ナ
チ
の
過
去
に
対
す
る
次
の
説
明
を
要
求
す
る
為
に
も
、
ま
た
何
故
に
氏
が
自
ら
の
過
去
を
か
く
も
長

き
に
わ
た
っ
て
隠
し
て
い
た
か
を
発
見
す
る
為
に
も
来
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
私
自
身
は
氏
の
ケ
ー
ス
か
ら
し
て
、
人
が
そ
の
人
生
に

於
い
て
可
能
な
限
り
早
く
、
し
か
も
確
実
に
国
際
的
に
尊
敬
さ
れ
る
道
徳
的
聖
像
と
な
る
前
に
自
己
を
明
か
す
事
が
最
善
で
あ
る
事
を

知
っ
て
い
る

（
76
）

。

「
ド
レ
ス
デ
ン
の
六
〇
周
年
以
来
」

私
は
、
こ
の
著
書
を
読
ん
で
特
別
に
腹
を
立
て
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
私
の
気
分
を
損
ね
た
事
は
、
ド
イ
ツ
人
を
と
り
わ
け
犠
牲

者
と
し
て
提
示
す
る
グ
ラ
ス
の
公
然
た
る
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
爆
撃
の
六
〇
周
年
記
念
以
来
、
グ
ラ
ス
自
身
の
著

作
「
癌
の
経
過
（K

rebsgang

）」
の
結
果
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
文
化
的
及
び
政
治
的
諸
指
標
も
ド
イ
ツ
自
身
の
悲
劇
に
対
す
る
意
識
の
増
大
を
示
し
て
い
る
。
皮
肉
な
事
に
、
こ
の
変
遷
を

明
確
化
す
る
多
く
の
著
作
、
そ
の
中
「
癌
の
経
過
」
も
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
ド
イ
ツ
に
は
一
四
百
万
人
の
難
民
が
い
た
』

私
が
更
に
ド
イ
ツ
の
犠
牲
者
的
役
割
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
た
時
、
グ
ラ
ス
は
答
え
た
。

三
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
二
八
）

「
狂
気
と
犯
罪
は
、
そ
の
表
明
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
見
出
し
た
ば
か
り
か
、
戦
争
終
結
を
以
て
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
人
の

捕
虜
と
さ
れ
た
八
百
万
人
の
兵
士
の
中
、
多
分
二
百
万
人
が
生
き
残
っ
た
。
そ
の
他
の
全
て
は
抹
殺
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
は
一
四
百
万
人

の
難
民
が
存
在
し
た
。
領
土
の
半
分
は
直
接
ナ
チ
ス
の
恐
怖
政
治
か
ら
、
共
産
主
義
恐
怖
政
治
に
転
換
し
た
。
私
は
こ
の
事
を
ユ
ダ
ヤ
人

に
対
す
る
犯
罪
の
比
重
を
少
な
く
す
る
為
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
唯
一
の
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
。
我
々

は
ナ
チ
ス
の
犯
罪
責
任
を
担
っ
て
行
く
。
し
か
し
そ
の
犯
罪
は
、
ド
イ
ツ
人
に
も
深
刻
な
破
局
を
付
与
し
、
か
く
し
て
ド
イ
ツ
人
は
犠
牲

者
と
な
っ
た
の
だ
。」

私
の
感
じ
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
正
当
な
論
拠
で
あ
る
。
勿
論
八
百
万
の
ド
イ
ツ
戦
時
捕
虜
は
い
な
か
っ
た
。
私
は
、
こ
れ
を
正
す
べ
き

で
あ
っ
た
。
彼
の
意
図
す
る
事
は
「
多
く
の
」
と
言
う
意
味
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
グ
ラ
ス
は
、
如
何
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
を
過
小
評
価
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
六
百
万
人
の
殺
戮
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
類
似
し
て
、
六
百
万
人
の
ド
イ
ツ
人
犠
牲
者
の

神
話
を
創
設
す
る
意
図
は
持
た
な
か
っ
た
。

「
平
均
的
な
ド
イ
ツ
人
」

そ
れ
で
も
な
お
私
は
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、「
玉
ね
ぎ
を
剥
く
時
」
を
ド
イ
ツ
の
犠
牲
役
割
に
関
す
る
一
つ
の
サ
ガ
と
読
み
取
っ
た
。

こ
の
様
に
グ
ラ
ス
は
、
自
ら
の
「
兵
器
親
衛
隊
」
所
属
を
指
摘
す
る
は
る
か
以
前
に
、
自
己
の
家
族
の
殉
教
と
戦
争
に
於
け
る
子
供
時
代

の
苦
し
み
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
何
故
に
ナ
チ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
憎
む
の
か
理
解
で
き
な
い
女
│
そ
の
後
そ
の
女
は
現
れ
る
事
が
無
い

│
が
無
か
ら
現
れ
る
。
明
ら
か
に
そ
の
女
は
、
悪
意
を
持
た
な
い
『
平
均
的
な
人
』
を
体
現
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

（
77
）

。

三
八
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
二
九
）

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
殺
害
未
遂
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ー
で
の
同
盟
諸
国
の
攻
撃
は
、
グ
ラ
ス
の
親
衛
隊
所
属
指
摘
以
前
に
、
ド
イ
ツ
諸
都
市
へ
の
爆

撃
、
ベ
ル
リ
ン
で
女
性
で
あ
ふ
れ
た
教
会
に
火
を
付
け
た
ソ
連
兵
士
と
同
様
に
指
摘
さ
れ
た
。
グ
ラ
ス
は
、
人
々
が
欧
州
全
域
か
ら
「
兵

器
親
衛
隊
」
に
志
願
し
た
事
実
の
指
摘
を
忘
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、「
癌
の
経
過
」
か
ら
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ス
ト
ロ
フ
も
再
活
動

化
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
自
ら
の
兵
役
に
到
達
し
、
氏
は
自
身
と
そ
の
同
僚
が
体
験
し
た
実
際
に
非
人
間
的
な
残
忍
な
訓
練
を
記
述
す
る
。
私
は
、
そ
の

記
述
が
「
兵
器
親
衛
隊
」
が
犯
し
た
最
悪
の
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
グ
ラ
ス
は
怒
り
狂
っ
て
、「
私
は

そ
の
よ
う
な
主
張
は
し
て
い
な
い
。」
と
反
論
し
た
。
氏
は
そ
の
よ
う
な
主
張
は
し
て
い
な
い
。

「
自
己
憐
憫
が
記
憶
を
圧
倒
す
る
場
合
」

氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
氏
が
見
た
最
初
の
死
体
は
、
木
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
揺
れ
動
く
ド
イ
ツ
軍
兵
士
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
氏
が
体
験
し

た
ロ
シ
ア
軍
攻
撃
は
、
氏
と
そ
の
同
僚
達
に
、
白
樺
の
木
陰
で
鳥
の
囀
る
多
分
特
別
牧
歌
的
瞬
間
で
あ
っ
た
。
氏
の
親
友
の
一
人
は
ハ
ー

モ
ニ
カ
を
吹
い
て
い
た
。
グ
ラ
ス
は
攻
撃
後
の
散
乱
し
た
身
体
部
分
を
記
述
し
、
ど
れ
が
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
少
年
の
そ
れ
に
所
属
す
る
か
を

自
問
し
た
。

こ
の
著
書
を
読
む
に
つ
れ
、
グ
ラ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
全
ド
イ
ツ
国
民
が
犠
牲
者
と
な
り
、
従
っ
て
、
同
情
に
値
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
八
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
〇
）

全
て
の
国
民
は
、
ド
イ
ツ
国
民
を
含
め
て
、
自
ら
の
悲
劇
を
思
い
起
こ
す
権
利
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
際
に
、
自
ら
の
犯
罪
に
対
す
る

ド
イ
ツ
の
責
任
が
自
己
憐
憫
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
危
険
が
存
在
す
る

（
78
）

。

Ⅶ
．
グ
ラ
ス
の
主
張
の
正
誤

九
節
六
九
行
に
及
ぶ
グ
ラ
ス
の
詩
は
、
あ
る
意
味
で
『
タ
ブ
ー
破
り
』
と
見
做
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
グ
ラ
ス
は
、
イ
ラ
ン
に
対

す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
事
前
攻
撃
に
警
告
を
発
し
、
し
か
も
イ
ス
ラ
エ
ル
を
世
界
平
和
に
対
す
る
危
険
と
も
表
示
し
て
い
る
。
以
下
、
グ
ラ

ス
の
詩
の
中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
を
八
テ
ー
ゼ
に
要
約
し
、
そ
の
正
誤
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
る

（
79
）

。

第
一
テ
ー
ゼ
：
図
上
作
戦
の
中
で
イ
ラ
ン
に
対
す
る
事
前
攻
撃
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

正
：
グ
ラ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
で
も
イ
ラ
ン
に
対
す
る
事
前
攻
撃
の
図
上
演
習
が
行
わ

れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
三
月
報
道
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
イ
ラ
ン
の
核
施
設
へ
の
イ
ス

ラ
エ
ル
の
軍
事
攻
撃
が
地
域
戦
争
の
勃
発
を
引
き
起
す
結
果
と
な
る
。
更
に
四
月
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
複
数
紙
が
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
図

上
演
習
の
結
果
、
イ
ラ
ン
と
の
戦
争
で
三
〇
〇
人
以
下
の
死
傷
者
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る
と
報
道
し
て
い
る
。

第
二
テ
ー
ゼ
：
事
前
攻
撃
は
『
イ
ラ
ン
人
民
を
抹
消
し
』
得
る
。

誤
：
イ
ラ
ン
は
八
千
万
人
弱
の
人
口
を
擁
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
含
め
て
世
界
の
ど
の
軍
事
力
で
あ
っ
て
も
イ
ラ
ン
人
民
を
抹
殺
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ラ
ン
政
権
及
び
そ
の
核
施
設
に
対
す
る
軍
事
攻
撃
は
、
核
兵
器
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
常
兵
器
に
よ
る
も
の

三
八
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
一
）

と
理
解
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
様
な
図
上
演
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
攻
撃
の
際
に
、
非
戦
闘
員
（
民
間
人
）
が
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
が

憂
慮
さ
れ
て
い
る
が
、『
イ
ラ
ン
人
民
の
抹
殺
』
は
明
ら
か
な
誇
張
で
あ
る
。

第
三
テ
ー
ゼ
：
イ
ス
ラ
エ
ル
は
統
制
下
に
な
い
核
戦
力
を
増
強
し
て
い
る
。

情
報
諸
機
関
や
観
察
者
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
核
兵
器
を
有
し
て
い
る
。
核
開
発
に

際
し
て
は
南
ア
フ
リ
カ
連
邦
政
権
と
協
力
し
た
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
現
在
ま
で
核
の
保
有
を
公
式
に
は
追

認
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
核
戦
力
の
質
量
に
関
し
て
は
正
確
な
数
字
が
公
表
さ
れ
ず
、
五
〇
か
ら
五
〇
〇
発
の
核
弾
頭
の
存
在
が
推
定
さ

れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
国
益
に
反
す
る
と
し
て
、
核
不
拡
散
条
約
に
も
国
際
原
子
力
機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
に
も
加
盟
し
て
い
な
い
。

そ
の
限
り
で
、
こ
れ
ら
の
条
約
及
び
機
構
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ラ
ン
の
原
子
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
国
際
原

子
力
機
構
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
情
報
諸
機
関
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
は
、
周
辺
の
敵
対
諸
国
に
対
す
る
抑

止
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
兵
器
は
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
（
米
英
仏
ロ
中
）
及
び
イ
ン

ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
核
兵
器
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
統
制
下
に
な
い
核
戦
力
を
増
強

し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
し
て
も
、
前
記
の
核
兵
器
保
有
七
カ
国
と
比
べ
、
取
分
け
イ
ス
ラ
エ
ル
を
危
険
視
す
る
理
由
は
見
出
さ
れ
得
な

い
。第

四
テ
ー
ゼ
：
前
記
の
事
実
を
指
摘
す
る
者
は
、「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
嫌
疑
下
に
置
か
れ
る
。

誤
：
イ
ス
ラ
エ
ル
な
ら
び
に
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ
ラ
ン
間
の
紛
争
に
つ
い
て
活
発
な
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

三
八
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
二
）

そ
の
際
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
不
利
な
論
調
の
た
び
に
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
事
に
な
れ
ば
、
言
論
統
制
と
成
り
得

る
。
し
か
し
そ
れ
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
さ
え
も
事
実
で
は
な
い
。
グ
ラ
ス
は
、
寧
ろ
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
事
に
よ
っ
て
、
予
め
自
分
に

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い

（
80
）

。

第
五
テ
ー
ゼ
：
ド
イ
ツ
は
イ
ラ
ン
を
攻
撃
す
る
核
弾
頭
を
装
備
で
き
る
潜
水
艦
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
供
給
す
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
こ
れ
ま
で
三
隻
の
ド
ル
フ
ィ
ン
型
潜
水
艦
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
納
入
し
、
更
に
本
年
中
に
三
隻
納
入
を
予
定
し
て
い

る
。
潜
水
艦
は
そ
れ
ぞ
れ
四
発
の
巡
航
ミ
サ
イ
ル
装
備
が
可
能
で
あ
る
。
軍
事
専
門
家
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
潜
水
艦
は
主
に
核
の
二

撃
能
力
の
維
持
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
、
イ
ラ
ン
の
核
攻
撃
に
対
し
て
、
反
撃
が
可
能
と
な
る
。
ド
イ

ツ
政
府
は
、
こ
の
潜
水
艦
が
抑
止
に
奉
仕
す
る
事
を
以
て
、
こ
の
販
売
を
正
当
化
し
て
い
る
。

第
六
テ
ー
ゼ
：
イ
ラ
ン
の
原
子
爆
弾
の
存
在
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。

正
：
西
側
諸
国
の
情
報
諸
機
関
は
、
原
子
爆
弾
の
完
成
ま
で
少
な
く
と
も
一
年
を
必
要
と
す
る
事
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
パ
ネ
ッ
タ
・

ア
メ
リ
カ
国
防
総
省
長
官
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
イ
ラ
ン
は
爆
弾
の
運
搬
シ
ス
テ
ム
の
完
成
ま
で
更
に
二
年
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ク
ラ
ッ

パ
ー
情
報
局
長
ア
メ
リ
カ
議
会
で
の
証
言
で
、
イ
ラ
ン
が
核
兵
器
構
築
に
対
す
る
疑
問
無
き
証
拠
が
存
在
し
て
い
な
い
と
述
べ
た
。
本
年

三
月
末
イ
ラ
ン
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
交
渉
団
の
か
つ
て
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
、
ボ
ス
ト
ン
・
グ
ロ
ー
ブ
紙
に
イ
ラ
ン
が
核
爆
弾
完
成
の
一

歩
手
前
に
到
達
し
て
い
る
と
述
べ
た
。

三
八
四



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
三
）

第
七
テ
ー
ゼ
：
イ
ス
ラ
エ
ル
は
世
界
平
和
を
危
険
に
陥
れ
る
。

誤
：
イ
ラ
ン
政
権
は
こ
れ
ま
で
再
三
に
わ
た
っ
て
遅
か
れ
早
か
れ
地
図
か
ら
消
え
て
し
ま
う
『
シ
オ
ニ
ズ
ム
占
領
政
権
』
と
表
示
し
て

い
る
。
こ
れ
に
加
え
イ
ラ
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
権
を
否
定
し
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
と
戦
う
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ハ
マ
ス
と
レ
バ
ノ
ン
の
ヒ
ズ

ボ
ラ
を
軍
事
的
に
支
援
し
続
け
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
も
数
年
以
来
イ
ラ
ン
の
核
施
設
へ
の
軍
事
攻
撃
を
公
然
と
明
ら
か
に
し
、
ア
メ
リ

カ
の
支
援
を
要
請
し
続
け
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
が
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
と
す
る
グ
ラ
ス
の
非
難
は
、
極
め
て
大
衆
迎
合
的
か
つ
一

方
的
で
あ
り
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ
エ
ル
威
嚇
を
全
く
無
視
し
て
い
る
。

第
八
テ
ー
ゼ
：
ド
イ
ツ
は
「
犯
罪
の
供
給
者
」
と
な
り
得
る
。

誤
：
こ
こ
で
も
グ
ラ
ス
は
大
衆
迎
合
的
論
調
を
表
明
し
て
い
る
。
グ
ラ
ス
は
こ
こ
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
可
能
な
イ
ラ
ン
攻
撃
が
原
則
的
か

つ
例
外
な
く
現
行
国
際
法
違
反
を
構
成
す
る
事
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
国
際
法
的
に
事
態
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
抽
象
的
に
は
、

先
制
軍
事
攻
撃
は
原
則
的
に
許
さ
れ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
予
防
的
軍
事
攻
撃
は
原
則
的
に
違
法
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
が
先

制
軍
事
攻
撃
で
何
が
予
防
的
軍
事
攻
撃
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
・
区
別
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
に
お
い
て
も
、
国
際

刑
事
裁
判
所
規
約
に
お
い
て
、「
平
和
に
対
す
る
犯
罪
」
に
つ
い
て
諸
国
間
の
合
意
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
手
続
的
に
は
、
平
和
の
破
壊

に
つ
い
て
国
連
安
全
保
障
理
事
会
が
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
決
定
は
五
大
常
任
理
事
国
の
合
意
を
前
提
と
す
る
。

こ
の
様
な
現
状
か
ら
し
て
、
グ
ラ
ス
が
行
う
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
一
方
的
に
『
世
界
平
和
を
危
険
に
晒
す
』
国
と
表
示
し
、
し
か
も

イ
ス
ラ
エ
ル
に
潜
水
艦
を
納
入
す
る
ド
イ
ツ
を
「
犯
罪
の
供
給
者
」
と
表
示
す
る
事
は
、
極
め
て
非
説
得
的
か
つ
幼
稚
で
あ
り
、
国
際
政

治
に
お
け
る
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。

三
八
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
四
）

お
わ
り
に

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
の
詩
『
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
』
は
、
ド
イ
ツ
で
な
か
ん
ず
く
イ
ス
ラ
エ
ル

と
の
関
係
を
巡
っ
て
、
強
烈
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
過
去
（
ナ
チ
ス
犯
罪
）
の
克
服
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
ド
イ
ツ

国
家
の
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
責
任
等
々
様
々
な
諸
問
題
が
再
び
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
か
ら
し

て
、
短
期
に
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
二
〇
一
二 

年
五
月
末
、
ガ
ウ
ク
・
ド
イ
ツ
連
邦
大
統
領
は
、
ペ
レ
ス
・
イ
ス
ラ
エ
ル
大
統
領
の
招
待
に
応
じ
、
イ
ス
ラ

エ
ル
を
公
式
訪
問
し
た
。
訪
問
中
に
ガ
ウ
ク
氏
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
の
平
和
プ
ロ
セ
ス
を
居
留
地
政
策
に
於
い
て
『
シ
グ
ナ
ル
』
を
通

し
て
新
た
に
活
性
化
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
。

ガ
ウ
ク
大
統
領
は
、
ま
さ
に
政
治
的
に
騒
然
と
し
て
い
る
時
期
に
、
ド
イ
ツ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
緊
密
な
関
係
を
明
確
化
す
る
目
的
を

以
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
問
し
た
。
曰
く
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安
全
と
存
続
権
を
擁
護
す
る
事
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
の
為
に
決
定
的
事
項
で

あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
続
権
を
脅
か
す
諸
勢
力
に
ド
イ
ツ
は
決
定
的
に
対
決
す
る

（
81
）

。」

ペ
レ
ス
大
統
領
は
、
ガ
ウ
ク
大
統
領
を
心
か
ら
歓
迎
し
、「
平
和
の
為
に
全
力
を
捧
げ
た
妥
協
な
き
民
主
主
義
者
』
で
あ
る
と
位
置
づ

け
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ガ
ウ
ク
大
統
領
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
和
解
意
欲
に
感
謝
し
、『
ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
現
在
こ
れ
ま
で
以
上

に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。』
と
述
べ
た
。

ペ
レ
ス
氏
は
、
ガ
ウ
ク
氏
に
対
し
、
強
烈
な
言
葉
を
以
て
、
イ
ラ
ン
の
核
兵
器
へ
の
野
心
に
対
す
る
自
国
の
憂
慮
を
明
ら
か
に
し
た
。

三
八
六



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
五
）

曰
く
「
イ
ラ
ン
大
統
領
は
、
新
た
な
シ
ョ
ア
（
＝
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
）
を
以
て
脅
し
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
血
を
凍
ら
せ
る

（
82
）

。」

イ
ス
ラ
エ
ル
指
導
部
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
核
武
装
を
緊
急
の
場
合
軍
事
的
に
阻
止
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ガ

ウ
ク
氏
は
、
ド
イ
ツ
が
こ
れ
か
ら
も
核
紛
争
を
外
交
的
に
解
決
す
る
努
力
を
続
け
る
と
述
べ
て
い
る
。

ガ
ウ
ク
氏
の
訪
問
中
に
、
グ
ラ
ス
氏
の
争
い
の
あ
る
詩
が
問
題
と
さ
れ
た
。『
ハ
ー
レ
ツ
紙
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
ガ
ウ
ク
氏
は
、

「
グ
ラ
ス
氏
は
、
氏
の
個
人
的
見
解
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
許
さ
れ
る
。
私
は
明
示
的
に
氏
に
賛
同
し
な
い

（
83
）

。」
と
述
べ
た
。

会
談
の
後
ペ
レ
ス
氏
と
ガ
ウ
ク
氏
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
を
訪
れ
、
ガ
ウ
ク
氏
は
、
以
下
の
様
に
記
帳
し
た
。「
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
！
決
し
て
！
そ
し
て
、
生
き
る
事
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
を
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
こ
の
国
の
側
に
立
て
。」

両
国
の
友
好
関
係
は
、
将
来
も
こ
の
様
な
形
で
継
続
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
看
做
さ
れ
よ
う
。

（
1
） H

enryk M
.B

roder, G
ünter G

rass, der ew
ige A

ntisem
it, in: W

elt O
nline vom

 4.4.2012 

参
照
。

（
2
） C

lem
ens W

ergin, N
atürlich darf m

an Israel hierzulande kritisieren, in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012 

参
照
。

（
3
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
4
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
5
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
6
） C

lem
ens W

ergin,

註（
2
）（2012

）, S
.1;

グ
ラ
ス
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
批
評
に
つ
い
て
は
、
な
か
ん
ず
く
、C

lem
ens W

ergin, A
bhärtung 

unserer S
eelen, in: W

elt O
nline vom

 7.4.2012 

参
照
。

（
7
） C

lem
ens W

ergin, G
ünter G

rass’seltsam
es V

erhältnis zu den F
akten, in: W

elt O
nline vom

 5.4.2012 

参
照
。

（
8
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
9
） 

旧
東
独
作
家
の
言
を
踏
ま
え
た
も
の
。
消
滅
し
た
東
独
は
最
早
歴
史
的
に
は
『
註
』
の
中
で
の
存
在
に
な
っ
た
と
の
言
説
。

三
八
七



政
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四
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二
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（
10
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
11
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
12
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
13
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
14
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
15
） 

（
淀
み
な
き
言
葉
で
）（
立
て
板
に
水
の
如
く
）

（
16
） C

lem
ens W

ergin,
註（
7
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
17
） C

lem
ens W

ergin,
註（
7
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
18
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.4 

参
照
。

（
19
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.4 

参
照
。

（
20
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012
）, S

.4f.

参
照
。

（
21
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.5 

参
照
。

（
22
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.5 

参
照
。

（
23
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.6 

参
照
。

（
24
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.6 

参
照
。

（
25
） C

lem
ens W

ergin,

註（
7
）（2012

）, S
.6 

参
照
。

（
26
） H

enryk M
.B

roder, G
ünter G

rass ‒ N
icht ganz dicht, aber ein D

ichter, in: W
elt online vom

 5.4.2012.

な
お
こ
こ
で
ブ
ロ
ー
ダ
ー

は
、dicht

とD
ichter

の
結
び
つ
け
で
グ
ラ
ス
を
皮
肉
っ
て
い
る
。

（
27
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
28
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
29
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

三
八
八



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
七
）

（
30
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
31
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
32
） H

enryk M
.B

roder,

註（
26
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
33
） T

ilm
an K

rause, G
rass “letzteT

inte” transportiert N
S
-S

tereotypen, in: W
elt O

nline vom
 4.4.2012

（
34
） T

ilm
ann K

rause,

註（
33
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
35
） T

ilm
ann K

rause,

註（
33
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
36
） T

ilm
ann K

rause,
註（
33
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
37
） T

ilm
ann K

rause,
註（
33
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
38
） F

rank S
chirrm

acher, W
as G

rass uns sagen w
ill, in: F

A
Z
 vom

 4.4.2012

（
39
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
40
） K

rieg ohne S
ieger, in: F

A
Z
 vom

 3.12.2003; A
nna H

irsch, D
er R

ufer in der W
üste, in: F

A
Z
 vom

 11.6.2012; N
einsagen ist 

keine P
olitik: D

avid G
rossm

ann kritisiert Israel, in: F
A
Z
 vom

 8.7.2012; F
elicitas von L

ovenberg, W
orte als W

egw
eiser, in: 

F
A
Z
 vom

 10.10.2012 

参
照
。

（
41
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
42
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
43
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.3f.

参
照
。

（
44
） F

rank S
chirrm

acher,

註（
38
）（2012

）, S
.5 

参
照
。

（
45
） Josef Joff e, G

ünter G
rass: D

er A
ntisem

itism
us w

ill raus, in: Z
eit O

nline vom
 4.4.2012

（
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
）

（
46
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
47
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
48
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

三
八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
三
八
）

（
49
） Josef Joff e,

註（
45
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
50
） R

ainer W
erner F

assbinder, D
er M

üll, die S
tadt und der T

od/N
ur eine S

cheibe B
rot. Z

w
ei S

tücke, F
rankfurt a.M

.1998; 

Janus B
ode, D

er F
assbinder-K

ontroversen; E
ntstehung und W

irkung eines literarischen T
extes. Z

u K
ontinuität und W

andel 

einiger E
rscheinungsform

en des A
lltagsantisem

itism
us in D

eutschland nach 1945, seinen künstlerischen W
eihen und seiner 

öff entlichen  Inszenierung, F
rankfurt 1991 

参
照
。

（
51
） Josef Joff e,
註（
45
）（2012

）, S
.3f.

参
照
。

（
51a
） R

olf H
ochhut, Ich schäm

e m
ich als D

eutscher, in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012 

参
照
。

（
51b
） D

aniel Jonah G
oldhagen, D

er grusse G
leichm

acher, in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012; ders., G

rass ‒ Ignorant oder 

berechnender Z
yniker?, in: W

elt O
nline vom

 7.4.2012 

参
照
。

（
52
） M

arcel R
eich-R

nicki über G
rass: E

s ist ein ekelhaftes G
edicht, in: F

A
Z
 vom

 8.4.2012;

参
照
。（
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
、
強
制
収

容
所
の
生
残
り
）

（
53
） R

eich-R
nicki sprcht von “ekelhaftem

 G
edicht” in: W

elt O
nline vom

 7.4.2012, S
.1 

参
照
。

（
54
） R

eich-R
nicki,

註（
53
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
55
） M

arcel R
eich-R

nicki,

註（
52
）（2012

）, S
.4 

参
照
。

（
55a
） W

olf B
ierm

ann, S
tüm

phafte P
rosa. E

ine literarische T
odsünde, in: W

elt O
nline vom

 8.4.2012 

（
55b
） W

olf B
ierm

ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
55c
） W

olf B
ierm

ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
55d
） W
olf B

ierm
ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
55e
） W

olf B
ierm

ann,

註（
55a
）（2012

）, S
.2 

参
照
。
こ
れ
に
加
え
、
文
学
評
論
家
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
カ
ラ
セ
ッ
ク
は
、
グ
ラ
ス
を
「
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
搾
取
者
」
と
し
て
痛
烈
に
批
判
す
る
。H

ellm
uth K

arasek, N
obelpreis is “erschlichen”, in: F

ocus O
nline vom

 14.8.2006; ders., 

V
ielleicht w

ill G
rass ja w

ieder W
ahlkam

pf führen, in: W
elt O

nline vom
 5.4.2012; ders. G

ünter G
rass w

ill Israel W
egdichten, 

三
九
〇



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
三
九
）

in: W
elt O

nline vom
 7.4.2012:

更
に
本
年
左
派
党
の
推
薦
で
連
邦
大
統
領
に
立
候
補
し
、
落
選
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ベ
ア
テ
・
ク
ラ
ル
ス

フ
ェ
ル
ト
も
グ
ラ
ス
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
行
う
。Klarsfeld attackiert G

rass m
it V

erw
eis auf H

itler, in: W
elt O

nline vom
 6.4.2012;

外
国
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
に
つ
い
て
は
、“Ist der alteD

eutsche plötzlich zurückgekehrt?” In: W
elt O

nline vom
 6.4.2012 

参
照
。

（
56
） Ingo S

chulze, E
ine L

ösung kann nur allseitige A
brüstung bringen, in: F

A
Z
 vom

 17.4.2012

（
57
） D

urs G
rünbein, Z

um
 F

all G
rass: E

r ist ein P
rediger m

it dem
 H

olzham
m
er, in: F

A
Z
 vom

 11.4.2012.

グ
リ
ュ
ン
バ
イ
ン
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
詩
に
関
し
て
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
を
感
覚
に
盲
目
で
、
し
か
も
尊
大
な
、
か
つ
戦
闘
的
道
徳
主
義
者
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

（
58
） Ingo S

chulze,
註（
56
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
59
） Ingo S

chulze,

註（
56
）（2012

）, S
.3f.

参
照
。
そ
の
他
グ
ラ
ス
の
擁
護
者
と
し
て
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
タ
ェ
ク
・
ベ
ル
リ
ン
芸
術
ア
カ
デ

ミ
ー
会
長
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
グ
ラ
ス
批
判
に
対
す
る
本
人
の
反
論
お
よ
び
そ
の
批
評
に
関
し
て
は
、G

ünter G
rass w

irft seinen 

K
ritikern R

ufm
ord vor, in: W

elt O
nline vom

 5.4.2012; G
rass entgegnet K

ritikern m
it N

azi-T
erm

inologie, in: W
elt O

nline vom
 

5.4.2012; H
enryk M

.B
roder, E

in autoritärer K
nochen spielt verfolgte U

nshuld, in: W
elt O

nline vom
 6.4.2012; M

atthia H
oenig, 

M
edien-rum

m
el im

 H
ause G

rass ‒ K
ritik w

eltw
eit, in: W

elt O
nline vom

 6.4.2012 

参
照
。

（
60
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet E
ntrüstung für anti-isuraelisches G

edicht, in: W
elt O

nline vom
 4.4.2012; G

ünter G
rass 

liegt daneben, in: W
elt O

nline vom
 5.4.2012; G

ünter G
rass verw

eckselt U
rsache und W

irkung, in: W
elt online vom

 5.4.2012 

参

照
。

（
61
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012
）, S

.1f.

参
照
。

（
62
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
63
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2f.

参
照
。

（
64
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
65
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
66
） G

uido W
esterw

elle, Israel und Iran auf eine gleiche m
oralische S

tufe Z
ustellen ist absurd, in: B

ild am
 S

onntag vom
 

三
九
一
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8.4.2012; G
rass-K

ontroverse, W
esterw

elle w
eist K

ritik an Israel zurück, in: F
A
Z
 vom

 8.4.2012; D
ebatte über um

strittenes 

G
edicht: W

esterw
elle nennt Israel-V

ergleich von G
rass absurd, in: S

piegel O
nline vom

 8.4.2012 

参
照
。

（
67
） G

uido W
esterw

elle,

註（
66
）（2012

）, S
.1 

参
照
。

（
68
） G

uido W
esterw

elle,

註（
66
）（2012

）, S
.1f.

参
照
。

（
69
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
70
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
71
） C

laudia E
hrenstein, G

rass erntet,

註（
60
）（2012

）, S
.3 

参
照
。

（
72
） „D

er judenfeindliche S
chw

anengezang eines brillanten G
eistes, oder ein S

chrei der W
ahrheit?“, in: W

elt O
nline vom

 

7.4.2012, S
.2 

参
照
。

（
73
） „U

m
strittenes G

edicht: Israer verhängt E
inreiseverbot gegen G

ünter G
rass“, in: S

piegel O
nline vom

 8.4.2012; „E
m
pörung 

über G
rass: Israels Innenm

inister verlangt A
berkennung des N

obelpreises“, in: S
piegel O

nline vom
 8.4.2012 

参
照
。
な
お
入
国
禁

止
の
準
拠
法
は
、
な
か
ん
ず
く
、
か
つ
て
の
ナ
チ
ス
で
あ
っ
た
人
物
の
入
国
禁
止
を
目
的
と
す
る
法
律
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
国

禁
止
措
置
を
グ
ラ
ス
は
、
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
Ｄ
Ｄ
Ｒ
）
の
国
家
安
全
省
（S

tasi

）
と
比
較
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、

氏
の
「
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
記
憶
を
消
去
る
事
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。“P

ersona  non grata: G
rass vergleicht E

inreiseverbot m
it 

D
D
R
-M

ethode, in: W
elt O

nline vom
 11.4.2012 

参
照
。
グ
ラ
ス
に
批
判
的
な
識
者
の
相
当
数
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
入
国
禁
止
措
置
に
賛
同
し

て
い
な
い
。

（
74
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass w

irklich über den H
olocaust sagte, in: W

elt O
nline vom

 12.9.2011; D
ers., T

he G
erm

an w
ho 

needed a fi g leaf, in: H
aaretz.com

. 8.26.2011 

参
照
。

（
75
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.1f.

参
照
。

（
76
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.2f.

参
照
。

（
77
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.3 

参
照
。

三
九
二



ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
（
小
林
）

（
一
七
四
一
）

（
78
） T

om
 S

egev, W
as G

ünter G
rass--,

註（
74
）（2011

）, S
.4 

参
照
。

（
79
） C

hristoph S
ydow

, Israel-Iran-K
onfl ikt: S

o falsch liegt G
ünter G

rass, in: S
piegel O

nline vom
 4.4.2012 

参
照
。

（
80
） H

enryk M
.B

roder, G
ünter G

rass, der ew
ige A

ntisem
it, in: W

elt O
nline vom

 4.4.2012; D
ers., G

rass m
acht A

ntisem
iten 

endlich m
odern, in: W

elt O
nline vom

 11.4.2012 

参
照
。

（
81
） „G

auk verlangt von Israel Z
eichen in der S

iedlungspolitik“, in: Z
eit O

nline vom
 29.5.2012.S

.1

（
82
） „G

auk verlangt...“

註（
81
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

（
83
） „G

auk verlangt...“

註（
81
）（2012

）, S
.2 

参
照
。

三
九
三





ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
四
三
）

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結

秦　
　
　
　
　

郁　
　

彦

欧
州
情
勢
と
四
国
同
盟
論

四
か
月
に
わ
た
っ
て
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
の
草
原
を
舞
台
に
、
日
満
軍
と
ソ
蒙
軍
の
間
で
戦
わ
れ
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
は
、
一
九
三
九
年

（
昭
和
十
四
年
）
九
月
十
五
日
に
成
立
し
た
日
ソ
停
戦
協
定
に
よ
っ
て
終
結
し
た
。

八
月
末
に
第
二
十
三
師
団
が
壊
滅
す
る
と
い
う
軍
事
的
敗
北
に
焦
慮
し
た
関
東
軍
は
、
な
お
も
新
鋭
兵
力
を
注
ぎ
こ
む
弔
い
合
戦
的
な

決
戦
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
勝
算
は
乏
し
い
と
判
断
し
た
陸
軍
中
央
は
、
関
東
軍
の
主
戦
派
幹
部
を
入
れ
替
え
、
あ
え
て
ソ
蒙

側
の
主
張
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
覚
悟
で
、
事
態
の
収
拾
を
外
務
省
の
手
に
委
ね
る
。
独
ソ
不
可
侵
条
約
か
ら
第
二
次
大
戦
の
勃

発
と
い
う
国
際
環
境
の
激
動
に
、
対
応
す
る
自
信
を
失
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
事
件
終
結
前
後
に
お
け
る
内
外
の
関
連
指
標
を
、
年
表
風
に
並
べ
て
お
こ
う
（
い
ず
れ
も
一
九
三
九
年
）。

三
九
五
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7
月
22
日
│
日
英
間
の
有
田
・
ク
レ
ー
ギ
ー
協
定

8
月
20
日
│
ソ
連
軍
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
大
攻
勢
開
始
（
31
日
作
戦
終
了
）

8
月
23
日
│
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結

8
月
28
日
│
平
沼
内
閣
総
辞
職
（
30
日
阿
部
内
閣
成
立
）

9
月
1
日
│
ド
イ
ツ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
（
27
日
ワ
ル
シ
ャ
ワ
占
領
）

9
月
3
日
│
英
・
仏
、
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
（
第
二
次
世
界
大
戦
の
開
始
）

9
月
9
日
│
東
郷
駐
ソ
大
使
、
停
戦
を
正
式
提
議

9
月
15
日
│
モ
ス
ク
ワ
で
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
停
戦
協
定
成
立

9
月
17
日
│
ソ
連
軍
、
東
部
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
進
駐

9
月
〜
10
月
│
ソ
連
、
バ
ル
ト
三
国
を
併
合

11
月
30
日
│
ソ
連
軍
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
侵
入
（
ソ
・
フ
ィ
ン
冬
期
戦
爭
）

一
連
の
指
標
を
通
觀
す
る
と
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
が
華
々
し
い
主
役
を
演
じ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
冷
徹
な
レ
ア
リ
ズ
ム
感
覚
で

主
導
権
を
発
揮
し
て
、
一
時
的
と
は
い
え
最
大
の
利
得
を
得
た
の
は
ソ
連
だ
っ
た
と
見
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。

ス
タ
ー
リ
ン
は
実
現
寸
前
だ
っ
た
ド
イ
ツ
を
標
的
と
す
る
英
仏
ソ
同
盟
の
路
線
を
一
夜
で
独
ソ
提
携
に
切
り
か
え
、
労
せ
ず
し
て
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
バ
ル
ト
三
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
東
欧
地
域
を
支
配
圏
に
収
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
日
独
伊
三
国
同
盟
を
阻
止
し
て
東
西
か

ら
挟
撃
さ
れ
る
軍
事
的
脅
威
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
石
三
鳥
と
も
四
鳥
と
も
い
え
る
外
交
的
成
功
と
評
し
て
よ
い
。

三
九
六
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ス
タ
ー
リ
ン
の
大
戦
略
に
お
け
る
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
は
あ
る
が
定
說
は
必
ら

ず
し
も
固
ま
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ソ
連
が
独
ソ
接
近
を
見
定
め
た
う
え
で
八
月
攻
勢
を
発
動
し
、
し
か
も
ソ
が
主
張
し
て
き
た

国
境
線
を
越
え
て
の
追
撃
を
き
び
し
く
禁
じ
た
こ
と
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
停
戦
を
仕
あ
げ
て
か
ら
東
部
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
進
入
す
る
な
ど
後
顧

の
憂
い
を
残
さ
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
動
し
て
い
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
際
政
治
ゲ
ー
ム
に
不
慣
れ
な
日
本
が
割
り
こ
む
余
地
は
乏
し
か
っ
た
。
年
初
か
ら
五
相
会
議
は
、
日
独
伊
三
国
同
盟
を
め

ぐ
る
七
十
数
回
の
「
小
田
原
評
定
」
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
最
大
の
爭

は
対
象
を
ソ
連
だ
け
に
し
ぼ
る
か
、
英
仏
米
に
も
広
げ
る
か
で

あ
っ
た
が
、
し
び
れ
を
切
ら
し
た
ド
イ
ツ
は
四
月
頃
か
ら
同
盟
が
ぐ
ず
つ
く
な
ら
ソ
連
に
乗
り
か
え
る
と
示
唆
す
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
一
辺
倒
で
押
し
ま
く
る
陸
軍
の
熱
狂
は
冷
め
る
気
配
は
な
く
、
八
月
に
入
っ
て
も
秩
父
宮
大
佐
（
大
本
営
作
戦
課
）

が
平
沼
首
相
の
訪
独
案
を
持
ち
ま
わ
っ
た
り
、
板
垣
陸
相
が
辞
任
し
て
倒
閣
を
は
か
る
と
い
う
風
說
が
流
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
（
1
）

。

寝
耳
に
水
の
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
衝
撃
で
陸
軍
は
「
驚
天
狼
狽
し
憤
慨
し
怨
恨
す
る
な
ど
、
と
り
ど
り
の
形
相
」（
宇
垣
一
成
日
記
）
を

見
せ
、
茫
然
自
失
の
平
沼
内
閣
は
、「
欧
州
の
天
地
は
複
雑
怪
奇
」
の
名
言
を
残
し
総
辞
職
し
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
同
盟
反
対
の
昭
和

天
皇
は
「
こ
れ
で
陸
軍
が
目
ざ
め
る
こ
と
と
な
れ
ば
却
て
仕
合
せ
な
る
べ
し
（
2
）

」
と
歓
迎
し
、
陸
軍
省
の
な
か
に
も
一
年
以
上
も
め
て
き
た

国
内
の
激
烈
な
対
立
を
解
消
す
る
「
き
ま
り
悪
い
話
で
は
あ
る
が
…
…
救
い
の
手
（
3
）

」
だ
と
受
け
と
め
る
者
も
い
た
。

一
方
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
聖
典
「
マ
イ
ン
カ
ン
プ
」
が
高
唱
し
た
東
方
へ
の
膨
張
を
阻
ま
れ
た
ば
か
り
か
、
対
英
仏
戦
の
重
荷
を
背
負
い
こ

み
、
三
国
同
盟
も
一
時
流
産
と
い
う
決
算
を
招
い
た
ド
イ
ツ
も
赤
字
収
支
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
登
場
し
た
の
が
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
と
三
国
同
盟
を
結
び
つ
け
四
国
同
盟
に
昇
格
さ
せ
る
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ

プ
構
想
だ
っ
た
。
こ
の
構
想
は
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
外
相
が
独
ソ
不
可
侵
条
約
締
結
の
た
め
モ
ス
ク
ワ
へ
飛
ぶ
前
日
に
、
リ
外
相
か
ら
大

三
九
七
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島
駐
独
大
使
へ
伝
え
ら
れ
る
。
断
わ
り
な
し
の
不
可
侵
条
約
で
面
目
を
失
い
怒
っ
て
い
た
大
島
を
宥
め
る
つ
も
り
か
、
外
相
は
謝
罪
の
つ

い
で
に
同
盟
を
三
国
か
ら
四
国
へ
発
展
さ
せ
た
い
と
說
き
、
さ
ら
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
仲
介
に
立
ち
た
い
と
も
語
っ
た
（
4
）

。

ド
イ
ツ
が
起
源
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
前
後
し
て
日
本
国
内
で
も
類
似
の
着
想
が
生
ま
れ
、
夏
の
終
り
頃
ま
で
に
か
な
り
広
い
範
囲
で

支
持
者
を
集
め
て
い
た
よ
う
だ
（
5
）

。
た
と
え
ば
九
月
三
日
に
有
田
外
相
が
原
田
熊
雄
（
西
園
寺
元
老
の
秘
書
）
へ
、
三
国
同
盟
に
失
敗
し
た
陸

軍
の
連
中
が
「
今
度
は
独
ソ
の
不
可
侵
条
約
に
日
本
も
加
わ
っ
て
日
独
ソ
の
軍
事
同
盟
を
や
っ
て
イ
ギ
リ
ス
を
叩
こ
う
と
い
う
運
動
が
あ

り
…
…
そ
れ
に
陸
軍
の
一
部
が
共
鳴
し
て
し
き
り
に
や
っ
て
い
る
（
6
）

」
と
伝
え
て
い
る
。
三
宅
正
樹
は
海
軍
や
外
務
省
に
も
支
持
意
見
が
あ

り
、
阿
部
首
相
も
同
調
し
て
い
た
よ
う
だ
と
記
し
、
翌
年
秋
に
松
岡
外
相
の
手
で
四
国
同
盟
へ
の
発
展
を
前
提
と
す
る
三
国
同
盟
の
締
結

に
至
る
流
れ
を
た
ど
っ
て
い
る
（
7
）

が
、
他
な
ら
ぬ
関
東
軍
も
い
ち
早
く
便
乗
し
よ
う
と
し
た
形
跡
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
欧
州
情
勢
の
変
転
に
伴
う
時
局
処
理
対
策
」（
8
月
27
日
）
と
題
し
参
謀
総
長
に
あ
て
た
「
関
東
軍
上
下
一
致
」
の
意
見
書
で
、

主
旨
說
明
の
た
め
わ
ざ
わ
ざ
情
報
課
長
の
磯
村
武
亮
大
佐
を
上
京
さ
せ
た
。
核
心
は
「
独ド
イ
ツ逸

、
伊イ

タ
リ
ア

太
利
を
利
用
」
し
て
「
国
境
を
ハ
ル
ハ

河
の
線
」
と
す
る
条
件
で
「
ソ
連
よ
り
休
戦
を
提
議

0

0

0

0

0

0

0

0

0

せ
し
む
る
と
共
に
、
速
に
日
ソ
不
可
侵
条
約
を
締
結
し
、
更
に
進
ん
で
日
独
伊
ソ
の

対
英
同
盟
を
結
成
」
の
部
分
に
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
次
段
で
「
軍
は
既
定
方
針
に
基
き
ノ
モ
ン
ハ
ン
方
面
に
於
け
る
ソ
軍
に
痛
撃
を
与
う
。
之
が
た
め
2
Ｄ
（
第
二
師
団
）、
7
Ｄ
、

23
Ｄ
を
戦
場
に
使
用
し
…
…
（
8
）

」
と
一
撃
論
を
高
唱
し
た
あ
と
、「
右
根
本
方
針
を
採
用
せ
ら
れ
ざ
る
時
は
來
春
迄
に
在
満
兵
力
を
動
員
増

強
し
、
独
力
ソ
連
の
極
東
政
策
を
早
期
に
於
て
破
摧
す
」
と
開
き
直
っ
て
い
た
。

単
な
る
思
い
つ
き
か
、
外
交
交
渉
に
よ
る
停
戦
へ
傾
き
は
じ
め
て
い
た
中
央
部
へ
の
嫌
が
ら
せ
か
、
意
見
書
の
真
意
は
判
じ
か
ね
る
が
、

こ
れ
以
上
放
任
す
れ
ば
制
御
不
能
に
な
り
か
ね
な
い
と
危
惧
し
た
参
謀
本
部
は
、「
勅
命
」
と
い
う
伝
家
の
宝
刀
を
抜
い
て
で
も
関
東
軍

三
九
八
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を
押
さ
え
こ
も
う
と
決
意
す
る
。
だ
が
決
着
ま
で
に
は
、
な
お
少
な
か
ら
ぬ
曲
折
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

せ
め
ぎ
あ
う
関
東
軍
と
大
本
営

時
期
に
よ
る
変
動
は
あ
る
が
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
る
陸
軍
中
央
と
関
東
軍
と
の
対
立

は
、
ほ
ぼ
次
の
二

に
し
ぼ
ら

れ
よ
う
。

1
国
境
の
線
引
き
と
停
戦
条
件

2
軍
事
的
勝
利
の
見
通
し

ま
ず
1
に
つ
い
て
觀
察
す
る
と
、
当
初
か
ら
中
央
部
は
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
草
原
の
一
角
で
国
境
線
を
爭
う
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
い
な

か
っ
た
。
そ
し
て
六
月
二
十
九
日
の
大
陸
命
第
三
二
〇
号
は
「
隣
国
と
主
張
を
異
に
す
る
地
域
…
…
の
兵
力
を
以
て
す
る
防
衛
は
情
況
に

依
り
行
わ
ざ
る
こ
と
を
得
」
と
婉
曲
な
言
い
ま
わ
し
な
が
ら
、
紛
爭
地
域
（
ハ
ル
ハ
河
東
岸
）
の
放
棄
を
示
唆
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
血

気
に
は
や
る
関
東
軍
が
「
北
辺
の
些
事
は
当
軍
に
信
頼
し
安
心
せ
ら
れ
度
」
と
一
蹴
し
た
経
過
は
、
す
で
に
記
述
し
た
の
で
省
略
す
る
。

そ
の
後
、
七
月
二
十
日
に
上
京
し
た
磯
谷
軍
参
謀
長
は
参
謀
本
部
会
議
の
席
で
、
橋
本
作
戦
部
長
が
ハ
ル
ハ
河
の
線
を
国
境
と
す
る
従

來
の
主
張
を
変
更
し
た
い
と
言
い
出
し
た
こ
と
に
食
っ
て
か
か
り
、
参
謀
次
長
と
陸
軍
次
官
か
ら
撤
回
さ
せ
る
言
質
を
取
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
冬
期
到
來
前
に
係
爭
地
か
ら
撤
退
し
、
好
機
を
と
ら
え
外
交
交
渉
に
よ
る
解
決
方
針
を
示
し
た
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
処
理
要

綱
」（
7
月
20
日
付
）
を
交
付
す
る
が
、
一
読
し
た
磯
谷
は
「
受
付
け
ず
〈
案
〉
と
し
て
な
ら
之
を
参
考
と
し
て
研
究
す
べ
し
と
言
い
て
鉛

筆
に
て
表
紙
に
案
の
字
を
記
入
す
。
次
長
は
…
…
命
令
に
は
あ
ら
ざ
る
も
総
長
の
裁
決
は
経
た
る
も
の
な
れ
ば
…
…
（
9
）

」
と
い
う
險
悪
な
や

り
と
り
に
終
始
し
た
。

三
九
九
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そ
も
そ
も
要
綱
が
打
ち
出
し
た
外
交
交
渉
に
よ
る
解
決
方
針
は
、
板
垣
陸
相
の
「
熱
心
な
る
要
求
」
を
受
け
七
月
十
八
日
の
五
相
会
議

で
議
決
さ
れ
た
も
の
で
、
二
十
一
日
に
は
外
相
か
ら
出
先
の
東
郷
駐
ソ
大
使
へ
「
好
機
を
見
て
局
面
収
拾
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
執
る
（
10
）

」
よ

う
訓
令
を
送
っ
た
。

停
戦
条
件
は
、
両
軍
と
も
ハ
ル
ハ
河
を
越
え
な
い
と
す
る
第
一
案
と
、
特
定
時
刻
に
お
け
る
第
一
線
の
位
置
と
す
る
第
二
案
が
あ
る
と

し
て
い
る
。
最
終
的
に
は
第
二
の
譲
歩
案
で
停
戦
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
陸
軍
の
両
ト
ッ
プ
、
外
務
省
、
五
相
会
議
が
合
意

し
た
、
い
わ
ば
国
家
意
思
を
平
然
と
無
視
す
る
関
東
軍
の
「
乱
心
」
ぶ
り
は
変
ら
な
い
。

七
月
三
十
日
に
は
磯
谷
か
ら
参
謀
次
長
あ
て
に
、
ソ
連
か
ら
の
提
議
な
ら
と
も
か
く
我
方
よ
り
停
戦
を
働
き
か
け
る
の
は
「
断
じ
て
採

ら
ざ
る
所
」
で
、
情
報
に
よ
れ
ば
「
ソ
連
中
央
部
の
態
度
は
極
め
て
強
硬
に
し
て
我
方
よ
り
停
戦
を
提
議
す
る
も
受
諾
す
る
模
様
な
し
。

む
し
ろ
之
を
宣
伝
に
逆
用
せ
ら
る
恐
れ
大
」
と
追
い
打
ち
を
か
け
て
い
る
（
11
）

。

こ
の
関
東
軍
情
報
は
、
結
果
的
に
的
中
し
て
い
た
。
停
戦
交
渉
を
命
じ
ら
れ
た
東
郷
大
使
は
土
居
武
官
の
進
言
も
あ
り
、
戦
勝
の
裏
づ

け
が
な
け
れ
ば
見
込
薄
と
判
断
し
て
、
モ
ロ
ト
フ
外
相
と
は
他
の
外
交
案
件
に
か
ら
め
る
打
診
程
度
に
と
ど
め
て
い
た
（
12
）

。

独
ソ
不
可
侵
条
約
の
成
立
で
日
本
の
立
場
は
さ
ら
に
弱
化
し
た
が
、
八
月
二
十
三
日
に
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
関

し
ド
イ
ツ
の
仲
介
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
「
ス
タ
ー
リ
ン
は
こ
の
申
し
出
を
拒
絶
は
し
な
か
っ
た
が
、
彼
特
有
の
無
愛
想
な
言
い
方
で
…
…

時
に
は
彼
ら
を
き
び
し
く
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
（
13
）

」
と
答
え
て
い
る
。
二
か
月
も
準
備
を
重
ね
た
あ
と
に
発
動
し
た
八
月
攻
勢
が
快
調
に
進

行
し
て
い
た
時

だ
か
ら
、
当
然
の
反
応
だ
ろ
う
。

し
ば
ら
く
停
滞
し
て
い
た
日
ソ
外
交
交
渉
に
ソ
連
側
が
応
じ
た
の
は
、
八
月
攻
勢
が
終
り
、
関
東
軍
幹
部
が
総
入
れ
替
え
に
な
っ
た
直

後
の
九
月
九
日
で
あ
っ
た
。
タ
フ
・
ネ
ゴ
シ
エ
ー
タ
ー
と
し
て
定
評
の
あ
っ
た
東
郷
で
も
、
敗
戦
の
後
仕
末
ま
で
は
粘
り
よ
う
も
な
く
、

四
〇
〇
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ソ
連
側
の
停
戦
条
件
を
丸
呑
み
す
る
以
外
に
す
べ
は
な
か
っ
た
。

次
に
軍
事
的
勝
利
の
見
通
し
を
め
ぐ
る
対
立
だ
が
、
東
捜
索
隊
が
全
滅
し
た
第
一
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
（
五
月
）、
ハ
ル
ハ
河
渡
河
作

戦
、
安
岡
戦
車
団
の
東
岸
作
戦
、
ひ
き
つ
づ
く
東
岸
の
攻
防
、
大
砲
兵
戦
（
七
月
）、
ソ
軍
の
八
月
攻
勢
に
よ
る
第
二
十
三
師
団
の
壊
滅

と
、
関
東
軍
は
連
戦
連
敗
は
言
い
す
ぎ
と
し
て
も
勝
っ
た
戦
闘
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
に
、
負
け
て
は
い
な
い
と
強
弁
し
、
次
は
勝
つ
と

い
う
強
気
の
楽
觀
的
姿
勢
を
最
後
ま
で
変
え
て
い
な
い
。

陸
軍
中
央
部
は
関
東
軍
を
通
じ
濾
過
さ
れ
た
情
報
し
か
届
か
な
い
せ
い
も
あ
っ
て
、
戦
況
の
実
情
を
つ
か
み
か
ね
て
い
た
。
そ
れ
で
も

七
月
三
日
の
ハ
ル
ハ
渡
河
戦
に
立
ち
あ
っ
た
大
本
営
の
橋
本
作
戦
部
長
は
「
失
敗
す
る
に
違
い
な
い
（
14
）

」
と
予
想
し
、
帰
京
す
る
と
部
下
の

井
本
少
佐
へ
「
ハ
ル
ハ
河
左
岸
の
戦
況
は
結
局
退
却
な
り
（
15
）

」
と
の
認
識
を
語
っ
て
い
た
。

し
か
し
新
京
へ
出
張
す
る
作
戦
課
の
参
謀
た
ち
は
、
出
先
で
関
東
軍
の
楽
觀
論
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
橋
本
の
よ
う
な
認
識
は
定
着

し
な
か
っ
た
。
板
垣
陸
相
や
稲
田
作
戦
課
長
な
ど
の
幹
部
に
は
、
全
面
戦
爭
の
危
險
は
な
い
と
い
う
前
提
で
、「
第
二
十
三
師
団
一
つ
ふ

い
に
す
る
こ
と
も
覚
悟
（
16
）

」
せ
ね
ば
関
東
軍
の
目
は
覚
め
な
い
だ
ろ
う
と
達
觀
す
る
気
分
も
流
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

ソ
蒙
軍
の
八
月
攻
勢
が
開
始
さ
れ
た
あ
と
も
、
軍
中
央
部
は
意
外
な
ほ
ど
楽
觀
的
で
八
月
二
十
三
日
、
慎
重
な
情
勢
判
断
で
定
評
の

あ
っ
た
第
二
部
第
五
課
（
ロ
シ
ア
課
）
も
「
八
月
攻
勢
は
我
現
兵
力
を
以
て
之
を
破
摧
し
う
得
る
な
ら
ん
（
17
）

」
と
觀
察
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
勝
利
へ
の
幻
想
は
八
月
末
ま
で
つ
づ
く
。

実
際
に
は
二
十
四
日
か
ら
二
十
八
日
に
か
け
第
二
十
三
師
団
の
戦
線
は
崩
壊
状
況
に
あ
り
、
係
爭
地
外
へ
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
第

六
軍
は
余
勢
を
駆
っ
た
ソ
蒙
軍
が
、
後
詰
と
し
て
配
置
に
つ
い
た
ば
か
り
の
第
七
師
団
主
力
の
防
御
陣
を
突
破
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危

ぶ
ん
で
い
た
。

四
〇
一
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二
十
七
日
夜
か
ら
モ
ホ
レ
ヒ
湖
畔
の
戦
闘
司
令
所
で
戦
況
を
注
視
し
て
い
た
浜
田
第
六
軍
高
級
参
謀
は
、
第
二
十
三
師
団
の
全
面
撤
退

を
進
言
し
よ
う
か
と
迷
い
、
並
ん
で
立
っ
て
い
た
矢
野
関
東
軍
参
謀
副
長
の
顔
色
を
窺
っ
て
い
た
が
、
矢
野
は
終
始
無
言
な
の
で
断
念
し

た
と
回
想
す
る
（
18
）

。

結
局
、
第
六
軍
が
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
付
近
に
兵
力
を
集
結
し
爾
後
の
攻
勢
を
準
備
せ
ん
と
す
（
19
）

」（
第
六
軍
作
命
甲
三
六
号
）
と
い
う
、
ま
わ

り
く
ど
い
表
現
で
撤
退
を
命
令
し
た
の
は
、
最
後
ま
で
抵
抗
を
つ
づ
け
て
い
た
バ
ル
西
高
地
が
落
ち
、
そ
の
敗
残
兵
た
ち
が
続
々
と
到
着

し
つ
つ
あ
る
二
十
九
日
朝
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
関
東
軍
の
ほ
う
は
一
貫
し
て
強
気
の
姿
勢
を
変
え
ず
、「
軍
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
方
面
の
敵
盲
進
0

0

の
機
を
促
え
…
…
一
大
鉄
槌

を
加
う
る
（
20
）

」（
8
月
26
日
）
と
か
「
冬
季
前
速
か
に
敵
に
徹
底
的
打
撃
を
与
う
る
こ
と
絶
対
に
必
要
（
21
）

」（
同
29
日
）
だ
と
し
て
、
第
六
軍
に
第

二
、
第
四
師
団
、
第
一
師
団
の
半
分
、
第
八
師
団
の
一
部
や
全
満
の
速
射
砲
を
増
加
し
て
の
攻
勢
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。

満
州
以
外
か
ら
の
増
援
も
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
以
前
か
ら
の
経
緯
も
あ
り
、「
要
求
を
な
す
こ
と
が
如
何
に
も
不
快
（
22
）

」
で
も

黙
っ
て
我
慢
し
て
い
れ
ば
中
央
の
ほ
う
か
ら
よ
こ
す
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
。
そ
の
読
み
は
当
っ
た
。

少
し
前
か
ら
増
援
を
檢
討
し
て
い
た
大
本
営
は
、
第
六
軍
へ
の
兵
力
集
中
で
手
薄
に
な
る
他
正
面
の
防
衛
を
補
完
す
る
意
図
も
あ
っ
て
、

中
国
や
内
地
か
ら
二
個
師
団
（
第
五
、
第
十
四
）
と
野
戦
重
砲
二
個
連
隊
、
速
射
砲
九
個
中
隊
（
54
門
）、
兵
站
自
動
車
二
十
二
個
中
隊
（
約

一
一
〇
〇
台
）
を
増
派
し
た
い
と
二
十
八
日
に
上
奏
し
た
翌
日
、
関
東
軍
へ
内
報
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
、
関
東
軍
の
一
撃
論
に
は
「
判
断
を
一
に
す
る
次
第
」
だ
が
、
作
戦
の
推
移
を
看
て
（
外
交
）
交
渉
を
開
始
し
た
い
、
も
し

成
立
し
な
く
て
も
冬
期
前
に
作
戦
を
終
結
さ
せ
、
全
兵
力
を
撤
去
す
る
た
め
に
も
兵
力
の
増
派
は
必
要
だ
と
い
う
ま
わ
り
く
ど
い
論
旨
で

說
明
し
て
い
る
。
昭
和
天
皇
が
納
得
し
た
か
は
疑
わ
し
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
大
本
営
作
戦
部
で
も
方
針
を
転
換
し
て
、
は
や
り
た
つ
関
東

四
〇
二
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軍
を
大
陸
命
で
押
さ
え
こ
も
う
と
決
意
す
る
。

攻
勢
中
止
は
「
大
命
で
す
」

方
針
転
換
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
天
皇
の
意
向
は
別
と
し
て
、
第
一
は
現
地
の
戦
況
が
極
度
に
悪
化
し
て
い
る
と

い
う
決
定
的
情
報
が
入
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
情
報
源
と
日
付
は
特
定
で
き
な
い
が
、
顔
色
を
変
え
て
飛
ん
で
き
た
ロ
シ
ア
班
の
甲
谷
悦

雄
少
佐
が
軍
務
局
の
西
浦
中
佐
へ
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
は
総
崩
れ
（
23
）

」
と
伝
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
の
情
景
と
思
わ
れ
る
。

前
後
し
て
稲
田
作
戦
課
長
は
関
東
軍
の
寺
田
参
謀
か
ら
、
攻
勢
作
戦
が
冬
ま
で
に
終
ら
ね
ば
「
來
春
は
全
軍
動
員
、
対
ソ
決
戦
を
覚
悟

し
て
く
れ
（
24
）

」
と
い
う
私
信
を
も
ら
う
。
し
か
も
ソ
連
軍
が
自
ら
主
張
す
る
国
境
線
内
に
留
ま
っ
て
防
御
に
転
じ
、
線
外
へ
進
攻
す
る
気
配

の
な
い
こ
と
も
知
り
、
自
主
的
に
事
件
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
た
。

稲
田
は
橋
本
部
長
と
協
議
し
て
す
ぐ
に
そ
の
主
旨
に
よ
る
大
陸
命
を
起
案
し
た
が
、
温
厚
な
中
島
参
謀
次
長
は
「
も
う
ち
ょ
っ
と
や
わ

ら
か
い
表
現
は
で
き
ん
か
。
そ
の
か
わ
り
に
こ
の
〈
大
陸
命
〉
は
自
分
が
直
接
持
っ
て
い
っ
て
、
そ
の
事
情
を
よ
く
話
し
て
こ
よ
う
」
と

注
文
し
修
正
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
大
陸
命
第
三
四
三
号
だ
っ
た
。

命
令

一
、
大
本
営
の
企
図
は
…
…
北
辺
の
平
静
を
維
持
す
る
に
あ
り　

之
が
為
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
方
面
に
於
て
は
勉
め
て

0

0

0

作
戦
を
拡
大
す
る

こ
と
な
く
速
か
に
之
が
終
結
を
策
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

二
、
関
東
軍
司
令
官
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
方
面
に
於
て
勉
め
て
小
な
る

0

0

0

0

0

0

兵
力
を
以
て
持
久
を
策
す
べ
し

0

0

0

0

0

0

0

。

三
、
細
項
に
関
し
て
は
参
謀
総
長
を
し
て
指
示
せ
し
む
。

四
〇
三
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昭
和
十
四
年
八
月
三
十
日

奉
勅
伝
宣　
　

参
謀
総
長　

載
仁
親
王

関
東
軍
司
令
官
植
田
謙
吉
殿

短
か
い
命
令
文
な
の
に
二
か
所
も
「
勉つ
と

め
て
」
が
入
っ
て
い
て
、
作
戦
を
や
め
ろ
と
い
う
の
か
、
小
規
模
の
戦
闘
は
認
め
る
の
か
、

ど
っ
ち
つ
か
ず
の
悪
文
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
持
参
し
た
中
島
と
随
行
の
高
月
保
中
佐
は
、
関
東
軍
の
荒
武
者
参
謀
た
ち
を
說
得
す
る
ど

こ
ろ
か
逆
に
丸
め
こ
ま
れ
、「
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
（
25
）

」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

少
し
長
く
な
る
が
、
三
十
日
夕
方
か
ら
息
づ
ま
る
空
気
の
中
で
始
ま
っ
た
関
東
軍
の
幹
部
会
議
で
交
わ
さ
れ
た
質
疑
の
要

を
、
関
東

軍
機
密
作
戦
日
誌
と
中
島
次
長
の
回
想
か
ら
復
元
し
て
み
よ
う
（
26
）

。

植
田
軍
司
令
官　

大
命
は
拝
受
し
ま
し
た
。
命
令
の
第
三
項
に
あ
る
参
謀
総
長
の
指
示
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

中
島
参
謀
次
長　

あ
り
ま
せ
ん
。

加
藤
情
報
参
謀　
（
敵
情
を
說
明
）

寺
田
作
戦
課
長　
（
攻
撃
計
画
を
說
明
）

中
島　

成
功
す
る
確
信
は
あ
る
か
。

寺
田　

確
信
が
ご
ざ
い
ま
す
。
三
個
師
団
で
連
続
夜
襲
を
か
け
ま
す
。

四
〇
四
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高
月
中
佐　

第
四
師
団
を
加
え
ず
に
や
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
。

寺
田　

絶
対
に
必
要
。
で
き
れ
ば
大
本
営
が
約
束
し
た
第
五
師
団
も
加
え
、
至
短
期
間
に
目
的
を
達
し
引
き
あ
げ
た
い
。
ハ
ル
ハ
河
を
越

え
る
つ
も
り
は
な
い
。

磯
谷
参
謀
長　

第
四
師
団
を
加
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
ね
。

中
島　

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

磯
谷　

は
っ
き
り
わ
か
り
ま
し
た
。

植
田　

大
命
に
勉
め
て
小
な
る
兵
力
を
以
て
持
久
す
べ
し
と
あ
る
が
、
関
東
軍
の
攻
撃
計
画
を
容
認
す
る
の
か
。

中
島　

持
久
と
は
戦
略
的
持
久
の
意
味
で
、
そ
の
範
囲
内
で
戦
術
的
攻
勢
を
と
る
こ
と
は
勿
論
妨
げ
ま
せ
ん
。
ハ
ル
ハ
河
を
一
時
越
境
す

る
作
戦
も
あ
り
ま
し
ょ
う
（
図
上
で
渡
河
方
面
を
指
す
）。

中
島　

相
協
力
し
て
大
に
や
り
ま
し
ょ
う
。
追
加
要
求
が
あ
っ
た
ら
、
遠
慮
な
く
言
っ
て
く
れ
。

寺
田　

重
砲
、
戦
車
の
肉
薄
攻
撃
用
資
材
を
│

少
し
補
足
す
る
と
、
冒
頭
で
軍
司
令
官
が
聞
い
た
参
謀
総
長
指
示
（
大
陸
指
）
を
、
実
は
中
島
次
長
は
携
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大

陸
命
三
四
三
号
と
「
第
四
師
団
の
戦
場
使
用
は
中
止
す
る
も
の
と
す
」
と
い
う
大
陸
指
五
三
〇
号
は
、
天
皇
の
允
裁
手
続
き
が
出
発
ま
で

に
間
に
合
わ
ず
新
京
到
着
時
に
大
本
営
か
ら
届
い
た
も
の
だ
が
、
中
島
が
「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
否
定
し
た
理
由
は
不
明
だ
。

出
先
と
の
融
和
を
重
視
し
て
い
た
中
島
が
、
あ
え
て
握
り
つ
ぶ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
質
疑
応
答
を
見
る
と
、
参
謀
た
ち
は
幕
僚

連
絡
で
か
大
陸
指
の
内
容
を
す
で
に
承
知
し
て
い
た
と
し
か
思
え
ず
、
食
い
さ
が
っ
て
中
島
に
撤
回
さ
せ
て
い
る
。

四
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し
か
も
関
東
軍
側
が
ハ
ル
ハ
河
を
越
え
ぬ
と
述
べ
て
い
る
の
に
、
渡
河
の
地

ま
で
助
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
中
島
は
携
行
し
た
大

陸
命
の
主
旨
を
否
定
す
る
た
め
に
出
か
け
た
と
思
わ
れ
て
も
し
か
た
が
あ
る
ま
い
。

こ
う
し
て
次
長
の
「
說
得
」
に
成
功
し
た
関
東
軍
側
が
喜
ん
だ
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
辻
参
謀
は
「
三
十
日
夜
官
邸
の
招
宴
に
一
同
大
い

に
打
解
け
て
」
語
り
あ
い
、「
こ
れ
な
ら
今
度
の
攻
勢
は
必
ず
成
功
す
る
ぞ
。
必
勝
を
信
ず
る
空
気
に
満
ち
た
（
27
）

」
と
書
い
て
い
る
。

一
方
、
中
島
次
長
の
軟
化
を
心
配
し
て
い
た
稲
田
作
戦
課
長
は
新
京
で
の
応
答
ぶ
り
を
知
り
、
急
い
で
次
の
手
段
を
講
じ
た
。
大
本
営

研
究
班
の
文
書
は
、
九
月
二
日
の
項
に
「
次
長
、
第
一
部
長
、
第
二
部
長
、
第
二
課
長
及
（
秩
父
宮
）
殿
下
居
残
り
…
…
本
件
の
自
主
的

終
結
を
決
意
せ
り
（
28
）

」
と
記
録
し
て
い
る
。

第
二
課
の
稲
田
課
長
に
よ
れ
ば
、「
大
陸
命
第
三
四
九
号
」
を
用
意
し
て
お
い
て
「
帰
着
さ
れ
た
ば
か
り
の
次
長
に
さ
っ
と
出
し
た

…
…
す
で
に
橋
本
部
長
ま
で
の
ハ
ン
コ
が
押
し
て
あ
る
。
目
を
通
し
た
中
島
さ
ん
は
い
か
に
も
困
っ
た
な
と
い
う
表
情
…
…
「
そ
れ
で
よ

ろ
し
い
で
す
か
、
と
こ
う
い
い
ま
し
た
。
中
島
さ
ん
は
、
う
ん
結
構
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
（
29
）

」
と
い
う
一
方
的
に
近
い
強
要
だ
っ
た
ら

し
い
。

「
次
長
は
勿
論
ロ
ボ
ッ
ト
に
等
し
（
30
）

」（
今
岡
豊
）
だ
っ
た
に
せ
よ
、
中
島
に
も
そ
れ
な
り
の
言
い
分
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
新
京
へ
行

く
ま
で
、
第
二
十
三
師
団
は
ま
だ
健
在
で
苦
闘
中
ら
し
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
と
か
、
攻
勢
計
画
は
装
備
、
補
給
の
裏
付
け
が
あ
る
の
か

不
安
を
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
と
か
、
帰
路
に
立
ち
寄
っ
た
福
岡
会
議
（
兵
力
転
用
の
打
合
せ
）
で
、
支
那
派
遣
軍
の
参
謀
た
ち
か
ら
攻
勢
中
止

を
進
言
さ
れ
、
認
識
を
改
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
31
）

。

問
題
の
大
陸
命
第
三
四
九
号
の
要
旨
は
次
の
通
り
。

四
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五
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）

一
、
情
勢
に
鑑か

ん
が

み
大
本
営
は
自
今
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
方
面
国
境
事
件
の
自
主
的
終
結
を
企
図
す

二
、
関
東
軍
司
令
官
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
方
面
に
於
け
る
攻
勢
作
戦
を
中
止
す
べ
し

次
に
は
こ
の
大
命
を
誰
が
携
行
す
る
か
だ
っ
た
が
、
橋
本
は
「
電
報
だ
け
で
十
分
」
と
言
い
、
稲
田
は
「
わ
た
し
が
行
け
ば
辻
君
あ
た

り
は
斬
り
つ
け
る
か
も
」
と
譲
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
す
を
見
た
中
島
が
、「
お
れ
が
も
う
一
度
行
っ
て
こ
よ
う
（
32
）

」
と
言
い
だ
す
。

九
月
四
日
、
再
び
新
京
へ
飛
來
し
た
中
島
は
大
陸
命
を
伝
達
し
た
あ
と
、
わ
ざ
わ
ざ
携
行
し
た
「
大
陸
命
第
三
四
九
号
に
基
き
隠
忍
自

重
、
他
日
の
雪
辱
を
期
し
克
く
上
下
を
抑
制
し
て
、
時
局
の
収
拾
に
善
処
せ
ん
こ
と
を
切
望
す
」
と
い
う
「
参
謀
総
長
の
御
言
葉
」
を
渡

し
て
い
る
（
33
）

。

大
陸
命
を
つ
き
つ
け
ら
れ
て
逆
上
し
、
面
従
腹
背
の
暴
発
的
行
動
に
走
り
か
ね
な
い
関
東
軍
を
慰
撫
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
。
そ
の

心
配
は
的
中
し
た
。
植
田
軍
司
令
官
は
「
大
命
は
絶
対
に
し
て
攻
勢
企
図
は
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
戦
場
掃
除
に
よ
る
屍
体
、
兵
器

の
奪
還
ま
で
中
止
せ
よ
と
の
大
御
心
で
は
な
い
は
ず
だ
」
と
抗
弁
し
た
。

大
本
営
か
ら
攻
勢
を
承
認
さ
れ
た
と
思
い
こ
み
「
今
次
会
戦
は
…
…
実
に
日
蘇
の
一
大
決
戦
…
…
以
て
蘇
蒙
軍
を
撃
滅
し
皇
軍
の
威
武

を
中
外
に
宣
揚
せ
ん
」（
九
月
二
日
）
と
の
軍
司
令
官
訓
示
を
全
部
隊
へ
発
出
し
た
ば
か
り
の
関
東
軍
幹
部
た
ち
は
い
き
り
た
つ
。

戦
場
掃
除
の
名
目
で
あ
く
ま
で
攻
勢
発
動
に
固
執
し
た
が
、
前
回
に
こ
り
て
か
中
島
は
何
を
言
わ
れ
て
も
「
大
命
で
す
」
と
拒
み
つ
づ

け
た
。
そ
し
て
軍
司
令
官
以
下
の
全
幕
僚
を
解
任
せ
よ
と
の
威
迫
に
も
「
上
司
へ
伝
え
ま
す
」
と
答
え
る
の
み
、
半
日
の
滞
在
で
東
京
へ

引
き
あ
げ
た
。
一
連
の
や
り
と
り
を
、
半
藤
一
利
は
「
大
命
は
尊
重
す
る
の
も
、
無
視
す
る
こ
と
も
ま
た
大
御
心
に
そ
う
こ
と
に
な
る
と

い
う
詭
弁
」
だ
と
評
す
。

四
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そ
の
後
も
両
者
の
間
で
は
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
風
の
激
し
い
応
酬
が
電
報
で
交
わ
さ
れ
る
。
な
か
で
も

「
一
、
貴
官
意
見
具
申
を
採
用
せ
ざ
る
件
に
関
し
て
は
本
六
日
朝
謹
ん
で
上
奏
せ
り

二
、
直
に
大
陸
命
三
四
九
号
の
実
行
に
移
ら
る
べ
き
も
の
と
確
信
す

三
、
右
、
実
行
に
関
し
貴
官
の
処
置
を
速
に
報
告
す
る
を
要
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
謀
総
長
」（
参
電
三
三
〇
号
電
）

の
第
三
項
を
読
ん
だ
辻
は
、「
之
が
同
じ
軍
服
を
着
た
も
の
の
道
か
と
憤
泣
し
た
（
33
）

」
と
大
げ
さ
に
書
い
て
い
る
。
同
日
畑
陸
軍
大
臣
か

ら
も
、「
此
の
際
大
命
を
奉
公
の
上
責
任
を
取
ら
る
る
が
即
ち
臣
節
を
全
う
せ
ら
る
る
所
以
と
信
ず
。
本
日
勅
裁
を
経
た
り
（
34
）

」
と
い
う
電

文
が
送
ら
れ
た
。
全
体
に
流
れ
る
冷
厳
な
ト
ー
ン
は
、
一
週
間
前
ま
で
侍
従
武
官
長
と
し
て
、
関
東
軍
の
横
暴
ぶ
り
に
手
を
焼
い
た
体
験

の
影
響
か
も
し
れ
な
い
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
責
任
を
問
う
関
東
軍
の
人
事
異
動
は
七
日
正
式
に
発
令
さ
れ
た

軍
司
令
官　

植
田
大
将
↓
梅
津
美
治
郎
中
将

参
謀
長　

磯
谷
廉
介
中
将
↓
飯
村
穣
中
将

参
謀
副
長　

矢
野
少
将
↓
遠
藤
三
郎
少
将

高
級
参
謀　

寺
田
大
佐
↓
有
末
次や
ど
る

大
佐

服
部
、
辻
、
島
貫
各
参
謀
は
転
補
、
植
田
、
磯
谷
は
予
備
役
へ
、
荻
洲
第
六
軍
司
令
官
、
小
松
原
第
二
十
三
師
団
長
、
畑
砲
兵
団
長
も

少
し
お
く
れ
て
予
備
役
に
編
入
さ
れ
た
。

大
本
営
側
も
無
傷
で
は
す
ま
な
か
っ
た
。
中
島
参
謀
次
長
、
橋
本
第
一
部
長
は
予
備
役
編
入
、
稲
田
第
二
課
長
は
転
補
と
な
っ
た
。
ケ

四
〇
八



ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
五
七
）

ン
カ
両
成
敗
に
近
い
人
事
処
置
と
も
評
せ
よ
う
。

陣
取
り
の
小
競
り
合
い

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
史
の
諸
著
作
を
見
る
と
、
ロ
シ
ア
側
は
八
月
攻
勢
が
一
段
落
し
た
八
月
末
、
日
本
側
は
九
月
三
日
の
大
陸
命
を
め
ぐ
る

騒
動
ま
で
で
觀
察
と
記
述
を
打
ち
切
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
戦
史
叢
書
や
ジ
ュ
ー
コ
フ
、
シ
ュ
テ
ル
ン
報
告
書
も
例
外
で
は
な
い
。
た
し

か
に
九
月
十
五
日
の
停
戦
に
至
る
十
数
日
、
対
峙
す
る
両
軍
の
間
に
大
規
模
な
戦
闘
は
起
き
て
お
ら
ず
、
概
し
て
戦
線
は
平
穏
だ
っ
た
と

言
え
る
が
、
伏
流
の
次
元
で
觀
察
す
る
と
日
ソ
間
に
は
か
な
り
の
落
差
が
あ
っ
た
。

ソ
蒙
軍
は
モ
ス
ク
ワ
の
き
び
し
い
指
令
で
、
彼
ら
が
国
境
と
認
定
し
て
き
た
線
を
守
り
防
御
陣
地
の
強
化
に
専
念
し
て
い
た
の
に
対
し
、

日
満
軍
は
九
月
中
旬
の
発
動
を
め
ざ
す
大
規
模
な
攻
勢
準
備
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
不
慣
れ
だ
が
戦
意
の
高
い
増
援
部
隊
が
、
攻

勢
の
た
め
に
便
利
な
要

を
確
保
す
る
「
陣
取
り
」
的
行
動
が
散
発
す
る
。
双
方
の
斥
候
や
偵
察
隊
が
衝
突
し
て
小
競
合
を
ひ
き
お
こ
す

事
例
も
あ
っ
た
。

九
月
六
日
関
東
軍
司
令
部
は
第
六
軍
司
令
官
に
対
し
、
三
日
の
大
命
を
伝
達
す
る
形
式
で
攻
勢
作
戦
の
中
止
を
命
じ
た
が
、
同
時
に

「
第
六
軍
は
概
ね
既
定
計
画
集
中
末
期

0

0

0

0

0

0

0

0

の
態
勢
に
在
り
て
敵
を
監
視
す
べ
し
。
爾
後
の
行
動
に
関
し
て
は
別
命
す

0

0

0

」（
関
作
命
甲
一
七
八
号
）

と
か
「
本
職
亦
断
腸
の
思
…
…
自
重
せ
ら
る
る
と
共
に
別
命

0

0

あ
る
迄
万0

一0

に
応
ず
る
作
戦
準
備
は
依
然
継
続
（
35
）

」（
9
月
7
日
発
電
）
せ
ら
れ

た
い
と
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
指
示
を
与
え
て
い
た
。
傍

部
分
は
、
攻
勢
を
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
参
謀
た
ち
の
執
念
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

そ
の
頃
、
第
六
軍
に
増
加
さ
れ
た
諸
部
隊
の
多
く
は
全
満
の
各
地
か
ら
指
定
さ
れ
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
周
辺
の
展
開
地
へ
向
か
い
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
し
て
大
命
発
令
後
も
引
き
返
す
こ
と
な
く
前
進
を
つ
づ
け
た
。
別
命
（
攻
勢
発
起
）
を
予
期
し
て
の
処
置
だ
ろ
う
が
、
一
時
は
意

気
消
沈
し
か
け
て
い
た
第
六
軍
も
、
こ
う
し
た
関
東
軍
の
テ
コ
入
れ
で
戦
意
を
盛
り
返
し
つ
つ
あ
っ
た
。
何
し
ろ
増
援
を
約
束
さ
れ
た
兵

四
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力
は
い
ず
れ
も
精
鋭
の
第
二
、
第
四
師
団
、
第
一
師
団
の
半
部
、
第
八
師
団
の
一
部
等
の
ほ
か
重
砲
、
山
砲
、
速
射
砲
、
兵
站
自
動
車
隊

な
ど
約
四
万
、
手
持
ち
を
加
え
る
と
六
万
人
に
近
い
大
軍
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
頼
ま
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
大
本

営
は
主
と
し
て
中
国
戦
線
か
ら
第
五
師
団
、
第
十
四
師
団
、
野
重
二
個
連
隊
な
ど
の
追
加
投
入
を
指
令
し
て
い
た
か
ら
（
36
）

、
こ
れ
ら
が
到
着

す
れ
ば
総
兵
力
は
十
万
に
近
い
規
模
に
達
し
た
ろ
う
。

と
く
に
大
本
営
を
說
得
し
た
と
信
じ
こ
ん
だ
島
貫
参
謀
が
九
月
三
日
に
攻
勢
確
定
を
報
じ
る
と
、
大
兵
を
も
ら
っ
た
荻
洲
軍
司
令
官
の

気
分
は
高
揚
し
た
。

「（
荻
洲
）
中
将
の
得
意
や
知
る
べ
く
、
其
喜
悦
は
例
う
る
に
物
な
く
大
気
焔
な
り
（
37
）

」
と
畑
砲
兵
団
長
は
觀
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
荻
洲

は
五
日
に
部
下
の
指
揮
官
た
ち
を
集
め
て
「
速
に
敵
に
鉄
槌
的
一
撃
を
加
え
…
…
国
境
鼠
賊
掃
滅

0

0

0

0

の
蠢
動

0

0

を
一
挙
に
封
殺
し
…
…
皇
軍
の

威
武
を
宣
揚
し
以
て
大
元
帥
陛
下
の
信
綺
に
応
え

│（38
）

」
と
檄
を
飛
ば
し
、「
会
戦
指
導
の
腹
案
」
を
示
達
し
た
。

攻
勢
作
戦
の
中
止
を
命
じ
る
六
日
の
関
作
命
を
受
け
た
当
直
の
本
郷
参
謀
は
、
一
読
し
た
藤
本
参
謀
長
が
「
何
だ
こ
ん
な
も
の
」
と
ポ

ケ
ッ
ト
に
ね
じ
こ
み
、「
当
分
の
う
ち
こ
の
電
報
は
絶
対
に
他
に
洩
ら
し
て
は
な
ら
ぬ
（
39
）

」
と
厳
命
し
た
情
景
を
回
想
し
て
い
る
が
、
実
際

に
こ
の
関
作
命
が
指
揮
下
部
隊
に
伝
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
第
六
軍
司
令
官
名
で
、「
軍
は
既
定
計
画
に
基
き
作
戦
準
備
の
完
成
」
を
進
め
「
断
じ
て
敵
を
し
て
ハ
ル
ハ
河
右
岸
地

区
に
停
止
せ
し
む
べ
か
ら
ず
（
40
）

」
と
返
電
し
て
い
る
。
こ
の
電
報
は
第
六
軍
司
令
部
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
島
貫
参
謀
の
起
案
だ
か
ら
、
大
陸

命
を
守
る
気
の
な
い
関
東
軍
強
硬
派
が
第
六
軍
を
利
用
し
た
「
蠢
動
」
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

彼
ら
の
挑
発
的
策
動
で
証
跡
が
残
っ
て
い
る
の
は
九
月
七
日
と
八
日
、
片
山
支
隊
の
歩
16
連
隊
（
長
は
宮
崎
繁
三
郎
大
佐
）
に
よ
る

九
九
七
高
地
（
エ
ル
ス
山
）
の
爭
奪
戦
、
も
う
ひ
と
つ
は
九
月
十
一
日
の
第
三
独
立
守
備
隊
深
野
大
隊
等
に
よ
る
ハ
ル
ハ
山
（
モ
ン
ゴ
ル
側

四
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九
）

の
呼
称
は
マ
ナ
山
）
周
辺
の
戦
闘
で
あ
る
。

第
二
師
団
主
力
が
八
月
二
十
六
日
の
動
員
で
ハ
イ
ラ
ル
を
経
て
将
軍
廟
へ
向
っ
た
の
に
対
し
、
片
山
支
隊
（
第
二
師
団
の
歩
16
、
30
連
隊

と
砲
兵
一
大
隊
を
基
幹
と
し
、
第
15
旅
団
長
片
山
省
太
郎
少
将
が
指
揮
）
は
、
南
ま
わ
り
で
白
温
線
の
終

で
あ
る
ハ
ロ
ン
ア
ル
シ
ャ
ン
か
ら
徒

歩
で
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
を
経
て
、
そ
の
北
方
ド
ロ
ト
湖
地
区
へ
八
月
末
に
進
出
し
た
。

到
着
時
は
第
六
軍
か
ら
積
極
行
動
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
あ
わ
た
だ
し
い
朝
令
暮
改
ぶ
り
を
関
東
軍
の
動
向
（
既
出
）
と

並
べ
て
眺
め
よ
う
。

（
9
月
2
日
）│
関
東
軍
司
令
官
の
訓
示

9
月
3
日
│
島
貫
参
謀
、
片
山
支
隊
へ
來
て
積
極
行
動
へ
の
転
換
を
伝
達

9
月
4
日
│
片
山
支
隊
長
↓
宮
崎
連
隊
長
、
6
日
夜
に
九
九
七
高
地
を
攻
撃
す
る
よ
う
指
示

（
9
月
6
日
）│
関
東
軍
（
辻
起
案
）
↓
第
六
軍
、
大
命
に
よ
る
攻
勢
作
戦
の
中
止
を
命
令

9
月
6
日
│
午
後
、
第
六
軍
↓
片
山
支
隊
長
、
夜
襲
の
中
止
を
指
示

（
9
月
7
日
）│
関
東
軍
司
令
官
（
辻
起
案
）
↓
第
六
軍
司
令
官
、
万
一
に
応
ず
る
作
戦
準
備
の
継
続
と
軽
挙
を
戒
め
、
士
気
の
維
持
を
強
調
。

9
月
7
日
│
午
前
、
第
六
軍
参
謀
（
島
貫
か
？
）
が
片
山
支
隊
へ
來
て
、
7
日
夜
に
夜
襲
を
決
行
せ
よ
と
連
絡
。

宮
崎
連
隊
長
が
「
軍
の
無
方
針
な
る
こ
と
に
痛
嘆
を
感
じ
た
（
41
）

」
の
は
む
り
も
な
い
が
、
そ
れ
な
り
の
理
由
は
あ
っ
た
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
で
夜
襲
の
目
標
と
な
っ
た
九
九
七
高
地
を
守
備
し
て
い
た
の
は
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
23
連
隊
（
ド
ウ
ガ
ル
ジ
ャ
ブ
）
だ
っ
た
が
、
夜
襲

戦
術
を
得
意
と
し
て
い
た
宮
崎
連
隊
は
暗
夜
の
白
兵
戦
で
難
な
く
奪
取
し
た
。
そ
し
て
翌
日
朝
か
ら
西
方
へ
追
撃
に
移
っ
た
が
戦
車
、
装

四
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甲
車
を
伴
う
ソ
蒙
軍
に
反
撃
さ
れ
、
激
烈
な
攻
防
戦
と
な
る
。
戦
車
を
持
た
ぬ
宮
崎
連
隊
は
苦
戦
に
陥
っ
た
が
、
支
隊
か
ら
増
援
部
隊
が

到
着
し
た
こ
と
も
あ
り
、
日
没
を
迎
え
て
、
ソ
蒙
軍
は
後
退
し
た
。

ソ
蒙
側
の
言
い
分
は
少
し
ち
が
う
。
参
戦
し
た
の
は
第
六
戦
車
旅
団
の
戦
車
大
隊
（
五
〇
両
）、
歩
八
〇
、
六
〇
三
連
隊
の
一
部
、
砲
兵

隊
、
モ
ン
ゴ
ル
の
騎
兵
二
個
中
隊
と
第
六
国
境
警
備
隊
で
、「
日
本
軍
を
国
境
外
に
追
い
払
っ
た
（
42
）

」
と
言
い
分
は
違
う
が
、
実
態
は
引
き

分
け
、
物
別
れ
に
近
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

宮
崎
連
隊
は
戦
果
を
戦
車
八
両
、
遺
棄
死
体
七
〇
人
と
報
告
し
た
が
、
戦
死
一
八
三
人
、
戦
傷
九
九
名
と
い
う
犠
牲
を
払
い
、
と
く
に

大
隊
長
を
ふ
く
む
一
〇
人
の
将
校
を
失
っ
た
こ
と
は
、
第
六
軍
司
令
部
に
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
で
も
宮
崎
が
石
工
出
身
の
兵
に
進
出
線

を
示
す
道
標
を
埋
め
こ
ん
で
お
い
た
た
め
、
の
ち
に
国
境
画
定
交
渉
で
日
本
側
の
主
張
が
通
る
一
因
と
な
り
、「
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
で
唯
一

不
敗
の
連
隊
長
」
と
い
う
宮
崎
の
名
声
は
確
立
し
た
觀
が
あ
る
。

次
に
と
り
あ
げ
る
深
野
大
隊
の
戦
闘
も
、
や
は
り
関
東
軍
と
第
六
軍
が
大
命
騒
動
の
ド
サ
ク
サ
に
ま
ぎ
れ
て
仕
掛
け
た
も
の
だ
が
、
宮

崎
連
隊
の
攻
勢
に
比
べ
る
と
胸
を
張
れ
る
言
い
訳
の
材
料
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。

攻
勢
作
戦
の
中
止
を
命
じ
た
九
月
三
日
の
大
陸
命
三
四
九
号
の
第
二
項
後
半
に
「
兵
力
を
ハ
ル
ハ
河
右
岸
地
区
繋
爭
地
域
（「
ハ
ン
ダ
ガ

ヤ
」
付
近
以
東
を
除
く

0

0

）
外
に
適
宜
離
隔
位
置
せ
し
む
べ
し
」
と
い
う
カ
ッ
コ
内
の
例
外
規
定
が
入
っ
て
お
り
、
そ
の
例
外
を
援
用
で
き
た

か
ら
で
あ
る
。

そ
の
頃
、
ハ
ル
ハ
河
上
流
に
近
い
ハ
ロ
ン
ア
ル
シ
ャ
ン
か
ら
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
を
経
て
ハ
イ
ラ
ル
（
ま
た
は
将
軍
廟
）
に
至
る
鉄
道
の
延
長

工
事
が
計
画
さ
れ
、
測
量
工
事
が
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
護
衛
す
る
名
目
で
索
倫
に
い
た
第
三
独
立
守
備
隊
の
深
野
大
隊
（
独
守
歩
第

十
六
大
隊
）
へ
出
動
命
令
が
出
た
の
は
八
月
十
八
日
で
あ
る
。

四
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八
月
下
旬
か
ら
は
南
ま
わ
り
の
増
援
部
隊
が
次
々
に
到
着
、
ア
ル
シ
ャ
ン
か
ら
将
軍
廟
に
至
る
補
給
線
を
確
保
す
る
任
務
を
も
ら
っ
た

後
藤
支
隊
（
歩
兵
第
一
連
隊
等
、
支
隊
長
は
後
藤
光
蔵
大
佐
）、
独
立
守
備
歩
兵
第
十
五
、
十
六
大
隊
等
が
ア
ル
シ
ャ
ン
西
北
方
の
ハ
ル
ハ
河

三
角
地
帯
へ
展
開
し
た
。

ソ
蒙
軍
と
の
小
競
り
合
い
は
九
月
三
日
頃
か
ら
断
続
し
て
い
た
が
、
七
日
頃
に
辻
参
謀
が
後
藤
支
隊
を
訪
れ
た
の
が
、
目
撃
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
上
は
確
認
で
き
な
い
が
、
九
月
十
一
日
、
深
野
大
隊
（
兵
力
四
百
）
と
独
守
歩
第
十
五
大
隊
の
黒
崎
中
隊
は
ハ
ル
ハ
山
に
進

攻
、
吹
雪
の
な
か
の
白
兵
戦
の
の
ち
奪
取
に
成
功
す
る
。
前
日
か
ら
守
備
に
つ
い
た
ば
か
り
の
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
22
連
隊
（
兵
力
六
百
）
は
、

潰
乱
状
態
と
な
り
、
兵
員
二
二
名
、
砲
四
門
、
数
十
頭
の
軍
馬
を
捨
て
ハ
ル
ハ
の
対
岸
へ
逃
げ
帰
り
、
責
任
を
問
わ
れ
た
連
隊
長
は
処
刑

さ
れ
た
。
日
本
軍
の
戦
死
者
は
九
名
に
す
ぎ
ず
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
全
体
を
通
じ
唯
一
の
快
勝
と
言
え
よ
う
。
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
部
は
、
モ

ン
ゴ
ル
軍
の
要
望
を
入
れ
奪
還
計
画
の
準
備
を
進
め
た
が
十
五
日
に
停
戦
と
な
り
、
そ
の
機
会
を
失
っ
た
。

国
境
画
定
に
さ
い
し
、
満
州
国
と
モ
ン
ゴ
ル
の
国
境
は
停
戦
時
に
お
け
る
両
軍
の
停
止
位
置
で
決
ま
っ
た
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
は
南
部
の

エ
ル
ス
山
と
マ
ナ
山
の
周
辺
で
北
部
の
係
爭
地
（
ホ
ル
ス
テ
ン
川
周
辺
）
と
ほ
ぼ
同
じ
面
積
（
約
五
〇
〇
平
方
キ
ロ
）
を
失
な
う
。
モ
ン
ゴ
ル

は
現
在
で
も
「
固
有
の
領
土
が
わ
が
国
の
外
側
（
注
：
中
国
）
に
取
り
残
さ
れ
た
（
43
）

」
不
満
を
か
こ
っ
て
い
る
と
い
う
。

ほ
か
に
も
、
い
ず
れ
が
仕
掛
け
た
か
判
然
と
し
な
い
小
競
り
合
い
が
起
き
て
い
る
（
44
）

が
省
略
し
て
、
幻
に
終
っ
た
た
め
判
然
と
し
て
い
な

い
第
六
軍
の
攻
撃
構
想
を
見
直
し
て
お
き
た
い
。

第
六
軍
の
新
攻
勢
構
想

第
六
軍
に
よ
る
攻
勢
計
画
の
基
本
構
想
を
練
っ
た
の
は
辻
参
謀
を
中
心
と
す
る
関
東
軍
作
戦
課
で
、
具
体
案
を
作
成
し
、
指
揮
下
の
各

兵
団
へ
伝
達
し
た
の
は
第
六
軍
司
令
部
で
あ
っ
た
。「
従
來
の
よ
う
な
原
則
的
戦
法
で
は
、
到
底
勝
つ
見
込
み
は
な
い
」
と
痛
感
し
た
辻

四
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は
「
歴
戦
の
体
験
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
戦
法
」
な
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
（
45
）

。

第
一
日
の
夕
方
か
ら
攻
撃
を
開
始
し
…
…
夜
は
攻
撃
前
進
し
、
昼
は
防
御
す
る
戦
法
を
四
日
に
亘
り
連
続
し
、
第
五
、
第
六
日
は
準

備
を
整
え
第
六
日
夜
、
夜
襲
に
よ
っ
て
敵
主
陣
地
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
考
案
で
あ
っ
た
。

一
晩
の
攻
撃
前
進
す
る
距
離
が
五
百
米
か
ら
千
米
ま
で
で
あ
り
…
…
旧
式
装
備
の
軍
で
、
戦
車
と
飛
行
機
と
重
砲
の
優
勢
な
敵
に
対

し
て
、
採
る
べ
き
は
た
だ
夜
間
の
攻
撃
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
案
を
第
六
軍
に
示
し
、
各
師
団
に
訓
練
と
準
備
を
命
じ
た
。

数
個
師
団
に
よ
る
連
続
一
週
間
の
夜
襲
と
い
う
、
日
本
は
も
と
よ
り
世
界
戦
史
に
も
未
聞
の
新
戦
法
だ
が
、
辻
に
「
名
案
で
は
な
く
、

こ
れ
以
外
に
勝
味
は
な
い
」
と
断
言
さ
れ
て
、
異
議
を
唱
え
る
声
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

既
述
の
よ
う
に
八
月
三
十
日
、
中
島
参
謀
次
長
を
迎
え
て
寺
田
参
謀
は
こ
の
辻
構
想
を
紹
介
し
、
九
月
十
日
に
発
動
、
下
旬
に
終
了
、

十
月
中
旬
ま
で
に
撤
収
、
主
攻
は
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
方
面
と
說
明
し
て
い
る
。
中
島
は
す
っ
か
り
引
き
こ
ま
れ
、
ハ
ル
ハ
河
渡
河
も
必
要
だ
ろ

う
と
地
図
上
に
渡
河
方
面
を
指
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
助
言
」
も
あ
っ
て
か
第
六
軍
の
攻
撃
計
画
は
手
直
し
さ
れ
、
第
二
師
団
に

よ
る
ハ
ル
ハ
河
渡
河
作
戦
が
入
り
、
主
攻
は
北
方
の
将
軍
廟
│
ノ
モ
ン
ハ
ン
正
面
へ
変
更
さ
れ
た
。

主
攻
正
面
を
な
ぜ
変
え
た
の
か
理
由
は
明
確
で
な
い
。
原
駐
地
の
チ
ャ
ム
ス
か
ら
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
へ
向
か
う
途
中
で
、
展
開
地
を
将
軍
廟

東
南
方
へ
変
更
さ
れ
た
沢
田
第
四
師
団
長
は
、
九
月
三
日
に
主
攻
は
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
正
面
に
す
べ
き
だ
と
の
意
見
書
を
第
六
軍
へ
届
け
て
い

る
。
だ
が
五
日
の
兵
団
長
会
議
で
荻
洲
軍
司
令
官
か
ら
飲
料
水
の
補
給
に
難
が
あ
る
の
で
北
方
（
右
翼
）
主
攻
へ
変
え
た
と
釈
明
さ
れ
、

「
こ
れ
を
諒
と
し
た
（
46
）

」
と
日
記
に
書
き
と
め
て
い
る
。

四
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た
し
か
に
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
将
軍
廟
を
本
拠
に
石
井
四
郎
軍
医
大
佐
が
ひ
き
い
る
防
疫
給
水
部
隊
は
、
五
〇
台
の
浄
水
車
、
一

千
個
以
上
の
ド
ラ
ム
罐
を
使
い
ボ
イ
ル
湖
と
ホ
ル
ス
テ
ン
川
を
水
源
と
し
て
、
一
日
当
り
一
五
〜
二
〇
万
石
の
浄
水
を
供
給
し
た
実
績
が

あ
っ
た
。

給
水
ば
か
り
で
は
な
い
。
新
た
な
主
攻
正
面
は
、
ソ
蒙
軍
が
す
で
に
「
交
通
壕
を
有
す
る
二
〜
三
線
の
壕
、
ピ
ア
ノ
線
を
ふ
く
む
二
〜

三
線
の
鉄
条
網
を
張
っ
た
（
47
）

」
強
固
な
防
御
陣
地
を
構
築
し
て
い
た
。
そ
の
突
破
は
容
易
で
は
な
い
と
は
い
え
、
第
二
十
三
師
団
が
四
か
月

に
わ
た
り
苦
闘
し
た
な
じ
み
深
い
戦
域
で
も
あ
っ
た
し
、
第
七
師
団
も
滞
陣
二
週
間
を
超
え
て
い
た
。
一
個
師
団
で
支
え
た
狭
い
戦
場
に

三
個
師
団
を
並
べ
れ
ば
、
突
破
可
能
と
読
ん
で
の
転
換
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

左
翼
の
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
│
ア
ル
シ
ャ
ン
方
面
は
片
山
支
隊
（
攻
撃
発
動
時
に
は
第
二
師
団
主
力
へ
合
流
予
定
）
と
後
藤
支
隊
、
第
三
、
第
五
独

立
守
備
隊
、
満
軍
の
石
蘭
、
鈴
木
支
隊
で
牽
制
と
補
給
ル
ー
ト
の
確
保
に
当
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
戦
況
に
よ
っ
て
は
最
左
翼
に
第
五
師

団
を
投
入
し
、
ハ
ル
ハ
河
上
流
を
渡
河
し
て
ジ
ュ
ー
コ
フ
司
令
部
を
南
北
か
ら
挟
撃
す
る
案
も
檢
討
さ
れ
た
よ
う
だ
。

こ
こ
で
九
月
五
日
に
第
六
軍
が
各
兵
団
長
へ
伝
達
し
た
「
次
期
攻
勢
作
戦
指
導
計
画
（
48
）

」
の
要

を
か
か
げ
て
お
く
（
図
1
参
照
）。

方
針軍

は
一
部
を
以
て
ホ
ル
ス
テ
ン
河
左
岸
（
南
岸
）
の
敵
を
第
七
師
団
正
面
及
東
方
地
区
に
拘
束
し
、
主
力
を
ホ
ル
ス
テ
ン
河
右
岸
に
転

用
し
敵
の
左
翼
を
破
摧
し
之
を
包
囲
席
巻
し
て
ハ
ル
ハ
河
畔
に
捕
捉
撃
滅
す
。
攻
撃
開
始
の
時
期
は
十
日
前
後
と
す
。

指
導
要
領

一
、
片
山
支
隊
を
第
二
師
団
に
戻
し
（
著
者
注
│
実
行
せ
ず
）、
後
藤
支
隊
、
伊
東
支
隊
（
四
ツ
谷
支
隊
、
長
谷
部
支
隊
を
ふ
く
む
）
は
、
正

四
一
五
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面
の
敵
を
陽
動
に
よ
り
抑
留
牽
制
。

二
、
23
Ｄ
（
第
二
十
三
師
団
）
は
ホ
ル
ス
テ
ン
川
に
沿
っ
て
川
又
に
向
い
攻
撃
。

三
、
7
Ｄ
は
23
Ｄ
の
右
に
連
繋
し
、
ウ
ズ
ル
水
付
近
よ
り
イ
リ
ン
台
の
敵
を
川
又
北
方
地
区
に
向
い
攻
撃
。

四
、
2
Ｄ
は
7
Ｄ
の
右
に
連
繋
し
、
フ
イ
高
地
方
向
に
進
撃
し
敵
の
左
側
背
を
包
囲
攻
撃
す
。

五
、
4
Ｄ
主
力
は
2
Ｄ
の
右
翼
に
連
係
し
敵
の
左
側
背
に
楔
入
突
進
し
敵
の
退
路
を
遮
断
す
。

六
、
右
の
構
想
成
立
の
基
礎
は
我
が
企
図
の
秘
匿
と
攻
勢
準
備
の
周
到
に
存
す
。

右
の
う
ち
23
Ｄ
は
戦
力
が
激
減
し
て
い
た
た
め
当
初
は
除
外
さ
れ
て
い
た
が
、
復
仇
の
念
に
燃
え
る
小
松
原
師
団
長
の
熱
望
で
道
案
内

役
を
兼
ね
攻
勢
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五
日
の
指
導
計
画
に
そ
の
後
加
え
ら
れ
た
修
正

は
、
原
文
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
や
や
明
確
を
欠
く
が
、
第
二
師
団
の
機
密
作

戦
日
誌
に
添
付
さ
れ
て
い
る
「
第
二
師
団
攻
撃
計
画
案
」（
9
月
10
日
）
か
ら
察
す
る
と
、
攻
勢
師
団
の
配
列
順
が
変
り
、
ハ
ル
ハ
渡
河
作

戦
が
加
わ
っ
た
よ
う
だ
。

す
な
わ
ち
北
か
ら
4
Ｄ
、
2
Ｄ
、
7
Ｄ
、
23
Ｄ
の
配
列
順
だ
っ
た
の
を
、
4
Ｄ
と
2
Ｄ
、
7
Ｄ
と
23
Ｄ
が
入
れ
替
り
、
2
Ｄ
、
4
Ｄ
、

23
Ｄ
、
7
Ｄ
の
順
に
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
由
は
不
明
だ
が
、
前
者
は
迂
回
距
離
が
長
く
、
渡
河
成
功
後
に
南
下
し
て
ジ
ュ
ー
コ
フ

司
令
部
が
位
置
す
る
ハ
マ
ル
ダ
バ
（
ス
ン
ブ
ル
オ
ボ
）
周
辺
ま
で
進
撃
す
る
任
務
に
は
、
最
精
鋭
の
定
評
が
あ
る
2
Ｄ
を
あ
て
た
い
と
考

え
直
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
い
で
に
第
二
師
団
の
Ｘ
日
（
攻
勢
発
動
日
）
か
ら
起
算
し
た
進
撃
日
程
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

四
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図 1　停戦直前の第 6軍配置
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Ｘ－

2
日
…
…
全
師
団
が
将
軍
廟
付
近
に
集
結
。

Ｘ
日
薄
暮
…
…
将
軍
廟
付
近
か
ら
出
動
前
進
。

Ｘ
＋
1
日
夜
…
…
夜
襲
で
フ
イ
高
地
一
帯
を
占
領
、
一
部
は
ハ
ル
ハ
河
畔
ま
で
行
き
渡
河
準
備
。

Ｘ
＋
2
日
夜
…
…
タ
ギ
湖
西
側
よ
り
漕
渡
河
と
架
橋
に
よ
り
、
白
銀
査
干
（
バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
）
高
地
、
ベ
イ
ス
ン
廟
を
確
保
。

Ｘ
＋
3
日
…
…
渡
河
し
た
有
力
な
砲
兵
（
砲
弾
は
一
〇
基
数
）
の
支
援
下
に
、
昼
間
ま
た
は
夜
襲
で
ス
ン
ブ
ル
オ
ボ
付
近
ま
で
進
出
。

Ｘ
＋
4
日
以
降
…
…
爾
後
の
行
動
は
状
況
に
よ
り
決
す
。

右
の
日
程
表
を
檢
分
す
る
と
、
第
二
十
三
師
団
に
よ
る
七
月
三
日
の
渡
河
攻
撃
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
主
攻
正
面
が
途
中

で
南
方
か
ら
北
方
へ
変
っ
た
の
も
そ
う
だ
が
、
着
想
が
同
じ
辻
参
謀
だ
か
ら
当
然
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
前
回
の
教
訓

が
生
か
さ
れ
て
い
る
か
と
な
る
と
、
い
さ
さ
か
心
細
い
。

敵
中
を
潜
行
し
て
九
月
十
三
日
ハ
ル
ハ
河
に
到
達
し
た
歩
4
の
石
井
正
少
尉
ら
八
人
の
偵
察
班
は
、「
最
良
と
判
定
し
た
渡
河

は
水

深
1
〜
2
ｍ
、
二
条
の
水
流
は
そ
れ
ぞ
れ
幅
50
ｍ
、
敵
の
警
戒
希
薄
（
49
）

」
と
の
報
告
書
を
十
五
日
に
師
団
司
令
部
へ
提
出
し
て
い
る
か
ら
、

前
回
と
同
様
の
奇
襲
渡
河
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
渡
河
部
隊
が
携
行
す
る
糧
食
は
各
自
が
甲
（
コ
メ
）
一
日
分
、
乙
（
乾
パ
ン
）
二
日
分
に
す
ぎ
ず
、
あ
と
は
将
軍
廟
か
ら
握
り
飯

を
運
ぶ
と
い
う
予
定
だ
っ
た
か
ら
、
爆
撃
で
橋
を
破
壊
さ
れ
た
ら
立
往
生
に
な
り
か
ね
な
い
。

よ
り
深
刻
な
懸
念
は
ホ
ル
ス
テ
ン
川
北
側
の
ソ
軍
縦
深
陣
地
帯
を
、
4
Ｄ
と
7
Ｄ
が
突
破
し
て
川
又
ま
で
到
達
し
う
る
か
で
あ
っ
た
。

第
六
軍
が
「
秘
策
」
の
触
れ
こ
み
で
考
案
し
た
の
は
、
夜
暗
に
ま
ぎ
れ
敵
中
深
く
潜
行
し
て
戦
車
、
火
砲
を
破
壊
す
る
特
別
挺
身
隊
（
潜

四
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入
破
壊
班
）
の
編
成
で
あ
っ
た
。

三
〜
五
人
が
一
組
で
一
〇
〇
組
を
作
り
、
手
榴
弾
、
吸
着
爆
薬
、
戦
車
地
雷
を
結
束
し
て
戦
車
の
キ
ャ
タ
ピ
ラ
や
砲
門
に
押
し
こ
む
の

が
狙
い
だ
が
、
部
隊
に
よ
っ
て
は
「
一
人
一
門
必
勝
必
死
」（
砲
兵
団
）
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
与
え
た
り
、「
雷
管
を
釘
で
刺
し
て
自
爆
せ
よ
」

（
工
兵
第
2
連
隊
）
の
よ
う
な
指
示
も
見
か
け
る
。
第
六
軍
の
「
戦
闘
教
令
」（
9
月
6
日
）
は
夜
襲
の
技
法
を
解
說
し
た
あ
と
、「
接
近
は

絶
対
静
粛
、
敵
の
哨
兵
に
誰
何
さ
れ
た
ら
〝
ダ
ヴ
ァ
リ
シ
チ
〞（
同
志
だ
）
と
答
え
よ
」
と
い
う
微
笑
ま
し
い
知
恵
も
授
け
て
い
た
。

停
戦
協
定
の
成
立

そ
れ
で
は
攻
勢
計
画
を
実
行
し
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
様
相
を
呈
し
た
だ
ろ
う
か
。
計
画
の
難

は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
書
き
だ
せ
ば
十

数
ペ
ー
ジ
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
種
々
雑
多
な
増
援
の
諸
隊
は
固
有
編
制
を
崩
し
て
全
満
各
地
か
ら
抜
き
集
め
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
運

用
は
至
難
の
課
題
だ
っ
た
。

八
〇
〇
k 

m
離
れ
た
北
満
の
孫
呉
か
ら
か
け
つ
け
た
第
一
師
団
の
例
を
見
る
と
、
ま
ず
七
月
十
七
日
に
各
連
隊
（
歩
1
、
3
、
49
、
57
連

隊
）
か
ら
抽
出
し
た
速
射
砲
四
個
中
隊
が
、
第
二
十
三
師
団
へ
増
援
さ
れ
る
。

つ
い
で
八
月
二
十
六
日
と
二
十
八
日
、
二
次
に
分
け
た
応
急
派
兵
が
発
令
さ
れ
た
。
第
一
次
は
太
田
少
将
が
ひ
き
い
る
混
成
第
二
旅
団

（
歩
3
の
二
大
隊
と
歩
57
の
一
大
隊
、
野
砲
一
大
隊
、
輜
重
兵
連
隊
等
）、
第
二
次
は
後
藤
歩
1
連
隊
長
が
指
揮
す
る
後
藤
支
隊
（
歩
1
の
二
大
隊

と
歩
49
の
一
大
隊
、
野
砲
混
成
大
隊
、
工
兵
連
隊
主
力
等
）
で
あ
る
。

太
田
旅
団
は
ハ
イ
ラ
ル
か
ら
将
軍
廟
ま
で
の
二
二
〇
k 

m
を
一
週
間
か
け
て
徒
歩
で
行
軍
し
た
が
、
九
月
十
日
に
着
い
た
時
は
半
数
近

く
が
落
伍
し
「
疲
労
の
極
に
達
し
て
果
し
て
こ
れ
か
ら
の
戦
闘
に
耐
え
ら
れ
る
か
と
懸
念
（
50
）

」
さ
れ
た
。

後
藤
支
隊
は
南
ま
わ
り
の
鉄
道
輸
送
で
九
月
五
日
ア
ル
シ
ャ
ン
着
、
直
ち
に
戦
闘
中
の
ハ
ル
ハ
山
地
区
へ
布
陣
し
、
十
一
日
の
激
戦

四
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表 1　第 6軍に増派された主要部隊

（1939年 9 月15日現在）

部隊名 主要構成（連隊） 指揮官 兵力 原駐地 配備状況

第 1 師団主力 歩 1、 3、49、57等 岡部直三郎中将 孫 呉

後 藤 支 隊 歩 2大、砲 1個大等 後藤　光蔵大佐 2,232 8/28動員、9/7アル
シャン、9/13ハンダ
ガヤ

太 田 支 隊 歩 3大、砲 1個大等 太田　米雄少将 2,326 8/26動員、9/10将
軍廟

第 2 師団主力 歩 4、29、野砲第 2
連隊

安井　藤治中将 6,181 東 満 8/26動員、8/31～
9/7将軍廟

片 山 支 隊 歩16、30、砲 1個大 片山省太郎少将 4,518 8/26動員、9/3ドロ
ト湖畔

第 4 師 団 歩 8、61、70、野砲
第 4連隊

沢田　　茂中将

9,841

チャムス 8/28動員、9/8将軍
廟東南

古 閑 支 隊 歩 8、砲 1個大 古閑　　健少将 9/13編成・フロン山

第 5 師 団 歩11、21、41、42 今村　　均中将 華 北 8/29動員、9/10～
9/18満州展開

第 7 師団主力 歩25、26、27、28 国﨑　　登中将 10,613 チチハル 8/26ノモンハン展開

第 8師団（一部） 歩32、砲 1個大等 堤　不夾貴少将 東 満 9/3動員・ハイラルへ

第 14 師 団 歩2、15、50、59 井関　隆昌中将 華 北 9/5動員、満州へ
移動せず

八国伊東支隊 歩 1個大、砲 1個大 伊東　武夫大佐 1,926 ハイラル 8/24動員

3 独守歩15大隊 坂本　弥平中佐 　アルシャンへ

3独守歩16大隊 深野時之助中佐 443 索 倫 8/18動員、8/26ア
ルシャンへ

四
二
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九
）

部隊名 主要構成（連隊） 指揮官 兵力 原駐地 配備状況

5独守歩29大隊 古賀　竜一中佐 8/23動員、8/31ハ
ンダガヤ

騎 兵 3 旅 団 騎 4、23 木下　　勇少将 チャムス 9/3動員、9/8ジャ
ライノールへ

戦 車 5 連 隊 田畑与三郎大佐 43両 東 満 9/1動員、9/10将軍
廟へ

野 重 4 連 隊 白石　久康大佐 804 〃 8/26動員、9/4将軍
廟へ

野 重 9 連 隊 井原 次郎大佐 1,070 〃 8/26動員、9/4将軍
廟

野 重 10 連 隊 華 中 9/5動員、満州へ
移動せず

独立山砲 4連隊 竹田　豊吉大佐 631 綏 陽 待機のみ

独立山砲12連隊 村上　巌男大佐 24門 東 満 9/1動員、9/4将軍
廟へ

独立工兵22連隊 森木　明義中佐 136 フラルキ 9/3動員・ハイラルへ

注⑴　 8月20日以前に参戦し、 9月15日にも第 6軍に属していた主要部隊とし

ては、第23師団、森田支隊（第 7師団）、長谷部支隊（第 8国境守備隊）、

四ツ谷支隊（第 1独立守備隊の歩第 6大隊）、歩26連隊（第 7師団）、野戦

重砲 3旅団があり、いずれも損粍大。他に独立野砲 1連隊、迫撃 2連隊、

工兵第24連隊等があった。

⑵　後方部隊、満州国軍は省略した。

⑶　集中末期の第 6軍兵力として、「ノモンハン事件研究報告」（昭15.1.10）に、

歩兵53大隊、戦車60両、速射砲230門、重砲49門、軽砲238門という数字が

掲記されている。

四
二
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
七
〇
）

（
前
述
）
に
参
加
し
た
の
ち
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
へ
移
動
中
に
停
戦
の
日
を
迎
え
て
い
る
。

そ
れ
で
も
動
員
さ
れ
た
兵
数
は
師
団
定
員
の
半
ば
に
達
し
な
い
五
千
人
で
、
う
ち
死
傷
者
は
一
七
九
人
、
そ
の
九
割
以
上
が
速
射
砲
隊

だ
か
ら
、
参
戦
部
隊
の
な
か
で
は
軽
微
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
孫
呉
に
残
留
し
た
岡
部
直
三
郎
師
団
長
は
速
射
砲
隊
の
消
息
が
気
に
か

か
り
、
参
謀
を
第
六
軍
に
派
遣
し
て
調
べ
さ
せ
た
が
、
停
戦
の
日
ま
で
に
何
の
情
報
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
（
51
）

。

指
揮
下
の
部
隊
で
も
所
在
の
確
認
が
や
っ
と
で
、
ト
ラ
ッ
ク
や
食
糧
の
手
配
ま
で
は
つ
き
か
ね
、
大
兵
站
部
と
な
っ
た
将
軍
廟
は
ご
っ

た
が
え
す
。
し
か
し
「
依
然
と
し
て
重
火
器
、
機
械
化
部
隊
は
無
く
、
人
と
銃
弾
の
寄
せ
集
め
（
52
）

」（
島
田
英
常
）
と
い
う
の
が
実
情
だ
っ
た
。

集
中
末
期
の
第
六
軍
増
加
部
隊
は
表
1
の
通
り
だ
が
、
兵
員
数
は
ソ
連
軍
を
上
ま
わ
り
、
砲
兵
力
も
ほ
ぼ
均
等
な
の
に
最
大
の
弱

は
、

六
八
〇
両
と
推
定
さ
れ
た
ソ
軍
の
戦
車
・
装
甲
車
に
対
し
、
日
本
軍
の
戦
車
は
六
〇
両
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
圧
倒
的
格
差
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
す
が
に
弱
音
を
公
言
す
る
指
揮
官
は
い
な
か
っ
た
が
、
本
音
は
「
士
気
な
ん
と
な
く
上
ら
ず
」（
沢
田
第
四
師
団
長
）、「
攻
勢
の
意
気

尙
十
分
な
ら
ず
」（
畑
砲
兵
団
長
）
ど
こ
ろ
か
「
実
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ま
た
た
く
間
に
潰
滅
す
る
悲
運
に
逢
着
す
る
公
算
が
極
め
て
大

き
か
っ
た
（
53
）

」（
大
本
営
作
戦
課
の
井
本
少
佐
）
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
空
気
が
影
響
し
た
の
か
、
攻
勢
発
動
の
予
定
日
は
九
月
十
日
、
十
二
日
、
十
四
日
と
順
延
さ
れ
、
訓
練
中
の
兵
士
の
間
で
は

二
十
日
、
二
十
三
日
說
も
流
れ
た
。

そ
こ
へ
九
月
十
一
日
、
矢
野
に
代
っ
た
関
東
軍
の
新
参
謀
副
長
遠
藤
三
郎
少
将
が
寺
田
の
後
任
に
な
っ
た
有
末
次
大
佐
と
と
も
に
第
六

軍
司
令
部
へ
現
わ
れ
、「
1
．
ノ
モ
ン
ハ
ン
付
近
第
六
軍
主
力
は
逐
次
現
態
勢
を
撤
し
原
駐
地
に
帰
還
せ
し
む
。
撤
退
開
始
の
時
期
は
九

月
二
十
日
と
予
定
す
（
54
）　

2
．
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
付
近
に
は
所
要
の
兵
力
を
残
置
し
該
地
付
近
を
確
保
且
、
予
定
の
鉄
道
建
設
を
遂
行
す
る
に
努

む
。
冬
期
残
置
兵
力
は
温
泉
（
ア
ル
シ
ャ
ン
）
以
西
混
成
約
一
旅
団
と
す
」
と
の
関
東
軍
命
令
を
伝
達
し
た
。

四
二
二



ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
七
一
）

モ
ス
ク
ワ
で
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
停
戦
交
渉
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
攻
勢
を
中
止
す
る
と
い
う
梅
津
新
関
東
軍
司
令
官
の
決
断
で

あ
っ
た
が
、
荻
洲
軍
司
令
官
は
「〝
残
念
で
あ
る
〞
と
声
涙
共
に
下
る
姿
」
な
が
ら
「
心
の
中
で
は
ホ
ッ
と
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
察
知
し

得
ま
し
た
（
55
）

」
と
遠
藤
は
觀
察
し
て
い
る
。
そ
の
モ
ス
ク
ワ
交
渉
は
九
月
十
四
日
、
東
郷
大
使
の
申
入
れ
で
モ
ロ
ト
フ
外
相
と
の
間
で
再
開

さ
れ
、
東
郷
は
国
境
線
の
問
題
に
は
触
れ
ず
五
月
一
日
以
前
へ
の
原
状
復
帰
で
停
戦
す
る
よ
う
提
議
し
た
が
、
モ
ロ
ト
フ
は
モ
ン
ゴ
ル
の

主
張
す
る
国
境
線
か
ら
日
本
軍
は
退
去
す
べ
き
だ
と
譲
ら
な
い
。

東
郷
が
「
日
本
軍
は
満
州
国
領
域
な
る
を
信
じ
て
行
動
せ
る
も
の
な
れ
ば
、
国
境
確
定
前
に
退
去
し
得
ざ
る
は
当
然
な
り
」
と
つ
っ
ぱ

ね
、「
一
時
は
破
裂
と
さ
え
思
わ
る
る
程
で
あ
っ
た
（
56
）

」
と
回
想
す
る
の
は
、
こ
の
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
最
終
譲
歩
案
と

し
て
、
双
方
と
も
現
在
占
拠
し
て
い
る
線
で
停
戦
し
て
は
と
申
し
で
る
。

モ
ロ
ト
フ
は
考
慮
し
た
い
と
返
事
を
保
留
し
た
が
、
翌
十
五
日
の
第
四
回
会
議
で
前
日
の
日
本
提
案
を
受
け
入
れ
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区

に
お
け
る
満
蒙
国
境
線
を
確
定
す
る
た
め
日
満
お
よ
び
ソ
蒙
代
表
か
ら
成
る
混
合
委
員
会
の
設
置
を
取
り
き
め
た
。
双
方
の
占
拠
線
は
、

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
新
国
境
線
と
し
て
固
定
さ
れ
る
可
能
性
は
予
見
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
周
辺
の
係
爭
地
は
不
利
で
も
、
ハ
ン
ダ

ガ
ヤ
〜
ア
ル
シ
ャ
ン
方
面
で
は
日
本
軍
の
か
け
こ
み
占
領
地
域
で
埋
め
合
わ
せ
が
つ
く
の
で
、
ソ
連
側
も
か
な
り
譲
歩
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
な
り
の
理
由
は
あ
っ
た
。

ソ
連
側
は
第
六
軍
が
準
備
し
て
い
た
攻
勢
が
発
動
さ
れ
れ
ば
、
か
な
り
長
期
の
消
耗
戦
と
な
る
の
を
危
ぶ
ん
で
い
た
。
流
動
的
な
東
欧

情
勢
、
と
く
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
進
駐
（
九
月
十
七
日
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
侵
攻
（
十
一
月
）
に
向
け
て
の
準
備
が
差
し
迫
っ
て
い
た
し
、
こ
の

機
を
と
ら
え
て
停
戦
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

有
力
な
判
断
材
料
と
な
っ
た
の
は
、
九
月
十
三
日
夜
に
シ
ュ
テ
ル
ン
か
ら
ウ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
国
防
人
民
委
員
へ
あ
て
た
次
の
よ
う
な
電
報

四
二
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
七
二
）

（
要
旨
）
だ
っ
た
ろ
う
（
57
）

。

多
く
の
情
報
を
総
合
す
る
と
、
日
本
軍
は
最
近
の
壊
滅
的
敗
北
へ
の
報
復
を
、
い
か
な
る
代
償
を
払
っ
て
も
遂
行
す
る
と
決
め
、
近

く
大
攻
勢
の
発
動
を
準
備
し
て
い
る
。
す
で
に
2
Ｄ
、
4
Ｄ
、
23
Ｄ
、
7
Ｄ
な
ど
四
〜
五
を
下
ら
な
い
師
団
が
集
結
し
、
9
Ｄ
、
朝
鮮

か
ら
の
兵
団
、
特
殊
部
隊
、
新
手
の
満
州
国
軍
も
急
派
さ
れ
る
と
い
う
情
報
が
あ
る
。
ハ
ル
ビ
ン
か
ら
の
情
報
だ
と
一
千
門
近
い
砲
、

一
五
〇
台
の
戦
車
、
五
〇
〇
機
近
い
飛
行
機
も
投
入
さ
れ
よ
う
。

ハ
ル
ハ
河
東
岸
の
わ
が
防
御
線
は
堅
固
で
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
軍
の
損
耗
は
ほ
と
ん
ど
補
充
ず
み
だ
が
、
さ
ら
に
第
94
師
団
、
第
37
戦
車

旅
団
等
を
ザ
バ
イ
カ
ル
軍
管
区
か
ら
増
派
（
9
月
16
日
着
予
定
）。
現
有
三
五
〇
機
の
戦
闘
機
に
加
え
四
八
機
を
増
派
す
る
が
、
な
お
不

足
な
の
で
配
慮
さ
れ
た
い
。

砲
と
戦
車
が
や
や
誇
大
な
の
を
例
外
と
し
て
、
日
本
軍
の
動
静
を
ほ
ぼ
正
確
に
つ
か
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
背
景
に
、
前

記
の
東
郷
・
モ
ロ
ト
フ
会
談
で
双
方
が
合
意
し
た
の
は
、

1
日
満
軍
及
ソ
蒙
軍
は
九
月
十
六
日
午
前
二
時
（
モ
ス
ク
ワ
時
間
、
満
州
時
間
は
午
前
八
時
）
を
期
し
一
切
の
軍
事
行
動
を
停
止
す
。

2
日
満
軍
及
ソ
蒙
軍
は
九
月
十
五
日
午
後
一
時
其
占
め
居
る
線
に
止
ま
る
も
の
と
す
。

3
（
略
）

4
双
方
の
捕
虜
及
屍
体
は
交
換
せ
ら
る
べ
く
、
右
に
付
現
地
に
於
け
る
双
方
軍
代
表
者
は
直
に
相
互
に
協
定
し
実
行
に
着
手
す
。

の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

四
二
四



ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
七
三
）

そ
れ
を
受
け
た
大
本
営
は
、
大
陸
命
第
三
五
七
号
（
九
月
十
六
日
一
三
時
一
〇
分
）
に
よ
っ
て
、
関
東
軍
司
令
官
へ
「
自
今
ノ
モ
ン
ハ
ン

方
面
（
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
付
近
を
含
む
）
に
於
け
る
ソ
蒙
軍
と
の
戦
闘
行
動
を
停
止
す
べ
し
」
と
命
令
し
、
四
か
月
に
わ
た
っ
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事

件
は
名
実
と
も
に
終
結
し
た
。

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ク
ッ
ク
ス
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
進
駐
を
二
日
後
に
控
え
た
ソ
連
は
「
九
月
十
五
日
を
対
日
交

渉
の
最
終
日
と
決
め
て
い
た
に
違
い
な
い
（
58
）

」
と
断
じ
、
政
戦
両
略
を
ぴ
っ
た
り
整
合
さ
せ
た
手
法
に
感
嘆
の
辞
を
惜
し
ま
な
い
。

そ
の
後
の
経
過
を
ざ
っ
と
展
望
し
て
お
く
と
、
停
戦
協
定
成
立
の
翌
九
月
十
六
日
か
ら
一
週
間
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
現
地
で
細
部
の
現
地

交
渉
が
実
施
さ
れ
、
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
ま
で
日
本
兵
約
一
千
名
を
動
員
し
た
作
業
で
、
四
三
八
六
体
の
屍
体
（
日
本
側
か
ら
引
渡
し
た

の
は
二
十
三
体
）
が
収
容
さ
れ
た
。
捕
虜
交
換
は
九
月
下
旬
と
翌
年
四
月
の
二
次
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
、
日
満
軍
二
〇
四
名
（
う
ち
満
軍

四
四
）、
ソ
蒙
軍
八
九
名
の
捕
虜
が
交
換
さ
れ
た
。

全
長
二
五
六
k 

m
に
及
ぶ
国
境
画
定
作
業
は
昭
和
十
四
年
十
二
月
か
ら
チ
タ
と
ハ
ル
ビ
ン
で
断
続
的
に
進
行
し
十
六
年
十
月
、
国
境
標

識
の
建
立
が
終
っ
て
調
印
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
だ
っ
た
北
川
四
郎
は
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
地
区
は
満
州
国
外
交
部
の
調
査
通
り
に
国
境
が

確
定
し
、
一
方
、
ハ
ン
ダ
ガ
ヤ
地
区
は
満
州
国
側
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
有
利
に
確
定
さ
れ
た
（
59
）

」
と
総
括
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
独
ソ

戦
の
渦
中
に
あ
っ
た
モ
ス
ク
ワ
が
「
我
方
が
妥
協
を
な
せ
る
は
…
…
西
部
国
境
に
於
け
る
積
極
的
行
動
の
準
備
に
必
要
（
60
）

」
と
認
識
し
た
か

ら
で
あ
っ
た
。

戦
訓
と
総
括

ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
を
描
い
た
藤
田
嗣
治
の
戦
爭
画
は
、
戦
車
に
銃
劍
で
立
ち
向
か
う
日
本
兵
の
姿
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
第
二

四
二
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
七
四
）

次
大
戦
中
に
数
多
く
の
戦
爭
画
を
描
い
た
こ
と
で
批
判
さ
れ
た
藤
田
が
、
な
ぜ
速
射
砲
、
せ
め
て
火
炎
び
ん
を
主
役
に
立
て
な
か
っ
た
の

か
と
疑
問
の
出
る
と
こ
ろ
だ
が
、
画
家
は
銃
劍
と
い
う
原
始
的
兵
器
に
思
い
を
託
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
皮
肉
に
も
そ
れ
は
銃

劍
に
象
徴
さ
れ
る
白
兵
戦
へ
の
信
仰
を
深
め
て
い
く
日
本
陸
軍
の
趣
好
に
合
致
し
て
い
た
。

大
き
な
戦
闘
や
戦
爭
が
終
っ
た
あ
と
に
は
、
得
ら
れ
た
教
訓
を
引
き
だ
し
次
の
機
会
に
生
か
そ
う
と
す
る
衝
動
に
駆
ら
れ
る
の
が
通
例

で
あ
る
。
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
も
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

大
本
営
は
停
戦
か
ら
二
か
月
後
の
一
九
三
九
年
十
一
月
に
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
研
究
委
員
会
」（
委
員
長
は
小
池
竜
二
大
佐
、
主
査
は
小
沼

治
夫
中
佐
）
を
編
成
し
、
現
地
調
査
を
ふ
く
む
研
究
討
議
を
重
ね
翌
年
一
月
、
成
果
を
ま
と
め
て
陸
軍
三
長
官
へ
報
告
書
を
提
出
し
た
（
61
）

。

「
戦
略
戦
術
及
幕
僚
勤
務
」「
編
制
装
備
」「
防
衛
交
通
通
信
」「
教
育
」「
兵
站
兵
器
」
な
ど
の
七
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
身
内
が

身
内
を
裁
く
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
と
く
に
責
任
に
関
わ
る
追
及
は
微
温
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
で
も
「
総
說
」（
第
一
篇
）
で
は
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
本
質
を
「
必
勝
の
信
念
と
旺
盛
な
る
攻
撃
精
神
」
の
「
精
神
威
力
」（
日
本
）

と
戦
車
、
砲
兵
、
飛
行
機
に
代
表
さ
れ
る
「
物
質
威
力
と
の
白
熱
的
衝
突
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
精
神
力
は
「
物
質
力
に
対
抗
し
得
ざ

る
こ
と
あ
る
を
認
識
す
る
の
要
あ
り
」
と
踏
み
こ
ん
だ
。
し
か
し
上
層
部
か
ら
反
発
が
出
て
、
最
終
的
に
は
「
最
大
の
教
訓
は
国
軍
伝
統

の
精
神
威
力
を
益
々
拡
充
す
る
と
共
に
、
低
水
準
に
在
る
我
が
火
力
戦
能
力
を
速
か
に
向
上
せ
し
む
る
に
あ
り
」
と
当
り
さ
わ
り
の
な
い

総
括
で
し
め
く
く
っ
た
。

委
員
会
が
発
足
す
る
直
前
の
十
月
四
日
、
陸
軍
省
内
の
課
長
会
議
で
岩
畔
軍
事
課
長
が
「
日
本
軍
の
装
備
を
ソ
連
な
み
に
し
よ
う
と
し

て
も
、
八
割
以
上
と
す
る
の
は
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
敢
闘
精
神
に
頼
る
以
外
に
は
方
途
が
な
い
（
62
）

」
と
発
言
し
て
い
る
あ
た
り
か

ら
察
す
る
と
、
落
し
所
は
最
初
か
ら
決
っ
て
い
た
も
同
然
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
火
力
戦
能
力
が
短
時
日
に
向
上
す
る
あ
て
は
な
い
か
ら
、
当
面
は
夜
間
の
急
襲
戦
法
と
白
兵
戦
能
力
で
対
抗
す
る
し

か
な
い
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ク
ッ
ク
ス
博
士
は
報
告
書
が
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
日
本
軍
の
弱

と
し
て
兵
力
の
逐
次
投
入
、
装
備
改
善
の

遅
さ
、
夜
襲
へ
の
執
着
、
非
降
伏
主
義
、
守
勢
へ
の
嫌
悪
、
航
空
機
に
よ
る
地
上
支
援
能
力
の
低
さ
等
を
列
挙
し
て
い
る
。

前
記
の
諸
指
摘
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
論

は
装
備
改
善
の
遅
さ
、
す
な
わ
ち
現
場
の
教
訓
に
即
応
し
て
次
の
戦
闘
に
間
に
あ
う
よ
う

兵
器
を
改
良
し
、
ひ
い
て
は
戦
法
を
改
変
し
よ
う
と
考
え
な
い
教
條
的
思
考
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
に
投
入
さ
れ
た
日
ソ
両
軍
の
装
備
で
、
量
は
と
も
か
く
質
の

で
は
大
差
は
な
か
っ
た
。

あ
る
と
す
れ
ば
須
見
歩
26
連
隊
長
が
「
敵
は
戦
闘
中
に
装
備
改
善
を
進
め
つ
つ
あ
り
」
と
気
づ
い
た
よ
う
な
、
ソ
連
軍
の
即
応
能
力
で

あ
っ
た
ろ
う
。
ソ
連
軍
が
持
ち
、
日
本
軍
に
な
か
っ
た
新
兵
器
は
パ
ニ
ッ
ク
的
効
果
を
発
揮
し
た
と
さ
れ
る
火
炎
放
射
戦
車
（
た
だ
し
出

動
は
37
両
だ
け
）
と
鉄
条
網
の
ピ
ア
ノ
線
ぐ
ら
い
、
そ
の
逆
は
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
ユ
ー
モ
ア
混
り
で
ス
タ
ー
リ
ン
に
報
告
し
た
携
帯
用
蚊か

帳や

ぐ
ら
い
に
す
ぎ
な
い
。

新
兵
器
ど
こ
ろ
か
、
日
本
軍
が
一
貫
し
て
頼
り
に
し
た
の
は
制
式
の
装
備
品
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
な
い
火
炎
び
ん
だ
っ
た
。
第
六
軍
の

増
援
部
隊
が
野
重
連
隊
の
兵
士
ま
で
サ
イ
ダ
ー
び
ん
を
持
た
さ
れ
て
二
〇
〇
k 

m
を
行
軍
し
た
の
は
、
す
で
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
だ

が
七
月
三
日
の
ハ
ル
ハ
渡
河
攻
撃
で
火
炎
び
ん
攻
撃
に
悩
ま
さ
れ
た
ソ
連
軍
は
す
ぐ
に
対
策
を
た
て
た
。
過
熱
し
て
引
火
し
や
す
い
ラ
ジ

エ
タ
ー
部
に
金
網
を
か
ぶ
せ
、
燃
料
を
ガ
ソ
リ
ン
か
ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
油
に
変
え
、
不
燃
性
を
高
め
る
。

そ
の
結
果
、
第
二
次
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
で
は
戦
果
が
あ
が
ら
な
く
な
り
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
小
松
原
師
団
長
は
「
サ
イ
ダ
ー
壜
を
以
て
肉

薄
攻
撃
す
る
も
効
果
な
く
我
軍
を
し
て
失
意
せ
し
め
た
り
」（
8
月
22
日
付
）
と
日
記
に
書
い
た
。「
敵
の
優
良
戦
車
現
出
」
と
標
題
を
つ

け
た
こ
と
か
ら
も
、
失
意
の
ほ
ど
が
知
れ
る
。
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対
戦
車
兵
器
の
決
め
手
と
目
さ
れ
た
速
射
砲
も
、
第
十
一
師
団
を
除
く
全
満
の
部
隊
か
ら
総
動
員
（
集
中
末
期
に
は
二
三
〇
門
）
し
た
が
、

ソ
連
軍
は
射
程
外
か
ら
大
砲
で
叩
い
た
り
、
戦
車
を
死
角
が
生
じ
な
い
よ
う
梯
形
の
集
団
で
前
進
さ
せ
る
な
ど
対
抗
策
を
講
じ
た
の
で
、

バ
イ
ン
ツ
ァ
ガ
ン
戦
の
再
現
は
望
み
薄
と
な
る
。

日
ソ
両
軍
と
も
た
が
い
に
危
惧
し
て
い
た
化
学
兵
器
（
毒
ガ
ス
）
と
細
菌
兵
器
は
、
限
定
戦
爭
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
か
使
用
は
抑
止
さ

れ
た
。
そ
れ
で
も
石
井
給
水
部
隊
は
実
験
レ
ベ
ル
な
が
ら
ホ
ル
ス
テ
ン
川
に
細
菌
を
流
し
た
形
跡
が
あ
る
（
63
）

。
ま
た
関
東
軍
化
学
部
と
陸
軍

習
志
野
学
校
は
昭
和
十
三
年
八
月
に
制
式
採
用
さ
れ
た
青
酸
ガ
ス
（
ち
ゃ
剤
）
の
研
究
演
習
を
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
さ
な
か
の
十
四
年
八
月
、

チ
チ
ハ
ル
で
実
施
し
て
い
た
。
対
戦
車
攻
撃
用
の
「
ち
び
弾
」
は
未
完
成
（
十
六
年
に
実
用
化
）
だ
っ
た
が
、
戦
場
後
方
で
待
機
し
て
い
た

迫
撃
第
二
連
隊
に
よ
る
ガ
ス
弾
の
発
射
は
可
能
だ
っ
た
。
演
習
の
日
程
か
ら
推
測
す
る
と
、
威
嚇
効
果
を
狙
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
64
）

。

Ａ
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
は
大
本
営
の
戦
訓
委
員
会
報
告
書
に
つ
い
て
、「
問
題
の
核
心
と
い
う
べ
き
軍
中
央
と
関
東
軍
の
協
調
の
欠
如
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
65
）

」
と
指
摘
す
る
。

で
は
言
及
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
植
田
軍
司
令
官
か
ら
作
戦
参
謀
に
至
る
幹
部
を
更
迭
し
、
第
六
軍
の
攻
勢
を
中
止
さ
せ
た
こ
と
で
大

本
営
の
権
威
は
回
復
し
協
調
関
係
は
復
元
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
さ
し
あ
た
り
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の

後
遺
現
象
を
、
対
ソ
戦
略
の
流
れ
か
ら
拾
い
出
し
て
み
る
が
、
ま
ず
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
停
戦
の
直
後
に
起
き
た
攻
勢
主
義
と
守
勢
思
想
を
め

ぐ
る
新
た
な
相
剋
に
注
目
し
た
い
。
き
っ
か
け
は
、
九
月
十
二
日
に
攻
勢
作
戦
の
中
止
を
第
六
軍
に
伝
達
し
た
新
任
の
遠
藤
関
東
軍
参
謀

副
長
に
よ
る
問
題
提
起
だ
っ
た
。

作
戦
課
育
ち
の
遠
藤
は
日
中
戦
爭
が
解
決
す
る
ま
で
、
ソ
連
軍
と
の
対
決
は
先
き
延
ば
し
す
べ
き
だ
と
の
觀

か
ら
、
国
境
紛
爭
の
再
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発
を
予
防
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
東
満
と
北
満
か
ら
沿
海
州
・
シ
ベ
リ
ア
に
打
っ
て
出
る
年
度
作
戦
計
画
を
変
更
し
、
ソ
連

軍
を
満
州
国
内
で
迎
え
撃
つ
防
勢
戦
略
に
切
り
変
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

說
得
さ
れ
た
梅
津
新
軍
司
令
官
と
飯
村
新
参
謀
長
は
賛
同
し
た
が
、
有
末
高
級
参
謀
と
島
村
参
謀
は
古
巣
の
大
本
営
作
戦
課
と
短
絡
し

て
遠
藤
案
を
拒
ん
だ
。
梅
津
は
沢
田
参
謀
次
長
│
富
永
恭
次
第
一
部
長
を
軸
と
す
る
中
央
の
圧
力
に
屈
し
、
遠
藤
は
在
任
半
年
で
更
迭
さ

れ
た
。
そ
の
過
程
で
富
永
は
「
日
本
軍
に
防
御
な
し
（
66
）

」
と
言
い
放
ち
、
沢
田
か
ら
は
「
関
東
軍
に
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
懲
り
て
恐
ソ
病

に
罹
っ
て
い
る
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
（
67
）

」
と
反
問
さ
れ
た
と
、
遠
藤
は
回
想
す
る
。

対
ソ
作
戦
計
画
が
防
勢
本
位
へ
転
換
し
た
の
は
大
東
亜
戦
爭
末
期
の
昭
和
十
九
年
ま
で
お
く
れ
る
が
、
十
六
年
夏
に
は
ド
イ
ツ
の
対
ソ

開
戦
に
呼
応
し
て
シ
ベ
リ
ア
へ
進
攻
し
よ
う
と
、
大
本
営
は
演
習
（
関
特
演
）
の
名
目
で
約
五
〇
万
の
大
兵
力
を
満
州
に
集
中
し
好
機
を

窺
っ
た
。
好
機
の
解
釈
は
〝
熟
柿
派
〞
と
〝
青
柿
派
〞
に
分
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
軍
の
進
撃
速
度
が
落
ち
た
こ
と
で
冬
期
到
來
前
に
作
戦
終

了
の
見
込
が
薄
れ
た
た
め
、
八
月
九
日
に
大
本
営
は
対
北
方
武
力
行
使
を
断
念
し
、
対
米
英
戦
を
覚
悟
し
て
の
南
方
進
出
に
方
向
転
換
す

る
。そ

の
間
に
関
東
軍
の
現
地
部
隊
の
中
に
は
「
好
機
到
來
せ
り
と
為
し
、
場
合
に
依
り
て
は
事
端
を
醸か
も

し
て
対
蘇
攻
撃
の
火
蓋
を
切
る
べ

し
等
の
強
硬
意
見
」
も
流
れ
て
い
た
ら
し
く
、
梅
津
軍
司
令
官
か
ら
「
時
期
を
失
す
る
時
は
独
断
進
攻
す
べ
き
あ
る
を
予
期
す
る
。
予
あ
ら
か
じめ

承
認
を
乞
う
（
68
）

」
と
の
軍
機
電
報
が
舞
い
こ
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。

陸
軍
が
こ
の
時

で
の
対
ソ
進
攻
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
敗
北
コ
ン
プ
レ
ク
ス
だ
と
解
說
す
る
評
言
を
見
か
け

る
が
、
む
し
ろ
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
復
仇
を
と
意
気
ご
ん
だ
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
し
か
も
動
員
さ
れ
た
兵
力
だ
け
は
多
く
て
も
、
装
備

の
質
に
向
上
改
善
の
跡
は
見
ら
れ
な
い
。「
秘
密
扱
い
が
厳
し
く
、
中
堅
以
上
の
将
校
で
も
報
告
書
の
存
在
を
知
ら
な
い
者
が
多
く
、
普
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及
し
に
く
か
っ
た
（
69
）

」
と
な
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
訓
が
生
か
さ
れ
る
機
会
は
な
か
っ
た
と
断
定
で
き
そ
う
だ
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
ソ
連
軍
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
戦
訓
を
ど
う
攝
取
し
評
価
し
た
か
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
が
、
当
時
の
公
式
文
書
は
、
ス

タ
ー
リ
ン
独
裁
体
制
を
反
映
し
て
か
「
社
会
主
義
の
絶
対
的
勝
利
」
と
か
「
偉
大
な
る
レ
ー
ニ
ン
＝
ス
タ
ー
リ
ン
同
志
の
教
育
を
受
け

…
…
」（
ジ
ュ
ー
コ
フ
公
式
報
告
書
）
式
の
巧
言
、
美
辞
が
多
く
、
本
音
の
部
分
は
つ
か
み
に
く
い
。
そ
れ
で
も
、
ソ
軍
歩
兵
は
概
し
て
自

立
し
て
戦
う
個
人
的
技
能
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

翌
年
五
月
に
ス
タ
ー
リ
ン
と
会
っ
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
は
、
砲
兵
と
戦
車
は
日
本
軍
に
比
べ
優
れ
て
い
た
が
、
日
本
軍
の
歩
兵
は
白
兵
戦
に

優
れ
、
と
く
に
彼
ら
の
操
典
と
矛
盾
は
し
て
い
る
が
防
御
戦
闘
が
得
意
だ
と
評
し
た
。
こ
の
觀
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
防
御
と
く
に
専

守
防
御
の
教
育
訓
練
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
が
日
本
軍
の
欠
陥
だ
と
指
摘
し
た
小
沼
中
佐
は
、
実
態
を
見
誤
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

も
っ
と
も
ソ
連
側
が
自
軍
歩
兵
の
能
力
が
低
い
と
認
め
て
い
る
の
に
、
日
本
側
参
戦
者
の
多
く
が
八
倍
の
プ
リ
ズ
ム
眼
鏡
付
き
小
銃
を

操
る
ソ
連
歩
兵
の
狙
撃
能
力
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
、
誤
認
は
お
た
が
い
さ
ま
と
言
え
な
く
も
な
い
。

戦
史
家
の
ヴ
ォ
ル
コ
ゴ
ー
ノ
フ
将
軍
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
戦
訓
資
料
を
集
め
た
の
に
参
謀
本
部
が
死
蔵
し
た
た
め
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
戦

や
独
ソ
戦
へ
の
対
応
を
誤
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
（
70
）

。
シ
ュ
テ
ル
ン
が
集
め
た
戦
史
資
料
と
報
告
書
の
作
成
に
協
力
せ
ず
葬
っ
て
し
ま
っ
た

の
は
ジ
ュ
ー
コ
フ
だ
と
の
批
判
が
の
ち
に
現
れ
た
の
は
、
こ
の
件
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
71
）

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
期
せ
ず
し
て

日
ソ
両
軍
の
上
層
部
は
い
ず
れ
も
戦
訓
の
直
視
を
嫌
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ノ
モ
ン
ハ
ン
の
勝
利
で
ス
タ
ー
リ
ン
に
寵
愛
さ
れ
一
年
半
後
に
は
参
謀
総
長
へ
登
用
さ
れ
た
ジ
ュ
ー
コ
フ
で
さ
え
、
す
べ
て
の
献
言
を

採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
彼
が
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
で
実
証
し
た
戦
車
集
団
の
独
立
使
用
は
一
時
否
定
さ
れ
、
歩
兵
直
協
用

四
三
〇



ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
七
九
）

法
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
い
、
独
ソ
戦
の
初
期
に
ド
イ
ツ
の
戦
車
軍
団
に
敗
北
す
る
一
因
と
な
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
内
戦
の
戦
訓
と
競
合
し
た

た
め
と
も
さ
れ
る
（
72
）

。

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
対
す
る
諸
論
評
を
見
渡
し
て
、
私
は
「（
関
東
軍
の
）
勇
み
足
と
火
遊
び
の
よ
う
な
冒
險
主
義
」（
半
藤
一
利
）
と

「
太
平
洋
戦
爭
の
縮
冊
版
で
あ
っ
た
」（
五
味
川
純
平
）
と
い
う
短
か
い
論
評
が
、
総
括
に
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
て
い
る
。

注（
1
） 

『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
八
巻
、
五
二
│
五
三
ペ
ー
ジ

（
2
） 

畑
侍
従
武
官
長
日
誌
、
8
月
23
日
の
項

（
3
） 

西
浦
進
『
昭
和
戦
爭
史
の
証
言
』（
原
書
房
、
一
九
八
〇
）
一
二
一
ペ
ー
ジ

（
4
） 

細
谷
千
博
「
三
国
同
盟
と
日
ソ
中
立
条
約
」（『
太
平
洋
戦
爭
へ
の
道
』、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
）
一
五
九
│
六
〇
ペ
ー
ジ

（
5
） 

た
と
え
ば
筆
者
不
明
（
松
岡
洋
右
か
）「
事
変
を
迅
速
且
つ
有
利
に
終
熄
せ
し
む
べ
き
方
途
」
と
題
し
た
七
月
十
九
日
付
の
意
見
書
（
陽
明
文

庫
蔵
、
義
井
博
『
増
補
日
独
伊
三
国
同
盟
と
日
米
関
係
』、
南
窓
社
、
一
九
八
七
、
に
収
録
）
は
、
か
な
り
早
い
時

で
四
国
連
合
構
想
を
說

い
た
。

（
6
） 

『
西
園
寺
公
と
政
局
』
第
八
巻
、
六
六
│
六
七
ペ
ー
ジ

（
7
） 

三
宅
正
樹
『
ス
タ
ー
リ
ン
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
日
ソ
独
伊
連
合
構
想
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
）
七
八
│
七
九
ペ
ー
ジ

（
8
） 

関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
、
九
〇
、一
三
三
│
三
四
ペ
ー
ジ

（
9
） 

同
右
、
八
〇
│
八
一
、一
二
一
ペ
ー
ジ

（
10
） 

欧
亜
局
一
課
『
日
ソ
交
渉
史
』（
巌
南
堂
、
一
九
六
九
）
五
一
九
│
二
〇
ペ
ー
ジ

四
三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
八
〇
）

（
11
） 

関
参
一
電
四
六
八
号
（
大
本
営
研
究
班
「
関
東
軍
に
関
す
る
機
密
作
戦
日
誌
抜
粋
」
三
二
ペ
ー
ジ
）

（
12
） 

前
掲
『
日
ソ
外
交
史
』
五
二
〇
ペ
ー
ジ

（
13
） 
前
掲
三
宅
、
六
九
ペ
ー
ジ

（
14
） 
Ａ
・
Ｄ
・
ク
ッ
ク
ス
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
上
、
一
七
二
ペ
ー
ジ

（
15
） 

井
本
熊
男
メ
モ

（
16
） 

稲
田
正
純
「
ソ
連
極
東
軍
と
の
対
決
」（『
別
冊
知
性
』
昭
和
31
年
12
月
）

（
17
） 

前
掲
「
大
本
営
研
究
班
」、
三
七
ペ
ー
ジ

（
18
） 

浜
田
寿
栄
雄
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
回
想
録
」（
一
九
六
〇
、
防
研
蔵
）

（
19
） 

全
文
は
「
石
蘭
支
隊
陣
中
日
誌
」（
靖
国
偕
行
文
庫
蔵
）
に
収
録

（
20
） 

前
掲
「
大
本
営
研
究
班
」
三
八
ペ
ー
ジ
の
8
月
26
日
関
東
軍
司
令
官
発
参
謀
総
長
宛
関
参
一
電
五
七
二
号

（
21
） 

8
月
29
日
着
の
関
東
軍
参
謀
長
発
次
長
・
次
官
宛
関
参
一
電
五
八
八
号

（
22
） 

前
掲
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」
九
三
ペ
ー
ジ

（
23
） 

前
掲
西
浦
、
八
八
ペ
ー
ジ

（
24
） 

前
掲
稲
田

（
25
） 

『
昭
和
史
の
天
皇
29
』
の
稲
田
正
純
談
（
三
五
四
ペ
ー
ジ
）

（
26
） 

「
中
島
鉄
蔵
中
将
回
想
録
」（
昭
和
15
年
、
参
謀
本
部
の
竹
田
宮
恒
徳
王
少
佐
に
よ
る
聴
取
、
防
衛
研
修
所
蔵
）

（
27
） 

辻
政
信
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
亜
東
書
房
、
一
九
五
〇
）
二
二
二
│
二
三
ペ
ー
ジ

（
28
） 

前
掲
「
大
本
営
研
究
班
」
四
九
ペ
ー
ジ

（
29
） 

前
掲
『
昭
和
史
の
天
皇
29
』
の
稲
田
談
（
三
五
七
│
五
八
ペ
ー
ジ
）

（
30
） 

今
岡
豊
（
参
本
作
戦
課
）
日
誌
、
九
月
七
日
（
防
衛
研
究
所
蔵
）

（
31
） 

前
掲
「
中
島
鉄
蔵
中
将
回
想
録
」

四
三
二



ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
八
一
）

（
32
） 

前
掲
稲
田
談
（
三
五
八
ペ
ー
ジ
）

（
33
） 

前
掲
「
大
本
営
研
究
班
」

（
34
） 
九
月
六
日
陸
軍
大
臣
発
関
東
軍
司
令
官
宛
（
前
掲
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」、
一
四
六
ペ
ー
ジ
）

（
35
） 
同
右
、
一
四
七
ペ
ー
ジ

（
36
） 

大
本
営
が
関
東
軍
へ
第
五
、
第
十
四
師
団
、
野
重
二
個
連
隊
、
速
射
砲
九
個
中
隊
（
五
四
門
）、
兵
站
自
動
車
二
十
五
個
中
隊
な
ど
の
増
援
を

内
示
し
た
の
は
八
月
二
十
九
日
で
、
逐
次
大
陸
命
で
発
令
さ
れ
た
。
第
十
四
師
団
（
在
華
北
）
の
満
州
派
遣
が
発
令
さ
れ
た
の
は
九
月
五
日

（
大
陸
命
三
五
五
号
）
で
あ
る
。

（
37
） 

畑
勇
三
郎
日
誌
、
九
月
二
日
の
項

（
38
） 

小
松
原
日
誌
、
九
月
五
日
の
項
か
ら
引
用
し
た
。
な
お
こ
の
軍
司
令
官
訓
示
は
ソ
蒙
軍
が
九
月
八
日
、
九
七
七
高
地
を
め
ぐ
る
戦
闘
で
片
山
支

隊
の
戦
死
者
か
ら
入
手
し
て
東
京
裁
判
に
提
出
さ
れ
、
判
決
文
に
も
引
用
さ
れ
た
。
速
記
録
の
日
本
訳
は
「
ネ
ズ
ミ
退
治
」、
英
訳
はrat 

stirring

と
な
っ
て
い
る
。

（
39
） 

本
郷
健
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
回
想
記
」（『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』
6
号
、
一
九
七
一
）

（
40
） 

九
月
六
日
第
六
軍
司
令
官
発
関
東
軍
参
謀
長
宛
（
前
掲
「
関
東
軍
機
密
作
戦
日
誌
」）
一
四
七
ペ
ー
ジ

（
41
） 

宮
崎
繁
三
郎
「
歩
兵
第
16
連
隊
奮
戦
す
」（『
丸
』
一
二
三
号
、
一
九
五
八
年
）、
な
お
秦
郁
彦
「
明
暗
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
秘
史
（
下
）
│
宮
崎

連
隊
と
深
野
大
隊
の
勇
戦
」（『
昭
和
史
の
謎
を
追
う
』
第
十
章
）
を
参
照
。

（
42
） 

ソ
蒙
側
か
ら
見
た
エ
ル
ス
山
の
戦
闘
に
つ
い
て
は
プ
レ
ブ
ド
ル
ジ
中
将
「
九
月
戦
闘
に
つ
い
て
の
問
題

」（『
ノ
モ
ン
ハ
ン
・
ハ
ル
ハ
河
戦
爭
』、

原
書
房
、
一
九
九
二
）
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
戦
闘
の
日
付
に
つ
い
て
九
月
八
〜
九
日
說
（
宮
崎
回
想
記
、
戦
史
叢
書
）
と
七
〜
八
日
說
（
第

二
師
団
行
動
詳
報
）
の
両
說
が
混
在
し
て
い
る
が
、
戦
死
者
公
報
の
日
付
か
ら
後
者
が
正
し
い
と
判
定
す
る
。

（
43
） 

前
掲
プ
レ
ブ
ド
ル
ジ
論
文
、
ハ
ル
ハ
山
の
攻
防
戦
に
つ
い
て
は
前
掲
秦
、
第
十
章
を
参
照
。

（
44
） 

た
と
え
ば
死
傷
者
二
三
一
人
を
出
し
た
歩
二
七
連
隊
田
原
大
隊
に
よ
る
七
五
八
高
地
の
戦
闘
（
8
月
29
〜
30
日
、
9
月
10
日
）
は
前
掲
秦
、
第

九
章
「
見
捨
て
ら
れ
た
田
原
大
隊
」
を
参
照
。

四
三
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
八
二
）

（
45
） 

前
掲
辻
、
二
一
七
│
一
九
ペ
ー
ジ

（
46
） 

『
参
謀
次
長
沢
田
茂
回
想
録
』（
芙
蓉
書
房
、
一
九
八
二
）
一
二
七
│
三
〇
ペ
ー
ジ

（
47
） 
八
月
二
十
七
日
の
ジ
ュ
ー
コ
フ
指
令
（
ノ
ヴ
イ
コ
フ
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
）

（
48
） 
「
第
七
師
団
戦
闘
詳
報
」（
防
衛
研
究
所
蔵
）
9
月
5
日
の
項

（
49
） 

歩
29
の
『
郷
土
部
隊
戦
記
⑵
』（
福
島
民
友
新
聞
社
、
一
九
六
五
）
三
九
ペ
ー
ジ

（
50
） 

歩
57
の
『
佐
倉
連
隊
回
願
』（
一
九
九
六
）
六
七
ペ
ー
ジ

（
51
） 

「
岡
部
直
三
郎
日
記
」（『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
99
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
昭
和
14
年
8
月
1
日
の
項

（
52
） 

島
田
英
常
「
地
図
は
語
る
│
ノ
モ
ン
ハ
ン
№
23
」（『
地
図
中
心
』
二
〇
一
〇
年
一
二
月
号
）

（
53
） 

井
本
熊
男
『
支
那
事
変
作
戦
日
誌
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
一
九
九
八
）
三
八
五
ペ
ー
ジ

（
54
） 

こ
の
関
東
軍
命
令
の
原
文
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
九
月
十
日
一
一
五
〇
関
東
軍
参
謀
長
発
参
謀
次
長
宛
関
参
一
電
七
七
一
号
と
し
て
戦
史

叢
書
未
定
稿
の
二
二
三
七
│
三
八
ペ
ー
ジ
に
全
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
55
） 

遠
藤
三
郎
『
日
中
十
五
年
戦
爭
と
私
』（
日
中
書
林
、
一
九
七
四
）
一
七
五
ペ
ー
ジ

（
56
） 

東
郷
茂
徳
『
時
代
の
一
面
』（
改
造
社
、
一
九
五
二
）
一
二
九
ペ
ー
ジ
。
交
渉
経
過
に
つ
い
て
は
前
掲
『
日
ソ
交
渉
史
』
を
参
照
。

（
57
） 

三
浦
信
行
他
「
日
露
の
史
料
で
読
み
解
く
〈
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
〉
の
一
側
面
」（『
国
士
舘
大
学
ア
ジ
ア
・
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』

二
〇
一
〇
年
）
に
電
報
の
原
文
と
邦
訳
を
記
載
（
八
一
│
八
二
ペ
ー
ジ
）

（
58
） 

前
掲
ク
ッ
ク
ス
下
、
二
四
二
ペ
ー
ジ

（
59
） 

北
川
四
郎
『
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
徳
間
書
店
、
一
九
七
九
）
一
〇
ペ
ー
ジ
。
な
お
満
州
国
外
交
部
調
査
は
、
昭
和
十
二
年
に
北
川
も
加
わ
っ
て
実

施
し
た
も
の
で
、
ほ
ぼ
ソ
蒙
側
の
主
張
す
る
国
境
線
と
同
じ
だ
っ
た
。

（
60
） 

一
九
四
〇
年
六
月
十
四
日
付
外
務
人
民
委
員
部
発
駐
日
ソ
連
大
使
あ
て
電
報
（
外
交
史
料
館
記
録
「
日
ソ
中
立
条
約
一
件
」）

（
61
） 

防
衛
研
究
所
に
は
、
小
沼
中
佐
が
寄
贈
し
た
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
研
究
報
告
」（
昭
和
15
年
1
月
10
日
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
62
） 

前
掲
ク
ッ
ク
ス
下
、
三
四
〇
ペ
ー
ジ

四
三
四



ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
（
秦
）

（
一
七
八
三
）

（
63
） 

詳
細
は
前
掲
秦
『
昭
和
史
の
謎
を
追
う
()上
』
の
第
21
、
22
章
「
日
本
の
細
菌
戦
」
を
参
照
。

（
64
） 

青
酸
ガ
ス
と
チ
ビ
弾
に
つ
い
て
は
秦
『
昭
和
史
の
秘
話
を
追
う
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
二
）
の
第
六
章
「
秘
密
兵
器
〝
チ
ビ
弾
〞
の
喜

劇
風
生
涯
」
を
参
照
。
チ
チ
ハ
ル
の
毒
ガ
ス
演
習
に
つ
い
て
は
、『
陸
軍
習
志
野
学
校
』（
一
九
八
七
）、「
満
密
大
日
記
」（
昭
15
│
3
、
№
4
）

を
参
照
。

（
65
） 

前
掲
ク
ッ
ク
ス
、
三
六
一
ペ
ー
ジ

（
66
） 

宮
武
剛
『
将
軍
の
遺
書
│
遠
藤
三
郎
日
記
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
）
一
三
一
ペ
ー
ジ

（
67
） 

前
掲
遠
藤
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ

（
68
） 

詳
細
は
前
掲
秦
『
昭
和
史
の
謎
を
追
う
()上
』
の
「
第
十
三
章
関
特
演
」
を
参
照
。

（
69
） 

『
偕
行
』
二
〇
〇
九
年
九
月
号
の
原
剛
論
文

（
70
） 

前
掲
ヴ
ォ
ル
コ
ゴ
ー
ノ
フ
、
一
五
五
ペ
ー
ジ

（
71
） 

産
経
新
聞
二
〇
〇
四
年
九
月
二
日
号
の
ノ
ボ
プ
ラ
ネ
ツ
大
佐
（
シ
ュ
テ
ル
ン
の
後
方
参
謀
）
論
文

（
72
） 

Ｄ
・
Ｍ
・
グ
ラ
ン
ツ
『
独
ソ
戦
全
史
』（
学
研
Ｍ
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
五
〇
ペ
ー
ジ

四
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災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
（
代
田
）

（
一
七
八
五
）

災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治代　

　

田　
　

剛　
　

彦

は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
並
び
に
福
島
第
一
原
発
事
故
は
、
被
災
地
の
み
な
ら
ず
広
く
日
本
全
体
に
計
り

知
れ
な
い
大
き
な
、
ま
た
深
い
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
の
復
旧
復
興
に
は
相
当
の
年
月
が
必
要
と
さ
れ
る
。
あ
ま
り
に
も

被
害
が
巨
大
か
つ
複
合
的
で
あ
る
た
め
政
府
の
対
応
も
後
手
に
回
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
問
題
を
よ
り
深
刻
か
つ
複
雑
に
し
て
い
る
最

大
の
要
因
は
原
発
事
故
に
伴
う
高
濃
度
の
放
射
性
物
質
の
漏
出
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
災
地
の
多
く
が
高
齢
化
と
過
疎
化
に
直
面
し
て
い

る
自
治
体
で
あ
る
こ
と
が
地
域
の
維
持
・
存
続
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
政
治
の
停
滞
は
復
旧
復
興
の
歩
み
を
遅
延
さ
せ
、
被
災
地

を
落
胆
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
被
災
地
の
人
び
と
も
日
々
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
刻
も
は
や
く
日
常
の
生
活
を

取
り
戻
す
た
め
に
苛
酷
な
現
実
と
向
き
合
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

四
三
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
八
六
）

災
害
に
対
し
て
各
自
治
体
は
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
、
今
回
の
大
震
災
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
。
備
え
と
し
て
は
自
治
体
が

策
定
す
る
地
域
防
災
計
画
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
震
災
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
災
害
直
後
の
救
難
・
救
助
、
避
難
所
の
設
置
・
運
営
、

仮
設
住
宅
の
建
設
、
そ
の
後
の
復
興
住
宅
の
建
設
、
瓦
礫
処
理
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
か
ら
ま
ち
づ
く
り
へ
と
続
く
。
本
論
考
で
は
、
災
害
へ

の
対
応
に
関
す
る
法
律
と
し
て
、
災
害
救
助
法
、
災
害
対
策
基
本
法
に
も
必
要
な
範
囲
で
触
れ
つ
つ
、
震
災
復
興
計
画
を
中
心
に
と
り
あ

げ
る
。
震
災
復
興
計
画
の
策
定
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
、
被
災
地
に
お
け
る
自
治
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
地
域
づ
く
り
・
地

域
再
生
と
い
う
と
き
の
「
地
域
」
に
注
目
し
た
い
。
各
地
域
の
諸
条
件
が
地
域
の
風
土
、
歴
史
、
文
化
を
形
づ
く
る
決
定
的
要
素
で
あ
る

こ
と
を
十
分
認
識
し
た
い
。
こ
こ
で
は
高
齢
化
・
過
疎
化
の
問
題
を
抱
え
る
小
規
模
自
治
体
で
あ
る
長
野
県
栄
村
の
事
例
を
と
り
あ
げ
る
。

長
野
県
栄
村
の
風
土
と
歴
史

栄
村
は
新
潟
県
に
境
を
接
す
る
長
野
県
の
最
北
端
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
。
面
積
は
二
七
一
・
五
一
㎢
、
人
口
約
二
六
〇
〇
人
で
あ
る
。

林
野
面
積
が
総
面
積
の
九
三
％
を
占
め
、
耕
地
は
わ
ず
か
に
三
％
に
過
ぎ
な
い
。
山
林
の
う
ち
五
六
％
が
国
有
林
で
、
村
有
林
は
数
％
に

過
ぎ
な
い
。
こ
の
広
大
な
村
域
に
三
一
の
集
落
が
散
在
し
て
い
る
。
植
生
は
落
葉
広
葉
樹
林
帯
に
属
し
、
気
候
は
裏
日
本
型
に
属
し
て
い

て
、
豪
雪
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
る
。
Ｊ
Ｒ
飯
山
線
の
森
宮
野
原
駅
近
く
に
は
日
本
最
高
積
雪
地
点
を
示
す
柱
が
ぽ
つ
ん
と
建
ち
、
そ
こ
に

は
七
・
八
五
ｍ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
豪
雪
地
帯
の
割
に
は
気
候
は
暖
か
で
狭
い
耕
地
で
は
あ
る
が
作
物
は
良
く
育
つ
と
さ
れ
る
。
村
の
北

部
を
千
曲
川
が
貫
流
し
、
隣
接
す
る
新
潟
県
津
南
町
に
入
っ
て
信
濃
川
と
名
称
が
変
わ
る
。
信
濃
川
の
支
流
で
あ
る
志
久
見
川
と
信
濃
川

の
支
流
で
あ
る
中
津
川
が
村
を
南
北
に
流
れ
る
。
志
久
見
川
の
流
れ
に
沿
う
よ
う
に
多
く
の
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
中
津
川
は
津
南

町
か
ら
栄
村
の
秋
山
郷
の
切
明
地
区
で
雑
魚
川
と
わ
か
れ
、
さ
ら
に
水
源
は
上
流
に
遡
る
。
秋
山
郷
（
秋
山
地
区
）
の
各
集
落
は
中
津
川

四
三
八



災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
（
代
田
）

（
一
七
八
七
）

か
ら
や
や
離
れ
た
地
点
に
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。
秋
山
郷
は
江
戸
期
の
作
家
、
鈴
木
牧
之
の
『
秋
山
紀
行
』
で
知
ら
れ
る
秘
境
の
観
光

地
と
し
て
知
ら
れ
る
。

幹
線
道
路
の
国
道
一
一
七
号
線
、
Ｊ
Ｒ
飯
山
線
は
旧
水
内
村
を
横
断
し
て
い
る
。
秋
山
郷
へ
は
津
南
町
経
由
で
国
道
に
格
上
げ
さ
れ
た

四
〇
五
号
線
が
通
じ
て
い
る
。
栄
村
は
、
昭
和
の
市
町
村
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
村
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
、

現
在
の
村
役
場
や
森
宮
野
原
駅
、
さ
さ
や
か
な
駅
前
商
店
街
が
あ
る
下
水
内
郡
水
内
村
と
千
曲
川
を
挟
ん
だ
下
高
井
郡
堺
村
が
合
併
し
て

下
水
内
郡
栄
村
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
村
の
中
心
は
旧
水
内
村
に
あ
る
が
、
合
併
当
時
の
堺
村
の
人
口
が
五
六
四
一
人
（
八
六
二
戸
）、
水

内
村
の
人
口
が
二
三
三
一
人
（
四
三
二
戸
）
で
、
面
積
も
堺
村
の
方
が
圧
倒
的
に
広
く
奥
深
く
山
地
が
連
な
る
。

栄
村
は
、
耕
地
が
な
い
こ
と
と
冬
が
長
い
こ
と
と
で
、
村
民
は
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
副
業
を
し
て
食
い
つ
な
い
で
き
た
歴
史
が
あ
る
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
は
、
女
性
た
ち
の
間
で
は
縮
織
り
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
明
治
に
な
る
と
手
す
き
和
紙
が
長
い
冬
の
仕

事
と
し
て
有
力
に
な
り
、
夏
は
炭
焼
き
、
養
蚕
な
ど
で
現
金
収
入
を
得
て
き
た
。
地
域
の
自
然
、
住
民
の
生
活
を
振
り
返
る
と
、
自
然
、

産
業
や
経
済
の
交
流
も
信
州
よ
り
越
後
に
深
く
結
び
つ
い
て
き
た
面
が
あ
る
。
村
民
の
気
質
は
、
慎
重
な
面
が
あ
り
す
べ
て
に
控
え
め
だ

が
、
ま
じ
め
で
粘
り
強
い
性
格
の
人
々
が
多
い
と
い
う
。

産
業
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
冬
の
副
業
は
衰
退
し
、
昭
和
に
入
る
と
若
者
は
冬
に
な
る
と
都
会
へ
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

終
戦
直
後
の
副
業
と
し
て
は
養
蚕
、
薪
炭
、
和
紙
、
和
傘
製
造
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
大
正
の
末
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
信
越
線
と
上
越
線

を
結
ぶ
現
在
の
Ｊ
Ｒ
飯
山
線
が
開
通
す
る
と
、
豊
富
な
水
に
目
を
つ
け
た
電
力
資
本
が
入
り
、
あ
ち
こ
ち
で
水
力
発
電
の
工
事
を
起
こ
し

て
異
質
の
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
た
（
1
）

。

四
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
七
八
八
）

栄
村
と
災
害

栄
村
の
歴
史
は
雪
と
の
格
闘
の
歴
史
で
も
あ
る
。
温
暖
化
の
影
響
な
の
か
積
雪
量
は
昔
に
比
べ
る
と
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
二
ｍ

を
越
す
雪
が
村
の
大
地
を
覆
い
根
雪
の
期
間
は
約
一
四
〇
日
に
及
ぶ
と
い
う
（
2
）

。

こ
の
地
方
の
雪
は
積
雪
量
の
多
さ
に
加
え
て
雪
質
が
重
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
雪
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
村
に
お

け
る
雪
に
絡
む
災
害
と
し
て
は
、
昭
和
二
〇
年
二
月
の
豪
雪
（
七
八
五
㎝
）、
昭
和
三
六
年
二
月
の
雪
崩
、
昭
和
五
六
年
一
月
の
豪
雪
、
昭

和
五
九
年
二
月
の
豪
雪
、
昭
和
六
〇
年
一
月
の
豪
雪
が
あ
る
（
3
）

。
そ
の
他
融
雪
に
と
も
な
う
水
害
も
発
生
し
て
い
る
。
雪
害
以
外
で
は
台

風
、
豪
雨
、
洪
水
、
火
災
な
ど
が
起
き
て
い
る
。
雪
ゆ
え
に
村
の
人
口
が
減
少
し
、
村
づ
く
り
の
障
害
に
も
な
っ
て
き
た
。
村
は
雪
害
救

助
員
の
制
度
を
設
置
し
て
対
応
し
て
き
た
が
、
雪
害
対
策
か
ら
克
雪
対
策
へ
と
政
策
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
高
橋
彦
芳
前
村
長
時
代

に
、
克
雪
資
金
無
利
子
融
資
制
度
を
一
九
八
九
年
に
導
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
雪
に
強
く
明
る
く
住
み
よ
い
活
力
あ
る
村
づ
く
り
」
を

目
標
と
す
る
制
度
と
さ
れ
、
個
人
向
け
に
は
融
雪
型
屋
根
へ
の
改
良
な
ど
に
融
資
し
、
集
落
向
け
に
は
地
区
内
道
路
の
改
良
や
流
雪
溝
な

ど
に
融
資
す
る
制
度
で
あ
る
。
高
橋
村
長
は
村
役
場
の
企
画
課
長
の
と
き
、「
雪
害
」
を
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「『
雪
害
』
と

は
、
降
雪
と
い
う
自
然
現
象
と
時
間
的
、
空
間
的
文
明
状
態
と
の
接
触
に
よ
っ
て
社
会
的
規
模
で
人
間
の
生
活
に
障
害
を
与
え
る
現
象
」

で
あ
る
と
い
う
（
4
）

。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
長
野
県
の
地
理
学
者
・
教
育
者
で
あ
っ
た
三
澤
勝
衛
の
風
土
論
を
想
起
さ
せ
る
。
三
澤
に
よ

れ
ば
、
風
土
と
は
、
大
気
で
も
大
地
で
も
な
い
、
気
候
で
も
土
質
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
と
は
独
立
し
た
大
気
と
大
地
の
接
触
面
で
あ
る
（
5
）

。

ま
た
、
三
澤
は
裏
日
本
の
豪
雪
地
帯
に
お
い
て
、
毎
冬
繰
り
返
さ
れ
る
雪
害
が
「
白
魔
」
と
い
う
言
葉
を
生
み
出
し
た
と
記
し
て
い
る
（
6
）

。

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
自
然
環
境
に
あ
っ
て
、
栄
村
で
は
、
雪
を
村
づ
く
り
の
資
源
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
逆
転
の
発
想
で
将
来

四
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災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
（
代
田
）

（
一
七
八
九
）

を
切
り
開
こ
う
と
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。

今
回
の
震
災
を
経
験
し
た
関
係
者
が
、
雪
の
中
で
の
地
震
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
の
は
意
外
で
あ
る
。
過
去
に
幾
度

と
な
く
雪
害
に
出
会
い
、
最
近
で
は
中
越
・
中
越
沖
地
震
を
経
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
な
か
っ
た

の
は
不
思
議
で
あ
る
。
想
定
外
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
日
本
大
震
災
に
伴
っ
て
発
生
し
た
福
島
原
発
災
害
に
向
き
合
っ
た
元
内
閣
総
理

大
臣
・
菅
直
人
は
自
戒
を
込
め
て
述
べ
て
い
る
。「
原
発
の
重
大
事
故
は
起
き
な
い
。
そ
の
前
提
に
立
っ
て
日
本
の
社
会
は
で
き
て
い
た
。

原
発
を
五
四
基
も
作
っ
た
の
も
そ
の
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
法
律
も
制
度
も
、
政
治
も
経
済
も
、
あ
る
い
は
文
化
す
ら
、
原
発
事
故
は

起
き
な
い
と
い
う
前
提
で
動
い
て
い
た
。
何
も
備
え
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
だ
か
ら
現
実
に
事
故
が
起
き
た
際
に
対
応
で
き
な

か
っ
た
。」「
政
治
家
も
電
力
会
社
も
監
督
官
庁
も
「
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
事
実
な
の
だ
。」
と
（
7
）

。
何

を
無
責
任
な
と
い
う
批
判
は
容
易
か
ろ
う
が
、
実
際
に
最
高
責
任
者
と
し
て
指
揮
し
た
者
の
証
言
は
重
い
。
そ
こ
に
潜
む
問
題
は
、「
科

学
と
技
術
と
社
会
を
つ
な
ぐ
複
数
の
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ネ
ル
の
制
度
設
計
の
あ
り
方
や
、
そ
こ
に
登
場
す
る
複
数
の
異
質
な
主
体
が
お
り

な
す
し
く
み
の
機
能
不
全
に
由
来
す
る
失
敗
」
を
構
造
災
と
捉
え
、
そ
れ
を
科
学
技
術
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
問
題
だ
と
す
る

見
解
と
通
底
す
る
（
8
）

。

長
野
県
北
部
地
震
に
お
け
る
栄
村
の
被
害
状
況
と
災
害
救
助
法
の
適
用

⑴　

栄
村
の
被
害
状
況

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
三
月
一
二
日
の
三
時
五
九
分
、
長
野
県
北
部
地
方
を
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
七
、
震
度
六
強
の
地
震
が
長
野

県
栄
村
を
襲
っ
た
。
そ
れ
は
東
日
本
大
震
災
の
翌
日
の
こ
と
で
あ
る
。
当
日
の
栄
村
の
積
雪
量
は
、
村
の
中
心
地
の
集
落
で
あ
る
森
地
区

四
四
一
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で
一
七
五
㎝
で
あ
っ
た
。
村
内
の
各
集
落
で
は
除
雪
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
周
囲
は
二
ｍ
の
雪
に
覆
わ
れ
、
田
畑
に
は
二
ｍ
以
上
、
山

間
で
は
三
ｍ
近
い
積
雪
が
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

住
民
は
雪
の
中
を
集
落
の
避
難
所
（
多
く
は
集
落
の
公
民
館
）
に
向
か
い
、
集
落
で
は
地
震
後
直
ち
に
住
民
の
安
否
確
認
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
地
震
発
生
の
時
間
が
早
朝
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
若
い
世
代
が
中
心
と
な
っ
て
安
否
確
認
や
高
齢
者
の
救
助
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
。

地
震
に
よ
る
人
的
被
害
は
、
死
者
ゼ
ロ
、
負
傷
者
一
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
避
難
生
活
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
・
過
労
が
原
因
で
三
人
の
災
害
関

連
死
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
幾
つ
か
の
集
落
が
、
雪
崩
や
落
石
に
よ
り
道
路
が
塞
が
っ
て
孤
立
し
、
小
滝
集
落
一
九
戸
四
九
人
は
午
後
三

時
頃
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
救
助
さ
れ
た
。
村
で
最
奥
の
秋
山
地
区
の
一
一
六
戸
二
五
三
人
も
雪
崩
で
国
道
四
〇
五
号
が
通
行
止
め
と
な
り
、

一
時
孤
立
し
て
い
る
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
な
ど
の
被
害
は
上
水
道
が
秋
山
地
区
を
除
き
四
月
一
五
日
の
仮
復
旧
ま
で
断
水
、
下
水
道
は
森
中

条
農
業
集
落
排
水
処
理
場
の
管
渠
が
一
km
に
亘
っ
て
激
し
く
破
損
し
四
月
二
〇
日
に
仮
復
旧
し
て
い
る
。
道
路
で
は
、
国
道
一
一
七
号
が

道
路
陥
没
で
通
行
止
め
（
六
月
三
〇
日
通
行
止
め
解
除
）、
国
道
四
〇
五
号
は
隣
接
の
新
潟
県
津
南
町
の
二
箇
所
で
雪
崩
と
落
石
で
通
行
止

め
（
三
月
二
一
日
通
行
止
め
解
除
）、
県
道
の
方
は
三
箇
所
で
土
砂
崩
れ
と
道
路
陥
没
、
ス
ノ
ー
シ
ェ
ッ
ド
崩
落
に
よ
り
通
行
止
め
（
四
月

一
一
日
、
六
月
一
日
に
通
行
止
め
解
除
と
な
っ
た
が
、
ス
ノ
ー
シ
ェ
ッ
ド
崩
落
箇
所
は
九
月
末
開
通
予
定
）、
村
道
も
二
箇
所
で
通
行
止
め
に
な
っ
た

が
、
三
、
四
日
で
通
行
止
め
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。
鉄
道
は
Ｊ
Ｒ
飯
山
線
が
土
砂
に
よ
り
道
床
崩
落
で
運
休
と
な
り
、
四
月
二
九
日
に
運

転
を
再
開
し
て
い
る
。
バ
ス
も
運
休
と
な
っ
た
が
運
転
を
再
開
し
て
い
る
。
建
物
の
被
害
状
況
は
全
壊
三
三
戸
、
大
規
模
損
壊
二
一
戸
、

半
壊
一
四
八
戸
、
一
部
損
壊
四
九
二
戸
と
な
っ
て
い
る
（
9
）

。
住
家
の
被
害
状
況
を
見
る
と
、
集
落
別
で
は
全
壊
戸
数
の
目
立
つ
の
が
青
倉
と

横
倉
の
二
集
落
で
あ
る
。
森
、
小
滝
が
次
い
で
い
る
。
一
部
損
壊
ま
で
含
め
る
と
村
の
全
戸
が
被
害
を
受
け
て
い
る
（
10
）

。
こ
の
他
農
作
物
の

被
害
、
農
業
関
連
施
設
・
機
械
の
被
害
、
畜
産
・
菌
茸
農
家
の
被
害
、
そ
し
て
農
地
の
被
害
が
出
て
い
る
。
こ
の
う
ち
農
作
物
の
被
害
額

四
四
二
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は
約
四
億
四
千
万
円
、
農
業
関
連
施
設
・
機
械
の
被
害
額
が
約
一
一
億
二
千
万
円
で
あ
る
。
農
地
の
復
旧
額
は
確
認
で
き
な
い
が
相
当
の

額
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
菌
茸
は
高
齢
者
に
適
し
た
作
物
で
あ
る
た
め
、
農
家
数
こ
そ
少
な
い
が
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
い
だ
ろ
う
（
11
）

。

⑵　

災
害
救
助
法
の
適
用

二
〇
一
一
年
三
月
一
二
日
未
明
に
長
野
県
と
新
潟
県
の
県
境
の
長
野
県
栄
村
を
震
源
地
と
す
る
大
地
震
（
長
野
県
北
部
地
震
）
を
受
け
て
、

そ
の
日
の
う
ち
に
長
野
県
、
新
潟
県
、
厚
生
省
は
栄
村
、
十
日
町
市
・
上
越
市
・
津
南
町
（
以
上
、
新
潟
県
）
に
災
害
救
助
法
（
以
下
、
救

助
法
）
の
適
用
を
発
表
し
て
い
る
。
救
助
法
に
は
避
難
所
、
仮
設
住
宅
に
関
す
る
諸
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
救
助
法
の
適
用
に
よ
り
、

国
は
応
急
的
に
必
要
な
救
助
を
行
い
、
救
助
費
を
一
部
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
負
担
の
程
度
は
被
災
自
治
体
の
財
政
力
に
応
じ
て
最

大
で
九
割
の
国
庫
補
助
が
可
能
で
あ
る
。
政
府
は
東
日
本
大
震
災
と
長
野
県
北
部
地
震
に
よ
る
震
災
に
対
し
て
災
害
救
助
の
た
め
の
経
費

と
し
て
、
第
一
次
補
正
予
算
等
で
約
四
四
〇
〇
億
円
の
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
（
12
）

。
救
助
法
の
適
用
は
一
都
九
県
に
及
ん
だ
。

救
助
法
の
条
文
は
本
則
四
八
条
と
比
較
的
簡
素
な
法
律
で
あ
る
た
め
、
自
治
体
の
担
当
者
に
と
っ
て
事
務
の
執
行
の
た
め
の
具
体
的
な

基
準
が
必
要
と
な
る
。
今
回
の
大
震
災
で
も
問
題
と
さ
れ
た
避
難
所
に
お
け
る
食
事
費
用
の
上
限
な
ど
が
そ
う
し
た
事
例
に
該
当
す
る
。

現
場
に
お
い
て
は
、
救
助
法
を
所
管
す
る
厚
生
労
働
省
の
発
す
る
数
多
く
の
通
知
や
事
務
連
絡
の
類
が
運
用
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
、
基
準
を
法
律
で
定
め
る
よ
り
も
状
況
の
異
な
る
災
害
に
柔
軟
か
つ
機
動
的
に
対
処
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
運
用
基
準
を
自
治
体
の
条
例
に
委
任
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
避
難
所
に
お
け
る
そ

う
し
た
問
題
が
、
地
方
分
権
改
革
で
確
認
さ
れ
た
対
等
協
力
関
係
と
さ
れ
た
国
地
方
の
関
係
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
に
関
わ
る
従
来
か
ら

の
国
と
自
治
体
と
の
上
下
主
従
関
係
を
残
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
投
影
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
）。

四
四
三
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あ
る
い
は
こ
の
問
題
は
、
現
場
が
法
令
の
趣
旨
を
十
分
理
解
し
な
い
で
硬
直
的
な
運
用
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
現
れ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
自
治
体
機
能
が
相
当
に
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
な
か
で
の
対
応
と
い
う
こ
と
が
機
動
的
・
弾
力
的
な
運
用
を
阻
害
し
た
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

救
助
法
は
、
救
助
の
対
象
に
つ
い
て
、
第
二
条
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
が
発
生
し
た
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
）
の
区
域
内
に
お
い
て
災
害
に
あ
っ
て
救
助
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
行
な
う
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
同
法
二
三

条
一
項
で
救
助
の
種
類
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
衣
食
住
の
確
保
と
し
て
、
収
容
施
設
（
応
急
仮
設
住
宅
を
含
む
）
の
供

与
、
炊
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給
、
被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
ま
た
は
貸
与
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
他
に
災
害
に
か
か
っ
た
者
の
救
出
、
生
業
に
必
要
な
資
金
、
器
具
ま
た
は
資
料
の
給
与
ま
た
は
貸
与
な
ど
の
項
目
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
同
法
二
三
条
二
項
で
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
、
救
助
を
要
す
る
者
に
対
し
て
救
助
と
し
て
金
銭

を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
同
法
二
三
条
三
項
に
お
い
て
、
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
旨
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
三
項
が
避
難
所
や
仮
設
住
宅
の
設
置
期
間
に
関
連
す
る
条
文
と
い
う
こ
と
に
な

る
。救

助
に
関
す
る
事
務
は
都
道
府
県
知
事
の
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
同
法
二
三
条
二
項
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
市
町
村
長
が
そ
の
一
部
を

行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
法
三
〇
条
一
項
は
「
都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
を
迅
速
に
行
な
う
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
救
助
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
長
が

行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
同
法
同
条
二
項
で
は
上
記
の
市
町
村
長
の
行
な
う
事
務
を
除
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
な
う
救
助

を
市
町
村
長
が
補
助
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
救
助
事
務
に
つ
い
て
は
第
一
義
的
に
都
道
府
県
知
事
が
処
理
し
、
政
令
に
よ
り

四
四
四
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そ
の
一
部
を
市
町
村
長
が
担
う
と
さ
れ
る
救
助
を
除
い
た
救
助
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
尚

同
法
同
条
一
項
に
よ
り
市
町
村
長
が
行
な
う
救
助
事
務
は
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
救
助
に
要
す
る
費
用
は
同
法
三
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
救
助
地
の
都
道
府
県
が
支
弁
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
庫
の
負
担
に

つ
い
て
は
同
法
三
六
条
に
規
定
を
置
い
て
お
り
、
支
払
に
要
し
た
合
計
額
と
当
該
都
道
府
県
の
収
入
見
込
額
と
の
比
率
に
よ
り
、
五
割
、

八
割
、
九
割
の
負
担
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
費
用
の
支
払
の
た
め
に
、
財
源
と
し
て
災
害
救
助
基
金
を
積
み
立
て
て
お
く
義
務

が
法
定
さ
れ
て
い
る
（
同
法
三
七
条
）。

救
助
法
第
二
条
に
い
う
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
災
害
救
助
法
施
行
令
一
条
に
そ
の
規
定
が
あ
る
。

人
口
が
二
三
〇
〇
名
ほ
ど
の
栄
村
の
場
合
は
同
施
行
令
一
条
一
項
一
号
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
「
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
人
口
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
別
表
1
に
定
め
る
数
以
上
の
世
帯
の
住
家
が
滅
失
し
た
こ
と
。」
に
該
当
す
る
。
別
表
1
に
よ
れ
ば
人
口
五
〇
〇
〇
人
以
下

の
市
町
村
の
場
合
で
は
滅
失
し
た
世
帯
が
三
〇
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
滅
失
し
た
世
帯
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
同
施
行
令
一
条
二
項
は
、

「
住
家
が
半
壊
ま
た
は
半
焼
す
る
等
著
し
く
損
傷
し
た
世
帯
は
二
世
帯
を
も
っ
て
、
住
家
が
床
上
浸
水
、
土
砂
の
た
い
積
等
に
よ
り
一
時

的
に
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
世
帯
は
三
世
帯
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
住
家
が
滅
失
し
た
一
の
世
帯
と
見
な
す
。」
と

定
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
栄
村
の
全
壊
が
三
三
世
帯
、
大
規
模
半
壊
（
こ
の
区
分
は
同
法
施
行
令
に
は
な
い
）
が
二
一
世
帯
、
半
壊
が

一
五
一
世
帯
あ
る
か
ら
大
災
害
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
一
部
損
壊
は
五
二
一
世
帯
と
な
っ
て
い
る
（
14
）

。

避
難
所
の
設
置
は
都
道
府
県
知
事
の
事
務
で
あ
る
が
、
市
町
村
長
が
設
置
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
市
町
村
長
は
直
ち
に
避
難

所
を
開
設
し
た
状
況
を
都
道
府
県
知
事
に
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
15
）

。
避
難
所
の
設
置
は
、
都
道
府
県
知
事

よ
り
も
現
場
の
事
情
に
明
る
い
市
町
村
長
の
ほ
う
が
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
で
き
る
と
考
え
る
の
が
現
実
的
で
あ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
避
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難
所
と
な
る
施
設
と
し
て
は
、
多
く
が
学
校
、
公
民
館
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
公
共
施
設
で
あ
る
。
避
難
所
に
収
用
さ
れ
る
対
象
者
は

災
害
に
よ
っ
て
現
に
被
害
を
受
け
た
者
、
災
害
に
よ
っ
て
現
に
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
象
者
に
は
、

自
分
の
住
居
が
被
害
を
受
け
な
く
て
も
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
の
宿
泊
者
で
あ
る
と
か
、
通
行
人
な
ど
で
災
害
に
直
面
し
た
者
が
含
ま
れ

る
。栄

村
で
は
、
秋
山
地
区
を
除
く
二
六
集
落
に
避
難
指
示
が
出
さ
れ
た
た
め
、
一
時
避
難
所
と
さ
れ
て
い
た
公
民
館
な
ど
か
ら
、
七
箇
所

の
広
域
避
難
所
に
避
難
し
て
い
る
。
一
時
避
難
所
の
中
に
は
公
民
館
が
全
壊
す
る
な
ど
で
機
能
し
な
い
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
た
。
広
域
避
難

所
と
し
て
、
小
学
校
、
中
学
校
、
村
役
場
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
が
使
わ
れ
、
最
大
で
一
七
八
七
名
が
収
容
さ
れ
た
。
二
〇
一
二

年
八
月
末
現
在
で
仮
設
住
宅
の
入
居
者
と
村
外
避
難
者
が
合
計
で
一
三
〇
人
と
な
っ
て
い
る
（
16
）

。

応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
に
関
し
て
は
、
現
在
二
箇
所
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、
建
設
戸
数
は
五
五
棟
（
四
八
世
帯
）
で
あ
る
。
仮
設
住
宅

の
設
置
場
所
は
栄
村
農
村
広
場
に
五
〇
棟
が
集
中
し
、
そ
こ
に
は
簡
素
な
店
と
集
会
施
設
が
併
置
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
村
外
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
サ
ー
ビ
ス
が
集
会
施
設
で
提
供
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
一
二
年
の

冬
場
に
仮
設
住
宅
の
屋
根
の
雪
下
ろ
し
を
し
て
い
た
男
性
が
転
落
し
て
死
亡
す
る
と
い
う
事
故
が
起
き
て
い
る
。
栄
村
の
よ
う
に
豪
雪
地

帯
に
は
そ
の
条
件
に
適
し
た
様
式
の
仮
設
住
宅
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
設
置
期
間
が
二
年
を
限
度
（
た
だ
し
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
と
き
は
特

別
の
事
情
に
よ
っ
て
五
年
間
入
居
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
）
と
す
る
短
期
の
施
設
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
東
日
本
大
震

災
で
は
、
民
間
住
宅
を
被
災
県
が
住
宅
所
有
者
と
契
約
す
る
こ
と
で
仮
設
住
宅
と
み
な
し
て
救
助
法
を
適
用
す
る
、
い
わ
ゆ
る
み
な
し
仮

設
に
入
居
す
る
人
数
が
従
来
の
仮
設
住
宅
の
入
居
者
よ
り
多
い
と
い
う
の
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
（
17
）

。
杓
子
定
規
に
応
急
仮
設
住
宅
の
建
設

を
行
な
う
よ
り
も
状
況
判
断
と
し
て
み
な
し
仮
設
を
活
用
す
る
こ
と
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
も
よ
い
。
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栄
村
災
害
復
興
計
画
の
策
定
過
程
と
自
治

栄
村
で
は
長
野
県
北
部
地
震
後
の
災
害
復
旧
・
復
興
に
取
り
組
む
な
か
で
、
震
災
復
興
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
復
興
計
画
策

定
委
員
会
を
設
置
し
、
委
員
会
メ
ン
バ
ー
に
公
募
住
民
も
参
加
し
て
六
回
の
委
員
会
の
議
論
を
経
て
、
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）
を

二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
策
定
委
員
会
で
の
議
論
の
や
り
取
り
の
な
か
に
栄
村
が
抱
え
る
問
題
と
将
来
の
可
能
性
が

見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

復
興
計
画
策
定
の
趣
旨
と
し
て
、
復
旧
に
と
ど
ま
ら
な
い
再
生
・
復
興
の
た
め
の
計
画
と
、
各
種
事
業
を
導
入
す
る
た
め
の
計
画
を
挙

げ
て
い
る
。
栄
村
が
今
日
ま
で
過
疎
化
・
高
齢
化
や
耕
作
放
棄
の
増
加
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
実
施
し
て
き
た
が
、
状
況
に
改
善

が
み
ら
れ
ず
に
推
移
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
大
震
災
が
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
単
な
る
復
旧
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
村
の
置
か
れ
た

状
況
を
解
消
す
る
た
め
に
村
の
再
生
・
復
興
を
目
指
す
総
合
的
な
復
興
計
画
が
必
要
だ
と
い
う
（
18
）

。
そ
し
て
復
旧
・
復
興
の
た
め
に
、
東
日

本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
等
の
制
度
や
資
金
・
事
業
な
ど
を
利
用
す
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
も
復
興
計
画
の
策
定
が
必
要
だ
と
し

て
い
る
（
19
）

。
復
旧
・
復
興
で
は
な
く
、
復
旧
と
再
生
・
復
興
と
い
う
表
現
に
村
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

復
興
計
画
策
定
に
は
公
募
に
よ
る
住
民
代
表
が
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
村
の
将
来
を
方
向
づ
け
る
計
画

策
定
で
あ
る
か
ら
、
議
論
し
策
定
す
る
た
め
の
十
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
下
圭
一
は
情
報
公
開
に
触
れ
る
中
で

次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
意
下
達
型
の
広
報
情
報
で
は
な
く
、
地
域
住
民
、
首
長
・
議
員
、
自
治
体
職
員
が
政
策

や
制
度
を
み
ず
か
ら
つ
く
る
た
め
の
政
策
情
報
が
公
開
・
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
市
民
自
治
に
は
不
可
欠
だ
と
し
て
い
る
（
20
）

。
政
策
情
報
は
争

点
情
報
、
基
礎
情
報
、
専
門
情
報
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
争
点
情
報
は
当
該
自
治
体
が
直
面
す
る
多
様
な
課
題
を
整
理
し
た
争
点
と
な

四
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る
情
報
で
あ
る
。
基
礎
情
報
は
自
治
体
が
も
っ
て
い
る
統
計
、
地
図
、
法
務
・
財
務
情
報
な
ど
、
自
治
体
の
地
域
特
性
や
政
策
構
造
が
わ

か
る
情
報
で
あ
り
、
専
門
情
報
は
個
別
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
技
術
情
報
で
あ
る
（
21
）

。
従
来
、
行
政
に
不
都
合
な
情
報
は
伏
せ
ら
れ
が

ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
震
災
後
の
復
興
計
画
は
平
常
時
と
は
事
情
が
異
な
り
、
現
在
進
行
形
の
情
報
が
含
ま
れ

る
た
め
、
情
報
が
十
分
整
理
さ
れ
て
い
な
い
状
況
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
震
災
復
興
計
画
の
策
定
過
程
を
、
策
定
委
員
会
の
会
議
録
か
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。

栄
村
震
災
復
興
計
画
策
定
委
員
会
（
以
下
策
定
委
員
会
）
は
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
二
月
一
五
日
に
第
一
回
の
策
定
委
員
会
を
開
催

し
て
い
る
。「
復
興
計
画
策
定
委
員
会
設
置
要
綱
」
に
よ
れ
ば
、
第
一
条
は
「
栄
村
は
、
長
野
県
北
部
地
震
か
ら
の
復
旧
・
復
興
を
目
的

に
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
以
下
「
復
興
計
画
」
と
い
う
。）
を
策
定
す
る
も
の
と
し
、
村
民
の
意
見
・
意
向
等
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
栄
村
震

災
復
興
計
画
策
定
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
第
二
条
で
は
「
委
員
会
は
、
復
興
計
画
の
策
定

に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
及
び
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
村
長
へ
報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。
⑴
復
興
の
基
本
理
念

や
基
本
目
標
に
関
す
る
こ
と
。
⑵
復
興
計
画
に
掲
げ
る
施
策
・
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
⑶
そ
の
他
必
要
な
事
項
。」
と
な
っ
て
い
る
。
第

三
条
に
委
員
会
の
組
織
と
し
て
、
村
長
が
委
嘱
す
る
委
員
一
五
名
以
内
を
以
っ
て
組
織
し
、
必
要
に
応
じ
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
を
置
く
と
し
て
い
る
。
実
際
の
策
定
委
員
会
の
構
成
員
は
委
員
長
以
下
一
三
名
か
ら
成
っ
て
お
り
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
県
の
市

町
村
課
長
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
副
村
長
が
出
席
し
て
い
る
。

委
員
長
に
は
、
長
年
栄
村
と
関
わ
り
の
あ
る
信
州
大
学
の
名
誉
教
授
が
選
ば
れ
て
い
る
。
策
定
委
員
会
は
、
県
職
の
地
方
事
務
所
長
、

信
州
大
学
教
授
、
農
業
委
員
会
・
福
祉
委
員
会
・
商
工
会
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
栄
村
復
興
支
援
機
構
「
結
い
」
の
関
係
者
、
公
募
委
員
五
名

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
回
の
策
定
委
員
会
の
直
前
に
豪
雪
に
よ
る
災
害
救
助
法
適
用
が
あ
っ
た
。 四

四
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策
定
委
員
会
の
委
員
長
は
、
現
在
進
行
中
の
復
旧
事
業
は
復
興
計
画
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
復
興
計
画
は
総
合
振
興
計
画

（
二
〇
一
〇
年
策
定
）
の
上
に
立
つ
計
画
で
あ
る
こ
と
、
国
の
復
興
特
区
法
に
基
づ
く
復
興
交
付
金
を
受
け
る
た
め
に
も
復
興
計
画
が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
復
興
基
金
の
使
用
も
復
興
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
旨
の
確
認
を
し
た
う
え
で
、
こ
う
し
た
計
画
づ
く
り
が
計
画
策
定

委
員
会
と
委
員
だ
け
、
役
場
の
担
当
者
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
だ
が
、
村
が
一
丸
と
な
っ
て
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
旨
の
発
言
を

し
て
い
る
（
第
一
回
会
議
録
）。
村
か
ら
配
布
さ
れ
た
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
委
員
か
ら
、
策
定
委
員
会
が
調
査
・
検
討
を
行
う
と

さ
れ
て
い
る
が
時
間
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
委
員
長
が
第
一
回
策
定
委
員
会
冒
頭
で
指
摘
し
た
、
従
来

型
の
計
画
決
定
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
は
村
民
の
参
加
と
し
て
住
民
懇
談
会
、
車
座

集
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
一
回
会
議
録
）。
こ
う
し
た
住
民
参
加
の
手
法
は
住
民
自
治
を
ど

の
よ
う
に
担
保
で
き
る
か
と
い
う
意
味
で
重
要
な
点
だ
ろ
う
。
別
の
公
募
委
員
は
、「
集
落
、
村
民
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
計
画
が
村
民

の
、
自
分
た
ち
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
集
落
内
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
、
か
な
り
重
視
さ
れ

る
と
思
う
ん
で
す
。（
中
略
）
期
間
が
短
い
で
す
け
ど
、
集
落
内
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
の
を
か
な
り
や
っ
て
い
か
な
い
と
、
非
常

に
村
民
と
か
け
離
れ
た
計
画
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
計
画
を
作
る
段
階
か
ら
、
や
は
り
村
民
が
参
加
し
て
い
く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
場
と

い
う
も
の
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
方
が
い
い
」
と
思
う
と
発
言
し
て
い
る
（
第
一
回
会
議
録
）。
さ
ら
に
別
の
公
募
委
員
は
、「
絶
対
、
農

業
に
携
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
の
生
の
声
を
こ
の
復
興
計
画
に
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
、
絵
に
描
い
た
餅
み
た
い
な
計
画
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
の
で
、
本
当
に
住
民
の
側
に
立
っ
た
復
興
計
画
を
是
非
と
も
作
ら
な
け
れ
ば
、
栄
村
の
復
興
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う

（
第
一
回
会
議
録
）。
さ
ら
に
、
集
落
懇
談
会
は
結
構
だ
が
、
一
同
に
集
め
る
と
発
言
し
に
く
い
場
合
が
あ
る
か
ら
少
人
数
の
発
言
の
場
を

確
保
す
る
よ
う
に
と
い
う
意
見
も
出
て
い
る
。
集
落
で
本
当
に
自
由
に
も
の
が
言
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
社
会
教
育
的
な
視
点
か
ら
、

四
四
九
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住
民
教
育
と
し
て
皆
で
学
び
合
う
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
（
第
二
回
会
議
録
）。

第
二
回
の
策
定
委
員
会
で
は
、
前
回
の
策
定
委
員
会
に
お
け
る
こ
う
し
た
意
見
を
踏
ま
え
て
、
委
員
長
か
ら
今
後
計
画
さ
れ
て
い
る
住

民
懇
談
会
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
役
場
で
検
討
す
る
よ
う
要
望
が
出
さ
れ
た
（
第
二
回
会
議
録
）。
村
が
主
催
す
る
集
落
懇
談
会
等
で
は
出

に
く
い
住
民
の
ニ
ー
ズ
や
意
見
な
ど
を
把
握
す
る
た
め
に
「
結
い
」
に
委
託
し
て
対
象
者
を
限
定
し
て
座
談
会
を
開
い
て
い
る
。
第
一
回

が
中
学
生
を
対
象
と
し
た
も
の
で
二
〇
一
二
年
一
月
に
、
第
二
回
が
Ｉ
タ
ー
ン
者
を
対
象
と
し
て
二
〇
一
二
年
二
月
に
開
催
さ
れ
、
第
三

回
は
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
を
対
象
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
開
催
予
定
と
な
っ
て
い
る
（
第
二
回
策
定
委
員
会
の
配
布
資
料
四
）。
住

民
の
生
の
声
を
汲
み
取
る
こ
と
は
住
民
自
治
の
実
現
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
り
、
住
民
の
意
見
の
吸
い
上
げ
の
た
め
の
工
夫
が
求
め

ら
れ
る
。
村
が
二
〇
一
二
年
一
月
に
住
民
意
向
調
査
を
し
て
い
る
の
も
そ
う
し
た
認
識
の
表
れ
だ
ろ
う
。
委
員
長
か
ら
、
こ
の
住
民
意
向

調
査
の
自
由
記
載
の
部
分
に
は
生
々
し
い
答
え
が
あ
り
、
非
常
に
重
要
だ
か
ら
そ
の
部
分
を
集
計
し
て
ほ
し
い
旨
の
発
言
を
受
け
て
、
策

定
委
員
の
一
人
が
集
計
分
析
を
し
て
い
る
。
集
計
分
析
は
、
質
問
項
目
の
一
つ
で
あ
る
「
震
災
に
よ
り
困
っ
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
な

さ
れ
て
い
る
（
第
二
回
会
議
録
）。

村
民
意
向
調
査
は
全
世
帯
八
五
四
世
帯
を
対
象
に
し
て
、
区
長
（
集
落
の
責
任
者
）
を
通
じ
て
配
布
し
、
郵
送
に
よ
り
回
収
す
る
方
法

を
と
っ
て
い
る
（
回
答
率
五
〇
・
九
％
）。
調
査
目
的
は
震
災
復
興
に
関
す
る
村
民
の
意
向
を
把
握
し
、
復
興
計
画
策
定
の
基
礎
資
料
と
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
質
問
項
目
「
震
災
に
よ
り
困
っ
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
回
答
数
が
多
い
も
の
は
、
居
住
環
境
・
住

宅
・
社
会
基
盤
・
健
康
・
福
祉
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
高
齢
化
・
過
疎
化
に
よ
り
、
水
路
普
請
や
集
落
の
維
持
に
不
安
を
感
じ
る
こ
と
、

震
災
復
興
住
宅
に
入
居
で
き
る
の
か
不
安
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
診
療
所
に
常
勤
の
医
師
が
い
な
い
た
め
、
心
配
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
（
第
二
回
策
定
委
員
会
配
布
資
料
三
）。
質
問
項
目
「
復
興
に
あ
た
っ
て
、
期
待
す
る
取
り
組
み
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
回
答
数
が
最
も
多

四
五
〇
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）

い
も
の
は
、
生
活
環
境
の
整
備
、
次
い
で
集
落
支
援
、
以
下
、
産
業
振
興
、
交
通
体
系
の
整
備
、
高
齢
者
福
祉
が
続
く
。
具
体
的
に
は
、

若
者
、
Ｉ
タ
ー
ン
者
の
定
住
促
進
の
た
め
の
住
宅
整
備
、
高
齢
者
共
同
住
宅
の
整
備
、
集
落
の
普
請
等
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
重
機

や
農
業
用
水
等
の
整
備
、
若
者
定
住
の
た
め
の
企
業
誘
致
等
に
よ
る
就
労
の
場
の
確
保
、
農
業
の
後
継
者
育
成
や
基
盤
整
備
等
の
農
業
振

興
、
観
光
振
興
、
冬
期
間
も
安
心
し
て
通
勤
・
通
学
で
き
る
道
路
整
備
、
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
運
行
体
制
の
整
備
、
な
ど
が
挙
が
っ
て
い
る
。

こ
の
集
計
分
析
に
よ
れ
ば
、
住
宅
の
修
復
・
再
建
に
関
わ
る
問
題
が
六
五
件
に
上
り
、
住
宅
被
害
状
況
の
再
調
査
、
住
宅
現
況
の
調
査

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
調
査
時
期
が
一
月
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
雪
に
関
わ
る
問
題
が
一
八
件
あ
り
、
村
の
現
在
の
制
度
で

は
十
分
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
復
興
計
画
の
中
で
雪
問
題
を
き
ち
ん
と
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
集
計
分
析
で
は
集
落
別
の
特
徴
に
触
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
月
岡
集
落
は
、「
人
が
出
て
行
っ
た
」、「
集
落
維
持
が
困
難
」

の
類
の
声
が
目
立
つ
の
は
、
数
年
前
か
ら
集
落
に
あ
る
二
つ
の
地
区
の
う
ち
の
一
つ
が
、
数
年
前
か
ら
戸
数
減
少
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、

今
回
の
震
災
が
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
結
果
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
、
Ｔ
型
集
落
点
検
会
（
Ｔ
型
集
落
点
検
は
熊
本
大
学
・
徳
野
貞
雄
が
開
発
し
た

も
の
で
、
集
落
を
見
る
と
き
世
帯
で
は
な
く
家
族
の
こ
と
ま
で
調
査
す
る
こ
と
で
将
来
の
集
落
の
姿
を
見
通
す
や
り
方
）
を
開
催
し
て
実
情
を
把
握
す

る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
提
案
に
な
っ
て
い
る
。
坪
野
集
落
は
、
三
・
一
二
以
降
、
役
場
に
「
見
捨
て
ら
れ
て
き

た
」
現
実
に
対
し
て
怒
り
が
深
い
、
と
し
て
対
話
の
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
第
二
回
会
議
録
）。
こ
の
よ
う
な
調
査

に
よ
り
住
民
、
集
落
の
抱
え
る
問
題
や
集
落
、
村
へ
の
思
い
や
意
識
が
相
当
程
度
集
約
さ
れ
て
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
表
に
出
て
こ
な
い
、

あ
る
い
は
出
せ
な
い
思
い
や
意
識
を
ど
の
よ
う
に
汲
み
上
げ
政
策
に
つ
な
げ
て
い
く
か
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

第
一
回
策
定
委
員
会
で
問
題
と
な
っ
た
雪
問
題
を
震
災
復
興
計
画
策
定
の
、「
前
提
・
基
本
方
針
」
入
れ
込
ん
だ
旨
の
発
言
が
委
員
長

か
ら
な
さ
れ
て
い
る
（
第
二
回
会
議
録
）。
ま
た
、
各
集
落
が
復
興
の
主
役
と
あ
る
が
、
復
興
計
画
の
審
議
と
各
集
落
の
話
し
合
い
を
あ
る

四
五
一
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程
度
同
時
並
行
的
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
な
い
と
住
民
の
主
体
的
な
取
り
組
み
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
は
、

形
式
と
実
質
の
問
題
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
（
第
二
回
会
議
録
）。
第
三
回
、
第
四
回
の
策
定
委
員
会
の
議
論
の

中
で
、
村
の
復
興
計
画
の
進
め
方
に
対
し
て
、
集
落
や
住
民
を
主
体
と
し
て
進
め
て
い
く
と
い
う
当
初
の
方
針
と
逆
行
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
者
や
比
較
的
若
い
女
性
の
声
と
し
て
、
村
は
本
当
に
若
者
を
不
可
欠
な
存

在
と
捉
え
て
く
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
鬱
積
し
た
空
気
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
村
の
保
守
的
な
要
素
が
投
影
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
村
民
か
ら
復
興
に
向
け
て
意
見
・
提
言
等
を
聞
く
地
区
別
懇
談
会
（
二
四
ケ
所
）
の
参
加
率
は
平
均
四
一
・
九
％

で
高
い
と
は
言
え
な
い
が
、
地
区
に
よ
り
相
当
の
差
が
あ
る
。
ま
た
、
住
民
と
策
定
委
員
会
と
の
懇
談
会
（
二
回
）
の
参
加
者
は
各
々

二
四
名
・
一
三
名
と
低
調
で
あ
る
。
震
災
復
興
計
画
策
定
過
程
に
お
い
て
は
、
住
民
自
治
が
ま
だ
形
式
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
印
象

は
否
め
な
い
。
従
っ
て
、
今
後
、
震
災
復
興
計
画
の
具
体
化
の
中
に
ど
こ
ま
で
住
民
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
か
注
目
し
た
い
。

震
災
復
興
か
ら
地
域
再
生
へ

高
橋
前
村
長
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
雪
深
い
ゆ
え
の
村
人
の
「
何
を
や
っ
て
も
だ
め
だ
」
と
い
う
諦
念
、
諦
め
、
投
げ
出
し
て
し
ま

う
気
分
が
支
配
し
て
し
ま
え
ば
村
の
将
来
は
拓
け
な
い
。
そ
こ
で
「
雨
も
、
雪
も
風
も
、
寒
さ
も
、
さ
て
は
、
山
も
河
も
、
自
然
と
い
う

自
然
に
悪
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
は
ず
」
で
、「
善
悪
は
た
だ
人
間
界
だ
け
の
問
題
」
で
あ
る
と
捉
え
、
こ
の
雪
を
生
か
す
方
法
を
工
夫

す
る
こ
と
が
指
向
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
22
）

。
か
つ
て
、
飯
山
地
方
で
は
紙
の
原
料
の
こ
う
ぞ
の
皮
を
さ
ら
す
の
に
雪
を
利
用

し
て
美
し
く
丈
夫
な
紙
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
23
）

。
三
澤
は
、
物
で
も
人
で
も
、
単
に
反
面
、
し
か
も
害
的
反
面
す
な
わ
ち
短
所

の
み
を
み
る
こ
と
を
戒
め
、
そ
の
長
所
を
認
め
、
そ
の
長
所
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
力
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
（
24
）

。
こ

四
五
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災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
（
代
田
）

（
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八
〇
一
）

う
し
た
考
え
方
は
村
営
ス
キ
ー
場
の
建
設
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

栄
村
を
規
定
す
る
大
き
な
要
素
が
雪
で
あ
る
こ
と
は
明
確
だ
が
、
こ
の
雪
に
つ
い
て
二
人
の
公
募
委
員
が
指
摘
し
て
い
る
。
雪
の
問
題

は
、
村
の
復
旧
・
復
興
、
村
の
再
生
を
考
え
る
際
に
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
い
え
る
。
発
言
を
見
よ
う
、「
こ
の
前
提
（
復
興
計
画
の
基
本

方
針
の
三
つ
の
前
提
を
指
す
）
の
中
に
、
栄
村
の
豪
雪
と
い
う
も
の
の
位
置
付
け
が
、
こ
の
安
全
、
災
害
に
お
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
常
、

私
ど
も
が
言
っ
て
い
る
の
は
で
す
ね
、
こ
の
村
か
ら
去
り
た
い
と
い
う
人
は
、
全
部
雪
な
ん
で
す
よ
。
雪
か
ら
安
心
、
安
全
を
と
っ
て
や

ら
な
い
と
、
栄
村
の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
い
ま
そ
こ
な
ん
で
す
ね
」（
第
一
回
会
議
録
）、「
問
題
は
、
こ
の
村
は
半
年
は
雪
の
中
。
こ

の
雪
問
題
に
つ
い
て
、
考
え
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
表
し
た
言
葉
で
は
一
度
も
出
て
来
て
い
な
い
。
そ
こ
は
、

意
識
が
弱
い
証
拠
だ
と
思
う
ん
で
す
。（
中
略
）
な
ん
で
嫌
い
だ
っ
て
い
う
と
、
雪
が
降
る
か
ら
嫌
い
だ
と
い
う
の
が
、
圧
倒
的
な
ん
だ
。　

中
略　

や
は
り
、
そ
の
雪
問
題
と
い
う
の
が
、
資
源
の
活
用
と
い
う
よ
り
、
安
全
環
境
の
確
保
に
加
え
て
お
願
い
し
た
い
」（
第
一
回
会
議

録
）。今

回
の
震
災
は
条
件
不
利
地
域
に
降
り
か
か
っ
た
困
難
で
あ
る
。
甚
大
な
被
害
が
出
た
東
北
三
県
の
被
災
地
に
も
、
多
く
の
条
件
不
利

地
域
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
不
利
な
条
件
を
克
服
し
よ
う
と
懸
命
に
取
り
組
ん
で
き
た
自
治
体
の
な
か
に
は
飯
館
村
の
よ
う
に
地

震
・
津
波
の
被
害
は
免
れ
た
の
に
、
原
発
事
故
の
た
め
に
村
ご
と
避
難
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
栄
村
が
抱
え
る
課
題
は
、

全
国
の
山
間
地
の
過
疎
地
域
の
自
治
体
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
栄
村
に
も
近
く
、
中
越
地
震
・
中
越
沖
地
震
の
被
災
地
で
も
あ
る
豪

雪
地
帯
に
お
け
る
自
治
体
の
取
り
組
み
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
25
）

。

な
ぜ
地
方
は
過
疎
、
産
業
の
衰
退
な
ど
の
問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
十
分
踏
ま
え
な
け
れ
ば
将
来
の
見
通
し
も
立
て
に
く

い
。
二
一
世
紀
に
入
っ
て
地
域
間
格
差
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
事
象
の
背
景
に
戦
後
の
復
興
か
ら
高
度
経
済
成

四
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長
が
う
み
だ
し
た
「
日
本
的
地
域
構
造
」
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
辻
山
幸
宣
で
あ
る
。
辻
山
に
よ
れ
ば
、
高
度
経
済

成
長
が
も
た
ら
し
た
も
の
が
過
疎
と
過
密
と
い
う
地
域
構
造
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
始
ま
る
拠
点
開
発
方
式
は
急
激
な
人
口
移
動
を

引
き
起
こ
し
な
が
ら
地
域
構
造
を
急
速
か
つ
急
激
に
変
え
て
い
き
、
過
疎
と
な
っ
た
地
域
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
は
、
所
得
の
低
迷
と
そ

の
原
因
と
な
る
産
業
の
欠
乏
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
食
え
な
い
」「
先
が
な
い
」
過
疎
地
の
自
治
体
が
採
っ
た
途
は
企
業
誘
致
で
あ
っ
た

と
い
う
。
西
尾
勝
に
よ
れ
ば
、
自
治
体
が
工
場
誘
致
、
観
光
開
発
に
狂
奔
し
た
根
本
的
な
動
機
は
、
後
進
性
か
ら
脱
却
し
た
い
と
い
う
願

望
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
進
性
脱
却
の
手
段
が
、
住
民
の
雇
用
機
会
の
増
大
と
所
得
工
場
、
自
治
体
の
税
収
増
、
公
共
施
設
の
整
備
の
三

点
で
あ
っ
た
（
26
）

。
だ
が
、
長
野
県
栄
村
の
よ
う
な
山
間
僻
地
に
お
い
て
は
、
工
場
誘
致
あ
る
い
は
企
業
誘
致
に
よ
っ
て
村
が
繁
栄
す
る
と
い

う
よ
り
貴
重
な
地
域
資
源
で
あ
る
森
林
を
荒
れ
さ
せ
た
と
い
う
経
験
を
踏
ま
え
て
、
高
橋
前
村
長
は
村
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
来
て
い
る
。

ま
た
地
理
的
条
件
か
ら
大
規
模
な
工
場
が
誘
致
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
原
発
施
設
を
誘
致
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
地
域
は
豪
華
な
道

路
や
公
共
施
設
を
手
に
し
、
雇
用
・
所
得
・
税
収
増
も
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
有
す
る
地
域
は
、
地
域
を
維
持
す
る

た
め
に
は
他
の
方
法
を
模
索
す
る
し
か
な
い
わ
け
で
、
過
疎
化
の
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
厳
し
い
。

高
橋
村
政
を
引
き
継
い
だ
島
田
茂
樹
村
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
栄
村
は
、
合
併
を
し
な
い
で
自
律
の
村
づ
く
り
を
決
定
し
て
、

自
律
の
た
め
の
施
策
を
展
開
し
て
き
て
お
り
、
栄
村
の
独
自
事
業
で
あ
る
田
直
し
、
道
直
し
事
業
、
雪
害
対
策
救
助
員
制
度
な
ど
の
雪
対

策
は
全
国
に
誇
れ
る
施
策
と
し
て
、
豪
雪
に
悩
む
市
町
村
の
注
視
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
一
期
目
は
こ
れ
ら
の
施
策
を
踏
襲
し
て
、
住
民

が
明
る
く
元
気
に
栄
村
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
住
民
本
位
の
村
政
を
実
施
し
て
き
た
が
、「
人
口
減
や
高
齢
化
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
な

い
の
が
実
情
」
で
す
。
そ
し
て
、
二
期
目
に
当
た
っ
て
、
長
野
県
北
部
地
震
の
被
害
の
早
期
復
旧
、
復
興
を
最
優
先
課
題
と
し
て
取
り
組

む
と
し
つ
つ
、「
栄
村
で
の
暮
ら
し
が
決
し
て
楽
で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
国
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
、
消
費
税
増
税

四
五
四



災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
（
代
田
）

（
一
八
〇
三
）

等
に
は
反
対
の
立
場
を
表
明
し
、
農
業
、
農
村
を
守
る
決
意
」
だ
と
い
う
（
栄
村
Ｈ
Ｐ
、
村
長
室
か
ら
）。
こ
の
「
栄
村
で
の
暮
ら
し
が
決

し
て
楽
で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
」
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
、
高
齢
化
が
進
む
過
疎
の
豪
雪
地
に
し
て
山
間
に
位
置
す
る
小
さ
な
村
の
置
か

れ
た
状
況
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
村
長
は
「
緑
豊
か
な
心
や
す
ら
ぐ
村
」
を
目
標
に
掲
げ
、「
結
い
」
の
心
を

大
切
に
し
な
が
ら
互
い
に
助
け
合
っ
て
村
づ
く
り
を
す
す
め
る
こ
と
で
、
物
質
的
に
も
、
精
神
的
に
も
豊
か
な
暮
ら
し
を
創
造
し
て
い
き

た
い
、
と
抱
負
を
語
っ
て
い
る
（
栄
村
Ｈ
Ｐ
、
村
長
室
か
ら
）。

戦
後
の
日
本
が
追
い
求
め
て
き
た
「
豊
か
さ
」
は
、
家
計
・
利
便
性
の
向
上
や
物
欲
を
満
た
す
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、

そ
れ
が
「
幸
福
」
の
モ
ノ
サ
シ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
豊
か
さ
」
や
「
幸
福
」
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
再
び
大
都
市
と
地
方

の
間
に
い
び
つ
な
地
域
構
造
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
発
立
地
自
治
体
が
脱
原
発
後
も
生
き
て
い
け
る
方
策
を

見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
収
入
が
少
な
く
て
も
「
そ
こ
そ
こ
」
の
暮
ら
し
が
で
き
る
社
会
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
は
都

市
住
民
も
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
27
）

。
大
都
市
だ
け
の
一
人
勝
ち
は
短
期
的
に
は
あ
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
長
く
続
く
保
証
は

な
い
。
食
糧
、
水
、
燃
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
前
で
賄
え
な
い
シ
ス
テ
ム
が
持
続
で
き
る
と
考
え
る
の
は
あ
ま
り
に
楽
観
的
過
ぎ
る
。
阪

神
・
淡
路
大
震
災
、
そ
し
て
今
回
の
東
日
本
大
震
災
並
び
に
原
発
事
故
を
教
訓
と
し
な
け
れ
ば
、
生
活
の
ダ
ウ
ン
サ
イ
ズ
で
引
き
受
け
る

負
担
な
ど
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
大
き
な
負
担
に
喘
ぐ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
時
代
の
転
換
期
に
立
ち
会
っ
て
い
る
と
い

う
自
覚
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
周
縁
の
地
域
に
は
栄
村
村
長
が
目
指
す
物
的
に
も
精
神
的
に
も
「
そ
こ
そ
こ
」
の
暮
ら
し
が
待
っ
て
い
る
と

い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
時
代
の
先
端
的
な
暮
ら
し
の
モ
デ
ル
と
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
過
疎
地
域
は
、
多
く
が
農
業
や
林
業
、
漁
業
あ
る

い
は
観
光
な
ど
を
中
心
と
し
た
生
活
を
営
ん
で
き
た
と
こ
ろ
が
大
多
数
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
生
か
し
な
が
ら
「
そ
こ
そ
こ
」
の
暮
ら
し

四
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を
実
現
し
、
地
域
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
産
業
の
育
成
が
欠
か
せ
な
い
。
い
た
ず
ら
に
競
争
を
煽
り
地
域
間
で
客
の
奪
い
合
い
を

さ
せ
る
よ
う
な
政
策
は
切
磋
琢
磨
と
い
う
よ
り
は
弱
肉
強
食
の
非
人
間
的
な
ゼ
ロ
＝
サ
ム
ゲ
ー
ム
の
よ
う
で
あ
る
。
構
造
改
革
の
な
か
で

条
件
不
利
地
域
の
自
治
体
は
弱
体
化
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
地
域
に
も
存
在
す
る
意
味
が
あ
り
、
大
切
な
地
域
で
あ
る
と
い
う
自
信
を

失
わ
せ
不
安
に
陥
れ
る
よ
う
な
政
策
は
、
結
果
的
に
日
本
社
会
の
弱
体
化
を
招
く
だ
け
だ
ろ
う
。
都
市
部
も
農
村
部
も
互
い
を
必
要
と
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
だ
ろ
う
。
近
年
、
都
市
重
視
の
動
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
28
）

。
東
日
本
大
震
災
後
に
、
岡
山
県
西

粟
倉
村
の
青
木
秀
樹
村
長
は
わ
が
村
の
存
在
は
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
あ
り
方
に
対
し
て
、「
気
づ
き
」
の
場
と
な
る
と
思
う
と
語
っ
て
い

た
。
こ
の
村
は
平
成
の
市
町
村
合
併
の
際
に
自
立
の
道
を
選
択
を
し
て
い
る
。
平
成
の
市
町
村
合
併
の
早
い
段
階
か
ら
財
政
の
健
全
化
に

取
り
組
ん
で
自
立
の
見
通
し
を
立
て
、
合
併
の
意
図
す
る
も
の
を
冷
静
に
見
極
め
、
慌
て
て
流
れ
に
乗
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

有
力
な
企
業
が
な
い
栄
村
の
経
済
を
牽
引
す
る
、
支
え
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
村
域
の
九
三
％
が
山
林
で
占
め
ら
れ
る
栄
村
の
産

業
と
い
え
ば
、
農
林
業
で
あ
り
、
秋
山
を
中
心
と
し
た
観
光
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
農
業
と
い
っ
て
も
山
村
で
あ
る
か
ら
平
場
の
農
地
は

限
ら
れ
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
も
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
も
農
林
業
を
村
の
基
幹
産
業
に
据
え
て
、
村
の
社
会
的
・
自
然
的
条
件
に

適
っ
た
個
性
的
な
農
業
支
援
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
村
づ
く
り
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
（
29
）

。
栄
村
は
戦
後
、
農
地
を
拡
大
す
る
た
め

に
、
灌
漑
事
業
の
一
環
と
し
て
野
々
海
溜
池
の
造
成
を
行
な
う
と
と
も
に
田
や
畑
を
切
り
開
い
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、

国
の
山
村
振
興
対
策
事
業
と
し
て
国
や
県
か
ら
補
助
金
を
利
用
し
て
圃
場
整
備
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
傾
斜
地
が
多
く
高
齢

化
の
進
む
栄
村
で
は
、
多
く
の
農
家
か
ら
圃
場
整
備
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
こ
で
栄
村
地
域
農
政
推
進
協
議
会
と
農
業
委
員
会
が
調
査
を
も

と
に
、
村
単
独
事
業
に
よ
る
面
倒
な
手
続
の
な
い
、
農
家
の
希
望
ど
お
り
の
基
盤
整
備
は
で
き
な
い
か
と
い
う
要
望
を
村
に
提
出
し
た
こ

四
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と
に
よ
り
、
田
直
し
事
業
（
村
単
小
規
模
基
盤
整
備
事
業
）
が
具
体
化
す
る
。
こ
の
他
に
「
道
ふ
み
支
援
事
業
」
と
い
う
道
路
整
備
を
村
単

独
事
業
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
を
考
慮
し
て
、
村
で
は
菌
た
け
類
や
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
・
サ
ヤ
イ
ン

ゲ
ン
な
ど
の
軽
量
野
菜
を
導
入
し
て
き
た
。

栄
村
の
有
力
な
事
業
体
と
し
て
は
、
農
林
業
を
基
盤
と
す
る
地
域
産
業
お
こ
し
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
村
が
全
額
出
資
の
財
団
法
人
・

栄
村
振
興
公
社
お
よ
び
有
限
会
社
・
栄
村
物
産
セ
ン
タ
ー
「
ま
た
た
び
」
と
い
う
第
三
セ
ク
タ
ー
を
設
立
し
た
。
栄
村
に
お
い
て
、
村
と

第
三
セ
ク
タ
ー
が
地
域
産
業
の
再
構
築
の
主
体
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
の
手
法
は
各
集
落
の
自
治
組
織
や
生
産
組
合

の
創
意
を
生
か
し
、
製
品
の
全
量
買
い
取
り
や
地
域
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
に
よ
り
支
援
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
岡
田
知
弘
の
整
理

に
よ
れ
ば
、
栄
村
振
興
公
社
を
中
心
と
す
る
観
光
部
門
の
収
益
を
、
村
の
若
年
層
の
雇
用
、
村
内
農
産
物
の
全
量
買
い
取
り
な
ど
の
公
益

事
業
に
再
投
下
し
、
高
齢
者
の
知
恵
と
力
を
生
か
し
な
が
ら
村
の
発
展
を
追
求
し
て
い
る
点
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
振
興
公
社
を

中
心
と
し
た
経
済
発
展
の
利
益
が
、「
地
域
づ
く
り
に
参
加
し
て
い
る
集
落
や
生
産
組
織
に
還
流
し
地
域
住
民
の
生
活
向
上
に
直
結
す
る

仕
組
み
＝
高
橋
村
長
が
い
う
「
内
部
循
環
型
経
済
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
30
）

。
鳥
取
県
の
智
頭
町
に
お
い
て
も
町
長
の
提
案
に
よ

り
、
高
齢
者
の
力
を
町
づ
く
り
に
上
手
く
引
き
出
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
栄
村
に
地
域
づ
く
り
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
産
業
振
興
と
福
祉
分
野
を
連
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
雪
害

救
助
員
制
度
を
村
単
独
事
業
で
実
施
し
、
雪
害
救
助
員
を
特
別
公
務
員
と
し
て
冬
場
に
雇
用
す
る
こ
と
で
建
設
業
者
の
冬
場
の
雇
用
を
生

み
出
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
介
護
保
険
制
度
が
開
始
さ
れ
る
と
、
積
雪
期
で
も
高
齢
者
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
、
概
ね
集
落

ご
と
に
「
下
駄
ば
き
ヘ
ル
パ
ー
」
を
配
置
し
、
二
四
時
間
対
応
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
し
て
い
る
。
住
民
み
ず
か
ら
講
習
を
受
け
て
資
格

を
取
っ
て
い
る
者
が
一
二
〇
名
登
録
し
て
い
る
。
保
険
料
は
低
額
の
二
〇
〇
〇
円
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
財

四
五
七
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源
は
、
公
的
資
金
以
外
の
も
の
と
し
て
無
視
で
き
な
い
の
が
高
齢
者
の
年
金
支
出
だ
と
い
う
。
少
し
古
い
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
一
九
九
九

（
平
成
一
一
）
年
度
に
栄
村
で
支
払
わ
れ
た
国
民
年
金
額
が
約
五
億
円
あ
り
、
こ
れ
に
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
支
給
額
を
加
え
る
と
一
〇
億

円
を
下
ら
な
い
金
額
が
予
想
で
き
る
。
こ
の
額
は
同
じ
年
度
の
栄
村
の
小
売
業
年
間
販
売
額
の
約
一
二
億
円
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
規
模
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
岡
田
が
い
う
よ
う
に
年
金
経
済
の
循
環
に
よ
っ
て
村
の
小
売
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
が
支
え
ら
れ
て
い

る
側
面
が
強
い
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
年
金
を
い
か
に
村
内
に
循
環
さ
せ
て
、
地
域
内
に
雇
用
や
所
得
を
生
み
出
し
て
い
く
か
が
、
高
齢
化

社
会
に
お
け
る
地
域
経
済
の
持
続
的
発
展
を
考
え
る
う
え
で
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
重
要
な
課
題
と
な
る
。
従
っ
て
、
栄
村
は
高
齢
化

時
代
に
お
け
る
地
域
づ
く
り
の
先
進
地
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
31
）

。
こ
の
よ
う
な
発
想
に
立
っ
て
、
ま
だ
頑
張
れ
る
過
疎
の
高
齢
化
し
つ
つ

あ
る
自
治
体
の
モ
デ
ル
に
な
れ
る
よ
う
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

地
域
活
性
化
や
地
域
個
性
が
叫
ば
れ
る
今
日
、「
こ
の
地
球
の
表
面
上
に
ま
っ
た
く
同
一
の
二
つ
の
単
位
地
域
を
見
出
す
こ
と
の
で
き

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
ま
た
同
様
に
ま
っ
た
く
等
質
等
量
の
力
を
も
つ
と
こ
ろ
の
単
位
地
域
を
見
出
す
こ
と
の
で

き
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
が
各
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
個
性
の
存
在
を
認
め
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
ま
た
地
域
が
そ
の

個
性
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
大
な
る
地
域
の
活
躍
と
な
る
と
同
時
に
そ
の
小
単
位
地
域
の
真
の
発
展
と
も
な
り
、
互
い

に
あ
い
ま
っ
て
ま
こ
と
に
意
義
の
あ
る
活
躍
を
な
し
得
る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
を
そ
の
地
域
の
使
命
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
三
澤
の
言
葉

は
説
得
的
で
あ
る
（
32
）

。

お
わ
り
に

震
災
復
興
策
定
委
員
会
の
議
論
か
ら
は
、
村
と
策
定
委
員
や
住
民
と
の
意
思
の
疎
通
が
十
分
図
ら
れ
て
い
る
か
疑
問
に
思
う
点
が
見
ら

四
五
八



災
害
と
小
規
模
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治
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け
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治
（
代
田
）

（
一
八
〇
七
）

れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
策
定
委
員
会
の
立
ち
上
げ
が
遅
れ
た
た
め
、
種
々
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
窮
屈
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
意
思

の
疎
通
や
情
報
交
換
が
不
十
分
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
村
の
計
画
策
定
の
手
法
や
考
え
方
が
従
来
型
の
行

政
主
導
の
一
方
通
行
的
な
や
り
方
か
ら
脱
却
し
切
れ
て
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
住
民
側
に
も
古
い
殻
を
破
り
切
れ
て
な
い
面

も
あ
る
だ
ろ
う
。
更
に
は
、
震
災
復
興
に
絡
む
法
制
の
あ
り
方
が
策
定
過
程
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
33
）

。

情
報
公
開
、
村
民
参
加
、
住
民
主
体
・
集
落
主
体
な
ど
を
担
保
す
る
仕
組
み
工
夫
は
地
域
特
性
も
踏
ま
え
、
今
後
も
課
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
改
め
て
研
究
し
た
い
。

（
1
） 

高
橋
彦
芳
・
岡
田
知
弘
『
自
立
を
目
指
す
む
ら
』
自
治
体
研
究
社
、
二
〇
〇
三
年
、
九
〜
一
一
ｐ

（
2
） 

高
橋
彦
芳
・
岡
田
知
弘
、
前
掲
書
一
〇
ｐ
。
長
野
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
『
明
日
の
栄
村
』
長
野
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
八
年
、
一
〇
〇
ｐ
。
こ
の
報
告
書
で
は
根
雪
期
間
は
約
一
二
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
） 

栄
村
防
災
会
議
『
栄
村
地
域
防
災
計
画
』
四
〜
五
ｐ

（
4
） 

高
橋
・
岡
田
前
掲
書
、
六
八
ｐ

（
5
） 

三
澤
勝
衛
『
風
土
の
創
造
と
発
見
三　

風
土
産
業
』
農
文
協
、
二
〇
〇
九
年
、
三
二
ｐ

（
6
） 

三
澤
勝
衛
『
風
土
の
創
造
と
発
見
二　

地
域
か
ら
の
教
育
創
造
』
農
文
協
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
四
ｐ

（
7
） 

菅　

直
人
『
東
電
福
島
原
発
事
故　

総
理
大
臣
と
し
て
考
え
た
こ
と
』
幻
冬
舎
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
二
八
〜
九
ｐ

（
8
） 

松
本
三
和
夫
『
構
造
災
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
四
ｐ

（
9
） 

『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
栄
村
震
災
復
興
策
定
委
員
会
、
五
ｐ

（
10
） 

『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
七
ｐ

（
11
） 

『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
一
一
〜
一
二
ｐ

四
五
九
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（
12
） 

震
災
対
応
セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
員
会
編
『
三
・
一
一
大
震
災
の
記
録
』
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
七
ｐ

（
13
） 

津
久
井　

進
『
大
震
災
と
法
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
四
五
ｐ

（
14
） 
『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
五
ｐ

（
15
） 
災
害
救
助
実
務
研
究
会
編
『
災
害
救
助
の
運
用
と
実
務
（
平
成
二
三
年
版
）』
第
一
法
規
、
二
〇
一
二
年
、
二
六
八
ｐ

（
16
） 

『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
栄
村
震
災
復
興
策
定
委
員
会
、
四
、
九
ｐ
、
二
〇
一
三
年
一
月
末
現
在
、
仮
設
住
宅
に
は
二
世

帯
が
残
る
の
み
で
、
既
に
復
興
住
宅
に
移
っ
て
い
る
。

（
17
） 

震
災
対
応
セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
員
会
編
、
前
掲
書
、
一
五
八
ｐ

（
18
） 

『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
一
六
ｐ

（
19
） 

『
栄
村
震
災
復
興
計
画
（
案
）』
二
〇
一
二
年
、
一
六
ｐ

（
20
） 

松
下
圭
一
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
九
一
ｐ

（
21
） 

松
下
圭
一
、
前
掲
書
、
九
二
〜
九
四
ｐ

（
22
） 

三
澤
勝
衛
、『
三
澤
勝
衛
著
作
集　

風
土
の
発
見
と
創
造
三　

風
土
産
業
』
農
文
協
、
二
〇
〇
九
、
一
二
八
〜
九
ｐ

（
23
） 

三
澤
勝
衛
、
前
掲
書
、
一
二
九
ｐ

（
24
） 

三
澤
勝
衛
、
前
掲
書
、
一
三
〇
ｐ

（
25
） 

さ
し
あ
た
っ
て
、
中
越
地
震
特
別
取
材
班
・
北
陸
地
域
づ
く
り
研
究
所
『
や
ま
こ
し
復
興
』
小
学
館
、
二
〇
〇
七
年
、
中
越
防
災
安
全
推
進
機

構
・
新
潟
日
報
社
『
中
越
か
ら
東
日
本
へ
』
新
潟
日
報
事
業
社
、
二
〇
一
一
年
が
参
考
と
な
る
。

（
26
） 

辻
山
幸
宣
「
日
本
的
地
域
構
造
の
崩
壊
と
自
治
の
課
題
」『
季
刊　

現
代
の
理
論
』
第
二
八
巻
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
一
ｐ

（
27
） 

辻
山
、
前
掲
書
、
一
四
二
〜
三
ｐ

（
28
） 

砂
原
庸
介
『
大
阪
』
中
央
公
論
新
社
（
二
〇
一
二
年
）、
一
一
二
〜
一
一
四
ｐ
、
二
一
二
〜
二
一
三
ｐ
。
都
市
部
と
農
村
部
の
格
差
な
い
し
不

均
衡
の
問
題
を
都
会
の
不
満
、
地
方
の
不
安
と
い
う
言
葉
で
論
じ
た
先
駆
的
な
著
書
と
し
て
茂
木
敏
充
『
都
会
の
不
満　

地
方
の
不
安
』
中
央
公
論

社
（
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

四
六
〇



災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
（
代
田
）

（
一
八
〇
九
）

（
29
） 

高
橋
彦
芳
・
岡
田
知
弘
、
前
掲
書
、
七
一
ｐ

（
30
） 

高
橋
・
岡
田
、
前
掲
書
、
七
八
〜
八
三
ｐ

（
31
） 
高
橋
・
岡
田
、
前
掲
書
、
八
六
〜
八
八
ｐ

（
32
） 
三
澤
勝
衛
、『
三
澤
勝
衛
著
作
集　

風
土
の
発
見
と
創
造
一　

地
域
個
性
と
地
域
力
の
探
求
』
農
文
協
、
二
〇
〇
九
、
四
〇
ｐ

（
33
） 

阿
部
泰
隆
『
大
震
災
の
法
と
政
策
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
が
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

四
六
一





二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党
（
渡
辺
）

（
一
八
一
一
）

二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党

│
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
は
何
故
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
の
か

│渡　
　

辺　
　

容
一
郎

は
じ
め
に

一
、
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
の
特
質
と
全
体
的
評
価

二
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
論
と
反
対
論

三
、
有
権
者
か
ら
見
た
二
〇
一
一
年
国
民
投
票

お
わ
り
に

│
政
党
不
信
・
緊
縮
財
政
時
代
の
国
民
投
票

四
六
三
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一
二
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は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
一
一
年
統
一
地
方
選
挙
と
並
行
し
て
、
現
行
国
政
選
挙
制
度
（
小
選
挙
区
制
）
存
続
の
是
非
を

問
う
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
国
政
選
挙
へ
の
「
選
択
投
票
制
（the A

lternative V
ote system

）
│
以
下
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ

ム
」
導
入
に
関
す
る
賛
否
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
民
投
票
結
果
を
受
け
て
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
・
小
選
挙
区
制
廃
止
が
決
ま
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
画
期
的
な
出
来
事
と
し
て
記
録
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
国
民
投
票
で
は
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム

賛
成
…
約
三
二
％
、
反
対
…
約
六
八
％
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
た
め
、
小
選
挙
区
制
存
続
が
確
定
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

近
年
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
小
選
挙
区
制
を
含
む
そ
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
議
論
や
検
討
、
そ
し

て
改
革
が
行
わ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、「
価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
二
大
政
党
に
比
較
的
有
利
な
』
小
選
挙
区

制
は
時
代
遅
れ
」
と
い
う
主
張
も
、
常
に
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
で
、
有
権
者
の
三

分
の
二
が
、
伝
統
的
な‘fi rst past the post ’
シ
ス
テ
ム
存
続
を
選
択
し
た
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
地
方

分
権
に
も
匹
敵
す
る
こ
の
抜
本
的
政
治
改
革
が
拒
絶
さ
れ
た
要
因
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
結
果
の
意

味
を
、
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
は
、
選
挙
改
革
を
め
ぐ
る
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
と
国
政
第
三
政
党
・
イ
ギ
リ
ス
自
由

民
主
党
（
以
下
、
自
民
党
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
ま
ず
、

今
回
の
国
民
投
票
結
果
の
特
質
を
概
観
し
、
そ
の
全
体
像
に
つ
い
て
評
価
す
る
。
次
に
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
・
反
対
両
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

特
徴
や
、
政
党
政
治
家
の
動
き
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
反
対
論
が
最
終
的
に
勝
利
を
収
め
た
要
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

四
六
四



二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党
（
渡
辺
）

（
一
八
一
三
）

さ
ら
に
有
権
者
の
側
に
も
注
目
し
て
、
と
り
わ
け
政
治
意
識
の
変
化
と
い
う
見
地
か
ら
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
論
が
次
第
に
後
退
し
て

い
っ
た
原
因
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
の
特
質
と
全
体
的
評
価

二
〇
一
一
年
国
民
投
票
（A

V
 referendum

）
は
、
全
国
規
模
の
も
の
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
史
上
二
回
目
と
な
る
。
拘
束
力
を
伴
う
国
民

投
票
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
で
あ
り
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
は
単
純
多
数
決
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
さ
れ
て
い
た

（
1
）

。
ま
た
既
述
の
よ
う

に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
選
挙
に
代
表
さ
れ
る
一
部
地
域
の
統
一
地
方
選
挙

（
2
）

と
同
時
に
実
施
さ
れ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
も
あ
っ
た
。

政
党
不
信
な
ら
び
に
緊
縮
財
政
（
財
政
再
建
）
の
時
代
に
行
わ
れ
た
国
民
投
票
で
あ
る
以
上
、
今
回
の
国
民
投
票
結
果
を
、
同
日
（
五
月
五

日
）
実
施
の
統
一
地
方
選
挙
結
果
と
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

選
挙
管
理
委
員
会
の
公
式
報
告
に
よ
る
と
、
国
民
投
票
結
果
は
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
す
な
わ
ち
改
革
賛
成
（Y

es

）
票
…

六
、一
五
二
、六
〇
七
票
（
三
二
・
一
％
）
に
対
し
、
改
革
反
対
（N

o

）
票
…
一
三
、〇
一
三
、一
二
三
票
（
六
七
・
九
％
）
で
あ
っ
た
。
反
対
意

見
が
賛
成
意
見
の
二
倍
以
上
と
な
っ
た
た
め
、
改
革
推
進
派
の
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg

）
自
民
党
か
ら
す
れ
ば
、
後
述
す
る
統
一
地
方

選
挙
結
果
と
合
わ
せ
て
、
ま
さ
に
「
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
」
を
食
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
三
大
政
党
の
な
か
で
、
今
回
、
国
民

か
ら
最
も
拒
絶
さ
れ
て
い
た
の
が
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
投
票
率
四
一
・
八
％
（T

h
e G

u
ard

ian, 7 M
ay 2011

）
と
い
う
数
字
は
、
Ｅ
Ｃ
残
留
を
選
択
し
た
一
九
七
五
年
国
民
投
票
時
の

投
票
率
六
四
・
五
％
を
大
幅
に
下
回
っ
た
。
そ
の
た
め
、
選
挙
改
革
に
対
す
る
国
民
の
関
心
が
総
じ
て
低
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
タ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
一
・
八
％
と
い
う
数
字
は
当
初
の
予
想
よ
り
高
い
も
の
で
あ
り
、
Ａ
Ｖ

四
六
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
一
四
）

シ
ス
テ
ム
反
対
派
の
多
い
保
守
党
支
持
者
が
投
票
所
に
出
向
い
た
こ
と
で
、
結
果

的
に
投
票
率
が
底
上
げ
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（T

h
e T

im
es, 7 

M
ay 2011

）。
だ
と
す
れ
ば
、
選
挙
改
革
賛
成
・
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
戦
略
や

課
題
等
に
つ
い
て
も
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑴　

地
域
別
に
見
た
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果

今
回
の
国
民
投
票
は
全
国
四
四
〇
か
所
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
国

民
投
票
結
果
、
す
な
わ
ち
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
へ
の
賛
否
を
、
地
域
（region

）

別
に
整
理
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
現
行
の
「
小
選
挙
区
制
」
存
続
を
望

む
声
（
現
状
容
認
派
）
は
、
例
え
ば
保
守
党
支
持
の
強
い
地
方
農
村
部
に
多
い
の

で
は
な
い
か
。
逆
に
、
比
例
代
表
制
導
入
や
小
選
挙
区
制
廃
止
を
含
め
「
Ａ
Ｖ
シ

ス
テ
ム
導
入
」
に
賛
成
す
る
意
見
（
改
革
推
進
派
）
は
、
周
辺
地
域
や
、
移
民
が

多
く
社
会
的
多
様
性
の
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
比
較
的
多
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

か
な
り
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
一
位
）、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
（
三
位
）、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（
四
位
）
と
い
っ
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以

外
の
周
辺
地
域
が
賛
成
率
上
位
を
占
め
て
い
る
。
加
え
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
な
か

で
は
、
人
口
の
多
い
国
際
都
市
ロ
ン
ド
ン
が
、
予
想
ど
お
り
、
賛
成
率
上
位
（
二

表 1　2011年国民投票　地域別投票結果（AVシステム導入に対して）
地　域 賛成票数 賛成率（％） 反対票数 反対率（％）

北部アイルランド 289,088 43.7 372,706 56.3
ロンドン 734,427 39.5 1,123,480 60.5
スコットランド 713,813 36.4 1,249,375 63.6
ウェールズ 325,349 34.6 616,307 65.4
サウス・ウェスト 564,561 31.5 1,225,305 68.5
ヨークシャー＆ハンバー 474,532 31.3 1,042,178 68.7
ノース・ウェスト 613,249 30.2 1,416,201 69.8
サウス・イースト 823,793 29.7 1,951,793 70.3
イースト・オブ・イングランド 530,140 29.0 1,298,004 71.0
イースト・ミッドランド 408,877 28.7 1,013,864 71.3
ウェスト・ミッドランド 461,847 28.5 1,157,772 71.5
ノース・イースト 212,951 28.1 546,138 71.9

出典　http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-13321284
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一
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自
由
民
主
党
（
渡
辺
）

（
一
八
一
五
）

位
）
に
入
っ
た
。

Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
よ
る
と
、
全
国
四
四
〇
か
所
の
う
ち
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
賛
成
票
が
反
対
票
を
上
回
っ
た
の
は
、C

am
bridge, C

am
den, 

E
dinburgh C

entral, G
lasgow

 K
elvin, H

ackney, H
aringey, Islington, L

am
beth, O

xford, S
outhw

ark

の
一
〇
か
所
の
み
で

あ
っ
た
。
伝
統
的
な
大
学
都
市
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
」
が
こ
こ
に
入
っ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
国
民
投
票
実

施
か
ら
三
か
月
後
の
二
〇
一
一
年
八
月
上
旬
、
若
者
た
ち
に
よ
る
一
連
の
暴
動
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
暴
動
）
が
生
じ
た
ロ
ン
ド
ン
の
ハ
ッ
ク

ニ
ー
（H

ackney

）
お
よ
び
イ
ズ
リ
ン
ト
ン
（Islington

）
両
地
区
で
、
賛
成
票
が
反
対
票
を
上
回
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
特
に
ハ
ッ

ク
ニ
ー
で
は
、
賛
成
率
が
六
〇
％
に
も
及
ん
で
い
る
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
と
い
う
。

暴
動
の
背
景
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

│
暴
動
事
件
発
生
直
後
、Y

ouG
ov

が
一
般
市
民
二
、〇
七
五
人
を
対
象
に
行
っ
た
世
論

調
査
結
果
（
複
数
回
答
可
）
に
よ
る
と
、
親
の
し
つ
け
の
悪
さ
、
ギ
ャ
ン
グ
団
の
横
行
、
犯
罪
的
不
良
文
化
の
蔓
延
、
刑
罰
の
軽
さ
が
、

一
位
〜
四
位
ま
で
の
理
由
を
占
め
て
い
る

│
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
特
定
地
域
に
住
む
少
数
グ
ル
ー
プ
の
構
造
的
閉

塞
感
や
不
公
平
感
に
加
え
、
最
近
の
景
気
低
迷
や
歳
出
削
減
批
判
な
ど
も
考
慮
す
れ
ば
、
や
は
り
既
成
政
党
政
治
へ
の
不
満
や
批
判
、
そ

し
て
選
挙
改
革
（
少
数
意
見
の
さ
ら
な
る
尊
重
）
と
の
関
連
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
対
し
過
半
数
の
賛
成
意
思
表
示
を
し
た
「
レ
ア
地
域
」（T

h
e T

im
es, 7 M

ay 2011

）
と
さ
れ
る
ハ
ッ
ク
ニ
ー
お

よ
び
イ
ズ
リ
ン
ト
ン
両
バ
ラ
ー
（boroughs

）
は
、
労
働
党
安
泰
選
挙
区
で
自
民
党
が
第
二
位
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
富
裕
層
と
貧
困

層
と
の
二
極
化
、
公
営
住
宅
居
住
者
や
宗
教
的
、
人
種
・
民
族
的
多
様
性
が
比
較
的
大
き
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
一

方
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
反
対
率
が
八
〇
％
を
占
め
た
（T

h
e T

im
es, 

同
上
）
と
さ
れ
る
、
例
え
ばB

roxbourne

な
ど
は
、
予
想
ど
お
り

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
保
守
党
が
過
半
数
票
を
獲
得
し
た
、
ま
さ
し
く
保
守
党
「
安
泰
」
選
挙
区
で
あ
っ
た

（
3
）

。
即
断
は
禁
物
で
あ
る
が
、

四
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
一
六
）

こ
の
よ
う
な
事
例
を
見
る
限
り
、
今
回
の
国
民
投
票
は
単
な
る
「
選
挙

改
革
」
の
賛
否
の
み
に
対
す
る
意
思
表
示
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
で
き

る
の
で
あ
る
。

⑵　

二
〇
一
一
年
統
一
地
方
選
挙
結
果
と
国
民
投
票
結
果

既
述
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
関
す
る
国
民
投
票
は
、
一

部
地
域
の
統
一
地
方
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
発
足
か

ら
一
年
経
っ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
（D

avid C
am

eron

）
＝
ク
レ
ッ
グ
「
保
守

党
・
自
民
党
」
連
立
内
閣
に
対
す
る
有
権
者
の
審
判
と
い
う
性
格
も
併

せ
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
選
挙
を
除
く
二
〇
一
一
年
統
一
地
方
選
挙

結
果
の
概
要
は
、
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議

会
選
挙
で
は
、
同
議
会
選
挙
史
上
、
初
め
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党

（
Ｓ
Ｎ
Ｐ
）
が
過
半
数
を
制
し
た
（
註（
2
）を
参
照
）
の
に
対
し
、
三
大

政
党
が
い
ず
れ
も
議
席
を
減
ら
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
議
会
選
挙
で

は
、
逆
に
労
働
党
と
保
守
党
の
議
席
が
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
、
地

域
政
党
プ
ラ
イ
ド
カ
ム
リ
（P

laid C
ym

ru

）
に
加
え
、
主
要
政
党
で
は

自
民
党
だ
け
が
議
席
を
減
ら
す
結
果
と
な
っ
た
。
そ
し
て
今
回
、

表 2　2011年（北部アイルランド議会選挙を除く）主要政党統一地方選挙結果
 ※（　）は、前回比
スコットランド議会選挙＜全129議席＞ ウェールズ議会選挙＜全60議席＞

スコットランド民族党 69　（＋23） 労働党 30　（＋4）
労働党 37　（－07） 保守党 14　（＋2）
保守党 15　（－05） プライドカムリ 11　（－4）
自民党 05　（－12） 自民党 05　（－1）
その他 03　（＋01） その他 00　（－1）

イングランド各地方議会（councils）選挙＜全279地方議会＞
獲得地方議会数合計 獲得地方議員（councilors）数合計（人）

保守党 157　（＋04） 5,109　（＋　86）
労働党 　57　（＋26） 2,459　（＋857）
自民党 　10　（－09） 1,098　（－748）
緑の党 　00　（　　00） 　 79　（＋　14）
UK 独立党 　00　（　　00） 　　7　（　　　00）
英国国民党 　00　（　　00） 　　2　（－　11）

出典　The Guardian, 7 May 2011.
　　　http://www.bbc.co.uk/news/special/election2011/council/htmlengland.stm
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二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党
（
渡
辺
）

（
一
八
一
七
）

二
七
九
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
方
議
会
で
実
施
さ
れ
た
選
挙
結
果
を
見
て
み
る
と
、
三
大
政
党
の
な
か
で
自
民
党
だ
け
が
、
獲
得
地
方
議

会
も
地
方
議
員
数
も
、
共
に
減
ら
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

連
立
内
閣
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
当
初
の
公
約
（
大
学
授
業
料
値
上
げ
反
対
な
ど
）
を
現
実
的
に
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ク

レ
ッ
グ
自
民
党
へ
の
失
望
・
怒
り
と
、
そ
の
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
党
勢
拡
大
も
目
論
ん
で
推
進
す
る
「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
」
へ
の
反
対

と
が
、
少
な
く
と
も
無
関
係
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
地
方
選
挙
結
果
か
ら
も
明
確
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑶　

国
民
投
票
実
施
直
前
の
世
論
調
査
結
果
と
国
民
投
票
結
果

最
後
に
、
興
味
深
い
世
論
調
査
結
果
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
表
3
は
、
国
民
投
票
日
の
約
一
か
月
前

（
二
〇
一
一
年
四
月
一
〜
三
日
）、P

opulus

が
一
般
市
民
二
、〇
五
二
人
を
対
象
に
行
っ
た
「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に

関
す
る
」
世
論
調
査
結
果
で
あ
る
。
ま
た
表
の
（　

）
内
の
数
字
は
、
さ
ら
に
そ
の
二
か
月
前
（
二
月
初
旬
）
の

同
世
論
調
査
結
果
か
ら
の
変
化
を
、【　

】
内
の
数
字
は
実
際
の
国
民
投
票
結
果
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。

断
言
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
四
月
の
時
点
で
「
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
有
権
者
は
、
お
よ
そ

三
分
の
一
程
度
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
わ
ず
か
一
か
月
後
の
投
票
日
に
な
っ
て
、
そ
の
三
〇
％
の

有
権
者
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
に
反
対
」
投
票
し
た
計
算
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

有
権
者
に
よ
る
選
挙
改
革
へ
の
熱
狂
が
徐
々
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
も
、
こ
こ
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

タ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
のP

opulus

世
論
調
査
で
「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
反
対
」
意
見
が
賛
成
意
見
を
上
回
っ

た
の
は
、
こ
の
四
月
が
初
め
て
で
あ
り
、
し
か
も
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
者
の
割
合
は
常
に
三
〇
％
台

表 3　AVシステム導入について

賛成 33％　（－ 8 ％） ⇒ 【32.1％】

反対 37％　（＋ 8 ％） ⇒ 【67.9％】

わからない 30％　（± 0 ％）
出典　The Times, 5  April 2011.
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に
留
ま
っ
て
い
た
。「
わ
か
ら
な
い
」
回
答
者
三
〇
％
を
除
く
と
、
賛
成
意
見
は
四
七
％
、
反
対
意
見
は
五
三
％
に
な
る
と
い
う
。
そ
し

て
こ
の
結
果
は
、
選
挙
改
革
す
な
わ
ち
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
っ
て
政
治
が
変
わ
る
と
主
張
す
る
「
賛
成
（Y

es

）」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

対
し
、
有
権
者
が
次
第
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る
と
も
分
析
し
て
い
る

（
4
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
既
述
の
よ
う
に
、
賛
成
・
反
対
両

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
動
向
に
も
注
目
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
を
見
る
限
り
、‘N

o to A
V

’

の
声
は
圧
倒
的
に
勝
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
さ
ら
な
る

政
治
改
革
を
拒
絶
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
限
り
な
く
少
な
い
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
が
、
地
域
社
会
の
構
造
的
特
殊

性
ゆ
え
、
選
挙
改
革
賛
成
意
見
が
上
回
っ
た
地
域
も
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
日
実
施
さ
れ
た
統
一
地
方
選
挙
結
果
、
と
り
わ

け
自
民
党
の
「
一
人
負
け
」
と
い
う
現
象
も
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
連
立
政
権
の
歳
出
削
減
策
に
対
す
る
批
判
を
含
め
、
既
成

政
党
政
治
に
対
す
る
全
般
的
な
批
判
は
、
連
立
を
組
ん
で
現
実
路
線
に
舵
を
切
っ
た

│
支
持
者
と
有
権
者
を
裏
切
っ
た
よ
う
に
見
え
た

│
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
へ
の
不
満
・
攻
撃
と
な
っ
て
、
同
党
の
選
挙
改
革
の
要
望
を
否
定
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
単
な
る
選
挙
「
制
度
」
イ
ジ
リ
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
ほ
ど
、
有
権
者
の
既
成
政
党
離
れ
や
政
治
不
信
が
進
行

し
て
い
る
と
い
う
現
実
を
、
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
は
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
論
と
反
対
論

Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
の
「
保
守
党
・
自
民
党
」
連
立
協
定
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
「
わ
が
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
崩
壊
し
た
。
早
急
に
抜
本
的
な
政
治
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
選
挙
改
革
に
関
す
る
国

民
投
票
、
従
来
以
上
に
政
党
横
断
的
な
協
力
、
そ
し
て
、
わ
が
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
透
明
性
と
説
明
責
任
を
も
っ
と
高
め
る
よ
う
な
変

四
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二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党
（
渡
辺
）

（
一
八
一
九
）

革
が
含
ま
れ
る
」。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
伴
う
国
家
構
造
二
大
改
革
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
議
会
の
任
期
中
に
解
散
総
選
挙
は
行
わ
な
い
と

す
る
法
案
、
選
挙
制
度
変
更
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
実
施
な
ら
び
に
選
挙
区
数
（
議
員
定
数
）
変
更
に
関
す
る
法
案
が
準
備
さ
れ
た

（
5
）

。

こ
う
し
た
政
治
改
革
理
念
の
背
景
と
し
て
、
あ
る
新
聞
記
事
を
通
じ
て
発
覚
し
た
、
一
部
下
院
議
員
に
よ
る
経
費
濫
用
問
題

（
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
政
治
改
革
理
念
は
、
あ
く
ま
で
連
立
「
内
閣
」（
政
府
）
と
し
て
の
立

場
に
す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
選
挙
制
度
改
革
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
保
守
「
党
」
と
し
て
の
主
張
と
合
致
し
て
い
な
か
っ
た

（
6
）

。
比
例
代

表
制
導
入
に
反
対
し
て
き
た
保
守
党
が
そ
の
連
立
内
閣
に
自
民
党
を
加
え
る
た
め
の
「
手
土
産
」
と
し
て
示
し
た
譲
歩
案
、
こ
れ
こ
そ
Ａ

Ｖ
シ
ス
テ
ム

│
選
択
の
幅
が
広
が
る
と
は
い
え
、
周
知
の
よ
う
に
小
選
挙
区
制
の
一
種
で
あ
る

│
導
入
に
関
す
る
国
民
投
票
実
施
で

あ
っ
た
。
同
時
に
こ
れ
は
、
即
座
の
比
例
代
表
制
導
入
を
非
現
実
的
と
判
断
し
て
自
民
党
が
歩
み
寄
っ
た
「
妥
協
の
産
物
」
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
保
守
党
側
は
も
ち
ろ
ん
、
肝
心
の
自
民
党
側
で
さ
え
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
は
決
し
て
「
第
一
志
望
」
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

今
回
の
場
合
保
守
党
は
、
一
三
年
ぶ
り
の
（
連
立
）
与
党
復
帰
と
、
自
民
党
を
「
連
立
」
に
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国

民
投
票
実
施
を
一
応
認
め
た
。
し
か
し
、
労
働
党
と
自
民
党
に
よ
る
中
道
左
派
（
進
歩
派
）
連
合
形
成
の
恒
久
的
可
能
性
を
高
め
る
Ａ
Ｖ

シ
ス
テ
ム
導
入
に
対
し
て
は
、
当
然
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
方
自
民
党
と
し
て
は
、
第
三
政
党
と
し
て

の
党
勢
拡
大
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
化
傾
向
の
増
大
を
踏
ま
え
、
連
立
政
治
の
『
か
な
め
党
』
的
立
場
を
強
め
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と

し
て
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
治
家
が
選
挙
（
制
度
）
改
革
の
実
施
、
あ
る
い
は
そ
の
拒
絶
に
向
け
て
行
動
す
る
理
由
・
動
機
は
、
党
派
を
問
わ

ず
、
常
に
「
利
害
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
政
治
改
革
に
対
し
政
治
エ
リ
ー
ト
の
行
動
を
根
底
か
ら

四
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支
配
す
る
要
素
は
、
何
に
も
ま
し
て
自
己
権
力
最
大
化

（
7
）

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
選
挙
改
革
の
「
理
念
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
改
革
プ

ロ
セ
ス
に
対
す
る
発
言
の
機
会
を
一
般
市
民
に
与
え
る
う
え
で
、
必
要
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑴　

イ
ギ
リ
ス
的
文
脈
か
ら
見
た
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
と
小
選
挙
区
制

Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
は
、
独
立
と
連
邦
制
導
入
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
一
九
世
紀
後
半
〜
二
〇
世
紀
初
頭
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
当
時
必

要
と
さ
れ
、
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
一
八
七
〇
年
代
の
Ｍ
Ｉ
Ｔ
教
授
ウ
ェ
ア
（W

. R
. W

are

）
が
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
考
案
者
と
さ

れ
て
い
る

（
8
）

。
こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
は
自
然
発
生
的
に
定
着
し
た
選
挙
制
度
と
い
う
よ
り
、
必
要
と
さ
れ
た
結
果
、
合
理
的
人
為

的
に
「
工
夫
」「
発
明
」
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

そ
の
特
質
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
言
及
さ
れ
る
「
決
勝
戦
シ
ス
テ
ム
」
に
か
な
り
近
い
。
ま
た
、
国
政
選
挙
と
い
う
よ
り
、
例

え
ば
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
な
ど
政
党
の
「
党
首
」
選
挙
制
度
と
し
て
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る

（
9
）

。
周
知
の
よ
う
に
選
出
ま
で
時
間
は
か
か
る

が
、
党
内
か
ら
広
く
浅
く
支
持
を
得
た
候
補
者
が
当
選
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
積
極
的
支
持
も
消
極
的
支
持
も
含
め
て
、
当
選
者
へ
の
絶

対
的
批
判
が
出
に
く
く
な
る
。
党
内
コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
正
統
性
を
比
較
的
得
や
す
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
、
党
内
分
裂
を
回
避
し
や
す

い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
小
選
挙
区
制
も
、
や
は
り
必
要
性
と
合
理
化
・
単
純
化

│
中
世
以
来
の
い
わ
ゆ
る

腐
敗
・
懐
中
選
挙
区
等
の
一
掃
、
南
北
地
域
間
不
均
衡
の
是
正
、
そ
し
て
二
大
政
党
化
に
伴
う
「
一
政
党
一
候
補
者
」
の
必
要
性

│
を

理
由
と
し
て
、
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
政
党
の
み
有
利
に
な
る
よ
う
な
抽
象
的
な
議
論
に
基
づ
い
て
、

一
気
に
法
制
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
10
）

。
今
回
の
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
党
利
党
略
性
・
抽
象
性
を
伴
う
こ
と
な
く
、

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
一
連
の
選
挙
法
改
正
と
政
党
政
治
の
発
展
を
通
じ
て
漸
進
的
に
生
じ
た
「
副
産
物
」、
こ

四
七
二
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由
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党
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辺
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（
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二
一
）

れ
が
イ
ギ
リ
ス
小
選
挙
区
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
ほ
ぼ
地
生
え
の
制
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
ト
ー

リ
ー
（
保
守
党
）
お
よ
び
ホ
イ
ッ
グ
（
自
由
党
）
と
い
う
二
大
政
治
勢
力
の
二
大
政
党
化
・
組
織
化
（
大
衆
政
党
化
）
を
も
た
ら
し
た
自
由

な
「
競
合
」「
相
互
発
展
」
に
伴
い
、
必
然
的
に
導
入
さ
れ
成
立
し
た
の
が
小
選
挙
区
制
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
欠
陥
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
や
意
見
が
あ
る
と
は
い
え
、
国
政
選
挙
に
お
け
る
小
選

挙
区
制
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
「
国
家
構
造
」
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑵　

Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
・
反
対
論
と
主
要
政
党

自
民
党
を
は
じ
め
、
ミ
リ
バ
ン
ド
（E

d M
iliband

）
党
首
に
代
表
さ
れ
る
労
働
党
の
一
部
、
そ
し
て
緑
の
党
や
プ
ラ
イ
ド
カ
ム
リ
な
ど

は
、
今
回
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
保
守
党
お
よ
び
労
働
党
多
数
派
は
、
反
対
の
立
場
と
な
っ
た
。
こ
こ
か

ら
も
、
前
述
の
よ
う
に
「
党
益
」
が
選
挙
改
革
最
大
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実

施
し
て
有
権
者
の
判
断
を
仰
ぐ
以
上
、
合
理
的
か
つ
正
当
な
理
由
づ
け
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

党
利
党
略
は
と
も
か
く
、
理
論
上
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
に
賛
成
す
る
根
拠
と
し
て
、
一
般
的
に
は
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。「
Ａ
Ｖ
シ
ス

テ
ム
に
し
た
ほ
う
が
、
議
員
は
も
っ
と
働
く
よ
う
に
な
る
」「
あ
る
候
補
者
（
政
党
）
の
安
泰
選
挙
区
を
削
減
で
き
る
」「
小
選
挙
区
制
の

長
所
も
活
か
せ
る
改
善
策
で
あ
る
」「
当
選
さ
せ
た
い
候
補
者
（
政
党
）
を
複
数
選
べ
る
」「
こ
の
国
の
政
治
を
変
え
る
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス

と
な
る
」。
こ
れ
に
対
し
反
対
意
見
の
根
拠
と
し
て
は
、「
第
二
位
以
下
の
候
補
者
が
当
選
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム

は
ア
ン
フ
ェ
ア
で
あ
る
」「
フ
ィ
ジ
ー
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
な
ど
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
マ
イ
ナ
ー
な
制
度

で
あ
る
」「
費
用
や
時
間
が
か
か
る
」「
連
立
の
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で
、
政
府
形
成
の
主
導
権
が
有
権
者
か
ら
政
治
家
に
移
っ
て
し
ま

う
」「
わ
か
り
に
く
い
し
、
ク
レ
ッ
グ
な
ど
推
進
派
も
完
全
に
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
11
）

。

四
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Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
反
対
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
の
ま
ま
小
選
挙
区
制
擁
護
論
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
首
相
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
し
ば
し
ば

訴
え
て
き
た
よ
う
に
、
小
選
挙
区
制
（
現
状
維
持
）
の
理
論
的
長
所
と
し
て
、
そ
の
単
純
明
快
さ
、
有
権
者
と
議
員
と
の
つ
な
が
り
、
極

左
・
極
右
政
党
抬
頭
の
防
止
、
小
政
党
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
化
の
阻
止
、
そ
し
て
有
権
者
が
投
票
で
「
政
府
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
る
、
な
ど
の
側
面
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

さ
ら
に
、
と
り
わ
け
保
守
党
が
小
選
挙
区
制
維
持
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
国
家
の
安
定
に
貢
献
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス

保
守
主
義
の
政
治
思
想
に
よ
る
と
、
政
権
は
単
独
過
半
数
議
席
に
支
え
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、accountable

でeff ective

か
つ

responsive

な
政
府
が
国
民
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
し
や
す
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
国
民
感
情
に
敏
感
で
有
効
な
統
治

が
可
能
と
な
り
、
ひ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
安
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
12
）

。

労
働
党
で
は
、
党
内
が
賛
否
両
論
で
割
れ
た
。
元
々
労
働
党
は
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
、
選
挙
改
革
（
比
例
代
表
制

導
入
）
に
関
す
る
国
民
投
票
実
施
を
公
約
と
し
て
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
政
権
獲
得
後
ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
労
働
党
政
府
は
、
投
票

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
独
立
委
員
会
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
委
員
会
（the Jenkins C

om
m
ission

）
を
設
置
し
て
お
り
、
そ
の
後
同
委

員
会
に
よ
っ
て
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
が
勧
告
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
進
展
し
た
。
し
か
し
、
党
内
古
参
議
員
に
よ
る
大
き
な
抵
抗
に
直
面
し

た
た
め
、
結
局
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ミ
リ
バ
ン
ド
労
働
党
党
首
に
よ
る
と
「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
問
題
に
関
し
て
、
労
働
党
は
約
八
〇
年
間
分
裂
し
て
き
た

（
13
）

」
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
今
回
も
同
様
の
結
果
と
な
っ
た
。
現
行
小
選
挙
区
制
の
お
か
げ
で
保
守
党
代
替
政
府
あ
る
い
は
「
反
対
党
」
と
し
て
党
政
策
を
追

求
・
実
現
で
き
る
と
い
う
「
現
実
主
義
」
と
、
地
方
分
権
を
含
む
国
家
構
造
改
革
を
「
進
歩
的
政
党
」
と
し
て
当
然
追
求
す
べ
し
と
す
る

「
理
想
主
義
」
と
が
、
労
働
党
内
に
共
存
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
派
が
今

四
七
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回
も
労
働
党
内
の
意
見
を
統
一
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
大
き
な
失
策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑶　

Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
反
対
論
の
勝
因
（
賛
成
論
の
敗
因
）

一
九
四
五
年
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
で
小
選
挙
区
制
改
革
が
実
現
し
な
か
っ
た
要
因
を
調
査
し
た
ハ
ー
ト
（Jenifer H

art

）
に
よ
れ
ば
、
多

く
の
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
大
別
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
要
因
に
グ
ル
ー
プ
化
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

改
革
賛
成
派
の
ミ
ス
テ
イ
ク
や
欠
陥
（
準
備
不
足
や
説
明
不
足
）
に
由
来
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
改
革
反
対
派
（
小
選
挙
区
制
維
持
派
）
の
態

度
や
主
張
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
改
革
案
の
問
題
点
に
起
因
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る

（
14
）

。
で
は
、
今
回
の
結
果
は
、
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
に

当
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
支
持
者
の
主
張
を
総
合
す
る
と
、
賛
成
派
は
今
回
の
敗
因
を
、
①
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
力
、
②
Ａ
Ｖ
に
敵
対
的
な
新
聞
報
道
、
そ
し
て
、
③
（
ク
レ
ッ
グ
の
不
人
気
を
巧
み
に
利
用
す
る
な
ど
し
た
）
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

手
堅
さ
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
支
持
者
の
見
解
を
見
る
と
、
そ
の
勝
因
と
し
て
、
①
現
状
維
持
の
メ
リ
ッ
ト

を
主
張
し
た
こ
と
、
②
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
で
不
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
説
得
で
き
た
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
15
）

。

さ
ら
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
政
治
部
の
ホ
ー
キ
ン
ス
（R

oss H
aw

kins
）
は
、
今
回
の
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
関
す
る
議
論
を
特
徴
づ
け
た
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
口
論
す
る
政
治
家
た
ち
、
そ
し
て
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
家
た
ち
の

間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
酷
く
て
わ
か
り
に
く
い
バ
ト
ル
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
賛
成
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
関
与
し
た
の
が
自
民
党
の

ケ
ー
ブ
ル
（V

ince C
able

）
経
済
産
業
大
臣
と
エ
ド
・
ミ
リ
バ
ン
ド
労
働
党
党
首
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
側
に
つ

い
た
の
が
保
守
党
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
と
労
働
党
の
リ
ー
ド
（John R

eid
）
元
内
務
大
臣
で
あ
る
と
い
っ
た
、
い
つ
も
と
違
う
組
合
せ
が

有
権
者
を
混
乱
さ
せ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う

（
16
）

。
し
た
が
っ
て
元
来
政
治
に
関
心
の
な
い
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
党
派
を
越
え
た
対
立
の

四
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図
式
が
従
来
以
上
に
わ
か
り
に
く
く
見
え
た
こ
と
も
、
今
回
の
結
果
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

国
民
投
票
結
果
（
勝
因
と
敗
因
）
に
関
す
る
分
析
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
述
の
賛
成
派
が
そ
の
敗
因
と
し
て
掲
げ
て
い
る

「
Ａ
Ｖ
に
敵
対
的
な
新
聞
報
道
」
な
ら
び
に
「（
反
対
派
）
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
力
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
次
章
で
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
（N

icholas Jones

）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
当
時
か
ら
選
挙
改
革
支
持
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い
た
全
国

日
刊
紙
は
、
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
と
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
と
い
う
中
道
左
派
系
の
二
紙
だ
け
で
あ
っ
た

（
17
）

。
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
支
持
を
明
確
に
表

明
し
て
い
た
の
も
、
こ
れ
ら
二
紙
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
五
年
総
選
挙
時
に
比
べ
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
両
紙
発
行
部
数
を
合

計
（
約
四
八
万
部
）
し
て
も
、
例
え
ば
サ
ン
一
紙
の
発
行
部
数
約
三
〇
〇
万
部
に
さ
え
遠
く
及
ば
な
い

（
18
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
支
持
に
転
向
し
、
い
わ
ゆ
るthe T

ory press

に
復
帰
し
た
メ
デ
ィ
ア
王
マ
ー
ド
ッ
ク

（R
upert M

urdoch

）
傘
下
の
全
国
四
大
紙
、
タ
イ
ム
ズ
、
サ
ン
デ
ー
タ
イ
ム
ズ
、
サ
ン
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ズ
・
オ
ブ
・
ザ
・
ワ
ー
ル
ド

（
一
連
の
盗
聴
事
件
に
深
く
関
与
し
て
い
た
と
し
て
、
国
民
投
票
実
施
後
の
二
〇
一
一
年
七
月
廃
刊
）
の
全
国
紙
市
場
販
売
部
数
は
、
他
の
ラ
イ
バ

ル
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
、
約
四
二
％
と
い
う
圧
倒
的
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る

（
19
）

と
さ
れ
る
。
同
時
に
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導

入
に
反
対
す
る
保
守
党
は
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
単
独
過
半
数
を
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
投
票
日
の
時
点
で
、
十
大

全
国
紙
の
う
ち
六
紙
、
九
大
日
曜
紙
の
う
ち
五
紙
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
保
守
党
が
前
回
単
独

勝
利
を
収
め
た
一
九
九
二
年
総
選
挙
以
来
の
好
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
20
）

。

政
治
情
報
の
入
手
経
路
が
多
様
化
し
て
い
る
今
日
、「
新
聞
の
政
治
的
立
場
、
新
聞
の
購
読
者
数
、
政
党
支
持
、
そ
し
て
選
挙
改
革
に

対
す
る
投
票
行
動
」
が
、
方
程
式
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
完
全
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
以
来
、
主
要

四
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政
党
、
そ
し
て
選
挙
改
革
賛
成
・
反
対
両
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
取
り
巻
い
て
い
た‘press environm

ent ’

は

│
総
選
挙
結
果
に
は
必
ず
し

も
直
接
結
び
つ
か
な
か
っ
た
と
は
い
え

│
圧
倒
的
に
保
守
党
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
反
対
派
」
有
利
に
作
用
し
得
る
状
態
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
聞
報
道
面
に
限
っ
て
い
え
ば
、
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
反
対
論
）
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に

有
利
な
条
件
で
戦
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
反
対
論
（
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
が
最
終
的
に
勝
利
を
収
め
た
要
因
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
次
の
点

を

│
可
能
性
と
し
て

│
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
欠
陥
は
あ
る
に
せ
よ
、
長
い
年
月
を
通
じ
て
定
着
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
国
家

構
造
の
一
部
・
小
選
挙
区
制
よ
り
Ａ
Ｖ
の
ほ
う
が
相
対
的
に
優
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
、
賛
成
派
は
有
権
者
に
幅
広
く
わ
か
り
や

す
く
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
②
賛
成
派
が
労
働
党
議
員
を
賛
成
論
で
統
一
し
、
賛
成
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

取
り
込
む
の
に
失
敗
し
た
こ
と
。
③
パ
ル
チ
ザ
ン
的
色
彩
の
強
い
イ
ギ
リ
ス
新
聞
報
道
は
、
政
党
の
ポ
リ
シ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま

な
運
動
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
「
兵
器
」
と
な
り
得
る
。
賛
成
派
を
支
持
す
る
プ
レ
ス
勢
力
が
、
反
対
派
の
そ
れ
に
比
べ
、
圧
倒
的
に
貧
弱
で

あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
改
革
反
対
派
の
態
度
や
主
張
（
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
）
の
直
接
的
効
果
以
上
に
、
改
革
賛
成
派
の
ミ
ス
テ

イ
ク
や
欠
陥
（
新
聞
対
策
不
足
や
説
明
不
足
な
ど
）
の
ほ
う
を
、
む
し
ろ
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
有
権
者
か
ら
見
た
二
〇
一
一
年
選
挙
改
革
国
民
投
票

本
論
の
一
お
よ
び
表
3
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
議
員
経
費
濫
用
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
発
火
点
と
す
る
選
挙
改
革
（
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
）
へ

の
熱
狂
は
、
時
間
が
経
つ
と
同
時
に
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
っ
た
感
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
流
れ
は
、U

K
 P

oling R
eport

と
い
う

各
種
世
論
調
査
結
果
の
変
化
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
21
）

。
表
4
は
、
月
別
に
平
均
を
出
し
て
、
そ
の
流
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
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る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
を
支
持
す
る
声
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
頃
か

ら
、
小
選
挙
区
制
維
持
を
望
む
声
を
下
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

近
年
の
総
選
挙
結
果
や
世
論
調
査
結
果
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
主
要

政
党
（
政
治
家
）
不
信
は
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
有

権
者
は
、
現
行
の
小
選
挙
区
制
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

⑴　

小
選
挙
区
制
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
有
権
者
の
認
識

や
や
古
い
事
例
と
な
る
が
、
一
九
九
八
年
、
選
挙
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
有
権

者
の
認
識
や
態
度
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
カ
ス
グ
ル
ー
プ
調
査
を
実
施
し
た
フ
ァ
レ
ル

（D
avid F

arrell

）
は
、
調
査
結
果
の
二
大
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
以
下
の
傾
向
・
特
質
を
指

摘
し
て
い
る
。

①
現
行
の
小
選
挙
区
制
に
つ
い
て
正
し
く
定
義
づ
け
ら
れ
る
人
、
そ
の
代
替
シ
ス
テ
ム

を
示
せ
る
人
は
、
い
ず
れ
も
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
回
答
者
の
大
半
が
現
行
シ
ス

テ
ム
存
続
を
支
持
し
た
と
し
て
も
驚
く
に
値
し
な
い
。

②
政
治
学
者
が
注
目
す
る
の
と
は
逆
で
、
有
権
者
の
間
で
比
例
代
表
制
へ
の
関
心
は
特

に
目
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
回
答
者
に
と
っ
て
断
然
最
重
要
基
準
と
さ
れ
た
の
は
、

「
選
挙
制
度
の
複
雑
さ
を
最
小
限
に
す
る
必
要
性
」「
投
票
者
の
選
好
を
も
っ
と
大
き
く
す

表 4　AVシステム導入をめぐる投票意思の月別平均推移（％）
 ※［　］は、実施した世論調査の回数

AVシステム支持 小選挙区制支持 わからない
2010年11月平均　［ 2 ］ 41.5 28.0 26.0
2010年12月平均　［ 2 ］ 40.0 34.0 26.0
2011年 1 月 7 日　［ 1 ］ 37.0 20.0 37.0
2011年 2 月平均　［ 3 ］ 38.0 29.7 30.7
2011年 3 月平均　［ 7 ］ 33.6 31.7 30.3
2011年 4 月平均　［14］ 39.1 47.6 20.3
2011年 5 月 1 日　［ 1 ］ 34.0 66.0 n/a

※ 2011年 1 月と 5 月の 1 回は、それぞれ Angus Reid（ 1 月）、ComRes/Independent（ 5 月）
による調査結果。

出典　http://ukpollingreport.co.uk/av-referendum に基づき作成。

四
七
八



二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党
（
渡
辺
）

（
一
八
二
七
）

る
の
が
望
ま
し
い
」「
選
挙
区
と
の
つ
な
が
り
を
失
う
こ
と
へ
の
恐
れ
」（
他
国
以
上
に
イ
ギ
リ
ス
で
強
調
さ
れ
た
特
徴
が
こ
れ
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
文
化
的
な
現
象
で
あ
ろ
う
と
フ
ァ
レ
ル
は
主
張
し
て
い
る
）
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
調
査
の
結
論
と
な
る
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、「
有
権
者
自
身
が
、
比
例
代
表
制
に
さ
ほ
ど
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を

指
摘
し
た
の
で
あ
る

（
22
）

。

二
〇
一
一
年
の
国
民
投
票
時
、
こ
う
し
た
認
識
が
実
は
さ
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
世
論
調
査
結
果
（
表
4
を
参

照
）
に
お
け
る
「
改
革
熱
の
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
現
象
」
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
説
明
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
選
挙

改
革
の
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
、
当
初
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
の
声
を
こ
こ
ま
で
高
め
て
き
た
も
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
議
員
経
費
濫
用
問

題
に
象
徴
さ
れ
る
既
成
政
党
政
治
（
家
）
へ
の
「
怒
り
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
、
重
要
な
テ
ー
マ
・
争
点
に
は
ほ
と
ん
ど
な
っ
て
い
な
か
っ

た
（
23
）

。
こ
こ
か
ら
、
何
ら
か
の
選
挙
改
革
は
必
要
だ
が
、
小
選
挙
区
制
よ
り
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
が
ベ
タ
ー
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
一
連

の
賛
成
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
っ
て
も
広
く
浸
透
せ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
す
ら
難
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
努
力
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
元
来
イ
ギ
リ

ス
の
平
均
的
な
有
権
者
と
い
う
の
は
、
比
較
的
「
利
用
上
、
理
解
上
、
単
純
簡
潔
な
シ
ス
テ
ム
」
を
好
み
、
加
え
て
「
選
挙
区
で
の
候
補

者
と
の
つ
な
が
り
」
を
重
視
し
や
す
い
傾
向
が
あ
る
と
も
推
察
さ
れ
る
。

⑵　

政
党
・
党
首
支
持
率
と
の
関
係

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
派
が
挙
げ
た
そ
の
失
敗
理
由
の
一
つ
に
「（
反
対
派
）
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

力
」
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
い
た
。
賛
成
・
反
対
各
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
全
有
権
者
に
、
ど
の
程
度
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
の
か
客
観
的
に
測

四
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
二
八
）

定
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
各
種
世
論
調
査
結
果
を
検
討
す

れ
ば
、
間
接
的
に
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
効
果
」
と
「
小
選
挙
区
制
維
持
」
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
相
互
関
係

が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ipsos M
O
R
I

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
全
世
論
調
査
会
社
の
「
投
票
意
思
の
ト
レ
ン
ド
調
査
」
を

検
討
し
て
み
る
と
、
二
〇
〇
五
年
五
月
の
総
選
挙
以
来
今
日
ま
で
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
を
目
指
す
自

民
党
支
持
率
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
九
〜
二
〇
日
の
三
四
％
（Y

ouG
ov/the S

un

の
調
査
）
が
そ
の

ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
第
一
回
テ
レ
ビ
党
首
討
論
会
（
四
月
一
五
日
）

に
お
け
る
ク
レ
ッ
グ
党
首
の
新
鮮
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ

れ
以
降
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
自
民
党
支
持
率
は
低
下
を
続
け
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
時
に
は
二
三
・
六
％

と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
自
民
党
の
連
立
加
入
後
、
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
加
速
し
て
一
〇
％
台
に
低
迷
し
、
二
〇
一
一

年
五
月
の
国
民
投
票
実
施
直
前
の
自
民
党
支
持
率
は
、
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
た
の

で
あ
る
（
表
5
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
選
挙
区
制
維
持
派
・
保
守
党
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
る
と
、

二
〇
一
〇
年
五
月
総
選
挙
時
の
三
六
・
九
％
か
ら
、
連
立
政
権
形
成
後
は
一
時
的
に
四
三
％
（
二
〇
一
〇

年
七
月
中
旬
〜
下
旬
）
に
ま
で
上
昇
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
連
立
政
府
に
よ
る
一
連
の
緊
縮
政

策
（
年
内
か
ら
の
歳
出
削
減
開
始
）
の
影
響
か
ら
か
、
当
然
の
よ
う
に
保
守
党
支
持
率
は
減
少
し
て
い
る

も
の
の
、
同
じ
連
立
与
党
の
自
民
党
ほ
ど
は
低
迷
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
国
民
投
票
実
施
直
前
の
保
守

表 5　2011年国民投票実施直前の三大政党支持率とその推移
［2011年 1 月～ 5月］（％）
保守党 労働党 自民党

1月21 ～ 24日 32 42 15
2 月18 ～ 20日 34 41 14
3 月11 ～ 13日 35 41 11
4 月15 ～ 17日 36 40 12 （※国民投票実施日　 5月 5日）
5月20 ～ 24日 33 41 11

出典　http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/poll
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党
支
持
率
は
三
六
％
、
労
働
党
の
そ
れ
は
四
〇
％
と
な
っ
て
い
る
（
表
5

（
24
）

）。

さ
ら
に
表
6
に
よ
る
と
、
緊
急
の
歳
出
削
減
を
実
施
す
る
同
じ
連
立
与
党
党
首
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
首
相
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
（
Ａ
Ｖ
反
対
派
）
以
上
に
副
首
相
ク
レ
ッ
グ
（
Ａ

Ｖ
賛
成
派
）
の
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
不
人
気
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
だ
け
で
は
、
既
述
の
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
力
」
が
国
民
投
票
結
果
に

影
響
し
た
と
は
思
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
即
断
は
控
え
る
べ
き
だ
が
、
期
待
と
満
足
度
が
大

き
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
立
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
当
初
の
公
約
（
例
え
ば
、
景

気
対
策
を
優
先
し
て
か
ら
の
歳
出
削
減
実
施
等
）
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ク
レ
ッ
グ
党
首
へ

の
批
判
や
不
満
は
、
統
一
地
方
選
挙
同
様
国
民
投
票
で
も
自
民
党
（
賛
成
派
）
に
突
き
つ

け
ら
れ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
表
6
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国

民
投
票
実
施
一
か
月
前
（
四
月
頃
）
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
を
比
較
し
て
み
る
と
、

「
満
足－
不
満
足
」
の
数
値
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
「－

3
」
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
ク

レ
ッ
グ
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
「－

18
」（
四
月
）、「－

32
」（
五
月
）
と
い
う
結
果
が
出
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
・
統
一
地
方
選
挙
は
、
反
対

論
（
キ
ャ
メ
ロ
ン
）
と
賛
成
論
（
ク
レ
ッ
グ
）
の
明
暗
が
は
っ
き
り
分
か
れ
た
状
態
で
、
実

施
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

表 6　政府と主要政党党首に対する満足度
（2010年総選挙直前および2011年 1 月～ 5月）（％）

政府 ブラウン（首相） キャメロン クレッグ
満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満

2010年 4 月18 ～ 19日 30 66 35 59 45 42 68 15
政府 キャメロン（首相） ミリバンド クレッグ

満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満
2011年 1 月21 ～ 24日 30 61 38 52 37 37 32 55
2011年 2 月18 ～ 20日 31 60 39 52 34 43 34 57
2011年 3 月11 ～ 13日 36 59 43 51 37 42 34 56
2011年 4 月15 ～ 17日 37 55 44 47 41 40 35 53
2011年 5 月20 ～ 24日 34 56 44 47 35 43 29 61

出典　http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/poll に基づき作成。
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⑶　

最
重
要
争
点
認
識
と
の
関
係

最
後
に
、
有
権
者
か
ら
見
た
場
合
、
選
挙
改
革
が
本
当
に
最
重
要
争
点
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
触
れ
て
み
た
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
選
挙
改
革
そ
の
も
の
は
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
の
最
重
要
テ
ー

マ
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
金
融
危
機
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
は
、

当
然
な
が
ら
「
経
済
運
営
」（
財
政
再
建
も
含
む
）
と
な
っ
て
い
る
。
選
挙
改
革
を
含
む
地
方
分
権
や
国
家

構
造
改
革
は
、
議
員
経
費
濫
用
問
題
が
起
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
八
年
以
降

の
時
点
で
は
、
ほ
と
ん
ど
重
要
争
点
と
し
て
見
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
（
表
7
）。
二
〇
〇
八
年
以
降
は

当
然
の
ご
と
く
、
教
育
や
医
療
介
護
、
あ
る
い
は
年
金
問
題
以
上
に
、
経
済
問
題
の
ほ
う
が
重
要
争
点
と

な
っ
て
い
っ
た
。

し
た
が
っ
て
二
〇
一
一
年
五
月
の
段
階
で
は
、
選
挙
改
革
よ
り
経
済
運
営
、
そ
し
て
歳
出
削
減
等
に
伴

う
「
痛
み
」
と
将
来
へ
の
不
安
、
さ
ら
に
は
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
に
対
す
る
失
望
と
「
怒
り
」
の
ほ
う
が
、

大
半
の
有
権
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
行
わ
れ
た

「
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
関
す
る
国
民
投
票
」
は
、
成
立
後
一
年
目
を
迎
え
た
連
立
政
権
、
と
り
わ
け
、

当
初
の
期
待
以
上
に
失
望
を
与
え
た
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
に
対
す
る
信
任
（
不
信
任
）
国
民
投
票
」
と
い

う
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
現
行

の
小
選
挙
区
制
を
変
更
す
る
だ
け
で
は
、
こ
う
し
た
生
活
に
か
か
わ
る
諸
問
題
が
完
全
に
解
決
さ
れ
る
わ

表 7　重要争点に対する有権者の認識（％）

憲法・地方分権 経済運営 教育 医療介護 年金

2001年 5 月31日～ 6 月 2 日 ─ 　7 39 50 15

2008年 8 月15日～ 8 月17日 1 35 22 22 　9

2009年 9 月25日～ 9 月27日 1 39 17 20 　5

2010年 3 月19日～ 3 月22日 ─ 32 23 26 　6

出典　http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/poll に基づき作成。
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け
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
、
二
〇
一
一
年
の
春
頃
有
権
者
の
間
に
相
当
浸
透
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
賛
成
論
が
次
第
に
後
退
し
て
い
っ
た
の
は
、
あ
る
意
味
、
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

│
政
党
不
信
・
緊
縮
財
政
時
代
の
国
民
投
票

相
対
的
に
住
民
投
票
実
施
の
少
な
い
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
地
方
選
挙
が
「
準
国
政
選
挙
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年

イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
な
ら
び
に
統
一
地
方
選
挙
結
果
は
、
主
要
政
党
（
政
治
家
）
不
信
と
緊
縮
財
政
政
策
（
経
済
）
に
何
ら
か
の
影
響
を
受

け
た
有
権
者
に
よ
る
歴
史
的
な
選
択
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
今
回
の
ケ
ー
ス
を
見
る
と
、
本
来
積
極
的
に
「
攻
め
る
」
立
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
報
道
対
策
や
政
党
政
治
家

の
抱
き
込
み
、
あ
る
い
は
全
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
と
い
っ
た
側
面
で
、
賛
成
派
側
の
戦
略
・
戦
術
と
そ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
不

十
分
な
点
が
多
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
特
有
の
複
雑
な
問
題
を
抱
え
や
す
い
一
定
の
地
域
で
は
、
賛
成
派
の
声

が
反
対
意
見
を
上
回
っ
た
。
し
か
し
小
選
挙
区
制
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
大
半
の
有
権
者
か
ら
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
ベ
タ
ー
な
シ
ス
テ
ム

な
の
か
、
あ
る
い
は
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
（
政
治
家
）
が
本
当
に
変
わ
る
の
か
「
あ
て
に
な
ら
な
い
」
し

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
、
本
音
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
テ
ー
マ
な
い
し
争
点
Ⅹ
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
の
結
果
は
、
純
粋
に
Ⅹ
に
つ
い
て
の
是
非
・
賛
否
と
い
う
よ
り
、
国
民
投
票
実
施
前

の
有
権
者
の
政
治
経
済
状
況
認
識
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
換
言
す
れ
ば
、
現
政
権
に
対
す
る
有
権
者
の
信
頼
が
、
そ
の
ま
ま
国
民

投
票
結
果
に
反
映
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
地
域
別
投
票
結
果
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
有
権
者
は
選
挙
改
革
そ
の
も
の
を

四
八
三
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完
全
に
拒
絶
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
投
票
し
た
有
権
者
の
多
く
は
、
そ
れ
以
上
に
主
要
政
党
（
政
治
家
）
へ
の
不
信
や
、
自
分
た
ち

の
生
活
に
密
着
す
る
緊
縮
財
政
政
策
の
あ
り
方
の
ほ
う
に
、
総
じ
て
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

連
立
政
権
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
批
判
・
失
望
・
不
満
そ
し
て
怒
り
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
た
の
が
、
逆
説
的
だ
が
選
挙
（
政
治
）
改

革
に
最
も
熱
心
な
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
党
益
」
も
兼
ね
て
連
立
に
加
わ
っ
た
自
民
党
は
、
そ
の
「
理

想
主
義
」
を
「
現
実
主
義
」
へ
と
修
正
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
次
第
に
保
守
党
ペ
ー
ス
で
連
立
政
権
内
に

埋
没
し
て
い
く
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
多
く
の
有
権
者
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
自
分
た
ち
政
治
家
（
政
権
）
の
保
身
の
た
め
「
出
し
抜

け
」
に
提
案
さ
れ
た
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
点
で
、
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
を
め
ぐ
る
二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
は
、
例
え
ば
、
欧
州
憲
法
条
約
批
准
を
め
ぐ
っ
て

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
実
施
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
国
民
投
票
結
果

（
25
）

（
否
決
）
に
、
ほ
ぼ
共
通
す
る
性
質
や
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

歴
史
的
に
見
た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
で
選
挙
改
革
（
小
選
挙
区
制
の
変
更
）
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
た
時
期
は
三
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。

①
一
九
世
紀
末
〜
一
九
三
〇
年
代
初
頭
、
②
一
九
七
〇
年
代
初
頭
、
③
一
九
九
〇
年
代
後
半
が
そ
れ
で
あ
る

（
26
）

。
既
述
の
よ
う
に
、
③
は

一
九
九
七
年
総
選
挙
時
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
の
選
挙
公
約
に
象
徴
さ
れ
る
が
、
地
方
分
権
改
革
が
実
施
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
三
つ
の
時
期
に
共
通
す
る
事
実
と
し
て
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
「
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
な
っ

た
時
期
に
重
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
既
成
二
大
政
党
（
政
治
）
に
対
す
る
不
信
・
不
満
が
相
対
的

に
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て

│
③
は
無
関
係
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
〇
一
一
年
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に

│
経

済
財
政
面
で
不
調
な
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
る
。

四
八
四
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だ
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
選
挙
改
革
や
国
家
構
造
改
革
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
相
対
的
「
衰
退
」
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
国
家
的

取
組
み
（
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
一
環
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
も
で
き
る
。
私
見
で
は
あ
る
が
、
一
連
の
国
家
構
造
改
革
が
国
民
的
国

家
的
「
戦
略
」
で
あ
る
場
合
は
合
意
を
得
や
す
く
、
有
権
者
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
な
ど
を
通
じ
て
こ
れ
を
支
持
し
や
す
い
（
例
、
イ
ギ
リ

ス
経
済
安
定
化
を
目
的
と
し
た
Ｅ
Ｃ
残
留
）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
一
連
の
国
家
構
造
改
革
が
、
政
権
政
党
（
今
回
は
ク

レ
ッ
グ
自
民
党
）
の
党
益
に
直
結
す
る
「
戦
術
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
り
、
経
済
社
会
の
不
安
を
取
り
除
き
生
活
を
改
善
す
る
こ
と
に
は

結
び
つ
か
な
い
と
認
識
さ
れ
た
り
し
た
場
合
は
、
大
半
の
有
権
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
支
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
は
異
な
り
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
議
会
を
素
通
り
し
た
国
民
投
票
的
あ
る
い
は
大
衆
請
願
運
動
的
ス
タ
イ
ル
の
政
治
変
革

は
、
即
座
に
は
実
現
し
に
く
い
。
そ
う
で
な
く
て
も
二
〇
一
一
年
の
場
合
、
緊
縮
財
政
に
対
す
る
不
満
だ
け
で
な
く
、
政
治
改
革
提
案
者

で
あ
る
「
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
」
へ
の
不
信
・
不
満
も
従
来
以
上
に
高
ま
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
現
状
が
改
善
さ
れ
な
い
限

り
、
特
に
自
民
党
の
主
張
す
る
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
導
入
（
国
家
構
造
改
革
）
が
今
回
の
よ
う
に
「（
政
権
）
政
党
信
任
」
的
意
味
を
持
つ
国
民

投
票
で
成
功
す
る
可
能
性
は
、
も
と
よ
り
低
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
結
果
に
関
す
る
以
上
の
考
察
か
ら
、「
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
」
す
な
わ
ち
第
三
極
・
ク
レ
ッ
グ
自

民
党
の
変
容
（
保
守
党
と
の
連
立
政
権
入
り
な
ど
）
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
「
伝
統
的
な
小
選
挙
区
制
が
存
続
」
す
る
と
い

う
皮
肉
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
近
年
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
研

究
者
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
表
現
さ
れ
る
従
来
的
イ
ギ
リ
ス
政
治
シ
ス
テ
ム
の
「
変
質
」
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
の
国
民
投
票
結
果
を
振
り
返
る
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
既
存
の
政
治
制
度
の
い
わ
ば
「
粘
り
強
さ
」「
生

命
力
」
も
ま
た
、
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
八
五
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註（
1
） V

ernon B
ogdanor, T

h
e C

oalition
 an

d
 th

e C
on

stitu
tion 

（O
xford: H

art P
ublishing

） 2011, pp. 89-90.
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
全
国
規
模
の
国
民
投
票
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
残
留
を
選
択
し
た
一
九
七
五
年
国
民
投
票
（
投
票
率
六
四
・
五
％
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
） 
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
に
投
票
が
実
施
さ
れ
た
統
一
地
方
選
挙
で
は
、
連
立
政
権
の
歳
出
削
減
策
に
対
す
る
有
権
者
の
怒
り
の
矢
面
に
立
た
さ

れ
た
自
民
党
が
特
に
苦
戦
し
た
。
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
選
挙
（
総
定
数
一
二
九
議
席
）
で
は
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
性
や
三
大
政
党
批
判
で
人

気
と
支
持
を
集
め
た
サ
ー
モ
ン
ド
（A

lex S
alm

ond

）
党
首
率
い
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
（
Ｓ
Ｎ
Ｐ
）
が
、
歴
史
的
大
勝
利
（
前
回
よ
り

二
三
議
席
上
乗
せ
し
て
、
六
九
議
席
獲
得
）
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
九
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
創
設
以
来
初
め
て
と
な
る
Ｓ
Ｎ
Ｐ

安
定
政
権
が
成
立
し
た
。

（
3
） T

he T
im

es, G
u

id
e to th

e H
ou

se of C
om

m
on

s, 2010 

（L
ondon: T

im
es B

ook

） 2010, p. 122, 180, 198.

（
4
） 

T
h

e T
im

es, 5 A
pril 2011.

（
5
） V

. B
ogdanor, op. cit., p. 81.

（
6
） P

hilip N
orton, “T

he C
on-L

ib A
genda for the ‘N

ew
 P

olitics’ and C
onstitutional R

eform
”, in S

im
on L

ee and M
att B

eech 

（eds.

）, T
h

e C
am

eron
-C

legg G
overn

m
en

t 
（B

asingstoke: P
algrave M

acm
illan

） 2011, pp. 157-164.

（
7
） D

avid F
arrell, E

lectoral S
ystem

s, 2nd edition 
（B

asingstoke: P
algrave M

acm
illan

） 2011, p. 190.

（
8
） 

Ibid., pp. 50-51.

（
9
） A

lan R
enw

ick, A
 C

itizen
’s G

u
id

e to E
lectoral R

eform
 

（L
ondon: B

iteback P
ublishing

） 2011, p. 57.

代
表
的
な
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
有
権
者
が
各
候
補
者
に
選
好
順
位
を
つ
け
て
投
票
し
、
第
一
位
順
位
票
の
過
半
数
獲
得
候
補
者
が
い
な
い

場
合
、
最
下
位
候
補
者
を
落
選
さ
せ
、
そ
の
第
二
順
位
票
を
残
り
の
候
補
者
に
加
算
し
て
い
き
、
過
半
数
獲
得
候
補
者
が
出
る
ま
で
同
様
の
手
順
を

繰
り
返
す
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
方
式
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
別
名
「
小
選
挙
区
優
先
順
位
付
投
票
制
」
と
も
呼

ば
れ
る
。

加
藤
秀
治
郎
（
編
訳
）『
選
挙
制
度
の
思
想
と
理
論
』
芦
書
房
、
一
九
九
八
年
、
二
九
四
頁
。

四
八
六
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イ
ギ
リ
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国
民
投
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自
由
民
主
党
（
渡
辺
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（
一
八
三
五
）

（
10
） 

イ
ギ
リ
ス
国
政
選
挙
レ
ベ
ル
に
お
け
る
小
選
挙
区
制
は
、
一
八
八
五
年
の
議
席
再
配
分
法
や
、
一
連
の
国
民
代
表
法
（
選
挙
権
の
拡
大
）
な
ど

を
通
じ
て
、
漸
進
的
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

（
11
） http://w

w
w
.bbc.co.uk/new

s/uk-politics-13229787

（
12
） P

. N
orton, “T

he C
onstitution”, in K

evin H
ickson 

（ed.

）, T
h

e P
olitical T

h
ou

gh
t of th

e C
on

servative P
arty sin

ce 1945 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2005, pp. 93-96.

（
13
） http://w

w
w
.bbc.co.uk/new

s/uk-politics-13303862

（
14
） Jenifer H

art, P
roportion

al R
epresen

tation 

（O
xford: C

larendon P
ress

） 1992, p. 267.

（
15
） http://w

w
w
.bbc.co.uk/new

s/uk-politics-13318667

（
16
） 

同
上

（
17
） N

icholas Jones, C
am

paign
 2010 

（L
ondon: B

iteback P
ublishing

） 2010, p. 360.

（
18
） D

om
inic W

ring and S
tephen W

ard, “T
he M

edia and the 2010 C
am

paign: the T
elevision E

lection?”, in A
ndrew

 G
eddes and 

Jonathan T
onge 

（eds.,

）, B
ritain

 V
otes 2010 

（O
xford: O

xford U
niversity P

ress

） 2010, p. 221.

（
19
） N

. Jones, op. cit., p. 159.

（
20
） M

argaret S
cam

m
ell and C

harlie B
eckett, “L

abour N
o M

ore: T
he P

ress”, in D
ennis K

avanagh and P
hilip C

ow
ley w

ith a 

F
orew

ord by D
avid B

utler, T
h

e B
ritish

 G
en

eral E
lection

 of 2010 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2010, p. 280.

（
21
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、http://ukpollingreport.co.uk/av-referendum

を
参
照
。

（
22
） D

. F
arrell, op. cit., pp. 198-199.

（
23
） M
argaret S

cam
m
ell and C

harlie B
eckett, op. cit., p. 283.

（
24
） 

詳
細
は
、http://w

w
w
.ipsos-m

ori.com
/researchpublications/researcharchive/poll.aspx? oItem

Id=

…
を
参
照
。

（
25
） 

周
知
の
よ
う
に
、
各
種
欧
州
委
員
会
資
料
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
投
票
に
お
け
る
「
欧
州
憲
法
条
約
」
批
准
へ
の
反
対
理
由
と
し
て
、
一

位
「
国
内
の
雇
用
や
失
業
へ
の
悪
影
響
」（
三
一
％
）
や
、
二
位
「
国
内
経
済
状
況
の
低
迷
と
失
業
の
多
さ
」（
二
六
％
）
の
ほ
か
、
四
位
「
政
府
や

四
八
七
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特
定
政
党
へ
の
不
満
」（
一
八
％
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
オ
ラ
ン
ダ
で
の
国
民
投
票
の
場
合
、
一
位
「
情
報
不
足
」（
三
二
％
）
の

ほ
か
、
三
位
「
政
府
や
特
定
政
党
へ
の
不
満
」（
一
四
％
）
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

（
26
） D

. F
arrell, op. cit., pp. 25-31.

﹇
付
記
﹈ 　

本
稿
は
、
平
成
二
四
年
度
日
本
選
挙
学
会
研
究
大
会
で
の
報
告
論
文
に
一
部
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
報
告
当
日
、
討
論
者
や
フ

ロ
ア
の
会
員
か
ら
貴
重
な
ご
助
言
と
ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

四
八
八



行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
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（
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井
）

（
一
八
三
七
）

行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察

│
労
使
交
渉（
1
）
を
中
心
に

│

岩　
　

井　
　

義　
　

和

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
概
念
（
2
）

は
、
現
代
行
政
の
構
造
的
特
徴
を
示
す
場
合
に
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
。
そ
し
て
彼
の
支
配
の
類
型
で
あ
る
①
伝
統
的
支
配
、
②
合
法
的
支
配
、
③
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
う
ち
、
官
僚
制
は
①
の
合
法
的
支
配

に
位
置
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
村
松
に
よ
る
と
「
近
代
国
家
の
行
政
官
僚
は
、
経
営
組
織
と
と
も
に
そ
の
代
表
的
な
具
体
的
事
例
で
あ

る
。
官
僚
制
的
な
組
織
編
制
原
理
が
社
会
の
一
般
的
特
質
に
な
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
社
会
的
経
済
的
変
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
現
代

の
行
政
官
僚
制
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
経
済
的
背
景
は
よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
し
た
官
僚
制
の
成
立
と
密
接

四
八
九
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な
関
連
を
も
っ
た
要
因
を
列
挙
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
①
貨
幣
経
済
の
発
達
②
行
政
事
務
量
の
増
大
③
行
政
事
務
の
質
的
変
化
④
官
僚

的
組
織
の
技
術
的
優
秀
性
⑤
行
政
手
段
の
集
中
⑥
社
会
的
差
別
の
平
準
化
等
で
あ
る
（
3
）

」。
し
か
し
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
近
代
に
お
け

る
社
会
的
経
済
変
化
の
中
で
、
官
僚
制
的
な
組
織
編
制
原
理
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
官

僚
制
を
、
社
会
経
済
的
要
因
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
近
代
行
政
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
官
僚
制
を
構
成
す
る
具
体
的
な
要
素
、
つ
ま
り
公
務
員
制
度
へ
の
関
心
が
も
た
れ
、
現
在
も
国
家
公
務
員
制
度
改

革
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
〇
年
法
律
第
六
八
号
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
改
革
の
基

本
理
念
が
示
さ
れ
た
（
4
）

。

1　

議
院
内
閣
制
の
下
、
国
家
公
務
員
が
そ
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
こ
と

2　

多
様
な
能
力
及
び
経
験
を
持
つ
人
材
を
登
用
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と

3　

官
民
の
人
材
交
流
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
官
民
の
人
材
の
流
動
性
を
高
め
る
こ
と

4　

国
際
社
会
の
中
で
国
益
を
全
う
し
得
る
高
い
能
力
を
有
す
る
人
材
を
確
保
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と

5　

国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
職
業
倫
理
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
能
力
及
び
実
績
に
基
づ
く
適
正
な
評
価
を
行
う
こ
と

6　

能
力
及
び
実
績
に
応
じ
た
処
遇
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
及
び
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
資
す
る
こ
と

7　

政
府
全
体
を
通
ず
る
国
家
公
務
員
の
人
事
管
理
に
つ
い
て
、
国
民
に
説
明
す
る
責
任
を
負
う
体
制
を
確
立
す
る
こ
と

四
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こ
れ
を
受
け
、
政
府
は
、
基
本
法
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
改
革
の
具
体
化
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。
改
革
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、

国
に
お
け
る
労
使
関
係
の
重
要
性
は
、
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
公
務
員
の
労
使
関
係
を
い
か
に
構
築
し
て
い
く
か
が

大
き
な
問
題
と
な
る
。

そ
う
し
た
中
、
様
々
な
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
筆
者
が
実
際
に
関
わ
っ
た
調
査
研
究
『
公
務
部
門
等
に
お
け
る

労
使
関
係
に
関
す
る
調
査
研
究
（
5
）

』
の
一
部
の
企
業
等
に
対
し
て
実
施
し
た
民
間
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
（
各
社
の
労
使
関
係
担
当
部
門
の
担
当
者

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
を
基
に
、
今
後
の
公
務
員
の
労
使
関
係
で
の
、
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。

尚
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
官
民
の
労
使
関
係
の
共
通
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
以
下
四
項
目
を
軸
と
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
試
み
て
い
る
。

①　

労
使
関
係
交
渉
の
役
割
分
担
（
本
社
│
支
社
）：
ど
の
よ
う
な
人
物
・
組
織
が
労
使
交
渉
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
・
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
（
本
社
│
支
社
の
関
係
を
含
む
）。

②　

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
及
び
労
働
組
合
：
労
使
関
係
担
当
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
労
働
組
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
。

③　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
：
組
織
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
労
使
関
係
の
関
係
に
つ
い
て
。

④　

労
使
関
係
担
当
者
の
適
性
・
資
質
：
実
際
に
民
間
企
業
で
労
使
関
係
を
担
当
し
て
い
る
方
か
ら
の
意
見
。四

九
一
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⑴　

労
使
関
係
担
当
部
門
の
役
割
分
担（
6
）

民
間
企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
先
（
二
三
件
）
の
回
答
に
基
づ
く
と
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
交
渉
分
担
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
に
集

約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
民
間
企
業
で
は
、
団
体
交
渉
以
外
の
場
に
、
経
営
側
ト
ッ
プ
等
を
出
席
さ
せ
経
営
方
針
に
関
す
る
意
見
等
を
、
労

使
双
方
で
直
接
伝
え
る
機
会
を
設
け
て
い
る
（「
ト
ッ
プ
等
の
関
与
」：
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
対
象
二
三
社
中
一
四
社
が
同
回
答
を
し
て
い
る
。
な
お
、

以
下
で
は
同
様
の
回
答
し
て
い
る
企
業
の
実
数
の
み
記
述
）。

第
二
に
、
日
常
レ
ベ
ル
の
交
渉
で
は
、
本
社
人
事
部
（
労
使
関
係
部
門
）
が
窓
口
と
な
り
、
常
に
労
働
組
合
側
と
情
報
交
換
を
行
う
こ

と
で
良
好
な
労
使
関
係
構
築
に
関
す
る
戦
略
等
を
担
っ
て
い
る
（「
本
社
人
事
部
の
役
割
」：
一
五
社
が
回
答
）。

ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
の
代
表
例
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
た
「
ト
ッ
プ
等
の
関
与
」
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
、
以
下
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ

る
。①　

【
中
央
労
使
協
議
会
（
年
四
〜
五
回
）
を
開
催
し
担
当
役
員
出
席
、
そ
の
際
に
業
績
説
明
や
経
営
方
針
を
説
明
】

②　
【
中
央
労
使
協
議
会
は
月
一
回
開
催
に
社
長
出
席
。
経
営
全
般
に
つ
い
て
協
議
】

③　
【
春
闘
の
際
は
、
社
長
が
三
回
、
副
社
長
が
全
五
回
中
央
労
使
協
議
に
出
席
】

第
二
の
「
本
社
人
事
部
の
役
割
」
に
関
す
る
回
答
の
代
表
例
と
し
て
は
、
以
下
の
四
つ
等
が
あ
る
。

①　
【
交
渉
実
務
は
人
事
部
門
で
実
施
し
、
人
事
部
門
長
が
役
員
の
代
行
を
行
う
こ
と
も
あ
る
】

②　
【
日
常
的
な
対
応
は
実
質
的
に
本
社
人
事
部
課
長
が
担
う
】

四
九
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③　
【
労
使
関
係
は
、
人
事
部
マ
タ
ー
で
あ
り
、
人
事
部
が
組
合
と
は
直
接
事
務
方
と
し
て
や
り
と
り
し
、
必
要
な
場
合
取
締
役
会
の

議
題
と
す
る
】

④　
【
日
常
的
に
労
使
関
係
を
担
当
す
る
事
務
局
は
、
本
社
人
事
部
課
長
一
名
と
課
長
代
理
二
名
で
構
成
】

第
一
の
「
ト
ッ
プ
等
の
関
与
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
多
く
の
企
業
で
は
労
使
協
調
路
線
の
傾
向
が
強
く
、
労
使
が
対
立
す
る
の
で
は

な
く
、
労
働
組
合
と
経
営
側
ト
ッ
プ
等
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
団
体
交
渉
の
前
段
階
と
し
て
、

多
く
の
企
業
で
は
、【
ト
ッ
プ
労
使
懇
談
会
・
労
使
協
議
会
等
の
体
制
設
置
】
を
制
度
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
使
紛
争
を
起
こ
さ
な

い
た
め
、
こ
う
し
た
団
体
交
渉
以
外
の
場
に
経
営
側
の
ト
ッ
プ
等
を
出
席
さ
せ
、
経
営
側
が
制
度
的
な
過
程
を
き
ち
ん
と
踏
ん
で
い
る
こ

と
を
労
働
組
合
側
へ
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
ト
ッ
プ
労
使
懇
談
会
・
労
使
協
議
会
等
は
、
経
営
側
が
労
使
交
渉
に
際
し

て
一
方
的
に
強
引
に
決
定
す
る
こ
と
を
避
け
、
後
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を
生
ま
な
い
方
策
と
し
て
、
事
前
の
調
整
と
し
て
の
性
質
が
強
い
意
図

で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
調
整
に
よ
り
労
使
交
渉
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
展
し
、
そ
の
結
果
、
安
定
か
つ
良
好
な
労
使
関
係
を
担
保

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ト
ッ
プ
に
よ
る
労
使
懇
談
会
・
労
使
協
議
会
等
は
、
経
営
側
の
ト
ッ
プ
等
が
関
与
す
る
こ
と
で
、
経
営
情
報
等
を
労
働
組
合
側

へ
開
示
し
、
ト
ッ
プ
か
ら
第
一
線
社
員
に
い
た
る
ま
で
企
業
全
体
に
通
底
す
る
い
わ
ゆ
る
「
企
業
マ
イ
ン
ド
」
を
生
み
出
す
役
割
も
果
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
社
内
に
お
け
る
情
報
の
共
有
の
水
準
が
高
ま
る
と
い
う
利
点
を
も
た
ら
す
効
果
を
も
ち
う
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

「
本
社
人
事
部
の
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
時
期
だ
け
に
労
使
交
渉
を
行
う
だ
け
の
役
割
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
常
的
に
労
働
組
合

四
九
三
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と
の
接
触
を
図
る
窓
口
を
広
く
開
き
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
本
社
人
事
部
の
日
常
的
な
活
動
は
、
労
使
交
渉
に
お
け
る
事

前
の
知
識
の
共
有
、
及
び
情
報
の
蓄
積
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
ポ
ス
ト
の
役
割
を
見
れ
ば
、
部
長
以
上
が
、

団
体
交
渉
以
外
の
経
営
懇
談
会
等
に
も
出
席
し
、
本
社
課
長
以
下
は
、
実
質
的
な
労
使
関
係
実
務
に
つ
い
て
日
常
的
に
関
与
し
て
い
る
場

合
が
多
い
。

本
社
│
支
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
支
社
は
、
多
く
の
場
合
、【
基
本
的
に
本
社
で
対
応
し
、
労
組
側
は
、
要
望
等
は
中
央
が
集
約

し
て
、
本
社
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
支
社
単
位
で
交
渉
を
行
う
こ
と
は
な
い
】
と
し
て
い
る
。

経
営
管
理
の
従
来
的
機
能
に
は
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
と
い
わ
れ
る
経
営
資
源
の
調
達
・
効
率
的
配
分
・
適
切
に
組
み
合
わ
せ

る
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
人
事
は
ヒ
ト
に
関
す
る
効
果
的
・
効
率
的
な
資
源
配
分
の
実
現
と
人
材
の
確
保
・
育
成
、
活
用
・

戦
力
化
を
司
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
既
述
の
よ
う
に
、
労
使
関
係
に
お
け
る
「
本
社
人
事
部
の
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
本
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
に
お
い
て
も
、
労
使
交
渉
、
及
び
本
社
│
支
社
内
の
基
本
的
ル
ー
ル
（
協
約
の
改
定
、
人
事
制
度
、
賃
金
水
準
等
労
使
関
係
全

般
の
交
渉
・
調
整
）
と
し
て
、
本
社
人
事
部
が
労
働
組
合
と
交
渉
を
行
い
、
さ
ら
に
支
社
に
対
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
が
多
く
見
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
支
社
に
よ
る
具
体
的
な
労
使
対
応
と
し
て
は
、【
現
場
の
職
場
環
境
や
残
業
、
有
給
取
得
等
に
関
す
る
も
の
が
多
い
】。

し
か
し
、
実
際
に
は
民
間
企
業
の
人
事
部
門
は
、
狭
義
の
人
事
部
門
と
労
使
関
係
担
当
部
門
に
分
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
民

間
企
業
の
人
事
部
の
役
割
は
、
人
事
企
画
・
採
用
・
人
材
開
発
、
就
業
管
理
・
給
与
計
算
、
福
利
厚
生
・
社
会
保
険
、
人
事
情
報
シ
ス
テ

ム
関
連
が
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
化
す
る
な
ら
ば
、
採
用
・
配
置
・
評
価
・
報
酬
・
教
育
・
就
業
等
、
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の

一
部
に
労
使
関
係
担
当
業
務
が
位
置
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
独
の
労
使
関
係
業
務
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
人
事
部
の
中
で
、
労
使

関
係
業
務
を
主
た
る
役
割
と
す
る
労
使
関
係
担
当
部
門
と
、
他
の
部
門
の
様
々
な
役
割
を
い
か
に
し
て
総
合
的
に
調
整
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

四
九
四



行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
岩
井
）

（
一
八
四
三
）

す
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
民
間
企
業
で
は
、
こ
う
し
た
労
使
交
渉
を
含
め
た
本
社
人
事
部
体
制
の
役

割
が
大
き
く
、
い
か
に
こ
う
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
え
る
本
社
人
事
部
の
体
制
を
構
築
で
き
る
か
、
ま
た
い
か
に
人
材
を
育
て
る
か
が

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
公
務
部
門
の
労
使
関
係
で
は
、
民
間
企
業
に
お
け
る
本
社
人
事
部
の
よ
う
な
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
総
合
的
に
担
当
す
る
部
署
の
一
部
と
し
て
労
使
関
係
担
当
を
置
く
の
か
、
ま
た
は
単
独
で
労
使
関
係
担
当
を
置
く
の
か
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
い
か
に
し
て
「
人
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
軸
と
し
て
労
使
関
係
部
門
と
他
の
部
門
と
の
役
割
調

整
を
行
っ
て
い
く
か
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成

労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
に
関
し
て
は
、
次
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

第
一
に
、
労
使
交
渉
に
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
主
に
労
使
関
係
業
務
を
含
め
た
人
事
畑
で
養
成
し
て
い
る
（「
人
事
畑
で
の
養

成
」：
九
社
が
回
答
）。

第
二
に
、
労
働
組
合
に
関
し
て
精
通
し
て
い
る
人
物
と
い
う
こ
と
で
、
意
図
的
で
は
な
い
が
、
組
合
役
員
経
験
者
を
労
使
関
係
担
当
部

門
へ
登
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」：
六
社
が
回
答
）。

そ
し
て
、
第
三
に
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
困
難

性
」：
九
社
が
回
答
）。

ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
の
代
表
例
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
た
「
人
事
畑
で
の
養
成
」
に
関
し
て
は
【
広
い
意
味
で
の
人
事
担
当
者
と
し
て
養

成
し
て
い
る
が
、
労
使
交
渉
の
経
験
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
労
使
関
係
業
務
も
含
め
た
人
事
畑
の
み
を
比
較
的
長
く
経
験
し
て

四
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き
た
者
（
人
事
業
務
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
を
人
事
関
係
の
核
と
し
て
い
る
】、【
一
貫
し
て
人
事
畑
を
歩
ん
で
い
る
】、【
人
事
畑
で
人
材
を
育

成
し
、
そ
の
中
に
労
務
担
当
が
あ
る
】、【
労
務
担
当
と
し
て
で
は
な
く
、
人
事
全
体
で
育
成
し
て
い
る
】、【
人
事
に
配
属
さ
れ
る
新
人
の

半
数
は
、
人
事
、
労
務
畑
を
歩
む
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
挙
げ
た
「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」
の
代
表
的
な
回
答
例
に
つ
い
て
は
【
専
従
経
験
者
、
幹
部
経
験
者
が
結
果
と
し
て
、
労

務
部
門
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
意
図
的
に
は
実
施
し
て
い
な
い
】、【
組
合
の
本
部
役
員
が
、
人
事
に
異
動
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、

労
組
は
人
材
の
育
成
の
場
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
】、【
他
社
で
は
人
事
の
担
当
者
が
か
つ
て
組
合
幹
部
だ
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
が
あ
る
よ
う
だ
】、【
専
従
経
験
者
が
労
務
担
当
に
な
る
こ
と
は
た
ま
に
あ
る
。
現
人
事
副
部
長
は
専
従
経
験
者
で
、
前
任
の
人
事

部
長
も
支
部
で
専
従
を
経
験
。
事
業
所
の
労
働
課
長
に
も
、
専
従
経
験
は
な
く
と
も
、
組
合
幹
部
の
経
験
者
は
多
い
】
等
が
あ
る
。

第
三
に
挙
げ
た
「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
困
難
性
」
の
代
表
的
な
回
答
例
に
関
し
て
は
【
人
事
、
労
務
部
門
で
は
、
三
年

以
上
七
年
以
下
の
サ
イ
ク
ル
で
人
事
が
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
年
担
当
し
て
い
る
と
、
労
使
交
渉
の
経
緯
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
、
担
当
や
責
任
者
が
変
わ
る
と
方
針
も
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
】、【
育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

現
場
で
労
務
関
係
の
人
材
が
育
た
な
く
な
っ
て
い
る
】、【
組
合
の
思
考
回
路
が
分
か
る
、
労
務
関
係
の
人
材
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、

避
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
。
労
務
担
当
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
し
て
組
合
経
験
は
有
効
。
当
社
で
も
、
労
務
関
係
の
一
層
の
人
材
育
成
の
必
要

性
を
認
識
し
て
い
る
】
等
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
三
点
に
共
通
す
る
問
題
点
と
し
て
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
「
専
門
性
の
問
題
」
が
あ
る
。
こ
の
労
使
関
係
担
当
部
門
の

専
門
性
と
し
て
、
二
つ
の
代
表
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、
経
営
側
を
代
表
し
て
労
働
組
合
に
対
し
て
接
触
し
、
情
報
を
発
信
す
る

機
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
機
能
は
、
い
わ
ば
経
営
責
任
者
の
権
限
の
一
部
を
委
嘱
さ
れ
る
か
た
ち
で
機
能
し
、
労
働
組
合
か
ら
会
社
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を
代
表
し
て
情
報
等
を
受
信
し
、
社
内
や
経
営
幹
部
に
発
信
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
経
営
側
と
労
働
組
合
側
と
の
間
の

認
識
や
利
害
を
調
整
し
、
企
業
全
体
の
視
点
に
立
っ
て
企
業
活
動
の
意
思
を
調
整
し
、
統
合
し
て
い
く
機
能
で
あ
る
。
こ
の
調
整
機
能
が

十
分
に
働
か
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
使
関
係
担
当
部
門
が
経
営
ト
ッ
プ
の
言
い
な
り
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
機
能
を

有
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
場
合
や
、
社
内
関
連
部
門
間
（
人
事
部
内
、
及
び
他
の
部
署
を
含
む
）
の
ヨ
コ
の
根
回
し
を
十
分
に
行
わ
な
い
ま

ま
情
報
発
信
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
等
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
で
は
【2W

A
Y

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼

ば
れ
る
、
会
社
の
部
下
と
上
司
、
会
社
の
労
働
組
合
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
先
に
進
ま
な
い
】
と
い
う
発

言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
営
側
と
労
働
組
合
側
を
含
む
社
内
全
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
民
間
企
業

で
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
故
、
民
間
企
業
で
は
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
を
、
二
つ
の
代
表
機
能
を
重
視
し
な
が
ら
人
事
畑

で
養
成
し
て
い
る
。

次
に
、「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」
に
つ
い
て
は
、
労
使
関
係
担
当
者
の
、
労
使
間
の
事
態
を
鋭
く
把
握
す
る
能
力
が
重
要
に
な
る
。

こ
れ
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
立
場
か
ら
、
双
方
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
、
労

使
双
方
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
分
析
す
る
能
力
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
労
使
関
係
担
当
者
に
と
っ
て
は
、

労
働
組
合
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
言
っ
て
み
れ
ば
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
は
、
手
間
の
か
か
ら

な
い
人
材
育
成
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
使
関
係
担
当
者
に
は
、
労
使
双
方
の
中
立
的
な
立
場
か
ら
企
業
活
動
の
目
標
達
成
を
考

察
で
き
る
資
質
が
求
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
組
合
専
従
か
ら
会
社
に
戻
る
際
に
人
事
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
組
合
員
に
、
会
社
と

組
合
の
馴
れ
合
い
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
あ
る
が
、【
優
秀
な
人
物
ほ
ど
組
合
幹
部
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
る
】
と
い
う

意
見
も
一
方
で
は
あ
る
。
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ヒ
ア
リ
ン
グ
の
回
答
で
は
、【
人
材
育
成
の
場
と
し
て
の
労
働
組
合
の
有
意
義
性
】
を
指
摘
す
る
企
業
も
あ
り
、
こ
の
意
見
は
、
企
業

に
属
し
て
い
る
人
間
と
し
て
、
企
業
全
体
を
見
て
い
く
際
に
、【
労
働
組
合
に
入
っ
た
こ
と
で
企
業
を
経
営
側
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的

に
分
析
し
、
後
の
経
営
戦
略
に
役
立
つ
人
材
が
育
つ
】
と
民
間
企
業
は
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
組
合
は
、
様
々
な
経
験
を
積
む

場
と
な
り
、
自
分
自
身
で
企
業
の
方
向
性
を
多
角
的
に
見
る
視
点
を
養
う
こ
と
に
寄
与
す
る
労
使
関
係
担
当
者
育
成
と
し
て
重
要
な
教
育

機
能
を
担
っ
て
い
る
。
労
使
関
係
担
当
部
門
は
、
経
営
側
と
労
働
組
合
の
境
界
線
に
あ
り
、
一
方
の
足
を
経
営
側
に
、
そ
し
て
も
う
一
方

の
足
を
労
働
組
合
側
に
置
い
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
使
関
係
担
当
部
門
は
、
経
営
側
の
情
報
を
組
合
側
へ
説
明
し
、
組
合

側
の
情
報
を
経
営
側
へ
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
因
む
。
か
く
し
て
、
企
業
経
営
を
労
働
組
合
側
の
立
場
か
ら
見
る
機
会
は
、

そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
を
規
定
す
る
一
要
因
と
な
り
、「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」
は
有
力
な
人
材
育
成
の
回
路
と
な
る
。

そ
の
一
方
で
、【
現
在
の
労
使
協
調
路
線
の
状
況
下
で
も
、
か
つ
て
の
敵
対
型
の
労
組
の
時
代
を
知
っ
て
い
る
管
理
職
は
、
労
働
組
合

経
験
か
ら
生
ま
れ
る
企
業
の
方
向
性
を
多
角
的
に
見
る
視
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
管
理
者
意
識
も
高
い
が
、
組
合
員
が
減
少
し
専
従
者
が

減
っ
て
以
降
、
管
理
職
の
管
理
者
意
識
が
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
】
と
懸
念
す
る
回
答
も
あ
り
、
今
後
労
使
が
対
立
し
た
際
の
不

安
材
料
と
も
な
り
う
る
。

第
三
の
「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
困
難
性
」
に
つ
い
て
は
、【
組
合
の
思
考
回
路
が
分
か
る
人
材
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
】

と
の
回
答
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
使
関
係
担
当
者
に
は
「
労
働
組
合
に
対
す
る
理
解
や
専
門
的
知
識
」
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
に
人
材
が

限
定
的
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
異
口
同
音
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
長
期
的
な
人
材
育
成
の
必
要
性
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
証
言
を
得
て
い
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
民
間
企
業
で
は
、
人
材
育
成
に
関
し
て
大
き
く
分
け
れ
ば
「
人
事
畑
で
の
養
成
」
と
「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」

四
九
八



行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
岩
井
）

（
一
八
四
七
）

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
（
合
わ
せ
る
と
二
三
社
中
一
五
社
）、「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門
性
」
を
ど
ち
ら
で
学
ば
せ
る
か
、
あ
る
い
は

両
方
を
併
用
し
て
学
習
さ
せ
る
か
は
そ
の
企
業
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
そ
の
「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門

性
」
は
、
多
く
の
企
業
で
共
通
す
る
認
識
で
も
あ
る
。
民
間
企
業
で
は
、
具
体
的
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門
性
と
し
て
、
公
平
・
中

立
性
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
情
報
収
集
能
力
、
信
頼
関
係
を
醸
成
で
き
る
人
材
、
労
働
法
の
知
識
等
、
多
く
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
を
小
括
す
る
と
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
に
は
、
様
々
な
経
験
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
よ
る
「
二
つ
の
代
表
機
能
」、

「
労
使
間
の
事
態
を
鋭
く
把
握
す
る
能
力
」、「
労
働
組
合
に
対
す
る
理
解
や
専
門
的
知
識
」
を
身
に
つ
け
る
必
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

労
使
関
係
担
当
者
に
は
、
全
体
的
な
情
報
発
信
や
情
報
受
信
の
必
要
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
円
滑
に
様
々
な
情
報
に
検
討
を
加
え
る
た

め
の
専
門
性
を
労
使
関
係
担
当
が
具
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
専
門
性
の
根
底
に
は
、
い
か
に

使
用
者
側
と
労
働
組
合
側
双
方
が
、
良
好
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
る
か
、
お
互
い
の
協
力
体
制
を
い
か
に
確
立
す
る
か
と
い
う
相

互
の
共
通
認
識
が
あ
る
。
民
間
企
業
の
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
方
策
や
、
専
門
性
は
、
公
務
部
門
で
も
十
分
に
導
入
が
可
能

で
あ
る
。
公
務
部
門
に
お
い
て
は
、
労
使
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
で
き
る
人
材
を
育
成
し
、
そ
し
て
全
体
的
な
情
報
網
の
形
成

だ
け
で
は
な
く
、
協
力
網
の
形
成
を
労
使
関
係
担
当
者
に
は
求
め
ら
れ
る
。

⑶　

管
理
職
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

管
理
職
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
第
一
に
、
労
働
時
間
等
日
常
の
労
務
管
理
を
重
要
視
す
る

こ
と
で
、
生
産
性
が
向
上
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
良
好
な
労
使
関
係
が
導
か
れ
る
（「
労
務
管
理
の
重
要
視
」：
一
五
社
が
回
答
）。
第
二
に
、

日
常
か
ら
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
双
方
の
ベ
ク
ト
ル
が
同
じ
方
向
に
向
く
よ
う
に
す
る
必
要
性
で
あ
る
（「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク

四
九
九
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ト
ル
の
方
向
」：
一
四
社
が
回
答
）。

ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
の
代
表
例
と
し
て
、「
労
務
管
理
の
重
要
視
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
つ
等
が
あ
る
。

①　
【
労
働
時
間
管
理
の
強
化
は
、
会
社
側
だ
け
で
な
く
、
労
組
側
の
意
向
で
も
あ
る
。
有
給
消
化
に
目
標
値
が
設
定
さ
れ
、
部
下
の

有
給
消
化
率
が
管
理
職
の
評
価
に
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
】

②　
【
労
働
時
間
に
関
す
る
協
議
会
（
年
一
回
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
長
く
働
け
ば
美
徳
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
こ
れ
は
官
庁
と
の
共
通

点
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
労
働
時
間
と
生
産
性
と
は
明
確
な
相
関
は
無
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
り
、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
充
実
、
社
員
の
健
康
を
実
現
し
、
こ
れ
が
仕
事
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
】

③　
【
三
六
協
定
の
協
議
を
毎
月
行
っ
て
お
り
、
職
場
管
理
職
が
全
員
協
議
会
に
は
出
席
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
管
理
職
に
は
管
理

者
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
】

④　
【
事
務
の
効
率
化
。
長
時
間
労
働
の
改
善
（
健
康
管
理
が
第
一
と
組
合
側
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
し
て
い
る
）】

第
二
の
「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
等
が
代
表
的
回
答
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

①　
【
労
働
関
係
の
基
本
は
相
互
信
頼
に
基
づ
く
労
使
関
係
の
維
持
・
発
展
と
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
話
し
合
い
と
事
前
協
議

の
精
神
を
旨
と
す
る
と
定
め
た
】

②　
【
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
と
考
課
の
ベ
ク
ト
ル
を
同
じ
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
】

第
一
の
「
労
務
管
理
の
重
要
視
」
に
つ
い
て
は
、
労
使
関
係
と
生
産
性
を
考
え
る
以
前
に
、
労
働
時
間
等
日
常
の
労
務
管
理
を
重
要
視

五
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す
る
こ
と
で
、
生
産
性
が
向
上
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
良
好
な
労
使
関
係
が
導
か
れ
る
と
の
回
答
が
多
く
見
ら
れ
た
。
民
間
企
業
で
は
、

日
頃
か
ら
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
労
務
管
理
等
）
を
重
要
視
し
て
お
り
、
こ
れ
が
良
好
な
労
使
関
係
と
、
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
十

分
に
認
識
し
て
い
る
。
多
く
の
民
間
企
業
は
、
労
務
管
理
が
労
使
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
部
下
の
生
産
性
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
人
事
労
務
管
理
を
き
め
細
か
く
行
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
民
間
企
業
は
、
効
率
よ
く
働

く
こ
と
、
す
な
わ
ち
労
働
時
間
の
短
縮
が
、
労
使
の
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
各
部
門
管
理
者
の
使
用
者
側
意
識
に
関
し
て
は
、
各
部
門
で
、「
日
々
の
部
下
に
対
す
る
労
務
管
理
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
」
を

占
め
て
お
り
、
労
使
関
係
・
労
使
交
渉
に
対
し
て
の
意
識
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、「
労
使
関
係
・
労
使
交
渉
は
人
事
部
門
の
役
割
」
と
考

え
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
こ
の
傾
向
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
自
体
に
よ
っ
て
異
な
る
回
答
も
見
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
実

際
の
民
間
企
業
の
活
動
に
お
い
て
は
、「
企
業
全
体
の
安
定
」
と
い
う
共
通
の
大
前
提
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
労
使
関
係
担
当
部
門

と
各
部
門
の
何
ら
か
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
」
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
を
含
め
た
企
業
全
体
の
「
日
々
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、
情
報
開
示
に
よ
る
企
業
全
体
の
状
況
、
及
び
情
報
の
共
有
」
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
経
営
側
が
労
働
組
合
と
の

協
力
関
係
を
保
つ
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
経
営
側
と
労
働
組
合
側
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
で
あ
り
、
お
互
い
が
経
営
の
方
向
性

を
確
認
し
合
う
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

労
使
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
双
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
企
業
全
体
の
発
展
を
望
ま
し
い
方
向
へ
と
収

斂
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
企
業
全
体
の
発
展
は
、
そ
の
す
べ
て
が
経
営
側
、
労
働
組
合
側
ど
ち
ら
か
一
方
の
遂
行
に
よ
っ
て
達
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
双
方
の
活
動
と
努
力
に
よ
る
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。

五
〇
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さ
ら
に
、「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
」
と
し
て
、
具
体
的
に
「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
双
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
重
要
性
・
情
報
開
示
・
情
報
の
共
有
」
に
よ
っ
て
一
定
方
向
に
導
か
れ
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
双
方
の
情
報
収
集
と
そ
の
情

報
を
活
用
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
労
使
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
の
部
下
と
上
司
、
会
社
と
労
働
組
合
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
言
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
た
だ
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
労
使
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
行
う

の
で
は
な
く
、
お
互
い
が
納
得
す
る
た
め
の
「
相
手
の
立
場
・
情
報
を
知
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
あ
る
い
は
「
お
互
い
の
同

化
を
目
的
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
と
は
、
組
織
全
体
の
経
営
ビ
ジ
ョ
ン

を
使
用
者
側
・
労
働
組
合
側
双
方
を
同
じ
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
方
向
付
け
を
担
う
の
が
、
労
使
関
係
担
当
部
門
で
あ

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
労
働
組
合
側
へ
使
用
者
側
の
考
え
方
を
説
明
し
、
そ
の
後
互
い
に
歩
み
寄
り
、
合
意
へ
と
近
づ
け
る
「
調
整
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
発
想
が
労
使
関
係
担
当
部
門
に
は
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

賃
金
決
定
要
素
等

賃
金
決
定
要
素
等
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
で
は
、【
以
前
は
業
界
で
横
並
び
の
意
識
が
強
く
、
同
業
他
社
を
意
識
し

て
い
た
】
と
回
答
し
た
企
業
も
あ
る
が
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
は
、【
個
別
企
業
の
業
績
に
格
差
が
あ
り
、
自
社
の
業
績
が
決
定
要

素
】
と
回
答
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
現
在
多
く
の
企
業
で
は
、
業
績
連
動
型
の
傾
向
が
強
い
。
ま
た
、
現
在
の
経
済
状
況
を
反
映
し
て
か
、
経
営
者
側
は
、

良
好
な
労
使
関
係
の
重
要
性
を
十
分
に
理
解
し
、
中
・
長
期
的
な
自
己
の
経
営
業
績
状
況
を
視
野
に
入
れ
た
中
で
、
い
か
に
安
定
的
に
賃

五
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金
を
支
給
す
る
か
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
賃
金
の
安
定
支
給
」
を
基
軸
と
し
、
民
間
企
業
は
労
使
関
係
を
安
定
さ
せ
、

そ
の
結
果
生
産
性
が
安
定
、
且
つ
向
上
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
労
働
組
合
側
も
ま
た
現
在
の
経
済
状
況
を
理
解
し
、「
安
定
支
給
」

に
応
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、
経
営
側
に
対
し
て
容
易
に
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
要
求
を
強
く
望
め
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
。
ヒ

ア
リ
ン
グ
で
は
、
赤
字
の
際
で
あ
っ
て
も
、
賃
金
制
度
を
維
持
し
、
定
期
昇
給
だ
け
は
維
持
す
る
と
回
答
す
る
企
業
が
多
く
見
ら
れ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
で
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
は
、「
安
定
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
相
互
に
結
ば
れ

て
お
り
、「
賃
金
の
安
定
支
給
」
に
は
、「
企
業
全
体
の
安
定
」
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
労
使
協
調
路
線
は
必
要
条
件
と
な
る
。

な
お
、
複
数
組
合
交
渉
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
、【
組
合
に
よ
っ
て
交
渉
内
容
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
無
く
、
会
社
側
と
し
て
は
、

組
合
に
よ
る
差
別
は
せ
ず
同
じ
対
応
、
同
じ
提
案
を
し
て
い
る
】。
ま
た
、
労
使
交
渉
に
お
け
る
議
論
に
関
し
て
も
、
経
営
側
は
複
数
組

合
に
対
し
て
【
組
合
ご
と
に
交
渉
結
果
が
異
な
る
こ
と
は
な
く
、
交
渉
は
大
体
、
一
定
の
と
こ
ろ
で
落
ち
着
い
て
い
る
】
と
回
答
し
て
い

る
。
他
方
で
、
労
働
組
合
の
規
模
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
場
合
は
、
経
営
側
が
【
そ
の
労
働
組
合
が
社
員
の
ど
の
程
度
代
表
し
て
い
る
の

か
】
を
、
意
思
決
定
の
際
に
考
慮
に
入
れ
、
労
働
組
合
の
規
模
に
よ
っ
て
、【
経
営
懇
談
会
等
の
場
面
で
の
経
営
側
か
ら
参
加
す
る
役
職

が
異
な
る
】
と
の
回
答
は
見
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

ベ
ク
ト
ル
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
、
民
間
労
使
関
係
は
、
全
体
的
に
労
使
協
調
路
線
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
労
使
関
係
の
安
定

に
は
、
以
下
の
認
識
や
背
景
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
第
一
に
、
民
間
企
業
で
は
、
現
在
の
経
済
状
況
に
お
い
て
、
会
社
全
体
の
安
定

の
た
め
に
は
、
労
使
と
も
に
対
立
し
て
い
て
は
お
互
い
の
「
安
定
」
は
保
た
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
労
働

五
〇
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組
合
の
活
動
量
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
業
種
に
よ
っ
て
は
、
非
正
規
雇
用
者
を
大
量
に
雇
い
入

れ
た
こ
と
、
ま
た
工
場
の
海
外
移
転
等
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
活
動
量
が
減
少
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
つ
て
労
使
が
敵
対
し
た
時
代
を
知
っ
て
い
る
管
理
職
は
、【
組
合
員
が
減
少
し
専
従
者
が
減
っ
た
た
め
、
労
組
の
活
動
量
が
減
り
、

労
組
が
融
和
型
に
な
っ
て
以
降
、
管
理
職
の
管
理
者
意
識
が
低
下
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
る
】
と
の
声
や
、【
労
組
側
で
は

業
務
の
延
長
で
労
組
活
動
し
て
い
る
た
め
、
厳
し
い
や
り
取
り
を
交
わ
す
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
管
理
職
側

も
労
組
に
対
応
す
る
業
務
が
減
少
し
、
労
使
交
渉
へ
の
注
目
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
労
使
協
議
に
お
い
て
も
、
会
社
側
提
案
に
対
し
て
、
労

働
組
合
は
組
合
活
動
の
量
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
積
極
的
に
経
営
側
に
提
案
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
】
と
い
う
。

こ
う
し
た
中
で
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
民
間
企
業
の
中
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材

育
成
」
で
あ
る
。
人
材
育
成
の
方
策
と
し
て
、
具
体
的
に
「
広
い
意
味
で
の
人
事
担
当
者
と
し
て
養
成
」、
あ
る
い
は
「
意
図
的
で
は
な

い
が
、
労
働
組
合
専
従
経
験
者
、
幹
部
経
験
者
を
結
果
と
し
て
労
使
関
係
担
当
部
門
に
配
属
」
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
労
使
関
係
担

当
部
門
の
人
材
に
付
随
す
る
問
題
と
し
て
、
そ
の
専
門
性
ゆ
え
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ

の
対
処
方
法
と
し
て
、「
労
使
交
渉
の
経
験
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
労
使
関
係
業
務
も
含
め
た
人
事
畑
の
み
を
経
験
し
て
き
た

者
（
人
事
業
務
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
を
登
用
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
事
担
当
者
は
、
他
の
部
署
と
は
異
な
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
有
し
て

い
る
と
回
答
す
る
企
業
も
多
く
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門
性
の
問
題
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
の
資
質
に
も
関
わ
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
か
ら
は
、
民
間
企
業
全
体
の
共
通
認
識
と
し
て
、「
企
業
全
体
で
経
営
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
当
事

者
能
力
を
も
っ
て
い
る
」
と
の
意
識
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
企
業
全
体
の
安
定
の
た
め
に
は
、
労
使
と
も
に
対
立
し
て
い
て

五
〇
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は
、「
安
定
」
は
保
た
れ
な
い
と
い
う
認
識
の
一
致
の
表
れ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
民
間
企
業
に
は
、

「
賃
金
の
安
定
支
給
」
と
「
生
産
の
安
定
」
が
相
互
に
連
動
し
合
い
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
に
大
き
く
関

わ
る
中
心
的
存
在
が
、
労
使
関
係
担
当
部
門
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
民
間
企
業
に
お
い
て
は
、

労
使
間
に
お
け
る
中
間
的
な
役
割
と
し
て
労
使
関
係
担
当
部
門
が
存
在
し
、
ま
た
労
使
関
係
担
当
部

門
が
「
賃
金
の
安
定
支
給
」
と
「
生
産
の
安
定
」
を
円
滑
に
循
環
さ
せ
、
民
間
企
業
に
お
け
る
「
安

定
の
た
め
の
サ
イ
ク
ル
」
を
回
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
労
使
関
係
部
門
の
重
要
な
要
素
な
っ
て
い
る
の
が
、
企
業
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
使
用
者
側
か
ら
労
働
組
合
側
へ
使
用
者
側
の
考
え
方
を
説
明
し
、
そ
の
後
互
い

に
歩
み
寄
り
、
合
意
へ
と
近
づ
け
る
「
調
整
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
発
想
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、「
州
・
地
方
政
府
の
レ
ベ
ル
で
は
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
は
各
州
の
法
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
労
使
関
係
法
の
規
定
に
よ
り
か
な
り
格
差
が
認
め
ら
れ
る
。
賃
上
げ
を
含
め
た

経
済
的
問
題
を
団
体
交
渉
事
項
と
し
て
認
め
て
い
る
州
も
あ
れ
ば
、
州
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
権
も

容
認
し
て
い
る
州
も
あ
る
。
一
般
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
容
認
す
る
州
で
も
、
警
察
官
、
消
防
士
、

医
療
補
助
員
、
刑
務
官
な
ど
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
認
め
る
場
合

で
も
、
あ
く
ま
で
協
議
に
協
議
を
重
ね
た
上
で
の
最
終
的
手
段
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
回
避
す

る
た
め
の
労
使
協
議
の
手
続
が
二
重
三
重
に
設
け
ら
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
7
）

」。
こ

表－1　民間企業の 4つ共通点

①　民間企業は、経営者としての当事者能力をもっている。

②　会社全体の安定のためには、労使ともに対立していてはお互いの「安定」

は保たれないという認識の一致がある。

③　企業全体のマネジメントを円滑に行っていくには、労務担当の労使間に

おける中間的役割が重要。

④　組織内コミュニケーションの重要性を意識している。

五
〇
五
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こ
で
も
協
議
と
い
う
、
い
わ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
重

要
性
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
協
議
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
今
後
日
本
の
公
務
員
が
い
か
に
行
っ
て
い
け
る

か
が
課
題
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
周
知
の
通
り
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
公
務
員
の

労
使
関
係
で
は
、
人
事
院
勧
告
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
お
り
、

公
務
員
自
身
の
労
使
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
未
知

数
と
言
っ
て
良
い
。
す
な
わ
ち
、
給
与
を
決
め
ら
れ
る
人
間
が
公

務
部
門
自
身
に
な
く
、
公
務
員
自
身
で
労
使
交
渉
で
き
る
か
が
大

き
な
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
う
し
た

人
事
院
の
影
響
と
い
う
結
果
は
、
課
ご
と
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
行

わ
れ
て
い
る
が
、
組
織
全
体
を
通
じ
て
の
体
制
、
お
よ
び
組
織
全

体
の
サ
イ
ク
ル
未
整
備
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具

体
的
に
は
民
間
企
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
組
織
全
体
の
目
標
、

つ
ま
り
組
織
の
安
定
と
い
う
も
の
が
、
行
政
に
は
不
明
確
な
部
分

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
務
部
門
全
体
の
目
標
を
い
か
に
設
定
し

て
い
く
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
し
か
も
、
民
間
部
門
と
同
様

図－1　民間部門のベクトル

企業全体の安全

管理職

管理職

管理職
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労
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生
命
線

生命線

労務管理

労務管理

労務管理

生　産　性　向　上

安　定　支　給

労務担当

労
使
交
渉 五
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に
、
公
的
部
門
に
「
安
定
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
「
国
民
」
と
い
う
言
葉
が
付
け
加
え
ら
れ
「
国
民
の
安
定
」

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
公
務
員
に
は
国
民

の
要
請
に
応
え
る
べ
き
「
義
務
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
公

務
員
の
「
労
働
基
本
権
」
の
評
価
に
は
、
民
主
的
で
能
率
的
な
行

政
を
推
進
す
る
公
務
員
の
「
責
務
」、
さ
ら
に
は
行
政
組
織
内
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
国
民
に
対
し
て
説
明
す
る
「
責
務
」
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味

で
、
行
政
組
織
内
外
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
持

つ
人
材
を
養
成
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
民
間
部
門
で
は
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（E
m
ployee R

elations

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
こ
れ
は
、「
企
業
・

組
織
内
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
中
心
と
な
る
。
エ
ン
プ
ロ

イ
ー
と
は
職
場
で
働
く
従
業
員
で
あ
り
、
組
織
体
の
構
成
員
、
企

業
で
い
え
ば
社
員
（
8
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
、
民

間
組
織
内
の
情
報
の
方
向
性
を
考
え
た
場
合
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ

と
が
「
一
方
向
的
流
れ
」、
す
な
わ
ち
ト
ッ
プ
か
ら
下
部
組
織
人
員

図－2　公務部門のベクトル

使
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へ
の
一
方
向
的
流
れ
の
問
題
と
し
て
こ
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
。
公
務
組
織
の
場
合
、
若
干
情

報
の
流
れ
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
構
成
員
が
そ
の
組
織
体
に
属
し
「
何
が
で
き
る
か
」、「
何
を
得
ら
れ
る
か
」
と
い
う
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
高
め
る
部
分
で
は
、
こ
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
重
要
な
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
務
部
門
に
お
い
て
も
、

組
織
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
で
あ
る
、
構
成
員
と
組
織
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
組
織
体
の
環
境
改
善
及
び
組
織
体
の
成
長
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
公
務
部
門
組
織
の
構
成
員
は
、
官
僚
す
な
わ
ち

ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
こ
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
田
尾
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
要
と
し
て
、
正
確
に
稼
働
す
る
ビ
ュ
ー

ロ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
あ
げ
て
い
る
（
9
）

。
す
な
わ
ち
内
部
統
制
及
び
生
産
的
な
成
果
を
あ
げ
る
に
は
、
こ
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
正
確
に
稼
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
限
界
に
も
ふ
れ

て
お
り
、
権
限
も
権
威
も
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
発
す
る
が
「
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
が
し
ば
し
ば
そ
の
病
理
に
至
る
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
欠
陥
を
そ
の
内
部
に
抱
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
と
し
て
あ
る
。
実
際
、
そ
の
限
界
や
病
理
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
お
役
所
仕
事
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
（
10
）

」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
欠
点
や
限
界
を
正
す
こ
と
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

で
あ
る
と
し
、
そ
の
要
素
と
し
て
「
円
滑
に
稼
働
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
（
11
）

」
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
情

報
を
滞
り
な
く
組
織
全
体
へ
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
病
理
を
和
ら
げ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

確
か
に
、
公
務
部
門
の
価
値
観
や
、
役
割
は
民
間
と
同
レ
ベ
ル
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
民
間
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
を
見
る
限
り
、
や
は
り
組
織
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
賃
金
の
関
係
は
非
常
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
も
含
め
、
公

五
〇
八
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的
部
門
で
あ
る
行
政
組
織
は
、
さ
ら
な
る
組
織
内
の
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
駆

使
す
る
こ
と
で
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
情
報
に
基
づ
き
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
労
使

交
渉
を
含
む
、
行
政
組
織
全
体
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
活
か
せ
る
人
材
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
労
使
関
係
で
言
う
な
ら
ば
、
単
な
る
交
渉
術
に
長
け
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
労
務
担
当
と
し
て
の
環
境
認
識
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
組
織
全
体

と
し
て
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
担

当
す
る
人
材
の
幅
広
い
経
験
と
知
識
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
担
当
す
る
人
材
の
質

だ
け
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
経
験
・
知
識
等
を
労
務
担
当
組
織
と
し
て
蓄

積
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
労
使
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
行
政
組
織
全

体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
い
か
に
行
政
組
織
が
蓄
積
し
て
い

く
か
の
問
題
と
も
言
え
る
。

さ
ら
に
、
今
後
の
公
務
に
携
わ
る
人
材
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、「
公
務
の
重
要

さ
を
国
民
に
ア
ピ
ー
ル
せ
ず
し
て
、
優
秀
な
人
材
を
公
共
部
門
に
引
き
つ
け
る
こ
と
な
ど

で
き
る
は
ず
も
な
い
。
金
銭
的
イ
ン
セ
テ
ィ
ブ
は
確
か
に
短
期
的
に
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
高
め
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
や
た
ら
に
強
調
す
る
と
、
逆
に
公
務
に
従
事
す
る

こ
と
の
誇
り
と
い
っ
た
大
切
な
価
値
観
を
傷
つ
け
る
（
12
）

」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

表－2　国家公務員になろうとした主な理由（13）

公共のために仕事ができる

仕事にやりがいがある

スケールの大きい仕事ができる

専門知識が生かせる

性格・能力が適している

キャリア形式として有効である 15.6％

22.9％

28.8％

49.9％

70.7％

74.2％

出典：「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）

五
〇
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
五
八
）

表－3　国家公務員になろうとした主な理由推移（14）

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

仕事にやりがいが
ある

公共のために仕事
ができる

スケールの大きい
仕事ができる

67.8%
71.1% 72.0% 72.2%

73.7% 72.9% 72.4% 71.8%
74.8% 74.2%

61.2% 62.8%
67.7% 68.2% 68.9%

71.5% 70.9% 71.4% 72.7% 70.7%

49.8% 50.6%
52.9% 54.9% 52.3% 50.7%

45.9%
44.2%

45.8%
49.9%

出典： 「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）

表－4　公務員としていつまで働きたいか（15）

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
平成元年 3年 5年 7年 9年 11年 13年 20年 21年 22年 23年 24年

40.0％

24.9％

14.5％

2.4％

38.1％

22.5％

8.8％

2.0％

40.1％

19.7％

16.4％

2.0％

28.4％

25.8％
17.3％

5.1％

42.0％

21.6％

13.8％
4.0％

35.2％

23.7％

16.6％

2.1％

34.5％

22.0％

12.5％

2.3％

42.3％

17.7％

6.1％

2.3％

49.2％

17.9％

6.1％

1.6％

42.2％

21.3％

5.4％

2.3％

40.7％

18.3％

6.8％

4.7％

43.6％

24.8％

5.7％

1.9％

定年まで公務員を続
けたい

長期間勤めてから転
職を考えたい

条件が合えばいつで
も転職を考えたい

若いうちに転職を考
えたい

出典： 「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）
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一
般
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は

「
効
率
向
上
の
側
面
を
重
視
し
て
い
る
。
政

府
の
効
率
化
は
、
資
金
の
節
約
と
い
う
側
面

も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
政
府
の

公
正
性
や
能
力
そ
し
て
責
任
に
対
す
る
市
民

の
信
頼
に
影
響
す
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ

め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し

た
市
民
の
信
頼
は
、
政
府
活
動
や
必
要
性
の

高
い
新
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
を
大
き
く
サ

ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
も
の
に
な
る
（
16
）

」。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
労
使
関
係
を
含
め
た
、
行

政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
確
立
、
そ
し
て
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
専
門
家
の
養
成
は
必
要
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
へ
の
信
頼
を
得
る

必
要
性
は
急
務
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新

た
な
公
務
を
担
う
人
材
に
し
て
も
、
公
共
を

表－5　どのような公務員になりたいか（17）

全体

うち理工・

農学系等

うち法文系

31.8％ 39.1％ 21.9％ 5.6％

37.2％ 41.4％ 18.7％
1.5％

27.0％ 38.1％ 25.6％ 7.4％

ジェネラリスト

どちらかと言えばジェネラリスト

どちらかと言えばスペシャリスト

スペシャリスト

ジェネラリスト（70.9％） スペシャリスト（27.5％）

ジェネラリスト（78.6％） スペシャリスト（20.2％）

ジェネラリスト（65.1％） スペシャリスト（33.0％）

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
20年 21年 22年 23年 24年

58.9％ 59.2％
63.4％ 66.9％ 70.9％

27.5％

38.8％ 39.3％ 34.0％ 32.0％

ジェネラリスト
（どちらかと言えば
ジェネラリストを含む）

スペシャリスト
（どちらかと言えば
スペシャリストを含む）

出典： 「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）
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担
う
意
識
は
向
上
し
て
い
る
も
の
の
、
新
規
採
用
の
時
点
か
ら
、
長
期
間
勤
め
て
か
ら
の
転
職
の
意
識
は
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い

わ
ば
行
政
組
織
外
部
か
ら
見
た
、
公
務
に
対
す
る
魅
力
の
低
下
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
行
政
組
織
と
し
て
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

「
企
業
に
お
い
て
は
、
従
業
員
の
協
力
な
し
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
起
こ
ら
な
い
。
し
か
る
に
会
社
の
ト
ッ
プ
は
従
業
員
も
新
聞
を
読
ん

で
い
る
こ
と
を
つ
い
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
社
外
向
け
に
発
言
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
従
業
員
の
勤
労
意
欲
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
（
18
）

」。
こ
の
一
文
は
、
企
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
例
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
示
唆
す
る
こ

と
は
、
組
織
の
行
為
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
、
誰
か
が
ど
こ
か
で
何
ら
か
の
反
応
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

反
応
と
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
の
両
方
が
あ
り
、
さ
ら
に
大
き
な
経
営
上
の
判
断
の
場
合
、
あ
る
い
は
新
し
い
戦
略

に
着
手
す
る
時
、
良
い
関
係
を
築
い
て
お
き
た
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

様
々
な
場
面
で
、
各
種
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
情
報
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド
は
「
組
織
存
立
の
三
要
素
と
し
て
、
⑴
協
働
意
欲
、
⑵
共
通
目
的
、
⑶
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
げ
、
前
二
者
の
潜
在

的
な
も
の
を
動
的
な
ら
し
め
る
過
程
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で
あ
り
、
組
織
論
を
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
中
心
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
19
）

。
こ
う
し
た
、
バ
ー
ナ
ー
ド
ら
の
組
織
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ

い
て
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
前
に
組
織
が
存
在
し
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
る
が
、
現
在
「
組
織
は
、
主
体

性
を
持
ち
異
な
っ
た
価
値
観
を
有
す
る
諸
個
人
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
共
有
す
べ
き
意
識
や
目
的
を
理
解
し
合
う
こ
と
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
組
織
の
維
持
や
発
展
の
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
新
し
い
成
員
に
組
織
の
目
的
や
活
動
内
容

な
ど
の
理
解
を
求
め
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
組
織
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変
化
に
組
織
自
身
が
対
応
し
て
い
く
た
め
に
も
、
ま
た
行
政

五
一
二



行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
岩
井
）

（
一
八
六
一
）

管
理
を
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
必
要
不
可
欠
（
20
）

」
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、「
組
織
は
、

合
理
的
な
内
部
構
造
を
も
と
に
、
環
境
と
の
間
で
社
会
的
な
相
互
作
用
を
行
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
結
果
、
組
織
に
は

文
化
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
特
性
を
発
揮
し
、
組
織
は
、
個
人
の
活
動
の
総
和
以
上
の
成
果
を
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
21
）

」
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
組
織
全
体
を
同
じ
ベ
ク
ト
ル
へ
向
か
わ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
は
公
的
部
門
で
あ
る
、
行
政
組
織
の
労
使
交
渉
に
焦
点
を
あ
て
、
労
使
交
渉
の
場
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
重
要
性
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
際
に
も
行
政
組
織
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
こ
と
は
、
労
使
交
渉
と
い
う
行
政
組
織
内
の
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
言
う
な
ら
ば
、
い
か
に
国
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た

し
つ
つ
交
渉
し
て
い
け
る
か
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
か
に
新
た
な
公
務
部
門
組
織
に
お
け
る
労
務

管
理
の
体
制
構
築
を
行
っ
た
と
い
っ
て
も
、
単
に
組
織
内
の
馴
れ
合
い
と
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
行
政
組
織
内

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
化
、
そ
し
て
行
政
組
織
全
体
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
を
正
し
く
導
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
戦
略
を
通
じ
て
そ
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
を
組
織
内
外
に
向
け
て
発
揮
で
き
る
人
材
の
育
成
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
社
会
経
済
的
要
因
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
近
代
官
僚
制
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し

た
よ
う
に
（
22
）

、
現
代
に
お
け
る
社
会
経
済
的
要
因
と
結
び
つ
く
行
政
・
官
僚
制
の
構
築
の
必
要
性
と
も
い
え
る
。五
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本
稿
は
、
総
務
省
人
事
恩
給
局
『
公
務
部
門
等
に
お
け
る
労
使
関
係
に
関
す
る
調
査
研
究
』
に
筆
者
が
参
加
し
、
民
間
企
業
に
対
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
で
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
・
世
良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学
』（
一
）
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
。

（
3
） 

村
松
岐
夫
編
『
新
版
行
政
学
講
義
』
青
林
書
院
、
一
九
九
〇
年
、p96 

参
照
。

（
4
） 

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
等
に
基
づ
く
改
革
の
「
全
体
像
」
に
つ
い
て
平
成
二
三
年
四
月
五
日
国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
決
定
を

参
照
。

（
5
） 

総
務
省
人
事
恩
給
局
『
公
務
部
門
等
に
お
け
る
労
使
関
係
に
関
す
る
調
査
研
究
』
は
、N

.P
.M

に
基
づ
く
新
た
な
公
務
部
門
組
織
に
お
け
る

労
務
管
理
の
体
制
構
築
の
た
め
、
民
間
企
業
、
国
の
行
政
機
関
、
地
方
自
治
体
、
独
立
行
政
法
人
等
を
対
象
に
調
査
、
研
究
し
て
い
る
。
ま
た
調
査

の
民
間
企
業
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
に
際
し
て
は
、
同
報
告
書
の
分
析
に
用
い
ら
れ
た
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
の
集
計
結
果
に
基

づ
い
て
調
査
対
象
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
独
自
の
活
動
等
が
見
ら
れ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
た
が
、
実

際
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
受
け
た
当
初
の
想
定
と
は
異
な
り
、
対
象
企
業
で
は
共
通
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。

（
6
） 

以
下
の
文
章
に
お
け
る
【　

】
の
部
分
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
で
あ
る
。

（
7
） 

坂
本
勝
「
ア
メ
リ
カ
公
務
員
制
度
の
近
況
と
労
働
基
本
権
」『
欧
米
に
お
け
る
公
務
員
の
労
働
基
本
権
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』（
財
）
行
政
管

理
研
究
セ
ン
タ
ー
、p57 

参
照
。

（
8
） 

井
之
上
喬
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ　

最
短
距
離
で
目
標
を
達
成
す
る
「
戦
略
広
報
」』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、p46 

参
照
。

（
9
） 

田
尾
雅
夫
『
公
共
経
営
論
』
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
、p172 

参
照
。

（
10
） 

田
尾
、
前
掲
書
参
照
。

（
11
） 

田
尾
、
前
掲
書
参
照
。

（
12
） 

小
池
治
「
行
政
に
お
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
管
理
の
意
義
と
課
題
」『
行
政
に
お
け
る
イ
ン
セ
テ
ィ
ブ
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
総

五
一
四



行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
岩
井
）

（
一
八
六
三
）

務
省
大
臣
官
房
企
画
課
、
二
〇
〇
五
年
八
月
。

（
13
） 

「
Ⅰ
種
試
験
か
ら
新
規
採
用
職
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
人
事
院
人
材
局
（
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
）。
人
事
院
で

は
、
国
家
公
務
員
採
用
Ｉ
種
試
験
等
に
合
格
し
て
採
用
さ
れ
た
新
人
職
員
に
対
し
て
、
人
材
確
保
施
策
へ
反
映
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
意
識
調
査
を

行
っ
て
い
る
。http://w

w
w
.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　

（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
〇
日
検
索
）。

（
14
） 

人
事
院
前
掲
調
査
参
照
。

（
15
） 

人
事
院
前
掲
調
査
参
照
。

（
16
） 

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
イ
ス
著
、
柿
崎
平
訳
『
行
政
機
関
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
』
ピ
ア
ソ
ン
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月

二
五
日
、p26 

参
照
。

（
17
） 

人
事
院
前
掲
調
査
参
照
。

（
18
） 

ス
タ
ン
・
サ
ワ
ー
ハ
フ
ト
、
ク
リ
ス
・
ア
ト
キ
ン
ス
共
著
、
電
通
バ
ー
ソ
ン
・
マ
ー
ス
テ
ラ
監
訳
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
最
前
線　

企
業
イ
メ
ー
ジ
戦
争
』
電
通
、
一
九
九
一
年
、p41 

参
照
。

（
19
） C

hester.I. B
arnard, “T

he F
unction of T

he E
xecutive”, C

am
bridge M

assachusetts: H
arvard U

niversity P
ress, 1938. 

山
本
安

次
郎
・
田
杉
競
・
飯
野
春
樹
訳
『
新
訳
経
営
者
の
役
割
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
八
年
、p88 

参
照
。

（
20
） 

山
田
光
矢
「
行
政
管
理
の
諸
概
念
」、
本
田
弘
著
、（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
監
修
『
行
政
管
理
の
シ
ス
テ
ム
』
一
九
九
三
年
、
勁
草
書

房
、p52 

参
照
。

（
21
） 

稲
生
信
男
『
協
働
の
行
政
学
│
公
共
領
域
の
組
織
過
程
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、p25 

参
照
。

（
22
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
及
び
村
松
前
掲
書
参
照
。

五
一
五





政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
六
五
）

政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値

│
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
を
中
心
に

│杉　
　

本　
　

竜　
　

也

は
じ
め
に

一　

価
値
追
求
を
捨
て
た
保
守
主
義　

〜
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
〜

二　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
守
主
義　

〜
バ
ー
ク
と
セ
シ
ル
〜

三　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
根
幹
と
し
て
の
国
教
会
お
よ
び
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム

四　

政
治
に
お
け
る
価
値
の
問
題

お
わ
り
に

五
一
七
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（
一
八
六
六
）

は
じ
め
に

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
の
政
治
思
想
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
現
代
の
政
治
に
見
ら
れ
る
強
い
価
値
中
立
性
で
あ
る
（
1
）

。
現
代
の
リ
ベ

ラ
ル
な
政
治
理
論
は
寛
容
性
や
手
続
上
の
公
正
さ
、
個
人
的
な
権
利
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
人
間
の
生
の
目
的
や
道
徳
性
を
捨
象
し
て
、

善
き
生
に
関
す
る
特
定
の
価
値
の
追
求
は
政
治
的
な
課
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
ン
デ
ル
は
、
リ
ベ
ラ

ル
な
政
治
思
想
に
お
い
て
も
目
標
と
す
べ
き
理
想
は
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
も
し
最
高
善
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
理
想
の
道
徳
的
基
礎
は
一
体
ど
こ
に
見
出
せ
る
の
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
サ
ン
デ
ル
の
批
判
は
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
思
想
の
み
に
該
当
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
リ
ベ
ラ
ル
の
対
抗
軸
と
見

な
さ
れ
て
い
る
保
守
主
義
に
も
、
価
値
中
立
的
な
思
想
傾
向
が
存
在
し
て
い
る
。

保
守
主
義
の
第
一
目
標
は
「
維
持
す
る
こ
と
」
も
し
く
は
「
保
存
す
る
こ
と
」（conserve

）
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
肝

心
の
維
持
す
べ
き
対
象
や
保
存
す
べ
き
対
象
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質
が
特
定
の
価
値
の
提
示
や
そ
の

理
念
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
保
守
主
義
の
こ
の
曖
昧
さ
は
「
主
義
」
と
し
て
、
ま
た
政
治
思
想
と
し
て
致
命
的
で

あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
前
提
と
な
る
問
題
意
識
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
政
治
思
想
や
政
治
哲
学
の
存
在
意
義
は
価
値
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
脚
し
た

上
で
、
現
実
の
政
治
に
も
直
接
的
な
影
響
力
を
持
つ
政
治
思
想
で
あ
る
保
守
主
義
の
中
に
、
価
値
追
求
に
関
し
て
消
極
的
な
性
向
が
存
在

し
て
い
る
た
め
に
生
じ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
保
守
主
義
が
価
値
の
中
立
性
を
志
向
す
る
こ
と
に
対
し
て
積
極
的
な
評
価
を
与
え
た
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ

五
一
八



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
六
七
）

ト
の
政
治
思
想
を
批
判
的
に
考
察
す
る
。
次
い
で
、
保
守
主
義
の
始
祖
と
理
解
さ
れ
て
い
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
お
よ
び

バ
ー
ク
の
思
想
の
理
解
者
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
政
治
家
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル
の
保
守
主
義
観
の
分
析
を
通
し
て
、
保
守
主
義
の
本

質
に
つ
い
て
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
理
論
的
・
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
国
教
会
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
や
保
守
主
義
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
。
最
後
に
保
守
主
義
を
価
値

中
立
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
点
に
つ
い
て
扱
い
、
結
論
と
し
て
当
為
の
学
で
あ
り
、
そ
し
て
批
判
の
学
と
し

て
の
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
の
中
に
保
守
主
義
を
位
置
づ
け
る
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

価
値
追
求
を
捨
て
た
保
守
主
義　

〜
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
〜

マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
トM

ichael O
akeshott

（
一
九
〇
一
│
一
九
九
〇
）
は
、
保
守
と
い
う
も
の
を
「
教
義
」（creed

）
や
「
教

理
」（doctrine

）
と
し
て
で
は
な
く
、「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」（being conservative

）
と
い
う
「
気
質
」（disposition

）
と
し
て
理
解
す

べ
き
だ
と
考
え
た
（
2
）

。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
保
守
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
知
な
も
の
よ
り
馴
れ
親
し
ん
だ
も

の
を
、
試
み
ら
れ
な
い
も
の
よ
り
試
み
ら
れ
た
も
の
を
、
神
秘
よ
り
事
実
を
、
可
能
性
よ
り
現
実
性
を
、
無
限
よ
り
有
限
を
、
遠
い
も

の
よ
り
近
い
も
の
を
、
億
万
長
者
の
豊
か
さ
よ
り
不
足
感
が
な
い
程
度
の
豊
か
さ
を
、
完
全
さ
よ
り
便
利
さ
を
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
至
福

よ
り
現
在
の
笑
い
を
、
選
好
す
る
こ
と
。
親
し
い
者
と
の
関
係
や
親
し
い
者
に
誠
を
尽
く
す
こ
と
の
方
が
、
も
っ
と
有
利
な
コ
ネ
の
誘

惑
よ
り
も
選
び
取
ら
れ
る
。
獲
得
し
拡
張
す
る
こ
と
は
、
保
持
し
錬
磨
し
享
受
す
る
こ
と
ほ
ど
大
切
で
は
な
い
。
喪
失
の
嘆
き
の
方
が
、

五
一
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新
奇
な
も
の
や
約
束
の
興
奮
よ
り
切
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
己
れ
の
運
命
に
耐
え
る
こ
と
、
己
れ
の
資
力
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
生
き
る
こ
と
、

あ
ま
り
完
璧
で
な
く
て
も
│
そ
の
欠
け
は
自
分
の
せ
い
で
も
あ
れ
ば
環
境
の
せ
い
で
も
あ
る
│
満
足
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
び
と

の
場
合
は
、
そ
れ
は
一
つ
の
選
択
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
の
人
々
の
場
合
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
ま
た
は
と
き
ど
き
好
き
嫌
い
に
現
わ

れ
る
気
質
で
あ
っ
て
決
意
し
て
選
び
取
ら
れ
た
り
、
取
り
分
け
錬
磨
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
（
3
）

。

こ
こ
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
示
し
て
い
る
の
は
、
保
守
主
義
と
い
う
政
治
思
想
の
性
格
が
、
特
定
の
価
値
の
称
揚
や
そ
の
具
体
化
を
志

向
す
る
、
そ
の
他
の
多
く
の
政
治
思
想
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

政
治
思
想
や
政
治
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
本
質
的
に
は
当
為
の
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
今
の
政
治
や
社
会
、
経
済
、
文
化
な
ど
の
問
題

点
を
批
判
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
克
服
を
目
指
す
理
論
的
枠
組
み
や
新
た
な
価
値
規
範
の
提
示
を
使
命
と
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
歴
史

上
の
政
治
思
想
家
の
多
く
は
そ
の
時
々
の
為
政
者
や
社
会
か
ら
の
弾
圧
や
迫
害
を
被
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
政
治
思
想
や
政
治

哲
学
は
当
為
の
学
で
あ
る
と
共
に
、
批
判
の
学
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
現
状
の
是
認
を
第
一
と
し
、
不
安

定
さ
や
不
確
実
さ
へ
の
懸
念
か
ら
変
革
を
回
避
せ
よ
と
説
く
。
い
う
な
れ
ば
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
保
守
と
い
う
も
の
を
「
保
守
的
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
姿
勢
や
性
向
を
表
す
概
念
と
再
定
義
し
、
価
値
的
内
実
の
追
求
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら
政
治
思

想
や
政
治
哲
学
の
使
命
と
さ
れ
て
き
た
価
値
規
範
の
提
起
者
と
し
て
の
役
割
と
現
状
へ
の
批
判
者
と
い
う
役
割
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ

る
。オ

ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
議
論
は
、「
合
理
主
義
」（R

ationalism

）
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
ま
る
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
知
に
は
「
技
術
的
知
識
」（technical know

ledge, know
ledge of technique

）
と
「
実
践
的
知
識
」

五
二
〇
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九
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（practical know
ledge

）
な
い
し
「
伝
統
的
知
識
」（traditional know

ledge

）
の
二
種
類
が
あ
る
（
4
）

。
技
術
知
と
は
意
図
的
な
学
習
が
可
能
で
、

諸
々
の
ル
ー
ル
に
定
式
化
で
き
る
よ
う
な
知
の
こ
と
で
あ
り
、
対
し
て
実
践
知
な
い
し
伝
統
知
と
は
教
条
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
実
践
を
通
し
て
初
め
て
身
に
つ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
知
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
い
う
合
理
主
義
と

は
「
実
践
的
知
識
と
わ
た
く
し
の
呼
ん
だ
も
の
は
知
識
で
も
何
で
も
な
い
と
い
う
主
張
」「
正
確
に
は
、
技
術
的
知
識
で
な
い
知
識
は
存

在
し
な
い
と
い
う
主
張
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
合
理
主
義
者
に
と
っ
て
「
理
性
」
の
主
権
は
技
術
の
主
権
（sovereignty of technique

）

を
意
味
す
る
」
こ
と
に
な
る
（
5
）

。

合
理
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
政
治
に
は
、「
欠
乏
感
の
政
治
」（politics of the felt need

）、「
完
全
性
の
政
治
」（politics of 

perfection

）
お
よ
び
「
統
一
性
の
政
治
」（politics of uniform

ity

）
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
（
6
）

。
第
一
に
欠
乏
感
の
政
治
と
は
、

政
治
と
い
う
も
の
の
性
格
を
危
機
の
連
続
と
考
え
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
合
理
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
政
治
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
政
治
上
の
営
み
は
工
学
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
完
全
性
の
政
治
と
は
、
合
理
的
な
解
決
が
困
難
な
問
題
、
す
な
わ
ち
不
合
理
性

は
政
治
が
対
処
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
排
除
す
る
政
治
の
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
統
一
性
の
政
治
と
は
、
個
別
の

状
況
を
無
視
し
た
完
全
性
の
政
治
を
行
っ
た
場
合
に
生
じ
る
、
完
全
性
と
い
う
条
件
を
人
間
の
行
為
に
画
一
的
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
強

い
る
政
治
を
指
し
て
い
る
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
合
理
主
義
を
批
判
し
た
際
、
そ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
古
く
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
後
の
革
命
体
制
で
あ
り
、

新
し
く
は
二
十
世
紀
の
左
右
の
全
体
主
義
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
理
性
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が

攻
撃
し
た
の
は
、
近
現
代
以
降
の
政
治
や
思
考
様
式
に
お
け
る
理
性
の
適
用
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
過
度
の
合
理
主
義
で
あ
っ
た
（
7
）

。

さ
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
の
第
一
の
眼
目
は
合
理
主
義
批
判
に
あ
る
が
、
看
過
で
き
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、

五
二
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国
家
や
権
力
が
道
徳
的
・
規
範
的
役
割
を
担
う
こ
と
に
対
す
る
警
戒
感
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
政
治
的
保
守
気
質
を
知
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
は
、
自
然
法
や
摂
理
に
基
づ
く
秩
序
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
道
徳

や
宗
教
と
も
無
関
係
で
あ
る
。
知
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
と
は
、
次
の
よ
う
な
信
念
（
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
信
念
は
一
つ

の
仮
説
以
上
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
）
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
生
活
様
式
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
信
念
は
、
統
治
と
は
あ
る
特
別
の
限
定
さ
れ
た
活
動
、
す
な
わ
ち
営
為
の
一
般
的
ル
ー
ル
を
供
給
し
保
護
す
る
こ
と
だ
、
と
す
る

信
念
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
一
般
的
ル
ー
ル
は
、
人
び
と
に
実
体
的
な
活
動
を
押
し
つ
け
る
計
画
と
し
て
で
は
な
く
、
か
れ
ら
を
し

て
自（
マ
マ
）

か
ら
選
ん
だ
活
動
を
挫
折
を
最
小
限
に
止
め
つ
つ
遂
行
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
道
具
│
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
に
つ
い
て
保
守
的

で
あ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
何
も
の
か
│
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
8
）

。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
は
じ
め
、
多
く
の
保
守
主
義
者
に
よ
っ
て
攻
撃
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ボ

ベ
ロ
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
は
「
あ
る
種
の
宗
教
性
」
が
発
達
し
、
国
民
・
憲
法
・
法
な
ど
が
「
聖
な
る
も
の
」
と
さ
れ
た
と
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
9
）

、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
後
の
革
命
政
権
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
新
た
な
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
」
が
単

に
政
治
共
同
体
や
政
治
体
制
、
統
治
機
構
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
道
徳
・
倫
理
・
規
範
の
主
宰
者
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
価
値
体
系
を
破
壊
し
た
後
に
成
立
し
た
市
民
社
会
の
規
範
体
系
を
規
定
す
る
の
は
、
市
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
成

立
し
た
、
も
は
や
唯
一
の
権
威
と
な
っ
た
「
共
和
国
」
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
が
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

の
提
示
し
た
「
市
民
宗
教
」（religion civile

）
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

五
二
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ル
ソ
ー
に
お
い
て
政
治
共
同
体
は
両
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
は
一
般
意
思
が
展
開
さ
れ
る
た
め
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

場
で
あ
る
と
同
時
に
、
ル
ソ
ー
が
人
間
の
道
徳
的
堕
落
の
原
因
だ
と
考
え
た
社
会
性
（sociabilité

）
が
必
然
的
に
生
じ
て
し
ま
う
場
で
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
ル
ソ
ー
に
は
共
同
体
が
道
徳
性
や
倫
理
性
を
備
え
る
た
め
の
理
論
的
裏
付
け
を
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
市

民
宗
教
で
あ
る
。「
…
主
権
者
が
そ
の
項
目
を
き
め
る
べ
き
、
純
粋
に
市
民
的
な
信
仰
告
白
が
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
に
宗
教
の
教
理
と
し

て
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
善
き
市
民
、
忠
実
な
市
民
た
り
え
ぬ
、
社
交
性
（sociabilité

）
の
感
情
と
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
信
じ

る
こ
と
は
何
び
と
に
も
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
主
権
者
は
、
そ
れ
を
信
じ
な
い
も
の
は
誰
で
あ
れ
、
国
家
か
ら
追
放
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
10
）

」
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
い
う
市
民
宗
教
の
目
的
は
国
家
を
維
持
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
市

民
的
徳
性
の
涵
養
に
あ
る
が
、
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
国
家
（
共
同
体
）
は
あ
た
か
も
実
際
の
宗
教
に
お
け
る
権
威
者
の
よ
う
に
振
る
舞

う
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
提
示
し
た
市
民
宗
教
は
、
政
治
な
い
し
国
家
（
共
同
体
）
自
体
と
宗
教
を
一
体
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

保
守
主
義
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
が
嫌
悪
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
政
治
と
宗
教
の
関
係
、
す
な
わ
ち
国

家
自
体
が
宗
教
や
社
会
規
範
の
主
宰
者
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
保
守
主
義
の
前
提
に
は
人
間
の
不
完
全
性
に
対
す
る
顧
慮
が
存
在
す
る
（
12
）

。
こ
の
人
間
の
不
完

全
性
の
中
に
は
、
知
的
不
完
全
性
と
道
徳
的
不
完
全
性
が
あ
る
。
知
的
不
完
全
性
と
い
う
見
解
か
ら
導
出
さ
れ
る
の
は
実
際
の
政
治
生
活

か
ら
隔
た
っ
て
い
る
政
治
思
想
家
の
抽
象
的
理
論
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
政
治
に
対
す
る
懸
念
で
あ
り
、
道
徳
的
不
完
全
性
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
の
は
法
律
や
制
度
の
整
備
を
通
し
て
、
暴
走
し
が
ち
な
人
間
の
行
動
に
一
定
の
制
限
を
課
す
法
律
や
制
度
の
整
備
の
必
要
性
で
あ

る
。
そ
の
上
で
ク
イ
ン
ト
ン
は
、
保
守
主
義
の
原
理
と
し
て
、
伝
統
主
義
と
有
機
体
主
義
と
政
治
的
懐
疑
主
義
を
挙
げ
る
（
13
）

。
ま
ず
、
伝
統

主
義
と
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
慣
習
や
制
度
に
対
す
る
愛
着
や
敬
意
で
あ
る
。
次
に
有
機
体
主
義
と
は
一
体
的
か
つ
自
然
に
成
長
す

五
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る
組
織
的
な
存
在
と
し
て
社
会
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
政
治
的
懐
疑
主
義
と
は
政
治
に
必
要
な
知
恵
や
知
識
は
ひ
と
り
の
特

異
な
思
想
家
の
観
念
的
理
論
の
中
に
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
社
会
的
経
験
の
中
に
の
み
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ク
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
は
、
知
と
道
徳
の
双
方
に
お
け
る
人
間
の
不

完
全
性
に
依
拠
し
た
伝
統
主
義
と
有
機
体
主
義
と
政
治
的
懐
疑
主
義
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に

基
づ
け
ば
、
人
工
的
共
同
体
に
過
ぎ
な
い
国
家
が
人
間
の
内
面
に
関
す
る
絶
対
的
権
威
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
不
完
全
な
人
間
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
国
家
は
当
然
な
が
ら
同
様
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
る
以
上
、
市
民
の
教
化
な
ど
望
む
べ
く
も
な
く
、
ま
た

国
家
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
介
入
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
保
守
主
義
観
に
則
し
て
評
価
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
彼
は
さ
ら
に
徹
底
し
、
保
守
と
い
う
も
の
を
「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
気
質
」
へ
と
変
質
さ
せ
た
。「
し
た
が
っ
て
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
保
守
家
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
統
治
は
別
の
よ
り
良
い
世
界
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
始
ま
る
の
で
は
な
い
。

…
要
す
る
に
、
統
治
を
予
示
す
る
も
の
は
儀
礼
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
宗
教
や
哲
学
に
お
い
て
、
で
は
な
い
。
秩
序
だ
っ
た
平
穏
な
行

動
を
喜
び
楽
し
む
こ
と
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
真
理
や
完
全
性
を
探
求
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
で
は
な
い
（
14
）

」
と
い
う
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト

の
言
葉
に
は
、
当
為
の
学
、
そ
し
て
批
判
の
学
と
し
て
の
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
の
絶
縁
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

も
は
や
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
、「
保
守
〝
主
義
〞
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
新
奇
な
も
の
よ
り
も
馴
れ
親
し
ん

だ
も
の
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
一
見
穏
当
な
思
想
を
説
い
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
だ
が
、
そ
の
実
彼
の
思
想
は
ど
の
政
治
哲
学
者
の
も
の
よ

り
も
過
激
で
あ
っ
た
。

五
二
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二　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
守
主
義　

〜
バ
ー
ク
と
セ
シ
ル
〜

前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、
保
守
主
義
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
国
家
が
道
徳
的
・
倫
理
的
・
規
範
的
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
対
す
る
強
い
懸
念
に
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
を
考
察
す
る
際
に
失
念
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
保
守
主
義
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
り
、
か
つ
保
守
主
義
者
を
自
認
す
る
者
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の

君
主
と
並
ん
で
、
国
教
会
制
度
、
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of E
ngland

）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
15
）

。
日
本

も
含
め
、
君
主
制
を
採
用
し
て
い
る
国
家
に
お
い
て
、
保
守
主
義
者
と
し
て
の
要
件
と
し
て
君
主
や
王
室
に
対
す
る
尊
敬
や
忠
誠
心
が
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
の
場
合
、
君
主
に
対
す
る
敬
意
だ
け
で
は
保
守
主
義
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
に
は
な
ら
ず
、
国
教
会
の
尊
重
も
揃
っ
て
は
じ
め
て
、
十
全
の
保
守
主
義
と
な
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
クE

dm
und B

urke

（
一
七
二
九
│
一
七
九
七
）
と
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ルH

ugh C
ecil

（
一
八
六
九

│
一
九
五
六
）
と
い
う
代
表
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
者
の
言
説
を
材
料
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
や

国
教
会
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
バ
ー
ク
は
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
道
徳
上
の
諸
制
度
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
的
諸
制
度
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
政
治
的
諸
制
度
│
人
間
的
理
解
力
と

愛
情
と
を
神
的
に
結
び
付
け
る
理
性
的
自
然
的
紐
帯
の
助
け
と
な
る
も
の
│
は
す
べ
て
、「
人
間
」
と
い
う
あ
の
素
晴
ら
し
い
構
造
を

築
き
上
げ
る
た
め
必
要
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
す
。
実
に
こ
の
「
人
間
」
た
る
こ
と
の
大
な
る
権
利
と
は
、
高
度
に
自
己
形
成
す

五
二
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る
被
造
物
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る
べ
く
形
成
さ
れ
た
「
人
間
」
は
、
創
造
の
秩
序
に
あ
っ
て
決
し
て
卑
し
か
ら
ぬ

位
置
を
占
め
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
勿
論
、
よ
り
良
き
本
性
が
常
に
支
配
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
他
の

人
々
の
上
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
た
人
物
の
場
合
に
は
特
に
、
可
能
な
限
り
彼
に
と
っ
て
の
完
全
さ
へ
接
近
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
（
16
）

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
「
紳
士
の
精
神
」（the spirit of a gentlem

an

）
と
「
宗
教
の
精
神
」（the spirit of religion

）
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
と
考
え
る
バ
ー
ク
に
と
っ
て
（
17
）

、
キ
リ
ス
ト
教
は
彼
の
思
想
に
と
っ
て
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
こ
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
バ
ー
ク
の
考
え
で
は
、
人
間
の
権
利
（prerogative

）
は
人
間
が
被
造
物
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
普
遍
的
な
人
権
概
念
が
、
人

間
は
そ
の
存
在
自
体
の
絶
対
性
の
必
然
と
し
て
権
利
を
有
す
る
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
バ
ー
ク
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う

被
造
物
と
し
て
の
自
覚
が
、
人
間
に
規
範
を
与
え
る
と
共
に
尊
厳
を
も
付
与
す
る
と
認
識
し
た
。
被
造
物
と
し
て
の
意
識
は
、
創
造
主
で

あ
る
神
の
絶
対
性
と
完
全
性
に
対
置
さ
れ
る
有
限
な
存
在
と
し
て
の
自
覚
を
人
間
に
強
い
る
。
だ
が
、
自
ら
の
不
完
全
性
の
自
覚
こ
そ
が
、

自
身
や
理
性
を
含
む
自
身
の
能
力
を
誇
る
こ
と
の
傲
慢
さ
を
痛
感
さ
せ
、
不
遜
な
態
度
を
反
省
さ
せ
て
、
人
間
を
尊
厳
あ
る
も
の
へ
と
導

く
。
こ
こ
ま
で
は
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
本
質
的
特
性
に
関
す
る
こ
と
だ
が
、
バ
ー
ク
は
こ
れ
に
加
え
て
、
政
治
・
社
会
制
度
や

道
徳
と
い
っ
た
後
天
的
・
経
験
的
要
素
も
人
格
形
成
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
バ
ー
ク
が
「
道
徳

上
（m

oral

）
の
諸
制
度
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、

人
間
は
本
性
的
に
神
に
よ
る
被
造
物
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
後
天
的
・
経
験
的
に
も
神
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
通
し
て
人
格
が

形
成
さ
れ
て
い
く
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
「
宗
教
こ
そ
文
明
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
す
べ
て
の
善
、
す
べ
て
の
慰
め

五
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の
源
泉
で
あ
る
と
知
っ
て
い
ま
す
。
知
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
層
良
い
こ
と
に
は
内
的
に
そ
う
感
じ
（
18
）

」
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
で
は
、
世
俗
と
宗
教
が
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
特
徴
的
な
地
位
が
確
立
さ
れ
て
い
る
国
教
会
は
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
に
と
っ
て
決
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
思
索
上
の
要
件

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

バ
ー
ク
は
、
国
教
会
制
度
に
つ
い
て
、「
こ
れ
こ
そ
は
数
あ
る
我
が
偏
見
中
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
理
性
を
欠
い
た
偏
見
で
は

な
く
、
内
に
深
遠
宏
大
な
叡
智
を
内
包
し
て
い
る
偏
見
（
19
）

」
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
周
知
の
と
お
り
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
偏

見
（prejudice

）
は
負
の
概
念
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
偏
見
の
第
一
義
的
な
意
味
と
は
「
古
来
の
意
見
」（ancient opinions

）
で
あ
り
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
歴
史
を
通
し
て
遠
い
過
去
か
ら
継
承
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
習
慣
的
に
受
容
さ
れ
た
結
果
、
今
や
社
会
の
一
般
的
な
考

え
に
ま
で
至
っ
た
意
見
や
信
念
を
指
す
も
の
で
あ
る
（
20
）

。
そ
の
た
め
、「
我
が
国
の
思
想
家
の
多
く
は
、
共
通
の
偏
見
を
退
け
る
ど
こ
ろ
か
、

そ
う
し
た
偏
見
の
中
に
漲
る
潜
在
的
智
恵
を
発
見
す
る
た
め
に
自
ら
の
賢
察
を
発
揮
す
る
の
で
す
。
彼
ら
は
自
ら
探
し
求
め
て
い
た
も
の

を
発
見
し
た
場
合
│
実
際
失
敗
は
滅
多
に
無
い
の
で
す
が
│
偏
見
の
上
着
を
投
げ
捨
て
て
裸
の
理
性
の
他
は
何
も
残
ら
な
く
す
る
よ
り
は
、

理
性
折
り
込
み
済
み
の
偏
見
を
継
続
さ
せ
る
方
が
遥
か
に
賢
明
で
あ
る
と
考
え
ま
す
（
21
）

」
と
、
バ
ー
ク
は
こ
れ
を
評
価
す
る
。
偏
見
は
、
人

間
が
有
限
な
被
造
物
で
あ
る
以
上
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
逸
脱
や
暴
走
を
抑
制
し
、
人
間
の
思
考
と
行
動
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え

て
い
る
。
い
わ
ば
、
国
家
を
含
め
、
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
様
々
な
も
の
は
偏
見
を
通
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
た
め
、
バ
ー
ク
の
見
解
で
は
、
種
々
の
偏
見
の
中
で
も
第
一
の
も
の
で
あ
る
国
教
会
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
の
あ
り
様
を

知
ら
し
め
る
も
の
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
の
本
質
を
意
味
し
て
い
た
。

五
二
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こ
の
原
理
は
、
彼
ら
〔
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
民
衆
〕
の
政
治
組
織
の
全
体
系
を
貫
い
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
自
ら
の
教
会
制
度
を
以
て
、

自
ら
の
国
家
に
と
っ
て
便
宜
的
な
も
の
で
は
な
く
本
質
的
な
も
の
と
考
え
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、
国
家
と
は
異
質
で
分
離
可
能
な
も
の
、

妥
協
の
た
め
付
加
さ
れ
た
も
の
、
一
時
的
な
便
宜
の
観
念
に
従
っ
て
取
り
上
げ
た
り
抛
り
出
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま

す
。
更
に
、
そ
れ
は
彼
ら
の
憲
法
全
体
の
基
礎
で
あ
っ
て
、
憲
法
そ
の
も
の
及
び
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
分
ち
難
く
結
合
し
て
い
る
、
と
も

考
え
ま
す
。
教
会
と
国
家
は
、
彼
ら
の
精
神
の
中
で
は
不
可
分
の
観
念
で
あ
り
、
一
が
言
及
さ
れ
る
時
他
が
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
は
ま

ず
あ
り
得
ま
せ
ん
（
22
）

。

こ
こ
で
は
、「
憲
法
」（constitution
）、「
国
家
」（state

）、
そ
し
て
「
教
会
制
度
」（church establishm

ent

）
が
完
全
に
一
体
視
さ
れ
て

い
る
。
バ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
国
教
会
制
度
は
「
国
家
の
聖
別
」（consecration of the state （23
）

）
を
意
味
す
る
。
い
か
な
る
統
治
に
も
何
ら

か
の
正
統
化
装
置
は
必
要
だ
が
、
バ
ー
ク
の
政
治
思
想
の
根
底
に
は
被
造
物
の
宿
命
と
も
い
え
る
有
限
性
・
不
完
全
性
に
対
す
る
あ
き
ら

め
が
あ
り
、
人
為
に
対
し
て
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
そ
の
た
め
、
社
会
契
約
説
の
よ
う
に
人
為
に
完
全
に
依
拠
し

た
正
統
化
理
論
は
採
用
で
き
な
い
。
こ
こ
に
長
い
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
た
叡
知
で
あ
る
偏
見
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
教

会
制
度
は
単
独
の
個
人
の
理
性
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
偏
見
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
教
会
が
国
家
や
憲
法
と
い
う
世
俗
的
権
威
お
よ
び
権
力
を
「
聖
別
」
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
正
統
性

を
獲
得
し
う
る
。
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル
は
バ
ー
ク
の
政
治
哲
学
の
基
調
に
は
国
家
は
聖
な
る
有
機
体
で
あ
る
と
い
う
感
覚
が
存
在
す
る
と
指

摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
的
を
射
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
（
24
）

。

こ
の
セ
シ
ル
も
ま
た
、
バ
ー
ク
と
同
様
に
保
守
主
義
に
お
け
る
国
教
会
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
彼
は
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に

五
二
八
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か
け
て
活
動
し
た
保
守
党
政
治
家
だ
が
、
自
身
の
所
属
政
党
に
関
し
て
、「
ト
ー
リ
ー
は
本
質
的
に
国
教
会
の
党
（a C

hurch P
arty

）
で

あ
っ
た
。
彼
ら
の
関
心
に
お
い
て
、
王
も
二
の
次
で
あ
っ
た
（
25
）

」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
社
会
規
範
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
新
約
聖
書
に
お
い

て
啓
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
（
26
）

」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
お
い
て

は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
社
会
や
政
治
に
関
す
る
規
範
性
を
具
現
化
し
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が

わ
か
る
（
27
）

。

だ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
保
守
主
義
が
重
ん
じ
る
国
教
会
制
度
と
保
守
主
義
が
警
戒
し
た
は
ず
の
ル
ソ
ー
的
な
市
民
宗
教
と
の
相
違

で
あ
る
。

政
治
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
バ
ー
ク
は
「
そ
も
そ
も
政
治
と
説
教
台
と
は
共
通
点
を
殆
ど
持
た
な
い
間
柄
な
の
で
す
（
28
）

」
と
い
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
支
持
す
る
非
国
教
派
牧
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
プ
ラ
イ
ス
に
対
す
る
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
の
た
め
、

こ
の
個
所
だ
け
を
取
り
上
げ
て
バ
ー
ク
の
政
治
観
や
宗
教
観
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
が
聖
俗
の
間
に
は
一
定
の
距
離
が
設

け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。

こ
の
件
に
つ
い
て
、
バ
ー
ク
の
信
奉
者
で
あ
り
、
優
れ
た
解
釈
者
で
も
あ
っ
た
セ
シ
ル
は
よ
り
明
快
に
述
べ
て
い
る
。
新
約
聖
書
が
教

え
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
」（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
十
二
章
二
十
一

節
）
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
宗
教
的
事
項
と
世
俗
的
事
項
の
分
離
」（separation of spiritual and secular m

atters

）
で
あ

る
た
め
、「
国
家
の
権
威
が
及
ぶ
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
領
域
は
純
粋
に
宗
教
的
な

事
柄
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
（
29
）

」。
政
治
や
社
会
に
お
け
る
規
範
の
根
本
と
し
て
宗
教
は
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
が
、
規
範
と
い
う
も
の
は
疑
似

宗
教
化
し
た
政
治
（
国
家
）
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
規
範
は
、
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
信
仰
を
通
し
て
涵
養
さ
れ
た
自

五
二
九
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身
の
内
面
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
治
（
国
家
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
強
制
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

セ
シ
ル
は
そ
う
考
え
た
。「
人
間
の
社
会
の
仕
組
み
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
性
質
を
表
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が

人
間
の
性
質
を
つ
く
り
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
が
な
い
（
30
）

」
と
い
う
セ
シ
ル
の
社
会
観
は
、
個
人
の
内
面
の
自
由
や
政
治
と
宗
教
の

分
離
の
重
要
性
、
そ
し
て
国
家
に
よ
る
市
民
の
教
化
（
公
民
化
）
の
不
可
能
性
の
表
明
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
セ
シ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
社
会
改
革
に
対
す
る
強
い
志
向
性
を
認
め
て
い
る
が
、
国
家
が
宗
教
的
な
理
念
か
ら
社
会
改
革
に
乗
り
出
す
こ
と
に
は
反
対
し
た
。

社
会
改
革
は
、
信
仰
心
を
持
っ
た
個
々
人
が
そ
の
精
神
を
も
っ
て
政
治
を
動
か
し
た
時
に
初
め
て
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
は
社

会
や
政
治
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の
信
仰
に
基
づ
く
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
教
会
は
、
社
会
に
お
け
る
価
値
や
規
範
の
問
題
に
つ
い
て
直
接
に
率
先
垂
範
す
る
国
家
の
一
機
関
と
し
て
で
は

な
く
、
人
々
に
内
面
性
涵
養
の
場
と
機
会
を
提
供
す
る
点
に
お
い
て
有
意
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
宗
教
の
社
会
的
効
用
の
み
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
が
宗
教
を
重
視
し
た
理
由

は
そ
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
バ
ー
ク
は
篤
い
信
仰
心
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
31
）

。
彼
は
単
に
社
会
秩
序
を
守
る
た
め
の

擁
壁
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
宗
教
を
効
用
面
か
ら
の
み
、
評
価
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
（
32
）

。
こ
の
バ
ー
ク
に
し
て
も
、
セ
シ
ル
に

し
て
も
、
篤
い
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
持
ち
、
そ
の
精
神
を
最
大
限
尊
重
し
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
社
会
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み

な
が
ら
も
、
国
家
に
よ
っ
て
特
定
の
宗
教
が
直
接
的
に
唱
道
さ
れ
、
市
民
の
あ
る
べ
き
範
型
と
し
て
そ
の
精
神
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
は

反
対
し
た
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
個
人
の
内
面
へ
の
国
家
介
入
に
対
す
る
嫌
悪
感
や
警
戒
感
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
バ
ー
ク
が

「
感
情
や
習
俗
や
道
徳
思
想
に
つ
い
て
の
革
命
（
33
）

」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
三
〇



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
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（
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八
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九
）

三　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
根
幹
と
し
て
の
国
教
会
お
よ
び
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム

バ
ー
ク
に
し
て
も
、
セ
シ
ル
に
し
て
も
、
政
府
や
狭
義
の
国
家
自
体
が
人
々
の
内
面
に
直
接
的
に
入
り
込
む
こ
と
に
対
し
て
明
確
に
反

対
を
示
し
て
い
た
。
国
家
と
い
っ
て
も
、
所
詮
は
不
完
全
な
人
間
の
作
為
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
国
家
に
何
ら
か
の
道
徳
的
・
倫
理

的
・
規
範
的
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
不
完
全
性
と
い
う
本
質
的
欠
陥
を
無
視
し
た
傲
慢
な
人
間
観
に
立
脚
し
た
共
和
主
義
、
バ
ー
ク

に
と
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
的
・
ル
ソ
ー
的
な
共
和
主
義
に
沿
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
（
34
）

。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
は
市
民
宗
教
を

忌
避
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
国
教
会
制
度
を
保
守
主
義
の
必
須
要
件
と
し
て
考
え
る
。

本
節
で
は
、
市
民
宗
教
と
国
教
会
制
度
の
相
違
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
歴
史
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て

詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
や
そ
の
教
義
へ
の
反
発
や
疑
問
は
か
な
り
中
世
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
大

規
模
か
つ
組
織
的
に
行
わ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り
ヘ
ン
リ
ー
八
世
（
在
位
一
五
〇
九
│

一
五
四
七
）
に
よ
る
改
革
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ン
リ
ー
は
一
五
三
四
年
に
国
王
至
上
法
（A

ct of S
uprem

acy

）
を
発
し
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
の
首
長
と
な
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
ヘ
ン
リ
ー
の
離
婚
と
再
婚
と
い
う
個

人
的
問
題
と
王
権
強
化
や
修
道
院
財
産
の
没
収
と
い
っ
た
政
治
的
問
題
の
み
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
神
学
的
な
取
り

組
み
も
存
在
し
て
い
た
。

ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
始
ま
る
一
連
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教
改
革
の
特
性
と
し
て
、
塚
田
理
は
次
の
九
点
を
挙
げ
て
い
る
（
35
）

。
第
一
に
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
は
決
し
て
〈
新
し
い
教
会
〉
の
創
設
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
世
教
会
の
腐
敗
と
堕
落
を
清
算
し
て
、

五
三
一
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あ
く
ま
で
も
原
初
的
・
使
徒
的
教
会
を
継
承
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
（
使
徒
的
教
会
の
継
承
│
原
始
カ
ト
リ
ッ
ク
性
の
保
持
）。
第
二
に
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
会
が
原
始
教
会
以
来
の
有
機
的
宗
教
共
同
体
か
ら
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
（
連
続
性
の
強
調
）。
第

三
に
、
教
会
が
有
機
的
な
共
同
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
当
然
な
が
ら
教
会
は
多
様
な
時
代
や
文
化
に
応
じ
た
個
別
的
な
国
民
教
会
と
し

て
発
展
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
た
（
国
民
教
会
の
権
威
）。
第
四
と
し
て
、
有
機
的
共
同
体
と
し
て
個
別
的
に
成
長
し
て
い
く
教
会

が
原
始
教
会
と
の
同
一
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
そ
の
制
度
的
保
証
と
し
て
歴
史
的
三
聖
職
位
（
主
教
・
司
祭
・
執
事
）
が
維
持
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
伝
統
的
職
制
の
保
持
）。
第
五
に
、
永
遠
の
救
い
に
必
要
な
事
柄
は
す
べ
て
聖
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
最
重
要
原
理
と
さ
れ
た
（
聖
書
の
権
威
）。
第
六
と
し
て
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
抗
し
う
る
権
威
を
必
要
と
し
て
い
た

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
聖
書
の
権
威
と
な
ら
ん
で
、
初
代
教
会
師
父
（
教
父
）
た
ち
の
教
え
、
と
り
わ
け
教
会
分
裂
以
前
の
四
つ
の

総
会
議
（
公
会
議
）（
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
総
会
議
・
三
八
一
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
総
会
議
・
四
三
一
年
の
エ
ペ
ソ
総
会
議
・
四
五
一
年

の
カ
ル
ケ
ド
ン
総
会
議
）
で
の
決
議
を
聖
書
解
釈
な
ら
び
に
教
会
制
度
の
根
本
規
範
と
し
た
（
教
会
師
父
と
総
会
議
の
権
威
）。
第
七
に
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
個
人
的
救
済
を
重
視
す
る
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
説
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
に
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
聖

奠
）
的
な
恵
み
が
提
供
さ
れ
る
場
と
し
て
の
教
会
共
同
体
に
お
け
る
生
活
を
第
一
義
的
に
重
要
視
し
、
聖
書
も
信
仰
共
同
体
で
の
生
活
の

中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
（
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
生
活
の
重
視
）。
第
八
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
ロ
ー
マ
教
会
の
実
現
に
は
議

会
の
賛
同
と
支
持
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
の
影
響
か
ら
、
国
教
会
内
の
教
会
政
治
や
信
仰
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
も
、
信
徒
を
不
可

欠
か
つ
主
要
な
構
成
員
と
す
る
教
会
会
議
体
に
よ
っ
て
意
思
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
た
（
信
徒
の
権
限
の
公
認
）。
最
後
に
、
第
九
と
し
て
、

聖
霊
降
臨
の
際
に
使
徒
た
ち
が
様
々
な
言
葉
で
話
し
出
し
た
と
い
う
「
使
徒
言
行
録
」（
二
章
三
│
四
節
）
の
逸
話
を
根
拠
と
し
て
、〝
ひ

と
つ
の
聖
霊
に
よ
る
多
様
性
〞
こ
そ
が
教
会
共
同
体
の
原
点
で
あ
る
と
考
え
、
各
国
教
会
の
独
立
性
を
重
視
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

五
三
二
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（
国
民
主
義
の
原
則
）。

こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
、
政
治
思
想
、
特
に
保
守
主
義
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
の
使
徒
的
教
会
の
継
承
、
第

二
の
連
続
性
の
強
調
、
第
三
の
国
民
教
会
の
権
威
、
そ
し
て
第
八
の
信
徒
の
権
限
の
公
認
、
第
九
の
国
民
主
義
の
原
則
が
重
要
に
な
っ
て

く
る
と
思
わ
れ
る
。

バ
ー
ク
が
国
教
会
制
度
を
支
持
し
た
理
由
は
、
そ
れ
が
長
い
歴
史
の
中
で
受
容
さ
れ
、
支
持
さ
れ
て
き
た
制
度
だ
と
い
う
実
績
に
あ
っ

た
。
実
際
に
は
ヘ
ン
リ
ー
八
世
以
降
の
宗
教
改
革
を
始
点
と
す
る
真
新
し
い
教
会
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会

が
伝
統
性
を
主
張
で
き
た
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
源
を
原
始
教
会
に
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
で
は
、

ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
教
会
と
い
う
も
の
が
一
定
の
普
遍
性
を
有
し
な
が
ら
も
、
そ
の
展
開
は
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
が
、
こ
れ
は
何
よ
り
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
す
な
わ
ち
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
権
威
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
中
世
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
継
続
し
て
き
た
普
遍
的
政
治
の
理
念
と

の
決
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
議
会
と
い
う
制
度
を
通
し
た
国
民
や
信
徒

の
参
加
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
教
義
だ
が
、
強
固
な
神
学
体
系
が
確
立
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
の
分
離
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

大
き
な
困
難
が
伴
っ
た
。
こ
れ
に
あ
た
っ
て
は
単
に
神
学
的
問
題
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
政
治
問
題
も
絡
ん
で
い
た
た
め
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
独
自
の
教
義
を
立
て
て
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ
る
ま
で
に
は
、
多
く
の
紆
余
曲
折
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
五
三
六
年
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
初
の
信
仰
箇
条
で
あ
る
「
十
箇
条
」（T

en A
rticles

）
が
発
表
さ
れ
る
（
36
）

。
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
の

「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
」（
一
五
三
〇
年
）
の
信
仰
義
認
説
を
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
教
義
上
で
の
決

五
三
三
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裂
は
回
避
さ
れ
て
い
た
。
一
五
三
九
年
の
「
六
箇
条
」（T

he S
ix A

rticles A
ct

）
は
、
こ
こ
ま
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
改
革
を
主
導
し

て
き
た
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
ト
マ
ス
・
ク
ラ
ン
マ
ーT

hom
as C
ranm

er

（
一
四
八
九
│
一
五
五
六
）
や
王
の
側
近
ト
マ
ス
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ

ルT
hom
as C

rom
w
ell

（
一
四
八
五
│
一
五
四
〇
）
に
対
抗
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
巻
き
返
し
の
成
果
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
色
が
き
わ
め

て
強
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
五
四
九
年
と
一
五
五
二
年
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
お
よ
び
聖
公
会
の
最
大
の
特
色
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
第
一
と
第
二
の
『
祈
祷
書
』（T

h
e B

ook of C
om

m
on

 P
rayer

）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ン
マ
ー
の
主
導
で
作
成
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
『
祈
祷
書
』
は
祈
り
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
信
徒
ら
の
聖
書
理
解
を
助
け
る
こ
と
も
目
的
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
内

容
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
ラ
テ
ン
語
礼
拝
か
ら
自
国
語
礼
拝
へ
の
移
行
や
礼
拝
や
聖
日
・
祝
日
の
簡
素
化
、
伝
説
や
迷
信
の
否
定
と

い
っ
た
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
経
て
、
一
五
三
六
年
に
は
「
宗
教
条
項
」（T

he A
rticles of R

eligion

）、
い
わ
ゆ
る

「
三
十
九
箇
条
」
が
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
い
う
二
つ
の
主
要
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
要
素
を
併
せ

持
つ
信
仰
箇
条
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
な
ら
び
に
聖
公
会
の
公
式
教
義
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
聖
書
の

十
全
性
と
そ
の
権
威
（
第
六
条
）
や
信
仰
義
認
と
善
行
の
意
義
（
第
十
一
条
な
ら
び
に
第
十
二
条
）
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
の
根
本
教
義
で
あ
る
予
定
説
は
一
応
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
人
間
を
絶
望
に
導
く
も
の
だ
と
し
て
そ
の
過
度
の
詮
索
を
戒
め
て

い
る
（
第
十
七
条
）。
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
王
の
統
治
権
に
つ
い
て
扱
わ
れ
た
第
三
十
七
条
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
統
治
権
は
国
王
に
属
す
る
こ
と
、
教
会
の
最
高
統
治
者
が
国
王
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ロ
ー
マ
教
皇
の
管
轄
権
の
排
除
を
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
の
条
項
に
関
し
て
、「
三
十
九
箇
条
」
制
定
時
の
君
主
エ

リ
ザ
ベ
ス
一
世
は
、
教
会
統
治
者
の
称
号
を
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
以
来
用
い
て
き
た
「
至
高
の
首
長
」（T

he S
uprem

e H
ead

）
か
ら
「
至
高

の
統
治
者
」（T

he S
uprem

e G
overnor

）
へ
と
改
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
至
高
の
首
長
」
と
い
う
表
現
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
よ
う
な
サ
ク

五
三
四
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値
（
杉
本
）

（
一
八
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三
）

ラ
メ
ン
ト
の
執
行
権
や
聖
職
叙
任
権
を
含
む
す
べ
て
の
最
高
管
轄
者
と
い
う
印
象
が
あ
る
と
の
批
判
に
応
え
た
も
の
で
あ
り
、
君
主
は
聖

職
位
に
関
わ
る
権
威
を
持
た
ず
、
た
だ
教
会
政
体
の
統
括
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
宣
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
37
）

。
す
な
わ
ち
、
国
王

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
教
会
組
織
や
教
会
制
度
全
体
に
関
す
る
統
治
権
は
有
し
て
い
る
が
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
や
聖
職
そ
れ
自
体
に
関

す
る
権
能
や
教
義
に
関
す
る
権
限
は
何
も
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
国
家
が
自
ら
信
仰
箇
条
を
定
め
、
そ
れ
を
も
っ
て

直
接
的
に
国
民
の
教
化
を
図
る
ル
ソ
ー
的
な
市
民
宗
教
と
は
異
な
る
第
一
の
点
で
あ
る
。

十
七
世
紀
以
降
、
欽
定
訳
聖
書
の
刊
行
（
一
六
一
一
年
）
や
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
奉
じ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
君
主
の

排
除
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
排
斥
、
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
運
動
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
と
い
っ
た
信
仰
運
動
、
そ
し
て
現
在
の
同
性
愛
者

の
聖
職
叙
任
問
題
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
様
々
な
事
件
や
問
題
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
教
会
と
い
う
制
度
や

組
織
自
体
の
改
廃
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
に
つ
い
て
考
察
し
た
時
に
気
付
か

さ
れ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
政
治
・
社
会
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
る
で
一
定
の
政
治
体
制
内

に
お
い
て
も
政
権
交
代
に
よ
っ
て
政
策
が
変
更
し
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
は
国
教
会
制
度
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
折
々
の
有
力
な
勢
力
に
よ
る
教
義
の
変
化
を
経
験
し
て
き
た
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
ど
の
勢
力
も
国
教
会
と
い
う
制
度
や
機
構

自
体
を
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of S
cotland

）

が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
拠
っ
て
立
つ
監
督
制
（E

piscopalian

）
で
は
な
く
、
長
老
制
（P

resbyterian

）
を
採

用
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
で
あ
る
。
セ
シ
ル
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
教
徒
は
長
老
派
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
は
支
持
し
て
い

な
い
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
系
の
）
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
聖
公
会
の
礼
拝
に
参
加
す

る
け
れ
ど
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
教
は
長
老
派
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
支
持
し
、
受
け
入
れ
る

五
三
五
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だ
ろ
う
し
、
事
実
そ
う
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
38
）

。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
教
義
よ
り
も
、
国
教
会
と
い

う
制
度
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
国
教
会
制
度
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
北
欧
諸
国
で
は
ル
タ
ー
派
教
会
に
よ
る
国
教
会
制
度
が
現
在

で
も
存
続
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
は
領
邦
教
会
（L

andeskirche

）
の
伝
統
が
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
ガ
リ
カ
ニ
ス
の
考
え
が
存

在
し
た
。
要
す
る
に
、
国
教
会
や
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
制
度
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
的
・
社
会
的
・
宗
教
的
伝
統
の
ひ
と

つ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
国
教
会
と
イ
ギ
リ
ス
の
国
教
会
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
他
の
国
々
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク

や
ル
タ
ー
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
い
っ
た
既
存
の
教
義
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
国
教
会
の
教
義
と
し
て
受
容
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
要
素
を
残
し
な
が
ら
も
、
ル
タ
ー
派
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
教
義
や
宗
教
改
革
の
諸
成
果
を
摂
取
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
独
自
の
教
義
、
す
な
わ
ち
「
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」（A

nglicanism

）
と
し
て
結
実
さ
せ
よ
う

と
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
他
の
ど
こ
に
も
な
い
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
成
立
要
因
が
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
あ
ま
り
に
も
世
俗
的
な
理
由
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
で
は
そ
れ
か
ら
一
世
紀
ほ

ど
の
時
間
を
か
け
て
、
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
独
自
の
教
義
の
確
立
に
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
。

け
れ
ど
も
、
君
主
や
国
家
と
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、
独
自
の
教
義
の
確
立
に
は
大
き
な
危
険
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
国
教
会
と
い
う

形
式
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
教
会
組
織
の
運
営
に
国
家
の
支
援
は
欠
か
せ
な
い
。
だ
が
、
教
義
上
の
独
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、

場
合
に
よ
っ
て
は
国
教
会
の
教
義
上
の
方
針
と
君
主
や
政
府
の
考
え
と
の
間
に
齟
齬
や
対
立
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
国
家
が
必
要
と
す
る
市
民
の
養
成
を
主
眼
と
す
る
ル
ソ
ー
的
な
市
民
宗
教
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
隔
て
る
第
二
の
点
で
あ
る
。

五
三
六



政
治
思
想
・
政
治
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学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
八
五
）

国
教
会
制
度
と
い
う
言
葉
に
は
、
ど
う
し
て
も
政
治
と
宗
教
の
癒
着
と
い
う
印
象
が
伴
う
。
だ
が
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
国
教
会
制

度
は
、
宗
教
の
持
つ
超
越
的
理
念
へ
の
志
向
（
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
絶
対
的
な
唯
一
神
を
信
仰
す
る
宗
教
の
場
合
に
特
に
顕
著
で
あ
ろ

う
）
と
政
治
の
世
俗
性
や
現
実
性
と
の
緊
張
関
係
を
、
制
度
と
し
て
恒
久
化
し
た
も
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
現
実
性
と

い
う
名
分
の
下
に
強
行
さ
れ
る
様
々
な
政
治
的
方
策
に
対
し
て
、
宗
教
は
そ
れ
と
は
完
全
に
独
立
し
た
意
思
に
基
づ
い
て
価
値
判
断
を

行
っ
て
い
る
た
め
、
宗
教
は
時
に
時
代
錯
誤
な
、
時
に
反
体
制
的
な
、
ま
た
時
に
反
社
会
的
な
主
張
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

宗
教
と
い
う
も
の
は
、
社
会
に
お
い
て
強
烈
な
異
質
性
を
放
つ
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
国
家
や
権
力
に
と
っ
て
は
正
統
性
を
も
っ
て
自
ら

の
意
思
を
強
制
で
き
な
い
厄
介
な
存
在
で
あ
る
。
国
教
会
制
度
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
や
政
治
に
お
け
る
規
範
的
な
緊
張
関
係
を
制
度
的

に
維
持
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
市
民
革
命
よ
り
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
教
会
が
王
権
の
専
制
に
対
抗
す
る
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
（
39
）

。

バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
、
決
し
て
〝
抵
抗
す
る
教
会
〞
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
宗

教
や
教
会
が
世
俗
と
は
異
な
る
論
理
に
基
づ
い
て
動
い
て
い
る
、
も
し
く
は
動
く
べ
き
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
権
威
が
宗

教
の
そ
れ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
教
会
が
国
教
会
と
い
う
形
式
を
採
用
し
た
場
合
に
政
治
や
社
会
に
与

え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
40
）

。

四　

政
治
に
お
け
る
価
値
の
問
題

本
稿
で
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
思
想
が
価
値
追
求
を
あ
き
ら
め
、
政
治
思
想
や
政
治
哲
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
が
担
っ
て
き
た
当

為
の
学
・
批
判
の
学
と
し
て
の
役
割
を
放
棄
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
か
ら
論
を
始
め
た
。
そ
し
て
バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
の
保
守
主
義
思
想

五
三
七
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が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
が
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
独
自
の
教
義
を

具
え
て
お
り
、
そ
れ
が
単
に
社
会
に
お
い
て
規
範
を
担
保
す
る
存
在
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
政
治
と
の
緊
張
関
係
を
内
包
し
た
存
在
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
政
治
に
お
け
る
価
値
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い
と
し

て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
資
本
主
義
や
市
場
経
済
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
が
経
済
活
動
を
積
極
的
に

評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
は
自
由
な
経
済
活
動
や
富
を
容
認
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
警
戒
感
を
捨

て
な
か
っ
た
点
で
あ
る
（
41
）

。

そ
し
て
、
も
う
一
点
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
違
い
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
宗
教
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
宗
教
に
対
す
る
熱
心
さ
は
保
守
主
義
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
全
体
の
特
徴
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

新
保
守
主
義
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
の
政
治
哲
学
者
ラ
ッ
セ
ル
・
カ
ー
ク
は
、
次
の
よ
う
に
保
守
主
義
を
定
義
し
て
い
る
（
42
）

。
保
守
主
義

と
は
、
第
一
に
人
間
の
良
心
と
社
会
が
神
の
意
思
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
二
に
、
画

一
性
や
平
等
主
義
、
功
利
主
義
な
ど
と
は
一
線
を
画
し
て
、
伝
統
の
持
つ
多
様
性
や
神
秘
性
に
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
第
三
に
、

文
明
社
会
に
は
秩
序
と
階
級
が
必
要
で
あ
り
、
平
等
と
呼
べ
る
も
の
は
道
徳
的
平
等
の
み
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、

政
治
の
積
極
的
な
介
入
に
よ
る
社
会
的
平
等
の
実
現
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
第
四
と
し
て
私
有
財
産
の
肯
定
と
自
由
が
不
可

分
な
も
の
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
第
五
に
、
時
効
概
念
へ
の
信
頼
と
、
空
理
空
論
を
弄
ぶ
「
哲
学
屋
」（sophister

）
な
ら
び
に
極
端
な
合

理
主
義
を
採
用
す
る
「
計
算
屋
」（calculator

）
へ
の
不
信
が
あ
る
。
最
後
に
、
第
六
と
し
て
、
変
化
（change

）
と
改
革
（reform

）
は

五
三
八
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同
一
の
も
の
で
は
な
く
、
革
新
（innovation

）
は
人
間
を
絶
望
へ
と
誘
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
真
の
変
化
を
実
現
で
き
る
の
は
た
だ
神

意
（P

rovidence

）
の
み
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
々
木
毅
は
、
伝
統
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
保
守
主
義
思
想
家
と
し
て

カ
ー
ク
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
43
）

。
伝
統
主
義
的
な
保
守
主
義
は
、
ユ
ダ
ヤ
│
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
秩
序
へ
の
服
従
を
強
く
要
求
し
、
世
俗
主

義
や
人
間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
け
ば
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
批
判
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
自
由

の
比
重
が
低
下
し
て
し
ま
う
た
め
、
自
由
を
何
に
対
し
て
、
い
か
に
、
ど
の
程
度
ま
で
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
浮
上

す
る
。
そ
こ
で
伝
統
主
義
は
道
徳
や
倫
理
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
政
治
に
お
い
て
は
分
権
主
義
・
多
元
主
義
を
主
張
し
、
経
済
に
お
い

て
は
市
場
機
構
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
佐
々
木
は
、
伝
統
主
義
に
は
自
由
へ
の
厳
し
い
批
判
と
賞
讃
が
同
居
す
る

「
ア
メ
リ
カ
的
特
徴
」
が
現
わ
れ
て
い
る
と
し
、
伝
統
主
義
的
保
守
主
義
が
中
央
集
権
化
や
政
府
に
よ
る
経
済
介
入
、
思
想
信
条
の
絶
対

的
自
由
を
唱
え
て
い
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
正
反
対
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
カ
ー
ク
自
身
は
、
自
ら
の
政
治
思
想
が
バ
ー
ク
の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
事
実
、
カ
ー
ク
に

よ
る
保
守
主
義
の
定
義
と
前
節
ま
で
に
紹
介
し
た
バ
ー
ク
の
思
想
は
き
わ
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
一
般
に
、
資
本
主
義
や
市
場
経
済
の
称

揚
は
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
ー
ク
の
保
守
主
義
に
お
い
て
は
定
義
の
う
ち
の
一
項
目
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
五

項
目
は
宗
教
的
・
規
範
的
な
内
容
の
も
の
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
違
い
を
列
挙
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
確
か
に
多
く
の
相
違
点
が
挙
げ
ら
れ
る
に
違
い

な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
保
守
主
義
は
、
社
会
や
政
治
の
形
態
が
地
域
や
時
代
と
い
っ
た
状
況
的
要
因
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
そ
の
展
開

が
多
様
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
当
然
視
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
国
・
各
地
域
の
保
守
主
義
の
違
い
を
殊
更
に
強
調
す
る
よ
り
も
、
そ

れ
ら
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
本
質
的
な
共
通
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
に
通
底
す

五
三
九
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る
点
と
は
何
よ
り
も
人
間
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の
認
識
は
完
全
で
あ
る
神
に
対
し
て
被
造
物
で
あ
る
人
間
は
決
し

て
完
全
性
を
獲
得
で
き
な
い
と
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
観
に
基
づ
い
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
社
会
主
義
革
命
、
毛
沢
東
体
制
、
そ
し
て
現
代
の
新
保
守
主
義
と
い
っ
た
近
代
以
降
の
政
治

思
想
や
政
治
的
事
象
は
い
ず
れ
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
想
定
し
、
善
悪
二
元
論
的
な
思
考
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
千
年
王
国
主
義
」
が

原
因
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
保
守
主
義
（
右
派
）
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、
右
派
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
構
想
に
反
対
す
る
も
の
と
自
己
定
義
し
て
き
た
。
…
か
つ
て
右
派
は
人
間
の
弱
さ
を

現
実
的
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
進
歩
の
展
望
に
関
し
て
は
懐
疑
主
義
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
変
化
は
何
で
あ
れ
、
い
つ
も

抵
抗
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
燦
々
と
輝
く
高
み
へ
と
向
か
う
進
展
と
し
て
歴
史
を
捉
え
る
考
え
に
対
し
て
は
、
ど
ん
な
も
の

で
あ
れ
、
固
く
拒
絶
し
た
。
代
わ
り
に
政
治
を
人
間
の
不
完
全
性
の
事
実
に
対
処
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
考
え
て
い
た
。
こ
う
し

た
見
方
は
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
考
え
が
保
守
主
義
の
思
想
家
に
見
出
さ
れ
る
と

き
は
、
こ
う
し
た
信
念
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
宗
教
的
で
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
右
派
は
人
間
本
性
の
欠
陥
を
克
服
す

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
44
）

。

グ
レ
イ
は
、
新
保
守
主
義
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
保
守
主
義
が
、
本
来
の
保
守
主
義
の
思
想
的
伝
統
を
放
棄
し
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
追

求
を
歓
迎
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
グ
レ
イ
も
、
多
く
の
保
守
主
義
思
想
の
前
提
と
な
る
人
間
観
が
キ

リ
ス
ト
教
の
原
罪
思
想
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五
四
〇
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守
主
義
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け
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値
（
杉
本
）

（
一
八
八
九
）

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
本
来
の
保
守
主
義
と
は
「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
気
質
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。

グ
レ
イ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
に
基
づ
く
保
守
主
義
（
新
保
守
主
義
）
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
あ
え
て
保
守
主

義
か
ら
価
値
志
向
性
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
守
主
義
の
再
興
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
た
思
想
家
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
本
稿
の

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
思
想
は
当
為
の
学
・
批
判
の
学
と
し
て
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
の
意
義
を
著
し
く
損
な
う
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
い
て
、
宗
教
勢
力
が
大
き
な
発
言
力
と
影
響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
福
音
主

義
的
（evangelical

）
な
キ
リ
ス
ト
教
は
人
工
妊
娠
中
絶
や
同
性
愛
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
り
、
そ
の
信
者
は
保
守
と
し
て
共
和
党
を
支

持
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
近
年
は
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
層
に
も
宗
教
的
価
値
観
を
重
ん
じ
る
人
々
が
増
加
し
、
そ
れ

が
一
定
の
政
治
的
影
響
力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
（
45
）

。
宗
教
左
派
と
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
近
代
主
義
神
学
の
立
場
に
立
っ
て
比

較
的
自
由
な
聖
書
解
釈
を
許
容
し
、
中
絶
な
ど
に
は
否
定
的
な
姿
勢
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
貧
困
問
題
や
平
和
問
題
に
関
し
て
は
リ
ベ
ラ

ル
な
立
場
に
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
右
派
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
左
派
な
い
し
リ
ベ
ラ
ル
派
の
中
に
も
、
キ
リ
ス
ト

教
的
・
聖
書
的
価
値
に
基
づ
い
て
自
己
の
政
治
姿
勢
を
決
定
す
る
と
い
う
環
境
が
ア
メ
リ
カ
に
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
こ
と
は
宗
教
を
否
定
す
る
立
場
の
人
に
も
、
な
ぜ
神
や
宗
教
、
信
仰
を
否
定
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
理
屈
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
や
社

会
に
関
す
る
議
論
で
は
、
価
値
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
政
治
に
お
け
る
宗
教
の
存
在
感
の
大
き
さ

に
懸
念
を
抱
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
逆
に
い
え
ば
ア
メ
リ
カ
は
価
値
に
関
す
る
議
論
の
機
会
が
絶
え
ず
提
供
さ
れ
て
い
る
社
会
だ
と
評

価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

五
四
一
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イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
は
、
バ
ー
ク
の
よ
う
な
政
治
思
想
的
保
守
主
義
と
は
思
想
的
源
流
を
異
に
す
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
保
守
主
義
が

存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ル
ト
ンIzaak W

alton

（
一
五
九
三
│
一
六
八
三
）
や
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ルT

hom
as 

C
arlyle

（
一
七
九
五
│
一
八
八
一
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
一
見
政
治
と
は
無
関
係
な
、
い
わ
ば
「
生
き
方
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
保
守
主

義
で
あ
る
（
46
）

。
そ
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
や
グ
レ
イ
の
思
想
は
、
政
治
思
想
的
な
保
守
主
義
よ
り
も
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
や
カ
ー
ラ
イ
ル
ら
の
非

政
治
思
想
的
保
守
主
義
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
治
思
想
的
保
守
主
義
も
、
そ
の
下
部
に
は

ウ
ォ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
保
守
思
想
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
い
う
「
保
守
的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
気
質
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
際
に
政
治
や
社
会
に
お
い
て
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
る
保
守
主
義
、
す
な
わ
ち
政
治
思
想
と
し
て
の
保
守
主
義
は
、
や
は

り
価
値
志
向
性
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
保
守
主
義
は
価
値
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
で
初
め
て
、
当
為
の
学
、
そ
し

て
批
判
の
学
と
し
て
の
政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
役
割
を
全
う
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

か
つ
て
、
新
渡
戸
稲
造
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
学
者
と
交
わ
し
た
会
話
の
経
験
か
ら
『
武
士
道
』
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
（
47
）

。
日
本
の
学
校

教
育
で
は
宗
教
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
語
る
新
渡
戸
に
対
し
、
ベ
ル
ギ
ー
の
法
学
者
は
宗
教
な
し
で
ど
の
よ
う
に
道
徳
教
育
を
授
け

る
の
か
と
驚
き
を
示
す
。
こ
の
時
、
こ
の
問
い
に
適
切
な
回
答
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
新
渡
戸
は
、
教
育
の
中
に
宗
教
が
登
場
し

な
い
日
本
で
は
、
武
士
道
が
道
徳
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
武
士
道
が
日
本
に
お
い
て
道
徳
観
を
形
成
し
た
と

い
う
新
渡
戸
の
見
解
へ
の
評
価
は
と
も
か
く
、
日
本
社
会
に
お
い
て
宗
教
的
価
値
体
系
が
明
確
か
つ
直
接
に
政
治
・
社
会
理
論
を
形
成
し
、

ま
た
そ
れ
に
関
し
て
広
く
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
い
難
い
。

五
四
二



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
一
）

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の
根
底
に
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
が
根
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に

記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
啓
典
に
基
づ
く
宗
教
で
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
は
明
確
な
価
値
規
範
体
系
が
存
在
し
て
い
る
。

当
然
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
よ
う
な
政
治
思
想
は
自
ず
と
そ
の
価
値
観
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
保
守
主
義

と
い
う
政
治
思
想
は
、
そ
れ
自
体
が
価
値
規
範
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
保
守
主
義
と
い
う
社
会
的
・
政
治
的
に
有
力
な
思
想
の

本
質
的
な
性
格
が
、
価
値
内
在
的
で
あ
る
意
味
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

本
稿
の
目
的
は
、
特
定
の
宗
教
や
そ
の
価
値
観
、
ま
た
特
定
の
政
治
思
想
を
支
持
す
る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
の
意
図
は
、

当
為
の
学
、
批
判
の
学
と
し
て
の
政
治
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
立
場
が
重
視
す
る
価
値
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
や
政

治
に
お
け
る
様
々
な
議
論
の
活
性
化
さ
せ
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
る
。

今
日
の
日
本
に
お
け
る
社
会
・
政
治
に
関
す
る
議
論
の
多
く
は
具
体
的
な
政
策
論
争
で
あ
り
、
特
定
の
価
値
規
範
に
則
っ
た
論
争
は
忌

避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、
価
値
的
な
裏
付
け
な
し
に
、
社
会
や
政
治
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
今
後
困
難
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
環
境
の
大
規
模
か
つ
急
激
な
変
化
が
常
態
化
し
、
既
存
の
社
会
秩
序
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
継

続
的
に
発
生
し
て
い
る
た
め
、
社
会
や
人
間
の
あ
り
方
に
関
す
る
価
値
的
問
題
が
議
論
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
時
、
価
値
に
関
す
る
議
論
に
対
し
て
何
の
準
備
も
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
議
論
は
「
感
情
」
と
「
計
算
」
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
政
治
思
想
と
し
て
の
保
守
主
義
が
批
判
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

（
1
） S

andel, M
ichael J., D

em
ocracy’s D

iscon
ten

t, A
m

erica in
 S

earch
 of a P

u
blic P

h
ilosoph

y 

（C
am
bridge, T

he B
elknap P

ress 

五
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
九
二
）

of H
arvard U

niversity P
ress, 1998

）, pp. 7-8. 

〔
マ
イ
ケ
ル
・
Ｊ
・
サ
ン
デ
ル
『
民
主
政
の
不
満　

公
共
哲
学
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
（
上
）
手

続
き
的
共
和
国
の
憲
法
』
金
原
恭
子
・
小
林
正
弥
監
訳
（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
六
│
七
頁
〕。

（
2
） O

akeshott, M
ichael, R

ation
alism

 in
 politics an

d
 oth

er essays, N
ew

 an
d

 E
xpan

d
ed

 E
d

ition 

（Indianapolis, L
iberty F

und, 

1991
）, p. 407. 

〔
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
『
保
守
的
で
あ
る
こ
と　

政
治
的
合
理
主
義
批
判
』
澁
谷
浩
・
奥
村
大
作
・
添
谷
育
志
・
的
射
場

敬
一
訳
（
昭
和
堂
、
一
九
八
八
年
）
一
七
一
頁
〕。

（
3
） 

Ibid
., pp. 408-409. 

〔
邦
訳
一
七
三
頁
〕。

（
4
） 

Ibid
., pp. 11-15. 

〔
邦
訳
一
│
一
六
頁
〕。

（
5
） 

Ibid
., pp. 15-16. 

〔
邦
訳
一
六
頁
〕。

（
6
） 

Ibid
., pp. 9-10. 

〔
邦
訳
八
│
一
〇
頁
〕。

（
7
） 

中
金
聡
『
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）
一
一
七
│
一
一
八
頁
。

（
8
） O

akeshott, op. cit., pp. 423-424. 
〔
邦
訳
一
九
二
│
一
九
三
頁
〕。

（
9
） 

ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
脱ラ
　
イ
　
シ
　
テ

宗
教
性
の
歴
史
』
三
浦
信
孝
・
伊
達
聖
伸
訳
（
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
│

三
一
頁
。

（
10
） R

ousseau, Jean-Jacques, Œ
u

vres com
plètes, t. III （D

u
 C

on
trat S

ocial ou
 P

rin
cipes d

u
 d

roit poltiqu
e

）, B
iblioth

èqu
e d

e 

la P
léiad

e 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 2004

）, p. 468.  

〔
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四

年
）
一
九
一
頁
〕。

（
11
） 

ル
ソ
ー
は
、
内
面
的
信
仰
と
し
て
の
「
人
間
の
宗
教
」
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会
統
合
は
実
現
さ
れ
な
い
と
し
て
、
市
民
宗

教
を
提
唱
し
た
。
伊
達
聖
伸
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
〔
伊
達
聖
伸
『
ラ
イ
シ
テ
、
道
徳
、
宗
教
学　

も

う
ひ
と
つ
の
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宗
教
史
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
四
七
│
四
九
頁
〕。
第
一
に
、
人
間
の
宗
教
と
市
民
宗
教
は
そ
れ
ぞ
れ
領

分
を
異
に
し
な
が
ら
も
両
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
公
私
の
明
確
な
分
離
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
公
私
の
分

離
は
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。
ル
ソ
ー
は
近
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
宗
教
を
思
い
描
い
て
お
り
、
彼
の
思
想
に
お
い
て

五
四
四



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
三
）

は
政
治
の
領
域
に
明
示
的
に
宗
教
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
に
お
い
て
、
市
民
宗
教
は
制
度
と
し
て
構
想
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
「
司
祭
の
宗
教
」
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
寛
容
を
旨
と
し
、
社
交
性
を
重
ん
じ
る
。
第
四
に
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
宗
教
に
は
不
寛
容
な
側
面
が
あ
り
、
不
信
仰
者
の
排
除
と
い
っ
た
暴
力
に
転
化
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
伊
達
は
ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
モ
デ
ル
は
ラ
イ
シ
テ
の
先
駆
だ
と

い
え
る
が
、
政
治
と
宗
教
と
の
密
接
な
結
び
付
き
を
認
め
る
点
で
、
ラ
イ
シ
テ
に
反
す
る
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
市
民
宗
教
は
そ
の
暴
力
的
な
側

面
か
ら
宗
教
的
多
元
主
義
を
困
難
に
す
る
た
め
、
宗
教
的
自
由
を
尊
重
す
る
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
か
ら
は
遠
ざ
か
る
。
だ
が
、
ラ
イ
シ
テ
に
は
国
民

の
精
神
形
成
の
一
元
化
を
目
指
し
て
既
存
の
宗
教
を
弾
圧
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
と
暴
力
的
な
市
民
宗
教
は
重

な
り
う
る
。

（
12
） 

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
ト
ン
『
不
完
全
性
の
政
治
学　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
の
二
つ
の
伝
統
』
岩
重
政
敏
訳
（
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）

一
〇
│
一
一
頁
。

（
13
） 

ク
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
書
、
一
五
│
一
九
頁
。

（
14
） O

akeshott, op. cit., p. 428. 

〔
邦
訳
一
九
九
頁
〕。

（
15
） 

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
連
合
王
国
に
つ
い
て
は
「
イ
ギ
リ
ス
」
も
し
く
は
「
英
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
連
合
王
国
内
の
各
地
域
に
つ
い
て
は

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」「
ウ
ェ
ー
ル
ズ
」「（
北
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
い
う
表
記
を
使
う
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
に
関
し
て
は
、C
hurch of E

ngland

に
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
」、C

hurch of S
cotland

に
は
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
教
会
」、

C
hurch of Ireland

に
は
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
教
会
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
国
や
地
域
と
は
無
関
係
に
、
教
会
制
度
と
し
て
の
国
教
会
に
つ

い
て
触
れ
る
場
合
は
「
国
教
会
」
も
し
く
は
「
国
教
会
制
度
」
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
。

（
16
） B
urke, E

d
m

u
n

d
, R

efl ection
s on

 th
e R

evolu
tion

 in
 F

ran
ce 

（O
xford, O

xford U
niversity P

ress, 1993

）, p. 92. 

〔
エ
ド
マ
ン
ド
・

バ
ー
ク
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
半
澤
孝
麿
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
）
一
一
八
頁
〕。

（
17
） 

Ibid
., pp. 78-79. 

〔
邦
訳
一
〇
〇
頁
〕。

（
18
） 

Ibid
., p. 90. 

〔
邦
訳
一
一
四
頁
〕。

五
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
九
四
）

（
19
） 

Ibid
., p. 91. 

〔
邦
訳
一
一
七
頁
〕。

（
20
） 

岸
本
広
司
『
バ
ー
ク
政
治
思
想
の
展
開
』（
お
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
九
八
頁
。

（
21
） B

urke, op. cit., p. 87. 

〔
邦
訳
一
一
一
頁
〕。

（
22
） 

Ibid
., p. 99. 

〔
邦
訳
一
二
六
頁
〕。
引
用
内
の
注
は
、
本
稿
著
者
に
よ
る
。

（
23
） 

Ibid
., p. 92. 

〔
邦
訳
一
一
八
頁
〕。

（
24
） C

ecil, L
ord H

ugh R
ichard H

eathcote, C
on

servatism
 

（H
ardpress P

ublishing, 2012

）, p. 54.

（
25
） 

Ibid
., p. 29.

（
26
） 

Ibid
., p. 74.

（
27
） 

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
守
主
義
が
ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
認
め
て
い
る

〔O
akeshott, op. cit., p. 423. 

邦
訳
一
九
二
頁
〕。
ま
た
、
彼
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
宗
教
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た
い

〔N
eill, E

dm
und, M

ich
ael O

akesh
ott 
（N

ew
 Y
ork, C

ontinuum
, 2010

）, p. 3

〕。

（
28
） B

urke, op. cit., pp. 11-12. 

〔
邦
訳
一
五
頁
〕。

（
29
） C

ecil, op. cit. p. 75.

（
30
） 

Ibid
., p. 91.

（
31
） 

バ
ー
ク
の
信
仰
や
宗
教
観
を
考
え
る
上
で
、
彼
の
出
自
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
〔
中
野
好
之
『
評
伝
バ
ー
ク　

ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の

時
代
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
四
七
│
五
一
頁
〕。
バ
ー
ク
は
、
弁
護
士
を
開
業
す
る
と
い
う
職
業
上
の
事
情
か
ら

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
系
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
教
会
（C

hurch of Ireland

）
に
改
宗
し
た
父
リ
チ
ャ
ー
ド
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

侵
略
の
中
で
も
篤
い
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
保
っ
て
い
た
家
系
出
身
の
メ
ア
リ
・
ネ
ー
グ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
当
時
の
慣
習
で
は
、
両
親
の
信

仰
が
異
な
る
場
合
、
男
子
は
父
親
の
、
女
子
は
母
親
の
信
仰
に
従
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、
バ
ー
ク
は
国
教
会
信
徒
と
し
て
幼
少
期
を
送
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
宗
教
環
境
で
幼
少
年
時
代
を
送
っ
た
バ
ー
ク
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
政
治
と
宗
教
に
は
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

（
32
） K

irk, R
ussell, T

h
e C

on
servative M

in
d 

（B
N
 P
ublishing, 2008

）, pp. 29-30.

五
四
六



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
五
）

（
33
） B

urke, op. cit., p. 80. 

〔
邦
訳
一
〇
二
頁
〕。

（
34
） 

も
ち
ろ
ん
、
ル
ソ
ー
が
人
間
の
完
全
性
を
肯
定
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
理
解
は
誤
り
で
あ
る
。
彼
が
市
民
宗
教
を
構
想
し
た
の
も
、
人
間
が
そ

の
社
会
性
に
よ
っ
て
必
然
的
に
堕
落
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
社
会
契
約
説
は
、
人
間

や
人
間
の
作
為
を
か
な
り
肯
定
的
に
把
握
す
る
と
い
う
前
提
な
し
に
は
決
し
て
成
立
し
え
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
の
問
題
を
宗
教
的
権
威
や
神
学
的

権
威
か
ら
分
離
し
て
、
完
全
に
人
間
の
営
み
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
世
俗
的
統
治
」（C

ivil G
overnm

ent

）
の
た
め
の
理
論

と
し
て
の
で
あ
っ
た
〔
加
藤
節
『
近
代
政
治
哲
学
と
宗
教　

一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
お
け
る
「
宗
教
批
判
」
の
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
九
年
）
五
│
六
頁
〕。

（
35
） 

塚
田
理
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教　

ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
と
そ
の
特
質
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
四
四
│
五
四
頁
。

（
36
） 

以
下
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
に
関
し
て
は
、
塚
田
・
前
掲
書
、
浜
林
正
夫
『
イ
ギ
リ
ス
宗
教
史
』（
大
月
書
店
、
一
九
八
七
年
）
な
ら
び
に

青
山
武
憲
「
英
国
と
英
国
教
会
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
三
巻
、
九
│
四
七
頁
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

（
37
） 

塚
田
、
前
掲
書
、
九
八
頁
。

（
38
） C

ecil, op. cit., pp. 104-105.

（
39
） 

世
俗
権
に
対
し
て
教
義
上
の
独
立
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
は
国
家
の
干
渉
を
度
々

受
け
て
き
た
が
、
二
十
世
紀
後
半
以
降
は
よ
り
自
立
性
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
の
勝
利
を
祝
う

礼
拝
を
行
な
っ
た
際
、
時
の
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
は
イ
ギ
リ
ス
が
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
戦
争
を
選
択
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
そ
の
こ
と
を

懺
悔
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
の
和
解
を
祈
る
旨
の
説
教
を
行
っ
て
い
る
〔
塚
田
、
前
掲
書
、
四
六
五
│
四
六
六
頁
〕。

（
40
） 

保
守
主
義
と
宗
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
岡
勲
に
よ
る
論
考
が
存
在
し
て
い
る
〔
北
岡
勲
「
政
治
的
保
守
主
義
と
宗
教
」（『
法
学

紀
要
』
第
三
十
八
巻
、
一
九
九
六
年
）
三
八
三
│
四
〇
八
頁
〕。
こ
こ
で
は
、
バ
ー
ク
や
セ
シ
ル
の
著
作
の
考
察
を
通
し
て
、
政
治
的
保
守
主
義
が

宗
教
と
の
強
い
つ
な
が
り
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ク
イ
ン
ト
ン
の
議
論
を
参
照
し
て
、
保

守
主
義
と
宗
教
と
の
間
に
は
連
関
は
あ
る
が
、
必
然
的

0

0

0

連
関
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
北
岡
の
論
考
に
お
い
て
は
、
政
治
と
宗
教
と
の
間
に
は
支

持
関
係
と
共
に
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
点
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
は
な
い
。

五
四
七



政
経
研
究　
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四
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四
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（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
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六
）

（
41
） 

ク
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
者
と
は
法
的
規
制
に
反
対
す
る
自
由
企
業
や
所
有
権
の
擁
護
論
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
が
、
ボ
リ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
に
至
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
者
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
貨
幣
所
有
階
級
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
だ
と
し
て
、
急
進
的
な
教
条
主
義
と
並
べ
て
批
判
し
て
い
た
〔
ク
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
書
、
一
三
六
│
一
三
七
頁
〕。
ま
た
、
佐
々
木
毅
は
、
ア

メ
リ
カ
の
保
守
主
義
は
そ
の
源
流
と
し
て
バ
ー
ク
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
ア
メ

リ
カ
の
保
守
主
義
が
経
済
活
動
を
中
心
と
し
た
経
済
活
動
の
自
由
と
夜
警
国
家
的
な
「
小
さ
な
政
府
」
の
主
張
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
〔
佐
々
木
毅

『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
二
四
│
二
五
頁
〕。

（
42
） K

irk, op. cit., pp. 7-8.

（
43
） 

佐
々
木
、
前
掲
書
、
三
〇
│
三
一
頁
。

（
44
） G

ray, John, B
lack M

ass, A
pocalyptic R

eligion
 an

d
 th

e D
eath

 of U
topia 

（L
ondon, P

enguin, 2008

）, p. 44. 

〔
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
政
治
の
終
焉　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
神
話
』
松
野
弘
監
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
四
五
│
四
六
頁
〕。

（
45
） 

堀
内
一
史
『
ア
メ
リ
カ
と
宗
教　

保
守
化
と
政
治
化
の
ゆ
く
え
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
二
四
六
│
二
六
七
頁
。

（
46
） 

た
だ
し
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
関
す
る
著
作
も
著
し
て
い
る
。

（
47
） 

新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
矢
内
原
忠
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
）
一
一
│
一
三
頁
。

【
参
考
文
献
一
覧
】

ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
脱ラ
　
イ
　
シ
　
テ

宗
教
性
の
歴
史
』
三
浦
信
孝
・
伊
達
聖
伸
訳
（
白
水
社
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
二
〇
〇
九
年
）

B
urke, E

d
m

u
n

d
, R

efl ection
s on

 th
e R

evolu
tion

 in
 F

ran
ce 

（O
xford, O

xford U
niversity P

ress, 1993

） 〔
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
半
澤
孝
麿
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
）〕

カ
ー
ラ
イ
ル
『
衣
服
哲
学
』
石
田
憲
次
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
四
六
年
）

C
ecil, L

ord H
ugh R

ichard H
eathcote, C

on
servatism

 

（H
ardpress P

ublishing, 2012

）

伊
達
聖
伸
『
ラ
イ
シ
テ
、
道
徳
、
宗
教
学　

も
う
ひ
と
つ
の
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宗
教
史
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
） 五

四
八



政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
（
杉
本
）

（
一
八
九
七
）

G
ray, John, B

lack M
ass, A

pocalyptic R
eligion

 an
d

 th
e D

eath
 of U

topia 

（P
enguin, 2008

）〔
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
政
治
の

終
焉　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
神
話
』
松
野
弘
監
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）〕

浜
林
正
夫
『
イ
ギ
リ
ス
宗
教
史
』（
大
月
書
店
、
一
九
八
七
年
）

堀
内
一
史
『
ア
メ
リ
カ
と
宗
教　

保
守
化
と
政
治
化
の
ゆ
く
え
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）

加
藤
節
『
近
代
政
治
哲
学
と
宗
教　

一
七
世
紀
社
会
契
約
説
に
お
け
る
「
宗
教
批
判
」
の
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）

K
irk, R

ussell, T
h

e C
on

servative M
in

d 

（B
N
 P
ublishing, 2008

）

岸
本
広
司
『
バ
ー
ク
政
治
思
想
の
展
開
』（
お
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）

マ
ン
ハ
イ
ム
『
保
守
主
義
的
思
考
』
森
博
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
）

マ
ン
ハ
イ
ム
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
高
橋
徹
・
徳
永
恂
訳
（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
六
年
）

中
金
聡
『
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）

中
野
好
之
『
評
伝
バ
ー
ク　

ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
時
代
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

N
eill, E

dm
und, M

ich
ael O

akesh
ott 

（N
ew
 Y
ork, C

ontinuum
, 2010

）

新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
矢
内
原
忠
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
）

O
akeshott, M

ichael, R
ation

alism
 in

 politics an
d

 oth
er essays, N

ew
 an

d
 E

xpan
d

ed
 E

d
iton 

（Indianapolis, L
iberty F

und, 1991

） 

〔
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
『
政
治
に
お
け
る
合
理
主
義
』
嶋
津
格
・
森
村
進
・
名
和
田
是
彦
・
玉
木
秀
敏
・
田
島
正
樹
・
杉
田
秀
一
・
石
山

文
彦
・
桂
木
隆
夫
訳
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
八
年
）〕

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
ト
ン
『
不
完
全
性
の
政
治
学　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
の
二
つ
の
伝
統
』
岩
重
政
敏
訳
（
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）

R
ousseau, Jean-Jacques, Œ

u
vres com

plètes, t. III （D
u

 C
on

trat S
ocial ou

 P
rin

cipes d
u

 d
roit poltiqu

e

）, B
iblioth

èqu
e d

e la 

P
léiad

e 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 2004

） 〔
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
）〕

S
andel, M

ichael J., D
em

ocracy’s D
iscon

ten
t, A

m
erica in

 S
earch

 of a P
u

blic P
h

ilosoph
y 

（C
am
bridge, T

he B
elknap P

ress of 

H
arvard U

niversity P
ress, 1998

） 〔
マ
イ
ケ
ル
・
Ｊ
・
サ
ン
デ
ル
『
民
主
政
の
不
満　

公
共
哲
学
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
（
上
・
下
）』
金
原
恭

五
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
九
八
）

子
・
小
林
正
弥
監
訳
（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）〕

佐
々
木
毅
『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）

曽
村
充
利
『
釣
り
師
と
文
学　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
源
流
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
研
究
』（
聖
公
会
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

塚
田
理
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教　

ア
ン
グ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
と
そ
の
特
質
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）

〔
論　

文
〕

青
柳
か
お
り
「
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ッ
カ
ー
と
教
会
統
治
の
可
変
性　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
時
代
的
継
続
と
空
間
的
拡
大
」（『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』

第
三
十
号
、
二
〇
〇
七
年
）
一
七
│
二
九
頁

青
山
武
憲
「
英
国
と
英
国
教
会
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
十
三
巻
、
二
〇
一
一
年
）
九
│
四
七
頁

北
岡
勲
・
吉
野
篤
「
ク
イ
ン
ト
ン
「
不
完
全
の
政
治
学
」
解
題
」（『
政
経
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
三
号
、
一
九
八
五
年
）
五
七
八
│
六
〇
一
頁

北
岡
勲
「
政
治
的
保
守
主
義
と
宗
教
」（『
法
学
紀
要
』
第
三
十
八
巻
、
一
九
九
六
年
）
三
八
三
│
四
〇
八
頁

中
金
聡
「
偶
然
性
と
政
治
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
〇
八
年
）
五
九
│
八
三
頁

R
ussello, G

erald J., “R
ussell K

irk and T
erritorial D

em
ocracy,” P

u
bliu

s, T
h

e Jou
rn

al of F
ed

eralism
, V
ol. 34, N

o. 4 

（2004

）, 

O
xford U

niversity P
ress, pp. 109-124 

五
五
〇



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
八
九
九
）

二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る

仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究

宮　
　

脇　
　
　
　
　

健

1
．
問
題
意
識

本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
発
生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
現
在
はA

/H
1N
1 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
に
お
け
る
仙
台
市
の
広
報
対

応
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
仙
台
市
の
広
報
対
応
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
広
報
対
応
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
本
稿
で
使
用
す
る
広
報
対
応
は
、
行
政
が
実
施
す
る
対
応
（
行
政
対
応
）
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
に
発
生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
取
り
組
み
は
、
後
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
「
仙
台
方
式
」

五
五
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
〇
〇
）

と
名
づ
け
ら
れ
、
そ
の
独
自
と
も
い
え
る
行
政
対
応
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
国
が
二
〇
〇
五
年
に
鳥
由
来
のH

5N
1 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
想
定
と
し
た
「
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
都
道
府
県
に
対
し
て
も
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」

の
作
成
を
求
め
、
宮
城
県
も
二
〇
〇
五
年
に
「
宮
城
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
応
行
動
計
画
を
」
を
作
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
事
前
に
発
生
す
る
想
定
の
も
と
、
国
と
都
道
府
県
を
中
心
に
計
画
が
進
ん
で
お
り
、
市
町
村
に
関
し
て
は
直
接
的
に

事
前
計
画
の
作
成
義
務
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仙
台
市
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
起
こ
っ
た
場
合
、
人
々
の
健
康
や
社
会

経
済
の
機
能
に
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
あ
た
え
る
可
能
性
を
鑑
み
て
、「
市
民
の
健
康
を
守
り
、
安
全
、
安
心
を
確
保
す
る
た
め
」
に
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
高
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
国
及
び
県
の
計
画
等
と
調
和
を
図
り
対
応
す

る
方
針
を
決
め
た
（
仙
台
市　

二
〇
〇
六
ａ
、
一
頁
）。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇
六
年
に
「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る

基
本
方
針
」
を
作
成
し
、
以
後
、
仙
台
市
は
国
や
県
と
連
携
を
と
り
つ
つ
も
独
自
の
方
針
を
う
ち
だ
し
、
実
際
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
対
応
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
厚
生
労
働
省　

二
〇
一
〇
ａ
、
二
一
頁
）。

そ
こ
で
本
稿
は
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
応
、
と
り
わ
け
、
広
報
対
応
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
策
と
し
て
、
う
が
い
や
手
洗
い
、
十
分
な
休
養
、
感
染
し
た
と
思
わ
れ
る
人
の
マ
ス
ク
着
用
な
ど
、
個
人
レ
ベ
ル
で

の
対
応
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
々
の
予
防
意
識
の
高
さ
が
感
染
の
拡
大
防
止
に
な
る
。
た
だ
し
、
ひ
と
た
び
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
す
れ
ば
、
人
の
移
動
が
流
動
的
な
現
代
社
会
に
お
い
て
、
蔓
延
す
る
可
能
性
が
高
い
。
ゆ
え
に
、
国
や
地
方
自
治

体
が
中
心
と
な
っ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
特
に
、
二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
よ
う
に
海
外
（
メ
キ

シ
コ
）
で
発
生
し
、
当
初
考
え
ら
れ
て
い
た
毒
性
と
異
な
る
場
合
（
1
）

、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
そ
の
も
の
に
関
す
る
情
報
、
国
や
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二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
〇
一
）

地
方
自
治
体
の
対
応
に
関
す
る
情
報
、
感
染
地
域
の
情
報
、
個
人
が
出
来
る
予
防
策
の
情
報
な
ど
、
人
々
が
身
を
守
る
た
め
に
は
国
や
地

方
自
治
体
に
よ
る
情
報
の
伝
達
手
段
と
し
て
の
広
報
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
（
2
）

。
ま
た
、
広
報
は
そ
の
性
質
上
、
情
報
を
扱
う
た

め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
ら
ず
全
て
の
行
政
対
応
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
（
3
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
が
人
々
に
行
き
わ
た
る
過
程
は

行
政
対
応
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
仙
台
市
が
行
な
っ
た
二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
広
報
対
応
、
と
り
わ
け
、

事
前
対
応
策
（
事
前
準
備
）
と
事
後
対
応
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

関
す
る
広
報
対
応
に
は
い
か
な
る
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
更
に
、
仙
台
市
の
広
報
対
応
を
踏
ま
え
、

二
〇
一
二
年
八
月
に
実
施
し
た
仙
台
市
医
師
会
会
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
広

報
対
応
は
医
師
か
ら
見
て
、
市
民
に
対
し
て
ど
の
程
度
影
響
が
あ
っ
た
の
か
考
察
す
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、「
仙
台
方
式
」
と
い
わ
れ
る
仙
台
市
の
独
自
の
行
政
対
応
が
上
手
く
い
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
広
報
対
応
が
あ

て
は
ま
る
の
か
ど
う
か
検
討
し
た
い
。

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
本
研
究
で
使
用
す
る
「
広
報
」
と
は
国
や
地
方
自
治
体
が
国
民
、
住
民
に
対
し
て
行
う
情
報
伝
達
全
般
と

定
義
し
た
上
で
、
仙
台
市
の
広
報
対
応
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
分
析
、
考
察
す
る
。

2
．
行
政
広
報
と
リ
ス
ク

二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
仙
台
市
の
広
報
対
応
の
分
析
を
す
る
に
あ
た
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
よ
う
な
リ
ス

ク
（
4
）

に
関
す
る
情
報
の
伝
達
が
い
か
に
重
要
か
、
ま
ず
は
そ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
政
対
応
と
し
て
の
広
報
が
新
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型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
に
と
っ
て
情
報
を
知
る
有
効
な
源
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
そ
の
影
響
を
無
視
で
き
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
広
報
を
行
え
ば
よ
い
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
情
報
伝
達
が
市
民
に
対
し
て
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
す
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
限
ら
ず
、
人
々
は
あ
る
リ
ス
ク
が
迫
っ
た
際
に
、
そ
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
が
不
足
し
て
い
る
（
不
確
実

性
）、
ま
た
は
リ
ス
ク
に
対
す
る
科
学
的
な
知
見
が
不
足
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
（C

ohen　

二
〇
〇
二
）。
こ
の
よ
う
に
、
モ
ラ
ル
パ
ニ
ッ
ク
の
研
究
は
、
専
門
性
が
高
い
情
報
を
人
々
が
理
解
し
て
、
知
識
と
し
て
有
し
て
い
れ
ば
、

し
か
る
べ
き
対
応
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

「
欠
如
モ
デ
ル
（defi cit m

odel

）」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
欠
如
モ
デ
ル
」
は
、
あ
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
科
学
的
に
正
し
い
知
識
を
有
し
て

い
な
い
人
は
、
そ
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
理
解
が
十
分
に
な
い
た
め
に
、
非
合
理
的
な
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
に
た
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
科
学
的
に
正
し
い
知
識
を
人
々
に
植
え
付
け
よ
う
と
考
え
る
一
連
の
研
究
で
あ
る
（
藤
垣
ら　

二
〇
〇
五
：
二
〇
〇
八
）。

こ
の
「
欠
如
モ
デ
ル
」
に
従
え
ば
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
リ
ス
ク
を
人
々
が
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
に
関
す
る
人
々
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
あ
が
れ
ば
、
少
な
く
と
も
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
不
安
を
感
じ
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
5
）

。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
限
ら
ず
行
政
の
広
報
対
応
も
、
あ
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
提
供
し
、

そ
の
知
識
が
リ
ス
ク
を
個
人
的
に
回
避
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

様
々
な
情
報
へ
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
突
然
迫
り
く
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
そ
の
他
の
媒
体
か

ら
流
れ
る
行
政
か
ら
の
情
報
や
専
門
家
か
ら
の
情
報
に
頼
り
、
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
行
政
か

ら
出
さ
れ
る
情
報
は
人
々
に
と
っ
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
回
避
や
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
際
の
一
つ
の
手
段
と
な
る

五
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二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
〇
三
）

の
で
あ
る
。

で
は
、
仙
台
市
は
二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
情
報
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
事
前
準
備
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
事
前
対
応
と
し
て
、
仙
台
市
の
広
報
の
事
前
対
応
に
あ
た
る
「
仙
台
市
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
」、「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
広
報
計
画
」、
二
〇
〇
九
年
に
作
成
さ
れ
た
「
メ
デ
ィ

カ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
後
の
広
報
対
応
に
つ

い
て
分
析
を
行
い
、
仙
台
市
の
広
報
対
応
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
後
、
仙
台
市
の
診
療
所
の
医
師
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
か
ら
仙
台
市
の
広
報
対
応
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

3
．
仙
台
市
の
広
報
対
応
の
分
析

事
前
対
応
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
時
以
前
の
広
報
体
制
に
つ
い
て
）

以
下
で
は
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
応
の
事
前
対
応
策
で
あ
る
「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基

本
方
針
」、「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
広
報
計
画
」、
二
〇
〇
九
年
に
作
成
さ
れ
た
「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

に
書
か
れ
て
い
る
広
報
体
制
に
つ
い
て
概
観
し
、
分
析
を
す
る
。

ま
ず
、「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
対

応
とH

5N
1 

の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
対
応
を
分
け
て
事
前
対
応
策
を
練
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
が
二
〇
〇
九
年

二
月
に
改
訂
版
と
し
て
策
定
し
た
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」
は
、H

5N
1 

の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
ス
テ
ッ

プ
と
し
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
想
定
し
て
作
成
し
て
い
る
が
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
事
前
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
は
、

五
五
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高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
応
す
る
よ
う
な
、
フ
ェ
ー
ズ
分
類
を
し
て
い
る
（
仙
台
市　

二
〇
〇
八
、
五

│
六
頁
）。
ま
た
、
後
述
す
る
が
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
段
階
（
フ
ェ
ー
ズ
）
の
基
準
は
宮
城
県
の
行
動
計
画
と
連
動

し
て
い
る
。

以
上
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
の
全
体
的
な
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
基
本
方
針
に
お
け
る
広
報
に
関
す
る
事
前

対
応
策
を
見
て
い
く
と
、
フ
ェ
ー
ズ
ご
と
に
広
報
対
応
が
異
な
る
が
、
大
き
く
三
つ

の
対
応
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。（
図
表
1
参
照
）

ま
ず
、
国
外
で
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
高
病
原
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生

が
認
め
ら
れ
た
段
階
の
広
報
対
応
と
し
て
、「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の

対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
1
．「
仙
台
市
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
広
報
計
画
」
を
作
成
し
、「
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
発
生
段
階
ご
と

に
応
じ
た
広
報
活
動
を
行
う
」（
仙
台
市　

二
〇
〇
六
ａ
、
一
四
頁
）
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
今
後
、
国
内
も
し
く
は
県
内
（
市
内
）
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
入
っ
て
く

る
こ
と
を
想
定
と
し
た
広
報
体
制
を
確
立
す
る
事
前
策
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

そ
の
際
に
は
、
2
．
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
広
報
担
当
者
を
配
置
し
、
特
定
の
ス

ポ
ー
ク
ス
マ
ン
が
定
期
的
に
記
者
会
見
を
行
い
、
正
確
な
情
報
を
市
民
に
提
供
す
る

と
と
も
に
、
デ
マ
に
よ
る
混
乱
や
市
民
の
不
安
解
消
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

図表 1　フェーズＢ以降の基本的な対応

フェーズB以降の対応

1．「仙台市新型インフルエンザ広報計画」の作成

担当局：消防局（危機管理室）

関係局：総務局、健康福祉局

2．新型インフルエンザ広報担当者の配置

担当局：消防局（危機管理室）

関係局：総務局、健康福祉局

3．市長による発生時の緊急事態宣言

終息宣言等の記者会見の実施
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そ
し
て
、
3
．
市
長
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
の
緊
急
事
態
宣
言
と
終
息
宣
言
を
行
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
市
長
は
節
目

ご
と
に
記
者
会
見
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
市
民
に
対
し
て
仙
台
市
の
状
況
や
対
策
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
仙

台
市　

二
〇
〇
六
ａ
、
一
四
頁
）。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
報
道
機
関
と
連
携
し
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
状
況
等
の
最
新
情
報
を
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
市
民
に
伝
え
る
体
制
を
整
え
て
い
る
（
仙
台
市　

二
〇
〇
九
ａ
、
二
頁
）。
ま
た
、
1
〜
3
の
対
応
に
は
担
当
局
が
明
記
さ
れ

て
お
り
、
誰
が
何
を
行
う
の
か
役
割
分
担
を
明
確
化
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
い
え
る
。

政
府
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
会
議
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
と
広
報
官
の
情
報
発
信
に
お
け
る
役
割
分
担
が
不
明
確
で

あ
っ
た
と
い
う
指
摘
や
国
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
不
在
に
関
し
て
総
括
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
厚
生
労
働
省　

二
〇
一
〇
ｂ
）
を
考
慮
す
る
と
、

仙
台
市
の
広
報
に
関
す
る
事
前
対
応
策
は
、
情
報
を
誰
が
管
理
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
専
門
的
な
情
報
の
発
信
を
誰
が
す
る
の
か
、

役
割
が
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」
で
は
、
厚
生
労
働
省

内
に
広
報
担
当
官
を
置
き
、
情
報
の
一
元
化
を
図
る
と
と
も
に
、
広
報
担
当
か
ら
定
期
的
に
情
報
の
発
信
を
国
内
、
国
外
に
向
け
て
行
う

こ
と
（
厚
生
労
働
省　

二
〇
〇
九
ａ
、
一
八
頁
）
が
明
記
さ
れ
、
広
報
官
担
当
官
と
厚
生
労
働
大
臣
間
の
役
割
に
つ
い
て
明
確
化
さ
れ
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仙
台
市
に
お
い
て
も
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
情
報
が
一

元
化
出
来
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
記
者
会
見
等
を
確
認
し
、
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
事
後
対
応
の
分
析
の
際
に
こ
の
点
に
つ
い

て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

具
体
的
な
事
前
対
応

仙
台
市
の
広
報
対
応
に
つ
い
て
は
以
上
の
三
つ
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
図
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表
2
の
対
応
に
な
る
。

仙
台
市
が
定
め
る
フ
ェ
ー
ズ
Ｃ
段

階
ま
で
、
同
じ
広
報
対
応
を
と
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、

仙
台
市
の
具
体
的
な
広
報
対
応
に
つ

い
て
見
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
仙
台

市
の
フ
ェ
ー
ズ
設
定
は
県
の
定
め
る

フ
ェ
ー
ズ
設
定
と
同
じ
で
あ
り
、
広

報
を
行
う
に
あ
た
り
県
と
連
携
を

と
っ
て
実
施
す
る
た
め
の
計
画
に

な
っ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。

フ
ェ
ー
ズ
Ｃ
段
階
以
前
（
国
内
に

お
い
て
高
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
の
ヒ
ト
へ
の
感
染
被
害
が
発
生

し
て
い
る
段
階
）
に
お
い
て
、
仙
台

市
の
広
報
は
、
あ
く
ま
で
も
国
や
県

の
広
報
を
補
完
す
る
た
め
に
行
う
こ

図表 2　仙台市の新型インフルエンザ発生段階の基準と広報対応

市におけるフェーズ 広報体制と対応について

フェーズＡ（流行期前期） フェーズＣ以前

国内外ともに、高病原性鳥イン
フルエンザウイルスや新型イン
フルエンザウイルスによるヒト
への感染被害が発生していない
状態

対象者：医療関係者、事業者、一般市民
媒　体：市のホームページ、市政だより、記者クラブへの投
げ込み、講演会
方　法：市のホームページ、新聞、テレビ、ラジオを通じた
広報活動
　　　感染症対策に関する事業の普及啓発事業等の際の広報
 （発生当初段階）

フェーズＢ

国外において、高病原性鳥イン
フルエンザウイルスのヒトへの
感染被害が発生している状態

　　あらゆる広報媒体を通じた広報活動
　　新型インフルエンザ単独での普及啓発
 （知識の蓄積段階）
具体的な内容：
一般市民
・一般的な知識、予防方法等の普及啓発
・食糧、日用品等生活必需品の備蓄の啓発
 （知識の蓄積段階）
医療関係者
・BCPへの新型インフルエンザ対策の反映
・医師会を通じ説明会、パンフレットの配布
・従業員の感染時のバックアップ体制の啓発
事業者
・BCPへの新型インフルエンザ対策の反映
・従業員の感染時のバックアップ体制の啓発
・業界団体を通じて説明会、パンフレット配布
※大学、高校、専門学校等
集団発生を防ぐとともに、学生の帰郷など対策を図る取り組
みの啓発

フェーズＣ

国内（県内を含む）において高
病原性鳥インフルエンザウイル
スのヒトへの感染被害が発生し
ている状態

（「仙台市新型インフルエンザへの対応に関する基本方針」表 3、「仙台市新型イ

ンフルエンザ広報計画」を参照し宮脇が修正して作成）
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と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
み
の
単
独
広
報
は
行
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
仙
台
市　

二
〇
〇
六
ｂ
、S6-2 

頁
（
6
）

）。

そ
の
際
、
広
報
の
段
階
を
「
発
生
当
初
段
階
」
と
「
知
識
の
蓄
積
段
階
」
の
二
つ
に
分
け
て
行
う
点
も
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。「
発

生
当
初
段
階
」
に
お
い
て
、
仙
台
市
民
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
含
め
感
染
症
に
関
す
る
知
識
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
感
染
症
の
基
本
と
な
る
知
識
の
普
及
啓
発
活
動
を
広
報
の
中
心
と
し
て
行
い
、
そ
の
後
、
仙
台
市
民
に
知
識
が
あ
る
程
度
蓄
積

し
た
段
階
（「
知
識
の
蓄
積
段
階
」）
で
、
初
め
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
単
独
の
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
計
画
に
な
っ
て
い
る
。「
発
生

当
初
段
階
」
か
ら
「
知
識
の
蓄
積
段
階
」
に
移
行
し
た
際
に
、
仙
台
市
民
に
対
し
て
、
食
料
・
日
用
品
等
生
活
必
需
品
の
備
蓄
、
事
業
者

に
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ
へ
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
の
反
映
、
従
業
員
の
感
染
症
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
い
っ
た
具
体
的
な
啓
発
活
動
を
テ
レ

ビ
、
新
聞
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
な
が
ら
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
医
療
関
係
者
に
は
医
師
会
を
通
じ
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
説
明
会
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
り
意
識
を
高
め
る
た
め
の
広
報
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
仙
台
市　

二
〇
〇
六

ｂ
、S

6-2-S
6-3 

頁
（
7
）

）。

こ
の
よ
う
に
、
仙
台
市
民
の
知
識
の
蓄
積
を
考
慮
し
て
、
広
報
対
応
の
内
容
を
細
か
く
分
け
て
い
る
点
は
情
報
の
伝
達
を
考
え
た
計
画

で
あ
る
と
い
え
る
。

具
体
的
な
事
前
対
応
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
国
内
に
発
生
以
後
）

次
に
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
（
国
外
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
い
る
状
態
）、
ま
た
フ
ェ
ー
ズ
Ｅ
（
国
内
（
県
外
＝
市
外
を
除
く
）

に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
限
定
的
な
感
染
被
害
が
発
生
し
て
い
る
状
態
）
に
お
け
る
仙
台
市
の
広
報
対
応
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
図
表
3
参
照
）
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図表 3　仙台市の新型インフルエンザ発生段階の基準と広報対応

フェーズＤ フェーズＤ及びＥ

国外において新型インフルエン
ザウイルスの感染被害が発生し
ている状態（ウイルス亜型の検
査で新型インフルエンザウイル
スであることが確認できない段
階において、種々の疫学的条件
から新型インフルエンザウイル
スであることが疑われる場合を
含む。）

対象者：医療関係者、事業者、一般市民
媒　体：市のホームページ、市政だより、記者クラブへの投

げ込み、特別コーナー（新聞、テレビ、ラジオ）、
パンフレット、講演会、広報車等

方　法：あらゆる広報媒体を通じ、最優先で強力な普及啓発
市の他の啓発事業においても可能な範囲で、啓発文
を挿入、パンフレットの配布

具体的な内容：
一般市民
・一般的な知識、ウイルスに応じた症状や危険性の普及啓発
・流行地域に関する情報（市ホームページ、市施設への掲示）
・感染流行地域への渡航禁止（要請）・咳エチケットの励行
（要請）
医療関係者
・医師会を通じ説明会を積極的に行う（フェーズＧにいたる
医療体制など）
事業者
・一般的な知識、ウイルスに応じた症状や危険性の普及啓発

フェーズＥ

国内（県外に限る）において新
型インフルエンザウイルスの限
定的な感染被害が発生している
状態

フェーズＦ フェーズＦ

県外において新型インフルエン
ザウイルスの感染被害が拡大し
ている状態又は県内（市内）に
おいて、新型インフルエンザウ
イルスの限定的な感染被害が発
生している状態

対象者：事業者、一般市民
媒　体：市のホームページ、市政だより、定期発行情報チラ

シ、記者クラブへの投げ込み、特別コーナー（新聞、
テレビ、ラジオ）、パンフレット、講演会、広報車等

方　法：市民の需要の高いと思われる情報を中心に広報
市ホームページ、新聞、テレビ、ラジオ等、更新が
早い媒体を中心

具体的な内容：
一般市民、事業者

・不要不急の外出の自粛
・別居家族、親族、親しい友人とのこまめな連絡
・会社等における社員の健康管理と感染者への支援
・不要不急の会合の自粛　・咳エチケットの励行
・廃棄物の排泄の抑制　　・資源の使用の抑制
・教育機関等に対する長期休暇の振り替え実施

・市民利用施設の稼働状況
・学校の運営　・行政サービスの運営状況
・公共交通機関やライフラインの稼働状況
・総合相談窓口の設置等各種相談の対応状況
・医療機関情報（臨時解説の病院や入院施設に関する情報）

※フェーズＧで想定される状況についての情報の周知

フェーズＧ フェーズＧ

県内（市内）において新型イン
フルエンザウイルスの感染被害
が拡大している状態

基本的にはフェーズＦ段階での広報

（「仙台市新型インフルエンザへの対応に関する基本方針」表 3、「仙台市新型イ

ンフルエンザ広報計画」を参照し宮脇が修正して作成）
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フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
、
Ｅ
に
お
い
て
は
、
広
報
車
の
使
用
と
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
等
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
、「
最
優
先
で
、
強
力
に
積
極

的
に
普
及
啓
発
活
動
」（
仙
台
市　

二
〇
〇
六
ｂ
、S

6-3 

頁
）
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
随
時
、
市
長
記
者
会
見
を
行
い
、

広
く
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
情
報
を
周
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
フ
ェ
ー
ズ
Ｃ
以
前
の
段
階
と
は
異
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
（
8
）

。

ま
た
、
広
報
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｃ
段
階
に
引
き
続
き
、
一
般
的
な
知
識
の
普
及
啓
発
を
行
う
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
症
状
、
予
防
方
法
な
ど
、
よ
り
個
別
具
体
的
な
内
容
を
仙
台
市
民
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
新
た
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
仙
台
市
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
発
生
し
て
い
な
い
が
、
国
内
（
県
外
＝
市
外
を
除
く
）
に
お
い
て
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
い
る
場
合
、
流
行
状
況
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
封
じ
込
め
が
成
功
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
市

政
だ
よ
り
を
使
用
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
市
政
だ
よ
り
は
市
民
に
情
報
が
行
き
渡
る
ま
で
時

間
を
要
す
る
た
め
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
、
す
ぐ
に
情
報
を
提
供
で
き
る
媒
体
を
中
心
に
広
報
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
点
も
仙
台
市
の
広
報
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
情
報
を
早
く
、
多
く
の
人
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
媒
体
を
使
用
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
確
実
に
市
民
の
家
に
行
き
渡
る
市
政
だ
よ
り
を
活
用
す
る
、
状

況
や
性
質
に
応
じ
た
媒
体
の
使
い
分
け
を
考
慮
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
事
業
者
と
医
療
関
係
者
に
対
し
て
は
、
国
内
で
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
フ
ェ
ー
ズ
Ｇ
に

至
る
全
般
的
な
医
療
体
制
に
関
す
る
見
通
し
に
つ
い
て
周
知
す
る
広
報
対
応
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
仙
台
市
か
ら
の
要
請
と
し
て
、
感
染
流
行
地
域
へ
の
渡
航
の
自
粛
や
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
励
行
を
仙
台
市
民
に
対
し
て
行
う
こ

五
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と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
の
段
階
か
ら
、
仙
台
市
か
ら
の
要
請
が
広
報
対
応
と
し
て
計
画
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｆ
（
県
外
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
被
害
が
拡
大
し
て
い
る
状
態
又
は
県
内
（
市
内
）
に
お
い
て
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
限
定
的
な
感
染
被
害
が
発
生
し
て
い
る
状
態
）
に
お
い
て
は
、「
市
民
に
と
っ
て
特
に
需
要
の
高
い
情
報
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
広

報
す
る
」（
仙
台
市　

二
〇
〇
六
ｂ
、S

6-5 

頁
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
対
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
広
報
担
当
者
の
記

者
会
見
を
定
期
的
に
開
催
し
、
充
実
を
図
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
報
道
機
関
に
も
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
関

す
る
特
別
欄
の
依
頼
を
お
願
い
す
る
こ
と
で
、
仙
台
市
民
へ
の
周
知
を
徹
底
さ
せ
る
広
報
体
制
を
構
築
す
る
計
画
を
立
て
て
い
る
。
さ
ら

に
、
前
段
階
の
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
、
Ｅ
で
は
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
、
市
政
だ
よ
り
な
ど
仙
台
市
民
へ
情
報
が
す
ぐ
に
伝
わ
り
づ
ら
い
、
タ
イ

ム
ラ
グ
が
あ
る
媒
体
も
活
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
蔓
延
期
に
備
え
、
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
仙
台
市
民
へ
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
情
報
の
周
知
徹
底
を

図
る
広
報
体
制
を
組
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
機
能
に
関
す
る
情
報
に
関
し
て
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
更
新

に
比
較
的
時
間
の
か
か
ら
な
い
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
周
知
と
社
会
機
能
に
関
す
る
情

報
の
周
知
（
9
）

に
関
し
て
、
区
別
を
し
対
応
策
を
計
画
し
て
い
る
点
は
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
フ
ェ
ー
ズ
段
階
に
な
る
と
仙
台
市
に

患
者
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
患
者
の
発
生
状
況
を
各
区
単
位
で
広
報
し
、
不
要
不
急
の
外
出
の
要
請
、
会
社
等
に
お
け

る
社
員
の
健
康
管
理
と
感
染
者
へ
の
支
援
な
ど
の
要
請
も
市
民
に
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｇ
（
市
内
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
被
害
が
拡
大
し
て
い
る
状
態
）
の
広
報
対
応
に
つ
い
て
見
て
い

く
と
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｆ
の
段
階
と
同
じ
広
報
対
応
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
図
表
3
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
異
な
る
点
は
、
初
回
に

五
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二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
一
一
）

限
り
市
長
が
記
者
会
見
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
事
前
の
広
報
対
応
で
あ
る
。
こ
の
事
前
対
応
策
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
、

新
聞
、
ラ
ジ
オ
等
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
広
報
が
、
広
報
対
応
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
市
長
会
見
に
つ
い
て
も
広
報
担
当

者
の
記
者
会
見
も
節
目
ご
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
伝
え
る
媒
体
と
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
意
識
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

そ
の
た
め
、
以
下
で
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
広
報
の
事
後
対
応
に
つ
い
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
関
係
す
る
市
長
会
見
を
中

心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

事
後
対
応

仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
後
の
広
報
対
応
に
つ
い
て
時
系
列
的
に
見
て
い
く
と
（
図
表
4
参
照
）、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
八

日
に
「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
」、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
基
準
を

フ
ェ
ー
ズ
Ｂ
か
ら
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
に
切
り
上
げ
た
。
そ
の
対
応
に
伴
い
、
当
時
の
梅
原
市
長
は
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
対
策
に
つ
い

て
」
と
題
し
た
市
民
に
向
け
て
の
記
者
会
見
を
行
っ
て
い
る
（
10
）

。
こ
の
事
後
対
応
は
、
事
前
対
応
の
「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の

対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
」
の
広
報
活
動
の
中
に
あ
る
、
節
目
に
お
い
て
市
長
が
記
者
会
見
を
行
う
こ
と
に
該
当
す
る
。
市
長

が
記
者
会
見
を
行
っ
た
、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
八
日
（
日
本
時
間
）
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
警
戒
レ
ベ
ル
を
フ
ェ
ー
ズ
3

か
ら
4
に
引
き
上
げ
た
こ
と
を
受
け
、
政
府
も
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
本
部
」
を
設
置
し
て
い
る
（
首
相
官
邸　

二
〇
〇
九
）。
こ

の
政
府
の
対
応
に
連
動
し
て
、
仙
台
市
も
「
危
機
管
理
対
策
本
部
」
を
設
置
し
て
、
危
機
管
理
対
策
本
部
会
議
を
開
催
し
た
こ
と
か
ら
、
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図表 4　主な広報活動

日時 広報活動の内容

4月28日 市長会見「新型インフルエンザ対策について」フェーズＢからＤへの切り上げ

5月 2日 河北新報社朝刊に相談窓口及び予防啓発（手洗いうがい方法）を掲載

5月12日 市長会見「新型インフルエンザについて」今後の仙台市の対応と啓発

5月20日 市長会見「新型インフルエンザについて」仙台市の医療体制の整備状況について

6月 1日 6月の市政だよりと共に手洗いうがいの励行を盛込んだチラシを配布

6月30日
市長会見「新型インフルエンザ対応策について」
医療体制の切り替え、仙台市の発熱外来の廃止

8月31日
記者発表「市内の保育所におけるインフルエンザ患者の集団発生について」
記者発表「市内の児童館におけるインフルエンザ患者の集団発生について」

9月 3日 記者発表「小学生児童欠席率の地理的分布状況の公表について」

9月 7日 記者発表「市内の保育所におけるインフルエンザ患者の集団発生について」

9月 8日 記者発表「仙台市内の認可保育施設における患者発生について」

9月10日 記者発表「インフルエンザ注意報の発令について（注意喚起）」

9月16日 記者発表「新型インフルエンザ相談窓口の設置について」

9月19日
新型インフルエンザ関連の市民講演会
事業者向けの講演会の開催（ 9月 9日に記者発表）

9月25日 記者発表「市内の保育所におけるインフルエンザ患者の集団発生について」

10月27日 記者発表「インフルエンザ症状が見られた場合は早めに受診しましょう」

10月29日
記者発表「新型インフルエンザの患者急増への対応について」
在宅当番医の増加と感染者報告者の推移

11月 4 日
市長会見「新型インフルエンザの患者急増への対応について」
非常事態のため医療体制の強化を図る　普及啓発活動

11月 5 日
記者発表「新型インフルエンザ患者急増に伴う医療体制の強化について」
在宅当番医の増設について

11月17日 記者発表「新型インフルエンザに感染したと疑われる患者の死亡について」

11月19日
記者発表「新型インフルエンザ患者急増に伴う医療体制の強化について」
在宅当番医の増設について

11月25日
市長会見「新型インフルエンザの患者急増への対応について」
緊急事態ととらえて医療体制の強化を図る

（「感染拡大に備えた新型インフルエンザ対応方針」資料と仙台市記者会見、市

長会見を参照し宮脇が修正して作成）

五
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二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
一
三
）

仙
台
市
の
対
応
が
「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
初

動
対
応
に
関
し
て
は
、
事
前
対
応
通
り
に
広
報
対
応
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
え
る
。 

そ
の
後
、
県
内
で
は
六
月
一
一
日
ま
で
、
仙
台
市
に
お
い
て
は
七
月
二
五
日
ま
で
市
内
に
患
者
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
五
月
一
二
日
に

梅
原
市
長
は
会
見
を
行
い
、
そ
の
際
、
岩
崎
副
市
長
も
記
者
会
見
に
同
席
し
て
い
る
。
市
長
会
見
に
副
市
長
が
同
席
し
て
、
記
者
の
質
問

を
答
え
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
岩
崎
副
市
長
は
感
染
症
の
専
門
家
で
あ
る
た
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
応
に
つ
い
て
説

明
す
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
市
長
と
副
市
長
で
発
言
に
齟
齬
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
情
報
を
錯
綜
さ
せ
る
要
因
に
な
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
の
五
月
一
二
日
の
記
者
会
見
で
は
、
岩
崎
副
市
長
が
中
心
と
な
り
、
予
防
対
策
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
作
成
、
学
校
等
に
対
す
る
説

明
会
、
予
防
策
の
徹
底
を
呼
び
か
け
る
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
仙
台
市
内
で
の
医
療
体
制
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を

伝
え
て
い
る
（
岩
崎　

二
〇
〇
九
）。
そ
の
翌
週
の
五
月
二
〇
日
の
定
例
記
者
会
見
で
は
、
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
向

け
、
医
療
体
制
の
状
況
に
つ
い
て
、
ま
た
マ
ス
ク
着
用
な
ど
の
普
及
啓
発
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

記
者
会
見
と
は
別
に
、
六
月
一
日
に
は
市
政
だ
よ
り
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
と
し
て
手
洗
い
や
う
が
い
を
励
行
す
る
チ
ラ
シ

を
入
れ
配
布
し
、
仙
台
市
民
へ
の
普
及
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
チ
ラ
シ
を
配
布
す
る
広
報
対
応
は
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
の
あ
ら
ゆ
る
広
報

媒
体
を
通
じ
て
強
力
に
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
と
い
う
、
広
報
対
応
通
り
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
厚
生
労
働
省
が
六
月
一
九
日
に
「
医
療
の
確
保
、
検
疫
、
学
校
・
保
育
施
設
等
の
臨
時
休
業
の
要
請
等
に
関
す
る
運
用
方
針

（
改
訂
版
）」
を
地
方
自
治
体
に
通
知
し
た
こ
と
か
ら
、
仙
台
市
で
も
七
月
一
日
か
ら
医
療
体
制
が
変
更
さ
れ
る
た
め
、
梅
原
市
長
は
六
月

三
〇
日
に
仙
台
市
の
発
熱
外
来
の
廃
止
と
医
療
体
制
の
切
り
替
え
に
関
す
る
記
者
会
見
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
節
目
ご
と
に
市
長
が
記
者
会
見
を
行
う
こ
と
は
、
仙
台
市
の
基
本
方
針
の
広
報
の
運
用
に
基
づ
く
対
応
で
あ
る
と
い
え

五
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る
。そ

の
後
、
七
月
二
五
日
に
市
内
で
初
の
感
染
患
者
が
出
た
も
の
の
、
八
月
一
七
日
〜
二
三
日
（
第
三
四
週
）
の
本
格
的
流
行
期
に
入
る

ま
で
は
、
市
長
や
広
報
官
に
よ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
記
者
会
見
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
質
疑
応
答
で
聞
か
れ
た
場
合
の
み
回

答
を
し
て
い
る
）。

九
月
以
降
の
広
報
と
し
て
、
普
及
啓
発
活
動
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
予
防
啓
発
と
し
て
、
九
月
一
九
日
に
市
民
講
演
会
、
事
業
向
け

講
演
会
、
保
育
関
係
者
向
け
研
修
会
等
を
実
施
し
、
そ
の
告
知
の
た
め
に
記
者
発
表
を
開
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
の
強
力

な
広
報
対
応
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
本
格
的
な
流
行
が
始
ま
る
、
九
月
以
降
、
仙
台
市
は
予
防
啓
発
ポ
ス
タ
ー
を
保
育
所
、
幼
稚
園
、

学
校
、
町
内
会
、
自
治
会
、
福
祉
施
設
、
公
共
交
通
機
関
に
配
布
し
、
積
極
的
に
広
報
対
応
行
っ
て
い
る
（
仙
台
市　

二
〇
一
〇
、
四
頁
）。

上
記
の
対
応
も
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
の
仙
台
市
の
広
報
計
画
の
対
応
に
即
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
九
月
一
〇
日
に
は
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
注
意
喚
起
の
発
令
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
記
者
発
表
を
行
う
こ
と
で
、
仙
台
市
民
に
各
区
別
の
感
染
者
数
の
報
告
を
行
い
、
感
染
予
防

の
た
め
の
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
再
度
周
知
し
、
普
及
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
仙
台
市
内
で
の
本
格
的
な
流
行
期
に
お
け
る
頻
繁
な
記
者
会
見
と
情
報
提
供
が
一
一
月
末
ま
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
五
月
か
ら
七
月
ま
で
の
広
報
対
応
と
比
べ
る
と
わ
か
る
（
図
表
4
参
照
）。

記
者
会
見
の
他
に
も
、
予
防
啓
発
活
動
と
し
て
、
一
〇
月
に
仙
台
市
は
正
し
い
手
洗
い
の
方
法
を
周
知
す
る
チ
ラ
シ
を
、
保
育
所
、
幼

稚
園
、
学
校
、
町
内
会
、
自
治
会
、
福
祉
施
設
、
公
共
施
設
に
配
布
し
て
い
た
。
こ
の
対
応
も
基
本
方
針
と
広
報
計
画
に
則
り
対
応
し
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
六
六



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
一
五
）

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
広
報
活
動
の
他
に
も
、
一
〇
月
以
降
は
市

政
だ
よ
り
に
よ
る
啓
発
も
毎
月
実
施
し
て
い
た
。
一
二
月
に
は
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
特
集
を
組
み
、
感
染
し
た
場
合
、
感
染
と
診
断
さ
れ
た
場
合

に
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
情
報
を
掲
載
し
て
啓
発
を
図
っ
て
い

た
（
仙
台
市　

二
〇
〇
九
ｃ
）。

以
上
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
か
ら
仙
台
市
の
広
報

対
応
で
あ
る
が
、
チ
ラ
シ
に
よ
る
広
報
活
動
は
仙
台
市
の
資
料
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
情
報
を
参
照
し
た
た
め
実
際
に
確
認
が
で
き
て
い
な

い
。
そ
の
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
か
ら
、
仙
台
市
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

対
す
る
広
報
計
画
に
則
っ
て
積
極
的
に
広
報
対
応
を
行
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

医
療
従
事
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

で
は
、
実
際
に
仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
こ
う
し

た
広
報
対
応
は
功
を
奏
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
二
年
八
月

に
、
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
際
に
実
際
に
患
者
に
対
し
て

図表 5　新型インフルエンザに対する患者の知識（N＝89）

知識を持っていた

あまり持っていなかった

ある程度知識を持っていた

全く持っていなかった

NA

57.3％
37.1％

1.1％

2.2％

2.2％

五
六
七
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診
療
行
為
を
行
っ
た
医
師
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
分
析
し
、

考
察
し
て
き
た
い
と
思
う
（
11
）

。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
、
通
常
発
熱

外
来
を
受
診
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
仙
台
市
で
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
に
罹
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
ま
ず
仙
台
市
医
師
会
に
所
属
す
る

三
二
八
（
当
時
）
の
診
療
所
で
、
診
察
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
三
二
八
の
診
療
所
の
医
師
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
こ
と
で
、

当
時
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
仙
台
市
の
対
応
や
市
民
の
状
況

を
把
握
で
き
る
と
考
え
た
。
も
ち
ろ
ん
、
医
師
の
主
観
が
入
る
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
仙
台
市
の
対
応
も
患
者
の
状
況
に
も
関

わ
っ
て
い
る
重
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
ず
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
し
て
、
患
者
が
ど
の
程
度
知
識
を

持
っ
て
い
た
の
か
質
問
を
し
た
も
の
が
、
図
表
5
で
あ
る
。
こ
の
図
表
の

結
果
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
、「
知
識

を
持
っ
て
い
た
」（
二
・
二
％
）
と
「
あ
る
程
度
知
識
を
持
っ
て
い
た
」

（
五
七
・
三
％
）
と
回
答
し
た
人
を
足
し
合
わ
せ
る
と
、
五
九
・
五
％
と
な
り
、

約
六
割
の
患
者
が
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

二
〇
〇
九
年
に
発
生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
知
識
は
マ
ス

図表 6　新型インフルエンザに対する患者の不安（N＝89）

とても不安そうだった

あまり不安そうでなかった

やや不安そうだった

NA

51.7％

23.6％

1.1％

23.6％ 五
六
八



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
一
七
）

メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
、
も
し
く
は
、
仙
台
市
の
広
報
紙
や
チ
ラ
シ
を
通
じ
た
広
報
活

動
に
よ
り
、
人
々
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
診
療
所
に
お
い
て
診
察
し
た
患
者
は
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
不
安
そ
う
だ
っ
た
か
尋
ね
た
質
問
の
結
果
、「
と
て
も
不
安
そ

う
だ
っ
た
」
と
回
答
し
た
医
師
が
二
三
・
六
％
お
り
、「
や
や
不
安
そ
う
だ
っ
た
」
と

回
答
し
た
医
師
が
五
一
・
七
％
で
、
合
計
す
る
と
七
五
・
三
％
に
な
る
（
図
表
6
を
参

照
）。
医
師
か
ら
見
る
と
、
患
者
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
不
安
を
感
じ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
患
者
の
多
く
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
対
す
る
知
識
は
持
ち
な
が
ら
も
、
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、
病
気
に
か
か
り
安
心
し
て
い
る
患
者
は
い
な
い
が
、
仙
台
市
で
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
た
時
期
（
九
月
）
に
は
致
死
率
が
低
く
、
季
節
性
の
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
と
同
等
で
あ
っ
た
と
い
う
情
報
が
す
で
に
流
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
高
い

数
字
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
か
ら
仙
台
市
が
行
っ
た
広
報
が
情
報
と

し
て
、
市
民
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
の
効
果
は
医

師
か
ら
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
仙

台
市
が
広
報
対
策
を
行
い
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
情
報
を
積
極
的
に
市

民
に
対
し
て
送
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
対
応
が
功
を
奏
し
た
と
は
い
え

図表 7　テレビや新聞の報道の影響（N＝89）

とてもそう思う ややそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

マスコミの報道により、
市民の不安が増大した

0％ 20％ 40％

42.7％ 44.9％

1.1％

11.2％

マスコミの報道により、
診療行為を行う上で
余計な混乱を招いた

32.6％ 33.7％ 30.3％

3.4％

60％ 80％ 100％

五
六
九
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な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
市
民
の
不
安
の
要
因
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
聞
い
た
質
問

が
図
表
7
で
あ
る
。

「
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に
よ
り
、
市
民
の
不
安
が
増
大
し
た
」
に
「
と
て
も
そ
う
思
う
」

と
回
答
し
た
医
師
は
四
二
・
七
％
お
り
、「
や
や
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
四
四
・
九
％
を

合
わ
せ
る
と
、
八
七
・
六
％
に
昇
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
の
多
く
が
仙
台

市
民
の
不
安
に
対
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
何
ら
か
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
と
認
識
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に
よ
り
、
診
療
行
為
を
行
う
上
で
、

余
計
な
混
乱
を
招
い
た
」
に
「
と
て
も
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
医
師
が
三
二
・
六
％
お
り
、

「
や
や
そ
う
思
う
」
と
答
え
た
、
三
三
・
七
％
と
合
わ
せ
る
と
、
六
六
・
三
％
が
そ
う
思
う

と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
が
医
療
行
為
に
対
し
て
何

ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仙
台
市
の
広
報
対
応

と
し
て
、
積
極
的
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
不
安

が
増
加
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
広
報
対
応
の
影
響
が
そ
れ
ほ
ど
功
を
奏

さ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
、
患
者
の
不
安
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
相
関
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
分
析
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
相
関
関
係
が
見
ら
れ
た
。

図表 8　患者の不安とマスメディア報道の相関

患者の不安

マスメディア報道による
市民の不安

マスメディア報道による
診療行為の混乱

0.256＊

0.246＊

※数値は相関係数　＊＊＊：p＜0.001、＊＊：p＜0.01、＊：p＜0.05

五
七
〇



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
一
九
）

ま
ず
、
患
者
の
不
安
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
よ
る
市
民
の
不
安
に
や
や
弱
い
正
の
相
関
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
患
者
が

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
不
安
だ
と
感
じ
て
い
る
医
師
ほ
ど
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
よ
っ
て
市
民
は
不
安
を
感
じ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
（
相
関
係
数　

〇
・
二
五
六
）。
ま
た
、
患
者
の
不
安
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
よ
る
診
療
行
為
の
混
乱
に
も
や
や
弱
い

正
の
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
患
者
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
不
安
だ
と
感
じ
て
い
る
医
師
ほ
ど
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
診
療
行
為
に
混
乱
を
招
い
た
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
相
関
係
数　

〇
・
二
四
六
）。
つ
ま
り
、
実
際
に
診
療

し
た
医
師
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
っ
た
患
者
の
多
く
が
不
安
を
感
じ
て
お
り
、
患
者
の
不
安
と
医
師
か

ら
見
た
市
民
の
不
安
や
医
者
の
診
療
行
為
の
混
乱
に
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
少
な
か
ら
ず
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
相
関
分
析

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仙
台
市
の
広
報
対
応
に
お
い
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
積
極
的
に
活
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
効
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4
．
結
論

仙
台
市
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
事
前
対
応
と
事
後
対
応
に
つ
い
て
、
広
報
対
応
を
中
心
に
考
察
を
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
対
応
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
事
前
対
応
で
あ
る
「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
」
と
そ
の
具
体
的
な
実
施
計
画
と
な
る

「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
広
報
計
画
」
が
国
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
行
動
計
画
」
と
は
異
な
り
仙
台
市
独
自
の
フ
ェ
ー
ズ
分

類
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
広
報
対
応
が
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
両
方
に
対
応
可
能
に
作
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ー
ズ
Ｄ
の
国
内
発
生
段
階
に
お
い
て
、
市
政
だ
よ
り
が
流
行
情
報
を
知
ら
せ
る
媒
体

五
七
一
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と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
使
用
し
な
い
と
い
っ
た
具
体
的
な
対
策
を
加
味
し
て
作
成
し
て
い
る
点
は
広
報
対
応
を
円
滑
に
進
め
や
す
く
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
具
体
的
な
事
前
事
後
の
対
応
を
見
て
き
た
限
り
、
概
ね
国
が
推
奨
し
て
い
る
広
報

対
応
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
二
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
国
や
県
か
ら
出
さ
れ
る
情
報
を
中
心
に
据
え
、

あ
く
ま
で
も
仙
台
市
は
情
報
を
補
足
す
る
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
や
県
か
ら
出
さ
れ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関

す
る
情
報
と
仙
台
市
が
提
供
す
る
情
報
が
異
な
る
こ
と
で
、
仙
台
市
民
が
混
乱
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
を

考
慮
す
る
と
、
情
報
の
序
列
に
つ
い
て
、
事
前
の
広
報
計
画
で
決
め
て
い
た
点
は
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
仙
台
市
の
記
者
会
見
が
市
長
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
、
広
報
担
当
者
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
状
況
に
つ
い
て
周
知
す
る

分
業
体
制
が
、
市
民
や
事
業
者
に
対
し
て
情
報
を
円
滑
に
提
供
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
本
稿
の
事
前
、
事
後
対
応
の
比
較
だ
け
で
は
明

ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
記
者
会
見
が
ど
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
た
の
か
詳
し
く
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

え
る
。
た
だ
し
、
医
師
に
対
し
て
行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
仙
台
市
の
患
者
は
概
ね
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
知
識
を
有

し
て
お
り
、
仙
台
市
か
ら
の
広
報
は
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
医
師
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
市
民
や
患
者
の
不
安
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
必
ず
し
も
仙
台
市
の
広
報
対
応
が
「
仙
台
方
式
」
の
中
で
機
能
し
て
い
た
と
は

言
い
切
れ
な
い
と
い
え
る
。
た
し
か
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
知
識
を
多
く
の
患
者
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
が
、
仙
台
市
の
広
報
が
市
民
や
患
者
に
対
し
て
、
影
響
を
十
分
に
発
揮
し
た
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
医
師
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
作
用

し
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

五
七
二



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
二
一
）

で
は
、「
仙
台
方
式
」
が
上
手
く
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
要
因
と
し
て
広
報
対
応
が
あ
た
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
と
、
か
か
り
つ
け
医

に
診
て
も
ら
う
医
療
体
制
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
要
因
が
あ
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

最
後
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
と
し
て
広
報
を
考
え
た
時
に
、
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
と
地
方
自
治
体
と

の
役
割
分
担
で
あ
る
。
国
と
地
方
自
治
体
が
同
じ
情
報
を
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
か
え
て
広
報
す
れ
ば
、
市
民
の
情
報
の
受
け
取
り
方
は
異
な
る

だ
ろ
う
し
、
情
報
の
重
複
は
市
民
に
と
っ
て
、
不
安
を
与
え
る
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
国
レ
ベ
ル
で
ア
ナ
ウ
ン
ス

す
べ
き
情
報
と
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
べ
き
情
報
は
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
線
引

き
す
る
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
情
報
の
分
割
を
国
と
地
方
自
治
体
で
ど
う
や
っ
て
連
携
し
て
決
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
考
え

る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
考
え
た
時
に
、
情
報
を
市
民
が
誤
解
せ
ず
に
受
け
取
る
に
は
ど
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
流
せ
ば
よ
い
の

か
、
国
と
地
方
自
治
体
を
含
め
た
分
析
を
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
試
み
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

（
1
） 

河
岡
ら
（
二
〇
〇
九
）
は
二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
ブ
タ
に
よ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
外
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
2
） 

例
え
ば
、
岡
田
ら
（
二
〇
〇
九
、一
七
六
頁
）
は
感
染
症
の
よ
う
に
迫
り
く
る
危
機
に
は
、
情
報
の
正
確
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
か
に
早

く
情
報
を
把
握
し
、
市
民
に
伝
達
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
か
と
い
っ
た
点
も
危
機
管
理
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
） 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
い
う
事
例
で
考
え
る
と
、
広
報
は
市
民
に
医
療
体
制
（
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
診
療
が
受
け
ら
れ
る
の
か
）
を
周
知

す
る
こ
と
に
も
関
わ
り
を
も
ち
、
ま
た
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
関
す
る
情
報
も
行
政
の
広
報
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
今
、
ど
こ
で
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
が
流
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
情
報
も
広
義
の
広
報
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
対
応
全
般
に
関
わ
る
と
い
え
る
。

（
4
） 

リ
ス
ク
に
つ
い
て
はB

eck

（
一
九
八
六
＝
一
九
九
八
）
を
参
照
の
こ
と
。

五
七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
二
二
）

（
5
） 

「
欠
如
モ
デ
ル
」
に
対
し
て
、
近
年
藤
垣
を
は
じ
め
と
す
る
科
学
技
術
社
会
論
の
研
究
者
ら
か
ら
は
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
専
門
家
だ
け
が
正
し
い
知
識
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
は
素
人
で
も
専
門
性
の
高
い
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、

正
し
い
知
識
が
有
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
、
あ
る
事
象
に
対
し
て
、
正
し
い
判
断
を
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
原

発
事
故
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
大
惨
事
に
な
る
か
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
科
学
者
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
る
問
題
で
あ
り
、
専

門
家
の
よ
う
に
正
し
い
知
識
を
有
し
て
い
て
も
、
答
え
に
窮
す
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
正
し
い
知
識
を
有

し
て
い
て
も
正
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
、
東
日
本
大
震
災
の
時
に
、
岩
手
県
の
一
部
の
小
学

生
た
ち
が
日
頃
か
ら
地
震
が
お
き
た
場
合
に
す
ぐ
に
高
台
に
逃
げ
な
さ
い
と
教
え
ら
れ
て
き
た
事
例
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
小
学
生
た
ち
は
無
事
に

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
ま
さ
し
く
、
日
頃
の
教
育
が
も
た
ら
し
た
効
果
で
あ
る
。
現
在
、
気
象
庁
で
は
地
震
が
起
き

た
際
に
、
津
波
に
関
す
る
情
報
を
い
か
に
出
す
べ
き
か
検
討
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
情
報
を
ど
の
よ
う
に
市
民
に
伝
え
る
こ
と
が
効
果
的

か
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
市
民
へ
の
啓
蒙
と
正
し
い
情
報
の
伝
達
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
） 

仙
台
市
の
広
報
対
応
が
国
や
県
の
補
完
的
な
情
報
を
出
す
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
以
後
も
変
わ
ら
な
い
。

（
7
） 

二
〇
〇
九
年
に
五
月
に
作
成
さ
れ
た
「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
八
に
お
い
て
、
平
時
か
ら
の
感
染
予
防
の

啓
発
の
た
め
「
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
（
仙
台
市　

二
〇
〇
九
ａ
、
二
頁
）。

（
8
） 

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
、
市
町
村
が
行
う
広
報
活
動
と
し
て
、
街
宣
車
、
ビ
ラ
の
配
布
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲

示
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
を
推
奨
し
て
い
る
（
厚
生
労
働
省　

二
〇
〇
九
ｂ
、
五
五
頁
）。
ま
た
、
そ
の
他
の
広
報
活
動
と
要
請
は
学
校
等
の
臨
時
休
業
、
集

会
・
興
行
の
自
粛
、
公
共
施
設
の
閉
鎖
、
公
共
交
通
機
関
の
運
行
自
粛
等
で
あ
り
、
事
業
者
に
お
い
て
は
、
住
民
の
最
低
限
の
生
活
維
持
の
た
め
に

不
可
欠
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
等
を
除
き
、
可
能
な
限
り
休
業
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
公
共
交
通
機
関
の
運
行
自
粛
要
請
に
当
た
っ
て
は
、
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
、
地
域
内
外
の
住
民
や
利
用
者
に
周
知
徹
底
し
、
理
解
を
求

め
る
と
い
う
こ
と
を
市
町
村
に
も
お
願
い
を
し
て
い
る
。

（
9
） 

行
政
サ
ー
ビ
ス
情
報
と
社
会
機
能
に
関
す
る
情
報
は
、
市
民
利
用
施
設
の
稼
働
状
況
、
学
校
の
運
用
状
況
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
状
況
、
公

共
交
通
機
関
・
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
稼
働
状
況
、
各
種
相
談
窓
口
の
対
応
状
況
、
医
療
機
関
情
報
な
ど
で
あ
る
（
図
表
3
を
参
照
）。
ま
た
「
新
型
イ

五
七
四



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
二
三
）

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
は
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
相
談
窓
口
等
を
通
し
て
、
地
域

の
感
染
状
況
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
発
熱
相
談
セ
ン
タ
ー
や
発
熱
外
来
に
関
す
る
情
報
を
そ
の
地
域
に
提
供
す
る
こ
と
（
厚
生
労
働
書　

二
〇
〇
九
ｂ
、
一
三
〇
頁
）
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仙
台
市
の
対
応
も
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
対
応
と
概
ね
一
致
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
） 

市
長
会
見
は
仙
台
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
記
者
会
見
に
つ
い
て
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
閲
覧
を
し
た
。

市
長
定
例
記
者
会
見　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/kaiken/2009.htm

l

記
者
発
表
資
料　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/report/2009/index.htm

l

（
11
） 

二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
応
し
た
仙
台
市
の
診
療
所
に
対
し
て
二
〇
一
二
年
八
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
仙
台
市
医

師
会
の
協
力
に
よ
り
、
現
在
も
開
業
し
て
い
る
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
応
し
た
三
一
四
件
す
べ
て
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
配
票
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
診
療
所
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
あ
る
が
、
患
者
へ
の
質
問
な
ど
を
通
し
て
仙
台
市
民
の
意

識
を
抽
出
出
来
て
い
る
と
考
え
る
。
調
査
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
調
査
実
施
期
間
：
二
〇
一
二
年
八
月
、
調
査
方
法
：
郵
送
調
査
法
、
配
票

数
：
三
一
四
票
、
回
収
数
：
八
九
票
（
回
収
率
二
八
・
三
％
）、
有
効
回
答
数
：
八
九
票
（
有
効
回
答
率
：
二
八
・
三
％
）
で
あ
る
。

引
用
・
参
考
文
献
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
閲
覧
日
は
全
て
五
月
七
日
）

岩
崎
恵
美
子
（
二
〇
〇
九
）『
間
違
い
だ
ら
け
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
応　

新
興
感
染
症
は
本
当
に
怖
い
の
か
？
』
日
文
新
書

岡
田
晴
恵
編
（
二
〇
〇
九
）『
増
補
版　

強
毒
性
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
脅
威
』
藤
原
書
店

河
岡
義
裕
、
堀
本
研
子
（
二
〇
〇
九
）『
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
』
講
談
社

木
村
盛
世
（
二
〇
〇
九
）『
厚
生
労
働
省
と
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
』
講
談
社

外
岡
立
人
（
二
〇
〇
九
ａ
）『
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
真
実
』
幻
冬
舎
新
書　

五
七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
二
四
）

外
岡
立
人
（
二
〇
〇
九
ｂ
）『
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

中
谷
内
一
也
（
二
〇
〇
六
）『
リ
ス
ク
の
モ
ノ
サ
シ
│
安
全
・
安
心
生
活
は
あ
り
う
る
の
か
』
日
本
放
送
出
版
協
会

藤
垣
裕
子
編
（
二
〇
〇
五
）『
科
学
技
術
社
会
論
の
技
法
』
東
京
大
学
出
版
会

藤
垣
裕
子
・
廣
野
喜
幸
編
（
二
〇
〇
八
）『
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
』
東
京
大
学
出
版
会

B
eck.U

 

（1986
＝1998

） R
isikogesellschaft auf dem

 W
eg in eine andere M

oderne F
rankfurt am

 M
ain: S

uhrkam
p.

（
＝
東
廉
、
伊
藤
美

登
里
訳
『
危
険
社
会  

新
し
い
近
代
へ
の
道
』
法
政
大
学
出
版
局
）

C
ohen, S

. 

（2002

） Folk D
evils and M

oral P
anics, 3rd, R

outledge. 

厚
生
労
働
省
（
二
〇
一
〇
ａ
）「
第
四
回
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
会
議　

議
事
録
」

　

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100512-29.pdf

厚
生
労
働
省
（
二
〇
一
〇
ｂ
）「
第
二
回
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
会
議　

議
事
録
」

　

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100412-13.pdf

厚
生
労
働
省
（
二
〇
〇
九
ａ
）「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
行
動
計
画
」

　

http://w
w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/kettei/090217keikaku.pdf

厚
生
労
働
省
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

　

http://w
w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/guide/090217keikaku.pdf

首
相
官
邸
（
二
〇
〇
九
）「
官
房
長
官
記
者
会
見
」（
四
月
二
八
日
）

　

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2009/04/28_p1.htm

l

仙
台
市
（
二
〇
〇
六
ａ
）「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
」

　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/kurashi/anzen/kiki/_icsF

iles/afi eldfi le/2010/12/10/sisin_hon.pdf

仙
台
市
（
二
〇
〇
六
ｂ
）「
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
広
報
計
画
」

　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/kurashi/anzen/kiki/_icsF

iles/afi eldfi le/2010/12/10/sisin_siryou.pdf

五
七
六



二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
（
宮
脇
）

（
一
九
二
五
）

仙
台
市
（
二
〇
〇
九
ａ
）「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

　
http://w

w
w
.city.sendai.jp/kurashi/anzen/kiki/_icsF

iles/afi eldfi le/2010/12/10/0218new
fl u.pdf

仙
台
市
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
感
染
拡
大
に
備
え
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
応
方
針
」

　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/kurashi/anzen/kiki/_icsF

iles/afi eldfi le/2010/12/10/220921_2.pdf

仙
台
市
（
二
〇
〇
九
ｃ
）「
市
政
だ
よ
り　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
号
」

　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/soum

u/kouhou/shisei/sis0912/index.htm
l

仙
台
市
（
二
〇
一
〇
）「
平
成
二
二
年
度
第
一
回
仙
台
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
危
機
対
策
本
部
員
会
議
資
料
」

　

http://w
w
w
.city.sendai.jp/kurashi/anzen/kiki/_icsF

iles/afi eldfi le/2010/12/10/220921.pdf

追
記　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
（
政
策
科
学
総
合
研
究
事
業
（
政
策
科
学
推
進
研
究
事
業
）
研
究
課
題
名

「
リ
ス
ク
に
お
け
る
政
策
過
程
の
理
論
モ
デ
ル
の
構
築
│
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
事
例
と
し
て
│
」、
課
題
番
号　

Ｈ
二
三
│

政
策
│

若
手

│

〇
一
三
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

五
七
七





政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
二
七
）

政
軍
関
係
研
究
試
論

│
戦
術
・
作
戦
領
域
へ
の
文
民
の
過
剰
関
与
に
注
目
し
て

│
小　
　

森　
　

雄　
　

太

1　

問
題
の
所
在

⑴　

本
稿
の
目
的

本
稿
は
安
全
保
障
政
策
の
立
案
・
執
行
に
際
し
、
政
府
や
議
会
と
い
っ
た
文
民
の
行
動
様
式
を
規
定
す
る
非
公
式
な
制
度
（
規
範
や
慣

習
等
）
に
つ
い
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程
の
分
析
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
稿
で
注
目
す
る
近
代
日
本
の
政
軍
関
係
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
は
、
多
く
存
在
し
て
い
る
（
纐
纈
二
〇
〇
五
、
小
林
二
〇
一
〇
）。
し
か

し
、
軍
部
の
政
治
介
入
或
い
は
そ
の
背
景
と
な
っ
た
行
動
選
択
に
注
目
し
た
研
究
が
多
く
、
政
府
や
議
会
等
の
文
民
に
よ
る
政
治
判
断
の

五
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
二
八
）

妥
当
性
や
軍
部
が
本
来
有
し
て
い
る
合
理
性
に
は
、
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
伊
藤
二
〇
〇
五
）。
こ
の
様
な
文
民
統
制
所

与
の
も
の
と
す
る
傾
向
は
、
政
軍
関
係
研
究
が
盛
ん
な
米
国
も
同
様
で
あ
っ
た
（F

eaver 2003

）。

し
か
し
、
文
民
の
無
制
限
な
戦
術
・
作
戦
領
域
へ
の
関
与
を
許
容
し
た
こ
と
が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
（
一
九
六
〇
│
七
五
年
）
や
イ
ラ
ク
戦

争
（
二
〇
〇
三
│
一
一
年
）
の
泥
沼
化
を
招
い
た
と
い
う
批
判
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（W

oodw
ard 2004

）。
そ
の
結
果
、
米
国
で
の
文

民
統
制
の
考
え
方
は
、
文
民
に
よ
る
軍
部
の
絶
対
的
統
制
か
ら
、
作
戦
行
動
や
部
隊
規
模
と
い
っ
た
安
全
保
障
政
策
の
詳
細
を
軍
部
に
委

任
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
へ
変
化
し
、
新
た
な
政
軍
関
係
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
（D

esch 2007

）。

ま
た
、
私
は
こ
れ
ま
で
に
近
代
日
本
に
お
け
る
軍
部
の
行
動
様
式
を
規
定
す
る
非
公
式
な
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
、
現
代
政
治
理

論
の
一
つ
で
あ
る
新
制
度
論
を
用
い
て
、
外
交
・
安
全
保
障
政
策
や
軍
制
と
い
っ
た
側
面
に
注
目
し
た
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
軍

部
の
行
動
様
式
を
規
定
す
る
非
公
式
な
制
度
と
し
て
の
軍
事
的
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
軍
部
の
過
剰
な
政

治
介
入
の
み
な
ら
ず
、
文
民
の
軍
部
へ
の
迎
合
に
よ
っ
て
、
政
軍
関
係
が
動
揺
・
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
小
森
二
〇
一
二
）。

本
稿
に
お
い
て
は
、
前
述
の
研
究
動
向
等
を
踏
ま
え
、
安
全
保
障
政
策
の
立
案
・
執
行
過
程
に
お
け
る
文
民
に
よ
る
政
治
判
断
に
至
っ

た
経
緯
や
関
与
の
度
合
い
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
安
全
保
障
政
策
に
対
す
る
議
会
や
政
府
と
い
っ
た
文
民
の
行
動
様
式
を
規
定
し
た
非

公
式
な
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑵　

本
稿
の
分
析
枠
組
み

政
軍
関
係
研
究
の
分
析
対
象
は
、
本
稿
で
注
目
す
る
政
治
と
軍
事
の
関
係
（politico-m

ilitary relations

）
以
外
に
も
、
社
会
と
軍
事
の

関
係
（social-m

ilitary relations

）
や
軍
需
産
業
と
軍
事
の
関
係
（m

ilitary-industrial com
plex

）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
（
宮
田

五
八
〇



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
二
九
）

二
〇
〇
六
、
宮
本
二
〇
〇
五
）、
何
れ
も
軍
隊
等
の
軍
事
部
門
が
非
軍
事
部
門
へ
進
出
す
る
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
（S

m
ith 1951

）。

こ
れ
ら
の
分
析
対
象
は
、
政
軍
関
係
研
究
が
政
治
学
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
や
安
全
保
障
学
と
い
っ
た
諸
分
野
の
要
素
を
包
含
し
、
特
定

の
分
析
手
法
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
分
析
手
法
に
注
目
す
る
と
、
合
理
的
選
択
理
論
を
用
い
て
政
軍
関
係
を
分
析
し
て
い
る
研
究
も
存
在
し
、
例
え
ば
、
統
帥
権
干

犯
問
題
（
一
九
三
〇
年
）
を
海
軍
や
野
党
が
個
々
の
利
益
極
大
化
（
海
軍
↓
軍
令
系
の
権
限
強
化
、
野
党
↓
政
権
の
奪
取
）
を
目
指
し
て
起
こ
し

た
と
説
明
し
て
い
る
（R

am
seyer and R

osenbluth 1995

）。
し
か
し
、
五
・
一
五
事
件
や
二
・
二
六
事
件
を
起
こ
し
た
将
兵
等
の
「
事
件

関
係
者
が
憂
国
の
念
に
駆
ら
れ
た
か
ら
（
坂
野
二
〇
〇
五
：
一
六
〇
│
一
六
五
、一
八
九
│
一
九
二
）」
と
い
う
動
機
を
も
利
益
と
看
做
す
こ
と

は
、
少
な
か
ら
ず
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
多
く
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
（
伊
藤
一
九
九
六
）。

こ
の
様
な
政
軍
関
係
研
究
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
「
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程
を
主
導
し
た
の
は
文
民
で
あ
る
」
と
い
う
仮
説

を
設
定
し
、
現
代
政
治
理
論
の
一
つ
で
あ
る
新
制
度
論
を
用
い
て
、
仮
説
の
検
証
を
行
う
。
新
制
度
論
は
行
動
科
学
政
治
学
に
代
表
さ
れ

る
一
連
の
多
元
主
義
理
論
と
は
異
な
り
、「
制
度
」
が
ア
ク
タ
ー
や
集
団
の
政
治
行
動
を
拘
束
し
、
規
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
政
治

理
論
で
あ
る
。
新
制
度
論
の
最
大
の
特
徴
は
、「
法
律
等
の
公
式
の
制
度
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
や
規
範
と
い
っ
た
非
公
式
な
制
度
も
分
析

対
象
と
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（
建
林
、
曽
我
、
待
鳥
二
〇
〇
八
：
一
三
四
│
一
三
八
）。
本
稿
で
は
新
制
度
論
の
中
で
も
、
制
度
の
形
態
や
手

続
き
が
最
も
効
率
的
で
も
卓
越
し
た
合
理
性
を
備
え
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
主
に
文
化
や
慣
習
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
看
做
す
社
会
学
的

制
度
論
を
用
い
た
分
析
を
行
う
（M

arch and O
lsen 1989

）。
こ
の
社
会
学
的
制
度
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る

背
景
の
相
違
を
あ
る
程
度
包
含
し
た
分
析
及
び
説
明
を
行
う
こ
と
が
期
待
出
来
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
一
般
的
に
戦
術
（tactics

）、
作
戦
（operations

）、
戦
略
（strategies

）、
政
策
（policies

）
の
各
領
域
に
区
分
さ

五
八
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
三
〇
）

れ
る
軍
事
の
中
で
も
、
戦
術
及
び
作
戦
領
域
へ
の
関
与
を
以
て
、
文
民
の
過
剰
関
与
と
看
做
し
て
検
討
を
行
う
。
ま
た
、
本
稿
で
は
近
代

日
本
の
政
軍
関
係
を
検
討
す
る
際
に
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
①
二
個
師
団
増
設
問
題
、
②
山
梨
軍
縮
及
び
宇
垣
軍
縮
、
③
統
帥
権
干
犯

問
題
、
④
満
州
事
変
、
⑤
五
・
一
五
事
件
及
び
二
・
二
六
事
件
を
事
例
と
し
て
、
経
済
や
財
政
と
い
っ
た
側
面
に
も
注
目
し
た
通
史
的
な

分
析
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
文
民
の
行
動
様
式
を
規
定
し
た
規
範
や
慣
習
等
と
い
っ
た
非
公
式
な
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
。

2　

近
代
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係

⑴　

二
個
師
団
増
設
問
題

日
露
戦
争
後
の
日
本
で
は
、
元
老
等
の
文
民
エ
リ
ー
ト
が
主
導
す
る
政
治
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勃
興

と
い
っ
た
自
由
・
民
主
主
義
的
な
政
治
運
動
が
発
生
し
、
従
前
の
超
然
主
義
と
は
異
な
る
憲
政
の
常
道
と
呼
ば
れ
る
慣
例
が
確
立
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
（
北
岡
一
九
九
九
：
一
九
│
二
三
）。

一
方
、
陸
軍
を
中
心
と
し
た
軍
部
は
、
日
英
同
盟
改
訂
（
一
九
〇
五
年
）
を
受
け
、
英
露
衝
突
が
発
生
し
た
際
の
軍
事
的
対
処
方
針
と

し
て
、
帝
国
国
防
方
針
を
策
定
し
た
。
英
露
衝
突
の
可
能
性
自
体
は
、
三
国
協
商
及
び
日
露
協
約
締
結
（
一
九
〇
七
年
）
に
よ
り
低
減
し

た
が
、
日
露
戦
争
以
降
の
国
防
戦
略
に
お
け
る
「
海
主
陸
従
」
状
態
を
打
破
す
る
好
機
と
看
做
し
た
山
縣
有
朋
に
よ
り
策
定
は
続
行
さ
れ

た
（
黒
川
二
〇
〇
三
：
六
三
│
七
四
）。
帝
国
国
防
方
針
の
策
定
過
程
に
お
い
て
、
動
員
等
や
予
算
等
を
主
管
す
る
政
府
（
内
閣
）
は
排
除
さ

れ
、
西
園
寺
公
望
首
相
も
国
防
方
針
へ
の
意
見
と
所
要
兵
力
の
閲
覧
は
認
め
ら
れ
た
が
、
戦
術
ド
ク
ト
リ
ン
で
あ
る
用
兵
綱
領
へ
の
関
与

は
一
切
拒
絶
さ
れ
た
（
1
）

。
こ
の
為
、
日
本
防
衛
の
根
本
方
針
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
政
軍
相
互
の
意
思
疎
通
を
著
し
く
欠
い
た
内
容
と

な
っ
た
。
こ
の
帝
国
国
防
方
針
で
規
定
さ
れ
た
戦
力
整
備
の
第
一
弾
と
し
て
、
軍
部
が
要
求
し
た
二
個
師
団
の
増
設
を
巡
っ
て
発
生
し
た

五
八
二



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
三
一
）

の
が
二
個
師
団
増
設
問
題
で
あ
る
。

二
個
師
団
増
設
問
題
が
顕
在
化
し
た
当
時
、
第
二
次
西
園
寺
内
閣
は
衆
議
院
（
定
数
三
八
一
議
席
）
で
過
半
数
（
二
〇
九
議
席
）
を
獲
得

し
て
お
り
、
日
露
戦
争
以
来
の
経
済
不
況
に
対
応
す
る
為
の
行
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
一
九
一
三
年
度
予
算
で
歳
出
一
割
削
減
を
目

指
し
て
い
た
（
岩
井
二
〇
〇
三
：
一
二
六
）。
そ
の
為
、
巨
額
の
予
算
支
出
を
強
い
る
二
個
師
団
増
設
要
求
を
西
園
寺
首
相
は
拒
否
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
陸
軍
は
上
原
勇
作
陸
相
の
辞
任
に
よ
っ
て
対
抗
し
た
。
こ
の
二
個
師
団
増
設
問
題
を
き
っ
か
け
に
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
が
勃
興
し
、
第
一
次
山
本
内
閣
が
成
立
し
た
。
山
本
内
閣
は
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
に
端
を
発
す
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
応

し
た
行
財
政
改
革
を
行
い
、
約
七
千
人
の
官
吏
削
減
及
び
七
千
円
の
経
費
削
減
を
断
行
し
た
。
そ
し
て
、
陸
軍
省
官
制
及
び
海
軍
省
官
制

の
改
正
（
一
九
一
三
年
）
を
断
行
し
、
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
（
由
井
一
九
七
七
：
一
〇
三
│
一
〇
四
）。

近
代
以
降
の
政
軍
関
係
は
（
政
治
家
等
の
）
文
民
に
よ
る
軍
部
の
予
算
・
人
事
・
作
戦
行
動
の
管
理
に
代
表
さ
れ
る
文
民
統
制
を
志
向

す
る
形
で
変
化
し
、
民
主
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
加
速
し
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
の
廃
止
に
よ
り
、
文
民
統
制
が

確
立
さ
れ
た
と
看
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
第
一
次
山
本
内
閣
は
懸
案
と
な
っ
て
い
た
陸
軍
二
個
師
団
の
増
設
を
行
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
財
政
状
況
の
改
善
を
前
提
と
し
て
お
り
、
財
政
が
政
軍
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
予
算
や
人
事
を
通
じ
た
文
民
優
位
の
政
治
状
況
は
、
寺
内
正
毅
や
加
藤
友
三
郎
と
い
っ
た
軍
人
出
身
の
首
相
も
登
場
し
て
も
変
化

は
無
く
、
超
然
主
義
を
標
榜
し
た
寺
内
が
犬
養
毅
等
と
い
っ
た
政
党
の
有
力
者
に
協
力
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
（
季
武

一
九
九
八
：
二
五
四
│
二
五
九
）、
政
党
及
び
議
会
の
意
向
を
尊
重
す
る
意
思
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
政
党
関
係

者
の
意
向
へ
の
配
慮
は
、
次
の
原
敬
や
高
橋
是
清
の
首
相
就
任
の
伏
線
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
玉
井
一
九
九
九
：
八
九
│
九
一
）。

五
八
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
三
二
）

⑵　

山
梨
軍
縮
及
び
宇
垣
軍
縮

第
一
次
山
本
内
閣
の
行
財
政
改
革
及
び
財
政
健
全
化
に
よ
る
軍
備
強
化
か
ら
暫
く
し
て
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
│

一
八
年
）
に
日
本
は
直
接
的
に
介
入
し
な
か
っ
た
が
、
あ
る
程
度
の
影
響
を
受
け
た
。

財
政
的
な
面
か
ら
の
最
大
の
影
響
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
軍
拡
ブ
ー
ム
と
も
言
う
べ
き
国
際
的
な
軍
拡
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
戦
勝
国
と
な
っ
た
日
米
英
等
は
軍
備
拡
張
計
画
を
発
表
し
、
海
軍
力
の
増
強
を
進
め
た
。
し
か
し
、

軍
備
拡
張
に
伴
う
経
済
負
担
は
各
国
の
国
家
財
政
を
圧
迫
し
た
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
為
、
一
九
二
二
年
に
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（W

. G
. 

H
arding

）
米
国
大
統
領
の
提
案
に
従
い
、
戦
勝
五
ヶ
国
に
よ
る
軍
縮
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
日
本
を
含
む
列
強
は
海
軍
戦
力
の
削
減
を
実
施
し
、
世
界
は
「
海
軍
休
日
」
と
呼
ば
れ
る
軍
縮
時
代
を
迎
え
た
（
池
井

二
〇
〇
二
：
一
四
六
│
一
四
七
、一
五
九
│
一
六
〇
）。

海
軍
の
軍
備
削
減
を
受
け
、
陸
軍
も
経
費
等
の
削
減
と
装
備
の
近
代
化
を
目
指
し
、
山
梨
半
造
陸
相
の
主
導
に
よ
る
第
一
次
軍
備
管
理

（
一
九
二
二
年
）
及
び
第
二
次
軍
備
管
理
（
一
九
二
三
年
）（
山
梨
軍
縮
）
を
実
施
し
た
。
二
度
の
軍
備
管
理
の
結
果
、
将
兵
約
六
万
名
、
軍
馬

一
万
三
千
頭
と
い
う
約
五
個
師
団
相
当
の
人
員
及
び
経
費
の
削
減
を
達
成
し
た
。
し
か
し
、
固
定
費
の
削
減
が
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
為
、

装
備
の
近
代
化
を
行
う
こ
と
は
殆
ど
出
来
な
か
っ
た
（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
一
九
七
九
：
九
一
│
九
二
）。
そ
の
後
、
第
一
│
二
次
軍
備

管
理
で
達
成
出
来
な
か
っ
た
装
備
の
近
代
化
及
び
将
官
を
含
む
人
員
の
削
減
と
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
の
復
興
予
算
を
捻
出
す
る

為
、
加
藤
高
明
首
相
は
陸
海
軍
に
総
計
八
千
万
円
の
予
算
削
減
を
要
求
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
山
梨
陸
相
の
事
実
上
の
後
任
で
あ
る
宇
垣

一
成
陸
相
主
導
に
よ
る
第
三
次
軍
備
管
理
（
宇
垣
軍
縮
）
が
行
わ
れ
た
（
小
林
二
〇
一
〇
：
二
四
│
三
二
）。

宇
垣
軍
縮
で
は
、
将
兵
約
三
万
四
千
名
、
軍
馬
六
千
頭
を
削
減
す
る
一
方
で
、
戦
車
等
の
近
代
兵
器
を
整
備
・
拡
充
し
、
軍
備
の
近
代

五
八
四



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
三
三
）

化
を
行
っ
た
（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
一
九
七
九
：
一
〇
〇
│
一
〇
一
、一
一
三
│
一
一
六
）。
そ
の
為
、
将
兵
は
山
梨
軍
縮
と
合
わ
せ
て
約

一
〇
万
人
程
度
削
減
さ
れ
た
が
、
予
算
額
は
実
施
前
と
比
較
し
て
、
一
割
程
度
の
削
減
に
止
ま
っ
た
。
ま
た
、
海
軍
予
算
と
合
わ
せ
た
国

防
費
は
、
一
般
会
計
の
四
分
の
一
程
度
ま
で
削
減
さ
れ
た
（
財
務
省
主
計
局
調
査
課
二
〇
〇
五
：
七
〇
）。
ま
た
、
宇
垣
軍
縮
は
師
団
規
模
の

再
編
を
行
っ
た
為
、
陸
軍
全
体
の
漸
減
を
行
っ
た
山
梨
軍
縮
よ
り
も
影
響
が
大
き
く
（
2
）

、
人
員
削
減
に
伴
う
将
校
の
退
役
と
進
級
の
停
滞
、

将
校
採
用
枠
の
削
減
は
、
支
那
事
変
以
降
の
将
校
不
足
の
原
因
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
急
激
な
軍
縮
は
国
民
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与

え
、
電
車
内
で
軍
人
が
因
縁
を
付
け
ら
れ
た
り
、
そ
れ
を
忌
避
し
て
軍
人
が
私
服
で
外
出
し
た
り
と
い
っ
た
軍
部
蔑
視
の
色
合
い
を
含
ん

だ
文
民
優
位
の
意
識
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
佃
二
〇
〇
六
）。

こ
の
様
な
軍
備
全
般
に
わ
た
る
軍
縮
に
よ
り
、
陸
海
軍
共
に
政
治
権
力
の
奪
取
を
行
い
得
る
物
理
的
な
能
力
を
失
っ
た
一
方
で
、
削
減

さ
れ
た
戦
備
で
安
全
保
障
を
担
保
す
る
為
に
、
軍
部
は
物
心
両
面
の
質
的
向
上
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
既
存
の
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
化
す
る
素
地
が
整
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑶　

統
帥
権
干
犯
問
題

ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
結
果
、
列
強
各
国
の
海
軍
軍
備
、
具
体
的
に
は
、
戦
艦
や
航
空
母
艦
と
い
っ
た
主
力
艦
に
関
す
る
建

造
・
保
有
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
た
が
、
巡
洋
艦
や
駆
逐
艦
、
潜
水
艦
等
の
補
助
艦
に
関
す
る
建
造
・
保
有
は
制
限
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
以
降
、
補
助
艦
の
性
能
は
著
し
く
向
上
し
た
為
、
補
助
艦
に
つ
い
て
も
建
造
・
保
有
制
限
を
か
け
る
必
要
性
が
列

強
間
で
認
識
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
（M

orrison 2003: 260-266

）。

こ
の
状
況
を
鑑
み
、
ク
ー
リ
ッ
ジ
（J. C

. C
oolidge

）
米
国
大
統
領
が
列
強
諸
国
に
呼
び
か
け
、
交
渉
に
応
じ
た
日
米
英
各
国
が
ジ
ュ

五
八
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
三
四
）

ネ
ー
ヴ
で
軍
縮
会
議
を
開
催
し
た
が
（
3
）

、
英
米
が
対
立
し
た
為
、
交
渉
は
決
裂
し
て
し
ま
っ
た
（
4
）

。
そ
の
後
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（J. R

. 

M
acdonald

）
英
国
首
相
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
ロ
ン
ド
ン
で
補
助
艦
の
制
限
に
関
す
る
軍
縮
会
議
が
再
度
開
催
さ
れ
（
5
）

、
日
本
の
提
案
内

容
に
近
い
対
英
米
比
率
六
・
九
七
五
割
と
い
う
内
容
で
条
約
が
締
結
さ
れ
た
（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
一
九
六
九
：
三
六
六
│

三
六
七
、三
七
三
│
三
七
四
、三
九
〇
│
三
九
三
）。

当
時
の
濱
口
内
閣
は
、
経
済
の
実
態
と
著
し
く
乖
離
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
の
為
替
相
場
を
基
準
と
し
た
金
本
位
制
へ
の
復
帰
を

実
施
し
て
い
た
。
そ
の
為
、
為
替
相
場
を
維
持
す
る
為
に
大
幅
な
歳
出
削
減
を
必
要
と
し
て
お
り
、
列
強
各
国
と
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
を
維

持
し
つ
つ
も
国
防
費
、
特
に
海
軍
予
算
を
削
減
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
様
な
状
況
に
加
え
、
当
時
の
日
米
の
工

業
力
の
違
い
を
考
慮
す
る
と
、
対
米
七
割
弱
と
い
う
日
本
側
提
案
に
近
い
破
格
の
妥
協
案
を
米
国
か
ら
引
き
出
せ
た
為
、
濱
口
内
閣
は
受

諾
す
る
方
針
を
示
し
、
海
軍
省
も
賛
意
を
示
し
た
（
6
）

。
し
か
し
、
海
軍
軍
令
部
は
、
重
巡
洋
艦
保
有
量
や
潜
水
艦
保
有
量
が
希
望
量
に
達
し

な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
条
約
締
結
拒
否
の
方
針
を
示
し
た
。

大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
け
る
統
帥
権
は
、
一
一
条
（
統
帥
大
権
）
及
び
一
二
条
（
編
制
大
権
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
は
参
謀
総
長
及
び

海
軍
軍
令
部
長
が
、
後
者
は
陸
軍
大
臣
及
び
海
軍
大
臣
が
輔
弼
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
政
府
や
帝
国
議
会
は
、
統
帥
大
権
に

関
す
る
事
項
に
は
そ
の
過
程
の
殆
ど
に
関
与
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
編
制
大
権
に
関
す
る
事
項
に
は
予
算
の
編
成
・
審
議
等
を

通
じ
て
、
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
（
北
岡
一
九
九
九
：
一
一
三
）。
し
か
し
、
加
藤
寛
治
海
軍
軍
令
部
長
と
い
っ
た
海
軍
内
部
の

条
約
締
結
反
対
派
（
艦
隊
派
）
は
、
統
帥
権
を
拡
大
解
釈
し
、
本
来
は
編
制
大
権
に
該
当
す
る
兵
力
量
に
つ
い
て
も
、
統
帥
大
権
に
関
係

す
る
事
項
で
あ
る
と
し
て
、
濱
口
内
閣
を
統
帥
権
の
独
立
を
犯
し
た
と
攻
撃
し
た
（
秦
二
〇
〇
六
：
一
六
三
│
一
六
九
）。

こ
の
状
況
に
乗
じ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
野
党
か
ら
希
望
す
る
兵
力
量
を
達
成
せ
ず
に
軍
縮
条
約
に
調
印
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が

五
八
六



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
三
五
）

噴
出
し
た
（
伊
藤
一
九
六
九
：
四
四
六
）。
犬
養
毅
政
友
会
総
裁
と
鳩
山
一
郎
、
倉
富
勇
三
郎
枢
密
院
議
長
は
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約

が
海
軍
軍
令
部
の
要
求
す
る
補
助
艦
対
米
比
七
割
に
は
満
た
な
い
こ
と
や
海
軍
軍
令
部
の
反
対
意
見
を
無
視
し
た
条
約
調
印
が
統
帥
権
の

干
犯
で
あ
る
と
指
摘
し
、
濱
口
内
閣
を
攻
撃
し
た
（
7
）

。
こ
の
一
連
の
動
き
の
中
、
統
帥
権
干
犯
問
題
を
惹
起
し
た
加
藤
は
昭
和
天
皇
に
帷
幄

上
奏
を
行
い
、
海
軍
軍
令
部
長
を
辞
職
し
た
。
し
か
し
、
濱
口
は
反
対
勢
力
の
攻
撃
に
屈
せ
ず
、
帝
国
議
会
で
条
約
案
の
可
決
を
勝
ち
取

り
、
昭
和
天
皇
に
批
准
の
裁
可
を
求
め
た
。
条
約
案
は
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
、
倉
富
の
意
に
反
し
、
枢
密
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
裁
可

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

統
帥
権
干
犯
問
題
は
海
軍
内
部
に
は
深
刻
な
対
立
を
生
み
出
す
の
み
な
ら
ず
、
濱
口
の
有
力
者
へ
の
根
回
し
を
行
わ
な
い
政
治
手
法
に

対
し
、
東
郷
平
八
郎
と
い
っ
た
海
軍
の
有
力
者
が
政
党
内
閣
に
不
信
感
を
抱
き
、
政
党
と
の
協
調
を
基
本
と
し
て
き
た
海
軍
の
反
発
を
招

い
た
。
ま
た
、
条
約
発
効
後
の
一
九
三
〇
年
一
一
月
に
濱
口
首
相
は
右
翼
団
体
の
青
年
に
狙
撃
さ
れ
て
重
傷
を
負
い
、
最
終
的
に

一
九
三
一
年
四
月
に
内
閣
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
幣
原
外
相
が
主
導
し
て
き
た
協
調
外
交
を
行
き
詰
ま
ら
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
（
北
岡
一
九
九
九
：
一
一
三
│
一
一
四
）。
そ
し
て
、
統
帥
権
干
犯
問
題
以
降
、
日
本
の
政
党
政
治
は
徐
々
に
崩
壊
へ
と
向
か
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

⑷　

満
州
事
変

一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
の
経
済
不
況
の
影
響
を
受
け
、
英
米
仏
は
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
圏
を
形
成
し
た
。
一
方
、
日
独
伊
と
い
っ
た
植
民

地
を
持
た
な
い
列
強
は
、
積
極
的
な
海
外
進
出
及
び
他
の
列
強
の
保
有
す
る
権
益
を
蚕
食
し
た
。
特
に
日
本
は
世
界
大
恐
慌
に
加
え
、
一

連
の
昭
和
不
況
と
い
う
苦
境
を
打
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
満
州
へ
よ
り
強
力
に
進
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五
八
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
三
六
）

日
露
戦
争
以
降
、
日
本
は
満
州
で
の
諸
権
益
を
ロ
シ
ア
か
ら
獲
得
し
、
拡
大
を
図
っ
て
い
た
。
一
方
、
辛
亥
革
命
の
発
生
と
満
州
軍
閥

の
台
頭
に
よ
り
、
満
州
域
内
の
政
情
不
安
は
深
刻
さ
を
増
し
（
島
田
一
九
七
〇
）、
日
ソ
の
権
益
で
あ
る
南
満
州
鉄
道
や
東
支
鉄
道
に
代
表

さ
れ
る
列
強
の
権
益
が
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
張
学
良
は
ソ
連
の
圧
倒
的
な
軍
事
力
に
圧
倒
さ
れ
た
が
、
ソ
連
と
中
ソ
紛
争

（
一
九
二
九
年
）
を
引
き
起
こ
し
、
東
支
鉄
道
の
権
益
回
収
を
試
み
て
い
る
（
臼
井
一
九
九
八
：
一
八
│
四
四
）。
ソ
連
が
中
国
の
利
権
回
収
要

求
に
対
し
、
軍
事
力
を
以
て
拒
絶
し
た
こ
と
は
、
満
州
事
変
で
の
日
本
の
行
動
に
示
唆
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
中
国
の
動

き
に
日
本
側
は
対
策
を
欠
き
、
重
光
葵
駐
華
公
使
が
述
べ
た
と
こ
ろ
の
「
堅
実
に
行
詰
ま
る
」
他
無
か
っ
た
。
林
久
治
郎
奉
天
総
領
事
も

同
様
で
あ
り
、「
満
州
に
お
け
る
日
支
の
衝
突
は
近
く
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
形
勢
に
な
る
」
と
七
月
に
幣
原
に
述
べ
て
い
た
（
守
島
、

柳
井
一
九
七
三
：
三
九
）。
こ
の
様
な
情
勢
の
中
で
、
満
鉄
等
の
日
本
権
益
の
保
護
し
て
い
た
の
が
関
東
軍
で
あ
る
。

一
方
、
陸
軍
内
部
で
は
人
事
刷
新
や
総
動
員
体
制
確
立
を
目
指
す
若
手
将
校
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
が
一
夕
会
に
ま
と
ま
り
、
人
事
刷
新
や

満
州
問
題
の
武
力
解
決
を
目
指
し
て
い
た
（
森
二
〇
一
一
：
一
三
五
│
一
三
七
）。
そ
の
後
、
一
夕
会
に
参
加
し
て
い
た
岡
村
寧
次
や
永
田
鉄

山
が
陸
軍
省
の
課
長
に
着
任
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
夕
会
の
会
員
が
続
々
と
陸
軍
省
及
び
参
謀
本
部
の
課
長
級
の
主
要
ポ
ス
ト
を
独
占

し
た
。
一
九
三
一
年
以
降
に
は
、
満
州
問
題
の
武
力
解
決
を
図
る
為
の
具
体
的
な
方
針
が
示
さ
れ
、
陸
軍
内
部
で
は
満
州
事
変
実
施
の
為

の
準
備
が
着
々
と
整
え
ら
れ
て
い
た
（
川
田
二
〇
〇
九
：
一
四
六
│
一
五
三
）。

こ
う
し
て
、
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
に
関
東
軍
は
柳
条
湖
の
満
鉄
線
路
を
破
壊
し
、
張
学
良
等
に
よ
る
破
壊
工
作
と
断
定
し
た
。
そ

し
て
、
直
ち
に
奉
天
や
長
春
、
営
口
等
の
満
州
の
主
要
都
市
を
占
領
し
、
軍
政
を
施
行
し
た
（
加
藤
二
〇
〇
七
：
一
〇
六
）。
そ
の
後
、
戦

線
は
満
州
か
ら
上
海
ま
で
拡
大
し
、
一
九
三
三
年
五
月
三
一
日
に
停
戦
協
定
が
結
ば
れ
た
が
、
そ
の
間
に
満
州
国
建
国
（
一
九
三
二
年
）

や
国
際
連
盟
脱
退
（
一
九
三
三
年
）
と
い
っ
た
国
際
社
会
か
ら
孤
立
す
る
事
案
が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
、
リ
ッ
ト
ン
（V

. A
. G
. R
. 

五
八
八



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
三
七
）

B
ulw
er-L

ytton

）
が
率
い
た
国
際
連
盟
調
査
団
（
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
）
が
事
変
後
作
成
し
た
報
告
書
で
は
、
柳
条
湖
事
件
等
の
軍
事
的
行
動

に
対
す
る
非
難
は
あ
る
が
、
全
体
的
に
日
本
寄
り
の
内
容
で
あ
り
、
列
強
諸
国
の
日
本
に
対
す
る
認
識
が
悪
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
な
お
、
停
戦
協
定
に
は
満
州
国
の
国
家
承
認
に
関
す
る
事
項
が
あ
っ
た
が
、
中
国
側
は
満
州
国
を
正
式
承
認
し
な
か
っ
た
為
、
満

州
の
帰
属
は
両
国
間
の
懸
案
事
項
と
し
て
残
さ
れ
た
（
内
田
二
〇
〇
六
：
一
〇
二
）。

満
州
事
変
の
発
生
を
受
け
、
陸
軍
省
と
参
謀
本
部
で
は
満
州
へ
の
増
派
を
決
定
し
、
政
府
に
提
案
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
閣
議
で
南

次
郎
陸
相
が
陸
軍
の
意
向
を
提
示
し
な
か
っ
た
為
、
政
府
は
事
態
不
拡
大
の
方
針
が
決
定
し
た
。
こ
の
閣
議
決
定
に
陸
軍
は
反
発
し
、

ク
ー
デ
タ
も
視
野
に
入
れ
た
満
州
事
変
へ
の
対
処
方
針
を
策
定
し
た
（
北
岡
一
九
九
九
：
一
五
八
│
一
六
〇
）。
対
処
方
針
の
決
定
を
受
け
、

朝
鮮
軍
は
独
断
で
増
派
を
行
っ
た
。
一
連
の
作
戦
行
動
に
第
二
次
若
槻
内
閣
は
反
発
し
た
が
、
関
係
諸
経
費
の
支
出
を
承
認
し
た
為
、
朝

鮮
軍
の
独
断
出
兵
は
正
式
な
出
兵
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
関
東
軍
は
自
衛
の
為
と
称
し
て
、
戦
線
を
拡
大
し
、
政
府
は
勿
論
、
陸
軍
省
や

参
謀
本
部
の
意
向
も
無
視
す
る
無
法
者
と
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
小
林
、
島
田
一
九
六
四
：
四
二
八
│
四
三
五
）。

ま
た
、
満
州
事
変
の
拡
大
に
反
対
し
た
第
二
次
若
槻
内
閣
が
崩
壊
し
、
統
帥
権
干
犯
問
題
を
拡
大
さ
せ
た
政
友
会
が
主
導
す
る
犬
養
内

閣
が
成
立
し
た
。
犬
養
内
閣
は
満
州
事
変
を
拡
大
さ
せ
、
満
州
国
を
国
家
と
し
て
承
認
し
た
。
ま
た
、
民
政
党
政
権
に
よ
る
金
本
位
制
へ

の
復
帰
を
中
止
し
、
積
極
財
政
政
策
を
採
用
し
た
が
、
折
か
ら
の
不
況
に
よ
る
安
定
志
向
に
よ
り
、
主
要
財
閥
が
恩
恵
を
受
け
る
結
果
と

な
っ
た
（
谷
田
二
〇
〇
二
：
二
二
六
│
二
二
八
）。

⑸　

五
・
一
五
事
件
及
び
二
・
二
六
事
件

一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
の
経
済
不
況
や
満
州
事
変
の
拡
大
等
に
よ
り
、
一
九
三
〇
年
代
の
政
治
・
経
済
状
況
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。

五
八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
三
八
）

こ
の
様
な
情
勢
下
で
第
二
次
若
槻
内
閣
は
総
辞
職
し
、
政
友
会
が
主
導
す
る
犬
養
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た
。
犬
養
内
閣
と
軍
部
は
、
統
帥
権

干
犯
問
題
や
満
州
事
変
の
際
に
軍
部
寄
り
の
対
応
を
行
っ
た
為
、
軍
部
と
良
好
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
。

一
方
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
海
軍
の
若
手
将
校
は
、
条
約
締
結
を
主
導
し
た
若
槻
首
相
の
襲
撃
を
計
画
し

た
が
、
第
二
次
若
槻
内
閣
の
総
辞
職
に
よ
り
、
襲
撃
計
画
は
頓
挫
し
た
。
し
か
し
、
事
件
直
前
に
戦
死
し
た
首
謀
者
の
一
人
で
あ
る
藤
井

斉
の
遺
言
を
知
っ
た
仲
間
が
事
件
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
（
中
谷
一
九
八
九
：
三
九
二
│
三
九
三
）。
そ
の
後
、
大
川
周
明
と
い
っ
た
民
間

人
か
ら
武
器
や
資
金
の
提
供
を
受
け
、
政
府
襲
撃
の
準
備
は
進
め
ら
れ
、
一
九
三
二
年
五
月
一
五
日
に
実
行
さ
れ
た
。
首
相
官
邸
等
の
主

要
拠
点
が
襲
撃
さ
れ
た
。
首
相
官
邸
以
外
の
被
害
は
軽
微
で
あ
っ
た
が
、
首
相
官
邸
で
は
犬
養
首
相
が
襲
撃
さ
れ
、
暗
殺
さ
れ
た
。
襲
撃

後
、
犯
行
グ
ル
ー
プ
は
、
夕
方
ま
で
に
東
京
憲
兵
隊
に
自
首
し
た
が
、
警
察
は
一
万
人
を
動
員
し
て
徹
夜
で
市
内
警
備
を
実
施
し
た
（
中

谷
一
九
八
九
：
三
九
六
│
四
〇
二
）。

そ
の
後
の
裁
判
は
陸
海
軍
の
軍
法
会
議
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
が
、
政
党
政
治
の
腐
敗
に
対
す
る
反
感
か
ら
犯
行
グ
ル
ー

プ
に
対
す
る
助
命
嘆
願
運
動
が
巻
き
起
こ
り
、
量
刑
は
非
常
に
軽
い
内
容
と
な
っ
た
（
松
本
二
〇
〇
五
：
二
二
三
│
二
二
四
）。
こ
の
判
決
に

よ
り
、
二
・
二
六
事
件
を
起
こ
し
た
陸
軍
将
校
が
逮
捕
後
の
量
刑
を
非
常
に
楽
観
視
し
て
い
た
こ
と
が
磯
辺
浅
一
の
日
記
か
ら
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
（
山
崎
一
九
八
九
：
一
二
五
│
一
二
七
）。
ま
た
、
大
川
周
明
等
の
民
間
人
が
重
罪
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
二
・
二
六
事
件
と
共
通

し
て
い
る
（
松
本
二
〇
〇
五
：
一
七
一
│
一
七
七
）。

一
方
、
陸
軍
の
青
年
将
校
も
政
治
腐
敗
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
。
陸
軍
上
層
部
は
こ
の
様
な
動
き
を
危
険
視
し
、
反
軍
的
な
行
動

を
行
っ
た
磯
部
浅
一
、
村
中
孝
次
を
免
職
し
た
（
有
竹
一
九
七
五
：
一
六
六
│
一
七
二
）。
し
か
し
、
青
年
将
校
等
は
諦
め
ず
、
真
崎
甚
三
郎

教
育
総
監
や
川
島
義
之
陸
相
等
の
皇
道
派
や
陸
軍
の
首
脳
と
面
会
し
、
ク
ー
デ
タ
成
功
の
可
能
性
を
探
っ
た
（
新
井
一
九
八
六
：
一
一
八
│

五
九
〇



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
三
九
）

一
二
四
）。
ま
た
、
陸
軍
上
層
部
で
は
、
統
制
派
と
皇
道
派
の
対
立
は
深
刻
の
度
合
い
を
深
め
、
一
九
三
五
年
七
月
に
は
、
皇
道
派
の
勢

力
を
削
減
す
る
為
に
真
崎
が
教
育
総
監
を
罷
免
さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
志
向
を
持
つ
渡
辺
錠
太
郎
が
補
職
さ
れ
た
（
大
内
一
九
六
七
：

二
九
一
│
三
一
〇
）。
そ
の
直
後
の
八
月
に
は
統
制
派
の
永
田
陸
軍
省
軍
務
局
長
が
皇
道
派
の
相
沢
三
郎
陸
軍
中
佐
に
惨
殺
さ
れ
る
と
い
う

事
件
が
発
生
し
て
い
る
（
菅
原
一
九
七
一
）。

こ
の
様
な
情
勢
の
中
で
、
青
年
将
校
の
不
満
は
頂
点
に
達
し
、
一
九
三
六
年
二
月
二
六
日
、
東
京
市
内
に
衛
戍
し
て
い
た
部
隊
を
動
員

し
て
、「
昭
和
維
新
・
尊
皇
討
奸
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
ク
ー
デ
タ
を
実
行
し
た
。
こ
の
ク
ー
デ
タ
で
齋
藤
實
内
府
や
高
橋
蔵
相
、
渡
辺
教

育
総
監
が
暗
殺
さ
れ
、
鈴
木
貫
太
郎
侍
従
長
は
重
傷
を
負
っ
た
。
岡
田
啓
介
首
相
も
襲
撃
を
受
け
、
一
時
行
方
不
明
と
な
っ
た
が
、
一
命

を
取
り
留
め
て
い
る
（
北
岡
一
九
九
九
：
二
六
〇
│
二
六
四
）。
反
乱
部
隊
は
、
首
相
官
邸
以
外
に
も
市
内
主
要
拠
点
を
襲
撃
し
、
瞬
く
間
に

市
内
を
制
圧
し
た
。
こ
の
一
連
の
動
き
に
対
し
、
真
崎
や
加
藤
寛
治
、
伏
見
宮
海
軍
軍
令
部
長
、
川
島
等
の
反
乱
部
隊
に
同
調
す
る
有
力

者
が
宮
中
に
参
内
し
、
戒
厳
令
の
施
行
や
新
た
な
内
閣
の
組
閣
を
奏
上
し
た
が
、
昭
和
天
皇
の
不
興
を
買
い
、
全
て
却
下
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
天
皇
の
強
い
反
乱
鎮
圧
の
意
向
を
受
け
、
陸
軍
上
層
部
は
漸
く
反
乱
部
隊
の
掃
討
を
決
定
し
た
（
8
）（

本
庄
二
〇
〇
五
：
二
七
二

│
二
七
六
）。
そ
の
結
果
、
ク
ー
デ
タ
は
直
ち
に
鎮
圧
さ
れ
、
下
士
官
兵
は
所
属
し
て
い
る
原
隊
に
復
帰
し
、
首
謀
者
で
あ
る
青
年
将
校
や

北
一
輝
や
西
田
税
等
の
民
間
人
も
逮
捕
さ
れ
た
（
堀
二
〇
〇
七
：
七
三
五
│
七
三
九
）。

そ
の
後
の
裁
判
は
通
常
の
軍
法
会
議
で
は
な
く
、
統
制
派
が
設
置
し
た
特
設
軍
法
会
議
で
行
わ
れ
、
ク
ー
デ
タ
を
主
導
し
た
青
年
将
校

は
死
刑
や
無
期
禁
固
と
い
っ
た
五
・
一
五
事
件
と
比
較
し
て
重
罪
に
処
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
裁
判
を
通
じ
た
統
制
派
に
よ
る
カ
ウ
ン

タ
ー
・
ク
ー
デ
タ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
（
北
二
〇
〇
三
：
一
六
七
│
一
七
五
）。
ま
た
、
ク
ー
デ
タ
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と

さ
れ
る
荒
木
貞
夫
や
真
崎
等
の
皇
道
派
将
官
に
加
え
、
初
動
対
応
で
不
手
際
が
あ
っ
た
川
島
陸
相
や
香
椎
浩
平
東
京
戒
厳
司
令
官
も
予
備

五
九
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
四
〇
）

役
に
編
入
さ
れ
た
（
北
二
〇
〇
三
：
二
〇
三
│
二
〇
六
）。

二
・
二
六
事
件
後
に
総
辞
職
し
た
岡
田
内
閣
の
後
継
内
閣
に
つ
い
て
、
元
老
で
あ
っ
た
西
園
寺
は
近
衛
文
麿
に
辞
退
さ
れ
た
為
、
西
園

寺
は
廣
田
弘
毅
を
推
薦
し
た
。
し
か
し
、
陸
軍
は
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
志
向
を
有
す
る
政
治
家
や
官

僚
の
入
閣
に
難
色
を
示
し
た
。
最
終
的
に
吉
田
茂
等
三
名
の
入
閣
見
送
り
に
よ
り
、
廣
田
内
閣
は
成
立
し
た
が
（
北
岡
一
九
九
九
：
二
六
一

│
二
六
四
）、
予
備
役
に
編
入
し
た
皇
道
派
首
脳
を
完
全
に
締
め
出
す
為
に
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
を
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

3　

理
論
的
分
析
か
ら
見
る
「
文
民
の
過
剰
関
与
」

⑴　

近
代
日
本
の
経
済
情
勢

日
露
戦
争
以
後
続
い
て
い
た
不
況
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
生
じ
た
特
需
に
よ
り
、
大
幅
に
改
善
し
た
。
し
か
し
、
終
戦
に
伴
う
特
需

の
収
束
に
よ
り
、
不
況
へ
逆
戻
り
し
、
関
東
大
震
災
の
復
興
資
金
調
達
の
為
に
発
行
し
た
震
災
手
形
の
処
理
が
不
況
を
悪
化
さ
せ
た
の
で

あ
る
（
三
和
二
〇
一
二
）。

こ
の
不
況
下
で
成
立
し
た
第
一
次
若
槻
内
閣
は
、
前
任
の
加
藤
高
明
内
閣
が
目
指
し
た
金
本
位
制
復
帰
を
引
き
継
ぎ
、
少
数
与
党
政
権

を
形
成
し
た
。
成
立
直
後
の
第
五
一
回
帝
国
議
会
は
政
友
本
党
の
支
持
を
取
り
付
け
、
何
と
か
乗
り
切
っ
た
が
、
翌
年
の
第
五
二
回
帝
国

議
会
は
若
槻
首
相
自
身
が
捜
査
対
象
と
な
る
松
島
遊
郭
疑
獄
（
一
九
二
六
年
）
の
影
響
を
受
け
、
審
議
日
程
は
混
乱
を
極
め
て
い
た
（
青
木

一
九
五
八
：
六
三
│
六
六
）。
そ
の
上
、
一
九
二
六
年
三
月
に
は
片
岡
蔵
相
の
失
言
に
よ
る
取
り
付
け
騒
ぎ
が
発
生
し
、
震
災
手
形
関
連
二

法
は
成
立
し
た
が
、
取
り
付
け
騒
ぎ
の
背
景
と
な
っ
た
台
湾
銀
行
や
鈴
木
商
店
の
経
営
悪
化
は
全
く
改
善
し
な
か
っ
た
（
高
橋
、
森

一
九
九
三
：
一
六
二
│
一
六
五
）。

五
九
二



政
軍
関
係
研
究
試
論
（
小
森
）

（
一
九
四
一
）

そ
の
為
、
第
一
次
若
槻
内
閣
は
日
銀
特
融
実
施
の
為
の
緊
急
勅
令
案
を
枢
密
院
に
諮
詢
す
る
が
、
第
一
次
若
槻
内
閣
の
倒
閣
を
目
指
す

政
友
会
と
幣
原
外
相
が
主
導
す
る
協
調
外
交
に
反
対
す
る
伊
東
巳
代
治
や
平
沼
騏
一
郎
等
の
枢
密
顧
問
官
が
結
託
し
、
救
済
規
模
の
大
き

さ
を
理
由
に
否
決
し
て
し
ま
っ
た
。
緊
急
勅
令
案
否
決
を
受
け
、
第
一
次
若
槻
内
閣
は
総
辞
職
し
、
田
中
義
一
政
友
会
総
裁
に
大
命
が
降

下
し
た
。
田
中
は
組
閣
後
直
ち
に
支
払
猶
予
令
（
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
）
を
実
施
す
る
為
の
緊
急
勅
令
案
を
枢
密
院
に
諮
詢
し
、
枢
密
院
も
憲

法
解
釈
を
変
更
し
て
、
緊
急
勅
令
案
を
可
決
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
実
施
さ
れ
、
事
態
は
沈
静
化
し
た
（
豊
田

一
九
八
二
：
二
〇
五
）。

こ
の
一
連
の
取
り
付
け
騒
ぎ
の
結
果
、
国
民
は
財
閥
系
を
始
め
と
す
る
大
手
銀
行
（
特
に
三
井
、
三
菱
、
住
友
、
安
田
、
第
一
）
に
預
金
す

る
様
に
な
り
、
財
閥
の
力
は
更
に
強
大
化
し
、
貧
富
の
差
は
拡
大
し
た
（
三
和
二
〇
〇
二
：
一
一
六
）。
こ
の
現
実
は
、
一
般
庶
民
の
み
な

ら
ず
、
後
の
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
す
青
年
将
校
の
一
因
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
こ
の
後
の
政
軍
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
来
好
況
が
続
い
て
い
た
米
国
経
済
は
過
熱
状
態
に
陥
り
、
一
九
二
九
年
九
月
の

株
価
最
高
値
更
新
を
ピ
ー
ク
と
し
て
低
落
傾
向
を
見
せ
始
め
、
つ
い
に
一
〇
月
二
四
日
に
大
暴
落
し
た
。
シ
カ
ゴ
証
券
取
引
所
は
閉
鎖
に

追
い
込
ま
れ
、
ウ
ォ
ー
ル
街
周
辺
に
警
官
隊
が
出
動
す
る
事
態
に
発
展
し
た
。
一
〇
月
二
五
日
に
は
ウ
ォ
ー
ル
街
の
大
手
株
仲
買
人
と
銀

行
家
が
買
い
支
え
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
が
、
そ
の
効
果
は
一
時
的
な
も
の
で
株
価
は
下
落
し
続
け
た
。

こ
の
事
態
を
受
け
、
米
英
仏
と
い
っ
た
列
強
は
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
圏
を
形
成
し
、
需
要
の
維
持
を
図
っ
た
の
に
対
し
、
日
独
仏
等
の
所
謂

「
持
た
ざ
る
国
」
は
経
済
回
復
は
早
か
っ
た
が
、
供
給
過
剰
に
陥
っ
た
為
に
国
外
へ
進
出
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
英
米
仏
の
勢
力
圏
を

侵
食
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
（
奥
西
、

澤
、
堀
田
他
二
〇
一
〇
：
二
八
三
│
二
八
九
）。
こ
の
様
に
世
界
大
恐
慌
は
列
強
に

深
刻
な
影
響
を
与
え
、
各
国
の
外
交
政
策
を
国
際
協
調
路
線
か
ら
対
立
路
線
へ
と
舵
を
切
ら
せ
た
が
、
外
交
政
策
の
転
換
及
び
積
極
的
な

五
九
三
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四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
九
四
二
）

海
外
へ
の
進
出
は
後
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

世
界
大
恐
慌
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
恐
慌
や
関
東
大
震
災
、
金
解
禁
、
昭
和
恐
慌
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
て
い
た
日
本
経
済
を
危
機

的
状
況
に
追
い
込
み
、
企
業
倒
産
や
農
村
の
疲
弊
を
惹
起
し
て
、
大
陸
へ
渡
る
人
々
を
増
加
さ
せ
た
。
ま
た
、
労
働
者
や
小
作
農
の
支
援

を
受
け
た
政
党
が
帝
国
議
会
の
議
席
を
得
る
様
に
な
り
、
労
働
争
議
や
小
作
争
議
が
増
え
た
結
果
、
政
府
は
治
安
維
持
法
の
改
正
等
を
行

い
、
社
会
主
義
運
動
の
取
締
り
を
強
化
し
た
（
小
林
二
〇
〇
二
：
一
八
九
│
二
一
二
）。

世
界
大
恐
慌
の
影
響
は
満
州
に
も
現
わ
れ
、
満
鉄
の
輸
送
収
入
を
悪
化
さ
せ
た
。
そ
の
上
、
銀
塊
相
場
が
一
九
三
〇
年
に
暴
落
し
た
為
、

金
建
て
運
賃
を
採
用
す
る
満
鉄
よ
り
も
銀
建
て
運
賃
を
採
用
す
る
中
国
鉄
道
の
運
賃
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
、
低
廉
な
競
争
線
に
貨
物
を

奪
わ
れ
て
い
っ
た
（
近
代
戦
史
研
究
会
一
九
八
五
：
一
八
一
│
一
八
二
）。
ま
た
、
満
州
経
済
は
世
界
大
恐
慌
の
影
響
に
よ
る
大
豆
価
格
の
暴
落

等
に
よ
り
、
満
鉄
の
営
業
収
支
も
悪
化
し
、
一
九
三
一
年
度
に
は
創
業
後
初
の
赤
字
を
計
上
し
た
（
黒
沢
、
斎
藤
、
櫻
井
二
〇
〇
一
：
二
一
八
）。

こ
の
経
済
状
況
を
改
善
す
る
為
、
高
橋
蔵
相
は
積
極
的
な
歳
出
拡
大
（
一
時
的
軍
拡
を
含
む
）
や
円
の
切
下
げ
、
ア
ジ
ア
貿
易
へ
の
依
存
、

重
工
業
化
へ
向
け
た
官
民
一
体
の
経
済
体
制
転
換
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
振
興
政
策
に
よ
り
、
世
界
に
先
駆
け
大
恐
慌
前
の
水
準
を
回
復

し
た
が
、
米
英
仏
等
の
列
強
と
の
貿
易
摩
擦
を
起
こ
し
、
財
閥
や
そ
れ
に
近
い
軍
部
等
の
諸
勢
力
の
伸
長
を
許
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
時
期
に
独
伊
の
様
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
唱
え
る
政
党
の
躍
進
は
無
か
っ
た
が
、
軍
部
の
発
言
力
は
強
ま
っ
た
。
更
に
五
・
一
五
事
件
が

政
党
政
治
の
幕
引
き
を
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
両
海
軍
軍
縮
条
約
の
破
棄
、
日
独
伊
三
国
同
盟
の
締
結
を
経
て
、
仏
印
進
駐
を

き
っ
か
け
と
し
て
太
平
洋
戦
争
へ
突
入
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
は
「
満
蒙
は
日
本
の
生
命
線
で
あ
る
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
大
陸
進

出
へ
と
突
き
進
み
、
政
軍
関
係
の
構
造
も
文
民
優
位
か
ら
軍
部
優
位
へ
と
急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 五

九
四



政
軍
関
係
研
究
試
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（
小
森
）

（
一
九
四
三
）

⑵　
「
文
民
の
過
剰
関
与
」
と
は
何
か
？

政
軍
関
係
研
究
は
、「
軍
部
等
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
を
如
何
に
抑
え
込
み
、
社
会
の
安
寧
を
担
保
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識
を
前
提

と
し
て
い
る
（
9
）

。
そ
の
為
に
政
治
家
等
の
文
民
に
よ
る
軍
部
に
関
す
る
予
算
・
人
事
・
作
戦
行
動
の
管
理
・
統
制
、
即
ち
文
民
統
制
が
各
国

で
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
文
民
統
制
の
前
提
は
「
文
民
の
判
断
は
無
誤
謬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
米
国
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
戦
争
指
導
、
日
本
に
お
け
る
三
矢
研
究
（
10
）

や
カ
ン
ボ
ジ
ア

へ
の
自
衛
隊
派
遣
等
の
際
の
文
民
の
行
動
（
11
）

は
、
理
念
や
思
想
の
み
な
ら
ず
、
実
益
や
効
果
の
面
か
ら
も
奇
異
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
理
念
と
し
て
の
政
軍
関
係
或
い
は
文
民
統
制
を
踏
ま
え
つ
つ
、
文
民
に
よ
る
軍
事
へ
の
過
剰
介

入
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
は
、
何
れ
も
経
済
情
勢
や
財
政
と
関
連
し
た
事
例
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
日
本
で
予
算
や
経
済

政
策
を
議
決
す
る
の
は
、
文
民
で
あ
る
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
た
議
会
（
帝
国
議
会
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
事
例
は
大
き

く
分
け
る
と
軍
縮
（
①
二
個
師
団
増
設
問
題
、
②
山
梨
軍
縮
及
び
宇
垣
軍
縮
、
③
統
帥
権
干
犯
問
題
）
と
軍
拡
（
④
満
州
事
変
、
⑤
五
・
一
五
事
件
及

び
二
・
二
六
事
件
）
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
何
れ
の
事
例
に
も
文
民
、
特
に
議
員
た
る
政
治
家
が
主
導
的
に
関
与
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
本
稿
で
設
定
し
た
「
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程
を
主
導
し
た
の
は
文
民
で
あ
る
」
と

い
う
仮
説
は
論
証
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
の
何
れ
も
が
軍
事
的
安
全
保
障
を
始
め
と
す
る
国
外
要
因
に
起
因
し
、
あ
る
程
度
の
軍
事
的
或

い
は
経
済
的
合
理
性
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
政
争
を
始
め
と
す
る
国
内
要
因
に
よ
っ
て
、
軍
縮
或
い
は
軍
拡
へ
と
主
導
し
た
と
い
う

点
に
お
い
て
、
合
理
的
で
は
な
い
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
文
民
が
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程

五
九
五
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を
主
導
し
た
合
理
的
で
は
な
い
要
因
、
具
体
的
に
は
慣
習
や

規
範
と
い
っ
た
非
公
式
な
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
般
的
に
規
範
が
成
立
す
る
為
の
要
件
と
し
て
、
ａ
．
効

果
的
な
規
範
に
対
す
る
需
要
が
生
じ
る
た
め
の
条
件
と
ｂ
．

そ
の
需
要
が
充
た
さ
れ
る
た
め
の
条
件
が
揃
う
こ
と
が
必
要

と
な
る
（C

olem
an 1990

）。
こ
の
要
件
を
本
稿
で
取
り
上
げ

た
事
例
に
当
て
嵌
め
る
と
、
下
記
の
様
に
な
る
【
表
1
】。

事
例
分
析
で
も
多
少
言
及
し
た
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

全
て
の
事
例
に
お
い
て
、
直
近
の
総
選
挙
に
お
い
て
与
党
が

過
半
数
を
獲
得
し
て
お
り
、
文
民
た
る
与
党
主
導
で
国
防
費

も
含
め
た
予
算
等
を
統
制
し
得
る
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

過
半
数
割
れ
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
統
制
す
る
こ
と
が
出
来

ず
、
軍
部
の
台
頭
を
許
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
る
と
、

文
民
主
導
或
い
は
政
治
主
導
と
い
う
非
公
式
な
制
度
が
内
面

化
さ
れ
得
る
状
況
が
整
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
需
要
を
充
た
す
為
の
条
件
と
し
て
、
全
て
の
事
例
が
不

況
下
に
お
い
て
発
生
し
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

【表 1】文民の行動を規定した非公式な制度が形成される条件

事例
条件

（独立変数）
結果

（従属変数）
形成された
非公式な制度

2個師団増設問題（1912年11月）
a.

第11回選挙（1912年 5 月）の選挙結果
（与党過半数獲得） 増設反対 文民優位

b. 日露戦争以来の不況（不況）

第 1次山梨軍縮（1922年 8 月）
第 2次山梨軍縮（1923年 4 月）
宇垣軍縮（1925年 5 月）

a.
第14回選挙（1920年 5 月）の選挙結果

（与党過半数獲得） 軍縮断行 文民優位

b. 大戦特需の消滅（不況）

統帥権干犯問題（1930年 5 月）
a.

第17回選挙（1930年 2 月）の選挙結果
（与党過半数獲得） 条約批准 文民優位

b. 昭和恐慌・世界大恐慌（不況）

満州事変（1931年 9 月）
a.

第17回選挙（1930年 2 月）の選挙結果
（与党過半数獲得） 事変容認 文民優位

b. 昭和恐慌・世界大恐慌（不況）

五・一五事件（1932年 5 月）
a.

第18回選挙（1932年 2 月）の選挙結果
（与党過半数獲得） 反乱鎮圧

（首脳殺害）
政軍均衡

b. 昭和恐慌・世界大恐慌（不況）

二・二六事件（1936年 2 月）
a.

第19回選挙（1936年 2 月）の選挙結果
（与党過半数割れ） 反乱鎮圧

（首脳殺害）
軍部優位

b. 昭和恐慌・世界大恐慌（不況）

著者作成。

五
九
六
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こ
れ
は
、
国
内
最
強
の
暴
力
装
置
で
あ
る
軍
部
を
以
て
し
て
も
、
財
政
や
景
気
と
い
っ
た
経
済
的
要
因
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
近
代
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
に
お
い
て
は
、
文
民
の
行
動
を
規
定
す
る
文
民
主
導
と
い
う
非
公
式
な
制
度
が

存
在
し
て
い
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
様
な
内
面
化
さ
れ
た
非
公
式
な
制
度
に
よ
り
、
文
民
に
よ
る
軍
事
へ
の
過
剰
な
政
治

介
入
を
肯
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
出
来
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
提
示
し
た
結
論
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
軍
部
が
有
し
て
い
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
及
び

そ
の
発
展
型
と
も
言
う
べ
き
近
衛
兵
主
義
の
存
在
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
或
い
は
文
民
統
制
を
構

築
す
る
為
の
仮
説
的
な
結
論
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

4　

結
語

以
上
、
政
軍
関
係
に
お
け
る
文
民
の
過
剰
関
与
に
つ
い
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
事
例
に
注
目
し
て
検
討
し
て
き
た
。
結
論
と
し
て
は
、

文
民
に
よ
る
軍
事
へ
の
過
剰
介
入
が
存
在
し
、
そ
の
介
入
は
（
軍
事
的
）
合
理
性
よ
り
も
政
治
性
を
優
先
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
要
因
は
文
民
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
て
い
た
文
民
優
位
と
い
う
非
公
式
な
制
度
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に

な
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
政
軍
関
係
に
お
け
る
軍
部
や
文
民
の
過
剰
関
与
に
つ
い
て
、
ク
ー
デ
タ
や
軍
部
に
よ
る
独
裁
、
い
わ
ゆ
る
文
官
統
制
や
本

稿
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
米
国
の
戦
争
指
導
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
民
或
い
は
軍
部
に
よ

る
過
剰
関
与
の
具
体
的
な
基
準
を
示
す
こ
と
は
難
し
く
（
12
）

、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
地
域
や
時
代
は
勿
論
、
社
会
状
況
や
研
究
者
の
視
座
に

五
九
七
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よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
（
13
）

。

こ
の
過
剰
関
与
の
基
準
に
つ
い
て
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
研
究
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、「
文
民
と
軍
部
の
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
」

や
「
国
家
と
し
て
の
指
揮
・
命
令
系
統
を
無
視
す
る
こ
と
」、「
文
民
に
つ
い
て
は
軍
部
に
無
理
な
要
求
を
す
る
こ
と
」、「
軍
部
に
つ
い
て

は
本
来
、
国
外
に
向
け
る
べ
き
暴
力
が
国
内
へ
向
い
て
し
ま
う
こ
と
」
と
い
っ
た
意
見
を
耳
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
（
14
）

。
何
れ
の
意
見
も
過

去
の
事
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
ほ
ぼ
当
て
嵌
ま
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
説
得
力
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
本
稿
で
提
示
し
た
文
民
に
よ
る
過
剰
関
与
の
類
型
化
及
び
分
析
モ
デ
ル
の
精
緻
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
昨
今
、
文
民
と
軍
部
の
認
識
の
相
違
（civil-m

ilitary gap

）
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
し
た
研
究
も
幾
つ
か
発

表
さ
れ
て
い
る
の
で
（
真
田
二
〇
〇
八
、
彦
谷
二
〇
〇
七
）、
こ
れ
ら
の
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
他
日
を
期
し
て
論
じ
た
い
。

（
1
） 

し
か
し
、
軍
部
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
軍
備
拡
充
に
関
し
て
は
、
内
閣
に
よ
る
意
向
が
反
映
さ
れ
得
る
運
用
が
行
わ
れ
た
為
、
軍
部
に
よ
る

独
断
専
行
を
行
う
こ
と
は
難
し
か
っ
た
（
小
林
一
九
九
六
：
一
五
四
│
一
五
九
）。

（
2
） 

こ
の
軍
縮
は
そ
の
後
の
陸
軍
内
部
に
お
け
る
派
閥
抗
争
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
後
に
宇
垣
が
大
命
降
下
を
受
け
な
が
ら
、
陸
軍
の
支
持
を
得
ら

れ
ず
、
組
閣
が
失
敗
す
る
遠
因
と
な
っ
た
（
北
岡
二
〇
一
一
：
一
九
〇
│
一
九
一
）。

（
3
） 

本
会
議
に
は
、
日
米
英
以
外
に
仏
伊
も
招
聘
さ
れ
た
が
、
両
国
は
国
際
連
盟
に
お
け
る
交
渉
を
優
先
さ
せ
る
と
し
て
出
席
を
辞
退
し
て
い
る
。

（
4
） 

米
国
が
「
比
率
主
義
」
を
、
英
国
が
「
個
艦
規
制
主
義
」
を
主
張
し
た
為
、
交
渉
は
決
裂
し
た
。

（
5
） 

こ
の
会
議
で
は
、
前
回
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
が
軍
人
主
体
の
交
渉
で
政
治
的
妥
協
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
、
日

本
の
首
席
全
権
を
務
め
た
若
槻
禮
次
郎
や
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
首
相
、
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
（H

. L
. S
tim
son

）
米
国
国
務
長
官
等
と
い
っ
た
政
治
家
主
体

で
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
（
関
二
〇
〇
七
：
四
五
│
四
六
）。

（
6
） 

当
時
想
定
さ
れ
た
日
米
戦
争
で
は
、
日
米
共
に
日
本
近
海
で
の
艦
隊
決
戦
で
勝
敗
が
決
す
る
と
予
想
し
て
お
り
、
日
本
は
太
平
洋
上
で
米
国
艦

五
九
八
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隊
を
潜
水
艦
等
の
補
助
艦
で
攻
撃
し
、
決
戦
海
域
に
到
着
す
る
ま
で
に
米
国
艦
隊
の
戦
力
を
削
る
と
い
う
対
抗
策
を
検
討
し
て
い
た
。
そ
の
為
、
日

本
の
補
助
艦
艇
は
、
対
米
比
七
割
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
日
米
の
共
通
見
解
で
あ
っ
た
（
関
二
〇
〇
七
：
一
二
七
│
一
三
一
）。

（
7
） 
政
友
会
が
統
帥
権
干
犯
問
題
を
取
り
上
げ
た
理
由
と
し
て
は
、
直
近
に
行
わ
れ
た
第
一
七
回
総
選
挙
で
惨
敗
し
た
上
に
、
田
中
義
一
総
裁
以
降
、

在
郷
軍
人
会
が
有
力
支
援
団
体
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
親
軍
化
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
（
纐
纈
二
〇
〇
九
：
二
九
〇
│
三
〇
一
）。

（
8
） 

ち
な
み
に
、
海
軍
は
当
初
か
ら
ク
ー
デ
タ
と
看
做
し
、
海
軍
省
庁
舎
の
警
備
体
制
を
臨
戦
態
勢
に
切
り
替
え
、
第
一
艦
隊
と
横
須
賀
鎮
守
府
所

属
部
隊
を
東
京
湾
に
突
入
さ
せ
、
反
乱
部
隊
と
の
徹
底
抗
戦
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
（
迫
水
二
〇
一
一
：
一
三
〇
│
一
三
一
）。

（
9
） 

文
民
統
制
の
先
進
国
で
あ
る
米
国
で
は
、
特
に
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
（
宮
脇
二
〇
〇
四
：
一
│
一
九
）。

（
10
） 

正
式
に
は
「
昭
和
三
八
年
度
総
合
防
衛
図
上
研
究
」
と
称
さ
れ
る
統
合
幕
僚
会
議
の
幹
部
が
行
っ
て
い
た
有
事
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究
で
あ

り
、
内
容
と
し
て
は
第
二
次
朝
鮮
戦
争
を
想
定
し
た
法
的
整
備
の
検
討
が
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
（
黒
川
二
〇
〇
三
：
二
五
七
│
二
五
八
）。

（
11
） 

具
体
的
に
は
、
軍
部
（
陸
上
幕
僚
監
部
）
が
決
め
る
べ
き
作
戦
や
装
備
に
つ
い
て
ま
で
国
会
が
介
入
し
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
江
畑

二
〇
〇
一
：
二
五
六
│
二
六
〇
）。

（
12
） 

軍
部
の
過
剰
関
与
を
三
宅
正
樹
は
「
政
治
介
入
」、
池
井
優
は
「
政
治
的
進
出
」
と
表
現
し
て
い
る
（
三
宅
二
〇
〇
一
：
二
、
池
井

一
九
六
八
：
八
七
）。

（
13
） 

そ
も
そ
も
「
政
軍
関
係
」
と
い
う
概
念
自
体
が
、「
軍
部
と
社
会
の
関
係
」
や
「
軍
部
と
産
業
の
関
係
」、「
軍
部
と
政
治
の
関
係
」
と
い
っ
た

概
念
を
含
ん
だ
多
義
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
14
） 

お
茶
の
水
政
治
研
究
会
二
〇
〇
八
年
四
月
例
会
に
お
け
る
参
加
者
各
氏
の
議
論
に
範
を
得
た
。

引
用
・
参
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政治的観測と憶測
──シャリエール夫人の見た仏革命前のオランダとフランスの政治状況──

玉　井　通　和

はじめに

1788 年はじめシャリエール夫人は、それまで数カ月書き連ねてきた

ものを『政治的観測と憶測』という表題のもとに一冊にまとめ、ヴェ

リエール（ニューシャテル）の出版・印刷業者 J. ヴィテルの所から出し

た。それはおもにフランス、特に母国オランダの政治状勢の最新の情

報に関わるが、短
コ ン ト

編、道徳的考察なども含んでいる。

当時シャリエール夫人は、夫の実家ポンテ館があってスイス・

ニューシャテルに近いコロンビエ村にオランダから嫁いできて 16 年余

り、『ローザンヌで書かれた手紙』など代表作となる数篇の小説を書き

あげてから、各地に出かけてはコロンビエに帰ることをしばらく繰り

返した後、最後はパリに長期滞在し、それを切り上げたばかりだった。

1786 年 1 月から、結局翌年の 1787 年 9 月まで 2 年近く滞在したパリ

では、色々なサロンに出入りしさまざまな人と出会うが、なかでもオ

ランダ時代、長く秘密の文通相手だったコンスタン・デルマンシュ（ 1 ）

の甥でまだ 20 才そこそこのバンジャマン・コンスタンに初めて出会い、

年の差を越えてこの神童と意気投合する（ 2 ）。

その一方で、多くの時間は音楽に割かれている。楽器を奏で、作曲

を習い『クラヴサン又はピアノ・フォルテのための九つのソナタ』を

出版するのである。音楽への関心は、パリ滞在を切り上げて帰国して
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からも、室内楽をおこない、小コンサートを開き、楽譜集を発表する

といった形で続いていく（ 3 ）。

この時期は同時に祖国オランダと、ずっと特別な関心を寄せるフラ

ンスの政治的・時事的問題への関心が強まった時期でもあった。

晩年、ある友人への手紙で自らの著作を次々に説明する中で、『政治

的観測と憶測』を書いた経緯については、次のように述べている。

パリからから帰ってきて、オラニエ公妃（ 4 ）への怒りから『政治

的観測と憶測』の一枚目を書きました。［...］それからその後が

続いていきました。憤りというか、もっと言えば愛国の熱情が

その多くを書かせたのです（ 5 ）。

シャリエール夫人は、こうしてフランス革命前に多く現われた

小
パ ン フ レ

冊子（ 6 ）の作者の一人となったのである。

ここではジ
ピ ュ ブ リ シ ス ト

ャーナリストとしてのシャリエール夫人が、『政治的観測

と憶測』の題名のもと、その持てる才能を発揮した 17 の小
パ ン フ レ

冊子を、

1 ．オランダの状況　 2 ．フランスの状況　（短
コ ン ト

編他を含む）について読

み解いていくこととする。

注　
（ 1 ） この文通については、拙著『ある危険な関係　─アニエスとデルマン

シュ─』駿河台出版社、2011. 参照。
（ 2 ） シャリエール夫人は当時 47 才。
（ 3 ） 若い頃からの絵画、デッサンへの関心は、おそらく視力低下問題の進

行もあって次第に薄れていかざるを得なかったと思われる。
（ 4 ） フリードリヒ＝ソフィア＝ヴィルヘルミナ（1747-1820）。プロイセン

のフリードリヒ 2 世（大王）の姪で、大王の後継者フリードリヒ＝ヴィル
ヘルム 2 世の妹。1767 年オラニエ公、ウィレム 5 世（1748-1806／在位
1751-95）に嫁いだ。

（ 5 ） Isabelle de Charrière, Oeuvres complètes, Amsterdam, Oorschot, 
10vols., 1979-85, t.6, p.565. ［以下、t.6,565 のように略記］
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（ 6 ） 『19 世紀ラルース』によれば（Grand dictionnaire universel du XIXe 
siècle, Slatkine, 1982（1874）, t.XII première partie, p.91）、風刺的・政治的
小印刷物を意味する英語起源の小

パ ン フ レ

冊子という言葉は、短かく鋭く風刺的に、
特定の時事的な対象を扱うものを指し示す。

1 ．オランダの状況について

おそらく 1787 年 9 月末から 11 月半ばの間に（ 1 ）シャリエール夫人が

書いたと思われる小
パ ン フ レ

冊子 no.1 は、祖国オランダの人々に訴えかけてい

る。

ヨーロッパ全体が、こんなに多くの悪行、残酷さ、無駄でうん

ざりする布告の数々、さらにあなた方がしたり、やらせたりし

ていることに驚き、憤り、怒っている（ 2 ）。

オランダ国内で内戦の様相を呈するまでに至った愛
パトリオット

国派とオラニエ

公派の対立は、1787 年 9 月、総勢 2 万のプロイセン軍介入によってオ

ラニエ公派の勝利に終わった。

フランス砲兵隊に関する調査を行なうなら、プロシャ王がブル

ンスヴィック公爵復帰を求め、それをオラニエ公夫妻が支持し

オランダ各州議会が拒否しないなら、［...］オランダはもはや共

和国とは言えない！（ 2 ）

フランスは 1780 年─87 年のオランダの騒乱で愛
パトリオット

国派を支援し、ユト

レヒトの愛
パトリオット

国派の要請に際して砲兵隊を派遣していたが、1787 年 9 月

15 日、統領オラニエ公派に排除された。これに関して、小
パ ン フ レ

冊子 no.1 は、

フランスに援軍を求めるのが、プロイセンに援軍を求めるより悪いか

と言い、その「調査」つまりは報復を危惧し、オラニエ公ウィレム 5

世（1751 年─95 年オランダ 7 州統領）派の正当性は、その軍事的勝利にし
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か基づいていない、と続けるのである。（オラニエ公派の公職復帰と愛
パトリオット

国派

の武装解除の後、1787 年 10 月、全国議会はこれを認める。）

ブルンスヴィック公爵は、1751 年から摂政アンの顧問官を務め、

1766 年のウィレム 5 世成人後もその後見人として影響力を保っていた

が、騒乱の中このオラニエ公妃の叔父はしばらく権力から遠ざかってい

た。≪誰にも愛されていない≫この人物（ 3 ）が復帰して、（議会とオラニエ

公妃の間で）再び政治的役割を果たすこと、それは正しいのか？小
パ ン フ レ

冊子

no.1 は問いかける、オランダがプロイセン領となって繁栄するのはよ

いことなのか？

「高
ジェネロジテ

潔さと王
プランス

侯についての考察」と題された小
パ ン フ レ

冊子 no.3 は、高
ジェネロジテ

潔さな

くしては存在しえない国王や戦士、小説や演劇の中の人物といった一

般論から始め、エリザベス 1 世、ザクセン選帝侯、さらにはワシント

ンといった歴史上の、あるいは同時代で外国の人物を取り上げるが、

それはもちろん同時代オランダの「高
グ ラ ン

位の人々」に読者の注意を引く

ためである。

ブルンスヴィック公爵やオラニエ公妃は、常に舞台の上にいて世界か

ら注目される高
グ ラ ン

位の人々が持つべき高
ジェネロジテ

潔さを持っているだろうか？公爵

が肩書や報酬なしに復帰することはなく、≪彼は戻ってきて策謀をめぐ

らし揉めごとをおこし、情報を集め用心しながら統治するだろう（ 4 ）。≫

そしてオラニエ公妃については

彼女はアムステルダム砲撃中、彼女の高
ジェネロジテ

潔さが認められるのを

喜んで聞いた。［...］こういうばかげた称賛を受け入れたのは、

もっとも自分が高潔でない時、高潔だと言われて目が見えなく

なり自分は高潔なんだと思いこみたくなったからではないだろ

うか？（ 5 ）

さらに話は彼女の育てられ方、教育に及ぶ。ルイ 14 世の孫、王太子
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ブルゴーニュ公の師傅フェヌロンは、その教育のために『テレマック』

を書いた（ 6 ）。その教えはただそれについておしゃべりするためでなく

≪それに合わせて自らの生き方を律する≫（ 7 ）ためだった。だが、オラ

ニエ公妃にしても≪開明的な宮廷で、まわりにあらゆる科学と芸術の

徒を集めた英雄［つまりフリードリヒ大王］のそばで≫（ 7 ）生まれた以

上、彼女は≪魂の真の偉大さ≫を教えられたのか、それともそれは見

せかけであり≪自尊心と容赦のない復讐心≫（ 7 ）を授かったのか、と作

者は問いかける。しかし反オラニエ公派への報復が声高に語られる今、

高潔・寛大な措置が取られたらどうだろう。

不幸があなたの心を動かし、後悔があなたの気を静め、野心よ

り度量の大きさをあなたが持っているなら、愛と信頼と敬意が

あなたの周りに再び生まれ、オランダが失くしたものを取り戻

し繁栄して、あなたを祝福しますように！世界はあなたに感服

し、後世の人々はあなたの彫像をいくつも建てるでしょう（ 8 ）。

『高
ジェネロジテ

潔さと王
プランス

侯についての考察』の最後は、こういういわば捨てぜり

ふとも聞こえる、辛辣な言葉で終わる。その前の議論の真摯さが否定

できなければできないだけ、これはいっそう辛辣に聞こえるのではな

いだろうか。

オラニエ公妃への厳しい見方は、小
パ ン フ レ

冊子 no.7 でも「あるイギリス人」

の証言を通して繰り返される。

私はオラニエ公の結婚の時ハーグにいて、高位の女性たちがオラ

ニエ公妃の謁見を賜る様子を見ましたが、それは我らが王妃さえ

臣下の女性に示さないような尊大さ、配慮を欠く態度でした（ 9 ）。

たしかに、絶対的な権威をもつ君主フリードリヒ大王の宮廷で育っ

たこの女性が、夫の統領─オラニエ公の権力を君主のそれに近いもの
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とみなしていても不思議ではないだろう。（t.10,545 注 9 参照）特にこの

ハーグの話は、結婚式がオランダではなくプロイセンで行なわれた

（1767 年 10 月 30 日）直後の話なのである。しかしシャリエール夫人から

すれば、開明的な「啓蒙」専制君主を標榜するフリードリヒ大王の姪

が、共和国「第一の市民」オラニエ公の妻の立場もわきまえず、強権

を振るうのは看過できないのである。

「あるオランダ人からあるフランス人への手紙の一節」と題された

小
パ ン フ レ

冊子 no.14 前半部分は、1788 年 2 月 15 日、オラニエ公ウィレム 5 世

が二度目の愛
パトリオット

国派大赦令（10）を出した後の、一人の（元）愛
パトリオット

国派の男の

不安と逡巡を語る。彼にしてみれば大赦令は十分なものにはほど遠い。

オレンジ色を掲げないのは暴
ティラニー

政への嫌悪というより恐怖からだが、そ

うかと言っていまさら愛
パトリオット

国派に戻る気も起きない。ただ自分を必要と

している愛
パトリオット

国派が受け入れてくれる可能性の方が高いだろうし、若く

無知・無分別なオラニエ公夫妻の取り巻きは支持できない。

オラニエ公派が完全な主導権を握れず、再び愛
パトリオット

国派との争いになっ

ても、愛
パトリオット

国派をまとめ、イニシアチブをとれる人物がいない。不幸な

ことにオランダに立派な人物はいても、ワシントン将軍（11）やかつての

フランスの指導者たちのような人間が見当たらないのである。

もうその群れを導く牧者も犬もいないとなれば、羊たちは自分

たちだけで牧草地を選び、一緒に小屋を出たり小屋に帰ったり

するのだろうか、それとも道に迷い命を落とすのだろうか？（12）

小
パ ン フ レ

冊子 no.16 は、三通の手紙を収めている。「ある愛
パトリオット

国派からオラニ

エ公への手紙」と題された最初の手紙は、フランスに亡命した愛
パトリオット

国派

の立場から、1788 年 2 月 15 日発布された大赦令の語句について、オラ

ニエ公にその真意をただす。

大赦令は、公職に関わる侮辱は処罰の対象とする、オラニエ公夫妻
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への個人的な侮辱は≪通
パ セ

過させる≫（13）というが、それは文字通り

「許
パ セ

す」という意味なのか、それともそうした侮辱を見
パ セ

過ごしていた、

従ってこれは「許せない」という意味なのか、と問うのである。大赦

令の曖昧さは、その適用範囲から、≪道理に暗い≫（13）市民を扇動した

者を≪一時的に≫（13）省くというところにも見られる。誰がその明るさ

／暗さを決めるのか、公ご自身か、議会か、大赦令執筆者か？この

愛
パトリオット

国派は、自分は扇動したのかされたのか、≪すべて最悪の状況にあ

る≫と発言したがそれは≪この国を恐怖で満たした≫（13）のか、結局自

分には大赦令が適用されるのか、と問いかけるのである。

「ホーラントと西フリースラントの議会へ」と題された 1788 年 3 月 1

日付の 2 番目の手紙も、「非常に穏健な愛
パトリオット

国派」がやはり大赦令に疑義

を呈し、帰国をためらう心情を訴えている。≪絞首刑にならない≫（14）

ことがすべてではない、≪なされていること、言われていることが理

解できる国で≫（14）なければ生きていけない。要請してもいないその軍

の介入を受けたプロイセン王に感謝し、ヨーロッパ中の笑い物になっ

た、このいわゆる≪自由とされる≫国を恥じて、自分は帰国しない、

とこの手紙は結論付けている。

3 番目の「体調不良で自室にこもるオラニエ公長男（15）のものとされ

る手紙」は、オランダ独立に多大の貢献をしたウィレム 1 世沈黙公

（1533-84）を範と仰いで自分もいずれ国のために働きたいと主張する。

そのために知識と経験を得なければなりません。お
マ マ ン

母さん、あな

たには誇るべきご先祖たちがいますが、私としてはあなたがその

息子を恥ずかしく思うことのないようつとめていく所存です（14）。

この手紙の意図するところは明白だと思われる。オラニエ家の誇り

を自覚した純真な息子からプロイセン出身のその母親、オラニエ公妃

に宛てた健気な決意表明の手紙という設定を通して浮き彫りになるの

は、現実のオランダの政治状況の混乱と迷走、そしてその大きな契機
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となった 1787 年 6 月以後のオラニエ公妃の言葉と行動であろう。

＊

小
パ ン フ レ

冊子 no.5、no.7、no.9 は、≪あるイギリス人≫（16）がその≪観察所

見≫（16）を、オランダ貴族シャルル・ベンティンク（17）に宛てた手紙の中

で語るという形で、イギリスとオランダの近代史を比較・総括しなが

ら、1780 年代オランダの政治状況に切り込んでいく。

デ・ウィットの反統領策は公正を欠いていたが、その虐殺（1672）後

統領に復位したオラニエ公ウィレム 3 世はその権力の行使をほしいま

まにした。その能力、その（実体はルイ 14 世への憎しみだが）愛国心に

よってオランダはしばらくの間、国の形をなした。この共和国には力

を与えてくれる指導者が必要だが、そのことをオランダ人自身が自覚

するには再び危機の到来［オーストリア継承戦争（1740-8）時のフラン

ス軍侵入］を待たねばならなかった。しかし、1748 年の統領復活では

1672 年以上のことがなされた。統領が世襲制になったのである。

筆者（つまりシャリエール夫人）は世襲制に反対する。それは≪徳も能

力も活力もない≫（18）権力者を生むおそれがあるからである。≪より自

由な共和国の品位を保つか、そうでなければオラニエ公を主権者と認

めながらも暴君になるのを防ぐあらゆる措置を講じるか≫（18）だ、それ

にはイギリスの例が参考になる、と彼は続ける。ヴォルテールの言った

言葉に掛けて≪ウィレム 3 世がそちらで王だと分かった我々は、こち

らイギリスでは統領にすぎなくなるよう配慮した≫（19）と言うのである。

チャールズ 1 世の処刑は正当化できないが、王政復古が専制政治に

向かい国民の自由を脅かせば議会はそれに抵抗し、王の娘婿の協力を

得て王権を制限した（20）。指導者は望むが、暴君は望まない。共和制の

実効性に君主制の≪迅速さ、品位、まとまり≫（21）が加わることを望む

のである。

イギリスをモデルにして、オラニエ公を君主にしたオランダ 7 州統
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一国家の像を描くなら、まず、その貴族層からイギリス貴族院にあた

るものを組織するのは容易であり、「下院」についても選挙でなく現在

の地方議会議員、地主層、地方聖職者層を集合することによって構成

可能である。さらに、君主にイギリスにおけるような権限を与えると

しても、オランダ国民の幸福と権利の保護のため、次のような提案を

している。

1 ．国軍再編、特に外国人部隊の適正化、国軍からの外国人将校の

排斥、歩兵隊の待遇改善、数年の冷却期間を経て［1787 年 9 月

武装解除されていた］「義
コール・フラン

勇軍」（非正規軍）の─外国軍侵入に備

えての─再武装の許可。

2 ．規模を含む海軍のヴィションの決定、政治的対立解消による再

編の実施。国際関係、特に海外貿易の上での安全保障の確立。

3 ．地方聖職者層の待遇を改善し、その政治参加を認めること。（こ

れなしには下層民反乱に際して危険分子となる可能性がある。）

オラニエ公を「合法的」にオランダ 7 州の君主にする、つまりオラ

ンダに立憲君主制を提案する手紙の最後を、オランダに≪関心があ

る≫（22）この「あるイギリス人」─つまりスイスに住むオランダ出身の

シャリエール夫人─は何も失うもののない≪無名の外国人≫（22）として

次のように締めくくる。

こうすることによってあなたがたは栄光を得ると共に安らぎを

手にするでしょう、そしてあなた方の自由のためにはこの手段

しかないのです（22）。

＊

小
パ ン フ レ

冊子 no.12、1788 年 1 月 10 日付の手紙を書いたのは、これまでの

幾つかの小
パ ン フ レ

冊子について感想を寄せた人物という設定である。
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このフランス人らしき筆者は、『オランダ旅行記』を書いて寛容と自

由と勤勉で繁栄する共和国という伝統的な良きオランダ像を概して踏

襲した、シャリエール夫人旧知のディドロ（23）より厳しくオランダとオ

ランダ人を見る。

この国では、

社交界の人士は、朝イギリス人、夜フランス人、つまり一日サ

ルまねのしどおし、学者は鼻持ちならず、豊かな町民は鈍重で、

庶民は粗野である（24）。

実は前述の「あるイギリス人」の手紙の中でも、オランダ人の冷淡

さ、愚鈍さ、粗野さ、愛と憎しみにおける軽率、復讐心の激しさと

いった欠点が、オランダ近代史に言及する前に列挙されていた（25）。

オランダ人は勤勉といわれるが、それだけでは十分でなく、それを

≪何か興味深いこと≫（24）に向けねば意味がない、金持ちであるだけで

は十分でなく、≪優雅に品良く≫（24）金持ちでなければならない。

この国の状況はその運河のごとくよどんでいる。総じてオランダの

町には活気がなく、産業に活力を与えるべき金がイギリスやフランス

に流れている。貧困が存在しないというオランダ神話はもはや過去の

ものであり、どの町でも、食べるのはジャガイモ、飲むのはジン、体

を温めるのは泥炭の残りかすといった≪蒼白痩身虚弱無気力≫（24）な多

くの住民を見かける。パンやビールが重税により元の2倍の値段になっ

ていて、手が届かないのである。豊かな年金暮らしの人々もいるが、

彼らは極度に吝嗇で人に水一杯与えない。

「スティルストローム」［静かな水の流れの意］なる町の元参事・収

入役は、なぜその金を両インド会社の活動や新大陸アメリカの開拓、

あるいは国内の開墾事業に投資して状況の改善に寄与しないのか、と

いう小
パ ン フ レ

冊子 no.12 筆者の疑問に答え、開墾には何年も金がかかり無収益

のままという事態が想定される、両インド会社については、その役員
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でも株主でもない自分はそれが繁栄しようがしまいがどうでもよい、

と答える。そして、夏は 7 時、冬は 7 時半に起きて、夏は庭で冬は暖

炉のそばでたばこを吸いながら新聞を読み ... 夏は 10 時、冬は 10 時半

に床につく、規則正しく静かで幸せなその一日を滔々と語るのである。

オランダ社会の各層、各家族で「秩序」、「がんばり」「不屈の精神」

が「黄金の世紀」と変わらず維持されているにしても、全体的に進取の

気性が薄れて保守化傾向を示し、安易な土地家屋への投機や金融取引

に終始したり、金利・年金生活の≪まじめでしかるべき嗜眠状態≫（26）

に入る人々が増加した。このことは、ここで指摘されているだけでな

く、18 世紀後半のライデン新聞やフランス人旅行者も証言するところ

である（27）。

この事態の打開に向けて政治的イニシアチブを期待したいところだ

が、すべての非を愛
パトリオット

国派に押しつけ、自らの権力増強と息子の未来の

栄光しか眼中になく、オランダという国の行く末など考えていないオ

ラニエ公王妃には期待できないだろう。

しかしそれにしてもこうした小
パ ン フ レ

冊子はどのくらい実際に有効・有益

なのか、そもそもモリエールの演劇は人を笑わせるとしてもどのくら

い実生活に影響を与えるのか、人は「歴史」から何を学ぶのか、と物

を書くこと自体の意義という基本的な疑問を投げかけた後、いずれに

しても、『観測と憶測』に多少ともの価値を認め、小
パ ン フ レ

冊子 no.12 は終

わっている。

「風刺的著述について」と題された、『政治的観測と憶測』最後の

小
パ ン フ レ

冊子 no.17 は、まず（2 月 26 日付ライデン新聞掲載の）オランダ全国議

会が 1788 年 2 月 15 日公布した大赦令を評価する。それはオラニエ公

派と愛
パトリオット

国派の和解を前進させるものだからである。しかし、それ以前

の 2 月 6 日付ライデン新聞に掲載された、≪風刺的著述の発表は敵愾

心を生む≫（28）故にこれを禁じる、という一文がここで問題になる。「風

刺」や「皮肉」を禁じて沈黙を強いるのは良いことなのか？ここには

誤解がある。つまり、不当な中傷、ひどい侮辱と≪正当で当を得た風
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刺≫（28）は区別されるべきである。人々に真実を気づかせる批評的文章、

その中に風刺的著述も入るとこの筆者＝シャリエール夫人は考えてい

る。蓋しその文学的な出発を、ヴォルテールばりの文章で痛烈に貴族

階級を風刺した短
コ ン ト

編『貴族』で果たしたシャリエール夫人（29）にしてみ

れば、これは譲れないところであったと思われる。

オランダ人よ。なぜこの臆病さなのか？［...］その精神をとりも

どしてください、勇気をもって考え、勇気を持って主張してく

ださい（30）。

結婚 4 年目の 1775 年の夏オランダに帰ったのを最後に、それから一

度も帰国することのなかったシャリエール夫人だが、オランダへの望

郷の念、愛国心は人一倍強かったと思われる。『シャリエール夫人とそ

の友人たち』の著者、Ph. ゴデは『政治的観測と憶測』を読んで、この

スイス人になった女性が、≪思った以上にその祖国に愛着を覚えてい

る≫（31）ことに驚いているが、それも当然と思われる。帰国しなかった

ものの、1780 年代、オラニエ公派と愛
パトリオット

国派の対立が明らかになり、親

族の中でも支持が両派に分かれた時、彼女は、遠くにいて事情がよく

分からないのはむしろ幸いである、ただ≪我が国に幸あれと祈る≫（32）

ばかりだと打ち明けている。

彼女の愛国心は終始一貫していたと思われる。コンスタン・デルマ

ンシュがフランス社交界を絶賛し≪厚かましく粗野な≫（32）オランダと

オランダ人を批判した時、彼女は反発する。

何という強い敵意、何というひどい偏見でしょう。［...］あまり

ひどくけなされたので、かえってこの国が好きになったくらい

です。公正でありたいと思い、良い所を探したらいくつも見つ

かりました（33）。
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たしかにフランスは好きだが、好きなのは小さい時から親しんだ作

家たちに代表されるその文化であり、現実のフランス人はそうでもな

い、イギリスから帰国した時思ったのは、≪わが自由で豊かな≫（34）農

民が耕した畑の中を歩けば、≪我が祖国、自由の国、愛する人々の住

む国≫（35）が好きでないなどあり得ないということだ、と彼女は率直に

述べているのである。

注
（ 1 ） シャリエール夫人全集中の『政治的観測と憶測』のまえがき

（C.P.Courtney）参照。（t.10,57）
（ 2 ） t.10,66
（ 3 ） t.10,67　オランダ時代のシャリエール夫人は、ブルンスヴィック公爵

家の舞踏会でコンスタン・デルマンシュと初めて会っている。（『ある危険
な関係』op.cit., pp.5-9 参照）

（ 4 ） t.10.71
（ 5 ） ibid. ライデン新聞によると、オラニエ公妃は 1787 年 9 月 29 日、オ

ランダ全国議会代表団に≪私の気持ちは、みなさんが私の中にお認めにな
られる高

ジェネロジテ

潔さという考え方にまったく同感なのをとても嬉しく思います≫
（La Gazette de Leyde-09/10/1787-, t10,541 に引用）と答えたという。し
かし、その直後公妃は、ブルンスヴィック公爵にアムステルダム砲撃を命
じるのである。

（ 6 ） フェヌロンは、父ユリ－ス（オデッセウス）をさがすテレマックの遍
歴を物語る『テレマックの冒険（1699）』、で君主の身の処し方、国の統治
の仕方といった帝王学を説いた。教育が重要になる啓蒙の時代の先駆者の
名にふさわしく、フェヌロン（1651-1715）には、教育を論じたものとし
て他に『女子教育論（1677）』、『死者の対話（1712）』がある。

（ 7 ） t.10,72
（ 8 ） t.10,73
（ 9 ） t.10,80
（10） 1787 年 9 月、愛

パトリオット

国派武装解除後の最初の大赦令は、愛
パトリオット

国派に対し新体
制に忠誠を誓うこと、一定の公職からの追放、オラニエ公派のシンボルカ
ラー、オレンジ色の着用（愛

パトリオット

国派は黒色）などを布告していた。（cf. 
t.10,538）

（11） 2 年後アメリカ初代大統領になるジョージ・ワシントンは 1787 年当時
アメリカ合衆国憲法制定に指導的な役割を果たしたところだった。

（t.10,541, no3,7 の注を参照）
（12） t.10,102
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（13） t.10,106
（14） t.10,107
（15） この長男は 1815 年、オランダ国王ウィレム 1 世として即位した。当

時 16 才。
（16） t.10,75
（17） ベンティンク家は、シャリエール夫人の従姉が嫁いだ、イギリス・オ

ランダ両国に縁戚関係を持つオランダの名家である。その従姉の息子シャ
ルルにシャリエール夫人は『政治的観測と憶測』の幾つかの小

パ ン フ レ

冊子を送っ
たという。（t.10,543 の注参照）

（18） t.10,77
（19） t.10,77　名誉革命に際し、オランダ統領のままイギリス国王となった

彼について、ヴォルテールが『ルイ 14 世の世紀』の中でこう表現してい
る。（ヴォルテール『ルイ 14 世の世紀』岩波文庫（全 4 巻）1958-83、巻 1、
p.203 以下参照）

（20） 議会がジェームズ 2 世の娘婿オラニエ公ウィレムに助けを求め、
ジェームズ 2 世を国外に追放したいわゆる名誉革命（1688）、そしてその
結果生まれた「権利の章典」（1689）。

（21） t.10,81
（22） t.10,87
（23） 1773 年と翌 74 年、ディドロはロシア旅行の行きと帰りに、オランダ

にそれぞれ数カ月ずつ滞在し、その体験を踏まえて 1780 年『オランダ旅
行記』にまとめる。（Denis Diderot, Voyage en Hollande, Paris, Maspero, 
1982 参照）フランスの啓蒙思想家にとっては、自らの著作の出版を通して
も、オランダが「寛容と自由」を重んじる勤勉で豊かな共和国だという評
価は揺るがない。（ただ、1747 年の統領制度復活については、彼も明確に
批判している。）こうしたディドロに 1774 年夏、シャリエール夫人は夫と
オランダに帰国して、その滞在先ハーグのロシア大使ガリツィン公邸で数
回会っている。

（24） t.10,92　オランダの現実の貧困について、シャリエール夫人の友人
J. ボズウェルは、オランダの≪主な町の殆どは悲しくも荒れ放題で、事も
なく怠惰のうちに過ごしている≫、と語っている。（F.A.Pottle ed., Boswell 
in Holland, N.Y.,1952, pp.287-9）

（25） t.10,76
（26） t.10,94
（27） 拙著『「ライデン新聞」が見た 1766 年─ 1768 年のオランダ』、桜文論

叢vol.35, 1992、さらにM.van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: 
récits de voyageurs français dans les Provinces-Unis, 1748-1795, The 
Voltaire Foudation, 1994. をそれぞれ参照のこと。

（28） t.10,108
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（29） 拙著『『貴族』を巡って：ある女流作家の出発　I～IV』、桜文論叢
vols.29.30.32.34, 1990-2 参照

（30） t.10,109
（31） t.2,454　1785 年 2 月 1 日付、J.P ドゥ・シャンブリエ・ドレールへの

手紙。
（32） t.1,460
（33） t.1,493　前掲書、拙著『ある危険な関係─アニエスとデルマンシュ』、

駿河台出版、2011, pp.142-3 参照
（34） t.2,53
（35） ibid.

2 ．フランスの状況について

小
パ ン フ レ

冊子 no.2 は、アムステルダム在住フランス系貿易商が 1787 年 11

月 24 日、パリの友人に宛てた手紙の形を取っている。そこではまず、

フランスにおけるプロテスタントの市民権回復とその信仰の自由の公

認が話題にされる。

宰相ブリエンヌが取り組んだこの法案は、オランダ国内で 1787 年 9

月のフランス軍撤退後、統領─オラニエ公派の報復にさらされている

反オラニエ公派の愛
パトリオット

国派の救済を目的にしていたとされている。真の

意図が不明だとかその適用範囲が限定的だとかさまざまな意見がある

が、いずれにせよ、これはフランスがオランダ愛
パトリオット

国派に対してできる

≪唯一の償い≫（ 1 ）であり、「名誉」を考えるなら、これは双方にとっ

て必要なものだと小
パ ン フ レ

冊子筆者は主張する。フランスにとっても、オラ

ンダからのフランス系プロテスタントの帰国によって、人材と財産と

産業を取り戻すことになると思えば、寛容という名誉ある行ないに加

えて、正当な形での利益も得させるのである。

「プロテスタントにかかわる勅令について」と題された 1788 年 1 月 1

日付でドイツのハナウ（フランクフルト近くの町）から出された形の手紙

は、1787 年パリで出回ったノアイユ元帥夫人の名を冠した「プロテス

タント寛容令」反対意見書を厳しく批判する。

1685 年のナントの勅令の廃止は、フランスの外では特に王権に近
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かったイエズス会士の力と策謀によって実現したと評価されている。

一方今回の≪叡知≫と≪公正さ≫と≪善良さ≫の寛容令で示されたル

イ 16 世の方針にはヨーロッパ全体が賛同している。

しかし国内に根強い反対意見があるのも事実で、［寛容令のもとにさ

れた］マルゼルブの意見書は発禁となった（ 2 ）。ノアイユ元帥夫人の意

見書を作成したのも元イエズス会士であった。しかし、スイス、ドイ

ツ、オランダからプロテスタントが帰国しても、元帥夫人が恐れるよ

うなカトリックにとっての危険などない、とこのドイツからの手紙は

主張する。

帰国者はフランスに感謝するだろう、この輝かしい文化の帝国フラ

ンスに。しかし、フランス語という言語がかつてのラテン語のように

各地で使われ、また演劇や書籍を通して、フランス文化がイギリス、

ドイツ、オランダに広まったのは、まさにそのプロテスタント亡命者

たちのお蔭である。プロイセンのフリードリヒの宮廷などはその良い

例である。

フランス人教師が各地に散らばり、［まさにシャリエール夫人自身の

ような］現地の子供たちにラ・フォンテーヌやセヴィニェ夫人を読ま

せ、ラシーヌやクレビヨンを演じさせた。ヴォルテールの著作を通し

てルイ 14 世の時代にフランス人以上に詳しくなったり、モンテス

キューやビュフォンを読む者が現われても不思議ではない。多くの

人々にとってフランスはこうして第二の故郷になったのである。

フランス文化の栄光、その文化の帝国を築き上げるのに多大の貢献

をした亡命者が危機にあれば、彼らを引き取る、手遅れにならないう

ちに、愛をこめて迎え入れるのは当然である。権力に近くそうする力

のあるカトリックが恐れることは何もない。むしろプロテスタントの

方が恐れるべきかもしれない。寛容は迫害よりも改宗者を生むからで

ある。

＊
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『政治的観測と憶測』で扱われているフランスに関するもう一つの大

きなテーマは、封印状の問題である。プロテスタント「寛容令」がオ

ランダと深く係わっていたのと違い、これはいわばフランス固有の、

その体制に関わる問題である。

小
パ ン フ レ

冊子 no.4「あるミラノ人からあるパリジャンへの手紙（1787 年 12

月 15 日付）」は、1787 年 11 月 19 日、「5 年王国債」に関する勅令の登

録を巡りルイ 16 世とパリ高等法院が衝突した一件を取り上げる。

旧
アンシャンレジーム

体 制 下のフランスでは本来法的権威である高等法院だが、特に

パリ高等法院は、勅令登録権、建言権を通して（その枠を越え）王権に

対する政治的拠点になっていた。この時も法院側が抵抗し、それに対

してルイ 16 世は≪我が勅令が登録されることを命じる≫（ 3 ）と宣言し、

さらにその違法性に抗議したオルレアン公はパリ追放（ヴィレ ─ コトレ

の居城に謹慎）、フレトー、サバティエという二人の評定官は封印状に

よる逮捕監禁としたのである。

これに関してミラノ人は、確かに国王の怒りにまかせた行為は違法

かもしれないが高等法院側の尊大・高慢ぶりも目に余る。こうした混

乱から良い結果が生まれるとは思えない、特に三部会招集を早めると

いう噂が流れ［カロンヌによる「名士会」はすでに 1787 年 2 月 22 日

開催ずみ（ 4 ）］、それでも地方の蜂起、ことによれば内戦という不穏な

空気がある中で、この対立は不毛だというのである。オルレアン公称

賛には懐疑的、その謹慎という罰は軽い、評定官の懲罰は特に封印状

が絡むのでより深刻だが、これに関して出された高等法院の「懇願書」

には余り心動かされない。それより、（1787 年に結局無罪放免されたが）

証拠なしに投獄され「車責めの刑」を宣告されたショーモンの三人の

冤罪事件（ 5 ）の方がよほど重大であろう。

「あるパリ高等法院評定官の国王への建言」（小
パ ン フ レ

冊子 no.11）は、1788

年 1 月 4 日パリ高等法院の封印状廃止令を受け、もし封印状で父母や

女中が逮捕されそうになったら自分は最後まで戦うと言う。封印状に

法的な根拠はない、それは長い慣習に基づくものであり、≪強者の権
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利≫（ 6 ）に他ならない。国王陛下もよく熟慮すれば、それを行使されな

いはずであり、その行使を勧めるような大臣がいたらそういう者こそ

バスティーユに入れるべきだと主張するのである。

これに続く「もう一人の高等法院評定官の請願」（小
パ ン フ レ

冊子 no.11）は、

前述のフレトー、サバティエ両名の釈放とオルレアン公のパリ帰還許

可を願い、確かに高等法院側が国王をいらだたせた面があるが、国王

も≪強く反応しすぎ≫≪気配りと節度に欠ける≫（ 7 ）点があったことは

否めない。釈放は善行で公正なものであり、善良なる王、公正なる王

のしるしである。そうした王によって必要で有益な改革案が出されれ

ば、それに反対することはないであろう。≪暴政、不公正、怠惰、堕

落≫といった言葉が我々の周りを飛び交っている中、国王は≪封印状

を使わずに統治≫し、我々は≪よりよく裁≫（ 8 ）く、その価値はあるの

ではないだろうか、というのである。

小
パ ン フ レ

冊子 n.13 は、上記高等法院の封印状廃止令を受け 1 月 17 日に出た

ルイ 16 世の返答に対する、「靴職人」「高等法院審理院長」「あるフラ

ンス人」という三人それぞれの反応を、いずれも国王に宛てた手紙の

形で示す。

まず「サン・マルソー大通りの靴職人」は、国王の返答の中の≪家

族の利益と国家の平和≫（ 9 ）のため封印状が必要だというくだりに関心

を示す。彼は口うるさい妻、よからぬ女と結婚しようとしている息子、

うら若い女との結婚で自分たちから相続権を奪うことになる弟、この

三人に対して「封印状」を出してもらいその社会からの排除を計る、

そのことが自分と八人の子供の幸せにするばかりか、不服従な女、放

蕩息子、年の離れた女を嫁にしようとしている弟を罰して世の中の秩

序を守り、国家の平和に貢献することになる、と主張するのである。

友人が、封印状は金持ちだけのもので、世話になった大臣に謝礼金か

綺麗な女を差し出さなければならないと言ったが、それは誹謗中傷で

あり、我々はみんな国王の子供ではないか、と彼は付け加える。

「封印状（lettres de cachet）は「開封特許状（lettres patentes）と違い、
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文字通り国王の印（cachet）が押された封蝋で閉じられていて、中には

「執行者」への「国王」の命令が、国王あるいは国王秘書官のサインと

ともに書かれていた。これによって「法官」を通さず裁判抜き、従っ

て（期限のない）投獄、追放が可能となった。しかし、思想・政治がら

みでの封印状はむしろ少数で、その大部分は相続、禁治産といった家

族・親族問題に係わるものだった。従って社会的な平等の意識が強ま

りつつあるこの時代、こういう靴職人が出てきても不思議ではない。

そして、それは裁判権と執行権を合わせた強大な権力による圧制の一

つの形、 旧
アンシャンレジーム

体 制 の象徴たる封印状の実態を風刺的に滑稽化して浮き

彫りにしているのである。

次の「高等法院審理院長」は、自分には放蕩者の息子がいて徳高い

その嫁をはじめ家族は困っているが、しかし封印状のような恣意的な

権力の行使は否定し、法の番人らしくあくまで法的な観点から、息子

が法に抵触していれば罰せられることを望み、特別扱いの厚遇、不公

平を拒む。さらに法そのものも、無知で貧困な層・庶民に対しより厳

格に適用されている現実に触れ、いわば富裕・知識層の自己批判に及

ぶのである。

最後に「あるフランス人」は、1 月 17 日の国王の返答に関し≪節度

を持って≫（10）封印状を行使する、と言うのではなく、まったくそれを

行使しないのが望ましい、現在≪節度≫という言葉を持ち出せば、か

つて封印状が激しさや怒りと共に行使されたことを意味するおそれが

あると危惧する。そして、感謝の念と共に国王に助言し、

1 ．国王は封印状を出す権利がないとは発言しないこと。（それはつ

まり、彼の前任者や彼自身による権力の行使が非合法だと宣言するに等

しくなる可能性があるからであり、その一方、それは成文法でなくとも

慣習（法）に基づくものと認められるからである。）

2 ．今後は封印状を行使しないこと、また行使しないと宣言すること。

慣習で認められていた体罰も、特に子供が成長してからは止めるべ
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きであるように、もはや時代に合わないことがあり、無智の時代、ア

ンリ 4 世の時代なら洞察力と見識を備えた大臣や側近の意見を取り入

れて有効に機能したこういう権力の行使も今はそうではない、とこの

「フランス人」は述べる。

チャールズ 1 世が、ヘンリー 8 世やエリザベス 1 世の専制君主ぶり

をまねたのは間違いであり、イギリスがかつて従順だった植民地の変

貌に気付かなかったのは不覚である。妻がその帝国を守るには、時節

を心得えたその夫の拘束の緩和が必要である。国王にも同じことが言

えると彼は言う。

1 年、6 カ月後には同じ譲歩がもはや同じ価値を持たないだろう。

効果的に譲歩するには、勝利を享受するのと同じくその時機を

捉えねばならない。［...］多くのものが変わっている。［...］陛下

のまわりの宮殿は同じ、大官たちは同じ名前かもしれないが、

しかし国民は変わっているのである（11）。

＊

小
パ ン フ レ

冊子 no.8 と小
パ ン フ レ

冊子 no.10 は「生
ビ ヤ ン ・ ネ

まれ良き人」という短
コ ン ト

編である。

主人公は、素直だがろくな教育も受けなかった上に、先王（祖父）とい

う悪例が真近にあり、全てに関心があるものの政治にはまるで関心が

ない王様である。

「生
ビ ヤ ン ・ ネ

まれ良き人」というあだ名のこの王様（12）は、まさにルイ 16 世そ

のもの、≪大食漢で狩りが大好き≫（13）である。狩りは王たるものにふ

さわしい趣味、戦いのイメージだが、しかし≪罪のない、武器も持た

ないもの≫（14）を殺してどこが高貴なのか、と反戦主義と思われる（15）

短
コ ン ト

編作家は訴える。だが天真爛漫な王様はそんなことはお構いなし、

≪腹が空けば食べる、喉が乾けば飲む、疲れれば眠る≫（14）だけである。

彼が大臣と仕事をするのは特
ア ド ッ ク

別なことである。廷臣たちに大事なの
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は地位と金銭と王様の特別な愛顧である。善良だがだらしない王様の

まわりには詐欺師の類いがつけいり、はびこっていた。若い時フィロ

ゾフの見事な言説も読んだが、もうひとつ現実と適合していないから

か、眠くなるばかりだった ...

ある時軽い病を得てひとり自室にこもり一時間も≪悲しく物思い

に≫（14）耽った。王国のことなど頭に浮かべてから、王様は呼びかける、

「英知の女神よ！私はあなたに従いたい。悪化した財政の立て直しは私

の節制で可能ですか？」女神は何も答えず 1 週間後また来ると言い残

して立ち去る。

国王に変化が現われ、その陽気さが控えめになる一方、廷臣たちは、

王様に本当の価値がはっきり見えたら、無用の者をはずし、おべっか

づかいを遠ざけるだろう、と考える。王様の方はなぜか理由は分から

ぬまま、その周辺が呆然としているのを感じる。

一週間後、再び現われた女神に≪飲食を控えめにしなさい≫（16）、と

命じられ、王様は水で割ったワイン一本で食事をし、それが終われば

食事も終わりにした。廷臣にはよく訳が分からないまま、王様の頭は

より自由になり「やる気」も起きるが、それに見合った計画や改革案

は出されず、ただ沈黙が宮廷を支配する。王様にとってそれは愉快で

はないが「女友達」を頭に浮かべ自分を慰めた。

さらにその一週間後、疑いの目を向ける廷臣たちが立ち去ろうとせ

ず人払い困難の中、王様は≪ひとりになりたい≫ときっぱり宣言した。

現われた女神は≪狩りの回数を減らせ≫と命じる。そこで一週間、

狩りは一度だけにし、余った時間は一人散歩したり自室で物思いにふ

けったりした。退屈して 9 日目、思わず本を求め、10 日目には近くの

絵や彫刻を見て回り、11 日目には廷臣の一人と読書の話をする。

12 日目、狩りにはもうそれほど熱中できず、犬と馬の四分の三を売

り払う。13 日目に気づいたのは、自分の楽しみに高くつくものがない

ことであった。一方、大臣たちにはより明るく接し、自分の意見を

ハッキリ言って仕事をした。14日目、まわりのすべてが新しい顔を見せ、
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気持ちが楽になる。そして 15 日目、現われた女神は、「助言に従って

くれて嬉しい」と告げる。

「お前と信頼できる市民たちの間により多くの自由を」、と女神が言

う。それは王様に≪賢明で有益な解決策≫（17）をもたらす。人に冷やか

されるのは嫌う王様に、立派なご先祖も臣下に反論されたり言葉を遮

られたりしたと女神は言う。

さらに彼女は、決まった日にはもう現われない、必要な時に伴侶、

友達として言うべきことを教えに来る、と宣言するのであった。宮廷

は≪賢明で教養があり社交的な一私人の館≫（17）の如くなり、子供や友

人や召使が入り混じって賢く暖かく、喋り動いた。公的な利益を優先

する王様は臣下の幸福と国家の栄光に努力した。気晴らしはより安い

のにより楽しいものになり、女神がそれを助けた。その助言で読むの

は「歴史」に関係するものだった。改革を進んで提案した者が昇進を

果たした。

民を犠牲にせずそのためになることは何か、商人の姿に身をやつし

てその声を聞きに行く。その行き先は農家、病院、牢屋、工事現場、

軍隊などであった。こうして、

少しずつ賢明さそのものが、王座にあると思われようになった。

財政は立て直された。その国はかつてないほど栄え尊敬された。

生
ビ ヤ ン ・ ネ

まれ良き人は王様としてこれ以上ないほど幸せになった（18）。

若いシャリエール夫人がヴォルテール流の文体で古い貴族階級を痛

烈に風刺・戯画化した『貴族』（19）以来 25 年ぶりの短
コ ン ト

編は、こうして変

わらぬ鋭さ・批評精神を示しながら、しかし他の誰のものでもない、

まさに一貫したシャリエール夫人の文体で終わりを告げるのである。

「へ
フ ラ ト リ ー

つらい擁護」と題された小
パ ン フ レ

冊子 no.15 は、道徳的省察のスタイル

で「賞讃」や「愛」のように堂々としていない「へ
フ ラ ト リ ー

つらい」を取り上

げる。一般にネガティヴに見られているものを擁護すると見せて風刺
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する点ではエラスムスの『痴愚神礼讃』（20）が想起されようが、ここで

特に関心の中心にあるのは、上記の短
コ ン ト

編と同じく王公である。

確かにへ
フ ラ ト リ ー

つらいより真実の方が高貴かもしれないが、へ
フ ラ ト リ ー

つらいはひ

どい人間嫌いや不
マ ラ ド レ ス

調法よりましだ、と筆者は主張する。王公が人間と

して歪んでいるのは何もへ
フ ラ ト リ ー

つらいのせいではなく、王公が受けた教育

のせいであり、住んでいる場所を一歩外に出ると何も分からず、取り

巻く廷臣たちだけの狭い世界に生きるといった環境に由来するのであ

る。王公の狭い視野を示す例として「古い 話
コント

」と断わりながら筆者は

あるプリンセスの発言を紹介する。彼女は包囲され飢えに苦しむ町の

人々について≪あの人たち、どうしてパンとチーズを食べないの≫（21）、

と聞いたというのである。

振り返って我々自身、「祈り」「教理問答」「ラ・フォンテーヌ」の中

に意味不明の言葉を見つけないだろうか。また「生きていくために、

元気なんだから働けばよいではないか」などと簡単に言っていないだ

ろうか。働きに行くためにはそれなりの服を来て、必要な道具をそろ

えなければならない。しかもその仕事が農業なら農閑期もある ...

王様には自分がいかに特権に恵まれているか教え、生まれつきの洞

察力や粘り強さを鍛える。半可通で終わらせないために、特に子供の

時と若い時が大事である。そして。王様が自分の無知に少しでも気づ

いたらそれは好機である。

へ
フ ラ ト リ ー

つらいよ、今からでも遅くないと王様に言いなさい、まだ消

えてない生まれつきの才能を大げさにほめて、やる気を起こさ

せなさい。大げさと思ってもそれは真実で、その成果に国があ

なたに感謝するかもしれません（22）。

へ
フ ラ ト リ ー

つらい擁護はこう締めくくられて終わるのである。
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注
（ 1 ） t.10,68
（ 2 ） マルゼルブ（1721-94）は親百科全書派の政治家で、その『プロテス

タントの結婚に関する意見書（1785-6）』は、フランスにおけるプロテス
タント復権のための勅令のベースになった。

（ 3 ） t.10,542
（ 4 ） M.Biard,etc., Révolution,Consulat,Empire (Histoire de France), 

Belin, 2010, pp.32-37 参照
（ 5 ） t.10,540 参照
（ 6 ） t.10,90
（ 7 ） t.10,91
（ 8 ） t.10,92
（ 9 ） t.10,95
（10） t.10,99
（11） t.10,101
（12） このあだ名はルイ 16 世の祖父、「い

ビ ヤ ン・ネ メ

としきルイ 15 世」から思いつか
れたと考えられる。

（13） t.10,82
（14） t.10,83
（15） コルシカ戦争に際して、シャリエール夫人が、従軍した親友デルマン

シュに敬意を払いながらも、たとえば≪私なら頼まれもしないのにわざわ
ざ出かけて行って火をつけたり焼き殺したりしないでしょう≫（t.2,116）
と言って、その反戦思想を明確にした事が想起される。

（16） t.10,84
（17） t.10,88
（18） t.10,89
（19） 前掲書、拙著『『貴族』をめぐって：ある女流作家の出発　I ～ IV』、

桜文論叢 vols.29.30.32.34., 1990～92 を参照
（20） エラスムス『痴愚神礼讃』（「世界の名著 17」、中央公論社、1969 参照
（21） これはもちろん、マリ－ ─ アントワネットがフランス革命期、飢えに

苦しみパンが食べられない人々について「ブリオッシュを食べればいいの
に」と言ったという有名な話より以前のことである。この類いの話は 18
世紀以前からあったという。（t10,548 参照）

（22） t.10,105
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終わりに

シャリエール夫人に『政治的観測と憶測』を書かせたのが、本人の

言うように「愛国の熱情」だったのはまちがいないであろう。黄金の

世紀の繁栄の後のオランダは、特に 18 世紀後半次第に没落の徴候を見

せ、周辺の大国、イギリス、フランス、特にプロイセンのあからさま

な思惑に振り回され、それが国内の対立に拍車をかけ、内乱の様相す

ら呈していたのである。

2 年近くパリに滞在したシャリエール夫人は、静かなスイスに帰って

その滞在を反芻する一方で、特にオランダから届く『ライデン新聞』

が刻々と伝えてくる情報に強く引き付けられたと思われる。いかにオ

ランダがその崩壊しつつある体制を立て直すべきか、それはここで紹

介した彼女の幾つかの提案にも現われている。

この小
パ ン フ レ

冊子集（1788）以後のオランダが、必ずしも彼女の考えたよう

に進まなかったとしても、それはあらかじめ分かっていたかもしれな

いことであり、一文学者が夢見たり主張したことが現実の世界でどの

くらい実現するか、文学がどのくらい有効なのか、それには懐疑的に

ならざるを得ない。指摘したように、そのことにも彼女は言及してい

るのである。

文学的要素が、この『観測と憶測』で重要だと言わざるをえない。

短
コ ン ト

編や道徳的省察といったものは言うまでもなく、それ以外のほとん

どを占める手紙形式は、彼女の書簡体小説を、リアリズムをもって、

生活の細部を積み重ねながら物語る手法が際立つその書簡体小説を想

起させずにはいないのである。

20 才のバンジャマン・コンスタンは、シャリエール夫人がこれを書

いていた冬、パリから追いかけてきてポンテの館に2ヵ月ほど滞在した。

トランプの裏に『宗教論』を書き始めると共に、当然ながら彼女の

『観測と憶測』にも関心を持ち、後半生を自由主義の政治家として過ご

すことになる人間らしくそれについて議論し、忠告を与え、またその
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散文の中に（偶然の）アレクサンドラン［12 音綴詩句］を発見して笑い

合い、さらに（後には）彼女のためを思って出版社の勝手な編集に怒っ

てもいるのである。

ともかくシャリエール夫人はこの後 1805 年に亡くなるまで、ニュー

シャテル湖畔の村を離れることなく、作曲を続け、エッセイや小説を

書き、文通し議論し続けた。

『この政治的観測と憶測』は、従ってそうした彼女の生涯の中、その

時代の大きな流れの証言であるとともに、自らの内なる文学的表現へ

の欲求の発露でもある。ここで読み解こうと試みた、形式も内容も

次々に変貌する 17 の小
パ ン フ レ

冊子の一つ一つがそのことを如実に示している

のではないだろうか。

参考文献
1 ．Isabelle de Charrière, Oeuvres complètes, Amsterdam, Oorschot, 10vols., 
1979-85.

2 ．Ph.Godet, Madame de Charrière et ses amis. t1., Genève, Slatkine 
Reprints, 1973（1906）.

3 ．H.Crief, Pensée sceptique et correspondance féminine : Marie du 
Deffand et Isabelle de Charrière, in Dix-huitième siècle no36, PUF, 2004.

4 ．M.N.Karmarkar, Madame de Charrière et la révolution des idées, N.Y., 
Peter Lang, 1996.

5 ．M.van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande : récits de voyageurs 
français dans les Provinces-Unis, 1748-1795, Oxford, The Voltaire 
Foundation, 1994.

6 ．D.Diderot, Voyage en Hollande, Paris, Maspero, 1982（1780）.
7 ．C.R.Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800, London, Penguin 
Books, 1965.

8 ．M.Braure, Histoire des Pays-Bas, « Que sais-je ? »（P.U.F.）, 1974 ［邦
訳：『オランダ史』（西村六郎訳）、白水社、1994］

9 ．H.Sée, L’évolution de la pensée politique en France au XVIII siècle, 
Genève, Slatkine Reprints, 1978（1925）.

10．M.Biard, etc., Révolution, Consulat, Empire 1789-1815, in Histoire de 
France, Belin, 2010.

11．W. ドイル、『アンシャン・レジーム』（福井憲彦訳）、岩波書店、2004
（2001）。
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整備主体の違いによる社会資本
ストック生産力効果の比較分析

楠　谷　　　清
目次

　 1　はじめに

　 2　財政機能と地方財政の役割

　 3　社会資本ストックの分割

　 4　分析モデル

　 5　データと推計結果

　 6　結び

　参考文献

1 　はじめに

わが国では国及び地方における財政の悪化を背景に、公共支出の効

率性をますます強く意識した財政運営が求められている。

われわれの経済社会においては、希少資源を効率的に利用すること

によって社会の厚生を最大化することが求められる。市場が完全競争

的である場合には、資源の効率的配分が期待できる。しかし、市場は

完全ではないので政府財政による調整が必要となる。特に、「非排除

性」「非競合性」という物理的特性をもつ財・サービスについては、市

場メカニズムが機能しないために、集合的意思決定を通じて消費する

ことになるが、政府はこうした集合的意思決定を受け、予算編成を通

じて公共サービスに資源を適切に配分する役割を果たすのである（1）。

その公共支出の中でも大きな割合を占める公共投資については、資

源配分機能としての事業効果だけでなく、経済安定機能としての総需
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要創出効果、再分配機能としての地域への経済保障といった短期的な

効果が期待されている（2）。

わが国において、公共投資によって整備される様々な社会資本は、

国の直轄事業、地方自治体の単独事業、及び国庫補助事業によって整

備が進められてきた。

本稿は、公共投資によって整備・蓄積された社会資本ストックのう

ち産業基盤投資に分類される投資によって蓄積された社会資本ストッ

クを対象にして、それらの社会資本ストックを国主体によるストック

と、地方政府主体によるストックとに分け、各地域の生産にどのよう

な生産効果をもたらしたのかを分析する。また、国及び地方政府主体

それぞれによって整備された社会資本ストックの時系列データを用い

て産業基盤社会資本ストックの生産力効果を、要素需要関数の推計を

通してアプローチすることを目的とする。

社会資本ストックが、経済全体の生産性に実際どのような効果をも

たらしているかについては、数多くの実証研究がなされてきた。それ

ら一連の実証研究の基本的なアプローチは、社会資本を生産要素とし

て含む生産関数を推計することにより、社会資本の生産力を計測する

というものである。また、李が指摘するように、計測するデータにお

いては、社会資本ストックのマクロデータからその生産力を推計する

という手法を用いている（3）。しかし実際には、社会資本整備は国によ

るものと、地方自治体によるもの、また両者の共同によって整備され

ている。

そこで、本研究では、社会資本ストックを国によって整備されたス

トックと地方自治体によって整備されたストックを按分し、それぞれ

の要素需要関数を推計することによって、各地域に整備された社会資

本ストック、主に産業基盤社会資本ストックの生産力効果を中心に測

定する。
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2 　財政機能と地方財政の役割

政府の役割は、資源の効率的利用と所得の公平な分配を実現し、安

定した価格水準の下で高雇用水準を維持することである。つまり、政

府財政の役割は、資源配分機能、所得再分配機能、マクロ経済の安定

化機能に集約される。

また、国（中央政府）の財政と地方政府の財政は車の両輪にたとえら

れている。財政の三つの機能において国と地方政府はそれぞれが得意

とする分野は異なる。三機能のうち、所得分配、経済安定化は主とし

て国がその役割を担うべきであると一般に認められている。

経済安定政策は、安定した物価水準の下で高雇用水準を維持する能

力は、集権化された政府、すなわち単一形態の政府の方が、極度に分

権化された政府よりもずっと高いということが示される（4）。なぜなら、

地方自治体が、当自治体の経済安定化政策を実施しても、政策効果が

周りの自治体にスピルオーバーし、自治体内の予定した効果が期待で

きないからである。

また、経済安定の問題と同様に、所得分配の問題も高度に分権化が

進んだ公共部門では解決が難しい（5）。強力な所得再分配政策を自治体

が実施すると、高所得者は他の自治体に移動し、低所得者だけがとど

まり、あるいはその自治体に低所得者が移住してくることになり、所

得再分配政策そのものを不可能なものとしてしまう。

そして、資源配分の問題においては、純粋公共財の場合には、中央

集権化した政府の方が、複数の地方政府からなるシステムよりも、適

切な産出水準を提供することに成功する可能性が高いことが見いださ

れる（6）。しかし、特定の人々（たとえばある 1つの地域社会の住民）にの

み便益を与える公共財については、少なくとも公共部門をより一層分

権化するという部分的な解決法がある。例えば、そのような公共財の

消費は、供給される地域社会の住民に限られるような公共財（地方公共

財）の場合を考えてみよう。もし、この財が中央政府によって供給さ

3
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れると、もっともありそうな結果は、その財の消費水準はすべての地

方で同じになるということである。しかしこのような一律の消費水準

は、効率的なものでは無いだろう。なぜなら、それぞれの地域の住民

の選好に差がある可能性があるからである。これに対し、もしそれぞれ

の地域社会がそれ自身の地方政府をもつときには、地域ごとに公共財の

供給水準は違ってくると予想できる。この違いは、少なくともある程度

は地域住民の選好の違いを表したものである。ここで重要な点は、その

社会を形成する人々の選好をもっともよく表すような生産物の組合せを

供給するとき、経済効率が達成されるということである（7）。このよう

な分権化によって厚生水準が高められる可能性は、消費者が地域間を移

動することによって高められるという、ティブー（Charles Tiebout）の

「足による投票」の理論〔 2〕につながる。

したがって、その財の便益が全国民に及ぶような純粋公共財の供給

は国が分担し、地方公共財の供給に関する意思決定は、効率と公平の

観点から、その便益が及ぶ地域の住民によっておこなわれるべきであ

る。

わが国では、国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすこと

のできる社会を目指し、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進する

ため、平成 18 年 12 月 15 日に地方分権改革推進法が成立した。その第

1条で、同法は、「地方分権改革の推進について、その基本理念や国と

地方双方の責務、施策の基本的な事項を定め、必要な体制を整備する

ものであり、同法に基づき、国と地方の役割分担や国の関与のあり方

について見直しを行い、これに応じた税源配分等の財政上の措置のあ

り方について検討を進めるとともに、地方公共団体の行政体制の整備

及び確立を図ることとされた。」と規定する。さらに、同法第 2条では、

「地方分権改革の推進は、国及び地方公共団体が共通の目的である国民

福祉の増進に向かって相互に協力する関係に有ることを踏まえ、それ

ぞれが分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性

を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行

4
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政を運営することを促進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会

の実現を図ることを基本としておこなわれるものとする。」と謳い、地

方分権改革の推進に関する基本理念を規定している。この理念はオー

ツ（Wallace E. Oates）の地方分権化定理にも裏付けられていると捉える

ことができる。

3　社会資本ストックの分割

各地域に実施される資源配分が中央集権による場合と、地方分権に

基づいて地域住民の意思決定による資源配分の場合と、どちらの方が

効率的な資源配分をもたらしているのか分析する。方法としては、国

主導による社会資本の整備に基づく資源配分と地方主導による社会資

本の整備に基づく資源配分の結果もたらされる各主体の主導によって

整備された社会資本の生産力を推計することによって比較分析をおこ

なう。

生産力の推計方法は、要素需要関数モデルを構築することによって

推計する。推計の対象とした社会資本は、『日本の社会資本－世代を超

えるストック』（内閣府政策統括官編、平成 14 年 7 月 31 日発行）第 2部第 3

節「都道府県別主要部門別粗資本ストック推計結果」集計されている

社会資本ストックのうち道路（国県道、市町村道、および街路を含む）、空

港、工業用水、港湾の産業基盤社会資本ストックである。これらの社

会資本ストックを国によって整備されたものと地方によって整備され

たものに分割するため、『行政投資』（自治大臣官房地域政策室編、地域政

策研究会編、財団法人　地方財務協会発行の各年度版）の「都道府県別行政

投資実績」を用いた。「都道府県別行政投資実績」の資料の中には、「投

資主体別資金負担別投資実績」として、国及び都道府県と市町村別の

投資実績が集計されている。そこで、社会資本ストックを国主体によ

るものと地方主体によるものとに分割するため、各都道府県別の総投

資額に占める国と地方（都道府県と市町村）投資額の比率をもとめ、そ

の比率から各主体別の社会資本ストックの額を按分した。社会資本ス

5
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トックのベンチマークは昭和 53 年（1978 年）に設定した。

4　分析モデル─要素需要関数によるアプローチ

社会資本の生産力の推定をおこなう場合、その分析の多くが生産関

数を推定するものである。この節では、生産関数による推定方法の問

題点を指摘し、代替的推定方法を示すことにする。

以下の論理は、H. ヴァリアン（Hal R. Varian）〔 3 〕に負っている。

代表的企業あるいは産業の技術的係数を推定するために、よく利用

される次式のコブ・ダグラス型生産関数を定義する。

⑴　Y＝m0L
αKβSγ

なお、Lと Kおよび Sは、労働、民間資本、社会資本である。そし

て、m0,α,β,γは推定すべき技術的係数である。本稿において問題と
するのは、特に社会資本の生産弾力性γであるが、この生産関数が示
すものは、企業あるいは産業の産出物（Yi）はその企業や産業で用いら

れる労働（Li）、資本（Ki）に加えて社会資本（S）の関数であると考え

る。

⑴式の関数は、

⑵　lnYi＝m0＋αln Li＋βln Ki＋γln S

という形で表わされる。

このような対数線型は、通常の最小 2乗法（OLS）を用いる推定に適

している。各投入物の正確な尺度さえ手に入れば、推定を容易におこ

なうことができる。しかし、投入物の適当な測定値（データ）を得るこ

とは容易ではない。労働の質的な問題、資本の測定などデータにはさ

まざまな問題がある。ここでは、このような問題は解決されていると

いう前提で議論を進める。すなわち、クロス・セクションの研究に際

して、われわれは企業あるいは産業の産出物と投入物の適当な測定値

をもっているとする。生産過程のパラメータを推定するためには、⑴

6
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式を直接OLSで推定するのが一般的な方法である。しかし、果たして

このような方法でパラメータの妥当な推定値が得られるだろうか。生

産量の水準を予測するということに関しては、妥当な推定値を得るで

あろうか、という疑問が生じる。

もし、われわれ研究者がさまざまな生産要素の限界生産物を推定す

ることに関心がある場合には、上述の推定値は極めて不正確なものと

なることが考えられる。

標準的な回帰モデルによると、企業 iの産出量は確率変数であり、

適当な生産関係によってその平均値が与えられており、その分散は各

企業共通の一定値をとると仮定される。つまり、先の統計的モデルは、

⑶　yi＝m0＋αli＋βki＋γs＋ui

と書ける。uiは誤差項であり、平均がゼロで分散がσ2の確率変数であ

る。

ガウス＝マルコフ理論によれば、右辺の諸変数が誤差項 uiと相関し

ないときには、通常の最小 2乗法を用いてパラメータ（m0,α,β,γ）の

良好な推定値が得られる。すなわち、線型最良不備推定量が得られる。

実際、いつもそうなるのだろうか。通常の解釈によれば、誤差項は考

慮の外に置かれているすべての変数の総効果を表すと考えられる。実

際、先行研究においては、研究者の知ることのできない要因を誤差項

に入れて、γを推定する方法をとっている。係数の推定値を受け入れ
ることができるかどうかという問題に答えるためには、ここで問題と

なっている方程式に含まれていない変数が何であるかを問わねばなら

ない。

一般には、このような変数には 2つのタイプがある。一つは、投入

物の質に関する気づかれない変化、天候のような予期できない生産へ

の影響等は、研究者も企業の経営者も観察できない変数である。企業

の経営者はこれらの変数を観察していないので、投入水準の選択はこ

れらの効果とは相関していないはずである。
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しかし、考慮されていないもう一種類の変数は、はるかに重大な問

題をもたらす。これらの変数とは、経営者は観察しているが、われわ

れ研究者は観察していない変数である。この変数の例は、経営者には

わかっている投入物の質の変化、各企業における技術の違い、経営者

は知っているが研究者は考慮していない生産要素などである。これら

の考慮されない変数がもつ問題は、それらが、観察されている投入要

素と相関している可能性が極めて大きいという点にある。したがって、

右辺の諸変数は誤差項（ui）とは統計的に独立ではなく、そのために

偏った推定値が生み出されることになる。

たとえば、国際環境を考慮する経営者を想定してみよう。円高によ

る国際競争力の低下に直面するであろうと予想する経営者は、国内へ

の投資や、国内労働者の利用を控えることが考えられる。経営資源を

国内から海外へ移動させることも起こりうる。このようなことを考慮

して生産要素投入量を決定している企業や産業の生産関数を直接OLS

で推定した場合、その労働や資本の限界生産性は、過小推定される可

能性が大きくなる。なぜならば、国際環境要因を除いて推定している

からである。

また、たとえば農業における野菜の生産関数をいかに推定するかと

いうことを考えてみよう。

農家 iの野菜の収穫 Ciは、植え付けた種の量 Kiと発育期における

晴天の日数 Tiに依存するとする。野菜の産出に影響するのはこの二つ

の変数だけであり、生産関数は、

Ci＝Kαi T1－αi

によって明示的に与えられるとする。対数をとれば、この生産関数は

次のように書ける。

lnCi＝αlnKi＋（1－α）lnTi

さてここで、研究者は Ciと Kiに関するデータのみを得ているが、

8
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天候についてのデータは得ていないと仮定する。このとき、回帰式

lnCi＝αlnKi＋ui

に最小 2乗法を適用すれば、αの良好な推定値が得られると考えてよ
いだろうか。また、lnKiと ui＝（1－α）lnTiは相関していないと仮定

してもよいだろうか。もし農家が Kiを選択する以前に Tiを観察して

いなければ、農家の Kiの選択は Tiから影響されない。そのときには、

最小 2乗法によってαの良好な推定値が得られるはずである。
さて、生産関係は各農家が利用する土地の質 Ziにも依存するとする。

その場合の生産関数を、

Ci＝ZiK
α
i T1－αi

あるいは

lnCi＝ln Zi＋αlnKi＋（1－α）lnTi

と示す。前と同様、農家も研究者も Tiを観察していないと仮定する。

ただし、農家は Ziを観察しているが、研究者は観察できないとする。

研究者の立場から見れば、Tiと Ziは共に確率変数である。このとき、

回帰式

lnCi＝αlnKi＋ui

からαの良好な推定値を得ることができない。なぜなら、各農家 iは

Ziを観察するため、Kiの選択は Ziの水準に影響されるからである。

したがって、Kiは誤差項と相関し、αの推定値は偏りをもち、帰無仮
説を棄却してしまう可能性が高くなる。

したがって、多くの研究に見られる社会資本ストックを説明変数に

加えた生産関数の推計では、企業や各産業が L（労働）や K（資本）や

S（社会資本）の選択をするとき、企業には分かっているが、研究者の

9
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間では観察できない他の要因（Z）の水準に影響を受けていることであ

る。つまり、Zには土地の質的要因であるとか、教育水準、あるいは

国際関係、国際環境といったものを考えることができる。それらの要

因に企業や産業が労働、資本、社会資本を選択する際に影響を受けて

いる可能性があるということである。したがって、Lや Kや Sは誤差

項と相関関係にあり、先の⑶式によるγの推定は、偏りをもち、帰無
仮説を棄却する可能性が高い。

したがって、生産関数に社会資本ストックを投入物と見なすことに

よって社会資本の生産力効果を推定しようとする場合、誤差項との相

関関係が生じ、推定値は不正確なものといえる。

以上のことから、生産関数を直接推定することは適切でなく、技術

のパラメータの良好な推定値を得るための解決策は、要素需要関数を

導出し、要素需要関数の推定からγを得ることである。
そこで次に、代表的企業の利潤最大化問題を考え、その一階の条件

から導出することを試みる。

企業の生産関数を次式のように特定化する。

⑷　y＝LαKβSγZ

なお、α＞0、β＞0、γ＞0、α＋β＋γ＝1である。Zは、企業が生

産要素投入量を決定する際に考慮する経済要因である。そして、利潤

πは次式である。　

⑸　π＝py－wL－rK－qS

ただし、pは生産物価格、wは賃金率、rは利子率、qは社会資本価

格である。上の利潤が最大となる一階の条件は、

⑹　∂π∂L
＝pαyL－1－w＝0

⑺　∂π∂K
＝pβyK－1－r＝0
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⑻　∂π∂S
＝pγyS－1－q＝0

であり、⑻式から Sを求めると次式の⑼となる。

⑼　S＝
pγLαKβZ

q

1
1－γ

これを対数式に直すと、次式となる。 

⑽　lnS＝
1
1－γ lnγ＋

1
1－γ ln

p
q ＋ α

1－γ ln
L

q

　　　　　＋ β
1－γ ln

K
q ＋

1
1－γ ln Z

この式を推定することによって、社会資本の生産力効果を測ること

ができる。ただし、社会資本価格（q）と、および企業の生産要素利用

の選択に与えている質的要因のデータを確保することはできない。そ

こで、使用するモデルの推定式は次式となる。

⑾　lnSi＝m0＋m1lnpi＋m2lnLi＋m3lnKi＋ui

ここで、m0、m1、m2、m3、uiは、それぞれ

m0＝
1
1－γ lnγ、m1＝

1
1－γ、m2＝

α
1－γ、m3＝

β
1－γ、

ui＝
1
1－γ lnZi

である。

したがって、社会資本の生産力効果γの推定値は、生産物価格 pの

係数m1 を推定すれば、γ＝（m1－1）/m1　から得られる。以上のこと

から、社会資本の生産力効果が正であると仮定するならば、本稿のモ

デルにおける推定式の制約条件は、m1＞1 となる。

また、民間資本の弾力性βは、m3 から、β＝m3・（1－γ）の式を求め
ることによって得ることができる。この式から、民間資本の生産弾力

性が正であるための制約条件は、γ＜1である。
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⑾式と⑶式との比較では、⑾式の方が望ましい。⑾式の lnSiに関す

る方程式は、右辺の変数が誤差項と独立であるという性質をもってい

る。なぜなら、右辺の変数は生産物価格であり、競争市場においては、

それらは個々の企業や産業によってではなく、市場によって決定され

るからである。生産物価格と考慮されていない変数（誤差項）とは明ら

かに相関していないことになる。

5　データと推計結果

5 － 1　推計のためのデータ

本節では、前節で示した要素需要関数を都道府県別に集計された産

業基盤社会資本ストックの時系列データを使用し、国主体および地方

政府（地方自治体）主体の各々によって整備された産業基盤社会資本ス

トックが各都道府県の生産活動に与える生産力効果（弾力性）を推計し

生産力効果の比較を試みる。

推計式は次のように表される。

⑿　lnSit＝m0＋m1lnpit＋m2lnLit＋m3lnKit＋uit

そこで、Sitは i都道府県における t年の社会資本ストック、Pitは i

都道府県における t年の生産物価格、Litは i都道府県における t年の労

働投入、Kitは i都道府県における t年の民間企業資本ストックである。

Sitは、国による社会資本ストックと地方政府による社会資本ストック

に分類される。

事業主体別推計に使用したデータの概要は次の通りである。

まず、①都道府県別社会資本ストック（Si）については、内閣府政策

統括官編『日本の社会資本─世代を超えるストック─』（第 3章　社会資

本ストックの推計及び添付CD-ROM内、財務省印刷局、2002 年）において算

定されている実質都道府県別社会資本ストックの内、道路、港湾、航

空、工業用水道（平成 7暦年価格）の総額を使用した。

②都道府県別生産物価格（pi）については、経済企画庁経済研究所お
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よび内閣府経済社会総合研究所編『県民経済計算年報』各年版の県内

総支出デフレーターを平成 7暦年基準に実質化したデータ系列を使用

した。

③都道府県別労働投入（Li）については、経済企画庁経済研究所およ

び内閣府経済社会総合研究所編『県民経済計算年報』各年版の県内就

業者数に厚生労働省『労働統計年報』各年版の都道府県、産業別 1人

平均月間労働時間数（製造業、規模 30 人以上）を掛けた労働投下時間数

のデータ系列を使用した。

④都道府県別民間資本ストック（Ki）については、唯一存在する内閣

府ホームページ『都道府県別民間資本ストック、製造業』のデータを

平成 7暦年基準で実質化したデータ系列を使用した。

以上のデータを用いて、事業主体別による都道府県別の社会資本需

要関数⑿式を推計した。推計は単純最小 2乗法（OLS）でおこない、サ

ンプル期間はデータの制約上 1978 年～1998 年とした。また、福島県、

岡山県、沖縄県のデフレーターについては公表されていない時期があ

るため、福島県は 1980 年～1998 年、岡山県 1985 年～1998 年、沖縄県

1981 年～1998 年の期間で推計した。

5 － 2　推計結果

本分析で使用するモデルの制約条件は、生産物価格（p）の係数は 1

以上とならなければならない。各都道府県における国地方政府別推計

結果は、多くの県で価格係数の値が 1以下となり、モデルの制約条件

を満たさなかった。そこで、労働投入と資本投入を外して推計するこ

ととした。表 1と表 2は、国および地方政府別の推計結果を整理し、

さらに生産力効果（γ）を示したものである。まず表 1に示すように、

地方政府によるストックに対する推計結果は、各都道府県いずれも理

論モデルの制約条件を満たしている。ダービン・ワトソン比が低いが、

t値が十分高い値を示していることから生産物の価格と社会資本需要と

の間に明確な因果関係があるものといえる。決定係数についてはいず
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表 1　地方主体による都道府県別要素需要係数（生産物価格 p）
都道府県 p t値 R

－ 2 D.W. S.E. γ
広　島 6.8223 13.6726 0.9029 0.4484 0.4990 0.853
滋　賀 6.1426 14.8175 0.9162 0.7641 0.4145 0.837
長　野 5.9247  8.0072 0.7594 0.5203 0.7399 0.831
香　川 5.6301  7.5334 0.7360 0.3239 0.7473 0.822
山　口 5.1283  6.2545 0.6559 0.2603 0.8199 0.805
茨　城 5.0235 15.2586 0.9206 0.7201 0.3292 0.801
新　潟 4.8758 20.5435 0.9547 0.8324 0.2373 0.795
愛　知 4.8496 14.4874 0.9126 0.4646 0.3347 0.794
富　山 4.7628 11.8846 0.8752 0.6122 0.4008 0.790
山　梨 4.7527 20.4468 0.9542 0.7250 0.2324 0.790
東　京 4.7081 10.4281 0.8434 0.3615 0.4515 0.788
鹿児島 4.6959 30.6561 0.9791 0.6781 0.1532 0.787
群　馬 4.6598 11.6173 0.8701 0.4825 0.4011 0.785
佐　賀 4.6264  8.4613 0.7792 0.2757 0.5468 0.784
熊　本 4.5913 23.3970 0.9647 0.3392 0.1962 0.782
福　井 4.5086 15.3486 0.9214 0.3449 0.2937 0.778
福　岡 4.4327 13.3841 0.8991 0.4406 0.3312 0.774
栃　木 4.4227  5.0495 0.5505 0.2131 0.8759 0.774
奈　良 4.2302 12.1893 0.8807 0.3082 0.3470 0.764
千　葉 4.1953 19.4519 0.9497 1.0671 0.2157 0.762
愛　媛 4.1918 10.9114 0.8551 0.3531 0.3842 0.761
京　都 4.1605  7.5064 0.7346 0.2473 0.5543 0.760
長　崎 4.1002 14.7088 0.9150 0.5279 0.2788 0.756
鳥　取 4.0941 10.9441 0.8559 0.2675 0.3741 0.756
埼　玉 4.0878  9.8192 0.8267 0.2367 0.4163 0.755
大　阪 4.0258  8.3062 0.7727 0.4947 0.4847 0.752
北海道 3.9707 25.3461 0.9698 0.4342 0.1567 0.748
岐　阜 3.9637 13.9799 0.9067 0.5585 0.2835 0.748
青　森 3.9438 19.4338 0.9496 0.3398 0.2029 0.746
宮　崎 3.8881 25.6677 0.9705 0.9261 0.1515 0.743
神奈川 3.8086  9.6675 0.8222 0.4349 0.3940 0.737
石　川 3.6958 14.0821 0.9080 0.3555 0.2624 0.729
静　岡 3.6431 13.4142 0.8995 0.6544 0.2716 0.726
徳　島 3.6152 11.1422 0.8603 0.5504 0.3245 0.723
山　形 3.6114 15.8365 0.9259 0.3974 0.2280 0.723
宮　城 3.6057 13.6944 0.9032 0.2576 0.2633 0.723
岩　手 3.5548 15.5291 0.9231 0.3464 0.2289 0.719
島　根 3.5166 12.0457 0.8781 0.3798 0.2919 0.716
秋　田 3.4879  9.4506 0.8154 0.3564 0.3691 0.713
三　重 3.3445 12.4356 0.8848 0.3856 0.2689 0.701
兵　庫 3.3102 10.0765 0.8341 0.6163 0.3285 0.698
高　知 3.2431 11.2128 0.8618 0.3722 0.2892 0.692
大　分 3.0379  9.8300 0.8270 0.2603 0.3090 0.671
和歌山 2.6888 13.0298 0.8941 1.1390 0.2064 0.628

注1）p：生産物価格
　2）R

－2：自由度修正済決定係数
　3）D.W.：ダービン・ワトソン比
　4）S.E.：標準誤差
　5）γ：弾力性（生産力効果）
　6）推計期間　1978年～1998年（福島県、岡山県、沖縄県を除く）
　　 参考、福島県　1980年～1998年、岡山県　1985年～1998年、沖縄県　1981年～1998年

都道府県 p t値 R
－ 2 D.W. S.E. γ

福　島 5.6092  5.0715 0.5786 0.2284 1.1060 0.822
岡　山 5.9857  5.6221 0.7019 0.7853 1.0647 0.833
沖　縄 5.1140 21.7210 0.9651 1.0282 0.2354 0.804
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表 2　国主体による都道府県別要素需要係数（生産物価格 p）
都道府県 p t値 R

－ 2 D.W. S.E. γ
愛　知 8.1418  9.9267 0.8298 0.4217 0.8202 0.877
長　野 7.2081 14.0725 0.9078 1.5796 0.5122 0.861
京　都 6.8327 12.8634 0.8916 0.6888 0.5312 0.854
愛　媛 6.6514 11.0501 0.8583 0.3818 0.6019 0.850
徳　島 5.8524 10.9809 0.8567 0.4114 0.5330 0.829
香　川 5.7329  7.7731 0.7482 0.3005 0.7375 0.826
三　重 5.6657  7.9801 0.7581 0.4334 0.7100 0.823
岐　阜 5.4674  8.2923 0.7721 0.4155 0.6593 0.817
埼　玉 4.9893  9.9218 0.8297 0.6195 0.5029 0.800
高　知 4.9586 11.0793 0.8589 0.4827 0.4476 0.798
熊　本 4.9283  7.7258 0.7458 0.6349 0.6379 0.797
秋　田 4.8273 15.3043 0.9210 0.9148 0.3154 0.793
山　形 4.8069  9.5937 0.8199 0.3409 0.5010 0.792
兵　庫 4.8062 12.9305 0.8926 0.6147 0.3717 0.792
鳥　取 4.6695 12.7233 0.8894 1.0634 0.3670 0.786
大　分 4.6217 22.1317 0.9607 1.1991 0.2088 0.784
宮　城 4.3861  9.9150 0.8295 0.4632 0.4424 0.772
神奈川 4.2996  7.0474 0.7087 0.4823 0.6101 0.767
奈　良 4.2940  6.2620 0.6564 0.4633 0.6857 0.767
北海道 4.1393 22.4263 0.9617 0.5795 0.1846 0.758
静　岡 4.0878  4.4689 0.4868 0.2373 0.9147 0.755
大　阪 3.9558  8.3873 0.7762 1.7632 0.4716 0.747
島　根 3.8673  8.9761 0.7991 0.9216 0.4308 0.741
広　島 3.7009 13.3459 0.8985 1.6846 0.2773 0.730
長　崎 3.6930  6.7782 0.6920 0.6773 0.5448 0.729
山　口 3.6330  6.6290 0.6823 0.4916 0.5480 0.725
富　山 3.6198  4.5062 0.4912 0.7805 0.8033 0.724
新　潟 3.5852 10.7423 0.8512 0.5157 0.3337 0.721
千　葉 3.5172  8.7208 0.7896 0.3064 0.4033 0.716
鹿児島 3.4689 10.0758 0.8341 0.4061 0.3443 0.712
石　川 3.3124  8.4236 0.7777 0.5104 0.3932 0.698
滋　賀 3.2815  4.5786 0.4995 0.7437 0.7167 0.695
栃　木 3.2348  1.9884 0.1287 0.1906 1.6269 0.691
宮　崎 2.7828  6.4242 0.6682 0.5632 0.4332 0.641
和歌山 2.7166  8.1822 0.7673 1.6459 0.3320 0.632
岩　手 2.7045 11.2731 0.8631 0.6906 0.2399 0.630
佐　賀 2.4665  3.4323 0.3502 0.4223 0.7186 0.595
群　馬 2.3453  4.3711 0.4752 1.1407 0.5365 0.574
福　岡 2.2982  7.2341 0.7196 0.8436 0.3177 0.565
青　森 2.0936  7.1132 0.7126 0.7004 0.2943 0.522
東　京 1.9641  4.0405 0.4338 0.8342 0.4861 0.491
福　井 1.8259  2.7358 0.2448 0.4589 0.6674 0.452
茨　城 1.7968  2.5026 0.2083 0.3016 0.7180 0.443
山　梨 1.2747  2.7744 0.2509 0.4660 0.4595 0.216

注1）p：生産物価格
　2）R

－2：自由度修正済決定係数
　3）D.W.：ダービン・ワトソン比
　4）S.E.：標準誤差
　5）γ：弾力性（生産力効果）
　6）推計期間　1978年～1998年（福島県、岡山県、沖縄県を除く）
　　 参考、福島県　1980年～1998年、岡山県　1985年～1998年、沖縄県　1981年～1998年

都道府県 p t値 R
－ 2 D.W. S.E. γ

福　島 10.0134 11.0225 0.8700 0.6704 0.9084 0.900
岡　山  1.6604  1.5679 0.1009 1.5114 1.0590 0.398
沖　縄  3.7438 10.4931 0.8652 0.5745 0.3568 0.733
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れも高い値を示している。要素需要関数が満たすべき符号条件を満た

していることから、生産物価格の上昇によって企業は生産を増やし生

産を増やすために地方政府主体整備による産業基盤社会資本ストック

の利用を増やしたものと解釈できる。さらに、表1は、福島県、岡山県、

沖縄県を除いて、要素需要係数の大きい地域から並べてある。生産物

価格に反応して、地方政府主体整備による産業基盤資本の需要量を

もっとも大きく増やしている県は、広島県 0.853、次いで滋賀県、長野

県、香川県の順になっている。逆に、反応の低い県は、和歌山県、大

分県、高知県、兵庫県、三重県といった県が並ぶ。また、産業基盤資

本の弾力性（生産力効果）γの平均値は 0.757 で、44 都道府県中半数の
22 都府県が平均値を上回っている。

次に、表 2に示す国主体による資本整備に対する推計結果は、理論

モデルの制約条件を満たしている。全体として、t値は十分高い値を示

しているものの一部の県における決定係数（栃木県 12％、茨城県 20％…

滋賀県 49％等）が小さく、モデルの説明力が小さい結果となっている。

生産物価格の上昇に反応して国主体整備による産業基盤資本の需要量

をもっとも大きく増やしている県は、愛知県で、次いで長野県、京都

府、愛媛県、徳島県の順となっている。また、もっとも低いのは山梨

県で、次いで茨城県、福井県、東京都といった順序になっている。ま

た、産業基盤資本の弾力性（生産力効果）γの平均値は 0.728 で、44 都
道府県中半数を超える 25 都道府県が平均値を上回っている。国主体と

地方政府主体の平均値の比較では、地方政府による社会資本ストック

の弾力性が国主体によるものを上回っている。

さらに、表3および図1は、産業基盤資本の弾力性（生産力効果）γを、
国および地方政府の各整備主体間で比較したものである。福島県、岡

山県、沖縄県を除く平均値は 44 都道府県中ほぼ半数の 23 都道府県の

弾力性は、国主体によるものが地方主体によるものを上回っている。

地方主体が国主体を上回っている地域は、山梨県が国主体に対し 3.66

倍の効果を上げ際だっている（図 2）。次に茨城県の 1.81 倍、福井県の
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表 3　事業主体別弾力性γ（生産力効果）
都道府県 地方主体 国主体 地方/国　比
北海道 0.748 ＜ 0.758 0.99
青　森 0.746 ＞ 0.522 1.43
岩　手 0.719 ＞ 0.630 1.14
宮　城 0.723 ＜ 0.772 0.94
秋　田 0.713 ＜ 0.793 0.90
山　形 0.723 ＜ 0.792 0.91
福　島 0.822 ＜ 0.900 0.91
茨　城 0.801 ＞ 0.443 1.81
栃　木 0.774 ＞ 0.691 1.12
群　馬 0.785 ＞ 0.574 1.37
埼　玉 0.755 ＜ 0.800 0.94
千　葉 0.762 ＞ 0.716 1.06
東　京 0.788 ＞ 0.491 1.60
神奈川 0.737 ＜ 0.767 0.96
新　潟 0.795 ＞ 0.721 1.10
富　山 0.790 ＞ 0.724 1.09
石　川 0.729 ＞ 0.698 1.04
福　井 0.778 ＞ 0.452 1.72
山　梨 0.790 ＞ 0.216 3.66
長　野 0.831 ＜ 0.861 0.97
岐　阜 0.748 ＜ 0.817 0.92
静　岡 0.726 ＜ 0.755 0.96
愛　知 0.794 ＜ 0.877 0.90
三　重 0.701 ＜ 0.823 0.85
滋　賀 0.837 ＞ 0.695 1.20
京　都 0.760 ＜ 0.854 0.89
大　阪 0.752 ＞ 0.747 1.01
兵　庫 0.698 ＜ 0.792 0.88
奈　良 0.764 ＜ 0.767 1.00
和歌山 0.628 ＜ 0.632 0.99
鳥　取 0.756 ＜ 0.786 0.96
島　根 0.716 ＜ 0.741 0.97
岡　山 0.833 ＞ 0.398 2.09
広　島 0.853 ＞ 0.730 1.17
山　口 0.805 ＞ 0.725 1.11
徳　島 0.723 ＜ 0.829 0.87
香　川 0.822 ＜ 0.826 1.00
愛　媛 0.761 ＜ 0.850 0.90
高　知 0.692 ＜ 0.798 0.87
福　岡 0.774 ＞ 0.565 1.37
佐　賀 0.784 ＞ 0.595 1.32
長　崎 0.756 ＞ 0.729 1.04
熊　本 0.782 ＜ 0.797 0.98
大　分 0.671 ＜ 0.784 0.86
宮　崎 0.743 ＞ 0.641 1.16
鹿児島 0.787 ＞ 0.712 1.11
沖　縄 0.804 ＞ 0.733 1.10

注）推計期間
　　福島県　1980年～1998年
　　岡山県　1985年～1998年
　　沖縄県　1981年～1998年
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1.72 倍、東京都の 1.60 倍、青森県の 1.43 倍、群馬県と福岡県の 1.37 倍

である。

6　結び

本研究は、国及び地方政府の各主体によって整備された社会資本ス

トックを行政投資額を用いて按分し、整備主体別社会資本ストックの

生産力効果を、要素需要関数を構築して推計した。各地域の価格を説

明変数とした推計では、いずれの地域においても社会資本ストックの

生産力効果はプラスとなっている。

各都道府県における弾力性に大差が無く、地方政府主体によって整

備された社会資本ストックがそれぞれの地域住民に効率的に厚生をも

たらしていることが推測される。国主体によるものと地方政府主体に

よるものとの弾力性の平均値を比較すると、地方政府主体のものが国

主体によるものを上回った。このことは、地方公共財の供給を地方政

府自身に決定させる分権的供給によって、住民の選好・ニーズを反映

した効率的な公共財の提供が実現していることを表している。しかし、

地域ごとの各主体別弾力性を比較してみると 23 道府県においては、国

主体による方が上回っているものの、およそ残り半数の地域において

は地方政府主体によるものが国主体による弾力性を上回っている。し

たがって、一概に国主体による整備の方が効率的であり、中央集権に

よる公共財の供給が望ましいと決断することはできない。財政学にお

いて、伝統的に主張されてきた分権化定理によれば、国（中央政府）に

比べて、地域住民に密着し地域ごとに選好やニーズが異なる公共財・

サービスの供給については、地域政府がより多くの情報を有しており、

公共財・サービスをより効率的に提供することができるため、地方公

共財の供給を地方政府に決定させる分権的供給の方が、住民の選好・

ニーズを反映した効率的な公共財・サービスの提供を実現できるとさ

れる。しかし、分権化定理が当てはまる第一の条件は、地方自治体内

では住民選好が大きく乖離せず、一方、自治体間で選好が大きく乖離
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していることである。もし、地域間での選好がそれほど異ならず、「規

模の経済性」が働くなら、むしろ国が公共サービスを供給する方が望

ましいことになる（8）。したがって、本研究結果は、分析対象とした産

業基盤社会資本ストックに限ってみると、地域住民に密着し地域ごと

に選好やニーズが異なる社会資本については地域政府が主体となって

供給し、また、規模の経済性が働く社会資本については国が主体と

なって供給するような、国と地方政府の役割分担を踏まえた供給が効

率的資源配分の実現につながることを示唆する。今後の研究課題とし

ては、地域ごとの社会資本ストックの特性と地域ごとの経済特性の関

連を分析することによって、なぜ、国及び地方政府による社会資本の

生産力効果の大きさに優劣が生じるのかを知ることである。

（ 1） 林〔 5〕、19 頁。
（ 2） 林〔 4〕、52 頁。
（ 3） 李〔 6〕、208 頁。
（ 4） Oates 〔 1 〕, p. 4.
（ 5 ） Oates 〔 1 〕, p. 6.
（ 6 ） Oates 〔 1 〕, p. 8.
（ 7 ） Oates 〔 1 〕, p. 11.
（ 8 ） 林〔 5〕、15 頁。

参考文献
〔 1〕 Oates, Wallace E., Fiscal Federalism, Gregg Revivals, 1993.
〔 2 〕 Tiebout, Charles., “A Pure Theory of Local Expenditure,” Journal of 

Political Economy, vol. 64, 1956, pp. 416-424
〔 3 〕 Varian Hal R., Microeconomics Analysis, 2nd ed., 1984, pp. 171-177（佐
藤隆三・三野和雄訳『ミクロ経済分析』第 4章「計量経済学と経済理論」、
勁草書房、1986 年、186─206 頁）参照。

〔 4〕 林宜嗣「公共投資と地域経済」『フィナンシャル・レビュー』、第 72
号、2004 年、52─64 頁。

〔 5〕 林宜嗣「財政改革に資する国・地方の役割分担と地方財政システム」
『分権化時代の地方財政』貝塚啓明編著、財務省財務総合政策研究所編著、
2008 年、中央経済社。

〔 6〕 李紅梅「事業別社会資本ストックデータ作成および特徴考察─国直轄
事業・国庫補助事業・地方単独事業別のデータ作成より─」、現代社会文
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が
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
谷
田
部　

光　

一
…
二
（　
　

一
）

南
シ
ナ
海
の
安
全
保
障
と
戦
略
環
境
（
二
・
完
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
浦　

野　

起　

央
…
二
（　

三
五
）

号

頁

六
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
二
〇
二
〇
）

第
二
十
三
師
団
、
壊
滅
す　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
「
傑
作
」
―
―

秦　
　
　

郁　

彦
…
二
（　

八
九
）

選
挙
制
度
に
よ
る
財
政
政
策
の
相
違
と
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
坂　

井　

吉　

良

坂　

本　

直　

樹
…
二
（
二
三
八
）

税
源
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安　

藤　
　
　

実
…
三
（　
　

五
）

リ
カ
ー
ド
ウ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
今
日
の
租
税
三
原
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐　

藤　

滋　

正
…
三
（　

一
七
）

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
初
期
資
本
主
義
的
性
格
を
中
心
に
―
―

吉　

田　

克　

己
…
三
（　

四
五
）

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
―
―

鶴　

田　

廣　

巳
…
三
（　

六
五
）

ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

一　

弘
…
三
（
一
〇
七
）

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊

𠮷
牟
田　
　
　

勲
…
三
（
一
四
一
）

六
七
二



索　
　

引

（
二
〇
二
一
）

均
等
犠
牲
説
に
よ
る
勤
労
所
得
税
の
公
平
性　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
平
成
7
年
か
ら
平
成
22
年
の
家
計
調
査
を
基
に
し
て
―
―

藪　

下　

武　

司
…
三
（
二
三
二
）

経
済
発
展
理
論
の
展
開
と
ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
稲　

葉　

守　

満
…
三
（
二
三
五
）

長
期
定
常
成
長
の
動
学
的
不
安
定
性
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
本　

間　

祥　

介
…
三
（
二
七
五
）

民
主
主
義
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
効
果
と
経
済
成
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
坂　

井　

吉　

良
…
三
（
三
二
六
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
谷
田
部　

光　

一
…
三
（
三
二
九
）

日
本
経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
武　

縄　

卓　

雄
…
三
（
四
〇
〇
）

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山　

城　

秀　

市
…
三
（
四
〇
三
）

国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小　

林　
　
　

通
…
三
（
四
三
一
）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藤　

岡　

純　

一
…
三
（
四
五
一
）

六
七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
二
〇
二
二
）

会
社
は
だ
れ
の
も
の
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
市
場
の
失
敗
に
お
け
る
多
元
的
企
業
概
念
の
有
効
性
―
―

稲　

葉　

陽　

二
…
三
（
四
七
七
）

中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…

―
―
黄
事
件
を
つ
う
じ
て
経
営
環
境
と
し
て
の
権
力
と
企
業
家
の
不
安
に
関
す
る
一
考
察
―
―

簗　

場　

保　

行
…
三
（
五
一
三
）

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
監
査
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
北　

川　

道　

男
…
三
（
五
四
一
）

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
を
事
例
に
し
―
―

山　

上　
　
　

徹
…
三
（
五
五
九
）

米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る

新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

―
―
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
三
（
五
九
一
）

米
国
の
2
0
1
0
年
司
法
省
・
連
邦
取
引
委
員
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
水
平
的
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
概
要

野
木
村　

忠　

邦
…
三
（
六
五
二
）

完
全
合
意
条
項
に
関
す
る
一
考
察
：
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

法
言
語
比
較
の
立
場
か
ら

松　

嶋　

隆　

弘

熊　

木　

秀　

行
…
三
（
六
七
〇
）

六
七
四



索　
　

引

（
二
〇
二
三
）

L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
青　

山　

武　

憲
…
三
（
六
七
三
）

一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則

東　
　
　

和　

敏
…
三
（
七
一
五
）

秘
密
交
通
権
と
被
疑
者
の
取
調
べ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
関　
　
　

正　

晴
…
三
（
七
四
三
）

補
欠
選
挙
の
研
究
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岩　

渕　

美　

克
…
三
（
七
七
一
）

一
八
三
四
年
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
再
考
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
矢　

野　
　
　

聡
…
三
（
七
九
七
）

包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
平
成
の
大
合
併
を
対
象
に
し
て
―
―

大　

浜　

賢
一
朗
…
三
（
八
二
一
）

地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
神
奈
川
県
下
の
町
村
を
対
象
に
し
て
―
―

斎　

藤　

英　

明
…
三
（
八
四
一
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
重
商
主
義
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―

山　

口　

正　

春
…
三
（
八
六
九
）

六
七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
二
〇
二
四
）

近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て
―
―

新　

井　
　
　

勉
…
三
（
八
九
七
）

「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
久
保　

崇　

明
…
三
（
九
二
三
）

明
治
前
期
の
叛
逆
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て
―
―

新　

井　
　
　

勉
…
四
（　
　

三
）

民
主
化
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岩　

崎　

正　

洋
…
四
（　

二
五
）

政
治
制
度
の
再
検
討　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
二
院
制
と
選
挙
制
度
を
中
心
に
―
―

岩　

渕　

美　

克
…
四
（　

四
九
）

核
持
ち
込
み
の
事
前
協
議
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
信　

夫　

隆　

司
…
四
（　

七
一
）

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
異
教
徒
間
結
婚M

ischehe 
に
つ
い
て
 …
…
…
…
…
…
…
…
長　

沼　

宗　

昭
…
四
（
一
一
九
）

都
市
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
大
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
福　

島　

康　

仁
…
四
（
一
四
七
）

六
七
六



索　
　

引

（
二
〇
二
五
）

域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の
交
錯　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
四
（
一
七
一
）

希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
船　

山　

泰　

範
…
四
（
二
〇
五
）

ダ
ノ
ン
と
娃
哈
哈
の
争
い
と
中
国
リ
ス
ク　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
市
政
府
と
職
員
の
株
式
所
有
権
の
突
然
の
出
現
の
考
察
を
中
心
に
―
―

簗　

場　

保　

行
…
四
（
二
二
九
）

西
欧
の
自
然
観
と
そ
の
問
題
点　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
地
球
環
境
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―

山　

口　

正　

春
…
四
（
二
五
七
）

地
域
主
権
改
革
と
地
方
行
財
政
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山　

田　

光　

矢
…
四
（
二
八
五
）

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
：

「
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
を
巡
る
諸
問
題
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小　

林　

宏　

晨
…
四
（
三
二
九
）

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
終
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秦　
　
　

郁　

彦
…
四
（
三
九
五
）

災
害
と
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
自
治
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
代　

田　

剛　

彦
…
四
（
四
三
七
）

六
七
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
二
〇
二
六
）

二
〇
一
一
年
イ
ギ
リ
ス
国
民
投
票
と
自
由
民
主
党　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
は
何
故
国
民
に
拒
絶
さ
れ
た
の
か
―
―

渡　

辺　

容
一
郎
…
四
（
四
六
三
）

行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
労
使
交
渉
を
中
心
に
―
―

岩　

井　

義　

和
…
四
（
四
八
九
）

政
治
思
想
・
政
治
哲
学
と
し
て
の
保
守
主
義
に
お
け
る
価
値
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
を
中
心
に
―
―

杉　

本　

竜　

也
…
四
（
五
一
七
）

二
〇
〇
九
年
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
す
る
仙
台
市
の
広
報
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
…
宮　

脇　
　
　

健
…
四
（
五
五
一
）

政
軍
関
係
研
究
試
論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
戦
術
・
作
戦
領
域
へ
の
文
民
の
過
剰
関
与
に
注
目
し
て
―
―

小　

森　

雄　

太
…
四
（
五
七
九
）

政
治
的
観
測
と
憶
測　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…

―
―
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○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下のWeb サイトで

PDFを電子公開しております。

①　日本大学法学部ホームページ（http://www.law.nihon-u.ac.jp/）

②　CiNii（http://ci.nii.ac.jp/）

○　本誌の受入れに関しまして、送付先（住所・宛先等）の変更や

受入辞退等が御座いましたら、以下まで御連絡ください。

＜連絡先部署＞　日本大学法学部研究事務課

（住　所）　 〒 101-8375　東京都千代田区三崎町 2-3-1

（ＴＥＬ）　 03-5275-8510

（ＦＡＸ）　 03-5275-8537

（E-mail）　 kenjimu@law.nihon-u.ac.jp

六
八
四



政
経
研
究
第
四
十
九
巻
第
四
号

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日　
印
刷

平
成
二
十
五
年
三
月　

五　

日　
発
行

発
行
者　

日
本
大
学
政
経
研
究
所

編
集
発
行
責
任
者

杉　
　
本　
　
　
　

稔

日
本
大
学
法
学
会

東
京
都
千
代
田
区
猿
楽
町
二
|

一
|

一
四　
Ａ
＆
Ｘ
ビ
ル

印
刷
所　

株

式

会

社

メ

デ

ィ

オ

電
話
〇
三
（
五
二
七
五
）
八
五
三
〇
番

電
話
〇
三
（
三
二
九
六
）
八
〇
八
八
番

　
　

機
関
誌
編
集
委
員
会

委
員
長　
　

野
木
村　

忠　

邦

副
委
員
長　
　

楠　

谷　
　
　

清

委　
　

員　
　

秋　

山　

和　

宏

　

〃　
　
　

伊　

藤　

文　

夫

　

〃　
　
　

岩　

崎　

正　

洋

　

〃　
　
　

大　

井　

眞　

二

　

〃　
　
　

小　

川　

浩　

一

　

〃　
　
　

黒　

川　
　
　

功

　

〃　
　
　

関　
　
　

正　

晴

　

〃　
　
　

髙　

橋　

雅　

夫

　

〃　
　
　

藤　

川　

信　

夫

　

〃　
　
　

松　

嶋　

隆　

弘

　

〃　
　
　

簗　

場　

保　

行

　

〃　
　
　

谷
田
部　

光　

一

　

〃　
　
　

外　

園　

澄　

子

非
売
品



Special Edition in Honour of
Professor Daisaku Okumura’s 70th Birthday

Issues of Politics, Economics, and Society

（Studies in Political Science and Economics）

Vol. 49　No. 4　　March　2 0 1 3

S E I K E I  K E N K Y U


	00-1_写真
	00-2_献呈の辞
	00-3_目次
	00-4_扉
	01_P003-024_新井勉
	02_P025-048_岩崎正洋
	03_P049-070_岩渕美克
	04_P071-118_信夫隆司
	05_P119-146_長沼宗昭
	06_P147-170_福島康仁
	07_P171-204_藤川信夫
	08_P205-228_船山泰範
	09_P229-256_簗場保行
	10_P257-284_山口正春
	11_P285-328_山田光矢
	12_P329-394_小林宏晨
	13_P395-436_秦郁彦
	14_P437-462_代田剛彦
	15_P463-488_渡辺容一郎
	16_P489-516_岩井義和
	17_P517-550_杉本竜也
	18_P549-576_宮脇健
	19_P579-606_小森雄太
	20_P607-634_玉井通和
	21_P635-656_楠谷清
	22_P657-660_略歴
	23_P661-666_主要業績
	24_P667_執筆者紹介
	25_P668-670_欧文目次
	26_P671-680_索引
	27_巻末


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




